
法　

学　

紀　

要　

第
五
十
三
巻

日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所





目　
　

次

三

目　
　

次

【
法
学
研
究
所
】

英
国
と
英
国
教
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
青　

山　

武　

憲
…
九

荷
為
替
信
用
状
取
引
を
巡
る
現
代
的
課
題
と
展
望

│
信
用
状
危
機
、IN

C
O
T
E
R
M
S
2010

、S
anction

な
ど
に
対
す
る

　
　

理
論
と
実
務
の
対
応
を
中
心
と
し
て

│

藤　

川　

信　

夫
…
四
九

住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
西　

原　

雄　

二
…
八
三

大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
菊　

池　

肇　

哉
…
一
二
一

﹇
特
集
﹈
Ｅ
Ｕ
法
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」…
…
…
…
…
…
…
松　

嶋　

隆　

弘

庄　

司　

克　

宏
…
一
四
九

Ｅ
Ｕ
法
の
現
在

│
リ
ス
ボ
ン
条
約
と
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章

│
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

加　

藤　

紘　

捷
…
一
五
三

日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
庄　

司　

克　

宏
…
一
八
九

Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆

│
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に

│
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

長
谷
川　

貞　

之
…
二
一
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…



四

Ｅ
Ｕ
会
社
法
と
日
本
の
事
業
体
法
制

│
欧
州
私
会
社
（S

P
E

：S
ocietas P

rivata E
uropaea

）
を
中
心
と
し
て

│
 
…
…
…
…
…
…

松　

嶋　

隆　

弘
…
二
四
五

租
税
法
に
お
け
る
濫
用
の
法
理

│
欧
州
司
法
裁
判
所
と
我
が
国
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
を
比
較
し
て

│
…
…
…
…
…
…
…

今　

村　
　
　

隆

川　

村　

佑　

紀
…
二
七
五

航
空
排
出
権
紛
争
の
行
方
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
工　

藤　

聡　

一
…
三
一
三

「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
 …
…
…
…
…
日
本
大
学
法
学
部

民
事
法
・
商
事
法
研
究
会

…
三
五
九

【
政
経
研
究
所
】 

市
・
区
長
選
挙
素
描　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
二
〇
〇
九
年
市
・
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て

│

秋　

山　

和　

宏
…
四
二
九

Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
選
挙
制
度
論
研
究
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
倉　

島　
　
　

隆
…
四
七
五

産
業
革
命
前
夜
に
お
け
る
中
産
層
の
役
割
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
デ
フ
ォ
ー
と
ス
ミ
ス
を
中
心
に

│

山　

口　

正　

春
…
五
一
三

事　

業　

報　

告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
三
九



研　

究　

論　

文





【
法
学
研
究
所
】





英
国
と
英
国
教
会
（
青
山
）

九

英
国
と
英
国
教
会

青　
　

山　
　

武　
　

憲

は
じ
め
に

本
稿
で
扱
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
そ
の
教
会
の
問
題
を
論
ず
る
場
合
、
そ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
属
す
る
イ
ギ
リ
ス

（
1
）

に
つ
い
て
も
触
れ
ざ
る

を
得
な
い
が
、
そ
の
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
は
何
か
と
い
う
厄
介
な
問
題
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
を“U

nited K
ingdom

 of 

G
reat B

ritain and N
orthern Ireland, U

K
”

と
し
て
論
ず
る
場
合
、
そ
の
国
民
を“E

nglish ”

と
呼
ん
で
い
い
も
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。

そ
の
国
民
を“B
ritish ”

と
呼
ぶ
の
も
、
正
確
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、“E

nglish ”

、“W
elsh ”

、“S
cottish ”

お
よ
び“N

orthern 

Irish ”

の
人
々
を
一
ま
と
め
に
し
た
呼
称
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
、
Ｕ
Ｋ
に
属
し
な
い
世
界
最
古
の
議
会
を
有
す
る
マ
ン
島
（E

llan 

V
annin or M

annin; Isle of M
an

）
の
人
々
や
自
ら
の
憲
法
を
有
す
る
（
フ
ラ
ン
ス
の
管
理
下
に
あ
る
も
の
を
除
く
）
海
峡
諸
島
（C

hannel 

Islands

）
と
い
っ
た
王
領
地
の
人
々
も
い
る
。
お
よ
そ
何
事
に
つ
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
十
把
一
絡
げ
に
論
ず
る
こ
と
は
、
困
難



一
〇

な
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
国
家
と
教
会
の
関
係
の
問
題
に
限
っ
て
も
、
簡
単
に
は
論
述
で
き
な
い
。J.D

.F
ischer

と

C
.J.W

allace
の
共
同
論
文
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
家
と
教
会
と
の
関
係
を
大
雑
把
に
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

教
会
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
教
で
あ
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
教
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
教
会

（
2
）

と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
教
会

（
3
）

と
は
、
国
教
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
国

教
と
し
て
の
性
格
を
留
め
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る

（
4
）

。
そ
の
論
述
は
、
二
〇
世
紀
の
前
半
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
一
九
四
九
年
に

独
立
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
最
早
、
Ｕ
Ｋ
に
属
し
て
お
ら
ず
、
一
九
九
八

年
の
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
合
意
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
島
の
領
有
権
の
主
張
を
も
断
念
し
た
か
ら
、（
そ
の
国
民
と
Ｕ
Ｋ
と
は
、
Ｕ
Ｋ
の
庶

民
院
や
国
民
投
票
等
に
係
る
参
政
権
に
つ
い
て
密
接
さ
は
あ
る
が
）、J.D

.F
ischer

とC
.J.W

allace

の
共
同
論
文
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
関

す
る
記
述
が
、
精
確
か
は
疑
問
な
の
だ
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
は
、
Ｕ
Ｋ
に
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
地
に
お
け
る
新
旧

の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
争
い
が
、
未
だ
決
着
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
か
つ
て
の
武
力
を
伴
っ
た
紛
争
は
な
く

な
っ
た
も
の
の
、
こ
ん
に
ち
依
然
と
し
て
、
紛
争
の
源
と
し
て
の
宗
教
、
あ
る
い
は
、
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
宗
教
の
い
ず
れ

の
意
味
で
あ
ろ
う
と
、
宗
教
の
役
割
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
独
特
の
縮
図
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
5
）

。

Ｕ
Ｋ
に
存
す
る
二
つ
の
国
教
に
つ
い
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
法
的
性
格
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
そ
れ
と
非
常
に
異
な
っ

て
い
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
メ
ア
リ
ー
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
頃
に
は
、
既
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
受
け
入
れ

て
い
た
が
、
一
九
二
一
年
以
来
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
と
は
異
な
る
長
老
派
教
会
を
国
教
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
6
）

。
国
王
、
現
在
の
女

王
エ
リ
ザ
ベ
ス
二
世
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
場
合
と
異
な
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
聖
職
者
を
任
命
し
な
い
し
、
そ
の
教
会
の



英
国
と
英
国
教
会
（
青
山
）

一
一

最
高
の
統
治
者
で
も
な
い
。
国
王
は
、
自
動
的
に
そ
の
構
成
員
と
な
る
が
、
指
導
的
地
位
に
な
く
、
原
則
と
し
て
そ
の
教
会
の
総
会
へ
出

席
す
る
名
代
（the L

ord H
igh C

om
m
issioner to the G

eneral A
ssem

bly, or Q
ueen ’s C

om
m
issioner

）
を
任
命
す
る
だ
け
な
の
だ
。
任
命

さ
れ
た
名
代
は
、
総
会
の
議
事
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
て
い
る

（
7
）

。

以
降
で
注
目
す
る
の
は
、
主
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
そ
の
教
会
で
あ
る
。
こ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
と
の
関
係
を

論
ず
る
に
際
し
て
、
こ
こ
で
は
、
歴
史
の
流
れ
を
簡
単
に
辿
り
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
教
制
度
が
確
立
さ
れ
た
後
の
時
代
に
つ
い

て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
を
普
通
に
呼
び
な
れ
た
英
国
（
ま
た
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）
お
よ
び
英
国
教
会
の
呼
称
で

論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
Ｕ
Ｋ
の
歴
史
は
新
し
い
か
ら
、
歴
史
を
考
慮
し
て
、
そ
の
呼
称
は
、
出
来
る
だ
け
時
代
に
応
じ
て
使
用
し
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
限
ら
れ
な
い
場
合
、
原
則
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
。

一　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
教
の
誕
生

1　

キ
リ
ス
ト
教
の
浸
透
と
国
王
と
の
相
克

イ
ギ
リ
ス
史
は
、
英
国
教
会
の
前
身
と
し
て
成
立
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
誕
生
に
先
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
テ
ィ
ム
・
ラ
ン
バ
ー
ト
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
略
史
』
に
よ
れ
ば
、
既
に
二
世
紀
末
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ブ
リ
タ
ニ

ア
の
地
に
伝
わ
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る

（
8
）

。
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
Ｕ
Ｋ
の
奥
地
ま
で
浸
透
し
て
い
た
よ
う
だ
。
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
地
に
キ
リ

ス
ト
教
を
齎
し
た
ロ
ー
マ
人
は
、
彼
ら
に
対
し
て
政
治
的
危
険
性
を
覚
え
さ
せ
た
ド
ル
イ
ド
教
に
対
し
て
は
と
も
か
く
、
他
の
宗
教
に
対

し
て
は
寛
大
で
あ
っ
た
。
そ
の
寛
大
さ
が
、
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
地
に
キ
リ
ス
ト
教
が
浸
透
し
た
一
因
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
ロ
ー
マ
人
が
退

去
し
た
後
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ウ
ェ
ー
ル
ズ
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ケ
ル
ト
人
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
残
存
し
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
ア



一
二

イ
ル
ラ
ン
ド
や
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
地
は
、
サ
ラ
セ
ン
か
ら
逃
れ
た
大
陸
の
学
者
た
ち
の
避
難
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
避
難
者
た
ち
の
影
響
を
受

け
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ケ
ル
ト
人
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
同
族
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ケ
ル
ト
人
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
こ
と
の
不
安
感
を
払
拭
し
た
。
た
だ
、
そ
の
地
に
根
差
し
た
キ
リ

ス
ト
教
は
、
ロ
ー
マ
教
会
に
従
順
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
教
会
は
そ
の
威
光
を
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
奥
地
や
そ
れ
よ
り
遠
く

に
輝
か
せ
る
に
は
、
ド
ー
バ
ー
海
峡
、
英
国
海
峡
や
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
海
峡
等
が
障
害
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
Ｕ
Ｋ
奥
地
の
キ
リ
ス
ト

者
は
、
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
独
立
し
た
い
わ
ば
土
着
的
教
会
を
結
成
し
て
い
た
の
だ
。
ブ
リ
タ
ニ
ア
に
は
、
そ
の
後
、
チ
ュ
ー
ト
ン
人
が
侵

入
し
た
。
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ニ
ア
の
地
に
は
馴
染
ん
だ
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
宗
教
は
、
十
分

に
組
織
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
宗
教
は
、
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
地
で
は
根
付
か
な
か
っ
た
（
し
、
そ
の

故
郷
で
も
、
漸
次
、
キ
リ
ス
ト
教
に
席
巻
さ
れ
た
）。
ロ
ー
マ
人
は
、
ブ
リ
タ
ニ
ア
か
ら
撤
退
し
た
が
、
ロ
ー
マ
教
会
は
、
カ
レ
ー
か
ら
望
遠

で
き
る
ド
ー
バ
ー
の
白
い
絶
壁
を
有
す
る
島
地
へ
の
関
心
と
興
味
を
失
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
教
会
は
、
虎
視
眈
々
と
そ
の
地

に
も
狙
い
を
定
め
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ブ
リ
タ
ニ
ア
に
侵
入
し
た
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
は
、
ゴ
ー
ル
や
イ
タ
リ
ア
に
侵

攻
し
た
同
族
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
宗
教
の
ブ
リ
タ
ニ
ア
へ
の
野
望
を
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
受
け
入
れ

た
。
そ
の
よ
う
な
結
果
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
は
、
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
奥
地
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に

定
着
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
と
新
た
に
進
入
し
た
ロ
ー
マ
教
会
と
に
影
響
さ
れ
て
行
わ
れ
た

（
9
）

。

ヌ
ル
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
聖
人
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
を
戴
く
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
と
組
ん
だ
と
り
わ
け
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
福
音
化
に
尽
力
し
た
教
皇
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
で
ロ
ー
マ
の
修
道
院
長
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

送
り
、
暫
定
的
に
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
に
大
主
教
職
を
置
い
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
後
世
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
へ
の
使
徒
」
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（A
postle to the E

nglish

）
と
し
て
活
動
し
、
サ
ク
ソ
ン
王
エ
セ
ル
ベ
ル
ト
を
改
宗
さ
せ
、
最
初
の
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
と
し
て
の
務

め
を
果
た
し
た
。
こ
の
大
主
教
の
地
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
が
、
暫
定
的
な
大
主
教
の
地
に
留
ま
ら
ず
、
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
宗
教
上
の
首
都
と
し
て
定
着
し
、
英
国
教
会
の
信
徒
の
聖
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
一
歩
が
始
ま
っ
た
。
た
だ
、
進
出
し
た
ロ
ー
マ
教
会
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
横
柄
な
態
度
も
あ
っ
て
、
奥
地
か
ら
来
た
ブ
リ
タ
ニ
ア
派
の
教
会
と
衝
突
し
た
。
そ
の
衝
突
の
結
果
、
前
者
が
、
婦
人
や
君
主
や
権

門
の
間
に
食
い
込
ん
だ
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
下
層
民
の
間
に
浸
透
し
た
。
両
者
の
衝
突
を
ま
と
め
た
の
は
、
ノ
ー
サ
ン
ブ
リ
ア
の
王

オ
ス
ウ
ィ
で
あ
っ
た
。
後
者
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
て
い
た
オ
ス
ウ
ィ
は
、
宗
教
会
議
を
召
集
し
て
使
途
ペ
テ
ロ
の
権
威
の
下

に
合
一
さ
せ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
教
皇
の
権
威
の
下
に
置
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
八
世
紀
以
来
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
ロ
ー
マ

の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
帰
依
し
た
。
そ
の
地
の
諸
王
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
大
い
に
依
存
し
た
。
そ
れ
は
、
王
が
信
者
で
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で

な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
は
、
王
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
人
々
を
纏
め
る
た
め
の
階
級
制
度
、
組
織
、
経
験
が
存
し
た
こ
と
か
ら
、
そ

れ
ら
に
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
教
会
も
諸
王
に
依
存
し
た
。
諸
王
は
、
教
会
の
掟
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
世
俗
的
な
権
力
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（
10
）

。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
キ
リ
ス
ト
教
を
論
ず
る
場
合
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
征
服
王
（W

illiam
 the C

onqueror

）
に
よ
る
ノ

ル
マ
ン
王
朝
の
樹
立
以
降
で
あ
る
。
こ
の
王
ウ
イ
リ
ア
ム
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
初
代
の
ノ
ル
マ
ン
人
の
王
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
彼

が
支
配
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
は
、
こ
ん
に
ち
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
遠
近
を
問
わ
ず
、
そ
の
後
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
は
、
そ
の
系
譜
に
属
す
る
者
た
ち
で
あ
り
、
こ
ん
に
ち
、
海
峡
諸
島
は
、
Ｕ
Ｋ
で
は
な
く
、
こ
の
ノ
ル
マ
ン
公
た
る

国
王
に
属
し
て
い
る
地
で
あ
る
。
こ
の
ノ
ル
マ
ン
公
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
支
配
に
関
し
て
教
皇
の
支
持
を
得
た
が
、
自
己
を
教
皇
の
臣



一
四

下
と
看
做
す
こ
と
を
拒
絶
し
た
国
王
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
暫
時
続
い
た
宗
教
的
な
教
権
と
世
俗

的
な
政
権
と
の
葛
藤
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
貴
族
と
教
会
と
に
対
し
て
確
固
と
し
た
自
己
の
権
威
を
示
し
、
一
大
君
主
政
治
の
基

礎
を
築
い
た
国
王
で
あ
っ
た
。
彼
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
は
、
ロ
ー
マ
教
会
の
一
部
で
は

あ
っ
た
が
、
か
な
り
体
た
ら
く
し
て
い
た
。
そ
れ
で
い
て
、
独
立
志
向
を
有
し
て
い
た

（
11
）

。
そ
の
よ
う
な
独
立
志
向
の
姿
勢
も
、
ウ
イ
リ
ア

ム
の
教
皇
に
対
す
る
姿
勢
を
触
発
し
毅
然
と
さ
せ
た
一
因
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
国
王
は
、
ノ
ル
マ
ン
化
し
た
イ
タ
リ
ア
人
の

ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
を
用
い
て
そ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
改
革
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
次
の
こ
と
が
上
げ
ら

れ
る
。

①　

大
諮
問
会
と
別
に
聖
職
者
会
議
を
召
集
す
る
こ
と
に
し
た
。

②　

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
公
が
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
教
会
に
有
し
て
い
た
権
限
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
に
対
し
て
持
つ
こ
と
に
し
た
。

そ
の
改
革
に
伴
い
、
そ
の
他
に
も
、
国
王
の
承
諾
が
無
け
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
い
か
な
る
教
皇
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
国

王
の
届
け
出
が
無
け
れ
ば
教
皇
と
交
信
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
義
会
の
決
議
に
は
国
王
の
承
認
が
必
要
な
こ
と
、

宗
教
裁
判
所
は
、
国
王
の
同
意
な
く
し
て
、
貴
族
お
よ
び
官
吏
を
処
断
し
得
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
因
み
に
、
右
の
①
に
示
し
た
大
諮
問

会
と
は
別
に
聖
職
者
会
議
を
開
く
よ
う
に
し
た
こ
と
は
、
後
に
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
が
、
大
陸
の
三
身
分
会
と
異
な
り
、
二
院
制
と
な
っ
た

所
以
で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
陸
で
は
、
教
会
改
革
に
乗
り
出
し
た
グ
レ
ゴ
リ
ー
七
世
と
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
と
の
相
克
が
生
じ
た
。
否
、

聖
俗
の
対
立
は
、
各
地
で
か
な
り
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
も
、
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
ウ
イ
リ

ア
ム
を
継
承
し
た
ウ
イ
リ
ア
ム
赤
顔
王
は
、
俗
っ
ぽ
く
欲
深
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
聖
者
た
ら
ん
と
し
た
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
ア

ン
ゼ
ル
ム
と
多
く
の
面
で
対
立
し
た
。
彼
は
、
教
皇
を
支
持
し
た
大
主
教
と
異
な
り
、
教
皇
を
承
認
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ロ
ー
マ
教
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会
と
か
な
り
深
い
溝
を
生
じ
た
。
国
王
と
大
主
教
と
の
相
克
が
終
焉
し
た
の
は
、
ア
ン
ゼ
ル
ム
の
王
国
か
ら
の
逃
亡
と
国
王
の
狩
猟
中
の

事
故
か
事
件
か
は
不
明
の
死
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
大
主
教
の
不
在
も
あ
っ
て
、
赤
顔
王
を
継
承
し
た
ヘ
ン
リ
一
世
に
王
冠
を
授
け
た
の

は
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
大
主
教
で
は
な
か
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
の
主
教
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
も
と
よ
り
、
合
法
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
国
王
は
、
学
が
あ
り
、
精
力
旺
盛
で
、
法
律
に
明
る
い
人
物
と
し
て
通
っ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

①　

聖
職
を
空
職
に
し
た
ま
ま
に
し
て
そ
の
聖
職
に
付
随
す
る
利
得
の
行
方
を
放
任
し
た
り
し
な
い
こ
と

②　

不
法
の
封
建
的
租
税
を
徴
収
し
な
い
こ
と

③　

赤
顔
王
の
残
し
た
「
悪
習
」
を
廃
止
す
る
こ
と

等
を
内
容
と
す
る
憲
章
を
発
し
て
人
望
を
博
し
た
。
彼
は
、
教
皇
と
も
和
解
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
、
平
穏
に
恵
ま
れ
た
王
で
あ
っ

た
。
そ
の
ヘ
ン
リ
ー
一
世
を
継
承
し
た
ヘ
ン
リ
ー
二
世
は
、
教
養
と
人
を
惹
き
つ
け
る
物
腰
を
持
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
カ
ン
タ

ベ
リ
ー
大
主
教
テ
オ
パ
ル
ド
の
意
向
を
汲
み
、
ト
マ
ス
・
ベ
ケ
ッ
ト
を
国
璽
尚
書
に
任
命
し
た
。
テ
オ
パ
ル
ド
が
死
ぬ
と
、
彼
は
、
修
道

士
や
主
教
の
大
主
教
選
挙
権
を
無
視
し
て
、
修
道
士
で
は
な
い
ベ
ケ
ッ
ト
を
大
主
教
に
任
命
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ベ
ケ
ッ
ト
は
、
修

道
士
で
は
な
く
、
い
わ
ば
武
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
所
為
か
、
必
ず
し
も
国
王
に
従
順
で
は
な
か
っ
た
。
国
王
が
宗
教
裁
判
所
で
有
罪
と
さ

れ
た
聖
職
者
の
官
位
褫
奪
を
主
張
す
る
と
、
こ
れ
に
反
対
し
て
そ
の
国
王
と
衝
突
し
た
。
衝
突
後
、
彼
は
国
外
に
逃
れ
た
が
、
単
に
逃
れ

た
だ
け
で
な
く
、
外
地
の
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
か
ら
国
王
を
破
門
に
し
た
。
そ
の
よ
う
な
対
立
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
両
者
は
、
一
時
和
解
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
ベ
ケ
ッ
ト
は
、
国
王
に
届
け
出
無
く
教
皇
と
交
信
し
て
い
た
。
彼
は
、
彼
を
裏
切
っ
た
主
教
た
ち
を
免
職
す
る
よ
う
認
め
ら

れ
た
教
皇
か
ら
の
書
状
を
受
け
取
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
の
改
革
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
カ
ン
タ
ベ

リ
ー
に
着
く
や
否
や
、
主
教
た
ち
を
赦
免
す
る
よ
う
四
人
の
騎
士
た
ち
か
ら
強
要
さ
れ
た
。
彼
が
そ
れ
を
拒
絶
す
る
と
、
忽
ち
に
し
て
国



一
六

王
の
臣
下
の
剣
が
、
彼
を
襲
っ
た
。
彼
は
絶
命
し
た
。
そ
の
臣
下
の
行
為
を
流
石
に
行
き
過
ぎ
と
感
じ
た
国
王
は
、
大
主
教
に
没
収
し
た

土
地
を
返
還
す
る
等
教
皇
の
憤
り
を
宥
め
る
諸
策
を
講
じ
た
。
そ
れ
で
も
、
彼
は
、
大
主
教
を
し
て
国
王
の
頤
使
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な

い
体
制
を
築
い
た

（
12
）

。
こ
の
ヘ
ン
リ
ー
二
世
こ
そ
、
法
制
を
整
え
、
秩
序
を
確
保
し
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
（E

nglish

）
の
王
」
で
は
な
く
、

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
」
を
名
乗
っ
た
最
初
の
王
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ウ
イ
リ
ア
ム
征
服
王
の
曾
孫
で
あ
っ
て
、
最
初
の
プ
ラ
ン
タ
ジ

ネ
ッ
ト
家
の
王
で
も
あ
っ
た
。

2　

教
会
分
離
│
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
誕
生
│

ヘ
ン
リ
ー
二
世
を
追
い
詰
め
、
後
世
イ
ギ
リ
ス
で
不
在
王
と
評
さ
れ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
を
継
承
し
た
欠
地
王
と
し
て
知
ら
れ
る
ジ
ョ
ン
は
、

大
主
教
ラ
ン
グ
ト
ン
の
任
命
を
巡
っ
て
教
皇
と
対
立
し
、
教
皇
イ
ン
ノ
セ
ン
ト
三
世
に
よ
っ
て
破
門
さ
れ
た
国
王
で
あ
る
。
彼
は
、
教
皇

に
妥
協
し
た
が
、
そ
の
権
威
を
失
墜
し
、
貴
族
や
教
会
と
仲
違
い
し
た
国
王
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
国
王
に
と
っ
て
の
苦
境
は
、

一
二
一
五
年
、
後
世
の
人
々
が
注
目
す
る
「
大
憲
章
」
を
誕
生
さ
せ
た
。
こ
の
「
大
憲
章
」
は
後
に
、
神
権
説
を
採
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世

に
対
す
る
武
器
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
国
王
ジ
ョ
ン
の
頃
、
大
陸
で
は
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
（
小
さ
き
兄
弟
の
会
）
と
ド
ミ
ニ
コ

会
（
説
教
す
る
兄
弟
の
会
）
と
い
う
托
鉢
僧
の
教
団
が
創
設
さ
れ
、
一
二
二
一
年
と
一
二
二
四
年
に
そ
れ
ぞ
れ
の
修
道
士
が
イ
ギ
リ
ス
に
渡

来
し
た
。
彼
ら
は
、
既
成
の
教
会
規
律
を
軽
視
し
、
質
素
貧
困
を
日
常
と
し
た
姿
勢
に
よ
っ
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
学
生
た
ち
の
信
頼

を
得
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
新
た
に
生
ま
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
派
や
カ
ル
メ
ル
派
と
い
っ
た
托
鉢
僧
の
教
団
と
共
に
、
彼
ら
も
漸
次

本
能
に
忠
実
に
な
っ
て
豊
か
に
な
り
、
教
皇
の
直
属
で
あ
る
こ
と
を
誇
っ
た
こ
と
か
ら
、
信
者
た
ち
の
憤
慨
を
買
う
よ
う
に
な
っ
た

（
13
）

。
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
後
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
々
等
が
ロ
ー
マ
教
会
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
と
の
分
離
を
容
認
す
る
遠
因
と
な
っ
て
い
る
。
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七

ロ
ー
マ
教
会
は
、
組
織
内
に
生
ま
れ
て
い
る
腐
敗
に
対
し
て
寛
大
に
過
ぎ
た
。

一
四
世
紀
に
ボ
ヘ
ミ
ア
の
ジ
ャ
ン
・
フ
ス
を
指
導
し
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ク
リ
フ
は
、
宗
教
改
革
に
先
立
っ

て
宗
教
改
革
を
試
み
た
神
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
彼
は
、
天
主
は
そ
の
権
力
を
教
皇
や
（
天
主
の
代
理
者
で
あ
る
）
王
と
い
っ
た
不
完
全

な
存
在
に
委
任
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
神
権
説
の
立
場
を
と
っ
た
が
、
天
主
の
代
理
者
が
悪
事
を
働
い
た
場
合
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、

そ
の
代
理
者
を
天
主
の
裁
判
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
唱
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
彼
は
ま
た
、
バ
ー
ド
ナ
ー
が
販
売
す
る
免
罪
符

と
し
て
知
ら
れ
る
教
皇
の
印
璽
を
押
し
た
免
状
の
購
入
に
よ
っ
て
人
々
が
救
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
説
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
言
説
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
腐
敗
を
難
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
化
体
説
を
否
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
異
端

と
な
り
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
が
宗
教
的
に
順
境
に
あ
り
得
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
論
ず
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か

し
、
こ
の
ウ
ィ
ク
リ
フ
こ
そ
、
後
世
の
宗
教
改
革
へ
の
先
駆
け
を
な
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
ウ
イ
ク
リ
フ
や
そ
の
弟
子
フ
ス
こ
そ
、

程
な
く
し
て
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
グ
大
学
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
派
の
僧
侶
で
改
革
者
と
な
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
精
神
的
な
先
駆

者
と
な
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
。

一
五
世
紀
以
降
、
教
会
は
、
異
端
に
対
し
て
峻
厳
さ
を
も
っ
て
臨
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
四
〇
一
年
に
は
、
異
端
者
焚
刑
令
が
議

決
さ
れ
た
。
当
時
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
は
、
未
だ
ロ
ー
マ
教
会
の
傘
下
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
ロ
ー
マ
教
会
か

ら
の
分
裂
が
、
結
婚
離
婚
を
繰
り
返
し
、
何
人
も
の
妃
を
持
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
強
引
な
婚
姻
行
為
に
関
連
し
て
生
じ
た
。
こ
の
ヘ
ン

リ
ー
八
世
は
、
元
々
、
ル
タ
ー
ら
の
新
た
な
宗
教
改
革
の
動
き
に
は
反
対
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
主
張
し
た
国
王
で
あ
っ
た
。
そ
の

反
対
や
主
張
に
よ
っ
て
、
一
五
二
一
年
、
レ
オ
一
〇
世
に
よ
っ
て
「
信
仰
の
擁
護
者
」（D

efender of the F
aith, F

idei defensor

）
と
呼

ば
れ
た
程
の
国
王
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
禁
止
す
る
離
婚
を
試
み
た
王
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
離
婚
を
認
め



一
八

な
い
教
皇
カ
ー
ル
五
世
と
衝
突
し
た
。
教
皇
は
、
離
婚
を
し
た
国
王
を
破
門
し
た
。
こ
れ
に
抗
し
て
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
は
、
自
己
の
離
婚

を
合
法
化
す
る
試
み
を
し
た
。
幸
い
、
彼
に
は
、
彼
に
諂
う
知
恵
者
や
大
学
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
人
ト
マ
ス
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
二
人
の
君
主
、
二
つ
の
正
義
、
二
つ
の
租
税
の
制
度
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
、
教
皇
が
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
最
初
の
妻

キ
ャ
サ
リ
ン
と
の
離
婚
を
認
め
な
い
以
上
、
国
王
は
教
皇
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
と
説
い
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
學
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
も
、
国
王
が
望
む
意
見
を
上
奏
し
た
。
パ
リ
の
大
学
は
、
教
皇
カ
ー
ル
五
世
を
嫌
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
国
王
の
側
に
与
し
た
。

北
部
イ
タ
リ
ア
の
諸
大
学
も
、
国
王
の
側
に
つ
い
た
。
キ
ャ
サ
リ
ン
は
、
元
々
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
兄
の
妻
だ
っ
た
。
知
恵
者
た
ち
は
、

で
あ
る
以
上
、
キ
ャ
サ
リ
ン
の
ヘ
ン
リ
ー
八
世
と
の
婚
姻
は
再
婚
と
な
り
、
無
効
と
い
う
理
屈
を
生
ん
だ
。
勢
い
を
得
た
ヘ
ン
リ
ー
八
世

は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
意
を
汲
ん
で
、
合
法
的
に
教
会
の
奪
取
を
も
始
め
た
。
一
五
二
九
年
か
ら
一
五
三
六
年
ま
で
続
い
た
宗
教
改
革
会

議
は
、
こ
の
国
王
の
提
議
し
た
あ
ら
ゆ
る
案
を
受
け
入
れ
た
。
国
王
に
従
順
で
あ
っ
た
議
会
は
、
一
五
三
四
年
、
そ
の
王
意
に
基
づ
い
て
、

ヘ
ン
リ
ー
八
世
を
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
地
上
に
お
け
る
最
高
の
首
長
」（the S

uprem
e head in earth of the C

hurch of E
ngland

）
に

持
ち
あ
げ
た
。
国
王
に
対
し
て
聖
俗
双
方
の
裁
判
権
を
も
認
め
た
。
非
行
と
異
端
と
を
改
革
し
抑
制
す
る
権
限
を
与
え
る
「
最
高
位
法
」

（A
ct of S

uprem
acy

）
を
も
制
定
し
た

（
14
）

。
国
王
は
、
教
会
の
首
長
と
し
て
教
会
の
直
接
的
支
配
権
を
取
得
し
、
教
会
を
国
王
の
政
府
の
一

部
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
国
家
教
会
制
度
が
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
破
門
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
の
分
離
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、

教
皇
に
は
、
教
会
分
離
を
行
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
八
世
に
制
裁
を
加
え
る
力
も
術
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
大
陸
で
は
、
教
権
を
支
え
る
強
権
が

衰
退
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
結
果
、
歴
史
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
大
陸
の
カ
ト
リ
ッ
ク
、
取
り
分
け
ス
ペ
イ
ン
と
対
立
す
る
時
代

へ
と
突
入
し
て
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
折
し
も
当
時
は
、
普
遍
的
に
精
神
界
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
ロ
ー
マ
教
会
に
対
し
て
各
地
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一
九

で
抵
抗
の
狼
煙
が
上
が
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
教
会
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
動
向
を
見
誤
っ
て
い
た
。

そ
の
時
代
感
覚
の
欠
如
に
伴
い
、
漸
次
、
そ
の
栄
光
に
か
つ
て
は
な
か
っ
た
翳
り
を
生
じ
始
め
た
。
時
代
は
、
宗
教
改
革
の
道
を
驀
進
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ン
リ
ー
八
世
を
継
承
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
治
世
に
は
、
教
会
の
教
義
を
述
べ
た
「
信
仰
の
箇
条
」（the A

rticles of F
aith

）
や

宗
教
儀
式
を
規
定
し
た
「
一
般
祈
祷
書
」（the B

ook of C
om

m
on P

rayer

）
が
、
議
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
一
五
四
九
年
に
は
、「
礼

拝
統
一
法
」（the A

ct of U
niform

ity

）
も
制
定
さ
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
が
唯
一
の
合
法
的
な
公
的
な
崇
拝
の
制
度
と
さ
れ
た

（
15
）

。
た
だ
、

ヘ
ン
リ
ー
八
世
期
の
国
王
に
対
す
る
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
首
長
」
と
い
う
呼
称
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
初
め
と
す
る
他
の
キ
リ
ス
ト
教

徒
に
と
っ
て
は
、
い
か
に
も
刺
激
的
に
過
ぎ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
自
体
は
、
依
然
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
間
で
少

し
く
揺
れ
動
い
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
国
教
化
に
は
、
一
寸
し
た
曲
折
が
あ
っ
た
の
だ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
八

世
は
、
一
五
三
四
年
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
女
王
メ
ア
リ
ー
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
そ

の
婚
姻
に
よ
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
の
ハ
ブ
ス
ブ
ル
グ
の
王
妃
（queen consort

）
と
も
な
っ
た
女
王
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
一
五
五
五
年
に

最
高
位
法
を
廃
止
し
た
。
一
五
五
八
年
ま
で
、
暫
時
と
は
言
え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
ロ
ー
マ
教
皇
を
復
位
も
さ
せ
た
。
し
か
し
、
彼
女
を

継
承
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
は
、
一
五
五
九
年
に
議
会
に
「
最
高
位
法
」
を
復
活
さ
せ
た
。
そ
の
年
制
定
さ
れ
た
「
礼
拝
統
一
法
」（the 

A
ct of U

niform
ity

）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
を
確
と
国
教
と
し
た
法
律
で
あ
る

（
16
）

。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
再
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
と

戻
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
以
降
、
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る

（
17
）

。
た
だ
過
激
で
な
か
っ
た

エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
「
教
会
の
首
長
」
と
し
て
い
る
聖
書
の
姿
勢
を
尊
重
し
て
、
国
王
の
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教

会
の
首
長
」
と
し
て
の
地
位
は
こ
れ
を
維
持
せ
ず
、
そ
れ
を
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
最
高
の
統
治
者
」（the S

uprem
e G

overnor of the 



二
〇

C
hurch of E

ngland

）
へ
と
改
め
た

（
18
）

。

な
を
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
改
革
に
抗
し
た
こ
と
で
ヘ
ン
リ
ー
八
世
に
与
え
ら
れ
た
「
信
仰
の
擁
護
者
」（D

efender of the F
aith, 

F
id

ei D
efen

sor

）
の
称
号
は
、
教
皇
に
よ
っ
て
後
に
撤
回
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
称
号
は
、
再
び
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
を
ロ
ー
マ
教

会
か
ら
分
離
し
た
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
最
高
の
統
治
者
」
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
治
世
に
、
議
会
に
よ
っ
て
国
王
に
対
し
て
認
め
ら
れ

（
19
）

、

こ
ん
に
ち
に
至
っ
て
い
る
。

二　

英
国
教
会
の
憲
法
上
の
役
割

1　

英
国
教
会
と
国
王

宗
教
改
革
が
始
ま
っ
た
治
世
の
ヘ
ン
リ
ー
八
世
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
を
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
分
離
す
る
と
、
ロ
ー
マ
教
会
や
急
進
改

革
派
の
教
会
と
の
違
い
を
示
す
た
め
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
立
場
を
示
す
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
八
世
は
、
そ
の
必
要
に
応

え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
一
五
五
三
年
に
は
、
ト
ー
マ
ス
・
ク
ラ
ン
マ
ー
の
下
で
ロ
ー
マ
教
会
の
聖
別
式
を
改
め
た
り
、
聖
書
の
至
上
性
を

認
め
た
「
四
二
箇
条
」
が
作
成
さ
れ
た

（
20
）

。
議
会
が
命
じ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
聖
職
者
会
議
に
よ
っ
て
「
四
二
箇
条
」
に
基
づ
い
て
最
終

的
に
有
名
な
「
三
九
箇
条
」
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、
一
五
六
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
に
異
論
が
あ
る
部

分
（
二
九
条
）
に
つ
い
て
は
、
包
容
力
の
あ
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
、
実
際
に
公
表
さ
れ
た
の
は
、
三
八
箇
条
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
政
教
に
係
る
そ
の
中
の
三
七
条
で
は
、
ロ
ー
マ
教
会
の
支
配
が
否
定
さ
れ
、
女
王
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
王
領
の
最

高
の
権
力
者
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
聖
俗
の
い
ず
れ
の
も
の
を
問
わ
ず
、
そ
の
全
域
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
財
産
の
お
よ
び
そ
の
他
の
最
高

の
統
治
権
は
、
女
王
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
女
王
は
、
外
国
の
管
轄
権
に
は
服
さ
な
い
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
、
服
す
べ
き
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二
一

も
の
で
は
な
い
と
規
定
さ
れ
た

（
21
）

。
因
み
に
、「
三
九
箇
条
」
へ
の
署
名
は
、
一
八
七
一
年
ま
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
あ
る
い
は
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
へ
入
学
す
る
条
件
で
あ
っ
た
。
大
学
も
当
然
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
も
の
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
、
暫
時
、
大

学
は
、
専
ら
英
国
教
会
の
も
の
と
し
て
留
ま
っ
て
い
る

（
22
）

。

少
し
く
時
代
を
戻
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
無
血
革
命
を
経
験
し
た
一
六
八
八
年
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
議
会
が
、
オ
レ
ン
ジ
公
ウ
イ

リ
ア
ム
お
よ
び
女
公
メ
ア
リ
ー
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
び
こ
れ
ら
に
属
す
る
諸
領
土
の
王
と
し
て
の
地
位

を
認
め
た
。
全
能
の
天
主
は
、
二
人
を
し
て
教
皇
の
専
横
的
な
権
力
か
ら
こ
の
王
国
を
解
放
す
る
名
誉
あ
る
機
関
と
す
る
と
し
た
の
で
あ

る
（
23
）

。
二
人
を
迎
え
入
れ
る
に
際
し
て
、
議
会
は
、
教
皇
あ
る
い
は
教
皇
の
勢
力
に
属
す
る
も
の
に
対
し
て
明
ら
か
な
敵
意
を
示
し
た
。
経

験
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
教
皇
が
認
め
た
君
主
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
お
よ
そ
教
皇
の
教
徒
と
婚
姻
し
て
い
る
国
王
若
し
く
は
女

王
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
王
国
の
安
全
お
よ
び
福
祉
と
両
立
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

（
24
）

。
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
議
会
は
、
よ
り
具
体
的
に
、

①　

ロ
ー
マ
教
会

②　

ロ
ー
マ
司
教
と
現
に
同
調
す
る
す
べ
て
の
者
若
し
く
は
将
来
同
調
す
る
す
べ
て
の
者

③　

ロ
ー
マ
教
会
ま
た
は
ロ
ー
マ
司
教
と
交
流
す
る
す
べ
て
の
者

④　

教
皇
の
宗
教
を
信
仰
す
る
す
べ
て
の
者

⑤　

教
皇
の
教
徒
と
婚
姻
す
る
す
べ
て
の
者

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
び
こ
れ
ら
に
属
す
る
領
土
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
一
切
の
部
分
の
王
位
お
よ
び
政

権
を
追
放
さ
れ
、
永
遠
に
そ
の
王
位
お
よ
び
政
権
を
相
続
し
、
掌
握
し
若
し
く
は
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
が
誕
生
し
て
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
除
く
宗
教
に
よ
る
そ
の
地
の
支
配
の
経
験
は
な
く
、
ま
た
、
ロ
ー
マ
教
会
に

対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
異
端
に
よ
る
支
配
の
経
験
が
無
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
主
敵
と
し
て
支
配
を
続
け
た
ロ
ー
マ
教
会
が
狙
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

議
会
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
右
の
者
た
ち
は
、
右
の
領
域
に
お
い
て
、
国
王
の
権
力
、
国
王
の
威
光
お
よ
び
国
王
の
所
轄
権
を
持
っ
た

り
、
使
用
し
た
り
若
し
く
は
執
行
す
る
こ
と
か
ら
除
外
さ
れ
、
永
遠
に
そ
れ
ら
を
持
っ
た
り
、
使
用
し
た
り
若
し
く
は
執
行
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
宣
言
を
も
し
て
い
る

（
25
）

。
そ
の
宣
言
に
よ
れ
ば
、
右
の
者
た
ち
が
右
の
権
能
を
持
つ
よ
う
な
場
合
が
生
じ
た
と
き
に
は
、

王
国
の
人
々
は
、
そ
の
臣
民
と
し
て
の
義
務
を
免
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
否
、
免
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
王
位
お
よ
び

政
権
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
相
続
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
っ
て
享
有
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
そ
の
王
位
お

よ
び
政
権
を
相
続
し
、
享
有
し
て
い
る
者
が
、
ロ
ー
マ
教
会
と
同
調
し
た
り
、
交
流
し
た
り
、
信
仰
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
婚
姻
し
た
り

し
た
場
合
に
は
、
当
然
に
死
亡
し
た
も
の
と
看
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
26
）

。
こ
の
議
会
の
決
定
は
、
一
七
〇
〇
年
の
王
位
継
承

法
（A

ct of S
ettlem

ent

）
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た
。

世
紀
が
変
わ
る
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
中
心
の
国
家
に
変
化
が
現
れ
た
。
一
九
世
紀
に
入
っ
て
、
た
と
え
ば
、
一
八
二
九
年
に
は
、
英

国
教
会
の
メ
ン
バ
ー
で
無
い
者
が
、
公
務
に
就
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
救
済
法
」
が
制
定
さ
れ
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
対
す
る
公
的
な
生
活
面
に
お
け
る
役
割
の
制
限
が
解
か
れ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
、
国
教
制
度
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
場
合
に
も
、
多
数
の
部
門
に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
官
吏
に
よ
っ
て
特
定
の
機
能
が
履
行
さ
れ
得
な
い
よ
う
に
し
た

も
の
が
残
さ
れ
て
い
た
が
。
一
八
四
六
年
ま
で
に
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
や
ユ
ダ
ヤ
教
を
含
む
非
国
教
徒
の
公
民
と
し
て
の
資
格
も

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
八
五
八
年
に
は
、
問
題
点
も
あ
っ
た
が
、「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
救
済
法
」
も
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
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よ
う
な
制
度
的
な
変
化
に
伴
い
、
さ
ら
に
世
紀
が
変
わ
る
と
、
一
九
〇
六
年
ま
で
に
は
、
議
会
の
議
員
の
多
数
が
、
英
国
教
会
に
属
し
て

い
な
い
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
状
態
も
生
ま
れ
た
。
そ
の
結
果
、
非
国
教
徒
か
ら
も
、
内
閣
総
理
大
臣
が
生
ま
れ
た
。
因
み
に
、
非
国

教
徒
が
初
め
て
内
閣
総
理
大
臣
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
一
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
英
国
教
会
に
対
す
る
財
政
支
援
に
つ
い
て

も
、
変
化
が
確
認
さ
れ
る
。
毎
年
の
議
会
に
よ
る
支
出
、
英
国
教
会
の
た
め
の
一
〇
分
の
一
税
、
そ
の
他
の
教
会
税
が
廃
止
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
英
国
教
会
の
い
わ
ゆ
る
寺
領
地
に
つ
い
て
は
、
売
却
さ
れ
た
。
政
治
上
の
英
国
教
会
の
特
権
は
、
漸
次
、
失
わ
れ
出
し
た
の
で
あ

る
（
27
）

。と
も
あ
れ
、
現
在
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
王
位
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
王
家
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
続
け
て
い
る
、
国
家
教
会
主
義
の
国
家
あ

る
い
は
国
教
制
度
を
も
つ
国
家
で
あ
っ
て
、
英
国
教
会
の
聖
職
者
（m

inister

）
で
は
な
い
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王

（
28
）

を
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
大
主
教

に
上
位
す
る
「
英
国
教
会
の
最
高
の
統
治
者
」
お
よ
び
「
信
仰
の
擁
護
者
」
と
し
、
ま
た
、
そ
の
女
王
を
君
主
と
し
、
聖
職
者
で
は
な
い

内
閣
総
理
大
臣
（P

rim
e M

inister

）
と
こ
れ
も
聖
職
者
で
は
な
い
大
臣
（m

inisters

）
か
ら
成
る
内
閣
を
国
政
の
中
心
に
置
く
国
家
で
あ

る
。な

を
、
一
七
〇
七
年
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
結
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
二
つ
の
異
な
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
の
国
教
と
な
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
二
つ
の
国
教
制
度
は
、
唯
一
神
の
世
界
で
は
論
理
的
矛
盾
で
あ
る
が
、
Ｕ
Ｋ
で
そ

れ
は
、
多
分
に
、
純
粋
に
宗
教
世
界
の
神
学
の
問
題
で
は
な
く
、
俗
権
世
界
の
政
治
学
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

2　

現
在
の
英
国
教
会
と
国
家
と
の
関
係

国
教
と
し
て
存
続
し
て
い
る
英
国
教
会
に
対
し
て
は
、
近
年
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
時
代
錯
誤
と
説
い
た
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
評
価
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し
な
い
見
方
を
す
る
者
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
。
唯
物
的
な
人
間
が
増
え
た
り
、
科
学
的
合
理
主
義
に
の
め
り
込
ん
だ
り
し
て
無
神
論

者
が
増
え
る
傾
向
は
、
各
国
に
存
す
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
も
ま
た
、
例
外
で
は
な
い

（
29
）

。
移
民
が
少
な
く
な
い
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
英
国
教
会
に

属
し
な
い
教
会
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
に
属
し
な
い
宗
教
を
持
つ
者
も
少
な
く
な
い

（
30
）

。
し
た
が
っ
て
、
英
国
教
会
に
関
心
が
薄
れ
、
そ
れ

を
評
価
し
な
い
者
が
増
え
る
の
は
、
自
然
な
の
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
英
国
教
会
を
国
教
と
す
る
国
家
教
会
主
義
の

体
制
を
批
判
的
に
し
て
い
る
面
は
、
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
も
と
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
批
判
の
中
に
は
、
教
会
と
国
家
の
分
離
を
理
念

と
す
る
立
場
か
ら
の
主
張
が
あ
る
こ
と
も
、
間
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
国
教
制
度
と
い
う
こ
と
ば
は
、
法
的
用
語
で
は
な
い
。
国
教
制
度
と
い
う
こ
と
ば
が
実
定
法
上
の
地
位
を
占
め
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
教
制
度
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
国
王
が
教
会
の

メ
ン
バ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
説
明
に
不
都
合
が
生
ず
る
の
だ
。
た
と
え
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
、

英
国
教
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
Ｕ
Ｋ
の
君
主
で
あ
る
が
、
正
式
に
は
、「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
王
」
で
は
な
く
、
領
主
で
も
な
く
、

単
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
メ
ン
バ
ー
に
過
ぎ
な
い

（
31
）

。
ま
た
、
形
式
的
に
は
と
も
か
く
、
彼
女
が
真
の
意
味
で
長
老
派
教
会
で
あ
る
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
無
し
と
し
な
い
。
唯
一
絶
対
の
天
主
を
戴
く
宗
教
の
教
会
の
メ
ン
バ
ー

が
二
つ
の
教
会
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
俗
事
と
し
て
は
と
も
か
く
、
宗
教
的
に
可
能
で
あ
る
か
は
、
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
実
質
に
鑑
み
て
、
君
主
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
メ
ン
バ
ー
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
、
国
教
制
度
を
採
用
し
て

い
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
場
合
、
現
在
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
の
は
、
Ｕ
Ｋ
の
一
体
化
を
維
持
す
る
た
め
の
政
治
的
・
形
式
的
・
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
そ
こ
で
、J.

D
.F

isher

とC
.J.W

allace

の
共
同
論
文
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
教
制
度
の
歴
史
的
な
核
心
な
る
も
の
を
（
君
臨
す
る
君
主
た
る
）
国
の
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首
長
が
国
教
会
の
首
長
で
あ
る
事
実
に
求
め
て
い
る

（
32
）

。
し
か
し
、
こ
の
説
明
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
教
制
度
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
制
度
一
般
を
正
面
か
ら
定
義
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
定
義
を
不
明
に
し
た
ま
ま
、
一
般
に
英
国
は
、
国
教
主

義
の
国
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
国
教
会
の
最
高
の
統
治
者
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
、
英
国
教
会
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
に

つ
い
て
は
も
と
よ
り
、
Ｕ
Ｋ
お
よ
び
英
連
邦
（C

om
m
onw

ealth

）
に
お
け
る
英
国
教
会
や
長
老
派
教
会
以
外
の
信
仰
に
つ
い
て
も
、
こ
れ

を
認
め
、
ま
た
、
支
援
を
も
行
っ
て
い
る

（
33
）

。

そ
の
英
国
の
国
王
は
、
こ
ん
に
ち
も
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
徒
と
の
結
婚
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教

徒
と
婚
姻
す
る
場
合
に
は
、
国
王
は
、
そ
の
地
位
を
退
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
英
国
教
徒
と
し
て
の
国
王
が
英
国
教

会
の
教
義
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
、
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
一
九
三
六
年
、
エ
ド
ワ
ー
ド
八
世
は
、
二
度
の
離
婚
歴
が
あ
る
ウ
ォ
ー
リ

ス
・
Ｗ
・
シ
ン
プ
ソ
ン
（W

allis W
arfi eld S

im
pson

）
と
の
婚
姻
を
望
ん
だ
。
そ
の
婚
姻
は
、
英
国
教
会
の
教
義
に
抵
触
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
ま
で
、
英
国
教
会
は
、
生
存
し
て
い
る
前
の
配
偶
者
が
い
る
離
婚
し
た
者
と
の
再
婚
を
禁
じ
て
い
た
の
だ
。
そ
の

国
王
を
君
主
と
し
て
戴
く
Ｕ
Ｋ
お
よ
び
自
治
領
の
政
府
は
、
憲
法
上
の
危
機
に
直
面
し
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
エ
ド
ワ
ー
ド
八
世
は
、
国

王
の
地
位
以
上
に
教
義
に
反
す
る
婚
姻
を
望
ん
だ
。
世
界
の
耳
目
を
集
め
た
そ
の
婚
姻
を
認
め
る
た
め
に
、
最
終
的
に
は
、「
陛
下
の
退

位
宣
言
法
」（H

is M
ajesty ’s D

eclaration of A
bdication A

ct, 1936

）
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

国
王
の
下
に
あ
る
英
国
教
会
の
大
主
教
お
よ
び
主
教
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
奏
推
に
基
づ
い
て
そ
の
国
王
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
聖
職

者
に
は
、
貴
族
院
に
お
け
る
議
席
が
認
め
ら
れ
る

（
34
）

。
も
と
よ
り
、
英
国
教
会
の
す
べ
て
の
聖
職
者
が
貴
族
院
議
員
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
議
員
と
な
れ
る
の
は
、

①　

カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
大
主
教
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②　

ヨ
ー
ク
の
大
主
教

③　

ダ
ー
ハ
ム
の
主
教

④　

ロ
ン
ド
ン
の
主
教

⑤　

ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
主
教

⑥　

二
一
名
の
シ
ニ
ア
教
区
の
主
教

で
あ
る

（
35
）

。
こ
れ
ら
の
う
ち
二
人
の
大
主
教
と
ロ
ン
ド
ン
主
教
と
は
、
枢
密
顧
問
官
で
も
あ
る
。
現
在
、
英
国
教
会
に
は
、
四
四
の
教
区
が

あ
る
が
、
一
八
四
七
年
に
聖
職
者
議
員
の
数
が
二
六
に
制
限
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
主
教
お
よ
び
ダ
ー
ハ
ム
、
ロ
ン
ド
ン
お
よ
び
ウ
イ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
の
主
教
を
除
け
ば
、
主
教
の
う
ち
他
の
二
一
名
は
、
教
区
に
よ
っ
て
議
席
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
教
と
し
て
務
め

た
長
さ
に
よ
っ
て
議
席
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
聖
職
者
議
員
の
二
六
議
席
と
い
う
数
は
、
現
在
の
貴
族
院
の
総
議
席
数
の
約

三
・
五
％
で
あ
る
。
主
教
は
、
定
年
の
七
〇
歳
で
主
教
の
座
を
退
く
が
、
主
教
の
座
を
退
い
た
場
合
に
は
、
当
然
に
貴
族
院
の
議
席
を
失

う
こ
と
に
な
る
。
聖
職
者
議
員
で
あ
っ
た
者
が
一
代
貴
族
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
一
代
貴
族
と
し
て
貴
族
院
に
議
席
を
有
す
る
が
、
聖
職

者
が
一
代
貴
族
と
な
る
の
は
、
通
常
、
前
大
主
教
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

（
36
）

。

貴
族
院
が
開
か
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
院
で
そ
の
日
の
祈
り
を
捧
げ
る
た
め
に
必
ず
聖
職
者
議
員
が
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
貴
族

院
に
出
席
し
そ
こ
で
祈
り
を
捧
げ
る
聖
職
者
議
員
に
つ
い
て
は
、
聖
職
者
議
員
た
ち
自
身
に
よ
る
週
決
め
の
輪
番
制
が
採
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
聖
職
者
議
員
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
が
審
議
さ
れ
る
場
合
に
は
、
聖
職
者
議
員
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
に
出
席
す
る
者
を

選
出
し
て
い
る

（
37
）

。

そ
の
聖
職
者
議
員
は
、
他
の
議
員
の
場
合
と
異
な
り
、
ほ
ぼ
党
派
的
議
員
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
区
と
は
関
わ
る
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こ
と
が
あ
る
も
の
の
、
政
党
の
幹
事
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
、
い
わ
ば
無
所
属
議
員
（crossbenchers

）
な
の
で

あ
る
。
彼
ら
は
、
彼
ら
の
一
般
的
な
職
業
の
延
長
と
し
て
議
会
に
出
席
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
聖
職
者
と
し
て
天
主
の
こ
と
ば
を
説
き
、

祈
り
に
際
し
て
人
々
を
導
く
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
貴
族
院
の
仕
事
に
重
要
な
独
立
し
た
声
を
届
け
、
精
神
的
な
洞
察
を
提
供
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
際
、
彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
信
教
者
の
た
め
の
声
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る

（
38
）

。

と
こ
ろ
で
、
国
教
会
と
政
府
と
を
結
び
付
け
る
重
要
な
存
在
と
し
て
通
常
は
与
党
の
議
員
が
務
め
る
第
二
国
教
財
務
委
員
（the 

S
econd C

hurch E
states C

om
m
issioner

）
と
い
う
存
在
が
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
、
国
教
財
務
委
員
会
（C

hurch E
states 

C
om

m
issioners

）
の
委
員
で
あ
る
。
こ
の
国
教
財
務
委
員
会
と
は
、
一
九
四
八
年
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
財
産
の
管
理
運
営
に
当

た
っ
た
教
務
委
員
会
（the E

cclesiastical C
om

m
issioners

）
と
困
窮
者
を
救
済
す
る
た
め
の
女
王
ア
ン
基
金
（Q

ueen A
nne ’s B

ounty

）
と

を
合
併
し
た
教
会
委
員
会
（the C

hurch C
om

m
issioners

）
の
一
組
織
で
あ
る

（
39
）

。
第
二
国
教
財
務
委
員
は
、
そ
の
国
教
財
務
委
員
会
の
議

会
に
対
す
る
法
的
な
責
任
を
維
持
す
る
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
委
員
は
、
教
務
委
員
会
の
委
員
で
あ
り
、
国
教
問
題
に
関

す
る
議
員
に
よ
る
口
頭
や
文
書
に
よ
る
質
問
に
回
答
し
、
庶
民
院
に
よ
る
国
教
関
係
立
法
に
影
響
力
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
委
員

こ
そ
、
第
二
国
教
財
務
委
員
を
し
て
、
一
方
で
は
、
政
府
と
議
会
と
の
結
び
付
き
を
進
め
、
他
方
で
は
、
政
府
と
英
国
教
会
と
の
結
び
付

き
を
進
め
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
委
員
は
、
英
国
教
会
の
聖
職
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
英
国
教
会
の
世
俗
的
な
メ
ン
バ
ー
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
委
員
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
奏
推
に
基
づ
い
て
、
国
王
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
そ
の
委
員
は
、
無

給
の
名
誉
職
で
あ
る
が
、
政
府
の
メ
ン
バ
ー
表
に
掲
載
さ
れ
、
ま
た
、
英
国
教
会
の
総
会
（G

eneral S
ynod

）
の
当
然
の
構
成
員
と
な
っ

て
い
る

（
40
）

。

な
お
、
右
に
触
れ
た
教
会
委
員
会
は
、
全
国
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
仕
事
を
支
援
す
る
た
め
の
財
力
を
生
む
た
め
に
投
資
ポ
ー
ト
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フ
ォ
リ
オ
を
管
理
し
て
い
る
。
こ
の
教
会
委
員
会
は
、
次
の
三
三
名
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

①　

二
名
の
大
主
教

②　

三
名
の
教
会
財
務
委
員
会
委
員

③　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
一
一
名

④　

二
名
の
首
席
司
祭

⑤　

国
王
と
大
主
教
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
九
名

⑥　

内
閣
総
理
大
臣

⑦　

枢
密
院
議
長

⑧　

内
務
大
臣

⑨　

文
化
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
・
ス
ポ
ー
ツ
大
臣

⑩　

庶
民
院
議
長

⑪　

貴
族
院
議
長

選
出
さ
れ
る
教
会
委
員
会
の
委
員
に
は
、
五
年
と
い
う
任
期
が
あ
り
、
指
名
さ
れ
た
委
員
は
、
指
名
す
る
も
の
が
指
定
し
た
期
間
が
任

期
で
あ
る
。
教
会
委
員
会
の
議
長
に
は
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
大
主
教
が
な
る
。
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三　

国
教
体
制
の
緩
和
と
信
教
の
自
由

1　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
発
展

信
教
の
自
由
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
民
主
制
に
お
け
る
基
本
的
な
特
性
で
あ
る
が
、
そ
の
特
性
が
確
た
る
も
の
と
な
る
に
つ
い
て
は
、
歴
史

的
に
い
ろ
い
ろ
な
起
伏
が
あ
っ
た
。
お
よ
そ
絶
対
の
存
在
あ
る
い
は
価
値
観
を
有
す
る
者
は
、
し
ば
し
ば
、
他
に
対
し
て
寛
大
で
は
な
い

の
だ
。
そ
れ
ら
の
者
に
と
っ
て
、
他
の
価
値
観
は
、
す
べ
て
誤
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
六
七
六
年
に
、
首
席
裁
判
官
（L

ord 

C
hief Justice

）
で
あ
っ
た
マ
チ
ュ
ー
・
ヘ
イ
ル
卿
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
の
小
包
み
で
あ
る
。」
と
述
べ
た

（
41
）

が
、

実
際
、
当
時
に
限
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
法
的
に
だ
け
で
な
く
、
全
体
的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
衣
を
着
た
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
衣
の

生
地
は
、
こ
ん
に
ち
、
か
つ
て
程
の
厚
さ
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
。
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
絶
対
の
天
主
が
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う

な
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
戴
く
者
は
、
他
の
宗
教
を
す
べ
て
邪
教
と
解
し
勝
ち
に
な
る
。
そ
れ
も
、
そ
の
者
は
、
己
れ
の
絶
対
の
存
在

に
対
す
る
理
解
を
そ
の
絶
対
の
存
在
か
ら
導
き
出
す
か
ら
、
同
じ
天
主
に
対
す
る
他
の
理
解
に
対
し
て
も
敵
対
的
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
宗
教
的
な
差
異
に
お
け
る
寛
容
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
の
人
々
の
間
に
古
く
か
ら
存
在
し
た
姿
勢
で
は
決
し
て
無
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
と
異
教
徒
と
の
戦
争
や
キ
リ
ス
ト
教
者
間
の
悲
惨
な
衝
突
を
生
じ
た
こ
と
は
、
歴
史
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
の
よ
う
な
信
教
に
伴
う
絶
対
を
め
ぐ
る
争
い
が
、
比
較
的
に
最
近
ま
で
激
し
く
な
さ
れ
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
独
立
や
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
新
旧
の
キ
リ
ス
ト
教
派
の
相
克
は
、
人
々
の
記
憶
に
古
い
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

既
に
少
し
く
触
れ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
か
つ
て
、
少
数
者
の
信
仰
あ
る
い
は
宗
教
的
な
異
端
は
国
家
の
存
立
に
と
っ
て
脅
威
と
な

る
と
い
う
考
え
方
が
、
一
般
的
に
存
在
し
た
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
一
二
九
〇
年
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
イ
ン
グ
ラ



三
〇

ン
ド
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
折
し
も
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
、
勢
い
を
増
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
事
象
は
、
こ
ん
に
ち

も
、
絶
え
た
わ
け
で
は
な
い

（
42
）

が
、
と
も
あ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
異
端
に
対
す
る
死
刑
制
度
が
一
七
世
紀
ま
で
続
い
て
い
る

（
43
）

。
そ
の
イ
ギ

リ
ス
で
宗
教
改
革
が
行
わ
れ
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
対
す
る
国
家
へ
の
忠
誠
は
、
頻
繁
に
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
国
家
へ
の

忠
誠
心
の
無
い
者
は
、
厳
罰
に
処
さ
れ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
臣
吏
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
一
六
三
七
年
に
は
、
審
査
法

（the T
est A

ct

）
も
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
君
主
に
対
す
る
宣
誓
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
英
国
国
教
に
よ
る
聖
餐

式
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
化
体
説
を
拒
絶
す
る
宣
言
を
強
制
さ
れ
た
。
一
六
六
二
年
に
は
、
礼
拝
統
一
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の

前
年
、
再
度
制
定
さ
れ
た
一
六
六
一
年
の
審
査
法
で
は
、
庶
民
院
で
あ
ろ
う
と
貴
族
院
で
あ
ろ
う
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
、
議
員
と
な

る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
同
様
の
不
利
益
は
、
英
国
国
教
と
は
異
な
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
徒
に
対
し
て
も
課
さ
れ
た

（
44
）

。
非
英
国
教
会

の
信
徒
に
よ
る
五
名
以
上
の
集
会
に
出
席
す
る
こ
と
は
、
違
法
と
さ
れ
た

（
45
）

。

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
、
比
較
的
に
最
近
ま
で
、
宗
教
的
に
多
く
の
厳
格
な
規
制
を
加
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。
一
六
八
九
年
に
制
定
さ
れ
た
「
寛
容
法
」（the T

oleration A
ct （

46
）

）
は
、
信
仰
を
理
由
と
し
て
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
已
め
た
法
律

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
れ
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
非
国
教
で
あ
る
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
に
属
す
る
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
法
律
は
、
忠
誠
を
誓
っ
て
い
て
も
、
洗
礼
派
教
会
や
組
合
教
会
派
の
よ
う
な
英
国
教
会
に
異
を
唱
え
て
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
す
な

わ
ち
化
体
説
を
拒
絶
し
た
非
国
教
徒
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク

等
は
異
端
と
し
て
社
会
的
・
政
治
的
な
能
力
を
奪
わ
れ
、
公
職
や
大
学
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
ユ
ダ
ヤ
や

非
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
と
い
っ
た
体
制
の
異
端
者
は
、
集
会
の
場
所
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
宅
で
の
集
会
を
禁
じ
ら
れ
、
伝
道
者
は
、

免
許
を
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
47
）

。
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イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
歴
史
は
、
植
民
地
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
本
国
で
、
一
六
六
四
年
の
秘
密
集

会
禁
止
法
（the C

onventicle A
ct

）
は
、
時
代
を
象
徴
す
る
立
法
の
一
つ
で
あ
っ
た

（
48
）

。
そ
の
後
も
存
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
敵
意
は
、

「
権
利
の
章
典
」
に
関
連
し
て
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
元
々
宗
教
的
避
難
民
の
地
で
あ
っ
た
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
で

は
、
宗
教
的
な
寛
容
の
姿
勢
は
拡
大
さ
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
一
七
一
八
年
に
は
帰
化
す
る
権
利
を
、
一
七
二
七
年
に
は
投
票
権
を
、
そ

し
て
一
七
三
一
年
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
会
（synagogue

）
を
建
設
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
投
票
権
に
つ
い
て
は
、

一
七
三
七
年
に
暫
時
停
止
さ
れ
た
が
、
程
な
く
回
復
さ
れ
た

（
49
）

。
一
七
五
三
年
に
は
、
本
国
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
帰
化
法
が

制
定
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
土
地
の
所
有
等
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
や
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
教
徒
に
は
、
そ
の
法
律

に
よ
っ
て
婚
姻
方
式
を
解
放
も
し
た

（
50
）

。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
信
教
の
自
由
へ
の
布
石
は
次
第
に
敷
か
れ
た
。
そ
の
後
、
独
立
し
た
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
で
は
、
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
も
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
程
の
自
由
の
保
障
で
は
な
か
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
非
英

国
教
徒
に
対
し
て
、
法
律
上
の
能
力
の
剥
奪
の
棚
上
げ
が
な
さ
れ
、
積
極
的
な
諸
権
利
も
付
与
さ
れ
、
非
英
国
教
徒
の
法
的
な
地
位
が
高

め
ら
れ
た
。
一
例
を
上
げ
れ
ば
、
一
八
二
八
年
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
救
済
法
（the A

ct for the R
elief of C

atholics

）
が
制
定
さ
れ
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
た
め
の
学
校
が
認
め
ら
れ
た
し
、
そ
の
信
者
の
た
め
に
法
曹
界
の
仕
事
も
開
放
さ
れ
、
国
王
に
対
し
て
宣
誓
を
す
る

こ
と
か
ら
も
解
放
さ
れ
、
信
教
の
場
所
も
自
由
に
な
っ
た
。
そ
の
年
に
は
、
審
査
法
等
の
非
英
国
教
徒
に
不
利
益
な
法
律
も
廃
止
さ
れ
て

い
る
。
斯
く
し
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
公
的
生
活
に
お
け
る
規
制
は
解
か
れ
た
。
た
だ
、
国
教
制
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
特
定
の
公
的
機
能
あ
る
い
は
地
位
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
等
に
は
規
制
さ
れ
た
し
、
そ
れ
は
、
こ
ん
に
ち
も
、
依
然

と
し
て
変
わ
り
は
な
い

（
51
）

。
英
国
教
徒
に
属
し
な
い
信
者
や
聖
職
者
が
、
こ
ん
に
ち
、
少
し
く
差
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
事
実
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
英
国
教
会
の
大
主
教
や
主
教
が
君
主
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
君
主
も
、
英
国
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、



三
二

国
葬
等
の
よ
う
な
国
家
の
祭
式
で
は
、
英
国
教
会
の
聖
職
者
が
司
祭
す
る
の
で
あ
る

（
52
）

。
一
八
五
八
年
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
議
員
に
な
る
こ

と
も
認
め
ら
れ
た
。
一
八
八
八
年
に
は
、
無
神
論
者
に
対
し
て
も
ま
た
、
議
会
へ
の
道
が
開
か
れ
た

（
53
）

。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
大
法
官
に
任

じ
ら
れ
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
八
世
紀
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ボ
ル
テ
ー
ル
は
、
英
国
教
徒
の
聖
職
者
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
僧
侶

と
同
様
、「
主
た
ら
ん
と
す
る
宗
教
的
な
野
心
を
有
し
て
い
る
。」
と
述
べ
た

（
54
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
紀
が
変
わ
っ
た
英
国
に
お
い
て
、

二
〇
世
紀
の
初
め
に
、
高
名
な
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
学
者
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、「
宗
教
の
自
由
と
宗
教
の
平
等

は
、
完
全
で
あ
る
。」
と
述
べ
た
そ
う
で
あ
る

（
55
）

。
こ
ん
に
ち
で
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
は
与
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
キ
リ
ス

ト
教
、
そ
れ
も
、
英
国
教
会
を
国
教
と
し
て
い
る
体
制
に
あ
り
な
が
ら
、
以
前
に
比
し
て
宗
教
的
な
寛
容
度
が
進
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

宗
教
の
自
由
お
よ
び
宗
教
の
平
等
に
関
す
る
当
時
の
問
題
意
識
は
、
然
程
に
高
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
に
入
っ

て
増
大
し
た
共
産
主
義
者
や
無
政
府
主
義
者
と
い
っ
た
無
神
論
者
、
増
殖
す
る
新
た
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
、
帰
化
を
し
た
り
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
か
つ
て
の
植
民
地
か
ら
来
た
異
教
徒
の
国
民
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
た
居
住
者
の
英
国
に
お
け
る
増
加
に
は
、
以
前

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る

（
56
）

。
そ
の
こ
と
に
伴
い
、
雇
用
、
教
育
、
住
居
等
問
題
は
、
多
様
か
つ
複
雑
化
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
国
教
体
制
下
の
英
国
で
、
信
教
の
自
由
に
係
る
問
題
も
、
好
も
う
と
好
ま
な
か
ろ
う
と
、
か
つ
て
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
57
）

。

2　

信
教
の
自
由
と
人
権
法

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
っ
た
新
大
陸
に
建
設
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
、
信
教
の
自
由
を
一
八
世
紀
に
憲
法
に
明
示
に
規
定
し
て
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保
障
し
た
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
の
よ
う
な
自
由
を
正
面
か
ら
保
障
し
た
明
示
の
立
法
は
、
依
然
と
し
て
な
さ
れ
て
い
な
い
。

他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
を
認
め
た
正
式
の
法
律
も
存
在
し
な
い

（
58
）

。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
信
教
の
自
由
は
、
様
々
な

立
法
か
ら
の
解
放
、
立
法
に
際
し
て
細
切
れ
に
な
さ
れ
て
い
る
保
障
お
よ
び
数
々
の
判
例
に
よ
る
擁
護
の
集
積
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ

る
。し

か
し
、
Ｕ
Ｋ
も
加
わ
っ
て
い
る
世
界
人
権
宣
言
は
、
思
想
、
良
心
お
よ
び
宗
教
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
（「
宣
言
」
一
八
条
）。
ま

た
Ｕ
Ｋ
も
参
加
し
て
い
る
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
も
、
思
想
、
良
心
お
よ
び
宗
教
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る

（「
規
約
」
一
八
条
）。
一
九
八
一
年
に
は
、
国
連
で
宗
教
等
に
基
づ
い
た
不
寛
容
お
よ
び
差
別
を
排
除
す
る
た
め
の
「
宣
言
」
も
な
さ
れ
た

（
59
）

。

そ
の
「
宣
言
」
は
、
思
想
、
良
心
お
よ
び
宗
教
の
自
由
の
保
障
を
謳
っ
た
か
ら
、
こ
の
「
宣
言
」
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｕ
Ｋ
に

も
、
そ
れ
ら
の
自
由
を
尊
重
し
、
市
民
的
、
経
済
的
、
政
治
的
、
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
な
生
活
の
す
べ
て
の
分
野
で
、
宗
教
あ
る
い
は

信
条
を
理
由
と
し
た
差
別
を
防
止
し
、
排
除
す
る
政
治
的
な
責
務
が
生
じ
た
。
も
と
よ
り
、
そ
の
当
時
、
Ｕ
Ｋ
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に

お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
に
よ
る
抗
争
が
依
然
と
し
て
続
い
て
い
た
。
ま
た
、
当
時
の
Ｕ
Ｋ
で
は
、
人
種
的
な
差
別

に
つ
い
て
は
、
一
九
七
六
年
の
「
人
種
関
係
法
」（the R

ace R
elation A

ct

）
に
よ
る
救
済
が
存
在
し
た
が
、
宗
教
的
な
差
別
に
つ
い
て
、

そ
の
差
別
自
体
が
犯
罪
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
か
シ
ー
ク
教
徒
の
よ
う
に
、
人
種
と
宗
教
と
が
一
致
し

て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、「
人
種
関
係
法
」
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
が
、
そ
う
で
な
い
ム
ス
レ
ム
と
か
ラ
ス
タ
フ
ア
リ
ア
ン
の
よ
う
な

も
の
は
、
保
護
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
不
合
理
な
状
態
が
解
決
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
年
、
宗
教
、

宗
教
的
信
念
若
し
く
は
そ
の
種
の
哲
学
的
な
信
条
を
理
由
と
し
て
職
場
で
差
別
す
る
こ
と
が
、
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
60
）

。

信
教
の
自
由
に
関
連
し
て
、「
欧
州
人
権
条
約
」（the E

uropean C
onvention on H

um
an R

ights, E
C
H
R

）
を
イ
ギ
リ
ス
法
に
取
り
込
ん



三
四

だ
一
九
九
八
年
の
人
権
法

（
61
）

の
採
択
は
、
Ｕ
Ｋ
に
お
け
る
憲
法
上
の
里
程
標
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
の
人
権
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
も
、
イ

ギ
リ
ス
に
は
、A

nthony B
radney

の
よ
う
に
、
宗
教
の
自
由
を
否
定
す
る
も
の
な
ど
存
在
し
な
い
と
評
す
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
は
い
た

（
62
）

。

そ
の
よ
う
な
評
価
に
対
し
て
は
、
賛
否
両
論
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
、
宗
教
問
題
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

そ
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
人
権
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
制
定
が
Ｕ
Ｋ
の
憲
法
的
な
一
つ
の
画
期
的
出
来

事
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
者
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
に
は
、
人
々
の
思
想
、
良
心
お
よ
び
宗
教
の
自
由
に
対
す
る
権
利
が
、
明
示
に
規
定
さ
れ
て
い
る

（
63
）

。
か
つ
て
Ｕ
Ｋ
が
Ｅ
Ｃ
Ｈ

Ｒ
の
宗
教
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
し
た
判
決
が
欧
州
人
権
裁
判
所
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
Ｕ
Ｋ
を
欧
州
人
権
裁
判

所
へ
提
訴
し
た
数
の
多
さ
は
、
ブ
レ
ア
首
相
当
時
の
Ｕ
Ｋ
を
し
て
人
権
法
の
制
定
へ
と
駆
り
立
て
た

（
64
）

。
そ
の
立
法
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ

の
宗
教
規
定
を
汲
ん
で
制
定
さ
れ
た
人
権
法
は
、
裁
判
所
の
判
決
が
宗
教
上
の
組
織
に
よ
る
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
上
の
宗
教
等
の
自
由
の
行
使
に
影

響
を
与
え
る
場
合
に
、
そ
の
権
利
の
重
要
性
に
対
し
て
特
段
の
尊
重
を
す
る
よ
う
に
規
定
し
た

（
65
）

。
そ
れ
で
も
、
近
年
も
、
宗
教
問
題
は
、

Ｕ
Ｋ
の
裁
判
所
か
ら
欧
州
人
権
裁
判
所
に
大
量
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
と
人
権
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
Ｕ
Ｋ
の
裁
判
所

は
、
Ｕ
Ｋ
の
公
権
行
為
が
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
と
両
立
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
Ｕ
Ｋ
の
法
と
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
と
が
抵

触
し
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
、
両
立
し
な
い
と
い
う
宣
言
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
66
）

。
た
だ
、
イ
ギ
リ
ス
の

裁
判
官
た
ち
は
、
宗
教
あ
る
い
は
信
条
の
問
題
に
関
し
て
、
必
ず
し
も
百
％
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

（
67
）

が
、
欧
州
人
権
裁
判
所
（
お
よ
び
委

員
会
）
の
姿
勢
に
従
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
独
立
し
た
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
に
お
け
る
体
罰
を
宗
教
的
な
信
念
の
表
明
で

あ
る
と
い
う
学
校
長
の
主
張
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

（
68
）

。
ま
た
、
軍
事
的
な
目
的
の
た
め
に
納
税
に
反
対
す

る
者
た
ち
に
対
し
て
は
、
欧
州
人
権
委
員
会
は
配
意
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る

（
69
）

。
そ
の
精
神
に
従
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
も
、
そ
れ
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に
代
わ
る
特
別
の
「
平
和
税
基
金
」
を
創
設
す
る
と
い
う
配
意
を
示
し
た

（
70
）

。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
動
き
は
、
将
来
、
英
国
教
会
の
法
的
地
位
に
も
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
体
、John L

ocke

に
よ
る
天
主

が
創
っ
た
自
然
法
に
基
づ
く
人
権
と
い
う
思
想
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
に
存
し
た
が
、
そ
れ
が
法
制
上
に
地
位
を
占
め
た
こ
と
の
な
か
っ
た
議
会

（K
ing in P

arliam
ent

）
主
権
の
イ
ギ
リ
ス
で
、「
人
権
」
と
い
う
文
言
が
Ｕ
Ｋ
の
法
制
上
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
自
体
、
そ
の
影
響
の
顕
現

を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

お
わ
り
に

欧
米
に
お
い
て
国
教
制
度
を
論
ず
る
場
合
、
そ
の
本
質
は
、
国
家
と
宗
教
と
い
う
よ
り
、
国
家
と
教
会
と
の
結
び
付
き
で
あ
る
こ
と
は
、

看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
欧
米
の
諸
国
家
に
は
、
多
く
の
場
合
、
法
制
上
の
明
示
の
表
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
背
後

に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
暦
と
か
国
家
の
祭
日
と
か
地
名
等
に
数
多
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

暦
や
祭
日
等
を
宗
教
的
な
も
の
と
捉
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
世
俗
化
し
た
も
の
と
捉
え
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。
一
体
、

世
俗
的
な
る
も
の
は
、
宗
教
を
除
外
し
た
領
域
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
聖
俗
に
対
す
る
理
解
も
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一

体
、
そ
の
一
致
を
見
る
こ
と
な
ど
、
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
Ｕ
Ｋ
の
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
そ
の
宗
教
の
明
確
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
の
属
性
と
し
て
、
信
仰
と
崇
拝

と
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宗
教
を
一
つ
の
神
の
信
仰
と
そ
の
神
の
崇
拝
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
71
）

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

定
義
は
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
他
の
理
解
に
対
し
て
排
他
的
で
あ
る
。
お
よ
そ
信
教
の
自
由
に
お
け
る
宗
教
は
、
定
義
し
得
な
い
の
で

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
一
神
教
の
教
会
を
国
教
と
し
て
有
す
る
Ｕ
Ｋ
で
は
、
他
の
唯
一
神
教
の
信
者
あ
る
い
は
同
一
神
教
の
他
の
教
会
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の
信
者
そ
の
他

（
72
）

と
の
差
別
等
の
問
題
は
、
今
後
も
、
漸
増
す
る
で
あ
ろ
う
。
国
教
と
無
関
係
に
も
、
宗
教
間
お
よ
び
宗
派
間
あ
る
い
は
有

神
論
者
と
無
神
論
者
と
の
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
有
の
考
え
方
と
そ
れ
に
基
づ
く
行
動
の
差
異
が
あ
る
。
そ
の
差
異
は
、
現
実
に
信
条
、

雇
用
、
婚
姻
、
教
育
、
堕
胎
、
着
衣
等
に
係
る
種
々
の
衝
突
を
生
じ
兼
ね
な
い

（
73
）

。
現
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
反
映
し
て
、
二
一
世
紀
の

最
初
の
一
〇
年
間
と
い
う
も
の
、
Ｕ
Ｋ
に
は
、
法
と
宗
教
と
の
相
互
作
用
を
め
ぐ
る
数
多
く
の
論
争
が
あ
っ
た

（
74
）

。
国
教
制
度
と
無
関
係
に

も
、
Ｕ
Ｋ
に
は
、
人
種
や
宗
教
に
係
る
問
題
が
増
加
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
の
宗
教
的
憎
悪
の
扇
動
を
禁
止
す
る
人
種
的
お
よ
び
宗
教

的
な
憎
悪
禁
止
法
（R

acial and R
eligious H

atred A
ct

）
の
制
定
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
た
一
例
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
象
の
中
で
も
、

一
九
五
〇
年
代
以
降
の
無
宗
教
者
の
増
加
が
国
教
制
度
に
と
っ
て
脅
威
と
な
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。
Ｕ
Ｋ
で
天
主
の
存
在

を
信
ず
る
者
が
、
今
や
五
〇
％
以
下
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
英
国
教
会
と
し
て
は
、
Ｕ
Ｋ
は
世
俗
化
し
て
い
る
が
、
世
俗
主
義
者
と

な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
方

（
75
）

に
期
待
す
る
外
に
な
い
が
、
そ
の
期
待
が
い
つ
ま
で
続
き
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
な
し
と

し
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
） 

イ
ギ
リ
ス
は
、
法
的
に
は
、
単
独
法
人
（corporation sole

）
説
に
基
づ
く
「
国
家
無
き
国
家
」（stateless state

）
で
あ
る
が
、
便
宜
、「
イ

ギ
リ
ス
」
を
国
家
と
し
て
扱
う
。

（
2
） 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
教
会
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
教
会
で
な
く
な
っ
た
の
は
、
一
八
六
九
年
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
教
会
法
（the Iris h C

hurch A
ct, 

1869

（U
.K

.

））
に
よ
っ
て
で
あ
る
（32 &

 33 V
ict., c.42, s.2

）（R
ex A

hdar, Ian L
eigh, Is E

stablish m
ent C

onsistent w
ith R

eligious 

F
reedom

?, 49 M
cG

ill L
.J. 635, at 645F

N
 54

）（A
ug ust, 2004

））。
な
を
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
一
九
三
七
年
に
憲
法
で
政
教
分
離
を
行
っ

て
い
る
（C

onstitution of Ireland, 1937, s.44 

（2.2

））。

（
3
） 

ウ
ェ
ー
ル
ズ
教
会
が
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
教
会
で
な
く
な
っ
た
の
は
、
一
九
一
四
年
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
教
会
法
（the W

elsh C
hurch A

ct, 1914
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三
七

（U
.K

.

））
に
よ
っ
て
で
あ
る
（4 &

 5 G
eo.V

., c.91, s.1

）。
こ
の
法
律
が
効
力
を
生
じ
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
教
会
（
暫
定
）
法

（the W
elsh C

hurch

（T
em

poralities

）A
ct, 1919

）
に
よ
っ
て
で
あ
る
（9 &

 10 G
eo.V

., c.65, s.2

）（R
.A

hdar, I.L
eigh, ibid. at 645F

N
54

）。

（
4
） Judith D

.F
isher, C

hloë J.W
allace, G

O
D
 A

N
D
 C

A
E
S
A
R
 IN

 T
H
E
 T

W
E
N
T
Y
-F

IR
S
T
 C

E
N
T
U
R
Y
: W

H
A
T
 R

E
C
E
N
T
 

C
A
S
E
S
 S

A
Y
 A

B
O
U
T
 C

H
U
R
C
H
-S

T
A
T
E
 R

E
L
A
T
IO

N
S
 IN

 E
N
G
L
A
N
D
 A

N
D
 T

H
E
 U

N
IT

E
D
 S

T
A
T
E
S
, 18 F

la. J. Int ’l L
. 

485 at 639, 641 
（A

ugust, 2006

）.

な
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
主
義
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
、
カ
ル
ヴ
ィ

ニ
ス
ト
・
改
革
派
で
あ
る
（Iain M

cL
ean, S

cot M
.P

eterson, S
E
C
U
L
A
R
IT

Y
 A

N
D
 S

E
C
U
L
A
R
IS

M
 IN

 T
H
E
 U

N
IT

E
D
 K

IN
G
D
O
M

: 

O
N
 T

H
E
 W

A
Y
 T

O
 T

H
E
 F

IR
S
T
 A

M
E
N
D
M

E
N
T
, 2011 B

.Y
.U

.L
.R

ev. 637, at 638 

（2011

））。

（
5
） D

ouglas M
.Johnston, 

（S
ym

posium
: T

heories of D
ispute R

esolution

） R
E
L
IG

IO
N
 A

N
D
 C

O
N
F
L
IC

T
 R

E
S
O
L
U
T
IO

N
, 67 

N
otre D

am
e L

.R
ev. 1433, at 1437 

（1992

）.

イ
ギ
リ
ス
王
室
に
係
る
公
式
サ
イ
ト
を
見
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
お
よ
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
、
国
教
と
し
て
の
教
会
は
な
い
と
明
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
地
に
お
け
る
国
教
制
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
二
〇
年
と
一
八
六
九
年
に
廃
止
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（w

w
w
.royal.gov.

uk

）。

（
6
） D

ouglas L
aycock, C

O
N

T
IN

U
IT

Y
 A

N
D

 C
H
A

N
G

E
 IN

 T
H
E
 T

H
R
E
A

T
 T

O
 R

E
L
IG

IO
U

S
 L

IB
E
R
T
Y

: T
H
E
 

R
E
F
O
R
M

A
T
IO

N
 E

R
A
 A

N
D
 T

H
E
 L

A
T
E
 T

W
E
N
T
IE

T
H
 C

E
N
T
U
R
Y
, 80 M

inn. L
.R

ev. 1047, at 1660

（M
ay, 1996

）; C
hurch of 

S
cottland A

ct, 1921 

（U
.K

.

）, 11 &
 12 G

eo.V
., c.29, s.1 

（R
.A

hdar, I.L
eigh, supra note 2, at 645F

N
54

）.

（
7
） 

女
王
が
親
ら
務
め
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
七
年
の
即
位
二
五
年
記
念
お
よ
び
二
〇
〇
二
年
の
五
〇
年
記
念
に
際
し
て
、

親
ら
総
会
を
開
い
た
と
き
が
、
そ
う
で
あ
る
（W

IK
IP

E
D
IA

, S
uprem

e G
overnor of the C

hurch of E
ngland

）。

（
8
） T

im
 L

am
bert, A

 B
R
IE

F
 H

IS
T
O
R
Y
 O

F
 C

H
R
IS

T
IA

N
IT

Y
 IN

 E
N
G
L
A
N
D
, w

w
w
.localhistories.org/chritian.htm

l

。

な
を
、
こ
こ
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
な
っ
た
英
国
教
会
と
は
内
実
を
異
に
し
て
い
る
。

（
9
） 

ア
ン
ド
レ
・
モ
ロ
ワ
『
英
国
史
』（
上
巻
）（
水
野
成
夫
・
小
林
正
訳
）
三
一
│
三
二
頁
、
四
七
│
四
八
頁
、



三
八

（
10
） 

『
前
掲
書
』
六
四
頁
以
降
。Jam

es W
.T

roke, T
H
E
 E

N
G
L
IS

H
 R

E
L
IG

IO
U
S
 E

S
T
A
B
L
IS

H
M

E
N
T
, 12 J.L

. &
 R

eligion 399, at 

406

（1995-1996

）.
（
11
） S

ee, J.W
.T

roke, ibid, at 406.

（
12
） 
モ
ロ
ワ
『
前
掲
書
』
一
〇
〇
頁
│
一
〇
二
頁
、
一
一
四
頁
│
一
三
五
頁
。J.W

.T
roke, supra note 10, at 407; A

ndrew
 S

im
m
onds, 

A
M

A
H
 A

N
D
 E

V
E
D
 A

N
D
 T

H
E
 O

R
IG

IN
 O

F
 L

E
G
A
L
 R

IG
H
T
S
, 46 S

.D
.L

. R
ev. 516, at 590 

（2000-2001

）.

宗
教
裁
判
所
と
世
俗
裁
判
所
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
反
逆
罪
で
告
発
さ
れ
た
聖
職
者
は
、
世
俗
裁
判
所
で
裁
か
れ
、
そ
の
他
の
重
罪
（
大
逆
罪

で
な
い
暗
殺
ま
た
は
窃
盗
）
だ
け
で
告
発
さ
れ
た
聖
職
者
た
ち
は
、
宗
教
裁
判
所
で
裁
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
モ
ロ
ワ
『
前
掲
書
』
一
三
四
頁
）。

（
13
） 

モ
ロ
ワ
『
前
掲
書
』
一
五
二
頁
│
一
五
三
頁
、
一
七
四
頁
│
一
七
九
頁
。

（
14
） 

『
前
掲
書
』
二
三
三
頁
│
二
四
〇
頁
、
二
九
七
頁
│
三
〇
六
頁
。Michael W

.M
cC

onnell, E
ST

A
B
L
ISH

M
E
N
T
 A

N
D
 D

ISE
ST

A
B
L
ISH

M
E
N
T
 

A
T
 T

H
E
 F

O
U
N
D
IN

G
, P

A
R
T
 Ⅰ

: E
S
T
A
B
L
IS

H
M

E
N
T
 O

F
 R

E
L
IG

IO
N
, 44 W

m
. &

 M
ary L

.R
ev. 2105, at 2112-2113

（A
pril, 

2003

）; S
arah M

.M
ontgom

ery, D
R
A
W

IN
G
 T

H
E
 L

IN
E
: T

H
E
 C

IV
IL

 C
O
U
R
T

’S
 R

E
S
O
L
U
T
IO

N
 O

F
 C

H
U
R
C
H
 P

R
O
P
E
R
T
Y
 

D
IS

P
U
T
E
S
, T

H
E
 E

S
T
A
B
L
IS

H
E
D
 C

H
U
R
C
H
 A

N
D
 A

L
L
 S

A
IN

T
’S

 E
P
IS

C
O
P
A
L
 C

H
U
R
C
H
, W

A
C
C
A
M

A
W

, 54 S
.C

.L
.R

ev. 

203, at 220

（F
all 2002

）; I.M
cL

ean, S
.M

.P
eterson, supra note 4, at 639.

（
15
） M

.W
.M

cC
onnell, supra note 14, at 2113.

（
16
） Jaclyn K

ass, R
E
L
IG

IO
U
S
 A

C
C
O
M

M
O
D
A
T
IO

N
S
 IN

 E
D
U
C
A
T
IO

N
: A

 C
O
M

P
A
R
IS

O
N
 O

F
 N

O
N
-E

S
T
A
B
L
IS

H
M

E
N
T
 

IN
 T

H
E
 U

N
IT

E
D
 S

T
A
T
E
S
 A

N
D
 E

S
T
A
B
L
IS

H
E
D
 R

E
L
IG

IO
N
 IN

 E
N
G
L
A
N
D
 A

N
D
 W

A
L
E
S
, 38 S

eton H
all L

.R
ev. 1505, at 

1517

（2008

）.

（
17
） M
arci A

.H
am

ilton, T
H
E
 R

E
L
IG

IO
U
S
 O

R
IG

IN
S
 O

F
 D

IS
E
S
T
A
B
L
IS

H
M

E
N
T
 P

R
IN

C
IP

L
E
S
, 81 N

otre D
am

e L
.R

ev. 

1755, at 1759

（June 2006

）; I.M
cL

ean, S
.M

.P
eterson, supra note 4, at 639.

（
18
） G

eorge A
nastaplo, C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

M
, T

H
E
 R

U
L
E
 O

F
 R

U
L
E
S
: E

X
P
L
O
R
A
T
IO

N
S
, 39 B

randeis L
.J. 17, at 37

（F
all 

2000-2001

）; （W
IK

IP
E
D
IA

, S
uprem

e G
overnor of the C

hurch of E
ngland

）.
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三
九

L
ist of S

uprem
e G

overnors

N
am

e
Y
ears

N
otes

H
enry V

III
1536-1547

A
s S

uprem
e H

ead

E
dw

ard V
I

1547-1553
A
s S

uprem
e H

ead

M
ary I

1553-1555
A
s S

uprem
e H

ead

（from
 1554 the Q

ueen om
itted the title w

ithout statutory authority, w
hich w

as 

reverted by P
arliam

ent in 1555

）

E
lizabeth I

1559-1603

Jam
es I

1603-1625

C
harles I

1625-1649
E
xecuted for “high treason against the people”.

Interregnum
1649-1660

C
hurch of E

ngland disestablished by the C
om

m
onw

ealth G
overnm

ent

C
harles II

1649-1685
B
ecam

e a R
om

an C
atholic on his deathbed. [8]

Jam
es II

1685-1688
R
om

an C
atholic, deposed

M
ary II

1689-1694
H
eld jointly w

ith W
illiam

 III

W
illiam

 III
1689-1702

H
eld jointly w

ith M
ary II, 1689-1694

A
nne

1702-1714

G
eorge I

1714-1727

G
eorge II

1727-1760

G
eorge III

1760-1820

G
eorge IV

1820-1830

W
illiam

 IV
1830-1837



四
〇

V
ictoria

1837-1901

E
dw

ard V
II

1901-1910

G
eorge V

1910-1936

E
dw

ard V
III

1936

G
eorge V

I
1936-1952

E
lizabeth II

1952-

present

（S
uprem

e G
overnor of the C

hurch of E
ngland

（en.w
ikipedia.org/w

iki/S
uprem

e_G
overnor_of...

））

（
19
） C

arl H
.E

sbeck, D
IS

S
E
N
T
 A

N
D
 D

IS
E
S
T
A
B
L
IS

H
M

N
E
T
: T

H
E
 C

H
U
R
C
H
-S

T
A
T
E
 S

E
T
T
L
E
M

E
N
T
 IN

 T
H
E
 E

A
R
L
Y
 

A
M

E
R
IC

A
N
 A

M
E
R
IC

A
N
 R

E
P
U
B
L
IC

, 2004 B
.Y

.U
.L

.R
ev. 1385, at 1409

（2004

）.

（
20
） W

hat is T
he C

hurch of E
ngland 

（C
ontinuing

）? 

（new
s.bbc.co.uk/2/hi/uk_new

s/m
agazine/4059267.stm

）.

（
21
） T

hirty-N
ine A

rticles, 39A
rticles
（m

b-soft.com
/believe/txc/thirtyni.htm

）.

（
22
） J.W

.T
roke, supra note 10, at 409.

（
23
） A

n A
ct D

eclaring the R
ights and L

iberties of the S
ubject and S

ettling the S
uccession of the C

row
n, 1689 

（hereinafter 

“E
nglish B

ill of R
ights ”

）（w
w
w
.constitution.org/eng_bor.htm

）.

（
24
） E

nglish B
ill of R

ights.

（
25
） Ibid.

（
26
） Ibid.

（
27
） J.W

.T
roke, supra note 10, at 409; P

eter C
um

per, P
eter E

dge, 

（S
ym

posium
: L

aw
 and R

eligion

）F
IR

S
T
 A

M
O
N
G
S
T
 

E
Q
U
A
L
S
: T

H
E
 E

N
G
L
IS

H
 S

T
A
T
E
 A

N
D
 T

H
E
 A

M
E
R
IC

A
N
 C

H
U
R
C
H
 IN

 T
H
E
 21

S
T C

E
N
T
U
R
Y
?, 83 U

.D
et. M

ercy L
.R

ev. 

601, at 605 

（S
um

m
er 2006

）.
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四
一

（
28
） E

lizabeth Ⅱ
 is styled “E

lizabeth the S
econd, by the G

race of G
od, of the U

nited K
ingdom

 of G
reat B

ritain and N
orthern 

Ireland and of H
er other R

ealm
s and T

erritories Q
ueen, H

ead of the C
om

m
onw

ealth, D
efender of the F

aith.
（
29
） 
見
よ
、
註
（
56
）。
な
を
、B

B
C
 N

ew
s

に
よ
れ
ば
、
ブ
リ
ト
ン
人
の
ほ
ぼ
三
分
の
二
は
、
自
ら
を
宗
教
的
で
は
な
い
と
看
做
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
、
四
二
％
が
ど
の
宗
教
に
も
属
し
て
お
ら
ず
、
五
六
％
が
、
自
ら
を
宗
教
的
で
な
い
と
看
做
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
二
〇
一
一
年
三
月
二
一
日
）。

（
30
） 

見
よ
、
註
（
56
）。

（
31
） I.M

cL
ean, S

.M
.P

eterson, supra note 4, at 642.

（
32
） J.D

.F
isher, C

.J.W
allace, supra note 4, at 487.

（
33
） Q

ueen E
lizabethⅡ

-O
ffi  cial S

ite

（w
w
w
.royal.gov.uk

）.

（
34
） J.D

.F
ischer, C

.J.W
allace, supra note 4, at 490-491.

貴
族
院
の
議
員
は
、
流
動
的
で
あ
る
が
、
そ
の
議
院
は
、
二
〇
一
一
年
九
月
六
日
現
在
、
七
八
八
名
前
後
で
組
織
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
議
員
に
は
、

一
代
貴
族
議
員
、
聖
職
者
議
員
お
よ
び
選
出
さ
れ
た
世
襲
議
員
の
三
つ
の
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
。

L
ords by party and type of peerage

（M
em

bership: 6 S
eptem

ber 2011

）

P
arty

L
ife P

eers
E
xcepted

H
ereditary P

eers

＊

B
ishops

T
otal

C
onservative

170
48

218

L
abour

236
4

240

L
iberal D

em
ocrat

87
4

91

C
rossbench

152
32

184

B
ishops

24
24



四
二

O
ther

＊
＊

29
2

31

T
otal

674
90

24
788

N
ote: T

his table excludes 24 M
em

bers w
ho are on leave of absence, one w

ho is suspended, 13 disqualifi ed as senior m
em

bers 

of the judiciary and one disqualifi ed as an M
E
P
.

B
y type

M
en

W
om

en
T
otal

A
rchbishops and bishops

24
0

24

L
ife P

eers under the A
ppellate Jurisdiction A

ct 1876
22

1
23

L
ife P

eers under the L
ife P

eerages A
ct 1958

510
178

688

P
eers under the H

ouse of L
ords A

ct 1999
90

2
92

T
O
T
A
L

646
181

827

＊ M
ade up of 74 peers elected by parties and groups, 15 peers elected by the w

hole H
ouse and one royal offi  ce-holder

（the 

E
arl M

arshal

）. T
he second royal offi  ce-holder

（the L
ord G

reat C
ham

berlain

）, and one peer elected by the C
rossbench peers, 

are currently on leave of absence 

（w
w
w
.parliam

ent.uk

）

（
35
） Jam

es W
.T

orke, supra note 10, at 412.

（
36
） B

radley D
.R

iel, R
E
F
O
R
M

A
T
IO

N
 O

F
 T

H
E
 U

K
 JU

D
IC

IA
R
Y
 A

N
D
 IT

S
 E

F
F
E
C
T
O
N
 P

A
T
E
N
T
 L

IT
IG

A
T
IO

N
, 21 A

lb.

L
.J.S

ci. &
 T

ech. 445, at 461

（2011

）; T
he C

hurch C
om

m
issioners

（w
w
w
.churchofe nglan d.or g/.../churchcom

m
issioners. aspx, 

hereinafter T
he C

om
m
issioners

）; I.M
cL

ean, S
.M

.P
eterson, supra note 4, at 639.

（
37
） T

he C
hurch C

om
m
issioners.

（
38
） Ibid.

（
39
） 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
総
会
で
国
教
財
務
委
員
会
を
代
表
す
る
の
は
、
第
一
国
教
財
務
委
員
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
に
は
、
そ
の
他
に
第
三
国

教
財
務
委
員
が
い
る
。
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教
会
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
に
は
、
教
区
の
創
設
と
教
会
の
建
築
を
す
る
た
め
に
、
一
八
一
八
年
に
教
会
建
設
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た
が
、

そ
の
仕
事
は
、
一
八
五
六
年
に
教
務
委
員
会
に
引
き
継
が
れ
た
（T

he C
hurch C

om
m
issioners w

w
w
.churchofengland.org/

）。

（
40
） T

he C
hurch C

om
m
issioners.

以
降
も
、T

he C
hurch C

om
m
issioners

を
引
用
す
る
。

（
41
） P

eter C
um

per, T
H
E
 U

N
IT

E
D
 K

IN
G
D
O
M

 A
N
D
 T

H
E
 U

.N
.D

E
C
L
A
R
A
T
IO

N
 O

N
 T

H
E
 E

L
IM

IN
A
T
IO

N
 O

F
 

IN
T
O
L
E
R
A
N
C
E
 A

N
D
 D

IS
C
R
IM

IN
A
T
IO

N
 B

A
S
E
D
 O

N
 R

E
L
IG

IO
N
 O

R
 B

E
L
IE

F
, 21 E

m
ory Int ’l L

.R
ev. 13

（S
pring 2007

）.

（
42
） B

B
C
 N

ew
s, ’R

ecord rise ’ in U
K
 anti-S

em
itism

 B
y D

om
inic C

ascini, 23 July 2009

（new
s.bbc.co.uk/2/hi/uk_new

s/8166173.

stm

）.二
〇
〇
九
年
一
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
襲
わ
れ
た
事
件
は
、
六
〇
九
件
に
達
し
、
二
〇
〇
八
年
の
同
時
期
の
二
七
六
件
と
比
し
て
、

ほ
ぼ
倍
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
43
） P

.C
um

per, supra note 41, at 14.

ユ
ダ
ヤ
人
が
駆
逐
さ
れ
た
後
に
は
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
、
ま
た
、
そ
の
後
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
商
人
が
進
入
し
、
国
王
の
財
政
的
な
機
関
と

な
っ
た
（D

eborah A
.R

am
irez, 

（1994 S
ym

posium

） A
 B

R
IE

F
 H

IS
T
O
R
IC

A
L
 O

V
E
R
V
I E

W
 O

F
 T

H
E
 U

S
E
 O

F
 T

H
E
 M

IX
E
D
 

JU
R
Y
, 31 A

m
.C

rim
. L

.R
ev. 1213, at 1216 

（S
um

m
er, 1994

））。

（
44
） T

he C
orporation A

ct, 1661; the C
onventicle A

ct, 1664.

（
45
） T

hom
as M

.F
ranck, IS

 P
E
R
S
O
N
A
L
 F

R
E
E
D
O
M

 A
 W

E
S
T
E
R
N
 V

A
L
U
E
?, 91 A

m
.J. Int ’l L

. 593, at 612

（O
ctob er, 1997

）; 

P
.C

um
per, supra note 41, at 14-15; Jonathan A

.B
ush, “Y

O
U

’R
E
 G

O
N
N
A
 M

IS
S
 M

E
 W

H
E
N
 I ’M

 G
O
N
E

”: E
A
R
L
Y
 M

O
D
E
R
N
 

C
O
M

M
O
N
 L

A
W

 D
IS

C
O
U
R
S
E
 A

N
D
 T

H
E
 C

A
S
E
 O

F
 T

H
E
 JE

W
S
, 1993 W

is. L
.R

ev. 1225, at 1276 

（1993

）. T
he C

onventicle 

A
ct of 1964 

（16 C
harles Ⅱ

 c.4

）.

（
46
） 

そ
の
正
式
名
称
は
、“A

n A
ct for E

xem
pting their M

ajestyes P
rotestant S

ubjects dissenting from
 the C

hurch of E
ngland 

from
 the P

enalties of certaine L
aw

es ”

で
あ
る
。

（
47
） P

.C
um

ber, supra note 41, at 15.
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（
48
） 

こ
の
時
期
、the Q

uaker A
ct 

（1662

）、the A
ct of U

niform
ity 

（14 C
harles Ⅱ

 c.4 

（1662

））、the F
ive M

ile A
ct

（17 C
harles 

Ⅱ
 c.2 

（1665

））
が
相
次
い
で
制
定
さ
れ
て
い
る
。
本
文
で
触
れ
ら
れ
たthe C
onventicle A

ct

とthe F
ive M

ile A
ct

は
、
一
六
八
九
年
に
廃

止
さ
れ
た
。

（
49
） C

arl H
.E

sbeck, D
IS

S
E
N
T
 A

N
D
 D

IS
E
S
T
A
B
L
IS

H
M

E
N
T
: T

H
E
 C

H
U
R
C
H
-S

T
A
T
E
 S

E
T
T
L
E
M

E
N
T
 IN

 T
H
E
 E

A
R
L
Y
 

A
M

E
R
IC

A
N
 R

E
P
U
B
L
IC

, 2004 B
.Y

.U
.L

.R
ev. 1385, at 1479-1480 

（2004

）.

因
み
に
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
ン
が
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
の
天
国
と
し
た
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
や
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ウ
イ
リ
ア
ム
が
建
設
し
た
ロ
ー
ド
・
ア

イ
ラ
ン
ド
は
、
政
教
一
致
の
体
制
を
採
ら
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ス
ト
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
も
、
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
が
支
配
し
、
清
教
徒
的
で

あ
っ
た
が
、
政
教
一
致
の
体
制
を
採
ら
な
か
っ
た
。
高
教
会
派
か
ら
逃
れ
た
者
た
ち
が
築
い
た
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
・

ベ
イ
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
は
、
清
教
徒
が
支
配
し
、
他
の
教
会
に
寛
大
で
は
な
く
、
そ
の
人
々
は
、
信
教
の
自
由
を
求
め

ず
、
天
主
に
従
う
自
由
を
求
め
た
。
ニ
ュ
ー
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
は
、
暫
時
、
ド
イ
ツ
の
改
革
派
教
会
と
一
体
で
あ
っ
た
が
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク

北
部
や
イ
ー
ス
ト
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
は
、
政
教
を
一
致
さ
せ
な
か
っ
た
。
バ
ー
ジ
ニ
ア
と
南
北
カ
ロ
ラ
イ
ナ
は
、
強
力
な
繋
が
り
で
は
な
か
っ
た
が
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
と
一
体
で
あ
っ
た
（C

arl H
.E

sbeck, ISSE
N
T
 A

N
D
 D

ISE
ST

A
B
L
ISH

M
E
N
T
: T

H
E
 C

H
U
R
C
H
-ST

A
T
E
 SE

T
T
L
E
M

E
N
T
 

IN
 T

H
E
 E

A
R
L
Y
 A

M
E
R
IC

A
N
 R

E
P
U
B
L
IC

, 2004 B
.Y

.U
.L

.R
ev. 1385, at 1415

（2004

））。

（
50
） Jew

ish H
istory 1750-1759 

（jew
ishhistory.org.il/history.php?startyear=1750&

endyear=1759

）; I.M
cL

ean, S
.M

.P
eterson, 

supra note 4, at 643.

（
51
） S

ee, P
eter C

um
per, P

eter E
dge, supra note 27, at 605.

（
52
） P

.C
um

per, supra note 41, at 23-24.

（
53
） M
ark H

ill, T
H
E
 P

E
R
M

IS
S
IB

L
E
 S

C
O
P
E
 O

F
 L

E
G
A
L
 L

IM
IT

A
T
IO

N
S
 O

N
 T

H
E
 F

R
E
E
D
O
M

 O
F
 R

E
L
IG

IO
N
 O

R
 

B
E
L
IE

F
 IN

 T
H
E
 U

N
IT

E
D
 K

IN
G
D
O
M

, 19 E
m
ory Int ’l L

.R
ev. 1129, at 1132 

（S
um

m
er 2005

）.

（
54
） P

.C
um

per, P
.E

dge, supra note 27, at 601.

（
55
） P

.C
um

per, supra note 41, at 13.
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（
56
） 

二
〇
一
〇
年
│
二
〇
一
一
年
の
総
合
所
帯
調
査
に
よ
れ
ば
、
最
近
の
宗
教
状
況
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
二
〇
一
一
年
九
月
二
九
日
）。

大
ブ
リ
テ
ン
：

無
宗
教
＝
二
三
・
二
％

無
宗
教
の
最
低
＝
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
二
二
・
四
％
）

キ
リ
ス
ト
教
徒
＝
六
八
・
五
％

無
宗
教
の
最
高
＝
ウ
ェ
ー
ル
ズ
（
三
〇
・
六
％
）

ム
ス
レ
ム
教
徒
＝
四
・
四
％

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
無
宗
教
＝
二
七
・
二
％

ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
＝
一
・
三
％

シ
ー
ク
教
徒
＝
〇
・
七
％

ユ
ダ
ヤ
教
徒
＝
〇
・
四
％

仏
教
徒
＝
〇
・
四
％

そ
の
他
＝
一
・
一
％

（http://w
w
w
.ons.gov.uk/ons/dcp171778_227150.pdf

）

（
57
） 

そ
の
事
例
は
枚
挙
に
遑
が
無
い
が
、T
he R

J &
 L

 R
eligious L

iberty A
rchieve 

（A
 S

ervice of the R
eligious Instituions G

roup at 

R
othgerber Johnson &

 L
yons L

L
P
） （churchstatelaw

.com
/cases.asp

）
は
、
そ
れ
を
詳
し
く
報
じ
て
い
る
。S

ee, M
anisuli S

senyonjo, 

L
IM

IT
S
 O

N
 T

H
E
 F

R
E
E
D
O
M

 T
O
 O

N
E

’S
 IN

 E
D
U
C
A
T
IO

N
 A

L
 IN

S
T
IT

U
T
IO

N
S
 IN

 U
G
A
N
D
A
 A

N
D
 T

H
E
 U

N
IT

E
D
 

K
IN

G
D
O
M

, 7 Int ’l J.C
onst. L

. 275, at 280 
（A

pril, 2009

）.

（
58
） M

ark H
ill, T

H
E
 P

E
R
M

IS
S
IB

L
E
 O

N
 S

C
O
P
E
 O

F
 L

E
G
A
L
 L

IM
IT

A
T
IO

N
 O

N
 T

H
E
 F

R
E
E
D
O
M

 O
F
 R

E
L
IG

IO
N
 O

R
 

B
E
L
IE

F
 IN

 T
H
E
 U

N
IT

E
D
 K

IN
G
D
O
M

, 19 E
m
ory Int ’l L

.R
ev. 1129 

（S
um

m
er 2005

）.

（
59
） S

ee, T
he 1981 U

.N
. D

eclaration on the E
lim

ination of Intolerance and D
iscrim

ination B
ased on R

eligion or R
elief.

（
60
） S

ee, T
he E

m
ploym

ent E
quality

（R
eligion or B

elief
）R

egulations, 2003; E
C
H
R
, A

rt. 14; P
.C

um
per, supra note 41, at 20-

21.

（
61
） 

人
権
法
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
で
あ
る
。

（
62
） A

nthony B
radney citing P

.C
um

per, supra note 41, at 19.

（
63
） E

C
H
R
 A

rt. 9

（1

）.
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（
64
） P

.C
um

per, supra note 41, at 17.
（
65
） T

he H
um

an R
ights A

ct, S
.13.

（
66
） P

.C
um

per, supra note 41, at 17; the H
um

an R
ights A

ct, S
.4.

（
67
） 
た
と
え
ば
、
日
曜
日
の
就
業
を
拒
否
し
て
解
雇
さ
れ
た
事
件
や
十
代
の
ム
ス
レ
ム
の
女
生
徒
の
着
衣
に
係
る
事
件
で
は
、
必
ず
し
も
姿
勢
が
同

一
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（S

ee, C
opsey v.W

W
B
 D

evon C
lay L

td., [2005]E
W

C
A
 

（C
iv

） 932 

（E
N
G
.

）; S
teadm

an v.U
nited 

K
ingdom

, A
pp. N

o.29107/95, 23 E
ur. H

.R
. R

ep. 168 

（1997

）; R
 

（on the application of B
egum

） v.H
eadteacher &

 G
overnors of 

D
enbigh H

igh S
choll, [2006]U

K
H
L
 

（appeal taken from
 E

ng.

）; S
ahin v.T

urkey, 41 E
ur. C

t.H
.R

. 8 

（2005

）; P
.C

um
per. supra note 

41, at 18, 18 F
N
41, 18F

N
42

）。

（
68
） R

 

（W
illiam

son

） v.S
ec ’y of S

tate, [2005]2 A
.C

. 246 

（H
.L

.

） （E
ng.

）. S
ee, T

yrer v.U
nited K

ingdom
, 2 E

ur, 2 E
ur. C

t.H
.R

. 1 

（1980

）; C
am

pbell v.U
nited K

ingdom
, 4E

ur. C
t.H

.R
. 293 

（1982

）; P
.C

um
per. supra note 41, at 18, 18F

N
38.

（
69
） C

.v.U
nited K

ingdom
, A

pp. N
o.10358/83, 37 E

ur. C
om

m
’n H

.R
. D

ec. &
 R

ep. 142 

（1984

）; P
.C

um
per. supra note 41, at 18, 

18F
N
39.

（
70
） R

. 

（on the application of B
oughton

） v.H
M

 T
reasury, [2006]E

W
C
A
 

（C
iv

） 504 

（E
ng.

）.

（
71
） In re S

outh P
lace E

thical S
ociety  B

arralet and O
thers v A

ttorney-G
eneral, [1980]1 W

.L
.R

. 1565.

（
72
） 

二
〇
〇
九
年
の
Ｕ
Ｋ
の
無
宗
教
者
は
、
五
〇
・
七
％
に
達
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。V

exen C
rabtree

の
二
〇
〇
七
年
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

二
〇
〇
一
年
に
は
、
Ｕ
Ｋ
に
は
、
一
七
〇
以
上
の
宗
教
が
存
し
、
無
宗
教
者
は
、
一
五
・
五
％
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
日
曜

日
に
教
会
に
行
く
者
は
、
一
九
七
九
年
の
半
分
に
な
っ
て
い
る
（R

eligion in the U
nited K

ingdom
  D

iversity, T
rends and D

ecline

）

（w
w
w
.vexen.co.uk/U

K
/religion.htm

l

）。

（
73
） S

ee, L
ucy V

ickers, F
reedom

 of religion and w
orkplace: the draft E

m
ploym

ent E
quality

（R
eligion and B

elief

）R
egulations 

2003, 1 L
.J. 2003, 32 

（1

）; A
ileen M

cC
olgan, C

lass w
ars? R

eligion and 
（in

） equality in the w
orkplace, I.L

.J. 2009, 38 

（1

）; 

S
usanna M

ancini, T
o be or not to be Jew

ish: the U
K
 S

uprem
e C

ourt answ
ers the question; judgm

ent of 16 D
ecem

ber 2009, R
 v 
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T
he G

overning B
ody of JF

S
, 2009 U

K
S
C
 15, F

.C
.L

. R
eview

 2010, 6 

（3

）, 481, etc..
（
74
） R

ussell S
andberg, T

he right to discrim
inate, E

cc. L
.J. 2011, 13 

（2

）, 157.
（
75
） I.M

cL
ean, S

.M
. P

eterson, supra note 4, at 638.





荷
為
替
信
用
状
取
引
を
巡
る
現
代
的
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

四
九

荷
為
替
信
用
状
取
引
を
巡
る
現
代
的
課
題
と
展
望

│
信
用
状
危
機
、INCOTERMS2010

、Sanction

な
ど
に
対
す
る
理
論
と
実
務
の
対
応
を
中
心
と
し
て

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
国
際
取
引
の
資
金
決
済
に
関
し
て
、
荷
為
替
信
用
状
を
巡
る
問
題
点
と
対
応
、
新
た
に
生
じ
つ
つ
あ
る
現
代
的
課
題
な
ど

に
つ
き
、
理
論
と
企
業
実
務
の
双
方
か
ら
焦
点
を
当
て
検
討
を
進
め
た
い
。

第
一
章　

貿
易
取
引
に
お
け
る
為
替
手
形
に
よ
る
決
済
と
留
意
点

1
．
送
金
・
取
立
方
式
に
よ
る
決
済
と
留
意
点
│
荷
為
替
手
形
、
商
業
信
用
状
│

⑴
送
金
方
式
に
よ
る
決
済　

国
際
取
引
の
決
済
方
式
に
は
送
金
方
式
、
取
立
方
式
が
あ
る
が
、
前
者
で
は
代
金
の
一
部
前
払
、
船
積
書



五
〇

類
受
領
後
の
後
払
が
あ
り
、
当
事
者
の
利
害
が
対
立
す
る

（
1
）

。
後
払
は
輸
入
者
は
貨
物
到
着
確
認
後
に
送
金
し
リ
ス
ク
は
少
な
い
。
反
面
輸

出
者
は
代
金
回
収
の
保
証
が
な
い
。
送
金
方
式
は
少
額
取
引
、
本
支
店
・
親
子
会
社
間
等
信
頼
関
係
が
醸
成
さ
れ
る
場
合
に
有
効
で
あ
る
。

⑵
取
立
方
式
に
よ
る
決
済
と
留
意
点
│
荷
為
替
手
形
、
商
業
信
用
状
│

イ
荷
為
替
手
形
な
ら
び
に
Ｆ
Ｏ
Ｂ
・
Ｃ
Ｉ
Ｆ
取
引

①
荷
為
替
手
形　

決
済
手
段
と
し
て
一
般
的
に
荷
為
替
手
形
（docum

entary bill

）
が
使
用
さ
れ
る
。
基
本
的
売
買
条
件
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

（F
ree on board 

本
船
渡
し
）、
Ｃ
Ｉ
Ｆ
（C

ost lnsurance and F
reight 

運
賃
保
険
料
込
み
）
が
あ
り
、
近
年
Ｆ
Ｏ
Ｂ
取
引
か
ら
Ｃ
Ｉ
Ｆ
取
引

へ
と
船
荷
証
券
の
有
価
証
券
性
を
主
と
す
る
商
品
売
買
へ
の
移
行
傾
向
に
あ
る

（
2
）

。

②
船
積
書
類
と
担
保
権　

買
取
銀
行
の
手
形
不
渡
り
に
お
け
る
償
還
請
求
権
は
人
的
信
用
の
み
な
ら
ず
、
船
積
書
類
記
載
商
品
に
よ
り

担
保
さ
れ
る
。
荷
受
人
の
記
載
方
法
に
よ
り
銀
行
が
留
置
権
し
か
保
有
し
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
、
航
空
運
送
に
お
け
るA

ir W
ay bill

に
は
担
保
価
値
は
な
い
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
。

③
船
荷
証
券　

船
荷
証
券
（B

ill of L
ading B

/L
）
は
権
利
証
券
（D

ocum
ent of T

itle

）
で
物
権
的
・
債
権
的
・
形
式
的
有
価
証
券

（
3
）

、

処
分
・
要
因
証
券
、
指
図
証
券

（
4
）

等
の
法
的
性
質
を
有
す
る
。

船
荷
証
券
規
制
の
国
際
的
統
一
化
に
つ
い
て
、
一
八
九
三
年
米
国
は
ハ
ー
タ
ー
法
（H

arter A
ct

）
を
制
定
し
、
一
九
二
一
年
統
一
規

則
で
あ
る
へ
ー
グ
規
則
（H

ague R
ules, 1921

）
が
採
択
さ
れ
た

（
5
）

。
規
則
の
採
否
は
当
事
者
選
択
に
任
せ
、
実
効
性
に
疑
問
が
あ
る
。
修
正
、

施
行
規
定
を
加
え
、
一
九
二
四
年
船
荷
証
券
に
関
す
る
若
干
の
規
定
の
統
一
の
た
め
の
国
際
条
約
（International C

onvention for the 

U
nifi cation of C

ertain R
ules relating to B

ill of L
ading, 1924

）
が
結
ば
れ
る
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
）。
我
が
国
は
一
九
五
七
年
批
准
し
、
国

内
法
と
し
て
国
際
海
上
物
品
運
送
法
を
制
定
し
て
い
る
（
一
九
五
八
年
一
月
一
日
実
施
）。
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④
荷
為
替
手
形
の
種
類
│
信
用
状
な
し
荷
為
替
手
形
に
よ
る
決
済
│　

信
用
状
を
利
用
で
き
な
い
場
合
、
手
形
支
払
書
類
渡
し

（D
ocum

ents against paym
ent D

/P

）、
手
形
引
受
書
類
渡
し
（D

ocum
ents against acceptance D

/A

）
決
済
を
利
用
す
る
。
Ｄ
／
Ｐ
は
輸

入
者
が
銀
行
に
代
金
を
支
払
い
、
Ｄ
／
Ａ
は
輸
入
者
が
手
形
を
引
き
受
け
、
船
積
書
類
の
入
手
が
可
能
と
な
る
。
銀
行
保
証
が
な
く
リ
ス

ク
が
あ
り
、
Ｄ
／
Ａ
で
は
輸
入
者
が
引
受
後
に
不
渡
り
を
出
し
た
場
合
に
回
収
不
能
と
な
る
。
現
地
子
会
社
取
引
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
。

Ｄ
／
Ｐ
手
形
は
迅
速
な
代
金
回
収
の
点
で
売
主
に
有
利
、
Ｄ
／
Ａ
手
形
は
引
受
け
か
ら
支
払
ま
で
に
一
定
期
間
の
猶
予
が
あ
る
点
で
買
主

有
利
と
い
え
よ
う
。

⑤
取
引
銀
行
へ
の
取
立
依
頼
に
つ
き
、
一
九
五
六
年
国
際
商
業
会
議
所
作
成
の
取
立
統
一
規
則
（U

niform
 R

ules for C
ollections 

U
R
C

）
が
あ
る
。

ロ
商
業
信
用
状
（
Ｌ
／
Ｃ
）
の
留
意
点

①
信
用
状
取
引
の
注
意
点　

⒜
独
立
抽
象
性
と
書
類
取
引
の
原
則　

商
業
信
用
状
（L

etter of C
redit L

/C

）
取
引
で
は

（
6
）

、
船
積
書
類

と
信
用
状
条
件
の
不
一
致
（D
iscrepancy

）
に
よ
り
銀
行
は
支
払
を
拒
否
す
る

（
7
）

。
⒝
信
用
状
入
手
と
内
容
確
認　

輸
出
者
は
、
信
用
状
入

手
前
に
生
産
開
始
し
、
信
用
状
の
不
発
行
の
場
合
損
害
を
被
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
契
約
条
件
と
相
違
す
れ
ば
信
用
状
の
修
正
を
買
主
に
要

求
す
る
必
要
が
あ
り
、
怠
る
とD

iscrepancy

と
な
る
。

実
務
上
の
留
意
点
と
し
て

（
8
）

、
⒜
事
前
に
荷
為
替
手
形
の
買
取
を
取
引
銀
行
と
取
り
決
め
る
。
銀
行
に
よ
り
相
違
が
あ
り
、
他
行
比
較
も

必
要
と
な
る
。
⒝
輸
出
信
用
保
険
の
加
入
、
発
行
銀
行
に
不
安
が
あ
る
場
合
に
コ
ン
フ
ァ
ー
ム
ド
Ｌ
／
Ｃ
（
信
用
力
を
有
す
る
他
銀
行
の
保

証
）
を
要
求
す
る
な
ど
で
銀
行
も
買
取
易
く
な
る
。
費
用
対
効
果
を
検
討
す
る
。
⒞
資
金
的
余
裕
が
あ
れ
ば
取
立
方
式
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
。
割
引
料
、
メ
ー
リ
ン
グ
期
間
（
輸
出
銀
行
の
決
済
ま
で
の
期
間
）
手
数
料
な
ど
が
節
約
可
能
と
な
る
。
銀
行
が
荷
為
替
信
用
状
の
買
取



五
二

に
よ
り
、
取
立
方
式
を
主
張
す
る
こ
と
が
普
遍
的
に
な
れ
ば
信
用
状
制
度
の
根
本
的
否
定
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
信
用
状
＝
代
金
即
時
回

収
可
能
な
時
代
は
終
わ
り
、
銀
行
も
リ
ス
ク
回
避
が
最
優
先
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

②
荷
為
替
信
用
状
と
ス
タ
ン
ド
バ
イ
Ｌ
／
Ｃ
の
比
較
│
船
荷
証
券
の
危
機
へ
の
対
応
な
ど
│　

信
用
状
に
は
、
⒜
荷
為
替
信
用
状

（docum
entary L

/C
）、
無
担
保
信
用
状
（clean L

/C
 

荷
落
信
用
状
）、
⒝
取
消
不
能
信
用
状
（irrevocable L

/C

）、
取
消
可
能
信
用
状

（revocable L
/C

）、
⒞
確
認
信
用
状
（confi rm

ed L
/C

）、
無
確
認
信
用
状
（unconfi rm

ed L
/C

）、
⒟
償
還
請
求
権
付
信
用
状
（w

ith 

recourse L
/C

）、
無
償
還
請
求
権
信
用
状
（w

ithout recourse L
/C

）、
⒠
回
転
信
用
状
（R

evoIving L
/C

）、
⒡
譲
渡
可
能
信
用
状

（T
ransfereable L

/C

）、
⒢
ス
タ
ン
ド
バ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
（stand-by credit

）、
⒣
オ
ー
プ
ン
信
用
状
（O

pen credit

）、
リ
ス
ト
リ
ク
ト

信
用
状
（R

estricted credit

）
等
が
あ
る
。
ス
タ
ン
ド
バ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
、
現
地
法
人
の
現
地
借
入
等
の
保
証
手
段
と
し
て
邦
銀
が

現
地
銀
行
に
対
し
発
行
す
る
。
リ
ス
ト
リ
ク
ト
信
用
状
は
買
取
銀
行
が
指
定
さ
れ
る
信
用
状
で
あ
り
、
リ
ス
ト
が
か
か
る
場
合
で
も
指
定

銀
行
が
取
引
銀
行
で
な
い
場
合
、
手
数
料
を
支
払
い
買
い
取
ら
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
オ
ー
プ
ン
信
用
状
は
買
取
銀
行
が
指
定
さ
れ

な
い
信
用
状
で
あ
る
。

③
荷
為
替
信
用
状
（
Ｌ
／
Ｃ
）
決
済
と
比
較
し
て
、
ス
タ
ン
ド
バ
イ
Ｌ
／
Ｃ
（
Ｓ
／
Ｂ
）
開
設
と
Ｄ
／
Ｐ
決
済
方
式
を
海
外
輸
出
者
か
ら

提
示
さ
れ
た
場
合
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
察
す
る
。
⒜
銀
行
の
取
扱
方
法
で
は
、
Ｓ
／
Ｂ
は
輸
入
者
が
取
引
銀
行
に
依
頼
し
、

輸
出
者
を
受
益
者
と
し
て
発
行
し
て
全
有
効
期
間
に
わ
た
り
全
発
行
金
額
を
対
象
と
す
る
。
Ｌ
／
Ｃ
と
異
な
り
、
Ｓ
／
Ｂ
は
輸
入
決
済
を

行
っ
て
も
銀
行
保
証
残
高
は
減
少
せ
ず
、
発
注
の
都
度
個
別
Ｌ
／
Ｃ
を
開
設
す
る
必
要
が
な
く
、
事
務
処
理
コ
ス
ト
が
削
減
さ
れ
る
。
一

方
、
Ｓ
／
Ｂ
開
設
料
（
手
数
料
・
保
証
料
）
は
条
件
・
銀
行
に
よ
り
異
な
り
、
取
引
銀
行
に
事
前
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｓ
／
Ｂ
開
設
料

を
個
別
Ｌ
／
Ｃ
開
設
料
よ
り
高
く
設
定
す
る
銀
行
も
あ
る
。
担
保
の
有
無
、
与
信
枠
も
開
設
料
に
影
響
し
、
年
間
の
船
積
頻
度
も
考
慮
す
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五
三

べ
き
で
あ
る
。
Ｓ
／
Ｂ
は
全
期
間
に
わ
た
り
開
設
料
が
か
か
る
。
他
方
で
、
個
別
Ｌ
／
Ｃ
は
通
常
有
効
期
間
が
短
く
、
開
設
料
の
必
要
期

間
は
短
く
な
る
。
毎
月
船
積
み
が
あ
る
場
合
は
個
別
Ｌ
／
Ｃ
の
開
設
は
不
経
済
と
な
る
。
⒝
事
務
処
理
上
、
Ｓ
／
Ｂ
で
は
個
々
の
船
積
条

件
を
設
定
で
き
ず
、
輸
出
者
に
は
別
途
船
積
み
の
指
示
を
行
う
。
船
積
時
期
に
つ
い
て
、
Ｌ
／
Ｃ
は
強
制
力
を
持
ち
期
限
内
に
船
積
み
を

し
な
け
れ
ば
支
払
い
を
受
け
ら
れ
な
い
が
、
Ｓ
／
Ｂ
の
場
合
は
強
制
力
は
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
る
（
数
量
・
品
質
も
同
様
）。
契
約
不
履

行
が
あ
る
場
合
、
証
明
文
書
を
添
付
し
て
発
行
銀
行
に
支
払
請
求
す
る
。
他
方
、
Ｓ
／
Ｂ
と
Ｄ
／
Ａ
の
組
み
合
わ
せ
で
は
船
積
書
類
は
銀

行
与
信
の
担
保
と
す
る
必
要
が
な
い
。
船
荷
証
券
はN
on-negotiable

で
よ
く
、S

ea W
aybill

、S
urrendered B

/L

を
使
用
で
き
、

近
距
離
輸
入
で
あ
り
銀
行
経
由
の
書
類
が
通
関
に
間
に
合
わ
な
い
事
態
（
船
荷
証
券
の
危
機
）
を
避
け
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
⒞
代
金
決

済
に
Ｌ
／
Ｃ
、
Ｄ
／
Ｐ
、
Ｄ
／
Ａ
手
形
を
利
用
せ
ず
Ｓ
／
Ｂ
を
利
用
す
る
場
合
、
一
般
にO

pen A
ccount

取
引
と
な
り
、
当
事
者
間
の

直
接
送
金
に
て
行
う
。
当
該
取
引
先
と
輸
出
入
の
両
方
の
取
引
が
あ
る
場
合
、
売
掛
金
・
買
掛
金
を
相
殺
し
て
差
額
正
味
金
額
（N

et

）

の
決
済
も
で
き
（N

etting

）、
支
払
手
数
料
の
削
減
、
為
替
リ
ス
ク
圧
縮
・
為
替
対
策
が
図
れ
る
。
為
替
管
理
の
た
め
相
殺
禁
止
の
国
も

あ
る
点
に
留
意
さ
れ
る
。
⒟
Ｌ
／
Ｃ
に
よ
る
強
制
力
が
な
く
て
も
船
積
時
期
、
数
量
、
品
質
な
ど
契
約
条
項
を
輸
出
者
が
履
行
し
、
船
積

頻
度
が
高
い
場
合
、
取
引
銀
行
と
相
談
し
て
Ｓ
／
Ｂ
使
用
を
検
討
す
る
が
、
切
り
替
え
た
結
果
、
輸
出
者
の
契
約
履
行
に
問
題
が
生
じ
、

損
害
が
銀
行
手
数
料
削
減
額
を
上
回
る
こ
と
も
あ
り
、
慎
重
な
判
断
が
必
要
と
な
る
。
Ｓ
／
Ｂ
もU

C
P
600

に
準
拠
し
、
国
際
ス
タ
ン

ド
バ
イ
規
則
（IS
P
98

）、
改
訂
Ｉ
Ｃ
Ｃ
請
求
払
保
証
統
一
規
則
（U

R
D
G
758

）
が
あ
る

（
9
）

。

④
荷
為
替
信
用
状
│
ユ
ー
ザ
ン
ス
付
Ｌ
／
Ｃ
、
サ
レ
ン
ダ
ー
Ｂ
／
Ｌ
│　

荷
為
替
信
用
状
（A

 docum
entary credit

）
は
買
主
が
商
品

引
取
後
の
猶
予
期
間
後
に
開
設
銀
行
に
代
金
を
支
払
う
ユ
ー
ザ
ン
ス
付
Ｌ
／
Ｃ
（
通
知
銀
行
か
ら
売
主
へ
の
支
払
も
猶
予
期
間
後
）、
売
主
が

船
積
後
に
船
会
社
か
ら
受
領
す
る
船
荷
証
券
を
コ
ピ
ー
し
正
本
は
船
会
社
に
返
却
、
売
主
は
コ
ピ
ー
を
フ
ァ
ク
ス
等
で
買
主
に
送
付
し
、
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買
主
は
船
会
社
に
コ
ピ
ー
を
提
示
し
て
着
荷
商
品
を
受
領
す
る
サ
レ
ン
ダ
ー
Ｂ
／
Ｌ
の
Ｌ
／
Ｃ
決
済
方
式
も
あ
る

（
10
）

。

2
．
信
用
状
統
一
規
則
と
準
拠
法
な
ど 

⑴
信
用
状
統
一
規
則　

荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
統
一
規
則
お
よ
び
慣
例
（U

niform
 C

ustom
s and P

ractice for D
ocum

entary C
redits 

信
用
状
統
一
規
則
）
は
一
九
三
三
年
国
際
商
業
会
議
所
に
採
択
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
改
訂
統
一
規
則
（IC

C
 P

ublication N
o.600

）
が

二
〇
〇
七
年
に
実
施
さ
れ
る
。
原
則
と
し
て
当
事
者
合
意
が
必
要
で
、
本
文
へ
の
盛
込
み
を
条
件
に
全
信
用
状
に
適
用
さ
れ
る
（
一
条

（
11
）

）。

イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ

（
12
）

、
信
用
状
統
一
規
則
（
注
）
は
援
用
が
な
く
と
も
適
用
さ
れ
る
取
引
規
範
と
な
る

（
13
）

。

⑵
信
用
状
と
準
拠
法　

統
一
規
則
に
よ
り
解
決
さ
れ
な
い
場
合
、
準
拠
法
が
問
題
と
な
る
。
信
用
状
開
設
の
約
定
お
よ
び
契
約
に
つ
い

て
、
法
適
用
通
則
法
七
条
な
い
し
九
条
に
従
う
。
準
拠
法
指
定
が
あ
れ
ば
当
該
法
に
よ
り
、
指
定
が
な
い
場
合
は
最
密
接
関
係
地
法
（
行

為
地
法
な
ど
）
が
適
用
さ
れ
る

（
14
）

。

第
二
章　

国
際
法
規
約
の
体
系
的
解
釈
の
必
要
性

外
国
貿
易
取
引
の
重
要
な
要
素
は
、
契
約
当
事
者
の
売
買
契
約
の
本
旨
・
内
容
に
沿
っ
た
履
行
の
確
保
で
あ
り
、
売
主
は
代
金
の
確
実

な
受
領
、
買
主
は
商
品
内
容
な
ら
び
に
受
領
時
期
が
契
約
に
沿
っ
て
履
行
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
取
引
契
約
の
安
全
の
確
保
の
た
め
、
世

界
的
な
金
融
取
引
綱
を
有
す
る
銀
行
、
事
故
に
備
え
た
保
険
機
関
の
介
在
が
不
可
欠
と
な
り
、
輸
出
・
輸
入
者
の
契
約
関
係
を
基
軸
と
し

つ
つ
、
銀
行
等
の
複
数
当
事
者
の
利
益
の
公
平
な
調
整
の
た
め
に
は
、
当
事
者
の
権
利
・
義
務
の
関
連
法
規
定
や
取
引
実
務
に
沿
っ
た
体

系
的
解
釈
が
重
要
と
な
る

（
15
）

。
国
内
法
（
商
法
、
手
形
法
、
保
険
法
、
銀
行
取
引
法
、
銀
行
取
引
約
款
な
ど
）
の
み
な
ら
ず
、
国
際
取
引
法
、
貿
易
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五

保
険
法
、
信
用
状
統
一
規
則
、
国
際
取
引
約
款
な
ど
国
際
法
規
約
の
体
系
的
解
釈
が
必
要
と
な
る
。
商
業
信
用
状
、
荷
為
替
手
形
、
貿
易

保
険
等

（
16
）

を
巡
る
係
争
は
、
か
か
る
法
適
用
が
課
題
と
な
る
事
例
で
あ
る
。

第
三
章　

イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
な
ら
び
に
債
権
法
改
正
な
ど
の
影
響

1
．
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
な
ど
新
た
な
動
向
の
影
響

国
際
法
規
約
の
体
系
的
解
釈
の
必
要
性
に
関
連
し
て
、
近
時
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
改
訂
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
批
准
等
新
た
な
動
向
が
あ

り
、
注
視
さ
れ
る
。
リ
ス
ク
移
転
な
ど
に
関
し
て
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
（IN

C
O
T
E
R
M

S
2010

）
の
検
討
、
敷
衍
し
て
ウ
ィ
ー
ン

売
買
条
約
（
国
際
物
品
売
買
条
約
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約 U

nited N
ations C

onvention on C
ontracts for the International S

ale of G
oods 

C
IS

G

）
と
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
の
比
較
・
関
連
等
も
実
務
上
重
要
な
課
題
と
な
る
。
検
討
が
進
め
ら
れ
る
我
が
国
債
権
法
改
正
と
国
際
取

引
法
な
ら
び
に
国
際
的
資
金
決
済
に
か
か
る
影
響
も
考
察
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

2
．
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇

⑴
リ
ス
ク
移
転　

リ
ス
ク
移
転
時
期
に
つ
き
、
国
際
貿
易
で
は
売
手
の
リ
ス
ク
負
担
範
囲
は
売
手
の
費
用
負
担
範
囲
と
誤
解
さ
れ
が
ち

で
あ
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｆ
、
Ｃ
Ｆ
Ｒ
は
相
手
港
へ
の
商
品
到
着
ま
で
の
費
用
を
売
手
が
負
担
し
、
売
手
側
リ
ス
ク
は
相
手
港
に
着
く
ま
で
と
な
る

が
、
実
際
に
は
Ｃ
Ｉ
Ｆ
、
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
リ
ス
ク
移
転
時
点
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
と
同
じ
く
船
積
・
荷
渡
を
す
る
場
合
は
本
船
上
に
物
品
を
置
い
た
時
と

な
る
。
Ｅ
Ｘ
Ｗ
は
指
定
場
所
に
商
品
を
置
き
買
手
処
分
に
委
ね
た
時
点
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
、
Ｃ
Ｐ
Ｔ
は
売
手
が
売
手
手
配
の
輸
送
人
に
引
渡
し
た

時
点
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
売
手
が
買
手
手
配
の
輸
送
人
に
引
渡
し
た
時
点
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
は
買
手
指
定
の
本
船
側
に
物
品
を
置
い
た
時
点
と
な
る
。
リ
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ス
ク
移
転
時
点
は
国
際
商
業
会
議
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
の
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
（IN

C
O
T
E
R
M

S
2010

）
に
明
文
規
定
さ
れ
る
。
強
制
力

は
な
く
、
契
約
書
でT

his C
ontract is governed by “lN

C
O
T
E
R
M

S
2010 ”

の
趣
旨
の
文
言
を
入
れ
、
双
方
の
合
意
が
必
要
で
あ
る

（
17
）

。

他
方
、
所
有
権
移
転
時
期
も
費
用
負
担
範
囲
の
売
主
か
ら
買
手
へ
の
移
転
時
と
誤
解
さ
れ
易
い
。
Ｃ
Ｉ
Ｆ
、
Ｃ
Ｆ
Ｒ
で
は
相
手
港
の
到

着
時
点
ま
で
の
費
用
を
売
手
が
負
担
し
、
所
有
権
は
相
手
港
の
本
船
到
着
・
荷
卸
の
時
点
で
買
手
に
移
転
す
る
が
、
実
際
は
所
有
権
移
転

時
期
は
批
准
国
に
強
制
力
を
持
つ
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
、
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
と
も
規
定
さ
れ
な
い
。
所
有
権
移
転
条
項
に
よ
る

移
転
時
期
の
合
意
が
検
討
さ
れ
る
。
売
主
か
ら
は
少
な
く
と
も
代
金
の
完
全
確
保
時
点
で
移
転
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
代
金
が
確
保
さ

れ
な
い
に
関
わ
ら
ず
所
有
権
が
移
転
す
る
と
支
払
不
能
に
な
っ
て
も
当
該
商
品
に
対
す
る
権
利
は
主
張
で
き
な
い
。
買
主
か
ら
み
れ
ば
、

不
測
の
事
態
の
リ
ス
ク
を
最
小
限
に
す
る
意
味
で
、
支
払
と
は
無
関
係
に
売
主
国
で
輸
送
が
始
ま
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
所
有
権
を
移
転
さ
せ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑵
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇　

イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
は
一
九
三
六
年
以
降
改
訂
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
九
月
一
六
日
二
〇
〇
〇
年
版
改
訂

が
承
認
さ
れ
る
（
二
〇
一
一
年
一
月
一
日
発
効

（
18
）

）。
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
で
は
引
渡
・
船
積
場
所
に
応
じ
積
地
の
工
場
渡
し
か
ら
揚

地
の
相
手
先
指
定
場
所
渡
し
ま
で
、
従
来
の
四
種
類
一
三
条
件
か
ら
二
種
類
一
一
規
則
（
条
件
）
に
改
定
さ
れ
た
。
二
種
類
は
「
あ
ら
ゆ

る
輸
送
形
態
に
適
し
た
規
則
（R

ules for A
ny M

ode or M
odes of T

ransport

）」、「
海
上
お
よ
び
内
陸
水
路
輸
送
の
た
め
の
規
則
（R

ules 

for S
ea and Inland W

aterw
ay T

ransport

）」
で
、
条
件
で
は
Ｄ
Ａ
Ｔ
（D

elivered A
t T

erm
inal

）、
Ｄ
Ａ
Ｐ
（D

elivered A
t P

lace

）
が
新

設
さ
れ
た
。
Ｆ
Ｏ
Ｂ
、
Ｃ
Ｆ
Ｒ
、
Ｃ
Ｉ
Ｆ
の
引
渡
時
点
は
「
本
船
の
手
す
り
を
越
え
る
時
点
」
か
ら
「
船
上
に
貨
物
を
置
い
た
時
点
」
に

変
更
さ
れ
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
、
Ｆ
Ｏ
Ｂ
、
Ｃ
Ｆ
Ｒ
、
Ｃ
Ｉ
Ｆ
に
つ
き
洋
上
転
売
の
引
渡
し
も
「
貨
物
を
入
手
す
る
こ
と
に
よ
り
（by procuring 

the goods

）」
と
明
記
さ
れ
る
。



荷
為
替
信
用
状
取
引
を
巡
る
現
代
的
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

五
七

イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
〇
〇
か
ら
の
主
な
変
更
点
は
、
①
Ｆ
Ｏ
Ｂ
、
Ｃ
Ｆ
Ｒ
お
よ
び
Ｃ
Ｉ
Ｆ
の
三
条
件
か
ら
危
険
負
担
の
分
岐
点
の

「
本
船
の
手
す
り
（ship ’s rail

）」
が
削
除
さ
れ
る
。
②
「
連
続
売
買
」
に
言
及
し
た
規
定
が
導
入
さ
れ
る
。
引
渡
は
本
船
側
も
し
く
は
船

上
に
物
品
を
置
く
こ
と
、
ま
た
は
引
渡
さ
れ
た
物
品
を
調
達
す
る
（procure

）
こ
と
に
よ
り
履
行
さ
れ
る

（
19
）

。
後
者
は
、
輸
送
中
の
洋
上
転

売
を
想
定
し
、
危
険
は
「
調
達
し
た
時
」
＝
「
売
買
契
約
締
結
の
時
」
に
移
転
し
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
第
六
八
条
第
一
文
と
一
致
す
る
と
み
ら
れ

る
。
③
持
込
渡
条
件
の
集
約
に
よ
り
規
則
は
一
三
か
ら
一
一
に
減
少
し
、
運
送
手
段
に
関
わ
ら
ず
使
用
可
能
な
新
規
則
と
し
て
Ｄ
Ａ
Ｔ

（
タ
ー
ミ
ナ
ル
持
込
渡
）、
Ｄ
Ａ
Ｐ
（
仕
向
地
持
込
渡
）
を
従
来
の
Ｄ
Ａ
Ｆ
、
Ｄ
Ｅ
Ｓ
、
Ｄ
Ｅ
Ｑ
お
よ
び
Ｄ
Ｄ
Ｕ
の
代
わ
り
に
導
入
す
る
。
Ｄ

Ａ
Ｔ
は
Ｄ
Ｅ
Ｑ
に
、
Ｄ
Ａ
Ｐ
は
Ｄ
Ａ
Ｐ
、
Ｄ
Ｅ
Ｓ
お
よ
び
Ｄ
Ｄ
Ｕ
に
対
応
し

（
20
）

、
持
込
渡
条
件
は
Ｄ
Ａ
Ｔ
、
Ｄ
Ａ
Ｐ
お
よ
び
Ｄ
Ｄ
Ｐ
の
三
条

件
と
な
る
。
④
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
・
チ
ャ
ー
ジ
（
Ｔ
Ｈ
Ｃ
）
の
言
及
で
あ
る

（
21
）

。
⑤
海
上
お
よ
び
内
陸
水
路
輸
送
の
規
則
と
し

て
Ｆ
Ａ
Ｓ
、
Ｆ
Ｏ
Ｂ
、
Ｃ
Ｆ
Ｒ
お
よ
び
Ｃ
Ｉ
Ｆ
は
、
第
二
ク
ラ
ス
の
海
上
お
よ
び
内
陸
水
路
輸
送
の
規
則
に
分
類
さ
れ
、
輸
送
手
段
が
船

舶
の
場
合
に
し
か
使
え
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
本
船
へ
の
直
接
引
渡
が
前
提
と
な
り
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
等
に
お
い
て
運
送
人
に
引
渡
さ
れ

る
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
場
合
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｃ
Ｐ
Ｔ
ま
た
は
Ｃ
Ｉ
Ｐ
規
則
を
使
用
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
⑥
国
内
取
引
へ
の
使
用
を
公
式
に

認
め
る

（
22
）

。
⑦
取
引
条
件
（trade term

）
ま
た
は
条
件
（terrn
）
と
規
則
（rule

）
を
使
い
分
け
て
い
る

（
23
）

。

3
．
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
と
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇

Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ

（
24
）

と
の
比
較
を
行
う
と
、
①
売
主
・
買
主
の
義
務
と
危
険
移
転
時
期
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
（
第
六
七
条
│
第
六
九
条

（
25
）

）
に
も
規

定
が
あ
る
。
Ｆ
Ｏ
Ｂ
、
Ｃ
Ｆ
Ｒ
、
Ｃ
Ｉ
Ｆ
で
は
本
船
の
船
上
に
置
か
れ
た
時
ま
た
は
調
達
さ
れ
た
時
と
な
る
。
両
者
の
規
定
に
相
違
が
あ

る
時
は
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
第
六
条
の
当
事
者
自
治
の
原
則
に
よ
り
、
契
約
で
採
用
す
る
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
が
優
先
す
る
。
②
契
約
成
立
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と
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
に
つ
い
て
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
に
規
定
は
な
い
が
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
は
規
定
が
あ
り
、
実
務
面
で
内
容
を
把
握
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
契
約
の
有
効
性
と
所
有
権
移
転
時
期
に
つ
い
て
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
規
定
が
な
い
。
従
来
同
様
に
国
際
私
法
（
法
の
抵
触

に
関
す
る
法
）
の
定
め
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
国
家
法
に
よ
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
は
Ｃ
Ｉ
Ｆ
、
Ｆ
Ｏ
Ｂ
な
ど
の
国
際
売
買
条
約
の
標
準
的
取
引

条
件
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い

（
26
）

。

4
．
債
権
法
改
正
と
国
際
的
資
金
決
済
へ
の
影
響

⑴
債
権
法
改
正
の
検
討
と
国
際
取
引　

我
が
国
の
債
権
法
改
正

（
27
）

に
伴
う
国
際
取
引
法
な
ら
び
に
国
際
的
資
金
決
済
に
か
か
る
影
響
も
今

後
注
視
さ
れ
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
と
の
整
合
性
な
ど
議
論
さ
れ
よ
う
。

「
第
六
危
険
負
担
」
に
つ
き
、
債
務
不
履
行
解
除
の
関
連
で
「
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
」（
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
〇
四
号
（
二
〇
〇
九
））
は
「
現
行

民
法
五
三
四
条
、
五
三
五
条
、
五
三
六
条
一
項
は
廃
止
す
る
」。
従
来
の
判
断
基
準
は
売
買
契
約
で
は
非
実
務
的
で
、
売
買
契
約
以
外
で

は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
ず
、
危
険
負
担
概
念
は
廃
止
す
べ
き
こ
と
、
実
務
で
は
リ
ス
ク
と
し
て
滅
失
毀
損
の
損
害
負
担
で
あ
り
従
来
の

Ｆ
Ｏ
Ｂ
・
Ｃ
Ｉ
Ｆ
に
お
け
る
欄
干
通
過
時
に
移
転
す
る
考
え
方
で
あ
る
こ
と
、
解
除
一
元
化
で
は
解
除
通
知
の
意
思
表
示
の
失
念
の
場
合

に
信
義
則
や
権
利
濫
用
に
よ
る
救
済
を
認
め
る
方
針
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
国
際
取
引
で
は
代
替
可
能
な
種
類
物
売
買
が
主
で

引
渡
時
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
問
題
と
引
渡
遅
延
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
で
は
障
害
に
よ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
重
大
な
契
約
違
反
に
よ
る
解
除
で
解
決

で
き
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
る

（
28
）

。

⑵
債
権
法
改
正
と
国
際
的
資
金
決
済　

国
際
的
資
金
決
済
の
関
連
で
、「
第
七
受
領
遅
滞
（
民
法
第
四
一
三
条
）」
に
関
し
、
①
効
果
の

具
体
化
・
明
確
化
に
つ
き
、
国
際
取
引
で
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
で
船
積
時
期
に
買
主
が
船
舶
を
手
配
し
な
い
状
況
が
み
ら
れ
る
。
多
く
の
場
合
信
用
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五
九

状
ま
た
は
Ｄ
／
Ｐ
、
Ｄ
／
Ａ
に
よ
る
代
金
取
立
と
な
り
、
買
主
の
受
領
遅
滞
に
対
し
て
反
対
債
務
の
期
限
の
利
益
の
喪
失
は
意
味
が
な
く

（
29
）

、

債
務
不
履
行
と
し
て
扱
い
、
受
領
遅
滞
の
構
成
は
必
要
な
い
。
②
損
害
賠
償
請
求
お
よ
び
解
除
の
可
否
に
つ
き
規
定
は
必
要
で
な
く
、
相

場
暴
落
時
の
Ｆ
Ｏ
Ｂ
契
約
で
は
売
主
の
転
売
損
を
少
な
く
す
る
必
要
が
あ
る

（
30
）

。
③
受
領
強
制
も
国
際
取
引
で
は
転
売
す
る
こ
と
が
一
般
で

必
要
性
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

「
第
一
四
証
券
的
債
権
に
関
す
る
規
定
」
に
関
し
、「
一　

証
券
的
債
権
に
関
す
る
規
定
の
要
否
（
民
法
第
四
六
九
条
か
ら
第
四
七
三
条
ま

で
）」
に
つ
き
商
法
規
定
と
の
矛
盾
が
あ
り
規
定
を
置
か
な
い
こ
と
、「
二　

有
価
証
券
に
関
す
る
規
定
の
要
否
（
第
四
五
九
条
か
ら
第
四
七
三

条
ま
で
）」
に
証
券
的
債
権
の
規
定
を
置
か
な
い
場
合
は
有
価
証
券
に
関
す
る
規
定
（
第
四
六
九
条
か
ら
第
四
七
三
条
ま
で
）
に
つ
き
商
法
と

一
本
化
し
通
則
的
規
定
を
置
く
こ
と
、「
三　

有
価
証
券
に
関
す
る
通
則
的
な
規
定
の
内
容
」
に
は
一
般
的
定
義
規
定
を
置
か
な
い
こ
と
、

通
則
的
規
定
の
適
用
対
象
の
有
価
証
券
の
範
囲
、
譲
渡
・
善
意
取
得
要
件
、
債
務
者
抗
弁
の
切
断
等
具
体
的
な
内
容
は
規
定
を
置
く
こ
と

（
31
）

、

「
四　

免
責
証
券
に
関
す
る
規
定
」
に
つ
き
手
荷
物
引
換
証
、
携
帯
品
預
証
、
銀
行
実
務
で
の
受
取
証
等
が
あ
り
規
定
を
置
く
こ
と
な
ど

見
解
が
出
さ
れ
る

（
32
）

。

第
四
章  

荷
為
替
信
用
状
の
問
題
点
と
対
応
│
Ｂ
／
Ｌ
ク
ラ
イ
シ
ス
と
貿
易
取
引
の
電
子
化
な
ど
│

1
．
荷
為
替
・
商
業
信
用
状
の
問
題
点
│
Ｂ
／
Ｌ
ク
ラ
イ
シ
ス
│

⑴
信
用
状
決
済
の
リ
ス
ク　

売
主
は
支
払
を
受
け
る
た
め
、
必
要
書
類
を
有
効
期
限
内
に
銀
行
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
、
信
用
状
の

受
領
段
階
で
必
要
書
類
を
適
時
に
揃
え
ら
れ
る
か
を
確
認
す
る
。
適
時
に
揃
え
ら
れ
な
い
書
類
提
出
を
信
用
状
の
中
で
買
主
が
要
求
す
る

場
合
は
当
該
書
類
提
出
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
、
期
限
が
短
い
場
合
は
十
分
な
有
効
期
間
と
す
る
よ
う
に
、
各
々
信
用
状
が
修
正
さ
れ
る



六
〇

ま
で
商
品
を
船
積
み
し
て
は
な
ら
な
い

（
33
）

。
買
主
は
信
用
状
開
設
後
に
開
設
銀
行
が
倒
産
す
れ
ば
決
済
が
で
き
な
く
な
り
、
当
該
リ
ス
ク
を

最
小
限
に
す
る
た
め
、
売
主
は
契
約
書
で
国
際
的
一
流
銀
行
（International F
irst C

lass B
ank

）
が
開
設
す
る
荷
為
替
信
用
状
を
求
め
る

こ
と
、
開
設
銀
行
の
名
称
を
契
約
書
に
具
体
的
に
記
載
し
倒
産
の
危
険
の
あ
る
銀
行
か
ら
開
設
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
（
34
）

。⑵
Ｂ
／
Ｌ
ク
ラ
イ
シ
ス
に
よ
る
代
金
回
収
不
能　

近
距
離
貿
易
で
は
船
荷
証
券
が
銀
行
経
由
で
買
主
に
届
く
前
に
商
品
が
港
に
着
き
か

ね
ず
、
買
主
は
船
荷
証
券
を
銀
行
経
由
で
な
く
直
送
す
る
こ
と
、
船
長
託
送
で
到
着
と
同
時
に
受
け
取
る
こ
と
、
船
会
社
に
売
主
保
証
で

商
品
が
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
等
を
要
求
す
る
。
Ｌ
／
Ｃ
決
済
を
逸
脱
し
、
支
払
の
な
い
ま
ま
商
品
の
み
引
取
ら
れ
る
懸
念
が
生
じ

る
（
35
）

。さ
ら
に
近
年
は
技
術
革
新
に
よ
る
船
舶
高
速
化
、
コ
ン
テ
ナ
化
、
荷
役
作
業
の
効
率
化
に
よ
り
、
貨
物
が
輸
入
港
に
到
着
し
て
い
る
に

関
わ
ら
ず
、
銀
行
経
由
で
の
輸
入
者
へ
の
船
荷
証
券
（
Ｂ
／
Ｌ
）
の
到
着
が
間
に
合
わ
ず
貨
物
が
入
手
で
き
な
い
船
荷
証
券
の
危
機
（T

he 

B
ill of L

ading C
risis

）
が
発
生
し
て
お
り
、
ペ
ー
パ
ー
船
荷
証
券
を
中
核
と
す
る
貿
易
書
類
を
使
用
す
る
旧
貿
易
金
融
シ
ス
テ
ム
の
限

界
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
解
決
策
と
し
て
は
、
保
証
渡
し
（
Ｌ
／
Ｇ
）、
シ
ー
ウ
ェ
イ
ビ
ル
（S

ea W
aybills

）、
ス
タ
ン
ド
バ
イ

信
用
状
（S

tandby C
redit

）
の
使
用
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
根
本
的
に
は
、
貿
易
書
類
を
電
子
デ
ー
タ
に
し
て
安
全
に
送
受
信
で
き
る
シ
ス

テ
ム
の
確
立
が
急
務
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る

（
36
）

。

2
．
サ
レ
ン
ダ
ー
Ｂ
／
Ｌ
お
よ
び
海
上
運
送
状　

サ
レ
ン
ダ
ー
Ｂ
／
Ｌ
（
Ｂ
／
Ｌ
の
元
地
回
収
）
お
よ
び
海
上
運
送
状
（S

ea W
aybill 

S
W

B

海
上
運
送
状
）
は
、
船
荷
証
券
の
危
機
（B

/L
 C

risis

）
へ
の
対
処
か
ら
考
案
さ
れ
、
貨
物
引
取
り
に
証
券
呈
示
が
不
要
な
点
は
共
通
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六
一

す
る
。
相
違
点
は
、
Ｓ
Ｗ
Ｂ
はU

C
P
600

に
取
扱
規
定
が
あ
り
（
第
二
一
条
（
流
通
性
の
な
い
海
上
運
送
状
））、
サ
レ
ン
ダ
ー
Ｂ
／
Ｌ
は
規

定
が
な
い
。
Ｂ
／
Ｌ
の
種
類
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
元
地
回
収
時
点
で
Ｂ
／
Ｌ
の
機
能
は
失
わ
れ
る
。
荷
為
替
手
形
を
担
保

す
る
Ｂ
／
Ｌ
原
本
は
存
在
せ
ず
、
銀
行
経
由
の
信
用
状
（
Ｌ
／
Ｃ
）
取
引
に
は
原
則
的
に
不
適
で
あ
る
が
、
近
年
は
輸
入
者
の
利
便
性
か

ら
信
用
状
取
引
で
も
サ
レ
ン
ダ
ー
Ｂ
／
Ｌ
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
サ
レ
ン
ダ
ー
Ｂ
／
Ｌ
を
使
用
す
る
場
合
、
事
前
に
十
分
に
取
引
銀

行
と
相
談
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

Ｓ
Ｗ
Ｂ
は
、
信
用
状
取
引
に
使
用
さ
れ
る
運
送
書
類
と
し
てU

C
P
600

で
も
「
流
通
性
の
な
い
海
上
運
送
状
（
第
二
一
条
）」
と
し
て

船
荷
証
券
、
航
空
運
送
状
と
共
に
規
定
が
あ
る
。
実
務
的
手
続
き
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
Ｌ
／
Ｃ
取
引
で
は
Ｓ
Ｗ
Ｂ
は
一
般
的
で
な
い
。

信
用
状
付
や
信
用
状
な
し
の
Ｄ
／
Ｐ
・
Ｄ
／
Ａ
以
外
で
は
、
一
般
的
に
荷
送
人
・
荷
受
人
の
当
事
者
間
で
直
送
さ
れ
、
原
本
は
貨
物
引
取

に
不
要
で
あ
る
。
Ｓ
Ｗ
Ｂ
は
運
送
状
で
あ
り
、
荷
送
人
に
貨
物
処
分
権
が
留
保
さ
れ
、
貨
物
到
着
前
に
荷
受
人
の
変
更
の
可
能
性
が
あ
る
。

Ｓ
Ｗ
Ｂ
は
Ｂ
／
Ｌ
と
異
な
り
、
紛
失
等
の
際
の
除
権
決
定
な
ど
煩
雑
な
手
続
き
は
不
要
で
あ
る

（
37
）

。

3
．
貿
易
取
引
の
電
子
化
│
分
割
所
有
権
説
とB

orelo
電
子
船
荷
証
券
シ
ス
テ
ム
な
ど
│

標
準
化
デ
ー
タ
伝
送
に
よ
り
迅
速
化
・
正
確
化
が
期
待
で
き
る
が
、
貿
易
取
引
の
電
子
化
に
お
い
て
所
有
権
移
転
の
管
理
が
問
題
と
な

る
。
代
表
例
と
し
てB

olero

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
り

（
38
）

、
電
子
船
荷
証
券
（e-B

/L

）
の
権
利
移
転
の
シ
ス
テ
ム
管
理
の
機
能
を
実
現
す
る
。

B
olero

シ
ス
テ
ム
の
中
央
伝
送
機
関
Ｃ
Ｍ
Ｐ
（C

ore M
essaging P

latform
）
で
は
、B

olero

船
荷
証
券
情
報
（T

bxt F
ile

）
を
受
け
取
り
、

権
利
移
転
を
管
理
す
る
Ｔ
Ｒ
（T

itle R
egistry

）
機
能
を
用
い
て
所
有
権
の
移
転
管
理
を
行
う
。
貨
物
に
対
す
る
権
利
に
つ
い
て

O
w
nership

（
所
有
権
）
とH

oldership

（
占
有
権
）
に
区
別
し
て
登
録
さ
れ
る
。H

oldership

の
保
有
者
はH

oldership

の
移
転
の
み
可



六
二

能
と
な
り
、
銀
行
に
よ
る
買
取
の
際
に
はO

w
nership

は
移
転
で
き
な
い
。O

w
nership

は
、
所
有
者
が
占
有
者
で
あ
る
場
合
の
み
移

転
す
る

（
39
）

。
B
olero

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
所
有
権
移
転
は
、
分
割
所
有
権
の
理
論
が
応
用
さ
れ
、
所
有
権
を
受
益
利
益
（benefi cial interest

）、
担

保
利
益
（security interest

）
に
分
割
し
て
把
握
す

（
40
）

る
（
41
）

。

B
olero

船
荷
証
券
で
は
所
有
者
と
し
てO

riginator

（
Ｂ
／
Ｌ
発
行
者
）、Surrender P

arty

（
Ｂ
／
Ｌ
最
終
引
受
人
）、Shipper

（
荷
主
）、

H
older

（
Ｂ
／
Ｌ
所
持
人
）、P

ledgee

（
動
産
質
権
者
）、T
o O

rder P
arty

（
Ｂ
／
Ｌ
譲
渡
時
指
図
人
）、C

onsignee

（
荷
受
人
）
が
あ
る
。

信
用
状
取
引
で
売
主
はS

hipper＆
H
older of B

olero B
/L

、
買
主
はT

o O
rder P

arty

に
指
定
さ
れ
る
。
権
利
移
転
プ
ロ
セ
ス
で

輸
出
地
買
取
銀
行
、
売
主
へ
の
支
払
に
伴
い
輸
入
地
発
行
銀
行
が
各P

ledgee

に
指
定
さ
れ
る
。
買
主
の
発
行
銀
行
へ
の
支
払
と
同
時
に

発
行
銀
行
は
質
権
解
除
さ
れP

ledgee
で
な
く
な
り
、
同
時
に
買
主
はH

older

に
指
定
さ
れ
正
当
な
権
利
を
有
す
るH

older to O
rder

と
な
る
。
船
会
社
がH

older to O
rder

の
買
主
に
引
渡
し
てB

olero

船
荷
証
券
はS

urrender

さ
れ
消
滅
す
る
。B

olero R
ulebook

に
よ
れ
ば

（
42
）

、
運
送
人
の
み
船
荷
証
券
を
発
行
で
き
、
質
権
実
行
（E

nforce P
ledge

）
は
動
産
質
権
者
（P

ledgee H
older

）
が
行
う
。
船
荷

証
券
の
修
正
要
求
（R

equest A
m
endm

ent

）
は
運
送
人
以
外
が
行
使
で
き
、
修
正
承
認
（G

rant A
m
endm

ent

）、
拒
否
（D

eny A
m
endm

ent

）

は
運
送
人
以
外
で
き
な
い
。
書
面
へ
の
切
り
替
え
（S

w
itch to P

aper

）
は
運
送
人
以
外
は
行
使
で
き
る
。
Ｂ
Ｉ
Ｌ
が
運
送
人
の
代
理
人

（A
gent

）
と
な
り
、
運
送
人
の
権
利
譲
渡
と
承
継
人
の
承
認
通
知
を
新H

older

に
行
い
、
新H

older

は
権
利
移
転
を
確
認
す
る
。
代
理

人
のB

olero InternationalL
td.

を
通
じ
た
間
接
占
有
（C

onstructive P
ossession

）
が
転
得
者
に
移
転
す
る

（
43
）

。

4
．
Ｃ
Ｉ
Ｆ
契
約
と
電
子
船
荷
証
券
の
課
題　

Ｃ
Ｉ
Ｆ
契
約
、B

olero

・S
U
R
F

、D
ocum

entary C
redits

決
済
を
前
提
に
、
分
割
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六
三

所
有
権
理
論
か
ら
は
物
品
引
渡
に
よ
り
買
主
にO

w
nership

が
移
転
、H

oldership

は
買
取
に
よ
り
銀
行
に
移
転
し
よ
う
が
、B

olero
シ
ス
テ
ム
で
は
銀
行
買
取
に
よ
りH

oldership

の
み
移
転
し
、O

w
nership

は
輸
出
者
に
留
ま
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｆ
契
約
の
積
地
売
買
の
特
性

か
ら
船
積
時
に
所
有
権
移
転
さ
れ
、
Ｂ
／
Ｌ
記
載
の
船
積
日
時
でO

w
nership

は
移
転
す
る
と
み
ら
れ
る
。
他
方
で
Ｃ
Ｉ
Ｆ
契
約
は
象

徴
的
引
渡
し
を
本
質
と
し
、
荷
為
替
信
用
制
度
を
特
約
す
る
場
合
に
は
担
保
権
を
留
保
す
る
た
め
、H

oldership

に
つ
い
て
は
銀
行
経
由

で
移
転
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
44
）

。B
olero

証
券
に
お
け
る
運
送
契
約
上
の
地
位
の
移
転
に
関
し
、
運
送
人
が
新
承
継
人
と
の
間
で
運
送
契

約
を
更
改
（N

ovation

）
し
、
新H

older

に
対
し
て
貨
物
に
関
す
る
権
利
を
与
え
る
。bolero. net

に
お
い
て
債
権
的
権
利
の
移
転
は
指

名
債
権
譲
渡
（A

ssignm
ent

）
で
な
く
、
更
改
に
よ
り
引
渡
請
求
権
が
新H

older

に
移
転
す
る

（
45
）

。

5
．
貿
易
取
引
の
電
子
化
の
課
題
と
統
一
規
則
改
定
な
ど　

電
子
化
に
つ
い
て
は
従
来
よ
り
諸
々
問
題
点
も
指
摘
さ
れ

（
46
）

、
荷
為
替
信
用

状
が
不
要
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
を
電
子
化
す
る
方
向
も
予
想
さ
れ
る

（
47
）

。
も
っ
と
も
書
類
点
検
作
業
を
含
め
た
信
用
状
取
引

全
体
の
電
子
化
（
Ｓ
Ｔ
Ｐ
化
）
は
関
係
者
の
利
害
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
信
用
状
条
件
と
の
一
致
を
判
断
す
る
基
準
（
厳
格
一
致
（strict 

com
pliance

）
原
則

（
48
）

）、
書
類
点
検
お
よ
び
発
行
依
頼
人
と
の
協
議
期
間
（
合
理
的
な
期
間
（reasonable tim

e （
49
）

））
に
つ
き
統
一
規
則
を
改
め

る
必
要
性
が
生
じ
る
こ
と
、
留
保
附
（under reserve

）
支
払
（
買
戻
請
求
権

（
50
）

）、
詐
欺
の
抗
弁

（
51
）

、
受
益
者
の
担
保
責
任
と
無
故
障
書
類
の

発
行

（
52
）

等
に
つ
き
解
釈
論
を
深
め
、
関
連
約
定
書
等
の
改
訂
を
検
討
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

6
．
航
空
運
送
状　

航
空
運
送
状
（A

lr W
aybill A

W
B

）
の
性
質
を
み
る
と

（
53
）

、
直
接
航
空
会
社
に
運
送
依
頼
す
る
場
合
、
航
空
貨
物
代

理
店
が
荷
主
に
航
空
運
送
状
を
発
行
す
る
。
混
載
貨
物
で
は
運
送
人
で
あ
る
混
載
業
者
が
荷
主
に
独
自
の
航
空
運
送
状
を
発
行
し
、
実
行
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運
送
人
で
あ
る
航
空
会
社
代
理
店
が
混
載
業
者
に
発
行
す
る
。
前
者
はH

ouse A
ir W

aybill

（
Ｈ
Ａ
Ｗ
Ｂ
）、
後
者
はM

aster A
ir 

W
aybill

（
Ｍ
Ａ
Ｗ
Ｂ
）
と
称
す
る
。
Ｈ
Ａ
Ｗ
Ｂ
は
Ｍ
Ａ
Ｗ
Ｂ
に
準
じ
、
運
送
入
の
違
い
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
と
な
る
。
ワ
ル

ソ
ー
条
約
で
は
航
空
運
送
人
は
航
空
運
送
人
は
荷
送
人
に
航
空
運
送
状
を
作
成
し
て
交
付
す
る
こ
と
を
請
求
で
き
る
と
規
定
し
、
第
一
義

的
に
は
荷
送
人
に
作
成
義
務
が
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
実
務
で
は
航
空
代
理
店
が
作
成
し
荷
送
人
に
発
行
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る

（
54
）

。

航
空
運
送
状
は
反
証
の
な
い
限
り
、
契
約
締
結
、
貨
物
受
取
、
運
送
条
件
に
つ
き
証
明
力
を
有
し
、
貨
物
の
重
畳
、
寸
法
、
荷
造
、
個
数

に
関
す
る
記
載
も
証
明
力
を
も
つ
。
か
か
る
規
定
か
ら
、
航
空
運
送
状
は
運
送
契
約
の
証
明
書
類
と
貨
物
の
受
取
証
と
し
て
の
性
質
を
有

す
る

（
55
）

。
船
荷
証
券
は
一
般
に
契
約
書
の
証
拠
、
貨
物
受
取
証
、
有
価
証
券
の
性
質
を
も
つ
が
、
航
空
運
送
状
は
有
価
証
券
と
し
て
の
性
質

を
も
た
な
い
。
船
荷
証
券
は
受
取
式
と
船
積
式
の
違
い
が
あ
る
が
、
航
空
運
送
状
は
常
に
受
取
式
と
し
て
発
行
さ
れ
る
。

7
．
今
後
の
見
通
し　

決
済
の
一
層
の
迅
速
化
、
運
送
書
類
の
非
流
通
性
か
ら
も
荷
為
替
信
用
状
の
減
少
、
荷
為
替
取
立
の
Ｄ
／
Ａ
決

済
お
よ
び
オ
ー
プ
ン
・
ア
カ
ウ
ン
ト
で
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
ズ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
へ
移
行
の
促
進
が
見
込
ま
れ
よ
う
。
結
果
的
に
輸
入
地
銀
行

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
か
ら
輸
出
地
銀
行
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
へ
の
移
行
が
予
想
さ
れ
る
。
信
用
状
決
済
に
基
づ
く
買
取
と
外
銀
ア
ク
セ
プ
タ
ン
ス
お

よ
び
本
邦
ロ
ー
ン
方
式
か
ら
、
輸
出
地
銀
行
に
よ
る
輸
出
者
へ
の
買
取
、
フ
ォ
ー
フ
ェ
イ
テ
イ
ン
グ
（F

orfeiting

）、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ

（F
actoring

）
等
の
方
式
に
よ
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
へ
の
移
行
も
指
摘
さ
れ
る

（
56
）

。
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第
五
章　

信
用
状
に
お
け
るS

anction

の
問
題
と
対
応

1
．
信
用
状
に
お
け
るS

anction

の
問
題
│
「
充
足
し
た
呈
示
」
に
与
え
るS

anction

│

国
際
商
工
会
議
所
策
定
のU

C
P
600

（
二
〇
〇
七
年
七
月
一
日
発
効
）
に
関
連
し
て
、
信
用
状
に
お
け
るS

anction

の
問
題
が
指
摘
さ
れ

る
（
57
）

。
従
来
に
な
い
新
た
な
信
用
状
の
課
題
と
い
え
よ
う
。U

C
P
600

に
定
め
る
「
充
足
し
た
呈
示

（
58
）

」
に
与
え
る
影
響
と
問
題
点
と
し
て
、

輸
出
入
の
当
事
者
に
関
す
るS

anction

に
は
、
米
国
議
会
が
法
制
化
し
て
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｃ
（O

fi ce of F
oreign A

ssets C
ontrol 

米
国
財
務
省
海

外
資
産
管
理
室
）
が
管
理
・
規
制
に
当
た
る
も
の
、
国
連
決
議
や
欧
州
評
議
会
決
議
を
受
け
各
国
が
遵
守
を
求
め
ら
れ
る
も
の
、
国
連
決

議
や
欧
州
評
議
会
決
議
を
受
け
て
加
盟
各
国
が
法
制
化
し
た
も
の
が
あ
る
。

信
用
状
取
引
に
お
け
るS

anction
の
最
大
の
問
題
は
、
信
用
状
条
件
とU

C
P
600

の
充
足
書
類
を
作
成
し
当
事
国
の
法
制
度
に
基
づ

き
確
認
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、S

anction
を
理
由
に
信
用
状
発
行
銀
行
あ
る
い
は
確
認
銀
行
が
発
行
銀
行
あ
る
い
は
確
認
銀
行
へ
の
書

類
到
着
時
点
で
書
類
の
呈
示
と
求
償
を
拒
否
す
る
懸
念
の
存
在
で
あ
る
。
買
取
時
点
で
は
問
題
が
な
い
が
、
書
類
が
発
行
銀
行
に
到
着
す

る
直
前
に
発
行
銀
行
当
事
国
のS

anction

が
発
効
し
た
場
合
に
「
充
足
し
た
呈
示
」
が
さ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
呈
示
し
た
買
取
銀
行

は
求
償
が
受
け
ら
れ
な
い
怖
れ
も
あ
る
。
指
定
さ
れ
た
確
認
銀
行
が
確
認
を
行
い
、
受
益
者
あ
る
い
は
取
引
銀
行
か
ら
書
類
呈
示
を
受
け
、

発
行
銀
行
の
授
権
通
り
に
買
取
を
行
っ
た
場
合
、
書
類
自
体
は
条
件
を
充
足
し
て
も
発
行
銀
行
へ
の
到
着
直
前
に
発
行
銀
行
当
事
国
の

S
ancton

が
発
効
し
た
場
合
、
同
様
の
理
由
に
よ
り
呈
示
し
た
確
認
銀
行
は
求
償
が
受
け
ら
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
、
確
認
銀
行
は
予
見

可
能
な
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク
、
発
行
銀
行
の
信
用
（
与
信
）
リ
ス
ク
を
超
越
す
る
リ
ス
ク
の
存
在
を
理
由
に
呈
示
人
（
受
益
者
ま
た
は
呈
示

銀
行
）
に
対
し
、
呈
示
書
類
の
返
却
と
引
き
換
え
に
買
取
代
金
返
却
を
求
め
る
懸
念
が
あ
る
。
買
取
銀
行
や
確
認
銀
行
の
よ
う
に
指
定
銀
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行
で
な
く
と
も
発
行
銀
行
か
ら
信
用
状
に
基
づ
く
リ
ン
バ
ー
ス
を
委
託
さ
れ
た
リ
ン
バ
ー
ス
指
定
銀
行
の
場
合
も
同
様
で
あ
る

（
59
）

。

2
．
信
用
状
に
お
け
るS

anction

の
対
応　

資
金
凍
結
増
加
は
銀
行
経
営
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
米
国
拠
点
の
影
響
、
業
務
停
止
処
分

等
決
済
取
引
の
制
約
と
し
て
業
務
・
信
用
問
題
と
な
る
。S

anction

は
慎
重
に
対
応
す
べ
き
国
際
規
範
、
共
通
認
識
と
し
て
積
極
的
情

報
開
示
に
よ
り
顧
客
理
解
を
求
め
る
課
題
と
な
る
。

⑴
信
用
状
発
行
銀
行
の
取
り
組
み　

信
用
状
発
行
銀
行
の
取
り
組
み
と
し
て
、
⒜
輸
入
信
用
状
へ
のS

anction

対
応
文
言
に
つ
き
、

呈
示
自
体
を
拒
絶
す
る
（S

anction

違
反
が
判
明
し
た
場
合
は
書
類
の
取
扱
い
が
で
き
な
い
）、
呈
示
さ
れ
て
も
支
払
義
務
は
な
い
（
内
容
・
対
象

国
を
列
挙
す
る
）、S

anction

違
反
を
理
由
と
す
る
支
払
遅
延
・
損
失
に
は
一
切
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る

（
60
）

。
⒝
通
知
銀
行
の

選
択
と
し
て
、S

anction

違
反
に
問
わ
れ
る
怖
れ
の
あ
る
国
と
関
係
す
る
銀
行
は
、S

anction

対
応
の
必
要
な
銀
行
に
は
信
用
状
は
極

力
仕
向
け
な
い
。
⒞
資
金
凍
結
の
懸
念
が
あ
る
こ
と
を
輸
出
者
に
理
解
さ
せ
、
決
済
通
貨
の
再
考
を
含
め
た
取
引
の
再
構
築
を
打
診
す
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

⑵
輸
出
側
の
銀
行
の
取
り
組
み　

輸
出
側
の
銀
行
の
取
り
組
み
と
し
て
、
⒜
信
用
状
通
知
銀
行
は
、S

anction

違
反
に
問
わ
れ
か
ね

な
い
信
用
状
の
通
知
は
拒
絶
す
る
こ
と
、S

anction

違
反
に
問
わ
れ
か
ね
な
い
信
用
状
の
通
知
も
は
一
応
行
う
が
、
買
取
を
保
証
し
た
り
、

確
認
の
際
に
発
行
銀
行
以
上
の
責
め
を
負
う
も
の
で
な
い
こ
と
等
を
通
知
の
際
の
カ
バ
ー
レ
タ
ー
に
明
記
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⒝
確

認
銀
行
は
、confi rm

は
発
行
銀
行
か
ら
指
定
さ
れ
た
オ
ー
プ
ンconfi rm
で
あ
れ
、
受
益
者
の
依
頼
で
確
認
を
付
与
す
る
サ
イ
レ
ン
ト

confi rm

で
あ
れ
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
リ
ス
ク

（
61
）

、
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク
し
か
保
証
せ
ず
、
当
事
者
国
の
法
令
違
反
、S

anction

違
反
は

カ
バ
ー
し
な
い
。confi rm

後
にS

anction

違
反
の
書
類
の
買
取
呈
示
が
あ
る
場
合
、confi rm

銀
行
と
し
て
の
買
取
等
の
取
引
は
出
来
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な
い
。
⒞
買
取
銀
行
は
、
買
取
後
にS

anction

違
反
が
判
明
す
る
場
合
、
発
行
銀
行
か
ら
求
償
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
リ
ス
ク
が
あ
り
、

買
取
前
に
発
行
銀
行
がS

anction

対
象
国
で
あ
る
場
合
、
船
舶
や
寄
港
地
がS

anction

対
象
国
で
あ
る
場
合
、
事
前
に
十
分
な
確
認
が

必
要
で
あ
る
。S

anction

違
反
に
問
わ
れ
た
場
合
、
当
事
者
の
協
力
を
得
て
信
用
状
取
引
・
指
定
通
貨
に
拠
ら
な
い
決
済
方
法
の
構
築

も
必
要
と
な
る
。

3
．S

anction

の
解
決
に
向
け
た
実
務
上
の
留
意
点　

留
意
点
と
し
て
は
、
⒜
確
認
銀
行
は
確
認
を
付
与
し
な
い
こ
と
も
選
択
肢
に

す
る
こ
と
、
⒝
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
し
て
取
引
の
実
態
把
握
を
行
う
こ
と
、
⒞
事
業
者
間
の
協
力
と
連
携
な
ら
び
に
回
避
努
力
、

⒟
決
済
に
向
け
て
の
事
業
者
と
銀
行
の
協
力
、
⒠
銀
行
コ
ル
レ
ス
網
の
情
報
網
の
活
用
と
銀
行
間
連
携
、
⒡
銀
行
の
問
題
解
決
能
力
の
向

上
、
⒢
取
引
実
態
に
応
じ
た
臨
機
応
変
の
対
応
と
関
係
者
間
の
協
力
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
六
章　

お
わ
り
に
│
今
後
の
展
望
に
向
け
て
│

こ
れ
ま
で
、
荷
為
替
信
用
状
に
よ
る
決
済
を
中
心
に
、
シ
ー
ウ
ェ
イ
ビ
ル
、
ス
タ
ン
ド
バ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
サ
レ
ン
ダ
ー
Ｂ
／
Ｌ
お

よ
び
海
上
運
送
状
等
に
つ
い
て
も
理
論
と
実
務
の
検
討
・
対
応
な
ど
具
体
的
に
採
り
上
げ
て
き
た
。
国
際
取
引
を
巡
っ
て
は
近
年
ウ
ィ
ー

ン
国
際
売
買
条
約
の
批
准
、
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
の
改
訂
な
ど
の
大
き
な
動
向
が
背
景
に
あ
り
、
さ
ら
に
全
体
的
な
構
造
的
変
化
へ
の
対
応

と
し
て
、
信
用
状
危
機
、
電
子
化
、S

anction

へ
の
対
応
等
の
俯
瞰
も
行
っ
た
。

輸
出
者
、
輸
入
者
の
契
約
関
係
を
中
心
に
銀
行
、
保
険
機
関
等
の
利
害
関
係
者
が
存
在
し
、
複
数
当
事
者
間
利
益
の
公
平
な
調
整
の
た

め
に
は
当
事
者
の
権
利
・
義
務
を
関
連
法
規
定
、
取
引
実
務
に
沿
っ
て
体
系
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
国
内
法
な
ら
び
に
銀
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行
取
引
約
款
等
の
み
な
ら
ず
、
信
用
状
統
一
規
則
、
国
際
取
引
約
款
な
ど
国
際
規
約
の
総
合
的
・
体
系
的
な
解
釈
が
必
要
と
な
ろ
う
。
商

業
信
用
状
、
荷
為
替
手
形
、
貿
易
保
険
な
ど
を
巡
る
係
争
は
正
し
く
、
か
か
る
法
適
用
が
課
題
と
な
る
局
面
と
い
え
る
。

荷
為
替
手
形
に
関
す
る
現
代
的
課
題
と
し
て
は
、
従
来
の
信
用
状
で
は
費
用
が
か
か
る
こ
と
、
運
用
が
厳
格
で
融
通
性
が
な
い
等
の
面

は
あ
る
も
の
の
最
も
安
全
な
決
済
方
式
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、
物
流
の
活
発
化
、
技
術
革
新
に
伴
う
輸
送
高
速
化
な
ど
を
背
景
に

し
て
船
荷
証
券
に
よ
る
貿
易
決
済
シ
ス
テ
ム
は
困
難
な
事
態
に
直
面
す
る
。
貿
易
取
引
の
変
化
に
適
応
す
る
決
済
シ
ス
テ
ム
が
考
案
さ
れ

つ
つ
あ
り
、
船
荷
証
券
の
電
子
化
な
ど
の
新
た
な
動
向
も
あ
る
。
法
的
位
置
付
け
な
ど
を
巡
っ
て
過
渡
期
と
し
て
模
索
が
続
い
て
い
る
。

厳
格
一
致
（strict com

pliance
）
の
原
則
、
書
類
点
検
お
よ
び
発
行
依
頼
人
と
の
協
議
の
合
理
的
な
期
間
（reasonable tim

e

）、
留
保
附

（under reserve

）
支
払
、
詐
欺
の
抗
弁
、
受
益
者
の
担
保
責
任
と
無
故
障
書
類
の
発
行
な
ど
に
つ
い
て
、
解
釈
論
と
し
て
検
討
を
深
め
、

信
用
状
統
一
規
則
、
関
連
約
定
書
等
の
改
訂
を
考
え
る
べ
き
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
航
空
運
送
状
に
例
を
と
れ
ば
、
決
済
の
一
層
の

ス
ピ
ー
ド
化
が
予
想
さ
れ
、
運
送
書
類
の
非
流
通
性
か
ら
も
荷
為
替
信
用
状
の
減
少
、
荷
為
替
取
立
て
や
オ
ー
プ
ン
・
ア
カ
ウ
ン
ト
決
済

へ
の
移
行
促
進
が
見
込
ま
れ
よ
う
。

加
え
て
前
提
と
な
る
引
渡
条
件
、
リ
ス
ク
移
転
な
ど
に
関
し
、
国
際
法
規
約
の
体
系
的
解
釈
の
必
要
性
か
ら
、
改
訂
さ
れ
た
イ
ン
コ

タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
の
検
討
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
）
と
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
と
の
比
較
も
実
務
上
重
要
な
課
題
と

な
る
。
検
討
が
進
め
ら
れ
る
我
が
国
の
債
権
法
改
正
と
国
際
取
引
法
・
国
際
的
資
金
決
済
に
か
か
る
影
響
に
つ
い
て
も
一
層
の
考
察
が
求

め
ら
れ
よ
う
。

電
子
化
の
動
き
に
関
し
て
は

（
62
）

、
国
際
的
標
準
化
の
困
難
さ
、
貿
易
業
者
の
費
用
負
担
の
必
要
性
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
特
有

の
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
の
障
害
な
ら
び
に
災
害
発
生
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
へ
の
対
応
、
情
報
保
護
と
管
理
の
問
題
、
国
際
的
Ｅ
Ｄ
Ｉ
構



荷
為
替
信
用
状
取
引
を
巡
る
現
代
的
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

六
九

築
等
も
今
後
の
課
題
と
な
る
。

さ
ら
に
は
近
年
、
信
用
状
に
関
わ
るS

anction

へ
の
対
応
と
い
っ
た
新
た
な
視
点
か
ら
の
課
題
も
生
じ
て
き
て
お
り
、
当
該
銀
行
に

と
っ
て
業
務
上
・
信
用
上
の
大
き
な
経
営
問
題
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
れ
ら
は
慎
重
に
対
応
す
べ
き
国
際
規
範
に
か
か
る
問
題
で
あ
り
、

今
後
は
顧
客
と
共
有
す
べ
き
共
通
認
識
と
し
て
積
極
的
な
情
報
開
示
、
顧
客
理
解
へ
の
地
道
な
努
力
等
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
1
） 

山
田
遼
一
・
佐
野
寛
『
国
際
取
引
法
（
第
三
版
補
訂
二
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
九
年
二
月
）
一
六
九
│
一
八
六
頁
、
一
二
七
│
一
四
八
頁
、

牧
野
和
夫
・
河
村
寛
治
・
飯
田
浩
司
『
国
際
取
引
法
と
契
約
実
務
（
第
二
版
）』
中
央
経
済
社
（
二
〇
〇
八
年
三
月
）
二
〇
九
│
二
二
九
頁
。
長
谷

川
俊
明
『
新
法
律
英
語
の
カ
ギ　

契
約
・
文
書
』
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
（
二
〇
〇
五
年
八
月
）、
田
中
信
幸
『
新
国
際
取
引
法
』
商
事

法
務
研
究
会
（
一
九
九
八
年
五
月
）、
東
京
銀
行
シ
ス
テ
ム
部
東
銀
リ
サ
ー
チ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
『
貿
易
と
信
用
状
』
実
業
之
日
本
社

（
一
九
九
六
年
）、
Ｆ
・
ア
イ
ゼ
ン
マ
ン
、
Ｒ
・
Ａ
・
シ
ュ
ッ
ツ
ェ
『
荷
為
替
信
用
状
の
法
理
概
論
』
九
州
大
学
出
版
会
（
一
九
九
五
年
）、
西
尾
信

一
『
銀
行
取
引
の
法
理
と
実
際
』
日
本
評
論
社
（
一
九
九
八
年
）、
加
野
忠
・
村
井
睦
男
『
国
際
金
融
と
外
国
為
替
（
第
三
版
）』
大
学
教
育
出
版

（
二
〇
一
〇
年
）、
黒
田
厳
『
通
貨
・
決
裁
シ
ス
テ
ム
と
金
融
危
機
』
中
央
大
学
出
版
部
（
二
〇
一
一
年
）、『
Ｉ
Ｃ
Ｃ
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
統
一

規
則
お
よ
び
慣
例
』
国
際
商
業
会
議
所
日
本
委
員
会
（
二
〇
〇
七
年
）、
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
「
国
際
化
Ｆ
Ａ
Ｑ
中
小
企
業
国
際
化
支
援
レ

ポ
ー
ト
」、
日
本
貿
易
振
興
機
構
「
貿
易
・
投
資
相
談
Ｑ
＆
Ａ
輸
入
に
関
す
る
基
本
的
な
制
度
や
手
続
き
：
決
済
・
金
融
・
為
替
」
参
照
。

（
2
） 

香
川
尚
道
『
外
国
為
替
と
貿
易
取
引
』
法
律
文
化
社
（
一
九
八
八
年
五
月
）
二
一
〇
│
二
一
七
頁
参
照
。

（
3
） 

証
券
記
載
事
項
が
決
定
的
な
証
拠
（conclusive evidence

）
と
認
め
ら
れ
る
。
債
権
的
効
力
を
認
め
る
の
は
大
陸
法
系
で
あ
り
我
が
国
も
採

用
す
る
。
英
米
法
系
は
一
応
の
証
拠
と
認
め
る
に
と
ど
ま
る
。

（
4
） 

米
国
で
は
船
荷
証
券
の
形
式
を
指
図
式
（O

rder B
ill of L

ading

）、
記
名
式
（S

traight B
ill of L

adlng

）
と
し
て
、
後
者
は
非
譲
渡
性

（non-negotiable

）
証
券
と
す
る
。



七
〇

（
5
） 

前
掲
・
山
田
遼
一
・
佐
野
寛
一
五
四
│
一
五
五
頁
、
前
掲
・
香
川
尚
道
二
一
七
頁
参
照
。

（
6
） http://ja.w

ikipedia.org/w
iki/%

E
4%

B
F
%
A
1%

E
7%

94%
A
8%

E
7%

8A
%
B
6.

（
7
） 
輸
出
側
の
取
扱
銀
行
が
買
取
を
渋
る
理
由
は
、
デ
ィ
ス
ク
レ
に
お
い
てL
/C

発
行
銀
行
が
支
払
を
拒
否
す
る
た
め
で
（U

npaid

）、
リ
ス
ク
回

避
か
ら
取
立
方
式
を
主
張
す
る
所
以
で
あ
る
。
前
掲
・
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構 http://w

w
w
.sm

rj.go.jp/keiei/kokurepo/faq/dealing/

trade/051937.htm
l.

（
8
） 

双
方
間
の
取
り
決
め
以
外
に
は
解
決
方
法
は
な
い
。http://w

w
w
.hiw

ave.or.jp/H
A
P
E
E
/q_a/76.htm

（
9
） 

「
Ｉ
Ｃ
Ｃ
信
用
状
統
一
規
則
（U

C
P
600

）」
国
際
商
業
会
議
所
日
本
委
員
会http://w

w
w
.iccjapan.org/book/book-j.htm

、IS
P
98

（International S
tandby P

ractice

）
新
堀
聡
「
ス
タ
ン
ド
バ
イ
信
用
状
」
貿
易
実
務
理
論
講
義N

o.34-45

「
国
際
金
融
」N

o.1075-1094

、

U
R
D
G
758

（IC
C
 U

nform
 R

ules for D
em

and G
uarantees, 2010 revision

）
後
藤
守
孝
・
橋
本
徹
「
改
訂
Ｉ
Ｃ
Ｃ
請
求
払
保
証
統
一
規
則
に

つ
い
て
」「
国
際
金
融
」N

o.1215
、http://w
w
w
.jetro.go.jp/w

orld/japan/qa/im
port_07/04A

-000A
35.

（
10
） http://w

w
w
.sm

rj.go.jp/keiei/kokurepo/faq/dealing/trade/051937.htm
l 

（
11
） 

邦
銀
は
一
括
採
択
し
、
米
国
統
一
商
法
典
（
Ｕ
Ｃ
Ｃ
）
は
準
拠
が
明
記
さ
れ
る
信
用
状
に
適
用
さ
れ
る
（
五
│
一
一
六
条
C
）。
適
用
の
裁
判

例
に
つ
き
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
五
月
二
七
日
判
夕
六
四
八
号
一
五
二
頁
、
同
昭
和
六
二
年
五
月
二
九
日
金
融
法
務
一
一
八
六
号
八
四
頁
。
前
掲
・

山
田
遼
一
・
佐
野
寛
一
七
七
│
一
八
二
頁
。

（
12
） C

L
O
U
T
 C

ase447

（A
bstract at A

/C
N
 .9/S

E
R
. C

/A
B
S
T
R
A
C
T
S
/39

）
米
国
連
邦
地
裁S

.D
.N

.Y
.

二
〇
〇
二
年
三
月
二
六
日
判
決
、

C
L
O
U
T
 C

ase549

（A
bstract at A

/C
N
. 9/S

E
R
. C

/A
B
S
T
R
A
C
T
S
/48

）
ス
ペ
イ
ン
法
廷P

rovincial C
ourt of V

alencia, S
ixth D

iv. 

405/2003

（7 June 2003

）
判
決
、CL

O
U
T
 C

ase575

（A
bstract at A

/C
N
. 9/S

E
R
. C

/A
B
S
T
R
A
C
T
S
/51

）
米
国
連
邦
高
等
裁
判
所U

.S
. 

C
ourt of A

ppeals F
ifth C

ircuit; N
o.0220166

（11 June 2003; corrected 7 July 2003

）、
神
戸
地
裁
昭
和
六
一
年
六
月
二
五
日
判
決
（
法

人
税
更
正
処
分
等
取
消
請
求
事
件
）
参
照
。

（
13
） 

東
京
地
判
平
成
九
年
六
月
三
〇
日
判
タ
九
六
六
号
二
三
〇
頁
、
大
阪
地
判
平
成
二
年
二
月
八
日
判
時
一
五
三
一
号
一
四
四
頁
。
外
国
為
替
手
形

取
立
に
つ
き
、
東
京
地
判
平
成
元
年
八
月
二
八
日
金
商
八
二
九
号
三
三
頁
。
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七
一

（
14
） 

東
京
地
判
昭
和
五
二
年
四
月
一
八
日
判
時
八
五
〇
号
三
頁
。
前
掲
・
山
田
遼
一
・
佐
野
寛
一
七
八
│
一
七
九
頁
。

（
15
） 

西
尾
幸
夫
・
三
木
脩
・
武
久
征
治
・
外
為
法
研
究
会
編
「
判
例
研
究 

商
業
信
用
状
・
荷
為
替
手
形
・
貿
易
保
険
に
か
か
わ
る
二
つ
の
裁
判
例
」

龍
谷
法
学
第
四
二
巻
第
三
号
一
三
八
六
│
一
三
八
八
頁
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）。
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
、
二
〇
〇
四
年U

N
ID

R
O
IT

国
際
商
事
契
約
原
則

（U
P

）、IN
C
O
T
E
R
M

S

、UC
P
500

、UR
C
522

（
取
立
統
一
規
則
）
等
の
援
用
可
能
国
際
ル
ー
ル
に
つ
い
て
世
界
法
た
るjus gentium

（
万
民
法
）

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
と
し
て
加
藤
亮
太
朗
「
国
際
取
引
に
お
け
るjus gentium

の
形
成
」
神
戸
学
院
法
学
第
一
号
（
二
〇
〇
六
年

七
月
）
四
五
│
六
五
頁
、
一
四
四
│
一
四
六
頁
。
さ
ら
に
資
金
関
連
で
は
、
一
九
七
七
年
米
国
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（F

oreign C
orrupt 

P
ractices A

ct

）、
一
九
九
七
年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
条
約
（
我
が
国
で
は
不
正
競
争
防
止
法
に
規
定
す
る
こ
と
で
実
効
性
が
担
保
さ

れ
る
）
な
ど
の
検
討
も
必
要
と
な
ろ
う
か
。

（
16
） 

通
知
銀
行
が
通
知
遅
滞
に
よ
り
賠
償
義
務
を
負
う
要
件
が
論
点
と
な
り
相
当
因
果
関
係
を
否
定
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
西
尾
幸
夫
「
通
知
銀
行

が
信
用
状
の
条
件
変
更
を
適
時
に
売
主
に
通
知
し
な
か
っ
た
こ
と
と
売
主
が
被
っ
た
損
害 

最
判
平
成
一
五
・
三
・
二
七
平
成
一
三
第
一
二
九
七
号

損
害
賠
償
請
求
事
件
（
金
融
法
務
事
情
一
六
七
七
号
五
四
頁
、
金
融
・
商
事
判
例
一
一
六
九
号
三
九
頁
）」
前
掲
・
龍
谷
法
学
一
三
八
九
│
一
四
〇
〇

頁
。
信
用
状
統
一
規
則
に
沿
っ
た
法
律
構
成
が
検
討
課
題
と
な
る
。
ま
た
、
外
国
為
替
公
認
銀
行
が
買
取
っ
た
外
国
向
為
替
手
形
が
不
渡
り
と
な
り

銀
行
取
引
契
約
お
よ
び
外
国
為
替
取
引
契
約
の
約
定
に
基
づ
き
手
形
買
戻
請
求
を
す
る
場
合
、
貿
易
保
険
法
お
よ
び
輸
出
手
形
保
険
約
款
の
遡
求
権

行
使
制
限
規
定
と
同
旨
の
特
約
が
締
結
さ
れ
た
と
認
め
る
事
例
と
し
て
、
三
木
脩
「
輸
出
手
形
保
険
の
保
険
金
支
払
と
不
渡
手
形
の
買
戻
請
求
事
件 

東
京
高
判
平
成
六
・
二
・
二
八
為
替
手
形
金
等
請
求
控
訴
事
件
（
判
時
一
五
〇
二
号
一
四
四
頁
）」
前
掲
・
龍
谷
法
学
一
四
〇
一
│
一
四
二
五
頁
。

振
出
人
（
売
主
）
の
「
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
や
買
戻
請
求
額
と
政
府
保
険
に
よ
る
填
補
額
の
関
係
の
解
釈
が
論
点
と
な
る
。
手
形
法
の
ほ
か
、

銀
行
取
引
契
約
や
外
国
為
替
取
引
契
約
の
約
定
、
貿
易
保
険
法
、
輸
出
手
形
保
険
約
款
、
貿
易
保
険
の
実
務
等
が
関
連
す
る
。

（
17
） http://w

w
w
.sm

rj.go.jp/keiei/kokurepo/faq/dealing/trade/051935.htm
l

（
18
） 

新
堀
聰
「
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
に
つ
い
て
」
国
際
取
引
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
〇
一
一
年
五
月
一
四
日
）
一
│
二
六
頁
参
照
、
以
下
同
。

実
務
家
向
け
に
詳
細
な
検
討
を
さ
れ
て
い
る
。

（
19
） 

Ｆ
Ａ
Ｓ
・
Ｆ
Ｏ
Ｂ
・
Ｃ
Ｆ
Ｒ
・
Ｃ
Ｉ
Ｆ
規
則
の
助
言
メ
モ
とA

4

。



七
二

（
20
） 

Ｄ
Ａ
Ｐ
導
入
に
よ
り
Ｄ
Ａ
Ｆ
と
Ｄ
Ｄ
Ｕ
も
必
要
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
21
） 

イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
は
チ
ャ
ー
ジ
の
負
担
者
に
つ
い
て
各
規
則
に
具
体
的
規
定
が
設
け
ら
れ
る
印
象
が
あ
る
が
、
実
際
は
Ｃ
Ｐ
Ｔ
の

A
6b

）
で
「
運
送
契
約
で
売
主
の
勘
定
と
さ
れ
た
、
仕
向
地
に
お
け
る
荷
卸
の
諸
掛
を
含
め
て
、A

3a

）
か
ら
生
じ
る
運
賃
そ
の
他
の
一
切
の
費
用
」

を
売
主
負
担
、B

6b

）
で
「
か
か
る
費
用
お
よ
び
諸
掛
が
、
運
送
契
約
の
下
で
売
主
の
勘
定
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
合
意
さ
れ
た
仕
向
地
に
物
品

が
到
着
す
る
ま
で
の
輸
送
中
に
お
け
る
物
品
に
関
す
る
一
切
の
費
用
お
よ
び
諸
掛
」
を
買
主
負
担
と
し
、
横
地
（
場
合
に
よ
り
中
間
地
）
に
お
け
る

問
題
を
処
理
す
る
。
揚
地
チ
ャ
ー
ジ
は
買
主
負
担
と
解
さ
れ
る
が
、
ヤ
ー
ド
間
輸
送
を
前
提
と
し
た
運
送
契
約
で
売
主
負
担
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
船
会
社
の
実
務
で
は
チ
ャ
ー
ジ
は
居
住
者
に
請
求
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
前
掲
・
新
堀
八
│
九
頁
。

（
22
） 

副
題
と
し
て
、IC

C
 rules for the use of dom

estic and international trade term
s

と
明
記
す
る
。

（
23
） 

「
同
じ
Ｆ
Ｏ
Ｂ
と
い
っ
て
も
、
国
に
よ
り
、
ま
た
、
業
種
に
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
決
め
た
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の

内
容
は
、A

-1

か
らA

・10

ま
で
に
規
定
し
た
売
主
の
義
務
と
、B

・1

か
らB

・10

ま
で
に
規
定
し
た
買
主
の
義
務
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
」
と

の
趣
旨
で
あ
る
。

（
24
） 

Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
関
し
、
我
が
国
の
商
法
学
と
の
関
連
で
重
大
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
教
授
「
商
法
学
の
立
場
か
ら
み
た

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約 P

erspectives on the C
IS

G
 from

 the view
point of Japanese C

om
m
ercial L

aw

」『
特
集
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
に
つ

い
て
（
日
本
大
学
法
学
部
創
設
百
二
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）』
法
学
紀
要
第
五
一
巻
二
七
三
│
二
九
一
頁
（
二
〇
〇
九
年
）
日
本
大
学
法
学

部
法
学
研
究
所
参
照
。
松
嶋
隆
弘
教
授
は
商
法
典
と
の
対
比
と
し
て
、
①
製
造
物
供
給
契
約
の
扱
い
、
②
諾
否
通
知
義
務
（
商
法
五
〇
九
条
）、
③

目
的
物
の
検
査
・
通
知
義
務
（
商
法
五
二
六
条
一
項
）、
④
目
的
物
の
保
管
等
（
商
法
五
二
四
条
、
五
二
七
条
）、
⑤
定
期
売
買
の
解
除
規
制
（
商
法

五
二
五
条
）、
さ
ら
に
商
法
学
上
議
論
と
な
り
得
る
点
と
し
て
、
⑥
不
法
行
為
法
の
接
点
に
つ
き
、
鋭
く
検
討
を
加
え
ら
れ
る
。
⑤
で
は
、「
Ｃ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
に
お
い
て
は
「
重
大
性
」
に
関
す
る
判
断
リ
ス
ク
を
買
主
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
を
述
べ
ら
れ
る
。
⑥
で
は
、
契
約
責
任
と
不
法
行

為
責
任
と
の
競
合
（
請
求
権
競
合
）
を
論
じ
ら
れ
る
。「
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
過
失
責
任
主
義
を
採
用
し
て
い
な
い
代
わ
り
に
、
免
責
に
つ
い
て
規
定
す
る

と
こ
ろ
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
七
九
条
）
…
司
法
判
断
に
つ
き
予
測
可
能
性
を
欠
く
た
め
、
…
免
責
約
款
を
作
成
す
る
こ
と
が
多
い
…
解
釈
論
上
議
論
と
な
る

の
は
、
右
免
責
約
款
の
意
義
が
不
法
行
為
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
減
殺
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
…
国
際
海
上
物
品
運
送
法
は
、
運
送
人



荷
為
替
信
用
状
取
引
を
巡
る
現
代
的
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

七
三

の
債
務
不
履
行
責
任
に
関
す
る
規
定
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
に
も
準
用
さ
れ
る
旨
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
る
が
（
国
際
海
上
物
品

運
送
法
二
〇
条
の
二
）、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
、
…
対
象
を
限
定
し
て
い
る
の
で
、
か
か
る
規
定
は
置
い
て
い
な
い
。
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
関
し
て
も
…
不
法
行
為

責
任
と
の
競
合
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
…
議
論
は
そ
の
ま
ま
問
題
と
な
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
…
最
判
平
成
一
〇
年
四
月
三
〇
日
、
…

大
阪
高
判
平
成
一
三
年
四
月
一
一
日
の
よ
う
な
解
釈
論
に
頼
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
」。「
最
判
平
成
一
〇
年
四
月
三
〇
日
判
時
一
六
四
六
号
一
六
二

頁
は
、
…
一
定
額
に
制
限
す
る
こ
と
は
…
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
…
責
任
限
度
額
の
定
め
は
…
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
責
任
…
だ
け
で
な
く
、
不

法
行
為
に
基
づ
く
責
任
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
、
当
事
者
の
合
理
的
な
意
思
に
合
致
す
る
…
事
情
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、

信
義
則
上
、
責
任
限
度
額
を
超
え
て
運
送
人
に
対
し
て
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
、
当
該
議
論
に
対

す
る
一
定
の
解
決
の
方
向
性
を
示
さ
れ
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
導
入
が
実
務
界
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
さ
ら
な
る
未
踏
の
論
点
に
対
す
る
重

大
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
深
く
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
25
） 

Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
危
険
移
転
の
時
期
に
つ
き
、
①
輸
送
を
含
む
契
約
は
第
六
七
条
第
一
項
、
第
二
文
、
第
六
九
条
第
二
項
、
②
輸
送
中
の
物
品
売
買

は
第
六
八
条
、
③
そ
の
他
第
六
九
条
第
一
項
、
第
二
項
が
定
め
ら
れ
る
。

（
26
） 

標
準
的
取
引
条
件
の
定
義
を
改
正
前
米
国
統
一
商
法
典
同
様
に
条
約
に
入
れ
る
意
見
も
あ
っ
た
が
、
改
正
の
頻
度
、
商
慣
習
の
技
術
的
詳
細
面

な
ど
か
ら
見
送
ら
れ
た
。

（
27
） 

『
民
法
（
債
券
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
の
補
足
説
明
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
一
年
六
月
）、
大
阪
弁
護
士
会
編
『
民
法

（
債
券
関
係
）
改
正
の
論
点
と
実
務＜

上＞

』（
二
〇
一
一
年
三
月
）。

（
28
） 

柏
木
昇
「
債
権
法
改
正
中
間
論
点
補
足
説
明
」
国
際
取
引
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
〇
一
一
年
七
月
二
三
日
）。
第
一
に
、
民
法
五
三
六
条
第
二
項

の
取
扱
い
等
に
つ
き
、
国
際
取
引
で
は
反
対
給
付
を
全
部
認
め
る
大
雑
把
な
処
理
は
実
務
的
で
は
な
い
。
第
二
に
、
債
権
者
主
義
（
民
五
三
四
条

⑴
）
の
危
険
移
転
時
期
に
つ
き
、
国
際
取
引
で
は
特
定
物
（unique goods
）
売
買
は
極
端
に
少
な
い
。
ま
た
阿
部
博
友
「
民
法
（
債
券
関
係
）
の

改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理　

第
三
九
売
買
│
売
買
の
効
力
（
担
保
責
任
）」
前
掲
・
国
際
取
引
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
れ
ば
、
⒜
瑕
疵
担
保

責
任
（
民
五
七
〇
条
）
に
関
し
て
、
第
一
に
、
国
際
的
動
向
と
の
調
和
で
あ
る
。
第
二
に
、
法
定
責
任
・
契
約
責
任
の
実
質
的
差
異
は
狭
ま
っ
た
が
、

難
解
で
改
正
が
必
要
で
あ
る
。
第
三
に
、
債
務
不
履
行
責
任
に
統
合
す
る
こ
と
が
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
と
の
整
合
性
も
高
い
。
第
四
に
、
ド
イ
ツ
改
正
民
法
、



七
四

オ
ラ
ン
ダ
民
法
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
な
ど
が
国
際
的
潮
流
と
な
る
。
第
五
に
、
①
「
瑕
疵
」
に
つ
い
て
、
主
観
的
・
客
観
的
概
念
と
し
て
「
契
約

不
適
合
」（
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
三
五
条
）
を
使
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
三
六
条
は
危
険
移
転
時
を
基
準
時
と
規
定
す
る
。
②
「
隠
れ
た
」
要

件
に
つ
き
、
目
的
物
受
領
義
務
、
検
査
義
務
、
瑕
疵
発
見
の
場
合
の
通
知
義
務
、
怠
っ
た
場
合
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
条
文
化
す
る
。
③
買
主
救
済

に
つ
き
、
損
害
賠
償
請
求
権
と
解
除
権
の
み
な
ら
ず
、
履
行
請
求
権
（
修
補
・
代
替
品
）、
減
額
請
求
、
解
除
お
よ
び
損
害
賠
償
の
権
利
を
認
め
る
。

④
買
主
権
利
の
相
互
関
係
等
に
つ
き
二
五
条
は
「
重
大
な
契
約
違
反
」
を
規
定
し
、
契
約
解
除
や
代
替
品
納
入
請
求
権
の
行
使
は
限
定
さ
れ
る
。
買

主
は
両
立
し
な
い
法
的
救
済
は
認
め
ら
れ
な
い
（
四
六
条
）。
救
済
の
権
利
の
相
互
関
係
を
規
律
す
る
規
定
を
置
く
。
⑤
短
期
期
間
制
限
に
つ
き
検

査
義
務
の
要
否
と
併
せ
て
検
討
す
る
。
三
八
条
（
買
主
検
査
義
務
）、
三
九
条
（
契
約
不
適
合
の
通
知
義
務
）
に
よ
り
売
主
の
履
行
補
完
が
可
能
と

な
る
。
一
方
、
ド
イ
ツ
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
で
は
商
事
売
買
に
限
定
さ
れ
日
本
法
も
商
人
間
売
買
に
限
定
さ
れ
る
。
買
主
を
事
業
者
、
非
事
業
者

に
区
分
し
て
検
査
義
務
を
規
定
し
「
基
本
方
針
」
と
同
じ
提
言
を
行
う
。
⑥
五
三
条
は
買
主
の
物
品
受
領
義
務
を
定
め
、
受
領
拒
絶
は
債
務
不
履
行

を
構
成
す
る
。
⒝
権
利
の
瑕
疵
に
関
す
る
担
保
責
任
（
民
五
六
〇
条
│
五
六
七
条
）
は
、
①
総
論
と
し
て
四
一
条
の
と
お
り
、
第
三
者
の
請
求
権
の

対
象
と
な
ら
な
い
完
全
な
所
有
権
の
移
転
は
売
主
の
基
本
的
義
務
で
あ
り
、
義
務
違
反
は
債
務
不
履
行
責
任
に
一
元
化
す
る
。
②
数
量
超
過
に
つ
き

（
民
五
六
五
条
）、
五
二
条
二
項
は
検
査
・
通
知
義
務
を
前
提
に
超
過
分
受
領
の
売
主
の
拒
絶
権
、
超
過
分
受
領
の
場
合
の
相
当
代
金
の
支
払
義
務
を

規
定
す
る
。
瑕
疵
あ
る
目
的
物
の
引
渡
後
の
滅
失
・
損
傷
に
つ
き
、
六
六
条
│
七
〇
条
が
該
当
規
定
で
あ
り
債
権
法
で
も
明
確
化
す
る
。

（
29
） 

反
対
債
務
の
期
限
の
利
益
喪
失
は
、
労
働
契
約
に
於
け
る
使
用
者
側
に
よ
る
就
労
拒
否
の
特
別
規
定
と
す
れ
ば
足
り
る
。
前
掲
・
柏
木
昇
参
照
。

（
30
） 

①
効
果
の
具
体
化
・
明
確
化　

債
務
不
履
行
と
し
て
合
理
的
期
間
内
に
催
告
し
船
舶
手
配
が
な
け
れ
ば
売
主
は
契
約
解
除
、
解
除
せ
ず
に
買
主

に
通
知
し
代
替
取
引
が
で
き
る
と
す
れ
ば
よ
く
、
受
領
遅
滞
を
特
別
に
扱
う
必
要
が
な
い
。
②
損
害
賠
償
請
求
・
解
除
の
可
否　

規
定
は
必
要
は
な

い
。
重
大
な
契
約
違
反
の
受
領
遅
滞
は
解
除
を
認
め
る
べ
き
、
相
場
暴
落
時
の
Ｆ
Ｏ
Ｂ
契
約
で
買
主
が
船
舶
指
定
を
し
な
い
場
合
、
早
く
解
除
し
て

転
売
損
を
少
な
く
す
る
必
要
が
あ
る
。
転
売
が
一
般
で
受
領
強
制
は
必
要
な
い
。
受
領
遅
滞
に
解
除
権
の
規
定
を
置
い
て
も
「
実
務
に
無
用
な
混
乱

を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
」
は
全
く
な
い
。

（
31
） 

民
商
法
規
定
の
整
備
で
あ
る
。
富
澤
敏
勝
「
債
権
法
改
正
に
あ
た
り
国
際
取
引
と
の
関
係
で
留
意
す
べ
き
点　

中
間
論
点
整
理　

第
一
一
〜
一
第

一
六
（
三
五
〜
五
七
頁
）」
前
掲
・
国
際
取
引
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
。



荷
為
替
信
用
状
取
引
を
巡
る
現
代
的
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

七
五

（
32
） 

有
価
証
券
を
指
図
証
券
と
持
参
人
払
証
券
に
分
類
し
規
定
を
整
理
す
る
（
①
│
⑥
）。
前
掲
・『
民
法
（
債
券
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的

な
論
点
整
理
の
補
足
説
明
』
一
二
四
│
一
三
三
頁
。

（
33
） http://w

w
w
.sm

rj.go.jp/keiei/kokurepo/faq/dealing/trade/051937.htm
l

（
34
） 
サ
レ
ン
ダ
ー
Ｂ
／
Ｌ
・
Ｌ
／
Ｃ
決
済
で
は
開
設
銀
行
か
ら
買
主
へ
証
券
の
正
本
が
引
渡
さ
れ
ず
、
買
主
が
商
品
を
受
領
後
、
銀
行
に
デ
ィ
ス
ク

レ
と
し
て
支
払
い
を
拒
否
で
き
る
。
第
三
者
間
の
貿
易
で
は
注
意
が
必
要
と
な
る
。

（
35
） 

リ
ス
ク
は
、
到
着
ベ
ー
ス
の
条
件
（
Ｄ
Ｅ
Ｓ
、
Ｄ
Ｅ
Ｑ
、
Ｄ
Ｄ
Ｕ
、
Ｄ
Ｄ
Ｐ
等
）
を
除
き
、
Ｃ
Ｉ
Ｆ
、
Ｃ
Ｆ
Ｒ
、
Ｆ
Ｏ
Ｂ
等
で
は
売
主
国
で
買

主
に
移
る
。
本
船
が
買
主
国
の
港
に
到
着
後
は
、
売
主
の
協
力
義
務
は
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
る
。

（
36
） 

西
道
彦
「
電
子
荷
為
替
信
用
取
引
と
所
有
権
移
転
問
題
」
福
岡
大
学
商
学
論
叢
第
四
九
巻
第
三
・
四
号
（
通
巻
第
一
七
七
・
一
七
八
号
）
二
七
一

│
二
九
〇
頁
（
二
〇
〇
五
年
三
月
）
に
お
い
て
詳
説
さ
れ
る
。
以
下
参
照
。

w
w
w
.adm

.fukuoka-u.ac.jp/fu844/hom
e2/R

onso/...3+4/C
4934_0271.pdf.

（
37
） http://w

w
w
.jetro.go.jp/w

orld/qa/t_basic/04C
-040301?print=1

（
38
） B

ill of L
ading for E

urope

。
約
九
〇
社
（
我
が
国
で
は
約
三
〇
社
）
が
加
入
す
る
。
一
九
九
八
年
七
月
国
際
銀
行
間
金
融
通
信
協
会
Ｓ
Ｗ

Ｉ
Ｆ
Ｔ
（S

ociety for W
orldw

ide Interbank F
inancial T

elecom
m
unication

）
と
コ
ン
テ
ナ
運
送
相
互
保
険
組
合T

T
C
lub

（T
hrough 

T
ransport M

utual C
lub

）
の
合
弁
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
、B

olero International L
td

（
Ｂ
Ｉ
Ｌ
本
社
ロ
ン
ド
ン
）
が
運
営
す
る
。
貿
易
金

融
Ｅ
Ｄ
Ｉ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
権
限
移
転
管
理
Ｔ
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
（T

itle R
egistry

）
に
よ
りB

olero

電
子
船
荷
証
券
の
内
容
お
よ
び
権
利
の
登

録
・
移
転
を
管
理
す
る
。http://w

w
w
.bolero.net.

（
39
） 

八
尾
晃
『
電
子
貿
易
と
国
際
ル
ー
ル
』
東
京
経
済
情
報
出
版
（
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
一
頁
。

（
40
） 

受
益
利
益
は
物
品
に
対
す
る
完
全
な
支
配
権
と
解
さ
れ
、
物
理
的
引
渡
に
よ
り
移
転
す
る
。
担
保
利
益
は
質
権
、
抵
当
権
等
の
よ
う
な
一
時
的
、

部
分
的
、
制
限
的
支
配
権
と
解
さ
れ
売
主
は
支
払
を
受
け
る
ま
で
保
有
す
る
。
手
形
買
取
に
よ
り
買
取
銀
行
に
移
転
し
、
支
払
・
引
受
に
よ
り
消
滅

す
る
。
分
割
所
有
権
理
論
は
Ｕ
Ｃ
Ｃ
（
第
二
│
四
〇
一
条
第
一
項
）
に
規
定
さ
れ
る
。
買
取
銀
行
の
所
有
権
は
信
託
的
担
保
利
益
で
、
外
国
向
為
替

手
形
取
引
約
定
書
、
信
用
状
取
引
約
定
書
で
は
譲
渡
担
保
と
し
て
売
主
に
金
融
す
る
。U

niform
 C

om
m
ercial C

ode

（1951

）2-401

（1

）.

前
掲
・



七
六

西
道
彦
二
七
九
│
二
八
〇
頁
。

（
41
） 

付
加
価
値
サ
ー
ビ
ス
（V

alue A
dded S

ervice

）
と
し
て
Ｓ
Ｕ
Ｒ
Ｆ
（S

ettlem
ent U

tility for M
anaging R

isk and F
inance

）
が
あ
り
、

Ｃ
Ｍ
Ｐ
と
Ｔ
Ｒ
を
利
用
し
た
電
子
的
受
渡
に
よ
る
自
動
決
済
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
任
意
決
済
と
し
てO

pen A
ccount

（
清
算
勘
定
）、A

dvance 

P
aym

ent
（
前
払
）、D

ocum
entary C

ollection

（
荷
付
取
立
手
形
）、D

ocum
entary C

redits

、S
tandby C

redit

が
あ
る
。D

ocum
entary 

C
redits

で
は
電
子
決
済
関
連
書
類
（
支
払
指
図
等
）
の
動
き
が
船
荷
証
券
引
渡
と
結
合
し
て
銀
行
の
支
払
確
約
が
要
求
さ
れ
、
Ｔ
Ｒ
の
船
荷
証
券

に
よ
る
物
品
の
権
利
移
転
と
支
払
が
連
動
す
る
。

（
42
） 

八
尾
晃
『
貿
易
・
金
融
の
電
子
取
引
』
東
京
経
済
情
報
出
版
二
九
三
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

（
43
） 

民
法
上
の
指
図
に
よ
る
占
有
移
転
と
し
て
解
さ
れ
る
。

（
44
） 

前
掲
・
西
道
彦
二
八
六
│
二
八
七
頁
。
解
釈
は
ま
ち
ま
ち
で
、
難
し
い
問
題
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
45
） 

二
〇
〇
一
年
四
月
「
商
業
登
記
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
で
確
定
日
付
取
得
が
可
能
と
な
る
。

（
46
） 

我
が
国
の
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
施
行
）
に
関
し
て
、
①
譲
渡
禁
止
特
約
、
支
払
記
録
の
法
的
意
味
（
権
利
消
滅
の
対

抗
（
証
明
）
要
件
）、
②
電
子
記
録
の
請
求
と
意
思
表
示
に
つ
き
双
方
請
求
の
要
否
、
当
事
者
間
契
約
と
の
関
係
、
債
権
の
内
容
（
九
条
一
項
）
に

つ
き
「
参
考
事
項
」
は
無
益
的
・
有
益
的
記
録
事
項
の
何
れ
か
、
③
電
子
記
録
債
権
の
譲
渡
に
つ
き
、
指
名
債
権
譲
渡
に
よ
る
可
否
、
譲
渡
担
保
、

善
意
取
得
制
度
の
適
用
範
囲
、「
電
子
記
録
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
」（
二
〇
条
一
項
）
の
意
義
・
重
過
失
の
要
否
、
指
名
債
権
と
電
子
記

録
債
権
の
多
重
的
処
分
等
が
検
討
さ
れ
る
。
④
将
来
指
名
債
権
の
譲
渡
は
、
債
権
譲
渡
担
保
の
ほ
か
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
や
流
動
資
産

担
保
融
資
（A

seet B
ased L

ending

）
の
手
段
と
し
て
事
業
資
金
調
達
目
的
で
利
用
さ
れ
、
電
子
記
録
債
権
法
制
も
将
来
債
権
譲
渡
を
可
能
と
す

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
よ
う
。
池
田
真
朗
・
小
野
傑
・
中
村
康
平
『
電
子
記
録
債
権
法
の
理
論
と
実
務
﹇
別
冊
金
融
・
商
事
判
例
﹈』
経
済
法
令
研
究

会
（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
│
六
七
頁
参
照
。

（
47
） 

原
因
債
務
の
履
行
と
迅
速
・
確
実
な
決
済
の
同
時
履
行
の
必
要
性
は
失
わ
れ
な
い
。
小
塚
荘
一
郎
「
荷
為
替
信
用
状
取
引
の
電
子
化
」
上
智
法

學
論
集
四
四
⑷
四
三
│
六
九
頁
（
二
〇
〇
一
年
三
月
三
一
日
）。

（
48
） 

機
械
的
照
合
に
置
換
す
る
と
一
言
一
句
対
応
し
な
い
場
合
デ
ィ
ス
ク
レ
と
判
定
さ
れ
る
。
第
一
に
、
書
類
点
検
の
完
璧
さ
は
む
し
ろ
望
ま
し
い
。



荷
為
替
信
用
状
取
引
を
巡
る
現
代
的
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

七
七

他
方
、
船
積
時
の
外
観
の
評
価
や
証
明
書
用
語
等
に
つ
い
て
電
子
化
進
展
後
も
デ
ィ
ス
ク
レ
は
相
当
数
が
残
存
し
、
厳
格
一
致
の
判
断
を
妨
げ
な
い

か
、
共
通
理
解
策
定
の
必
要
が
あ
る
。
第
二
に
、
現
行
規
定
の
解
釈
の
変
更
の
可
能
性
で
あ
る
。
Ｕ
Ｃ
Ｃ
五
│
一
〇
八
条
⒜
は
特
約
に
よ
り
、
光
学

的
手
段
に
よ
る
書
類
照
合
を
認
め
る
（U

C
C
§

5-108 O
ffi  cial C

om
m
ent 1

）。「
信
用
状
を
常
時
発
行
す
る
金
融
機
関
の
標
準
的
実
務
」（U

C
C

§
5-108⒠

）
に
電
子
化
の
書
類
照
合
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
今
後
は
「
標
準
実
務
」
と
し
て
主
張
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
統
一
規
則

一
三
条
、
取
引
約
定
書
ひ
な
型
九
条
も
同
様
で
明
示
的
解
決
が
望
ま
し
い
。
前
掲
・
小
塚
荘
一
郎
五
一
│
六
九
頁
、
以
下
同
。

（
49
） 

短
時
間
内
に
デ
ィ
ス
ク
レ
が
判
明
し
、
発
行
銀
行
は
支
払
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
統
一
規
則
一
三
条
⒝
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
五
│
一
〇
八

条
⒝
も
七
営
業
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
合
理
的
な
期
間
（reasonable tim

e

）
を
与
え
る
。
実
務
で
は
発
行
依
頼
人
と
協
議
す
る
。
発
行
銀
行
は

特
約
が
な
い
限
り
協
議
義
務
は
な
く
、
条
件
一
致
の
判
断
の
責
任
を
発
行
依
頼
人
に
転
嫁
で
き
な
い
が
、
デ
ィ
ス
ク
レ
の
支
障
を
判
断
し
得
る
の
は

発
行
依
頼
人
で
あ
り
、
事
実
上
意
思
は
尊
重
さ
れ
る
。
統
一
規
則
は
実
務
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
来
の
相
当
な
期
間
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
（
一
四
条
⒞
）
と
す
る
（U

C
C
§

5-108 O
ffi  cial C

om
m
ent 2 

同
旨
）。
処
理
時
間
短
縮
に
よ
り
協
議
は
不
可
能
に
な
り
、
実
務
を
適
切
と
す

れ
ば
機
械
的
処
理
時
間
と
別
に
協
議
期
間
を
発
行
銀
行
に
与
え
る
必
要
が
生
じ
る
。
現
行
規
定
の
解
釈
余
地
が
問
題
と
な
ろ
う
。
明
示
規
定
設
置
が

明
確
で
あ
る
が
、
協
議
を
任
意
的
と
し
た
従
来
の
考
え
方
と
矛
盾
し
な
い
か
疑
問
も
あ
る
。

（
50
） 

デ
ィ
ス
ク
レ
と
支
払
銀
行
が
判
断
す
る
が
受
益
者
が
支
払
を
要
請
す
る
場
合
、
支
払
銀
行
は
留
保
附
き
（under reserve

）
支
払
に
応
じ
、

発
行
銀
行
が
補
償
拒
絶
す
れ
ば
受
益
者
か
ら
の
償
還
請
求
権
を
留
保
す
る
。
支
払
銀
行
は
発
行
銀
行
が
異
な
る
判
断
を
す
る
リ
ス
ク
を
受
益
者
に
転

嫁
す
る
。
受
益
者
の
資
力
に
不
安
が
あ
れ
ば
銀
行
等
の
保
証
状
が
徴
さ
れ
る
（
統
一
規
則
一
四
条
⒡
）。
争
点
は
、
支
払
銀
行
の
償
還
請
求
は
発
行

銀
行
の
補
償
拒
絶
が
正
当
な
場
合
に
限
ら
れ
る
か
で
、
英
国
控
訴
院
判
決
で
は
当
不
当
を
問
わ
ず
受
益
者
は
償
還
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

B
anque de 1 ’Indochine et de S

uez S
.A

. v J.H
.R

ayner

（M
Incing L

ane

）L
td.

フ
ラ
ン
ス
に
限
定
さ
れ
た
場
合
の
み
認
め
る
破
毀
院
判
決

も
あ
る
。C

ass. com
. 28juin1955, B

ull. civ., 1ll, n. 184, p.153.
電
子
化
に
よ
り
デ
ィ
ス
ク
レ
が
客
観
的
・
機
械
的
に
判
定
さ
れ
、
留
保
附
支

払
の
意
味
は
か
な
り
失
わ
れ
、
償
還
請
求
は
補
償
拒
絶
が
客
観
的
に
正
当
と
認
め
ら
れ
る
限
り
で
足
り
る
。
電
子
化
後
も
デ
ィ
ス
ク
レ
の
完
全
な
消

滅
は
な
い
と
す
る
と
厳
格
一
致
も
一
言
一
句
と
は
解
さ
れ
ず
、
デ
ィ
ス
ク
レ
の
評
価
が
分
か
れ
る
可
能
性
も
残
る
。
発
行
銀
行
の
判
断
を
争
う
コ
ス

ト
は
受
益
者
が
負
担
す
べ
き
で
、
償
還
請
求
権
は
補
償
拒
絶
の
当
否
を
問
わ
ず
行
使
し
う
る
と
解
す
る
べ
き
か
。
我
が
国
で
も
デ
ィ
ス
ク
レ
の
場
合
、



七
八

補
償
状
を
徴
求
し
買
取
に
応
じ
る
場
合
が
あ
る
。
銀
行
取
引
約
定
書
お
よ
び
外
国
向
為
替
手
形
取
引
約
定
書
に
お
い
て
、
買
戻
債
務
（
外
国
向
為
替

手
形
取
引
約
定
書
ひ
な
型
一
五
条
一
│
二
項
）
の
補
償
状
や
外
国
向
為
替
手
形
取
引
約
定
書
の
留
保
権
利
の
範
囲
が
問
題
と
な
り
、
後
者
に
つ
き
裁

判
例
で
は
文
言
ど
お
り
一
切
の
支
払
拒
絶
等
が
買
戻
債
務
の
発
生
原
因
と
な
る
。
東
京
地
判
平
成
二
・
一
一
・
一
九
金
融
商
事
判
例
八
六
二
号
一
七

頁
、
東
京
高
判
平
成
三
・
八
・
二
六
金
融
商
事
判
例
八
八
八
号
一
六
頁
、
東
京
地
判
平
成
五
・
二
・
二
二
金
融
商
事
判
例
九
三
二
号
九
頁
。
デ
ィ
ス

ク
レ
の
主
観
的
評
価
が
避
け
が
た
い
限
り
一
応
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
他
方
「
常
軌
を
逸
し
た
権
利
濫
用
等
」
の
場
合
に
例
外
的
に
買
戻
請

求
が
許
さ
れ
な
い
と
す
る
裁
判
例
と
し
て
東
京
高
判
平
成
三
・
八
・
二
六
金
融
商
事
判
例
八
八
八
号
一
六
頁
。
電
子
的
デ
ー
タ
照
合
に
デ
ィ
ス
ク
レ

が
な
い
と
分
か
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
買
戻
請
求
す
れ
ば
、「
権
利
濫
用
」
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
塚
荘
一
郎
「
信
用
状
取
引
に
お
け
る
荷
為
替

手
形
の
買
戻
」『
国
際
金
融
法
研
究
会
報
告
書
│
国
際
金
融
・
国
際
取
引
・
国
際
倒
産
│
』
二
五
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
51
） 

信
用
状
は
原
因
関
係
と
独
立
し
た
抽
象
的
債
務
で
あ
り
（
統
一
規
則
三
条
）、
受
益
者
等
に
よ
る
詐
欺
は
多
い
。
電
子
化
は
詐
欺
の
可
能
性
に

対
し
両
義
的
に
働
き
、
未
然
に
発
見
す
る
効
果
は
期
待
さ
れ
る
。
反
面
、
信
用
状
条
件
が
表
面
上
充
足
さ
れ
る
限
り
、
疑
義
情
報
を
得
て
も
慎
重
に

時
間
を
費
や
し
て
書
類
点
検
し
デ
ィ
ス
ク
レ
を
発
見
す
る
対
応
は
難
し
く
な
り
詐
欺
の
抗
弁
を
正
面
か
ら
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
権
利
濫
用
の
抗

弁
）。
Ｕ
Ｃ
Ｃ
で
は
呈
示
書
類
偽
造
、
呈
示
書
類
の
重
大
な
詐
欺
、
受
益
者
に
よ
る
詐
欺
助
長
、
正
当
所
持
人
等
の
請
求
を
除
き
、
発
行
銀
行
は
支

払
を
拒
み
得
る
（U

C
C
§

5-109⒜

）。
受
益
者
に
よ
る
詐
欺
助
長
は
原
因
関
係
上
の
詐
欺
で
あ
る
（U

C
C
§

5-108 O
ffi  cial C

om
m
ent1

）。
解
釈

論
と
し
て
も
抗
弁
は
認
め
ら
れ
、
要
件
と
し
て
詐
欺
の
存
在
の
明
白
さ
を
要
求
す
る
。
大
阪
地
判
昭
和
六
一
・
三
・
二
八
金
融
・
商
事
判
例
九
〇
一

号
一
八
頁
、
江
頭
憲
治
郎
『
商
取
引
法
﹇
第
二
版
﹈』
一
五
一
頁
（
一
九
九
六
年
）。
発
行
銀
行
は
支
払
拒
絶
す
れ
ば
受
益
者
か
ら
の
提
訴
リ
ス
ク
を

負
い
、
抗
弁
行
使
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
乏
し
く
、
依
頼
人
と
の
関
係
で
抗
弁
主
張
の
義
務
を
負
う
か
問
題
と
な
る
。
大
陸
法
諸
国
で
は
確
実
に
抗

弁
が
成
立
す
る
場
合
、
主
張
義
務
を
肯
定
す
る
傾
向
に
あ
る
。
Ｕ
Ｃ
Ｃ
は
拒
絶
義
務
を
負
わ
な
い
と
し
（U

C
C
§

5-109⒜
⑵

）、
一
定
要
件
充
足

に
よ
り
依
頼
人
自
身
が
差
止
命
令
（injuntion

）
を
求
め
得
る
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
（（U

C
C
§

5-109⒝

）。
我
が
国
で
は
発
行
銀
行
と
依
頼

人
の
法
律
関
係
の
解
釈
に
帰
着
し
取
引
約
定
書
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
（
五
│
六
条
、
九
条
）。
六
条
は
独
立
抽
象
性
の
確
認
で
例
外
た
る
詐
欺
の
抗

弁
に
は
妥
当
し
な
い
。
詐
欺
が
明
白
な
状
況
で
は
九
条
の
「
相
当
の
注
意
」
を
尽
く
し
た
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
五
条
も
明
白
な
詐
欺
は
対
象
と
し

な
い
。
他
方
、
約
定
書
に
よ
り
受
任
者
義
務
（
民
法
六
四
四
条
）
と
し
て
発
行
銀
行
が
抗
弁
主
張
の
義
務
を
負
う
と
の
見
解
も
あ
る
。
浅
木
慎
一



荷
為
替
信
用
状
取
引
を
巡
る
現
代
的
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

七
九

「
荷
為
替
信
用
状
と
詐
欺
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
一
七
号
二
二
三
頁
（
一
九
八
七
年
）、
江
頭
憲
治
郎
「
請
求
払
無
因
保
証
取
引
の
法
的
性
質
」

金
融
法
務
事
情
一
三
九
五
号
九
頁
（
一
九
九
四
年
）、
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
五
月
二
日
判
タ
六
四
八
号
一
五
二
頁
。
発
行
銀
行
は
受
益
者
、
依
頼

人
双
方
へ
の
矛
盾
す
る
支
払
義
務
に
挟
ま
れ
る
危
険
が
あ
ろ
う
が
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
同
様
依
頼
人
の
支
払
差
止
請
求
権
を
取
引
約
定
書
に
明
記
し
裁
判
で
の

み
行
使
し
得
る
と
し
、
依
頼
人
と
の
関
係
に
お
い
て
命
令
が
な
い
限
り
支
払
に
応
じ
る
権
限
を
留
保
す
れ
ば
懸
念
は
解
消
し
よ
う
。

（
52
） 

船
積
書
類
が
真
実
と
異
な
る
記
載
を
含
む
こ
と
を
知
り
つ
つ
支
払
を
求
め
る
受
益
者
の
行
為
は
、
望
ま
し
い
と
い
え
な
い
。
受
益
者
の
担
保
責

任
と
し
て
Ｕ
Ｃ
Ｃ
は
、
①
発
行
銀
行
そ
の
他
の
書
類
提
示
の
相
手
方
お
よ
び
依
頼
人
と
の
関
係
で
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
さ
れ
る
詐
欺
ま
た
は
偽
造
を

含
ま
な
い
こ
と
、
②
依
頼
人
と
の
関
係
で
振
出
が
原
因
関
係
の
い
か
な
る
合
意
に
も
反
し
な
い
こ
と
を
担
保
す
る
（（U

C
C
§

5-110⒜

）。
外
国
向

為
替
手
形
取
引
約
定
書
に
お
い
て
は
、
信
用
状
条
件
と
一
致
す
る
旨
を
受
益
者
が
担
保
す
る
（
五
条
）。
受
益
者
・
買
取
銀
行
間
の
契
約
で
あ
り
、

発
行
依
頼
人
に
対
す
る
②
の
責
任
、
買
取
銀
行
以
外
の
者
（
発
行
銀
行
等
）
と
の
関
係
に
お
け
る
①
の
責
任
は
触
れ
る
余
地
が
な
い
。
実
務
上
は
発

行
銀
行
等
が
買
取
銀
行
の
担
保
責
任
を
追
及
し
よ
う
。
飯
田
勝
人
「
荷
為
替
信
用
状
取
引
に
お
け
る
買
取
依
頼
人
の
瑕
疵
担
保
責
任
（w

arranty

）」

金
融
法
務
事
情
一
二
二
二
号
七
頁
（
一
九
八
九
年
）。
②
は
原
因
関
係
上
で
処
理
さ
れ
よ
う
（S

ee U
C
C
§

5-110 O
ffi  cial C

om
m
ent2

）。
解
釈
論

と
し
て
受
益
者
責
任
を
肯
定
し
、
真
実
と
の
相
違
を
受
益
者
が
認
識
す
る
場
合
、
信
用
状
関
係
上
（
①
）
お
よ
び
原
因
関
係
上
（
②
）、
不
法
行
為

責
任
が
発
生
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
書
類
作
成
者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
補
償
状
を
中
心
に
議
論
さ
れ
た
。
谷
川
久
「
補
償
状

と
引
換
に
す
る
無
故
障
船
荷
証
券
の
発
行
」
鈴
木
竹
雄
先
生
古
希
記
念
・
現
代
商
法
学
の
課
題
下
巻
一
四
八
五
頁
以
下
（
一
九
七
五
年
）、
箱
井
崇

史
「
無
留
保
船
荷
証
券
の
た
め
の
補
償
状
⑴
│
（
3
・
完
）」
早
稲
田
法
学
七
〇
巻
一
│
四
号
（
一
九
九
四
│
一
九
九
五
年
）。
比
較
法
的
に
は
、
補

償
状
が
濫
用
的
で
あ
れ
ば
無
効
と
解
す
る
考
え
方
が
強
い
（
国
連
海
上
物
品
運
送
条
約
一
七
条
二
│
四
項
参
照
）。
電
子
化
は
詐
欺
的
意
図
を
欠
く

受
益
者
に
も
機
械
的
照
合
を
ク
リ
ア
す
る
方
便
と
し
て
不
実
書
類
の
調
達
を
強
い
る
と
す
れ
ば
、
受
益
者
の
便
宜
の
た
め
に
原
則
と
し
て
重
い
責
任

は
負
担
さ
せ
ず
、
善
意
の
第
三
者
等
に
対
す
る
関
係
で
書
類
作
成
者
が
免
れ
得
な
い
責
任
に
つ
い
て
補
償
状
の
効
力
を
肯
定
し
、
受
益
者
へ
の
転
嫁

を
容
認
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
53
） 

横
山
研
治
「
航
空
運
送
状
と
貿
易
決
済
」
政
策
科
学
一
四
│
三
（M

ar. 2007
）
一
三
五
│
一
五
〇
頁
参
照
。

（
54
） 

Ｉ
Ａ
Ｔ
Ａ
決
議
、
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ａ
貨
物
代
理
店
契
約
書
に
航
空
運
送
状
作
成
に
つ
い
て
規
定
が
さ
れ
る
。



八
〇

（
55
） 

も
っ
と
も
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
第
四
議
定
書
五
条
で
は
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
・
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
前
提
と
し
て
航
空
運
送
状
以
外
の
書

類
を
運
送
契
約
の
証
拠
、
貨
物
受
取
証
と
し
て
認
め
て
お
り
、
第
四
議
定
書
で
は
、
航
空
運
送
状
が
運
送
契
約
と
貨
物
受
取
り
の
唯
一
の
証
明
手
段

で
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
ワ
ル
ソ
ー
条
釣
で
は
、
流
通
性
（N

egotiable

）
あ
る
運
送
状
作
成
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
有
価
証
券
と
し
て

の
発
行
を
許
容
す
る
が
、
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ａ
決
議
に
よ
り
、
実
際
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

（
56
） 

前
掲
・
横
山
研
治
一
四
七
│
一
四
八
頁
。

（
57
） 

二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
Ｎ
Ｙ
テ
ロ
事
件
を
契
機
と
し
て
、
空
港
・
港
湾
の
規
制
強
化
、
米
国
テ
ロ
対
策
が
本
格
化
し
、
国
連
安
保
理
決
議

一
三
七
三
を
経
て
我
が
国
で
は
二
〇
〇
二
年
五
月
七
日
外
為
法
改
正
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
金
融
機
関
等
の
顧
客
等
の
本
人
確
認
に
関
す
る
法

律
の
制
定
等
が
進
め
ら
れ
る
。
水
口
久
仁
彦
「
商
業
信
用
状
を
巡
る
最
近
の
事
情
と
課
題
│S

anction

（
経
済
制
裁
）
へ
の
対
応
と
課
題
」
財
団

法
人
貿
易
奨
励
会
貿
易
研
究
会
研
究
報
告
書
九
、
貿
易
奨
励
会
二
〇
一
│
二
一
六
頁
（
二
〇
〇
九
年
）
参
照
、
以
下
同
。

（
58
） 

「
充
足
し
た
呈
示
」
に
つ
き
、U

C
P
600

第
二
条
に
お
い
て
は
①
信
用
状
条
件
の
充
足
、
②U

C
P
600

の
適
用
条
文
、
③
国
際
標
準
銀
行
実
務

（international standard banking practice

）
に
合
致
し
た
呈
示
を
い
う
。

（
59
） 

呈
示
人
あ
る
い
は
買
取
銀
行
の
指
示
通
り
に
求
償
を
行
っ
て
も
送
金
指
定
の
買
取
銀
行
口
座
の
あ
る
在
日
米
銀
東
京
支
店
が
当
該
取
引
代
金
が

Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
国
関
連
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
資
金
凍
結
を
行
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
取
引
の
情
報
量
が
乏
し
い
リ
ン

バ
ー
ス
指
定
銀
行
も
リ
ン
バ
ー
ス
送
金
に
当
た
り
開
示
情
報
の
範
囲
内
で
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
取
引
で
な
い
か
の
確
認
に
十
分
注
意
を
払
う
必
要
が

あ
る
。
前
掲
・
水
口
久
仁
彦
二
〇
七
│
二
〇
八
頁
。

（
60
） 

発
行
銀
行
は
信
用
状
に
特
約
を
付
す
こ
と
がU

C
P
600

第
一
条
に
よ
り
認
め
ら
れ
、S

anction

規
定
も
同
様
で
あ
る
。
銀
行
や
当
事
者
を
制

約
で
き
る
。
も
っ
と
も
確
認
付
与
・
付
与
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、S

anction

違
反
の
書
類
呈
示
が
あ
る
場
合
、
信
用
状
発
行
銀
行
に
は
自
国
の
法

律
上
決
済
が
出
来
な
い
も
の
、
法
律
が
な
く
と
もS

anction

違
反
に
問
わ
れ
る
場
合
に
米
ド
ル
等
指
定
通
貨
の
支
払
が
出
来
な
い
も
の
が
あ
り
、

か
か
る
取
り
組
み
の
必
要
性
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
る
こ
と
、
信
用
状
へ
の
信
頼
と
信
用
を
損
な
い
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
我
が
国
で
は
一
部
在

日
外
銀
を
除
き
、
か
るS

anction

対
応
文
言
の
付
与
を
行
う
銀
行
は
な
い
（
二
〇
一
〇
年
四
月
末
現
在
）。
前
掲
・
水
口
久
仁
彦
二
〇
八
│
二
一
一

頁
。



荷
為
替
信
用
状
取
引
を
巡
る
現
代
的
課
題
と
展
望
（
藤
川
）

八
一

（
61
） 

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
リ
ス
ク
は
発
行
銀
行
の
条
件
不
一
致
に
よ
る
支
払
拒
絶
を
受
益
者
や
呈
示
銀
行
に
遡
及
し
な
い
こ
と
で
、
発
行
銀
行
指
定

の
正
規
のconfi rm

、
サ
イ
レ
ン
トconfi rm

と
も
こ
の
点
の
リ
ス
ク
は
殆
ど
差
が
な
い
。

（
62
） 
八
尾
晃
『
国
際
取
引
と
電
子
決
済
』
東
京
経
済
情
報
出
版
二
〇
二
│
二
〇
四
頁
（
一
九
九
七
年
）。

﹇
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
日
本
大
学
海
外
派
遣
研
究
員
（
短
期
Ａ
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈





住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題
（
西
原
）

八
三

住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題

西　
　

原　
　

雄　
　

二

一　

序　

説

二　

住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限

　

1　

期
間
制
限
の
立
法
趣
旨

　

2　

怠
る
事
実
と
期
間
制
限

三　

最
高
裁
判
例
の
検
討

　

1　
「
真
正
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限

　

2　
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限

四　
「
真
正
怠
る
事
実
」
と
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
の
判
断
基
準

五　

結　

語



八
四

一　

序　

説

住
民
監
査
請
求
制
度
（
地
方
自
治
法
二
四
二
条
）
は
、
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
や
職
員
に
よ
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
財
産
の
管

理
等
を
怠
る
事
実
が
違
法
・
不
当
な
場
合
に
、
個
々
の
住
民
が
、
監
査
委
員
に
対
し
て
、
監
査
を
求
め
、
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為
を
防

止
・
是
正
し
、
若
し
く
は
当
該
怠
る
事
実
を
改
め
、
又
は
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為
等
に
よ
っ
て
地
方
公
共
団
体
に
生
じ
た
損
害
の
補
塡

の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
制
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
該
監
査
請
求
を
行
っ
た
住
民
は
、
監
査
委
員
の
監
査

結
果
・
勧
告
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
・
執
行
機
関
・
職
員
の
措
置
に
不
服
が
あ
る
場
合
等
に
、
違
法
な
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る

事
実
に
つ
い
て
、
裁
判
所
に
対
し
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
二
四
二
条
の
二
）。
住
民
監
査
請
求
制
度
及
び
住
民
訴
訟

制
度
は
、
住
民
の
直
接
参
政
の
手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。

住
民
監
査
請
求
は
、
広
く
住
民
に
監
査
請
求
を
行
う
資
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
財
務
会
計
処
理
の
適

正
化
を
図
る
た
め
、
監
査
委
員
の
監
査
権
限
の
発
動
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
（
1
）

。
住
民
監
査
請
求
の
目
的
に
つ
き
、
最
高
裁
は
、「
住
民
監

査
請
求
の
制
度
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
腐
敗
防
止
を
図
り
、
住
民
全
体
の
利
益
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
、
当
該
地
方
公
共
団

体
の
長
そ
の
他
財
務
会
計
職
員
の
違
法
若
し
く
は
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
、
そ
の
監
査
と
予
防
、
是
正
等

の
措
置
と
を
監
査
委
員
に
請
求
す
る
機
能
を
住
民
に
与
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
…
…
住
民
訴
訟
の
前
置
手
続
と
し
て
、
ま
ず
当
該
普
通
地

方
公
共
団
体
の
監
査
委
員
に
住
民
の
請
求
に
係
る
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
の
機
会
を
与
え
、
当
該
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実

の
違
法
、
不
当
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
っ
て
予
防
、
是
正
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

る
」
と
判
示
し
て
い
る
（
2
）

。
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八
五

同
法
二
四
二
条
二
項
は
、
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
「
当
該
行
為
の
あ
つ
た
日
又
は
終
わ
つ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ

れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
住
民
監
査
請
求
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
一
年
と
い
う
期
間
制
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
住
民
は
地
方
公
共
団
体
の
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行

為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
監
査
請
求
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
一
年
の
監
査
請
求
期
間
を
徒
過
し
、
そ
の
こ
と
に

つ
き
「
正
当
な
理
由
」
が
な
い
場
合
に
は
、
適
法
な
監
査
請
求
と
は
な
ら
な
い
た
め
、
当
該
住
民
監
査
請
求
は
も
と
よ
り
、
住
民
訴
訟
も

却
下
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
3
）

。

一
年
の
期
間
制
限
を
設
け
て
い
る
同
法
二
四
二
条
二
項
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
を
通
じ
て
い
く
つ
か
の
問
題
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
本
来
財
務
会
計
上
の
「
当
該
行
為
」
を
監
査
請
求
の
対
象
と
す
べ
き
事
案
に
お
い
て
も
、
期
間
制
限
を
免
れ
る

た
め
に
「
怠
る
事
実
」
と
い
う
構
成
を
と
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
実
際
の
裁
判
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
る
場
合
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
4
）

。
こ
の
よ
う
な
監
査
請
求
の
構
成
の
あ
り
方
に
対
し
て
は
、「
当
該
行
為
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
立
つ
、
当
該
行
為

に
よ
っ
て
生
じ
た
地
方
公
共
団
体
の
実
体
法
上
の
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
に
つ
い
て
、
当
該
行
為
に
つ
い
て
の
監
査
請
求
に
つ
い
て

の
監
査
請
求
期
間
が
満
了
し
た
の
ち
も
、
い
つ
ま
で
も
適
法
に
監
査
請
求
を
提
起
で
き
る
と
す
れ
ば
不
合
理
で
あ
ろ
う
（
5
）

」
と
い
っ
た
批
判

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
前
か
ら
学
説
や
判
例
に
お
い
て
議
論
が
あ
り
、
い
く
つ

か
の
最
高
裁
判
決
が
下
さ
れ
、
判
例
理
論
が
明
確
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
6
）

の
う
ち
、「
怠
る
事
実
」
に
係
る
監
査
請
求
と
期
間
制
限
の
問
題

を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
問
題
で
は
、「
怠
る
事
実
」
を
対
象
と
す
る
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
期
間
制
限
（
一
年
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
適
用
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
年
の
期
間
制
限
は
ど
の
時
点
か
ら
起
算
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。



八
六

以
下
、
本
稿
で
は
、
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
み
た
う
え
で
、「
怠
る
事
実
」
に
係
る
住
民
監
査
請
求
と
期
間
制
限
の
適

用
問
題
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
例
や
学
説
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。

（
1
） 

碓
井
光
明
『
要
説
住
民
訴
訟
と
自
治
体
財
務
〔
改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
平
成
一
四
年
）
三
七
頁
参
照
。

（
2
） 

最
判
昭
六
二
年
二
月
二
〇
日
判
例
時
報
一
二
二
八
号
六
六
頁
参
照
。

（
3
） 

井
上
元
『
住
民
訴
訟
の
上
手
な
活
用
法
』（
民
事
法
研
究
会
、
平
成
二
一
年
）
五
四
│
五
五
頁
参
照
。

財
務
会
計
上
の
行
為
を
対
象
と
す
れ
ば
監
査
請
求
期
間
が
経
過
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
怠
る
事
実
」
と
い
う
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
期
間
制
限
を
免
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
か
ら
、
問
題
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
（
竹
野
下
喜
彦
「
怠
る
事
実
の
監
査
請
求
」
大

敏
編

『
現
代
裁
判
法
大
系
第
二
八
号
〔
住
民
訴
訟
〕』（
新
日
本
法
規
出
版
、
平
成
一
一
年
）
七
八
頁
参
照
）。

（
4
） 

髙
橋
雅
夫
「『
怠
る
事
実
』
と
監
査
請
求
期
間
」
内
山
忠
明
・
池
村
正
道
編
『
自
治
行
政
と
争
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
一
五
年
）
一
八
六
頁

参
照
。

（
5
） 

関
哲
夫
『
住
民
訴
訟
論
〔
新
版
〕』（
勁
草
書
房
、
平
成
九
年
）
二
八
三
頁
。

（
6
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
原
雄
二
「
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
の
考
察
」
日
本
法
政
学
会
創
立
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
編
集
委
員

会
編
『
現
代
法
律
学
の
課
題
』（
成
文
堂
、
平
成
一
八
年
）
一
五
一
頁
以
下
参
照
。

二　

住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限

1　

期
間
制
限
の
立
法
趣
旨

地
方
自
治
法
二
四
二
条
二
項
は
、
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
「
当
該
行
為
の
あ
つ
た
日
又
は
終
わ
つ
た
日
か
ら
一
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
（
一
年
）
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
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問
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八
七

昭
和
三
八
年
の
同
法
改
正
の
際
に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
立
法
趣
旨
は
、
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
出
訴
期
間
の
制
限
が
設
け
ら
れ

て
い
る
の
と
同
様
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
・
職
員
等
の
行
為
で
あ
る
以
上
、
い
つ
ま
で
も
長
期
に
わ
た
っ
て
争

い
得
る
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
見
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
な
る
べ
く
早
期
に
確
定
さ
せ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
1
）

。
最
高
裁
判
決
も
同
様
に
、
こ
の
点
に
つ
き
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
二
項
本
文
は
、
普
通
地
方

公
共
団
体
の
執
行
機
関
・
職
員
の
財
務
会
計
上
の
行
為
は
、
た
と
え
そ
れ
が
違
法
・
不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
い
つ
ま
で
も

監
査
請
求
な
い
し
住
民
訴
訟
の
対
象
と
な
り
得
る
と
し
て
お
く
こ
と
が
法
的
安
定
性
を
損
な
い
好
ま
し
く
な
い
」
と
し
て
、
監
査
請
求
期

間
を
定
め
た
と
判
示
し
て
い
る
（
2
）

。

住
民
監
査
請
求
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
の
「
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
」
と
い
う
主
観
的
な
期
間
で
は
な
く
、「
当
該
行
為

の
あ
つ
た
日
又
は
終
わ
つ
た
日
か
ら
一
年
」
と
い
う
客
観
的
な
期
間
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
監
査
請
求
者
で
あ
る
住
民
が
、
通

常
そ
の
財
務
会
計
上
の
行
為
の
対
象
者
で
は
な
い
こ
と
や
住
民
訴
訟
は
客
観
訴
訟
と
し
て
の
民
衆
訴
訟
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
監
査
請
求

期
間
は
個
々
の
住
民
の
知
・
不
知
と
い
う
主
観
的
な
事
情
に
か
か
ら
せ
る
の
が
相
当
で
な
い
と
の
理
由
で
、
客
観
的
に
「
当
該
行
為
の
あ

つ
た
日
又
は
終
わ
つ
た
日
」
を
期
間
制
限
の
始
期
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
財
務
行
政
上
の
法
律
関
係
の
早
期
の
安
定
を
図
る
こ

と
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
3
）

。

同
条
二
項
に
い
う
「
当
該
行
為
の
あ
つ
た
日
」
と
は
一
時
的
行
為
の
あ
っ
た
日
を
、「
当
該
行
為
の
終
わ
つ
た
日
」
と
は
継
続
的
行
為

に
つ
い
て
そ
の
行
為
が
終
わ
っ
た
日
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
契
約
の
締
結
行
為
は
一
時
的
行
為
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
対

象
と
す
る
監
査
請
求
に
お
い
て
は
契
約
締
結
の
日
を
基
準
と
し
て
同
条
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
（
4
）

。
ま
た
、
公
金
の
支
出
を
構
成
す
る

支
出
負
担
行
為
、
支
出
命
令
、
支
出
に
つ
い
て
の
監
査
請
求
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
の
あ
っ
た
日
か
ら
各
別
に
計
算
す
べ
き
で
あ
る



八
八

と
解
さ
れ
て
い
る
（
5
）

。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
が
定
め
ら
れ
た
立
法
趣
旨
は
、
財
務
行
政
上
の
法
律
関
係
の
早
期
安
定
と
い
う
要
請

（
法
的
安
定
性
の
確
保
）
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
） 

成
田
頼
明
「
納
税
者
訴
訟
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
」
地
方
財
務
九
七
号
三
一
頁
、
山
代
義
雄
「
住
民
訴
訟
と
住
民
監
査
請
求
と
の
関
係
」
民

商
法
雑
誌
九
二
巻
五
号
七
五
頁
、
佐
藤
英
善
『
住
民
訴
訟
』（
学
陽
書
房
、
昭
和
六
一
年
）
六
一
頁
、
長
野
士
郎
『
逐
条
地
方
自
治
法
〔
第
一
二
次

改
訂
新
版
〕』（
学
陽
書
房
、
平
成
七
年
）
八
八
一
頁
、
海
老
沢
俊
郎
「
住
民
監
査
請
求
」
園
部
逸
夫
編
『
住
民
訴
訟
・
自
治
体
争
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、

平
成
八
年
）
三
一
頁
、
関
・
前
掲
書
二
八
三
頁
、
團
藤
丈
士
「
監
査
請
求
期
間
と
『
正
当
な
理
由
』」
大

敏
編
『
現
代
裁
判
法
大
系
第
二
八
巻

〔
住
民
訴
訟
〕』（
新
日
本
法
規
出
版
、
平
成
一
一
年
）
六
五
頁
、
碓
井
・
前
掲
書
四
七
頁
、
髙
橋
雅
夫
・
前
掲
論
文
一
八
七
頁
、
松
本
英
昭
『
新
版

逐
条
地
方
自
治
法
（
第
五
次
改
訂
版
）』（
学
陽
書
房
、
平
成
二
一
年
）
九
四
七
頁
等
参
照
。

昭
和
三
八
年
の
地
方
自
治
法
改
正
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
住
民
監
査
請
求
に
期
間
制
限
を
設
け
た
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
は
み
あ
た
ら
な
い

（
清
水
勉
・
出
口
か
お
り
「
あ
ま
り
に
も
は
か
な
い
、
住
民
監
査
請
求
期
間
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
二
七
号
二
六
頁
参
照
）。

（
2
） 

こ
の
立
法
趣
旨
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
最
判
昭
和
六
三
年
四
月
二
二
日
判
例
時
報
一
二
八
〇
頁
六
三
頁
、
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
二
日
判

例
時
報
一
八
〇
七
号
六
四
頁
、
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
七
日
判
例
時
報
一
八
〇
七
号
七
二
頁
参
照
。

（
3
） 

杉
山
正
己
「
監
査
請
求
期
間
（
一
）」
大

敏
編
『
裁
判
住
民
訴
訟
法
』（
三
協
法
規
出
版
、
昭
和
六
三
年
）
二
九
七
頁
、
高
橋
太
郎
『
情
報
公

開
・
住
民
監
査
請
求
の
実
務
』（
新
日
本
法
規
出
版
、
平
成
一
〇
年
）
三
六
一
頁
参
照
。

（
4
） 

最
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
五
日
判
例
時
報
一
八
〇
七
号
七
九
頁
参
照
。

（
5
） 

最
判
平
成
一
四
年
七
月
一
六
日
民
集
五
六
巻
六
号
一
三
三
九
頁
参
照
。
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問
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八
九

2　

怠
る
事
実
と
期
間
制
限

地
方
自
治
法
二
四
二
条
一
項
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
、
四
種
類
の
「
当
該
行
為
」、
す
な
わ
ち
、
違
法
又
は
不
当
な
①
公

金
の
支
出
、
②
財
産
の
取
得
・
管
理
・
処
分
、
③
契
約
の
締
結
・
履
行
、
④
債
務
そ
の
他
の
義
務
の
負
担
の
ほ
か
、
二
種
類
の
「
怠
る
事

実
」、
す
な
わ
ち
、
違
法
又
は
不
当
に
⑤
公
金
の
賦
課
・
徴
収
を
怠
る
事
実
、
⑥
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
に
対
し
て
、
監
査
請
求
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
怠
る
事
実
」
を
対
象
と
す
る
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
条
二
項
の
定
め

る
監
査
請
求
期
間
制
限
（
一
年
）
の
規
定
が
及
ぶ
の
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

同
条
二
項
の
解
釈
に
関
し
て
、
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
は
、
前
記
の
四
種
類
の
「
当
該
行
為
」
を
対
象
と
す
る
場
合
に
限
ら
れ
、

「
怠
る
事
実
」
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
期
間
制
限
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
い
う
考
え
方
が
通
説
で
あ
る
（
1
）

。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

①
文
言
上
、
同
条
二
項
が
「
当
該
行
為
」
に
つ
い
て
の
み
期
間
制
限
を
定
め
て
い
る
こ
と
、
②
怠
る
事
実
（
不
作
為
）
に
つ
い
て
は
、
通

常
期
間
の
起
算
点
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
③
不
作
為
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
の
違
法
を
主
張
で
き
る
と
す

る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
、
④
行
政
不
服
審
査
法
に
お
け
る
不
作
為
に
つ
い
て
も
請
求
期
間
の
制
限
が
な
い
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
2
）

。

最
高
裁
五
三
年
六
月
二
三
日
判
決
（
後
述
）
も
、
通
説
と
同
じ
結
論
を
と
り
、「
怠
る
事
実
」
に
係
る
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
同
条
二
項
の

適
用
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る
（
3
）

。

と
こ
ろ
が
、「
怠
る
事
実
」
に
係
る
監
査
請
求
に
期
間
制
限
が
及
ば
な
い
と
す
る
と
、
適
当
で
な
い
場
合
が
出
て
く
る
。
同
法
二
四
二

条
所
定
の
財
務
会
計
上
の
「
行
為
」
も
違
法
行
為
を
放
置
し
て
い
た
不
作
為
と
い
う
法
律
構
成
を
と
る
と
、
こ
う
し
た
行
為
も
「
怠
る
事

実
」
と
な
り
、
期
間
制
限
が
及
ば
な
く
な
り
、
同
条
二
項
の
期
間
制
限
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
最
高
裁
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
判
決
（
後
述
）
は
一
般
的
な
法
理
を
示
し
、
怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
で
あ
っ
て
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も
期
間
制
限
を
適
用
す
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
（
4
）

。

判
例
は
、「
怠
る
事
実
」
を
「
真
正
怠
る
事
実
」
と
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
の
二
つ
の
場
合
に
分
け
て
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

財
務
会
計
上
の
行
為
の
違
法
と
は
無
関
係
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
異
な
る
要
因
に
よ
っ
て
実
体
法
上
の
請
求
権
が
生
じ
る
場
合
（「
真

正
怠
る
事
実
」）
と
、
特
定
の
財
務
会
計
上
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
場
合
に
、
当
該
行
為
が
違
法
・
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
実
体
法

上
の
請
求
権
が
生
じ
る
場
合
（「
不
真
正
怠
る
事
実
」）
と
に
区
分
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
二
項
の
適
用
は
な
い
が
、
後
者
に
つ
い
て

は
一
年
の
期
間
制
限
を
受
け
る
も
の
と
し
て
い
る
（
5
）

。
最
高
裁
昭
和
六
二
年
判
決
を
契
機
と
し
て
、
一
般
に
、「
怠
る
事
実
」
の
う
ち
、
監

査
請
求
期
間
の
制
限
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
類
型
の
も
の
を
「
真
正
怠
る
事
実
」、
期
間
制
限
規
定
が
適
用
さ
れ
る
類
型
の
も
の
を
「
不

真
正
怠
る
事
実
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
6
）

。
い
か
な
る
場
合
に
「
真
正
怠
る
事
実
」
あ
る
い
は
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
が
認
め
ら
れ

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
判
例
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
昭
和
五
三
年
判
決
は
「
真
正
怠
る
事
実
」
の
事
案
と
し
て
、
最
高
裁
昭
和
六
二
年
判
決
は
「
不

真
正
怠
る
事
実
」
の
事
案
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
最
高
裁
昭
和
六
二
年
判
決
で
示
さ
れ
た
一
般
的
な
法
理
を
具
体
的
な
事
案
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
適
用
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
後
の
判
例
は
展
開
さ
れ
て
い
る
（
7
）

。

怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
と
期
間
制
限
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
種
々
の
最
高
裁
判
例
が
下
さ
れ
て
お
り
、
次
章
に

お
い
て
「
真
正
怠
る
事
実
」
の
事
案
と
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
の
事
案
と
に
分
け
て
、
各
最
高
裁
判
例
を
取
り
上
げ
て
、
検
討
し
て
み
た

い
。（

1
） 

成
田
頼
明
「
住
民
訴
訟
（
納
税
者
訴
訟
）」
田
中
二
郎
・
原
龍
之
助
・
柳
瀬
良
幹
編
『
行
政
法
講
座
第
三
巻
（
行
政
救
済
）』（
有
斐
閣
、
昭
和
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九
一

四
〇
年
）
二
一
〇
頁
、
俵
静
夫
『
地
方
自
治
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
〇
年
）
一
二
六
頁
、
神
長
勲
「
住
民
に
よ
る
監
査
請
求
及
び
訴
訟
」

杉
村
敏
正
・
室
井
力
編
『
コ
メ
ン
タ
ー
ル
地
方
自
治
法
』（
勁
草
書
房
、
昭
和
五
四
年
）
七
〇
一
頁
、
佐
藤
・
前
掲
書
六
四
頁
、
長
野
・
前
掲
書

八
八
一
頁
、
関
・
前
掲
書
二
八
三
頁
、
高
橋
太
郎
・
前
掲
書
三
六
二
│
三
六
三
頁
、
伴
義
聖
・
大
塚
康
男
『
実
務
住
民
訴
訟
〔
第
一
〇
版
〕』（
ぎ
ょ

う
せ
い
、
平
成
一
四
年
）
三
三
頁
、
松
本
・
前
掲
書
九
四
八
頁
参
照
。

な
お
、
学
説
の
中
に
は
、
当
該
行
為
に
係
る
監
査
請
求
の
期
間
制
限
と
の
均
衡
上
、「
怠
る
事
実
」
に
つ
い
て
も
、
条
理
上
、
相
当
の
期
間
を
経

過
し
た
と
き
は
監
査
請
求
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
長
野
・
前
掲
書
八
八
一
│
八
八
二
頁
、
佐
藤
・
前
掲
書
六
二
頁
、
松
本
・

前
掲
書
九
四
八
頁
参
照
）。

（
2
） 

俵
・
前
掲
書
一
二
八
頁
、
松
本
・
前
掲
書
九
四
八
頁
、
曽
和
俊
文
「
怠
る
事
実
と
監
査
請
求
期
間
制
限
」
仲
江
利
政
編
『
住
民
訴
訟
の
実
務
と

判
例
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
六
三
年
）
一
四
二
│
一
四
三
頁
、
青
山
武
憲
「
地
方
自
治
法
二
四
二
条
二
項
本
文
の
問
題
」
内
山
・
池
村
編
・
前
掲

書
一
六
八
頁
、
髙
橋
雅
夫
・
前
掲
論
文
一
八
七
頁
参
照
。

（
3
） 

最
判
昭
和
五
三
年
六
月
二
三
日
判
例
時
報
八
九
七
号
五
四
頁
参
照
。

（
4
） 

最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
参
照
。

（
5
） 

石
川
善
則
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
四
二
巻
六
号
一
五
五
頁
、
鈴
木
庸
夫
「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
（
第
三
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
六
八
号
一
六
一
頁
、
太
田
幸
夫
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
五
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
一
五
四
号
二
五
九
頁
、

吉
野
夏
己
『
紛
争
類
型
別
行
政
救
済
法
（
第
二
版
）』（
成
文
堂
、
平
成
二
二
年
）
四
七
二
頁
参
照
。

（
6
） 

草
野
功
一
「
住
民
訴
訟
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
三
〇
五
号
一
一
一
│
一
一
二
頁
参
照
。

（
7
） 

髙
橋
雅
夫
・
前
掲
論
文
一
九
五
頁
参
照
。
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最
高
裁
判
例
の
検
討

1　
「
真
正
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限

「
真
正
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
に
は
、
以
下
の
四
つ
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
最
高
裁
昭
和
五
三
年
六
月
二
三
日
判
決
（
1
）（

以
下
、「
昭
和
五
三
年
判
決
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
本
件
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。
岡
山
県
勝
央
町
の
収
入
役
Ｔ
は
、
昭
和
四
四
年
三
月
、
町
長
の
職
印
を
冒
用
し
所
定
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
、
勝
央
町
農

協
よ
り
金
員
を
借
り
入
れ
た
。
同
農
協
は
、
Ｔ
が
同
農
協
を
欺
罔
し
て
金
員
を
詐
取
し
た
と
し
て
、
町
に
対
し
Ｔ
の
不
法
行
為
に
基
づ
く

損
害
賠
償
請
求
を
提
起
し
、
一
部
勝
訴
判
決
を
得
た
。
同
判
決
に
従
い
、
町
は
昭
和
四
九
年
七
月
、
同
農
協
に
対
し
、
損
害
賠
償
金
を
支

払
っ
た
。
同
町
の
住
民
Ⅹ
ら
は
、
Ｔ
が
右
不
法
行
為
を
行
っ
た
当
時
の
町
長
Ｙ
は
、
Ｔ
と
共
謀
し
て
右
行
為
を
行
っ
た
か
あ
る
い
は
職
務

懈
怠
に
基
づ
く
重
大
な
過
失
に
よ
り
右
行
為
に
加
担
援
助
し
た
も
の
で
あ
り
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
町
に
損
害
を
被
ら
せ
た
か
ら
こ
れ
を

賠
償
す
る
義
務
が
あ
り
、
町
は
Ｙ
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
怠
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
、
昭
和
五
〇
年
七
月
五
日
付
け
で
監
査
請
求

を
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
棄
却
さ
れ
た
の
で
、
町
に
代
位
し
て
、
Ｙ
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
本
件
訴
訟
で
は
、
本

件
監
査
請
求
が
請
求
期
間
を
徒
過
し
た
不
適
法
な
も
の
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

昭
和
五
三
年
判
決
は
、「
被
上
告
人
ら
の
本
件
監
査
請
求
は
、
上
告
人
は
不
法
行
為
に
よ
り
訴
外
勝
央
町
に
対
し
損
害
を
被
ら
せ
同
町

に
対
し
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
と
こ
ろ
同
町
は
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
か
ら
損
害
賠
償
請
求
等
適
当
な
措
置
を
求
め
る
、

と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
被
上
告
人
ら
の
監
査
請
求
は
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
一
項
所
定
の
不
当
又
は
違
法
に
財

産
の
管
理
を
怠
る
事
実
を
改
め
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
右
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規
定
に
よ
る
怠
る
事
実
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
は
同
条
二
項
の
適
用
は
な
い
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

本
判
決
は
、
本
件
監
査
請
求
は
、
町
の
財
産
（
Ｙ
に
対
す
る
損
害
賠
償
債
権
）
の
管
理
を
怠
る
事
実
に
係
る
請
求
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と

し
、
怠
る
事
実
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
期
間
制
限
規
定
の
適
用
は
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
の
事
案
で
は
、
前
町
長
及
び

収
入
役
は
町
に
対
す
る
共
同
不
法
行
為
を
な
し
、
町
は
、
被
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
金
を
支
払
っ
た
た
め
、
前
町
長
及
び
収
入
役
各
個

人
に
対
し
て
同
損
害
賠
償
金
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
前
町
長
に
対
す
る
町
の
同
権
利
の
発
生
原
因
は
、

町
の
適
法
な
公
金
支
払
行
為
で
あ
っ
て
、
違
法
な
財
務
会
計
上
の
行
為
で
は
な
い
。
同
損
害
賠
償
請
求
権
は
町
の
財
産
た
る
債
権
で
あ
る

か
ら
、
同
権
利
を
現
町
長
が
行
使
し
な
い
こ
と
は
現
町
長
に
係
る
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
を
構
成
し
、
住
民
は
怠
る
事
実
に
係
る
監
査

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
町
に
よ
る
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
そ
の
も
の
は
、
判
決
に
基
づ
く
適
法
な
公
金
支
出
で
あ
る
か
ら
、
本
件

は
現
町
長
の
「
真
正
怠
る
事
実
」
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
2
）

。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
五
三
年
判
決
は
、
長
が
損
害
賠
償
請
求
を
怠
る
事

実
と
し
て
構
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
真
正
怠
る
事
実
」
に
関
す
る
事
案
と
い
え
る
（
3
）

。

怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
に
関
し
て
は
、
昭
和
五
三
年
判
決
の
判
示
す
る
と
こ
ろ
が
原
則
と
な
っ
て
お
り
、
同
条
二
項
の
期
間
制
限

は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
断
は
、
通
説
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
学
説
も
こ
れ
に
賛
同
し
て
い
る
（
4
）

。

第
二
に
、
最
高
裁
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
（
5
）（

以
下
、「
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
本
件
事
実
の
概
要
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
富
山
県
の
住
民
Ⅹ
ら
は
、
指
名
業
者
で
あ
る
Ｙ
ら
の
談
合
の
結
果
、
同
県
の
水
道
管
理
所
の
監
視
制
御
装
置
更
新
工

事
の
請
負
契
約
（
平
成
三
年
五
月
及
び
同
五
年
六
月
締
結
）
に
お
い
て
、
県
は
談
合
が
な
け
れ
ば
形
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
代
金
額
と
契
約
代

金
額
と
の
差
額
相
当
の
被
害
を
被
っ
た
か
ら
、
県
の
地
方
公
営
企
業
の
管
理
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
て
県
の
被
っ
た
損
害
を

補
塡
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
怠
っ
て
い
る
と
し
て
、
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
監
査
請
求
を
平
成
七
年
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一
一
月
に
行
っ
た
。
右
請
求
を
棄
却
す
る
旨
の
監
査
結
果
の
後
、
Ⅹ
ら
は
、
富
山
県
が
Ｙ
ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
権
の
行
使
を
怠
っ
て
い

る
と
し
て
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
。
本
件
訴
訟
で
は
、
本
件
監
査
請
求
と
期
間
制
限
の
適
用
の
有
無
が
争
わ
れ
た
（
6
）

。

平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
は
、
同
法
二
四
二
条
二
項
の
趣
旨
及
び
昭
和
六
二
年
判
決
の
趣
旨
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
、
怠
る
事
実
に

係
る
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
期
間
制
限
が
及
ば
な
い
の
が
原
則
で
あ
り
、
期
間
制
限
が
及
ぶ
場
合
は
、
そ
の
例
外
に
当
た
る
と
し
た
う
え

で
、
次
の
と
お
り
判
示
し
た
。「
具
体
的
な
監
査
請
求
の
対
象
は
、
当
該
監
査
請
求
に
お
い
て
請
求
人
が
何
を
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た

の
か
を
、
請
求
書
の
記
載
内
容
、
添
付
書
面
等
に
照
ら
し
て
客
観
的
、
実
質
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し
、「
怠
る
事
実
に
つ

い
て
は
監
査
請
求
期
間
の
制
限
が
な
い
の
が
原
則
で
あ
り
、
…
…
そ
の
制
限
が
及
ぶ
と
い
う
べ
き
場
合
は
そ
の
例
外
に
当
た
る
こ
と
に
か

ん
が
み
れ
ば
、
監
査
委
員
が
怠
る
事
実
の
監
査
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
特
定
の
財
務
会
計
上
の
行
為
の
存
否
、
内
容
等
に
つ
い
て
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
当
該
行
為
が
財
務
会
計
法
規
に
違
反
し
て
違
法
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係

に
は
な
い
場
合
に
は
、
…
…
当
該
怠
る
事
実
を
対
象
と
し
て
さ
れ
た
監
査
請
求
は
、
本
件
規
定
の
趣
旨
を
没
却
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、

こ
れ
に
本
件
規
定
を
適
用
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
判
断
し
た
。
さ
ら
に
、「
本
件
監
査
請
求
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
監
査
委
員
は
、

県
が
同
被
上
告
人
と
請
負
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
や
そ
の
代
金
額
が
不
当
に
高
い
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
が
、
県
の
同
契
約
締
結
や
そ
の
代
金
額
の
決
定
が
財
務
会
計
法
規
に
違
反
す
る
違
法
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
初
め
て
県
の
被
上

告
人
ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
被
上
告
人
ら
の
談
合
、
こ
れ
に
基
づ
く
被
上
告
人
横
河
電
気
の
入
札

及
び
県
と
の
契
約
締
結
が
不
法
行
為
法
上
違
法
の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
に
よ
り
県
に
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
な
ど
を

確
定
し
さ
え
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
監
査
請
求
は
県
の
契
約
締
結
を
対
象
と
す
る
監
査
請
求
を
含
む
も
の
と
み
ざ
る
を
得

な
い
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
認
め
て
も
、
本
件
規
定
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
本
件
監
査
請
求
に
は
本
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件
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
昭
和
六
二
年
判
決
の
示
し
た
法
理
は
、
本
件
に
及
ぶ
も
の
で
は

な
い
と
し
た
。

公
共
工
事
の
入
札
談
合
行
為
と
い
う
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
す
る
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
も
、
地
方
公
共
団
体
の

入
札
・
工
事
業
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
違
法
に
怠
っ
て
い
る
と
い
う
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
に
係
る
も
の
と
構
成
さ

れ
る
た
め
、
同
法
二
四
二
条
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
（
7
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決

は
、
県
の
実
施
し
た
指
名
競
争
入
札
に
お
い
て
談
合
を
し
た
指
名
業
者
ら
に
対
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠

る
事
実
に
係
る
住
民
監
査
請
求
に
つ
き
、
同
条
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
と
の
判
断
を
下
し
た
。

平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
に
よ
り
、
昭
和
六
二
年
判
決
の
法
理
は
、
怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
期
間
制
限
に
服
し
な

い
と
い
う
原
則
の
例
外
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
射
程
範
囲
は
、
怠
る
事
実
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
権
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
特
定

の
財
務
会
計
上
の
行
為
が
違
法
・
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
監
査
委
員
が
怠
る
事
実
の
監
査
を
遂
げ

る
た
め
に
特
定
の
財
務
会
計
上
の
行
為
が
財
務
会
計
法
規
に
違
反
し
て
違
法
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
に
あ

る
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
本
判
決
は
、
談
合
に
係
る
怠
る
事
実
に
関
す
る
監
査
請
求
の
場
合
、
地
方
公
共
団
体
の

損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
契
約
締
結
等
が
財
務
会
計
法
規
に
違
反
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
く
、
談
合
や

そ
れ
に
基
づ
く
契
約
締
結
行
為
等
が
不
法
行
為
法
上
違
法
で
あ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
た
め
、「
真
正
怠
る
事
実
」
に
関
す
る
事
案
と
い

え
る
。

談
合
事
件
の
よ
う
に
、
第
三
者
に
よ
る
不
法
行
為
と
財
務
会
計
上
の
行
為
と
が
絡
み
合
っ
た
事
案
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
条
件
の
下

で
怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
に
期
間
制
限
の
適
用
が
あ
る
の
か
、
従
来
、
そ
の
基
準
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
下
級
審
判
決
は
、
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期
間
制
限
の
適
用
を
肯
定
す
る
も
の
と
、
否
定
す
る
も
の
と
に
分
か
れ
て
い
た
（
8
）

。

平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
は
、
下
級
審
の
判
断
が
分
か
れ
て
い
た
問
題
に
つ
い
て
決
着
を
付
け
る
と
と
も
に
、
本
件
は
昭
和
六
二
年

判
決
の
法
理
の
射
程
範
囲
外
で
あ
る
と
し
て
、
原
則
ど
お
り
、
本
件
監
査
請
求
に
は
期
間
制
限
の
適
用
が
な
い
と
し
た
（
9
）

。
本
判
決
は
、
そ

の
後
の
怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
と
期
間
制
限
に
関
す
る
裁
判
例
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

し
か
し
、
本
判
決
で
は
、
い
つ
の
時
点
で
違
法
な
怠
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
も
そ
も
「
怠
る
事
実
の
違
法
」
と
は

何
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
判
示
さ
れ
な
い
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
（
10
）

。

第
三
に
、
最
高
裁
平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
判
決
（
11
）

（
以
下
、「
平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
判
決
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
本
件
は
、
東
京
都
町

田
市
の
住
民
ら
が
、
市
が
日
本
下
水
道
事
業
団
に
委
託
し
た
各
下
水
道
施
設
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
同
事
業
団
が
平
成
五
年
一
月
二
九
日

か
ら
同
六
年
二
月
一
八
日
ま
で
の
間
に
上
告
人
株
式
会
社
明
電
舎
又
は
同
三
菱
電
機
株
式
会
社
と
の
間
で
請
負
契
約
を
締
結
し
て
発
注
し

た
各
電
気
設
備
工
事
に
係
る
工
事
請
負
代
金
が
、
談
合
に
よ
っ
て
不
当
に
つ
り
上
げ
ら
れ
、
市
が
こ
れ
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害
を

被
っ
た
と
し
、
市
は
、
談
合
を
し
た
上
告
人
ら
及
び
こ
れ
に
加
担
し
た
事
業
団
に
対
し
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
行
使
を
違
法
に
怠
っ
て
い
る
と
し
て
、
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
き
、
怠
る
事
実
に
係
る

相
手
方
で
あ
る
上
告
人
ら
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

本
件
の
争
点
は
、
地
方
公
共
団
体
を
発
注
者
と
す
る
公
共
工
事
に
お
い
て
談
合
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
地
方
公
共
団
体
が
談
合
業
者
ら

に
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
期
間
制
限
の
規
定
が

及
ぶ
と
解
す
べ
き
か
否
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
昭
和
六
二
年
判
決
の
法
理
の
射
程
範
囲
が
、
談
合
の
違
法
を
争
う
当
該
事
案
に
も
及
ぶ
の

か
否
か
が
争
点
で
あ
る
（
12
）

。
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平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
判
決
は
、「
本
件
監
査
請
求
に
つ
い
て
監
査
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
監
査
委
員
は
、
上
記
談
合
行
為
等
が

あ
っ
た
か
否
か
、
こ
れ
に
よ
り
上
記
差
額
が
生
じ
た
か
否
か
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
市
が
本
件
各
委
託
工
事
を
委
託
す
る
た
め
に
事
業

団
と
の
間
で
締
結
し
た
委
託
協
定
の
内
容
、
委
託
費
用
の
支
払
経
過
等
を
明
ら
か
に
し
て
、
市
が
本
件
各
発
注
工
事
の
工
事
請
負
代
金
を

最
終
的
に
負
担
さ
せ
ら
れ
損
害
を
被
っ
た
か
否
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
と
事
業
団
と
の
間

に
お
け
る
委
託
協
定
の
締
結
や
委
託
費
用
の
支
払
等
の
財
務
会
計
上
の
行
為
が
財
務
会
計
法
規
に
違
反
す
る
違
法
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ

れ
て
初
め
て
市
の
事
業
団
及
び
上
告
人
ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
監
査
委
員
は
、
上

記
の
よ
う
な
談
合
行
為
等
と
こ
れ
に
基
づ
く
事
業
団
と
上
告
人
明
電
舎
及
び
同
三
菱
電
機
と
の
請
負
契
約
の
締
結
が
不
法
行
為
法
上
違
法

の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
に
よ
り
市
に
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
な
ど
を
確
定
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
監

査
請
求
は
市
の
財
務
会
計
上
の
行
為
を
対
象
と
す
る
監
査
請
求
を
含
む
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本

件
監
査
請
求
を
本
件
規
定
の
適
用
が
な
い
怠
る
事
実
に
係
る
も
の
と
認
め
て
も
、
本
件
規
定
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
本

件
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
本
件
規
定
に
よ
る
監
査
請
求
期
間
の
制
限
が
及
ば
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
昭
和

六
二
年
判
決
の
示
し
た
法
理
は
本
件
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
本
判
決
は
、
下
水
道
談
合
事
案
に
お
い
て
、
前
記
の
平
成
一
四
年

七
月
二
日
判
決
と
同
様
に
、「
真
正
怠
る
事
実
」
に
該
当
す
る
旨
の
事
例
判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
の

定
立
し
た
基
準
を
受
け
て
、
本
件
で
の
期
間
制
限
の
適
用
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
判
決
は
、
当
該
業
者
と
地
方
公
共
団
体
と
の
間
に
直
接
契
約
が
締
結
さ
れ
た
事
案
で
は
な
く
、
地
方
公
共
団

体
が
日
本
下
水
道
事
業
団
に
工
事
を
委
託
し
、
同
事
業
団
が
業
者
と
契
約
を
締
結
し
た
事
案
に
お
い
て
も
、
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決

が
示
し
た
一
般
論
を
説
示
し
た
う
え
、
本
件
監
査
請
求
に
つ
い
て
監
査
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
監
査
委
員
は
、
市
が
同
事
業
団
と
の
間
で



九
八

締
結
し
た
委
託
協
定
の
内
容
、
委
託
費
用
の
支
払
経
過
等
を
明
ら
か
に
し
て
、
市
が
損
害
を
被
っ
た
か
否
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
委
託
協
定
の
締
結
や
委
託
費
用
の
支
払
等
の
財
務
会
計
行
為
が
財
務
会
計
法
規
に
違
反
し
て
違
法
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
初
め
て
市

の
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
本
件
監
査
請
求
に
は
期
間
制
限
が
及
ば
な
い
と
し
た
。
本
判
決

は
、
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
に
続
き
、
期
間
制
限
の
適
用
を
否
定
し
、
こ
の
種
の
事
案
に
お
け
る
最
高
裁
と
し
て
の
基
準
を
確
立
し

た
も
の
と
い
え
る
（
13
）

。

第
四
に
、
最
高
裁
平
成
一
四
年
一
〇
月
三
日
判
決
（
14
）（

以
下
、「
平
成
一
四
年
一
〇
月
判
決
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
本
件
事
実
の
概
要
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
愛
知
県
の
住
民
Ⅹ
ら
は
、
県
が
工
事
請
負
業
者
で
あ
る
共
同
企
業
体
と
の
間
で
工
事
代
金
を
増
額
す
る
等
の
工
事
請

負
変
更
契
約
を
平
成
三
年
七
月
に
締
結
し
、
代
金
増
額
分
を
平
成
四
年
三
月
ま
で
に
全
額
支
払
っ
た
こ
と
に
関
し
、
同
変
更
契
約
が
違

法
・
不
当
で
無
効
な
も
の
で
あ
り
、
県
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
と
主
張
し
、
工
事
請
負
業
者
、
県
知
事
、
副
知
事
、
建
築
部
長
、
総
務
部

次
長
そ
の
他
担
当
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
等
を
内
容
と
す
る
住
民
監
査
請
求
を
平
成
六
年
一
〇
月
に
行
っ
た
。
当
該
請
求
棄
却
の

後
に
Ⅹ
ら
は
、
県
知
事
、
県
の
担
当
部
署
の
職
員
、
工
事
請
負
業
者
等
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
。
本
件
監

査
請
求
に
は
、
同
変
更
契
約
が
違
法
・
無
効
で
あ
る
と
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
、
県
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠

償
請
求
権
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
と
い
う
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
同
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
（
15
）

。

平
成
一
四
年
一
〇
月
判
決
で
は
、
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
の
一
般
的
法
理
を
援
用
し
た
う
え
で
、
工
事
請
負
業
者
に
対
し
て
は
、

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
場
合
に
当
た
る
と
し
て
、
監
査
請
求
期
間
の
制
限
が
及
ば
な
い
と
し
た
。

す
な
わ
ち
、
被
上
告
会
社
九
社
が
、
県
に
対
し
、
本
件
工
事
に
関
し
不
当
に
水
増
し
請
求
を
す
る
な
ど
し
、
県
に
本
来
支
払
う
義
務
の
な

い
工
事
代
金
二
九
億
円
余
を
余
分
に
支
払
わ
せ
た
と
い
う
不
法
行
為
に
基
づ
く
被
上
告
会
社
九
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を



住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題
（
西
原
）

九
九

怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
監
査
委
員
は
、
被
上
告
会
社
九
社
に
つ
い
て
当
該
行
為
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
不
法
行

為
法
上
違
法
の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
に
よ
り
県
に
損
害
が
発
生
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
な
ど
を
確
定
し
さ
え

す
れ
ば
足
り
、
県
の
被
上
告
会
社
九
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
本
件
変
更
契
約
が
違
法
・
無
効
で
あ
る
か
ら
こ
そ
発
生
す
る
も

の
で
は
な
く
、
当
該
行
為
が
財
務
会
計
法
規
に
違
反
し
て
違
法
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
に
な
い
か
ら
、
期

間
制
限
が
及
ば
な
い
と
し
た
。

し
か
し
、
県
職
員
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
準
備
行
為
」
に
つ
い
て
は
、「
特
定
の
財
務
会
計
上

の
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
つ
き
権
限
を
有
す
る
職
員
又
は
そ
の
前
任
者
が
行
っ
た
そ
の
準
備
行
為
は
、
財
務
会
計
上

の
行
為
と
一
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
準
備
行
為
の
違
法
が
財
務
会
計
上
の
行
為
の
違
法
を
構
成
す
る
関
係
に
あ
る

と
き
は
、
準
備
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
を
対
象
と
し
て
さ
れ
た

監
査
請
求
は
、
実
質
的
に
は
財
務
会
計
上
の
行
為
を
違
法
と
主
張
し
て
そ
の
是
正
を
求
め
る
趣
旨
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
監
査
請
求
が
本
件
規
定
の
定
め
る
監
査
請
求
期
間
の
制
限
を
受
け
な
い
と
す
れ
ば
、
法
が
本
件
規
定
に
よ

り
監
査
請
求
に
期
間
制
限
を
設
け
た
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
上
記
監
査
請
求
に
は
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為

の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
本
件
規
定
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
ま
た
、「
補
助
行
為
」
に
つ
い
て
も
、

同
様
の
理
由
で
「
上
記
監
査
請
求
に
は
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
本
件
規
定
を
適
用
す
べ

き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

平
成
一
四
年
一
〇
月
判
決
で
は
、
契
約
締
結
担
当
職
員
と
そ
れ
以
外
の
者
（
業
者
、
議
員
、
契
約
締
結
担
当
者
で
は
な
い
職
員
等
）
と
で
期

間
制
限
規
定
の
適
用
を
区
別
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
、
水
増
支
払
い
の
要
請
と
い
う
違
法
行
為
を
行
っ
た
業
者
、



一
〇
〇

こ
れ
に
加
担
し
た
議
員
、
契
約
締
結
担
当
者
の
補
助
者
で
は
な
い
職
員
に
つ
い
て
は
「
真
正
怠
る
事
実
」
と
し
て
期
間
制
限
の
適
用
を
認

め
ず
、
他
方
、
契
約
締
結
担
当
者
（
専
決
権
者
、
受
任
者
）
の
補
助
者
が
行
っ
た
違
法
な
契
約
行
為
の
準
備
行
為
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
に

は
財
務
会
計
上
の
行
為
を
違
法
と
主
張
し
て
そ
の
是
正
を
求
め
る
趣
旨
で
あ
る
と
し
て
、
期
間
制
限
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。

平
成
一
四
年
一
〇
月
判
決
は
、
工
事
請
負
業
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
監
査
請
求
に
つ
い
て

期
間
制
限
の
適
用
は
な
い
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
監
査
請
求
に
、
財
務
会
計
職
員
ら
が
工
事
請
負
業
者
の
要
請
を
受
け
て
工
事
請
負
変

更
契
約
の
締
結
そ
の
他
こ
れ
に
係
る
行
為
を
行
っ
た
と
す
る
部
分
が
含
ま
れ
て
お
り
、
財
務
会
計
職
員
ら
と
工
事
請
負
業
者
と
の
共
謀
に

よ
る
不
法
行
為
と
み
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
監
査
委
員
は
、
工
事
請
負
業
者
の
不
当
な
水
増
し
請
求
行
為
が
あ
っ
た
か
否
か
、
そ
れ

が
不
法
行
為
法
上
違
法
の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
こ
れ
に
よ
り
県
に
損
害
が
発
生
し
た
と
い
え
る
か
否
か
な
ど
を
確
定
し

さ
え
す
れ
ば
足
り
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
平
成
一
四
年
七
月
二
日
の
事
案
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た

も
の
で
あ
る
（
16
）

。
一
方
、
財
務
会
計
上
の
行
為
の
準
備
行
為
又
は
補
助
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
損
害
賠
償
請
求
権

の
行
使
を
怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
違
法
が
財
務
会
計
上
の
行
為
の
違
法
を
構
成
す
る
関
係
に
あ
る
場
合
に
は
、

財
務
会
計
上
の
行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
同
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。
本
判
決
は
、
財
務
会
計
上
の
行

為
の
準
備
行
為
及
び
補
助
行
為
が
違
法
で
あ
る
の
に
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
と
し
て
監
査
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
期

間
制
限
が
及
ぶ
こ
と
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
判
決
と
い
え
る
（
17
）

。

（
1
） 

最
判
昭
和
五
三
年
六
月
二
三
日
判
例
時
報
八
九
七
号
五
四
頁
参
照
。

本
件
の
第
一
審
判
決
（
岡
山
地
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
二
日
判
例
時
報
八
六
八
号
二
三
頁
）
で
は
、
Ｙ
の
被
告
適
格
を
否
認
し
た
が
、
第
二
審



住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題
（
西
原
）

一
〇
一

判
決
（
広
島
高
判
昭
和
五
二
年
五
月
三
〇
日
判
例
時
報
八
六
八
号
二
〇
頁
）
で
は
、
Ｙ
の
被
告
適
格
を
認
め
た
。

（
2
） 

関
哲
夫
「
怠
る
事
実
と
監
査
請
求
提
起
期
間
の
制
限
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
二
巻
一
〇
号
四
八
│
四
九
頁
参
照
。

（
3
） 
阿
部
泰
隆
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
五
三
六
号
一
〇
頁
参
照
。

（
4
） 
保
木
本
一
郎｢

判
例
解
説｣

『
地
方
自
治
判
例
百
選
（
第
二
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
号
一
九
九
頁
、
竹
野
下
・
前
掲
論
文
八
〇
頁
参
照
。

（
5
） 

最
判
平
成
一
四
年
七
月
二
日
民
集
五
六
巻
六
号
一
〇
四
九
頁
参
照
。

「
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
」
に
つ
い
て
は
、
藤
原
静
雄
「
判
例
解
説
」
法
令
解
説
資
料
総
覧
二
四
九
号
一
一
二
頁
以
下
、
高
橋
利
明
「
談
合

住
民
監
査
請
求
『
一
年
の
壁
』
を
破
る
ま
で
」
法
律
時
報
七
四
巻
一
二
号
八
六
頁
以
下
、
西
鳥
羽
和
明
「『
不
真
正
怠
る
事
実
』
と
『
真
正
怠
る
事

実
』」
法
律
時
報
七
四
巻
一
二
号
九
二
頁
以
下
、
村
上
政
博
「
談
合
行
為
に
基
づ
く
住
民
訴
訟
に
係
る
最
高
裁
判
決
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
九
九
号

三
五
頁
以
下
、
阿
部
泰
隆
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
五
三
六
号
八
頁
以
下
、
曽
和
俊
文
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑
誌
一
二
八
巻
三
号
二
八
頁
以

下
、
山
岸
敬
子
「
時
の
判
例
」
法
学
教
室
二
七
〇
号
一
二
二
頁
以
下
、
野
口
貴
公
美
「
最
近
の
判
例
か
ら
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
六
巻
三
号
六
三
頁
以

下
、
中
原
茂
樹
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
四
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
二
四
六
号
四
二
頁
以
下
、
大
橋
寛
明
「
判
例
解
説
」『
最

高
裁　

時
の
判
例
Ⅰ
公
法
編
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
二
九
二
頁
以
下
、
大
橋
寛
明
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
一
号
八
七
頁
以
下
、
鈴
木
庸
夫

「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
（
第
三
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
八
号
一
六
〇
頁
以
下
、
谷
口
豊
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
四
年
度
主
要
民

事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
一
二
五
号
二
五
〇
頁
以
下
、
向
田
直
範
・
大
槻
文
俊
「
判
例
研
究
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
三
九
巻

二
号
二
〇
七
頁
以
下
、
白
井
皓
喜
・
安
部
崇
「
は
ん
れ
い
最
前
線
」
判
例
地
方
自
治
二
四
一
号
五
頁
以
下
、
清
水
幸
雄
・
北
原
靖
和
「
判
例
研
究
」

清
和
研
究
論
集
九
号
一
五
頁
以
下
、
大
沼
洋
一
「
判
例
解
説
」
行
政
判
例
研
究
会
編
『
平
成
一
四
年
行
政
関
係
判
例
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成

一
五
年
）
六
一
頁
以
下
、
人
見
剛
「
富
山
県
水
道
施
設
工
事
談
合
住
民
訴
訟
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
八
四
号
二
八
頁
以
下
、
大
橋
寛
明
「
判
例
解
説
」

法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
四
年
度
（
下
）』（
法
曹
会
、
平
成
一
七
年
）
五
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
6
） 

本
件
の
第
一
審
判
決
（
富
山
地
判
平
成
九
年
四
月
一
六
日
判
例
時
報
一
六
四
一
号
七
一
頁
）
及
び
第
二
審
判
決
（
名
古
屋
高
判
平
成
一
〇
年

四
月
二
二
日
判
例
時
報
一
六
七
一
号
五
〇
頁
）
で
は
、
本
件
監
査
請
求
は
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
に
係
る
請
求
と
し
て
期
間
制
限
に
服
す
る
も
の
と

し
た
。



一
〇
二

（
7
） 

談
合
入
札
事
件
の
背
景
と
各
種
の
法
的
論
点
に
つ
い
て
は
、
青
島
明
生
「
住
民
監
査
請
求
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
二
七
号
一
二
頁
以
下
、
高
橋
利

明
「『
違
法
な
財
務
会
計
行
為
』
の
ひ
ど
い
勘
違
い
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
二
七
号
一
五
頁
以
下
、
寺
上
奏
照
「
独
占
禁
止
法
と
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
」

自
由
と
正
義
五
一
巻
四
号
九
八
頁
以
下
、
村
上
政
博
「
入
札
談
合
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
（
上
、
中
、
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
〇
九
号
六
頁
以
下
、
七

一
一
号
三
二
頁
以
下
、
七
一
三
号
五
六
頁
以
下
参
照
。

（
8
） 

期
間
制
限
の
適
用
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
富
山
地
判
平
成
九
年
四
月
一
六
日
判
例
時
報
一
六
四
一
号
七
一
頁
、
名
古
屋
高
判
平
成
一
〇
年

四
月
二
二
日
判
例
時
報
一
六
七
一
号
五
〇
頁
、
静
岡
地
判
平
成
一
〇
年
七
月
一
七
日
判
例
時
報
一
六
九
一
号
四
三
頁
、
津
地
判
平
成
一
〇
年
八
月

二
〇
日
判
例
時
報
一
六
九
四
号
八
三
頁
、
東
京
地
判
平
成
一
一
年
一
月
二
八
日
判
例
時
報
一
六
九
三
号
三
九
頁
、
奈
良
地
判
平
成
一
一
年
一
〇
月

二
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
四
一
号
一
八
二
頁
、
浦
和
地
判
平
成
一
二
年
三
年
一
三
日
判
例
地
方
自
治
二
一
一
号
二
〇
頁
参
照
。

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
適
用
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
大
阪
地
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
八
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
二
四
号
一
九
五
頁
、
大
阪

高
判
平
成
一
三
年
一
月
二
四
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
九
九
号
二
〇
〇
頁
、
東
京
高
判
平
成
一
一
年
一
二
月
二
〇
日
判
例
時
報
一
七
〇
九
号
一
四
頁
、

名
古
屋
地
判
平
成
一
三
年
九
月
七
日
判
例
時
報
一
七
八
八
号
九
頁
参
照
。

（
9
） 

清
水
知
恵
子
「
真
正
怠
る
事
実
と
不
真
正
怠
る
事
実
」
藤
山
雅
行
編
『
新
・
裁
判
実
務
大
系
第
二
五
巻　

行
政
争
訟
』（
青
林
書
院
、
平
成

一
六
年
）
四
三
七
頁
、
阿
部
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」
一
一
頁
参
照
。

（
10
） 

中
原
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
四
四
頁
参
照
。

（
11
） 

最
判
平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
判
時
一
七
九
八
号
七
一
頁
参
照
。

「
平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
判
決
」
に
つ
い
て
は
、
山
田
洋
「
判
例
解
説
」
法
令
解
説
資
料
総
覧
二
五
〇
号
九
三
頁
以
下
、
曽
和
俊
文
「
時
の
判

例
」
法
学
教
室
二
七
〇
号
一
二
四
頁
以
下
、
曽
和
俊
文
「
判
例
紹
介
」
民
商
法
雑
誌
一
二
八
巻
三
号
五
九
頁
以
下
、
藤
原
静
雄
「
時
の
判
例
」
法
学

教
室
二
七
三
号
一
一
二
頁
以
下
、
内
田
義
厚
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
四
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
一
二
五
号
二
五
二

頁
以
下
参
照
。

（
12
） 

第
一
審
判
決
（
東
京
地
判
平
成
一
一
年
一
月
二
八
日
判
例
時
報
一
六
九
三
号
三
九
頁
）
は
、
本
件
の
よ
う
な
「
怠
る
事
実
」
に
係
る
監
査
請
求

に
つ
い
て
は
期
間
制
限
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
一
年
一
二
月
二
〇
日
判
例
時
報



住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題
（
西
原
）

一
〇
三

一
七
〇
九
号
一
四
頁
）
は
、
本
件
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
期
間
制
限
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
て
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
、
事
件
を
地
裁
に
差

し
戻
し
た
。

（
13
） 
曽
和
・
前
掲
「
判
例
紹
介
」
六
三
―
六
四
頁
参
照
。

（
14
） 
最
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
三
日
民
集
五
六
巻
八
号
一
六
一
一
頁
参
照
。

「
平
成
一
四
年
一
〇
月
三
日
判
決
」
に
関
し
て
は
、
寺
田
友
子
「
時
の
判
例
」
法
学
教
室
二
七
一
号
一
二
二
頁
以
下
、
堤
龍
弥
「
判
例
解
説
」
法

令
解
説
資
料
総
覧
二
五
八
号
一
一
一
頁
以
下
、
駒
林
良
則
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
五
三
七
号
一
九
頁
以
下
、
岡
田
春
男
「
判
例
批
評
」
民
商

法
雑
誌
一
三
〇
巻
二
号
一
八
六
頁
以
下
、
太
田
幸
夫
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
五
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
一
五
四
号

二
五
八
頁
以
下
、
髙
世
三
郎
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
五
七
巻
四
号
二
六
六
頁
以
下
、
髙
世
三
郎
「
判
例
解
説
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解

説
民
事
篇
平
成
一
四
年
度
（
下
）』（
法
曹
会
、
平
成
一
七
年
）
七
四
七
頁
以
下
参
照
。

（
15
） 

本
件
の
第
一
審
判
決
（
名
古
屋
地
判
平
成
七
年
一
〇
月
二
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
〇
九
号
一
四
四
頁
）
及
び
第
二
審
判
決
（
名
古
屋
高
判
平
成

八
年
一
〇
月
三
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
四
四
号
一
二
六
頁
）
で
は
、
本
件
監
査
請
求
は
同
条
二
項
の
期
間
経
過
後
に
な
さ
れ
た
不
適
法
な
も
の
で
あ

り
、
本
件
訴
え
は
適
法
な
監
査
請
求
を
経
て
お
ら
ず
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

（
16
） 

清
水
知
恵
子
・
前
掲
論
文
四
三
八
頁
参
照
。

（
17
） 

太
田
・
前
掲
『
平
成
一
五
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
二
五
九
頁
参
照
。

2　
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限

「
不
真
正
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
最
高
裁
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
判
決
（
1
）

（
以
下
、「
昭
和
六
二
年
判
決
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
本
件
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
新
潟
県
西
川
町
の
前
町
長
Ｙ1
は
、
昭
和
五
四
年
二
月
に
町
有
地
を
随
意
契
約
に
よ
り
Ｙ2
に
売
却
し
た
。
町
の
住
民
Ⅹ
ら
は
、

右
売
却
価
額
が
著
し
く
低
廉
で
あ
っ
て
、
町
の
財
政
運
営
上
多
大
の
損
失
を
生
じ
さ
せ
る
と
し
て
、
そ
の
是
正
措
置
を
求
め
る
旨
の
住
民



一
〇
四

監
査
請
求
（
第
一
回
監
査
請
求
）
を
行
っ
た
が
、
請
求
に
理
由
の
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
。
Ⅹ
ら
は
そ
の
五
カ
月
後
に
、
右
売
却
処
分
が

随
意
契
約
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
違
法
で
あ
る
等
の
理
由
を
追
加
し
て
、
再
度
監
査
請
求
（
第
二
回
監
査
請
求
）
を
行
っ
た
が
、
請
求
に
理
由

の
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
Ⅹ
ら
は
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
き
、
Ｙ1
に
対
し
て
適
正
時
価
と
売
却
価
額
と

の
差
額
の
損
害
賠
償
請
求
、
Ｙ2
に
対
し
て
右
同
額
の
不
当
利
得
返
還
請
求
等
の
訴
訟
を
提
起
し
た
。
第
一
審
判
決
（
新
潟
地
判
昭
和
五
六
年

六
月
二
九
日
行
裁
集
三
二
巻
九
号
一
五
三
五
頁
）
は
、
第
一
回
と
第
二
回
の
監
査
請
求
が
同
一
の
行
為
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
第
二
回
監

査
請
求
は
不
適
法
な
も
の
で
あ
り
、
本
件
訴
え
は
提
起
期
間
の
徒
過
を
理
由
に
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
し
た
。
Ⅹ
ら
は
、
控
訴
す
る

一
方
で
、
町
が
本
件
契
約
の
違
法
・
無
効
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
Ｙ1
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
、
Ｙ2
に
対
し
て
不
当
利
得
返
還
な
い
し

所
有
権
移
転
登
記
抹
消
の
請
求
権
を
有
す
る
の
に
、
そ
の
請
求
権
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
旨
の
監
査
請
求
（
第
三
回
監
査
請
求
）
を
行
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
却
下
通
知
後
、
Ｙ1
及
び
Ｙ2
に
対
す
る
訴
え
の
追
加
的
変
更
と
し
て
、
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
の
怠
る

事
実
に
係
る
相
手
方
に
対
す
る
請
求
と
し
て
の
損
害
賠
償
請
求
及
び
不
当
利
得
返
還
請
求
等
を
追
加
し
た
。
本
件
訴
訟
で
は
、
第
三
回
監

査
請
求
が
請
求
期
間
を
徒
過
し
た
も
の
か
否
か
等
が
争
わ
れ
た
（
2
）

。

昭
和
六
二
年
判
決
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
違
法
に
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
が
あ
る
と
し
て
法
二
四
二
条
一
項
の
規
定

に
よ
る
住
民
監
査
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、
右
監
査
請
求
が
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
財
務
会
計
職
員
の
特
定
の
財
務

会
計
上
の
行
為
を
違
法
で
あ
る
と
し
、
当
該
行
為
が
違
法
、
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
不
行
使
を

も
っ
て
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
右
怠
る
事
実
に
係
る
請
求
権
の
発

生
原
因
た
る
当
該
行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
同
条
二
項
の
規
定
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。
け
だ
し
、
自
治
法
二
四
二
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た



住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題
（
西
原
）

一
〇
五

監
査
請
求
は
不
適
法
と
さ
れ
、
当
該
行
為
の
違
法
是
正
等
の
措
置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

監
査
請
求
の
対
象
を
当
該
行
為
が
違
法
、
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
不
行
使
と
い
う
怠
る
事
実
と

し
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
同
項
の
定
め
る
監
査
請
求
期
間
の
制
限
を
受
け
ず
に
当
該
行
為
の
違
法
是
正
等
の
措
置
を
請
求
し
得
る
も
の

と
す
れ
ば
、
法
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
請
求
に
期
間
制
限
を
設
け
た
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ

る
」
と
判
示
し
、
本
件
監
査
請
求
は
請
求
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
た
め
不
適
法
で
あ
る
と
し
た
。

怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
期
間
制
限
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
怠
る
事
実
に
係
る

監
査
請
求
に
期
間
制
限
が
な
い
と
い
う
原
則
を
貫
く
の
は
、
適
当
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
期
間
制
限
が
あ
る
「
当
該
行
為
」

に
つ
い
て
の
違
法
な
い
し
不
当
を
い
う
の
と
実
質
に
お
い
て
異
な
ら
な
い
場
合
に
、
怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
の
形
式
を
と
り
さ
え
す

れ
ば
、
期
間
制
限
を
免
れ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
期
間
制
限
を
定
め
た
本
件
規
定
の
趣
旨
を
没
却
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
昭
和
六
二
年
判
決
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
で
あ
っ
て
も
期
間
制
限
を
適
用
す
べ
き

場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
財
務
会
計
行
為
が
違
法
・
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事

実
（
い
わ
ゆ
る
「
不
真
正
怠
る
事
実
」）
に
係
る
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
期
間
制

限
が
及
ぶ
と
判
断
し
た
。

こ
の
事
例
は
、
住
民
Ｘ
ら
が
当
該
行
為
に
つ
い
て
の
監
査
請
求
を
行
い
、
こ
れ
に
基
づ
く
住
民
訴
訟
が
不
適
法
と
さ
れ
た
後
に
、
当
該

行
為
が
違
法
・
無
効
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
損
害
賠
償
請
求
権
及
び
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
に
つ
い
て
の
監

査
請
求
を
行
っ
た
が
、
そ
の
時
に
は
当
該
行
為
の
日
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
て
い
た
た
め
、
実
質
に
お
い
て
は
行
為
の
違
法
を
い
う
監

査
請
求
を
怠
る
事
実
の
監
査
請
求
の
形
式
に
構
成
し
直
し
て
請
求
し
た
と
い
う
典
型
的
な
事
例
で
あ
っ
た
（
3
）

。
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し
か
し
、
昭
和
六
二
年
判
決
は
、
当
該
事
例
に
つ
い
て
の
判
断
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
般
的
な
法
理
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
具
体
的

事
例
に
お
い
て
、
こ
の
法
理
が
当
て
は
ま
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
昭
和
六
二
年
判
決
は
、
昭
和
五
三
年
判
決
の
例
外

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
（
4
）

、
昭
和
六
二
年
判
決
の
示
し
た
一
般
的
な
法
理
は
、
そ
の
後
の
下
級
審
判
決
や
最
高
裁
判
決

に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
六
二
年
判
決
を
契
機
と
し
て
「
真
正
怠
る
事
実
」
と
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
が
区
別
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
に
、
最
高
裁
平
成
九
年
一
月
二
八
日
判
決
（
5
）

（
以
下
、「
平
成
九
年
判
決
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
本
件
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
茅
ヶ
崎
市
は
国
鉄
か
ら
転
売
禁
止
特
約
付
き
で
土
地
を
昭
和
六
一
年
三
月
に
買
い
受
け
た
が
、
同
特
約
に
違
反
し
て
昭
和
六
一

年
八
月
に
転
売
し
た
た
め
、
国
鉄
を
承
継
し
た
国
鉄
清
算
事
業
団
か
ら
、
同
土
地
の
売
買
契
約
を
解
除
さ
れ
た
う
え
、
解
除
に
よ
り
発
生

す
る
と
定
め
ら
れ
た
違
約
金
の
支
払
を
請
求
す
る
訴
訟
を
昭
和
六
二
年
一
二
月
に
提
起
さ
れ
た
。
市
は
こ
れ
に
応
訴
し
、
同
特
約
の
有
効

性
を
争
い
違
約
金
の
負
担
を
否
定
し
た
。
そ
の
後
、
裁
判
上
の
和
解
が
平
成
元
年
八
月
に
成
立
し
、
市
は
和
解
金
を
同
年
一
一
月
に
支

払
っ
た
。
市
の
住
民
Ⅹ
ら
は
、
同
和
解
金
の
支
払
は
本
件
売
買
契
約
の
違
約
等
に
基
づ
く
違
法
・
不
当
な
支
出
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
市

は
損
害
を
被
っ
た
の
で
、
当
該
違
法
な
転
売
行
為
を
行
っ
た
市
長
Ｙ
個
人
に
対
し
て
損
害
を
補
塡
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
求
め
る

旨
の
監
査
請
求
を
平
成
二
年
三
月
に
行
っ
た
。
同
請
求
を
棄
却
す
る
旨
の
監
査
結
果
の
通
知
の
後
、
Ⅹ
ら
は
、
市
は
Ｙ
に
対
す
る
損
害
賠

償
請
求
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
と
し
て
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
。

本
件
は
、
財
務
会
計
上
の
行
為
が
違
法
・
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
実
体
法
上
の
請
求
権
が
当
該
行
為
の
時
点
で
は
発
生
し
て
お
ら

ず
又
は
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
も
、
昭
和
六
二
年
判
決
の
法
理
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
例
外
と

さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
（
6
）

。
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平
成
九
年
判
決
は
、「
財
務
会
計
上
の
行
為
が
違
法
、
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
不
行
使
を

も
っ
て
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
と
す
る
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
、
右
請
求
権
が
右
財
務
会
計
上
の
行
為
の
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
は

い
ま
だ
発
生
し
て
お
ら
ず
、
又
は
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
右
実
体
法
上
の
請
求
権
が
発
生
し
、
こ
れ
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

本
来
、
監
査
請
求
の
対
象
と
し
て
の
「
財
務
会
計
上
の
行
為
」
と
「
怠
る
事
実
」
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
た
だ
、「
財
務
会
計
上

の
行
為
が
違
法
、
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
」
に
つ
い
て
の
監
査
請
求
は
、
通

常
、
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為
に
つ
い
て
の
監
査
請
求
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
た
め
、
同
時
に
監
査
請
求
期
間
が
進
行
す
る
と
解
さ
れ
、

本
件
の
よ
う
に
表
裏
の
関
係
に
な
い
事
案
に
は
、
昭
和
六
二
年
判
決
の
法
理
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
判
決
は
、「
怠
る
事
実
」

に
つ
い
て
監
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
時
、
す
な
わ
ち
当
該
実
体
法
上
の
請
求
権
が
発
生
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
時
か
ら
監
査
請
求
期
間
が
進
行
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
7
）

。

本
件
に
お
い
て
は
、
国
鉄
清
算
事
業
団
が
、
市
に
対
し
て
、
本
件
特
約
違
反
を
理
由
に
本
件
売
買
契
約
を
解
除
す
る
意
思
表
示
を
し
た

時
点
で
、
契
約
上
は
違
約
金
支
払
債
務
が
発
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
市
は
違
約
金
債
務
の
存
在
を
争
い
、
同
事
業
団
が
訴
訟

を
提
起
し
、
市
が
こ
れ
に
応
訴
し
て
本
件
特
約
の
有
効
性
自
体
を
否
定
す
る
な
ど
、
公
的
団
体
相
互
間
の
訴
訟
と
い
う
異
例
な
事
態
に
発

展
し
た
。
そ
こ
で
、
平
成
九
年
判
決
は
、
市
と
同
事
業
団
と
の
間
に
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
し
、
和
解
金
額
が
当
事
者
間
で
確
定
さ
れ
る

ま
で
は
、
市
が
市
長
個
人
に
対
し
、
右
違
約
金
債
務
を
負
担
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
に
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に

は
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
、
和
解
の
日
を
基
準
に
監
査
請
求
期
間
を
計
算
す
べ
き
も
の
と
判
断
し
た
（
8
）

。

平
成
九
年
判
決
は
、「
不
真
正
怠
る
事
実
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
監
査
請
求
期
間
の
起
算
点
を
財
務
会
計
行
為
の
時
点
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よ
り
後
に
ず
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
不
真
正
怠
る
事
実
」
に
係
る
監
査
請
求
に
お
い
て
、
請
求
権
が
財
務
会
計
上
の
行
為
の

な
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
は
い
ま
だ
発
生
し
て
お
ら
ず
、
又
は
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
右
実
体
法
上
の
請
求
権

が
発
生
し
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
期
間
制
限
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
平
成
九
年
判
決
は
、
昭
和
六
二
年
判
決
の
法
理
に
例
外
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
し
か
も
具
体
的
事
例
を
も
っ
て
例
外
を
示
し
た
も
の

と
い
え
る
（
9
）

。

第
三
に
、
最
高
裁
平
成
一
九
年
四
月
二
四
日
判
決
（
10
）

（
以
下
、「
平
成
一
九
年
判
決
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
本
件
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
平
成
六
年
当
時
、
香
川
県
香
川
町
の
町
長
で
あ
っ
た
Ｙ
は
、
Ａ
設
計
会
社
に
設
計
を
行
わ
せ
た
町
道
の
改
良
工
事
を
Ｂ
建

設
会
社
に
請
け
負
わ
せ
た
。
Ｂ
社
は
工
事
を
完
成
し
、
町
に
引
き
渡
し
た
が
、
翌
年
に
は
、
工
事
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

町
は
修
補
費
用
の
支
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
は
、
Ａ
社
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
Ｂ
社
に
対
し
て
は

訴
え
を
提
起
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
町
の
Ａ
社
に
対
す
る
請
求
を
棄
却
し
、
平
成
一
五
年
一
一
月
に
町
の
敗
訴
が
確
定
し

た
。
こ
れ
に
つ
き
、
町
の
住
民
Ⅹ
ら
は
、
平
成
一
五
年
一
二
月
、
町
監
査
委
員
に
対
し
て
監
査
請
求
を
行
っ
た
が
、
町
監
査
委
員
は
Ⅹ
ら

の
監
査
請
求
に
は
理
由
が
な
い
と
す
る
監
査
結
果
の
通
知
を
し
た
。
そ
こ
で
、
Ⅹ
ら
は
、
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
い
て

住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
。
本
件
の
争
点
は
、
Ⅹ
ら
の
監
査
請
求
に
つ
い
て
期
間
制
限
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
、
適
用
さ
れ
る
な
ら

ば
監
査
請
求
期
間
の
起
算
点
は
い
つ
か
で
あ
っ
た
（
11
）

。

平
成
一
九
年
判
決
は
、「
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
に
係
る
実
体
法
上
の
請
求
権
が
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
す
る
な
ど
し
て
怠

る
事
実
が
終
わ
っ
た
場
合
に
は
、
継
続
的
な
財
務
会
計
上
の
行
為
の
終
わ
っ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
こ
れ
を
対
象
と
す
る
監

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
怠
る
事
実
の
終
わ
っ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
こ
れ
を
対
象
と
す
る
監
査
請
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求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ま
た
、
上
記
の
場
合
に
お
い
て
、
上
記
請
求
権
の
行
使
を
怠
り
、
同
請

求
権
を
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
さ
せ
る
な
ど
し
た
こ
と
が
違
法
で
あ
る
と
し
、
当
該
怠
る
事
実
（
以
下
「
第
一
の
怠
る
事
実
」
と
い

う
。）
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
不
行
使
を
も
っ
て
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
（
以
下
「
第
二
の

怠
る
事
実
」
と
い
う
。）
と
し
た
上
で
、
第
二
の
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
監
査
請
求
が
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
、

第
一
の
怠
る
事
実
の
終
わ
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
一
年
の
監
査
請
求
期
間
の
制
限
に
服
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示

し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、「
第
一
の
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
監
査
請
求
は
、
第
一
の
怠
る
事
実
の
終
わ
っ
た
日
か
ら
一
年
を
経

過
し
た
と
き
は
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
監
査
請
求
の
対
象
を
第
一
の
怠
る
事
実
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に
基
づ

い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
不
行
使
と
い
う
第
二
の
怠
る
事
実
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
監
査
請
求
期
間
の
制
限
を
受

け
ず
に
実
質
的
に
第
一
の
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
監
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
れ
ば
、
本
件
規
定
が
監
査
請
求
期
間
を
制

限
し
た
前
記
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

本
判
決
で
は
、
当
該
監
査
請
求
の
対
象
は
、
怠
る
事
実
に
係
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
発
生
原
因
事
実
が
財
務
会
計
上
の
行
為
で
は
な

く
、
町
の
Ｂ
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
り
、
こ
れ
を
消
滅
さ
せ
た
と
い
う
「
第
一
の
怠
る
事
実
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

期
間
制
限
規
定
の
適
用
が
な
い
と
す
る
昭
和
五
三
年
判
決
・
平
成
一
四
年
の
三
つ
の
諸
判
決
（「
真
正
怠
る
事
実
」）
と
、
そ
の
適
用
が
あ
る

と
す
る
昭
和
六
二
年
判
決
（「
不
真
正
怠
る
事
実
」）
の
い
ず
れ
の
法
理
が
及
ぶ
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
（
12
）

。

平
成
一
九
年
判
決
で
は
、
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
（
第
一
の
怠
る
事
実
）
に
係
る
実
体
法
上
の
請
求
権
が
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
消

滅
す
る
な
ど
し
て
怠
る
事
実
が
終
わ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
請
求
権
の
行
使
を
怠
り
、
同
請
求
権
を
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
さ

せ
る
な
ど
し
た
こ
と
が
違
法
で
あ
る
と
し
、
第
一
の
怠
る
事
実
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
不
行



一
一
〇

使
を
も
っ
て
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
（
第
二
の
怠
る
事
実
）
と
し
た
う
え
で
、
第
二
の
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
住
民
監
査
請
求
が
な
さ

れ
た
と
き
も
、
当
該
監
査
請
求
は
、
第
一
の
怠
る
事
実
が
終
わ
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
期
間
制
限
に
服
す
る
も
の
と
し
た
。
平
成
一
九
年

判
決
は
、
第
二
の
怠
る
事
実
に
係
る
住
民
監
査
請
求
に
期
間
制
限
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
、「
期
間
制
限
を
受
け
ず
に
実
質

的
に
第
一
の
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
監
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
れ
ば
、
監
査
請
求
期
間
の
規
定
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ

る
」
と
理
由
付
け
て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
当
該
事
案
は
、
昭
和
六
二
年
判
決
の
法
理
を
推
し
及
ぼ
し
た
も
の
で
（
13
）

、
実
質
的
に
は
、
昭
和

六
二
年
判
決
の
射
程
内
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
14
）

。

平
成
一
九
年
判
決
は
、
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
が
終
わ
っ
た
場
合
に
生
じ
る
第
一
・
第
二
の
怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
に
お
け
る

期
間
制
限
の
適
用
の
有
無
及
び
そ
の
起
算
点
に
関
し
て
、
最
高
裁
が
初
め
て
明
示
的
な
判
断
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

（
1
） 

最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
参
照
。

「
昭
和
六
二
年
判
決
」
に
関
し
て
は
、
曽
和
俊
文
「
怠
る
事
実
と
監
査
請
求
期
間
制
限
」
仲
江
編
・
前
掲
書
一
四
〇
頁
以
下
、
石
川
善
則
「
時
の

判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
九
号
七
四
頁
以
下
、
北
崎
秀
一
「
地
方
自
治
関
係
判
例
紹
介
」
地
方
自
治
四
七
九
号
一
一
三
頁
以
下
、
木
佐
茂
男
「
最
新

判
例
批
評
」
判
例
評
論
三
四
五
号
三
四
頁
以
下
、
西
鳥
羽
和
明
「
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
四
〇
号
二
九
頁
以
下
、
鈴
木
庸
夫
「
判
例
解
説
」『
昭

和
六
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
六
七
七
号
三
二
〇
頁
以
下
、
石
川
善
則
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
四
二
巻
六
号
一
三
九

頁
以
下
参
照
。

（
2
） 

本
件
の
第
二
審
判
決
（
東
京
高
判
昭
和
五
七
年
八
月
三
一
日
行
裁
集
三
三
巻
八
号
一
七
六
三
頁
）
は
、
Ｘ
ら
の
控
訴
を
棄
却
し
、
Ｘ
ら
の
新
た

な
請
求
等
を
却
下
し
た
。

（
3
） 

鈴
木
・
前
掲
『
昭
和
六
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
三
二
一
頁
、
石
川
・
前
掲
「
時
の
判
例
」
七
六
│
七
七
頁
参
照
。

（
4
） 

大
橋
寛
明
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
四
九
巻
八
号
二
九
六
頁
、
村
田
哲
夫
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑
誌
一
一
七
巻
四
・
五
号
一
八
一
頁
参
照
。



住
民
監
査
請
求
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お
け
る
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怠
る
事
実
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期
間
制
限
の
問
題
（
西
原
）

一
一
一

（
5
） 

最
判
平
成
九
年
一
月
二
八
日
民
集
五
一
巻
一
号
二
八
七
頁
参
照
。

「
平
成
九
年
判
決
」
に
関
し
て
は
、
人
見
剛
「
時
の
判
例
」
法
学
教
室
二
〇
三
号
一
〇
八
頁
以
下
、
藤
原
淳
一
郎
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論

四
六
四
号
一
〇
頁
以
下
、
大
橋
寛
明
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
〇
号
一
五
六
頁
以
下
、
同
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
四
九
巻
八
号
二
八
〇

頁
以
下
、
村
田
哲
夫
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑
誌
一
一
七
巻
四
＝
五
号
一
七
六
頁
以
下
、
杉
山
正
己
「
判
例
解
説
」『
平
成
九
年
度
主
要
民
事
判
例

解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
九
七
八
号
二
四
四
頁
以
下
、
石
井
昇
「
判
例
解
説
」『
平
成
九
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊

一
一
三
五
号
三
八
頁
以
下
、
大
橋
寛
明
「
判
例
解
説
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
九
年
度
（
上
）』（
法
曹
会
、
平
成
一
二
年
）

一
六
一
頁
以
下
、
大
橋
寛
明
「
判
例
解
説
」『
最
高
裁　

時
の
判
例
Ⅰ
公
法
編
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
二
九
〇
頁
以
下
参
照
。

（
6
） 

本
件
の
第
一
審
判
決
（
横
浜
地
判
平
成
五
年
七
月
一
九
日
民
集
五
一
巻
一
号
三
〇
七
頁
）
は
、
昭
和
六
二
年
判
決
は
当
該
行
為
に
基
づ
い
て
実

体
法
上
の
具
体
的
請
求
権
が
直
ち
に
発
生
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
右
具
体
的
請
求
権
が
発
生
し
な
い
場
合
に
は
、
例
外
と
し
て
右

請
求
権
の
具
体
化
し
た
日
を
基
準
と
し
て
同
条
二
項
を
適
用
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
、
右
裁
判
上
の
和
解
か
ら
一
年
以
内
に
な
さ
れ
た
当
該
監

査
請
求
は
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
六
年
七
月
六
日
民
集
五
一
巻
一
号
三
二
八
頁
）
は
、
昭

和
六
二
年
判
決
の
法
理
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
、
当
該
監
査
請
求
は
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

（
7
） 

平
成
九
年
判
決
は
、
市
長
の
転
売
行
為
を
当
該
行
為
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
事
案
と
昭
和
六
二
年
判
決
の
事
案
と
を
基
本
的

に
同
一
の
も
の
と
み
て
い
る
。
た
だ
、
昭
和
六
二
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
は
、
当
該
行
為
に
係
る
監
査
請
求
と
同
時
に
、
怠
る
事
実
に
係
る
監
査

請
求
を
も
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
て
、
平
成
九
年
判
決
の
事
案
で
は
、
当
該
行
為
の
時
点
に
お
い
て
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
に
つ
い
て
の
監

査
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
違
い
が
あ
る
（
関
・
前
掲
論
文
五
二
―
五
三
頁
参
照
）。

（
8
） 

大
橋
寛
明
「
判
例
解
説
」『
最
高
裁　

時
の
判
例
Ⅰ
公
法
編
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
二
九
一
頁
参
照
。

（
9
） 

大
橋
寛
明
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
四
九
巻
八
号
二
九
五
│
二
九
六
頁
、
村
田
・
前
掲
「
判
例
批
評
」
一
八
一
頁
、
杉
山
・
前
掲
『
平
成
九
年

度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
二
四
五
頁
参
照
。

（
10
） 

最
判
平
成
一
九
年
四
月
二
四
日
民
集
六
一
巻
三
号
一
一
五
三
頁
参
照
。

「
平
成
一
九
年
判
決
」
に
関
し
て
は
、
内
野
俊
夫
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
五
号
八
六
頁
以
下
、
寺
田
友
子
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑



一
一
二

誌
一
三
七
巻
三
号
五
二
頁
以
下
、
小
舟
賢
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
九
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
三
五
四
号
五
二
頁
以
下
、

草
野
功
一
「
住
民
訴
訟
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
三
〇
五
号
一
一
〇
頁
以
下
、
辻
由
起
「
判
例
解
説
」
行
政
判
例
研
究
会
編
『
平
成
一
九
年
行
政

関
係
判
例
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
二
〇
年
）
二
八
頁
以
下
、
垣
見
隆
禎
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
五
九
九
号
七
頁
以
下
、
内
野
俊
夫
「
判

例
解
説
」
法
曹
時
報
六
一
巻
一
一
号
二
六
八
頁
以
下
参
照
。

（
11
） 

本
件
の
第
一
審
判
決
（
高
松
地
判
平
成
一
七
年
一
月
二
六
日
判
例
地
方
自
治
二
七
六
号
一
〇
三
頁
）
及
び
第
二
審
判
決
（
高
松
高
判
平
成
一
七
年

七
月
二
二
日
判
例
地
方
自
治
二
七
六
号
九
九
頁
）
は
、
期
間
制
限
の
適
用
を
認
め
、
町
の
Ｃ
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
消
滅
し
た
日
を
そ
の

起
算
点
と
し
、
Ⅹ
ら
の
住
民
監
査
請
求
は
監
査
請
求
期
間
を
徒
過
し
た
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

（
12
） 

草
野
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
判
例
解
説
」
一
一
二
頁
参
照
。

（
13
） 

内
野
俊
夫
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
五
号
八
七
頁
、
同
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
六
一
巻
一
一
号
二
八
〇
頁
参
照
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
件
監
査
請
求
は
昭
和
六
二
年
判
決
の
事
案
と
は
異
な
り
、
昭
和
六
二
年
判
決
の
法
理
の
射
程
外
に
あ
る
が
、
昭
和
六
二
年

判
決
の
法
理
が
推
し
及
ぼ
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
内
野
・
前
掲
「
時
の
判
例
」
八
七
頁
）。

（
14
） 

小
舟
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
五
三
頁
、
吉
野
・
前
掲
書
四
七
四
頁
参
照
。

四　
「
真
正
怠
る
事
実
」
と
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
の
判
断
基
準

「
怠
る
事
実
」
に
つ
い
て
は
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
同
条
二
項
の
適
用
が
な
い
と
す
る
の
が
通
説
・
判
例
（
昭
和
五
三
年

判
決
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
六
二
年
判
決
は
、
財
務
会
計
上
の
行
為
が
違
法
・
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上

の
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
（
い
わ
ゆ
る
「
不
真
正
怠
る
事
実
」）
の
場
合
に
は
、
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
監
査
請
求
期
間
を
設
け
た
趣

旨
が
没
却
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
当
該
財
務
会
計
行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
同
条
二
項
の
規
定
を
適
用
す
べ

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
怠
る
事
実
」
に
係
る
監
査
請
求
に
お
い
て
は
、「
真
正
怠
る
事
実
」
と
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
と
を



住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題
（
西
原
）

一
一
三

区
別
す
る
判
断
基
準
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
と
り
わ
け
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
が
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
に
該
当
す
る
の
か
が

重
要
な
争
点
と
な
る
（
1
）

。

こ
の
点
に
関
す
る
学
説
を
み
る
と
、
様
々
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
土
地
売
却
に
関
す
る
損
害
賠
償
請
求
、

不
当
利
得
返
還
請
求
、
登
記
抹
消
請
求
な
ど
当
該
財
務
会
計
行
為
の
法
律
関
係
か
ら
一
体
と
し
て
生
じ
る
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
場
合
が

「
不
真
正
怠
る
事
実
」
に
該
当
す
る
と
い
う
見
解
（
2
）

、
第
二
に
、
当
該
行
為
と
表
裏
一
体
を
な
す
場
合
は
、
当
該
行
為
に
係
る
主
張
と
怠
る

事
実
に
係
る
主
張
と
の
本
質
が
同
じ
場
合
に
、「
不
真
正
怠
る
事
実
」
に
該
当
す
る
と
い
う
見
解
（
3
）

、
第
三
に
、「
違
法
な
財
務
会
計
行
為
」

と
は
、
地
方
公
共
団
体
と
相
手
方
と
の
間
の
契
約
内
容
や
締
結
過
程
に
違
法
（
相
手
方
の
詐
欺
、
談
合
等
）
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
「
外
部

関
係
違
法
」
は
含
ま
ず
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
長
や
職
員
ら
の
法
令
違
反
等
の
職
務
義
務
違
反
す
な
わ
ち
「
内
部
関
係
違
法
」
が

あ
っ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
見
解
（
4
）

、
第
四
に
、「
真
正
怠
る
事
実
」
に
係
る
監
査
請
求
に
は
、
財
務
会
計
上
の
積
極
的
行
為
の
違

法
・
不
当
を
観
念
し
得
な
い
が
、「
不
真
正
怠
る
事
実
」
の
場
合
は
、
違
法
な
財
務
会
計
上
の
積
極
的
行
為
が
怠
る
事
実
の
前
提
と
し
て

存
在
し
、
ま
た
、「
不
真
正
怠
る
事
実
」
に
係
る
監
査
請
求
に
お
い
て
は
怠
る
事
実
が
存
在
す
る
か
否
か
の
前
提
と
し
て
必
然
的
に
当
該

行
為
の
違
法
の
有
無
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
見
解
（
5
）

、
第
五
に
、「
真
正
怠
る
事
実
」
と
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
の
両
者
を
区

別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
職
員
の
違
法
な
財
務
会
計
上
の
積
極
的
行
為
の
存
在
が
あ
る
か
否
か
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
6
）

、
第
六
に
、
長
・
職

員
に
対
し
て
実
体
法
上
の
請
求
権
を
主
張
し
得
る
事
案
に
お
い
て
、
そ
れ
を
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
と
し
て
構
成
し
て
も
、
監
査
請

求
期
間
の
制
限
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
長
・
職
員
に
対
し
て
怠
る
事
実
と
し
て
し
か
請
求
を
構
成
で
き
な
い
事
案
（
公
有
地

の
管
理
と
か
租
税
の
賦
課
徴
収
の
請
求
を
怠
っ
て
い
る
事
案
等
）
に
お
い
て
は
、
期
間
制
限
は
及
ば
な
い
と
い
う
見
解
（
7
）

な
ど
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
判
例
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
が
、「
監
査
委
員
が
怠
る
事
実
の
監
査
を
行
う
た
め
に
、



一
一
四

当
該
行
為
が
財
務
会
計
法
規
に
違
反
し
て
違
法
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
」
に
あ
る
か
ど
う
か
を
、「
真
正

怠
る
事
実
」
と
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
の
区
分
の
判
断
基
準
と
し
て
い
る
。
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
は
、
県
の
実
施
し
た
指
名
競
争

入
札
に
お
い
て
談
合
を
し
た
指
名
業
者
ら
に
対
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
に
係
る
監
査
請
求
に
は

期
間
制
限
の
規
定
が
及
ば
な
い
と
し
た
が
、「
真
正
怠
る
事
実
」
と
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
と
を
区
別
す
る
判
断
基
準
と
し
て
、
財
務
会

計
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
と
し
て
対
象
と
す
る
監
査
請
求
の
う
ち
、

特
定
の
財
務
会
計
法
規
に
違
反
し
て
違
法
か
否
か
を
判
断
し
な
く
と
も
監
査
委
員
が
怠
る
事
実
の
監
査
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

は
、
同
条
二
項
は
適
用
さ
れ
ず
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
に
は
適
用
さ
れ
る
と
の
判
断
基
準
を
示
し
た
（
8
）

。

こ
う
し
て
、
当
該
怠
る
事
実
の
監
査
を
遂
げ
る
た
め
に
、
財
務
会
計
行
為
が
財
務
会
計
法
規
に
違
反
し
て
違
法
で
あ
る
か
否
か
の
判
断

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
に
あ
れ
ば
、「
不
真
正
怠
る
事
実
」
と
し
て
監
査
請
求
期
間
の
制
限
が
及
ぶ
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
な

い
場
合
に
は
、「
真
正
怠
る
事
実
」
と
し
て
監
査
請
求
期
間
の
制
限
が
及
ば
な
い
と
の
判
断
基
準
が
最
高
裁
判
例
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
最
高
裁
判
決
（
平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
判
決
及
び
平
成
一
四
年
一
〇
月
判
決
）
も
、
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
と

同
旨
の
判
示
を
し
て
お
り
、
こ
の
判
断
基
準
は
判
例
上
確
立
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
最
高
裁
判
例
に
よ
っ
て
、
現
段
階
で
は
、

怠
る
事
実
に
関
す
る
監
査
請
求
に
つ
い
て
期
間
制
限
が
及
ぶ
の
は
、「
行
為
に
対
す
る
監
査
請
求
が
期
間
徒
過
の
た
め
に
で
き
な
く
な
っ

た
こ
と
を
免
れ
る
た
め
の
仮
装
行
為
（
9
）

」、「
当
該
行
為
に
関
す
る
監
査
請
求
と
す
べ
き
事
案
に
お
い
て
あ
え
て
怠
る
事
実
に
関
す
る
監
査
請

求
と
構
成
し
た
よ
う
な
場
合
（
10
）

」
に
限
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
11
）

。

今
後
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
期
間
制
限
の
及
ば
な
い
「
怠
る
事
実
」
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
が
課
題
と
な
る
。
窃
盗
、
横

領
、
公
有
財
産
の
無
断
使
用
等
の
事
実
的
侵
害
や
こ
れ
と
同
視
し
得
る
行
為
（
例
え
ば
、
自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
目
的
で
権
限
を
濫
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制
限
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題
（
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原
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一
一
五

用
し
た
場
合
や
談
合
の
よ
う
な
欺
罔
や
強
迫
に
基
づ
く
財
務
会
計
上
の
行
為
等
）
は
そ
の
典
型
と
さ
れ
る
が
、
な
お
そ
の
外
延
は
必
ず
し
も
明
確

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
（
12
）

。

ま
た
、
平
成
一
四
年
一
〇
月
判
決
で
は
、
当
該
業
者
等
に
対
す
る
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
期
間
制
限
が
適
用
さ
れ
な
い
一
方
で
、
当
該

職
員
に
対
す
る
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
期
間
制
限
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
不
均
衡
は
、
最
高
裁
が
定
立
し
た
判
断
基

準
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
13
）

。

（
1
） 

富
山
地
判
平
成
九
年
四
月
一
六
日
判
例
時
報
一
六
四
一
号
七
一
頁
、
清
水
知
恵
子
・
前
掲
論
文
四
三
三
―
四
三
三
頁
参
照
。

奥
宮
京
子
「
住
民
監
査
請
求
」
判
例
地
方
自
治
三
一
〇
号
一
〇
六
頁
は
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
が
「
真
正
怠
る
事
実
」
あ
る
い
は
「
不
真
正
怠

る
事
実
」
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、「
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
事
案
に
よ
っ
て
は
事
実
関
係
が
複
雑
で
、
監
査
請
求
書
の
記
載
は
事

実
関
係
が
整
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
、
監
査
委
員
と
し
て
は
、
短
期
間
で
要
件
の
有
無
を
判
断
す
る
の
に
苦
労
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
） 

鈴
木
庸
夫
・
前
掲
『
昭
和
六
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
三
二
一
頁
参
照
。

（
3
） 

西
鳥
羽
和
明
「
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
四
〇
号
三
一
│
三
二
頁
参
照
。

（
4
） 

高
橋
利
明
「『
違
法
な
財
務
会
計
行
為
』
の
ひ
ど
い
勘
違
い
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
二
七
号
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
5
） 

石
川
善
則
「
判
例
解
説
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
六
二
年
度
』（
法
曹
会
、
平
成
二
年
）
八
三
│
八
四
頁
参
照
。

（
6
） 

寺
田
友
子
「
怠
る
事
実
と
監
査
請
求
期
間
の
起
算
点
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
二
七
号
二
一
頁
参
照
。

（
7
） 

阿
部
泰
隆
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
④
』」
判
例
評
論
四
二
四
号
四
頁
参
照
。

（
8
） 

草
野
功
一
「
住
民
訴
訟
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
三
〇
五
号
一
一
二
頁
参
照
。

（
9
） 

阿
部
泰
隆
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
五
三
六
号
一
二
頁
。

（
10
） 

曽
和
俊
文
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑
誌
一
二
八
巻
三
号
四
二
頁
。



一
一
六

（
11
） 

垣
見
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」
八
│
九
頁
参
照
。

「
不
真
正
怠
る
事
実
」
を
構
成
す
る
こ
と
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
村
上
政
博
「
談
合
行
為
に
基
づ
く
住
民
訴
訟
に
係
る
最
高
裁
判
決
」
判
例
タ

イ
ム
ズ
一
〇
九
九
号
三
七
―
三
八
頁
参
照
。
ま
た
、
友
岡
史
仁
「
住
民
監
査
請
求
制
度
の
法
理
」
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
一
五
巻
一
＝
二
号

二
〇
八
頁
は
、「『
不
真
正
怠
る
事
実
』
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
さ
ら
に
厳
格
な
適
用
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
住
民
に
よ
る
監
査
請
求
権
行
使

の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
る
お
そ
れ
が
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
12
） 

鈴
木
・
前
掲
『
地
方
自
治
判
例
百
選
（
第
三
版
）』
一
六
一
頁
参
照
。

一
般
に
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
不
法
行
為
を
構
成
す
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
財
務
会
計
上
の
行
為
の
是
非
を
判
断
し
な
く
と
も
、
客
観
的

に
そ
の
違
法
を
判
断
で
き
る
た
め
、
談
合
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
不
行
使
は
「
真
正
怠
る
事
実
」
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
13
） 

山
本
隆
司
「
特
殊
問
題
―
住
民
訴
訟
」
南
博
方
・
高
橋
滋
編
『
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
（
第
三
版
補
正
版
）』（
弘
文
堂
、
平
成
二
一
年
）
一
八
一

頁
参
照
。五　

結　

語

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
住
民
監
査
請
求
期
間
の
趣
旨
、「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
に
関
す
る
判
例
、「
真
正
怠
る
事
実
」
と
「
不
真
正
怠

る
事
実
」
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

最
高
裁
判
例
に
お
い
て
は
、「
怠
る
事
実
」
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
期
間
制
限
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
が
（
昭
和
五
三
年
判
決
）、

例
外
的
に
、
財
務
会
計
上
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
当
該
地
方
公
共
団
体
に
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
の
行
使
を
怠

る
事
実
に
つ
い
て
は
、
原
因
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
の
日
又
は
行
為
の
終
わ
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
期
間
制
限
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
（
昭
和
六
二
年
判
決
）。
た
だ
し
、
右
行
為
の
時
点
で
は
実
体
法
上
の
請
求
権
が
発
生
し
て
お
ら
ず
又
は
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
右
実
体
法
上
の
請
求
権
が
発
生
し
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
日
を
基
準
と
し
て
期
間
制



住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題
（
西
原
）

一
一
七

限
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
平
成
九
年
判
決
）。
こ
う
し
て
、
昭
和
六
二
年
判
決
は
昭
和
五
三
年
判
決
の
例
外
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、

平
成
九
年
判
決
は
昭
和
六
二
年
判
決
に
も
例
外
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
平
成
一
四
年
七
月
二
日
判
決
、
平
成

一
四
年
七
月
一
八
日
判
決
、
平
成
一
四
年
一
〇
月
判
決
は
、
昭
和
六
二
年
判
決
の
射
程
範
囲
外
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
ま
た
、
平

成
一
九
年
判
決
で
は
、
請
求
権
の
行
使
を
怠
り
（
第
一
の
怠
る
事
実
）、
請
求
権
を
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
さ
せ
る
な
ど
し
た
こ
と

の
違
法
に
基
づ
く
請
求
権
の
不
行
使
を
「
怠
る
事
実
」
と
構
成
し
た
場
合
に
は
、
第
一
の
怠
る
事
実
の
終
わ
っ
た
日
を
基
準
に
期
間
制
限

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
判
例
の
法
理
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
監
査

請
求
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
期
間
制
限
は
及
ば
な
い
（「
真
正
怠
る
事
実
」）
と
い
う
の
が
昭
和
五
三
年
判
決
で
あ
り
、
期
間
制
限
を
適

用
し
な
い
こ
と
が
監
査
請
求
に
そ
の
制
限
を
設
け
た
法
の
趣
旨
を
没
却
す
る
結
果
と
な
る
場
合
に
は
、
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
監
査
請

求
で
あ
っ
て
も
、
期
間
制
限
規
定
が
及
ぶ
（「
不
真
正
怠
る
事
実
」）
と
い
う
の
が
昭
和
六
二
年
判
決
、
平
成
九
年
判
決
、
平
成

一
九
年
判
決
で
あ
る
。
監
査
委
員
が
当
該
行
為
の
違
法
性
を
検
討
・
判
断
す
る
必
要
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
制
限
を
設
け
た
立
法
趣
旨

を
没
却
す
る
結
果
と
な
ら
な
い
た
め
、
期
間
制
限
は
及
ば
な
い
と
い
う
の
が
平
成
一
四
年
の
諸
判
決
で
あ
る
（
1
）

。
と
り
わ
け
平
成
一
四
年
の

諸
判
決
は
、
こ
の
種
の
事
案
に
お
け
る
最
高
裁
判
例
の
法
理
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
談
合
の
違
法
性
を
追
及
す
る
住
民
訴
訟
の
可
能
性

を
広
げ
る
も
の
と
し
て
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
（
2
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
判
例
が
定
立
し
た
「
真
正
怠
る
事
実
」
と
「
不
真
正
怠
る
事
実
」
を
区
別
す
る
判
断
基
準
で
あ
る
「
監
査
委

員
が
怠
る
事
実
の
監
査
を
行
う
た
め
に
、
当
該
行
為
が
財
務
会
計
法
規
に
違
反
し
て
違
法
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
関
係
」
の
意
味
内
容
は
依
然
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
3
）

。
こ
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、「
き
わ
め
て
技
巧
的
で
、



一
一
八

わ
か
り
に
く
い
（
4
）

」
と
の
指
摘
が
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
学
説
の
中
に
は
、
現
行
の
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
規
定
そ
の
も
の
に
つ
い
て
疑
問
を
示
す
見
解
も
根
強
く
あ
り
、
一
年
と

い
う
期
間
制
限
に
つ
い
て
、
そ
の
延
長
や
廃
止
を
求
め
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「『
一
年
』
は
い
か
に
も
短
過
ぎ
て
、
住
民

か
ら
の
違
法
又
は
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
の
是
正
の
機
会
を
制
約
し
過
ぎ
て
い
る
自
殺
行
為
的
条
文
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
え
る
。

仮
に
関
連
私
法
行
為
の
法
的
安
定
性
を
考
慮
す
べ
き
と
い
う
の
な
ら
ば
、
一
案
と
し
て
法
律
関
係
そ
の
も
の
を
覆
す
型
の
請
求
は
三
年
、

法
律
関
係
そ
の
も
の
を
覆
さ
な
い
損
害
賠
償
請
求
型
の
請
求
は
四
な
い
し
五
年
と
い
っ
た
区
分
に
よ
り
対
処
す
る
と
か
、
右
峻
別
が
困
難

な
ら
、
せ
め
て
三
年
程
度
に
は
延
長
す
べ
き
で
あ
る
（
5
）

」
と
い
う
見
解
、「
損
害
補
塡
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る

住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
期
間
制
限
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
不
当
利
得
返
還
や
損
害
賠
償
を
求
め
る
相

手
方
以
外
の
第
三
者
の
利
益
に
影
響
し
な
い
こ
と
も
考
慮
し
て
、
そ
の
他
の
場
合
よ
り
も
期
間
を
長
く
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る

（
た
と
え
ば
、
三
年
）。
…
…
損
害
補
塡
を
求
め
る
住
民
監
査
請
求
の
す
べ
て
に
つ
い
て
請
求
期
間
の
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ

て
よ
い
（
6
）

」
と
い
う
見
解
、「
住
民
参
政
の
重
要
な
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
住
民
監
査
請
求
を
真
に
実
の
あ
る
も
の
に
す
る
に
は
、

よ
り
長
期
の
請
求
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
7
）

」
と
い
う
見
解
、「
違
法
・
不
正
を
問
題
と
す
べ
き
公
金
の
支
出
が
明
確
で
、
そ

れ
に
つ
い
て
監
査
を
受
け
て
い
る
以
上
、
そ
れ
以
上
厳
格
に
監
査
請
求
期
間
遵
守
を
要
求
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
と
す
る
立
場
も
あ

り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
…
…
少
な
く
と
も
、
住
民
訴
訟
の
改
正
後
の
新
四
号
請
求
の
も
と
に
お
い
て
は
、
職
員
が
直
接
被
告
と
な
る

負
担
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
監
査
請
求
期
間
の
限
定
は
む
し
ろ
緩
和
し
て
い
く
方
向
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
（
8
）

」
と

い
う
見
解
、「
一
年
の
期
間
制
限
は
、
当
該
財
務
会
計
行
為
と
直
接
に
は
何
ら
の
利
害
関
係
を
有
し
な
い
住
民
が
、
住
民
全
体
の
利
益
の

た
め
に
監
査
請
求
を
行
お
う
と
す
る
に
は
短
い
期
間
で
あ
っ
て
、
監
査
請
求
お
よ
び
住
民
訴
訟
の
大
き
な
制
約
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
長
、



住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
「
怠
る
事
実
」
と
期
間
制
限
の
問
題
（
西
原
）

一
一
九

職
員
、
相
手
方
な
ど
の
賠
償
責
任
の
存
続
期
間
を
考
え
る
な
ら
ば
延
長
す
る
よ
う
法
改
正
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
9
）

」
と
す
る
見
解
な

ど
が
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
廃
止
論
と
し
て
、
住
民
に
よ
る
財
務
監
視
制
度
と
い
う
視
点
か
ら
、「
監
査
請
求
提
起
期
間
の
制
限
は
、
あ
く
ま
で
も
住

民
訴
訟
の
訴
訟
要
件
と
す
る
に
と
ど
め
、
住
民
監
査
請
求
自
体
に
つ
い
て
は
期
間
制
限
を
特
に
法
定
し
な
い
と
す
る
制
度
も
存
在
し
う
る
（
10
）

」

と
い
う
見
解
や
、
住
民
監
査
請
求
の
「
期
間
制
限
規
定
は
早
急
に
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
（
11
）

」
と
い
う
見
解
さ
え
み
ら
れ
る
。

今
後
、
さ
ら
な
る
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
の
活
性
化
の
た
め
に
、
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
十
分
に

検
討
・
議
論
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
（
12
）

。

（
1
） 

岡
田
春
男
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑
誌
一
三
〇
巻
二
号
一
九
五
頁
参
照
。

（
2
） 

曽
和
俊
文
「
時
の
判
例
」
法
学
教
室
二
七
〇
号
一
二
五
頁
、
同
「
判
例
紹
介
」
民
商
法
雑
誌
一
二
八
巻
三
号
六
四
頁
、
向
田
・
大
槻
・
前
掲

「
判
例
研
究
」
二
二
二
│
二
二
三
頁
、
阿
部
泰
隆
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
五
三
六
号
一
一
頁
参
照
。

平
成
一
四
年
の
諸
判
決
に
よ
っ
て
、「
住
民
た
ち
は
、
時
間
的
な
制
約
で
埋
も
れ
さ
せ
た
談
合
事
件
を
掘
り
返
す
こ
と
も
で
き
る
し
、
使
い
や
す

く
な
っ
た
監
査
請
求
を
武
器
に
し
て
、
自
治
体
の
財
務
の
健
全
化
を
目
指
す
活
動
を
よ
り
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
な
っ
た
（
高
橋

利
明
「
談
合
住
民
監
査
請
求
『
一
年
の
壁
』
を
破
る
ま
で
」
法
律
時
報
七
四
巻
一
二
号
九
〇
│
九
一
頁
）。

（
3
） 

吉
野
・
前
掲
書
四
七
三
頁
参
照
。

（
4
） 

阿
部
泰
隆
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
五
三
六
号
一
四
頁
。

（
5
） 

藤
原
淳
一
郎
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
四
六
四
号
一
一
頁
。

阿
部
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」
一
三
頁
は
、「
も
と
も
と
、
期
間
制
限
の
理
由
は
、
法
的
安
定
性
で
あ
る
が
、
談
合
の
違
法
を
理
由
と
す
る
業

者
へ
の
損
害
賠
償
請
求
は
、
契
約
自
体
を
覆
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
法
的
安
定
性
に
よ
り
確
定
さ
せ
る
理
由
は
な
い
」
と
し
、
ま
た
、
村
上
政



一
二
〇

博
・
前
掲
「
談
合
行
為
に
基
づ
く
住
民
訴
訟
に
係
る
最
高
裁
判
決
」
四
〇
頁
は
、「
法
的
安
定
性
の
確
保
と
い
う
趣
旨
が
、
利
害
関
係
者
の
限
定
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
談
合
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
6
） 
碓
井
・
前
掲
書
五
一
│
五
二
頁
。

（
7
） 
髙
橋
雅
夫
・
前
掲
論
文
一
九
七
│
一
九
八
頁
。

（
8
） 

小
幡
純
子
「
時
の
判
例
」
法
学
教
室
二
七
三
号
一
一
一
頁
。

（
9
） 

井
上
・
前
掲
書
五
五
頁
。

秋
田
仁
志
「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
の
手
続
」
秋
田
仁
志
・
井
上
元
編
『
住
民
訴
訟
の
上
手
な
対
処
法
〔
改
訂
増
補
版
〕』（
民
事
法
研
究
会
、

平
成
一
五
年
）
三
二
頁
で
は
、「
一
年
と
い
う
期
間
制
限
は
監
査
請
求
の
大
き
な
制
約
と
な
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
長
、
職
員
、
相
手
方
な
ど
の

賠
償
責
任
の
存
続
期
間
を
考
え
る
な
ら
ば
、
三
年
あ
る
い
は
五
年
に
法
改
正
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
10
） 

加
藤
幸
嗣
「
監
査
請
求
前
置
主
義
」
園
部
逸
夫
監
修
・
編
『
実
務
・
自
治
体
財
務
の
焦
点
④
住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
元
年
）
八
三

│
八
四
頁
。

（
11
） 

清
水
・
出
口
・
前
掲
論
文
二
六
頁
。

こ
の
他
に
も
、
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
つ
い
て
の
延
長
・
緩
和
等
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
小
林
博
志
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
四

九
七
号
二
〇
頁
、
堤
龍
弥
「
判
例
解
説
」
法
令
解
説
資
料
総
覧
二
五
八
号
一
一
四
頁
、
寺
田
友
子
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑
誌
一
三
七
巻
三
号
六
六

頁
、
村
上
博
「
住
民
訴
訟
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
二
七
六
号
一
一
三
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
12
） 

髙
橋
雅
夫
・
前
掲
論
文
一
九
八
頁
、
碓
井
・
前
掲
書
五
二
頁
参
照
。



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
二
一

大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論

菊　
　

池　
　

肇　
　

哉

第
一
部
：
カ
ウ
サ
論
の
哲
学
的
基
礎
と
中
世
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
「
カ
ウ
サ
」
論

序
論
的
考
察

カ
ウ
サ
論
の
不
可
解
性

大
陸
法
契
約
法
に
お
け
る
カ
ウ
サ
・causa

論
、
つ
ま
り
、
契
約
の
有
効
性
に
な
ん
ら
か
の
正
当
原
因iusta causa

を
求
め
る
理
論
は

抽
象
的
で
不
可
解
と
さ
れ
て
い
る

（
1
）

。「
正
当
原
因
」
の
「
正
当
」
に
あ
た
る
形
容
詞
「iustus

」
を
「
法
律
上
の
」
と
解
釈
し
て
、（
1
）

訴
訟
提
起
可
能
な
契
約
成
立
の
た
め
の
「
法
律
上
の
要
件
事
実
」
と
し
て
解
す
れ
ば
良
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、（
2
）「
正
当iustus

」
を

「iustitia

正
義
」
の
概
念
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
と
し
て
道
徳
上
、
法
律
関
係
外
の
そ
の
契
約
を
支
え
る
「
大
ま
か
な
正
当
性
」
を
支
え

る
「
法
律
外
の
生
活
事
実
」
も
し
く
は
「
道
徳
上
の
要
件
」
と
し
て
理
解
す
る
か
。
果
た
し
て
、（
3
）
と
に
か
く
全
て
の
約
束
に
関
す



一
二
二

る
訴
訟
に
お
い
て
「
何
ら
か
の
原
因
を
明
示
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
訴
訟
法
上
の
要
件
」
が
「
契
約
の
一
般
理
論
」
に
入
り
込
ん
で

い
る
も
の
か
、
の
理
解
が
論
者
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
同
じ
論
者
で
も
場
所
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
分
明
で
は
な
い
の
で
あ
る

（
2
）

。
ビ

ロ
ッ
キ
は
「
カ
ウ
サ
は
漠
然
と
し
て
不
可
解
な
概
念
で
あ
るla causa fosse un concetto vago et m

isterioso （
3
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

約
因
論

同
様
の
難
し
さ
を
持
つ
概
念
と
し
て
十
六
世
紀
に
成
立
し
た
英
米
法
つ
ま
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
「
約
因considetation

」
の
概

念
が
あ
る
。
約
因
の
場
合
も
、
カ
ウ
サ
と
同
じ
く
本
質
的
に
契
約
の
訴
訟
提
起
可
能
性
の
有
無
を
決
定
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
特
性
は
契
約
が
締
結
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
「
対
価
的
牽
連
性reciprocity

」
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
約
因
の
性
格
も
「
胡
椒
の
粒
」
だ
け
で
も
有
効
な
約
因
と
し
て
成
立
す
る
名
目
的
約
因
論

（
4
）

、
ま
で
進
む
と
、
大
陸

法
の
カ
ウ
サ
論
と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
カ
ウ
サ
理
論
が
、
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
英
米
法
に
お
け
る
約
因
論
も
近

代
に
な
っ
て
批
判
を
受
け
て
い
る

（
5
）

。

有
名
な
一
九
一
九
年
のC

onradie v.R
ossouw

に
よ
るL

ord D
e V

illiers

裁
判
官
の
そ
の
よ
う
な
同
一
視
は
「
混
同
の
悪
夢
」
で

あ
る
と
い
う
見
解
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
体
系
と
ロ
ー
マ
ン
・
ダ
ッ
チ
・
ロ
ー
と
の
中
間
に
位
置
す
る
南
ア
フ
リ
カ
法
に

於
い
て
両
概
念
の
混
同
と
同
一
化
は
混
乱
と
実
務
的
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
き
た

（
6
）

。

恐
ら
く
関
連
性
は
両
理
論
間
に
存
在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
確
に
ど
の
よ
う
に
し
て
両
理
論
が
関
連
し
た
の
か
に
関
し
て
は
未
だ



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
二
三

学
説
間
の
一
致
を
見
な
い
難
題
で
あ
る
。

第
一
部
で
は
、
ロ
ー
マ
法
の
「
裸
の
合
意
は
訴
権
を
生
じ
な
い
。」
の
原
則
か
ら
延
長
さ
れ
た
中
世
ロ
ー
マ
法
に
於
け
る
ア
ゾ
の
「
カ

ウ
サ
＝
着
衣
論
」
の
理
論
の
概
観
を
俯
瞰
す
る
。
第
二
部
で
、
十
二
世
紀
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
十
三
世
紀
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
中
世
ロ
ー

マ
法
の
影
響
と
し
て
の
「
カ
ウ
サ
理
論
」
の
存
在
を
吟
味
し
た
後
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
の
約
因
の
理
論
の
成
立
の
過
程
と
カ
ウ
サ

理
論
の
影
響
を
吟
味
す
る
。

第
一
部
の
二
：
カ
ウ
サ
理
論

カ
ウ
サ
＝
着
衣
理
論

中
世
ロ
ー
マ
法
学
に
お
け
る
カ
ウ
サ
理
論
は
、
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
カ
ウ
サ
理
論
と
ロ
ー
マ
法
内
の
「
裸
の
合
意
（
無
方
式
合
意
）」
の

理
念
と
の
結
合
に
よ
り
生
ま
れ
た
。

中
世
の
カ
ウ
サ
論
に
つ
い
て
は
一
九
六
〇
年
の
ゼ
ル
ナ
ー
に
よ
る
も
の
が
あ
る
が
、
ゼ
ル
ナ
ー
の
研
究
は
不
当
利
得
論
の
「condictio 

sine causa

」
の
系
統
と
「
契
約
に
お
け
る
カ
ウ
サ
理
論
」
を
両
者
扱
っ
て
い
る

（
7
）

。
初
期
の
十
二
世
紀
の
段
階
で
は
不
当
利
得

﹇condictio causa data causa non secuta

﹈
に
お
け
る
議
論
の
ほ
う
が
、
契
約
に
お
け
る
カ
ウ
サ
論
よ
り
盛
ん
で
あ
っ
た
。
彼
が
契
約

に
お
け
る
カ
ウ
サ
理
論
に
つ
い
て
出
し
て
い
る
例
で
最
古
の
も
の
は
ア
ゾ
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。



一
二
四

ア
ゾ
（d.1230

）
に
よ
れ
ば
、

「V
estitu

r au
tem

 pactu
m

 sex m
od

is: re,  verbis,  con
sen

su,  literis,  con
tractu

s coh
aren

tia,  rei in
terven

tu （
8
） 

し
か
る
に

（
※
無
方
式
）
合
意
は
六
つ
の
方
法
で
着
衣
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
物
に
よ
り
、
言
葉
に
よ
り
、
合
意
に
よ
り
、
文
字
に
よ
り
、
契
約
へ
の
付

着
に
よ
り
、
物
の
介
入
に
よ
り
。」

「interventus rei

」
と
は
、
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
に
於
け
る
牽
連
性
の
こ
と
で
あ
り
、
通
常
「
物
」
と
訳
さ
れ
る
「res

」
と
い
う
概
念
は

非
常
に
多
義
的
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
お
お
ま
か
に
「
何
ら
か
の
価
値
の
介
入
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。「
契
約
の
付
着contractus 

coharentia

」
と
は
「
先
行
契
約
」
へ
の
付
着
の
こ
と
で
あ
る
。
原
テ
キ
ス
ト
と
五
番
目
と
六
番
目
の
着
衣
の
順
番
が
入
れ
替
わ
っ
て
い

る
。こ

の
法
文
は
バ
ッ
ク
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
「
全
て
の
カ
ウ
サ
理
論
が
根
拠
を
持
つ
と
さ
れ
る
有
名
な
一
説
で
あ
る
が
、
現
実
は
ま
っ
た
く

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い

（
9
）

」
と
さ
れ
る
。
確
か
にD

.2.14.7
の
法
文
を
読
ん
で
頂
く
と
、
二
度
カ
ウ
サ
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
意
味
は
カ
ウ
サ
哲
学
抜
き
で
理
解
可
能
で
あ
る
。
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
知
悉
し
て
い
た
こ
と
は
他
の

法
文
に
よ
り
ほ
ぼ
確
実
と
言
っ
て
良
い

（
10
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
な
し
に
理
解
で
き
る
。

ア
ゾ
以
降
、
標
準
注
釈
や
バ
ル
ト
ル
ス

（
11
）

に
よ
り
似
た
見
解
が
同
所
で
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
注
釈
学
派
に
こ
の
理
論
は
受
け
継
が
れ
た

と
考
え
て
良
い

（
12
）

。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の
理
論
は
、「
ロ
ー
マ
契
約
法
に
お
け
る
最
も
特
徴
的
理
論

（
13
）

」
と
さ
れ
る
。



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
二
五

約
因
と
の
比
較
に
お
い
て
大
事
な
点
は
「
裸
の
合
意
」
と
い
う
概
念
と
「
カ
ウ
サ
概
念
」
と
の
結
合
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
カ
ウ
サ
は
、

「
契
約
を
訴
訟
可
能
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
」
で
あ
り
、「
契
約
が
自
然
債
務
の
レ
ベ
ル
で
有
効
に
成
立
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
」
で
は
な
い
。

諾
成
主
義
が
敷
衍
し
た
現
在
で
は
両
者
は
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

第
二
部
：
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
「
着
衣
＝
カ
ウ
サ
論
」

貸
金
訴
訟
の
物
権
的
構
成

今
日
の
我
々
か
ら
見
て
契
約
法
に
当
た
る
訴
訟
形
式
の
中
で
、「
貸
金
令
状w

rit of debt

」、「
合
意
令
状w

rit of covenant

」、「
引

受
訴
訟
令
状w

rit of assum
psit

」
の
三
つ
が
特
に
重
要
で
あ
る
。「
貸
金
令
状w

rit of debt

」
は
請
求
権
の
あ
る
一
定
量
の
種
類
物
を

回
復
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
の
「
種
類
物fungibles

」
の
概
念
は
明
ら
か
に
ロ
ー
マ
法
の
消
費
貸
借
契
約
の
定
義
の
影
響
に

負
っ
て
い
る

（
14
）

。「w
rit of debt

貸
金
請
求
令
状
」
の
訴
訟
形
式
は
、「praecipe D

 qu
od

 red
d

at P
 £n

 qu
as ei d

ebet et in
ju

ste 

d
etin

et

被
告
に
彼
が
債
務
を
負
い
、
不
法
に
占
有
す
る
と
こ
ろ
の
金
銭
（
若
し
く
は
種
類
物
）
を
引
き
渡
す
よ
う
に
命
令
せ
よ
」
と
の
要

式
を
持
ち
そ
の
物
権
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。「w

rit of debt
貸
金
請
求
令
状
」
は
そ
の
名
称
に
関
わ
ら
ず
、
相
手
方
が
現
在
で
は
不
法
に

占
有
し
て
お
り
預
け
て
あ
る
も
の
を
返
せ
と
い
う
寄
託
的
構
成
な
の
で
あ
る
。

合
意
令
状
の
一
般
合
意
的
性
格
と
十
四
世
紀
に
お
け
る
押
印
証
書
化

次
に
、「
合
意
令
状w

rit of covenant

」
の
性
格
を
見
よ
う
。
そ
れ
は
「praecipe D

 qu
od

 ten
eat P

 con
ven

tion
em

 in
ter eos 

factam

被
告
は
原
告
に
対
し
彼
ら
の
間
で
為
さ
れ
た
合
意
を
守
る
よ
う
に
命
令
せ
よ

（
15
）

」
と
い
う
要
式
を
持
つ
。
こ
れ
は
要
式
書
だ
け
か



一
二
六

ら
見
れ
ば
、
当
事
者
間
の
間
で
な
さ
れ
た
合
意
の
履
行
を
命
令
す
る
も
の
に
見
え
る
。
事
実
、
当
初
の
十
二
世
紀
ま
で
は
合
意
全
般
に
適

用
さ
れ
、
貸
金
債
務
訴
訟
が
合
意
訴
訟
の
中
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

（
16
）

。
し
か
し
十
三
か
ら
十
四
世
紀
を
通
じ
て
「
合
意

covenant
」
は
よ
り
技
術
的
意
味
を
有
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、「covenant

」
は
「
押
印
証
書deed

」
で
あ
る
と
言
う
も
の

で
あ
る
。
十
四
世
紀
以
降
、
合
意
保
護
の
た
め
の
「
押
印
証
書
」
の
存
在
は
固
定
し
た
原
則
と
な
っ
た
。

十
二
世
紀
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
十
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
け
る
カ
ウ
サ
論
の
影
響

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
け
る
「cau

sa d
eb

en
d

i

」
と
「
債
務
令
状
」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
け
る
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
十
二
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
於
い
て
は
、
中
世
ロ
ー
マ

法
学
の
注
釈
学
派
の
学
問
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
未
だ
基
礎
形
成
期
で
あ
っ
た
。
ラ
ヌ
ル
フ
・
ド
ゥ
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ルR

anulf de 

G
lanvill 

（c.1112-1190

）
は
ヘ
ン
リ
二
世
の
治
世
に
於
け
るC

hief Justiciar

で
あ
り
、
そ
の
法
改
革
の
中
心
的
立
役
者
で
あ
っ
た
。

『T
ractatus de legibus et consuetudinibus regni A

ngliae

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
法
及
び
慣
習
論
』
は
一
一
八
八
年
ご
ろ

に
書
か
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
叙
述
し
た
最
初
の
理
論
書
で
あ
る
。
令
状
制
度w

rit system

の
確
立
に
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
ロ
ー
マ
法
か

ら
概
念
を
借
り
た
「
訴
権actio

論
」
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

カ
ウ
サ
理
論
の
出
発
点
は
ア
ゾ
に
あ
る
が
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
そ
れ
よ
り
も
古
く
、
ウ
ァ
カ
リ
ウ
スR

ogerius V
acarius 

（c.1120-

c.1200

）
と
そ
の
学
派

（
17
）

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
す
る
影
響
を
考
え
る
こ
と
と
な
る

（
18
）

。

『
法
学
提
要
』
の
シ
ス
テ
ム
に
通
暁
し
て
い
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
既
に
荒
削
り
な
が
ら
も
実
質
的
な
ロ
ー
マ
契
約
法
の
知
識
を
見
せ
て



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
二
七

お
り
、
そ
の
な
か
で
「
様
々
な
債
務
の
諸
原
因
に
つ
い
てD

e plu
ribu

s cau
sis d

eben
d

i

」
と
言
わ
れ
る
章
の
中
で
カ
ウ
サ
概
念
に
言

及
し
て
い
る
。

「V
troque vero existente in curia, is qui petit pluribus ex causis debitum

 potere potest. A
ut enim

 debetur quid ex 

cau
sa m

utui, aut ex uenditionis cau
sa, aut ex com

m
odato, aut ex locatio, aut ex depositio, aut alia iusta debendi 

cau
sa. ’ （

19
） 

両
当
事
者
が
法
廷
内
に
い
る
場
合
に
、
被
告
は
様
々
な
債
務
原
因
に
も
と
づ
き
訴
訟
を
持
ち
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ

な
れ
ば
、
あ
る
者
は
消
費
貸
借
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
者
は
売
買
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
者
は
使
用
貸
借
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
も
の
は

寄
託
を
原
因
と
し
て
、
も
し
く
は
他
の
正
当
な
債
務
原
因
か
ら
債
務
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
こ
こ
で
カ
ウ
サ
概
念
を
債
務
を
成
り
立
た
せ
る
背
景
の
意
味
で
使
用
し
て
お
り
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
「
カ
ウ
サ

＝
着
衣
論
」
で
の
厳
密
な
法
的
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
で
は
無
い
。
ま
た
、「
正
当
原
因
」
の
概
念
は
明
示
さ
れ
て
お
り
、
ロ
ー
マ
法
の

影
響
で
あ
ろ
う
。
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
い
て
は
「covenant
」
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
一
節
は
「
貸
金
・
債
務
令
状w

rit of 

debt

」
に
関
す
る
と
伝
統
的
に
解
さ
れ
て
お
り
、
中
世
の
実
務
に
影
響
を
与
え
た
。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
は
、「
消
費
貸
借
」
は
「debt

」
の
数
あ
る
原
因
の
一
つ
で
し
か
無
か
っ
た
が
、
後
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お

い
て
は
「
消
費
貸
借
契
約
」
の
中
核
的
概
念
で
あ
る
「
種
類
物
」
の
概
念
が
「debt

」
の
定
義
と
し
て
入
っ
て
き
て
い
る
。



一
二
八

「‘E
x cau

sa m
utui debetur aliquid cum

 quis credit alii aliquid tale quod constituit in num
ero vel pondere vel 

m
ensura. ’ （

20
） 

消
費
貸
借
を
カ
ウ
サ
と
し
て
人
は
何
ら
か
の
物
を
債
務
と
し
て
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
他
人
に
数
量
も

し
く
は
重
量
も
し
く
は
計
量
の
中
に
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
物
を
信
与
し
た
か
ら
で
あ
る
。」

こ
の
一
節
は
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
てfungibles

の
概
念
を
最
初
に
叙
述
し
た
一
節
と
な
る

（
21
）

。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
書
は
デ
・
ズ
ル
エ
タF

rancis D
e Z

ulueta 

（1878-1958

）
が
戦
前
に
発
見
し
当
初
は
ウ
ァ
カ
リ
ウ
ス
本
人
の
物
と

目
さ
れ
た
『
法
学
提
要
講
義L

ectu
ra su

per In
stitu

tion
es

』
と
の
強
い
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
22
）

。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば

「
我
々
の
テ
キ
ス
ト
は
イ
ギ
リ
ス
起
源
で
あ
り
十
二
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
に
遡
る
」
と
さ
れ
、
ホ
ー
ル
に
よ
り
一
一
八
七
年
か
ら

一
一
八
九
年
の
間
に
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
と
比
定
さ
れ
る
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
同
時
期
で
あ
る
。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
は
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
「
裸
の
合
意
か
ら
訴
権
は
生
ま
れ
な
い
」
に
連
結
す
る
「
カ
ウ
サ
＝
着

衣
論
」
で
は
無
い
、
し
か
し
な
が
ら
、「
債
務
・
訴
権
の
原
因
」
と
し
て
何
ら
か
の
カ
ウ
サ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
既
に
見
ら
れ
、

「
債
務
令
状w

rit of debt

」
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
と
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」

ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
ロ
ー
マ
法
の
影
響
は
よ
り
顕
著
で
あ
り
一
九
世
紀
後
半
の
ギ
ュ
タ
ー
ボ
ッ
クK

arl G
üterbock 

（1861 （
23
））

や
メ
イ



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
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（
菊
池
）

一
二
九

ト
ラ
ン
ドF

.W
.M

aitland, S
elected

 P
assages from

 th
e w

orks of B
racton

 an
d

 A
zo, S

eld
en

 S
ociety V

olu
m

e V
III 

（L
ondon, 

1895
）
以
来
、
ア
ゾ
と
の
関
係
は
完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
に
関
す
る
限
り
ア
ゾ
の

影
響
は
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
同
様
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
叙
述
し
た
。
そ
の
第
三
巻
冒
頭
に
お
い
て
ブ

ラ
ク
ト
ン
は
「D

ictu
m

 est su
pra d

e person
is et rebu

s. N
u

n
c au

tem
 d

icen
d

u
m

 est d
e action

ibu
s. 

上
で
は
人
と
物
に
つ
い

て
述
べ
た
が
、
し
か
る
に
今
は
訴
権
に
関
し
て
述
べ
な
け
れ
な
な
ら
な
い

（
24
）

」
と
述
べ
て
い
る
が
『
法
学
提
要
』
の
「
人
の
法
」「
物
の
法
」

「
訴
権
の
法
」
の
分
類

（
25
）

に
基
づ
い
て
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
叙
述
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
第
三
巻
冒
頭
で
『
訴
権actio

』
の
本
質
に
つ

い
て
論
じ
た
後
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
如
何
に
し
て
訴
権
が
形
成
さ
れ
る
か
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。

「V
idendum

 est etiam
 unde actio oritur. E

t sciendum
 quod ex ob

ligation
ib

u
s p

raeced
en

tib
u

s tanquam
 a m

atre 

fl ilia. O
bligatio autem

, quae est m
ater actionis, originem

 ducit et initium
 ex aliqua cau

sa p
raeced

en
te, sive ex 

contractu vel quasi sive ex m
alfi cio vel quasi. E

x contractu vero oriri poterit m
ultis m

odis, sicut ex conventione, per 

interrogationes et responsiones, ex verborum
 conceptione quae voluntates duorum

 in unum
 trahit consensum

, sicut 

p
acta con

ven
ta, quae nuda sunt aliquando, aliqundo vestita. Q

uae si nuda fuerint exinde non sequitur actio, quia ex 

nudo pacto non nascitur actio. O
portet igitur quod haveat vestim

enta de quibus inferius dicendum
. （

26
）



一
三
〇

同
じ
く
、
ど
こ
か
ら
訴
権
が
生
成
す
る
の
か
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
訴
権
は
先
行
す
る

債
務
か
ら
ま
る
で
娘
が
母
親
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
訴
権
の
母
で
あ
る
と
こ
ろ
の
債
務
は

何
ら
か
の
先
行
す
る
カ
ウ
サ
・
原
因
か
ら
生
ま
れ
始
め
ら
れ
る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
契
約
か
ら
で
あ
る
か
準
契
約
か
ら
で
あ
る
か
、
不
法

行
為
か
ら
で
あ
る
か
準
不
法
行
為
か
ら
で
あ
る
。
契
約
か
ら
で
あ
る
場
合
は
ま
さ
に
多
く
の
方
法
で
（
債
務
）
は
発
生
し
う
る
。
つ
ま
り

先
行
す
る
問
い
か
け
と
応
答
に
よ
る
言
葉
に
よ
る
合
意
か
ら
、
二
人
の
人
間
の
意
思
が
合
意
と
し
て
一
つ
の
も
の
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
言

葉
の
合
致
に
よ
っ
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
裸
で
あ
り
あ
る
時
は
着
衣
さ
れ
て
い
る
合
意
さ
れ
た
合
意
の
よ
う
に
。
な
ぜ
な
ら
合
意
が
裸
で

あ
る
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
は
訴
権
は
続
か
な
い
か
ら
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
裸
の
合
意
か
ら
は
訴
権
は
発
生
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ

ゆ
え
、（
訴
権
を
生
み
出
す
た
め
に
は
）
合
意
は
外
套
・
着
衣
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
以
下
で
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」ブ

ラ
ク
ト
ン
の
混
乱

上
で
訳
出
し
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
は
非
常
に
混
乱
し
て
い
る
。
訴
権
が
先
行
す
る
債
務
か
ら
「
娘
が
母
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
に

生
ま
れ
る
」
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
ア
ゾ
の
影
響
で
あ
る
。A

zo, S
u

m
m

a In
siton

u
m

 to I.3.13

に
同
趣
旨
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
「
先
行
す
る
債
務
」
と
は
恐
ら
く
は
自
然
債
務
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続
き
、
債
務
は
「
契
約
か
ら
が
準

契
約
か
ら
か
不
法
行
為
か
ら
か
準
不
法
行
為
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
い
う
法
学
提
要
に
見
ら
れ
る
説
明
が
続
く
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
る
と
そ

の
四
種
は
訴
権
の
母
と
よ
べ
る
「
先
行
す
る
債
務
」
の
そ
の
ま
た
「
先
行
す
る
原
因
、
カ
ウ
サ
」
で
あ
る
。



大
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菊
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一
三
一

こ
の
時
点
で
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ロ
ー
マ
法
理
解
が
大
分
混
乱
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
来
の
カ
ウ
サ
論
は
、
契
約
法
の
中
で
着
衣
と

し
て
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。「per interrogationes et responsiones

問
い
か
け
と
返
答
を
通
じ
て
」
は
本
来
は
、「
言
語
に
よ
る
契

約contractus verbis

」
で
あ
る
問
答
契
約
に
関
し
て
の
文
章
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
合
意
か
らex conventione

」
と
等

置
さ
れ
て
い
る
。「
言
葉
の
合
致
」
と
訳
し
たverborum

 conceptio

」
と
い
う
言
葉
も
本
来
は
問
答
契
約
に
関
す
る
用
語
で
あ
る
が
、

し
か
し
、「quae voluntates duorum

 in unum
 trahit consensum

二
人
の
人
間
の
意
思
が
合
意
と
し
て
一
つ
の
も
の
に
引
き
寄
せ
ら

れ
る
」
と
関
係
詞
で
同
値
化
し
て
い
る
内
容
は
本
来
は
「
同
意
の
定
義
」
で
あ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
問
答
契
約
」
と
「
合
意

conventio

」
を
混
同
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
後
期
以
降stipulatio

は
無
方
式
合
意
と
同
意
語
に
な
っ
た
が
彼
は
本
来
の

意
味
で
の
問
答
契
約
と
の
区
別
が
付
い
て
い
な
い
。

次
に
続
く
、pacta conventa

は
ソ
ー
ン
の
訳
す
と
お
り
「
合
意
さ
れ
た
合
意
」
と
で
も
こ
の
文
脈
で
は
訳
す
し
か
無
い
が
、
本
来
は

中
世
ロ
ー
マ
法
の
文
脈
で
は
第
六
の
着
衣
で
あ
る
、
先
行
契
約
へ
の
無
方
式
合
意
の
付
着
、「cohaerentia contractus

」
を
表
す
専
門

用
語
で
あ
る
。conventa

は
「
合
意
さ
れ
た
」
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
先
行
債
務
と
同
行
す
る
（con+venire

共
に
行
く
）
無
方
式
合
意

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
訴
権
の
母
と
し
て
先
行
す
る
意
味
で
の
先
行
債
務
（
つ
ま
り
、
訴
権
が
与
え
ら
れ
る
前
の
自
然
債

務
）」
と
「
有
効
な
先
行
契
約
へ
無
方
式
合
意
が
付
着
す
る
場
合
の
先
行
契
約
」
と
を
混
同
し
て
お
り
混
乱
し
た
意
味
不
明
の
テ
キ
ス
ト

の
キ
メ
ラ
に
仕
上
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
の
影
響
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
カ
ウ
サ
と
い
う
言
葉
はD

.2.14.7



一
三
二

で
使
わ
れ
て
い
る
本
来
の
意
味
「
訴
権
の
原
因
」
と
し
て
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ロ
ー
マ
法
理
解
は
『
ユ
帝
法
学
提
要
』
と
ア
ゾ
の
『
法
学
提
要
の
ス
ン
マ
』
に
大
部
分
依
拠
し
て
お
り
、
よ
り
大
部
の

『
勅
法
集
の
ス
ン
マ
』
を
介
し
た
『
学
説
彙
纂
』
の
テ
キ
ス
ト
の
精
密
な
理
解
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
法
学

提
要
』
内
の
法
文
理
解
は
全
く
問
題
な
く
見
え
自
由
に
他
の
『
法
学
提
要
』
内
の
箇
所
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、『
学
説

彙
纂
』
内
の
法
文
の
理
解
に
な
る
と
途
端
に
意
味
不
明
に
な
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、「
着
衣
＝
カ
ウ
サ
理
論
」
の

本
体
は
既
に
見
た
よ
う
にD

.2.14.7

に
基
づ
き
、
基
本
的
な
理
解
の
中
核
部
分
で
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
。
問
題
は
お
も
に
後
者

二
つ
の
着
衣
「
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
」
と
「
他
契
約
へ
の
付
着
」
の
場
所
で
生
じ
て
い
る
。

「E
t sciendum

 est obligatio est iuris vinculum
 quo necessitate astringim

ur ad aliquid dadum
 et faciendum

, ut si quis 

ligatus fuerit astricus alicui ad aliquid, et ille alius ei ad aliquid contraligatus. E
st enim

 obligatio quasi contraligatio, 

et quatuor habet species quibus contrahitur et plura vestim
enta. C

ontrahitur enim
 re, verb

is, scrip
to, con

sen
su

, 

trad
ition

e, iu
n

ctra, quae om
inia dicuntur vestim

enta pactorum
. （

27
）

そ
し
て
、
債
務
と
は
そ
れ
に
よ
り
我
々
が
必
要
的
に
何
か
ら
の
こ
と
を
与
え
た
り
為
し
た
り
す
る
よ
う
に
我
々
を
義
務
付
け
る
法
の
鎖

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
も
し
あ
る
人
が
あ
る
人
に
対
し
厳
し
く
何
ら
か
の
物
事
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
相
手
方
も
彼
に
対
し
何
ら
か
の
物
事
に
反
対
に
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
債
務
と
は
「
あ
た
か
も
反
対
拘
束
で
あ
る

q
u

asi con
traligatio

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
契
約
が
為
さ
れ
る
四
つ
の
種
類
が
あ
り
、
多
く
の
着
衣
が
あ
る
。
な
ぜ
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一
三
三

な
ら
、
契
約
は
物
、
言
語
、
文
書
、
合
意
、
引
渡
し
、
付
着
に
よ
り
為
さ
れ
、
こ
れ
ら
全
て
が
合
意
の
外
套
・
着
衣
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。」こ

こ
で
訳
し
た
節
の
最
後
で
は
、「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
理
論
」
は
よ
り
明
確
で
あ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
債
務
と
は
あ
た
か
も
反
対
拘
束

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
続
け
る
。
彼
が
契
約
の
定
義
と
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
を
混
乱
し
て
述
べ
た
こ
の
部
分
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
権
威
的
テ

キ
ス
ト
と
し
て
、
契
約
に
お
け
る
約
因
論
＝
カ
ウ
サ
論
の
対
価
的
牽
連
性
に
繋
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
が
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
「
カ
ウ
サ
理
論
」
の
影
響
の
考
察
で
あ
る
。
十
六
世
紀
中
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は

一
五
五
五
年
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
一
五
六
九
年
に
活
版
印
刷
化
さ
れ
、
両
書
に
含
ま
れ
る
カ
ウ
サ
理
論
（
内
容
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
）
も

影
響
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
の
カ
ウ
サ
理
論
の
第
一
波
の
再
生
と
第
二
波
と
は
重
複
す
る
こ
と
と
な
る
。

第
二
部
の
二
：「
カ
ウ
サ
理
論
」
の
第
二
の
影
響
の
波

十
五
世
紀
の
「
対
価q

u
id

 p
ro q

u
o

」
の
概
念
と
「
カ
ウ
サ
理
論
」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
や
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
け
る
カ
ウ
サ
理
論
の
影
響
は
特
に
ア
ゾ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ロ
ー
マ
法
の
影
響
と

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
二
の
大
陸
法
「
カ
ウ
サ
理
論
」
の
「
約
因
論
」
成
立
へ
の
影
響
と
い
う
場
合
、
全
般
的
に
大
陸
の
ル
ネ
サ
ン
ス

文
化
の
イ
ギ
リ
ス
文
化
の
影
響
の
一
部
と
し
て
で
あ
り
、
市
民
法
で
は
な
く
、
一
般
に
カ
ノ
ン
法
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
る
。
両
者

の
カ
ウ
サ
理
論
は
「
訴
訟
可
能
性
の
要
件causa actionis

」
と
し
て
理
解
す
る
限
り
は
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。



一
三
四

こ
の
第
二
の
影
響
の
波
は
国
王
の
「
良
心
の
裁
判
所forum

 conscientiae

」
た
る
「
大
法
官
府
裁
判
所
」
の
裁
判
官
が
僧
職
者
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
カ
ノ
ン
法
学
が
エ
ク
ィ
テ
ィ
に
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
と
、
同
一
の
ル
ー
ト
を
辿
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ン

プ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
時
代
に
至
る
ま
で
「
衡
平
法
」
の
基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク

と
し
て
利
用
さ
れ
たC

hristopher S
t.G

erm
ain 

（1460-1540 （
28
）

）『
博
士
と
生
徒

（
29
）

』
に
約
因
論
の
言
及
が
為
さ
れ
、
そ
の
カ
ウ
サ
論
に
対

す
る
ソ
ー
ス
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
るS

um
m
a R

osella

とS
um

m
a A

ngelica

の
カ
ノ
ン
法
の
二
作
品
が
そ
の
ソ
ー
ス
だ
と
す
る
の
で

あ
る

（
30
）

。
約
因
の
起
源
に
つ
い
て
は
こ
の
シ
ン
プ
ソ
ン
の
「
カ
ウ
サ
理
論
」
起
源
説
と
、
イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン

（
31
）

の
イ
ギ
リ
ス
固
有
の
「
対
価
性
」

に
起
源
を
求
め
る
説
が
あ
る
。
ま
た
ベ
ー
カ
ー
は
、
約
因
の
起
源
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
か
ら
の
影
響
と
カ
ノ
ン
法
か
ら
の
影
響
を
論

ず
る
が
、
そ
れ
ら
は
表
面
的
な
も
の
と
す
る

（
32
）

。

約
因
は
イ
ギ
リ
ス
固
有
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
大
陸
法
の
カ
ウ
サ
理
論
の
移
植
で
あ
る
の
か
本
稿
の
焦
点
で
あ
る
。
し
か
し
、

筆
者
の
理
解
で
は
約
因
論
の
イ
ギ
リ
ス
起
源
説
と
ロ
ー
マ
法
起
源
説
は
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
見
解
で
な
い
。

ま
ず
、「
対
価quid pro quo

」
や
「
約
因
」
の
概
念
の
苗
床
と
な
る
「
引
受
訴
訟
」
の
沿
革
を
概
観
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
場
合
権
利
侵
害
訴
訟
」

引
受
訴
訟
の
前
身
で
あ
る
場
合
訴
訟
は
本
来
は
最
も
直
接
的
な
権
利
侵
害
で
あ
る
ト
レ
ス
パ
ス
に
対
す
る
救
済
を
必
要
な
場
合
に
認
め

た
も
の
で
「
場
合
権
利
侵
害
訴
訟
」
と
称
さ
れ
た
。
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
契
約
関
係
の
救
済
の
た
め
に
つ
ぎ
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一
三
五

の
よ
う
な
擬
制
が
用
い
ら
れ
た
。
ワ
イ
ン
の
海
上
運
輸
契
約
を
結
ん
だ
が
冠
水
し
て
ワ
イ
ン
の
樽
が
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、

被
告
が
「vi et arm

is

力
と
武
力
」
を
持
っ
て
し
て
「
ワ
イ
ン
の
樽
を
海
水
に
変
え
」
国
王
の
平
和
を
害
し
た
の
で
あ
る
。
一
三
五
〇
年

ま
で
に
は
「vi et arm

is

」
と
い
う
極
端
な
擬
制
の
形
式
は
消
滅
し
た

（
33
）

。

引
受
訴
訟
の
登
場

そ
れ
に
代
わ
り
一
三
六
〇
年
代
か
ら
「
彼
は
自
ら
に
引
き
受
け
たassum

psit super se

」
と
い
う
文
言
が
入
る
よ
う
に
な
り
、
す
ぐ

に
こ
の
文
言
は
「
彼
は
忠
実
に
約
束
し
たfi deliter prom

isit

」
と
い
う
文
言
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る
。
十
四
世
紀
半

ば
に
な
っ
て
権
利
保
護
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
よ
う
や
く
契
約
法
の
領
域
へ
と
移
行
し
て
き
た
中
に
、「
引
受
訴
訟action of assum

psit

」

が
現
れ
始
め
た
。
当
初
の
「
直
接
的
権
利
侵
害
保
護
」
と
い
う
不
法
行
為
へ
の
救
済
と
い
う
論
理
は
変
わ
ら
ず
、「
被
告
は
こ
れ
こ
れ
の

こ
と
を
誠
実
に
約
束
し
、
そ
の
よ
う
に
自
ら
引
き
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
履
行
に
お
い
て
被
告
に
対
し
（
非
行
・
損
害
行
為

m
isfeasance

）
を
働
い
た
の
で
、
そ
の
権
利
損
害
を
賠
償
せ
よ
」
と
の
論
理
形
態
を
取
っ
た
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
「m

isfeasance

」
と
い
う
言
葉
は
「
契
約
履
行
の
失
敗
」
と
「
他
者
に
対
す
る
侵
害
行
為
、
非
行
」
の
両
者
を

含
意
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
既
に
履
行
は
完
了
し
て
い
る
事
を
意
味
し
、「nonfeasance

不
履
行
」
に
対
す
る
対
概
念
で
あ
っ
た
。

引
受
訴
訟
の
「
不
行
為
」
保
護
へ
の
移
行

十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
、
二
グ
ル
ー
プ
の
思
考
を
足
が
か
り
に
し
て
徐
々
に
「
契
約
不
履
行
の
引
受
訴
訟assum

psit 



一
三
六

for nonfeasance

」
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
つ
は
「
地
位
、
身
分status

」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「deceit

詐
欺
」
の
概

念
で
あ
る
。

前
者
に
関
し
て
は
、
医
者
は
治
療
を
引
き
受
け
た
か
ら
に
は
病
気
を
治
す
の
が
当
た
り
前
の
仕
事
で
あ
り
、
ミ
ス
に
よ
り
直
せ
な
い
も

し
く
は
治
さ
な
い
と
い
う
不
作
為nonfeasance

は
相
手
方
に
損
害
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
得
た
し
、
召
使
は
主
人
に
仕
え

る
の
が
当
た
り
前
で
あ
り
奉
仕
を
拒
否
す
る
と
い
う
不
作
為nonfesance

は
主
人
の
側
に
損
害
を
与
え
る
も
の
と
観
念
さ
れ
得
た
。
高

次
の
職
業
義
務
や
身
分
義
務
が
伴
う
場
合
に
は
不
行
為nonfeasance

だ
け
で
権
利
侵
害
を
想
定
し
う
る
非
難
感
情
の
基
板
が
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、
約
束
者
が
約
束
不
履
行nonfeasance

場
合
に
か
れ
の
行
為
に
詐
欺
・
欺
罔
行
為deceit

が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
彼

の
非
行
・
損
害
行
為m

isfeasance

に
よ
り
権
利
侵
害
が
発
生
し
た
と
い
う
論
理
構
成
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
欺
罔
行
為
に
よ
る
損

害
発
生
」
の
概
念
は
「
履
行
不
調m

isfeasance
に
よ
る
損
害
発
生
」
と
「
不
履
行nonfeasance

時
に
対
す
る
救
済
」
と
の
間
を
埋
め

る
理
想
的
な
架
け
橋
で
あ
り
ス
レ
ー
ド
事
件
ま
で
存
続
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
理
は
時
に
は
組
み
合
わ
せ
て
使
わ
れ
た
。

一
四
三
三
年S
om

erton ’s C
ase

一
四
四
二
年D

oige ’s C
ase

な
ど
を
経
て
、「
引
受
訴
訟
」
の
中
で
「
詐
欺
の
概
念
」
を
媒
介
と
し
て
、

契
約
不
履
行
の
問
題
に
救
済
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
化
す
る
に
つ
れ
て
、「
対
価quid pro quo

」
や
「
約
因consideration

」
の

概
念
が
引
受
訴
訟
の
方
式
書
の
中
に
混
入
し
て
き
た
。
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
既
に
債
務
訴
訟
に
お
い
て
対
価
的
牽
連
性
は

保
護
さ
れ
る
「
取
引
行
為bargain

」
の
本
質
的
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た

（
34
）

。



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
三
七

一
四
二
一
年
年
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

‘P
arole ou prom

ise de paier xli. sans qu
id

 pro qu
o ne fait contract car nisi nudum

 pactum
 unde non oritur actio. ’ （

35
） 

「
四
十
一
ポ
ン
ド
を
支
払
う
と
い
う
言
葉
も
し
く
は
約
束
は
「
対
価q

u
id

 p
ro q

u
o

」
な
し
で
は
契
約
を
形
成
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、

単
な
る
裸
の
合
意
か
ら
訴
権
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。」

こ
の
一
節
は
シ
ン
プ
ソ
ン
よ
り
引
用
さ
れ
て
い
る
が
彼
は
あ
ま
り
こ
の
一
節
を
評
価
し
て
い
な
い
。
し
か
し
。
先
に
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ

＝
着
衣
論
」
を
見
て
き
た
目
か
ら
す
れ
ば
、「
裸
の
合
意
か
ら
訴
権
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
法
諺
は
、「
カ
ウ
サ
＝
着
衣vestim

entum

」

理
論
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

十
五
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
律
家
は
「
引
受
訴
訟
」
に
お
け
る
「
対
価quid pro quo

」
の
理
論
を
考
え
る
際
に
、「
カ
ウ
サ
＝

着
衣vestim

entum

」
の
理
論
的
枠
組
だ
け
を
借
り
て
、
実
質
的
な
着
衣vestim

entum

の
ル
ー
ル
と
し
て
は
十
四
世
紀
中
に
貸
金
訴
訟

な
ど
で
固
定
し
た
「
対
価
的
牽
連
性reciprocity

」
も
し
く
は
「quid pro quo

対
価
」
を
充
当
し
た
の
で
な
い
か
。
こ
の
理
解
は
「
ユ

ス
・
コ
ム
ー
ネ
」
の
補
完
的
性
格
と
適
合
す
る
。

一
世
紀
以
上
後
のM

arler v.W
ilm

er 

（1539 （
36
）

）
で
は
被
告
側
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。



一
三
八

‘In narratione illa non apparet quam
 ob causam

 predictis T
hom

as assum
pcionem

 predictam
 fecisset videlicet nec pro 

denariis sibi prem
anibus solutis nec pro recepcione parcelle bonorum

 predictorum
 E

t sic ex nudo pacto non oritur 

accio ’ （
37
）

「（
原
告
の
）
口
頭
弁
論
の
中
で
い
か
な
る
カ
ウ
サ
か
ら
先
述
の
ト
マ
ス
が
先
に
述
べ
た
引
受
行
為
を
為
し
た
の
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
、
つ
ま
り
、
前
も
っ
て
彼
に
支
払
わ
れ
て
い
た
金
銭
に
換
え
て
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
な
い
し
、
先
述
の
商
品
の
一
部
の
受
領

に
換
え
て
と
い
う
事
も
言
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
裸
の
合
意
か
ら
は
訴
権
は
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。」

こ
こ
で
も
、
対
価
的
牽
連
性
が
無
方
式
合
意
の
訴
訟
可
能
性
へ
の
要
件
、
つ
ま
り
、
訴
訟
の
カ
ウ
サ
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
、「
裸
の
合
意
か
ら
は
訴
権
は
生
ま
れ
な
い
」
と
い
う
法
諺
と
結
合
さ
れ
て
い
る
。

イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン
は

‘T
he use of the w

ord cau
sa in M

arler v.W
ilm

er at fi rst sight supports this theory, but closer inspection show
s the 

connection to be illusory. ’ 

と
述
べ
約
因
の
カ
ウ
サ
起
源
説
を
否
定
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
我
々
大
陸
法
学
者
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
学
者
と
の
基
本
的
な
思
考
経
路
の
文
化
的
差
異
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
大
陸
法
学
者
は
概
念
的
関
係
が
あ
っ
た
場
合
に
関
連
性
を
持
つ
と
す
る
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
実
質
的
な
理
由
付
け
に
お
い
て



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
三
九

同
一
性
が
あ
っ
た
場
合
に
影
響
が
あ
る
と
す
る
。

ま
た
イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン
は
こ
こ
で
の
カ
ウ
サ
を
「
約
束
を
成
す
た
め
の
十
分
な
動
機
」
つ
ま
り
「
約
束
の
カ
ウ
サcausa prom

issionis

」

と
し
て
見
て
い
る
点
、
多
く
の
英
米
法
の
学
者
と
共
通
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ベ
ー
カ
ー
は
一
五
三
九
年
の
「
大
工
の
不
作
為
」
に
関
す
る
判
例
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、「
訴
権
の
原
因causa actionis

」
と

「
約
束
の
原
因causa prom

issionis

」
の
区
別
を
示
唆
し
て
い
る
。

‘If w
e com

pare three early sixteenth-century statem
ents about the liability of carpenters for non feasance, w

e fi nd 

the requirem
ent of advanced paym

ent consistently treated as cau
sa in the sense of cau

sa action
is rather than cau

sa 

prom
ission

is.’

別
の
事
例
は
シ
ン
プ
ソ
ン
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
一
四
三
二
年
の
ケ
ー
ス
に
も
み
ら
れ
、
そ
こ
で
は
「
着
衣
さ
れ
た
合
意pactum

 

vestim
entum

」
と
い
う
言
葉
が
明
確
に
使
用
さ
れ
て
い
る

（
38
）

。
ま
た
同
一
五
三
九
年
は
「
約
因consideration

」
の
概
念
に
と
っ
て
重
要

な
年
で
あ
っ
た
。

ベ
ー
カ
ー
に
よ
れ
ば
同
年
に
、
引
き
受
け
訴
訟
に
「
約
因
の
概
念
」
が
登
場
し
た
。



一
四
〇

‘T
he fi rst appearance of the in

 con
sid

eration
e clause in the assum

psit declaration m
ay be dated w

ith reasonable 

precision to 1539. ’ （
39
）

一
五
六
〇
年
代
以
降
の
約
因
の
議
論
は
新
し
く
成
立
し
た
「
契
約
的
引
受
訴
訟
」
に
お
い
て
旧
来
の
実
体
的
ル
ー
ル
で
あ
る
「
対
価
的

牽
連
性
」
の
再
宣
言
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
同
様
の
論
理
構
造
を
、L

ucy v.W
alw

yn 

（1561

）
に
も
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
る

（
40
）

。

十
五
世
紀
の
「
引
受
訴
訟
」
に
於
け
る
カ
ウ
サ
理
論
の
証
拠
は
断
片
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
中
世
後
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家

の
カ
ウ
サ
理
論
に
対
す
る
一
定
の
理
解
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

カ
ウ
サ
理
論
起
源
説
を
と
る
シ
ン
プ
ソ
ン
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、S

t.G
erm

ain

の
『D

octor and S
tudent 

（1528-31

）』
は

「
約
因
論
」
の
対
価
的
牽
連
性
の
ソ
ー
ス
と
し
て
は
遅
す
ぎ
る
。
そ
れ
は
十
六
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
の
カ
ウ
サ
理
論
に
た
い
す

る
関
心
を
示
す
「
副
次
的
証
拠
」
と
し
て
の
価
値
し
か
持
た
な
い
。

結　

論

約
因
の
理
論
に
は
二
つ
の
複
合
的
起
源
が
あ
る
、
つ
ま
り
、
上
位
の
枠
組
み
と
し
て
学
識
法
た
る
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
か
ら
与
え
ら
れ

た
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
と
そ
の
内
容
を
埋
め
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
固
有
ル
ー
ル
と
し
て
の
「
対
価
的
牽
連
性
」
の
要
求
で
あ
る
。
十
五
世
紀

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
が
約
因
論
の
成
立
に
見
せ
た
ロ
ー
マ
法
学
識
の
補
完
的
適
用
の
構
造
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
法
」
と
「
慣
習
法



大
陸
法
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
約
因
論
（
菊
池
）

一
四
一

地
域
」
の
「
固
有
法ius proprium

」
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
枠
組
み
で
理
解
可
能
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
か
ら
の
概
念
や
理
念

の
借
用
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
律
家
の
独
自
性
を
損
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
世
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
た
ち
は
、

彼
ら
の
慣
習
法
の
独
自
性
と
シ
ス
テ
ム
の
一
貫
性
を
保
つ
た
め
に
可
能
な
限
り
の
努
力
を
し
つ
つ
、
難
し
い
案
件
の
場
合
に
ロ
ー
マ
法
を

援
用
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
独
自
性
を
保
ち
な
が
ら
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
域
の
一
部
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と

言
え
る
。

了（
1
） Italo B

irocchi, C
au

sa e categoria gen
erale d

el con
tratto: U

n
 problem

a d
ogm

atico n
ella cu

ltu
ra privatistica d

ell’età 

m
od

ern
a I. Il C

in
qu

ecen
to,  （T

orino, 1997
）. 

で
引
用
さ
れ
て
い
る
諸
文
献
を
参
照
。

ま
たG

eorge C
hevrier, L’E

ssai su
r l’h

istoire d
e la cau

se d
an

s les obligation,  （P
aris, 1929

）.

日
本
で
は
岸
上
晴
志
、
石
堂
典
秀
共
訳
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
シ
ュ
ヴ
リ
エ
「
債
務
に
お
け
る
コ
ー
ズ
の
歴
史
に
関
す
る
試
論
」（
1
）『
中
京
法
学
』

25 

（1990

）, pp.43-56;

（
2
）『
中
京
法
学
』26 

（1991
）, pp.38-52;

（
3
）『
中
京
法
学
』26 

（1991

）, pp.151-60;

（
4
）『
中
京
法
学
』26 

（1991

）, 

pp.188-210;

（
5
）『
中
京
法
学
』27 

（1992

）, pp.165-186;
（
6
）『
中
京
法
学
』27 

（1992

）, pp.64-85;

（
7
）『
中
京
法
学
』27 

（1992

）, 

pp.134-46;

（
8
：
完
）『
中
京
法
学
』28 

（1993

）, pp.153-73
に
よ
っ
て
抄
訳
の
形
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 

カ
ウ
サ
理
論
に
少
な
く
と
も
三
つ
の
意
味
が
必
要
だ
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
は
、

W
.B

uckland, M
acN

air, L
aw

son, R
om

an
 L

aw
 an

d
 C

om
m

on
 L

aw
, 

（C
am

bridge, 1952

）, p.229; ‘in spite of a valiant eff ort by 

H
enri C

apitant to reconstitute a single coherent theory of cause, I think it m
ust now

 be accepted that cause has not one single 

m
eaning, but at least three. 

﹇...

﹈ F
or the sake of clarity, one m

ust distinguish from
 them

 not only the iu
sta cau

sa w
hich plays 
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 of property, but also cau
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cf. H
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e la C
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se d
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）.
（
3
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irocchi, op. cit, p.17.

（
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u
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e L
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）, pp.1225-53; M
alcolm

 S
.M

ason, “T
he U

tility of C
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 C
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 C
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onradie v.R

ossouw
 1919 A

D
 279; John G

.ilbert K
otzé, C

au
sa in

 th
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。
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Ｅ
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と
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Ｕ
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催　

日
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大
学
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学
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比
較
法
研
究
所

共
催　

慶
應
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
Ｅ
Ｕ
研
究
セ
ン
タ
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後
援　

日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
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特
集
﹈　

Ｅ
Ｕ
法
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」

一
四
九

﹇
特
集
﹈　

Ｅ
Ｕ
法
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
　
　
「
Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」

日
本
大
学
法
学
部
比
較
法
研
究
所
長　

松　
　

嶋　
　

隆　
　

弘

慶
應
義
塾
大
学
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
Ｅ
Ｕ
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長　

庄　
　

司　
　

克　
　

宏

こ
の
小
特
集
「
Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」
は
、
平
成
二
三
年
一
一
月
一
九
日
に
、
日
本
大
学
法
学
部
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
Ｅ
Ｕ
法
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」（
以
下
「
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
す
る
。）
の
成
果
を
各
報
告
担
当

者
が
そ
れ
ぞ
れ
論
説
（
日
本
語
）
と
し
て
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
1
）

。
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
日
本
大
学
法
学
部
比
較
法
研
究
所

（
以
下
「
比
較
法
研
究
所
」
と
す
る
。）
と
慶
應
義
塾
大
学
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
Ｅ
Ｕ
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
Ｅ
Ｕ
研
究
セ
ン
タ
ー
」

と
す
る
。）
と
の
共
同
開
催
と
し
て
、
か
つ
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
の
後
援
を
受
け
て
開
催
さ
れ
た
。
な
お
、
各
報
告
者
に
よ
る
英
文
論
説
が
、
比



一
五
〇

較
法
研
究
所
の
機
関
誌
で
あ
る
コ
ン
パ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
ロ
ー
に
、
小
特
集
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

さ
て
、
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
基
調
講
演
を
担
当
し
た
加
藤
紘
捷
教
授
（
英
米
法
）
と
庄
司
（
Ｅ
Ｕ
法
）
と
の
長
年
に
わ
た
る
交
際
を

直
接
の
き
っ
か
け
と
し
、
そ
れ
に
実
定
法
を
専
門
と
す
る
長
谷
川
貞
之
教
授
（
民
法
）、
今
村
隆
教
授
（
税
法
）、
工
藤
聡
一
教
授
（
航
空

法
・
商
法
）
及
び
松
嶋
（
商
法
）
が
加
わ
る
こ
と
で
、
実
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
法
を
「
素
材
」
と
し
、「
基
礎
法
・
外
国
法
と
実
定

法
の
対
話
」
と
し
て
学
術
に
昇
華
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
民
法
、
会
社
法
に
関
し
て
は
、
現
在
改
正
が
議

論
さ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
本
小
特
集
掲
載
の
各
論
説
に
お
け
る
、
Ｅ
Ｕ
法
か
ら

の
具
体
的
示
唆
が
、
前
記
論
議
に
対
し
一
定
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

こ
こ
で
本
小
特
集
の
概
要
に
つ
き
触
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
焦
点
を
当
て
た
加
藤
論
説
は
、
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の

基
調
講
演
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
小
特
集
に
お
け
る
通
奏
低
音
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
リ
ス
ボ
ン
条

約
体
制
で
は
、
こ
れ
ま
で
単
な
る
政
治
宣
言
だ
っ
た
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
基
本
条
約
（
Ｅ
Ｕ
条
約
及
び
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
）
と
同
等
の
法
的
拘

束
力
が
付
与
さ
れ
た
。
加
藤
論
説
で
は
、
な
ぜ
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
た
か
、
ど
の
よ
う
な
内
容
か
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か

な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
。

次
い
で
、「
日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
」
と
題
す
る
庄
司
論
説
で
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
と
ト

ラ
ン
ス･

タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め
の
二
つ
を
素
材
に
、
複
数
国
間
で
非
関
税
障
壁
を
撤
廃
す
る
有
力
な
手
段
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

る
相
互
承
認
原
則
が
論
じ
ら
れ
る
。

「
Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
│
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に
│
」
と
題
す
る
長
谷
川
論
説
で
は
、
Ｅ
Ｕ

担
保
権
構
想
が
検
討
さ
れ
る
。
同
構
想
は
、
附
従
性
と
い
う
担
保
物
権
の
通
有
性
に
関
す
る
議
論
に
影
響
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
最
近



﹇
特
集
﹈　

Ｅ
Ｕ
法
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」

一
五
一

裁
判
例
が
た
て
続
き
注
目
を
集
め
て
い
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
と
い
っ
た
金
融
実
務
に
も
、
さ
ら
に
は
現
在
進
行
中
の
民
法
債
権
編

全
面
改
正
に
も
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
Ｅ
Ｕ
会
社
法
と
日
本
の
事
業
体
法
制
〜
欧
州
私
会
社
（S
P
E
: S
ocietas P

rivata E
uropaea

）
を
中
心
と
し
て
〜
」
と
題
す
る

松
嶋
論
説
は
、
欧
州
私
会
社
か
ら
、
日
本
法
の
非
公
開
会
社
法
制
は
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
き
、
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

今
村
・
川
村
論
説
「
租
税
法
に
お
け
る
濫
用
の
法
理
―
欧
州
司
法
裁
判
所
と
我
が
国
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
を
比
較
し
て
―
」

は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
二
〇
〇
六
年
の
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
と
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
に
お
け
るw

holly 

artifi cial arrangem
ent

の
法
理
（abuse of law

の
具
体
的
基
準
）
と
我
が
国
の
外
税
事
件
に
つ
い
て
の
最
高
裁
平
成
一
七
年
一
二
月
一
九

日
判
決
の
濫
用
の
法
理
と
を
比
較
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

工
藤
論
説
「
航
空
排
出
権
紛
争
の
行
方
」
で
は
、
排
出
権
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
と
シ
カ
ゴ
条
約
の
せ
め
ぎ
合
い
か
ら
日
本
法
が
何
を
学
ぶ

の
か
が
議
論
さ
れ
る
。

本
小
特
集
の
概
要
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
詳
細
は
、
実
際
に
各
論
説
に
あ
た
ら
れ
た
い
。

最
後
に
、
比
較
法
研
究
所
及
び
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
Ｅ
Ｕ
研
究
セ
ン
タ
ー
の
皆
様
、
後
援
を
い
た
だ
い
た
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
の
皆
様
、
本
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
成
果
を
本
小
特
集
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
法
学
研
究
所
の
皆
様
に
、
比
較
法
研
究
所
及
び
ジ
ャ

ン
・
モ
ネ
Ｅ
Ｕ
研
究
セ
ン
タ
ー
を
代
表
し
て
そ
れ
ぞ
れ
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

 

以
上

（
1
） 

な
お
、
今
村
隆
本
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
の
報
告
の
み
、
同
教
授
と
川
村
佑
紀
・
日
本
大
学
法
学
部
比
較
法
研
究
所
研
究
員
と
の
共
著
で



一
五
二

あ
る
。



Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
（
加
藤
）

一
五
三

Ｅ
Ｕ
法
の
現
在

│
リ
ス
ボ
ン
条
約
と
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章

│

加　
　

藤　
　

紘　
　

捷

一
．
は
じ
め
に
（
問
題
の
所
在
）

Ｅ
Ｕ
は
、
承
知
の
通
り
、
一
定
の
分
野
で
は
あ
る
が
、
加
盟
国
に
よ
る
主
権
的
権
利
の
制
約
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
た
超
国
家
的
統
治

体
で
あ
る

（
1
）

。
た
だ
し
、
条
約
上
、
ど
の
よ
う
な
ゴ
ー
ル
を
目
指
す
の
か
、
必
ず
し
も
明
文
の
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
欧
州
統
合
は
、
拡
大
と
深
化
の
名
の
下
に
、
確
実
に
前
進
し
て
い
る
。〝
拡
大
〞
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
る
と
、
Ｅ
Ｕ
は
、

最
初
の
原
加
盟
六
か
国
体
制
か
ら
、
今
日
ま
で
第
五
次
に
わ
た
る
拡
大
を
見
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
一
九
九
〇
年
の
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一

前
ま
で
は
第
三
次
拡
大
ま
で
進
行
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
加
盟
国
数
は
六
か
国
が
増
え
て
計
一
二
国
に
な
る
だ
け
だ
っ
た
が
、
東
西
ド
イ



一
五
四

ツ
統
一
以
後
は
二
度
の
拡
大
で
東
欧
、
中
欧
、
南
欧
諸
国
へ
と
拡
大
が
広
が
り
、
加
盟
国
数
は
一
挙
に
一
五
か
国
増
え
て
現
在
二
七
か
国

に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
Ｅ
Ｕ
は
人
口
に
し
て
五
億
人
を
超
え
る
一
大
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
形
成
す
る
に
至
っ
た

（
2
）

。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
で
は
現
在

も
複
数
の
国
と
の
加
盟
協
議
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
拡
大
は
終
止
符
が
打
た
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

他
方
、
欧
州
統
合
の
〝
深
化
〞
へ
目
を
向
け
る
と
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
中
核
と
も
い
え
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
に
よ
り
、
当
初
目
標
と
さ
れ
た

「
共
同
市
場
」（C

om
m
on M

arket

）
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
世
界
的
不
況
の
あ
お
り
を
受
け
、
完
成
が
大
き
く
遅
れ
、

一
九
八
五
年
に
欧
州
委
員
会
よ
り
市
場
統
合
白
書
が
出
さ
れ
る
ま
で
、
長
く
ユ
ー
ロ
ペ
シ
ミ
ズ
ム
か
ら
立
ち
上
が
れ
な
い
で
い
た
。
し
か

し
、
一
九
八
五
年
、
欧
州
委
員
会
よ
り
市
場
統
合
白
書
が
出
さ
れ
る
や
、
欧
州
統
合
は
劇
的
に
停
滞
を
乗
り
越
え
て
再
発
進
し
始
め
た
。

こ
う
し
て
、
基
本
条
約
の
最
初
の
改
正
条
約
で
あ
る
一
九
八
六
年
単
一
欧
州
議
定
書
（
Ｓ
Ｅ
Ａ
）
に
よ
り
、
一
九
九
二
年
末
に
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
通
り
、
モ
ノ
、
人
、
サ
ー
ビ
ス
、
資
本
の
四
つ
の
生
産
財
の
自
由
移
動
が
確
保
さ
れ
る
「
域
内
市
場

（
3
）

」（Internal M
arket

）
が

完
成
し
た
。

次
い
で
一
九
九
二
年
の
Ｅ
Ｕ
条
約
、
す
な
わ
ち
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
り
、
経
済
通
貨
同
盟
（
Ｅ
Ｍ
Ｕ
）
及
び
そ
の
な
か
で
通
貨

の
統
合
を
図
る
と
い
う
新
た
な
目
標
が
立
て
ら
れ
た
。
一
九
九
九
年
一
月
一
日
、
一
一
か
国
で
共
通
の
新
通
貨
ユ
ー
ロ
の
導
入
に
成
功
し
、

現
在
で
は
、
Ｅ
Ｕ
二
七
か
国
の
う
ち
、
今
通
貨
危
機
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ

（
4
）

を
含
め
て
、
一
七
か
国
で
ユ
ー
ロ
が
導
入
さ
れ
て

い
る

（
5
）

。
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
に
東
中
欧
諸
国
の
加
盟
に
よ
る
大
幅
な
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
と
、
主
と
し
て
効
率
あ
る
い
は
民
主
的
統
制
の
強
化

の
観
点
か
ら
Ｅ
Ｕ
の
機
構
改
革
が
迫
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
七
年
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
、
二
〇
〇
一
年
の
ニ
ー
ス
条
約
に
よ

り
基
本
条
約
が
改
正
さ
れ
、
そ
の
中
で
一
定
の
機
構
改
革
が
図
ら
れ
た
。
次
い
で
本
稿
が
取
り
上
げ
る
二
〇
〇
九
年
発
効
の
リ
ス
ボ
ン
条



Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
（
加
藤
）

一
五
五

約
で
あ
る
。

欧
州
統
合
の
現
時
点
に
お
け
る
到
達
点
と
し
て
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
は
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
欧
州
憲
法
条
約
の
轍
を
踏
ま
ず
、
実
質
的
に
、

憲
法
草
案
の
主
要
規
定
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、
形
式
上
は
既
存
の
Ｅ
Ｕ
条
約
お
よ
び
Ｅ
Ｃ
条
約
の
枠
組
み
を
維
持
し
て
、
そ
れ
に
改
正

を
加
え
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
。
さ
ら
に
Ｅ
Ｃ
条
約
の
名
称
は
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
（T

reaty on the F
unctioning the E

uropean U
nion

）

に
変
更
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｃ
と
い
う
表
記
は
な
く
な
り
、
Ｅ
Ｕ
で
統
一
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
条
約
と
Ｅ

Ｕ
機
能
条
約
の
関
係
は
、
基
本
的
に
前
者
が
総
則
を
、
後
者
が
各
則
を
定
め
る
。

同
時
に
、
こ
れ
ま
で
政
治
宣
言
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
（
Ｃ
Ｆ
Ｒ
）
に
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
た
。
ま
た
Ｅ
Ｕ
条
約

六
条
一
項
で
、
同
憲
章
は
こ
れ
ら
Ｅ
Ｕ
条
約
と
同
じ
価
値
を
も
つ
と
さ
れ
た

（
6
）

。
か
く
し
て
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
下
で
、
同
憲
章
は
、
Ｅ
Ｕ

条
約
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
（
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
）
と
並
び
、
条
約
と
同
じ
性
質
を
も
つ
文
書
と
し
て
、
三
本
目
の
重
要
な
文
書
の
一
つ
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
Ｅ
Ｕ
条
約
の
第
一
条
に
よ
れ
ば
、「
本
条
約
は
欧
州
諸
民
の
間
に
一
層
緊
密
化
す
る
連
合
を
創
設
す
る
過
程
に
お
け
る
新
た

な
段
階
を
画
す
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
リ
ス
ボ
ン
体
制
の
『
一
層
緊
密
化
す
る
連
合
を
創
設
す
る
過
程
に
お
け
る
新
た
な
段
階
』
と

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ス
ボ
ン
体
制
に
は
、
単
一
欧
州
議
定
書
に
よ
り
域
内
市
場
の
完
成
が
目
標
と
さ
れ
た
よ
う
な
、
ま
た
Ｅ
Ｕ
条
約
に

よ
り
経
済
通
貨
同
盟
（
Ｅ
Ｍ
Ｕ
）
お
よ
び
ユ
ー
ロ
の
導
入
を
実
現
さ
せ
た
よ
う
な
、
格
別
に
大
き
な
統
合
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
見
い
だ
せ
な

い
。
し
か
し
、
特
別
大
き
な
統
合
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
見
出
せ
な
い
が
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
重
要
な
新
機
軸
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
れ
ま
で

政
治
宣
言
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
基
本
権
尊
重
は
、
Ｅ

Ｕ
が
近
年
も
っ
と
も
重
点
を
置
い
て
き
た
テ
ー
マ
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
現
時
点
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
統
合
の
到
達
点
は
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
と
し
、
こ
の
体
制
の
下
で
改
正
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
を
明
ら



一
五
六

か
に
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
の
新
機
軸
、
こ
れ
ま
で
政
治
宣
言
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
憲
章
に
法
的
拘
束
力
が
付
与

さ
れ
た
背
景
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
と
い
う
い
わ
ば
人
権
の
カ
タ
ロ
グ
を
Ｅ
Ｕ
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
形
成
し
て
き
た
の
か
、
さ

ら
に
は
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
の
原
理
に
及
ぼ
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
探
り
た
い
。

二
．
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
締
結
と
そ
の
形
式

二
．一　

欧
州
憲
法
草
案
と
の
関
係
（
7
）

欧
州
憲
法
条
約

（
8
）

﹇the T
reaty establishing a C

onstitution for E
urope 

（T
C
E

）﹈
は
加
盟
国
二
五
カ
国
で
二
〇
〇
四
年
一
〇
月

二
九
日
に
署
名
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
一
日
を
発
効
予
定
し
て
い
た
が

（
9
）

、
承
知
の
通
り
、
二
〇
〇
五
年
五
月
二
九
日
の
フ
ラ
ン
ス
、

同
年
六
月
一
日
の
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
で
否
決
さ
れ
、
同
憲
法
条
約
は
発
効
を
見
る
こ
と
は
な
く
発
効
を
断
念
し
た
。
挫
折
し
た
直
後

の
同
年
七
月
一
日
、
欧
州
理
事
会
の
議
長
国
に
イ
ギ
リ
ス
が
つ
い
た
。
ブ
レ
ア
首
相
は
欧
州
憲
法
条
約
の
批
准
手
続
き
に
「
熟
慮
期
間
」

（a period of refl ection

）
を
提
案
し
た

（
10
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
欧
州
憲
法
の
条
約
の
見
直
し
に
つ
い
て
本
格
的
な
交
渉
に
至
る
の
は
二
年
後
の
ド

イ
ツ
が
議
長
国
と
な
る
二
〇
〇
七
年
前
半
期
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
六
月
、
ド
イ
ツ
主
導
に
よ
る
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
、
後
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
と
な
る
改
革
条
約
原
案
が
合
意
さ
れ
た
。
そ

こ
で
は
欧
州
憲
法
条
約
の
批
准
の
失
敗
を
踏
ま
え
て
、
連
邦
的
要
素
、
Ｅ
Ｕ
外
相
の
よ
う
な
名
称
が
除
去
さ
れ
た
。
同
時
に
、
体
系
的
な

憲
法
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
外
観
も
除
去
さ
れ
、
内
実
を
取
る
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
三
日
、
リ
ス
ボ
ン

条
約
（
ま
た
は
改
革
条
約
、R

eform
 T

reaty, or T
reaty of L

isbon A
m
ending the T

reaty on E
uropean U

nion and the T
reaty E

stablishing 

the E
uropean C

om
m
unity, 

二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
三
日
調
印
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
発
効
）
が
調
印
さ
れ
た
。
し
か
し
、
批
准
手
続
で
ア



Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
（
加
藤
）

一
五
七

イ
ル
ラ
ン
ド
が
国
民
投
票
で
一
度
つ
ま
ず
い
た
こ
と
も
あ
り

（
11
）

、
当
初
目
指
し
た
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
の
発
効
予
定
は
崩
れ
、
二
〇
〇
九

年
一
一
月
三
日
、
チ
ェ
コ
共
和
国
が
最
後
の
批
准
国
と
な
る
に
及
ん
で
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
は
よ
う
や
く
同
年
一
二
月
一
日
に
発
効
し
た

（
12
）

。

か
く
て
リ
ス
ボ
ン
条
約
は
署
名
さ
れ
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
を
検
証
す
る
前
に
、
発
効
を
断
念
し
た
欧
州
憲
法

条
約
に
つ
い
て
少
し
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
と
失
敗
に
終
わ
っ
た
憲
法
条
約
草
案
の
そ
れ
と
の
手
法
を
比
較
し
て

み
る
と
、
憲
法
条
約
草
案
は
、
既
存
の
諸
条
約
、
つ
ま
り
、
従
来
の
Ｅ
Ｕ
条
約
と
Ｅ
Ｃ
条
約
を
廃
止
し
て
、
単
一
の
本
文
に
し
よ
う
と
し

た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
既
存
の
Ｅ
Ｕ
条
約
と
Ｅ
Ｃ
条
約
を
継
承
し
つ
つ
も
、
新
し
い
Ｅ
Ｕ
を
作
ろ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
は
、
既
存
の
Ｅ
Ｕ
条
約
・
Ｅ
Ｃ
条
約
の
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
な
が
ら
、
既
存
の
条
約
に
改
正
を
加
え

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
欧
州
憲
法
条
約
と
は
異
な
り
、
既
存
の
基
本
条
約
と
置
き
換
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
修
正
す
る
形

を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
容
的
に
は
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
が
、
形
式
的
に
は
こ
れ
ま
で
通
り
、
Ｅ
Ｕ
条
約
と
、
Ｅ
Ｃ
条
約
は
別

個
の
条
約
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
留
ま
っ
た
。
他
方
、
挫
折
し
た
欧
州
憲
法
条
約
の
第
二
部
に
盛
り
込
ま
れ
る
は
ず
だ
っ
た
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲

章
は
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
ほ
と
ん
ど
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
条
約
と
は
別
個
の
三
つ
目
の
文
書
と
し
て

成
立
を
み
た
の
で
あ
る

（
13
）

。

二
．二　

改
正
条
約
と
し
て
の
構
成
と
意
義

こ
の
よ
う
な
三
部
構
成
の
文
書
を
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
と
呼
ば
せ
て
頂
く
と
す
れ
ば
、
こ
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
と
発
効
を
断
念
し
た

欧
州
憲
法
条
約
草
案
と
の
間
に
、
構
成
上
、
一
定
の
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
条
約
草
案
の
構
成
は
、
前
文

の
ほ
か
、
四
部
構
成
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
枠
組
み
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
下
で
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
三
つ
に
解
体
さ
れ
た
が
、
す



一
五
八

べ
て
Ｅ
Ｕ
の
名
の
下
で
、
Ｅ
Ｕ
条
約
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
並
び
に
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
と
し
て
再
編
さ
れ
た
だ
け
で
、
実
質
的
に
は
一
体
的
に

統
合
さ
れ
て
い
る
と
見
て
取
れ
よ
う
：

⑴　

憲
法
草
案
の
第
一
部

（
14
）

と
第
四
部

（
15
）

を
継
承
：
Ｅ
Ｕ
条
約

（
16
）

（T
E
U
 or T

reaty on E
uropean U

nion

）：
Ｅ
Ｕ
の
原
則
と
制
度
的
枠
組
み

を
規
定
。

前
文
＋
六
編
（
五
五
カ
条
）
か
ら
な
る
。
第
Ⅰ
編
は
共
通
規
定
（
一
│
八
条
）、
第
Ⅱ
編
は
民
主
主
義
原
則
に
関
す
る
規

定
（
九
│
一
二
条
）、
第
Ⅲ
編
は
機
関
に
関
す
る
規
定
（
一
三
│
一
九
条
）、
第
Ⅳ
編
は
よ
り
緊
密
な
協
力
に
関
す
る
規
定

（
二
〇
条
）、
第
Ⅴ
編
（
二
一
│
四
六
条
）、
第
Ⅵ
編
は
最
終
規
定
（
四
七
│
五
五
条
）。

⑵　

憲
法
草
案
の
第
三
部

（
17
）

を
継
承
：
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約

（
18
）

（T
F
E
U
 or T

reaty on the F
unctioning the E

uropean U
nion

）（
既
存
の
Ｅ
Ｃ
条
約

を
改
称
）：
具
体
的
な
政
策
と
機
能
に
つ
い
て
規
定
。

前
文
＋
七
部
（
三
五
八
カ
条
）
か
ら
な
る
。
第
一
部
は
原
則
（
一
│
一
七
条
）、
第
二
部
は
差
別
禁
止
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
市
民
権

（
一
八
│
二
五
条
）、
第
三
部
は
連
合
の
政
策
お
よ
び
対
内
的
行
動
（
二
六
│
一
九
七
条
）、
第
四
部
は
海
外
の
国
お
よ
び
領
域

と
の
連
合
関
係
（
一
九
八
│
二
〇
六
条
）、
第
五
部
は
連
合
に
よ
る
対
外
的
行
動
（
二
〇
五
│
二
二
二
条
）、
第
六
部
は
機
関
お

よ
び
予
算
規
定
（
二
二
三
条
│
三
三
四
条
）、
第
七
部
は
一
般
規
定
お
よ
び
最
終
規
定
（
三
三
五
│
三
五
八
条
）。

⑶　

憲
法
草
案
の
第
二
部

（
19
）

を
継
承
：
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
（C

harter of F
undam

ental R
ights of the E

uropean U
nion

）：
修
正
な
し
に
そ

の
ま
ま
独
立
し
、
法
的
拘
束
力
を
付
与
さ
れ
た
。

前
文
＋
七
編
（
五
四
カ
条
）：　

第
一
編　

人
間
の
尊
厳
（
一
│
五
条
）、
第
二
編　

自
由
（
六
│
一
九
条
）、
第
三
編　

平

等
（
二
〇
│
二
六
条
）、
第
四
編　

団
結
（
二
七
│
三
八
条
）、
第
五
編　

市
民
権
（
三
九
│
四
六
条
）、
第
六
編　

裁
判
に
関
す
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一
五
九

る
権
利
（
四
七
│
五
〇
条
）、
第
七
編　

一
般
規
定
（
五
一
│
五
四
条
）。

か
く
し
て
、
基
本
権
憲
章
が
法
的
拘
束
力
を
持
つ
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
が
、
そ
の
立
法
、
行
政
お
よ
び
司
法
の
す
べ
て
の

側
面
に
お
い
て
、
憲
章
を
考
慮
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
と
名
称
変
更
さ
れ
た
由
来
は
、
憲
法
草
案
の
第
三
部
（P

art III

）
の
名
称
を
引
き
継
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
の
名
称
は
、“T

he P
olicies and F

unctioning of the U
nion ”

と
銘
打
た
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

Ｅ
Ｕ
条
約
と
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
と
の
関
係
は
、
前
者
が
総
則
と
し
て
Ｅ
Ｕ
の
原
則
と
制
度
的
枠
組
み
を
規
定
し
、
後
者
が
各
則
と
し
て
具

体
的
な
政
策
と
機
能
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

か
く
し
て
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
は
Ｅ
Ｃ
条
約
の
中
身
を
改
正
す
る
だ
け
で
な
く
、
Ｅ
Ｃ
条
約
と
い
う
名
称
そ
の
も
の
を
「
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
」

（T
reaty on F

unctioning of the E
uropean U

nion, or T
F
E
U

）
に
変
更
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
と
と
も
に
、
三
つ

の
文
書
は
Ｅ
Ｕ
の
名
称
で
統
一
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
の
全
体
的
一
体
性
が
保
持
さ
れ
た
。

ま
た
、
Ｅ
Ｃ
条
約
を
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
と
名
称
を
変
更
し
た
と
は
い
え
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
一
条
で
：「
Ｅ
Ｕ
は
本
条
約
と
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
を

基
礎
に
し
て
築
か
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
条
約
は
、
同
等
の
法
的
価
値
を
持
つ
。
Ｅ
Ｕ
は
、
Ｅ
Ｃ
に
置
き
換
わ
る
も
の
と
し
、
か
つ
Ｅ
Ｃ

を
継
承
す
る
」
と
規
定
さ
れ
、
内
容
的
に
も
矛
盾
し
な
い
。

三
．
リ
ス
ボ
ン
条
約

（
20
）

体
制
に
よ
る
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
と
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章

一
九
九
七
年
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約

（
21
）

、
二
〇
〇
一
年
の
ニ
ー
ス
条
約

（
22
）

に
お
い
て
、
あ
る
程
度
の
機
構
改
革
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
改
革
は
、
二
〇
〇
四
年
に
お
け
る
大
規
模
な
東
南
中
欧
諸
国
の
加
盟
が
見
込
ま
れ
る
中
、
Ｅ
Ｕ
の
効
率
的



一
六
〇

意
思
決
定
や
運
営
上
の
実
効
性
、
民
主
性
に
必
ず
し
も
加
盟
各
国
が
満
足
す
る
合
意
は
得
ら
れ
ず
、
機
構
改
革
が
未
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て

い
た
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
の
機
構
改
革
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
以
下
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
下
で
ど
の
よ
う
な
機
構
改

革
が
行
わ
れ
た
か
、
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
以
下
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
焦
点
を
当
て
、
同
憲
章
に
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
と
の

つ
な
が
り
の
強
い
改
正
点
に
特
化
し
、
同
憲
章
の
意
義
に
触
れ
て
み
た
い
。

三
．一　

Ｅ
Ｕ
三
本
柱
の
列
柱
構
造
の
廃
止
と
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章

リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
改
正
点
の
な
か
で
最
も
大
き
い
改
正
の
一
つ
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
り
打
ち
立
て
ら
れ
た
三
本
柱
の
廃

止
が
あ
る
。
実
は
こ
の
三
本
柱
の
廃
止
と
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章

（
23
）

へ
法
的
拘
束
力
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
は
表
裏
一
体
の
関
係
が
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
承
知
の
通
り
、
Ｅ
Ｕ
は
、
こ
れ
ま
で
加
盟
国
か
ら
独
立
し
た
権
利
・
義
務
の
享
有
主
体
で
は
あ
っ
た
が
、
法
人
格
は
与
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
っ
た
の
は
三
つ
の
共
同
体
に
あ
っ
た
。（
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
一
条
、
第
二
八
二
条
お
よ
び
第
二
八
八
条
参
照
）。
し
か
し
、

Ｅ
Ｕ
条
約
四
七
条
は
「
Ｅ
Ｕ
は
法
人
格
を
有
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
Ｅ
Ｕ
と
い
う
単
一
の
法
人
格
の
下
、
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｕ

と
Ｅ
Ｃ
（
欧
州
共
同
体
）
が
併
合
さ
れ
た

（
24
）

。
併
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
（
Ｅ
Ｕ
条
約
）
以
来
の
三
本
柱
の
列
柱
構

造
は
廃
止
さ
れ
た
。

三
本
柱
と
は
何
ん
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
は
①
「
Ｅ
Ｃ
（
欧
州
共
同
体
）」、
②
「
共
通
外
交
・
安
全
保
障
政
策

（
25
）

（
Ｃ
Ｆ
Ｓ
Ｐ
）
及
び
③
「
司

法
・
内
務
協
力

（
26
）

」（
Ｃ
Ｊ
Ｈ
Ａ
）
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
、
新
し
く
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｃ
に
②
と

③
を
付
加
し
た
。
し
か
し
、
①
の
Ｅ
Ｃ
事
項
は
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
る
法
の
支
配
を
受
け
る
と
さ
れ
た
が
、
②
③
の
Ｅ
Ｃ
外
事
項
は
政

府
間
協
力
で
調
整
し
て
い
く
問
題
で
あ
り
、
法
の
支
配
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
は
超
国
家
的
な
形
で
立
法
で
き
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一
六
一

る
が
、
②
と
③
は
政
府
間
制
度
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
立
法
権
が
存
在
し
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
Ｅ
Ｕ
と
し
て
政
府
間
に
よ
る
政

策
決
定
が
原
則
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
決
定
権
限
は
Ｅ
Ｕ
理
事
会
の
み
が
存
在
し
、
採
決
方
法
は
全
会
一
致
が
原
則
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
次
な
る
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
に
よ
り
、
こ
の
列
柱
構
造
の
三
本
目
の
柱
か
ら
、
移
民
・
庇
護
政
策
や
国
境
検
査
な
ど
、
域

内
に
お
け
る
一
定
の
管
轄
権
が
Ｅ
Ｃ
に
委
譲
さ
れ
、
超
国
家
領
域
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
残
存
し
た
三
本
目
の
柱
は

「
警
察
・
司
法
協
力
（
Ｐ
Ｊ
Ｃ
Ｃ
）」
だ
け
に
な
っ
た
。
だ
が
、
同
時
に
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
前
文
で
、
こ
れ
ら
を
「
自
由

（
27
）

、
安
全

（
28
）

お
よ
び
司
法

（
29
）

の
領
域
」（A

F
S
J （

30
）, A

rea of F
reedom

, S
ecurity and Justice

）
と
捉
え
、
Ｅ
Ｕ
の
新
た
な
目
標
と
し
て
、
域
内
に
滞
在

す
る
市
民
に
〝
自
由
と
安
全
と
司
法
〞
を
保
障
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
も
し
域
内
に
お
け
る
治
安

を
維
持
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
庇
護
・
移
民
政
策
や
国
境
検
問
も
ま
た
Ｅ
Ｕ
の
新
た
な
権
限
と
し
て
保
障
し
な
い
限
り
、
人
々
は
域
内
を
自

由
移
動
す
る
の
を
躊
躇
し
、
結
果
的
に
人
の
自
由
移
動
の
原
則
が
阻
害
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
た
び
の
リ
ス
ボ
ン
条

約
に
よ
る
改
正
で
、
こ
れ
ま
で
の
三
本
柱
列
柱
構
造
は
解
消
さ
れ
、
そ
れ
は
「
自
由
・
安
全
お
よ
び
司
法
の
領
域
」﹇
警
察
・
司
法
協
力

（
Ｐ
Ｊ
Ｃ
Ｃ
）﹈
と
の
新
し
い
超
国
家
領
域
に
吸
収
さ
れ
た

（
31
）

。

言
う
ま
で
も
な
く
、
人
の
自
由
移
動
と
い
う
も
の
は
、
域
内
市
場
を
労
働
者
や
法
人
を
含
め
た
自
営
業
者
が
単
に
経
済
活
動
の
た
め
に

自
由
に
移
動
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
域
内
市
場
が
安
全
な
領
域
、
安
心
な
空
間
で
な
け
れ
ば
、
人
は
時
と
し
て
移
動
に
躊
躇
し
、

自
由
移
動
の
原
則
そ
の
も
の
が
阻
害
さ
れ
か
ね
な
い
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
市
民
権
に
基
づ
き
、
Ｅ
Ｕ
市
民
が
域
内
を
安
全
に
移
動
し
よ
う
と
す

る
際
に
、
そ
れ
を
阻
む
要
因
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
市
民
権
も
理
想
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
が
域
内
市
場
を
安
全
な
領

域
、
安
心
の
で
き
る
空
間
に
し
よ
う
と
決
意
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
安
全
な
空
間
に
し
よ
う
と
、
治
安
維
持
、
さ
ら
に
ま
た
、
庇
護
・
移
民
政
策
や
国
境
検
問
に
Ｅ
Ｕ
が
積
極
的
に
な
ろ
う
と
す



一
六
二

る
場
合
、
人
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
も
っ
と
も
〝
権
力
的
な
〞
場
面
に
映
る
の
が
こ
の
自
由
・
安
全
お
よ
び
司
法
の
領
域
で
も
あ
る
。
こ
の

領
域
で
の
「
自
由
」
に
は
当
然
人
権
の
保
障
が
含
ま
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
真
に
保
障
す
る
た
め
に
は
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
法
的
拘
束
力
を

与
え
な
け
れ
ば
権
力
だ
け
が
独
り
歩
き
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
の
と
き
に
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
初
め
て
法
的
拘
束

力
が
与
え
ら
れ
た
意
味
は
大
き
い
。
Ｅ
Ｕ
が
権
力
的
に
な
り
う
る
〝
自
由
・
安
全
お
よ
び
司
法
の
領
域
〞
を
Ｅ
Ｕ
の
新
た
な
管
轄
範
囲
に

す
る
た
め
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
法
的
拘
束
力
が
与
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
人
が
自
由
に
移
動
す
る
域
内

を
自
由
な
空
間
と
す
る
た
め
に
治
安
力
を
超
国
家
的
領
域
に
す
る
の
と
、
引
き
換
え
に
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
法
的
拘
束
力
が
与
え
ら
れ

た
と
い
え
る

（
32
）

。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
、
あ
る
意
味
で
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。

三
．二　

Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
と
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章

承
知
の
通
り
、
優
位
性
の
原
理
は
、
一
九
六
四
年
の
コ
ス
タ
対
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｌ
事
件
に
お
け
る
欧
州
裁
判
所
の
先
行
判
決

（
33
）

の
中
で
確
立
さ
れ

た
原
理
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
法
と
国
内
法
の
関
係
を
考
え
る
際
の
も
っ
と
も
重
要
な
原
理
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
欧
州
憲
法
条
約
の

な
か
で
、「
Ｅ
Ｕ
法
は
加
盟
国
内
法
に
優
位
す
る
」
と
の
明
文
の
規
定
と
し
て
据
え
置
か
れ
（
Ⅰ
│
六
条
）、
発
効
す
れ
ば
、
日
の
目
を
み

る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
条
約
草
案
は
上
述
し
た
よ
う
に
挫
折
し
、
二
〇
〇
七
年
三
月
二
五
日
、
ロ
ー
マ
条
約
五
〇
周
年
を
記
念
す

る
ベ
ル
リ
ン
宣
言
で
新
た
に
欧
州
憲
法
条
約
に
代
わ
る
条
約
改
正
を
目
指
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
発
効
さ
れ
た

が
、
そ
の
中
で
、
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
に
関
す
る
明
文
規
定
は
削
除
さ
れ
た
。
削
除
さ
れ
て
、
こ
の
た
び
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
下
で
、
優

位
性
の
原
理
は
、
条
約
で
な
く
、
付
属
宣
言
書
一
七
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
宣
言
書
で
、
Ｅ
Ｕ
法
は
「（
Ｅ
Ｕ
）
判
例
法
に
定
め
ら

れ
た
条
件
で
加
盟
国
法
に
優
位
す
る
」
と
の
言
い
回
し
で
記
述
さ
れ
た
。
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誠
に
さ
ら
り
と
し
た
後
始
末
に
見
え
る
が
、
優
位
性
の
原
理
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、
上
述
の
コ
ス
タ
対
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｌ
事
件
に
お
け
る
欧
州

司
法
裁
判
所
の
先
行
判
決
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
優
位
性
の
原
理
の
根
拠
を
同
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
別
の
先
行
判
決

（
34
）

に
お
い

て
、
各
加
盟
国
が
一
定
の
分
野
で
は
あ
る
が
、
そ
の
主
権
的
権
利
の
制
約
を
認
め
た
こ
と
に
お
い
た

（
35
）

。
こ
の
判
決
は
条
約
を
目
的
論
的
に

解
釈
し
て
大
胆
に
導
き
出
し
た
点
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
最
高
裁
長
官
マ
ー
シ
ャ
ル

（
36
）

が
一
八
〇
〇
年
代
に
下
し
た
諸
判
例
に
匹
敵

す
る
画
期
的
な
判
決
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
法
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
国
内
法
、
あ
る
い
は
各
国
の
憲
法
に
さ
え
も
優
位
す
る
と
の

原
理
を
導
い
た
根
拠
を
、
各
加
盟
国
の
一
部
の
主
権
的
権
利
の
制
約
論
に
依
拠
す
る
だ
け
で
果
た
し
て
各
国
は
納
得
す
る
だ
ろ
う
か

（
37
）

、
と

い
さ
さ
か
疑
問
も
残
る
判
決
だ
っ
た
。

Ｅ
Ｕ
法
の
国
内
法
に
対
す
る
絶
対
的
な
優
位
性
を
主
張
す
る
に
は

（
38
）

、
Ｅ
Ｕ
法
が
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｅ
Ｕ
法
が
憲
法
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
国
内
法
に
優
位
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
法
は
二
つ
の
点
で
今
後
の
課
題
と
し
て
さ
ら
な
る
発
展
を

望
ま
れ
る
。
一
つ
は
Ｅ
Ｕ
法
、
と
く
に
Ｅ
Ｕ
立
法
が
従
来
各
国
の
行
政
部
の
代
表
か
ら
な
る
（
閣
僚
）
理
事
会
に
強
い
決
定
権
が
置
か
れ

て
い
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
で
長
く
Ｅ
Ｕ
法
の
民
主
主
義
の
赤
字
と
批
判
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
さ
ら
に
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
39
）

。
し
か

し
、
こ
の
た
び
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
は
立
法
手
続
き
に
大
き
な
改
革
が
み
ら
れ
た
。
今
後
、
Ｅ
Ｕ
立
法
は
、
各
国
の
行
政
部
の
代
表
か
ら

な
る
理
事
会
と
、
Ｅ
Ｕ
市
民
の
代
表
か
ら
な
る
欧
州
議
会
と
で
よ
り
対
等
な
立
場
で
立
法
可
能
な
「
通
常
立
法
手
続
」（ordinary 

legislative procedure

）
が
導
入
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る

（
40
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｕ
法
の
民
主
主
義
の
赤
字
は
相
当
程
度
解
消
さ

れ
た
と
評
価
さ
れ
よ
う
。

も
う
一
点
は
、
こ
れ
ま
で
政
治
的
宣
言
に
留
ま
っ
て
い
た
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
速
や
か
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
で
、
こ
の
要
件
も
よ
う
や
く
満
た
さ
れ
、
所
与
の
目
的
を
達
成
し
た
。
そ
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の
う
え
で
、
Ｅ
Ｕ
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
位
性
の
原
理
を
条
約
の
中
に
明
文
の
規
定
で
盛
り
込
む
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
前
に
、
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
の
原
理
を
欧
州
憲
法
条
約
に
盛
り
込
も
う
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
批
准
手
続
き
で
発
効
が
躓
い

た
。
優
位
性
の
原
理
が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
も
憲
法
条
約
の
批
准
が
拒
否
さ
れ
た
大
き
な
一
因
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
た
び
優
位
性
の
原
理
が
リ
ス
ボ
ン
条
約
か
ら
削
除
さ
れ
、
付
属
文
書
に
格
下
げ
ら
れ
た
の
は
一
応
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
前
提
に
な
る
の
が
こ
の
た
び
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
直
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
に
違
い

な
い
と
考
え
る
。
Ｅ
Ｕ
が
今
日
、
公
権
力
行
使
を
す
る
場
面
が
増
大
し
て
、
い
ま
だ
Ｅ
Ｕ
市
民
に
目
に
見
え
る
形
で
基
本
権
憲
章
が
な
い

と
い
う
の
で
は
、
各
加
盟
国
か
ら
も
あ
る
い
は
Ｅ
Ｕ
市
民
か
ら
も
信
頼
さ
れ
な
い
。

と
い
う
の
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
と
い
う
の
は
、〝
直
接
的
適
用
性
を
も
つ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
Ｅ
Ｕ
法
が
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
レ
ベ
ル
の
国
内
法
に
絶
対
的
に
優
位
す
る
〞
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
Ｅ
Ｕ
法
が
憲
法
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
国
内
法
に
優
位
す
る
と
各

国
に
認
識
さ
れ
る
に
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
民
主
主
義
の
赤
字
を
解
消
し
、
さ
ら
に
基
本
権
憲
章
を
宣
言
し
、
早
く
そ
れ
に
法
的
拘
束
力
を
付
与

す
る
こ
と
が
先
決
だ
か
ら
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
法
が
そ
う
な
っ
て
こ
そ
、
真
に
「
国
内
法
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
」
を
条
約
の
明
文
の
規

定
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
、
こ
の
た
び
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
で
、
政
治

的
宣
言
か
ら
脱
し
て
基
本
権
憲
章
に
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
が
Ｅ
Ｕ
に
採
択
さ
れ
る
ま
で
の
道
の
り
は
長
く
、
決
し
て
平
坦
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
Ｅ
Ｕ
基
本

権
憲
章
が
採
択
さ
れ
る
ま
で
の
道
の
り
を
辿
っ
て
み
た
い
。
経
済
的
統
合
を
め
ざ
す
Ｅ
Ｕ
が
何
を
根
拠
に
こ
れ
ま
で
基
本
権
保
護
に
力
を

注
い
で
き
た
か
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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三
．三　

人
の
自
由
移
動
と
基
本
権
保
護

Ｅ
Ｕ
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
設
立
の
当
初
、
人
権
に
は
消
極
的
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
に
は
共
同
市
場
に
お
け
る
人
の

自
由
移
動
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
な
ど
男
女
の
差
別
を
禁
止
す
る
規
定
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
が
目
指
し
た
共
同
市
場
の

完
成
と
い
う
目
標
の
な
か
で
、
自
由
に
行
き
か
う
人
と
は
実
際
に
は
、
雇
用
を
求
め
て
行
き
か
う
労
働
者

（
41
）

で
あ
り
、
自
営
業
者
ま
た
は
法

人
が
開
業
の
自
由

（
42
）

（right of establishm
ent

）
を
求
め
て
経
済
活
動
を
行
う
者
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
市
場
は
ま
さ
に
経
済
的
側
面
に
限
定

さ
れ
た
経
済
的
空
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
人
権
侵
害
の
問
題
が
起
き
た
場
合
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
加
盟
国
内
の
人

権
保
障
や
各
国
が
加
盟
し
て
い
る
欧
州
人
権
条
約
の
遵
守
に
任
せ
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る

（
43
）

。

し
か
し
そ
の
後
、
一
九
九
三
年
一
一
月
に
発
効
し
た
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
、
大
き
な
前
進
が
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
市
民
権
が
創
設
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
条
約
に
よ
り
登
場
し
た
の
は
、
経
済
的
側
面
の
労
働
者
で
は
な
く
、
政
治
的
な
意
味
の
Ｅ
Ｕ
市
民
権
だ
っ
た

（
44
）

。

Ｅ
Ｕ
市
民
は
も
は
や
雇
用
あ
る
い
は
経
済
活
動
を
求
め
て
自
由
に
移
動
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
で
な
く
、
Ｅ
Ｕ
市
民
と
し
て
Ｅ
Ｕ
域
内
を
自
由

に
移
動
し
、
他
の
加
盟
国
に
居
住
し
て
い
れ
ば
、
た
と
え
国
籍
が
違
っ
て
も
、
居
住
国
の
地
方
選
挙
に
投
票
も
で
き
る
し
、
居
住
国
の
欧

州
議
会
選
挙
に
お
け
る
選
挙
権
も
付
与
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
Ｅ
Ｕ
市
民
権
に
基
づ
く
Ｅ
Ｕ
市
民
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

ま
さ
に
「
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
保
護
の
対
象
は
…
市
場
の
要
素
で
あ
る
労
働
者
と
し
て
の
『
ヒ
ト
』
か
ら
、
次
第
に
全
人
格
的
な
『
人
』
へ
と
広

げ
ら
れ
て
い
っ
た

（
45
）

」
の
で
あ
る
。

三
．四　

法
の
一
般
原
則
に
よ
る
基
本
権
の
保
護
へ
の
契
機

全
人
格
的
な
人
の
自
由
移
動
が
可
能
に
な
る
「
自
由
、
安
全
お
よ
び
司
法
の
領
域
」
に
は
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
高
い
人
権
の
保
障
が



一
六
六

求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
Ｅ
Ｕ
が
真
に
基
本
権
保
護
に
本
腰
を
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
き
っ
か
け
が
訪
れ
た
。
そ
の
契
機
は
、
Ｅ
Ｕ
統
合
の
歴

史
の
中
で
、
二
度
あ
っ
た
と
考
え
る
。
一
度
目
は
、
前
述
し
た
一
九
七
四
年
の
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所S

olan
ge I

事
件
判
決
が
下
さ
れ
た

と
き
で
あ
り
、
二
度
目
は
ず
っ
と
そ
の
後
、
二
〇
〇
四
年
に
東
中
欧
諸
国
が
第
五
次
拡
大
と
し
て
Ｅ
Ｕ
加
盟
が
見
込
ま
れ
た
と
き
で
あ
る
。

前
者
に
お
け
る
事
件
は
、
一
九
七
〇
年
、
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
所
か
ら
付
託
さ
れ
て
先
行
判
決
を
下
し
た
欧
州
司
法
裁
判
所
の
国
際
商

事
会
社
事
件

（
46
）

判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
、
原
告
は
、
輸
出
入
許
可
に
か
か
る
預
託
金
制
度
を
規
定
す
る
二
つ
の
共
同
体
規
則

（
47
）

が
ド
イ
ツ

の
基
本
法
に
定
め
る
基
本
的
人
権
（
経
済
的
自
由
、
処
分
の
自
由
な
ど
）
に
反
す
る
の
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
適
法
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

と
主
張
し
た
が
、
同
行
政
裁
判
所
は
こ
れ
を
共
同
体
裁
判
所
に
付
託
し
た
。
す
る
と
、
同
共
同
体
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
共
同
体
規
則
の
有

効
性
は
共
同
体
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
国
内
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
問
題
の
諸
規
定
は

人
権
に
つ
い
て
の
共
同
体
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
も
し
共
同
体
法
の
意
味
を
ド
イ
ツ
の
国
内
法
に

よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
を
許
せ
ば
、
国
ご
と
に
共
同
体
法
の
解
釈
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
判
断
さ
れ
た
。

し
か
し
事
件
は
こ
れ
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
同
行
政
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
諸
規
則
が
ド
イ
ツ
の
基
本
法
に
定
め
る
基
本

的
人
権
に
反
す
る
か
ど
う
か
、
別
途
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
事
件
を
付
託
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
がS

olan
ge I

事
件
で
あ
り
、

か
く
し
て
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
は
ド
イ
ツ
憲
法
と
二
つ
の
共
同
体
規
則
の
関
係
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
一
九
七
四
年
、

同
憲
法
裁
判
所
は
、
共
同
体
法
は
ド
イ
ツ
の
国
内
法
の
不
可
欠
の
一
部
で
も
な
く
、
ま
た
国
際
法
で
も
な
い
、
そ
れ
は
自
律
的
な
法
秩
序

で
あ
る
別
個
の
法
秩
序
で
あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
し
か
し
同
時
に
、
同
憲
法
裁
判
所
は
、
共
同
体
が
直
接
選
出
さ
れ
る
議
会
を
持
た
ず

（
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
直
接
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）、
ま
た
ド
イ
ツ
憲
法
に
匹
敵
す
る
基
本
的
人
権
の
成
文
カ
タ
ロ
グ
（codifi ed 

catalogue of fundam
ental rights

）
を
欠
い
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
人
権
に
対
す
る
共
同
体
の
保
護
が
ド
イ
ツ
憲
法
の
そ
れ
に



Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
（
加
藤
）

一
六
七

準
じ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
共
同
体
規
則
は
ド
イ
ツ
基
本
法
の
人
権
規
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た

（
48
）

。
こ
の
判
決
は
、
共

同
体
法
の
弱
点
に
潜
在
的
な
異
論
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

三
．五　

加
盟
各
国
の
共
通
の
憲
法
の
伝
統
と
欧
州
人
権
条
約

こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
欧
州
司
法
裁
判
所
も
加
盟
各
国
の
憲
法
に
共
通
の
一
般
原
則
と
い
う
形
で
Ｅ
Ｕ
が
基
本
権
保
護
を
重
視
し
始
め
、

判
例
も
蓄
積
し
て
い
く
。S

olan
ge I

事
件
判
決
直
後
のN

olt

事
件
判
決
で
、
基
本
権
保
護
を
確
保
す
る
に
あ
た
っ
て
、
欧
州
司
法
裁

判
所
は
「
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝
統
か
ら
示
唆
を
受
け
ね
ば
な
ら
ず
、
当
該
加
盟
国
の
憲
法
に
よ
り
承
認
さ
れ
、
か
つ
保
障
さ
れ
た

基
本
権
に
違
反
す
る
共
同
体
の
措
置
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
判
示
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
基
本
権
の
保
護
の
内

容
が
『
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝
統
』
に
依
拠
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
た

（
49
）

が
、
成
文
の
基
本
権
目
録
と
比
較
し
た
場
合
に
法
的
安

定
性
の
点
で
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
た

（
50
）

。」

か
く
し
て
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
「
加
盟
国
が
協
力
し
て
作
成
し
又
は
署
名
国
に
な
っ
て
い
る
人
権
保
護
の
た
め
の
国
際
条
約
は
、
共

同
体
の
枠
内
で
従
わ
れ
る
べ
き
指
針
を
示
す
こ
と
が
で
き
る

（
51
）

」
と
判
示
し
て
、
加
盟
各
国
が
批
准
し
て
い
る
欧
州
人
権
条
約

（
52
）

（
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）

な
ど
を
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
依
拠
す
べ
き
指
針
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
（
共
同
体
側
）
の
基
本
的
人
権
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
は
、
一
九
七
七
年
四
月
五
日
に
な
さ
れ
た
欧
州
議
会
、
閣
僚
理
事
会
お

よ
び
委
員
会
の
「
基
本
権
共
同
宣
言

（
53
）

」（Joint D
eclaration

）
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
欧
州
司
法
裁
判
所
が
判
例
で
示
し
て
き

た
こ
れ
ま
で
の
権
利
保
護
に
従
い
、
遵
守
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
一
九
八
六
年
に
、S

olan
ge II

事
件
で
、
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
は
、
つ
い
に
共
同
体
の
基
本
的
人
権
に
対
す
る
保
護
は
ド



一
六
八

イ
ツ
憲
法
の
示
す
レ
ベ
ル
に
十
分
適
合
す
る
よ
う
に
発
展
し
た
と
述
べ
、
以
前
のS

olan
ge I

判
決
を
変
更
し
た

（
54
）

。
ま
た
、W

u
n

sch
e 

H
an

d
elsgesellsch

aft

事
件
判
決

（
55
）

で
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
の
人
権
規
定
に
照
ら
し
て
共
同
体
規
則
を
審
査
す
る
必
要
は
も
は
や
な
く
な
っ

た
と
判
示
さ
れ
た

（
56
）

。

三
．六　

第
五
次
拡
大
と
さ
ら
な
る
基
本
権
保
護
の
取
り
組
み

し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
護
に
対
す
る
よ
り
積
極
的
な
取
り
組
み
を
迫
ら
れ
、
何
よ
り
衆
目
を
集
め
た
の
は
二
〇
〇
四
年
に
お
け
る

Ｅ
Ｕ
の
第
五
次
拡
大
の
と
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
ま
だ
人
権
の
保
障
に
不
安
が
残
り
、
ま
た
「
政
治
的
に
不
安
定
で
あ
っ
た
東
中
欧
諸
国

が
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た

（
57
）

」。
Ｅ
Ｕ
は
こ
れ
ら
東
中
欧
諸
国
と
の
加
盟
交
渉
に
際
し
て
、
新
規
加
盟
す
る
た
め
の
基

準
を
決
定
し
た
。
そ
れ
は
一
九
九
三
年
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
の
で
、
一
般
に
こ
れ
は
「
コ
ペ
ン
ハ
ー

ゲ
ン
基
準

（
58
）

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
国
、
と
く
に
東
欧
諸
国
の
加
盟
を
意
識
し
た
要
件
と
し
て
⑴
民
主
主
義
、
法

の
支
配
、
人
権
お
よ
び
少
数
民
族
の
尊
重
と
保
護
を
保
障
す
る
安
定
し
た
諸
制
度
を
有
す
る
こ
と
と
い
う
政
治
的
基
準
が
掲
げ
ら
れ
た
。

「
こ
う
し
て
民
主
主
義
や
人
権
、
少
数
民
族
保
護
を
加
盟
の
要
件
と
す
る
方
針
が
貫
か
れ
」、「
こ
れ
ら
の
国
々
に
基
本
権
の
保
護
を
求
め

る
た
め
に
は
、
基
本
権
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
と
し
て
の
基
準
を
明
瞭
に
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
」
わ
け
で
あ
る
。

一
九
八
六
年
の
単
一
欧
州
議
定
書
で
は
そ
れ
が
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い
く
。
と
い
う
の
も
同
欧
州
議
定
書
の
前
文
で
、
基
本
権
の
尊
重

に
言
及
し
、
加
盟
国
憲
法
に
共
通
の
伝
統
お
よ
び
法
の
一
般
原
則
を
基
礎
と
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
及
び
社
会
憲
章
に
従
っ
て
民
主
主
義

を
促
進
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る

（
59
）

。

さ
ら
に
一
九
八
九
年
一
二
月
、
基
本
条
約
と
は
別
に
Ｅ
Ｃ
社
会
憲
章
な
る
も
の
が
採
択
さ
れ
た
。



Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
（
加
藤
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一
六
九

三
．七　

一
九
八
九
年
労
働
者
の
た
め
の
社
会
憲
章
の
採
択

濱
口
桂
一
郎
に
よ
れ
ば

（
60
）

、
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
経
営
者
を
支
持
基
盤
と
す
る
市
場
志
向
を
と
る
自
由
主

義
的
な
勢
力
と
、
他
方
に
は
、
組
織
労
働
者
を
基
盤
と
す
る
社
会
主
義
的
勢
力
と
の
あ
る
意
味
で
の
社
会
的
妥
協
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は

市
場
経
済
の
枠
組
み
は
維
持
し
な
が
ら
も
、
様
々
な
社
会
的
規
制
や
福
祉
の
仕
組
み
を
加
味
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
、
労
働
者
の
保
護

を
も
図
る
仕
組
み
を
模
索
す
る
、
と
い
う
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
の
社
会
的
妥
協
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
七
〇
年
代
後
半
に
登
場
す
る

イ
ギ
リ
ス
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
高
失
業
を
ど
う
に
も
解
決
し
え
な
い
社
会
シ
ス
テ
ム
の
機
能
不
全
を
回
復
さ
せ

る
た
め
に
、
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
的
妥
協
に
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
表
明
し
、
徹
底
し
た
規
制
緩
和
に
よ
り
、
何
と
か
市
場
に
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
を
取
り
戻
し
、
経
済
を
再
活
性
化
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
率
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
拒
否
権
で

労
働
社
会
政
策
分
野
の
立
法
活
動
が
長
い
こ
と
停
滞
し
て
い
た

（
61
）

。

こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
モ
デ
ル
（E

uropean S
ocial m

odel

）
を
追
求

し
よ
う
と
ド
ロ
ー
ル
欧
州
委
員
長
の
も
と
に
労
働
社
会
政
策
が
進
展
し
て
い
き

（
62
）

、
単
一
欧
州
議
定
書
、
そ
し
て
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に

付
属
す
る
社
会
政
策
協
定
が
実
現
す
る

（
63
）

。

こ
の
延
長
上
に
、
一
九
八
九
年
三
月
に
お
け
る
欧
州
議
会
の
決
議
に
沿
う
形
で
、
同
年
五
月
、
欧
州
委
員
会
は
最
初
の
社
会
憲
章
の
第

一
草
案
を
発
表
す
る
。
そ
の
後
、
同
年
一
〇
月
、
第
二
草
案
が
提
案
さ
れ
、
最
終
的
に
イ
ギ
リ
ス
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
八
九

年
一
二
月
九
日
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
欧
州
理
事
会
で
一
一
か
国
の
政
治
宣
言
（
法
的
拘
束
力
の
な
い
）
と
し
て
、
労
働
者
の
た
め
の
社
会
憲

章
、
す
な
わ
ち
「
労
働
者
の
基
本
的
社
会
権
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
憲
章
」（T

he C
om

m
unity C

harter of F
undam

ental S
ocial R

ights of 

W
orkers, D

ecem
ber 9, 1989

）
が
採
択
さ
れ
た

（
64
）

。



一
七
〇

そ
こ
で
は
、
ド
ロ
ー
ル
委
員
長
ら
が
追
い
求
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
モ
デ
ル
に
沿
う
べ
く
、
域
内
市
場
の
統
合
が
経
済
問
題
や
企
業
競

争
力
の
強
化
の
み
に
重
点
を
置
く
の
で
は
な
く
、
労
働
者
の
権
利
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
一
九
八
九
年
、
イ
ギ
リ
ス
を
除
く
、

一
一
か
国
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る

（
65
）

。

同
社
会
憲
章
の
前
文
に
よ
れ
ば
、
設
立
当
初
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
一
七
条
で
、「
加
盟
国
は
労
働
者
の
生
活
の
改
善
お
よ
び
労
働
条
件

の
改
善
を
促
進
す
る
必
要
性
に
合
意
し
た
」
と
規
定
さ
れ
、
設
立
当
初
か
ら
、
す
で
に
労
働
者
の
権
利
保
護
は
共
同
体
の
重
要
な
目
標
の

一
つ
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
憲
章
前
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
た
め
、
共
同
体
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約

（
66
）

お
よ
び
欧
州
評
議
会

（C
ouncil of E

urope

）
の
欧
州
社
会
憲
章

（
67
）（E

uropean S
ocial C

harter

）
に
示
唆
を
受
け
る
と
し
て
い
た

（
68
）

。

か
く
し
て
採
択
さ
れ
た
同
社
会
憲
章
は
、
前
文
の
ほ
か
、
二
つ
の
部
（tw

o titles

）
計
三
〇
条
か
ら
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
は
、「
労
働

者
の
基
本
的
社
会
権
」（“F

undam
ental S

ocial R
ights of W

orkers ”

）
と
題
さ
れ
、
⑴
移
動
の
自
由
（F

reedom
 of m

ovem
ent

）、
⑵
雇
用

と
報
酬
（E

m
ploym

ent and rem
uneration

）、
⑶
生
活
お
よ
び
労
働
条
件
（Im

provem
ent of living and w

orking conditions

）、
⑷
社
会
的

保
護
（S

ocial protection

）、
⑸
結
社
の
自
由
と
団
体
交
渉
権
（F

reedom
 of association and collective bargaining

）、
⑹
職
業
訓
練

（V
ocational training

）、
⑺
男
女
の
機
会
均
等
（E

qual treatm
ent for m

en and w
om

en

）、
⑻
労
働
者
の
情
報
・
協
議
・
参
加
（Inform

ation, 

consultation and participation for w
orkers

）、
⑼
職
場
に
お
け
る
健
康
と
安
全
（H

ealth protection and safety at the w
orkplace

）、
⑽

子
ど
も
と
青
年
の
保
護
（P

rotection of children and adolescents
）、
⑾
高
齢
者
（E

lderly persons

）、
お
よ
び
⑿
身
体
障
害
者
（D

isabled 

persons

）
と
の
一
二
項
目
に
わ
た
る
個
別
の
分
野
に
お
け
る
目
標
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
部
で
は
、「
社
会
憲
章
の
実
施
」

（“Im
plem

entation of the C
harter ”

）
と
題
し
、
憲
章
実
施
に
関
す
る
加
盟
国
、
欧
州
委
員
会
の
責
任
、
手
続
き
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。
ま

た
、
欧
州
委
員
会
は
、
同
憲
章
の
目
標
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
四
七
の
措
置
を
提
示
し
た
行
動
計
画
を
策
定
し
た
。
委
員
会
は
こ
れ
に



Ｅ
Ｕ
法
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現
在
（
加
藤
）

一
七
一

基
づ
き
、
多
く
の
立
法
提
案
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
全
会
一
致
の
ル
ー
ル
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
イ
ギ
リ
ス
の
拒
否
に
会
い
、
実
現
で
き
な

か
っ
た
。

だ
が
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
付
属
の
議
定
書
で
、
労
働
条
件
、
労
使
関
係
、
男
女
均
等
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
を
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト

し
た
形
で
、
一
一
か
国
で
合
意
に
達
し
た
意
義
は
大
き
い
。
も
っ
と
も
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
九
七
年
に
労
働
党
が
政
権
に
復
帰
し
た
こ
と

も
あ
り
、
同
年
六
月
に
成
立
し
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
で
は
、
基
本
的
に
労
働
分
野
に
関
す
る
か
な
り
の
部
分
に
進
展
が
あ
り
、
イ
ギ

リ
ス
の
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
も
事
実
上
幕
を
閉
じ
た
と
い
わ
れ
る
。

「
労
働
者
の
基
本
的
社
会
権
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
憲
章
」
に
規
定
さ
れ
た
諸
権
利
は
、
こ
の
た
び
法
的
拘
束
力
を
与
え
ら
れ
た
Ｅ
Ｕ
基
本
権

憲
章
の
第
四
編
第
二
七
条
以
下
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

さ
ら
に
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
に
お
い
て
は
、
八
条
に
お
い
て
「
連
合
は
、
そ
の
す
べ
て
の
活
動
に
お

い
て
、
男
女
間
の
不
平
等
を
除
去
し
、
平
等
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
標
」
と
し
、
そ
の
た
め
に
九
条
で
「
同
盟
は
、
高
水
準
の
雇
用
の
促

進
、
適
切
な
社
会
的
保
護
の
保
障
は
、
社
会
的
排
除
に
対
す
る
戦
い
、
お
よ
び
高
水
準
の
教
育
、
訓
練
並
び
に
人
間
の
健
康
の
保
護
に
関

連
す
る
必
要
条
件
を
考
慮
す
る
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
同
機
能
条
約
は
一
五
二
条
で
、
互
い
の
自
律
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
社
会

的
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
対
話
の
促
進
を
図
る
べ
く
規
定
す
る
。
ま
た
、
同
機
能
条
約
は
一
五
四
│
一
五
五
条
に
お
い
て
、
そ
の
社
会
的
対
話

の
た
め
の
法
的
枠
組
み
が
提
供
さ
れ
た
。

三
．八　

Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
を
政
治
的
宣
言
と
し
て
採
択

一
九
九
九
年
六
月
三
│
四
日
、
ケ
ル
ン
（C

ologne

）
で
開
催
さ
れ
た
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
ド
イ
ツ
主
導
に
よ
る
決
定
が
下
さ
れ
、



一
七
二

Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
を
策
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
た
。
同
理
事
会
は
基
本
権
憲
章
の
起
草
の
た
め
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
こ
れ
を
委

ね
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
は
一
九
九
九
年
一
二
月
一
日
に
総
会
を
開
き
、
そ
の
後
起
草
作
業
を
続
け
、
翌
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月

二
日
に
憲
章
草
案
を
採
択
し
た
。
そ
れ
は
歴
史
的
意
義
を
持
つ
瞬
間
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
ビ
ア
リ
ッ
ツ
欧
州
理
事
会
（the B

iarritz E
uropean C

ouncil

）
は
全
会
一
致
で
こ
れ
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
草
案

は
直
ち
に
欧
州
議
会
そ
し
て
欧
州
委
員
会
に
送
付
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
七
日
、
理
事
会
、
欧
州
議
会
、
欧
州
委
員
会
は
共
同
で
こ

れ
を
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
と
し
て
「
厳
粛
に
宣
言
し
た
」（solem

n proclam
ation

）
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
Ｅ
Ｕ
史
上
は
じ
め
て
、
単
一

の
形
で
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
が
採
択
さ
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
七
日
の
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
（T

he E
uropean U

nion C
harter of 

F
undam

ental R
ights of the E

uropean U
nion

）
の
成
立
で
あ
る

（
69
）

。

三
．九　

基
本
権
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
の
特
徴
と
意
義

三
．九
．一　

憲
章
が
掲
げ
る
諸
権
利

二
〇
〇
一
年
六
月
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
実
施
さ
れ
た
国
民
投
票
で
、
条
約
を
批
准
し
な
い
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
た
め
、
同
条
約
の
発
効

が
滞
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
の
国
民
投
票
で
は
賛
成
票
が
多
数
を
占
め
た
。
そ
の
後
、
同
国
は
ニ
ー
ス
条
約
を
批
准

し
、
全
加
盟
国
の
批
准
が
完
了
し
た
こ
と
を
受
け
、
同
条
約
は
二
〇
〇
三
年
二
月
一
日
に
発
効
し
た
。
ま
た
、
ニ
ー
ス
で
は
、
Ｅ
Ｕ
基
本

権
憲
章
も
同
時
に
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
憲
章
は
欧
州
憲
法
条
約
が
起
草
さ
れ
た
際
、
そ
の
第
二
部
で
盛
り
込
ま
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か

し
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
、
挫
折
し
た
。
し
か
し
こ
の
た
び
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
は
欧
州
憲
法
条
約
草

案
の
二
部
か
ら
削
除
さ
れ
、
独
立
し
て
法
的
拘
束
力
が
与
え
ら
れ
た
。



Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
（
加
藤
）

一
七
三

憲
章
が
掲
げ
る
権
利
の
リ
ス
ト
は
「
第
一
編
：
尊
厳
（hum

an dignity

）」、「
第
二
編
：
自
由
（freedom

s

）」、「
第
三
篇
：
平
等
（equality

）」、

「
第
四
編
：
連
帯
（solidarity

）」、「
第
五
編
：
市
民
の
権
利
（citizens ’ rights

）」
お
よ
び
「
第
六
編
：
司
法
（justice

）」、「
第
七
編
：
一

般
規
定
（general provisions

）」
の
七
つ
の
チ
ャ
プ
タ
ー
の
下
に
、
五
四
か
条
、
五
四
の
権
利
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
特
徴

と
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
。

憲
章
の
な
か
で
規
定
さ
れ
た
こ
れ
ら
諸
権
利
は
、
新
し
い
と
い
う
も
の
で
な
く
、「
既
存
の
権
利
を
ま
と
め
た
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

（
70
）

」

で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
各
加
盟
国
の
憲
法
に
共
通
な
基
本
権
で
あ
る
。
次
に
、
加
盟
国
が
す
べ
て
批
准
し
て
い
る
欧
州
人
権
条
約
（
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）

に
規
定
す
る
諸
権
利
で
あ
る
。
人
権
条
約
は
世
界
人
権
宣
言
の
自
由
権
を
欧
州
で
集
団
的
に
保
障
し
て
行
こ
う
と
し
て
欧
州
評
議
会

（C
ouncil of E

urope

）
が
作
成
し
た
条
約
で
あ
り
、
主
と
し
て
市
民
的
か
つ
政
治
的
権
利
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
は
も
ち

ろ
ん
、
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
て
い
る
諸
国
は
す
べ
て
こ
の
条
約
を
批
准
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
判
例
を
通
じ
て
加
盟
国
に
共
通
の
法

の
一
般
原
則
の
一
つ
と
し
て
導
入
し
た
。
さ
ら
に
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
導
入
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
市
民
権
（
第
五
編
）、
さ
ら
に
は
経
済
的

か
つ
社
会
的
権
利
か
ら
な
る
社
会
憲
章
（
第
四
編
）
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
い
う
な
ら
ば
、
基
本
権
憲
章
に
掲
げ
る
諸

権
利
は
、
既
存
の
も
の
を
、
重
層
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
一
体
化
し
て
規
定
し
た
広
範
な
人
権
か
ら
な
る
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
あ

る
。三

．九
．二　

い
く
つ
か
の
新
規
な
諸
権
利

し
か
し
、
同
時
に
、
そ
こ
に
は
、
多
数
の
諸
国
か
ら
な
る
Ｅ
Ｕ
な
ら
で
は
の
「
文
化
、
地
域
お
よ
び
言
語
の
多
様
性
に
関
す
る
規
定
」

（
二
二
条
）
や
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
導
入
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
市
民
権
に
付
加
さ
れ
た
「
適
正
な
行
政
を
求
め
る
権
利

（
71
）

」（
四
一
条
）、
さ
ら

に
は
「
個
人
情
報
の
保
護

（
72
）

」（
第
八
条
）、「
子
ど
も
の
権
利
」（
二
三
条
）、
障
害
者
差
別
の
撤
廃
に
通
じ
る
「
障
害
者
の
権
利
」（
二
六
条
）、



一
七
四

「
高
齢
者
の
権
利
」（
二
五
条
）、
も
付
加
さ
れ
、「
良
好
な
環
境
に
対
す
る
権
利
」（
三
七
条
）、「
消
費
者
保
護
」（
三
八
条
）
と
い
っ
た
よ
り

現
代
的
な
需
要
を
十
分
満
た
す
諸
権
利
も
含
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い

（
73
）

。
そ
れ
ら
は
各
編
ご
と
に
以
下
に
示
さ
れ
る
：

「
第
一
編
：
尊
厳
（hum

an dignity

）」（
一
│
五
条
）：「
個
人
情
報
の
保
護
」（
第
八
条
）

「
第
二
編
：
自
由
（freedom

s

）」（
六
│
一
九
条
）

「
第
三
篇
： 
平
等
（equality

）」（
二
〇
│
二
六
条
）：「
文
化
、
地
域
お
よ
び
言
語
の
多
様
性
に
関
す
る
規
定
」（
二
二
条
）、「
子
ど

も
の
権
利
」（
二
四
条
）、「
高
齢
者
の
権
利
」（
二
五
条
）、「
障
害
者
の
権
利
」（
二
六
条
）

「
第
四
編
：
連
帯
（solidarity

）」（
二
七
│
三
八
条
）：「
良
好
な
環
境
に
対
す
る
権
利
」（
三
七
条
）
消
費
者
保
護
」（
三
八
条
）

「
第
五
編
：
市
民
の
権
利
（citizens ’ rights

）」（
三
九
│
四
六
条
）：「
適
正
な
行
政
を
求
め
る
権
利
」（
四
一
条
）

「
第
六
編
：
司
法
（justice

）」（
四
七
│
五
〇
条
）

「
第
七
編
：
一
般
規
定
（general provisions

）」（
五
一
│
五
四
条
）

以
上
み
た
よ
う
に
、
様
々
な
基
本
的
権
利
が
憲
章
に
一
体
的
に
規
定
さ
れ
た
が
、
大
事
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
欧
州
司
法
裁

判
所
が
長
い
時
間
を
か
け
て
、
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
伝
統
あ
る
い
は
一
般
原
則
と
い
う
形
で
判
例

（
74
）

を
築
き
上
げ
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
に
組
み

入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
改
定
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
条
約
六
条
三
項
の
な
か
で
「
欧
州
人
権
条
約
（
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）

に
よ
り
保
障
さ
れ
基
本
権
お
よ
び
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝
統
よ
り
生
じ
る
基
本
権
は
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
を
構
成
す
る
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
も
理
解
さ
れ
よ
う
。



Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
（
加
藤
）

一
七
五

四
．
Ｅ
Ｕ
基
本
権
章
と
Ｔ
Ｅ
Ｕ
ま
た
は
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
と
の
関
係

四
．一　

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
Ｅ
Ｕ
基
本
権
が
既
存
の
基
本
権
を
一
体
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

権
利
の
位
置
づ
け
が
異
な
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。
ま
ず
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
基
本
権
憲
章
の
う
ち
、
Ｅ
Ｕ
条
約
お
よ
び
Ｅ
Ｕ

機
能
条
約
の
条
項
の
対
象
に
な
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
条
約
が
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
（
憲
章
五
二
条
二
項
）。

四
．二　

ま
た
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
な
か
に
欧
州
人
権
条
約
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
の
で
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
も
明
確
に
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
基
本
権
憲
章
は
、
そ
の
調
整
の
た
め
、
第
五
二
条
第
三
項
で
、「
両
者
が
互
い
に
相
当
す
る
権
利
に
つ
い
て

定
め
て
い
る
と
き
、
基
本
権
憲
章
上
の
権
利
は
人
権
条
約
上
の
権
利
と
同
じ
よ
う
に
解
釈
・
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し

て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
こ
れ
ら
の
権
利
を
解
釈
す
る
際
、
こ
れ
ら
を
欧
州
人
権
裁
判
所
（
Ｅ
Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｒ
）
の
そ
れ
と
同
等
の
意
味

を
持
つ
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
約
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
権
利
に
相
当
す
る
諸
権
利

を
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
が
含
ん
で
い
る
場
合
、
同
憲
章
が
含
む
権
利
の
意
味
と
範
囲
は
、
欧
州
人
権
条
約
（
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）
に
定
め
る
も
の
と

同
じ
意
味
と
範
囲
を
持
つ
、
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

四
．三　

Ｅ
Ｕ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
範
囲
と
解
釈

ま
た
、
憲
章
五
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
を
越
え
て
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
分
野
を
拡
張
し
た
り
、
Ｅ
Ｕ
に
新
た
な
権
限
を
追
加
し



一
七
六

た
り
、
Ｅ
Ｕ
諸
条
約
に
定
義
さ
れ
て
い
る
権
限
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
点
も
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

四
．四　

さ
ら
に
、
同
条
約
六
条
二
項
で
は
、
Ｅ
Ｕ
自
身
が
欧
州
人
権
条
約
（
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）
に
加
盟
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
も

し
Ｅ
Ｕ
自
身
が
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
に
加
盟
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
利
点
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
各
加
盟
国
に
お
い
て
、
そ
こ
で
の
公
権
力
行

使
に
よ
り
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
市
民
は
、
ま
ず
も
っ
て
自
国
の
憲
法
に
基
づ
き
、
自
国
の
裁
判
所
で
救
済
の
道
を
探
る
こ
と
と
な
る
。
そ

こ
で
の
救
済
の
道
が
尽
く
さ
れ
て
な
お
、
人
権
侵
害
が
救
済
さ
れ
な
い
と
き
、
初
め
て
人
権
条
約
に
基
づ
き
、
人
権
裁
判
所
に
お
け
る
救

済
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
同
じ
市
民
が
Ｅ
Ｕ
市
民
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の
諸
機
関
の
公
権
力
行
使
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
上
の
人
権
を
侵

害
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
救
済
は
法
人
格
を
持
つ
Ｅ
Ｕ
自
身
が
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
下
、
そ
れ
自
身
で
人
権
条
約
に
加
盟
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
加
盟
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
よ
り
以
上
に
、
条
約
上
の
権
利
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
市
民
は
直
接
的
に
人
権
裁
判
所
に

救
済
を
え
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
Ｅ
Ｕ
市
民
は
、
す
で
に
自
国
の
人
権
侵
害
に
対
し
て
、
人
権
裁
判
所
で
の
救
済
に
す

で
に
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
Ｅ
Ｕ
自
身
が
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
に
入
れ
ば
、
な
お
複
雑
さ
も
免
れ
よ
う
し
、
Ｅ
Ｕ
市
民
の
信
頼
も
高
ま

る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
と
欧
州
人
権
裁
判
所
（
Ｅ
Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｒ
）
の
判
例
と
が
調
和
的
に
発
展
す
る
で
あ
ろ
う

（
75
）

。

四
．五　

留
意
す
べ
き
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
諸
条
約
の
内
容
に
一
部
解
釈
上
の
留
保
を
求
め
、
そ
れ
は
「
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲

章
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
へ
の
適
用
に
関
す
る
議
定
書
」
で
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
そ
の
第
一
条
に
よ
れ
ば
、
同
憲
章
は
、
Ｅ

Ｕ
裁
判
所
も
欧
州
人
権
裁
判
所
も
、
両
国
の
法
令
に
つ
い
て
同
憲
章
違
反
認
定
す
る
権
限
を
拡
張
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る

（
76
）

。
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五
．
結
び
に
か
え
て

⑴
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
下
で
、
こ
れ
ま
で
政
治
的
宣
言
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
し
た
意
義
は
極

め
て
大
き
い
。
こ
れ
は
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
設
定
さ
れ
た
三
本
柱
の
列
柱
構
造
が
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
解
消
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
同
時
に
か
つ
て
の
三
本
柱
で
あ
る
「
警
察
・
司
法
協
力
」
が
「
自
由
・
安
全
・
司
法
の
領
域
」
と
改
称
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
の
政
府
間
交
渉
の
対
象
だ
っ
た
も
の
が
、
超
国
家
的
領
域
に
入
っ
た
。
こ
の
領
域
に
入
る
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
し
て
Ｅ
Ｕ
基

本
権
憲
章
に
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
も
理
に
か
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
Ｅ
Ｕ
の
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
正
統
性
が
大

い
に
高
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

⑵
ま
た
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
設
立
当
初
か
ら
、
条
約
は
、
経
済
的
側
面
の
統
合
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
当
初
か

ら
、
基
本
権
保
護
に
と
く
に
積
極
的
な
規
定
を
設
け
て
お
ら
ず
、
欧
州
司
法
裁
判
所
も
そ
れ
に
消
極
的
だ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直

接
的
に
は
二
つ
の
動
機
づ
け
に
よ
り
、
欧
州
司
法
裁
判
所
が
次
第
に
基
本
権
保
護
に
積
極
的
に
な
っ
て
い
く
の
を
見
て
き
た
。
そ
れ
ら
二

つ
の
動
機
づ
け
と
は
、
一
つ
は
、
一
九
七
四
年
の
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
判
決
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
契
機
に
、
一
九
九
〇
年
の

ド
イ
ツ
の
東
西
統
一
以
後
、
大
挙
し
て
、
東
欧
諸
国
が
Ｅ
Ｕ
へ
加
盟
申
請
を
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
前
者
の
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判

所
が
、
共
同
体
規
則
と
ド
イ
ツ
憲
法
の
規
定
と
が
衝
突
し
た
際
、
当
時
の
Ｅ
Ｃ
が
基
本
権
の
カ
タ
ロ
グ
を
備
え
て
い
な
い
段
階
で
は
、
同

共
同
体
諸
規
則
を
ド
イ
ツ
憲
法
に
優
位
さ
せ
て
適
用
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
と
判
示
し
て
以
後
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
各
国
に
共
通
の

法
の
一
般
原
則
と
し
て
、
積
極
的
に
基
本
権
保
護
へ
本
腰
を
入
れ
て
行
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
後
も
、
加
盟
各
国
に
共
通

の
憲
法
的
伝
統
、
ま
た
、
加
盟
各
国
が
批
准
し
て
い
る
欧
州
人
権
条
約
を
引
出
し
て
今
日
の
基
本
権
憲
章
へ
道
を
開
い
た
点
を
明
ら
か
に



一
七
八

し
た
。

ま
た
、
Ｅ
Ｕ
は
、
一
九
八
九
年
、
欧
州
モ
デ
ル
と
し
労
働
者
の
た
め
の
社
会
憲
章
を
採
択
す
る
と
と
も
に
、
Ｅ
Ｕ
が
基
本
権
保
護
に
さ

ら
に
積
極
的
に
な
る
契
機
と
し
て
一
九
九
〇
年
の
ド
イ
ツ
の
東
西
統
一
以
後
、
政
治
的
に
も
、
ま
た
人
権
保
障
に
も
不
安
の
残
る
東
欧
諸

国
が
大
挙
し
て
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
申
請
す
る
の
を
見
込
み
、
二
〇
〇
〇
年
、
Ｅ
Ｕ
は
政
治
宣
言
と
し
て
基
本
権
憲
章
を
採
択
し
た
。

⑶
そ
し
て
そ
の
延
長
に
こ
の
た
び
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
下
で
そ
れ
に
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
た
。
筆
者
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、

欧
州
司
法
裁
判
所
（
以
前
の
Ｅ
Ｃ
Ｊ
）
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
、
条
約
を
目
的
論
的
に
解
釈
し
て
、
加
盟
各
国
が
加
盟
に
当
た
っ
て
そ
の

主
権
の
一
部
を
制
約
し
た
こ
と
を
前
提
に
、
判
例
に
よ
り
、
共
同
体
法
の
優
位
性
を
大
胆
に
確
立
し
た
の
は
評
価
す
る
一
方
で
、
そ
の
根

拠
を
た
だ
、
加
盟
国
の
主
権
の
一
部
の
制
約
根
拠
と
す
る
だ
け
で
、
果
た
し
て
加
盟
各
国
は
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
を

持
っ
て
い
た
。

英
米
法
を
さ
さ
や
か
に
研
究
し
て
き
た
筆
者
に
と
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
に
議
会
主
権
を
ど
う
整
合
さ
せ
て
い
く
か
、

イ
ギ
リ
ス
司
法
部
の
長
い
デ
ィ
レ
ン
マ
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
Ｅ
Ｕ
法
に
と
っ

て
も
、
Ｅ
Ｕ
法
そ
の
も
の
の
民
主
性
、
Ｅ
Ｕ
法
の
正
統
性
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
が
二
〇
〇
〇
年

に
政
治
宣
言
と
し
て
Ｅ
Ｕ
内
で
採
択
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
た
び
、
リ
ス
ボ
ン
体
制
下
で
、
そ
れ
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
さ
れ
た
意
義
は
極

め
て
大
き
い
。
イ
ギ
リ
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
遅
れ
て
加
盟
し
た
多
く
の
諸
国
に
と
り
、
Ｅ
Ｕ
法
の
正
統
性
、
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
に
対

峙
す
る
と
き
の
各
国
司
法
部
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
解
き
ほ
ぐ
す
の
に
大
い
に
貢
献
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑷
さ
ら
に
ま
た
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
条
約
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
の
改
正
に
よ
り
、
立
法
過
程
に
新
し
く
通
常
立
法
手
続
が
導
入

さ
れ
、
そ
れ
の
適
用
さ
れ
る
範
囲
も
拡
大
し
た
こ
と
も
評
価
さ
れ
る
。
通
常
立
法
手
続
き
は
、
従
来
の
共
同
手
続
を
実
質
的
に
引
き
継
ぎ
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な
が
ら
、
欧
州
議
会
が
理
事
会
と
の
関
係
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
対
等
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
欧
州
議
会
の
民
主
的
統
制
の
拡
大
へ
つ
な
が
り
、

意
義
は
高
い
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
市
民
が
一
〇
〇
万
人
以
上
の
署
名
を
集
め
れ
ば
、
欧
州
委
員
会
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｕ
法
の
提
案
を

行
う
よ
う
促
す
発
議
権
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
意
義
も
大
き
い
（
Ｔ
Ｅ
Ｕ
一
一
条
四
項
）。
加
盟
国
か
ら
な
る
Ｅ
Ｕ
か
ら
連
合
市
民
か
ら
な

る
Ｅ
Ｕ
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
い
え
る
。

⑸
最
後
に
な
る
が
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
基
本
条
約
の
改
正
は
、
発
効
を
断
念
し
た
欧
州
憲
法
条
約
の
よ
う
に
体
系
化
さ
れ
た
単
一

の
文
書
で
は
な
い
。
し
か
し
、
二
つ
の
条
約
、
す
な
わ
ち
Ｅ
Ｕ
条
約
と
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
、
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
と
に
そ
れ
ぞ
れ
分
散

さ
れ
て
い
て
も
、
な
お
そ
れ
ら
は
Ｅ
Ｕ
の
名
称
で
統
一
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
複
雑
さ
は
残
る
が
、
実
質
的
に
発
効
を
断
念
し
た
欧

州
憲
法
条
約
を
引
き
継
い
で
お
り
、
現
時
点
に
お
け
る
統
合
と
し
て
は
適
切
と
評
価
さ
れ
る
。

（
1
） S

ee e.g., Ingeborg T
öm

m
el, T

he E
uropean U

nion‒F
ederation S

u
i G

en
eris?, included in F

inn L
aursen, ed., T

he E
U
 and 

F
ederalism

, 

（A
shgate, 2011

）, at pp.41-56.

（
2
） 

面
積
：
四
二
三
・
四
万
㎢
（
日
本
の
一
一
・
三
倍
、
米
国
の
〇
・
四
五
倍
）
総
人
口
：
五
億
二
五
〇
万
人
（
日
本
の
三
・
九
倍
、
米
国
の
一
・
六
倍
）

Ｇ
Ｄ
Ｐ
：
一
六
兆
二
八
二
億
ド
ル
（
日
本
の
三
・
二
倍
、
米
国
の
一
・
一
倍
）（
外
務
省
デ
ー
タ
）

（
3
） 

Ｅ
Ｕ
条
約
第
三
条
二
項
：「
連
合
は
、
域
内
市
場
を
設
立
す
る
。」
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
二
六
条
以
下
参
照
。

（
4
） In regard to the E

uro crisis, see e.g., 1 N
ovem

ber 2011, T
h

e G
u

ard
ian.

（
5
） 

ユ
ー
ロ
を
導
入
す
る
に
は
、
イ
ン
フ
レ
率
、
政
府
財
政
赤
字
等
、
定
め
ら
れ
た
一
定
の
参
加
基
準
（
経
済
収
斂
基
準
）
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
Ｅ
Ｃ
条
約
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
基
本
的
に
Ｅ
Ｍ
Ｕ
（
経
済
通
貨
同
盟
）
に
参
加
し
、
単
一
通
貨
ユ
ー
ロ
を
導
入
す
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
て
い
た
。
但
し
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
一
三
九
│
一
四
四
条
に
適
用
除
外
規
定
（
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
）
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
デ
ン



一
八
〇

マ
ー
ク
は
適
用
除
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
定
の
経
済
収
斂
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
国
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
ス
ロ
ベ
ニ
ア
を
除
く

二
〇
〇
四
年
及
び
二
〇
〇
七
年
加
盟
の
一
一
か
国
）
は
、「M

em
ber S

tates w
ith a derogation

」（
ユ
ー
ロ
非
参
加
国
）
と
し
て
、
条
約
の
規
定

の
一
部
及
び
欧
州
中
央
銀
行
制
度
（
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｂ
）
の
権
利
義
務
の
一
部
の
適
用
を
除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
イ

ギ
リ
ス
政
府
は
ユ
ー
ロ
へ
の
参
加
移
行
計
画
（N

ational C
hangeover P

lan

）
改
訂
版
を
発
表
。
政
府
と
し
て
は
ユ
ー
ロ
参
加
準
備
を
継
続
し
つ

つ
、
経
済
条
件
の
充
足
状
況
に
よ
っ
て
参
加
・
不
参
加
の
判
断
を
行
う
と
の
立
場
を
確
認
し
た
。

（
6
） 

リ
ス
ボ
ン
条
約
に
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
つ
い
て
の
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
改
正
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
条
約
の
第
二
条
で
「
連
合
は
、

人
の
尊
重
、
自
由
、
民
主
主
義
、
平
等
、
法
の
支
配
の
尊
重
、
お
よ
び
少
数
者
に
属
す
る
人
々
の
権
利
を
含
む
人
権
の
尊
重
と
い
う
価
値
に
基
礎
を

置
く
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
同
条
約
六
条
一
項
で
「
連
合
は
、
条
約
と
同
じ
法
的
価
値
を
持
つ
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
二
日
に
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

に
お
い
て
再
確
認
さ
れ
た
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
七
日
の
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
定
め
る
権
利
、
自
由
お
よ
び
原
則
を
認
め
る
」
と
規
定
し
た
。

Jean-C
laude P

iris, T
he L

isbon T
reaty-

A
 L

egal and P
olitical A

nalysis, C
am

bridge U
P
, 2010, pp.146-66. 

な
お
、
Ｅ
Ｕ
条
約
、
Ｅ
Ｕ

機
能
条
約
の
条
文
の
は
基
本
的
に
鷲
江
義
勝
『
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
欧
州
統
合
の
新
展
開
』（
ミ
ネ
ル
バ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
の
条
約
の

邦
訳
に
依
拠
し
、
ま
た
参
考
に
し
た
（
執
筆
者
が
一
部
加
筆
修
正
）。
ま
た
、
そ
の
注
釈
的
解
釈
と
し
て
は
、
庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
条
約
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
」（「
貿
易
と
関
税
」
二
〇
一
一
年
号
連
載
）
を
参
照
。

（
7
） T

hom
as C

hristiansen, T
he E

U
 reform

 process: from
 the E

uropean C
onstitution to the L

isbon T
reaty, included in 

M
aurizio C

arbone, N
ational P

olitics and E
uropean Integration, E

dw
ard E

lgar P
ub. L

td, 2010, pp.16-33.

（
8
） 

欧
州
憲
法
条
約
草
案
は
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
の
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
欧
州
諮
問
会
議
を
開
催
し
、
欧
州
の
将
来
の
あ
る
べ
き
方
向
を
検
討

す
る
よ
う
委
託
さ
れ
、
ラ
ー
ケ
ン
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
、
既
存
の
条
約
の
簡
素
化
・
再
編
成
が
憲
法
制
定
に
向
か
い
得
る
可
能
性
が
示

唆
さ
れ
た
。
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
四
日
一
五
日
ラ
ー
ケ
ン
欧
州
理
事
会
議
長
国
報
告
書
一
（L

aeken D
eclaration on the F

uture of the 

E
uropean U

nion

）
参
照
。
そ
れ
に
よ
り
二
〇
〇
二
年
二
月
末
か
ら
欧
州
諮
問
会
議
（C

onvention

）
が
開
催
さ
れ
、
二
〇
〇
三
年
七
月
一
八
日
に

最
終
版
と
し
て
の
欧
州
憲
法
条
約
草
案
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
の
ち
、
そ
れ
は
政
府
間
会
議
に
提
出
さ
れ
、
一
部
の
修
正
が
施
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
四

年
六
月
に
合
意
。
同
年
一
〇
月
二
九
日
に
加
盟
国
に
よ
り
署
名
さ
れ
た
。
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（
9
） S

ee e.g., J.H
.H

. W
eiler, D

oes E
urope need a C

onstitution? R
eflections on dem

os, telos, and the G
erm

an M
aastricht 

decision, 1 E
ur. L

.J. 219 

（1995

）, and P
aul C

raig, C
onstitutions, C

onstitutionalism
, and the E

uropean U
nion, 7 E

ur. L
.J. 125 

（2001
）.

（
10
） W

illiam
 M

etzger and K
atrin P

ecker, T
h

e S
tate of R

atifi cation
 P

rocesses for th
e E

U
 C

on
stitu

tion
 in

 all M
em

ber S
tates 

an
d

 in
 th

e A
ccession

 C
ou

n
tries B

u
lgaria an

d
 R

om
an

ia 

（IE
P
 R

atifi cation S
urvey, 10 A

ugust 2006

）, para G
reat B

ritain, p.14. 

細
谷
雄
一
「
リ
ス
ボ
ン
条
約
と
イ
ギ
リ
ス
」
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
年
報
第
三
一
号
（
二
一
一
年
）
所
収
一
五
七
頁
参
照
。

（
11
） 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
二
七
カ
国
中
、
批
准
手
続
き
に
際
し
、
唯
一
国
民
投
票
を
行
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
六
月
の
国
民
投
票
（
第
一

回
）
に
て
、
そ
こ
で
条
約
へ
の
批
准
が
否
決
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
及
び
二
〇
〇
九
年
六
月
の
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
の
懸
念
の
払
拭
に
努
め
た
。
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
日
の
二
度
目
の
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、
賛
成
を
得
た
。

（
12
） 

こ
れ
に
よ
り
二
〇
〇
五
年
五
月
の
フ
ラ
ン
ス
、
六
月
の
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
国
民
投
票
で
欧
州
憲
法
条
約
の
批
准
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
で
生
じ

た
Ｅ
Ｕ
機
構
制
度
改
革
議
論
の
停
滞
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。

（
13
） 

リ
ス
ボ
ン
条
約
の
前
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
：「
連
合
の
効
率
お
よ
び
民
主
的
正
統
性
を
促
進
し
、
か
つ
そ
の
行
為
の
一
貫
性
を
改
善

す
る
た
め
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
と
ニ
ー
ス
条
約
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
を
完
成
す
る
こ
と
を
希
求
し
、
Ｅ
Ｕ
条
約
、
Ｅ
Ｃ
設
立
条
約

お
よ
び
欧
州
原
子
力
共
同
体
条
約
を
改
正
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
」
と
。
さ
ら
に
前
文
に
続
く
一
条
か
ら
七
条
の
規
定
は
以
下
の
通
り
：
一
条
：
Ｅ
Ｕ

条
約
の
改
正
を
規
定
、
二
条
：
Ｅ
Ｃ
条
約
の
改
正
、
お
よ
び
Ｅ
Ｃ
条
約
の
名
称
を
Ｅ
Ｕ
連
合
機
能
条
約
に
変
更
す
る
旨
、
規
定
、
三
条
：
本
条
約
の

有
効
期
限
は
無
期
限
で
あ
る
旨
、
規
定
、
四
条
：
議
定
書
一
は
Ｅ
Ｕ
条
約
等
に
付
属
す
る
議
定
書
の
修
正
。
議
定
書
二
は
欧
州
原
子
力
共
同
体
の
改

正
す
る
旨
、
規
定
、
五
条
：
条
文
番
号
の
変
更
に
つ
い
て
規
定
、
六
条
：
本
条
約
の
批
准
手
続
き
と
寄
託
先
に
つ
い
て
規
定
、
七
条
：
本
条
約
は
リ

ス
ボ
ン
条
約
と
称
さ
れ
る
旨
、
規
定
。

（
14
） 

﹇
Ｅ
Ｕ
の
設
立
・
目
的
、
Ｅ
Ｕ
市
民
権
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
、
機
構
制
度
（A

rticle I-1-A
rticle I-60

）﹈

（
15
） 

（A
rticle IV

-437-A
rticle IV

-448

） （A
rticle IV

-437-A
rticle IV

-448
）

（
16
） T

reaty on E
uropean U

nion, or T
E
U
; also know

n as the M
aastricht T

reaty



一
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二

（
17
） 

（A
rticle III-115-A

rticle III-436

）

（
18
） T

reaty establishing the E
uropean C

om
m
unity, or T

E
C
; also know

n as the T
reaty of R

om
e.

（
19
） 
（A

rticle II-61-A
rticle II-114

）

（
20
） 
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
条
約
は
一
九
五
二
年
七
月
二
三
日
に
発
効
し
、
そ
の
五
〇
年
後
の
二
〇
〇
二
年
七
月
二
三
日
、
条
約
の
定
め
に
従
い
失
効
し
た
。
欧

州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
は
、
後
に
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
一
部
と
な
る
。
ま
た
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
と
も
に
、
欧
州
原
子
力
共
同
体
（
お
よ
び
そ
の
設
立

条
約
）
は
、
部
分
的
に
改
め
ら
れ
る
が
、
存
続
す
る
（
リ
ス
ボ
ン
条
約
附
属
第
二
議
定
書
参
照
）。

（
21
） S

ee e.g., T
he T

reaty of A
m
sterdam

 in P
erspective, B

M
D
F
 book series, 2nd edn., 1998.

（
22
） S

ee e.g., T
he T

reaty of N
ice in P

erspective, B
M

D
F
 book series, 2001. A

lso see, E
U
 S

tudies in Japan, vol., 22 

（2002

）. 「
ニ
ー

ス
条
約
と
欧
州
統
合
の
新
展
開
」
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
年
報
第
二
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
23
） Jean-C

laude P
iris, su

pra n
ote, at pp.146-66.

（
24
） 

リ
ス
ボ
ン
条
約
で
改
正
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
条
約
第
一
条
の
三
段
に
よ
れ
ば
、「
連
合
は
本
条
約
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
を
基
礎
に
創
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
二
つ
の
条
約
は
同
等
の
法
的
価
値
を
有
す
る
。
連
合
は
欧
州
共
同
体
に
と
っ
て
か
わ
る
も
の
と
し
、
か
つ
欧
州
共
同
体
を
継
承
す
る
」
と
あ
る
。

（
25
） 

共
通
の
外
務
・
安
全
保
障
政
策
に
関
し
て
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
改
正
に
よ
っ
て
未
だ
超
国
家
的
権
限
に
吸
収
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
分
野
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権
は
な
お
制
限
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
で
も
な
お
、
二
本
柱
に
な
っ
て
い
る
と

理
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
外
務
理
事
会
常
任
議
長
に
新
し
い
職
責
に
Ｅ
Ｕ
の
「
外
務
安
全
保
障
政
策
上
級
代
表
」（H

igh R
epresentative for 

foreign and security policy

）
を
設
置
し
た
。
欧
州
憲
法
条
約
の
な
か
で
は
Ｅ
Ｕ
外
務
大
臣
が
盛
り
込
ま
れ
た
が
、
こ
れ
は
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
除

去
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
上
級
代
表
は
欧
州
員
会
の
副
委
員
長
（V

ice-president of the C
om

m
ission

）
も
兼
職
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
Ｅ
Ｕ
の
共
通
外
交
安
全
保
障
政
策
に
関
す
る
主
要
な
任
務
を
一
人
の
人
物
が
兼
務
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
外
関
係
を
一
体
的
か
つ
継
続
的
に

担
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

（
26
） 

警
察
・
司
法
分
野
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
間
の
協
力
制
度
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
基
づ
き
導
入
さ
れ
た
（
Ｅ
Ｕ
条
約
旧
第
Ｋ
条
参
照
）。

当
時
の
正
式
名
称
は
、「
司
法･

内
政
分
野
に
お
け
る
協
力
」
で
あ
り
、
同
条
約
に
基
づ
く
緩
や
か
な
政
策
協
力
と
し
て
始
ま
っ
た
。
そ
の
主
な
対
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象
は
、
移
民
・
庇
護
政
策
、
ま
た
、
国
境
検
査
、
麻
薬
取
引
や
そ
の
他
の
重
大
国
際
犯
罪
対
策
の
調
整
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条

約
に
よ
る
改
正
の
最
重
要
ポ
イ
ン
ト
は
加
盟
国
が
司
法
・
内
政
分
野
に
お
け
る
一
定
の
管
轄
権
を
Ｅ
Ｕ
（
厳
密
に
は
Ｅ
Ｃ
）
に
委
譲
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
Ｅ
Ｃ
へ
委
譲
し
た
主
た
る
管
轄
権
は
域
内
に
お
け
る
移
民
政
策
な
ど
で
あ
る
。

（
27
） 
こ
こ
で
の
自
由
に
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
人
の
移
動
の
自
由
の
保
障
、
あ
る
い
は
ま
た
、
人
権
の
保
護
や
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
禁

止
、
さ
ら
に
は
、
国
境
（
Ｅ
Ｕ
域
境
）
検
査
、
庇
護
・
移
民
政
策
、
ビ
ザ
の
発
給
も
含
ま
れ
よ
う
。

（
28
） 

こ
こ
で
の
安
全
に
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
の
防
止
と
撲
滅
、
と
り
わ
け
、
テ
ロ
、
人
身
販
売
、
子
ど
も
に
対
す
る
犯
罪
、

違
法
な
薬
物
・
武
器
取
引
、
贈
収
賄
お
よ
び
詐
欺
が
含
ま
れ
よ
う
。

（
29
） 

Ｅ
Ｕ
市
民
に
対
す
る
司
法
の
保
障
を
い
う
。

（
30
） S

ee e.g., Jean-C
laude P

iris, su
pra n

ote, pp.167-203.

（
31
） 

Ｅ
Ｕ
条
約
の
前
文
一
二
段
で
「
本
条
約
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
の
諸
規
定
に
従
い
、
自
由
、
安
全
お
よ
び
司
法
の
領
域
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ

り
、
人
々
の
安
心
と
安
全
を
確
保
し
な
が
ら
人
の
自
由
移
動
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
」、
同
Ｅ
Ｕ
条
約
三
条
二
項
で
は
「
連
合
は
内
部
に
境

界
線
の
な
い
自
由
、
安
全
お
よ
び
司
法
の
領
域
を
Ｅ
Ｕ
市
民
に
与
え
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
対
外
国
境
管
理
、
亡
命
者
庇
護
、
移
民
お
よ
び
犯
罪
の

防
止
と
撲
滅
に
関
し
て
適
切
な
措
置
を
取
り
な
が
ら
、
人
の
自
由
移
動
が
保
護
さ
れ
る
」
と
規
定
し
た
。
具
体
的
な
運
営
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
機
能

条
約
六
七
条
以
下
を
参
照
。

（
32
） Ingolf P

ernice, T
he T

reaty of L
isbon and F

undam
ental R

ights, W
H
I‒P

aper 7/08, pp.236-7.

（
33
） C

ase 6/64, C
osta/

E
N

E
L
 

﹇1964

﹈ E
C
R
 1251.

（
34
） C

ase 26/62, V
an

 G
en

d
 en

 L
oos v N

ed
erlan

d
se A

d
m

in
istrative d

er B
elastin

gen 

﹇1963

﹈ E
C
R
 1.

（
35
） T

he C
om

m
unity constitutes a new

 legal order of international law
 for the benefi t of w

hich the states have lim
ited their 

sovereign rights, albeit w
ithin lim

ited fields and the subjects of w
hich com

prise not only m
em

ber states but also their 

nationals. ”

（
36
） John M

arshall

（1755-1835

）.

う
ち
、
一
八
〇
一
年
か
ら
一
八
三
五
年
ま
で
史
上
最
長
の
合
衆
国
最
高
裁
判
所
長
官
を
務
め
、
ア
メ
リ
カ
初



一
八
四

期
に
お
け
る
連
邦
主
義
の
基
礎
を
築
い
た
。

（
37
） 

一
九
七
三
年
に
当
時
の
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
た
イ
ギ
リ
ス
は
憲
法
に
議
会
主
権
を
か
か
え
、
こ
れ
と
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
を
整
合
さ
せ
る
の
に
イ
ギ
リ

ス
の
司
法
部
が
多
く
の
判
決
の
な
か
で
費
や
し
て
き
た
年
月
の
労
力
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
解
決
し
た
と
は
言
え
な
い
が
、
一
九
七
三
年
の

加
盟
か
ら
画
期
的
判
決
の
一
つ
と
言
わ
れ
る
フ
ァ
ク
タ
テ
ー
ム
事
件
判
決
が
出
る
ま
で
、
三
〇
年
近
く
も
か
か
っ
て
い
る
。
拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
の
議

会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
│
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
と
イ
ギ
リ
ス
の
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
発
展
」
日
本
法
学
七
七
巻
二
号
四
二
頁

以
下
参
照
。

（
38
） C

ase 106/77, A
m

m
istrazion

e d
elle F

in
an

ze d
ello S

tato v. S
im

m
eth

al 

﹇1978

﹈ E
C
R
 629.

（
39
） Jean-C

laude P
iris, su

pra n
ote, pp.112-45.

（
40
） 

リ
ス
ボ
ン
条
約
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
立
法
手
続
き
を
簡
素
化
し
、
決
定
手
続
き
は
大
別
し
て
立
法
行
為
の
た
め
の
手
続
き

と
、
そ
の
他
の
非
立
法
手
続
の
二
通
り
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
立
法
行
為
に
つ
い
て
は
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
二
八
九
条
に
規
定
さ
れ
、
大
別
し
て
通
常
立

法
手
続
（ordinary legislative procedure

）
と
特
別
立
法
手
続
（special legislative procedure

）
に
類
別
さ
れ
た
。
ニ
ー
ス
条
約
の
下
で
行

わ
れ
て
い
た
共
同
決
定
手
続
（co-decision
）
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
は
、
名
称
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
通
常
立
法
手
続
き
と
称
さ
れ
、
今
後
、

Ｅ
Ｕ
の
基
本
的
な
手
続
き
と
な
る
。

（
41
） 

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
四
五
条
。

（
42
） 

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
四
九
条
。
お
よ
び
五
四
条
。

（
43
） 

安
江
則
子
「
Ｅ
Ｕ
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
お
け
る
基
本
権
の
保
護
│
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
と
の
関
係
を
中
心
に
│
」
立
命
館
法
学
二
〇
〇
九
年
一
号
（
三
二
三

号
）
一
八
六
頁
。

（
44
） 

こ
れ
ら
の
権
利
は
、
後
掲
の
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
編
（
第
三
九
条
〜
第
四
六
条
）
で
も
保
障
さ
れ
て
い
る
。

（
45
） 

安
江
前
掲
注
論
文
一
八
五
頁
参
照
。

（
46
） 

In
tern

ation
ale H

an
d

elsgesellsch
aft G

m
bH

 v. E
V

S
T
, C

ase 11/70, 
﹇1970

﹈ E
C
R
 1125; 

﹇1972

﹈ C
M

L
R
 255. 

中
村
民
雄
・
須
網

隆
夫
Ｅ
Ｕ
法
基
本
判
例
集
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
四
二
頁
以
下
参
照
。



Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
（
加
藤
）

一
八
五

（
47
） 

理
事
会
規
則120/67.

欧
州
委
員
会
規
則473/67.

（
48
） 

S
olan

ge I 

（B
V
erG

E
 37, 271

）.
（
49
） 
一
九
六
九
年
のS

tau
d

er

事
件
判
決
の
な
か
で
、
共
同
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
基
本
的
人
権
の
尊
重
の
姿
勢
を
出
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
共
同
体
裁
判
所
に
よ
り
、
尊
重
す
べ
き
「
法
の
一
般
原
則
と
し
て
不
可
欠
の
一
部
を
形
成
」
し
、
そ
う
し
た
権
利
の
保
障

は
「
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝
統
に
示
唆
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
共
同
体
の
構
造
と
目
的
の
枠
組
み
の
な
か
で
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
さ

れ
て
い
た
。

（
50
） 

庄
司
克
宏
『
Ｅ
Ｕ
法　

基
礎
篇
』（
岩
波
書
店
二
〇
〇
三
年
）
一
六
二
頁
参
照
。

（
51
） 

C
ase 4/

73 J. N
ord

, K
oh

len
-u

n
d

 B
au

stoffgroB
h

an
d

lu
n

g v. C
om

m
ission 

﹇1974

﹈ E
C
R
 491, para. 13. 

日
本
語
訳
は
庄
司
訳
に

よ
る
。

（
52
） E

uropean C
onvention on H

um
an R

ights 

（E
C
H
R

）. 

正
式
に
は
、「
人
権
と
基
本
的
自
由
保
護
の
た
め
の
条
約
」
で
あ
る
。
世
界
人
権
宣

言
の
な
か
の
自
由
権
を
集
団
的
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
国
際
条
約
で
あ
る
。
自
由
権
を
集
団
的
に
保
障
し
て
い
こ
う
と
い
う
条
約
。
一
九
五
〇
年

一
一
月
四
日
、
ロ
ー
マ
で
調
印
、
一
九
五
三
年
九
月
三
日
に
発
効
。
条
約
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
欧
州
人
権
委
員
会
と
欧
州
人
権
裁
判
所
を
設
け

た
が
、
一
九
九
八
年
に
両
機
関
を
継
承
し
て
現
在
の
欧
州
人
権
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
条
約
を
い
ち
早
く
批
准
し
た
が
、
国

内
立
法
措
置
を
長
く
と
ら
ず
に
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九
八
年
よ
う
や
く
人
権
法
を
制
定
し
て
、
人
権
条
約
の
効
力
を
国
内
に
も
た
ら
し
た
。

（
53
） O

J 

﹇1977

﹈ C
 103/1, 27/04/1977p.1-2

）. 

（
54
） 

S
olan

ge II 

（B
V
erG

E
 73, 339

）.

（
55
） 

W
u

n
sch

e H
an

d
elsgesellsch

aft case, 22 O
ctober 1986, 

﹇1987

﹈ 3 C
M

L
R
 325.

（
56
） 

改
正
さ
れ
た
ド
イ
ツ
憲
法
の
二
三
条
で
は
、
こ
の
基
本
法
の
基
本
権
保
障
に
匹
敵
す
る
基
本
権
保
障
を
有
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
発
展

に
の
み
協
力
す
る
と
し
て
い
る
。（
岡
田
俊
幸
（
一
九
九
三
）「
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
ボ
ン
基
本
法
」（
石
川
明
編
『
Ｅ
Ｃ
統
合
の
法
的
側
面
』

所
収
）
五
二
頁
参
照
。

（
57
） 

同
右
。



一
八
六

（
58
） 

Ｅ
Ｕ
条
約
は
一
九
九
二
年
二
月
七
日
に
締
結
さ
れ
、
一
九
九
三
年
一
一
月
一
日
に
発
効
し
て
い
る
が
、
そ
の
間
の
一
九
九
三
年
六
月
二
一
〜

二
二
日
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
開
催
さ
れ
た
欧
州
理
事
会
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
上
の
加
盟
申
請
要
件
を
確
認
し
、
ま
た
、
新
た
な
要
件
を
設
け
て
い
る
が
、

一
般
に
こ
れ
を
「
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準
」
と
呼
ん
で
い
る
﹇B

ull. B
R
eg. 1993, 629, 632

﹈）。
経
済
的
要
件
の
ほ
か
に
地
理
的
要
件
、
政
治
的
・

法
的
要
件
、
Ｅ
Ｃ
法
の
総
体
系
の
受
容
が
あ
る
。

（
59
） 

さ
ら
に
は
、
加
盟
各
国
が
批
准
し
、
加
盟
し
て
い
る
欧
州
人
権
条
約
を
後
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
お
い
て
基
本
権
は
共
同
体
法
の
一
般
原

則
と
明
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

（
60
） 

濱
口
桂
一
郎
『
Ｅ
Ｕ
労
働
法
の
形
成
│
欧
州
社
会
モ
デ
ル
に
未
来
は
あ
る
か
？
』（
日
本
労
働
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
）

（
61
） 

濱
口
前
掲
書
一
五
│
一
九
頁
参
照
。

（
62
） D

esm
ond D

inan, E
ver C

loser U
nion, M

acM
illan, 1999, at p.423.

（
63
） 

同
上
、
一
四
│
一
五
頁
参
照
。

（
64
） K

.L
enaerts and P

.V
. N

uff el, E
uropean U

nion L
aw

, S
w
eet &

 M
axw

ell, 2011, at pp.397-416.

（
65
） 

Ibid
., at p.397.

（
66
） 

承
知
の
通
り
、
労
働
条
件
の
世
界
的
な
向
上
を
も
た
ら
す
解
決
策
の
発
見
を
可
能
に
す
る
国
際
的
な
制
度
的
枠
組
み
で
、
二
〇
一
一
年
六
月
末

現
在
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
は
一
八
九
の
条
約
と
二
〇
一
の
勧
告
が
あ
る
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
資
料
）。

（
67
） 

一
九
六
一
年
一
〇
月
一
八
日
に
署
名
、
一
九
六
五
年
二
月
二
六
日
に
発
効
し
た
。
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
同
評
議
会
は
、
一
九
五
〇
年
、
人

権
保
護
を
目
的
と
し
た
「
欧
州
人
権
条
約
」
を
採
択
し
て
い
る
。
欧
州
人
権
条
約
が
政
治
的
、
市
民
的
権
利
を
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
欧
州
社

会
憲
章
は
社
会
的
、
経
済
的
権
利
を
規
定
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
労
働
条
件
に
か
か
わ
る
権
利
、
社
会
保
障
に
関
わ
る
権
利
、
社
会
的
弱
者
に
関
わ

る
権
利
を
規
定
し
て
い
る
。
な
お
、
同
評
議
会
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
るE

uropean C
ouncil

と
は
異
な
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。E

uropean 

C
ouncil

は
Ｅ
Ｕ
の
元
の
首
脳
会
議
で
あ
る
が
、
現
在
は
Ｅ
Ｕ
条
約
上
の
政
治
的
最
高
の
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
。

（
68
） E

E
C
 T

reaty A
rticle117 sets out: inspiration should be draw

n from
 the C

onventions of the International L
abour 

O
rganization and from

 the E
uropean S

ocial C
harter of the C

ouncil of E
urope.



Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
（
加
藤
）

一
八
七

（
69
） 

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
「
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
へ
の
適
用
に
関
す
る
議
定
書
」
の
第
一
条
に
よ
れ

ば
、
同
基
本
権
憲
章
が
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
と
両
国
の
裁
判
所
が
両
国
の
法
令
等
に
つ
い
て
基
本
権
違
反
を
認
定
す
る
権
限
を
拡
張
す
る
も
の
で
な
い

と
定
め
て
い
る
。
庄
司
克
宏
編
『
Ｅ
Ｕ
法　

実
務
篇
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
三
五
六
│
五
八
頁
参
照
。

（
70
） 
ア
ル
ビ
ン
・
エ
ー
ザ
ー
（A

.E
ser

）
著
、
高
柴
優
貴
子
、
松
倉
治
代
西
本
健
太
郎
（
共
訳
）、「
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
お
け
る
刑
法
お
よ
び
刑

事
手
続
の
た
め
の
人
権
保
障
」
立
命
館
法
学
二
〇
〇
九
年
一
号
（
三
二
三
号
）
一
三
六
頁
。

（
71
） 

こ
れ
は
Ｅ
Ｕ
市
民
に
限
ら
れ
な
い
。
Ｅ
Ｕ
領
域
に
滞
在
す
る
者
に
も
開
か
れ
て
い
る
。「
域
内
に
長
期
滞
在
す
る
第
三
国
人
と
比
べ
、
Ｅ
Ｕ
市

民
権
は
特
権
付
与
的
だ
と
す
る
批
判
を
緩
和
し
、
憲
章
全
体
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
リ
ズ
ム
な
性
格
を
前
面
に
出
し
て
、
よ
り
開
か
れ
た
市
民
権
の
イ
メ
ー

ジ
を
提
示
し
て
い
る
」
と
評
価
が
あ
る
。
安
江
、
前
掲
論
文
一
九
一
頁
。

（
72
） 

八
条
は
個
人
の
情
報
ア
ク
セ
ス
権
で
は
な
く
、
デ
ー
タ
の
保
護
で
あ
る
。

（
73
） 

山
本
直
「
第
三
章　

Ｅ
Ｕ
の
原
則
お
よ
び
政
策
に
関
す
る
改
革
」、
鷲
江
前
掲
書
所
収
、
五
六
│
七
頁
参
照
。

（
74
） 

庄
司
克
宏
前
掲
『
Ｅ
Ｕ
法　

基
礎
篇
』
一
一
五
頁
、
一
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
75
） 

山
本
前
掲
論
稿
、
五
九
頁
参
照
。

（
76
） 

こ
の
議
定
書
は
二
か
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
条
第
一
項
で
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
に
お
け
る
「
法
令
、
規
則
、
行
政
規

程
」
が
憲
章
に
整
合
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
両
国
の
国
内
裁
判
所
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
を
除
外
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
項

で
は
、
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
権
利
に
つ
い
て
規
定
す
る
憲
章
の
第
四
編
は
司
法
判
断
適
合
性
の
権
利
を
創
出
し
な
い
と
し
て
い
る
。





日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

一
八
九

日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察

庄　
　

司　
　

克　
　

宏

は
じ
め
に

日
本
は
Ｅ
Ｕ
韓
国
自
由
貿
易
協
定
（the E

U
-K

orea F
ree T

rade A
greem

ent 

（F
T
A

）、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
五
日
仮
署
名
、
二
〇
一
一
年

七
月
一
日
暫
定
発
効
）
に
よ
り
予
想
さ
れ
る
対
Ｅ
Ｕ
貿
易
関
税
面
の
不
利
な
影
響
に
衝
撃
を
受
け
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
と
の
「
経
済
連
携

協
定
」（E

conom
ic P

artnership A
greem

ent: E
P
A

）
交
渉
を
開
始
す
る
カ
ー
ド
と
し
て
非
関
税
障
壁
の
削
減
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

Ｅ
Ｕ
側
の
関
税
撤
廃
を
目
論
ん
だ
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
は
、
二
以
上
の
国
ま
た
は
地
域
と
の
間
で
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
の
要
素
（
物
品
お
よ

び
サ
ー
ビ
ス
貿
易
の
自
由
化
）
に
加
え
、
人
の
移
動
や
投
資
、
政
府
調
達
、
二
国
間
協
力
等
の
貿
易
以
外
の
分
野
を
含
め
て
締
結
さ
れ
る
包

括
的
な
協
定
を
い
う

（
1
）

。
こ
れ
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
は
、
非
関
税
障
壁
の
削
減
が
日
本
に
お
け
る
市
場
ア
ク
セ
ス
を
改
善
す
る
も
の
と
み
な
し
、

一
定
項
目
で
の
関
税
水
準
の
引
き
下
げ
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
日
Ｅ
Ｕ
は
非
対
称
的
な
ゲ
ー
ム
を
行
っ
て
い
る
が
、



一
九
〇

非
関
税
障
壁
の
撤
廃
が
交
渉
の
重
要
項
目
と
な
っ
て
い
る

（
2
）

。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
複
数
国
間
で
非
関
税
障
壁
を
撤
廃
す
る
有
力
な
手
段
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
相
互
承
認
原

則
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
事
例
と
し
て
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
と
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め
の
二
つ
を
比
較
法
的
に
考
察
す
る

こ
と
で
あ
る

（
3
）

。
な
お
、
議
論
を
簡
潔
な
も
の
と
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
を
物
品
貿
易
に
限
定
す
る
（
た
だ
し
、
そ
の
結
果
得
ら

れ
た
考
察
は
サ
ー
ビ
ス
貿
易
等
に
も
原
則
と
し
て
適
用
可
能
で
あ
る
）。
ま
た
、
相
互
承
認
の
考
察
対
象
と
し
て
実
体
的
ル
ー
ル
（substantive 

rules

）
を
扱
う
「
実
体
的
相
互
承
認
」
に
限
定
す
る
。
適
合
性
評
価
と
い
っ
た
手
続
的
な
側
面
に
限
ら
れ
る
日
Ｅ
Ｕ
相
互
承
認
協
定
等

（
4
）

の

「
手
続
的
相
互
承
認
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
非
関
税
障
壁
の
撤
廃
の
た
め
に
十
分
で
は
な
い
た
め
検
討
の
対
象
と
は
し
な
い
（
た
だ
し
、
実

体
的
相
互
承
認
は
手
続
的
相
互
承
認
を
伴
う
の
が
通
常
で
あ
る
）。

Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則

「
相
互
承
認
原
則
」（m

utual recognition （
5
）

）
と
は
、
輸
入
国
に
お
け
る
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（host state control

）
お

よ
び
差
別
禁
止
（
内
国
民
待
遇
）
を
基
本
原
則
と
す
る
場
合
に
発
生
す
る
ル
ー
ル
の
「
二
重
の
負
担
」（
図
1
参
照
）
を
回
避
す
る
た
め
、

「
一
加
盟
国
に
お
い
て
適
法
に
生
産
さ
れ
、
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る
限
り
、
当
該
産
品
が
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
も
輸
入
を
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
」
こ
と
を
い
う
（
後
述
）。

し
か
し
、
原
産
地
国
の
ル
ー
ル
が
常
に
そ
の
ま
ま
輸
入
国
で
通
用
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
相
互
承
認
原
則
は
、
自
由
貿

易
と
公
益
上
正
当
な
目
的
と
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
、
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
（
た
と
え
ば
物
の
貿
易
に
限
定
し
、
サ
ー
ビ
ス
貿

易
に
は
適
用
し
な
い
と
す
る
こ
と
）、
ル
ー
ル
間
で
一
定
の
調
和
を
導
入
す
る
こ
と
、
既
存
の
国
際
調
和
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
、
明
文
で



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

一
九
一

適
用
除
外
を
設
け
る
こ
と
、
ル
ー
ル
間
に
機
能
的
同
等
性
が
あ
る
こ
と

を
条
件
と
す
る
こ
と
、
経
過
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
な
ど
、
様
々
な
条

件
と
と
も
に
実
施
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る

（
6
）

。
こ
の
よ
う
に
、
相
互
承

認
原
則
は
様
々
な
仕
方
で
「
管
理

（
7
）

」
さ
れ
て
い
る

（
8
）

。

Ｅ
Ｕ
で
は
市
場
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
法
の
直
接
効
果

と
国
内
法
に
対
す
る
優
越
性
を
中
核
と
す
る
超
国
家
的
法
秩
序
が
確
立

さ
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
次
の
と
お
り
、
主
権
の
（
部
分

的
な
）
制
限
ま
た
は
委
譲
に
言
及
し
て
い
る
。

「
固
有
の
諸
機
関
、
固
有
の
﹇
法
﹈
人
格
、
固
有
の
法
的
能
力
及
び

国
際
的
次
元
に
お
け
る
代
表
能
力
、
並
び
に
一
層
顕
著
な
点
と
し
て
主

権
の
制
限
す
な
わ
ち
諸
国
家
か
ら
共
同
体
へ
の
権
限
の
委
譲
に
由
来
す

る
実
在
の
権
限
を
有
し
、
期
間
に
定
め
の
な
い
共
同
体
を
創
設
す
る
こ

と
に
よ
り
、
加
盟
国
は
限
ら
れ
た
分
野
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
自
己
の

主
権
的
権
利
を
制
限
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
国
民
及
び
加

盟
国
自
体
を
拘
束
す
る
法
体
系
を
創
設
し
た
の
で
あ
る

（
9
）

。」（
筆
者
注
：

共
同
体
は
現
在
の
Ｅ
Ｕ
に
当
た
る
。）

こ
の
よ
う
な
超
国
家
的
法
秩
序
の
下
で
Ｅ
Ｕ
は
、「
物
、
人
、
サ
ー

ルールの調和なし

産品Ｘへの二重の負担

国家Ａ

ルール⒜

産品Ｘ

国家Ｂ

ルール⒝

産品Ｙ

図 1　差別禁止原則の下における二重の負担

（出所：Katuhiro Shoji, “The EU Models of Mutual Recognition and Transnational 
Market Governance: A Legal Analysis” in Sung-Hoon Park and Heungchong Kim 

（eds.）, Regional Integration in Europe and Asia: Legal, Economic, and 
Political Perspectives, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2009, pp.151-
172 at 153.）



一
九
二

ビ
ス
及
び
資
本
の
自
由
移
動
が
…
確
保
さ
れ
る
内
部
に
国
境
の
な
い
領
域
を
構
成
す
る
」
域
内
市
場
を
有
し
て
い
る
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第

二
六
条
二
項
）。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
越
性
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
加

盟
国
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
域
内
市
場
で
は
「
垂
直
的
」（vertical

）
相
互
承
認
原
則
が
機
能
し
て
い
る
。

物
品
貿
易
の
分
野
で
は
、
非
関
税
障
壁
に
関
す
る
条
約
規
定
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
文
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
六
条

（
10
）

）
ま
た

は
判
例
法
上
の
「
不
可
避
的
要
請

（
11
）

」
に
基
づ
く
適
用
除
外
事
由
と
比
例
性
原
則
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り

（
12
）

、「
輸
入
に
対
す
る
数
量

制
限
及
び
同
等
の
効
果
を
有
す
る
す
べ
て
の
措
置
は
、
加
盟
国
間
で
禁
止
さ
れ
る
」（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
）。
同
規
定
は
、
国
内
裁
判

所
が
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
個
人
の
権
利
を
創
設
す
る
直
接
効
果
を
有
し

（
13
）

、
そ
れ
に
抵
触
す
る
国
内
法
は
適
用
排
除
さ
れ
る

（
14
）

。

「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
と
は
い
わ
ゆ
る
非
関
税
障
壁
を
意
味
す
る
が
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
こ
れ
を
最
大
限
広
く
解
釈
し
、

定
義
し
て
い
る
（
事
件
名
に
ち
な
ん
で
ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
（D

assonville

）
基
準
と
呼
ば
れ
る
）。
す
な
わ
ち
、「
加
盟
国
に
よ
り
制
定
さ
れ
、

﹇
Ｅ
Ｕ
﹈
域
内
貿
易
を
直
接
又
は
間
接
的
に
、
現
実
又
は
潜
在
的
に
妨
げ
る
可
能
性
の
あ
る
す
べ
て
の
商
取
引
規
則
は
、
数
量
制
限
と
同

等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
と
み
な
さ
れ
う
る

（
15
）

」。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
の
範
囲

（
16
）

は
、
現
在
で
は
Ｅ

Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
り
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
加
盟
国
が
と
る
措
置
が
そ
の
目
的
又
は
効
果
と
し
て
他
の
加
盟
国
の
産
品
を
不
利
に
扱
う
目
的
又
は
効
果
を
有
す
る
場
合
、
ま
た
、

国
内
立
法
の
調
和
が
存
在
し
な
い
場
合
に
、
た
と
え
す
べ
て
の
産
品
に
同
様
に
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
他
の
加
盟
国
で
適
法
に
製
造
さ
れ

か
つ
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る
産
品
に
、
か
か
る
産
品
が
充
足
す
べ
き
要
件
を
定
め
る
規
則
を
適
用
す
る
結
果
と
し
て
物
の
自
由
移
動
に
対

す
る
障
壁
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹇
現
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹈
の
目
的
に
お
け
る
「
輸
入
に
対
す
る
数
量
制
限
と

同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
加
盟
国
の
市
場
へ
の



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

一
九
三

他
の
加
盟
国
の
産
品
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
る
他
の
い
か
な
る
措
置
も
ま
た
、
そ
の
概
念
に
含
ま
れ
る

（
17
）

。」

そ
れ
ゆ
え
、「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
に
は
三
つ
の
類
型
が
存
在
す
る

（
18
）

。
第
一
に
差
別
的
措
置
（
直
接
的
差
別
）、
第
二
に
産
品

要
件
を
規
制
す
る
非
差
別
適
用
措
置

（
19
）

（indistinctly applicable m
easures

）、
第
三
に
市
場
ア
ク
セ
ス

（
20
）

を
妨
げ
る
措
置
で
あ
る
。
逆
に
言
え

ば
、
こ
れ
ら
は
三
つ
の
原
則
、
す
な
わ
ち
、
第
一
に
差
別
禁
止
、
第
二
に
他
の
加
盟
国
で
適
法
に
製
造
さ
れ
か
つ
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る

産
品
の
相
互
承
認
、
第
三
に
Ｅ
Ｕ
産
品
の
国
内
市
場
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
の
確
保
と
い
う
原
則
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る

（
21
）

。

と
く
に
、
産
品
要
件
を
規
制
す
る
非
差
別
適
用
措
置
（
二
重
の
負
担
を
生
じ
る
）
に
関
す
る
、
他
の
加
盟
国
で
適
法
に
製
造
さ
れ
か
つ
取

り
引
き
さ
れ
て
い
る
産
品
の
相
互
承
認
と
い
う
原
則
は
、
カ
シ
ス
・
ド
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
判
決
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

（
22
）

、「
一

加
盟
国
に
お
い
て
適
法
に
生
産
さ
れ
、
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る
限
り
、
当
該
産
品
が
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
も
輸
入
を
認
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
」
こ
と
を
い
う

（
23
）

。
そ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
各
国
法
の
調
和
が
当
該
分
野
に
お
い
て
存
在
し
な
い
場
合
、
原
産
地
国
規
制
を
原

則
と
す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
各
加
盟
国
の
事
情
に
応
じ
て
例
外
的
に
明
文
の
適
用
除
外
ま
た
は
「
不
可
避
的
要
請
」
に
基
づ

き
正
当
化
さ
れ
、
か
つ
、
比
例
性
原
則
を
充
た
す
な
ら
ば
、
輸
入
国
規
制
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る

（
24
）

。

そ
の
た
め
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
相
互
承
認
原
則
は
純
粋
の
原
産
地
国
規
制
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
例
外
と

し
て
の
輸
入
国
規
制
を
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
原
産
地
国
と
輸
入
国
の
間
で
当
該
措
置
の
規
制
目
的
が
同
等
で
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ

る
な
ら
ば
「
二
重
の
負
担
」
と
な
り
、
輸
入
国
規
制
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
25
）

。
こ
の
よ
う
に
同
等
性
の
検
証
を
伴
う
タ
イ
プ
の
相

互
承
認
は
「
司
法
的
相
互
承
認

（
26
）

」
と
呼
ば
れ
る
（
図
2
参
照
）。

そ
れ
に
加
え
、
Ｅ
Ｕ
に
は
「
立
法
的
相
互
承
認

（
27
）

」
あ
る
い
は
「
規
制
的
相
互
承
認

（
28
）

」
と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
も
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
国

内
規
制
の
安
全
お
よ
び
健
康
面
に
限
定
す
る
「
本
質
的
調
和
」
な
ら
び
に
「
本
質
的
」
で
な
い
部
分
の
相
互
承
認
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る



一
九
四

調和立法なし

同等性テスト

相互承認

加盟国Ａ

ルール⒜

産品Ｘ

加盟国Ｂ

ルール⒝

産品Ｙ

図 2　ＥＵにおける司法的相互承認

（出所：Katuhiro Shoji, “The EU Models of Mutual Recognition and Transnational 
Market Governance: A Legal Analysis”, op. cit., p.158.）

ＥＵ指令

本質的調和

相互承認
（非本質的部分）

加盟国Ａ

ルール⒜

産品Ｘ

加盟国Ｂ

ルール⒝

産品Ｙ

（筆者作成）

図 3　ＥＵにおける立法的相互承認



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

一
九
五

「
新
ア
プ
ロ
ー
チ
」（the “N

ew
 A

pproach ” （
29
）

）
に
基
づ
く
Ｅ
Ｕ
指
令
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る

（
30
）

（
図
3
参
照
）。
Ｅ
Ｕ
指
令
は
理
事
会
が
（
税

制
、
人
の
自
由
移
動
お
よ
び
労
働
者
の
保
護
を
除
き
）
特
定
多
数
決
で
決
定
を
行
い
、
か
つ
、
欧
州
議
会
と
の
共
同
決
定
に
よ
る
「
通
常
立
法

手
続
」
で
採
択
さ
れ
る

（
31
）

。

ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め

⑴　

背　

景

Ｅ
Ｕ
の
前
身
で
あ
る
欧
州
経
済
共
同
体
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
が
域
内
市
場
完
成
白
書
お
よ
び
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
基
本
条
約
改
正
と

し
て
の
単
一
欧
州
議
定
書
に
よ
り
、
物
・
人
・
サ
ー
ビ
ス
・
資
本
の
自
由
移
動
か
ら
成
る
域
内
市
場
を
一
九
九
二
年
末
ま
で
に
実
現
す
る

べ
く
着
々
と
準
備
を
し
て
い
た
と
き
、
当
時
（
一
九
八
三
年
│
九
一
年
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
首
相
の
地
位
に
あ
っ
た
ホ
ー
ク
（R

obert Jam
es 

L
ee 

（B
ob

） H
aw

ke

）
は
、
欧
州
の
域
内
市
場
が
一
九
九
二
年
に
実
現
さ
れ
る
と
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
州
の
間
よ
り
も
欧
州
経
済
共
同
体

の
加
盟
国
の
間
の
方
が
貿
易
障
壁
は
少
な
く
な
る
だ
ろ
う

（
32
）

」
と
語
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
憲
法

（
33
）

の
「
連
邦
内
に
お
け
る
貿
易
の
自
由
」
に
関
す
る
第
九
二
条
（S

ection 92 on ‘T
rade 

w
ithin the C

om
m
onw

ealth to be free ’

）
お
よ
び
同
条
に
関
す
る
判
例
法
が
存
在
し
た
。
第
九
二
条
は
、「
統
一
関
税
の
賦
課
に
つ
き
、
州

の
間
の
貿
易
、
通
商
及
び
取
引
は
、
内
陸
輸
送
に
よ
る
か
海
洋
航
行
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
絶
対
的
に
自
由
で
あ
る

（
34
）

」
と
定
め
て
い
る

が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所
（the H

igh C
ourt of A

ustralia
）
は
、C

ole v. W
h

itfi eld

事
件
判
決

（
35
）

に
お
い
て
次
の
よ
う
に

解
釈
し
て
い
る
。

「
租
税
的
措
置
及
び
非
租
税
的
措
置
の
双
方
に
関
し
て
、
歴
史
及
び
文
脈
と
も
に
、
第
九
二
条
に
基
づ
き
州
際
通
商
に
対
し
て
保
障
さ



一
九
六

れ
る
自
由
は
、
上
述
の
保
護
主
義
的
な
意
味
に
お
け
る
差
別
的
負
担
か
ら
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
し
て
い
る

（
36
）

。」

そ
の
結
果
、「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法
が
州
の
間
の
貿
易
障
壁
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
り
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
国
内
経
済
を
創
出
す

る
意
図
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
規
制
の
相
違
と
い
う
形
の
非
関
税
障
壁
が
八
つ
の
別
々
の
市
場
を
生
じ
さ
せ
た

（
37
）

」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
克
服
す
る
た
め
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
一
九
九
二
年
五
月
一
一
日
、
連
邦
、
州
お
よ
び
準
州
（territories

）
の

間
で
「
相
互
承
認
協
定
」（the M

utual R
ecognition A

greem
ent: M

R
A （

38
）

）
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
自
国
市
場
に
相
互
承
認
制
度
を
導
入
す
る

こ
と
と
し
た
。
次
い
で
、
そ
の
た
め
の
連
邦
法
が
制
定
さ
れ
（the M

utual R
ecognition A

ct 1992 （
39
）

）、
各
当
事
者
が
そ
れ
を
採
択
す
る
立

法
に
よ
り
相
互
承
認
制
度
を
実
施
し
た

（
40
）

。
Ｍ
Ｒ
Ａ
は
、「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国
内
市
場
に
お
い
て
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
自
由

移
動
を
促
進
す
る
た
め
に
物
品
及
び
職
業
に
関
わ
る
相
互
承
認
原
則
を
実
施
す
る
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
」（R

ecital A

）
を
目
的
と
す
る
。

他
方
、
Ｍ
Ｒ
Ａ
が
署
名
さ
れ
る
以
前
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
「
経
済
関
係
緊
密
化
貿
易
協
定

（
41
）

」（the C
loser 

E
conom

ic R
elations T

rade A
greem

ent: C
E
R

）
に
よ
り
自
由
貿
易
地
域

（
42
）

を
創
設
し
て
い
た
（
一
九
八
三
年
発
効
）。
Ｃ
Ｅ
Ｒ
の
下
で
両
国
は
、

一
九
九
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
関
税
障
壁
を
撤
廃
し
、
多
く
の
非
関
税
障
壁
を
削
減
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
と
も
に
、
サ
ー
ビ
ス
貿
易
に

関
す
る
Ｃ
Ｅ
Ｒ
議
定
書

（
43
）

に
よ
り
多
く
の
サ
ー
ビ
ス
分
野
で
自
由
貿
易
を
達
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
産
品
基
準
（product standards

）
や

職
業
登
録
（occupational registration

）
の
よ
う
な
規
制
上
の
障
壁
が
残
存
し
て
い
た

（
44
）

。
そ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
当
事
者
（
連
邦
、
州
お
よ
び
準
州
）
は
、
Ｍ
Ｒ
Ａ
に
署
名
し
た
際
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
参
加
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
に
合
意
し
た

（
45
）

。

両
国
間
で
交
渉
が
重
ね
ら
れ
た
後
、「
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め
」（T

rans-T
asm

an M
utual R

ecognition 

A
rrangem

ent: T
T
M

R
A （

46
）

）
が
一
九
九
六
年
に
署
名
さ
れ
た

（
47
）

。
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
政
府
、
州
政
府
お
よ
び
準
州
政
府



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

一
九
七

な
ら
び
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
間
の
「
非
条
約
合
意
」（a non-treaty agreem

ent （
48
）

）
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
九
八
年
五
月

一
日
に
発
効
す
る

（
49
）

Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
を
国
内
実
施
す
る
た
め

（
50
）

、
両
国
は
各
々
「
一
九
九
七
年
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
法
」（the 

T
rans-T

asm
an M

utual R
ecognition A

ct 1997 （
51
）

）
と
い
う
名
称
の
立
法
を
制
定
し
た
。
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
は
Ｃ
Ｅ
Ｒ
の
「
論
理
的
拡
張
」
と
み

な
さ
れ
、
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
「
自
然
な
増
築
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
Ｍ
Ｒ
Ａ
と

可
能
な
限
り
整
合
性
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る

（
52
）

（R
ecitals D

 and F
, T

T
M

R
A

）。

両
国
は
ま
た
、
最
近
、
証
券
公
募
・
売
出
相
互
承
認
協
定

（
53
）

（
二
〇
〇
六
年
二
月
二
二
日
署
名
、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
三
日
発
効
）
お
よ
び
ト
ラ

ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
裁
判
所
手
続
・
規
制
遵
守
確
保
相
互
承
認
協
定

（
54
）

（
二
〇
〇
八
年
七
月
二
四
日
署
名
）
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
互
承

認
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
協
力
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る

（
55
）

。

⑵　

構　

成

ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め
（
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
）
は
、
八
つ
の
リ
サ
イ
タ
ル
（R

ecital

）、
一
五
の
部
（P

art

）、
四
つ
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
（S

chedule

）
お
よ
び
五
つ
の
附
属
書
（A

nnex
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

リ
サ
イ
タ
ル
は
、
趣
旨
（
第
Ａ
条
）、
目
的
（
第
Ｂ
条
）、
諒
解
事
項
（
第
Ｃ
│
Ｆ
条
）、
原
則
（
第
Ｇ
、
Ｈ
条
）
か
ら
成
る
。

第
Ⅰ
部
は
参
加
当
事
者
、
第
Ⅱ
部
は
用
語
の
解
釈
、
第
Ⅲ
部
は
取
り
決
め
の
国
内
履
行
方
法
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
第
Ⅳ
部
に
は
物

品
に
関
す
る
ス
キ
ー
ム
の
実
施
規
定
、
第
Ⅴ
部
に
は
職
業
に
関
す
る
ス
キ
ー
ム
の
実
施
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
第
Ⅵ
部
は
閣
僚
評
議
会

に
よ
る
基
準
ま
た
は
規
則
の
決
定
に
関
す
る
手
続
的
規
定
で
あ
る
。
次
い
で
、
第
Ⅶ
部
は
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
か
ら
の
「
除
外
」、
第
Ⅷ
部
は

「
永
続
的
適
用
免
除
」、
第
Ⅸ
部
は
「
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
「
特
別
適
用
除
外
」
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、



一
九
八

第
Ⅹ
部
は
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
以
外
の
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
協
力
と
の
関
係
、
第
Ⅺ
部
は
政
府
首
脳
に
関
す
る
制
度
的
取
り
決
め
、
第
Ⅻ
部
は

Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
見
直
し
規
定
、
第
XⅢ
部
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
改
正
規
定
、
第
XⅣ
部
は
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
国
内
履
行
立
法
の
改
正
規
定
、
第
XⅤ
部
は

Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
か
ら
の
脱
退
規
定
を
定
め
て
い
る
。

次
に
、
第
一
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
各
当
事
者
に
よ
る
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
か
ら
の
「
除
外
」
リ
ス
ト
で
あ
り
、
第
二
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
同
じ
く

「
永
続
的
適
用
除
外
」
リ
ス
ト
、
第
三
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
「
特
別
適
用
除
外
」
リ
ス
ト
で
あ
る
。
以
上
は
す
べ
て
物
品
の
分
野
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
第
四
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
職
業
に
お
け
る
適
用
除
外
リ
ス
ト
（
医
師
の
み
）
で
あ
る
。

最
後
に
五
つ
の
附
属
書
は
「
特
別
適
用
除
外
」
の
対
象
物
に
関
す
る
細
則
（
既
存
規
制
要
件
の
範
囲
、
制
度
的
取
り
決
め
、
特
別
適
用
除
外

に
服
す
る
立
法
）
を
定
め
て
い
る
。
第
一
附
属
書
は
「
療
法
用
品
」、
第
二
附
属
書
は
「
有
害
物
質
」「
工
業
用
化
学
物
質
」
お
よ
び
「
危

険
品
」、
第
三
附
属
書
は
「
電
磁
両
立
性
」
お
よ
び
「
無
線
通
信
基
準
」、
第
四
附
属
書
は
「
路
上
走
行
車
」、
第
五
附
属
書
は
「
ガ
ス
器

具
」
に
つ
い
て
の
細
則
で
あ
る
。

⑶　

Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
に
お
け
る
政
策
決
定
お
よ
び
国
内
法
と
の
優
劣
関
係

Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
に
関
す
る
政
府
首
脳
（H

eads of G
overnm

ent
）
レ
ベ
ル
の
政
策
決
定
は
、
連
邦
政
府
お
よ
び
各
州
・
準
州
の
首
相

（
56
）

で
構

成
さ
れ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
（the C

ouncil of A
ustrian G

overnm
ents

）
に
お
い
て
な
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
Ｔ

Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
対
等
な
資
格
で
そ
れ
に
参
加
し
、
投
票
権
を
有
す
る
（11.1, T

T
M

R
A

）。
政
策
決
定
方
式
は
、
議
題

に
応
じ
て
、
全
会
一
致
ま
た
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
で
あ
る
（7.2, 8.2 9.2.2, 9.2.3, T

T
M

R
A

）。

ま
た
、
閣
僚
レ
ベ
ル
で
も
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
連
邦
政
府
お
よ
び
各
州
・
準
州
の
閣
僚
か
ら
成
る
閣
僚
評
議



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

一
九
九

会
（a M

inisterial C
ouncil

）
が
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
に
関
わ
る
事
項
を
扱
う
場
合
、
対
等
な
参
加
資
格
お
よ
び
投
票
権
を
有
す
る
（6.1, 

T
T
M

R
A

）。
閣
僚
評
議
会
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
で
決
定
を
行
う
（6.3, T
T
M

R
A

）。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
見
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
お
よ
び
閣
僚
評
議
会
が
三
分
の
二
の
多
数
決
で
決
定
を
行
う
場

合
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
多
数
決
で
敗
れ
る
可
能
性
が
常
に
あ
る
。
し
か
し
、
通
常
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
決
定
が
な
さ
れ
る
と
言
わ
れ

て
い
る

（
57
）

。

さ
ら
に
、
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
を
国
内
実
施
す
る
た
め
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
一
九
九
七
年
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
法
（the 

T
rans-T

asm
an M

utual R
ecognition A

ct 1997

）
は
、
そ
の
適
用
に
関
す
る
第
五
条
で
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
す
べ
て
の
法
は
、
同
法
又
は
本
法
が
明
示
的
に
他
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
限
り
、
本
法
に
服
し
て
解
釈
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

物
品
に
関
す
る
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
原
則
、
職
業
に
関
す
る
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
原
則
及
び
本
法
の
規
定
は
、

い
か
な
る
種
類
及
び
い
か
な
る
目
的
の
手
続
に
お
い
て
も
斟
酌
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。」

こ
の
よ
う
に
第
五
条
の
規
定
は
、（
国
内
実
施
法
を
通
じ
て
）
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
優
越
性
を
定
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
同
法

第
六
条
に
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
相
互
主
義
（reciprocity
）
に
基
づ
き
国
内
実
施
法
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り

（
58
）

Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
効

果
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
（
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）
の
主
権
は
究
極
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
一
九
九
七
年
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
法
（the T

rans-T
asm

an M
utual 

R
ecognition A

ct 1997 

（C
w
lth

））
も
、
第
五
条
お
よ
び
第
七
条
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
と
同
様
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。



二
〇
〇

⑷　

物
品
の
分
野
に
お
け
る
相
互
承
認

①　

基
本
原
則

物
品
に
関
す
る
基
本
原
則
は
、「
い
ず
れ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
当
事
者
の
管
轄
に
お
い
て
も
適
法
に
販
売
さ
れ
う
る
物
品
（G

oods （
59
）

）

は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
販
売
さ
れ
う
る
、
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
適
法
に
販
売
さ
れ
う
る
物
品
は
い
ず
れ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
当
事
者
の
管
轄
に
お
い
て
も
販
売
さ
れ
う
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（R

ecital G

（1

）, T
T
M

R
A （

60
）

）。
そ
の
結
果
、
物
品
は
そ
れ
が
生
産

さ
れ
る
か
ま
た
は
輸
入
の
た
め
に
通
過
す
る
管
轄
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
基
準
（standards

）
ま
た
は
規
則
（regulations （

61
）

）
に
の
み
適
合

す
る
必
要
が
あ
る
（4.1.1, T

T
M

R
A

）。

相
互
承
認
原
則
は
、
物
品
の
販
売
に
の
み
関
わ
る
た
め
、
物
品
の
使
用
を
規
制
す
る
法
令
（
物
品
が
使
用
で
き
る
ま
た
は
使
用
で
き
な
い
特

定
の
条
件
を
定
め
る
法
令
で
あ
っ
て
、
特
定
に
状
況
に
お
け
る
特
定
の
物
品
の
使
用
禁
止
を
含
む
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（
図
4
参
照
）。
し
か
し
、

物
品
の
使
用
規
制
が
他
の
管
轄
か
ら
輸
入
さ
れ
る
物
品
の
販
売
を
妨
げ
ま
た
は
制
限
す
る
よ
う
な
形
で
物
品
の
特
徴
を
定
め
て
い
る
事
例

が
報
告
さ
れ
て
い
る

（
62
）

。

②　

適
用
除
外

基
本
原
則
か
ら
の
明
文
の
適
用
除
外
が
五
種
類
存
在
す
る
（
図
5
参
照
）。
た
だ
し
、
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
当
事
者
の
意
図
と
し
て
「
取
り
決
め

か
ら
の
適
用
除
外
（exem

ptions

）
及
び
除
外
（exclusions

）
は
可
能
な
限
り
最
小
限
に
と
ど
め
る
」（12.1.3, T

T
M

R
A

）
と
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
以
下
の
事
項
は
「
例
外
」（exceptions （

63
）

）
と
し
て
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
範
囲
外
に
あ
る
。
た
だ
し
、
差
別
禁
止
に
服
す
る
（4.1.3, 

T
T
M

R
A

）。
イ
「
物
品
の
販
売
態
様
又
は
販
売
者
が
事
業
を
行
う
態
様
若
し
く
は
行
う
よ
う
要
求
さ
れ
る
態
様
」。
た
と
え
ば
、「
物
品
販



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

二
〇
一

売
の
契
約
面
」、「
販
売
者
又
は
職
業
に
従
事
し
て
い
る
他
の
者
の

登
録
」、「
事
業
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
免
許
の
要
件
」、「
物
品
が
販
売

さ
れ
う
る
か
又
は
販
売
さ
れ
え
な
い
相
手
方
」、「
物
品
が
販
売
さ

れ
う
る
か
又
は
販
売
さ
れ
え
な
い
状
況
」
で
あ
る
。

ロ
「
物
品
の
輸
送
、
貯
蔵
又
は
取
り
扱
い
」。
た
だ
し
、
公
衆

衛
生
、
安
全
お
よ
び
環
境
に
関
す
る
事
項
に
限
ら
れ
る
。

ハ
「
物
品
の
検
査
」。
た
だ
し
、「
検
査
が
物
品
の
販
売
の
前
提

条
件
で
は
な
い
」
場
合
で
あ
っ
て
、
公
衆
衛
生
、
安
全
お
よ
び
環

境
に
関
す
る
事
項
に
限
ら
れ
る
。

第
二
に
、「
除
外
」（exclusions

）
と
し
て
、
次
の
分
野
は
Ｔ
Ｔ

Ｍ
Ｒ
Ａ
か
ら
除
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
税
関
審
査
お
よ
び
関
税
、

ロ
知
的
財
産
権
、
ハ
税
制
、
ニ
「
物
品
の
販
売
に
関
わ
る
要
件
」

に
関
連
す
る
他
の
特
定
の
国
際
的
義
務
、
で
あ
る
。

第
三
に
、「
永
続
的
適
用
除
外
」（perm

anent exem
ptions

）
と

い
う
類
型
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
相
互
承
認
原
則
に
潜
在
的
に
は

含
ま
れ
る
が
、
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
各
当
事
者
が
同
原
則
を
適
用
す
べ

き
で
は
な
い
と
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
（8.1, T

T
M

R
A

）。
こ
の

ＴＴＭＲＡが言及していない規制（物品の使用など）

例外、除外 永続的適用除外
特別適用除外
暫定適用除外

潜在的範囲
　すべての物品

適用範囲
　物品の販売

図 4　トランス・タスマン相互承認取り決め（ＴＴＭＲＡ）の適用範囲（物品の場合）

（出所：Productivity Commission, Review of Mutual Recognition Schemes, Australian 
Government, January 2009, p.17.）



二
〇
二

リ
ス
ト
へ
の
追
加
に
は
全
会
一
致
が
必
要
と
さ
れ
る
（8.2, T

T
M

R
A

）。

こ
の
類
型
に
含
ま
れ
る
事
項
は
、
た
と
え
ば
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
検
疫
、
絶
滅
危
惧
種
、
銃
器
類
、
花
火
、
賭
博
機
械
、

猥
褻
物
、
オ
ゾ
ン
層
保
護
、
農
業
・
畜
産
用
化
学
物
質
、
放
射
能
保
護

（
64
）

。

第
四
に
、
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
適
用
開
始
日
か
ら
一
二
カ
月
間
の
み
許
容
さ

れ
る
「
特
別
適
用
除
外
」（special exem

ptions

）
も
存
在
す
る
（9.2.1, 

T
T
M

R
A

）。
そ
の
期
限
が
経
過
し
た
後
は
、
相
互
承
認
、
調
和
ま
た
は
永

続
的
適
用
除
外
の
い
ず
れ
か
に
服
す
る
（9.1.2, 9.2.1-9.2.3, T

T
M

R
A

）。

そ
れ
は
規
制
上
の
相
違
を
な
く
す
の
が
困
難
な
分
野
の
た
め
に
設
け
ら
れ

た
「
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（P

artⅨ
, T

T
M

R
A

）
に

含
ま
れ
る
事
項
で
あ
る
が
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
完
了
す
る
た
め
に
一
二
カ

月
間
の
追
加
的
時
間
が
猶
予
さ
れ
る
（9.1.1, 9.1.5, 9.2.1, T

T
M

R
A

）。
特

別
適
用
除
外
の
対
象
は
限
定
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
療
法
用
品

（therapeutic G
oods

）、
有
害
物
質
、
工
業
用
化
学
物
質
お
よ
び
危
険
品

（hazardous substances, industrial chem
icals and dangerous G

oods

）、

電
磁
両
立
性
（electrom

agnetic com
patibility

）
お
よ
び
無
線
通
信
基
準

（radiocom
m
unications standards

）、
路
上
走
行
車
（road vehicles

）
お
よ

図 5　物品貿易におけるトランス・タスマン相互承認取り決め（ＴＴＭＲＡ）の適用範囲

（出所：Productivity Commission, op. cit., p.20. 筆者により一部修正。）

例外 除外 永 続 的
適用除外

特　　別
適用除外

暫 定 的
適用除外

物品

ＴＴＭＲＡ



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

二
〇
三

び
ガ
ス
器
具
（gas appliances

）
で
あ
る
（9.1.3, T

T
M

R
A （

65
）

）。

第
五
に
、
人
の
健
康
お
よ
び
安
全
な
ら
び
に
環
境
保
護
に
基
づ
く
「
暫
定
的
適
用
除
外
」（tem

porary exem
ptions

）
が
最
長
一
二
カ
月

間
に
限
定
し
て
認
め
ら
れ
る
（4.2.1 and 4.2.2, T

T
M

R
A

）。

③　

紛
争
解
決
手
続

第
一
に
、
物
品
の
分
野
に
お
い
て
、
行
政
当
局
の
決
定
に
対
す
る
特
定
の
上
訴
手
続
は
存
在
し
な
い

（
66
）

。
裁
判
所
へ
の
通
常
の
訴
訟
手
続

が
利
用
可
能
で
あ
る
。
物
品
の
販
売
に
関
す
る
法
令
違
反
で
起
訴
さ
れ
た
場
合
、
個
人
は
相
互
承
認
原
則
の
適
用
を
防
禦
と
し
て
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
る

（
67
）

。

第
二
に
、
暫
定
的
適
用
除
外
の
場
合
、
そ
の
期
間
が
終
了
す
る
前
に
、
閣
僚
評
議
会
は
当
該
物
品
に
基
準
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
、

お
よ
び
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
そ
の
基
準
を
決
定
す
る
よ
う
努
め
る
。
あ
る
い
は
、
閣
僚
評
議
会
は
当
該
物
品
が
永
続
的
適
用
除

外
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
政
府
首
脳
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
参
加
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
）
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

（4.2.2, T
T
M

R
A

）。
閣
僚
評
議
会
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
で
決
定
を
行
う
（6.3, T

T
M

R
A

）。

第
三
に
、
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
参
加
当
事
者
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、
州
・
準
州
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
は
、
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
も
、

実
質
的
に
人
の
健
康
お
よ
び
安
全
を
保
護
す
る
目
的
ま
た
は
環
境
汚
染
を
防
止
、
最
小
化
も
し
く
は
規
制
す
る
目
的
で
、
他
の
参
加
当
事

者
の
管
轄
の
下
で
物
品
に
適
用
可
能
な
基
準
の
問
題
を
、
閣
僚
評
議
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
閣
僚
評
議
会
は
そ
の
付
託
を
受
理

し
て
か
ら
一
二
カ
月
以
内
に
、
当
該
物
品
に
つ
い
て
基
準
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
、
お
よ
び
、
設
定
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
そ
の
基

準
を
決
定
す
る
よ
う
努
め
る
（4.3, T

T
M

R
A

）。
閣
僚
評
議
会
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
で
決
定
を
行
う
（6.3, T

T
M

R
A

）。



二
〇
四

上
記
第
二
お
よ
び
第
三
の
場
合
に
関
連
し
て
、
閣
僚
評
議
会
は
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
に
基
づ
き
、
物
品
（
お
よ
び
職
業
）
に
関
す
る
基
準
を
決

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（6.2, T

T
M

R
A

）。
そ
の
際
、
可
能
な
場
合
に
は
常
に
、
国
際
貿
易
で
共
通
に
受
諾
さ
れ
て
い
る
基
準
に
合
わ
せ

る
（6.4, T

T
M

R
A

）。
閣
僚
評
議
会
は
、
特
定
の
基
準
ま
た
は
規
則
（
い
ず
れ
か
の
物
品
の
販
売
が
禁
止
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
含
む
）
が
あ
る

物
品
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
合
意
が
な
さ
れ
る
場
合
、
参
加
当
事
者
の
政
府
首
脳
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
参
加
す
る
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
）
に
対
し
、
当
該
基
準
ま
た
は
規
則
が
合
意
さ
れ
る
よ
う
勧
告
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
同
勧
告
に
対
し
て

三
カ
月
以
内
に
政
府
首
脳
の
三
分
の
一
以
上
に
よ
る
不
承
認
が
な
い
限
り
、
参
加
当
事
者
は
同
勧
告
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
行
動
を

可
及
的
速
や
か
に
と
る
（6.5, T

T
M

R
A

）。

結　

語

Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
で
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
司
法
的
相
互
承
認
お
よ
び
特
定
多
数
決
に
基
づ
く
立
法
的
相

互
承
認
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
超
国
家
的
（supranational
）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
両
方
の
タ
イ
プ
の
相
互
承
認
は
い
ず

れ
も
「
垂
直
的
」（vertical

）
で
あ
る
。
相
互
承
認
の
「
垂
直
的
」
性
格
は
Ｅ
Ｕ
に
特
有
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
「
垂
直
的
」

相
互
承
認
が
Ｅ
Ｕ
以
外
の
地
域
で
機
能
す
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
条
件
を
充
た
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
政

府
間
お
よ
び
国
民
間
の
相
互
信
頼
で
あ
り
、
第
二
に
相
互
承
認
を
管
理
運
営
す
る
た
め
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
司
法
お
よ
び
立
法
制

度
が
機
能
す
る
こ
と
で
あ
る

（
68
）

。「
垂
直
的
」
相
互
承
認
は
非
関
税
障
壁
の
削
減
に
効
果
的
で
あ
る
が

（
69
）

、
司
法
的
あ
る
い
は
立
法
的
を
問
わ

ず
他
の
地
域

（
70
）

に
「
移
植
」
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
ま
た
は
極
め
て
難
し
い
と
言
え
る
。

あ
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
け
る
相
互
承
認
制
度
と
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め
に
つ
い
て
、
次
の
よ



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

二
〇
五

う
に
結
論
さ
れ
て
い
る
。

「
残
念
な
が
ら
、
Ｅ
Ｕ
は
そ
の
最
も
顕
著
な
法
的
革
新
の
一
つ
で
あ
る
相
互
承
認
原
則
の
不
適
切
な
実
施
者
（a bad enforcer

）
と
な
っ

て
い
る
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
、
Ｅ
Ｕ
は
欧
州
司
法
裁
判
所
の
カ
シ
ス
・
ド
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
判
決
を
完
全
に
利
用
し
、
す
べ
て
の
物
品
が

「
無
条
件
な
」
相
互
承
認
に
含
ま
れ
る
と
宣
言
す
る
歴
史
的
好
機
を
逸
し
、
暫
定
的
ま
た
は
永
続
的
な
例
外
の
「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
リ
ス
ト
」

を
組
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
…

二
〇
年
後
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
一
九
九
八
年
の
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め
（
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
）

を
実
施
し
た
際
、
カ
シ
ス
・
ド
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
判
決
の
﹇
Ｅ
Ｕ
よ
り
﹈
適
切
な
実
施
者
（a better enforcer

）
と
な
っ
た
。
…
一
定
の
物

品
ま
た
は
規
制
を
相
互
承
認
か
ら
適
用
除
外
す
る
「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
リ
ス
ト
」
は
そ
の
よ
う
な
適
用
除
外
を
可
視
的
に
す
る
と
い
う
多
大

な
追
加
的
利
点
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
双
方
の
側
に
そ
れ
ら
を
定
期
的
に
審
査
す
る
よ
う
強
い
圧
力
が
働
い
て
い
る

（
71
）

。」

こ
の
よ
う
に
、
遵
守
確
保
（enforcem

ent
）
の
点
で
、
超
国
家
的
な
法
秩
序
の
下
で
の
「
垂
直
的
」
相
互
承
認
が
、
主
権
の
委
譲
を
伴

わ
な
い
「
水
平
的
」
相
互
承
認
よ
り
必
ず
し
も
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

は
、
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
に
お
け
る
「
水
平
的
」
な
相
互
承
認
の
範
囲
が
Ｅ
Ｕ
の
「
垂
直
的
」
相
互
承
認
よ
り
も
ず
っ
と
限
定
的
で
あ
り
、
か
つ
、

適
用
除
外
が
明
文
で
広
い
範
囲
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
の
司
法
制
度
は

と
く
に
設
定
さ
れ
て
い
な
い

（
72
）

。

以
上
の
点
か
ら
、
日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
非
関
税
障
壁
の
撤
廃
問
題
で
は
、
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

用
し
、
相
互
承
認
原
則
の
適
用
分
野
を
限
定
的
な
範
囲
か
ら
始
め
、
質
お
よ
び
相
互
信
頼
の
向
上
を
伴
い
つ
つ
漸
進
的
に
拡
張
す
る
と
い

う
方
法
が
望
ま
し
い
と
判
断
さ
れ
る
。



二
〇
六

相
互
承
認
原
則
を
通
じ
て
お
互
い
の
利
益
が
融
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
消
費
者
と
Ｅ
Ｕ
の
生
産
者
お
よ
び
日
本
の
生
産
者
と

Ｅ
Ｕ
の
消
費
者
の
間
に
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
連
携
関
係
が
成
立
し
、
一
部
の
利
益
団
体
の
特
殊
利
益
を
反
映
す
る
国
内
規
制
を
排
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

（
73
）

。

（
1
） 

拙
稿
「
日
Ｅ
Ｕ
間
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
相
互
承
認
原
則
│
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
・
モ
デ
ル
の
可
能
性
│
」『
貿
易
と
関
税
』
第
五
八
巻
一
〇
号
、

二
〇
一
〇
年
（
二
六
│
四
五
頁
）
三
〇
頁
。

（
2
） 

二
〇
一
一
年
五
月
二
八
日
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
ベ
ル
ギ
ー
）
で
行
わ
れ
た
第
二
〇
回
Ｅ
Ｕ
日
定
期
首
脳
協
議
の
共
同
プ
レ
ス
声
明
で
は
、
以
下
の

点
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。

「
二
〇
一
〇
年
四
月
二
八
日
に
東
京
で
行
わ
れ
た
前
回
の
定
期
首
脳
協
議
は
、
合
同
ハ
イ
レ
ベ
ル
・
グ
ル
ー
プ
に
、
Ｅ
Ｕ
日
関
係
の
あ
ら
ゆ
る
側

面
を
包
括
的
に
強
化
し
、
そ
れ
を
実
行
に
移
す
枠
組
み
を
定
め
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
こ
と
を
委
ね
た
。

こ
の
作
業
を
踏
ま
え
、
Ｅ
Ｕ
日
首
脳
は
、

・
関
税
、
非
関
税
措
置

4

4

4

4

4

、
サ
ー
ビ
ス
、
投
資
、
知
的
財
産
権
、
競
争
及
び
公
共
調
達
を
含
む
双
方
の
全
て
の
共
有
さ
れ
た
関
心
事
項
を
取
り
扱
う
、

深
く
か
つ
包
括
的
な
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
／
経
済
連
携
協
定
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）　

及
び　

…

に
つ
い
て
の
並
行
し
た
交
渉
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
。

Ｅ
Ｕ
日
首
脳
は
、
こ
の
た
め
、
双
方
が
、
両
方
の
交
渉
の
範
囲
及
び
野
心
の
レ
ベ
ル
を
定
め
る
た
め
に
議
論
を
開
始
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
か

か
る
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
は
、
可
能
な
限
り
早
期
に
実
施
さ
れ
る
。

こ
れ
に
並
行
し
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
成
功
裏
の
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の
協
定
の
交
渉
の
た
め
に
必
要
な
権
限
を
求
め
る
。」（
傍

点
筆
者
）

こ
の
よ
う
に
、
非
関
税
障
壁
が
交
渉
の
柱
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
範
囲
の
画
定
（
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
に



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

二
〇
七

つ
き
、「
第
二
〇
回
Ｅ
Ｕ
日
定
期
首
脳
協
議　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
、
二
〇
一
一
年
五
月
二
八
日
共
同
プ
レ
ス
声
明
」
全
文
仮
訳
（available at http://

w
w
w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/area/eu/shuno20/press_y.htm

l, accessed N
ovem

ber 7, 2011

）
参
照
。

（
3
） 
本
稿
は
、
前
掲
拙
稿
「
日
Ｅ
Ｕ
間
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
相
互
承
認
原
則
│
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
・
モ
デ
ル
の
可
能
性
│
」
お
よ
び
拙
稿
「「
ト
ラ
ン

ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め
」
の
法
的
性
格
」『
法
学
研
究
』（
慶
應
義
塾
大
学
）
第
八
四
巻
一
号
、
二
〇
一
一
年
（
一
二
九
│
一
五
二
頁
）

を
基
に
加
筆
し
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
国
際
経
済
法
に
お
け
る
一
般
的
な
先
行
研
究
と
し
て
、
内
記
香
子
「
地
域
貿
易
協
定
に
お
け
る

「
技
術
的
貿
易
障
壁
」
の
取
り
扱
い
│
相
互
承
認
の
制
度
を
中
心
と
し
て
│
」『
経
済
産
業
研
究
所
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
』（R

IE
T
I 

D
iscussion P

aper S
eries

）06-J-042

、
二
〇
〇
六
年
（
入
手
先http://w

w
w
.rieti.go.jp/jp/publications/dp/06j042.pdf

、
二
〇
一
一
年

一
一
月
七
日
ア
ク
セ
ス
）
が
あ
る
。

（
4
） K

atuhiro S
hoji, “T

he E
U
 M

odels of M
utual R

ecognition and T
ransnational M

arket G
overnance: A

 L
egal A

nalysis ” in 

S
ung-H

oon P
ark and H

eungchong K
im

 

（eds.

）, R
egion

al In
tegration

 in
 E

u
rope an

d
 A

sia: L
egal, E

con
om

ic, an
d

 P
olitical 

P
erspectives, N

om
os V

erlagsgesellschaft, B
aden-B

aden, 2009, pp.151-172 at 164-167.

（
5
） M

iguel P
. M

aduro, W
e T

h
e C

ou
rt: T

h
e E

u
ropean

 C
ou

rt of J
u

stice an
d

 th
e E

u
ropean

 E
con

om
ic C

on
stitu

tion, H
art 

P
ublishing, O

xford, 1998, pp.103-149; K
atuhiro S

hoji, op. cit., pp.151-172.

（
6
） M

arkus M
östl, “P

reconditions and L
im

its of M
utual R

ecognition ”, C
om

m
on

 M
arket L

aw
 R

eview
, V

ol.47, N
o.2, 2010, 

pp.405-436 at 407, 435.

（
7
） K

alypso N
icolaïdis, “T

rusting the P
oles? C

onstructing E
urope through M

utual R
ecognition, ” Jou

rn
al of E

u
ropean

 P
u

blic 

P
olicy, V

ol.14, N
o.5, pp.682-698 at 683, 684.

（
8
） K
enneth A

. A
rm

strong, “M
utual R

ecognition ” in C
atherine B

arnard and Joanne S
cott 

（eds.

）, C
om

petence ” in C
atherine 

B
arnard and Joanne S

cott 

（eds.

）, T
h

e L
aw

 of th
e S

in
gle E

u
ropean

 M
arket U

n
packin

g th
e P

rem
ises, H

art P
ublishing, 

O
xford, 2002, pp.225-267.

（
9
） C

ase 6/64 F
lam

in
io C

osta v. E
.N

.E
.L

. 

﹇1964

﹈ E
C
R
 585 at 593.



二
〇
八

（
10
） 

「
第
三
四
条
及
び
第
三
五
条
の
規
定
は
、
公
共
道
徳
、
公
の
秩
序
、
公
共
の
安
全
、
人
間
及
び
動
物
の
健
康
及
び
生
命
の
保
護
若
し
く
は
植
物

の
保
存
、
芸
術
的
、
歴
史
的
若
し
く
は
考
古
学
的
価
値
を
有
す
る
国
民
的
文
化
財
の
保
護
又
は
工
業
的
及
び
商
業
的
財
産
権
の
保
護
を
理
由
と
し
て

正
当
化
さ
れ
る
輸
入
、
輸
出
又
は
通
過
に
対
す
る
禁
止
又
は
制
限
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
か
か
る
禁
止
又
は
制
限
は
加
盟
国
間
の
貿

易
に
お
け
る
恣
意
的
な
差
別
の
手
段
又
は
隠
蔽
さ
れ
た
制
限
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。」

（
11
） C

ase 120/78 R
ew

e-Z
en

trale A
G

 v. B
u

n
d

esm
on

opolverw
altu

n
g fü

r B
ran

n
tw

ein
 (C

assis d
e D

ijon
)

﹇1979

﹈E
C
R
 649, 

para. 8

に
よ
れ
ば
、「
問
題
と
な
っ
て
い
る
産
品
の
取
引
に
関
す
る
国
内
法
の
相
違
か
ら
生
じ
る
﹇
Ｅ
Ｕ
﹈
内
で
の
移
動
に
対
す
る
障
壁
は
、
そ
れ

ら
の
規
定
が
特
に
税
務
監
察
の
実
効
性
、
公
衆
衛
生
の
保
護
、
商
取
引
の
公
正
及
び
消
費
者
保
護
に
関
す
る
不
可
避
的
要
請
（m

andatory 

requirem
ents; des exigences im

peratives

）
を
充
た
す
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
、
受
け
容
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」

（
12
） 

加
盟
国
の
措
置
が
「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
に
該
当
す
る
場
合
で
も
、
直
接
的
差
別
の
場
合
は
明
文
の
適
用
除
外
事
由
、
ま
た
、
そ
れ

以
外
の
場
合
に
は
明
文
の
適
用
除
外
事
由
ま
た
は
判
例
法
上
の
「
不
可
避
的
要
請
」
に
基
づ
い
て
正
当
化
さ
れ
、
か
つ
、
比
例
性
原
則
を
充
足
す
る

な
ら
ば
、
許
容
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
庄
司
克
宏
著
『
Ｅ
Ｕ
法　

政
策
篇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
八
│
二
一
頁
参
照
。

（
13
） 

庄
司
克
宏
「
欧
州
司
法
裁
判
所
と
Ｅ
Ｃ
法
の
直
接
効
果
│
理
論
的
再
検
討
」『
法
律
時
報
』
第
七
四
巻
四
号
、
二
〇
〇
二
年
（
一
四
│
二
〇
頁
）。

（
14
） C

ase 106/77 A
m

m
in

istrazion
e d

elle F
in

an
ze d

ello S
tato v. S

im
m

en
th

al S
pA

 

﹇1978

﹈ E
C
R
 629, paras. 17-24.

（
15
） C

ase 8/74 P
rocu

reu
r d

u
 R

oi v. B
en

oît an
d

 G
u

stave D
asson

ville 

﹇1974

﹈ E
C
R
 837, para. 5.

（
16
） 

ケ
ッ
ク
（K
eck

）
判
決
に
よ
り
、「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
の
範
囲
か
ら
一
定
の
「
販
売
取
り
決
め
」
が
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
基
準
が
修
正
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
販
売
取
り
決
め
は
、
第
一
に
当
該
国
内
措
置
が
国
内
領
域
内
で
活
動
す
る
す
べ
て
の
関
連
取

引
業
者
に
適
用
さ
れ
、
か
つ
、
第
二
に
当
該
国
内
措
置
が
国
産
品
お
よ
び
他
の
加
盟
国
か
ら
の
輸
入
品
の
取
引
に
法
に
お
い
て
も
事
実
に
お
い
て
も

同
様
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
条
件
が
充
足
さ
れ
る
と
と
も
に
、
輸
入
品
の
市
場
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
、
ま
た
は
国
産
品
よ
り
も
ア
ク
セ
ス
を
損
な
う

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
な
ら
ば
、「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
と
し
て
補
捉
さ
れ
な
い
（C

ases C
-267/91 and C

-268/91 C
rim

in
al 

proceed
in

gs again
st B

ern
ard

 K
eck an

d
 D

an
iel M

ith
ou

ard
, op. cit., paras. 16, 17. C

ase C
-405/98 G

ou
rm

et In
tern

ation
al 



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

二
〇
九

P
rod

u
cts 

﹇2001

﹈ E
C
R
 I-1795, para. 18

）。

（
17
） C

ase C
-142/05 M

ickelsson
 an

d
 R

oos, 

﹇2009

﹈ E
C
R
 I-4273, para. 24; C

-110/05 C
om

m
ission

 v. Italy (trailers) 

﹇2009

﹈ E
C
R
 

I-519, paras. 33-37.

（
18
） A

lina T
ryfonidou, “F

urther S
teps on the R

oad to C
onvergence am

ong the M
arket F

reedom
s, ” E

u
ropean

 L
aw

 R
eview

, 

V
ol.35, N

o.1, 2010, p.47, 48.

（
19
） 

少
な
く
と
も
法
の
う
え
で
は
差
別
が
な
い
措
置
で
あ
り
、
無
差
別
お
よ
び
間
接
的
差
別
を
含
む
概
念
で
あ
る
。
庄
司
克
宏
著
、
前
掲
書
一
八
頁

参
照
。

（
20
） 

市
場
ア
ク
セ
ス
の
概
念
に
つ
い
て
は
判
例
上
明
確
で
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、Jukka S

nell, “T
he N

otion of M
arket A

ccess: A
 

C
oncept or a S

logan? ”, C
om

m
on

 M
arket L

aw
 R

eview
, V

ol.47, N
o.2, pp.437-472

参
照
。

（
21
） C

ase C
-110/05 C

om
m

ission
 v. Italy, op. cit., para. 34.

（
22
） C

ase 120/78 R
ew

e-Z
en

trale A
G

 v. B
u

n
d

esm
on

opolverw
altu

n
g fü

r B
ran

n
tw

ein
 (C

assis d
e D

ijon
), op. cit., para. 14.

（
23
） 

庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
政
策
│
相
互
承
認
と
規
制
権
限
の
配
分
」、
田
中
俊
郎
・
庄
司
克
宏
編
『
Ｅ
Ｕ
統
合
の
軌
跡
と
ベ
ク
ト
ル
』
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
所
収
（
一
一
一
│
一
三
七
頁
）
一
一
一
、
一
一
二
頁
。

（
24
） 

庄
司
克
宏
著
、
前
掲
書
二
〇
頁
。

（
25
） 

庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
政
策
│
相
互
承
認
と
規
制
権
限
の
配
分
」
前
掲
、
一
一
九
│
一
二
一
頁
。

（
26
） Jacques P
elkm

ans, “M
utual R

ecognition in goods. O
n P

rom
ises and D

isillusions, ” Jou
rn

al of E
u

ropean
 P

u
blic P

olicy, 

V
ol.14, N

o.5, pp.699-716 at 702.

（
27
） M
atteo O

rtino, “T
he R

ole and F
unctioning of M

utual R
ecognition in the E

uropean M
arket of F

inancial S
ervices, ” 

In
tern

ation
al an

d
 C

om
parative L

aw
 Q

u
arterly, V

ol.56, Issue 2, 2007, pp.309-338 at 321-326.

（
28
） Jacques P

elkm
ans, op. cit., p.702, 703.

（
29
） 

新
ア
プ
ロ
ー
チ
の
「
現
代
化
」
の
た
め
関
連
Ｅ
Ｕ
法
令
の
改
正
が
行
わ
れ
、「
新
立
法
枠
組
み
」（the N

ew
 L

egislative F
ram

ew
ork

）
に



二
一
〇

組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、「
新
立
法
枠
組
み
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、“N

ew
 

L
egislative F

ram
ew

ork for m
arketing of products ”

（http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-m
arket-goods/regulatory-

policies-com
m
on-rules-for-products/new

-legislative-fram
ew

ork/index_en.htm

）
参
照
。

（
30
） 
庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
法
の
仕
組
み
」、
庄
司
克
宏
編
『
Ｅ
Ｕ
法　

実
務
篇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
所
収
（
一
│
二
一
頁
）
一
三
、

一
四
頁
。

（
31
） 

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
一
一
四
、
一
一
五
条
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
改
正
後
の
Ｅ
Ｕ
立
法
手
続
お
よ
び
特
定
多
数
決
に
つ
い
て
は
、
庄
司
克
宏

「
リ
ス
ボ
ン
条
約
（
Ｅ
Ｕ
）
の
概
要
と
評
価
」『
慶
應
法
学
』
第
一
〇
号
（
一
九
五
│
二
七
二
頁
）
二
二
二
│
二
二
五
、
二
三
一
│
二
四
〇
頁
参
照
。

（
32
） P

roductivity C
om

m
ission, R

eview
 of M

u
tu

al R
ecogn

ition
 S

ch
em

es, A
ustralian G

overnm
ent, January 2009, p.10.

（
33
） C

om
m
onw

ealth of A
ustralia C

onstitution A
ct.　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
憲
法
の
概
要
に
つ
い
て
、
山
田
邦
夫
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

憲
法
事
情
」『
諸
外
国
の
憲
法
事
情
3
』
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
、
二
〇
〇
三
年
、
八
五
│
一
三
四
頁
参
照
（http://w

w
w
.ndl.

go.jp/jp/data/publication/docum
ent/2003/2/20030206.pdf

）（
二
〇
一
〇
年
七
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
34
） 

“O
n the im

position of uniform
 duties of custom

s, trade, com
m
erce, and intercourse am

ong the S
tates, w

hether by m
eans of 

internal carriage or ocean navigation, shall be absolutely free. ”

（
35
） 

﹇1988

﹈ H
C
A
 18; 

（1988

） 165 C
L
R
 360 

（2 M
ay 1988

）, available at http://w
w
w
.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_

ct/165clr360.htm
l, accessed M

ay 26, 2010.

（
36
） 

Ibid., para. 26.

「
州
に
お
け
る
居
住
者
の
権
利
」
に
関
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
憲
法
第
一
一
七
条
は
職
業
登
録
に
関
連
す
る
規
定
で
あ

る
が
、
最
高
裁
判
所
は
同
規
定
に
つ
い
て
も
（
憲
法
上
の
基
本
的
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
し
つ
つ
も
）
差
別
を
禁
止
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
い

る
（S

treet v. Q
u

een
slan

d
 B

ar A
ssociation 

﹇1989

﹈ H
C
A
 53; 

（1989

） 168 C
L
R
 461 

（16 N
ovem

ber 1989

）, available at http://

w
w
w
.w

orldlii.org/au/cases/cth/high_ct/168clr461.htm
l, accessed M

ay 31, 2010

）.

（
37
） P

roductivity C
om

m
ission, op. cit., p.9. 

「
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
移
動
に
対
す
る
障
壁
の
例
と
し
て
、
製
造
者
が
異
な
る
州
で
販
売
さ
れ

る
物
品
に
異
な
る
包
装
を
使
用
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
、
ま
た
、
専
門
職
従
事
者
及
び
貿
易
業
者
が
自
分
の
州
の
外
で
働
こ
う
と
す
る
場
合
に
免



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

二
一
一

許
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
」（Ibid., p.10

）。

（
38
） A

greem
ent betw

een the C
om

m
onw

ealth of A
ustralia, the S

tate of N
ew

 S
outh W

ales, the S
tate of V

ictoria, the S
tate of 

Q
ueensland, the S

tate of W
estern A

ustralia, the S
tate of S

outh A
ustralia, the S

tate of T
asm

ania, the A
ustralian C

apital 

T
erritory and the N

orthern T
erritory of A

ustralia relating to M
utual R

ecognition.

（
39
） 

T
h

e M
u

tu
al R

ecogn
ition

 A
ct 1992, available at http://w

w
w
.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/m

ra1992221/, accessed 

M
ay 26, 2010.

（
40
） C

ouncil of A
ustralian G

overnm
ents 

（C
O
A
G

）, “M
utual R

ecognition A
greem

ent, ” available at http://w
w
w
.coag.gov.au/

m
utual_recognition/m

utual_recog_agreem
ent.cfm

, accessed M
ay 26, 2010.

（
41
） G

ary P
. S

am
pson, “T

he C
loser E

conom
ic R

elations A
greem

ent betw
een A

ustralia and N
ew

 Z
ealand ” in G

ary P
. S

am
pson 

and S
tephen W

oolcock 

（eds.
）, R

egion
alism

, M
u

ltilin
gu

alism
 an

d
 E

con
om

ic In
tegration

: T
h

e R
ecen

t E
xperien

ce, U
nited 

N
ations U

niversity P
ress, T

okyo, 2003, pp.202-205.

（
42
） Q

uentin H
ay, “T

rans-T
asm

an M
utual R

ecognition: N
ew

 D
im

ension in A
ustralia-N

ew
 Z

ealand L
egal R

elations, ” 

In
tern

ation
al T

rad
e L

aw
 an

d
 R

egu
lation, 1997, 3

（1

）, pp.6-13 at 10; P
roductivity C

om
m
ission, op. cit., p.11.

（
43
） 

P
rotocol on

 T
rad

e in
 S

ervices to th
e A

u
stralia N

ew
 Z

ealan
d

 C
loser E

con
om

ic R
elation

s-T
rad

e A
greem

en
t, 18 A

ugust 

1988, available at http://w
w
w
.dfat.gov.au/geo/new

_zealand/anz_cer/anz_cer.htm
l, accessed M

ay 31, 2010.

（
44
） P

roductivity C
om

m
ission, op. cit., p.11.

（
45
） C

ouncil of A
ustralian G

overnm
ents 

（C
O
A
G

）, “M
utual R

ecognition A
greem

ent, ” op. cit.

（
46
） 

正
式
名
称
は“A

rrangem
ent betw

een the A
ustralian P

arties and N
ew

 Z
ealand R

elating to T
rans-T

asm
an M

utual R
ecognition ”

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、Users G

uide to the M
utual R

ecognition A
greem

ent and T
rans-T

asm
an M

utual R
ecognition A

rran
gem

ent, 

2006

が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
政
府
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
（available at http://w

w
w
.coag.gov.au/m

utual_recognition/docs/m
utual_

recognition_users%
27_G

uide.pdf, accessed M
ay 31, 2010

）。



二
一
二

（
47
） P

roductivity C
om

m
ission, op. cit., p.11.

（
48
） C

ouncil of A
ustralian G

overnm
ents 

（C
O
A
G

）, “T
rans-T

asm
an M

utual R
ecognition A

rrangem
ent, ” available at http://w

w
w
.

coag.gov.au/m
utual_recognition/tt_m

utual_recog_agreem
ent.cfm

, accessed M
ay 31, 2010. 

条
約
の
形
式
避
け
た
理
由
は
、
第
一
に
柔

軟
性
を
最
大
限
確
保
す
る
こ
と
、
第
二
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
Ｍ
Ｒ
Ａ
に
対
す
る
不
利
な
影
響
を
最
小
化
す
る
こ
と
、
第
三
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

各
州
・
準
州
が
積
極
的
に
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
第
四
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
政
府
が
同
国
憲
法
の
対
外
的
権
限
を
通

じ
て
条
約
の
主
題
領
域
で
権
限
を
拡
大
す
る
の
を
防
ぐ
こ
と
、
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（Q

uentin H
ay, op. cit., p.11

）。

（
49
） C

ouncil of A
ustralian G

overnm
ents 

（C
O
A
G

）, “T
rans-T

asm
an M

utual R
ecognition A

rrangem
ent, ” op. cit. 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
各
州
・
準
州
は
そ
の
後
、
連
邦
法
を
採
択
す
る
か
ま
た
は
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
法
を
施
行
す
る
権
限
を
連
邦
に
付
託
す
る
立
法
を
制

定
し
た
（P

roductivity C
om

m
ission, op. cit., p.12.

）。

（
50
） P

roductivity C
om

m
ission, op. cit., p.11, 12.

（
51
） T

he T
rans-T

asm
an M

utual R
ecognition A

ct 1997 

（C
w
lth

） and the T
rans-T

asm
an M

utual R
ecognition A

ct 1997 

（N
Z

）, 

available at http://w
w
w
.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/tm

ra1997350/, and, http://w
w
w
.legislation.govt.nz/act/

public/1997/0060/latest/D
L
M

410793.htm
l?search=ts_act_trans-tasm

an+m
utual_resel&

sr=1, accessed M
ay 31, 2010.

（
52
） 

閣
僚
評
議
会
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
施
行
か
ら
生
じ
る
物
品
の
基
準
を
検
討
す
る
理
由
を
有
す
る
場
合
、
閣
僚
評
議
会
議
長
は
当
該

問
題
が
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
中
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
に
関
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
閣
僚
と
事
前
に
協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（6.6, 

T
T
M

R
A

）。

（
53
） T

he A
greem

ent betw
een the G

overnm
ent of A

ustralia and the G
overnm

ent of N
ew

 Z
ealand in relation to M

utual 

R
ecognition of S

ecurities O
ff erings 

（M
R
S
O

）.

（
54
） T

he A
greem

ent betw
een the G

overnm
ent of A

ustralia and the G
overnm

ent of N
ew

 Z
ealand on T

rans-T
asm

an C
ourt 

P
roceedings and R

egulatory E
nforcem

ent 

（P
R
E
T

）.

（
55
） P

roductivity C
om

m
ission, op. cit., pp.247-253.



日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的
考
察
（
庄
司
）

二
一
三

（
56
） T

he P
rim

e M
inisters of A

ustralia, the P
rem

iers of the A
ustralian S

tates and C
hief M

inisters of the A
ustralian C

apital 

T
erritory and the N

orthern T
erritory.

（
57
） 
二
〇
一
〇
年
三
月
九
日
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
政
府
の
首
相
内
閣
府
に
お
け
る
Ｃ
Ｏ
Ａ
Ｇ
課
のR

on P
erry

氏
へ
の
面
接
調
査
。

（
58
） Q

uentin H
ay, op. cit., p.10.

（
59
） 

物
品
と
は
、「
い
か
な
る
種
類
の
物
品
を
も
意
味
し
、
⑴
動
植
物
、
⑵
微
生
物
に
由
来
す
る
物
質
、
⑶
物
品
を
包
む
包
装
、
⑷
物
品
に
添
付
さ

れ
る
ラ
ベ
ル
を
含
む
」（P

artⅡ

（a

）, T
T
M

R
A

）。

（
60
） 

Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
は
締
約
当
事
者
の
領
域
か
ら
の
物
の
輸
出
を
禁
止
ま
た
は
制
限
す
る
国
内
法
令
の
施
行
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い

（4.1.4, T
T
M

R
A

）。
他
方
、
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
で
は
（
輸
入
の
場
合
に
加
え
て
）
輸
出
に
対
す
る
数
量
制
限
と
「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
も

禁
止
さ
れ
る
（A

rticle 35 T
F
E
U
, ex A

rticle 29 T
E
C

）。

（
61
） 

規
則
と
は
「
事
業
又
は
人
に
義
務
的
要
件
を
課
す
法
的
に
遵
守
確
保
可
能
な
、
広
範
囲
の
文
書
」
を
意
味
す
る
（P

artⅡ

（a

）, T
T
M

R
A

）。

（
62
） P

roductivity C
om

m
ission, op. cit., pp.198-200.

（
63
） 

こ
の
語
は
Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ａ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
表
現
で
は
な
い
。P

roductivity C
om

m
ission, op. cit., pp.192-198

参
照
。

（
64
） S

chedule 2 in T
T
M

R
A
.

（
65
） S

chedule 3 in T
T
M

R
A
. 

当
事
者
の
少
な
く
と
も
三
分
の
二
の
多
数
が
あ
れ
ば
、
相
互
承
認
ま
た
は
調
和
が
適
用
さ
れ
る
（9.2.2, 

T
T
M

R
A

）。

（
66
） P

roductivity C
om

m
ission, op. cit., p.22.

（
67
） 

Ibid
.

（
68
） K
atuhiro S

hoji, op. cit., p.169.

（
69
） 

司
法
的
相
互
承
認
の
費
用
対
効
果
に
つ
い
て
は
、Jacques P

elkm
ans, op. cit., pp.699-716

参
照
。

（
70
） 

し
か
し
、
第
三
国
が
Ｅ
Ｕ
の
「
垂
直
的
」
相
互
承
認
を
受
け
容
れ
る
場
合
の
よ
う
に
、「
移
植
」
が
可
能
な
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｅ
Ｕ

と
ト
ル
コ
の
間
の
関
税
同
盟
に
基
づ
き
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
司
法
的
相
互
承
認
が
ト
ル
コ
産
品
に
も
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、S

teve P
eers, 



二
一
四

“L
iving in S

in: L
egal Integration under the E

C
-T

urkey C
ustom

s U
nion ”, E

u
ropean

 Jou
rn

al of In
tern

ation
al L

aw
, V

ol.7, 

N
o.3, 1996, pp.411-430 at 414

参
照
。

（
71
） P

atrick A
. M

esserlin, “T
he E

uropean U
nion single m

arket in goods: betw
een m

utual recognition and harm
onization ”, 

A
u

stralian
 Jou

rn
al of In

tern
ation

al A
ffairs, V

ol.65, N
o.4, 2011, pp.410-435 at 427, 429.

（
72
） 

し
か
し
、
た
と
え
ば
経
済
活
動
従
事
者
が
物
品
の
販
売
に
関
わ
る
罪
で
起
訴
さ
れ
る
場
合
、
同
人
は
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
相
互
承
認
を
デ
ィ

フ
ェ
ン
ス
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
職
業
の
場
合
、
経
済
活
動
従
事
者
に
対
す
る
規
制
当
局
の
決
定
を
審
査
す
る
た
め
、

「
上
訴
裁
判
所
」（an A

ppeals T
ribunal

）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
（5.7.1-5.8.3, T

T
M

R
A

）。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
場
合
、「
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス

マ
ン
職
業
裁
判
所
」（the T

rans-T
asm

an O
ccupation T

ribunal

）
と
呼
ば
れ
る
。

（
73
） M

iguel P
. M

aduro, op. cit., pp.169-174.



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
一
五

Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆

│
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に

│長
谷
川　
　

貞　
　

之

一　

問
題
の
所
在

二　

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
抵
当
制
度
と
そ
の
特
徴

三　
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
め
ぐ
る
議
論

四　

付
従
性
の
な
い
担
保
権
の
創
設
と
他
の
代
替
手
段

五　
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
め
ぐ
る
議
論
が
日
本
民
法
に
示
唆
す
る
も
の

│
結
び
に
代
え
て



二
一
六

一　

問
題
の
所
在

本
稿
の
目
的
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（E

uropean U
nion: E

U

）
を
中
心
と
し
た
共
通
の
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
に
関
す
る
「
ユ
ー
ロ

抵
当
（E

uro-hypothec

）」
構
想
と
そ
の
議
論
が
日
本
民
法
に
示
唆
す
る
も
の
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
い
う
場
合
、

考
察
の
主
た
る
対
象
は
、
こ
れ
ま
で
契
約
法
に
置
か
れ
、
と
り
わ
け
Ｅ
Ｃ
指
令
（D

erective

）
な
ど
に
よ
る
私
法
の
平
準
化
や
統
一
で

あ
っ
た

（
1
）

。
し
か
し
、
私
法
の
平
準
化
や
統
一
は
、
同
じ
私
法
分
野
の
中
で
も
均
一
で
は
な
く

（
2
）

、
担
保
制
度
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り

議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
問
題
の
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
共
通
の
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
を
問
題
と

し
て
取
り
上
げ
て
議
論
す
る
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

今
日
の
Ｅ
Ｕ
は
、
一
九
五
二
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（T

he E
uropean C

oal and S
teal C

om
m
unity: E

C
S
C

）
を
嚆
矢
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
五
八
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
（T

he E
uropean E

conom
ic C

om
m
unity: E

E
C

）
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

原
子
力
共
同
体
（T

he E
uropean A

tom
ic E

nergy C
om

m
unity: E

A
E
C

）
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
鉄
鋼
以
外
の
経
済
分
野
で
の
共

同
市
場
を
中
心
と
す
る
経
済
単
一
体
制
の
創
設
が
行
わ
れ
、
一
九
八
七
年
の
単
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
定
書
（S

ingle E
uropean A

ct: S
E
A

）

に
よ
り
、
単
一
市
場
の
統
合
が
図
ら
れ
た

（
3
）

。
こ
の
単
一
議
定
書
を
土
台
に
、
さ
ら
な
る
統
合
を
進
め
る
た
め
に
登
場
し
た
の
が
、
一
九
九
二

年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
条
約
（
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
通
貨
統
合
、
共
通
外
交
安
全
保
障
政
策
の
採

用
、
連
合
市
民
権
の
設
定
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
権
限
強
化
、
環
境
お
よ
び
消
費
者
政
策
な
ど
の
強
化
で
あ
る

（
4
）

。
さ
ら
に
、
一
九
九
七
年

に
は
、
連
合
条
約
と
し
て
第
二
回
目
の
改
正
が
行
わ
れ
（
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
）、
違
反
国
に
対
す
る
制
裁
、
機
構
改
革
、
多
段
階
統
合

等
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
5
）

。
二
〇
〇
二
年
に
は
、
ニ
ー
ス
条
約
が
調
印
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
拡
大
に
伴
う
機
構
改
革
の
原
則
と
方
法
の
取
り



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
一
七

決
め
、
新
加
盟
国
を
予
想
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
議
席
数
、
理
事
会
の
投
票
権
の
割
当
て
な
ど
が
定
め
ら
れ
た

（
6
）

。
そ
し
て
、
二
〇
〇
四

年
に
調
印
さ
れ
た
憲
法
条
約
（T

reaty establishing a C
onstitution for E

urope

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
国
民
投
票
に
よ

る
批
准
拒
否
を
経
て
、
そ
の
発
効
が
断
念
さ
れ
た
が
、
同
条
約
を
基
本
的
に
承
継
し
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
調
印
さ

れ
、
批
准
手
続
が
各
加
盟
国
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
結
果
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
発
効
し
て
い
る

（
7
）

。

現
在
、
Ｅ
Ｕ
に
は
二
七
か
国
が
加
盟
し
て
い
る

（
8
）

。
加
盟
国
間
で
は
、
対
外
政
策
の
ほ
か
、
通
貨
、
金
融
市
場
、
農
業
、
環
境
な
ど
の
分

野
で
、
共
通
の
政
策
策
定
の
必
要
性
が
不
可
避
と
な
り
、
諸
制
度
が
整
備
さ
れ
て
き
た

（
9
）

。
前
述
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
（
一
九
九
二
年
）

に
は
ユ
ー
ロ
通
貨
統
合
へ
の
過
程
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
、
七
年
後
の
一
九
九
九
年
一
月
一
日
に
実
施
さ
れ
た
通
貨
統
合
は
我
々
の
記
憶

に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る

（
10
）

。

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
域
内
市
場
の
統
一
の
た
め
に
は
、
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
共
通
の
法
制
度
の
創
設
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る

（
11
）

。

一
九
九
二
年
の
域
内
市
場
の
統
合
以
後
、
Ｅ
Ｕ
取
引
法
は
、
と
り
わ
け
契
約
法
の
領
域
に
お
い
て
平
準
化
や
統
一
に
向
け
て
大
胆
な
歩
み

を
続
け
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る

（
12
）

。
し
か
し
、
平
準
化
や
統
一
に
向
け
て
の
歩
み
は
、
同
じ
私
法
分
野
の
中
で
も
均
一
で
は
な

い
。
欧
州
に
お
け
る
金
融
統
合
の
実
現
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
統
合
と
資
本
移
動
の
自
由
化
の
保
障
で
あ
り
、

ま
た
、
国
境
を
越
え
た
共
通
の
信
用
担
保
制
度
の
構
築
で
あ
る
。
資
本
移
動
の
自
由
化
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
八
年
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
設
立
条

約
で
あ
る
ロ
ー
マ
条
約
の
六
七
条
に
「
加
盟
国
間
相
互
で
の
自
由
な
資
本
移
動
」
が
明
記
さ
れ
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
出
さ
れ
た
一
九
六
〇

年
五
月
の
「
資
本
移
動
の
第
一
次
自
由
化
指
令
」
か
ら
一
九
九
〇
年
七
月
の
「
資
本
移
動
の
第
四
次
自
由
化
指
令
」
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｃ
域

内
で
の
資
本
移
動
は
ほ
ぼ
完
全
に
自
由
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
13
）

。
資
本
移
動
の
自
由
化
は
、
低
成
長
の
た
め
に
有
利
な
投
資
先
を
国
内

で
見
出
せ
な
い
先
進
諸
国
の
余
剰
資
金
に
投
資
機
会
を
与
え
、
金
融
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
加
盟



二
一
八

国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
信
用
担
保
制
度
、
と
り
わ
け
不
動
産
担
保
制
度
に
は
国
別
の
事
情
な
ど
の
相
違
と
い
う
大
き
な
障
壁
が
存

在
し
、
国
境
を
越
え
た
共
通
の
信
用
担
保
制
度
の
創
設
は
手
探
り
の
状
態
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
信
用
担
保
制
度
の
う
ち
、
動
産
担
保
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
統
一
に
向
け
た
検
討
が
行
わ
れ
、
あ
る
程
度
の
方
向
性
が
示

さ
れ
て
い
る

（
14
）

。
こ
れ
に
対
し
、
不
動
産
担
保
に
つ
い
て
は
、
加
盟
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
不
動
産
担
保
制
度
を
設
け
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
統
合
に
向
け
た
調
査
等
が
行
わ
れ
る
も
の
の
、
十
分
な
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
近
時
、
各
種
の
団
体
や
欧
州
委
員
会

（E
uropean C

om
m
ission

）
な
ど
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
研
究
機
関
な
い
し
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
通
じ
て
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
統
一
的
な
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
を
目
指
す
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
が
検
討
さ
れ
、
一
定
の
成
果
を
生
み
つ
つ
あ
る

（
15
）

。
そ
の
中
で

は
、
抵
当
権
の
本
質
で
あ
る
「
付
従
性
」（accessoriness

）
に
焦
点
を
あ
て
た
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
不
動
産
担
保
制
度
の
統
一
の
意
義
、
問
題
点

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
よ
う
な
議
論
が
日
本
民
法
に
示
唆
す
る
も
の
と
は
何
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
抵
当
制
度
と
そ
の
特
徴

1　

担
保
権
の
本
質
と
付
従
性

債
務
者
が
債
務
を
完
全
に
履
行
し
な
い
場
合
に
受
け
る
債
権
者
の
危
険
を
考
慮
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
債
務
の
弁
済
ま
た
は
給
付
の
履
行

を
確
保
し
、
債
権
者
に
満
足
を
与
え
る
た
め
に
提
供
さ
れ
る
の
が
、
担
保
で
あ
る
。
担
保
と
い
う
手
段
に
よ
り
、
債
権
者
は
債
権
の
履
行

な
い
し
効
力
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
担
保
は
金
融
取
引
に
お
い
て
様
々
な
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
抵
当
権
や
譲
渡

担
保
権
な
ど
の
担
保
物
権
は
、
物
的
担
保
と
し
て
、
今
日
の
金
融
取
引
に
お
い
て
重
要
な
債
権
担
保
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

（
16
）

。
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二
一
九

抵
当
権
な
ど
の
担
保
物
権
と
そ
れ
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
債
権
（
被
担
保
債
権
）
と
の
関
係
は
、「
付
従
性
」
と
い
う
概
念
で
表
さ
れ
る
。

付
従
性
と
は
、
担
保
物
権
の
成
立
・
範
囲
・
存
続
は
被
担
保
債
権
の
存
在
に
依
拠
し
、
被
担
保
債
権
の
消
滅
は
担
保
物
権
の
消
滅
を
来
た

す
と
い
う
考
え
方
で
、
被
担
保
債
権
に
対
す
る
担
保
物
権
の
従
属
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
債
権
の
な
い
と
こ
ろ

に
担
保
物
権
は
存
在
し
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
の
沿
革
を
辿
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
に
淵
源
を
有
し
、
ド

イ
ツ
普
通
法
学
を
経
由
し
て
ド
イ
ツ
民
法
学
で
発
展
し
た“akzessorietät ”

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

（
17
）

。
付
従
性
の
概
念
は
、
わ
が
国

の
担
保
法
制
に
お
い
て
も
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る

（
18
）

。

し
か
し
、
現
代
社
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
付
従
性
に
と
ら
わ
れ
た
抵
当
権
で
は
、
個
別
債
権
の
発
生
、
譲
渡
、
消
滅
、
あ
る
い
は
、
増

減
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
る
企
業
取
引
に
お
い
て
、
十
分
な
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
指
摘
が
強
ま
っ
て
き
た

（
19
）

。
こ
れ
は

わ
が
国
で
も
同
じ
で
あ
り
、
と
り
わ
け
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（syndicated loons: 

協
調
融
資
）
の
よ
う
な
債
権
者
の
異
な
る
複
数
の

債
権
を
一
つ
の
担
保
権
で
担
保
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
付
従
性
の
強
い
抵
当
権
で
は
担
保
取
得
に
著
し
く
困
難
が
伴
う
と
い
わ

れ
て
い
る

（
20
）

。
こ
れ
ま
で
、
Ｅ
Ｕ
の
内
外
に
お
い
て
共
通
の
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
は
幾
度
と
な
く
議
論
さ
れ
て
き
た
が

（
21
）

、
い
ま
だ
成
案

を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

2　

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
抵
当
制
度

今
日
、
共
通
の
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
を
考
え
る
に
あ
た
り
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
付
従
性
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
Ｅ

Ｕ
加
盟
国
の
抵
当
制
度
を
付
従
性
の
観
点
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
系
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
、
英
米
法
系
の
三
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
付
従
性
が
際
立
っ
た
違
い
を
み
せ
る
の
が
、
原
加
盟
国
と
し
て
Ｅ
Ｕ
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
ド
イ
ツ
と



二
二
〇

フ
ラ
ン
ス
の
抵
当
制
度
で
あ
る

（
22
）

。
両
者
の
抵
当
制
度
は
、
加
盟
国
の
多
く
で
存
在
し
、
土
地
所
有
者
は
債
権
担
保
の
た
め
に
自
己
の
土
地

に
抵
当
権
を
設
定
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
法
概
念
が
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
付
従
性
と
の
関
係
、
例
え
ば
、
付
従
性
の
な

い
抵
当
権
を
認
め
る
か
否
か
、
債
権
が
弁
済
等
に
よ
り
消
滅
す
る
場
合
に
抵
当
権
も
消
滅
す
る
か
否
か
、
債
権
者
の
異
な
る
複
数
の
債
権

を
一
つ
の
抵
当
権
で
担
保
す
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
な
ど
の
点
で
は
、
本
質
的
な
相
違
が
存
在
す
る
。

3　

ド
イ
ツ
法
系
の
抵
当
制
度

ド
イ
ツ
の
不
動
産
担
保
制
度
は
、
抵
当
権
を
中
心
と
し
、
付
従
性
を
欠
く
「
土
地
債
務
」（G

rundschuld:

ド
民
一
一
九
一
条
〜
一
一
九
八

条
）
と
そ
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
「
定
期
土
地
債
務
」（R

entenschuld:

ド
民
一
一
九
九
条
〜
一
二
〇
三
条
）
お
よ
び
付
従
性
を
本
質
的
属
性

と
す
る
「
抵
当
権
」（H

ypothek:

ド
民
一
一
一
三
条
〜
一
一
九
〇
条
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

（
23
）

。
抵
当
権
は
、
付
従
性
の
よ
り
緩
和
さ
れ
た

「
流
通
抵
当
」（V

erkehrshypothek:

ド
民
一
一
一
三
条
〜
一
一
八
三
条
）
と
付
従
性
の
厳
格
な
「
保
全
抵
当
」（S

icherungshypothek:

ド
民

一
一
八
四
条
〜
一
一
九
〇
条
）
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
動
産
担
保
は
付
従
性
の
な
い
土
地
債
務
が
中
心
で
あ
る

（
24
）

。

土
地
債
務
お
よ
び
定
期
土
地
債
務
は
、
一
定
の
金
額
を
土
地
に
負
担
さ
せ
る
と
い
う
目
的
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
抵
当
権
に
お

い
て
は
、
土
地
の
責
任
は
二
次
的
で
あ
り
、
債
務
を
担
保
す
る
と
い
う
目
的
に
お
い
て
の
み
（
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
す
る
言
葉
に
よ
れ
ば
「
抵

当
権
者
に
帰
属
す
る
債
権
の
満
足
の
た
め
に
」zur B

efriedung w
egen einer ihm

 zustehnden F
orderung

）、
抵
当
権
が
土
地
上
に
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
抵
当
権
に
は
付
従
性
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
。

ド
イ
ツ
の
場
合
、
債
務
を
伴
う
抵
当
権
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
債
権
に
対
す
る
付
従
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ド
イ
ツ
民
法
に

規
定
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
債
務
の
不
成
立
・
消
滅
に
関
し
て
、
抵
当
権
に
は
付
従
性
が
あ
る
こ
と
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二
二
一

を
前
提
に
、
抵
当
権
は
所
有
者
に
帰
属
な
い
し
取
得
さ
れ
る
（
ド
民
一
一
六
三
条
一
項
）。
ま
た
、
抵
当
権
は
、
債
権
の
移
転
と
と
も
に
、

新
債
権
者
に
移
転
す
る
（
ド
民
一
一
五
三
条
一
項
）。
さ
ら
に
、
所
有
者
は
、
抵
当
権
に
対
し
て
債
務
に
関
す
る
抗
弁
権
を
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
ド
民
一
一
三
七
条
一
項
）。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
付
従
性
が
機
能
す
る
場
合
も
、
付
従
性
を
機
能
さ
せ
な
い
場
合
も
、
具
体

的
に
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
い
て
実
質
的
な
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る

（
25
）

。

ド
イ
ツ
法
系
に
属
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
ド
イ
ツ
の
場
合
と
同
様
、
民
法
典
に
お
い
て
付
従
性
の
な
い
不
動
産
担
保
権
で
あ
る
土

地
債
務
の
制
度
が
限
定
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
（
オ
民
四
九
六
条
、
一
一
四
六
条

（
26
）

）。

4　

フ
ラ
ン
ス
法
系
の
抵
当
制
度

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
前
述
の
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
債
権
と
の
付
従
性
（caractere accessoire

）
の
あ
る
抵
当
権
の
み
が
存
在
す
る

（
二
一
一
四
条
以
下

（
27
）

）。
す
な
わ
ち
、
債
権
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
抵
当
権
も
成
立
し
得
な
い
（
フ
民
二
一
一
四
条
一
項
）。
ま
た
、
抵
当
権
は
、

債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
伴
っ
て
移
転
し
、
債
権
が
消
滅
す
れ
ば
、
抵
当
権
も
消
滅
す
る
（
フ
民
二
一
八
〇
条
一
項
）。
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
抵
当
権
は
被
担
保
債
権
に
強
く
依
存
し
て
お
り
、
付
従
性
の
あ
る
抵
当
権
が
原
則
形
態
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
〇
六
年
の
不
動
産
担
保
改
革
に
よ
り
、
被
担
保
債
権
の
代
替
可
能
性
を
承
認
す
る
抵
当
権

と
し
て
付
従
性
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
「
充
填
式
抵
当
権
（l ’H

ypothèque rechargeable

）」
に
関
す
る
規
定
（
フ
民
二
四
二
二
条
）
が
新
た

に
設
け
ら
れ
た

（
28
）

。
こ
の
充
填
式
抵
当
権
は
、
抵
当
権
設
定
後
に
、
同
一
の
抵
当
権
を
設
定
行
為
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
債
権
と
は
異
な
る

他
の
債
権
の
担
保
と
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
か
ら
（
そ
の
意
味
で
「
充
填
可
能
な
（rechargeable

）」
と
呼
ば
れ
る
）、
設
定
段
階
で
は

ま
っ
た
く
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
別
個
の
債
権
を
担
保
と
し
、
ま
た
、
当
初
の
債
権
者
だ
け
で
な
く
新
た
な
債
権
者
に
対
し
て
も
充
填
す



二
二
二

る
こ
と
を
可
能
と
す
る

（
29
）

。
充
填
式
抵
当
権
を
創
設
し
た
こ
と
の
実
際
的
な
意
義
は
、
一
度
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
を
再
利
用
す
る
こ
と
に
よ

り
費
用
の
削
減
を
図
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
抵
当
権
を
活
用
し
た
個
人
信
用
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
抵
当
権
の

理
論
に
と
っ
て
は
よ
り
本
質
的
な
改
革
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
30
）

。

三　
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
め
ぐ
る
議
論

1　

こ
れ
ま
で
の
議
論
の
流
れ

Ｅ
Ｕ
で
は
、
域
内
市
場
の
統
合
に
伴
う
通
貨
の
統
一
お
よ
び
金
融
制
度
の
整
備
に
あ
た
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
共
通
の
不
動
産
担
保

制
度
の
創
設
に
つ
い
て
、
様
々
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
主
な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る

（
31
）

。

①　

セ
グ
レ
報
告
書

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
セ
グ
レ
（C

laudio S
egre

）
教
授
の
指
導
の
下
に
、
一
九
六
六
年
、
欧
州
経
済
共
同
体
委
員
会
か
ら
委
託
を
受
け
た

専
門
家
ら
に
よ
り
、
資
本
の
自
由
な
移
動
お
よ
び
資
本
市
場
の
統
合
が
も
た
ら
す
諸
問
題
に
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
、
報
告
書
が
作
成
さ

れ
た
。
同
報
告
書
は
、
欧
州
の
資
本
市
場
の
設
立
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
抵
当
権
の
付
従
性
に
関
し
て
も
言
及
し
、
手
続
の
簡
易
性
と

費
用
の
低
価
格
性
お
よ
び
流
通
性
の
観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
土
地
債
務
が
高
く
評
価
さ
れ
、
抵
当
権
よ
り
も
利
便
性
が
あ
る
と
し
た
。

②　

マ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
の
報
告

欧
州
経
済
共
同
体
委
員
会
か
ら
委
託
を
受
け
た
マ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
は
、
一
九
七
一
年
、
当
時
の
Ｅ
Ｃ
構
成
国
で
あ
っ
た
六
か

国
（
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
）
を
対
象
に
、
信
用
担
保
の
手
段
と
し
て
土
地
に
抵
当
権

等
設
定
す
る
場
合
の
不
動
産
担
保
制
度
を
比
較
分
析
し
、
Ｅ
Ｃ
内
で
の
調
和
の
あ
る
不
動
産
担
保
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
所
見
の
一
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部
を
提
示
し
た
。
抵
当
権
の
付
従
性
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
抵
当
権
と
土
地
債
務
の
利
用
と
の
関
連
に
つ
い
て
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。

後
に
Ｅ
Ｕ
へ
加
盟
し
た
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
お
よ
び
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
不
動
産
担
保
制
度
に
つ
い
て
も
、

一
九
七
六
年
に
追
加
し
て
同
様
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

③　

Ｅ
Ｃ
の
銀
行
協
会
に
よ
る
報
告
書

Ｅ
Ｃ
の
銀
行
協
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
委
員
会
は
、
一
九
七
三
年
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
の
四
か
国
を
対

象
に
、
他
の
加
盟
国
に
あ
る
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
生
じ
る
問
題
を
検
討
し
、
付
従
性
の
な
い
土
地
債
務
な
い
し
所
有
者

抵
当
の
取
り
扱
い
の
難
し
さ
を
報
告
書
で
明
ら
か
に
し
た
。

④　

Ｅ
Ｃ
の
抵
当
銀
行
連
盟
に
よ
る
報
告
書

Ｅ
Ｃ
の
抵
当
銀
行
連
盟
は
、
一
九
八
四
年
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
研
究
チ
ー
ム
を
結
成
し
、

統
一
さ
れ
た
不
動
産
担
保
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
新
し
い
抵
当
制
度
の
創
設
に
あ
た
っ
て
は
土
地
債
務
な
い
し
所
有
者
抵

当
を
導
入
す
る
方
向
が
望
ま
し
い
と
す
る
報
告
書
を
作
成
し
た
。

⑤　

ラ
テ
ン
系
公
証
人
国
際
連
合
に
よ
る
提
案

ラ
テ
ン
系
公
証
人
国
際
連
合
は
、
一
九
八
七
年
、
加
盟
国
に
お
け
る
抵
当
制
度
の
様
々
な
違
い
か
ら
生
じ
る
著
し
い
障
壁
を
ど
の
よ
う

に
し
て
乗
り
越
え
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
不
動
産
担
保
制
度
の
調
和
に
対
す
る
新
し
い
制
度
と
し
て
、
ス
イ
ス
の
債
務
証
券

（S
chuldbrief

）
を
モ
デ
ル
と
す
る
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
制
度
の
創
設
に
関
す
る
提
案
を
行
っ
た

（
32
）

。
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2　

シ
ュ
ッ
テ
カ
ー
博
士
の
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想

オ
ト
マ
ー
ル
・
シ
ュ
ッ
テ
カ
ー
博
士
（D

r. O
tm

ar S
tocker: 

後
に
ド
イ
ツ
フ
ァ
ン
ド
ブ
リ
ー
フ
銀
行
協
会
の
専
務
理
事
と
な
る
）
は
、
一
九
九
二

年
、『
ユ
ー
ロ
抵
当
（E

urohypothek

）』
と
題
す
る
専
門
書
を
公
刊
し

（
33
）

、
こ
の
中
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
提

案
し
た

（
34
）

。
シ
ュ
テ
ッ
カ
ー
博
士
に
よ
る
と
、
付
従
性
の
強
い
既
存
の
抵
当
制
度
で
は
現
代
の
実
務
で
の
要
求
に
十
分
応
え
る
こ
と
は
著
し

く
困
難
な
い
し
不
可
能
で
あ
り
、
共
通
に
利
用
で
き
る
不
動
産
担
保
制
度
と
し
て
は
ス
イ
ス
の
債
務
証
券
に
準
拠
し
た
法
制
度
の
整
備
が

望
ま
れ
る
と
し
て
い
る

（
35
）

。

3　

ド
イ
ツ
フ
ァ
ン
ド
ブ
リ
ー
フ
銀
行
協
会
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

Ｅ
Ｕ
の
市
場
統
合
に
伴
う
資
本
移
動
の
自
由
化
と
信
用
担
保
制
度
の
整
備
に
関
し
て
、
最
近
の
ド
イ
ツ
で
は
、
付
従
性
の
強
い
抵
当
制

度
で
は
現
実
の
実
務
の
要
求
に
十
分
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
現
状
認
識
を
踏
ま
え
、
前
述
の
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
の
も
と

で
不
動
産
担
保
の
分
野
に
お
い
て
も
調
査
研
究
が
進
展
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
、
ド
イ
ツ
フ
ァ
ン
ド
ブ
リ
ー
フ
銀
行
協
会

（V
erband D

eutcher P
fandbriefbanken

）
の
支
援
の
も
と
に
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
中
心
と
し
た
二
六
か
国
（
日
本
を
含
む
。
二
〇
一
一
年
一
〇
月

一
八
日
現
在
：
別
表
参
照
）
の
大
学
・
研
究
機
関
か
ら
招
聘
さ
れ
た
研
究
者
等
が
参
加
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
に
お
け
る
不
動
産
担
保

制
度
の
調
査
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る

（
36
）

。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
主
要
一
七
か
国
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参

加
し
て
い
る

（
37
）

。
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
の
形
式
で
行
わ
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
成
果
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
不
動
産
担
保
権
の
柔

軟
性
、
確
実
性
、
そ
し
て
効
率
性
（F

lexibility, S
ecurity and E

ffi  ciency of S
ecurity R

ights over R
eal P

roperty in E
urope

）』
と
題
し

て
（
英
語
版
の
場
合
）、
適
宜
、
ド
イ
ツ
フ
ァ
ン
ド
ブ
リ
ー
フ
銀
行
協
会
よ
り
刊
行
物
（vdp

図
書
シ
リ
ー
ズ
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る

（
38
）

。
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4　

欧
州
委
員
会
に
よ
る
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想

欧
州
委
員
会
は
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
か
国
の
専
門
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
（F

orum
 G

roup on M
ortgage C

redit

）

を
立
ち
上
げ
、
単
一
市
場
の
域
内
に
お
け
る
資
本
移
動
の
自
由
化
を
保
障
す
る
た
め
に
、
国
境
を
越
え
た
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
に

と
っ
て
障
壁
と
な
る
問
題
点
の
検
討
を
開
始
し
た
。
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
二
〇
〇
三
年
に
、“T

he Integration of the E
U
 M

ortgage 

C
redit M

arkets ”
と
題
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
の
中
で
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
の
創
設
を
提
唱
し
た

（
39
）

。
こ
れ
を
受
け
て
、
欧
州
委
員
会

は
、
二
〇
〇
五
年
の
グ
リ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
（G

reen P
aper

）
の
中
で
、
ユ
ー
ロ
抵
当
構
想
に
向
け
た
政
策
決
定
の
た
め
の
更
な
る
検
討
が

な
さ
れ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
40
）

。

5　

欧
州
譲
渡
抵
当
連
合
に
よ
る
報
告
書

欧
州
譲
渡
抵
当
連
合
（E

uropean M
ortgage F

ederation: E
M

F

）
は
、
二
〇
〇
七
年
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
二
七
か
国
の
う
ち
一
六
か
国

（
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ヤ
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
）
の
不
動
産
担
保
制
度
を
取
り
上
げ
、
設
定
方
法
、
当
事
者
、

登
記
関
係
、
担
保
権
実
行
の
効
率
性
な
ど
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
分
析
結
果
を“S

tudy on the E
ffi  ciency of the M

ortgage 

C
ollateral in the E

urope U
nion ”

と
題
す
る
報
告
書
に
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
公
表
し
た

（
41
）

。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
国
の

不
動
産
担
保
制
度
は
、
費
用
や
手
続
の
点
で
実
際
の
適
用
か
ら
生
じ
る
違
い
は
若
干
あ
る
に
し
て
も
、
本
質
的
に
同
じ
か
あ
る
い
は
相
当

程
度
に
類
似
し
て
お
り
、
国
境
を
越
え
た
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
に
と
っ
て
大
き
な
障
壁
は
な
い
と
し
て
い
る
。



二
二
六

四　

付
従
性
の
な
い
担
保
権
の
創
設
と
他
の
代
替
手
段

1　

付
従
性
の
五
つ
の
局
面

前
述
の
ド
イ
ツ
フ
ァ
ン
ド
ブ
リ
ー
フ
銀
行
協
会
が
支
援
し
て
行
わ
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
参
加
国
の
不
動
産
担
保
不
動
産
制
度

を
、
Ⅰ
種
類
（T

ypes
）、
Ⅱ
公
示
の
要
請
（P

ublic disclosure requirem
ents

）、
Ⅲ
付
従
性
の
効
果
（E

ff ects of accessoriness

）、
Ⅳ
所
有

権
保
護
（P

rotection of the ow
ner

）、
Ⅴ
執
行
（E

nforcem
ent

）、
Ⅵ
倒
産
（Insolvency

）、
お
よ
び
、
Ⅶ
実
務
の
適
用
可
能
性

（U
tilisation in practice

）
に
分
類
し
、
各
項
目
の
検
討
結
果
を
ポ
イ
ン
ト
に
換
算
し
て
評
価
し
た
う
え
、
総
合
評
価
を
棒
グ
ラ
フ
で
示
し

て
い
る

（
42
）

。
こ
の
う
ち
、
検
討
項
目
Ⅲ
の
「
付
従
性
の
効
果
」
で
は
、
付
従
性
を
次
の
五
つ
の
局
面
（
①
〜
⑤
）
に
区
分
し
、
七
つ
の
項
目

に
つ
い
て
不
動
産
担
保
権
の
柔
軟
性
、
確
実
性
、
効
率
性
の
内
容
お
よ
び
程
度
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

① 　

被
担
保
債
権
が
成
立
す
る
前
に
第
三
者
効
を
伴
っ
て
不
動
産
担
保
権
は
成
立
す
る
こ
と
は
可
能
か
（
成
立
に
お
け
る
付
従
性

A
ccessoriness of origin; A

kzessorietät in der E
ntstehung

）。

② 　

被
担
保
債
権
か
ら
独
立
し
た
よ
り
高
額
の
担
保
枠
を
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
（
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
お
け
る
付
従
性

A
ccessoriness of scope; A

kzessorietät im
 U

m
fang

）。

③ 　

被
担
保
債
権
の
債
権
者
は
常
に
不
動
産
担
保
権
の
権
利
者
と
な
る
か
（
権
利
帰
属
に
お
け
る
付
従
性A

ccessoriness of com
petency; 

A
kzessorietät in der Z

uständigkeit

）。

④ 　

被
担
保
債
権
の
消
滅
と
共
に
不
動
産
担
保
権
も
消
滅
す
る
か
（
消
滅
に
お
け
る
付
従
性A

ccessoriness of extinguishm
ent; 

A
kzessorietät im

 E
rlöschen

）。
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⑤ 　

被
担
保
債
権
が
行
使
可
能
な
場
合
に
の
み
、
不
動
産
担
保
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
（
権
利
行
使
に
お
け
る
付
従
性

A
ccessoriness of enforcem

ent; A
kzessorietät in der D

urchsetzung

）。

⑥　

不
動
産
担
保
権
は
担
保
枠
に
関
す
る
合
意
に
よ
り
被
担
保
債
権
と
の
結
び
つ
き
を
持
た
せ
ら
れ
て
い
る
か
。

⑦　

債
権
者
の
地
位
が
移
転
し
た
後
に
担
保
枠
は
新
た
な
権
利
者
に
も
妥
当
す
る
か
（
善
意
取
得
を
問
題
と
し
な
い
）。

通
常
、
付
従
性
と
い
え
ば
、
成
立
・
存
続
・
消
滅
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
細
分
化
さ
れ
て
、
七
つ
の
視
点
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
、
③
の
「
権
利
帰
属
に
お
け
る
付
従
性
」
は
、
債
権
の
流
動
化
と
い
う
点
で
は
、
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
。
付
従

性
を
厳
格
に
貫
く
な
ら
ば
、
抵
当
権
は
、
債
権
に
付
き
従
う
も
の
と
さ
れ
、
被
担
保
債
権
を
離
れ
て
存
在
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
の
分
離
は
付
従
性
の
原
理
に
反
し
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
43
）

。

2　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
方
式

担
保
権
者
が
被
担
保
債
権
の
債
権
者
で
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
様
々
な
問
題
点
を
回
避
し
、
担
保
付
社
債
や
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン

な
ど
の
債
権
者
の
異
な
る
複
数
の
債
権
を
一
括
し
て
担
保
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
な
ど
の
諸
外
国
で
は
、
わ
が
国
で
担
保
権
信
託
と
し
て
知

ら
れ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
方
式
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

（
44
）

。
こ
れ
は
、
信
託
の
形
式
を
も
っ
て
担
保
権
の
設
定
を
行
う
担
保

形
態
の
こ
と
で
、
組
成
方
法
か
ら
み
て
、
次
の
二
つ
が
あ
る
。
一
つ
は
、
ま
ず
、
債
権
者
が
融
資
の
実
行
に
よ
り
債
務
者
か
ら
担
保
権
の

設
定
を
受
け
、
そ
の
後
、
債
権
者
が
委
託
者
兼
受
益
者
と
な
り
、
受
託
者
に
対
し
て
当
該
担
保
権
を
被
担
保
債
権
か
ら
切
り
離
し
て
移
転

す
る
と
い
う
方
法
（
二
段
階
設
定
方
式
【
図
1
】）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
債
務
者
が
自
ら
委
託
者
と
な
り
、
自
己
所
有
の
不
動
産
な
ど

の
財
産
に
つ
い
て
受
託
者
を
権
利
者
と
し
て
担
保
権
を
設
定
し
、
そ
の
被
担
保
債
権
の
債
権
者
を
受
益
者
に
指
定
す
る
と
い
う
方
法
（
直



二
二
八

接
設
定
方
式
【
図
2
】）
の
二
種
類
が
あ
る

（
45
）

。

3　

パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式

前
述
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
方
式
に
代
わ
り
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
と
い

う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
融
資
関
連
契
約
に
お
い
て
「
集
団
担
保
協
定
（collective security arrangem

ents

）」
を
取
り
交
わ
し
、
借
入

人
が
貸
付
人
の
代
理
人
で
あ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
貸
付
人
の
一
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
）
と
の
間
で
「
支
払
約
束

（paym
ent covenant

）」
に
基
づ
き
無
因
債
務
を
発
生
さ
せ
、
貸
付
人
に
対
し
て
負
担
す
る
個
別
借
入
債
務
（
固
有
債
務
）
と
と
も
に
両
者

を
被
担
保
債
務
と
し
て
担
保
権
設
定
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
46
）

。
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
に
は
、
集
中
管
理
型
（【
図
3
】）
と
個
別

併
用
型
（【
図
4
】）
の
二
つ
が
あ
る
。
連
帯
債
権
条
項
（parallel paym

ent covenant

）
を
伴
う
集
団
担
保
協
定
に
よ
り
、
信
託
制
度
を
有

し
な
い
国
で
も
、
ま
た
、
付
従
性
の
な
い
担
保
権
の
設
定
を
認
め
ず
、
従
っ
て
、
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
が
分
離
す
る
担

保
権
の
設
定
に
つ
き
法
律
上
の
難
点
を
有
す
る
国
に
お
い
て
も
、
同
様
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

た
だ
し
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
無
因
債
務
の
発
生
を
認
め
た
う
え
で
、
連
帯
債
権
に
関
す
る
法
制
の

整
備
が
前
提
と
な
る

（
47
）

。
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
に
は
、
典
型
的
な
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
を
認
め
る
イ
ギ
リ
ス
型

（
48
）

と
、
パ
ラ
レ

ル
・
デ
ッ
ト
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
備
え
て
個
々
の
貸
付
人
が
自
己
の
被
担
保
債
権
の
範
囲
内
で
も
抵
当
権
を
設
定
す
る
ド
イ
ツ

型
が
あ
る

（
49
）

。

一
方
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
に
類
似
す
る
が
、
こ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
、
連
帯
債
権
方
式
（joint and several 

creditor structure

）
と
い
う
も
の
が
あ
る

（
50
）

。
こ
れ
は
、
個
々
の
貸
付
人
が
連
帯
債
権
者
と
し
て
、
全
貸
付
人
の
債
権
総
額
と
同
額
の
貸
付
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債権者
（受益者）

担保権設定の方法
による信託行為

債権

担保権
受益権

債務者兼
担保権設定者
（委託者）

担保権者
（受託者）

【図 2】担保権信託（直接設定方式）

［出典］長谷川貞之『担保権信託の法理』（勁草書房、2011年） 7 頁

〈第一段階〉

債権者兼
担保権者

担保権移転の方法
による信託行為

担保権 債務者兼
担保権設定者

担保権設定契約

債権

〈第二段階〉

債権者
（委託者兼受益者）

担保権者
（受託者）

担保権

担保権

債務者兼
担保権設定者

債権

受益権

【図 1】担保権信託（二段階設定方式）

［出典］長谷川貞之『担保権信託の法理』（勁草書房、2011年） 7 頁
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エージェント
＝貸付人 1（100） 借入人

貸付人 2（200）

貸付人 3（300）

パラレルデット

担保権　600

パラレルデットパラレルデット
200200

200200

300300

300300

100100 同一内容同一内容

担保権　200担保権　200

担保権　300担保権　300

【図 4】パラレル・デット方式（個別併用型）

［出典］洞鶏敏夫ほか「パラレル・デット方式による新しいシンジケート・ロー
ンの試み（上）」NBL952号（2011年）22頁

エージェント
＝貸付人 1（100） 借入人

*カッコ内は各貸付人の固有の貸付債権額を表す。

貸付人 2（200）

貸付人 3（300）

パラレルデット
パラレルデットパラレルデット

200200

200200

300300

300300

100100
同一内容同一内容

担保権　600

【図 3】パラレル・デット方式（集中管理型）

［出典］洞鶏敏夫ほか「パラレル・デット方式による新しいシンジケート・ロー
ンの試み（上）」NBL952号（2011年）19頁
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債
権
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
連
帯
債
権
者
の
う
ち
の
一
人
が
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
な
り
、
債
権
総
額
を
被
担
保
債

権
と
し
て
担
保
権
を
設
定
し
、
債
権
者
間
契
約
に
基
づ
い
て
、
元

本
や
利
息
の
回
収
、
担
保
権
の
実
行
を
行
い
、
連
帯
債
権
者
で
あ

る
他
の
貸
付
人
に
こ
れ
を
分
配
す
る
も
の
で
あ
る

（
51
）（【

図
5
】）。
こ

れ
は
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
の
成
立
に
疑
義
が
あ
る
ロ
シ
ア

や
チ
ェ
コ
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が

（
52
）

、
す
べ
て
の

貸
付
債
権
が
連
帯
債
権
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
貸

付
人
は
総
債
権
額
の
請
求
や
受
領
が
可
能
と
な
り
、
受
領
し
た
貸

付
人
に
対
す
る
他
の
貸
付
人
の
分
配
請
求
権
が
満
足
さ
れ
な
い
危

険
を
負
担
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

五　

 「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
め
ぐ
る
議
論
が

日
本
民
法
に
示
唆
す
る
も
の

│
結
び
に
代

え
て

以
上
の
と
お
り
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
含
む
大
陸
諸
国
に
お
い
て
は
、

付
従
性
の
概
念
に
著
し
い
違
い
が
あ
り
、
独
自
の
不
動
産
担
保
制

エージェント
＝貸付人 1（100） 借入人

貸付人 2（200）

貸付人 3（300）

担保権　600

600600

600600

600600

連
　
帯
　
債
　
権

【図 5】連帯債権方式

［出典］洞鶏敏夫ほか「パラレル・デット方式による新しいシンジケート・ロー
ンの試み（上）」NBL952号（2011年）20頁



二
三
二

度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
域
内
市
場
の
統
一
の
た
め
に
は
、
調
和
の
と
れ
た
共
通
の
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
が
望
ま
れ
る

が
、
そ
れ
を
平
準
化
な
い
し
統
一
す
る
に
は
か
な
り
の
困
難
さ
を
伴
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
の
通
説
的
見
解
は
、
被
担
保
債
権
が
将
来
に
お
い
て
存
在
・
確
定
す
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
担
保
権
の
設
定
は
認

め
ら
れ
る
と
し
、
付
従
性
を
緩
和
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
担
保
権
の
非
付
従
性
を
説
く
一
部
の
学
説

（
53
）

を
除
い
て
、
債
権
の
な
い
と
こ
ろ
に

担
保
物
権
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
を
一
般
的
に
承
認
す
る
わ
け
で
は
な
い

（
54
）

。
わ
が
国
で
は
、
法
規
に
基
づ
い
て
実
質
的
な
処
理
が
な
さ
れ

る
ド
イ
ツ
の
場
合
と
は
異
な
り
、
付
従
性
の
理
論
が
直
接
か
つ
生
の
形
で
よ
り
多
く
機
能
す
る
傾
向
に
あ
り
、
経
済
的
需
要
に
合
わ
せ
な

が
ら
付
従
性
の
理
論
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
基
盤
が
あ
る
。

非
典
型
担
保
で
は
、
譲
渡
担
保
権
の
設
定
に
お
い
て
、
若
干
の
判
例
は
、
譲
渡
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
が
分
離
す
る
担

保
形
態
を
容
認
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る

（
55
）

。
従
来
の
学
説
も
ま
た
、
判
例
の
影
響
を
受
け
て
、
譲
渡
担
保
の
付
従
性
と
い
う
議
論
の
な
か

で
、
そ
の
多
く
が
担
保
を
取
得
す
る
者
は
債
権
者
に
限
ら
ず
第
三
者
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
解
し
て
い
る

（
56
）

。
設
定
者
は
、
約
定
に
よ

り
債
務
を
弁
済
し
な
け
れ
ば
担
保
権
が
実
行
さ
れ
る
も
の
と
覚
悟
し
て
い
る
で
あ
っ
て
、
付
従
性
の
機
械
的
な
適
用
を
要
求
し
て
担
保
権

者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
が
分
離
す
る
担
保
形
態
を
原
理
的
に
否
定
す
る
理
由
が
な
い
と
理
解
し
て
い
る
も
の
思
わ
れ
る
。

一
方
、
被
担
保
債
権
の
債
権
者
で
な
い
者
が
担
保
権
者
と
な
る
法
律
関
係
を
認
め
る
立
法
例
と
し
て
は
、
明
治
三
八
年
制
定
の
担
保
付

社
債
信
託
法
に
お
い
て
社
債
を
担
保
付
で
発
行
す
る
場
合
（
担
信
法
三
八
条
）、
昭
和
四
六
年
の
根
抵
立
法
に
よ
っ
て
民
法
典
に
挿
入
さ
れ

た
根
抵
当
権
の
準
共
有
の
場
合
（
民
法
三
九
八
条
の
一
三
）、
お
よ
び
、
平
成
一
八
年
の
信
託
法
改
正
に
よ
り
新
た
に
導
入
さ
れ
た
担
保
権

信
託
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
）
の
場
合
（
信
託
法
三
条
一
号
・
二
号
、
五
五
条
）
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

（
57
）

。

信
託
と
い
う
制
度
は
、
財
産
の
帰
属
者
と
利
益
享
受
者
と
を
分
断
さ
せ
な
が
ら
「
財
産
の
安
全
地
帯
」
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
、
財
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産
権
を
権
利
者
の
様
々
な
目
的
追
求
に
応
じ
た
形
に
転
換
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
信
託
の
転
換
機
能
」
と
呼

ぶ
が
、
担
保
権
信
託
の
設
定
は
、「
権
利
者
の
数
の
転
換
」
の
典
型
例
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
58
）

。
立
法
担
当
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
担

保
権
信
託
は
、
受
益
者
の
有
す
る
被
担
保
債
権
の
存
在
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
、
社
債
以
外
の
債
権
一
般
に
つ
い
て
被
担
保

債
権
と
の
付
従
性
を
排
除
し
た
担
保
権
の
創
設
を
新
た
に
認
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
民
法
上
の
原
則
と
実
質
的
に
何
ら
矛
盾
・
抵
触
す
る

も
の
で
は
な
い

（
60
）

。
し
か
し
、
担
保
権
信
託
の
創
設
に
よ
り
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
な
ど
の
債
権
者
の
異
な
る
複
数
の
債
権
を
一
つ
の

担
保
権
で
担
保
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
担
保
付
社
債
信
託
法
と
同
様
の
ス
キ
ー
ム
で
社
債
以
外
の
債
権
一
般
に
つ
い
て
債
権
の

流
動
化
を
図
り
、
債
権
者
に
交
代
が
あ
っ
て
も
こ
れ
に
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
の
で
き
る
担
保
制
度
を
認
め
た
と
い
う
点
で
は
、
重
要
な

意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
担
保
権
信
託
は
、
被
担
保
債
権
の
債
権
者
が
取
得
す
る
受
益
権
を
優
先
・
劣
後
に
分
け
て
階
層

化
す
る
こ
と
で
、
担
保
権
自
体
に
頼
ら
な
い
多
様
か
つ
柔
軟
な
担
保
設
定
を
可
能
と
す
る
も
の
と
い
え
る

（
59
）

。

抵
当
権
な
ど
の
約
定
担
保
物
権
で
は
、
与
信
に
お
け
る
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
り
、
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
は
分
離
す
る

が
、
被
担
保
債
権
が
担
保
権
の
実
行
の
時
に
ま
で
に
確
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
被
担
保
債
権
は
特
定
さ
れ
て
、
付
従
性
の
要

件
を
満
た
す
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
充
填
式
抵
当
権

（
フ
民
二
四
二
二
条
）
で
あ
る
。
充
填
式
抵
当
権
で
は
、
設
定
段
階
で
は
ま
っ
た
く
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
別
個
の
債
権
を
担
保
と
し
、
か

つ
、
当
初
の
債
権
者
だ
け
で
な
く
新
た
な
債
権
者
に
対
し
て
も
充
填
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
担
保
債
権
の
範
囲
を
拡

大
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
担
保
権
信
託
の
よ
う
に
、
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
が
分
離
す
る
担
保
形
態

を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
充
填
式
抵
当
権
（
フ
民
二
四
二
二
条
）
と
は
異
な
り
、
設
定
段
階
で
は
ま
っ
た
く
予
定
し
て
い

な
か
っ
た
別
個
の
債
権
を
担
保
と
し
、
か
つ
、
当
初
の
債
権
者
だ
け
で
な
く
新
た
な
債
権
者
に
対
し
て
も
充
填
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の



二
三
四

で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
被
担
保
債
権
の
範
囲
の
問
題
ま
で
が
付
従
性
の
問
題
の
中
で
議
論
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
付
従
性

と
は
別
に
特
定
性
と
い
う
角
度
か
ら
担
保
物
権
と
被
担
保
債
権
と
の
関
係
を
捉
え
直
す
と
、
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
が
分

離
す
る
担
保
形
態
は
、
被
担
保
債
権
の
特
定
を
通
じ
て
付
従
性
を
獲
得
す
る
過
程
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
最
終
的
に
は
一
致
す
べ

き
運
命
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う

（
61
）

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
で
は
、
担
保
権
信
託
に
よ
る
担
保
権
設
定
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
付
従
性
を
排
除
す
る
担
保
制
度
の
創
設
を
議

論
す
る
こ
と
な
く
、
同
じ
効
果
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

担
保
法
が
直
接
に
経
済
の
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
担
保
法
制
の
変
革
が
経
済
の
構
造
的
変
化
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
変
革
は
、
従
来
、
急
速
に
進
展
す
る
経
済
の
要
請
に
受
動
的
に
反

応
す
る
も
の
と
し
て
、
実
践
的
で
か
つ
個
別
的
な
利
益
衡
量
に
基
づ
く
処
理
に
終
始
す
る
こ
と
が
多
く
、
基
礎
と
な
る
理
論
的
な
裏
づ
け

は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
62
）

。
担
保
物
権
の
非
付
従
性
に
関
す
る
議
論
も
、
そ
の
よ
う
な
基
礎
研
究
の
欠
落
す
る
領
域
の
一
つ
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
の
分
離
す
る
担
保
形
態
の
出
現
は
、
付
従
性
の
概
念
に
再
考
を
促
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

担
保
権
信
託
に
代
わ
り
あ
る
い
は
こ
れ
を
補
完
す
る
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
の
導
入
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
わ
が
国
の
担
保
法
制
は
多
様

化
な
い
し
進
化
の
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
じ
っ
く
り
検
討
を
要
す
る
と
い
え
よ
う

（
63
）

。

（
1
） 

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
（
潮
見
佳
男
訳
）「
現
在
お
よ
び
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
の
中
で
の
ド
イ
ツ
民
法
」
民
商
一
三
四
巻
二
号

（
二
〇
〇
六
年
）
一
七
八
頁
以
下
。
民
法
の
同
化
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
国
内
法
に
お
け
る
民
法
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
で
み
た
と
き
、
真
の
ヨ
ー



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
三
五

ロ
ッ
パ
民
法
典
の
創
設
の
た
め
の
礎
石
と
い
う
よ
り
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
国
内
法
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
潜
在
的
な
混
乱
原
因
と
も
な
り
か
ね
な
い
要

因
を
有
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
に
向
け
た
二
〇
世
紀
中
の
動
き
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
岡
村
堯
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
』（
三

省
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
2
） 
詳
細
は
、
松
岡
久
和
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
構
想
の
現
在
：
不
当
利
得
法
に
関
す
る
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
第
Ⅶ
編
を
素
材
と
し
て
」
戒
能
通
厚
ほ
か
編

『
法
創
造
の
比
較
法
学
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
一
頁
以
下
。

（
3
） 

岡
村
堯
『
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
：
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
下
の
法
構
造
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
四
頁
以
下
。

（
4
） 

岡
村
・
前
掲
注（
1
）五
頁
。

（
5
） 

岡
村
・
前
掲
注（
1
）五
頁
。

（
6
） 

ニ
ー
ス
条
約
の
内
容
は
、
政
治
面
、
制
度
面
に
分
け
ら
れ
る
が
、
詳
し
く
は
、
岡
村
・
前
掲
注（
1
）六
頁
以
下
。

（
7
） 

リ
ス
ボ
ン
条
約
は
、
正
式
に
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
行
条
約
」（T

reaty on E
uropean U

nion

）
と
い
う
が
、
第
一
編
か
ら
第
六
編
に
分
か
れ

て
い
る
。
各
編
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
岡
村
・
前
掲
注（
1
）二
五
頁
以
下
。

（
8
） 

原
加
盟
国
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
（
一
九
五
四
年
加
盟
）
の
ほ
か
、
デ
ン

マ
ー
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
（
以
上
、
一
九
七
三
年
加
盟
）、
ギ
リ
シ
ャ
（
一
九
八
一
年
加
盟
）、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
（
以
上
、

一
九
八
六
年
加
盟
）、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ェ
ー
デ
ン
（
以
上
、
一
九
九
五
年
加
盟
）、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
マ
ル
タ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
（
以
上
、
二
〇
〇
四
年
加
盟
）、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

ル
ー
マ
ニ
ア
（
以
上
、
二
〇
〇
七
年
加
盟
）
の
二
七
か
国
が
加
盟
し
て
い
る
。

（
9
） 

単
一
議
定
書
以
降
の
変
化
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
現
在
で
も
Ｅ
Ｕ
の
中
心
的
地
位
を
占
め
る
Ｅ
Ｃ
自
体
の
法
的
性
質
、
と
く
に
Ｅ
Ｃ
と
加
盟
国

と
の
関
係
は
重
要
で
あ
る
。
須
網
隆
夫
「
Ｅ
Ｕ
の
発
展
と
法
的
性
格
の
変
容
│
『
Ｅ
Ｕ
・
Ｅ
Ｃ
へ
の
権
限
移
譲
』
と
『
補
完
性
の
原
則
』
│
」
大
木

雅
夫
＝
中
村
民
雄
編
著
『
多
層
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
法
』（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
二
七
三
頁
以
下
。

（
10
） 

統
一
通
貨
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
二
年
に
ユ
ー
ロ
が
導
入
国
で
法
定
通
貨
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
岡
村
・
前
掲
注（
1
）六
頁
。

（
11
） 

将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
い
、
民
法
典
の
構
想
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
は
、
予
測
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
統
一



二
三
六

し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
の
創
設
を
必
要
と
す
る
理
由
と
し
て
は
、
域
内
市
場
の
完
成
や
越
境
取
引
に
対
す
る
障
壁
の
除
去
、
取
引
費
用
の
削
減
、

越
境
労
働
者
ら
の
直
面
す
る
法
的
危
機
の
解
決
の
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
共
有
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
築
く
の
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
「
ひ
と
つ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
に
関
す
る
哲
学
」
戒
能
通
厚
ほ
か
編
『
法
創
造
の
比
較
法
学
：
先
端
的
課
題
へ
の
挑
戦
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）

二
七
一
頁
以
下
。

（
12
） 

詳
細
は
、
松
岡
・
前
掲
注（
2
）一
八
三
頁
以
下
。

（
13
） 

田
中
素
香
ほ
か
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
﹇
第
三
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
頁
以
下
、
一
四
頁
以
下
、
二
〇
五
頁
以
下
な
ど
。
詳
細

は
、O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, F
lexibility, S

ecurity and E
ffi  ciency of S

ecurity R
ights over R

eal P
roperty in E

urope 

V
olum

e Ⅲ
, vdp ’s publication series, V

ol.44 

（2010, 2
nd revised and extended edition

）, pp.113 et seq., O
tm

ar M
.S

töcker, D
ie 

“H
ypothek ” 

（U
ntersuchunge über das S

par-, G
iro- und K

reditw
esen. A

bteilung B
, R

echtsw
issenshaft, B

d 76

）, D
uncker &

 

H
unblot 1992, S

.216 ff ., C
hristof K

riesgen, E
in B

innenm
arkt für den H

ypothekarkredit: D
er V

orschlag zur E
inführung einer 

E
urohypothek unter besonderer B

erücksichtigung des S
icherungsvertrages 

（R
eihe: R

echtsw
issenschaft

・B
and 8

）, E
U
L
 

V
erlag 2004, S

.38 ff .,

倉
重
八
千
代
「
欧
州
統
合
に
よ
る
ド
イ
ツ
抵
当
制
度
へ
の
影
響
│
抵
当
権
の
付
従
性
を
考
え
な
が
ら
」
社
会
科
学
研
究
科

紀
要
﹇
早
稲
田
大
学
大
学
院
﹈・
別
冊
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
九
一
頁
。

（
14
） 

ウ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
・
ド
ロ
ー
プ
ニ
ッ
ヒ
（
船
橋
秀
明
訳
）「
担
保
取
引
│
整
理
統
合
か
そ
れ
と
も
多
様
化
か
」
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム

編
著
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
債
務
法
の
変
遷
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
六
五
頁
以
下
、
イ
ン
ゴ
・
ゼ
ン
ガ
ー
（
野
田
和
裕
訳
）「
包
括
担
保
に
お
け
る

不
確
実
性
は
解
決
し
た
か
？
│
過
剰
担
保
に
お
け
る
解
放
請
求
権
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
│
」
川
角
由
和
ほ
か
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
動
向

と
課
題
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
）
四
四
九
頁
以
下
。

（
15
） O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13

）, pp.44 et seq.

（
16
） 

物
的
担
保
の
史
的
発
展
と
担
保
権
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
石
田
文
次
郎
『
担
保
物
権
法
論
上
巻
』（
有
斐
閣
、
第
三
版
・

一
九
三
六
年
）
一
頁
以
下
が
詳
細
に
こ
れ
を
論
じ
る
。



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
三
七

（
17
） 

歴
史
的
な
沿
革
に
つ
い
て
は
、W

olfgang M
inke, D

ie A
kzessorietät: eine U

ntersuchung zur P
fandrechtskonstrukition in 

T
heorie und G

esetzgebung des 19. Jahrhunderts 

（1987

）, S
.1 ff . D

ieter M
edicus, D

ie A
kzessorietät im

 Z
ivilrecht, JuS

.1971, 

S
.498 ff .

（
18
） 
林
良
平
編
『
注
釈
民
法
⑻
物
権
⑶
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
七
頁
﹇
林
良
平
﹈、
森
島
昭
夫
＝
宇
佐
見
大
司
「
抵
当
権
の
附
従
性
」
法
セ
ミ

三
六
五
号
（
一
九
八
五
年
）
七
八
頁
、
高
木
多
喜
男
「
抵
当
権
の
附
従
性
と
特
定
性
」
法
時
三
八
巻
三
号
（
一
九
六
六
年
）
八
頁
以
下
な
ど
。
担
保

権
の
債
権
に
対
す
る
従
属
性
を
示
す“akzessorietät ”

を
「
付
従
性
」
と
訳
し
た
の
は
、
石
坂
音
四
郎
博
士
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
鳥
山
泰
志
「
抵

当
本
論
の
再
考
序
説
⑴
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
頁
以
下
、
一
四
頁
注（
30
）。

（
19
） O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13

）, 44, 49 et seq..

（
20
） 

長
谷
川
貞
之
『
担
保
権
信
託
の
法
理
：
い
わ
ゆ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
の
基
本
構
造
と
運
用
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
五
七
頁

以
下
、
一
三
一
頁
。

（
21
） 

前
掲
注（
13
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。

（
22
） S

tefanie K
ohls, D

ie H
ypothek im

 französischen und im
 deutschen R

echt 

（E
uropaische H

ochschulschriften: R
eihe 2, 

R
echtsw

issenschaft:; B
d. 2650

）, P
eter L

ang, 1999, S
.15 ff .

（
23
） 

於
保
不
二
雄
（
高
木
多
喜
男
補
訂
）『
現
代
外
国
法
典
叢
書
⑶
独
逸
民
法
﹇
Ⅲ
﹈
物
権
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
・
覆
刻
版
）
二
七
八
頁
以

下
。

（
24
） 

中
山
知
己
「
ド
イ
ツ
土
地
債
務
の
担
保
的
機
能
⑴
」
立
命
館
法
学
一
八
五
号
（
一
九
八
六
年
）
四
〇
頁
以
下
、
大
島
浩
之
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る

土
地
債
務
（G

rundschuld

）
の
関
係
⑴
│
公
示
制
度
と
非
占
有
担
保
制
度
の
理
論
的
関
係
の
解
明
を
目
的
と
し
て
│
」
早
稲
田
法
学
八
〇
巻
四
号

（
二
〇
〇
五
年
）
一
四
三
頁
以
下
な
ど
。
わ
が
国
の
抵
当
権
と
ド
イ
ツ
の
土
地
債
務
・
所
有
者
抵
当
と
の
比
較
に
つ
き
、
加
藤
一
郎
「
ド
イ
ツ
抵
当

制
度
と
わ
が
民
法
の
改
正
│
所
有
者
抵
当
を
中
心
と
し
て
│
」
比
較
法
研
究
一
六
号
（
一
九
五
七
年
）
一
三
頁
以
下
、
山
田
晟
「
民
法
改
正
と
所
有

者
抵
当
」
財
政
経
済
弘
報
五
五
七
号
（
一
九
五
六
年
）
五
頁
以
下
、
同
「
立
法
論
と
し
て
所
有
者
土
地
債
務
を
み
と
め
る
べ
き
か
」
法
協
九
七
巻
九

号
（
一
九
八
一
年
）
一
二
一
三
頁
以
下
が
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
お
り
、
本
稿
の
問
題
に
対
す
る
今
後
の
指
針
と
な
り
う
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。



二
三
八

（
25
） D

ieter M
edicus, a.a.O

.

（17

）, JuS
.1971, S

.498 ff . 

メ
デ
ィ
ク
ス
教
授
は
、
抵
当
権
・
質
権
の
付
従
性
ド
グ
マ
を
あ
ら
わ
す
規
定
と
し
て
、

ド
民
一
一
六
一
条
一
項
第
一
文
の
規
定
以
外
に
一
〇
か
条
の
規
定
（
一
一
三
一
条
一
項
、
一
二
〇
四
条
、
一
二
七
三
条
、
一
一
一
八
条
、
一
二
一
〇

条
一
項
第
一
文
、
一
一
三
七
条
一
項
第
一
文
、
一
二
一
一
条
一
項
第
一
文
、
一
二
五
二
条
、
一
一
五
三
条
一
項
、
一
二
五
〇
条
一
項
第
一
文
）
を
挙
げ
て
、

民
法
に
お
け
る
付
従
性
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
小
杉
茂
雄
「
い
わ
ゆ
る
非
典
型
担
保
に
お
け
る
『
附
従
性
』
に
つ
い
て
（
上
）」
判
タ

四
七
八
号
（
一
九
八
二
年
）
二
五
頁
以
下
参
照
。
こ
れ
に
対
し
、
民
法
典
に
規
定
が
な
い
譲
渡
担
保
（Sicherungsübereignung

）
に
つ
い
て
は
、
民
法

典
に
規
定
が
な
い
約
定
担
保
で
あ
り
、
法
の
支
配
を
受
け
な
い
と
い
う
理
由
で
、「
付
従
性
な
き
譲
渡
担
保
」
と
い
う
理
解
で
学
説
は
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
付
従
性
を
要
求
し
な
く
と
も
、
付
従
性
に
代
わ
る
同
様
の
も
の
（
代
用
物
）
が
当
事
者
間
の
契
約
に
よ
り
譲
渡
担
保
に
存
在
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。Karsten S

chm
idt, Z

ur A
kzessorietätsdiskussion bei S

icherungsübereignung und S
icherungsabtretung, 

in: F
estschrift für R

olf S
erick zum

 70. G
eburstag 

（1992

）, S
.333.

（
26
） 

上
原
由
起
夫
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
抵
当
制
度
の
展
開
と
『
投
資
抵
当
』
│
抵
当
権
発
達
の
シ
ェ
ー
マ
と
の
関
連
を
中
心
と
し
て
│
」
早
稲
田
法

学
会
雑
誌
二
九
巻
（
一
九
七
八
年
）
七
九
頁
以
下
。

（
27
） 

川
上
太
郎
＝
實
方
正
雄
＝
柳
瀨
兼
介
（
高
木
多
喜
男
補
訂
）『
現
代
外
国
法
典
叢
書
⒅
仏
蘭
西
民
法
﹇
Ⅴ
﹈
財
産
取
得
法
⑷
』（
有
斐
閣
、

一
九
五
六
年
・
覆
刻
版
）
二
四
〇
頁
以
下
。

（
28
） 

フ
民
二
四
二
二
条
：
一
項　

抵
当
権
は
、
設
定
行
為
に
よ
っ
て
明
示
に
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
後
に
、
設
定
行
為
で
記
載
さ
れ
た
債
権

と
は
別
の
担
保
の
た
め
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
／
二
項　

設
定
者
は
、
設
定
行
為
に
お
い
て
予
定
さ
れ
、
か
つ
、
二
四
三
三
条
に
書
か
れ
た

額
を
限
度
と
し
て
、
当
初
の
債
権
者
（le ereacier originaire
）
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
債
権
者
が
弁
済
を
受
け
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
新
た
な
債
権
者
（un nouveau cream

cier

）
に
対
し
て
も
担
保
を
供
与
し
得
る
。
／
三
項　

充
填
合
意
（convention de 

rechargeable

）
は
、
そ
れ
が
当
初
の
債
権
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
新
た
な
債
権
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
公
証
さ
れ
た
形
式
に
よ
る
。
／
四
項　

公
示
は
、
充
填
式
抵
当
権
（l ’hypothéque rechargeam

ent

）
の
上
に
登
記
を
な
し
た
債
権
者
の
間

で
順
位
を
決
定
す
る
。
／
五
項　

公
示
は
、
充
填
式
抵
当
権
（l ’hypothéque rechargeam

ent

）
の
上
に
登
記
を
な
し
た
債
権
者
の
間
で
順
位
を

決
定
す
る
。
／
六
項　

本
条
の
規
定
は
、
公
序
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
す
べ
て
の
条
項
は
書
か
れ
て
い
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
三
九

（
29
） 

充
填
式
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
、
紹
介
と
分
析
が
あ
る
。
片
山
直
也
「
二
〇
〇
六
年
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
の
概
要
：
不
動
産
担

保
に
関
す
る
改
正
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
一
三
三
五
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
九
頁
以
下
、
太
矢
一
彦
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
充
填
式
抵
当
権

（l ’hypothéque rechargeable

）
と
抵
当
権
付
終
身
貸
付
（le pret viager hypothécaire

）
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
九

年
）
一
八
五
頁
以
下
な
ど
。

（
30
） 

山
野
目
章
夫
「
二
〇
〇
六
年
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
の
概
要
：
企
画
趣
旨
の
説
明
及
び
今
般
改
正
の
評
価
」
ジ
ュ
リ
一
三
三
五
号
（
二
〇
〇
七

年
）
三
四
頁
以
下
）。

（
31
） 

前
掲
注（
13
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。

（
32
） 

ス
イ
ス
の
債
務
証
券
に
は
付
従
性
が
な
く
、
加
盟
国
が
既
に
行
っ
て
い
る
信
用
手
段
と
並
列
し
て
債
務
証
券
の
流
通
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

ス
イ
ス
の
債
務
証
券
の
典
型
に
従
っ
て
統
一
的
に
妥
当
す
る
不
動
産
担
保
制
度
を
創
設
し
、
従
来
の
付
従
性
の
強
い
抵
当
権
の
も
つ
法
的
・
経
済

的
・
実
際
的
な
不
便
を
回
避
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
倉
重
・
前
掲
注（
13
）一
〇
二
頁
に
簡
単
な
要

約
が
あ
る
。

（
33
） O

tm
ar M

.S
töcker, a.a.O

. 

（13

）
の“D

ie E
urohypothek ”

（1992

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
年
の
一
九
九
一
年
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル

ク
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
公
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
博
士
論
文
の
原
タ
イ
ト
ル
は
、「『
ユ
ー
ロ
抵
当
』
│
『
抵
当
信
用
に
お
け
る
域
内
市
場

構
築
』
に
と
っ
て
、
統
一
的
・
非
付
従
的
不
動
産
担
保
物
権
が
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
（
ド
イ
ツ
抵
当
信
用
実
務
に
お
け
る
土
地
債
務
の
利
用
、
並

び
に
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
イ
ス
抵
当
権
の
利
用
に
関
す
る
記
述
と
併
せ
て
）」
と
な
っ
て
い
る
。
倉
重
・
前
掲
注（
13
）一
〇
〇
頁
以
下
。

（
34
） O

tm
ar M

.S
töcker, a.a.O

. 

（13

）, S
.216 ff . 

こ
の
論
文
の
概
要
と
し
て
、
中
山
知
己
「〈
資
料
〉
シ
ュ
テ
ッ
カ
ー
『
ユ
ー
ロ
抵
当
』
│
Ｅ
Ｃ

不
動
産
担
保
法
の
基
本
構
想
」
山
口
経
済
学
雑
誌
四
一
巻
一
＝
二
号
（
一
九
九
三
年
）
一
二
五
頁
以
下
に
紹
介
が
あ
る
。

（
35
） 

倉
重
・
前
掲
注（
13
）一
〇
三
頁
に
シ
ュ
テ
ッ
カ
ー
博
士
の
見
解
が
要
約
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
36
） O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13

）, 6 et seq..

（
37
） 

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
ド
イ
ツ
抵
当
証
券
協
会
の
調
査
研
究
に
係
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
て
い
な
い
の
は
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
キ
プ
ロ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア
、
マ
ル
タ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
九
か
国
で
あ
る
。
末
尾
【
資
料
】
参
照
。
本



二
四
〇

資
料
は
、
オ
ト
マ
ー
ル
・
シ
ュ
ッ
テ
カ
ー
博
士
（
講
演
）﹇
通
訳
：
中
山
知
己
・
明
治
大
学
法
科
大
学
院
教
授
﹈「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
と
日
本
の
不
動

産
担
保
法
比
較
」
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
八
日
（
於
・
明
治
大
学
）
で
配
布
さ
れ
た
資
料
を
基
に
一
部
加
筆
し
て
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
38
） S

chriftenreihe des V
erbandes D

eutscher P
fandbriefbanken

と
し
て
、
第
二
三
巻
、
第
三
二
巻
、
第
三
七
巻
、
第
三
九
巻
﹇
英
語
版
﹈、

第
四
三
巻
、
第
四
四
巻
﹇
英
語
版
﹈（O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13

））
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
39
） T

he F
orum

 G
roup ’s report: T

he Integration of the E
U
 M

ortgage C
redit M

arkets-R
eport by the F

orum
 G

roup on 

M
ortgage C

redit, B
russels 2004.

http://ec.europa.eu/internal_m
arket/fi nservices-retail/docs/hom

e-loans/2004-report-integration_en.pdf

（
40
） E

uropean C
om

m
ission, G

reen P
aper‒M

ortgage C
redit in the E

U
, B

russels, 17.6.2005, (47) and (48).

な
お
、
併
せ
て
、R

eport 

for E
uropean C

om
m
ission D

G
-Internal M

arket and S
ervices by L

ondon E
conom

ics: T
he C

osts and B
enefi ts of Integration of 

E
U
 M

oergage K
arkets, A

ugust 2005

参
照
。

http://w
w
w
.ecb.int/pub/pdf/other/eum

ortgagecreditconsultationen.pdf#search

（
41
） E

uropean M
ortgage F

ederation (E
M

F
), S

tudy on the E
ffi  ciency of the M

ortgage C
ollateral in the E

urope U
nion (2007) 

[http://w
w
w
.hypo.org/C

ontent/].

http://w
w
w
.law

.berkeley.edu/fi les/bclbe/E
U
_E

ffi  ciency_M
ortgage_C

ollateral_2007.pdf#search

（
42
） O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13

）, 9-10.

（
43
） O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13
）, 49.

お
よ
び
前
掲
注（
18
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。

（
44
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）一
三
一
頁
以
下
。

（
45
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）六
頁
以
下
、
五
一
頁
以
下
、
一
四
六
頁
以
下
。

（
46
） A

.C
.F

.G
. T

hiele, C
ollective S

ecurity A
rrangem

ents, K
luw

er L
egal P

ub., 2003, pp.1-17, 19-25, 58-83, 145-158, 164-167, 

211-225 and 275-282.

併
せ
て
、
村
上
智
裕
「
担
保
付
き
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
条
項
の
意
義
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
〇
二

号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
六
頁
以
下
、
洞
鶏
敏
夫
ほ
か
「
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
に
よ
る
新
し
い
担
保
付
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
の
試
み
（
上
）



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
四
一

│
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
の
諸
外
国
に
お
け
る
活
用
状
況
と
日
本
法
上
の
位
置
づ
け
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
六
頁
以
下
。

（
47
） 

連
帯
債
権
は
、
代
理
や
債
権
譲
渡
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ロ
ー
マ
法
の
下
で
、
債
権
取
立
の
代
理
権
を
授
与
さ
れ
た
者
ま
た
は
債
権
を
譲

り
受
け
る
者
を
連
帯
債
権
者
と
し
て
加
入
さ
せ
て
債
権
を
取
り
立
て
さ
せ
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
代
理
や
債
権
譲
渡
は

法
制
度
と
し
て
民
法
典
上
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
取
引
界
で
の
連
帯
債
権
の
制
度
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
ま
た
、
受
領
し
た
債

権
者
に
対
す
る
他
の
債
権
者
の
分
配
請
求
権
が
満
足
さ
れ
な
い
危
険
も
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
利
用
に
は
消
極
的
な
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。

D
r. S

onia M
eier, D

ie G
esam

tgläbigerschaft

│ein unbekanntes, w
eil überflüssiges W

esen? A
cP

 205 (2005), S
.858ff. 

椿
寿
夫

「
複
数
債
権
者
と
分
割
原
則
」
同
・
民
法
研
究
Ⅰ
（
第
一
法
規
、
一
九
八
三
年
）
一
一
六
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
、
現
在
進
行
中
の
債
権
法
改
正
に

お
い
て
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
が
示
す
提
案
に
は
、
い
く
つ
か
の
裁
判
例
に
お
い
て
連
帯
債
権
の
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
債

権
の
二
重
譲
受
人
の
債
務
者
に
対
す
る
権
利
に
つ
い
て
一
定
の
場
合
に
連
帯
債
権
と
す
る
学
説
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
現
存
の
「
不
可
分
債
権
」

（
民
法
四
二
八
条
、
四
二
九
条
、
四
三
一
条
）
と
実
質
的
に
入
れ
替
え
る
形
で
連
帯
債
権
の
規
定
が
新
設
さ
れ
て
い
る
（【3.1.6.01

】【3.1.6.03

】

【3.1.6.04

】）。
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『〈
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
六
号
〉
民
法
改
正
の
基
本
方
針
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
二
三
九

頁
│
二
四
〇
頁
。

（
48
） 

洞
鶏
ほ
か
・
前
掲
注（
46
）一
九
頁
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
契
約
の
成
立
に
約
因
（consideration

）
を
必
要
と
す
る
が
、
捺
印
証
書
（deed

）
の

形
式
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
は
約
因
が
不
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
務
上
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
条
項
を
担
保
権
設
定
契
約
な
い
し

債
権
者
間
契
約
で
捺
印
証
書
の
形
式
で
も
っ
て
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
約
因
の
問
題
を
回
避
で
き
る
。

（
49
） 

洞
鶏
ほ
か
・
前
掲
注（
46
）二
二
頁
ド
イ
ツ
で
は
、
抽
象
的
な
債
務
負
担
行
為
は
、
要
式
性
の
要
件
が
充
た
さ
れ
る
限
り
、
契
約
上
の
有
効
な
債

務
と
し
て
発
生
し
（
ド
民
法
七
八
〇
条
、
七
八
一
条
）、
債
権
債
務
を
自
由
に
設
計
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
の
抵
当
制

度
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
付
従
性
を
欠
く
土
地
債
務
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
に
対
応
す
る
債
権
を
ミ
ラ
ー
債
権
と
し
て
成
立

さ
せ
、
こ
れ
を
担
保
す
る
こ
と
は
解
釈
上
も
十
分
可
能
で
あ
る
。

（
50
） 

洞
鶏
ほ
か
・
前
掲
注（
46
）二
〇
頁
。

（
51
） 

洞
鶏
ほ
か
・
前
掲
注（
46
）二
〇
頁
。



二
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（
52
） 

洞
鶏
ほ
か
・
前
掲
注（
46
）二
一
頁
。
連
帯
債
権
方
式
は
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
の
成
立
に
疑
義
の
あ
る
国
（
例
え
ば
、
ロ
シ
ア
、
チ
ェ
コ

な
ど
）
が
関
係
す
る
取
引
で
み
ら
れ
る
と
い
う
が
、
と
く
に
出
典
な
い
し
資
料
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
53
） 
例
え
ば
、
田
島
順
『
担
保
物
権
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
三
七
年
）
一
五
頁
以
下
、
一
九
頁
は
、
担
保
権
の
付
従
性
は
当
事
者
の
意
思
解
釈
に
よ
っ

て
決
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
被
担
保
債
権
は
担
保
権
の
実
行
の
時
に
確
定
し
て
い
れ
ば
足
り
る
と
し
、
担
保
権
の
非
付
従
性
を
正
面
か
ら
取
り
上

げ
て
議
論
し
て
い
る
。
詳
細
は
、
鳥
山
泰
志
「
抵
当
本
質
論
の
再
考
序
説
⑵
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
三
八
頁
以
下
、

五
六
頁
。

（
54
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）五
七
頁
。
わ
が
国
の
ド
イ
ツ
法
学
継
受
期
以
降
の
学
説
は
、
抵
当
権
の
本
質
を
付
従
性
に
求
め
、
と
り
わ
け
実
行
に
お

け
る
付
従
性
を
重
要
視
し
て
い
た
。
詳
細
は
、
鳥
山
・
前
掲
注（
53
）八
三
頁
以
下
、
六
一
頁
以
下
。

（
55
） 

大
判
大
正
七
年
一
一
月
五
日
民
録
二
四
輯
二
一
二
二
頁
、
大
判
昭
和
五
年
一
〇
月
八
日
評
論
二
〇
巻
民
法
一
八
頁
。

（
56
） 

鈴
木
録
弥
「
譲
渡
担
保
」
石
井
照
久
ほ
か
編
・
企
業
担
保
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
六
年
）
一
七
三
頁
、
柚
木
馨
＝
高
木
多
喜
男
『
担
保

物
権
法
﹇
第
三
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
）
五
五
八
頁
以
下
、
米
倉
明
『
譲
渡
担
保
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）
七
四
頁
以
下
、

九
九
頁
、
四
宮
和
夫
「
判
例
概
観
」
私
法
二
一
号
（
一
九
五
九
年
）
一
八
二
頁
、
槇
梯
次
『〈
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究
⑰
〉
譲
渡
担
保
の
意
義
と

設
定
』（
一
粒
社
、
一
九
七
六
年
）
四
三
頁
な
ど
。
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）七
二
頁
以
下
。

（
57
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）五
八
頁
、
六
七
頁
以
下
。

（
58
） 

四
宮
和
夫
『
信
託
法
﹇
新
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
一
四
頁
以
下
。

（
59
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）一
〇
九
頁
。

（
60
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）三
二
頁
以
下
。
担
保
権
信
託
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
）
に
対
し
て
は
、
組
成
方
式
と
債
権
者
の
関
与
、
信
託
の

目
的
と
信
託
登
記
に
よ
る
公
示
、
信
託
原
簿
の
記
載
事
項
、
受
託
者
に
よ
る
担
保
の
管
理
、
担
保
権
の
実
行
と
換
価
金
等
の
配
当
並
び
に
被
担
保
債

権
の
消
滅
な
ど
に
つ
い
て
、
問
題
点
が
い
く
つ
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
谷
笹
孝
史
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
論
点
│
動

産
担
保
を
中
心
と
し
て
│
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
〇
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
八
頁
以
下
、
渋
谷
陽
一
郎
「
改
正
信
託
法
下
、
信
託
公
示
制
度
の
流
動
化
・
証

券
化
へ
の
活
用
」
法
時
八
一
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
一
〇
頁
以
下
な
ど
。



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
四
三

（
61
） 

こ
れ
は
、
付
従
性
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
特
定
性
の
問
題
と
い
っ
た
方
が
正
確
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
抵
当

権
の
特
定
性
の
概
念
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
柚
木
馨
『
担
保
物
権
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）

一
八
七
頁
以
下
、
高
木
・
前
掲
注（
18
）八
頁
以
下
。

（
62
） 
内
田
貴
「
担
保
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
法
教
二
六
六
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
頁
以
下
、
道
垣
内
弘
人
「
担
保
物
権
・
序
説
」
加
藤
雅
信
ほ
か
編

『
民
法
学
説
百
年
史
』（
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
）
二
七
六
頁
参
照
。

（
63
） 

詳
細
は
、
近
く
出
版
予
定
の
長
谷
川
貞
之
「
担
保
権
信
託
と
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
に
よ
る
担
保
権
設
定
の
代
替
補
完
性
」
平
井
一
雄
先
生
喜
寿

記
念
『
財
産
法
の
新
動
向
』（
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

﹇
追
記
﹈
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
九
日
（
土
）、
日
本
大
学
法
学
部
比
較
法
研
究
所
Ｅ
Ｕ
法
研
究
会
主
催
（
慶
応
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
Ｅ
Ｕ
研
究
セ

ン
タ
ー
共
催
／
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
後
援
）
の
Ｅ
Ｕ
法
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」
に
お
け
る
標
記
の
報
告
原
稿
に
若
干

の
加
筆
・
補
正
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
範
囲
で
文
献
等
の
注
記
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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【資料】VDPラウンドテーブル参加国の抵当制度

ＥＵ加盟国 ドイツとの比較・異同 自国語による名称

ベルギー（Belgien） ○ Höchstbetragshypothek hypothèque pour toutes sommes

ボスニア（Bosnien） Hypothek hipoteka

ドイツ（Deutschland） ○ Sicherungsgrundschuld ─

デンマーク（Danemark） ○ Eigentümergrundpfandrecht ejerpantebrev

エストニア（Estland） ○ Hypothek hüpoteek

フランス（Frankreich） ○ Hypothek hypothèque

ギリシャ（Griechenland） ○ Hypothek υποθήκη（ipothiki）

日本（Japan） Höchstbetragshypothek Neteito Ken

クロアチア（Kroatien）
Höchstbetragshypothek hipoteka do najvišeg iznosa

kreditna hipoteka
kaucione hipoteka

リトアニア（Litauen） ○ Höchstbetragshypothek maksimalioji hipoteka

オランダ（Niederlande） ○ Bankhypothek Bankhypotheek

ノルウェー（Norwegen） Hypothekenobligation gjort pantobiligasjon

オーストリア（Österreich） ○ Höchstbetragshypothek ─

ポーランド（Polen） ○ Hypothek hipoteka

ポルトガル（Portugal） ○ Hypothek hipoteca

ルーマニア（Rumanien） ○ Hypothek ipoteca imobiliarǎ

ロシア（Russland） Hypothek unomeka（ipoteka）

スウェーデン（Schweden） ○
Immobilienpfandrecht/

Grundpfandrecht
Panträtt（I fast egendom）

スイス（Schweiz）
Sícherungsübereigneter

Inbaberschuldbrief
─

セルビア（Serbien）
Außergerichtlich
durchsetzbare

Höchstbetragshypothek

vansudska izvršna hipoteka na 
najviši iznos

スロバキア（Slowenien） ○ Sicherungsgrundschuld zavarovaini zemljiški dolg

スペイン（Spanien） ○ Höchstbetragshypothek hipoteca de mãxiimo

チェコ（Tschechien） ○ Immobilienpfandrecht zãstavni prãvo k nemovitostem

トルコ（Turkei） Höchstbetragshypothek üst sinir ipoteǧi

ウクライナ（Ukraine） Hypothek inomeka（ipoteka）

ハンガリー（Ungarn） ○ Selbständiges Pfandrecht önãlló zãlogjog

［参考］　オトマール・シュッテカー博士（講演）［通訳：中山知己・明治大学法
科大学院教授］「ヨーロッパ各国と日本の不動産担保法比較」2011年10月18日

（於・明治大学）で配布された資料を基に一部加筆して纏めたものである。



Ｅ
Ｕ
会
社
法
と
日
本
の
事
業
体
法
制
（
松
嶋
）

二
四
五

Ｅ
Ｕ
会
社
法
と
日
本
の
事
業
体
法
制

│
欧
州
私
会
社
（S

P
E

：S
ocietas P

rivata E
uropaea

）
を
中
心
と
し
て

│

松　
　

嶋　
　

隆　
　

弘

一
．
は
じ
め
に
：
本
稿
の
意
図

本
稿
は
、
欧
州
私
会
社
（S
P
E

：S
ocietas P

rivata E
uropaea

）
の
概
要
（
1
）

を
紹
介
し
、
日
本
の
非
公
開
会
社
法
制
（
2
）

と
対
比
す
る
こ
と
で
、

現
行
の
日
本
法
に
お
け
る
非
公
開
会
社
法
制
の
改
善
点
を
認
識
し
、S

P
E

か
ら
一
定
の
立
法
的
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

現
在
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
平
成
一
七
年
制
定
の
会
社
法
が
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
期
を
迎
え
、
次
期
会
社
法
改
正
へ
の
準
備
が
進
ん
で

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
身
を
一
瞥
す
る
に
、
そ
れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
、
公
開
会
社
に
つ
い
て
、
資
本
市
場
の
観
点
か
ら
規
制
の
強
化
を
軸

と
し
た
改
善
を
試
み
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
の
大
部
分
を
占
め
る
非
公
開
会
社
に
関
し
、
抜
本
的
検
討
を
加
え
る
も
の
で
は
な

い
。



二
四
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こ
れ
に
対
し
、
Ｅ
Ｕ
会
社
法
に
お
い
て
は
、
大
多
数
を
占
め
る
中
小
企
業
（S
M
E
s

：S
m
all and M

idium
 E
nterprises

）
を
正
面
か
ら
見

据
え
、
加
盟
国
のS

M
E
s

に
共
通
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
か
つ
柔
軟
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
与
え
る
こ
と
で
、
資
本
の
自
由
移
動
を
促
し
、
域

内
に
お
け
る
企
業
活
動
の
促
進
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
単
一
国
家
で
あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
他
国
と
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
共
通
化
は

さ
し
あ
た
り
問
題
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
わ
が
国
内
の
種
々
の
事
業
体
を
統
合
す
る
事
業
体
法
制
の
構
築
を
試
み
よ
う
と
す
る
立
場
か

ら
す
る
と
（
3
）

、
外
延
た
る
枠
の
中
で
、
設
計
の
自
由
を
許
容
す
るS
P
E

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
十
分
に
参
考
に
さ
れ
る

べ
き
法
制
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
非
公
開
会
社
・
中
小
企
業
を
核
と
し
て
、
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
と
柔
軟
さ
を
基
調
と
し
つ
つ
、

制
度
設
計
を
考
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
予
定
さ
れ
て
い
る
次
期
会
社
法
改
正
の
「
盲
点
」
を
あ
ぶ
り
出
す
も
の
と
し
て
、
日
本
法
に
と
っ

て
有
益
な
検
討
課
題
と
解
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
か
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ま
ず
、S

P
E

の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
、
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
、
次
い
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
非
公

開
会
社
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
定
款
自
治
と
会
社
債
権
者
保
護
の
二
点
か
ら
、S

P
E

と
非
公
開
会
社
を
比
較
し
、S

P
E

か

ら
わ
が
国
事
業
体
法
制
が
学
ぶ
べ
き
も
の
が
何
か
に
つ
き
、
考
え
て
み
た
い
。

な
お
、
あ
ら
か
じ
め
下
記
の
二
点
に
つ
き
述
べ
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
本
稿
で
依
拠
す
るS

P
E

に
関
す
る
条
文
に
つ
い
て
で
あ
る
。
欧
州
私
会
社
（S

P
E

）
法
議
長
修
正
案
に
つ
い
て
は
、
依
然

と
し
て
流
動
的
な
状
況
に
あ
る
。
最
初
の
包
括
的
な
提
案
で
あ
る
欧
州
委
員
会
提
出
欧
州
私
会
社
（S

P
E

）
法
に
関
す
る
理
事
会
規
則
案

（P
roposal for a C

ouncil R
egulation on the S

tatute for a E
uropean P

rivate C
om
pany 

（S
P
E

）, presented by the E
uropean 

C
om
m
ission

：
二
〇
〇
八
年
六
月
二
五
日
：
以
下
、「
理
事
会
規
則
案
」
と
い
う
（
4
）

。）
の
提
出
後
、
二
〇
〇
九
年
三
月
一
〇
日
、
欧
州
議
会

（E
uropean P

arliam
ent

）
は
、
修
正
案
（E

uropean P
arliam

ent L
egislative R

esolution of 10 M
arch 2009 on the P

roposal for a C
ouncil 
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二
四
七

R
egulation on the S

tatute for a E
uropean P

rivate C
om
pany 

（C
O
M
 

（2008

） 0396‒C
6-0283/2008‒2008/0130 

（C
N
S

）：
以
下
、「
欧
州
議

会
案
」
と
い
う
（
5
）

。）
を
承
認
可
決
し
、
議
論
は
カ
ウ
ン
シ
ル
レ
ベ
ル
へ
と
移
っ
た
（
6
）

。
そ
し
て
二
〇
〇
九
年
一
一
月
カ
ウ
ン
シ
ル
の
議
長
国
で

あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
議
長
修
正
案
（R

evised P
residency C

om
prom

ise P
roposal for a C

O
U
N
C
IL
 R
E
G
U
L
A
T
IO
N
 on a E

uropean 

P
rivate C

om
pany

：
以
下
、「
議
長
修
正
案
」
と
い
う
（
7
）

。）
を
提
出
し
、
現
在
そ
れ
に
対
す
る
修
正
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
て
い
る
（
8
）

。
本
稿
は
、

大
枠
は
も
う
こ
れ
以
上
動
か
な
い
と
い
う
仮
定
の
下
、
す
で
に
翻
訳
が
出
て
い
る
理
事
会
規
則
案
の
用
語
を
用
い
つ
つ
、
ほ
ぼ
最
終
案
に

近
い
と
目
さ
れ
る
議
長
修
正
案
を
ベ
ー
ス
と
す
る
。

第
二
に
、
日
本
の
非
公
開
会
社
法
制
と
の
比
較
と
い
う
本
稿
の
関
心
に
鑑
み
、
直
接
の
関
連
を
有
し
な
い
共
同
決
定
（
議
長
修
正
案
第

六
章
）
及
び
登
記
上
の
本
拠
地
の
移
転
（
議
長
修
正
案
第
七
章
（
9
））、

並
び
に
大
部
分
を
国
内
法
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
組
織
再
編
、
解
散
及
び
無

効
（
議
長
修
正
案
第
八
章
（
10
））

は
、
割
愛
す
る
。

二
．S

P
E

の
意
義
と
そ
の
特
徴

1
．S

P
E

の
意
義

Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
、S
M
E
s

は
、
そ
の
数
二
三
〇
〇
万
社
、
域
内
の
会
社
の
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
と
と
も
に
民
間
経
済
部
門
の
雇

用
の
約
七
割
を
支
え
て
い
る
。
そ
し
て
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
調
査
に
よ
る
と
、
域
内
で
事
業
を
行
うS

M
E
s

の
う
ち
約
四
割
が
、
国
際
取

引
の
拡
大
を
望
む
も
の
の
、
そ
の
た
め
の
道
具
立
て
に
乏
し
い
と
考
え
て
お
り
、
海
外
子
会
社
を
保
有
し
た
り
、
国
際
間
の
ジ
ョ
イ
ン

ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
を
行
う
も
の
は
、
わ
ず
か
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
（
大
会
社
の
場
合
に
は
、
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
さ
れ
る
（
11
）

。

S
M
E
s

の
海
外
進
出
に
あ
た
っ
て
の
大
き
な
障
害
の
一
つ
が
、
事
業
体
に
関
す
る
法
規
制
で
あ
る
。
域
内
のS

M
E
s

に
関
し
て
は
、



二
四
八

二
七
か
国
が
国
ご
と
に
異
な
っ
た
規
制
を
有
し
て
お
り
、
結
果
的
に
、
域
内
のS
M
E
s

は
、
設
立
準
拠
法
ご
と
に
、
事
業
体
の
フ
ォ
ー
ム
、

資
本
、
社
員
の
数
な
ど
に
関
し
、
異
な
っ
た
規
制
に
服
す
る
。
海
外
子
会
社
を
有
す
るS

M
E
s

を
例
に
と
る
と
、
親
会
社
と
子
会
社
と
で
、

別
個
の
事
業
体
法
制
に
服
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
か
る
煩
雑
さ
は
、
親
子
と
も
に
同
一
規
制
に
服
す
る
内
国
結
合
企
業
に
比
し
て
、
経
済

的
障
壁
と
な
る
。

Ｅ
Ｕ
法
は
、
か
か
る
国
際
間
の
共
通
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
先
行
例
（
欧
州
経
済
利
益
団
体
（E

E
IG

：T
he 

E
uropean E

conom
ic Interest G

roup

）、
欧
州
協
同
会
社
（E
C
S

：T
he E

uropean C
ooperative S

ociety

）、
欧
州
会
社
（S

E

：S
ocietas E

uropea

）

と
い
っ
た
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。）
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
もS

M
E
s

に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
適
合
的
な
も
の

で
は
な
い
（
12
）

。
た
と
え
ば
、S

E

を
例
に
と
る
と
、
こ
れ
は
本
質
的
にS

M
E
s

よ
り
も
規
模
が
大
き
な
企
業
を
想
定
し
て
制
度
設
計
が
な
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
最
低
資
本
金
規
制
（
一
二
〇
、〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
）、
従
業
員
参
加
に
つ
き
規
定
を
置
く
。
そ
の
結
果
、S

E

は
、

S
M
E
s

に
と
り
使
い
勝
手
が
よ
い
フ
ォ
ー
ム
で
は
な
い
こ
と
と
な
る
。

2
．S

P
E

の
特
徴

で
は
、S

M
E
s

向
き
の
制
度
で
あ
る
と
さ
れ
るS

P
E

と
は
ど
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
の
か
。
議
長
修
正
案
三
条
は
、S

P
E

の
特
徴

と
し
て
、
①
．S
P
E

が
法
人
格
を
有
し
、
持
分
所
有
者
が
引
き
受
け
た
資
本
金
の
限
度
で
の
み
責
任
を
負
う
こ
と
、
②
．
資
本
金
が
持

分
に
分
か
た
れ
て
い
る
こ
と
、
③
．
持
分
が
公
募
及
び
公
開
取
引
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
、
④
．S

P
E

が
設
立
登
記
時
に
お
い
て
、

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
的
要
素
を
有
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

①
．
は
、S

P
E

が
有
限
責
任
の
事
業
体
と
し
て
法
人
格
を
有
す
る
こ
と
を
、
②
．
は
、
株
主
の
出
資
が
資
本
金
を
構
成
す
る
と
定
め
、
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二
四
九

資
本
の
「
エ
ク
イ
テ
ィ
」
性
を
示
す
こ
と
を
、
③
．
は
、S

P
E

の
「P

rivate

」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

④
．
は
、
理
事
会
規
則
案
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、S

P
E

が
加
盟
国
を
ま
た
ぐ
国
際
間
の
共
通
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
理
事
会
規
則
案
は
、
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
的
要
素
に
関
す
る
適
切
な
基
準
を
立
て
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
も
し

か
か
る
事
項
を
要
件
化
す
る
と
、
か
え
っ
て
障
害
に
な
る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
意
図
的
に
掲
げ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
試

み
に
対
し
て
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
五
条
に
明
記
さ
れ
る
「
補
完
性
原
理
（S

ubsidiarity P
rinciple

）」
と
の
抵
触
の
有
無
が
問
わ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
（
13
）

。

こ
の
ほ
か
、
理
事
会
規
則
案
で
は
、
前
述
のS
E

や
他
のS

P
E

の
み
な
ら
ずE

E
IG

やE
C
S

もS
P
E

の
設
立
に
参
加
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
⑤
．
一
人
以
上
の
自
然
人
及
び
／
又
は
法
人
が
設
立
で
き
る
こ
と
と
い
う
特
徴
も
掲
げ
ら
れ
て

い
た
が
、
議
長
修
正
案
で
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

三
．S

P
E

の
概
要
と
わ
が
国
に
お
け
る
非
公
開
会
社
と
の
対
比

1
．
は
じ
め
に

比
較
の
手
始
め
と
し
て
、
議
長
修
正
案
の
章
立
て
ご
と
に
、S

P
E

の
規
定
を
概
観
し
、
次
い
で
相
応
す
る
わ
が
国
の
非
公
開
会
社
の

規
定
を
紹
介
し
、
両
者
を
比
較
し
て
い
き
た
い
。

2
．S
P
E

の
設
立

⑴
．
議
長
修
正
案
第
二
章
は
、S

P
E

の
設
立
に
つ
き
、
①
．
設
立
方
法
に
関
す
る
規
制
（
議
長
修
正
案
五
条
、
五
条
ａ
、
五
条
ｂ
）、



二
五
〇

②
．
名
称
に
関
す
る
規
制
（
議
長
修
正
案
六
条
）、
③
．
本
拠
地
及
び
支
店
に
関
す
る
規
制
（
議
長
修
正
案
七
条
、
一
三
条
）、
④
．
定
款
に
関

す
る
規
制
（
議
長
修
正
案
八
条
）、
⑤
．
登
記
に
関
す
る
規
制
（
議
長
修
正
案
九
条
〜
一
〇
条
、
一
二
条
）、
⑥
．
開
示
に
関
す
る
規
制
（
議
長
修

正
案
一
一
条
）
を
置
く
。

順
次
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
①
．
に
つ
い
て
だ
が
、S

P
E

を
設
立
す
る
に
は
、
ⅰ
．S

P
E

に
関
す
る
規
則
に
従
い
無
か
ら
（ex 

nihilo

）S
P
E

を
設
立
す
る
方
法
、
ⅱ
．
既
存
の
会
社
か
ら
組
織
変
更
す
る
方
法
、
ⅲ
．
既
存
の
会
社
の
合
併
に
よ
る
方
法
の
三
つ
が
あ

る
（
議
長
修
正
案
五
条
一
項
（
14
）

）。
ⅰ
．
の
方
法
は
、S

E

に
関
し
て
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
はS

E

と
対
比
し
た
場
合
のS

P
E

の
顕

著
な
特
性
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
い
で
②
．
は
、
設
立
さ
れ
たS

P
E

が
名
称
の
後
にS

P
E

の
文
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
及
びS

P
E

で
な
い
事
業
体
が

S
P
E

の
名
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
（
議
長
修
正
案
六
条
）。

③
．
に
つ
い
て
、S

P
E

は
、
そ
の
本
拠
地
及
び
主
た
る
経
営
管
理
地
又
は
本
店
所
在
地
を
Ｅ
Ｕ
内
に
有
す
る
必
要
が
あ
る
（
議
長
修
正

案
七
条
）。
理
事
会
規
則
案
の
段
階
で
は
、
後
二
者
は
、
登
記
簿
上
の
本
拠
地
と
同
一
の
加
盟
国
に
置
か
れ
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い

た
が
（
理
事
会
規
則
案
七
条
）、
議
長
修
正
案
は
か
か
る
規
定
を
削
っ
て
い
る
（
15
）

。

④
．
に
つ
き
議
長
修
正
案
は
、S

P
E

が
少
な
く
と
も
八
条
及
び
議
長
修
正
案
別
記
第
一
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
款
の
定
め
を
も

つ
こ
と
（
議
長
修
正
案
八
条
一
項
、
一
項
ａ
）、
及
び
定
款
が
書
面
と
さ
れ
、
全
発
起
人
の
署
名
を
要
す
る
こ
と
（
同
条
二
項
）
に
つ
き
規
定

を
置
く
。

さ
ら
に
⑤
．
に
つ
き
議
長
修
正
案
は
、SP

E

が
、
本
拠
地
を
有
す
る
加
盟
国
に
お
い
て
、
国
内
法
の
定
め
る
登
記
簿
に
登
記
を
し
（
議

長
修
正
案
九
条
以
下
）、
登
記
日
に
法
人
格
を
取
得
す
る
旨
規
定
す
る
と
し
た
上
で
（
議
長
修
正
案
一
〇
条
一
項
）、
そ
の
た
め
の
登
記
手
続
に
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二
五
一

つ
き
規
制
す
る
。
加
え
て
、S

P
E

登
記
前
の
行
為
の
責
任
に
つ
き
、
国
内
法
に
ゆ
だ
ね
る
旨
の
規
定
を
置
く
（
議
長
修
正
案
一
二
条
（
16
））。

最
後
に
議
長
修
正
案
は
、
⑥
．
に
つ
き
、
公
告
等
開
示
に
関
す
る
規
定
を
定
め
る
（
議
長
修
正
案
一
一
条
）。

⑵
．
か
か
るS

P
E

の
設
立
に
関
す
る
規
制
を
、
わ
が
国
に
お
け
る
株
式
会
社
の
規
制
と
対
比
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
規
制
を
有
し
て

い
る
こ
と
が
分
る
（
17
）

。
名
称
に
関
す
る
規
制
は
、
株
式
会
社
一
般
の
商
号
規
制
（
会
社
法
六
条
）
と
し
て
、
本
拠
地
・
支
店
に
関
す
る
規
制

は
、
本
店
・
支
店
に
関
す
る
規
制
（
会
社
法
二
七
条
三
号
、
九
一
一
条
三
項
三
号
）
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
し
（
18
）

、
定
款
の
記
載
事
項

（
会
社
法
二
六
条
〜
二
九
条
）
及
び
変
更
（
会
社
法
四
六
六
条
、
三
〇
九
条
二
項
一
一
号
）
も
、
ほ
ぼ
相
応
し
、
か
つ
よ
り
詳
細
な
規
制
を
有
し

て
い
る
。
登
記
（
会
社
法
九
〇
七
条
以
下
）
及
び
公
告
（
会
社
法
九
三
九
条
以
下
）
も
事
業
の
物
的
設
備
と
し
て
、
浩
瀚
な
規
制
を
有
す
る
。

む
し
ろ
、
こ
れ
ら
は
、
設
立
に
関
す
る
規
制
と
い
う
よ
り
は
、
株
式
会
社
全
般
に
関
す
る
規
制
と
い
っ
て
よ
い
。

前
述
の
と
お
り
、S

P
E

に
お
い
て
、
無
か
ら
（ex nihilo

）S
P
E

を
設
立
す
る
方
法
が
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、S

E

と
比
べ
た
顕

著
な
違
い
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
株
式
会
社
の
規
制
と
の
対
比
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
彼
我
の
規
制
は
同
一
で
あ
り
、
有
意

な
違
い
を
生
じ
な
い
。
む
し
ろ
、
機
能
的
に
み
て
、
中
小
企
業
の
起
業
促
進
の
た
め
、
よ
り
簡
易
な
設
立
を
許
容
す
る
点
は
、
洋
の
東
西

を
問
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、S

P
E

の
設
立
に
あ
た
っ
て
は
、
議
長
修
正
案
五
条
ａ
に

お
い
て
、「
一
人
以
上
の
自
然
人
及
び
／
又
は
法
人
に
よ
る
設
立
」
を
許
容
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
原
始
的
一
人
会
社
と
し
て
設
立
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。

3
．S
P
E

の
持
分
（U

nits

）

⑴
．S

P
E

の
持
分
（
議
長
修
正
案
第
三
章
）
に
つ
い
て
は
、
①
．
持
分
の
譲
渡
（
議
長
修
正
案
一
六
条
）
の
他
、
理
事
会
規
則
案
段
階
で



二
五
二

は
規
定
さ
れ
た
も
の
の
、
議
長
修
正
案
に
は
な
い
②
．
持
分
所
有
者
の
排
除
（
理
事
会
規
則
案
一
七
条
）、
③
．
持
分
所
有
者
の
脱
退
（
理
事

会
規
則
案
一
八
条
）
に
分
け
て
み
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
持
分
の
属
性
た
る
譲
渡
性
、
取
得
条
項
及
び
取
得
請
求
権
に
ほ
ぼ
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
質
的
に
は
、
残
念
な
が
ら
、
議
長
修
正
案
で
そ
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
削
ら
れ
た
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
①
．
に
つ
い
て
。
理
事
会
規
則
案
の
段
階
で
は
、
持
分
の
譲
渡
の
具
体
的
内
容
は
、
定
款
で
定
め
ら
れ
（
理
事
会
規
則
案
別
記
第

一
第
三
章
）、
そ
の
上
で
、
議
長
修
正
案
は
、
新
た
に
持
分
の
譲
渡
を
制
限
す
る
た
め
に
は
、
持
分
所
有
者
決
議
（
理
事
会
規
則
案
二
七
条
二

項
の
特
別
多
数
決
に
よ
る
決
議
）
だ
け
で
な
く
制
限
の
対
象
た
る
全
て
の
持
分
所
有
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
（
理
事
会
規
則

案
一
六
条
一
項
）。
こ
れ
に
対
し
、
議
長
修
正
案
で
は
、
本
規
則
の
適
用
の
他
、
国
内
法
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
（
議
長
修
正
案
一
六
条
一

項
）、
実
質
的
に
は
条
文
化
を
放
擲
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

形
式
的
に
も
規
定
が
放
擲
さ
れ
た
の
が
、
②
．
及
び
③
．
で
あ
る
。
簡
単
に
理
事
会
規
則
案
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
②
．
に
つ

き
、
理
事
会
規
則
案
は
、「
持
分
所
有
者
が
欧
州
私
会
社
の
利
益
を
著
し
く
害
し
、
又
は
、
そ
の
者
が
持
分
所
有
者
で
あ
り
続
け
る
こ
と

が
欧
州
私
会
社
の
業
務
活
動
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
」
に
、
管
轄
の
裁
判
所
に
よ
る
「
持
分
所
有
者
の
排
除
」
を
認
め
て
い
た
（
理

事
会
規
則
案
一
七
条
一
項
）。
そ
し
て
、
③
．
に
つ
き
、
理
事
会
規
則
案
は
、S

P
E

の
業
務
が
、S

P
E

か
ら
そ
の
資
産
価
額
の
重
要
な
部

分
が
失
わ
れ
た
等
一
定
の
事
実
に
基
づ
き
、
持
分
所
有
者
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
、
又
は
行
な
わ
れ
た
場
合
、
当

該
持
分
所
有
者
がS
P
E

か
ら
脱
退
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
し
て
い
た
（
理
事
会
規
則
案
一
八
条
一
項
）。
そ
し
て
そ
の
際
の
管
轄
の
裁

判
所
は
、「
脱
退
の
可
否
」
で
な
く
、
脱
退
に
あ
た
っ
て
の
「
持
分
の
価
格
」
等
の
条
件
に
つ
き
、
判
断
を
す
る
に
留
ま
る
も
の
と
さ
れ

て
い
た
（
理
事
会
規
則
案
一
八
条
五
項
六
項
）。

⑵
．
理
事
会
規
則
案
段
階
で
のS

P
E

の
持
分
の
規
制
を
わ
が
国
の
非
公
開
会
社
の
株
式
の
相
応
す
る
規
制
と
比
較
し
た
と
き
、
以
下
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二
五
三

の
二
点
に
気
づ
く
。

第
一
に
、
持
分
譲
渡
が
株
式
譲
渡
と
、
取
得
条
項
が
持
分
所
有
者
の
排
除
と
、
取
得
請
求
権
が
持
分
所
有
者
の
脱
退
と
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ

対
応
し
て
お
り
、
三
者
が
「
持
分
権
者
（
持
分
所
有
者
、
株
主
）
の
会
社
か
ら
の
出
口
（E

X
IT

）」
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
格
に
意
識
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
の
も
と
に
お
い
て
、
株
式
の
譲
渡
性
は
、
有
限
責
任
制
度
（
会
社
法
一
〇
四
条
）
を
取
る
会
社

法
に
お
い
て
は
退
社
制
度
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
唯
一
の
「
投
下
資
本
回
収
」
の
手
段
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
株
式
譲
渡
自
由

の
原
則
は
強
行
法
的
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
会
社
法
は
、
株
式
の
譲
渡
性
の
位
置
づ
け
を

一
段
落
と
し
、
取
得
条
項
・
取
得
請
求
権
と
並
ぶ
「
株
式
の
属
性
」（
会
社
法
一
〇
七
条
）
の
問
題
と
し
て
整
理
し
た
。

S
P
E

の
規
制
は
、
意
図
せ
ず
し
て
、
か
か
る
会
社
法
の
規
制
の
説
得
性
を
比
較
法
的
に
補
強
す
る
も
の
で
あ
り
、
出
資
者
の
た
め
の

出
口
（E

X
IT

）
と
い
う
観
点
か
ら
規
定
を
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
に
整
理
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
（
19
）

。
会
社
法
が
か
か
る
整
理
を
す
る
に

至
っ
た
背
景
に
は
、
有
限
責
任
に
対
す
る
見
方
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
くS

P
E

に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
四
．
3
．
で
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
に
、
持
分
所
有
者
の
排
除
、
持
分
所
有
者
の
脱
退
が
、
取
得
条
項
、
取
得
請
求
権
と
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
取
得

条
項
、
取
得
請
求
権
の
よ
う
な
当
事
者
間
の
合
意
ベ
ー
ス
で
設
計
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
持
分

所
有
者
の
排
除
（
理
事
会
規
則
案
一
七
条
一
項
）
は
、
一
定
の
要
件
の
具
備
と
裁
判
所
の
判
断
を
要
求
し
て
い
る
し
、
持
分
所
有
者
の
脱
退

で
も
、
一
定
の
要
件
具
備
が
必
要
と
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
前
者
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
持
分
会
社
の
除
名
（
会
社
法
六
〇
七
条
一
項
八
号
、

八
五
九
条
）
に
相
当
す
る
と
い
え
る
。
後
者
に
お
け
る
、
一
定
の
要
件
は
、
か
な
り
極
限
的
な
状
況
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
会
社
の

解
散
の
訴
え
（
会
社
法
八
三
三
条
）
の
要
件
に
近
い
と
も
い
え
る
が
、
規
定
の
立
て
付
け
自
体
は
、
持
分
会
社
に
お
け
る
「
や
む
を
得
な
い



二
五
四

事
由
」
が
あ
る
と
き
の
退
社
に
類
似
す
る
と
い
っ
て
よ
い
（
20
）

。

た
だ
、
取
得
条
項
、
取
得
請
求
権
の
要
件
の
設
定
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
よ
り
簡
易
に
（
21
）

除
名
、
退
社
と
同
様
の
機
能
を
事
実

上
果
た
す
こ
と
は
知
ら
れ
て
お
り
、
近
時
、
わ
が
国
に
お
け
る
モ
デ
ル
定
款
例
の
中
で
も
、
そ
の
よ
う
な
条
項
を
盛
り
込
む
も
の
も
み
ら

れ
る
（
22
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
分
る
よ
う
に
、
取
得
条
項
、
取
得
請
求
権
と
除
名
、
退
社
の
違
い
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
依
然
と
し
て

「
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の
範
囲
内
と
理
解
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。

4
．S

P
E

の
資
本
金

⑴
．S

P
E

の
資
本
金
に
つ
き
、
議
長
修
正
案
第
四
章
は
、
①
．
会
社
資
本
金
（
議
長
修
正
案
一
九
条
）、
②
．
持
分
の
対
価
（
議
長
修
正

案
二
〇
条
）、
③
．
利
益
配
当
（
議
長
修
正
案
二
一
条
〜
二
三
条
）、
④
．
資
本
減
少
（
議
長
修
正
案
二
四
条
）、
⑤
．
監
査
（
議
長
修
正
案
二
六
条
）

に
つ
き
規
定
す
る
（
23
）

。
こ
こ
で
は
、
重
要
性
に
鑑
み
①
．
②
．
及
び
③
．
に
つ
い
て
の
み
解
説
す
る
。

ま
ず
、
①
．
は
、S

P
E

の
「
目
玉
」
で
あ
る
最
低
資
本
金
に
つ
き
定
め
る
も
の
で
あ
り
、S

P
E

の
最
低
資
本
金
は
、
一
ユ
ー
ロ
（
24
）

以
上

と
さ
れ
る
（
議
長
修
正
案
一
九
条
三
項
：
た
だ
し
加
盟
国
は
、
八
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
こ
れ
以
上
の
最
低
資
本
金
の
定
め
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。
な
お
、「
最
大
」
資
本
金
に
関
す
る
規
制
は
有
し
な
い
。）。
か
か
る
最
低
資
本
金
規
制
は
、S

P
E

に
新
規
設
立
を
容
易
に
す
る
目
的

か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
高
額
の
最
低
資
本
金
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
債
権
者
を
保
護
す
る
既
存
の
Ｅ
Ｕ
法
の
ア
プ

ロ
ー
チ
か
ら
著
し
く
乖
離
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
上
最
低
資
本
金
規
制
と
そ
れ
に
基
づ
く
債
権
者
保
護
を
撤
廃
す
る
に
等
し
い
。
そ
の

他
、
議
長
修
正
案
は
、S

P
E

の
資
本
金
は
、
そ
の
全
額
に
つ
き
引
受
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
（
議
長
修
正
案
一
九
条
二
項
）、
持
分
は

発
行
時
に
そ
の
満
額
が
払
い
込
ま
れ
る
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
お
り
（
議
長
修
正
案
二
〇
条
一
項
）、
授
権
資
本
制
度
に
近
い
制
度
を
構
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二
五
五

築
し
て
い
る
。

②
．
は
、
設
立
時
又
は
増
資
時
に
お
け
る
出
資
対
象
財
産
に
関
す
る
規
制
で
あ
る
。
出
資
額
の
決
定
は
、「
合
意
」
に
よ
り
、
出
資
の

方
法
は
、
金
銭
出
資
及
び
現
物
出
資
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
議
長
修
正
案
二
〇
条
一
項
、
一
項
ａ
、
二
項
）。
金
銭
出
資
・
現
物
出
資
の

い
ず
れ
（
又
は
双
方
）
に
よ
る
か
、
対
価
の
払
込
・
給
付
の
時
期
、
現
物
出
資
を
独
立
の
専
門
家
に
評
価
さ
せ
る
こ
と
の
要
否
、
そ
の
際

の
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

③
．
は
、
い
わ
ゆ
る
配
当
規
制
に
つ
き
統
一
準
則
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
利
益
配
当
と
は
、
持
分
所
有
者
が
有
す
る
持
分
に

基
づ
い
て
、
直
接
又
は
間
接
にS

P
E

か
ら
支
払
わ
れ
る
一
切
の
財
務
的
利
益
を
指
す
（
議
長
修
正
案
二
条
一
項
⒞
）。
利
益
配
当
に
関
す
る

二
二
条
の
規
制
は
自
己
持
分
の
取
得
の
場
合
に
準
用
さ
れ
る
（
議
長
修
正
案
二
三
条
二
項
）。
手
続
は
、
業
務
執
行
機
関
た
る
統
括
機
関
（
議

長
修
正
案
二
条
一
項
⒠
）
に
よ
り
提
案
さ
れ
、
持
分
所
有
者
決
議
を
要
す
る
（
議
長
修
正
案
二
八
条
一
項
⒠
⒡
）。
違
法
な
利
益
配
当
に
関
し
て

は
、
受
領
し
た
持
分
所
有
者
に
対
し
返
還
義
務
の
制
裁
が
課
さ
れ
る
（
議
長
修
正
案
二
二
条
）。

利
益
配
当
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
利
益
配
当
後
の
資
産
価
額
が
負
債
の
全
額
と
同
額
以
上
と
な
る
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
い

わ
ゆ
る
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
・
テ
ス
ト
（B

alance S
heet T

est
）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
（
議
長
修
正
案
二
一
条
一
項
）。
議
長
修
正
案
は
、
支
払

能
力
テ
ス
ト
（S

olvency T
est

）
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
（
議
長
修
正
案
二
一
条
二
項
）。

⑵
．
こ
こ
で
は
次
の
三
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、S

P
E

が
表
示
規
制
と
し
て
の
最
低
資
本
金
を
廃
止
し
た
こ
と
は
、
既
に

同
制
度
を
廃
止
し
て
い
る
わ
が
国
の
会
社
法
に
と
っ
て
、
特
段
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
（
25
）

。

第
二
に
、
現
物
出
資
規
制
に
つ
い
て
で
あ
る
。
出
資
方
法
と
し
て
、
金
銭
出
資
と
現
物
出
資
の
み
を
認
め
、
労
務
出
資
や
信
用
出
資
を

認
め
な
い
点
で
、
わ
が
国
の
株
式
会
社
及
び
合
同
会
社
（
会
社
法
五
七
六
条
一
項
六
号
、
一
五
一
条
）
と
共
通
す
る
が
、
現
物
出
資
に
あ
た
り



二
五
六

検
査
役
に
よ
る
調
査
を
定
款
自
治
に
委
ね
、
強
制
し
て
い
な
い
点
か
ら
す
る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
よ
り
合
同
会
社
に
近
い
と
も
み
う

る
。
た
だ
、
株
式
会
社
に
お
い
て
も
、
検
査
役
の
調
査
を
必
要
と
し
な
い
一
定
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
お
り
（
会
社
法
三
三
条
一
〇
項
、

二
〇
七
条
九
項
）、
実
務
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
か
か
る
「
例
外
」
を
用
い
た
現
物
出
資
を
活
用
す
る
の
で
（
26
）

、
か
か
る
違
い
は
実
際
に
は
相
対
的

で
あ
る
。

む
し
ろ
、
合
同
会
社
に
お
い
て
現
物
出
資
の
検
査
役
調
査
が
不
要
と
さ
れ
る
の
は
、
合
同
会
社
が
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ー
法
制
の
一
翼
を
担
う

と
の
判
断
の
下
、
社
員
間
の
出
資
比
率
を
定
款
自
治
に
委
ね
た
か
ら
で
あ
る
が
（
27
）

、S
P
E

で
は
、
よ
り
一
般
的
な
定
款
自
治
の
問
題
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
近
時
、
債
権
者
保
護
の
あ
り
方
の
変
化
に
対
応
し
、
現
物
出
資
規
制
を
、
債
権
者
保
護

の
た
め
の
制
度
と
し
て
で
は
な
く
、
株
主
間
の
利
害
調
整
の
た
め
の
制
度
と
し
て
理
解
す
る
見
解
（
28
）

も
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、S

P
E

に
お

け
る
現
物
出
資
規
制
は
、
こ
の
点
で
は
、
か
か
る
見
解
に
親
和
す
る
面
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

第
三
に
、
配
当
規
制
で
あ
る
が
、
利
益
配
当
と
自
己
持
分
の
取
得
と
を
統
一
的
に
規
制
す
るS

P
E

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
会
社
法
に
お

け
る
剰
余
金
配
当
規
制
に
ほ
ぼ
対
応
し
た
も
の
と
い
え
る
。
注
目
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、S

P
E

が
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
・
テ
ス
ト
だ
け
で

な
く
支
払
能
力
テ
ス
ト
を
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
最
低
資
本
金
、
現
物
出
資
規
制
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
・
テ
ス
ト
は
、
い
ず
れ
も
、
資
本
制
度
を
前
提
と
し
た
債
権
者

保
護
の
現
れ
と
い
う
べ
き
制
度
で
あ
り
、S

P
E

と
わ
が
国
の
会
社
法
が
、
と
も
に
こ
れ
ら
を
放
擲
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
有
限
責
任
の
事

業
体
に
お
け
る
債
権
者
保
護
が
、
資
本
制
度
を
前
提
と
し
た
も
の
か
ら
別
の
形
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
四
．
3
．
で
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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5
．S
P
E

の
組
織

⑴
．S

P
E

の
組
織
に
つ
き
、
議
長
修
正
案
第
五
章
は
、
①
．

統
括
機
関
（m

anagem
ent body

）・
持
分
所
有
者
間
の
権
限
分

配
（
議
長
修
正
案
二
七
条
〜
三
〇
条
）、
②
．
役
員
の
資
格
（
議
長

修
正
案
三
一
条
〜
三
四
条
）
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

ま
ず
、
①
．
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
第
一
にS

P
E

に
お

け
る
主
た
る
意
思
決
定
機
関
は
、
持
分
所
有
者
を
構
成
員
と
す

る
総
会
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
議
長
修
正
案
二
七
条
一
ａ
項
）。

議
長
修
正
案
上
、
持
分
所
有
者
が
行
使
す
べ
き
も
の
と
さ
れ

る
権
限
は
、
個
々
の
構
成
員
が
有
す
る
と
さ
れ
る
情
報
取
得
権

（
議
長
修
正
案
二
九
条
）
を
除
き
、
持
分
所
有
者
の
多
数
に
よ
る

決
議
に
よ
り
定
め
る
（
議
長
修
正
案
二
八
条
一
項
）。
決
議
要
件

は
、
定
款
で
定
め
ら
れ
る
が
（
別
表
第
一
⑽
）、
一
定
の
場
合
に

は
少
数
持
分
所
有
者
保
護
の
た
め
特
別
多
数
決
に
よ
る
こ
と
が

要
求
さ
れ
る
（
議
長
修
正
案
二
八
条
二
項
（
29
））。

以
上
を
ま
と
め
た

も
の
が
、
次
の
表
一
で
あ
る
（（
削
除
）
と
あ
る
の
は
、
理
事
会
規

則
案
に
あ
っ
た
が
、
議
長
修
正
案
で
は
削
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。）。

【表一】

SPE
⒜． （削除）（持分に結合された権利
の変更）

（特別多数決：理事会規則案27条 2項）

⒝．（削除）（持分所有者の排除）
⒞．（削除）（持分所有者の脱退）
⒟．年次決算書の承認
⒠．持分所有者への利益配当
⒡．自己持分の取得 特別多数決（議長修正案28条 2 項）
⒢．会社資本金の増資 特別多数決（議長修正案28条 2 項）
⒣．会社資本金の減資 特別多数決（議長修正案28条 2 項）
⒤．取締役の選解任並びに任期
⒥． SPEが会計監査人を有する場合
には、会計監査人の選任及び解任
⒦． SPEの登記上の本拠地の他の加
盟国への移転

特別多数決（議長修正案28条 2 項）

⒧．（削除）
⒨．（削除）
⒩．解散
⒪．定款の変更 特別多数決（議長修正28条 2 項）
（oa）．従業員参加に関して



二
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八

な
お
、
前
述
の
持
分
所
有
者
決
議
は
、
実
際
に
総
会
を
招
集
し
て
な
さ
れ
る
必
要
が
な
い
（
議
長
修
正
案
二
八
条
三
項
）。

ま
た
、
少
数
持
分
所
有
者
権
の
た
め
、
議
長
修
正
案
は
、
情
報
取
得
権
（
議
長
修
正
案
二
九
条
）、
決
議
の
議
案
提
出
を
求
め
る
権
利

（
議
長
修
正
案
三
〇
条
）
を
置
く
。
後
者
の
申
立
て
に
あ
た
っ
て
は
、
持
分
に
結
合
さ
れ
た
議
決
権
の
一
〇
〇
分
の
五
を
有
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

第
二
に
、
統
括
機
関
の
構
成
に
つ
き
み
て
み
る
。
す
べ
て
のS
P
E

は
、
一
つ
の
統
括
機
関
を
有
し
、
統
括
機
関
は
、
持
分
所
有
者
が

行
使
す
る
前
述
の
権
利
を
除
き
、S

P
E

の
一
切
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
議
長
修
正
案
二
七
条
一
ｃ
項
）。
統
括
機
関
は
、
一

人
の
取
締
役
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
、
二
人
以
上
の
取
締
役
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
個
々
の
取
締

役
、
二
層
式
（dual board

）
に
お
け
る
統
括
合
議
体
（the m

anagem
ent board

）、
及
び
一
層
式
（unitary board

）
に
お
け
る
経
営
管
理
合

議
体
（the adm

inistrative board

）
を
指
す
（
議
長
修
正
案
二
条
一
項
⒠
）。

次
に
、
②
．
に
つ
い
て
み
る
。
役
員
と
は
、S

P
E

の
一
切
の
取
締
役
並
び
に
統
括
機
関
、
経
営
管
理
機
関
及
び
監
査
機
関
の
一
切
の

構
成
員
を
い
う
（
議
長
修
正
案
二
条
一
項
⒟
）。
役
員
は
、
第
三
者
に
対
し
、S

P
E

を
代
表
す
る
（
議
長
修
正
案
三
四
条
一
項
）。
議
長
修
正
案

は
、
役
員
の
資
格
に
つ
き
、
法
人
（
議
長
修
正
案
三
一
条
一
項
）
及
び
一
の
加
盟
国
に
お
い
て
任
務
遂
行
に
不
適
格
と
宣
言
さ
れ
た
者
（
同

条
三
項
）
が
、
い
ず
れ
も
役
員
に
な
り
え
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
外
は
、
役
員
に
関
す
る
規
制
に
つ
き
沈
黙
す
る
（
30
）

。
役
員
の
選
出
の
基
準
、

役
員
の
選
解
任
な
ど
は
す
べ
て
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

議
長
修
正
案
は
、
役
員
の
義
務
及
び
責
任
に
つ
い
て
規
定
を
置
い
て
い
な
い
（
議
長
修
正
案
三
二
条
、
三
三
条
は
削
除
）。
理
事
会
規
則
案

の
段
階
で
は
置
か
れ
て
い
た
も
の
が
削
除
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
関
連
し
て
理
事
会
規
則
案
に
つ
き
触
れ
て
お
く
に
、
ま
ず
理
事
会
規
則

案
は
、
役
員
の
義
務
に
つ
き
、
役
員
がS

P
E

に
対
し
て
負
う
義
務
に
つ
き
（
理
事
会
規
則
案
三
一
条
二
項
）、
可
能
な
限
りS

P
E

の
最
善
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の
利
益
の
た
め
に
行
為
す
べ
き
で
あ
り
、
右
行
為
は
、
業
務
活
動
遂
行
に
あ
た
っ
て
合
理
的
に
要
求
さ
れ
う
る
注
意
及
び
技
量
を
も
っ
て

な
さ
れ
る
べ
き
旨
を
定
め
て
い
た
（
同
条
一
項
）。
非
常
に
抽
象
的
・
一
般
的
な
規
定
ぶ
り
で
あ
り
、
い
か
な
る
場
合
に
こ
の
義
務
に
違
反

し
た
か
の
判
断
は
、
国
内
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
、
理
事
会
規
則
案
は
、
利
益
相
反
に
つ
い
て
の
規
定
を

用
意
し
（
議
長
修
正
案
三
一
条
三
項
）、S

P
E

は
、
定
款
・
持
分
所
有
者
決
議
に
よ
り
、
こ
れ
以
外
に
役
員
の
義
務
を
定
め
る
こ
と
も
で
き

る
と
さ
れ
て
い
た
（
理
事
会
規
則
案
三
一
条
四
項
）。

役
員
の
責
任
に
関
し
、
理
事
会
規
則
案
は
、
役
員
が
前
記
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
当
該
役
員
が
、S

P
E

に
対
し
て
、
連
帯
し
て
損

害
賠
償
の
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
い
た
（
理
事
会
規
則
案
三
一
条
四
項
）。
役
員
が
負
う
義
務
が
会
社
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
反

映
し
て
、
責
任
に
つ
い
て
も
対
会
社
責
任
の
み
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
代
表
訴
訟
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
く
、
そ
の
義
務
を
法
的
に
執
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
該S

P
E
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
理
事
会
規
則
案
は
、
第
三
者
責
任
に
関
す
る
定
め
を
置
い

て
い
な
か
っ
た
。

⑵
．
ま
ず
、
統
括
（
業
務
執
行
）
機
関
・
持
分
所
有
者
（
株
主
）
間
の
権
限
分
配
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
こ
こ
で
は
二
点
を
指
摘
し
た
い
。

ま
ず
、S

P
E

の
持
分
所
有
者
決
議
を
要
す
る
事
項
と
、
株
式
会
社
に
お
け
る
株
主
総
会
の
対
応
す
る
決
議
事
項
を
比
較
し
て
み
た
の
が
、

次
の
表
二
で
あ
る
（（
削
除
）
と
あ
る
の
は
、
理
事
会
規
則
案
に
あ
っ
た
が
、
議
長
修
正
案
で
は
削
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。）。
こ
れ
を
み
る
と
、
両

者
が
、
若
干
の
凸
凹
が
あ
る
も
の
の
、
決
議
要
件
が
加
重
さ
れ
る
場
合
を
含
め
、
ほ
ぼ
対
応
・
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

次
に
統
括
機
関
の
構
成
で
あ
る
が
、
対
応
す
る
非
公
開
会
社
の
株
主
総
会
以
外
の
機
関
設
計
を
み
る
に
、
一
人
以
上
の
取
締
役
に
よ
り

構
成
さ
れ
る
場
合
は
、
取
締
役
一
人
の
み
を
お
く
場
合
（
最
小
限
の
形
態
）
に
、
二
層
式
は
監
査
役
設
置
会
社
に
、
一
層
式
は
委
員
会
設



二
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〇

【表二】
SPEの持分所有者
決議を要する事項

株式会社の規制

⒜． （持分に結合さ
れた権利の変更）

（特別多数決：理事
会規則案27条 2 項）

定款の変更 株主全員の同意（会社法
110条、111条）
ただし全部取得条項付種
類株式への変更の場合に
は、種類株主総会決議
（会社法111条 2 項、324条
2 項）

⒝． （持分所有者の
排除）

⒞． （持分所有者の
脱退）

⒟． 年次決算書の
承認

計 算 書 類 の 承 認
（会社法438条 2 項）

普通決議（会社法309条 1
項）

⒠． 持分所有者へ
の利益配当

剰余金の配当に関
す る 事 項 の 決 定
（会社法454条 1 項）

普通決議（会社法309条 1
項）

⒡． 自己持分の取
得

自己の株式の有償
取得（会社法156条
1 項）

原則として普通決議（会
社法309条 2 項 2 号かっこ
書）

⒢． 会社資本金の
増資

非公開会社：特別決議（会社法190条 2 項）
公開会社：株主割当以外の方法による有利発
行の場合を除き、取締役会が決定（会社法
201条 1 項）

⒣． 会社資本金の
減資

特別多数決（議長
修正案28条 2 項）

資本金の額の減少
（会社法447条 1 項）

原則として特別決議（会
社法309条 2 項 9 号）

⒤． 取締役の選解
任並びに任期 選任：普通決議（会社法341条 1項、309条 1

項）。ただし会社法342条を参照。
解任：累積投票により選任された取締役を解
任する場合と、監査役を解任する場合のみ特
別決議、それ以外は普通決議309条 2 項 7 号）。
ただし会社法341条を参照。

⒥． SPEが会計監
査人を有する場
合には、会計監
査人の選任及び
解任

⒦． SPEの登記上
の本拠地の他の
加盟国への移転

×（該当する制度なし）

⒧．（削除）
⒨．（削除）
⒩．解散 特別多数決（議長

修正案28条 2 項）
解散（会社法471条
3 号）

特別決議（会社法309条 2
項11号）

⒪．定款の変更 定款の変更（会社
法466条）

特別決議（会社法309条 2
項11号）

（oa）． 従業員参加に
関して
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置
会
社
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
と
い
え
よ
う
か
（
31
）

。
機
関
設
計
を
定
款
自
治
の
問
題
と
す
る
点
で
は
、
彼
我
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
全
く
共
通
し
て
お

り
、
違
い
は
わ
が
国
の
非
公
開
会
社
の
方
が
、
設
計
の
範
囲
が
広
い
点
に
あ
る
。
た
だ
、
わ
が
国
の
場
合
、
許
容
さ
れ
る
機
関
設
計
の
組

み
合
わ
せ
の
数
こ
そ
多
い
も
の
の
、
実
際
に
利
用
可
能
性
を
考
え
れ
ば
、
さ
ほ
ど
違
い
は
な
く
、
誤
差
の
範
囲
内
と
い
え
よ
う
。

⑶
．
次
い
で
、
役
員
の
資
格
及
び
（
議
長
修
正
案
で
は
残
念
な
が
ら
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
）
役
員
の
義
務
及
び
責
任
に
つ
い
て
も
比
較
し
て

み
た
い
。
こ
こ
で
は
三
点
を
指
摘
し
た
い
。

第
一
に
、
取
締
役
の
資
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
理
事
会
規
則
案
と
同
様
、
わ
が
国
の
会
社
法
は
、
取
締
役
の
資
格
に
つ
い
て
、
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
リ
ス
ト
（
会
社
法
三
三
一
条
一
項
本
文
参
照
）
と
し
て
の
規
律
を
置
き
、
相
応
す
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
（
32
）

、
法
人
（
同
項
一
号
）
に
つ
い

て
は
同
様
に
取
締
役
の
欠
格
事
由
と
す
る
が
、「
破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
、
復
権
し
な
い
者
」
に
つ
い
て
は
、D

IP

型
倒
産
手
続
を

意
識
し
て
、
あ
え
て
こ
れ
を
欠
格
事
由
と
し
て
い
な
い
。「
任
務
遂
行
に
不
適
格
と
宣
言
さ
れ
た
者
」
を
取
締
役
の
欠
格
事
由
と
す
る
議

長
修
正
案
は
、
お
そ
ら
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
資
格
剥
奪
法
」（C

om
pany D

irectors D
isqualifi cation A

ct 1986

）
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
、
債
権
者
主
導
型
の
倒
産
法
制
を
持
つ
国
の
法
制
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、「
事
業
再
生A

D
R

」
に
典

型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
流
の
「
事
業
再
生
」
を
素
直
に
受
け
入
れ
た
わ
が
国
の
法
制
と
の
違
い
が
顕
著
で
あ
り
、
事
業
再

生
を
意
識
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
会
社
法
に
も
違
い
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
取
締
役
の
義
務
が
非
常
に
一
般
的
・
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
か
か
る
条
項
は
、
あ
く
ま
で
も
一
般
条
項
で

あ
る
の
で
、
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
何
が
か
か
る
「
義
務
」
に
違
反
す
る
か
は
、
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
。
む
し
ろ
ケ
ー
ス
・

ロ
ー
の
生
成
を
促
す
趣
旨
で
あ
え
て
、
か
か
る
規
定
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
英
国
のS

P
E

で
あ
れ
ば
、

注
意
の
標
準
に
つ
き
、
客
観
的
な
事
情
（
同
条
二
項
⒜
）
と
主
観
的
な
事
情
（
同
条
二
項
⒝
）
を
併
用
す
る
こ
と
を
明
示
し
、
折
衷
基
準
を



二
六
二

採
用
す
る
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（C

om
panies A

ct 2006

）
一
七
四
条
（
33
）

及
び
判
例
法
（
34
）

に
従
い
、
注
意
の
標
準
に
関
す
る
基
準
は
、
客
観
的
な

事
情
と
主
観
的
な
事
情
を
併
用
す
る
折
衷
基
準
（D

ual objective/subjective standard

）
に
よ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

た
だ
、
取
締
役
の
義
務
と
し
て
一
般
条
項
的
な
規
定
を
有
す
る
点
で
は
、
わ
が
国
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
は
委
任
契
約

に
基
づ
き
善
管
注
意
義
務
（
会
社
法
三
三
〇
条
、
民
法
六
四
四
条
）
を
負
う
と
と
も
に
忠
実
義
務
（
会
社
法
三
五
五
条
）
を
負
い
、
両
者
の
関

係
は
判
例
に
よ
れ
ば
、
同
一
の
も
の
と
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
か
か
る
義
務
は
、
ま
さ
に
「
一
般
条
項
」
と
い
っ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

問
題
は
、
一
般
条
項
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
で
な
く
、
か
か
る
一
般
条
項
が
ど
の
程
度
機
能
し
て
い
る
か
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ち
な
み
に
、
日
本
法
上
の
善
管
注
意
義
務
か
ら
は
、
判
例
法
を
通
じ
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
、
経
営
判
断
の
原
則
と

い
っ
た
派
生
的
原
則
と
言
う
べ
き
も
の
が
産
み
出
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
責
任
に
つ
い
て
み
る
に
、
理
事
会
規
則
案
が
、
対
会
社
責
任
の
み
を
規
定
し
、
代
表
訴
訟
、
対
第
三
者
責
任
の
規
定
を
有
し

て
い
な
い
の
に
対
し
、
日
本
法
は
、
三
者
（
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
四
二
三
条
、
八
四
七
条
、
四
二
九
条
、
持
分
会
社
に
つ
い
て
は
、
会

社
法
五
九
六
条
、
五
九
七
条
、
六
〇
二
条
）
に
つ
き
規
定
を
有
す
る
。
や
や
気
に
な
る
の
は
、
日
本
法
に
お
い
て
株
式
会
社
の
役
員
の
対
第

三
者
責
任
（
会
社
法
四
二
九
条
一
項
）
が
、
法
人
格
否
認
の
法
理
の
代
替
的
機
能
を
営
み
、
小
規
模
非
公
開
会
社
に
お
け
る
会
社
債
権
者
保

護
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
じ
くS

M
E
s

用
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
あ
るS

P
E

に
お
い
て
も
同
様
の
事
態
が
想
定
さ
れ
る

と
こ
ろ
、
相
応
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
以
上
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
法
人
格
否
認
の
法
理
の
適
用
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
、
法
人
の
単
体
性
を
強
調
し
、
法
人
格
否
認
の
法
理
の
適
用
を
著
し
く
狭
く
捉
え
る

法
制
の
下
で
は
、
会
社
債
権
者
に
対
し
ど
の
よ
う
な
実
効
的
な
救
済
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
も
、
会
社
債
権
者
保
護
の

問
題
と
し
て
、
後
で
四
．
3
．
に
お
い
て
ま
と
め
て
考
え
て
み
た
い
。
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二
六
三

6
．
小　

括

以
上
の
と
お
り
、SP

E

の
概
要
を
わ
が
国
の
非
公
開
会
社
と
対
比
し
て
述
べ
た
が
、
こ
こ
でS

P
E

が
果
た
し
てS

M
E
s

用
の
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
と
し
て
、
適
切
な
も
の
と
し
て
仕
組
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
小
括
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、「
理
事
会
規
則
案
」
か
ら
「
欧
州
議
会
案
」、「
議
長
修
正
案
」
へ
と
至
る
に
つ
れ
、
削
除
さ
れ
る
項
目
が
増
え
て
お
り
、
そ

れ
に
伴
い
、
各
国
内
法
に
依
拠
す
る
場
面
が
増
え
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、S

M
E
s

の
域
内
通
商
の
た
め
の
共
通
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て

の
色
彩
は
、
希
薄
化
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
立
法
は
政
治
で
あ
り
、
政
治
は
妥
協
で
あ
る
も
の
の
、
当
初
の
意
気
込
み

か
ら
大
き
く
後
退
し
た
感
は
否
め
な
い
。

第
二
に
、（
第
一
の
点
と
連
動
す
る
が
）
せ
っ
か
くS

P
E

に
つ
き
、
無
か
ら
（ex nihilo

）
設
立
す
る
方
法
を
許
容
し
て
も
、
各
国
内
法
の

呪
縛
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、S

M
E
s
に
と
っ
て
あ
え
てS

P
E

を
設
立
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
第
三
に
、S

P
E

に
つ
き
、
最
大
資
本
金
規
制
が
な
い
こ
と
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
当
初
の
予
想
と
は
逆
に
、S

P
E

が
大
規
模

非
公
開
会
社
向
け
の
制
度
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
く
と
い
う
皮
肉
な
可
能
性
す
ら
あ
る
と
い
え
よ
う
（
35
）

。S
P
E

か
ら
、
わ
が
国
の
非
公
開

会
社
法
制
改
革
の
た
め
の
示
唆
を
得
る
に
あ
た
っ
て
、
か
か
るS

P
E

が
制
度
と
し
て
抱
え
る
問
題
点
を
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

四
．
検　

討

1
．
は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、S

P
E

と
非
公
開
会
社
を
、
議
長
修
正
案
の
項
目
ご
と
に
対
比
し
て
、
比
較
を
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
、
大
き
く
定
款
自



二
六
四

治
の
問
題
と
債
権
者
保
護
の
問
題
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
今
度
は
観
点
を
変
え
て
、
こ
の
定
款
自
治
と

債
権
者
保
護
の
二
点
に
つ
き
、S

P
E

と
非
公
開
会
社
を
全
体
と
し
て
比
較
・
検
討
し
て
み
た
い
。

2
．
定
款
自
治

⑴
．
ま
ず
定
款
自
治
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。L

L
C

（L
im
ited L

iability C
om
pany

）
やL

L
P

（L
im
ited L

iability 

P
artnership

）
の
よ
う
に
人
的
資
産
を
活
用
す
る
事
業
体
に
お
い
て
は
（
36
）

、
種
々
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
可
能
に
す
る
べ
く
定
款
自
治
が
強

く
要
請
さ
れ
る
が
、
他
面
に
お
い
て
、
あ
ま
り
に
も
自
治
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
範
囲
が
広
い
と
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
ア
ダ
と
な
り
使
い
づ
ら

く
な
っ
て
し
ま
う
（
37
）

。

⑵
．S

P
E

の
強
行
法
規
性
と
定
款
自
治
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

S
P
E

に
は
、
ま
ず
、
議
長
修
正
案
中
の
直
接
適
用
可
能
な
強
行
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、S

P
E

の
設
立
が
容
易
に
な
る

と
と
も
に
、
域
内
に
お
け
るS
P
E

の
統
一
性
が
あ
る
程
度
担
保
さ
れ
る
（
議
長
修
正
案
四
条
一
項
（
38
）

）。

次
い
で
、
議
長
修
正
案
の
別
記
第
一
に
掲
げ
る
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
、S

P
E

は
定
款
で
定
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
（
議
長
修

正
案
八
条
一
項
）、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
定
款
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
別
記
第
一
（A

N
N
E
X
 I T
O
 T
H
E
 A
N
N
E
X

）
は
、S

P
E

の
設
立
、
持
分
、
資
本
金
に
関
す
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
組
織
に
関
す
る
事
項
が
広
く
含
ま
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
前
記
の
い
ず
れ
で
も
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、S

P
E

の
本
拠
地
た
る
加
盟
国
に
お
け
る
有
限
責
任
の
私
会
社
に
関
し
制
定

し
た
法
規
定
が
適
用
さ
れ
る
（
議
長
修
正
案
四
条
二
項
）。

以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
、
議
長
修
正
案
の
強
行
法
規
性
を
第
一
義
に
掲
げ
つ
つ
、
幅
広
く
定
款
自
治
を
許
容
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
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二
六
五

こ
と
が
で
き
る
。

⑶
．
他
方
、
非
公
開
会
社
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
対
応
す
る
制
度
に
つ
き
前
述
し
た
と
お
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
定
款
自
治
は
ほ

ぼ
同
程
度
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
定
款
自
治
の
広
狭
に
つ
き
、
彼
我
の
違
い
は
さ
ほ
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
と
解
さ
れ

る
。

S
M
E
s

に
用
い
ら
れ
る
企
業
形
態
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
自
由
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
許
容
す
る
可
能
性
よ
り

も
、
む
し
ろ
、
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
能
力
に
乏
し
いS
M
E
s

で
も
気
軽
に
使
え
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
む
し
ろ

一
定
の
枠
が
あ
る
こ
と
の
重
要
性
も
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
39
）

。

か
よ
う
な
観
点
か
ら
彼
我
の
法
制
を
俯
瞰
す
る
と
、
仮
に
自
治
の
範
囲
が
同
程
度
で
あ
る
と
し
て
も
、
別
記
第
一
に
お
い
て
、
定
款
で

定
め
る
べ
き
事
項
を
「
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
」
し
て
い
る
議
長
修
正
案
は
、
わ
が
国
の
法
制
よ
り
も
、
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
るS

M
E
s

に
対
し
、

よ
り
親
切
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
運
用
で
ま
か
な
う
場
合
に
は
、「
モ
デ
ル
定
款
」
の
よ
う
な
も
の
が
普
及
し
て

い
く
こ
と
が
よ
り
い
っ
そ
う
望
ま
れ
よ
う
（
40
）

。

3
．
会
社
債
権
者
保
護

⑴
．
第
二
に
会
社
債
権
者
保
護
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
（
41
）

。
事
業
体
に
お
け
る
債
権
者
保
護
の
要
請
は
、
当
該
事
業
体
の
有
限
責
任
と
密

接
に
関
係
し
、
有
限
責
任
の
対
価
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
事
業
体
に
お
け
る
有
限
責
任
の
根
拠
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
と
（
42
）

、
有
限

責
任
が
そ
の
機
能
を
最
大
限
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て
、
所
有
と
経
営
が
分
離
し
、
か
つ
、
株
式
が
市
場
に
お
い
て
公
開
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
は
、
弊
害
が
発
生
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
43
）

。



二
六
六

他
方
、
債
権
者
保
護
規
定
は
会
社
や
そ
の
社
員
の
自
由
の
一
部
を
奪
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
、
債
権
者
保
護
が
厚
け
れ
ば
厚
い

ほ
ど
優
れ
た
会
社
法
で
あ
る
、
と
は
い
え
ず
、
費
用
と
便
益
と
を
比
較
し
て
適
度
の
保
護
が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
債
権

者
保
護
縮
小
論
（
縮
小
論
）
も
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
（
44
）

。
こ
の
見
解
の
発
想
の
基
本
は
、
起
業
家
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
科
学
技
術

の
発
展
に
寄
与
す
る
と
い
う
有
限
責
任
の
積
極
面
を
重
視
し
、
こ
の
こ
と
と
の
絡
み
で
適
宜
弊
害
に
つ
い
て
、
必
要
な
限
度
（
事
前
規
制

よ
り
も
事
後
規
制
）
で
対
処
を
し
て
い
け
ば
よ
い
と
い
う
点
に
あ
る
（
45
）

。

⑵
．
か
よ
う
な
観
点
か
ら
、S

P
E

と
非
公
開
会
社
を
み
て
み
る
と
、
い
ず
れ
の
事
業
体
も
、
債
権
者
保
護
に
関
し
て
の
「
あ
る
べ
き

制
度
」
で
な
く
「
あ
る
制
度
」
の
説
明
と
し
て
は
、
縮
小
論
に
よ
る
方
が
よ
り
説
明
が
つ
き
や
す
い
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ

の
事
業
体
も
、
事
前
規
制
と
し
て
最
低
資
本
金
制
度
を
放
擲
す
る
の
み
な
ら
ず
、
強
制
保
険
の
よ
う
な
制
度
を
設
け
て
お
ら
ず
（
46
）

、
も
っ
ぱ

ら
事
後
規
制
に
よ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
非
公
開
会
社
の
場
合
に
は
、
役
員
等
の
対
第
三
者
責
任
（
会
社
法
四
二
九
条
一
項
）
が
存

在
す
る
が
、S

P
E

の
場
合
に
は
、
か
か
る
制
度
に
つ
き
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
。

そ
の
際
あ
り
う
る
事
後
的
救
済
と
し
て
は
、
一
つ
に
は
、
各
国
法
に
基
づ
き
、
法
人
格
否
認
の
法
理
の
適
用
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
、
も
う
一
つ
に
は
、
事
業
体
に
関
す
る
法
制
で
な
く
倒
産
法
制
に
こ
れ
を
委
ね
る
と
い
う
解
決
手
法
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
ろ
う
。
前

者
に
よ
る
解
決
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
よ
う
な
、
法
人
の
単
体
性
を
強
調
す
る
法
制
の
下
で
は
、
そ
の
実
効
に
お
の
ず
か
ら
制
約
が
あ
る
一

方
、
後
者
に
よ
る
解
決
は
、
有
限
責
任
の
弊
害
が
も
っ
ぱ
ら
企
業
の
危
機
時
期
に
顕
在
化
す
る
こ
と
（
47
）

か
ら
す
る
と
、
よ
り
望
ま
し
い
ア
プ

ロ
ー
チ
と
い
え
よ
う
か
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
倒
産
法
制
の
「
ア
ウ
ト
・
オ
ブ
・
コ
ー
ト
」
化
を
反
映
し
、
会
社
法
制
と
倒
産
法
制
と

の
架
橋
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
（
48
）

、S
P
E

に
お
け
る
債
権
者
保
護
の
あ
り
方
は
、
そ
の
傍
証
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



Ｅ
Ｕ
会
社
法
と
日
本
の
事
業
体
法
制
（
松
嶋
）

二
六
七

五
．
結
び
に
代
え
て

以
上
が
、「
大
山
鳴
動
鼠
一
匹
」
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
検
討
し
、
事
業
体
法
制
構
築
に
む
け
精
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

以
上

（
1
） S

P
E

に
つ
い
て
概
括
的
に
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、R

obert D
rury, T

he E
uropean P

rivate C
om
pany, E

uropean B
usiness 

O
rganization L

aw
 R
eview

 

（E
B
O
R

） 9 

（2008

）, p.125. 

久
保
寛
展
「
中
小
企
業
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
版
有
限
会
社
│
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
私
会
社
（S

ocietas P
rivata E

uropaea-S
P
E

）
規
則
案
に
つ
い
て
│
」
福
岡
大
学
法
学
論
叢
五
五
巻
一
号
（
平
成
二
二
年
）
五
九
頁
。

（
2
） 

本
稿
で
は
、「
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
」（
会
社
法
二
条
五
号
）
を
非
公
開
会
社
と
称
す
る
。

（
3
） 

事
業
体
法
制
構
築
に
向
け
た
筆
者
の
試
み
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
新
し
い
企
業
形
態
に
お
け
る
法
人
格
の
意
義
と
会
社
債
権
者
保
護
」
判
例
タ

イ
ム
ズ
一
二
〇
六
号
（
平
成
一
八
年
）
五
四
頁
、「
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
制
│
法
人
形
態
を
中
心
に
│
」
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
〇
周

年
記
念
論
文
集
第
一
巻
（
法
律
学
編
）（
平
成
二
一
年
）
一
九
三
頁
、
須
藤
正
彦
＝
坂
田
純
一
＝
松
嶋
隆
弘
編
『
事
業
体
の
法
務
と
税
務
│
実
務
に

役
立
つ
活
用
術
│
』（
平
成
二
一
年
六
月
、
第
一
法
規
）。

（
4
） http://w
w
w
.europeanprivatecom

pany.eu/legal_texts/dow
nload/S

P
E
_en.pdf

翻
訳
に
つ
い
て
は
、
中
村
匡
志
「
欧
州
私
会
社
（S

P
E

）
法
に
関
す
る
理
事
会
規
則
案
（
欧
州
委
員
会
提
出
）（
上
）」
国
際
商
事
法
務
三
六
巻

一
一
号
（
平
成
二
〇
年
）
一
四
三
五
頁
以
下
及
び
同
・（
下
）
国
際
商
事
法
務
三
六
巻
一
二
（
平
成
二
〇
年
）
一
五
八
三
頁
以
下
を
用
い
た
。

（
5
） http://w

w
w
.europeanprivatecom

pany.eu/legal_texts/dow
nload/E

P
_2009_en.pdf

（
6
） M

athias M
. S
iem
s, L
eif H

erzog and E
rik R

osenhager, T
he P

rotection of C
reditors of a E

uropean P
rivate C

om
pany 

（S
P
E

）, 



二
六
八

E
uropean B

usiness O
rganization L

aw
 R
eview

s 

（E
B
O
R

） 12 

（2011

）, p.149.
（
7
） http://w

w
w
.europeanprivatecom

pany.eu/legal_texts/dow
nload/C

ouncil-N
ovem

ber09-en.pdf
（
8
） 
最
新
情
報
に
つ
い
て
は
、http://w

w
w
.europeanprivatecom

pany.eu/legal_texts/

を
参
照
。

（
9
） S

P
E

か
ら
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
、
本
稿
と
は
別
の
「
解
」
と
し
て
、
わ
が
国
の
外
国
会
社
規
制
を
念
頭
に
、
登
記
上
の

本
拠
地
の
移
転
（
議
長
修
正
案
第
七
章
）
を
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

（
10
） S

P
E

の
組
織
変
更
、
合
併
及
び
分
割
は
、
国
内
法
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
（
議
長
修
正
案
三
九
条
）。S

P
E

の
解
散
事
由
は
、
存
立
期
間
の

満
了
、
持
分
所
有
者
決
議
、
適
用
可
能
な
国
内
法
が
定
め
る
場
合
の
三
つ
で
あ
る
（
議
長
修
正
案
四
〇
条
一
項
）。S

P
E

の
無
効
も
国
内
法
に
よ
る

（
議
長
修
正
案
四
一
条
）。

（
11
） S

ee P
roposal for a E

uropean C
ouncil R

egulation on the S
tatute for a E

uropean P
rivate C

om
pany : 

（S
P
E

） C
onsultation 

D
ocum

ent 

（L
ondon : D

epartm
ent for B

usiness E
nterprise &

 R
egulatory R

eform
, O
ctober 2008

）, p.21; E
uropean C

om
m
ission 

S
taff W

orking D
ocum

ent accom
panying the P

roposal for a C
ouncil R

eguration on the S
tatute for a E

uropean P
rivate 

C
om
pany, Im

pact A
ssessm

ent S
E
C
 

（2008
） 2098, p.4.

（
12
） F

aisal S
aifee &

 B
artosz M

akow
icz, S

ocietas P
rivata E

uropaea : the E
uropean P

rivate C
om
pany, T

he C
om
pany L

aw
yer 

V
ol.30 N

o.8 

（2009

） p.227. 

な
お
、
上
田
廣
美
「
Ｅ
Ｕ
会
社
法
」
庄
司
克
宏
編
『
Ｅ
Ｕ
法
実
務
編
』（
平
成
二
〇
年
）
八
七
頁
及
び
上
田
純
子
「
欧

州
国
際
会
社
法
」
私
法
七
二
号
二
四
六
頁
参
照
。

（
13
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
と
し
て
、A

drean F
. D
orrestein &

 O
deaya U

ziahu-S
antcroos, T

he S
ocietas P

rivata E
uropaea 

under the M
agnifying G

lass 

（P
art 1

）, E
uropean C

om
pany L

aw
, V
olum

e 5, Issue6 

（2008

）, p.279.

（
14
） 

こ
の
他
に
理
事
会
規
則
案
で
は
ⅳ
．
既
存
の
会
社
の
分
割
に
よ
る
方
法
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
議
長
修
正
案
で
は
削
ら
れ
て
い
る
。

（
15
） 

ま
た
、
理
事
会
規
則
案
は
、
支
店
は
、
各
支
店
の
あ
る
加
盟
国
の
法
規
定
に
従
う
と
規
定
し
て
い
た
が
（
理
事
会
規
則
案
一
三
条
）、
議
長
修

正
案
で
は
規
定
そ
の
も
の
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
16
） 

理
事
会
規
則
案
一
二
条
は
、S

P
E

が
登
記
後
に
、
当
該
行
為
か
ら
帰
結
す
る
義
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
及
び
右
引
き
受
け
が



Ｅ
Ｕ
会
社
法
と
日
本
の
事
業
体
法
制
（
松
嶋
）

二
六
九

な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
行
為
を
な
し
た
者
が
連
帯
責
任
を
負
う
旨
定
め
て
い
た
（
理
事
会
規
則
案
一
二
条
）。

（
17
） 

現
物
出
資
に
つ
い
て
、S

P
E

は
、
資
本
金
に
関
す
る
規
制
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
き
取
り
扱
う
三
．
4
．
⑴
．
で
述
べ

る
こ
と
に
し
た
い
。

（
18
） 
会
社
法
は
、
本
店
の
所
在
場
所
を
定
款
の
必
要
的
記
載
事
項
及
び
登
記
事
項
と
し
て
、
支
店
の
所
在
場
所
を
登
記
事
項
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
要

求
す
る
（
会
社
法
二
七
条
三
号
、
九
一
一
条
三
項
三
号
）。
な
お
、
本
店
所
在
地
と
実
際
の
活
動
場
所
と
の
乖
離
に
関
す
る
規
制
は
、
単
一
国
家
で

あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
疑
似
外
国
会
社
規
制
と
し
て
規
律
さ
れ
る
（
会
社
法
八
二
一
条
）。

（
19
） 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
会
社
法
に
お
け
る
株
主
の
投
下
資
本
回
収
方
法
の
あ
り
方
、
株
式
譲
渡
自
由
の
原
則
の
相
対
化
に
つ
き
論
じ
る
も
の
と

し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
会
社
法
に
お
け
る
株
主
の
地
位
と
企
業
承
継
」『
二
一
世
紀
の
家
族
と
法
│
小
野
幸
二
教
授
古
稀
記
念
論
集
』（
平
成
一
九
年
）

五
三
二
頁

（
20
） 

た
だ
持
分
会
社
の
場
合
、
退
社
の
場
合
（
会
社
法
六
〇
六
条
三
項
）
も
会
社
の
解
散
の
訴
え
（
会
社
法
八
三
三
条
二
項
）
の
場
合
も
、「
や
む

を
得
な
い
事
由
」
が
要
件
と
さ
れ
て
お
り
、
要
件
は
同
一
で
あ
る
。

（
21
） 

例
え
ば
、
取
得
条
項
の
発
動
に
あ
た
っ
て
は
、
除
名
の
場
合
と
異
な
り
、
裁
判
所
の
判
断
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。

（
22
） 

全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
編
『
増
補
改
訂
版
会
社
法
中
小
企
業
モ
デ
ル
定
款
│
株
式
譲
渡
制
限
会
社
定
款
参
考
例
│
』（
平
成
二
三
年
）

一
五
九
〜
一
六
一
頁
（
松
嶋
隆
弘
）

（
23
） 

こ
の
他
に
、
理
事
会
規
則
案
で
は
、
⑥
．
決
算
書
（
理
事
会
規
則
案
二
五
条
）
も
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
削
除
さ
れ
た
。

（
24
） 

議
長
修
正
案
四
二
条
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
ユ
ー
ロ
に
よ
り
表
示
さ
れ
る
（
議
長
修
正
案
一
九
条
一
項
）。

（
25
） 

た
だ
、
か
つ
て
の
有
限
会
社
の
三
〇
〇
万
円
の
最
低
資
本
金
は
、
財
源
規
制
に
装
い
を
代
え
て
会
社
法
中
に
残
っ
て
い
る
（
会
社
法
四
五
八

条
）。

（
26
） 

そ
の
典
型
的
な
例
が
、
会
社
法
二
〇
七
条
九
項
五
号
の
規
定
を
活
用
す
る
デ
ッ
ト･

エ
ク
イ
テ
ィ･

ス
ワ
ッ
プ
で
あ
る
。
松
嶋
隆
弘
「
会
社
法

の
も
と
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
」
日
本
法
学
七
五
巻
三
号
（
平
成
二
二
年
）
一
七
七
頁
参
照
。

（
27
） 

後
で
出
資
比
率
を
当
事
者
間
の
合
意
で
調
整
で
き
る
の
な
ら
ば
、
あ
ら
か
じ
め
検
査
役
に
厳
密
に
調
査
さ
せ
る
必
要
は
乏
し
い
と
い
う
判
断
で



二
七
〇

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
当
該
現
物
出
資
財
産
と
し
て
主
に
知
的
財
産
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
の
傍
証
で
も
あ
り
、
合
同
会
社
が
本
来
的
に
ヴ
ェ
ン

チ
ャ
ー
法
制
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
松
嶋
隆
弘
「
合
同
会
社
の
創
設
に
関
す
る
一
考
察
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
六
〇
号

（
平
成
一
六
年
）
六
三
頁

（
28
） 
藤
田
友
敬
「
会
社
法
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
」『
会
社
法
と
商
事
法
務
』（
平
成
二
〇
年
）
一
一
七
頁

（
29
） 

こ
こ
に
い
う
特
別
多
数
決
は
、S

P
E

が
発
行
し
た
持
分
に
結
合
さ
れ
た
総
議
決
権
数
の
少
な
く
と
も
三
分
の
二
に
よ
り
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
議
長
修
正
案
二
八
条
二
項
）。

（
30
） 

理
事
会
規
則
案
の
段
階
で
は
、
こ
の
他
に
、
正
式
に
役
員
に
選
任
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
役
員
と
し
て
行
為
し
た
者
（
事
実
上
の
取

締
役
、
影
の
取
締
役
）
が
役
員
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
定
め
（
理
事
会
規
則
案
三
〇
条
二
項
）
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
議
長
修
正
案
で
は
削
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。

（
31
） 

た
だ
、S

P
E

と
異
な
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
委
員
会
設
置
会
社
は
会
計
監
査
人
の
外
部
監
査
が
強
制
さ
れ
る
（
会
社
法
三
二
七
条

五
項
）。

（
32
） 

事
実
上
の
取
締
役
、
影
の
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
近
時
わ
が
国
で
も
解
釈
論
と
し
て
導
入
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
り
（
石
山
卓
磨
『
事
実
上

の
取
締
役
理
論
と
そ
の
展
開
』（
昭
和
五
九
年
））、
こ
れ
に
よ
れ
ば
彼
我
の
違
い
は
さ
ほ
ど
顕
著
で
な
い
。
か
か
る
点
を
考
慮
し
、
本
稿
で
は
こ
の

点
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
33
） 

英
国
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
四
条
二
項
に
よ
る
と
、
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
の
有
無
は
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
が
（
同
条
二
項
⒜
）、
も

し
当
該
取
締
役
が
通
常
要
求
さ
れ
る
よ
り
も
高
度
の
知
識
、
技
量
、
経
験
を
有
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
事
情
も
考
慮
に
入
れ
て
判
断

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
同
条
二
項
⒝
）。

（
34
） N
orm
an v T

heodore G
oddard 

﹇1991

﹈ B
C
L
C
 1028

）。N
orm
an v T

heodore G
oddard

お
よ
びR

e D
’Jan of L

ondon L
td 

﹇1993

﹈ 

B
C
C
 646

に
お
い
て
、H

off m
an

判
事
は
、
支
払
不
能
法
二
一
四
条
の
基
準
と
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
け
る
基
準
が
等
し
い
こ
と
を
明
言
す
る
（L

ord 

H
off m
an, ‘D

uty of C
om
pany D

irectors ’ 

（1999

） E
uropean B

usiness L
aw
 R
eview

 p.78.

）。

（
35
） 

近
時S

E

が
利
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
に
鑑
み
る
と
、
む
し
ろS

P
E

よ
り
もS

E
の
使
い
勝
手
を
向
上
さ
せ
る
努
力
が
望
ま
れ
る
と
い
っ
て



Ｅ
Ｕ
会
社
法
と
日
本
の
事
業
体
法
制
（
松
嶋
）

二
七
一

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
36
） 

こ
こ
で
い
う
「
人
的
資
産
を
活
用
す
る
事
業
体
」
と
は
、
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ー
企
業
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
。

（
37
） 
工
藤
聡
一
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス
ト
法
の
課
題
│
受
益
者
責
任
の
問
題
を
中
心
と
し
て
│
」
信
託
研
究
奨
励
金
論
集
二
四
号
（
平
成
一
五
年
）

一
八
頁
は
、
定
款
自
治
の
範
囲
が
広
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス
ト
に
お
い
て
か
か
る
現
象
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
38
） 

中
村
・
前
注
（
4
）（
上
）
一
四
三
八
頁

（
39
） 

松
嶋
隆
弘
「
新
し
い
企
業
類
型
（
日
本
版L

L
C

・L
L
P

）
の
創
設
に
関
す
る
諸
問
題
」
日
本
法
学
七
一
巻
一
号
（
平
成
一
七
年
）
三
二
六
頁

（
40
） 

全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
編
・
前
掲
書
（
前
注
（
22
））
は
、
そ
の
た
め
の
試
み
と
い
え
る
。

（
41
） S

ee M
athias M

. S
iem
s, L
eif H

erzog and E
rik R

osenhäger, op. cit., p.147.

（
42
） 

一
般
に
企
業
体
に
お
い
て
有
限
責
任
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
大
要
次
の
通
り
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
（Judith F

reedm
an, 

L
im
ited L

iability : L
arge C

om
pany T

heory and S
m
all F

irm
s, 63 T

he M
odern L

aw
 R
eview

 

（2000

）, p.328.

）。
第
一
に
、
有
限
責
任

は
会
社
と
取
引
す
る
相
手
方
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
。
第
二
に
、
株
主
は
、
他
の
株
主
に
つ
い
て
も
モ
ニ
タ
ー
す
る
必
要
が
な
く
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
に
、
有
限
責
任
は
株
式
譲
渡
の
自
由
を
実
現
す
る
。
前
述
の
と
お
り
有
限
責
任
は
、
調
査
コ
ス
ト
・
取
引
コ
ス
ト
を
削
減

す
る
の
で
、
買
主
は
、
売
主
の
属
性
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
株
式
を
買
い
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
に
よ
り
、
株
式
の
市
場
価
格
を
通

じ
て
取
締
役
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
第
四
に
、
有
限
責
任
は
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
分
散
化
を
促
進
す
る
。
有
限
責
任
会
社

へ
の
投
資
者
は
、
自
己
の
リ
ス
ク
を
分
散
化
に
よ
り
減
少
し
よ
う
と
す
る
が
、
無
限
責
任
会
社
で
は
、
分
散
化
は
か
え
っ
て
リ
ス
ク
を
増
加
さ
せ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
投
資
家
に
よ
る
分
散
化
は
、
取
締
役
が
、
投
資
者
の
全
資
産
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
な
く
、
リ
ス
ク
の
あ
る
事
業
へ
入
っ
て
い

く
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
れ
は
資
本
の
効
率
的
な
運
用
の
実
現
と
な
る
。

（
43
） 

前
注
（
42
）
で
述
べ
た
有
限
責
任
の
「
根
拠
」
か
ら
考
え
る
限
り
、
小
規
模
閉
鎖
会
社
お
よ
び
そ
の
取
引
先
は
、
い
ず
れ
も
有
限
責
任
の
メ

リ
ッ
ト
を
十
分
に
享
受
し
得
な
い
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
（F

reedm
an, Ibid., p.331.

）。

第
一
に
、
こ
れ
ら
の
会
社
に
お
い
て
は
、
所
有
と
経
営
が
一
致
し
て
お
り
、
極
端
な
場
合
、
同
一
人
物
の
こ
と
も
あ
る
。
従
っ
て
、
経
営
者
に
対

す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
と
い
う
有
限
責
任
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
こ
こ
で
は
全
く
発
揮
さ
れ
な
い
。



二
七
二

第
二
に
、
こ
れ
ら
の
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
数
が
少
な
い
の
で
、
株
主
は
し
ば
し
ば
互
い
を
監
視
で
き
る
地
位
に
あ
る
こ
と
も
、
第
一
の
理
由

を
補
強
す
る
。

第
三
に
、
こ
れ
ら
の
会
社
に
お
い
て
は
、
株
式
が
市
場
性
を
有
し
な
い
の
で
、
市
場
価
格
を
通
じ
て
の
経
営
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
こ
と
は

考
え
が
た
い
。
多
く
の
場
合
、
投
資
者
と
経
営
者
は
同
一
人
物
な
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
か
か
る
会
社
に
お
い
て
は
株
式
の
分
散
化
も
生
じ
な
い
の
で
、
分
散
化
に
関
す
る
上
述
の
メ
リ
ッ
ト
も
こ
こ
で
は
発
揮
さ
れ
な
い
。

第
五
に
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
か
か
る
会
社
に
お
い
て
は
、
有
限
責
任
に
よ
る
最
適
な
リ
ス
ク
配
分
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

所
有
者
か
つ
経
営
者
の
場
合
に
は
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
比
し
、
不
適
切
な
事
業
に
会
社
の
全
資
産
が
投
入
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
高
く
、
そ
の

場
合
、
有
限
責
任
に
よ
り
リ
ス
ク
は
分
散
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
他
の
誰
か
（
＝
債
権
者
）
に
そ
の
ま
ま
転
嫁
さ
れ
て
し
ま
う
。
銀
行
な
ど
の
主

要
な
債
権
者
は
、
経
営
者
個
人
の
連
帯
保
証
を
求
め
る
こ
と
で
、
転
嫁
さ
れ
た
リ
ス
ク
を
再
び
所
有
者
か
つ
経
営
者
へ
と
押
し
戻
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
問
題
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
交
渉
力
の
な
い
少
額
債
権
者
や
不
法
行
為
な
ど
の
非
自
発
的
債
権
者
に
と
っ
て
は
、
リ
ス
ク
に
耐
え
う
る
能
力

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
リ
ス
ク
を
転
嫁
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

（
44
） 

大
杉
謙
一
「
米
国
に
お
け
る
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（L

L
C

）
お
よ
び
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ビ
リ

テ
ィ
ー
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（L

L
P

）
に
つ
い
て
│
閉
鎖
会
社
立
法
へ
の
一
提
言
│
」
金
融
研
究
（
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
）
二
〇
〇
一
年

一
月
号
（http://w

w
w
.im
es.boj.or.jp/japanese/kinyu/2001/kk20-1-5.pdf

）
一
九
二
頁

こ
の
見
解
は
、
株
式
会
社
に
お
い
て
妥
当
す
る
と
い
わ
れ
て
き
た
「
資
本
の
三
原
則
」
や
「
出
資
の
払
戻
し
の
禁
止
」
に
つ
い
て
も
、
現
行
法

（
た
だ
し
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
）
の
説
明
と
し
て
は
と
も
か
く
、
立
法
論
と
し
て
こ
れ
ら
の
「
法
理
」
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と

す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
「
法
理
」
が
関
係
当
事
者
間
の
便
益
と
費
用
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
保
証
は
全
く
な
く
、
立

法
論
と
し
て
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
法
理
を
離
れ
て
直
截
に
適
切
な
ル
ー
ル
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
、
し
か
る
後
に
そ
れ
に
合
わ

せ
て
既
存
の
法
理
を
解
体
、
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。

（
45
） 

大
杉
謙
一
「L

L
C

制
度
の
導
入
」
企
業
会
計
五
六
巻
二
号
（
平
成
一
六
年
）
六
七
頁

（
46
） 

近
時
、
所
有
と
経
営
の
一
致
す
る
小
規
模
閉
鎖
会
社
に
お
け
る
経
営
者
＝
株
主
に
対
し
、
不
法
行
為
債
権
者
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に
「
適
切



Ｅ
Ｕ
会
社
法
と
日
本
の
事
業
体
法
制
（
松
嶋
）

二
七
三

な
保
険
」
を
提
供
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
べ
き
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
（D

.L
eebron, ‘L

im
ited L

iability, T
ort V

ictim
s and 

C
reditors ’ 91 C

olum
bia L

aw
 R
eview

 

（1991

）, p.1636.

）。
こ
れ
は
一
見
魅
力
的
な
提
案
で
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
、
実
効
性
に
つ
き
多
く
の

困
難
を
伴
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
経
営
者
＝
株
主
の
「
義
務
」
と
構
成
す
る
以
上
、「
適
切
な
保
険
」
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
事
後

的
な
司
法
救
済
の
場
で
判
断
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
、
そ
の
判
断
は
困
難
を
極
め
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
新
規
参
入
の

S
M
E
s

に
と
っ
て
は
大
き
な
障
壁
と
な
る
こ
と
や
、
保
険
者
よ
り
も
銀
行
の
よ
う
な
会
社
債
権
者
の
方
が
情
報
収
集
能
力
に
長
け
、
リ
ス
ク
の
負
担

者
と
し
て
適
切
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
効
性
に
対
し
て
、
批
判
が
強
い
。

た
だ
、
強
制
保
険
制
度
は
、
現
に
自
賠
責
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
場
面
に
お
い
て
は
、
そ
れ
な
り
の
実
効
を
あ
げ
て
お
り
、
一
概
に
否
定
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
（F

reedm
an, op. cit., p.342. 

た
と
え
ば
労
働
者
保
護
や
セ
ク
ハ
ラ
防
止
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
保
険
制
度
の
活
用
は
一
考
に
値

す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。）。
結
局
の
と
こ
ろ
、
有
限
責
任
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
矯
正
す
る
手
段
と
し
て
、
強
制
保
険
制
度
は
一
般
的
な
実
効
性
を
持

つ
と
は
い
え
ず
、
限
定
さ
れ
た
場
面
に
お
い
て
の
み
効
用
を
発
揮
す
る
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
47
） 

有
限
責
任
に
は
、
①
．
企
業
価
値
が
負
債
を
下
回
る
場
合
に
、
株
主
は
企
業
価
値
を
最
大
に
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
持
た
ず
、
過
度
の
リ
ス

ク
テ
イ
キ
ン
グ
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
、
②
．
倒
産
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
株
主
が
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
（
例
え
ば
、
債
権
者
に
企
業
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
移
る
前
に
、
多
額
の
配
当
を
し
た
り
、
リ
ス
ク
の
高
い
投
資
を
継
続
し
た
り
し
て
）、
会
社
財
産
を
目
減
り
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、

と
い
っ
た
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
三
輪
芳
郎
・
神
田
秀
樹
・
柳
川
範
之
編
『
会
社
法
の
経
済
学
』（
一
九
九
八
年
）
一
九
五

頁
（
金
本
良
嗣
・
藤
田
友
敬
））。

（
48
） 

松
嶋
隆
弘
「
会
社
法
の
も
と
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
」
私
法
七
四
号
掲
載
予
定
（
日
本
私
法
学
会
第
七
五
回
大
会
の
個

別
報
告
要
旨
）





租
税
法
に
お
け
る
濫
用
の
法
理
（
今
村
・
川
村
）

二
七
五

租
税
法
に
お
け
る
濫
用
の
法
理

│
欧
州
司
法
裁
判
所
と
我
が
国
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
を
比
較
し
て

│

今　
　

村　
　
　
　
　

隆

川　
　

村　
　

佑　
　

紀

第
一　

は
じ
め
に

第
二　

Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
断
枠
組
み

第
三　

Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
お
け
る
濫
用
の
法
理

第
四　

我
が
国
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
濫
用
の
法
理

第
五　

結　

び



二
七
六

第
一　

は
じ
め
に

一　

Ｅ
Ｕ
は
、
そ
の
基
本
条
約
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
条
約
を
二
〇
〇
七
年
に
締
結
し
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
改
正
す
る
こ
と
と
し
、
改
正
条
約
は
、

二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
か
ら
発
効
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
条
約
の
一
つ
で
あ
る
Ｅ
Ｃ
条
約
（
以
下
「
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
」
と
い

う
。）
は
、
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
（
以
下
「
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
」
と
い
う
。）
に
改
正
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
中
核
的
な
裁
判
所
で
あ
る
欧
州
司
法
裁
判
所

も
、
欧
州
諸
共
同
体
司
法
裁
判
所
か
ら
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
に
改
称
さ
れ
た
。
こ
の
欧
州
司
法
裁
判
所
（E

uropean C
ourt of Justice

）

は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
発
効
前
も
通
称
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
発
効
の
前
後
を
通
し
て
、「
Ｅ
Ｃ
Ｊ
」

と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
発
効
前
に
、
加
盟
国
の
租
税
法
規
が
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
に
適
合
す
る
か
否
か
を
審
査
し
、
加
盟
国
の
租
税
法
規

を
同
条
約
違
反
と
す
る
な
ど
注
目
す
べ
き
判
決
を
次
々
と
出
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、

二
〇
〇
六
年
九
月
の
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
判
決

（
1
）

で
あ
り
、
ま
た
、
付
加
価
値
税
に
つ
い
て
の
第
六
次
指
令
の
解
釈
に

つ
い
て
の
判
例
で
は
あ
る
が
、
同
じ
年
の
二
月
に
出
さ
れ
た
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
判
決

（
2
）

で
あ
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
判
決
に
お
い
て
、「
開
業
の
自
由
に
対
す
る
制
限
が
濫
用
的
行
為
（abusive 

practices

）
を
防
止
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
制
限
の
目
的
が
、
国
内
的
に
実
行
さ
れ
る
活
動

に
よ
る
利
益
に
通
常
生
じ
る
租
税
を
逃
れ
る
た
め
、
経
済
的
実
体
を
考
慮
し
な
い
完
全
に
技
巧
的
な
取
決
め
（w

holly artifi cial 

arrangem
ents

）
を
作
り
出
す
行
為
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
。」（
パ
ラ
55
、
横
線
筆
者
）
と
判
示
し
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
判
決

に
お
い
て
、「
共
同
体
法
は
、
経
済
を
動
か
す
人
達
に
よ
る
濫
用
的
行
為
（abusive practice

）
│
す
な
わ
ち
正
常
な
商
業
作
用
の
状
況
で
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な
い
の
に
実
行
さ
れ
、
共
同
体
法
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
特
典
を
不
当
に
得
る
目
的
の
み
で
な
さ
れ
て
い
る
取
引
│
に
ま
で
こ
れ
を
カ

バ
ー
す
る
よ
う
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
パ
ラ
69
、
横
線
筆
者
）
と
判
示
し
、
と
も
に
租
税
事
件
に
つ
い
て
の
濫
用
の
法
理
を
明

ら
か
に
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
明
ら
か
に
し
た
こ
の
濫
用
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
の
学
者
の
間
で
も
多
く
の
議
論
が
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
議
論
の
中
で
も
、
二
〇
〇
八
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
で
は
岩
崎
政
明
教
授
が
い
ち
早
く
注
目
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（
3
）

、
そ
の
後
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
基
づ
く
論
文
集

（
4
）

が
正
式
に
発
刊
さ
れ
、
そ
の
議
論
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

筆
者
の
一
人
は
、
以
前
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
や
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
に
基
づ
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理

の
意
義
を
論
じ
た
が

（
5
）

、
右
論
文
集
に
登
載
さ
れ
て
い
る
論
文
に
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
り
、
右
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス

事
件
や
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
後
の
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
や
右
論
文
集
に
登
載
さ
れ
た
論
文
等
を
参
考
に
し
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理
に
つ

い
て
再
考
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
特
に
右
論
文
集
に
登
載
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の

論
点
を
軸
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

①
一
般
法
理
（general principle

）
で
あ
る
の
か
解
釈
の
法
理
（principle of construction

）
に
す
ぎ
な
い
の
か
？

②
法
の
濫
用
（abuse of law

）
か
権
利
の
濫
用
（abuse of rights
）
か
？

二　

一
方
、
我
が
国
の
最
高
裁
判
所
は
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
判
決
や
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
判
決
の
出
さ
れ
る

直
前
の
二
〇
〇
五
年
に
、「
外
税
事
件
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
最
高
裁
平
成
一
七
年
一
二
月
一
九
日
判
決
（
民
集
五
九
巻
一
〇
号
二
九
六
四
頁
）

に
お
い
て
、「
本
件
取
引
に
基
づ
い
て
生
じ
た
所
得
に
対
す
る
外
国
法
人
税
を
法
人
税
法
六
九
条
の
定
め
る
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
す



二
七
八

る
こ
と
は
、
外
国
税
額
控
除
制
度
を
濫
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
税
負
担
の
公
平
を
著
し
く
害
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
横
線
筆
者
）
と
判
示
し
、「
濫
用
」
と
の
表
現
を
用
い
て
法
人
税
法
六
九
条
の
外
国
税
額
控
除
の
適
用
を
否
定
し

て
い
る
。
こ
の
最
高
裁
判
決
が
、
い
わ
ゆ
る
濫
用
の
法
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
と

り
あ
え
ず
「
濫
用
の
法
理
（“abuse of law

” principle

）」
と
し
て
と
ら
え
て
、
前
記
二
つ
の
論
点
に
基
づ
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理

と
比
較
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
我
が
国
の
最
高
裁
の
採
っ
て
い
る
右
法
理
が
、
本
当
に
濫
用
の
法
理
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
こ
れ
と
は
違
う
法
理
で
あ
る
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
こ
で
、
以
下
、
第
二
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
断
枠
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
第
三
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理
を
検

討
し
、
第
四
に
お
い
て
、
我
が
国
の
最
高
裁
判
所
の
採
っ
て
い
る
右
法
理
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二　

Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
断
枠
組
み

一　

Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
断
枠
組
み
の
概
観

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
一
つ
で
あ
り
、
加
盟
国
の
裁
判
所
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
件
の
先
決
裁
定
な
ど
を
管
轄
し
て
い
る
が
、

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
こ
の
先
決
裁
定
に
お
い
て
、
加
盟
国
の
租
税
法
規
を
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
違
反
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
断
枠
組
み
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
が
保
障
し
て
い
る
自
由
に
対
す
る
加
盟
国
に
お
け
る

制
限
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
①
当
該
措
置
が
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
の
保
障
す
る
四
つ
の
自
由
（
物
の
移
動
の
自
由
、
人
の
移
動
の
自
由
、
役
務

提
供
の
自
由
、
資
本
移
動
の
自
由
）
の
問
題
か
（
保
護
範
囲
）、
②
当
該
措
置
が
差
別
あ
る
い
は
自
由
に
対
す
る
制
限
と
い
え
る
か
（
差
別
又
は

制
限
該
当
性
）、
③
こ
の
よ
う
な
差
別
あ
る
い
は
制
限
が
正
当
化
さ
れ
る
か
（
正
当
化
事
由
の
有
無
）
の
三
つ
の
段
階
で
判
断
し
て
い
る
と
い
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わ
れ
て
い
る

（
6
）

。
こ
の
よ
う
な
判
断
枠
組
み
は
、
ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
基
本
権
侵
害
に
当
た
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
の
三

段
階
審
査
説
を
彷
彿
と
さ
せ
る

（
7
）

。
こ
れ
は
、
個
別
法
規
と
基
本
法
と
の
関
係
と
加
盟
国
の
法
規
と
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
と
の
関
係
が
同
じ
よ
う

な
構
造
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
結
局
、
同
じ
よ
う
な
判
断
枠
組
み
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
②
の
差
別
か
制
限
か
に
つ
い
て
は
、
差
別
は
制
限
の
一
態
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
場
合

に
制
限
と
な
る
か
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
一
つ
の
国
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
と
ら
え
る
か
、「
二
つ
の
国
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」

で
と
ら
え
る
か
の
問
題
が
あ
る

（
8
）

。

右
③
の
正
当
化
事
由
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
三
六
条
（
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
三
〇
条
）
が
規
定
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
三
六
条
以
外

の
正
当
化
事
由
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
税
務
行
政
の
実
効
性
確
保
、
公
衆
の
健
康
衛
生
、
商
取
引
の
公
正
及
び
消
費
者
保
護
と

い
っ
た
強
行
的
要
請
（m

andatory requirem
ents

）
に
基
づ
く
も
の
は
、
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
合
理
性
の
原
則
（rule of reason

）」

と
い
う
。
こ
れ
は
、
一
九
七
九
年
の
カ
シ
ス
・
ド
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
判
決

（
9
）

に
よ
り
確
立
さ
れ
た
法
理
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
正
当
化
事
由
の
あ
る
差
別
や
制
限
も
比
例
原
則
に
反
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
欧
州
連
合
条
約
五
条
四
項
参
照
）。

二　

正
当
化
事
由
に
つ
い
て
の
判
例

本
稿
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
右
③
の
正
当
化
事
由
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
右
カ
シ
ス
・
ド
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
判
決

の
後
の
判
例
で
、
ⅰ
租
税
制
度
の
一
貫
性
確
保
、
ⅱ
税
務
行
政
の
実
効
性
確
保
、
ⅲ
租
税
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
場
合
に
正
当
化
さ
れ

る
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
ⅰ
の
租
税
制
度
の
一
貫
性
確
保
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
二
年
の
バ
ッ
ク
マ
ン
事
件
判
決

（
10
）

に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の



二
八
〇

所
得
税
法
に
お
い
て
保
険
料
控
除
を
ベ
ル
ギ
ー
設
立
法
人
と
の
保
険
契
約
に
基
づ
く
支
払
保
険
料
に
限
定
し
て
い
る
措
置
が
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
自
由
に
反
す
る
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
、
支
払
保
険
料
が
控
除
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
年
金
へ
の
課
税
の
免
除
で
埋
め
合
わ
さ
れ
て

お
り
、
租
税
制
度
の
一
貫
性
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
の
判
定
を
し
た
。
次
に
、
ⅱ
の
税
務
行
政
の
実
効
性
確
保
に
つ
い

て
は
、
一
九
九
七
年
の
フ
ツ
ラ
事
件
判
決

（
11
）

に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
税
法
に
お
い
て
外
国
法
人
の
国
内
支
店
に
つ
い
て

の
繰
越
控
除
を
制
限
し
て
い
る
措
置
が
開
業
の
自
由
を
制
限
す
る
も
の
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
、
制
限
に
当
た
る
と
し
た
上
税
務
行
政
の

実
効
性
の
確
保
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
し
た
も
の
の
、
比
例
原
則
違
反
で
あ
る
と
の
判
定
を
し
た
。
さ
ら
に
、
ⅲ
の
租
税
回
避
及
び
脱
税

の
防
止
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
八
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｉ
事
件
判
決

（
12
）

に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
イ
ギ
リ
ス
税
法
の
グ
ル
ー
プ
・
レ
リ
ー
フ
に
お
い

て
、
外
国
子
会
社
の
損
失
を
相
殺
す
る
の
を
制
限
し
て
い
る
措
置
が
開
業
の
自
由
に
反
す
る
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
、
租
税
回
避
が
正
当

化
事
由
に
当
た
る
こ
と
は
認
め
た
も
の
の
、
比
例
原
則
に
反
す
る
と
の
判
定
を
し
た
。

本
稿
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
正
当
化
事
由
の
中
で
重
要
な
の
は
、
ⅲ
の
租
税
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
に
よ
る
正
当
化
で
あ
り
、
キ
ャ
ド

ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
判
決
は
、
右
Ｉ
Ｃ
Ｉ
事
件
判
決
の
延
長
線
上
に
あ
る
事
件
で
あ
る
。

第
三　

Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
お
け
る
濫
用
の
法
理

一　

Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
お
け
る
濫
用
の
法
理
の
意
義

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
第
一
で
述
べ
た
と
お
り
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
及
び
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
に
お
い
て
、
濫
用
的
行

為
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
濫
用
的
行
為
の
場
合
に
、
Ｅ
Ｕ
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
そ
の
適
用
が
制
限
さ
れ
る
と
す
る
法

理
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
お
け
る
濫
用
の
法
理
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
に
お
い
て
は
、
完
全
に
技
巧
的
な
取
決
め
（w

holly artifi cial 

arrangem
ents

、
以
下
単
に
「w

holly artifi cial arrangem
ent

」
と
い
う
。）
の
場
合
に
濫
用
的
行
為
に
当
た
る
と
し
、
ハ
リ
フ
ァ
ク
ス
事
件
に

お
い
て
は
、w

holly artifi cial arrangem
ent

と
の
用
語
こ
そ
使
っ
て
い
な
い
が
、
完
全
に
技
巧
的
な
取
引
（purely artifi cial 

transactions
、
パ
ラ
64
）
又
は
取
引
の
完
全
に
技
巧
的
な
性
質
（purely artifi cial nature of transactions

、
パ
ラ
81
）
と
の
用
語
を
使
っ
て

い
る
。

こ
の“purely artifi cial ”
と“w

holly artifi cial ”

が
違
う
の
か
が
問
題
と
な
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
判
決
に
お
い
て
は
、

ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
の
場
合
に
は
、“purely articicial nature ”

（
パ
ラ
81
）
に
相
当
す
る
語
を“le caractere purem

ent 

artifi ciel ”

と
表
現
し
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
の
場
合
に
は
、“w

holly artifi cial arrangem
ent ”

（
パ
ラ
51
）
に
相

当
す
る
語
を“les m

ontages purem
ent artifi ciel ”

と
表
現
し
、
い
ず
れ
も“purem

ent artifi ciel ”

と
の
同
一
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
英
語
に
よ
る
判
決
に
お
い
て
、
一
つ
の
判
決
の
中
で
両
方
の
表
現
を
用
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、

二
〇
一
〇
年
の
Ｓ
Ｇ
Ｉ
事
件
判
決

（
13
）

が
そ
の
典
型
例
で
、
ベ
ル
ギ
ー
の
移
転
価
格
税
制
が
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
開
業
の
自
由
の
侵
害
に
な

る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
両
者
を
全
く
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
（
パ
ラ
65
、
66
）。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、“purely 

artifi cial ”

と“w
holly artifi cial ”

の
い
ず
れ
も
同
義
で
あ
る
と
の
理
解
で
論
じ
る
こ
と
と
す
る

（
14
）

。

こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
濫
用
的
行
為
に
当
た
る
た
め
の
基
準
と
し
て
、w

holly artifi cial arrangem
ent

を
問
題
に
し
て
い
る
が
、

こ
の
用
語
の
意
味
内
容
が
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、
二
及
び
三
に
お
い
て
、
両
事
件
の
事
案
や
判
旨
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
四
に
お
い
て
、
両
事
件
を
分
析
し
て
、

w
holly artifi cial arrangem

ent

の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
五
に
お
い
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
二
つ
の
論
点
を
中
心
に
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の



二
八
二

採
っ
て
い
る
濫
用
の
法
理
の
法
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
上
、
六
に
お
い
て
、
濫
用
の
法
理
の
淵
源
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
判
決

㈠　

事
案
の
概
要

キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
の
事
案
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｘ
社
は
、
飲
料
・
菓
子
を
全
世
界
で
販
売
す
る
イ
ギ
リ
ス
居
住
法
人
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
居
住
法
人
で
あ
る
Ａ
社
を
通
じ
て
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
に
間
接
的
に
一
〇
〇
％
の
株
式
を
保
有
す
る
子
会
社
で
あ
る
Ｂ
社
及
び
Ｃ
社
の
二
社
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
子
会
社
は
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
・
ダ
ブ
リ
ン
国
際
金
融
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
金
融
取
引
を
行
っ
て
お
り
、
一
〇
％
の
低
税
率
に
服
し
て
い
た
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
付
託
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
の
認
定
に
よ
る
と
、
Ｂ
社
と
Ｃ
社
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
法
人
化
し
た
唯
一
の
理
由
は
、
キ
ャ
ド

ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
・
グ
ル
ー
プ
が
国
際
金
融
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
体
制
か
ら
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
的
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
会
社
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
法
人
化
し
た
の
は
、
租
税
目
的
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
イ
ギ
リ
ス

歳
入
庁
は
、
こ
の
子
会
社
の
う
ち
の
Ｂ
社
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
上
の
適
用
除
外
要
件
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
同
税
制
に

基
づ
き
Ｘ
社
に
対
し
課
税
し
た
。
な
お
、
Ｃ
社
は
、
利
益
を
生
じ
て
い
な
い
た
め
、
課
税
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
。

本
件
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
、
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
四
三
条
の
開
業
の
自
由
に
反
し
な
い
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

㈡　

判　

旨

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
⑴
ま
ず
、
租
税
上
の
利
益
を
得
る
目
的
の
み
で
他
の
加
盟
国
に
子
会
社
を
設
立
し
た
と
し
て
も
、
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
四
三
条
の

開
業
の
自
由
の
保
障
の
範
囲
内
で
あ
る
と
し
（
パ
ラ
36
、
38
）、
⑵
次
に
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
、
こ
の
開
業
の
自
由
に
対
す
る
制
限
に
当
た
る
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と
し
た
が
（
パ
ラ
46
）、
⑶
当
該
加
盟
国
の
租
税
法
規
の
適
用
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
完
全
に
技
巧
的
な
取
決
め
（w

holly artifi cial 

arrangem
ents

）
の
場
合
に
は
、
正
当
化
さ
れ
る
と
し
た
。

す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、「
…
、
開
業
の
自
由
を
制
限
す
る
国
内
法
的
手
段
は
、
当
該
加
盟
国
の
租
税
法
規
の
適
用
を
回
避
す
る
こ
と
を

目
指
し
た
完
全
に
技
巧
的
な
取
決
め
（w

holly artifi cial arrangem
ents

）
に
特
に
関
係
し
て
い
る
場
合
に
正
当
化
さ
れ
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｉ
事
件
パ

ラ
26
）。」（
パ
ラ
51
、
横
線
筆
者
）
と
し
た
上
、
冒
頭
で
引
用
し
た
と
お
り
、「
開
業
の
自
由
に
対
す
る
制
限
が
濫
用
的
行
為
を
防
止
す
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
制
限
の
目
的
が
、
国
内
的
に
実
行
さ
れ
る
活
動
に
よ
る
利
益
に
通
常
生
じ
る

租
税
を
逃
れ
る
た
め
、
経
済
的
実
体
（econom

ic reality

）
を
考
慮
し
な
い
完
全
に
技
巧
的
な
取
決
め
（w

holly artifi cial arrangem
ents

）

を
作
り
出
す
行
為
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。」（
パ
ラ
55
）
と
し
た
。

さ
ら
に
、「
そ
の
よ
う
な
取
決
め
（
注
・
完
全
に
技
巧
的
な
取
決
め
）
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
た
め
に
は
、
租
税
上
の
特
典
を
得
る
意
図
に

あ
る
主
観
的
要
素
に
加
え
て
、
共
同
体
法
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
要
件
を
形
式
的
に
満
た
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
開
業
の
自
由
に
よ
る
目
的
が
…
達
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
客
観
的
状
況
（objective circum

stances

）
も
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」（
パ
ラ
64
）
と
し
、「
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
立
法
が
共
同
体
法
に
適
合
す
る
た
め
に
は
、
当
該
立
法
に
よ
っ

て
提
供
さ
れ
る
税
制
が
、
租
税
の
目
的
の
存
在
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
の
法
人
設
立
が
経
済
的
実
体
（econom

ic reality

）
を
反
映
し

て
い
る
場
合
を
除
外
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
パ
ラ
66
）、「
英
国
政
府
や
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
示
唆
す
る
と
お
り
、
第
三
者
に
よ
っ

て
確
認
で
き
る
客
観
的
要
素
を
根
拠
と
し
て
事
実
認
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
に
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
に
設
備
、
ス
タ
ッ
フ
を
物
理
的
に
存
在

す
る
程
度
を
根
拠
と
す
べ
き
で
あ
る
。」（
パ
ラ
67
）、「
も
し
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
虚
構
で
あ
り
、
加
盟
国
の
域
内
に
お
い
て
真
正
な
経
済
的
な
活

動
（genuine econom

ic activities

）
を
実
行
を
し
て
い
な
い
と
の
認
定
が
な
さ
れ
た
ら
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
の
設
立
は
、w

holly artifi cial 
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arrangem
ent

の
性
格
を
有
す
る
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郵
便
受
け
（letterbox

）
が
あ
る
だ
け
又
は
看
板
（front

）
だ
け
の
子

会
社
は
、
取
り
分
け
そ
う
と
い
え
よ
う
。」（
パ
ラ
68
）
と
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
国
内
法
的
手
段
は
、
比
例
原
則
に
か
な
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
真
に
経
済
的
活
動
を
し
て
い
る
と
の
客

観
的
状
況
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
租
税
上
の
利
益
を
得
る
も
の
が
あ
る
と
の
動
機
テ
ス
ト
で
制
限
す
る
の
は
、
比
例
原
則
に
反
し
て

い
る
と
し
た
（
パ
ラ
70
、
72
）。

三　

ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
判
決

㈠　

事
案
の
概
要

ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
の
事
案
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｘ
社
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
銀
行
で
あ
る
が
、
Ａ
社
に
自
社
ビ
ル
の
建
築
工
事
を
請
け
負
わ
せ
た
も
の
の
、
銀
行
取
引
が
非
課
税
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
Ｘ
社
の
課
税
売
上
高
が
少
な
い
こ
と
に
よ
り
、
建
設
代
金
に
つ
い
て
仕
入
税
額
の
う
ち
五
％
し
か
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
、
こ
の
請
負
契
約
を
い
っ
た
ん
取
り
消
し
た
。
そ
し
て
、
Ｘ
社
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
入
税
額
控
除
を
全
額
利
用
で
き
る
Ｘ
社
の
一
〇
〇
％

子
会
社
で
あ
る
Ｂ
社
に
貸
付
け
を
行
い
、
Ｂ
社
か
ら
Ｃ
社
（
Ｘ
社
の
子
会
社
）
に
同
ビ
ル
の
建
築
を
請
け
負
わ
せ
、
Ｃ
社
か
ら
Ａ
社
に
請

け
負
わ
せ
て
、
ビ
ル
の
建
設
を
行
わ
せ
た
。
Ｘ
社
は
、
同
ビ
ル
が
完
成
し
た
後
、
Ｂ
社
が
リ
ー
ス
し
た
Ｄ
社
（
Ｘ
社
の
子
会
社
）
か
ら
再

リ
ー
ス
を
受
け
て
、
同
ビ
ル
を
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
場
合
、
Ｂ
社
は
、
Ｃ
社
に
対
す
る
建
築
工
事
代
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
付
加
価
値
税
の
仕
入
税
額
控
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

が
問
題
と
な
っ
た
。
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判　

旨

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
⑴
論
点
1
⒜
と
し
て
、
当
該
取
引
が
、
租
税
上
の
特
典
を
得
る
た
め
の
目
的
で
他
に
経
済
上
の
目
的
が
な
い
と
き
に
も
付

加
価
値
税
の
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
る
か
を
問
題
と
し
（
パ
ラ
44
）、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
客
観
的
基
準
を
満
た
し
て
い
る
限
り
控
除

さ
れ
る
と
し
（
パ
ラ
60
）、
⑵
次
に
、
論
点
2
と
し
て
、
当
該
取
引
が
濫
用
的
行
為
を
構
成
す
る
場
合
に
も
控
除
で
き
る
か
を
問
題
と
し

（
パ
ラ
61
）、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
控
除
さ
れ
な
い
と
し
（
パ
ラ
85
）、
⑶
最
後
に
、
論
点
1
⒝
と
し
て
、
濫
用
的
行
為
が
見
出
さ
れ
た
場
合

に
国
内
裁
判
所
は
ど
う
す
べ
き
か
を
問
題
と
し
（
パ
ラ
87
）、
濫
用
的
行
為
を
構
成
す
る
取
引
が
な
い
と
の
状
況
で
再
構
成
（redefi ne

）
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
（
パ
ラ
98
）。

右
の
う
ち
⑵
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、「
判
例
法
に
よ
る
と
、
共
同
体
法
は
濫
用
や
詐
欺
的
な
目
的
（fraudulent ends

）
に
依
拠
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
心
に
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
…
）。」（
パ
ラ
68
）
と
し
た
上
、
冒
頭
で
引
用
し
た
と
お
り
、「
共
同
体
法
は
、

経
済
を
動
か
す
人
達
に
よ
る
濫
用
的
行
為
（abusive practices

）
│
す
な
わ
ち
正
常
な
商
業
作
用
の
状
況
で
な
い
の
に
実
行
さ
れ
、
共
同

体
法
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
特
典
を
不
当
に
得
る
目
的
の
み
で
な
さ
れ
て
い
る
取
引
│
に
ま
で
こ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に
適
用
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
（
…
）。」（
パ
ラ
69
、
横
線
筆
者
）
と
し
、「
こ
の
濫
用
的
行
為
を
禁
止
す
る
法
理
は
、
付
加
価
値
税
の
分
野
に
も
適
用
さ
れ

る
。」（
パ
ラ
70
）
と
し
て
、
濫
用
的
行
為
に
当
た
る
場
合
に
は
、
仕
入
税
額
控
除
は
で
き
な
い
と
し
た
。

そ
し
て
、
当
該
取
引
の
客
観
的
要
素
（
パ
ラ
74
）
と
主
観
的
要
素
（
パ
ラ
75
）
に
着
目
す
べ
き
と
し
た
上
、
主
観
的
要
素
に
つ
い
て
、

「
当
該
取
引
が
本
質
的
に
租
税
上
の
便
益
を
得
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
に
違
い
な
い
場
合
、
国
内
裁
判
所
が
当
該
取
引
の
真
の
実
質
や

意
義
を
決
定
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
心
に
留
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
取
引
の
完
全
に
技
巧
的
な
性

質
（purely artifi cial nature

）
や
租
税
上
の
負
担
を
軽
減
す
る
ス
キ
ー
ム
に
関
与
し
て
い
る
人
達
の
間
の
法
的
、
経
済
的
、
そ
し
て
あ
る
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い
は
人
的
性
質
の
結
び
付
き
を
考
慮
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
（
…
）」（
パ
ラ
81
）
と
し
、
結
局
、「
し
た
が
っ
て
、
二
つ
目
の
疑
問
に
対
す
る

答
え
は
、
第
六
次
指
令
は
、
当
該
取
引
が
濫
用
的
行
為
を
構
成
す
る
場
合
、
仕
入
税
額
控
除
の
権
利
が
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。」（
パ
ラ
85
）
と
し
、「
濫
用
的
行
為
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
た
め
に
最
初
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
問
題

の
取
引
が
第
六
次
指
令
や
そ
の
指
令
を
取
り
込
ん
だ
国
内
法
の
関
連
す
る
条
項
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
要
件
に
形
式
的
に
は
該
当
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
条
項
の
目
的
に
反
す
る
租
税
上
の
特
典
を
発
生
さ
せ
る
結
果
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

次
に
さ
れ
る
べ
き
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
取
引
の
本
質
的
目
的
（the essential aim

）
が
租
税
上
の
特
典
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
多
く
の
客
観
的
事
情
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」（
パ
ラ
86
）
と
し
た
。

四　

濫
用
の
法
理
とw

holly artifi cial arrangem
ent

テ
ス
ト

㈠　

w
holly artifi cial arrangem

ent
テ
ス
ト
の
意
義

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
以
前
か
ら
、
加
盟
国
の
租
税
法
規
が
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
に
適
合
す
る
か
否
か
を
審
査

す
る
に
当
た
り
、
そ
の
判
決
に
お
い
て
、w

holly artifi cial arrangem
ent

と
の
用
語
を
用
い
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
第
二
の
二
で
述

べ
た
一
九
九
八
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｉ
事
件
判
決
で
初
め
て
用
い
ら
れ
（
パ
ラ
26
）、
二
〇
〇
五
年
の
マ
ー
ク
ス
＆
ス
ペ
ン
サ
ー
事
件
判
決

（
15
）

な
ど
で
用

い
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
二
〇
〇
六
年
の
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
に
お
い
て
、
濫
用
的
行
為
に
当
た
る

か
否
か
の
判
定
の
基
準
と
し
て
、
意
識
的
に
、w

holly artifi cial arrangem
ent

と
い
う
基
準
を
用
い
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
判
決
に
お
い
て
採
っ
た
こ
の
よ
う
な
濫
用
的
行
為
に
当
た
る
か

否
か
をw

holly artifi cial arrangem
ent

基
準
で
判
定
す
る
考
え
方
を
、
以
下
「w

holly artifi cial arrangem
ent

テ
ス
ト
」
と
い
う
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こ
と
と
す
る
。

㈡　

ラ
ン
グ
の
分
析

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
採
っ
て
い
る
濫
用
の
法
理
を
明
ら
か
に
す
る
前
提
と
し
て
、
こ
のw

holly artifi cial 

arrangem
ent

テ
ス
ト
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ラ
ン
グ
が
ヴ
ァ
ニ
ス
テ
ン

デ
ー
ル
の
記
念
論
文
集
登
載
の“W

holly A
rtifi cail A

rrangem
ents ”

と
の
論
文

（
16
）

で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
論
文

に
お
い
て
、
ラ
ン
グ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｉ
事
件
か
ら
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
の
判
決
に
至
る
ま
で
の
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
の
流
れ
を

検
討
し
た
後
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
の
判
旨
を
検
討
し
て
い
る
。
ラ
ン
グ
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ

ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
に
お
い
て
、「
そ
の
よ
う
な
取
決
め
（
注
・w

holly artifi cial arrangem
ent

）
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
た
め
に
は
、
租
税

上
の
特
典
を
得
る
意
図
に
あ
る
主
観
的
要
素
に
加
え
て
、
共
同
体
法
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
要
件
に
形
式
的
に
該
当
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
開
業
の
自
由
に
よ
る
目
的
が
…
達
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
客
観
的
状
況
も
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」（
パ
ラ
64
）
と
判
示
し
、
そ
の
客
観
的
状
況
と
し
て
、「
経
済
的
実
体
（econom

ic reality

）」、「
現
実
の
施
設
（actual 

eatablishuum
ent

）」、「
真
実
の
経
済
活
動
（genuine econom

ic activities

）」
と
し
て
い
る
の
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
あ
る
取
決
め
が
経
済
的
実
体
（econom

ic reality
）
が
な
く
、
現
実
的
施
設
（actual eatablishuum

ent

）
と
対
応
し
な
い
場
合

に
は
無
視
し
て
い
い
と
し
て
い
る
と
分
析
す
る
。

一
方
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
に
お
い
て
、「
郵
便
受
け
（letter-box

）
の
み
の
会
社
」
や
「
看
板

（front

）
の
み
の
会
社
」
を
例
示
し
て
い
る
（
パ
ラ
68
）
が
、
ラ
ン
グ
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
も
の
の
、
建
物
が
な
い

と
か
従
業
員
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ラ
ン
グ
に
よ
る
と
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
お
い
て
は
、
建
物
と
か



二
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八

従
業
員
が
い
な
く
て
も
法
人
格
を
認
め
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
をw

holly artifi cial arrangem
ent

と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
と
し
、
引
用
さ
れ
て
い
る
ユ
ー
ロ
フ
ー
ド
事
件

（
17
）

か
ら
み
て
、
主
た
る
利
害
関
係
の
中
心
（the center of the m

ain 

interests
）
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
、「
郵
便
受
け
の
み
の
会
社
」
や
「
看
板
の
み
の
会
社
」
を
例
示
し
て
い
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
ラ
ン
グ
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、w

holly artifi cial arrangem
ent

テ
ス
ト
を
採
る
こ
と
に
よ
り
、
客
観
基
準
を
重
視
し
、
キ
ャ
ド

ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
に
お
い
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
条
約
の
条
項
の
趣
旨
目
的
を
強
調
し
て
い
る
と
分
析
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
納
得
が
い
く
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
。

し
か
し
、
ラ
ン
グ
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
に
お
い
て
は
、
納
税
者
の
主
観
的
意
図
と
い
っ
た
主
観

的
基
準
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
の
に
対
し
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
で
は
重
視
し
て
い
る
と
す
る
。
ラ
ン
グ
は
、
そ
の
理
由
に
つ

い
て
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
事
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
第
一
次
的
共
同
体
法
の
下
で
の
濫
用
で
あ
る
の
に
対
し
、
ハ

リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
第
二
次
的
共
同
体
法
の
下
で
の
濫
用
で
あ
る
か
ら
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前

者
は
、
加
盟
国
間
の
相
違
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
条
約
の
目
的
が
ま
だ
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
注
意
深
く
、
狭
い

濫
用
概
念
を
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
加
盟
国
間
の
相
違
が
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
、
狭
い
濫
用
概
念
を
適
用
す

る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
と
分
析
す
る
。

こ
の
よ
う
な
分
析
を
し
て
、
結
局
、
ラ
ン
グ
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
でw

holly artifi cial 

arrangem
ent

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
第
二
次
共
同
体
法
の
問
題
で
主
観
的
要
件
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が

w
holly artifi cial arrangem

ent

で
何
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
な
お
明
確
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
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筆
者
の
分
析

以
上
の
ラ
ン
グ
の
分
析
を
参
考
に
整
理
す
る
と
、
ま
ず
、w

holly artifi cial arrangem
ent

と
は
、
施
設
が
な
い
と
か
従
業
員
が
い
な

い
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
「
仮
装
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
経
済
的
実
体
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

w
holly artifi cial arrangem

ent

で
あ
る
か
否
か
は
、
単
に
、
仮
装
で
な
い
こ
と
す
な
わ
ち
施
設
や
従
業
員
が
実
在
し
な
い
こ
と
で
は
な

く
、
経
済
的
実
体
が
な
い
こ
と
（no econom

ic reality

）
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
ラ
ン
グ
だ
け
で
は
な

く
、
ド
イ
ツ
の
シ
ェ
ー
ン
も
、「
裁
判
所
の
司
法
権
の
行
使
に
お
い
て
、
取
引
の
法
的
実
体
が
疑
い
が
あ
る
（
す
な
わ
ち
単
に
『sham

』
と

性
格
付
け
さ
れ
る
。）
の
で
は
な
く
、
経
済
実
質
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
場
合
をw

holly artifi cial arrangem
ent

と
表
現
し
て
い
る

の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
18
）

。

次
に
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
と
ハ
リ
フ
ァ
ク
ス
事
件
の
濫
用
法
理
は
、
同
じ
で
あ
る
か
の
違
う
の
か
が
問
題
と
な

る
。
ラ
ン
グ
は
、
違
う
と
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
、
Ｅ
Ｕ
の
租
税
法
学
者
の
間
で
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ニ
ス

テ
ン
デ
ー
ル
は
、
い
ず
れ
の
判
決
も
経
済
的
実
体
を
問
題
と
し
て
い
る
点
で
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る

（
19
）

。

確
か
に
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
は
、
加
盟
国
の
租
税
回
避
の
否
認
規
定
が
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
開
業
の
自
由
に

反
す
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
は
、
付
加
価
値
税
に
つ
い
て
加
盟
国
に
直
接
適
用
さ
れ
て
い
る
第
六

次
指
令
の
仕
入
税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
り
、
問
題
の
現
れ
方
は
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、

キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
は
開
業
の
自
由
に
当
た
る
と
し
た
上
で
そ
の
例
外
と
し
て
開
業
の
自
由
の
枠
外
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
は
、
第
六
次
指
令
の
要
件
に
該
当
す
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
例
外
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
的
論
理
と
し

て
み
た
と
き
に
は
、
そ
の
根
本
は
同
じ
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
そ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
「
濫
用
」
の
意
義



二
九
〇

や
そ
の
法
的
性
格
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

五　

濫
用
の
法
理
の
法
的
性
格

㈠　

濫
用
の
法
理
は
、
一
般
法
理
か
解
釈
原
理
か
？
│
論
点
1

⑴　
「
一
般
法
理
」
の
意
味

Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
採
っ
て
い
る
濫
用
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
①
一
般
法
理
か
解
釈
原
理
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
②
法
の

濫
用
か
権
利
の
濫
用
か
と
い
っ
た
論
点
が
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
①
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
こ
の
問
題
の
前
提
と
し
て
、
一
般
法
理
（general principle

）
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
問
題
と
な
る
。
そ
も
そ
も
一
般
法
理
は
、

文
言
解
釈
や
目
的
論
的
解
釈
を
超
え
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
信
義
則
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
は
、

Ｅ
Ｕ
の
契
約
に
基
づ
か
な
い
責
任
に
つ
い
て
、「
契
約
上
の
も
の
で
な
い
責
任
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
は
、
加
盟
国
の
法
律
に
共
通
の
一
般

原
則
（general principles com
m
on to the law

s of the M
em

ber S
tates

）
に
従
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
又
は
使
用
人
が
そ
の
任
務
の
遂
行
に
際
し
て

与
え
た
い
ず
れ
の
損
害
を
も
補
償
す
る
。」（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ 
三
四
〇
条
二
段
、
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
二
八
八
条
二
段
）
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ

こ
で
の
一
般
原
則
（general principles

）
に
当
た
る
か
と
の
問
題
も
生
じ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
論
文
集
に
お
い
て
も
Ｅ
Ｕ
の
学
者
達
が
一

般
法
理
に
当
た
る
か
否
か
を
激
し
く
議
論
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ー
ナ
ル

（
20
）

や
ソ
レ
ン
セ
ン

（
21
）

が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
本
格

的
に
論
じ
て
い
る
。
ア
ー
ナ
ル
は
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
を
例
に
し
て
、
解
釈
原
理
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ソ
レ
ン
セ

ン
は
、
一
般
法
理
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
右
論
文
集
に
投
稿
し
た
論
者
の
間
で
も
見
解
が
分
か
れ
、
右
ソ
レ
ン
セ
ン
の

ほ
か
、
フ
ェ
ー
リ
ア

（
22
）

は
、
一
般
法
理
で
あ
る
と
し
、
他
方
、
右
ア
ー
ナ
ル
の
ほ
か
、
フ
ァ
ー
マ
ー

（
23
）

、
フ
リ
ー
ド
マ
ン

（
24
）

、
は
、
解
釈
の
法
理
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に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
前
記
四
㈡
で
論
じ
た
ラ
ン
グ
は
、
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、
解
釈
の
法
理
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
Ｅ
Ｕ
の
学
者
達
の
論
文
を
検
討
す
る
と
、「
一
般
法
理
」
と
い
う
場
合
に
、
①
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
共
通
に
適
用
さ
れ
る
法
理
と

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
と
、
②
加
盟
国
の
国
内
法
に
明
文
規
定
が
な
い
場
合
に
も
乗
り
越
え
る
こ
と
（override

）
の
で
き
る

法
理
と
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

前
者
は
、
一
般
法
理
の
「
発
見
」
の
問
題
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
条
約
一
九
条
一
項
（
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
二
二
〇
条
）
は
、「
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所

は
、
基
本
条
約
の
解
釈
及
び
適
用
に
お
い
て
、
法
（the law

）
の
遵
守
を
確
保
す
る
。」（
横
線
筆
者
）
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
法

（the law

）」
と
い
う
の
は
、
法
の
一
般
原
則
を
含
み
、
前
記
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
三
四
〇
条
二
段
が
、「
構
成
国
の
法
律
に
共
通
の
一
般
原
則
」
と

規
定
し
て
い
る
の
も
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
法
の
一
般
原
則
の
役
割
を
明
示
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る

（
25
）

が
、
こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
加
盟
国

に
共
通
に
適
用
さ
れ
る
一
般
法
理
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、
発
見
さ
れ
た
一
般
法
理
の
「
適
用
」
の
問
題
で
あ
り
、
租
税
法
に
限
定
す
る
と
、
加
盟
国
の
租
税
法
規
に
明

文
規
定
が
な
く
て
も
、
租
税
回
避
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
で
き
る
法
理
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
26
）

。

こ
の
よ
う
な
観
点
で
み
た
と
き
、
ソ
レ
ン
セ
ン
は
、
一
般
法
理
の
意
味
を
右
②
の
意
味
で
も
用
い
て
い
る
が

（
27
）

、
①
の
意
味
が
あ
る
か
否

か
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
右
①
は
、
Ｅ
Ｕ
法
特
有
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
法
理
の
意
味
を
右
②
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
租
税
法
規

に
明
文
規
定
が
な
く
て
も
、
租
税
回
避
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
で
き
る
法
理
と
い
う
意
味
に
限
定
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
院
の
租
税
回
避
に
つ
い
て
の
有
名
な
一
九
八
一
年
の
ラ
ム
ゼ
イ
事
件
判
決

（
28
）

が
一
般
法
理
か
解
釈
の
法
理
か
と
い



二
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二

う
議
論
が
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
院
は
、
二
〇
〇
四
年
の
バ
ー
ク
レ
イ
・
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
事
件
判
決

（
29
）

に
お
い
て
、
ラ
ム
ゼ
イ
事
件
判
決

に
つ
い
て
解
釈
の
法
理
で
あ
る
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
租
税
法
規
に
明
文
規
定
が
な
く
て
も
、
租
税
回
避
で
あ
る

こ
と
を
理
由
に
否
認
で
き
る
法
理
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理
に
お
い
て
も
同

じ
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理
の
場
合
に
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
加
盟
国
の
国
内
法
と
の
関
係
が
問

題
と
な
り
、
よ
り
複
雑
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

⑵　

規
範
構
造
の
分
析

こ
こ
で
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
と
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
で
問
題
と
な
っ
て
濫
用
の
意
義
に
つ
い
て
、
前
記
四
㈡

に
お
い
て
論
じ
た
と
お
り
、
ラ
ン
グ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
お
け
る
規
範
の
違
い
に
着
目
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
範
の
構
造
と
い
う
観
点
で
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
の
租
税
法
規
の
濫
用
の
場
合
に
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
自
由

に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
事
象
を
規
律
す
る
第
一
次
ル
ー
ル
と
い
う
べ
き
租
税
法
規
と

い
う
規
範
が
メ
タ
規
範
と
も
い
う
べ
き
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
自
由
に
照
ら
し
て
無
効
と
さ
れ
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ

で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
最
終
的
に
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
自
由
の
保
障
が
及
ん
で
、
加
盟
国
の
租
税
法
規
が
無
効
と
さ
れ
る

か
否
か
の
問
題
で
あ
り
、
加
盟
国
の
租
税
法
規
の
濫
用
の
場
合
に
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
基
準
の
枠
を
超
え
て
い
る
も
の
を
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ

の
保
障
す
る
自
由
の
枠
外
と
し
て
追
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
基
準
と
し
て
、w

holly artifi cial 

arrangem
ent

テ
ス
ト
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
加
盟
国
の
租
税
回
避
否
認
規
定
が
、
こ
のw

holly artifi cial arrangem
ent

テ
ス
ト

を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
の
枠
外
と
し
て
無
効
で
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
断
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枠
組
み
は
、
第
二
の
一
で
論
じ
た
と
お
り
、
①
保
護
範
囲
該
当
性
、
②
差
別
又

は
制
限
該
当
性
を
検
討
し
た
上
、
③
正
当
化
事
由
の
有
無
を
検
討
す
る
が
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
判
断
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保

障
す
る
自
由
の
保
障
が
及
ん
で
い
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
Ｔ

Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
自
由
の
解
釈
問
題
で
あ
り
、
租
税
法
規
に
明
文
規
定
が
な

く
て
も
、
租
税
回
避
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
で
き
る
法
理
で
は
な
い
。
こ

れ
を
図
で
書
く
と
、
上
図
の
と
お
り
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
加
盟
国
が
、
国
内
法
に
お
い
て
、
租
税
回
避
否
認
規
定
で
①
と

③
の
間
の
部
分
を
濫
用
に
当
た
る
と
し
て
否
認
の
対
象
と
し
て
い
る
場
合
、
Ｔ

Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
自
由
は
、w

holly artifi cial arrangem
ent

で
な
い
場
合

に
は
及
ぶ
の
で
あ
り
、
②
と
③
の
間
の
部
分
を
否
認
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は

許
さ
れ
る
が
、
①
と
②
の
間
の
部
分
を
否
認
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
Ｔ
Ｆ

Ｅ
Ｕ
に
反
し
無
効
と
な
る
の
で
あ
る
。
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
が
ど
の
範
囲
の
も
の
を
そ
の

保
障
す
る
自
由
の
対
象
と
含
め
る
の
か
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
自
由
の
範

囲
の
解
釈
問
題
で
あ
り
、
明
文
規
定
に
よ
ら
な
い
否
認
の
問
題
で
は
な
い
。

一
方
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
に
お
い
て
は
、
第
二
次
的
共
同
体
法
で
あ
る

第
六
次
指
令
の
問
題
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
、
指
令
は
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
条
約

国内法

wholly artificial arrangement

TFEU

②

①
，　　　　　課税されない

③
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や
規
則
と
は
異
な
り
、
加
盟
国
を
拘
束
す
る
が
、
加
盟
国
に
お
い
て
、
拘
束
力
を
与
え
る
た
め
の
置
換

規
定
が
必
要
で
あ
る
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
二
八
八
条
三
項
）。
す
な
わ
ち
、
指
令
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
と
異
な
り
、
原

則
と
し
て
直
接
効
果
は
な
い
の
で
あ
る

（
30
）

。
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
は
、
こ
の
よ
う
な
第
六
次
指
令
の
置

換
規
定
に
お
い
て
、
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
を
満
た
し
て
い
て
も
、
仕
入
税
額
控
除
を
否
定
で
き
る
か

と
の
問
題
で
あ
り
、
第
六
次
指
令
と
い
う
Ｅ
Ｕ
法
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
国
内
法
と
一
体
と
な
っ
た
具

体
的
に
事
象
を
規
律
す
る
第
一
次
ル
ー
ル
の
問
題
で
あ
り
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件

と
は
規
範
構
造
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
図
示
す
る
と
、
上
図
の
と
お
り
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
第
六
次
指
令
に
基
づ
く
と
、
②
の
範
囲
内
が
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

が
、
①
と
②
と
の
間
の
部
分
の
仕
入
税
額
控
除
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
六
次
指
令

が
国
内
法
と
一
体
と
な
っ
て
、
第
一
次
ル
ー
ル
と
な
っ
て
い
て
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス

事
件
の
よ
う
な
メ
タ
規
範
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事

件
の
場
合
に
は
、
仕
入
税
額
控
除
を
認
め
る
と
す
る
第
一
次
ル
ー
ル
を
明
文
な
し
に
否
定
す
る
こ
と
で

あ
り
、
租
税
法
規
に
明
文
規
定
が
な
く
て
も
、
租
税
回
避
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
す
る
と
の
法
理

で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
用
い
て
い
る
意
味
で
の
一
般
法
理
で
あ
る
。

な
お
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
の
マ
ド
ロ
ォ
ー
法
務
官
は
、
Ｅ
Ｕ
の
第
六
次
指
令
の
仕
入
税
額
控
除

権
の
範
囲
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
解
釈
の
法
理
で
あ
る
と
す
る
（
同
法
務
官
意
見
パ
ラ
69
）。
し
か
し
、

第
一
次
ル
ー
ル
と
し
て
の
第
六
次
指
令
に
お
け
る
仕
入
税
額
控
除
と
い
う
具
体
的
要
件
の
問
題
で
あ
り
、

国内法

① wholly artificial arrangement

第 6 次指令

　　 課税されない（仕入税額控除）

②
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濫
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・
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）
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前
記
三
㈡
で
引
用
し
た
と
お
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
第
六
次
指
令
の
対
象
と
な
る
取
引
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
仕
入
税
額
を
認
め
て
い
る
立

法
趣
旨
が
税
の
累
積
を
排
除
す
る
と
の
趣
旨
に
基
づ
く
と
考
え
る
以
上
、
課
税
対
象
取
引
に
当
た
る
と
し
な
が
ら
仕
入
税
額
控
除
の
対
象

取
引
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
理
由
は
な
く
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
仕
入
税
額
控
除
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
文
言
解
釈
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
目
的
論
的
解
釈
の
限
界
を
も
超
え
て
お
り
、
明
文
規
定
に
よ
ら
な
い
否
認
で
あ
り
、
租
税
回
避
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由

と
す
る
一
般
法
理
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

⑶　

コ
フ
ォ
ー
ド
事
件
判
決
の
意
義

Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
採
っ
て
い
る
濫
用
の
法
理
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
判
決
や
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス

事
件
判
決
後
の
二
〇
〇
七
年
の
コ
フ
ォ
ー
ド
事
件
判
決

（
31
）

が
参
考
と
な
る
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
の
合
併
指
令
の
問
題
で
あ
り
、
Ｘ
は
、
Ａ
と
共

に
、
デ
ン
マ
ー
ク
所
在
の
Ｂ
社
を
五
〇
％
ず
つ
の
株
式
を
有
す
る
株
主
で
あ
っ
た
が
、
Ｂ
社
か
ら
直
接
配
当
を
受
け
る
と
デ
ン
マ
ー
ク
の

租
税
法
規
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
と
共
に
株
主
と
な
っ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
Ｃ
社
を
設
立
し
、
Ｃ
社
に
新
株
を
発
行
さ

せ
、
そ
れ
を
Ｘ
や
Ａ
が
有
し
て
い
た
Ｂ
社
株
式
と
交
換
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｃ
社
は
、
Ｂ
社
の
一
〇
〇
％
株
主
と
な
り
、
Ｂ
社
は
、
Ｃ

社
に
配
当
を
し
、
Ｘ
や
Ａ
は
、
Ｃ
社
か
ら
配
当
を
受
け
取
っ
た
が
、
配
当
に
対
す
る
租
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
デ
ン

マ
ー
ク
国
税
庁
は
、
右
交
換
は
、
合
併
指
令
上
の
「
交
換
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
Ｘ
ら
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
課
税
を
し
た
。
合

併
指
令
は
、
交
換
に
つ
い
て
、
現
金
の
支
払
い
（cash paym

ent
）
が
株
式
の
額
面
の
一
〇
％
以
下
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
た
。
し

か
し
、
一
方
で
、
合
併
指
令
一
一
条
一
項
ａ
号
が
、
株
式
の
交
換
の
主
た
る
目
的
が
脱
税
や
租
税
回
避
で
あ
れ
ば
、
加
盟
国
は
、
合
併
指

令
に
よ
る
利
益
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
こ
の
合
併
指
令
一
一
条
一
項
ａ
号
を

国
内
法
に
置
き
換
え
る
規
定
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
。
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こ
れ
に
対
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
、
本
件
交
換
は
、
そ
の
後
の
配
当
と
一
連
の
取
引
で
あ
り
、
Ｘ
は
、
一
〇
％
以
上
の
現
金
の
支
払

い
を
受
け
て
お
り
、
交
換
に
当
た
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
そ
の
後
の
配
当
を
現
金
の
支
払
い
（cash paym

ent

）
と

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
も
の
の
、「
合
併
指
令
一
一
条
一
項
ａ
号
は
、
権
利
濫
用
を
禁
止
し
て
い
る
共
同
体
の
一
般
法
（the general 

C
om

m
unity law

 principle that abuse of rights is prohibited

）
を
反
映
し
て
い
る
。
個
人
は
、
共
同
体
法
の
条
項
の
特
典
を
不
適
当
な
い

し
詐
欺
的
方
法
で
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
共
同
体
法
の
適
用
は
、
濫
用
的
行
為
（abusive practice

）
す
な
わ
ち
正
常
な
商
業
作
用
の

状
況
で
な
い
の
に
実
行
さ
れ
、
共
同
体
法
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
特
典
を
不
当
に
得
る
目
的
の
み
で
な
さ
れ
て
い
る
取
引
を
カ
バ
ー
す
る

と
拡
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（
パ
ラ
38
、
横
線
筆
者
）
と
し
た
上
、
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
一
〇
条
や
二
四
九
条
は
、
加
盟
国
は
、
国
内
法
の
法

体
系
の
中
で
、
指
令
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
指
令
を
採
択
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
パ
ラ
41
）
や
国
内
法
の
置
き

換
え
規
定
に
よ
っ
て
法
的
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
て
納
税
者
が
そ
の
権
利
や
義
務
を
知
り
得
べ
き
場
合
に
は
、
予
測
可
能
性
を
害
す

る
も
の
で
も
な
い
こ
と
か
ら
明
文
規
定
は
い
ら
な
い
（
パ
ラ
44
）
と
し
て
、
結
論
と
し
て
、
合
併
指
令
一
一
条
一
項
ａ
号
に
基
づ
き
、
デ

ン
マ
ー
ク
政
府
の
主
張
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
具
体
的
に
事
象
を
規
律
す
る
第
一
次
ル
ー
ル
の
問
題
に
お
い
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
租
税
法
に
は
明
文
規
定
が
な
か
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
租
税
回
避
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
で
き
る
と
の
法
理
に
よ
っ
て
判
断
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の

コ
フ
ォ
ー
ド
事
件
は
、
直
接
税
の
事
件
で
は
あ
る
が
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
と
同
様
に
、
租
税
法
規
に
明
文
規
定
が
な
く
て
も
、
租
税

回
避
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
で
き
る
法
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
用
い
る
意
味
で
一
般
法
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

フ
ェ
ー
リ
ア
も
、
コ
フ
ォ
ー
ド
事
件
判
決
の
右
判
示
を
引
用
し
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
濫
用
の
法
理
を
共
同
体
の
一
般
法
理
と
し
て
認
め
た

と
主
張
し
て
い
る

（
32
）

。
フ
ェ
ー
リ
ア
も
、
一
般
法
理
と
い
う
場
合
に
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
共
通
に
適
用
さ
れ
る
規
範
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
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二
九
七

る
た
め
そ
の
点
は
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
コ
フ
ォ
ー
ド
事
件
の
右
判
示
か
ら
み
て
、
租
税
法
規
に
明
文
規
定
が
な
く
て
も
、
租
税
回

避
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
で
き
る
法
理
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈡　

濫
用
の
法
理
は
、
法
の
濫
用
か
権
利
の
濫
用
か
？
│
論
点
2

⑴　
「
法
の
濫
用
」
と
「
権
利
の
濫
用
」
の
意
味

濫
用
の
法
理
は
、
法
の
濫
用
か
権
利
の
濫
用
か
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
法
の
濫
用
（abuse of law

）
と
権
利
の
濫
用

（abuse of rights

）
の
意
味
が
問
題
と
な
る
。
法
の
濫
用
と
は
、
ロ
ー
マ
法
以
来
のfraus legis

に
そ
の
源
を
有
す
る
考
え
方
で
あ
り
、

法
規
の
文
言
ど
お
り
だ
と
そ
の
法
規
が
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
法
規
の
趣
旨
を
考
え
る
と
そ
の
法
規
を
適
用
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す

る
法
理
で
あ
る
。
こ
の
法
理
は
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
国
際
私
法
の
分
野
や
租
税
法
の
分
野
で
復
活
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
租
税
法

の
分
野
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
法
律
の
詐
害
（fraude à la loi

）
の
法
理
」
や
オ
ラ
ン
ダ
の
最
高
裁
の
採
っ
て
い
る
「fraus legis

の
法
理
」
で
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
言
う
と
、
一
定
の
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
強
行
法
規
の
適
用
を
免
れ
る
脱
法
行
為
に
近
い

考
え
方
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
権
利
濫
用
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、exceptio doli generalis

と
い
わ
れ
て
い
た
法
理
で
、
一
九
世
紀
に

な
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
で
発
展
し
た
考
え
方
で
あ
り
、
私
人
間
の
権
利
行
使
に
当
た
り
、
他
方
の
権
利
を
害
す
る
意
図
で
自
ら
の

権
利
を
濫
用
す
る
の
を
禁
止
す
る
法
理
で
あ
る

（
33
）

。

Ｅ
Ｕ
の
濫
用
の
法
理
が
、
法
の
濫
用
で
あ
る
か
、
権
利
の
濫
用
で
あ
る
か
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
論
文
集
登
載
の
論
文
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
の

学
者
達
が
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
多
数
は
、
法
の
濫
用
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
右
論
文
集
の
編
集
者
の
一
人

で
あ
る
ヴ
ォ
ー
ゲ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
自
由
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
自
由
権
の
濫
用
と
い
う
こ
と
で
権
利
の
濫
用
と
も



二
九
八

考
え
得
る
が
、
一
方
で
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
大
陸
法
系
の
国
は
、
法
の
濫
用
と
権
利
の
濫
用
と
を
区
別
す
る
も
の
の
、
英
米

法
系
の
国
で
は
、
そ
も
そ
も
「
権
利
の
濫
用
」
と
い
う
考
え
方
を
避
け
る
傾
向
が
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、「
法
の
濫
用
」
と
の
表
現

の
方
が
適
切
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
紹
介
し
て
い
る
の
が
参
考
と
な
る

（
34
）

。

結
局
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
や
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
に
お
い
て
は
、
私
人
間
の
権
利
行
使
の
問
題
で
は
な
く
、

右
の
意
味
で
の
「
権
利
の
濫
用
」
の
問
題
で
は
な
く
、
法
の
濫
用
の
問
題
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
濫
用
の
法
理
が
、
法
の
濫
用
（abuse 

of law

）
か
権
利
の
濫
用
（abuse of rights

）
か
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
租
税
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
法
の
濫
用
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

⑵　
「
一
般
法
理
か
解
釈
の
法
理
か
」
の
議
論
と
の
関
係

前
記
㈠
で
検
討
し
た
論
点
1
と
論
点
2
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
一
般
法
理
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
理
が
「
法

の
濫
用
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
、「
権
利
の
濫
用
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
は
重
要
な
論
点
と
な
る
。

し
か
し
、
論
点
1
に
お
い
て
、
解
釈
の
法
理
で
あ
る
と
の
立
場
を
採
っ
た
場
合
で
も
、
な
お
「
権
利
の
濫
用
」
か
「
法
の
濫
用
」
か
が

問
題
と
な
り
得
る
。
具
体
的
に
は
、
ハ
リ
フ
ァ
ク
ス
事
件
の
マ
ド
ロ
ォ
ー
法
務
官
が
、
前
記
㈠
⑵
で
述
べ
た
と
お
り
、
解
釈
の
法
理
で
あ

る
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
が
、
な
お
、「
権
利
の
濫
用
」
か
「
法
の
濫
用
」
か
を
問
題
と
し
、「
権
利
の
濫
用
」
で
あ
る
と
す
る
と
主

観
的
要
素
が
重
視
さ
れ
る
が
、
個
人
の
権
利
が
直
接
問
題
と
な
る
の
で
は
な
い
Ｅ
Ｕ
法
の
解
釈
問
題
で
あ
る
か
ら
主
観
的
要
素
を
重
視
す

べ
き
で
は
な
く
、「
共
同
体
法
の
濫
用
禁
止
（prohibition of abuse of C

om
m
unity law

）」
と
表
現
す
る
方
が
い
い
と
し
て
い
る
（
同
法
務

官
意
見
パ
ラ
71
）。
こ
れ
は
、
解
釈
の
法
理
と
の
立
場
に
立
っ
た
上
で
、「
法
の
濫
用
」
と
考
え
る
立
場
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
解
釈
の

法
理
と
の
立
場
に
立
っ
た
場
合
に
は
、「
法
の
濫
用
」
か
「
権
利
の
濫
用
」
か
は
あ
く
ま
で
も
解
釈
指
針
と
し
て
の
意
味
で
あ
り
、
一
般
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九

法
理
で
あ
る
と
す
る
場
合
と
は
そ
の
法
的
性
格
は
異
な
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

六　

濫
用
の
法
理
の
淵
源

㈠　

濫
用
の
法
理
の
淵
源
に
つ
い
て
の
見
解

前
記
五
㈡
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
採
っ
て
い
る
濫
用
の
法
理
が
「
法
の
濫
用
（abuse of law

）」
と
考
え
た
場
合
、
そ
の
淵
源

は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
お
け
る
判
例
法
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
ロ
ー
マ
法
に
起
源
を
有
す
るfraus 

legis

の
法
理
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
が
あ
る
。

前
者
の
見
解
に
立
つ
も
の
と
し
て
は
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
の
マ
ド
ロ
ォ
ー
法
務
官
意
見

（
35
）

が
あ
る
。
一
方
、
後
者
の
見
解
に
立
つ
も

の
と
し
て
は
、
ド
ウ
マ

（
36
）

や
グ
レ
ッ
ギ

（
37
）

ら
が
い
る
。
そ
こ
で
、fraus legis

と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
以
下
、
分
析
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

㈡　

fraus legis

の
法
理
の
意
義

fraus legis

の
法
理
は
、
大
陸
法
系
の
国
の
判
例
法
、
と
り
わ
け
租
税
判
例
に
お
い
て
、
現
在
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
最
高

裁
が
、
初
め
てfraus legis

の
概
念
を
採
用
し
た
の
は
、
一
九
二
六
年
の
租
税
判
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
税
務
当
局
が
納
税
者
の
租
税

回
避
ス
キ
ー
ム
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
た
め
に
、
一
〇
年
に
一
度
程
度
の
頻
度
で
登
場
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る

（
38
）

。

fraus legis

が
、
パ
ウ
ル
ス
『
学
説
彙
纂
』
第
一
巻
第
三
章
第
二
九
法
文
に
起
源
を
持
つ
こ
と
は
、
ほ
ぼ
一
般
的
な
理
解
で
あ
る

（
39
）

。
当

該
法
文
は
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
が
、fraus legis

に
関
す
る
の
は
横
線
部
で
あ
る
。

“C
ontra legem

 facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem
 vero, qui salvis verbis legis sententiam

 ejus 

circum
venit ” 

（D
igesta 1. 3. 29

）



三
〇
〇

「
法
が
禁
じ
て
い
る
こ
と
を
な
す
者
は
法
律
に
違
反
し
、
そ
れ
に
対
し
、
法
の
文
言
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
意
味
（
精
神
）
を
ご
ま
か
す

者
は
、
法
律
に
対
し
て
詐
欺
を
行
う
者
で
あ
る
。」（
横
線
筆
者
）

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ベ
ー
レ
ン
ツ
教
授
は
、
そ
の
著
書
『D

IE
 F

R
A
U
S
 L

E
G
IS （

40
）

』
に
お
い
て
、fraus legis

の
典
型
例
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。

「
キ
ン
キ
ア
法
の
規
定
に
お
い
て
贈
与
は
10
万
Ｈ
Ｓ

（
41
）

ま
で
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
事
者
の
合
意
の
上
で
、
形
式
的
に
独
立
し
た
2

万
Ｈ
Ｓ
の
贈
与
を
六
回
行
う
と
す
れ
ば
、
一
回
に
12
万
Ｈ
Ｓ
を
贈
与
す
る
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
文
言
の
違
反
に
対
し
て
、
法
の
文
言
の

み
な
ら
ず
目
的
を
も
犯
す
も
の
と
な
る
。」

右
事
例
に
お
い
て
、
①
当
事
者
は
合
意
の
上
、
結
果
的
に
違
法
で
あ
る
12
万
Ｈ
Ｓ
の
贈
与
を
な
す
意
思
で
、
そ
れ
を
ご
ま
か
す
た
め
に
、

そ
の
都
度
合
法
な
2
万
Ｈ
Ｓ
の
贈
与
を
六
回
行
っ
た
の
か
、
②
2
万
Ｈ
Ｓ
を
五
回
に
分
け
て
贈
与
す
る
意
思
で
行
い
、
う
っ
か
り
六
回
贈

与
し
て
し
ま
い
結
果
、
12
万
Ｈ
Ｓ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
③
贈
与
は
一
回
に
10
万
Ｈ
Ｓ
ま
で
と
い
う
理
解
の
下
、
一
回

に
10
万
Ｈ
Ｓ
を
超
え
な
け
れ
ば
何
度
で
も
贈
与
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
。
①
の
場
合
、
明
ら
か
な
詐
害
の
意
思
が
見
ら
れ
、
②

の
場
合
、
重
過
失
（culpa lata

）
で
あ
れ
ば
悪
意
（dolus
）
に
近
く
詐
欺
に
近
い
（prope fraudem

）
と
さ
れ
る
が
、
軽
過
失
で
は
「
必
要

な
意
思
活
動
の
懈
怠
」
と
さ
れ

（
42
）

、
詐
害
の
意
思
は
な
い
。
③
の
場
合
は
、
錯
誤
（error

）
で
あ
り
当
然
詐
害
の
意
思
は
な
い
。

そ
こ
で
、「
10
万
Ｈ
Ｓ
ま
で
と
い
う
法
の
文
言
に
拘
ら
ず
、
そ
の
意
味
を
ご
ま
か
し
た
」
よ
う
に
見
え
る
事
象
が
存
在
す
る
場
合
、
①

と
②
③
の
分
水
嶺
は
「
詐
害
の
意
思
」
で
あ
り
、
事
実
、
右
パ
ウ
ル
ス
法
文
横
線
部
は
、sententiam

（
意
味
を
）circum

venit

（
ご
ま
か
す
）

こ
と
か
ら
詐
害
の
意
思
の
存
在
は
自
明
で
あ
る
。
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三
〇
一

㈢　
fraus legis

の
法
理
と
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理

オ
ラ
ン
ダ
最
高
裁
に
お
い
て
、fraus legis

は
右
の
と
お
り
採
用
さ
れ
て
き
た
が
、
税
務
当
局
が
、
そ
れ
は
一
般
租
税
法
典
三
一
条
の

「
正
当
な
課
税
」（richtige heffi  ng

）
と
同
然
で
あ
る
（
同
等
な
も
の
で
あ
る
）
と
認
識
す
る
に
は
、
一
九
八
四
年
ま
で
か
か
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
、fraus legis

の
た
め
の
基
準
と
そ
の
基
準
を
使
っ
た
結
果
が
、
正
当
な
課
税
の
そ
れ
ら
と
同
等
で
あ
る
、
と
い
う
一
方
で
、
納

税
者
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
予
防
手
段
で
取
り
囲
ま
れ
て
い
た
後
者
の
使
用
が
、fraus legis

の
よ
り
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
使
い
方
へ
の
賛

同
に
伴
い
、
放
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
43
）

。

ス
ト
ー
ク
は
、
租
税
法
分
野
に
お
け
るfraus legis

適
用
の
三
要
件
を
次
の
よ
う
に
述
べ
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

取
引
の
再
構
成
が
で
き
る
と
し
て
い
る

（
44
）

。

①
租
税
回
避
だ
け
が
取
引
の
主
要
目
的
で
あ
る
こ
と

②
租
税
上
の
便
益
を
得
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
意
味
が
な
い
こ
と

③
法
の
趣
旨
に
反
す
る
場
合

こ
の
要
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
法
律
回
避
（fraude à la loi

）
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
六
年
の
ジ
ャ
ン
フ
ァ
ン

事
件
国
務
院
判
決

（
45
）

に
お
い
て
、
租
税
回
避
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
基
準
が
採
ら
れ
て
い
る
。

「
租
税
目
的
で
い
え
ば
、
法
律
の
詐
害
的
忌
避
が
以
下
の
場
合
に
起
こ
る
。
つ
ま
り
納
税
者
が
、
単
に
租
税
上
の
利
益
を
得
よ
う
と
す

る
た
め
に
、
そ
し
て
法
律
の
精
神
に
反
し
て
、
自
身
に
租
税
上
の
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
に
法
律
の
適
用
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
よ
う
と

す
る
場
合
。」

こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
ク
主
張
の
三
要
件
に
つ
い
て
は
、
三
㈡
で
紹
介
し
た
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
判
決
に
お
い
て
も
、
問
題
と
な
る
取



三
〇
二

引
が
要
件
に
形
式
的
に
該
当
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
条
項
の
目
的
に
反
し
、
か
つ
、
当
該
取
引
の
本
質
的
要
素
が
租
税
上
の
特
典
を
得
る
こ

と
で
あ
る
と
判
示
し
（
パ
ラ
86
）、
さ
ら
に
効
果
に
つ
い
て
も
、
濫
用
的
行
為
が
見
い
だ
せ
る
と
き
に
は
、
濫
用
的
行
為
を
構
成
す
る
取
引

が
な
い
と
の
状
況
で
再
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
パ
ラ
98
）
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理
とfraus legis

の
法
理
と
が
類
似
し
て
い
る
の
は
、
偶
然
の
一
致
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

前
記
㈠
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
法
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
独
自

に
こ
の
よ
う
な
一
般
法
理
を
創
設
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
フ
ェ
ー
リ
ア
も
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（
46
）

、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
法
理
の
影
響

を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
通
じ
て
、fraus legis

の
法

理
が
そ
の
淵
源
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
点
は
、
Ｅ
Ｕ
の
学
者
の
間
で
も
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
起
源
のfraus legis

の
法
理
が
ど
の
よ
う

に
し
て
オ
ラ
ン
ダ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
に
定
着
し
、
租
税
法
の
分
野
で
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
解
明
し
な
い
こ
と
に
は
、fraus 

legis

の
法
理
が
そ
の
淵
源
に
な
っ
て
い
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、fraus legis

の
法
理
と
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の

法
理
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
断
定
を
避
け
、
今
後
の
研
究
課
題
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

七　

小　

括

以
上
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
濫
用
の
法
理
を
論
じ
て
き
た
が
、w

holly artifi cial arrangem
ent

テ
ス
ト
の
意
義
や
、
濫
用
の
法
理
の
意
義
や
そ

の
淵
源
は
ま
だ
不
明
な
点
が
残
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、w

holly artifi cial arrangem
ent

の
法
理
が
、
単
な
る

「
仮
装
」
で
は
な
く
、
経
済
的
実
体
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
、
租
税
法
に
お
い
て
、
一
般
法
理
と
い
う
意
味
を
、
租
税
法
規
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に
明
文
規
定
が
な
く
て
も
、
租
税
回
避
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
で
き
る
法
理
に
限
定
す
る
と
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
判
決
や
コ

フ
ォ
ー
ド
事
件
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
一
般
法
理
に
基
づ
く
判
決
で
あ
る
が
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
判
決

は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
一
般
法
理
で
は
な
く
、
加
盟
国
に
お
け
る
租
税
法
規
の
濫
用
を
ど
の
範
囲
で
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
自
由
の

枠
外
と
す
る
か
の
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
自
由
の
解
釈
の
法
理
に
基
づ
く
判
決
で
あ
り
、
一
般
法
理
で
は
な
い
と
考
え
る
。

ま
た
、
濫
用
の
法
理
にfraus legis

の
法
理
が
直
接
そ
の
淵
源
に
な
っ
て
い
る
か
否
か
は
断
定
は
で
き
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も

背
景
と
し
て
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
と
考
え
る
。

第
四　

我
が
国
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
濫
用
の
法
理

一　

最
高
裁
平
成
一
七
年
一
二
月
一
九
日
判
決

右
最
高
裁
判
決
の
事
案
は
、
我
が
国
の
都
市
銀
行
が
法
人
税
法
六
九
条
の
外
国
税
額
控
除
の
枠
が
余
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
外
国
企
業

の
取
引
に
関
与
し
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
事
案
に
お
け
る
取
引
の
特
徴
は
、
我
が
国
の
都
市
銀
行
に
と
っ
て
逆
ざ
や
取
引
で
あ
る
こ
と
で

あ
り
、
法
人
税
法
六
九
条
が
こ
の
よ
う
な
取
引
を
対
象
と
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る

（
47
）

。

こ
れ
に
対
し
、
右
最
高
裁
判
決
は
、「
法
人
税
法
六
九
条
の
定
め
る
外
国
税
額
控
除
の
制
度
は
、
内
国
法
人
が
外
国
法
人
税
を
納
付
す

る
こ
と
と
な
る
場
合
に
、
一
定
の
限
度
で
、
そ
の
外
国
法
人
税
の
額
を
我
が
国
の
法
人
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
同
一
の
所
得
に
対
す
る
国
際
的
二
重
課
税
を
排
斥
し
、
か
つ
、
事
業
活
動
に
対
す
る
税
制
の
中
立
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
政
策

目
的
に
基
づ
く
制
度
で
あ
る
。」
と
し
た
上
、「
本
件
取
引
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
本
来
は
外
国
法
人
が
負
担
す
べ
き
外
国
法
人
税
に

つ
い
て
我
が
国
の
銀
行
で
あ
る
Ｘ
行
が
対
価
を
得
て
引
き
受
け
、
そ
の
負
担
を
自
己
の
外
国
税
額
控
除
の
余
裕
枠
を
利
用
し
て
国
内
で
納
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付
す
べ
き
法
人
税
額
を
減
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
免
れ
、
最
終
的
に
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、

我
が
国
の
外
国
税
額
控
除
制
度
を
そ
の
本
来
の
趣
旨
目
的
か
ら
著
し
く
逸
脱
す
る
態
様
で
利
用
し
て
納
税
を
免
れ
、
我
が
国
に
お
い
て
納

付
さ
れ
る
べ
き
法
人
税
額
を
減
少
さ
せ
た
上
、
こ
の
免
れ
た
税
額
を
原
資
と
す
る
利
益
を
取
引
関
係
者
が
享
受
す
る
た
め
に
、
取
引
自
体

に
よ
っ
て
は
外
国
法
人
税
を
負
担
す
れ
ば
損
失
が
生
ず
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
本
件
取
引
を
あ
え
て
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
我
が

国
ひ
い
て
は
我
が
国
の
納
税
者
の
負
担
の
下
に
取
引
関
係
者
の
利
益
を
図
る
も
の
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
取
引
に
基
づ

い
て
生
じ
た
所
得
に
対
す
る
外
国
法
人
税
を
法
人
税
法
六
九
条
の
定
め
る
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
外
国
税
額
控
除
制
度

を
濫
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
税
負
担
の
公
平
を
著
し
く
害
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
横
線
筆

者
）
と
し
て
、
法
人
税
法
六
九
条
の
外
国
税
額
控
除
の
適
用
を
否
認
し
た
更
正
処
分
を
適
法
で
あ
る
と
し
た
。

二　

我
が
国
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
「
濫
用
の
法
理
」
の
意
義

我
が
国
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
濫
用
の
法
理
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
一
審
及
び
控
訴
審
で
の
被
告
国
側
の
主
張
を
み
る
必

要
が
あ
る
。
一
審
及
び
控
訴
審
で
は
、
こ
の
国
の
主
張
を
め
ぐ
っ
て
法
人
税
法
六
九
条
の
適
用
が
争
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

被
告
国
は
、
一
審
以
来
一
貫
し
て
、
法
人
税
法
六
九
条
は
、
課
税
減
免
規
定
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
課
税
減
免
規
定
の
場
合
に
は
、
立
法

趣
旨
に
よ
る
限
定
解
釈
が
許
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
一
九
三
五
年
の
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
判
決

（
48
）

に
示
唆

を
得
て
、
我
が
国
で
も
こ
の
よ
う
な
解
釈
方
法
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
金
子
宏
教
授
の
見
解

（
49
）

に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
ヒ
ン
ト
と
な
り
、
被
告
国
は
、
法
人
税
法
六
九
条
の
立
法
趣
旨
か
ら
み
て
、「
正
当
な
事
業
活
動
に
よ
り
」
外

国
税
額
を
納
付
す
る
場
合
と
限
定
解
釈
を
す
べ
き
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
逆
ざ
や
取
引
で
あ
り
、
お
よ
そ
銀
行
業
務
で
あ
る
と
は



租
税
法
に
お
け
る
濫
用
の
法
理
（
今
村
・
川
村
）

三
〇
五

言
い
難
い
こ
と
か
ら
、
法
人
税
法
六
九
条
が
適
用
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
被
告
国
の
主
張
は
、
大
阪
高
裁
平
成
一
四
年
六
月
一
四
日
判
決
（
判
時
一
八
一
六
号
三
〇
頁
）
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

三　

我
が
国
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
「
濫
用
の
法
理
」
の
法
的
性
格

㈠　

と
こ
ろ
が
、
本
最
高
裁
判
決
は
、
前
記
一
の
と
お
り
、「
本
件
取
引
に
基
づ
い
て
生
じ
た
所
得
に
対
す
る
外
国
法
人
税
を
法
人
税

法
六
九
条
の
定
め
る
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
外
国
税
額
控
除
制
度
を
濫
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
税
負
担
の

公
平
を
著
し
く
害
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
、
法
の
濫
用
（abuse of law

）
の
法
理
を
採
用
し

た
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
本
件
の
一
審
以
来
の
訴
訟
の
流
れ
か
ら
し
て
、
最
高
裁
が
、
本
稿
で
用
い
て
い
る
意
味
で
の

一
般
法
理
と
し
て
の
濫
用
の
法
理
す
な
わ
ち
租
税
法
規
に
明
文
規
定
が
な
く
て
も
、
租
税
回
避
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
で
き
る
法
理

を
突
如
採
用
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
前
記
一
の
判
示
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
租
税
回
避
だ
か
ら
と
し
て
る
の
で

は
な
く
、「
我
が
国
の
外
国
税
額
控
除
制
度
を
そ
の
本
来
の
趣
旨
目
的
か
ら
著
し
く
逸
脱
す
る
態
様
で
利
用
し
て
納
税
を
免
れ
」、「
取
引

自
体
に
よ
っ
て
は
外
国
法
人
税
を
負
担
す
れ
ば
損
失
が
生
ず
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
本
件
取
引
を
あ
え
て
行
う
」
も
の
で
あ
る
か
ら
外
国

税
額
控
除
制
度
の
「
濫
用
」
で
あ
り
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
立
法
趣
旨
に
反
す
る
取
引
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
本
最
高
裁
判
決
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
や
コ
フ
ォ
ー
ド
事
件
に
お
い
て
採
っ
た
よ
う
な
租
税
法
規
に
明

文
規
定
が
な
く
て
も
、
租
税
回
避
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
で
き
る
と
の
法
理
を
採
用
し
た
の
で
は
な
く
、
立
法
趣
旨
に
よ
る
限
定
解

釈
の
一
つ
と
し
て
、
濫
用
の
程
度
が
甚
だ
し
い
場
合
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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金
子
宏
教
授
も
、「
最
高
裁
判
所
が
、
平
成
一
七
年
一
二
月
一
九
日
判
決
（
…
）
お
よ
び
同
一
八
年
二
月
二
三
日
判
決
（
…
）
に
お
い
て
、

あ
る
銀
行
の
取
引
が
法
人
税
法
六
九
条
の
定
め
る
外
国
税
額
控
除
制
度
の
濫
用
に
当
た
る
と
し
て
、
そ
の
適
用
を
否
定
し
た
の
も
、
法
律

上
の
根
拠
が
な
い
場
合
に
否
認
を
認
め
る
趣
旨
で
は
な
く
、
外
国
税
額
上
の
制
度
の
趣
旨
・
目
的
に
て
ら
し
て
規
定
の
限
定
解
釈
を
行
っ

た
例
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。」
と
慎
重
な
姿
勢
を
み
せ
ら
れ
る
が

（
50
）

、
筆
者
も
、
課
税
減
免
規
定
の
場
合
の
立
法
趣
旨
に
よ
る
限

定
解
釈
の
一
つ
と
考
え
て
い
る

（
51
）

。

本
最
高
裁
判
決
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
本
最
高
裁
判
決
は
、
一
般
法
理
（general principle

）
で
は
な
く
、
解
釈
の
法
理

（principle of construction

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

㈡　

こ
れ
に
対
し
、
谷
口
勢
津
夫
教
授
は
、
前
記
大
阪
高
裁
平
成
一
四
年
六
月
一
四
日
判
決
は
、
目
的
論
的
制
限
（teologishe 

R
eduktion

）
と
い
う
解
釈
的
手
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
租
税
法
律
主
義
の
下
で
も
許
さ
れ
る
が
、
本
最
高
裁
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な

解
釈
的
手
法
を
用
い
ず
、
端
的
に
濫
用
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
租
税
法
律
主
義
の
下
で
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る

（
52
）

。

谷
口
教
授
に
よ
る
と
、
目
的
論
的
制
限
と
は
、
租
税
法
規
に
欠
缺
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
租
税
法
規
の
文
言
が
そ
の
趣
旨
・
目
的
に
合

致
し
な
い
場
合
を
除
外
し
て
、
当
該
租
税
法
規
を
「
解
釈
」
し
そ
の
欠
缺
を
補
充
す
る
こ
と
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
法
で
い
わ

れ
て
い
る
目
的
論
的
縮
小
の
こ
と
と
思
わ
れ
る

（
53
）

。
被
告
国
側
の
主
張
は
、
前
記
二
の
と
お
り
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
グ
レ
ゴ
リ
ー
事

件
判
決
に
示
唆
を
得
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
確
か
に
、
論
理
的
に
は
、
目
的
論
的
制
限
あ
る
い
は
目
的
論
的
縮
小
と
い
う
こ
と
も
で
き

よ
う
。

一
方
、
谷
口
教
授
に
よ
る
と
、
本
最
高
裁
判
決
は
、
目
的
論
的
制
限
の
よ
う
に
「
解
釈
的
」
方
法
を
用
い
ず
、
直
接
的
に
そ
の
趣
旨
・

目
的
そ
の
も
の
を
要
件
な
い
し
基
準
に
し
て
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
違
反
の
行
為
を
当
該
課
税
減
免
制
度
の
濫
用
と
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
端
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的
に
当
該
課
税
制
度
の
適
用
を
否
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
不
文
の
濫
用
禁
止
規
定
が
租
税
法
に
内
在
す
る
と
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
租
税
法
律
主
義
に
反
す
る
と
す
る

（
54
）

。
谷
口
教
授
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
租
税
法
規
に
は
、
課
税
減
免
制
度
の
濫
用
を
禁
止
す
る
規

定
は
な
く
、
私
法
領
域
と
は
異
な
り
、
権
利
濫
用
を
も
っ
て
直
ち
に
権
利
行
使
の
許
容
性
な
い
し
法
効
果
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
谷
口
教
授
の
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
本
最
高
裁
判
決
を
明
文
規
定
が
な
い
場
合
に
租
税
回
避
を
理
由
に
否
認
で
き

る
と
す
る
一
般
法
理
を
採
っ
た
も
の
と
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
最
高
裁
判
決
は
、
租
税
回
避
を
理
由
と
す

る
も
の
で
は
な
く
、
立
法
趣
旨
に
反
す
る
取
引
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
解
釈
の
法
理
に
基
づ
く
も
の
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

第
五　

結　

び

以
上
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
と
我
が
国
の
最
高
裁
の
判
例
を
比
較
し
て
、
租
税
法
に
お
け
る
濫
用
の
法
理
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、

Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
採
っ
て
い
る
濫
用
の
法
理
は
、
我
が
国
租
税
法
に
対
す
る
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
に
お
い
て
、
明
文
規
定
に
よ
ら
な
い
租
税
回
避
の
否
認
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い

て
は
、
一
般
法
理
が
法
源
と
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
我
が
国
に
こ
の
よ
う
な
法
理
を
直
ち
に
持
ち
込
む
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
租
税
回
避
の
と
ら
え
方
な
ど
参
考
に
な
る
点
が
多
々
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
は
、
租
税
回
避
の
と

ら
え
方
に
つ
い
て
も
大
い
な
る
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ
プ
ス
事
件
に
お
い
て
は
、
租

税
回
避
を
「
租
税
法
規
を
回
避
す
る
完
全
に
技
巧
的
な
取
決
め
（a w

holly artifi cial arrangem
ent set up to circum

vent tax legislation

）」

（
パ
ラ
51
参
照
）
と
し
、
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
に
お
い
て
は
、「
当
該
取
引
の
本
質
的
目
的
が
、
租
税
法
上
の
便
益
を
得
る
た
め
で
あ
る
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こ
と
（the essential aim

 of the transactions w
as to obtain a tax advantage

）」（
パ
ラ
86
参
照
）
と
し
て
い
る
。
前
者
は
、
第
三
の
四
㈢

で
述
べ
た
と
お
り
、
経
済
的
実
体
の
な
い
こ
と
を
意
味
し
客
観
的
要
素
を
重
視
す
る
と
ら
え
方
で
あ
り
、
後
者
は
、
主
観
的
要
素
を
重
視

す
る
と
ら
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
租
税
回
避
を
と
ら
え
る
考
え
方
は
、
更
に
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
の
動
向
を
み
て
い
く
必
要
は
あ
る
が
、

我
が
国
の
租
税
法
に
対
し
て
も
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
ン
グ
は
、
前
記
四
㈡
の
と
お
り
、
こ
れ
は
、
加
盟
国
の
租
税
法
規
が
Ｔ

Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
保
障
す
る
自
由
の
枠
外
か
の
問
題
で
あ
り
加
盟
国
間
で
の
相
違
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、
加
盟
国
内
の
第
六
次
指
令
の
適
用

に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
ら
な
い
か
ら
と
し
て
い
る
。
租
税
回
避
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
各
国
に
よ
っ
て
異
な

り
、
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
・
シ
ュ
ウ
ェ
ッ

プ
ス
事
件
と
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
事
件
と
を
総
合
し
て
み
る
と
、
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
特
に
経
済
的
実
体
を
重
視
し
て
租
税
回
避
を

と
ら
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
租
税
法
に
お
け
る
濫
用
の
法
理
を
Ｅ
Ｃ
Ｊ
と
我
が
国
の
最
高
裁
の
判
例
を
比
較
し
て
検
討
し
た
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
お
け
る
濫
用
の

法
理
は
、
今
後
も
ま
だ
進
展
を
見
せ
る
法
理
で
あ
り
、
今
後
も
そ
の
動
向
に
注
目
す
べ
き
と
考
え
る
。
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が
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不
正
に
付
け
込
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
の
有
用
な
道
具
で
は
な
い
と
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う
点
を
、
そ
の
原
理
は
明
確
に
述
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て
い
る
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検
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必
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述
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w
ithout infringing the w

ords of the law
, deceives the purport thereof.

）”, V
an der S

tok, op. cit., p.151; M
.G

reggi, op. cit. p.25.

（
40
） O

.B
ehrends, D

IE
 F

R
A
U
S
 L

E
G
IS

 
（1982

）, p.24.

（
41
） 

古
代
ロ
ー
マ
の
硬
貨

（
42
） 

原
田
慶
吉
『
ロ
ー
マ
法
』（
有
斐
閣
、
昭
和
二
四
年
）
一
六
三
頁

（
43
） E

.V
an der S

tok, op. cit, p.151.

（
44
） Ibid. p.153-155.

（
45
） C

onseil d ’E
tat, 27 S

eptem
ber 2006, N

o.260050. S
té Janfi n.

判
決
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、L

eclerq

「
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
っ
て

い
る
法
理
：
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
の
濫
用
の
概
念
と
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
濫
用
的
実
行
の
観
念
」（
今
村
隆
訳
）
租
税
研
究
七
〇
二
号
（
平
成
二
〇
年
）

一
八
六
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
46
） R

.de la F
eria, “Introducting the P

rinciple of P
rohibition of A

buse of law
”, supra P

rohibition of A
buse of L

aw
, xx-xxiv.

（
47
） 

事
案
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
村
隆
「
外
国
税
額
控
除
制
度
の
濫
用
」
同
ほ
か
編
『
租
税
争
訟
改
訂
版
』（
青
林
書
院
、
平
成
二
一
年
）
四
四
五



三
一
二

頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
48
） G

regory v.H
elvering, 293 U

.S
. 465 

（1935

）.
（
49
） 
金
子
宏
「
租
税
法
と
私
法
」
租
税
法
研
究
（
昭
和
五
三
年
）
六
号
二
四
頁
。

（
50
） 
金
子
宏
『
租
税
法
第
一
六
版
』（
弘
文
堂
、
平
成
二
三
年
）
一
二
二
頁
。

（
51
） 

今
村
隆
「
外
国
税
額
控
除
制
度
の
濫
用
│
日
米
の
判
例
を
比
較
し
て
│
」
駿
河
台
法
学
二
〇
巻
一
号
三
三
頁
。

（
52
） 

谷
口
勢
津
夫
『
税
法
基
本
講
義
第
二
版
』（
弘
文
堂
、
平
成
二
三
年
）
三
八
頁
。

（
53
） 

ラ
ー
レ
ン
ツ
『
法
学
方
法
論
〔
第
六
版
〕』（
米
山
隆
訳
、
青
山
社
、
平
成
一
〇
年
）
六
〇
七
頁
。

（
54
） 

谷
口
・
前
掲
書
七
〇
頁
。
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航
空
排
出
権
紛
争
の
行
方

工　
　

藤　
　

聡　
　

一

Ⅰ　

序　

説

航
空
機
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
（green house gases
）
と
し
て
知
ら
れ
る
、
水
蒸
気
、
二
酸
化
炭
素
及
び
微
粒
子
状
の
排
出
物
を
高
高
度

の
大
気
中
に
放
出
す
る
こ
と
で
、
気
候
変
動
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
1
）

。
た
と
え
ば
、
現
時
点
で
航
空
機
が
排
出
す
る

二
酸
化
炭
素
は
全
世
界
の
排
出
総
量
の
約
二
〜
三
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
産
業
規
模
の
拡
大
と
と
も
に
今
後
増
加
し
て
い
く
と
予

測
さ
れ
て
い
る

（
2
）

。

沿
岸
都
市
は
浸
水
し
、
世
界
は
度
々
襲
う
猛
烈
な
嵐
に
苦
し
め
ら
れ
、
破
壊
的
な
洪
水
の
被
害
に
遭
う
。
今
後
一
〇
〇
年
以
内
に
、

我
々
は
人
為
的
な
原
因
に
よ
る
気
候
変
動
で
、
こ
の
よ
う
な
異
常
気
象
に
襲
わ
れ
る
。
あ
る
科
学
者
は
こ
う
主
張
す
る
。
別
の
科
学
者
は
、

気
温
上
昇
は
主
と
し
て
自
然
現
象
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
人
為
的
な
活
動
を
攻
撃
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
。
ま
た
あ
る
科
学
者
は
、
地
球



三
一
四

の
気
候
変
動
は
認
め
る
が
、
一
部
の
科
学
者
が
予
想
す
る
よ
う
な
破
壊
的
な
現
象
は
発
生
し
な
い
と
す
る
。
こ
う
し
て
現
在
、
世
界
中
で

気
候
変
動
及
び
そ
の
影
響
に
つ
い
て
の
議
論
が
戦
わ
さ
れ
て
い
る
が

（
3
）

、
国
際
社
会
は
、
厳
し
い
結
果
を
予
想
し
て
既
に
対
応
を
始
め
て
い

る
。
温
室
効
果
ガ
ス
、
と
く
に
二
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
規
制
は
強
化
の
一
途
に
あ
り
、
経
済
原
理
を
組
み
込
ん
だ
新
た
な
規
制
手
法
で
あ

る
排
出
権
取
引
制
度
も
普
及
し
つ
つ
あ
る

（
4
）

。

一
九
九
七
年
一
二
月
、
国
際
連
合
気
候
変
動
枠
組
条
約
（U
nited N

ations F
ram

ew
ork C

onvention on C
lim

ate C
hange

）
の
下
で
、
温
室

効
果
ガ
ス
の
削
減
に
向
け
た
国
際
間
合
意
で
あ
る
京
都
議
定
書
（K

yoto P
rotocol to U

nited N
ations F

ram
ew

ork C
onvention on C

lim
ate 

C
hange

）
が
採
択
さ
れ
た

（
5
）

。
同
議
定
書
は
二
〇
〇
五
年
二
月
に
発
効
し
、
締
約
国
に
対
し
て
、
排
出
物
を
一
九
九
〇
年
の
水
準
か
ら
少
な

く
と
も
五
％
削
減
す
る
義
務
を
課
し
、
そ
れ
を
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
五
年
間
の
約
束
期
間
中
に
履
行
す
べ
き
も
の
と
し
て
い

る
。
そ
こ
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
削
減
手
法
こ
そ
が
、
排
出
権
取
引
な
の
で
あ
る
。

欧
州
連
合
（E

uropean U
nion 

（E
U

））
は
、
京
都
議
定
書
に
お
け
る
排
出
量
削
減
目
標
の
達
成
に
向
け
、
今
日
最
も
大
規
模
か
つ
包
括

的
な
排
出
権
取
引
制
度
（E

uropean U
nion E

m
ission T

rading S
ystem

 

（E
U
-E

T
S

））
を
施
行
し
て
い
る

（
6
）

。
二
〇
〇
五
年
一
月
に
運
用
が

開
始
さ
れ
た
そ
の
第
一
段
階
で
は
、
排
出
権
取
引
の
対
象
を
、
発
電
、
鉱
工
業
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
多
消
費
型
産
業
に
限
定
し
て
い
た
が
、

二
〇
〇
八
年
か
ら
の
第
二
段
階
で
は
、
従
来
か
ら
の
規
制
産
業
に
お
い
て
引
き
続
き
排
出
権
取
引
の
履
行
確
保
に
努
力
が
払
わ
れ
る
と
と

も
に
、
対
象
産
業
の
拡
大
と
数
値
目
標
の
強
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
六
年
一
二
月
、
Ｅ
Ｕ
の
政
策
決
定
機
関
で
あ
る
欧
州
委
員
会
（E

uropean C
om

m
ission 

（E
C

））
は
、
航
空
由
来
排
出
物
に
つ
い

て
も
排
出
権
取
引
を
義
務
付
け
る
新
た
な
指
令
案
を
決
議
し
、
欧
州
議
会
（E

uropean P
arliam

ent

）
に
提
案
し
た

（
7
）

。
議
会
は
二
〇
〇
八

年
七
月
に
同
指
令
を
法
案
審
議
す
る
よ
う
欧
州
閣
僚
理
事
会
（E

uropean C
ouncil

）
に
諮
問
し
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
、
閣
僚
理
事
会
は
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五

こ
れ
を
航
空
排
出
権
指
令
（A

viation E
m
ission D

irective, D
irective 2008/101/E

C

）
と
し
て
正
式
に
採
択
し
た
。
本
指
令
は
二
〇
〇
九

年
一
月
に
公
示
さ
れ
同
年
二
月
に
発
効
し
て
い
る
。

航
空
排
出
権
指
令
は
そ
れ
ま
で
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
国
際
航
空
分
野
を
Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
包
摂
し
、
Ｅ
Ｕ
域
内
航
空
の
み
な
ら
ず
、

外
国
航
空
機
を
含
む
基
本
的
に
す
べ
て
の
Ｅ
Ｕ
発
着
国
際
航
空
を
対
象
と
す
る
。
航
空
部
門
の
現
在
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
は
Ｅ
Ｕ
に
お

い
て
も
産
業
部
門
全
体
か
ら
み
れ
ば
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
の
一
五
年
間
で
二
倍
と
な
る
な
ど
近
年

急
激
な
増
加
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
を
排
出
権
取
引
に
含
め
る
こ
と
を
せ
ず
に
は
京
都
議
定
書
下
で
の
二
酸
化
炭
素
削
減
努
力
が
大

き
く
損
な
わ
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
8
）

。

全
世
界
の
環
境
政
策
関
係
者
は
航
空
排
出
権
指
令
に
積
極
的
な
賛
意
を
表
し
た
が
、
航
空
関
係
者
は
こ
れ
に
反
対
し
あ
る
い
は
そ
の
実

効
性
に
懐
疑
的
な
見
方
を
示
し
た

（
9
）

。
批
判
は
、
航
空
排
出
権
指
令
を
Ｅ
Ｕ
規
則
の
域
外
適
用
と
み
、
す
な
わ
ち
Ｅ
Ｕ
乗
り
入
れ
外
国
航
空

機
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
規
則
の
一
方
的
強
制
の
法
的
問
題
性
を
指
摘
し
た
。
指
令
が
カ
バ
ー
す
る
地
理
的
範
囲
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
は
も
ち
ろ
ん
、

公
海
、
第
三
国
ま
た
は
相
手
国
領
域
上
の
空
間
を
も
含
む
全
旅
程
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
の
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
航
空
運
送
事
業
者
に
対
し
て

過
大
な
経
済
的
負
担
を
課
す
と
い
う
意
味
で
政
策
的
に
誤
り
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
国
際
協
調
に
拠
っ
て
き
た
一
九
四
四
年
シ
カ
ゴ
条
約

（C
hicago C

onvention

）
及
び
国
際
民
間
航
空
機
関
（International C

ivil A
viation O

rganization 

（IC
A
O

））
に
よ
る
国
際
航
空
の
規
制
枠

組
み
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
り
、
領
空
主
権
に
関
す
る
国
際
法
原
則
に
も
抵
触
す
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た

（
10
）

。
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
ア
メ

リ
カ
航
空
運
送
協
会
（A

ir T
ransport A

ssociation of A
m
erica 

（A
T
A

））
と
ア
メ
リ
カ
の
大
手
航
空
会
社
三
社
（
ア
メ
リ
カ
ン
、
コ
ン
チ
ネ

ン
タ
ル
及
び
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
（
当
時
））
は
共
同
で
、
航
空
排
出
権
指
令
を
置
換
し
た
イ
ギ
リ
ス
国
内
法
の
立
法
審
査
を
求
め
、
高
等
法
院

（H
igh C

ourt

）
に
所
管
官
庁
を
提
訴
し
た
。
二
〇
一
〇
年
五
月
に
、
高
等
法
院
は
本
案
を
欧
州
司
法
裁
判
所
（E

uropean C
ourt of Justice 
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六

（E
C
J

））
に
付
託
し
た

（
11
）

。

小
稿
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
の
施
行
を
前
に
こ
う
し
て
国
際
紛
争
化
し
た
航
空
排
出
権
指
令
の
国
際
法
上
の
拘
束
力
を
、
い
わ
ゆ
る
域

外
適
用
（extraterritorial application

）
の
理
論
、
国
際
連
合
の
専
門
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
政
策
調
整
機
能
と
の
関
係
で
分
析
し
、

も
っ
て
航
空
環
境
規
制
の
あ
り
方
を
考
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
航
空
排
出
権
指
令
に
対
し
て
は
、
経
済
面
へ
の
悪
影
響
、

制
度
設
計
上
の
問
題
な
ど
も
指
摘
さ
れ
、
世
界
か
ら
い
わ
ば
全
方
位
的
な
批
判
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
稿
で
は
最
後
に
、
Ｅ
Ｕ
が

敢
え
て
火
中
の
栗
を
拾
お
う
と
し
た
理
由
に
迫
っ
て
み
た
い
。

Ⅱ　

京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
シ
カ
ゴ
シ
ス
テ
ム

航
空
排
出
権
紛
争
の
理
解
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
背
景
に
あ
る
二
つ
の
規
制
枠
組
で
あ
る
、
市
場
型
国
際
環
境
規
制
に
関
す
る
京

都
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
強
制
力
あ
る
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
の
た
め
の
枠
組
み
）、
そ
し
て
国
際
航
空
規
制
に
関
す
る
シ
カ
ゴ
シ

ス
テ
ム
（
シ
カ
ゴ
条
約
に
基
づ
く
国
際
民
間
航
空
実
施
の
た
め
の
枠
組
み
）
の
意
義
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

1　

京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム

Ａ　

気
候
変
動
の
兆
候

気
候
変
動
（clim

ate change

）
な
い
し
地
球
温
暖
化
（global w

arm
ing

）
は
、
大
気
中
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
増
加
に
起
因
す
る
。

温
室
効
果
ガ
ス
と
し
て
は
、
水
蒸
気
（w

ater vapor

）、
二
酸
化
炭
素
（C

O
2

）、
オ
ゾ
ン
（O

3

）、
メ
タ
ン
（C

H
4

）
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。

大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
濃
度
が
上
昇
す
る
と
地
球
は
温
暖
化
し
、
低
下
す
る
と
冷
却
化
す
る
。
た
と
え
ば
、
氷
河
期
に
お
け
る
大
気
中
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の
二
酸
化
炭
素
濃
度
は
二
〇
〇
ｐ
ｐ
ｍ
前
後
で
あ
り
、
地
球
全
体
が
大
き
く
寒
冷
化
し
た
。
現
在
は
、
約
三
八
〇
ｐ
ｐ
ｍ
で
あ
り
温
暖
期

に
あ
る
と
い
え
る

（
12
）

。

気
温
上
昇
に
影
響
し
て
い
る
と
さ
れ
る
人
為
的
活
動
に
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。
化
石
燃
料
の
消
費
と
、
土
地
利
用
で
あ
る
。
先
進
国
は

主
と
し
て
前
者
の
変
化
に
責
任
が
あ
る
。
新
興
国
は
、
今
後
そ
の
責
任
の
一
端
を
負
う
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
都
市
化
、
農
地
拡
大
な
ど

か
ら
起
こ
る
後
者
の
変
化
は
、
主
と
し
て
発
展
途
上
国
で
み
ら
れ
る
。

気
温
上
昇
は
、
一
・
一
℃
か
ら
六
・
四
℃
の
変
化
で
、
極
め
て
大
き
な
世
界
的
気
候
変
動
を
も
た
ら
す

（
13
）

。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
れ
ば
、
気
象
現
象
は
よ
り
極
端
に
な
り
、
沿
岸
都
市
は
氷
河
、
氷
床
の
溶
解
と
海
水
の
膨
張
の
結
果
起
こ
る
海
面
上
昇

に
よ
っ
て
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
る
。
二
一
〇
〇
年
ま
で
に
一
八
か
ら
五
九
㎝
の
海
面
上
昇
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
嵐
が
強
大
化
し
、
夏

季
の
気
温
上
昇
が
激
し
く
な
り
、
干
ば
つ
が
深
刻
化
す
る
。
加
え
て
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
氷
河
及
び
カ
ナ
ダ
の
氷
床
が
融
け
出
し
、
真

水
が
海
水
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
で
メ
キ
シ
コ
湾
流
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
寒
冷
化
を
招
く
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

気
候
変
動
が
既
に
起
き
て
い
る
と
み
る
べ
き
重
大
な
兆
候
が
あ
る

（
14
）

。
世
界
の
年
平
均
気
温
は
、
一
九
世
紀
か
ら
〇
・
七
六
℃
上
昇
し
、
内

こ
の
一
〇
〇
年
だ
け
で
〇
・
六
七
℃
上
昇
し
て
お
り
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
観
測
史
上
の
最
高
気
温
を
記
録
す
る
年
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

南
極
大
陸
で
は
、
一
二
、〇
〇
〇
年
前
の
氷
棚
が
大
規
模
な
崩
壊
を
は
じ
め
て
い
る
。
世
界
の
代
表
的
な
山
岳
部
で
、
一
九
七
〇
年
代
か

ら
雪
線
が
上
が
っ
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
と
今
日
と
を
比
べ
る
と
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
四
又
は
五
レ
ベ
ル
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
が
倍
増
し
て
い
る
。

世
界
各
地
で
近
年
干
ば
つ
が
頻
発
し
て
い
る
。
も
は
や
こ
の
現
実
か
ら
目
を
そ
む
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



三
一
八

Ｂ　

国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
と
京
都
議
定
書

一
九
八
〇
年
代
、
科
学
者
が
気
温
の
急
激
な
上
昇
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
始
め
る
と
、
国
際
社
会
は
問
題
の
深
刻
さ
を
認
識
す
る
と
と
も
に

対
策
に
乗
り
出
し
た
。
一
九
八
八
年
、
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
（International P

anel on C
lim

ate C
hange 

（IP
C
C

））
が
、

国
際
連
合
環
境
計
画
（U

nited N
ations E

nvironm
ent P

rogram
m
e 

（U
N
E
P

））
及
び
世
界
気
象
機
関
（W

orld M
eteorological 

O
rganization 

（W
M

O
））
の
下
で
、
世
界
規
模
の
地
球
温
暖
化
の
科
学
的
知
見
を
集
め
て
評
価
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。

こ
こ
に
、
気
候
変
動
と
そ
れ
へ
の
対
応
に
関
す
る
研
究
報
告
書
が
作
成
さ
れ
継
続
的
な
評
価
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
二
〇
〇
七
年
に

は
、
第
四
次
評
価
報
告
書
「
気
候
変
動
二
〇
〇
七
：
物
理
的
科
学
原
則
」
が
公
表
さ
れ
、
人
為
的
活
動
を
原
因
と
し
て
温
室
効
果
ガ
ス
が

増
加
し
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

一
九
九
二
年
、
環
境
と
開
発
に
関
す
る
国
際
連
合
会
議
（U

nited N
ations C

onference on E
nvironm

ent and D
evelopm

ent 

（U
N
C
E
D

））
は
、

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
し
地
球
温
暖
化
の
進
行
を
防
ぐ
た
め
の
国
際
的
合
意
と
し
て
、
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
（U

nited 

N
ations F

ram
ew

ork C
onvention on C

lim
ate C

hange 
（U

N
F
C
C
C

））
を
採
択
し
た

（
15
）

。
条
約
の
最
終
的
な
目
標
は
、「
気
候
系
に
対
し
て
危

険
な
人
為
的
干
渉
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
ら
な
い
水
準
に
お
い
て
、
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

そ
の
締
約
国
は
、
先
進
国
（
経
済
移
行
国
を
含
む
）
と
発
展
途
上
国
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
先
進
国
は
附
属
書
Ⅰ
国
と
呼
ば

れ
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
大
部
分
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
附
属
書
Ⅰ
国
と
発
展
途
上
国
と
が
「
共
通
だ
が
差
異
あ
る

責
任
（com
m
on but diff erentiated responsibilities

）」
を
負
い
つ
つ
気
候
系
を
保
護
す
る
こ
と
、
と
く
に
附
属
書
Ⅰ
国
が
気
候
変
動
対
策

を
率
先
し
て
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る

（
16
）

。

一
九
九
七
年
、
枠
組
条
約
の
趣
旨
を
強
化
す
る
た
め
の
法
的
拘
束
力
あ
る
国
際
合
意
文
書
と
し
て
、
京
都
議
定
書
（K

yoto P
rotocol to 
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一
九

U
nited N

ations F
ram

ew
ork C

onvention on C
lim

ate C
hange

）
が
採
択
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
二
月
に
発
効
し
て
い
る
。
同
議
定
書
は
、
各

附
属
書
Ⅰ
国
が
排
出
削
減
目
標
の
達
成
の
た
め
各
種
手
段
を
実
施
す
る
こ
と
を
義
務
と
し
て
課
し
て
い
る

（
17
）

。
そ
れ
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
効

率
の
向
上
、
森
林
等
の
吸
収
源
（sink

）
の
保
護
と
開
発
、
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
、
促
進
及
び
開
発
が
含
ま
れ
る
。
議
定
書
の
下
で

削
減
さ
れ
る
べ
き
排
出
物
は
、
二
酸
化
炭
素
（C

O
2

）、
メ
タ
ン
（C

H
4

）、
一
酸
化
二
窒
素
（N

2 O

）、
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

（H
F
C
s

）、
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（P

F
C
s

）、
六
フ
ッ
化
硫
黄
（S

F
6

）
の
六
種
で
あ
る

（
18
）

。

京
都
議
定
書
が
拘
束
力
の
あ
る
二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減
の
取
り
組
み
の
世
界
的
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
正
式
な
手
続
き
で
署
名
又
は
批
准
し
た
締
約
国
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
た
め
、
全
世
界
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
二
〇
％
強

を
排
出
す
る
ア
メ
リ
カ
は
附
属
書
Ⅰ
国
で
あ
り
な
が
ら
、
義
務
を
負
わ
な
い
な
ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
議
定
書
所
定
削
減
目
標
は
ア

メ
リ
カ
に
と
っ
て
過
大
な
負
担
で
あ
り
、
自
国
の
経
済
活
動
及
び
消
費
者
に
多
大
な
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
敬
遠
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

制
度
自
体
の
成
功
が
疑
問
視
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
。
長
期
的
か
つ
本
質
的
な
問
題
解
決
に
そ
れ
ら
の
参
加
は
不
可
欠
で
あ
る
に
も
か
わ
ら

ず
、
発
展
途
上
国
に
は
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
い
。
と
く
に
中
国
は
現
在
途
上
国
に
分
類
さ
れ
議
定
書
の
義
務
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
て
い

る
が
、
二
十
％
強
を
占
め
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
大
国
な
の
で
あ
る

（
19
）

。

と
こ
ろ
で
京
都
議
定
書
は
、
締
約
国
が
効
率
的
に
排
出
削
減
で
き
る
よ
う
に
各
種
の
柔
軟
性
措
置
を
認
め
て
い
る

（
20
）

。
こ
れ
を
京
都
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
呼
ぶ
。
他
の
締
約
国
の
削
減
に
参
加
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
国
の
排
出
量
を
相
殺
で
き
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
カ
ニ
ズ
ム

と
し
て
の
、
ク
リ
ー
ン
開
発
メ
カ
ニ
ズ
ム
（C

lean D
evelopm

ent M
echanism

 

（C
D
M

））、
共
同
実
施
（Joint Im

plem
entation 

（JI

））、
及

び
排
出
権
取
引
（em

issions trading 

（E
T

））
の
三
種
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
附
属
書
Ⅰ
国
が
自
国
の
約
束
を
達
成
す
る
に
つ
い

て
の
補
足
的
な
手
段
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
先
進
国
で
行
う
よ
り
も
途
上
国
で
行
う
削
減
対
策
が
相
対
的
に
安
上
が
り
で
、
し
た



三
二
〇

が
っ
て
効
率
的
に
目
標
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
地
球
上
の
ど
の
場
所
で
行
わ
れ
て
も
二
酸
化
炭
素
の

削
減
は
意
味
を
な
し
、
よ
り
効
率
的
に
、
よ
り
大
き
な
削
減
を
行
う
こ
と
は
目
的
に
か
な
う
。

附
属
書
一
二
条
が
認
め
る
ク
リ
ー
ン
開
発
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
非
附
属
書
Ⅰ
国
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
所
在
す
る
ホ
ス
ト
国
と
し
、
附
属
書

Ⅰ
国
の
資
金
、
技
術
な
ど
の
支
援
又
は
排
出
権
の
購
入
な
ど
の
関
与
の
下
で
実
施
す
る
措
置
で
あ
る

（
21
）

。
附
属
書
六
条
が
認
め
る
共
同
実
施

は
、
附
属
書
Ⅰ
国
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
所
在
す
る
ホ
ス
ト
国
と
し
、
他
の
附
属
書
Ⅰ
国
の
関
与
の
下
で
実
施
す
る
措
置
で
あ
る

（
22
）

。
附
属
書

一
七
条
が
認
め
る
排
出
権
取
引
は
、
数
値
約
束
の
あ
る
附
属
書
Ⅰ
国
間
で
行
わ
れ
る
取
引
で
、
排
出
権
の
取
引
・
移
転
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
限
界
削
減
費
用
（m

arginal abatem
ent cost

）
を
下
げ
る
た
め
の
措
置
で
あ
る

（
23
）

。

Ｃ　

Ｅ
Ｕ
排
出
権
取
引
制
度

京
都
議
定
書
の
締
約
国
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
は
、
約
束
期
間
に
お
い
て
割
り
当
て
ら
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
目
標
を
達
成
す
る
よ
う
法

的
に
強
制
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
排
出
権
取
引
制
度
（
Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
）
が
創
設
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る

（
24
）

。

Ｅ
Ｕ
の
環
境
対
策
立
法
は
、
伝
統
的
に
、
い
わ
ゆ
る
命
令
と
強
制
（com

m
and and control

）
の
形
式
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

一
九
九
〇
年
代
の
初
め
か
ら
、
市
場
型
の
規
制
手
法
へ
の
移
行
が
は
じ
ま
っ
た

（
25
）

。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
同
様
の
傾
向
の
影
響
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
議
定
書
発
効
の
後
、
排
出
権
取
引
に
対
す
る
信
頼
が
増
し
、
議
定
書
所
定
の
数
値
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
経

済
合
理
性
の
高
い
手
段
と
し
て
、
そ
の
可
能
性
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
下
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
京
都
議
定
書
の
下
で
各
国
に
割
り
当
て
ら
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
排
出
権
を
排
出
主
体
で
あ
る
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二
一

事
業
者
に
割
り
当
て
る
。
加
盟
国
は
、
排
出
権
総
量
に
上
限
を
定
め
、
取
引
市
場
を
整
備
す
る
。
上
限
に
対
し
て
排
出
量
が
少
な
い
事
業

者
は
、
そ
の
余
剰
分
に
対
応
す
る
排
出
権
を
市
場
で
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
、
反
対
に
、
上
限
に
対
し
て
排
出
物
が
多
い
事
業
者
は
そ
の

不
足
分
に
相
当
す
る
排
出
権
を
市
場
で
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
仕
組
み
の
基
礎
に
は
、
取
引
対
象
と
さ
れ
る
排
出
権
が
一
定

の
高
値
を
つ
け
、
事
業
者
に
と
っ
て
そ
れ
を
購
入
す
る
よ
り
も
技
術
の
更
新
に
よ
る
排
出
削
減
の
方
が
有
利
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
、
技
術

革
新
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
。
ま
た
取
引
市
場
を
用
い
る
こ
と
で
、
規
制
主
体
が
望
ま
し
い
排
出
水
準
を
決
め
、
か
つ
そ
の

正
当
性
を
証
明
す
る
負
担
を
軽
減
で
き
る
。
よ
っ
て
、
排
出
物
削
減
は
、
最
も
低
い
費
用
負
担
で
こ
れ
を
行
い
得
る
こ
と
に
な
る
。
Ｅ
Ｕ

－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
は
、
多
数
国
間
で
実
施
さ
れ
る
包
括
的
な
排
出
権
取
引
市
場
と
し
て
現
在
世
界
最
大
の
も
の
で
あ
る
。

2　

シ
カ
ゴ
シ
ス
テ
ム

Ａ　

シ
カ
ゴ
条
約
第
一
部
│
国
際
航
空
規
律

①　

シ
カ
ゴ
条
約

国
際
民
間
航
空
条
約
（C
onvention on International C

ivil A
viation, 1944

）、
略
し
て
シ
カ
ゴ
条
約
は
、
現
代
の
国
際
航
空
公
法
規
律

の
源
泉
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
国
際
航
空
の
枠
組
み
は
シ
カ
ゴ
シ
ス
テ
ム
と
称
さ
れ
る

（
26
）

。

シ
カ
ゴ
条
約
は
、
前
文
及
び
九
六
箇
条
か
ら
成
り
、
大
き
く
「
第
一
部　

航
空
（A

ir N
avigation

）」、「
第
二
部　

国
際
民
間
航
空
機

関
（International C

ivil A
viation O

rganization

）」、「
第
三
部　

国
際
航
空
運
送
（International A

ir T
ransport

）」
の
三
部
に
編
成
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
部
は
、
領
空
主
権
（S

overeignty of the A
ir

）
を
確
認
し
、
国
際
航
空
の
基
本
的
規
律
を
定
め
る
も
の
で
あ

る
。
第
二
部
は
、
国
際
航
空
の
安
全
性
の
確
保
及
び
国
際
航
空
秩
序
の
監
視
を
目
的
と
し
た
国
際
航
空
管
理
機
構
を
設
置
す
る
も
の
で
あ



三
二
二

る
。
そ
し
て
第
三
部
は
、
不
定
期
航
空
（charter

）
に
つ
い
て
の
空
の
自
由
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
条
約
は
、
一
九
四
七
年
四
月
に
発
効
し
、
二
〇
一
〇
年
末
現
在
で
一
九
〇
の
当
事
国
を
擁
し
て
い
る
。
同
条
約
が
宣
言
す
る
目
的
は
、

国
際
航
空
運
送
業
務
が
安
全
に
か
つ
整
然
と
発
達
す
る
よ
う
に
、
ま
た
、
そ
れ
が
機
会
均
等
主
義
に
基
づ
い
て
確
立
さ
れ
健
全
か
つ
経
済

的
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
、
各
国
の
協
力
関
係
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
締
約
国
が
有
す
る
権
利
、
特
権
及
び
従
う
べ
き
規
制
が
条
約

本
体
に
規
定
さ
れ
る
ほ
か
、
技
術
的
な
規
律
は
、
一
八
の
附
属
書
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
細
則
に
つ
い
て
各
種
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

シ
カ
ゴ
条
約
に
よ
る
規
制
は
、
国
際
民
間
航
空
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
渡
っ
て
お
り
、
締
約
国
間
の
航
空
実
務
の
統
一
が
、
そ
の

本
質
的
か
つ
一
貫
し
た
テ
ー
マ
と
い
え
る
。
締
約
国
の
国
内
法
規
制
が
国
際
規
則
と
整
合
的
に
運
用
さ
れ
、
ひ
い
て
は
国
際
航
空
業
務
の

調
和
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
、
規
則
の
策
定
に
お
い
て
は
締
約
国
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
重
視
さ
れ
て
い
る

（
27
）

。

②　

多
国
間
航
空
協
定
と
二
国
間
航
空
協
定

シ
カ
ゴ
条
約
が
沈
黙
す
る
航
空
権
益
に
関
し
て
は
、
多
国
間
航
空
協
定
（m

ultilateral air services agreem
ent

）
と
し
て
、
領
空
通
過

及
び
技
術
着
陸
の
自
由
（
通
過
権
）
を
規
定
し
た
「
国
際
航
空
業
務
通
過
協
定
（International A

ir S
ervices T

ransit A
greem

ent, 1944

）」

の
合
意
の
う
え
に
、
商
業
航
空
権
な
い
し
運
輸
権
（traffi  c rights
）
の
帰
属
は
、
当
事
国
の
交
渉
に
基
づ
く
二
国
間
航
空
協
定
（bilateral 

agreem
ent

）
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

（
28
）

。

二
国
間
航
空
協
定
の
近
時
の
傾
向
と
し
て
、
各
国
間
で
航
空
運
輸
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
し
て
政
府
の
規
制
を
原
則
と
し
て
廃
止
す
る
、

オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
協
定
（open skies agreem

ent

）
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
多
年
の
交
渉
の
後
、
二
〇
〇
八
年
に
、
ア
メ
リ

カ
と
Ｅ
Ｕ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
と
各
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
と
の
間
で
結
ば
れ
て
い
た
従
来
の
二
国
間
協
定
に
か
わ
る
、
こ
の
自
由
化
さ
れ
た
多
国
間
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協
定
に
合
意
し
て
い
る

（
29
）

。

Ｂ　

シ
カ
ゴ
条
約
第
二
部
│
国
際
航
空
管
理
機
構

国
際
民
間
航
空
機
関
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
）
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
第
二
部
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
国
際
航
空
に
関
す
る
国
際
連
合
の
専
門
機
関
で

あ
り
、
シ
カ
ゴ
条
約
の
目
的
を
追
求
し
国
際
民
間
航
空
に
関
す
る
規
制
を
実
施
す
る
こ
と
を
権
限
と
し
て
い
る

（
30
）

。

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
は
、
総
会
（A

ssem
bly

）、
理
事
会
（C

ouncil

）
そ
の
他
の
部
局
で
構
成
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
最
高

機
関
で
あ
る
総
会
に
お
い
て
一
議
決
権
を
有
す
る

（
31
）

。
総
会
に
お
け
る
決
議
要
件
は
単
純
多
数
決
で
あ
る
。
総
会
は
三
年
に
一
度
、
組
織
の

活
動
の
評
価
の
た
め
に
招
集
さ
れ
、
そ
こ
で
選
出
さ
れ
た
理
事
及
び
そ
の
下
部
組
織
で
あ
る
各
部
局
に
事
務
執
行
を
委
任
す
る
。
理
事
会

は
、
三
年
毎
に
選
出
さ
れ
る
三
三
名
の
理
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
常
設
の
執
行
機
関
で
あ
る

（
32
）

。
国
際
民
間
航
空
に
占
め
る
重
要
度
を
考

慮
し
て
決
定
さ
れ
る
国
家
代
表
者
に
、
世
界
の
各
地
域
か
ら
の
代
表
者
が
加
え
ら
れ
て
構
成
さ
れ
る
。
理
事
会
は
、
国
際
航
空
に
関
す
る

規
則
並
び
に
国
際
標
準
及
び
勧
告
方
式
（international standards and recom

m
ended practices 

（S
A
R
P
s

））
を
立
案
し
、
そ
れ
を
シ
カ
ゴ

条
約
の
附
属
書
に
編
入
す
る
権
限
を
有
す
る
。
国
際
標
準
と
は
、
国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
適
用
が
国
際
民
間
航
空
の
安
全
又
は
調
和
の
た

め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
締
約
国
が
条
約
に
準
拠
す
べ
き
と
認
め
ら
れ
る
い
ず
れ
か
の
明
細
（specifi cation

）
を
い
う
。
ま
た
勧
告
方
式

と
は
、
国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
適
用
が
国
際
民
間
航
空
の
安
全
又
は
調
和
の
た
め
に
望
ま
れ
、
か
つ
締
約
国
が
条
約
に
準
拠
す
る
こ
と
に

努
め
る
べ
き
い
ず
れ
か
の
明
細
を
い
う

（
33
）

。

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
は
、
環
境
問
題
に
対
し
て
継
続
的
な
対
応
を
行
っ
て
き
て
い
る

（
34
）

。
一
九
七
二
年
の
総
会
に
お
い
て
、
国
際
航
空
の
運
営
が
環

境
負
荷
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
一
九
八
三
年
に
は
、
民
間
航
空
環
境
問
題
に
関
し
総
会
及
び
理
事
会
に
対
し
て
勧
告
を
行
う
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航
空
環
境
保
護
委
員
会
（C

om
m
ittee on A

viation E
nvironm

ental P
rotection 

（C
A
E
P

））
を
設
置
し
た

（
35
）

。
Ｃ
Ａ
Ｅ
Ｐ
は
、
現
在
も
な
お
、

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
環
境
対
応
の
立
案
と
実
施
に
つ
い
て
基
本
的
な
責
務
を
負
っ
て
い
る
。

「
環
境
保
護
（E

nvironm
ental P

rotection

）」
と
題
さ
れ
る
シ
カ
ゴ
条
約
第
一
六
附
属
書
は
、
航
空
機
の
環
境
性
能
に
関
す
る
国
際
標
準

及
び
勧
告
方
式
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
附
属
書
の
第
一
巻
は
航
空
騒
音
と
そ
の
人
間
環
境
へ
の
影
響
に
対
応
す
る
。
航
空
騒
音

の
有
害
な
影
響
は
、
人
工
密
度
の
高
い
地
域
に
空
港
が
立
地
す
る
こ
と
の
多
い
欧
州
の
構
成
国
に
と
っ
て
と
り
わ
け
深
刻
な
問
題
で
あ
り
、

早
く
か
ら
対
応
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

（
36
）

。
同
附
属
書
の
第
二
巻
は
、
航
空
機
エ
ン
ジ
ン
の
排
出
ガ
ス
、
と
り
わ
け
炭
化
水
素
、

一
酸
化
炭
素
、
窒
素
酸
化
物
、
水
蒸
気
へ
の
技
術
的
対
処
を
行
う
。

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
は
、
気
候
変
動
に
対
す
る
航
空
の
影
響
に
つ
い
て
の
継
続
的
な
デ
ー
タ
収
集
及
び
報
告
の
方
法
に
関
し
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
援
助
を

求
め
つ
つ
、
航
空
由
来
の
排
出
物
削
減
の
た
め
の
国
際
的
枠
組
み
の
検
討
を
行
っ
て
い
る

（
37
）

。

Ｃ　

国
際
航
空
紛
争
処
理
制
度

①　

紛
争
処
理
制
度

国
際
民
間
航
空
分
野
に
お
け
る
紛
争
の
当
事
者
は
、
ま
ず
交
渉
を
通
じ
て
解
決
の
道
を
探
る
。
交
渉
が
決
裂
す
る
と
、
次
い
で
当
事
者

は
二
国
間
航
空
協
定
中
の
紛
争
処
理
条
項
を
通
じ
て
解
決
を
導
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
通
常
、
シ
カ
ゴ
条
約
に
基
づ
く
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会

主
導
の
紛
争
処
理
、
又
は
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
の
裁
定
に
基
づ
く
紛
争
処
理
を
規
定
す
る
。

た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
と
Ｅ
Ｕ
と
が
締
結
し
て
い
る
オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
協
定
で
は
、
協
定
下
で
発
生
し
た
紛
争
に
つ
い
て
交
渉
が
進
展
し

な
い
間
、
当
事
者
は
臨
時
に
設
置
さ
れ
る
法
廷
を
通
じ
た
裁
定
に
服
す
る

（
38
）

、
と
さ
れ
る
。
紛
争
解
決
の
た
め
の
コ
ス
ト
に
配
慮
し
、
Ｉ
Ｃ
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Ａ
Ｏ
は
二
国
間
航
空
協
定
に
つ
い
て
の
標
準
仲
裁
条
項
を
設
け
て
お
り
、
交
渉
が
決
裂
し
た
当
事
者
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
斡
旋
に
よ
る
仲
裁

に
従
う
こ
と
に
合
意
す
る
も
の
と
さ
れ
る

（
39
）

。
紛
争
当
事
者
は
原
則
と
し
て
二
国
間
航
空
協
定
の
当
事
国
で
あ
る
が
、
航
空
運
送
事
業
者
、

空
港
等
が
実
質
的
当
事
者
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
裁
判
と
異
な
り
柔
軟
な
対
応
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
シ
カ
ゴ
条
約
自
体
も
、
条
約
又
は
そ
の
附
属
書
の
解
釈
に
関
す
る
当
事
国
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
仕
組
み
を
置
い
て
い
る

（
40
）

。
す

な
わ
ち
、
二
又
は
そ
れ
以
上
の
締
約
国
の
間
で
条
約
又
は
附
属
書
の
解
釈
又
は
適
用
に
つ
い
て
の
不
一
致
が
あ
り
、
交
渉
に
よ
っ
て
解
決

で
き
な
い
場
合
、
理
事
会
が
表
決
を
も
っ
て
こ
れ
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
理
事
会
が
行
う
表
決
は
、
勧
告
的
意
義
を
持

つ
に
止
ま
り
、
終
局
的
な
裁
定
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
い
ず
れ
の
紛
争
当
事
国
も
臨
時
法
廷
又
は
国
際
司
法
裁
判
所
に
対
し
て
判
断
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
五
件
が
、
紛
争
解
決
の
た
め
に
理
事
会
に
送
ら
れ
た
事
案
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る

（
41
）

。

終
局
的
裁
定
と
し
て
の
意
義
を
有
し
な
い
理
事
会
の
判
断
が
紛
争
の
結
果
を
実
質
的
に
左
右
す
る
こ
と
は
、
裁
判
を
通
じ
た
公
式
な
紛

争
解
決
を
軽
視
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
本
来
は
望
ま
し
く
な
い

（
42
）

。
し
か
し
、
国
際
航
空
運
送
に
お
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
に

服
そ
う
と
す
る
国
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
一
二
件
の
国
際
航
空
紛
争
が
同
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
が
、
わ
ず
か
二
件
に

つ
い
て
管
轄
が
肯
定
さ
れ
、
そ
の
う
ち
一
件
に
つ
い
て
の
み
裁
定
が
行
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い

（
43
）

。
そ
の
国
際
航
空
紛
争
に
お
け
る
存
在
感
は

大
き
く
な
い
と
い
え
る
。

Ⅲ　

航
空
排
出
権
紛
争
│
国
際
環
境
規
制
と
国
際
航
空
規
制
と
の
交
錯

1　

航
空
排
出
権
指
令
の
論
理
と
構
造

国
際
環
境
規
律
と
し
て
の
京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
」
原
則
を
も
つ
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
各
航
空
事
業
者



三
二
六

を
一
律
に
扱
う
Ｅ
Ｕ
の
航
空
排
出
権
指
令
は
国
際
的
規
律
に
反
す
る
手
法
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
対
し
て
、
国
際
航
空
規
律
と
し

て
の
シ
カ
ゴ
シ
ス
テ
ム
は
、
機
会
均
等
主
義
な
い
し
非
差
別
主
義
の
原
則
を
も
つ
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
指
令
は
む
し
ろ
国
際
的
規
律
に

合
致
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
航
空
排
出
権
紛
争
は
、
こ
の
相
反
す
る
レ
ジ
ー
ム
の
衝
突
に
お
い
て
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
問
題
を
更
に
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
国
際
航
空
分
野
が
京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
対
象
か
ら
技
術
的
に
除
外
さ
れ
て
い
る
一
方
、
シ
カ

ゴ
条
約
の
当
事
国
は
各
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
あ
っ
て
Ｅ
Ｕ
自
体
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
当
事
者
関
係
が
不
明
確
な
こ
と
で
あ
る
。
航
空
排

出
権
取
引
指
令
は
、
こ
う
し
て
二
つ
の
枠
組
の
境
界
に
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
を
画
す
特
殊
問
題
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
、

本
紛
争
に
お
け
る
理
論
的
な
対
立
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

Ａ　

航
空
排
出
権
指
令
の
論
理

航
空
排
出
権
指
令
は
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
も
っ
て
京
都
議
定
書
に
お
け
る
国
際
的
約
束
を
履
行
す
る
た
め
の
環
境
対
策
の
一
部

で
あ
る
と
い
う
大
義
名
分
が
あ
る
。
彼
ら
は
こ
れ
に
つ
い
て
、「
産
業
革
命
前
の
水
準
に
比
べ
て
最
大
二
度
の
気
温
上
昇
が
み
ら
れ
…
…
、

こ
の
深
刻
な
事
態
を
踏
ま
え
て
、
Ｅ
Ｕ
が
採
る
べ
き
対
策
と
し
て
、
航
空
分
野
に
手
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
い

（
44
）

」
と
表
現
し
て
い
る
。
航
空

排
出
物
の
環
境
負
荷
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
政
策
レ
ベ
ル
で
は
世
界
共
通
の
認
識
が
あ
り
、
こ
れ
を
放
置
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張

は
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
に
と
っ
て
大
き
な
支
え
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
は
二
〇
〇
四
年
に
、
国
際
航
空
が
到
達
す
べ
き
環
境
問
題
に

お
け
る
重
要
な
論
点
と
し
て
、
航
空
機
に
由
来
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
気
候
変
動
に
対
す
る
影
響
を
制
限
し
削
減
す
る
こ
と
が
あ
る

（
45
）

、
と

決
議
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
航
空
機
か
ら
の
排
出
物
の
抑
制
は
、
い
わ
ゆ
る
炭
素
税
（carbon tax

）
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
の
が
難
し
い
と
い
う
事
情
も

あ
る
。
シ
カ
ゴ
条
約
及
び
Ｅ
Ｕ
と
第
三
国
と
の
間
の
航
空
協
定
上
、
免
税
の
慣
習
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
当
事
国
双
方
が
合
意
し
な
い
限
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り
そ
う
し
た
協
定
を
変
更
し
課
税
と
環
境
負
荷
と
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
手
続
的
制
約
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
航
空

の
環
境
負
荷
に
関
し
て
、
市
場
型
削
減
手
段
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
異
論
は
存
し
な
い
。
航
空
排
出
権
指
令
に
抗
議
し
て
い
る
ア
メ

リ
カ
は
、
二
酸
化
硫
黄
（S

O
2

）
の
排
出
権
取
引
制
度
の
先
駆
者
で
あ
り
、
か
つ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
よ
る
国
際
航
空
に
つ
い
て
の
排
出
権
取
引

の
開
発
を
多
年
に
わ
た
り
援
助
し
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
は
、
京
都
議
定
書
が
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
割
り
当
て
た
国
際
航
空
排
出
物
の
削
減
の
た
め
の
役
割
を
理
解
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
取
り
組
み
に
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
引
き
続
き
協
力
を
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
航
空
の
大
部
分
を
占
め
る
の
は

国
際
航
空
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
権
限
と
の
抵
触
を
避
け
て
域
内
航
空
を
Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
含
め
る
の
み
で
は
、
問
題
の
根
本

的
解
決
に
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
べ
き
手
順
も
踏
ん
で
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
欧
州
議
会
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
が

二
〇
〇
二
年
ま
で
に
排
出
権
取
引
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
採
択
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
Ｅ
Ｕ
と
し
て
排
出
物
削
減
の
た
め
の
手
段
を
講
ず
る
と
決

議
し

（
46
）

、
そ
し
て
更
に
、
二
〇
〇
四
年
の
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
第
三
五
回
総
会
を
待
っ
て
、
こ
こ
で
も
目
立
っ
た
成
果
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
理

由
に
、
二
〇
〇
五
年
九
月
、
Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
航
空
分
野
を
包
摂
す
る
航
空
排
出
権
指
令
案
を
採
択
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｂ　

航
空
排
出
権
指
令
の
構
造

航
空
排
出
権
指
令
は
概
要
以
下
の
よ
う
な
内
容
を
有
し
て
い
る

（
47
）

。

①　

規
制
対
象

航
空
排
出
権
指
令
に
お
け
る
排
出
規
制
の
名
宛
人
は
、
航
空
機
を
運
航
す
る
航
空
運
航
事
業
者

（
48
）

で
あ
る
。
空
港
の
運
営
者
、
燃
料
供
給

者
、
あ
る
い
は
航
空
機
エ
ン
ジ
ン
製
造
者
な
ど
も
検
討
さ
れ
た
が
、
航
空
排
出
物
の
管
理
に
つ
い
て
最
大
か
つ
直
接
的
な
関
係
を
持
つ
と
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と
も
に
、
そ
の
削
減
に
つ
い
て
最
も
適
し
た
地
位
に
あ
る
と
し
て
、
運
送
事
業
者
が
選
択
さ
れ
た
。
こ
こ
に
航
空
運
送
事
業
者
と
は
、
同

指
令
第
一
附
属
書
に
列
挙
さ
れ
る
、
運
輸
航
空
事
業
を
当
該
時
点
に
お
い
て
実
施
す
る
者
（operator

）、
又
は
そ
れ
ら
が
不
明
の
場
合
は

航
空
機
を
所
有
す
る
者
（ow

ner

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
指
令
は
、
Ｅ
Ｕ
路
線
に
就
航
す
る
他
国
の
航
空
運
送
事
業
者
に
も
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
第
三
国
が
同
様
の
制
度
を
有
し
て
い
る
場
合
、
国
際
交
渉
を
通
じ
て
互
換
性
の
調
整
を
行
う
も
の
と
し
て

お
り
、
指
令
の
一
方
的
な
強
制
そ
れ
自
体
が
目
的
で
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

②　

規
制
主
体

航
空
排
出
権
指
令
は
、
重
複
規
制
及
び
過
大
な
規
制
負
担
を
航
空
運
送
事
業
者
に
対
し
て
課
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
又
は
規
制
の
欠
缺

を
生
じ
な
い
よ
う
、
運
用
を
合
理
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
事
業
者
は
第
三
国
の
事
業
者
を
含
め
、
一
つ
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
管
理
加

盟
国
（A

dm
inistering M

em
ber S

tate
）
と
し
て
、
そ
の
監
督
の
み
に
服
す
る
。
Ｅ
Ｕ
の
事
業
者
に
関
し
て
は
、
そ
の
運
航
証
書
を
請
い

受
け
た
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
が
管
理
加
盟
国
と
な
り
、
第
三
国
の
事
業
者
に
関
し
て
は
、
最
も
そ
の
排
出
物
の
影
響
を
強
く
受
け
る
Ｅ
Ｕ
加
盟
国

が
管
理
加
盟
国
と
な
る
。

航
空
排
出
権
指
令
は
、
Ｅ
Ｕ
理
事
会
に
対
し
、
二
〇
〇
六
年
一
月
以
降
活
動
す
る
航
空
運
送
事
業
者
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
管
理
加
盟

国
の
リ
ス
ト
を
公
に
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
同
リ
ス
ト
は
、
航
空
交
通
管
制
を
統
括
す
る
ユ
ー
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（E

uropean 

O
rganisation for the S

afety of A
ir N

avigation 

（E
urocontrol

））
が
、
記
録
飛
行
計
画
に
準
拠
す
る
か
た
ち
で
集
計
し
た
デ
ー
タ
に
基
づ

き
作
成
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
八
月
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。

航
空
機
の
運
航
者
は
、
自
己
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
監
視
及
び
管
理
加
盟
国
の
規
制
当
局
に
対
す
る
毎
年
度
末
に
お
け
る
報
告
書
の

提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
報
告
書
は
、
独
立
第
三
者
に
よ
る
検
証
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
る
。
監
視
、
報
告
及
び
検
証
の
手
続
に
つ
い
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て
は
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
Ｅ
Ｕ
理
事
会
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
公
表
さ
れ
て
い
る

（
49
）

。

各
加
盟
国
は
管
理
加
盟
国
と
し
て
、
航
空
排
出
権
指
令
に
つ
い
て
国
内
立
法
置
換
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、

排
出
権
指
令
は
各
加
盟
国
に
お
け
る
拘
束
力
の
あ
る
措
置
に
よ
っ
て
履
行
が
確
保
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
者
は
、

そ
う
し
た
国
内
法
に
基
づ
く
規
制
を
充
足
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
管
理
加
盟
国
の
義
務
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
運
用
は
一

様
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
業
者
間
で
異
な
る
取
り
扱
い
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

③　

排
出
権
の
配
分

航
空
排
出
権
指
令
下
で
の
総
排
出
権
は
、
京
都
議
定
書
に
お
け
る
個
々
の
加
盟
国
単
位
の
も
の
と
は
異
な
り
、
Ｅ
Ｕ
全
体
に
つ
い
て
設

定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
航
空
部
門
全
体
の
総
排
出
権
の
上
限
（cap

）
は
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
Ｅ
Ｕ
に

お
け
る
航
空
部
門
か
ら
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
平
均
値
を
基
準
と
す
る
既
得
権
方
式
（grandfathering

）
を
基
礎
と
し
、
二
〇
一
二
年

に
つ
い
て
は
そ
の
九
七
％
、
二
〇
一
三
年
以
降
は
そ
の
九
五
％
を
上
限
と
し
て
設
定
さ
れ
る

（
50
）

。
総
排
出
権
の
上
限
に
対
し
て
一
五
％
は
、

競
争
入
札
方
式
（auction

）
に
よ
り
有
償
の
売
買
取
引
の
対
象
と
な
る
。
な
お
、
新
規
参
入
事
業
者
及
び
成
長
が
著
し
い
事
業
者
の
負
担

に
配
慮
し
て
、
排
出
総
量
に
対
し
て
三
％
が
特
別
留
保
分
と
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
二
年
目
以
降
全
体
の
八
二
％
が
、
新
規
参
入
事
業
者

等
を
除
く
航
空
運
送
事
業
者
に
対
し
て
無
償
で
付
与
さ
れ
る
排
出
権
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
既
得
権
方
式
に
競
争
入
札
方
式
を
組
み
合
わ
せ

る
手
法
は
、
そ
の
収
益
に
よ
っ
て
制
度
運
営
費
用
を
ま
か
な
い
、
そ
し
て
運
航
者
に
よ
り
大
き
な
負
担
を
課
す
こ
と
で
、
効
率
化
を
進
め

る
意
味
を
も
つ
。

各
事
業
者
は
、
基
準
年
（
排
出
権
取
引
実
施
年
度
の
前
々
前
年
）
に
お
け
る
、
有
償
貨
客
輸
送
量
（
ト
ン
・
キ
ロ
ベ
ー
ス
）
を
管
理
加
盟
国

に
報
告
し
、
管
理
加
盟
国
は
こ
の
情
報
を
欧
州
委
員
会
に
提
出
す
る
。
欧
州
委
員
会
は
、
Ｅ
Ｕ
全
体
の
排
出
量
を
管
理
加
盟
国
か
ら
提
出
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さ
れ
た
全
事
業
者
の
総
輸
送
量
で
除
し
、
輸
送
量
一
ト
ン
キ
ロ
あ
た
り
の
無
償
割
当
排
出
権
単
位
を
算
出
・
決
定
す
る
。
管
理
加
盟
国
政

府
は
管
轄
下
に
あ
る
各
事
業
者
に
対
し
て
、
各
々
の
輸
送
量
を
無
償
割
当
排
出
権
単
位
に
乗
じ
て
得
ら
れ
た
無
償
排
出
権
を
割
当
て
る
。

事
業
者
は
、
毎
年
四
月
末
ま
で
に
、
前
年
一
年
間
の
実
際
の
排
出
量
に
相
当
す
る
排
出
権
を
管
理
加
盟
国
に
引
き
渡
す
こ
と
を
義
務
付

け
ら
れ
る
。
こ
れ
を
行
わ
な
い
事
業
者
は
罰
金
を
科
さ
れ
る
。
排
出
権
指
令
及
び
加
盟
国
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
義
務
の
不
遵
守
に
つ
い
て
、

事
業
者
は
Ｅ
Ｕ
全
域
に
お
け
る
運
航
停
止
等
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。

排
出
権
が
不
足
し
た
事
業
者
は
、
そ
の
分
の
排
出
権
を
他
の
航
空
運
送
事
業
者
か
ら
市
場
を
通
じ
て
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
対

に
、
排
出
権
に
余
剰
の
あ
る
事
業
者
は
、
そ
の
分
の
排
出
権
を
他
の
航
空
運
送
事
業
者
に
対
し
て
市
場
を
通
じ
て
売
却
で
き
る
。
京
都
議

定
書
の
下
、
一
般
産
業
の
事
業
者
は
排
出
量
を
他
の
産
業
部
門
の
事
業
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
航
空
運
航
事
業
者
は
、
集
計

単
位
を
維
持
す
る
関
係
上
、
航
空
運
航
事
業
者
以
外
に
は
譲
渡
で
き
な
い
。
そ
の
逆
も
然
り
で
あ
る
（
ク
ロ
ー
ズ
ド
）。
そ
の
結
果
、
航
空

分
野
に
つ
い
て
は
他
の
航
空
運
航
事
業
者
の
余
剰
分
だ
け
が
取
引
の
対
象
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
航
空
分
野
に
お
け
る
排
出
権
の
取
引

価
額
は
他
の
産
業
部
門
の
そ
れ
よ
り
も
高
額
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

4　

航
空
排
出
権
指
令
の
問
題
性

航
空
排
出
権
指
令
は
、
次
の
よ
う
な
政
治
的
、
経
済
的
、
技
術
的
問
題
性
を
帯
び
、
そ
の
法
的
正
当
性
に
疑
義
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い

る
。Ａ　

政
治
経
済
的
問
題

政
治
的
問
題
の
中
心
は
、
国
際
航
空
の
分
野
に
お
い
て
排
出
量
削
減
の
た
め
の
権
限
を
付
託
さ
れ
る
規
制
実
施
主
体
を
め
ぐ
る
も
の
で
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あ
る

（
51
）

。
航
空
運
送
事
業
者
、
航
空
事
業
者
団
体
、
外
国
政
府
機
関
は
、
Ｅ
Ｕ
が
そ
の
規
制
主
体
と
し
て
適
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
懐
疑
的

で
あ
る
。
彼
ら
は
主
張
す
る
。
国
際
航
空
の
排
出
物
の
気
候
変
動
に
対
す
る
影
響
は
、
全
地
球
的
な
対
処
を
要
す
る
問
題
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
既
存
の
国
際
航
空
規
制
枠
組
に
従
い
、
そ
の
対
策
は
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
主
導
の
下
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。

排
出
権
指
令
で
国
籍
に
よ
る
区
別
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
Ｅ
Ｕ
に
乗
り
入
れ
る
発
展
途
上
国
に
と
っ
て
は
障
害
と
な
り
得
る
と
も
指

摘
さ
れ
る
。
途
上
国
は
京
都
議
定
書
で
義
務
を
課
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
航
空
排
出
権
指
令
で
は
義
務
を
課
さ
れ
る
。
加
え
て
、

効
率
性
の
低
い
古
い
機
材
を
使
用
し
、
比
較
的
少
数
の
旅
客
又
は
少
量
の
貨
物
の
み
を
運
び
、
そ
し
て
長
距
離
を
飛
ぶ
と
い
う
特
徴
を
も

つ
そ
れ
ら
の
事
業
者
に
と
っ
て
、
指
令
は
競
争
上
の
足
か
せ
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
新
た
な
南
北
問
題
と
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
排
出
権
指
令
に
伴
う
コ
ス
ト
増
加
を
原
因
と
し
て
途
上
国
の
事
業
者
が
直
接
就
航
で
き
な
く
な
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
直
行
便
で
飛
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
旅
客
は
、
近
接
の
就
航
国
に
一
旦
渡
っ
て
か
ら
、
再
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
こ
と
で
排
出
物
が
不
必
要
に
増
え
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
が
全
世
界
に
拡
散
す
る
と
い
う
矛
盾
を
生
む
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
は
、
古
い
機
材
を
有
す
る
発
展
途
上
国
が
旧
宗
主
国
に
飛
来
す
る
必
要
性
が
高
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た

国
の
事
業
者
こ
そ
低
二
酸
化
炭
素
の
最
新
の
機
材
に
更
新
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
、
排
出
権
取
引
の
環
境
影
響
評
価
を
実
施
し
、
影
響
は
極
小
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
国
際
航
空
の
長
期
需
要
は
大
き

く
、
新
た
に
発
生
し
た
費
用
を
顧
客
に
転
嫁
す
る
市
場
の
柔
軟
性
、
又
は
そ
れ
ら
の
企
業
内
吸
収
力
も
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
評

価
は
、
排
出
権
取
引
の
運
用
開
始
に
よ
る
航
空
券
価
格
の
上
昇
に
つ
い
て
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
で
、
飛
行
距
離
に
応
じ
四
・
六
ユ
ー
ロ
か

ら
三
九
・
六
ユ
ー
ロ
に
止
ま
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
需
要
予
測
に
対
し
て
実
質
的
な
影
響
は
な
い
、
と
結
論
付
け
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
も
ま
た
、
排
出
権
指
令
が
ほ
と
ん
ど
の
航
空
運
送
事
業
者
に
と
っ
て
不
利
益
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
理
由



三
三
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と
し
て
、
第
一
に
、
す
べ
て
の
事
業
者
は
平
等
に
扱
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
す
べ
て
の
航
空
事
業
者
は
こ
れ
に
よ
る
コ
ス
ト
上
昇
分
を
同

じ
割
合
で
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
顧
客
に
転
嫁
す
る
条
件
も
同
じ
で
あ
る
。
第
二
に
、
制
度
の
管
理
運
用
コ
ス
ト
は
極
端
に
大

き
い
も
の
で
は
な
い
。
同
様
の
測
定
作
業
は
既
に
ど
の
事
業
者
で
も
実
施
さ
れ
て
お
り
、
監
視
、
報
告
、
検
証
の
分
だ
け
、
他
の
制
度
よ

り
も
コ
ス
ト
が
高
く
つ
く
と
の
批
判
は
あ
た
ら
な
い
。
間
接
的
な
コ
ス
ト
も
、
各
事
業
者
が
た
だ
一
つ
の
管
理
主
体
に
対
し
て
の
み
手
続

き
を
履
行
す
れ
ば
足
る
と
い
う
、
管
理
加
盟
国
制
度
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
過
大
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
、
と
。

Ｂ　

技
術
的
問
題

航
空
排
出
権
指
令
は
気
候
変
動
対
策
に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
の
好
み
を
反
映
し
排
出
権
取
引
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
他
の
地
域
に

と
っ
て
は
不
適
切
な
場
合
が
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
る

（
52
）

。
こ
の
と
お
り
指
令
は
、
規
制
技
術
的
に
も
幾
つ
か
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
規

制
手
法
の
選
択
、
排
出
権
の
割
当
て
、
強
制
方
法
な
ど
で
あ
る

（
53
）

。

指
令
の
技
術
的
問
題
の
第
一
は
、
国
際
航
空
部
門
に
お
け
る
排
出
物
削
減
の
手
法
と
し
て
排
出
権
取
引
を
強
制
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

排
出
量
の
削
減
に
効
果
が
認
め
ら
れ
る
方
法
は
他
に
も
あ
る
。
代
替
航
空
燃
料
の
使
用
、
飛
行
経
路
の
再
考
、
飛
行
頻
度
の
効
率
性
の
検

証
等
が
そ
の
例
で
あ
る
。
空
港
の
デ
ザ
イ
ン
変
更
に
よ
り
、
航
空
機
が
陸
上
に
あ
る
間
の
効
率
性
を
上
げ
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
、
ま
ず
も
っ
て
行
う
べ
き
は
排
出
物
の
削
減
に
直
接
的
か
つ
経
済
的
に
結
び
つ
く
、
航
空
交
通
管
制
の
合
理
化
で
あ
る
と

主
張
す
る
。
地
上
で
の
タ
ク
シ
ー
と
上
空
で
の
飛
行
パ
タ
ー
ン
の
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
排
出

権
指
令
は
、
航
空
管
制
の
改
良
に
向
け
た
こ
れ
ま
で
の
努
力
を
そ
ぐ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
排
出
権
取
引
に
依
存
す

る
こ
と
と
な
り
、
空
間
の
改
善
と
航
空
交
通
管
制
の
非
効
率
に
対
し
て
何
の
責
任
も
動
機
も
も
た
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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問
題
の
第
二
は
、
排
出
権
の
単
位
で
あ
る
。
京
都
議
定
書
に
お
け
る
割
当
量
単
位
（A

ssigned A
m
ount U

nits 

（A
A
U
s

））
は
、
国
際
航

空
を
含
ん
で
い
な
い
。
国
内
航
空
は
京
都
議
定
書
の
適
用
を
受
け
、
議
定
書
締
約
国
は
国
内
航
空
に
つ
い
て
こ
れ
に
管
轄
権
を
委
ね
る
義

務
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
航
空
は
議
定
書
に
基
づ
く
各
国
の
削
減
目
標
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
新
た
な
問
題
を
生
じ
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
際
航
空
と
他
産
業
と
の
間
で
は
割
当
量
単
位
に
互
換
性
が
な
い
こ
と
か
ら
、
国
際
線
を
運
航
す
る
航
空
運
送
事

業
者
は
排
出
権
の
不
足
を
他
の
航
空
運
送
事
業
者
の
余
剰
分
の
み
か
ら
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

航
空
分
野
へ
の
排
出
権
の
割
当
は
、
す
べ
て
の
事
業
者
間
で
平
等
の
条
件
で
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
籍
に
よ
る
差
異
も
認
め
ら

れ
な
い
。
さ
ら
に
、
す
べ
て
を
平
等
に
す
る
結
果
、
新
規
参
入
事
業
者
も
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
。
排
出
権
指
令
の
制
度
設
計
は
、
こ
の

点
に
つ
い
て
重
大
な
欠
点
を
有
し
て
い
る
、
と
批
判
さ
れ
る
。
排
出
量
の
算
定
と
割
当
て
の
方
法
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
六

年
ま
で
の
排
出
平
均
値
を
参
照
す
る
と
い
う
、
既
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
航
空
事
業
者
に
と
っ
て
有
利
な
既
得
権
型
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

新
規
参
入
な
い
し
成
長
著
し
い
事
業
者
は
そ
の
反
対
に
、
成
長
相
当
分
の
排
出
権
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
許
容
量
の
設

定
以
前
の
産
業
界
又
は
特
定
事
業
者
の
努
力
は
評
価
さ
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
積
極
的
に
機
材
更
新
を
進
め
て
き
た
事
業
者
ほ
ど
、
削
減
余
地

が
限
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
批
判
は
、
競
争
入
札
費
用
が
そ
の
ま
ま
顧
客
に
転
嫁
さ
れ
、
又
は
許
容
量
を
超
え
る
部
分
に

か
か
る
排
出
権
の
追
加
調
達
費
用
が
そ
の
ま
ま
顧
客
に
転
嫁
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
、
無
償
の
排
出
権
部
分
が
事
業
者
の
差
益
に
な

る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
コ
ス
ト
負
担
の
信
憑
性
と
い
う
疑
義
を
強
調
す
る
。

Ｃ　

法
律
的
問
題

政
治
的
及
び
技
術
的
な
問
題
の
指
摘
は
、
更
に
法
的
問
題
に
対
す
る
批
判
へ
と
発
展
す
る

（
54
）

。
シ
カ
ゴ
条
約
、
二
国
間
航
空
協
定
な
い
し
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国
際
法
原
則
と
の
関
係
で
、
そ
こ
に
は
大
き
く
、
①
許
容
外
運
航
規
則
該
当
性
、
②
許
容
外
課
金
該
当
性
、
③
許
容
外
域
外
適
用
該
当
性

と
い
う
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①　

許
容
外
運
航
規
則
該
当
性

航
空
排
出
権
指
令
は
、
公
海
上
で
排
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
を
も
規
制
対
象
に
含
め
て
い
る
。
指
令
に
批
判
的
な
立
場
か
ら
は
、
相
手

国
の
領
域
に
属
す
る
区
間
へ
の
規
制
の
拡
張
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
規
制
は
シ
カ
ゴ
条
約
又
は
二
国
間
航
空
協
定
に
お
い
て

許
容
さ
れ
な
い
、
公
海
上
の
運
航
規
則
に
該
当
す
る
と
主
張
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

シ
カ
ゴ
条
約
一
二
条
は
、
各
締
約
国
の
航
空
機
は
、「
飛
行
及
び
操
作
（fl ight and m

aneuver

）」
に
関
し
て
被
飛
行
国
の
規
律
に
従
う

も
の
と
し
て
い
る

（
55
）

。
一
方
同
条
は
、
公
海
の
上
部
空
間
に
つ
い
て
は
シ
カ
ゴ
条
約
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
規
律
の
み
が
強
制
力
を
有
す
る

と
し
て
い
る

（
56
）

。
よ
っ
て
、
指
令
は
、
少
な
く
と
も
後
者
の
部
分
に
抵
触
し
、
シ
カ
ゴ
条
約
自
体
が
規
制
権
限
を
留
保
し
て
い
る
範
囲
に
つ

い
て
実
効
的
な
規
制
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
米
欧
オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
協
定
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
い
ず
れ
の
当
事
国
も
、
相
手
国
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
航

空
運
送
事
業
者
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
運
輸
量
、
頻
度
、
及
び
役
務
の
規
律
、
航
空
機
の
型
式
を
一
方
的
に
制
限
し
な
い
も
の
と
す
る

（
57
）

」、

と
。
航
空
排
出
権
指
令
は
、
公
海
上
に
限
ら
ず
、
二
国
間
協
定
で
明
示
さ
れ
た
一
方
的
規
制
の
禁
止
に
抵
触
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
は
、
同
指
令
は
現
行
の
国
際
航
空
の
規
制
枠
組
み
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
と
反
論
す
る

（
58
）

。
シ
カ
ゴ
条
約
及
び
二

国
間
航
空
協
定
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
、
乗
り
入
れ
及
び
出
国
に
関
す
る
条
件
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
シ
カ
ゴ
条
約
一
条
は
、

各
締
約
国
は
そ
の
領
域
の
上
部
空
間
に
つ
い
て
排
他
的
な
主
権
を
有
す
る
と
し

（
59
）

、
同
六
条
は
、「
い
か
な
る
定
期
航
空
業
務
も
、
上
空
被
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通
過
国
の
事
前
の
承
認
及
び
そ
の
指
定
す
る
条
件
を
充
足
せ
ず
に
は
実
施
で
き
な
い

（
60
）

」
と
規
定
す
る
。
同
一
一
条
は
、「
締
約
国
は
当
該

国
を
出
発
国
又
は
到
着
国
と
す
る
国
際
航
空
に
つ
い
て
、
国
籍
に
よ
る
区
別
な
く
か
つ
シ
カ
ゴ
条
約
に
従
う
限
り
に
お
い
て
、
乗
り
入
れ

又
は
出
国
に
関
す
る
要
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
61
）

」
と
規
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
は
、
出
発
地
又
は
到
着

地
を
基
礎
と
し
た
排
出
権
指
令
の
国
際
航
空
へ
の
拡
張
を
正
当
化
し
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
は
更
に
、
Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
地
理
的
範
囲
の
拡
張
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
よ
る
排
出
削
減
手
続
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
も
一
致
し
て

い
る
と
主
張
す
る

（
62
）

。
京
都
議
定
書
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
を
通
じ
た
国
際
航
空
排
出
物
の
削
減
の
追
求
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
Ｅ
Ｕ
は
、

二
〇
〇
四
年
九
月
に
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ－
Ｃ
Ａ
Ｅ
Ｐ
が
Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
関
す
る
法
律
文
書
の
提
出
に
失
敗
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
指
令
案
を
公
表
し

て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
の
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
総
会
第
三
五
│
五
号
決
議
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
よ
っ
て
援
助
さ
れ
た
任
意
の
Ｅ
Ｔ
Ｓ
か
、
又
は

締
約
国
の
既
存
の
Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
国
際
航
空
へ
の
拡
張
の
い
ず
れ
か
を
選
択
肢
と
し
て
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
は
、
こ
の
ガ
イ
ダ
ン

ス
を
も
っ
て
、
Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
国
際
航
空
へ
の
拡
張
の
正
当
性
の
根
拠
と
す
る
。
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
加
盟
国
の
過
半
数
が
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の

二
〇
〇
七
年
第
三
六
回
総
会
に
お
い
て
、
双
方
の
合
意
に
よ
る
場
合
を
除
き
各
国
Ｅ
Ｔ
Ｓ
を
域
外
航
空
事
業
者
に
適
用
す
べ
き
で
な
い
と

の
決
議
に
賛
成
し
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
排
出
権
取
引
の
よ
う
な
市
場
型
手
段
に
つ
き
事
前
の

双
方
的
合
意
を
義
務
付
け
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
公
式
に
同
議
案
に
留
保
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
た
め
Ｅ
Ｕ
の
行
動
は
国
際
公
約
違

反
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
排
出
権
指
令
が
被
乗
り
入
れ
国
と
し
て
正
当
に
行
使
で
き
る
航
空
機
の
運
航
規
則
に
該
当
す
る
か
否
か
で
あ

る
が
、
そ
も
そ
も
シ
カ
ゴ
条
約
は
排
出
権
取
引
と
い
う
新
し
い
規
制
手
法
を
知
ら
ず
に
書
か
れ
て
お
り
、
賛
否
い
ず
れ
の
見
方
を
も
許
容

す
る
か
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。



三
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②　

許
容
外
課
金
該
当
性

航
空
排
出
権
指
令
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
及
び
二
国
間
航
空
協
定
の
下
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
、
許
容
外
の
課
税
・
課
金
の
問
題
で
あ
る
と
の

批
判
も
受
け
て
い
る

（
63
）

。
す
な
わ
ち
、
排
出
権
取
引
制
度
は
、
航
空
運
送
事
業
者
に
コ
ス
ト
を
負
担
さ
せ
、
そ
の
活
動
に
制
約
を
課
し
て
お

り
、
シ
カ
ゴ
条
約
で
許
容
さ
れ
な
い
、
い
ず
れ
か
の
航
空
施
設
又
は
役
務
の
提
供
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
課
金
に
等
し
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

シ
カ
ゴ
条
約
一
五
条
は
、「
空
港
の
使
用
料
金
そ
の
他
の
使
用
料
金
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
締
約
国
の
航
空
機
に
対
し
て
自
国
機
と
同

様
に
均
等
の
条
件
の
下
に
こ
れ
を
課
す
こ
と
、
及
び
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も
他
の
締
約
国
の
航
空
機
又
は
そ
の
航
空
機
上
の
人
若
し
く
は

財
産
が
自
国
の
領
域
上
空
の
通
過
、
同
領
域
へ
の
入
国
又
は
そ
こ
か
ら
の
出
国
を
す
る
権
利
の
み
に
関
し
て
は
、
手
数
料
、
使
用
料
そ
の

他
の
課
金
を
行
わ
な
い

（
64
）

」
と
規
定
す
る
。
排
出
権
指
令
に
つ
い
て
は
、
航
空
運
送
事
業
者
が
課
金
の
対
価
と
し
て
Ｅ
Ｕ
内
の
空
港
の
使
用

等
に
関
す
る
便
益
を
享
受
す
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
本
規
定
と
の
抵
触
が
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
シ
カ
ゴ
条
約
二
四
条
は
、「
関
税
義
務
そ
の
他
の
料
金
（custom

s duty and other charges

）」
と
題
し
て
、
締
約
国
が
課
す
こ

と
の
で
き
る
課
税
等
の
対
象
か
ら
、
航
空
燃
料
を
除
外
し
て
い
る

（
65
）

。
そ
の
細
則
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
こ
の
除
外
に
つ
い

て
、
燃
油
の
輸
入
、
輸
出
、
物
品
課
税
、
取
引
、
消
費
及
び
歳
入
徴
収
に
ま
で
及
ぶ
と
し
て
い
る

（
66
）

。
さ
ら
に
、
オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
協
定

一
一
条
は
、
国
際
航
空
燃
油
税
の
相
互
免
除
を
規
定
し
て
い
る

（
67
）

。
そ
こ
で
、
指
令
に
批
判
的
な
立
場
は
、
そ
れ
が
航
空
運
送
事
業
者
の
燃

油
消
費
を
捉
え
て
実
効
的
に
費
用
を
賦
課
す
る
以
上
、
Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
国
際
航
空
へ
の
拡
張
は
シ
カ
ゴ
条
約
又
は
二
国
間
航
空
協
定
の
下
で
は

許
容
外
の
燃
油
課
税
に
帰
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
排
出
権
指
令
そ
れ
自
体
が
、
シ
カ
ゴ
条
約
一
五
条
に
よ
っ
て
禁
じ

ら
れ
る
、
入
国
又
は
出
国
の
み
を
条
件
と
す
る
許
容
外
課
金
と
評
価
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
と
す
る
。
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こ
れ
ら
の
指
摘
の
当
否
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｓ
が
課
税
又
は
課
金
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
に
よ

れ
ば
、
シ
カ
ゴ
条
約
も
二
国
間
航
空
協
定
も
、
近
時
の
発
達
に
か
か
る
排
出
権
取
引
を
念
頭
に
置
い
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
課

税
や
課
金
と
は
同
一
視
で
き
な
い
と
さ
れ
る

（
68
）

。
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
一
一
条
を
根
拠
に
、
自
ら
の
手
法
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。

同
条
は
、「
締
約
国
の
法
令
で
、
国
際
航
空
に
従
事
す
る
航
空
機
の
当
該
締
約
国
の
領
域
へ
の
入
国
も
し
く
は
そ
こ
か
ら
の
出
国
又
は
同

領
域
内
に
あ
る
間
の
運
航
及
び
航
行
に
関
す
る
も
の
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
国
籍
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
す

べ
て
の
締
約
国
の
航
空
機
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
そ
の
国
の
領
域
へ
の
入
国
も
し
く
は
そ
こ
か
ら
の
出
国
に
あ
た
り
、
ま
た

は
同
領
域
内
に
あ
る
間
、
当
該
航
空
機
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
69
）

」
と
す
る
。
彼
ら
か
ら
す
れ
ば
、
域
内
に
乗
り
入
れ
る

事
業
者
が
そ
こ
で
強
制
力
を
も
つ
法
令
に
従
う
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
Ｅ
Ｕ
は
主
張
す
る
。
シ
カ
ゴ
一
一
条
は
、

国
家
の
権
限
行
使
に
あ
た
り
差
別
的
な
行
使
を
禁
ず
る
と
い
う
部
分
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
指
令
は
い
か
な
る
国
も
差

別
的
に
は
取
り
扱
っ
て
い
な
い
、
と
。

ま
た
、
オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
協
定
一
二
条
は
、「
空
港
、
空
港
環
境
、
航
行
施
設
、
航
空
保
安
施
設
及
び
空
港
施
設
の
使
用
料
は
、
そ
れ

ら
の
提
供
主
体
に
発
生
す
る
合
理
的
な
費
用
を
超
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
70
）

」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
空
港
環
境
と
は
、
空
港

の
施
設
又
は
サ
ー
ビ
ス
と
同
一
視
で
き
る
空
港
に
お
け
る
環
境
影
響
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
排
出
権
指
令
が
規
制
す
る
全
運
航
区
間

に
つ
い
て
の
排
出
物
規
制
と
は
、
規
制
の
局
面
を
異
に
す
る
。
し
か
も
同
協
定
三
条
は
、「
協
定
当
事
者
の
い
ず
れ
も
、
輸
送
量
、
頻
度

も
し
く
は
役
務
の
内
容
、
又
は
航
空
機
の
形
式
を
一
方
的
に
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
関
税
、
技
術
的
要
請
、
運
航
上
の
必
要

性
、
環
境
上
の
理
由
に
基
づ
き
シ
カ
ゴ
条
約
一
五
条
の
規
定
に
従
い
つ
つ
行
わ
れ
る
規
制
は
こ
の
限
り
で
な
い

（
71
）

」
と
す
る
。
シ
カ
ゴ
一
五

条
自
体
の
不
明
確
性
が
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
難
し
く
し
て
い
る
。
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③　

許
容
外
域
外
適
用
該
当
性

航
空
排
出
権
指
令
の
法
律
的
問
題
の
中
心
は
域
外
適
用
、
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
空
港
に
発
着
す
る
す
べ
て
の
フ
ラ
イ
ト
を
Ｅ
Ｕ－

Ｅ

Ｔ
Ｓ
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
当
該
路
線
を
運
航
す
る
外
国
航
空
運
送
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
国
政
府
の
合
意
を
得
ず
を
一
方
的
規
制

に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
指
令
を
域
外
適
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
当
否
で
あ
る

（
72
）

。
シ
カ
ゴ
条
約
は
、
第
一
条
に
お
い
て
「
締
約
国
は
、
各
国
が

そ
の
領
域
上
の
空
間
に
お
い
て
完
全
且
つ
排
他
的
な
主
権
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
」
と
し
て
領
空
主
権
を
確
立
し
、
か
つ
第
一
二
条

に
お
い
て
「
…
公
海
の
上
空
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
規
則
は
、
こ
の
条
約
に
基
い
て
設
定
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
73
）

」
と
し
て

航
空
規
則
の
一
般
原
則
を
定
め
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
、
国
際
航
空
に
特
殊
的
な
議
論
を
措
い
て
、
域
外
適
用
の
一
般
理
論
を
確
認

し
て
お
く
。

第
三
次
国
際
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（R

estatem
ent 

（3rd

） of F
oreign R

elations L
aw

 of the U
nited S

tates

）
は
、
域
外
適
用
に

関
す
る
現
代
国
際
法
を
要
約
し
た
も
の
と
し
て
参
照
に
値
す
る

（
74
）

。
同
四
〇
二
⑴
⒞
は
規
定
す
る
。「
国
家
は
、
そ
の
領
域
外
で
作
用
し
、

又
は
そ
の
領
域
内
で
実
質
的
に
作
用
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
行
為
を
規
定
す
る
法
に
つ
い
て
、
管
轄
権
を
有
す
る

（
75
）

」
と
。
ま
た
四
〇
三
⑴

条
は
、「
四
〇
二
条
に
基
づ
く
管
轄
権
が
現
実
に
存
在
す
る
場
合
と
い
え
ど
も
、
あ
る
人
又
は
そ
の
活
動
が
他
の
国
家
と
関
係
を
有
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
不
合
理
と
な
る
場
合
、
国
家
は
あ
る
人
又
は
行
為
に
つ
い
て
規
定
す
る
法
に
つ
い
て
の
管
轄
権
を
行
使
で
き
な

い
（
76
）

」
と
す
る
。
四
〇
三
⑵
条
は
、
裁
判
管
轄
の
行
使
の
合
理
性
の
判
断
要
素
と
し
て
、
次
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る

（
77
）

。

①
規
制
主
体
と
な
る
国
家
の
領
域
に
対
す
る
当
該
活
動
の
関
連
性
。
②
規
制
主
体
と
な
る
国
家
と
規
制
さ
れ
る
活
動
に
つ
い
て
主
と
し

て
責
任
を
有
す
る
人
と
の
間
の
、
国
籍
、
居
住
、
経
済
活
動
等
の
関
連
性
。
③
規
制
さ
れ
る
活
動
の
性
格
、
規
制
さ
れ
る
活
動
の
規
制
す

る
国
家
に
お
け
る
重
要
度
、
他
の
国
家
が
当
該
活
動
に
対
し
て
規
制
す
る
程
度
、
及
び
当
該
規
制
の
一
般
的
な
許
容
度
。
④
当
該
規
制
に
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よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
害
さ
れ
、
又
は
正
当
化
さ
れ
る
例
外
の
存
在
。
⑤
当
該
規
制
の
、
国
際
政
治
的
、
法
的
又
は
経
済
制
度
に
お
け
る
重

要
性
。
⑥
当
該
規
制
の
既
存
の
国
際
的
制
度
と
の
一
致
の
程
度
。
⑦
当
該
活
動
を
規
制
す
る
こ
と
に
つ
い
て
他
の
国
家
が
有
す
る
利
益
の

程
度
。
⑧
他
の
国
家
に
よ
る
規
制
と
の
抵
触
可
能
性
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
国
が
そ
の
主
権
の
地
理
的
範
囲
を
超
え
て
管
轄
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
相
手
国
の
行
動
が
域

内
で
一
定
の
「
作
用
」
を
生
ん
で
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
論
を
、「
作
用
理
論
（eff ect 

theory

）」
と
い
う
。
相
手
国
の
す
べ
て
の
行
動
な
い
し
実
行
が
こ
れ
を
主
張
す
る
国
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
規
制
を
す

る
国
家
の
領
域
内
及
び
領
域
双
方
に
作
用
し
て
い
る
関
係
で
も
よ
い
。
作
用
理
論
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
国
境
外
で
行
わ
れ
た
責
任
逃
れ

の
行
為
に
対
し
て
独
占
禁
止
法
の
規
制
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
趣
旨
で
、
最
初
に
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
78
）

。
そ
の
後
、
他
の
法
分
野
に
も

応
用
さ
れ
て
い
く
中
で
、
適
用
範
囲
の
拡
張
の
反
動
と
し
て
、
行
為
者
の
悪
意
及
び
適
用
の
合
理
性
が
要
件
と
し
て
加
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た

（
79
）

。
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
こ
れ
を
確
認
し
、「
国
家
は
、
そ
の
作
用
又
は
意
図
し
た
作
用
が
実
質
的
で
、
こ
れ
に
対
す
る
管
轄
権

の
行
使
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
行
使
が
可
能
で
あ
る

（
80
）

」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
合
理
性
は
、
行
為
者
に
対
し
て
地
理
的

管
轄
権
を
有
す
る
国
家
の
法
と
の
抵
触
を
可
及
的
に
避
け
る
た
め
に
、
域
外
適
用
を
行
お
う
と
す
る
国
家
の
管
轄
権
を
制
限
し
よ
う
と
し

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

右
の
考
え
方
に
従
う
と
、
排
出
権
指
令
の
域
外
適
用
が
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
は
、
国
際
社
会
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
必
要
性
に
つ

い
て
善
意
と
は
い
え
な
い
以
上
、
要
は
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
か
に
よ
る

（
81
）

。
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
判
断
基
準
は
、
大
き
く
規
制

実
施
主
体
の
相
当
性
と
、
規
制
内
容
の
相
当
性
に
集
約
で
き
よ
う
。
そ
の
観
点
か
ら
排
出
権
指
令
の
当
否
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
前
者
に

関
し
て
は
、
公
海
上
で
発
生
し
地
球
全
体
に
影
響
す
る
問
題
に
対
し
、
地
域
的
共
同
体
が
規
制
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
こ
と
の
当
否
が
問
題
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四
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と
な
る
。

全
地
球
規
模
の
問
題
に
対
す
る
行
動
は
多
数
国
間
の
協
調
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
Ｅ
Ｕ
は
こ
れ
を
一
方
的
、
偏
面
的
な

行
動
を
も
っ
て
対
処
し
よ
う
と
す
る
点
に
、
問
題
が
な
く
は
な
い
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
排
出
権
取
引
の
実
施
に
当
事
国
の
双
方
同
意
を
要
求

し
た
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
総
会
決
議
Ａ
三
六
│
二
二
号
の
承
認
を
留
保
し
て
い
る
も
の
の
、
多
数
決
で
採
択
さ
れ
た
決
議
事
項
が
、
当
該
決
議
事
項

に
反
対
し
た
国
家
に
対
し
て
も
有
効
に
作
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
争
い
の
余
地
は
な
い
。
相
手
国
の
同
意
を
得
な
い
一
方
的
規
制
の
問
題

性
を
、
シ
カ
ゴ
条
約
に
基
づ
く
非
差
別
的
取
扱
い
で
も
っ
て
治
癒
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
自
体
、

国
際
的
な
排
出
権
取
引
の
具
体
的
基
準
を
示
さ
ず
、
締
約
国
に
各
自
排
出
権
取
引
制
度
の
開
発
を
行
う
よ
う
勧
告
し
て
い
る
こ
と
は
、
Ｅ

Ｕ
と
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
と
が
国
際
的
な
環
境
問
題
の
解
決
と
い
う
目
的
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
と
併
せ
、
排
出
権
指
令
は
国
際
的
で
普
遍
的
な
制

度
が
構
築
さ
れ
る
過
程
に
お
け
る
一
種
の
共
同
実
験
で
あ
る
と
い
う
Ｅ
Ｕ
の
理
解
を
支
え
て
い
る
。
こ
れ
を
当
然
に
否
定
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

規
制
内
容
の
相
当
性
に
関
し
て
は
、
域
外
適
用
を
も
っ
て
規
制
す
べ
き
程
度
に
国
際
航
空
由
来
の
排
出
物
が
Ｅ
Ｕ
に
重
大
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
か
否
か
が
、
議
論
と
な
り
得
る
。
排
出
権
指
令
に
批
判
的
な
立
場
か
ら
は
、
航
空
運
送
事
業
者
は
Ｅ
Ｕ
に
就
航
す
る
と
し
て

も
基
本
的
に
公
海
上
を
飛
行
し
て
事
業
を
行
う
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
領
域
に
帰
属
す
る
影
響
の
範
囲
は
限
定
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

Ｅ
Ｕ
は
排
出
規
制
に
か
か
る
権
限
を
有
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
Ｅ
Ｕ
の
領
域
に
対
す
る
重
大
な
影
響
を
裏
付
け
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る

（
82
）

、
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
も
ま
た
、
航
空
部
門
の
排
出
物
が
Ｅ
Ｕ
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
証
明
で
き
な

い
。
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
規
制
の
不
合
理
性
を
指
摘
し
て
そ
の
管
轄
権
行
使
を
阻
止
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
環
境
問
題
に
関
す
る

域
外
適
用
が
解
釈
困
難
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
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以
上
の
議
論
は
、
越
境
型
環
境
汚
染
に
お
け
る
相
当
因
果
関
係
論
を
地
球
温
暖
化
の
問
題
に
当
て
は
め
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ

も
そ
も
行
為
と
結
果
と
の
個
別
的
な
対
応
関
係
を
観
念
す
る
の
が
困
難
な
地
球
温
暖
化
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
っ
そ
違
っ
た
考
え
方
を
採

る
余
地
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
は
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
国
別
登
録
簿
に
お
け
る
排
出
権
の
増
減
処
理
を
通
じ
て
、

排
出
物
を
数
値
管
理
す
る
も
の
で
、
領
域
外
に
物
理
的
な
干
渉
を
行
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
を
利
用
す
る
排
出
権
指
令

は
、
管
理
加
盟
国
に
所
在
す
る
国
別
登
録
簿
を
規
制
す
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
域
外
適
用
を
行
っ
て
は
い
な
い
と
の
理
解
も
成
り
立
ち
得
よ

う
。5　

航
空
排
出
権
紛
争

二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
ア
メ
リ
カ
航
空
運
送
協
会
と
ア
メ
リ
カ
の
大
手
航
空
会
社
三
社
は
共
同
で
、
Ｅ
Ｕ
航
空
排
出
権
指
令
を
置
換
し

た
イ
ギ
リ
ス
国
内
法
の
立
法
審
査
を
求
め
、
所
管
庁
で
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
気
候
変
動
省
（D

epartm
ent of E

nergy and C
lim

ate 

C
hange

）
を
イ
ギ
リ
ス
高
等
法
院
の
行
政
裁
判
所
に
提
訴
し
た

（
83
）

。
外
国
航
空
運
送
事
業
者
の
公
海
上
で
の
排
出
物
に
対
し
て
排
出
権
取
引

を
強
制
し
規
制
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
、
ひ
る
が
え
っ
て
Ｅ
Ｕ
航
空
排
出
権
指
令
は
、
国
際
協
調
に
拠
っ
て
き
た
シ
カ
ゴ
条
約

及
び
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
よ
る
国
際
民
間
航
空
の
規
制
枠
組
み
を
逸
脱
し
て
お
り
、
二
国
間
航
空
協
定
そ
し
て
国
際
法
原
則
に
も
抵
触
す
る
。
更

に
は
国
際
航
空
分
野
に
お
け
る
排
出
削
減
を
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
主
導
に
委
ね
た
京
都
議
定
書
に
も
抵
触
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

本
件
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
中
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
気
候
変
動
省
に
対
す
る
審
問
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
高
等

法
院
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
に
欧
州
司
法
裁
判
所
へ
の
付
託
を
決
定
し
て
お
り
、
訴
訟
当
事
者
は
こ
れ
に
異
議
を
止
め
て
い
な
い
。
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Ⅳ　

航
空
排
出
権
紛
争
と
Ｅ
Ｕ
の
ね
ら
い

1　

航
空
排
出
権
紛
争
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

右
の
と
お
り
、
航
空
排
出
権
指
令
の
論
理
と
そ
の
政
治
経
済
的
な
い
し
法
的
な
問
題
性
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
紛
争
が
主
と
し
て
シ
カ

ゴ
条
約
の
解
釈
を
め
ぐ
る
衝
突
と
し
て
表
れ
、
同
条
約
の
不
明
確
性
か
ら
、
当
事
者
は
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
規
定
を
批
判
し
あ
い
、
あ
る
い
は

自
ら
の
根
拠
に
す
る
と
い
う
循
環
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

法
的
問
題
の
核
心
は
、
排
出
権
指
令
の
域
外
適
用
が
シ
カ
ゴ
条
約
違
反
に
あ
た
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
来
的
に
、
政
府

で
あ
る
か
航
空
運
送
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
権
利
侵
害
を
主
張
す
る
当
事
者
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
の
締
約
国
と
し
て
、
同
条
約
八
四

条
に
基
づ
く
異
議
申
し
立
て
手
続
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
両
当
事
者
の
認
識
が
一
致
を
み
な
か
っ
た
場
合
は
、
国
際
司
法

裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
、
二
国
間
協
定
の
規
定
に
従
い
、
協
定
の
解
釈
及
び
適
用
に
関
し
て
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会
に
異
議
を
申
し

立
て
る
こ
と
も
で
き
る

（
84
）

。
両
当
事
者
の
認
識
が
一
致
を
み
な
か
っ
た
場
合
は
、
二
国
間
航
空
協
定
に
従
い
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
仲
裁
に
移
行
す
る

（
85
）

。

と
こ
ろ
が
今
回
、
ア
メ
リ
カ
系
航
空
運
送
事
業
者
及
び
事
業
者
団
体
は
、
こ
の
い
ず
れ
に
も
拠
る
こ
と
な
く
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
裁
定

に
期
待
し
た
。
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会
が
、
仲
裁
的
権
能
を
国
際
航
空
環
境
問
題
で
あ
る
今
回
の
航
空
排
出
権
紛
争
に
つ
い
て
行
使
す
る
の
は
当
然
で
あ
る

よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
航
空
排
出
権
指
令
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
の
強
硬
な
態
度
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
指
導
力
の
欠
如
の
裏
返
し
と
い
え
、
本

件
に
限
っ
て
と
く
に
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会
が
第
三
者
的
立
場
で
仲
裁
な
い
し
裁
定
を
行
う
の
は
不
向
き
と
い
え
る
。
こ
の
点
、
二
国
間
協

定
を
通
じ
た
救
済
、
す
な
わ
ち
両
当
事
者
の
態
度
が
平
行
線
を
辿
っ
た
場
合
の
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
よ
る
仲
裁
で
も
、
シ
カ
ゴ
条
約
八
四
条
を
通
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じ
た
解
決
と
同
じ
壁
に
ぶ
つ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
終
局
的
裁
定
を
求
め
て
は
ど
う
か
。
し
か
し
、
国
際
司
法
裁
判
所

は
、
国
家
間
の
法
的
紛
争
処
理
を
行
う
機
関
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
複
数
の
航
空
紛
争
事
例
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
そ
の
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
決
し
て
大
き
く
な
い
。
航
空
排
出
権
指
令
が
巧
妙
で
あ
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
と
い
う
シ
カ
ゴ
条
約
の
当

事
関
係
を
も
た
な
い
地
域
的
共
同
体
が
主
導
し
、
管
理
加
盟
国
を
通
じ
て
民
間
の
各
航
空
運
送
事
業
者
に
規
制
を
及
ぼ
し
て
い
る
点
、
そ

し
て
そ
れ
が
、
京
都
議
定
書
の
対
象
外
で
あ
る
国
際
航
空
由
来
の
排
出
物
を
対
象
と
す
る
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
国
際
司
法
裁
判
所
の

管
轄
権
が
否
定
さ
れ
る
要
素
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
の
本
質
的
解
決
が
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
よ
る
多
国
間
の
協
調
的
枠
組
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
Ｅ
Ｕ
も
否
定
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
多
数
国
間
の
取
り
組
み
は
効
果
が
大
き
い
反
面
、
現
実
に
は
ま
と
ま
り
に
く
い
も
の
で
あ
る

（
86
）

。
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
で
は
単
純

多
数
決
に
よ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
が
要
求
さ
れ
、
そ
こ
で
は
途
上
国
の
利
害
が
強
く
反
映
さ
れ
る
。
今
回
の
排
出
権
指
令
自
体
、
Ｉ
Ｃ

Ａ
Ｏ
主
導
に
よ
る
排
出
権
取
引
制
度
の
見
通
し
が
立
た
な
い
こ
と
に
、
Ｅ
Ｕ
が
苛
立
っ
て
行
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
実
際
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
は
、

こ
れ
ま
で
多
年
に
わ
た
り
航
空
排
出
ガ
ス
の
削
減
手
法
を
検
討
し
て
き
た
が
、
未
だ
Ｅ
Ｕ
の
航
空
排
出
権
指
令
の
挑
戦
を
受
け
て
立
つ
ほ

ど
の
具
体
的
成
果
を
生
み
出
せ
て
い
な
い
。

2　

航
空
排
出
権
紛
争
の
行
方

Ｅ
Ｕ
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
主
導
の
下
、
二
〇
〇
六
年
、
航
空
排
出
権
指
令
の
提
案
の
た
め
に
、
そ
し
て
欧
州
議
会
、
閣
僚
理
事
会
で
の
採

決
に
備
え
て
、
詳
細
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
含
ん
だ
リ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
て
い
た

（
87
）

。
そ
こ
で
、
政
治
経
済
的
な
批
判
の
可
能
性
、
シ
カ

ゴ
条
約
の
解
釈
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
の
紛
争
化
の
予
測
、
そ
の
先
の
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
よ
る
国
際
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
の
方
向
性
ま
で
、
予
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め
徹
底
的
に
分
析
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
周
到
に
シ
ナ
リ
オ
が
練
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
て
よ
い
。
そ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る

の
は
、
次
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

航
空
排
出
権
指
令
が
、
域
内
航
空
だ
け
を
対
象
に
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
域
内
航
空
と
Ｅ
Ｕ
発
着
国
際
航
空
に
お
け
る
二

酸
化
炭
素
排
出
量
の
割
合
は
四
対
六
で
あ
っ
て
、
気
候
変
動
対
策
と
い
う
趣
旨
か
ら
し
て
、
排
出
権
取
引
に
後
者
を
組
み
入
れ
な
い
訳
に

は
い
か
な
い
。
京
都
議
定
書
の
射
程
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
当
初
か
ら
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
航
空
事
業
者
が
就
航
す
る
国

際
路
線
の
み
に
適
用
す
る
と
い
う
方
法
が
理
論
上
な
い
わ
け
で
な
い
が
、
そ
れ
は
Ｅ
Ｕ
事
業
者
の
み
に
環
境
対
策
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ

と
で
彼
ら
の
国
際
競
争
力
を
削
ぐ
だ
け
で
な
く
、
シ
カ
ゴ
条
約
一
一
条
が
禁
ず
る
差
別
的
取
扱
い
と
し
て
直
接
的
に
国
際
法
に
抵
触
す
る

こ
と
と
な
り
、
選
択
で
き
な
い
。

気
候
変
動
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
他
の
手
段
で
は
な
く
排
出
権
取
引
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
に
も
、
説
明
が
つ
く
。
環
境
税
は
、
二
酸
化

炭
素
削
減
の
直
接
的
な
誘
引
と
は
な
ら
ず
、
か
つ
一
方
的
手
段
に
よ
っ
て
課
金
す
る
こ
と
は
シ
カ
ゴ
条
約
一
五
条
に
明
示
的
に
抵
触
す
る

た
め
、
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
航
空
交
通
管
制
の
合
理
化
、
代
替
燃
料
へ
の
転
換
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
と
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
が

協
力
し
て
既
に
そ
の
実
現
に
向
け
た
取
組
み
を
進
め
て
お
り
、
こ
れ
を
主
題
と
す
る
意
義
も
乏
し
い
。
そ
も
そ
も
Ｅ
Ｕ
は
包
括
的
ア
プ

ロ
ー
チ
で
気
候
変
動
へ
実
効
的
に
対
処
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
排
出
権
取
引
を
も
っ
て
他
の
削
減
手
段
を
排
除
す
る
意
図
な
ど
な
い
。

排
出
主
体
で
あ
る
航
空
運
送
事
業
者
に
速
や
か
に
効
率
化
、
機
材
更
新
を
動
機
付
け
る
排
出
権
取
引
制
度
に
、
気
候
変
動
対
策
の
推
進
役

と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
世
界
最
大
か
つ
包
括
的
な
排
出
権
取
引
市
場
を
既
に
稼
働
さ
せ
て
い
る
現
状
で
、
Ｅ
Ｕ
は
そ
の

自
信
と
と
も
に
炭
素
市
場
に
お
け
る
覇
権
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

技
術
的
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
は
当
初
か
ら
批
判
を
覚
悟
し
て
い
た
。
既
得
権
方
式
の
排
出
量
割
り
当
て
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も
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
レ
ガ
シ
ー
キ
ャ
リ
ア
を
多
く
抱
え
る
Ｅ
Ｕ
が
、
排
出
権
取
引
に
航
空
部
門
を
組
み
入
れ
る
た
め
の
域
内
の
意
思

統
一
の
観
点
か
ら
、
最
短
距
離
で
か
つ
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
。
競
争
入
札
方
式
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
事
業
者
の
負
担
増
大
の
批
判
な

ど
、
彼
ら
の
ね
ら
い
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
産
業
規
模
が
拡
大
す
る
な
か
で
あ
え
て
ク
ロ
ー
ズ
方
式
を
採
る
こ
と
に
よ
り
、
実
施
さ
れ
る

排
出
権
取
引
に
お
い
て
莫
大
な
入
札
益
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
を
技
術
革
新
の
た
め
の
資
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
市
場
を
通
じ
た

排
出
権
購
入
が
高
く
つ
く
こ
と
で
、
経
済
合
理
原
則
に
基
づ
き
事
業
者
が
機
材
更
新
を
急
ぐ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

航
空
排
出
権
指
令
に
よ
り
、
関
係
主
体
が
不
満
を
つ
の
ら
せ
、
批
判
的
対
応
に
出
て
紛
争
化
す
る
こ
と
は
最
初
か
ら
織
り
込
み
済
み
で

あ
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
自
身
、
そ
の
一
方
的
手
法
の
法
的
正
当
性
を
確
信
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
が
、
簡
単
に
は
結
論
の

で
な
い
複
雑
な
論
理
構
造
を
有
し
て
い
る
だ
け
に
、
問
題
提
起
に
よ
っ
て
国
際
的
な
議
論
を
活
発
に
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
国
際
航
空
部

門
を
排
出
権
取
引
の
範
疇
に
組
み
入
れ
る
べ
き
こ
と
は
国
際
的
共
通
認
識
で
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会
に
紛
争
が
持
ち
込
ま
れ
た
と
し
て
、

理
事
会
が
Ｅ
Ｕ
指
令
の
域
外
適
用
を
否
定
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
自
己
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
紛
争
解
決
が
持
ち
込
ま
れ
た
時
点
で
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
逃
げ
道
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
航

空
排
出
権
問
題
に
つ
い
て
は
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
自
身
が
実
際
上
の
当
事
者
で
あ
り
、
中
立
的
な
立
場
で
理
事
会
表
決
を
な
し
得
る
わ
け
で
は
な
い
。

シ
カ
ゴ
条
約
の
解
釈
、
そ
し
て
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
権
限
と
の
整
合
性
を
吟
味
し
て
も
、
国
際
法
上
、
Ｅ
Ｕ
の
行
為
の
違
法
性
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
。
し
か
も
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会
の
裁
定
は
、
終
局
的
で
は
な
い
た
め
、

国
際
司
法
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
ま
で
、
あ
る
い
は
そ
の
裁
定
が
下
さ
れ
る
ま
で
に
指
令
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
で
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
国
際

的
規
律
の
策
定
と
実
施
を
促
す
圧
力
を
ま
す
ま
す
強
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
国
家
間
紛
争
の
解
決
機
関
で

あ
り
、
そ
の
管
轄
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
は
む
し
ろ
高
い
と
い
う
読
み
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
、
航
空
排
出
権
紛
争
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が
欧
州
司
法
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
な
な
り
ゆ
き
と
さ
え
思
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
同
裁
判
所
へ
の
付
託
に

異
議
を
止
め
な
か
っ
た
の
は
、
Ｅ
Ｕ
の
自
信
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。

ク
ロ
ー
ズ
型
、
セ
ク
タ
ー
別
の
排
出
量
管
理

（
88
）

を
、
国
際
機
関
が
統
一
的
に
実
施
す
る
こ
と
で
、
市
場
型
規
制
の
効
果
は
最
適
化
さ
れ

る
。
ポ
ス
ト
京
都
議
定
書
の
議
論
は
そ
の
方
向
性
に
進
む
可
能
性
が
あ
り
、
昨
今
で
は
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
は
そ
の
先
陣
を
切
る
と
い
う
強
い
誘

引
も
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
の
航
空
排
出
権
指
令
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
よ
る
国
際
排
出
権
取
引
ガ
イ
ダ
ン
ス

に
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
現
実
に
稼
働
し
て
い
る
Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
が
そ
の
主
要
市
場
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｉ

Ｃ
Ａ
Ｏ
は
第
三
七
回
総
会
に
お
い
て
、
二
〇
一
三
年
の
次
回
総
会
ま
で
に
そ
れ
を
実
現
す
る
と
決
議
し
て
お
り
、
そ
の
公
約
が
果
た
さ
れ

る
と
き
、
Ｅ
Ｕ
の
戦
略
上
の
勝
利
が
明
ら
か
と
な
る
。

Ⅴ　

結　

語

世
界
は
Ｅ
Ｕ
航
空
排
出
権
指
令
が
巻
き
起
こ
し
た
紛
争
の
帰
趨
に
注
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
シ
カ
ゴ
条
約
の
解
釈
上
、

Ｅ
Ｕ
は
不
利
で
あ
る
と
の
予
想
を
抱
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
Ｅ
Ｕ
が
提
起
し
た
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
を
通

じ
た
国
際
的
規
律
の
樹
立
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
認
識
を
募
ら
せ
、
政
治
的
な
解
決
に
向
け
た
作
業
を
加
速
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
シ
ナ
リ

オ
は
Ｅ
Ｕ
が
用
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
あ
え
て
火
中
の
栗
を
拾
お
う
と
し
た
の
は
、
二
〇
一
三
年
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
京

都
議
定
書
」
の
議
論
と
連
動
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
国
際
航
空
排
出
権
取
引
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
作
成
を
急
が
せ
、
世
界
初
の
セ
ク
タ
ー
包
括
的

国
際
排
出
権
取
引
レ
ジ
ー
ム
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
は
、
気
候
変
動
へ
の

対
抗
措
置
を
全
世
界
的
な
規
模
で
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
後
の
排
出
権
市
場
の
覇
権
も
握
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
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間
の
紛
争
か
ら
何
も
失
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

付　

記

本
稿
脱
稿
後
の
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
一
日
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
航
空
排
出
権
指
令
の
国
際
条
約
等
へ
の
抵
触
を
完
全
否
定
す
る
、

Ｅ
Ｕ
全
面
勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
。
そ
の
意
義
の
検
討
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

（
1
） Intergovernm

ental P
anel on C

lim
ate C

hange 

﹇hereinafter “IP
C
C

”

﹈, A
viation and the G

lobal A
tm

osphere: S
um

m
ary for 

P
olicy M

akers, at 3 

（1999

）.

（
2
） IP

C
C
, supra note 1, at 6; G

. T
. B

lum
enthal ed., A

viation and C
lim

ate C
hange 12 

（2010

）.

（
3
） J. V

eno, F
lying the U

nfriendly S
kies: the E

uropean U
nion ’s N

ew
 P

roposal to Include A
viation in T

heir E
m
issions T

rading 

S
chem

e, 72 J. A
ir L

. &
 C

om
. 659 

（2007
）.

（
4
） D

. B
. R

eagan, P
utting International A

viation into the E
uropean U

nion E
m
issions T

rading S
chem

e: C
an E

urope D
o It 

F
lying S

olo?, 35 B
. C

. E
nvtl. A

ff . L
. R

ev. 350 
（2008
）. 

こ
こ
で
、
排
出
権
取
引
制
度
の
理
論
的
背
景
を
確
認
し
て
お
く
。C

O
2

な
ど
の
温

室
効
果
ガ
ス
は
、
環
境
経
済
学
に
お
い
て
は
負
の
公
共
財
（
悪
影
響
を
及
ぼ
す
財
で
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
人
が
増
え
て
も
影
響
の
効
果
は
変
わ
ら

ず
、
誰
も
影
響
が
及
ぶ
の
を
免
れ
な
い
性
質
を
も
つ
も
の
）
と
さ
れ
、
財
の
提
供
者
は
他
者
へ
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者

の
受
け
る
被
害
に
つ
い
て
感
知
せ
ず
、
対
策
を
講
ぜ
ず
に
放
置
す
る
と
、
一
般
に
、
社
会
的
に
適
正
な
規
模
を
超
え
て
過
大
に
供
給
さ
れ
る
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
従
来
か
ら
、
排
出
量
の
上
限
値
の
設
定
や
課
税
に
よ
る
抑
制
な
ど
、
政
策
的
な
対
応
が
な
さ
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る

cap &
 trade

方
式
の
排
出
権
取
引
は
こ
う
し
た
政
策
的
対
応
の
一
つ
で
あ
る
。
理
論
上
は
、
社
会
的
に
最
適
な
規
模
に
排
出
量
の
上
限
値
（cap

）

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
排
出
者
に
初
期
配
分
し
た
う
え
で
、
一
単
位
の
温
室
効
果
ガ
ス
を
削
減
す
る
の
に
必
要
な
費
用
、
す
な
わ
ち
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限
界
削
減
費
用
が
異
な
る
複
数
の
排
出
者
の
間
で
排
出
権
の
自
由
な
取
引
（trade

）
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
限
界
削
減
費
用
が
排
出
間
で
均

一
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
均
衡
す
る
た
め
、
社
会
的
に
最
適
な
規
模
に
向
け
た
排
出
量
の
削
減
を
、
最
小
の
コ
ス
ト
で
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
限

界
削
減
費
用
が
不
均
一
の
場
合
に
は
、
限
界
削
減
費
用
の
高
い
排
出
者
の
削
減
量
を
減
ら
し
、
限
界
削
減
費
用
の
低
い
排
出
者
の
削
減
量
を
増
や
す

よ
う
に
排
出
権
の
取
引
を
す
る
こ
と
で
、
同
じ
削
減
量
で
も
総
削
減
コ
ス
ト
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
取
引
を
通
じ
た
こ
の
プ
ロ
セ
ス

を
、
各
々
の
限
界
削
減
費
用
が
等
し
く
な
る
ま
で
続
け
る
こ
と
で
、
最
小
の
総
削
減
コ
ス
ト
を
達
成
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
（
岡
野
ま
さ

子
・
日
原
勝
也
・
鈴
木
真
二
「
国
際
民
間
航
空
と
環
境
問
題
│
排
出
権
取
引
制
度
と
航
空
（
そ
の
一
）」
日
本
航
空
宇
宙
学
会
誌
五
八
巻
（
二
〇
一
〇

年
）
二
四
二
頁
。）。

（
5
） K

yoto P
rotocol to the U

nited N
ations F

ram
ew

ork C
onvention on C

lim
ate C

hange 

﹇hereinafter “K
yoto P

rotocol ”

﹈, art. 3, 

D
ec. 10, 1997, 37 I.L

.M
. 22; D

. F
reestone &

 C
. S

treck eds., L
egal A

spects of Im
plem

enting the K
yoto P

rotocol M
echanism

s 9 

（2005

）.

（
6
） C

ouncil D
irective 03/87, 2003 O

.J. 

（L
 275

） 32 

（E
C

） ﹇hereinafter “E
U
-E

T
S

”

﹈; C
. C

arlarne, C
lim

ate C
hange P

olicies an 

O
cean A

part: U
nited S

tates and E
uropean U

nion C
lim

ate C
hange P

olicies C
om

pared, 14 P
enn. S

t. E
nvtl. L

. R
ev. 464 

（2006

）.

（
7
） C

om
m
ission P

roposal for a D
irective of the E

uropean P
arliam

ent and of the C
ouncil A

m
ending D

irective 2003/87/E
C
, 

C
O
M

 

（2006

） 818 fi nal 

（D
ec. 20, 2006

）.

（
8
） C

om
m
unication from

 the C
om

m
ission to the C

ouncil, the E
uropean P

arliam
ent, the E

uropean E
conom

ic and S
ocial 

C
om

m
ittee and the C

om
m
ittee of the R

egions: R
educing the C

lim
ate C

hange Im
pact of A

viation, at 2, C
O
M

 

（2005

） 459 fi nal 

（S
ept. 27, 2005

）; R
eagan, supra note 4, at 351.

（
9
） M
. P

illing &
 J. T

hom
pson, C

arbonstorm
, A

irline B
usiness, Jan. 22, 2007.

（
10
） R

eagan, supra note 4, at 351.

（
11
） T

he A
ir T

ransport A
ssociation of A

m
erica, et al. v. T

he S
ecretary of S

tate for E
nergy and C

lim
ate C

hange, C
-366/10 

（22 

July, 2010

）.
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（
12
） Intergovernm

ental P
anel on C

lim
ate C

hange, C
lim

ate C
hange 2007: T

he P
hysical S

cience B
asis at 211 

（2007

）; V
eno, 

supra note 3, at 662.
（
13
） U

. S
teppler &

 A
. K

lingm
üller, E

U
 E

m
issions T

rading S
chem

e and A
viation, at ix 

（2010

）; V
eno, supra note 3, at 663; 

山
本

隆
三
「
排
出
権
取
引
制
度
と
航
空
輸
送
」A

IR
 F

O
R
U
M

 

二
〇
〇
八
年
夏
季
号
三
頁
。

（
14
） S

. G
össling &

 P
. U

pham
, C

lim
ate C

hange and A
viation 3 

（2009

）; V
eno, supra note 3, at 663.

（
15
） U

nited N
ations F

ram
ew

ork C
onvention on C

lim
ate C

hange 

﹇hereinafter “U
N
F
C
C
C

”

﹈, art. 2, M
ay 9, 1992, S

. T
reaty D

oc. 

N
o.102-38, 1771 U

.N
.T

.S
. 107.

（
16
） U

N
F
C
C
C
, arts. 3 and 4.

（
17
） K

yoto P
rotocol, arts. 2 and 3.

（
18
） Id. A

nnex A
.

（
19
） C

. C
arothers, U

nited W
e S

tand: T
he Interstate C

om
pact as a T

ool for E
ff ecting C

lim
ate C

hange, 41 G
a. L

. R
ev. 256 

（2006

）.

（
20
） F

reestone &
 S

treck, supra note 5, at 11-13; 

太
田
穣
「
京
都
議
定
書
と
排
出
権
」
自
由
と
正
義
六
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
九
頁
。

（
21
） K

yoto P
rotocol, art. 12; F

reestone &
 S

treck, supra note 5, at 13.

（
22
） K

yoto P
rotocol, art. 6; F

reestone &
 S

treck, supra note 5, at 12.

（
23
） K

yoto P
rotocol, art. 17; F

reestone &
 S

treck, supra note 5, at 15. 

（
24
） V

eno, supra note 3, at 670. 

現
在
、
排
出
権
取
引
に
つ
い
て
欧
州
が
世
界
の
先
頭
を
切
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
過
去
に
お
い

て
欧
州
は
む
し
ろ
こ
れ
に
消
極
的
で
す
ら
あ
っ
た
。
そ
れ
は
排
出
権
取
引
が
「
汚
染
す
る
権
利
（license to pollute

）」
捉
え
か
ね
な
い
と
の
認

識
に
よ
る
も
の
で
あ
り
（C

. E
genhofer, T

he M
aking of the E

U
 E

m
issions T

rading S
chem

e: S
tatus, P

rospects and Im
plications 

for B
usiness, 25 E

ur. M
an. J. 453-463 

（2007

）; 

岡
野
ほ
か
前
掲
注（
4
）二
四
二
頁
）、
実
際
、
排
出
権
取
引
制
度
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
の

は
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
同
国
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
大
気
汚
染
物
質
の
排
出
権
取
引
が
実
際
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
〇
年
のC

lean A
ir 
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五
〇

A
ct A

m
endm

ents

で
具
体
的
な
削
減
目
標
が
設
定
さ
れ
た
の
を
機
に
利
用
が
本
格
化
し
、
一
九
九
五
年
か
ら
は
環
境
負
荷
の
極
め
て
大
き
い
硫
黄

酸
化
物
（S

O
2

）
の
取
引
で
成
果
を
上
げ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
Ｅ
Ｕ－

Ｅ
Ｔ
Ｓ
が
範
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
環
境
意
識
の
高
ま
り
と

と
も
に
一
九
九
二
年
に
欧
州
委
員
会
が
炭
素
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
法
案
を
提
出
し
た
が
欧
州
議
会
で
の
採
択
に
失
敗
し
、
産
業
界
の
自
主
規
制
等
の
試

み
も
成
果
を
生
め
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
京
都
議
定
書
で
認
知
度
を
高
め
た
排
出
権
取
引
制
度
に
、
期
待
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

（
25
） Z

. J. B
. P

later et al., E
nvironm

ental L
aw

 and P
olicy: N

ature, L
aw

, and S
ociety 587 

（2d ed. 2008

）; A
. B

ow
s, K

. A
nderson 

&
 P

. U
pham

, A
viation and C

lim
ate C

hange 45 

（2009

）.

（
26
） C

onvention on International C
ivil A

viation, A
pr. 4, 1947, T

.I.A
.S

. N
o.1591, 15 U

.N
.T

.S
. 295 

﹇hereinafter “C
hicago 

C
onvention ”

﹈; R
. I. R

. A
beyratne, L

egal and R
egulatory Issues in International A

viation 9 

（1996

）.

（
27
） A

beyratne, supra note 26, at 15-17; R
eagan, supra note 4, at 353.

（
28
） L

issitzyn, F
reedom

 of the A
ir: S

cheduled and N
on-S

cheduled A
ir S

ervices, 

（E
.M

cW
inney &

 M
.A

.B
radley eds.

） T
he 

F
reedom

s of the A
ir 90-91 

（1968

）; I. H
. P

h. D
iederiks-V

erschoor, A
n Introduction to A

ir L
aw

 53, 65 

（7th ed., 2001

）; 

吉
永
榮

助
＝
坂
本
昭
雄
『
最
新
国
際
航
空
法
要
論
（
改
訂
増
補
版
）』（
有
信
堂
、
一
九
七
六
年
）。
そ
の
嚆
矢
は
、
英
米
間
の
一
九
四
六
年
の
バ
ミ
ュ
ー
ダ

協
定
（B

erm
uda A

greem
ent

）
で
あ
る
。
同
協
定
で
は
、
次
の
二
点
に
お
い
て
重
要
な
妥
協
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
主

張
を
容
れ
て
、
両
国
航
空
企
業
が
運
営
す
べ
き
航
空
路
線
を
そ
れ
ぞ
れ
特
定
し
、
そ
の
路
線
上
で
指
定
さ
れ
た
航
空
企
業
に
限
っ
て
商
業
航
空
権
を

利
用
し
た
航
空
業
務
の
運
営
を
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
航
空
業
務
の
運
営
に
関
連
し
て
適
用
さ
れ
る
航
空
運
賃
及
び
賃
率
は
、
航
空
運
送

事
業
者
団
体
で
あ
る
国
際
航
空
運
送
協
会
（International A

ir T
ransport A

ssociation 

（IA
T
A

））
の
運
賃
決
定
機
関
を
通
じ
て
両
国
航
空
企

業
が
合
意
し
、
か
つ
両
国
の
航
空
当
局
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
相
手
国
と
第
三
国
と
の
間
の
運
輸

権
た
る
以
遠
権
（beyond right

）、
す
な
わ
ち
第
五
の
自
由
を
無
制
限
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
主
張
は
、
当
事
国
が
そ
れ
ぞ

れ
に
運
営
路
線
を
特
定
し
、
航
空
企
業
の
指
定
を
行
い
、
か
つ
当
該
航
空
企
業
の
輸
送
力
に
つ
い
て
の
抽
象
的
な
原
則
的
に
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
修
正
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
は
、
航
空
機
の
種
類
及
び
運
航
便
数
な
ど
の
輸
送
力
規
制
を
意
図
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
か
ら
譲
歩
を
引
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五
一

き
出
し
、
運
営
路
線
の
特
定
と
輸
送
力
に
関
す
る
「
抽
象
的
な
」
原
則
を
設
定
す
る
に
止
め
、
輸
送
力
の
事
後
審
査
主
義
（ex-post facto 

review

）
を
第
五
の
自
由
に
か
か
る
運
送
に
つ
い
て
ま
で
容
認
さ
せ
た
。
バ
ミ
ュ
ー
ダ
協
定
は
、
米
英
勢
力
対
立
の
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
た
め
、

商
業
航
空
の
根
幹
と
も
い
え
る
輸
送
力
に
つ
い
て
の
不
明
確
さ
を
蔵
し
て
い
た
が
、
航
空
二
大
国
間
の
合
意
と
し
て
そ
れ
は
そ
れ
で
権
威
を
持
ち
、

以
後
こ
れ
を
範
と
し
た
二
国
間
航
空
協
定
（bilateral air services agreem

ent

）
が
各
国
間
で
数
多
く
締
結
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
つ

ま
り
国
際
社
会
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
六
条
に
お
け
る
、
い
か
な
る
国
際
定
期
航
空
サ
ー
ビ
ス
も
、
相
手
国
の
事
前
の
合
意
な
く
し
て
実
施
で
き
な
い
と

の
原
則
の
下
、
各
国
政
府
は
二
国
間
航
空
協
定
を
通
じ
て
経
済
的
権
利
を
、
交
渉
に
よ
っ
て
交
換
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
参
入
航
空
企
業

の
指
定
の
ほ
か
、
ル
ー
ト
、
輸
送
力
、
運
賃
、
競
争
条
件
、
安
全
規
制
、
紛
争
解
決
の
方
法
が
二
国
間
協
定
で
規
定
さ
れ
る
。

（
29
） O

pen S
kies A

greem
ent betw

een the U
nited S

tates 

（U
S

） G
overnm

ent and the E
uropean U

nion 

（E
U

） ﹇hereinafter “O
pen 

S
kies A

greem
ent ”

﹈

（
30
） C

hicago C
onvention, art. 44.

（
31
） C

hicago C
onvention, art. 49.

（
32
） Id., art. 50

（
33
） Id., art. 37; A

beyratne, supra note 26, at 16.

（
34
） H

. L
. M

iller, C
ivil A

ircraft E
m
issions and International T

reaty L
aw

, 63 J. A
ir L

. &
 C

om
. 712 

（1998

）.

（
35
） A

beyratne, supra note 26, at 287; M
iller, Id., at 714.

（
36
） P

. S
. D

em
psey, F

lights of F
ancy and F

ights of F
ury: A

rbitration and A
djudication of C

om
m
ercial and P

olitical D
isputes 

in International A
viation, 32 G

a. J. Int ’l &
 C

om
p. L

. 278 
（2004

）.

（
37
） IP
C
C
, supra note 1 forw

ard; IC
A
O
, C

onsolidated S
tatem

ent of C
ontinuing IC

A
O
 P

olicies and P
ractices R

elated to 

E
nvironm

ental P
rotection, A

ssem
b. R

es. A
35-5 

（2004

）; M
iller, supra note 34, 715; 

西
村
忠
司
「
国
際
航
空
の
排
出
量
取
引
（
前
編
）」

運
輸
と
経
済
六
七
巻
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
五
九
頁
以
下
。

（
38
） O

pen S
kies A

greem
ent, art. 19.



三
五
二

（
39
） D

em
psey, supra note 136, at 243.

（
40
） C

hicago C
onvention, art. 84.

（
41
） Id. 

そ
の
中
で
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会
の
仲
裁
機
能
を
国
際
社
会
に
印
象
づ
け
た
二
〇
〇
〇
年
の
米
欧
消
音
器
紛
争
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

二
〇
〇
〇
年
、
Ｅ
Ｕ
は
、
空
港
周
辺
の
人
口
集
中
地
域
へ
の
エ
ン
ジ
ン
排
気
音
の
影
響
を
憂
慮
し
、
シ
カ
ゴ
条
約
第
一
六
附
属
書
に
規
定
さ
れ
る
以

上
の
厳
格
な
騒
音
基
準
を
設
け
た
。
多
く
の
航
空
運
送
事
業
者
は
、
新
型
航
空
機
を
購
入
す
る
か
わ
り
に
、
消
音
器
（
エ
ン
ジ
ン
マ
フ
ラ
ー
）
を
装

着
し
た
航
空
機
エ
ン
ジ
ン
を
導
入
す
る
こ
と
で
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
こ
れ
に
満
足
せ
ず
、
と
く
に
旧
型
機
は
消
音
装
置

に
よ
っ
て
も
完
全
に
は
基
準
を
満
た
さ
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
、
単
純
な
デ
シ
ベ
ル
レ
ベ
ル
の
規
制
に
か
え
、
一
定
の
パ
ラ
メ
ー
タ
に
基
づ
く
騒
音

規
制
を
新
た
に
施
行
し
た
。
こ
の
結
果
、
既
に
消
音
器
に
設
備
投
資
し
て
い
た
航
空
運
送
事
業
者
は
、
新
型
機
に
更
新
す
る
た
め
に
追
加
の
負
担
を

強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た 
。
保
有
機
材
に
経
年
機
が
多
く
、
こ
れ
に
消
音
装
置
を
装
着
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
ノ
ー
ス
・
ウ
ェ
ス
ト
航
空
（
当

時
）
は
、
ア
メ
リ
カ
運
輸
省
を
通
じ
て
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
抗
議
し
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
ア
メ
リ
カ
は
シ
カ
ゴ
条
約
八
四
条
の
手
続
き
に
従
っ
て
、
シ

カ
ゴ
条
約
締
約
国
た
る
Ｅ
Ｕ
加
盟
一
五
か
国
（
当
時
）
に
対
す
る
異
議
を
申
立
て
た
。
本
問
題
の
処
理
に
あ
た
り
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会
は
、
両
者
か
ら

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
弁
論
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
は
、
本
異
議
申
し
立
て
が
シ
カ
ゴ
条
約
八
四
条
の
定
め
る
事
前
交
渉
を
経
ず
に
な
さ

れ
た
早
計
な
行
動
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
た
。
両
者
は
、
口
頭
で
理
事
会
に
よ
る
仲
裁
を
求
め
、
こ
れ
に
対
し
て
理
事
会
は
二
六
対
〇
で
ア
メ
リ
カ

を
支
持
す
る
決
議
を
行
っ
た
。
両
者
は
そ
の
後
理
事
会
の
紛
争
解
決
に
向
け
た
公
式
な
召
喚
を
受
諾
し
、
交
渉
の
席
に
つ
い
た
。
二
〇
〇
一
年
一
〇

月
、
両
者
は
暫
定
合
意
に
達
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
を
取
り
下
げ
、
Ｅ
Ｕ
は
パ
ラ
メ
ー
タ
騒
音
規
制
を
廃
止
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
一
二
月
、
紛
争
は
終
結
に
至
っ
た
（K

. E
. B

row
n, T

he International C
ivil A

viation O
rganizations 

is the A
ppropriate Jurisdiction to S

ettle H
ushkit D

ispute B
etw

een the U
nited S

tates and the E
uropean U

nion, 20 P
enn. S

t. 

Int ’l L
. R

ev. 465 

（2002

）.

）。

（
42
） D

em
psey, supra note 36, at 270-271.

（
43
） Id. at 287.

（
44
） C

om
m
ission P

roposal, supra note 7, at 3.
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三

（
45
） IC

A
O
 A

ssem
bly R

esolution 35/5, C
onsolidated S

tatem
ent of C

ontinuing IC
A
O
 P

olicies and P
ractices R

elated to 

E
nvironm

ental P
rotection, app. A

, sec. 1 

（O
ct. 2004

）.
（
46
） C

ouncil D
ecision 1600/2002, L

aying D
ow

n the S
ixth C

om
m
unity A

ction P
rogram

m
e, art. 5, 2002 O

.J. 

（L
 242

） 1-15.

（
47
） I. L

aborde, E
U
 R

egulation of A
viation C

O
2  E

m
issions, 24 N

at. R
esources &

 E
nv ’t 54 

（2010

）.

（
48
） 

た
だ
し
航
空
排
出
権
指
令
は
、
影
響
度
の
低
い
フ
ラ
イ
ト
を
実
施
す
る
に
過
ぎ
な
い
事
業
者
に
つ
い
て
は
適
用
外
と
し
て
い
る
（A

nnex 1 

（c

））。
国
家
要
人
の
移
動
、
人
道
的
、
安
全
確
保
、
医
療
、
訓
練
、
軍
事
及
び
研
究
の
目
的
で
行
わ
れ
る
フ
ラ
イ
ト
、
最
大
離
陸
重
量
が
五
、七
〇
〇

㎏
未
満
の
小
型
機
、
連
続
す
る
3
四
半
期
に
お
け
る
飛
行
回
数
が
二
四
三
回
以
下
又
は
年
間
排
出
量
一
万
ト
ン
未
満
の
航
空
運
送
事
業
者
な
ど
で
あ

る
。

（
49
） D

ecision 2009/339/E
C
.

（
50
） 

規
定
許
容
排
出
量
（
排
出
可
能
単
位
）
の
配
分
方
法
と
し
て
は
、
①
既
得
権
方
式
（grandfathering

）、
②
競
争
入
札
方
式
（auctioning

）、

③
目
標
値
方
式
（benchm

arking

）
が
考
え
ら
れ
る
（P

. M
orrell, A

n E
valuation of P

ossible E
U
 A

ir T
ransport E

m
issions T

rading 

S
chem

e A
llocation M

ethods, 35 E
nergy P

olicy, 5562-5570 

（2007

）; 

湧
口
清
隆
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
航
空
分
野
へ
の
排
出
権
取
引
制
度
適
用

の
動
向
」
運
輸
政
策
研
究
一
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
七
頁
）。
結
局
、
支
払
総
額
が
比
較
的
少
な
い
①
の
既
得
権
方
式
が
、
比
較
的
成
熟
度

の
高
い
航
空
産
業
に
お
い
て
は
最
も
受
け
入
れ
や
す
い
選
択
肢
と
な
る
。
た
だ
し
、
新
規
参
入
事
業
者
に
対
す
る
配
慮
が
必
要
と
な
る
。
実
際
、
今

回
の
航
空
排
出
権
指
令
の
内
容
は
こ
の
線
に
沿
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
既
得
権
方
式
で
は
、
排
出
量
の
増
加
は
抑
制
で
き
て
も
現
状
か
ら

削
減
す
る
効
果
は
見
込
め
な
い
。
そ
こ
で
一
部
の
排
出
可
能
単
位
に
つ
い
て
、
競
争
入
札
方
式
を
取
り
入
れ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

（
51
） P

ress R
elease, A

ir T
ransport A

ssociation, A
T
A
 S

tatem
ent R

egarding E
C
 D

ecision on E
m
issions T

rading 

（D
ec. 20, 

2006

）; R
eagan, supra note 4, at 366.

（
52
） P

ress R
elease, U

.S
. D

ept. of S
tate, U

nited S
tates Q

uestions E
uropean A

viation E
m
ission T

rading S
chem

e 

（D
ec. 2, 2005

）.

（
53
） C

E
 D

elft, G
iving W

ings to E
m
ission T

rading, Inclusion of A
viation under the E

uropean E
m
ission T

rading S
ystem

 

（E
T
S

）: 

D
esign and Im

pacts 

（2005

）; R
eagan, supra note 4, at 367.
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（
54
） R

eagan, supra note 4, at 369.
（
55
） C

hicago C
onvention, art. 12.

（
56
） Id.

（
57
） O

pen S
kies. A

greem
ent, art. 3.4.

（
58
） C

E
 D

elft, E
conom

ic Incentives to M
itigate G

reenhouse G
as E

m
issions from

 A
ir T

ransport in E
urope 175-181 

（2002

）.

（
59
） C

hicago C
onvention, art. 1.

（
60
） Id. art. 6.

（
61
） Id. art. 11.

（
62
） C

E
 D

elft, supra note 58, at 178.

（
63
） K

. S
ingh, A

viation and E
urinonm

ental P
olution 85 

（2010

）; R
eagan, supra note 4, at 373.

（
64
） C

hicago C
onvention, art. 15.

（
65
） C

hicago C
onvention, art. 24.

（
66
） IC

A
O
 P

olicies on T
axation, in the F

ield of International A
ir T

ransport 

（3rd ed., 2000

） at 1.

（
67
） O

pen S
kies A

greem
ent, art. 11. 1.

（
68
） C

E
 D

elft, supra note 58, at 175-177.

（
69
） C

hicago C
onvention, art 7.

（
70
） O

pen S
kies A

greem
ent, at 13.

（
71
） Id., art. 3.4.

（
72
） R

. I. R
. A

beyratne, T
he A

uthority of the E
uropean U

nion to U
nilaterally Im

pose an E
m
issions T

rading S
chem

e, 21 N
o.4 

A
ir &

 S
pace L

aw
. 5 

（2008

）.

（
73
） C

hicago C
onvention, arts. 1 and 12.
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五

（
74
） R

estatem
ent 

（3rd

） of F
oreign R

elations L
aw

 of the U
nited S

tates S
ection 402-403 

（1987

）; G
. F

. H
ess, T

he T
rail 

S
m
elter, the C

olum
bia R

iver, and the E
xtraterritorial A

pplication of C
E
R
C
L
A
, 18 G

eo. Int ’l E
nvtl. L

. R
ev. 43 

（2005

）.
（
75
） R

estatem
ent 

（3rd

） of F
oreign R

elations L
aw

 of the U
nited S

tates, sec. 402 

（1

）（c

）.

（
76
） Id., sec. 403 

（1

）.

（
77
） Id., sec. 403 

（2

）（a

）-（h

）.

（
78
） U

nited S
tates v. A

lum
inum

 C
o. of A

m
., 148 F

.2d 416 

（2d C
ir. 1945

）; S
herm

an A
ntitrust A

ct, 26 S
tat. 209, 15 U

.S
.C

. secs. 

1-7.

（
79
） T

im
berlane L

um
ber C

o. v. B
ank of A

m
., 549 F

.2d 597 

（9th C
ir. 1976

）.

（
80
） R

estatem
ent 

（3rd

） of F
oreign R

elations L
aw

 of the U
nited S

tates sec. 403 cm
t.

（
81
） A

beyratne, supra note 72, at 7.

（
82
） R

eagan, supra note 6, at 376.

（
83
） C

-366/10, supra note 10.

（
84
） O

pen S
kies A

greem
ent, art. 13.

（
85
） O

pen S
kies A

greem
ent, art. 14.

（
86
） 

山
口
勝
弘
「
排
出
権
取
引
と
航
空
」
て
い
く
お
ふ
一
二
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
頁
。

（
87
） E

uropean U
nion C

om
m
ittee, 21st R

eport of S
ession 2005-06, Including the A

viation S
ector in the E

uropean U
nion 

E
m
issions T

rading S
chem

e: R
eport w

ith E
vidence 

（2006
）.

（
88
） 

セ
ク
タ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
と
課
題
に
つ
き
、
鄭
雨
宗
・
和
気
洋
子
「
ポ
ス
ト
京
都
と
セ
ク
タ
ー
別
ア
プ
ロ
ー
チ
」
三
田
商
学
研
究
五
二

巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
七
頁
以
下
。





［特集］

　EU法ワークショップ「EU法の現在と日本法への示唆」は

　ここまでとする。





「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
五
九

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
は
、「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
を
、e-G

ov

（
電
子
政
府
の
総
合
窓
口
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
意
見
を
募
集
し
た
（
そ
の
補
足
説
明
に
つ
い
て
は
『
平
成
23
年
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
の
補
足
説
明
』（
平

成
23
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。）。
そ
こ
で
日
本
大
学
法
学
部
で
は
、
こ
れ
に
応
え
る
べ
く
平
成
23
年
6
月
18
日
、
同
月
25
日
、
7
月
2
日
、
同
月
23
日

に
民
法
・
商
法
・
民
事
訴
訟
法
の
研
究
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
民
事
法
・
商
事
法
合
同
研
究
会
を
開
催
し
て
、
右
意
見
を
検
討
し
た
（
当
研
究
会
会
員
の
う
ち
右
会
議
の
参
加

者
は
、
末
尾
の
名
簿
に
掲
げ
た
と
お
り
で
あ
る
）。

そ
し
て
、
右
研
究
会
の
意
見
を
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
意
見
書
と
し
て
同
年
8
月
1
日
に
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
に
提
出
し
た
。
以
下
に
掲
載
す
る
の
が
、「
民
法
（
債
権

関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
で
あ
る
。

な
お
、
同
意
見
募
集
の
集
計
結
果
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
の
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
33
│
1
か
ら
33
│
7
ま
で
（
同
部
会
第
35
回
会
議
（
平
成
23
年
11
月

15
日
開
催
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見

日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会



三
六
〇

第
1　

債
権
の
目
的

1　

確
か
に
、
金
銭
に
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
な
い
債
権
の
効
力
も
通
常
の
債
権
と
な
ん
ら
異
な
ら
な
い
こ
と
は
明
確
で
あ
る
た
め
、
本
条
文
は
無
用
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

保
険
法
第
3
条
「
損
害
保
険
契
約
は
、
金
銭
に
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
に
限
り
、
そ
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
は
、
民
法
第
399
条
の
特
則
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
た
め
、
原
則
で
あ
る
本
条
を
削
除
し
て
も
よ
い
も
の
か
、
更
に
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
。

2
⑴　

契
約
解
釈
に
よ
る
契
約
内
容
の
明
確
化
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
任
意
規
定
と
し
て
同
条
を
置
い
て
お
く
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
保
存

義
務
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
各
々
の
契
約
内
容
や
性
質
に
よ
っ
て
個
別
具
体
的
に
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
個
々
の
契
約
類
型
に
応
じ
た
個
別
規
定
を
置
く
と
す

る
と
、
各
々
の
保
存
義
務
の
内
容
を
決
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

2
⑵　

賛
成
で
あ
る
。

3　

契
約
解
釈
に
よ
る
契
約
内
容
の
明
確
化
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
任
意
規
定
と
し
て
同
条
を
置
い
て
お
く
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
保
存
義

務
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
各
々
の
契
約
内
容
や
性
質
に
よ
っ
て
個
別
具
体
的
に
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
個
々
の
契
約
類
型
に
応
じ
た
個
別
規
定
を
置
く
と
す
る

と
、
各
々
の
保
存
義
務
の
内
容
を
決
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

4
⑴　

同
項
に
関
し
て
も
、
民
法
第
400
条
に
関
す
る
意
見
と
同
様
に
、
契
約
内
容
の
解
釈
が
困
難
で
あ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
同
条
を
任
意
規
定
と
し
て
置
い

て
お
く
こ
と
も
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
な
要
件
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
と
債
務
者
の
合
意
に
よ
っ
て
特
定
が
生
ず
る
旨
の
規
定
を
設
け
て
も
支
障
が

生
ず
る
こ
と
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
良
い
の
で
は
な
い
か
。
変
更
権
の
明
文
化
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
。

4
⑵　

同
項
に
関
し
て
も
、
民
法
第
400
条
に
関
す
る
意
見
と
同
様
に
、
契
約
内
容
の
解
釈
が
困
難
で
あ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
同
条
を
任
意
規
定
と
し
て
置
い

て
お
く
こ
と
も
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
な
要
件
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
と
債
務
者
の
合
意
に
よ
っ
て
特
定
が
生
ず
る
旨
の
規
定
を
設
け
て
も
支
障
が

生
ず
る
こ
と
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
良
い
の
で
は
な
い
か
。
変
更
権
の
明
文
化
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
。

5
⑴　

利
率
の
変
動
制
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
定
利
率
は
合
理
的
な
水
準
に
保
た
れ
る
と
は
思
わ
れ
る
。
法
定
利
率
が
用
い
ら
れ
る
各
場
面
に
適
切
な
利
率
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
非
常
に
合
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
算
定
の
調
整
は
困
難
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
利
率
の
変
動
制
の
採
用
は
、
実
務
に
大
変
大
き
な
影

響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

5
⑵　

特
に
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
高
額
に
な
り
や
す
い
た
め
、
遅
延
損
害
金
の
制
裁
的
要
素
を
加
味
す
る
に
せ
よ
、
遅
延

損
害
金
を
算
定
す
る
利
率
を
法
定
利
率
よ
り
も
高
い
利
率
に
す
べ
き
と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

5
⑶　

こ
の
問
題
は
、
本
来
的
に
は
損
害
賠
償
の
算
定
方
法
の
問
題
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
判
例
や
実
務
上
の
解
釈
・
運
用
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
逸
失
利
益
の
算
定
方
法
に

つ
い
て
、
立
法
で
一
定
の
枠
組
み
を
設
け
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
特
に
不
法
行
為
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
に
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。

5
⑷　

賛
成
で
あ
る
。

6　

賛
成
で
あ
る
。



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
六
一

第
2　

履
行
請
求
権
等

1　

賛
成
で
あ
る
。
実
務
上
の
意
義
は
と
も
か
く
、
学
理
上
の
意
義
は
あ
る
。

2　

賛
成
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
前
記
第
2
の
1
を
前
提
に
、
民
法
第
414
条
を
そ
の
ま
ま
存
置
し
、
必
要
に
応
じ
架
橋
規
定
・
一
覧
規
定
を
設
け
れ
ば
足
り
る
。
配
置
も
債

権
編
で
よ
い
。

規
定
の
性
質
が
実
体
法
か
執
行
法
か
不
明
確
な
規
定
や
両
法
の
性
質
を
併
有
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
両
法
で
規
定
す
れ
ば
足
り
、
そ
の
結
果
実
体
法
・
執
行
法
間
の
規

定
の
重
複
が
生
じ
て
も
よ
い
。
例
え
ば
、
会
社
法
の
組
織
再
編
の
規
定
は
、
分
か
り
や
す
さ
の
観
点
か
ら
重
複
を
い
と
わ
ず
規
定
し
た
が
、
準
用
先
を
逐
一
確
認
し
な
い
で

も
よ
い
と
い
う
意
味
で
実
務
上
も
大
い
に
助
か
っ
て
い
る
。
同
一
の
法
の
中
で
重
複
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
関
連
す
る
別
個
の
法
相
互
間
で
規
定
の
重
複
が
あ
っ
て

も
よ
い
。

た
だ
、
補
足
説
明
（
議
事
の
概
況
等
）
1
末
文
に
あ
る
と
お
り
、
両
法
で
使
用
す
る
文
言
を
同
一
に
し
た
り
、
民
事
執
行
法
に
お
い
て
「
民
法
●
●
条
の
●
●
…
」
と
規

定
す
る
な
ど
、
規
定
ぶ
り
を
明
確
に
整
理
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
前
記
第
2
の
1
の
指
摘
す
る
一
覧
規
定
を
設
け
た
場
合
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
平
成
23
年
の
非
訟
事
件
手
続
法
の
改
正
に
つ

い
て
も
、
整
備
法
で
会
社
法
を
改
正
し
て
お
り
、
同
様
の
手
法
で
民
法
を
改
正
す
れ
ば
よ
い
。

3　

賛
成
で
あ
る
。
実
務
上
の
意
義
は
と
も
か
く
、
学
理
上
の
意
義
は
あ
る
。

判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、「
社
会
通
念
又
は
契
約
の
趣
旨
」
と
す
れ
ば
足
り
る
。
も
と
よ
り
こ
こ
で
い
う
「
又
は
」
は
法
制
執
務
上
の
い
わ
ゆ
る
「
お
よ
び
ま
た
は
」
の

用
法
で
あ
っ
て
、
両
者
を
同
時
に
考
慮
す
る
こ
と
を
排
斥
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。

4
⑴　

賛
成
で
あ
る
。「
債
務
の
不
完
全
な
履
行
」
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
部
会
資
料
の
理
解
で
よ
い
。

前
記
第
2
の
1
の
履
行
請
求
権
の
一
態
様
と
考
え
ら
れ
る
。

請
負
等
の
各
則
規
定
と
の
重
複
や
原
則
・
例
外
関
係
が
生
じ
得
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
原
則
が
●
●
条
だ
と
す
る
と
、「
●
●
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、」
と
規
定
す

る
な
ど
し
て
、
両
条
の
関
係
が
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

4
⑵　

賛
成
で
あ
る
。

4
⑶　

賛
成
で
あ
る
。

第
3　

債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償 

1
⑴　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

1
⑵　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

1
⑶　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

1
⑷　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
意
見
は
な
い
。



三
六
二

1
⑸　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
債
務
不
履
行
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
三
分
類
説
（
履
行
遅
滞
、
履
行
不
能
、
不
完
全
履
行
）
を
維
持
し
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
き
法
定
責
任
説

に
立
つ
こ
と
を
も
っ
て
妥
当
と
考
え
る
立
場
が
多
数
を
占
め
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
慎
重
な
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。

1
⑹　
「
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
し
な
い
と
き
」
と
い
う
要
件
に
関
し
て
は
、
解
釈
論
が
実
務
に
定
着
し
て
い
る
た
め
、
同
要
件
の
み
を
規
定
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

な
お
、
本
研
究
会
で
は
、
債
務
不
履
行
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
三
分
類
説
（
前
記
第
3
の
1
⑸
）
は
、
わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
点
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
の
整
合
性
を
維
持
す

べ
き
点
か
ら
い
っ
て
妥
当
と
す
る
立
場
が
多
数
で
あ
り
、
か
か
る
三
分
類
説
を
維
持
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
点
を
留
意
し
て
検
討
さ
れ
た
い
。

2
⑴　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
お
、
本
研
究
会
は
、
三
分
類
説
（
前
記
第
3
の
1
⑸
）
を
維
持
す
べ
き
と
考
え
て

い
る
。
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
点
を
留
意
し
て
検
討
さ
れ
た
い
。

2
⑵　

本
研
究
会
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
帰
責
根
拠
を
過
失
責
任
主
義
（
故
意
・
過
失
が
な
い
場
合
に
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
考
え
方
）
に
求
め
、

「
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
の
意
味
を
、
故
意
・
過
失
又
は
信
義
則
上
こ
れ
と
同
視
す
べ
き
事
由
と
解
す
る
伝
統
的
な
見
解
が
、
実
務
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
、
妥
当
で
あ
り
、
今
更
こ
れ
を
変
更
す
る
必
要
を
認
め
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
契
約
の
拘
束
力
に
求
め
る
」
見
解
を
ベ
ー
ス
に
す
る
こ
と
自
体
が
妥
当
で

は
な
い
。
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
わ
が
国
の
実
務
か
ら
遊
離
し
、
い
た
ず
ら
に
新
奇
な
考
え
に
依
拠
す
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

2
⑶　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

3
⑴　
「
判
例
・
裁
判
実
務
の
考
え
方
、
相
当
因
果
関
係
説
、
保
護
範
囲
説
・
契
約
利
益
説
等
か
ら
導
か
れ
る
具
体
的
準
則
の
異
同
を
整
理
し
つ
つ
、
損
害
賠
償
の
範
囲
を
画

す
る
規
律
の
明
確
化
の
可
否
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
」
す
る
と
い
う
、『
中
間
論
点
整
理
』
の
立
場
に
賛
成
す
る
。
慎
重
に
精
査
さ
れ
た
い
。

3
⑵　

前
記
第
3
の
1
⑴
に
併
せ
、「
判
例
・
裁
判
実
務
の
考
え
方
、
相
当
因
果
関
係
説
、
保
護
範
囲
説
・
契
約
利
益
説
等
か
ら
導
か
れ
る
具
体
的
準
則
の
異
同
を
整
理
し
つ

つ
」、
慎
重
に
精
査
さ
れ
た
い
。

3
⑶　

前
記
第
3
の
1
⑴
⑵
に
併
せ
、「
判
例
・
裁
判
実
務
の
考
え
方
、
相
当
因
果
関
係
説
、
保
護
範
囲
説
・
契
約
利
益
説
等
か
ら
導
か
れ
る
具
体
的
準
則
の
異
同
を
整
理
し

つ
つ
」、
慎
重
に
精
査
さ
れ
た
い
。

3
⑷　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
商
法
第
581
条
な
ど
の
規
定
を
参
考
に
、
慎
重
に
精
査
さ
れ
た
い
。

3
⑸　

前
記
第
3
の
1
⑴
⑵
⑶
に
併
せ
、「
判
例
・
裁
判
実
務
の
考
え
方
、
相
当
因
果
関
係
説
、
保
護
範
囲
説
・
契
約
利
益
説
等
か
ら
導
か
れ
る
具
体
的
準
則
の
異
同
を
整
理

し
つ
つ
」、
慎
重
に
精
査
さ
れ
た
い
。

4
⑴　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
判
例
・
学
説
が
認
め
る
過
失
相
殺
の
適
用
範
囲
を
条
文
上
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
は
、
特
段
の
異
論
が
な
か
っ
た
が
、「
損
害
軽

減
義
務
」
の
よ
う
な
新
し
い
概
念
を
、
直
ち
に
条
文
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
統
一
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

本
研
究
会
の
議
論
に
お
い
て
、
過
失
相
殺
の
適
用
範
囲
（
民
法
第
418
条
）
に
つ
い
て
は
、
債
務
不
履
行
の
発
生
に
つ
い
て
過
失
が
あ
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
損
害
の
発

生
や
拡
大
に
つ
い
て
債
権
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
判
例
・
学
説
の
解
釈
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
条
文
上
明
確
に
す
る
方
向
で
、
更
に
検
討
す
る
こ
と

は
賛
成
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
、
次
の
点
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
六
三

第
1
に
、
債
権
者
が
債
務
不
履
行
の
発
生
や
損
害
の
発
生
・
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
合
理
的
な
措
置
を
講
じ
た
か
否
か
と
い
う
規
範
を
定
立
す
る
な
ど
、
債
権
者
の
損
害
軽

減
義
務
の
発
想
を
導
入
す
る
と
い
う
考
え
方
（
損
害
軽
減
義
務
）
の
適
否
で
あ
る
。
現
行
民
法
第
418
条
の
も
と
で
は
、
債
権
者
の
過
失
が
問
題
と
な
る
場
面
と
し
て
、
①
債

務
不
履
行
の
発
生
に
つ
い
て
債
権
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
、
②
損
害
の
発
生
に
債
権
者
の
過
失
が
あ
る
場
合
、
お
よ
び
、
③
損
害
の
拡
大
に
債
権
者
の
過
失
が
あ
る
場
合
が

あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
民
法
第
418
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
同
条
の
文
言
で
は
、
①
に
つ
い
て
は
明
確
で
あ
る
も
の
の
、
②
お
よ
び
③
に
つ
い

て
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
②
③
の
場
合
を
具
体
化
し
て
、
損
害
軽
減
義
務
の
観
点
か
ら
、「
債
権
者
が
合
理
的
な
措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
そ
の
発
生

ま
た
は
拡
大
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
と
き
」
と
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
曖
昧
で
あ
っ
た
条
文
上
の
文
言
を
明
確
化
す
る
点
で
そ
れ
な
り
の
意
味
を
有
す
る
が
、
そ
も
そ
も

債
権
者
に
損
害
軽
減
義
務
を
課
す
こ
と
の
当
否
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
の
義
務
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
債
権
者
が
損
害
軽
減
の
み
の
観
点
か
ら
担

保
の
早
期
処
分
を
迫
ら
れ
た
り
、
不
完
全
履
行
の
受
領
を
事
実
上
強
制
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
債
権
者
に
過
度
の
負
担
を
課
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
過
失
相
殺
に
は

債
権
者
・
債
務
者
双
方
の
利
益
を
調
整
す
る
機
能
が
あ
る
が
、
債
権
者
側
の
作
為
義
務
的
要
素
の
み
を
規
定
す
る
こ
と
で
そ
の
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い
か
、
過
失
相
殺
の
法

理
の
濫
用
な
い
し
悪
用
の
お
そ
れ
は
な
い
か
な
ど
、
文
言
の
表
現
も
含
め
て
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。

第
2
に
、
過
失
相
殺
の
問
題
は
、
不
法
行
為
に
お
け
る
過
失
相
殺
（
民
法
第
722
条
第
2
項
）
と
の
議
論
も
関
連
し
て
お
り
、
損
害
賠
償
責
任
の
減
軽
事
由
と
し
て
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
で
き
る
も
の
と
す
べ
き
か
と
い
う
観
点
に
留
意
し
つ
つ
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
帰
責
根
拠
お
よ
び
効
果
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。
と
り
わ
け
、
債
務
者
の
故
意
・
重
過
失
に
よ
る
債
務
不
履
行
の
場
合
に
、
過
失
相
殺
を
制
限
す
る
法
理
の
要
否
は
重
要
な
問
題
と
思
わ
れ
る
。

4
⑵　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
過
失
相
殺
に
つ
き
、
債
務
不
履
行
の
場
合
と
不
法
行
為
の
場
合
に
つ
き
、
統
一
が
図
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た

ほ
か
は
、
特
段
の
意
見
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

過
失
相
殺
の
効
果
は
、
現
行
民
法
第
418
条
で
は
必
要
的
減
免
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
任
意
的
減
軽
に
改
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
過
失
相
殺
に
損
害
軽
減
義
務
の

発
想
を
導
入
す
る
要
件
論
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
不
法
行
為
に
お
け
る
過
失
相
殺
（
民
法
第
722
条
第
2
項
）
と
の
議
論
も
関
連
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
併
せ
て
検
討
す
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

5　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

6
⑴　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
民
法
の
よ
う
に
債
務
不
履
行
の
一
般
原
則
に
よ
っ
て
要
件
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
責
め
に
帰

す
べ
き
事
由
を
要
求
し
、
不
可
抗
力
に
つ
い
て
は
免
責
さ
れ
る
と
い
う
形
で
規
定
す
べ
き
と
の
見
解
が
多
数
を
占
め
た
が
、
利
息
が
生
じ
る
の
は
不
当
利
得
の
考
え
に
よ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
は
必
要
で
は
な
い
と
の
見
解
も
強
く
主
張
さ
れ
た
。

6
⑵　

債
務
不
履
行
者
が
不
当
な
利
益
を
保
持
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
も
、
利
息
超
過
損
害
に
つ
い
て
も
債
務
不
履
行
の
一
般
原
則
に
よ
り
処
理
す
る
と
の
考
え
か
ら

こ
れ
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
損
害
が
過
大
な
も
の
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
と
の
考
え
に
対
し
て
は
損
害
賠
償
の
範
囲
の
解
釈
論
で
適
切
に
処
理
で
き
る
。
こ
こ
に
い
う
利

息
と
損
害
賠
償
の
関
係
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
な
ど
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
（
遅
延
利
息
は
損
害
賠
償
の
問
題
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
な
ど
）
と
の
見
解
も

あ
っ
た
。
遅
延
利
息
を
現
在
の
基
準
利
率
に
数
パ
ー
セ
ン
ト
上
乗
せ
す
る
形
で
遅
延
利
息
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
解
決
さ
れ
る
が
、
そ
れ
の
み



三
六
四

で
は
処
理
で
き
な
い
問
題
が
残
る
の
で
、
利
息
超
過
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
も
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。

7　

不
当
条
項
規
制
と
の
関
係
や
担
保
責
任
を
負
わ
な
い
旨
の
特
約
（
民
法
第
572
条
）
と
の
関
係
に
留
意
し
つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。
な
お
、
当
該
特
約
が
、
不
法

行
為
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
も
、
議
論
さ
れ
た
い
（
国
際
海
上
物
品
運
送
法
第
20
条
の
2
、
最
判
平
成
10
年
4
月
30
日
判
時
1646
号
162
頁
、
大
阪
高
判
平
成
13

年
4
月
11
日
判
時
1753
号
142
頁
等
参
照
）。

第
4　

賠
償
額
の
予
定
（
民
法
第
420
条
、
第
421
条
）

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
予
定
さ
れ
た
損
害
賠
償
額
が
過
大
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
裁
判
所
が
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
規
定
を
設
け
る
べ
き
と
の
見
解
が
多
数
を

占
め
た
が
、
減
額
に
あ
た
っ
て
は
ど
の
程
度
過
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
額
の
問
題
だ
け
で
な
く
当
事
者
の
属
性
や
賠
償
額
の
予
定
が
な
さ
れ
た
経
緯
な
ど
を
考

慮
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
民
法
第
90
条
な
ど
の
一
般
条
項
に
よ
っ
て
適
切
に
処
理
で
き
る
の
で
あ
え
て
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
の
見
解
も
あ
っ
た
。
規
定
を
設
け

る
際
に
は
一
部
無
効
、
契
約
改
定
等
の
関
係
等
に
つ
い
て
も
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

第
5　

契
約
の
解
除

1
⑴　

債
務
不
履
行
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
三
分
類
説
（
前
記
第
3
の
1
⑸
）
を
維
持
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
た
解
除
制
度
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
解
除
す
る
に
は
責

め
に
帰
す
べ
き
事
由
を
必
要
と
す
べ
き
で
あ
る
。「
契
約
の
重
要
な
不
履
行
」
と
い
う
要
件
に
よ
っ
た
と
し
て
も
従
来
の
具
体
的
な
内
容
と
異
な
る
こ
と
は
な
い
し
、
契
約

の
重
要
な
不
履
行
と
い
う
要
件
が
あ
ま
り
に
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
り
そ
れ
に
あ
た
る
か
否
か
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
催
告
解
除
も
維
持
す

る
と
す
る
と
従
来
の
ま
ま
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
が
多
数
を
占
め
た
が
、
契
約
解
除
を
契
約
か
ら
の
解
放
制
度
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
賛
成
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。

1
⑵　

追
完
可
能
か
否
か
に
よ
り
区
別
し
て
考
え
て
き
た
従
来
の
考
え
を
維
持
す
る
方
向
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

1
⑶　

催
告
し
て
も
意
味
が
な
い
場
合
に
直
ち
に
解
除
で
き
る
か
を
「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」
に
当
た
る
か
否
か
の
解
釈
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
従
来
の
解
釈
論
で
十
分
解

決
で
き
る
。
か
り
に
、「
契
約
の
重
要
な
不
履
行
」
と
い
う
要
件
を
設
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
翻
意
の
可
能
性
や
「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」
に
当
た
る
か
否
か
が
は
っ
き
り

し
な
い
場
合
に
備
え
て
催
告
解
除
も
残
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

1
⑷　
「
債
務
を
履
行
し
な
い
場
合
」
と
い
う
包
括
的
な
要
件
の
設
定
は
、
債
務
不
履
行
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
三
分
類
説
（
前
記
第
3
の
1
⑸
）
の
区
別
を
考
え
な
い
も
の
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
に
統
一
し
て
も
要
件
に
関
し
実
質
的
に
は
従
来
の
三
分
類
説
の
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
催
告
解
除
を
残
す
の
で
あ
れ
ば
包
括
的
な
規
定
に
し
て
も

大
き
な
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
遅
滞
・
不
完
全
履
行
の
場
合
の
債
務
者
の
追
完
利
益
の
保
障
を
ど
う
考
え
る
か
問
題
が
残
る
。「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」
と
い
う
要
件
の

機
能
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
、
要
件
の
明
確
化
を
図
る
と
い
う
意
味
で
従
来
の
三
分
類
説
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。

2　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
追
完
利
益
の
保
障
を
考
え
て
帰
責
事
由
を
必
要
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
多
数
を
占
め
た
。
も
し
帰
責
事
由
を
必
要
と
し
な
い

と
し
た
と
し
て
も
、
危
険
負
担
と
の
関
係
に
お
い
て
、
解
除
に
一
元
化
す
る
の
で
は
な
く
危
険
負
担
制
度
も
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
解
除
後
の
清
算
関
係
に
お
け
る
危
険
負

担
の
問
題
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。

3
⑴　

履
行
請
求
で
き
な
く
な
る
が
、
直
接
効
果
説
、
間
接
効
果
説
、
折
衷
説
の
ど
れ
に
よ
る
の
か
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
解
除
後
は
、
紛
争
処
理
に
関
す



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
六
五

る
契
約
上
の
定
め
、
そ
の
他
解
除
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
契
約
上
の
定
め
に
つ
い
て
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
旨
の
規
定
を
設
け
な
い
で
も
解
釈
論
に
よ
っ
て
十
分
対
応
で
き
る
が
、

規
定
を
置
く
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

3
⑵　

判
例
は
利
息
・
果
実
・
使
用
利
益
の
返
還
に
つ
い
て
認
め
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
が
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
不
当
利
得
と

の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
意
見
が
主
張
さ
れ
た
。
①
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
効
力
を
生
じ
る
場
合
の
原
状
回
復
に
つ
い
て
は
、
解
釈
論
で
も
対
応
で
き

る
が
、
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
②
原
状
回
復
の
目
的
物
の
価
値
が
時
間
の
経
過
に
よ
り
減
少
す
る
場
合
に
関
し
て
は
一
般
原
則
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
。
③

解
除
原
因
と
な
っ
た
不
履
行
の
態
様
、
債
務
者
の
主
観
的
要
素
、
不
履
行
が
生
じ
た
経
緯
や
、
④
不
履
行
の
現
任
に
対
す
る
両
当
事
者
の
寄
与
に
応
じ
て
現
状
回
復
の
負
担

を
調
整
す
る
こ
と
は
、
要
件
で
帰
責
事
由
と
の
関
係
や
損
害
賠
償
で
調
整
で
き
な
い
か
な
お
検
討
を
要
す
る
。

3
⑶　

取
消
・
無
効
を
も
含
め
て
巻
戻
し
的
清
算
に
関
す
る
処
理
規
定
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
危
険
負
担
制
度
を
な
く
す
と
し
た
場
合
特
に
そ
う
な
る
。
帰
責
事
由
が

な
い
場
合
、
危
険
負
担
に
よ
る
の
か
、
債
務
独
立
説
に
よ
る
の
か
な
ど
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。

4　

解
除
権
者
が
解
除
権
の
存
在
を
知
ら
ず
に
契
約
目
的
物
を
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
場
合
、
解
除
権
は
消
滅
し
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
（
契
約
に
照
ら
し
解
除
権
者
の
負
う

義
務
違
反
に
よ
ら
な
い
場
合
に
は
解
除
権
は
な
く
な
ら
な
い
）。

5　

一
つ
の
契
約
の
不
履
行
に
基
づ
い
て
複
数
契
約
全
体
の
解
除
を
認
め
る
規
定
は
、
要
件
設
定
が
困
難
で
あ
り
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
無
効
・
取
消
に
つ

い
て
も
い
え
る
の
で
、
も
し
規
定
す
る
と
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
と
の
関
係
も
含
め
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

6　

労
働
契
約
に
お
け
る
解
除
に
つ
い
て
は
、
民
法
で
は
な
く
労
働
法
に
お
い
て
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

第
6　

危
険
負
担
（
民
法
第
534
条
か
ら
第
536
条
ま
で
）

1　

危
険
負
担
は
、
不
可
抗
力
で
債
務
が
消
滅
し
た
場
合
に
反
対
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
解
除
は
、
片
方
が
重
大
な
契
約
違
反
を
し
た
場
合
に
契
約
を
維
持
で
き

な
い
と
し
て
反
対
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
制
度
は
趣
旨
が
異
な
り
、
適
用
範
囲
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
か
ら
、
併
存
さ
せ
て
よ
い
。

2　

民
法
第
536
条
第
2
項
に
つ
い
て
は
、
同
規
定
の
規
律
す
る
内
容
を
存
置
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。
民
法
第
535
条
に
つ
い
て
は
、
滅
失
と
損
傷
と
の
場
合
で
正
反
対
の
処
理

を
す
る
合
理
的
理
由
を
見
出
し
難
い
の
で
、
規
律
を
見
直
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

3　

危
険
負
担
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
Ａ
案
（
債
権
者
主
義
の
適
用
範
囲
を
目
的
物
の
支
配
可
能
性
が
移
転
し
た
時
か
ら
と
す
る
考
え
方
：
部
会
資
料
5
│
2

の
第
4
の
2
）
が
妥
当
と
考
え
る
。
目
的
物
を
何
ら
支
配
し
て
い
な
い
の
に
危
険
が
移
転
す
る
と
い
う
の
は
一
般
常
識
的
感
覚
に
合
致
し
な
い
の
で
、
支
配
可
能
性
の
移
転

に
よ
っ
て
危
険
が
移
転
す
る
と
い
う
よ
う
に
適
用
範
囲
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
。
移
転
の
時
期
は
、
引
渡
も
し
く
は
登
記
の
移
転
を
基
準
と
す
る
の
が
、
一
般
市
民
の
感
覚

に
適
合
的
で
わ
か
り
や
す
い
。

第
7　

受
領
遅
滞
（
民
法
第
413
条
）

1　

弁
済
の
提
供
の
規
定
と
の
整
合
性
を
図
り
つ
つ
、
受
領
遅
滞
の
効
果
を
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
賛
成
す
る
。

受
領
遅
滞
の
効
果
に
つ
い
て
、
反
対
債
務
の
期
限
の
利
益
の
喪
失
を
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
で
あ
る
。
受
領
拒
絶
の
理
由
も
様
々
で
あ
り
、
債
務
の
本
旨
に



三
六
六

従
っ
て
履
行
の
提
供
か
否
か
が
争
点
に
な
る
場
合
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
、
受
領
拒
絶
を
直
ち
に
制
裁
の
対
象
と
し
て
良
い
か
は
個
別
的
な
判
断
が
必
要
で
あ
り
、
実
務

の
運
用
に
委
ね
る
方
が
適
切
で
は
な
い
か
。

2　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
前
提
と
な
る
受
領
義
務
の
明
文
化
に
つ
い
て
、
受
領
義
務
を
負
う
の
が
原
則
に
な
ら
な
い
か
と
の
疑
問
を
呈
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。

現
在
の
判
例
法
理
を
変
更
し
な
い
形
で
規
定
で
き
る
限
り
に
お
い
て
積
極
的
な
反
対
意
見
は
な
か
っ
た
が
、
な
お
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
8　

債
務
不
履
行
に
関
連
す
る
新
規
規
定

1　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
追
完
を
認
め
る
こ
と
自
体
に
積
極
的
な
反
対
意
見
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
債
務
者
の
権
利
と
構
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的

な
意
見
が
多
か
っ
た
。

請
負
契
約
に
お
い
て
、
請
負
人
が
容
易
に
瑕
疵
を
修
補
し
う
る
に
も
拘
わ
ら
ず
注
文
者
が
こ
れ
を
拒
絶
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
の
救
済
規
定
の
必
要
性
は
否
定

で
き
な
い
が
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
救
済
を
受
け
る
べ
き
は
債
権
者
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
追
完
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
債
務
者
の
権
利
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
な
お
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

2　

な
お
、
検
討
を
要
す
る
。
Ａ
案
（
部
会
資
料
5
│
2
第
6
の
2
）
の
よ
う
な
類
型
化
は
問
題
が
あ
る
が
、
Ｂ
案
に
従
っ
た
明
文
化
も
困
難
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
現
状

の
ま
ま
で
ど
の
よ
う
な
不
都
合
が
あ
る
の
か
、
新
た
に
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
も
含
め
て
、
今
後
も
検
討
を
要
す
る
。

3　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
代
償
請
求
権
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
自
体
に
、
積
極
的
な
反
対
意
見
は
な
か
っ
た
。
た
だ
特
定
物
売
買
に
関
す
る
危
険
負
担
の
債
権
者
主
義
を

撤
廃
し
た
上
で
、
な
お
、
代
償
請
求
権
の
規
定
を
必
要
と
す
る
場
面
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。

第
9　

債
権
者
代
位
権 

1　

本
来
型
の
債
権
者
代
位
権
と
転
用
型
の
債
権
者
代
位
権
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
法
律
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。

2
⑴　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
民
事
執
行
・
民
事
保
全
法
上
の
制
度
が
、
債
権
者
代
位
権
の
す
べ
て
の
機
能
を
代
替
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
本
来
型
の
債
権
者
代
位

権
に
お
け
る
債
権
回
収
機
能
（
事
実
上
の
優
先
弁
済
）
を
認
め
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
本
来
型
の
債
権
者
代
位
権
を
存
続
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
る
一
方
、
本

来
型
の
債
権
者
代
位
権
に
お
け
る
債
権
回
収
機
能
（
事
実
上
の
優
先
弁
済
）
を
従
来
ど
お
り
認
め
た
上
で
、
本
来
型
の
債
権
者
代
位
権
を
存
続
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意

見
が
あ
っ
た
。

2
⑵　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
本
来
型
の
債
権
者
代
位
権
に
お
け
る
債
権
回
収
機
能
（
事
実
上
の
優
先
弁
済
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
と
す
る
意
見
と
否
定
す

る
必
要
は
な
い
と
の
意
見
に
分
か
れ
た
。

債
権
回
収
機
能
を
否
定
す
べ
き
と
す
る
意
見
は
、
民
事
執
行
制
度
と
は
別
に
、
代
位
債
権
者
（
一
般
債
権
者
）
に
債
務
名
義
な
く
し
て
事
実
上
の
優
先
弁
済
を
認
め
る
合

理
性
は
な
く
、
債
務
者
の
換
価
対
象
財
産
が
債
権
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
民
事
執
行
制
度
と
は
別
に
特
別
な
債
権
実
現
ル
ー
ト
を
置
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
合
理
性
に
つ
い

て
明
確
な
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
債
権
回
収
機
能
を
否
定
す
る
こ
と
に
慎
重
な
意
見
は
、
仮
差
押
え
等
の
手
段
を
利
用
す
る
た
め
に
は
担
保
が
要
求
さ
れ
な
ど
費
用
の
負
担
を
強
い
ら
れ
、



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
六
七

ま
た
債
権
回
収
機
能
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
弊
害
は
生
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
回
収
機
能
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
。

3
⑴　

本
来
型
の
債
権
者
代
位
権
に
お
け
る
債
権
回
収
機
能
（
事
実
上
の
優
先
弁
済
）
を
否
定
す
べ
き
と
す
る
立
場
に
立
っ
た
場
合
、
債
権
回
収
機
能
を
否
定
ま
た
は
制
限
す

る
方
法
と
し
て
、
代
位
債
権
者
へ
の
金
銭
の
交
付
を
認
め
ず
、
第
三
債
務
者
に
金
銭
を
供
託
さ
せ
る
方
法
、
あ
る
い
は
代
位
債
権
者
へ
の
金
銭
の
交
付
を
認
め
る
が
、
相
殺

を
禁
止
す
る
方
法
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、
相
殺
を
禁
止
す
る
方
向
で
検
討
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

被
代
位
権
利
が
金
銭
以
外
の
物
の
引
渡
し
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
に
よ
る
受
領
が
期
待
で
き
な
い
と
き
に
限
り
、
代
位
債
権
者
へ
の
直
接
給
付
を
認

め
る
べ
き
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

3
⑵　

本
来
型
の
債
権
者
代
位
権
に
お
け
る
債
権
回
収
機
能
（
事
実
上
の
優
先
弁
済
）
を
否
定
す
る
場
合
に
は
、
被
保
全
債
権
の
債
権
額
に
よ
っ
て
代
位
権
行
使
の
範
囲
を
制

限
す
べ
き
理
由
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
代
位
債
権
者
に
被
保
全
債
権
の
債
権
額
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
に
被
代
位
権
利
の
行
使
を
認
め
た
と
し
て
も
、
自
己

の
債
権
の
保
全
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
す
べ
て
の
債
権
者
の
利
益
の
た
め
に
被
代
位
権
利
を
行
使
す
る
と
い
う
よ
う
な
使
わ
れ
方
は
想
定
し
難
い
と
思
わ
れ
る
。

3
⑶　

代
位
債
権
者
が
債
務
者
の
財
産
関
係
に
介
入
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
一
般
的
に
債
務
者
の
無
資
力
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
型
の
債
権
者

代
位
権
の
存
在
意
義
を
債
務
者
の
責
任
財
産
の
保
全
に
求
め
、
本
来
型
の
債
権
者
代
位
権
に
お
け
る
債
権
回
収
機
能
（
事
実
上
の
優
先
弁
済
）
を
否
定
す
る
場
合
に
は
、
代

位
債
権
者
に
よ
る
債
務
者
の
財
産
関
係
へ
の
介
入
の
度
合
い
は
そ
れ
程
大
き
い
と
は
い
え
ず
、
無
資
力
要
件
を
条
文
上
明
記
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、

民
事
保
全
法
第
20
条
第
1
項
の
保
全
の
必
要
性
の
要
件
と
同
じ
で
よ
い
の
か
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

債
務
者
名
義
で
な
い
債
務
者
所
有
の
不
動
産
を
差
し
押
さ
え
よ
う
と
す
る
債
権
者
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
債
務
者
の
登
記
申
請
権
を
代
位
行
使
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

債
権
者
代
位
権
に
お
け
る
無
資
力
要
件
の
問
題
と
し
て
議
論
す
る
よ
り
も
、
民
事
執
行
規
則
第
23
条
第
1
号
の
類
推
適
用
を
認
め
る
最
判
平
成
22
年
6
月
29
日
民
集
64
巻
4

号
1235
頁
、
民
事
執
行
法
第
23
条
第
3
項
の
類
推
適
用
を
主
張
す
る
学
説
上
の
有
力
説
等
を
参
考
に
、
執
行
法
上
の
問
題
と
し
て
強
制
執
行
を
可
能
と
す
る
手
法
に
つ
い
て
議

論
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

4
⑴　

転
用
型
の
債
権
者
代
位
権
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
根
拠
規
定
を
設
け
る
方
向
で
検
討
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

4
⑵　

判
例
（
最
判
昭
和
38
年
4
月
23
日
民
集
17
巻
3
号
356
頁
）
が
示
す
要
件
を
参
考
に
し
つ
つ
、
被
保
全
債
権
の
実
現
に
債
務
者
に
よ
る
被
代
位
権
利
の
行
使
が
欠
く
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
不
可
欠
性
や
、
他
に
適
切
な
手
段
が
な
い
と
い
っ
た
必
要
性
・
補
充
性
等
を
要
件
と
し
て
要
求
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
も
更
に
検
討

す
る
の
が
望
ま
し
い
。

4
⑶　

転
用
型
の
債
権
者
代
位
権
は
、
非
金
銭
債
権
（
特
定
債
権
）
の
内
容
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
代
位
権
利
の
目
的
物
を
代
位

債
権
者
に
直
接
給
付
す
る
こ
と
を
認
め
て
よ
く
、
代
位
債
権
者
へ
の
直
接
給
付
を
認
め
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
直
接
給
付
を
認
め
な
い
場
合
に
つ
い
て
更
に
検
討
す
る
の
が

望
ま
し
い
。

5
⑴　

被
保
全
債
権
及
び
被
代
位
権
利
に
関
す
る
要
件
に
つ
い
て
、
本
提
案
の
よ
う
な
方
向
で
検
討
す
る
こ
と
に
つ
き
特
に
異
論
は
な
い
。

5
⑵　

債
務
者
が
知
ら
な
い
間
に
債
権
者
が
代
位
権
を
行
使
し
、
債
務
者
の
財
産
管
理
権
へ
の
介
入
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
く
、
裁
判
外
に
お
け
る
債
権
者
代
位
権



三
六
八

の
濫
用
的
行
使
に
対
す
る
防
止
策
と
し
て
、
債
権
者
が
代
位
権
を
行
使
す
る
に
は
債
務
者
へ
の
通
知
を
要
求
す
る
方
向
で
検
討
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
た
だ
し
、
債
務
者
が

所
在
不
明
で
あ
る
な
ど
、
債
務
者
へ
の
通
知
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
つ
き
、
通
知
義
務
の
例
外
を
設
け
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

債
務
者
へ
の
通
知
を
代
位
権
行
使
の
要
件
と
す
る
場
合
に
は
、
通
知
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
効
果
と
し
て
、
代
位
権
行
使
の
効
果
を
否
定
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

5
⑶　

債
務
者
が
債
権
者
か
ら
代
位
権
行
使
の
通
知
を
受
け
る
か
、
ま
た
は
債
権
者
の
代
位
権
行
使
を
了
知
し
た
と
き
は
、
債
務
者
独
自
の
権
利
行
使
・
処
分
は
で
き
な
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
が
（
大
判
昭
和
14
年
5
月
6
日
民
集
18
巻
557
頁
）、
債
務
者
が
債
権
者
の
代
位
権
行
使
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
訴
訟
外
で
の
行
使
の
場
合
に
は
、
債
務
者

に
そ
れ
を
争
う
不
服
申
立
て
の
方
法
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
通
知
や
了
知
に
よ
っ
て
債
務
者
の
権
利
行
使
を
遮
断
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
通
知

等
に
よ
る
債
務
者
の
権
利
行
使
を
制
限
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
時
に
債
務
者
に
対
す
る
不
服
申
立
手
段
の
確
保
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

5
⑷　

判
例
（
大
判
昭
和
15
年
3
月
15
日
民
集
19
巻
586
頁
）
は
、
代
位
債
権
者
が
債
権
者
代
位
権
の
行
使
に
当
た
っ
て
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
義
務
を
負
う
も
の
と
し
て
い

る
。
そ
の
法
律
構
成
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
と
代
位
債
権
者
と
の
関
係
を
一
種
の
法
定
委
任
関
係
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
る
が
、
債
務
者
と
代
位
債
権
者
の
関
係

を
事
務
管
理
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
を
ふ
ま
え
て
、
代
位
債
権
者
が
善
管
注
意
義
務
を
負
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
で
更
に
検
討
す
べ
き
で

あ
る
。

な
お
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
代
位
債
権
者
は
善
管
注
意
義
務
の
他
に
、
忠
実
義
務
も
負
う
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

5
⑸　

代
位
債
権
者
の
費
用
償
還
請
求
権
は
、
前
記
第
9
の
5
⑷
の
代
位
債
権
者
の
善
管
注
意
義
務
の
法
律
構
成
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
前
記
第
9
の
5
⑷
の
代
位
債
権
者
の

善
管
注
意
義
務
と
合
わ
せ
て
検
討
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
費
用
償
還
請
求
権
に
つ
い
て
の
一
般
先
取
特
権
の
付
与
に
つ
い
て
は
、
代
位
債
権
者
が
債
権
者
代
位
権
行
使
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
が
共
益
性
を
有
す
る
か
否

か
に
左
右
さ
れ
、
本
来
型
の
債
権
者
代
位
権
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
も
関
わ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

6
⑴　

あ
え
て
規
定
を
設
け
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
第
三
債
務
者
が
代
位
債
権
者
自
身
に
対
し
て
有
す
る
固
有
の
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
許

容
す
る
見
解
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
更
に
検
討
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

6
⑵　

供
託
原
因
を
拡
張
す
る
こ
と
は
、
第
三
債
務
者
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
が
、
債
権
者
代
位
権
行
使
の
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
代
位
債
権
者
か
ら
の
請

求
を
受
け
る
こ
と
の
み
で
供
託
を
認
め
る
こ
と
は
、
債
務
者
に
不
当
な
不
利
益
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
指
摘
が
あ
り
、
ま
た
裁
判
外
で
債
権
者
代
位
権
が

行
使
さ
れ
た
場
合
に
第
三
債
務
者
の
債
務
者
に
対
す
る
弁
済
が
禁
止
さ
れ
な
い
と
の
立
場
に
立
て
ば
（
後
記
第
9
の
7
⑶
参
照
）、
第
三
債
務
者
は
債
務
者
に
弁
済
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
供
託
を
認
め
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
後
記
第
9
の
7
⑶
の
債
務
者
に
よ
る
処
分
の
制
限
の
問
題
と
合
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

6
⑶　

債
権
者
代
位
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
他
の
債
権
者
が
同
一
の
被
代
位
権
利
に
つ
い
て
別
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は
二
重
起
訴
の
禁
止
（
民
事
訴
訟
法
第
142
条
）
に
抵

触
し
て
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
他
の
債
権
者
が
と
り
得
る
手
段
は
訴
訟
参
加
で
あ
る
。
訴
訟
参
加
の
形
態
と
し
て
、
他
の
債
権
者
は
共
同
訴
訟
参
加
（
民
事



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
六
九

訴
訟
法
第
52
条
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
共
同
訴
訟
参
加
の
他
に
、
独
立
当
事
者
参
加
（
民
事
訴
訟
法
第
47
条
）
を
認
め
た
裁
判
例
（
東
京
高

判
昭
和
52
年
4
月
18
日
判
タ
357
号
243
頁
）
も
あ
り
、
こ
の
裁
判
例
を
参
考
に
し
て
、
複
数
の
代
位
債
権
者
に
対
し
て
金
銭
そ
の
他
の
者
を
交
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
判
決
が

確
定
し
た
場
合
に
、
第
三
債
務
者
が
そ
の
う
ち
の
一
人
に
対
し
て
履
行
を
す
れ
ば
債
務
を
免
れ
る
も
の
と
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
来
型
の
債
権
者
代
位
権
に
お
け
る
債
権
回
収
機
能
（
事
実
上
の
優
先
弁
済
）
を
否
定
す
る
場
合
（
前
記
第
9
の
3
⑵
参
照
）
に
は
、
も
は
や
他
の
債
権
者
に

よ
る
独
立
当
事
者
参
加
を
認
め
る
余
地
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
提
案
に
つ
い
て
は
本
来
型
の
債
権
者
代
位
権
に
お
け
る
債
権
回
収
機
能
の
当
否
の
問
題

（
前
記
第
9
の
3
⑵
）
と
合
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

7
⑴　

法
定
訴
訟
担
当
と
さ
れ
る
会
社
法
上
の
責
任
追
及
等
の
訴
え
（
株
主
代
表
訴
訟
・
会
社
法
第
847
条
以
下
）
等
を
参
考
に
、
債
権
者
代
位
訴
訟
に
つ
い
て
も
特
別
な
手
続

規
定
を
設
け
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。

な
お
、
特
別
な
手
続
規
定
に
つ
い
て
は
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
民
法
に
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
と
民
事
訴
訟
法
に
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
に

分
か
れ
た
。

7
⑵　

判
例
・
通
説
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
代
位
訴
訟
は
法
定
訴
訟
担
当
で
あ
り
、
代
位
債
権
者
の
得
た
判
決
の
効
力
は
民
事
訴
訟
法
第
115
条
第
1
項
第
2
号
に
よ
り
債
務
者
に

対
し
有
利
に
も
不
利
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
債
務
者
が
被
保
全
債
権
の
不
存
在
を
立
証
し
て
代
位
債
権
者
の
当
事
者
適
格
を
否
定
す
れ
ば
、
判
決
効
の
拘
束

か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
位
債
権
者
が
受
け
た
敗
訴
判
決
の
効
力
は
債
務
者
に
は
及
ば
な
い
と
す
る
見
解
、
代
位
債
権
者
が
受
け

た
判
決
の
効
力
は
有
利
不
利
を
問
わ
ず
債
務
者
に
は
及
ば
な
い
と
す
る
見
解
、
訴
訟
告
知
に
よ
り
債
務
者
が
債
権
者
代
位
訴
訟
に
関
与
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
判

決
効
拡
張
の
要
件
と
す
る
見
解
等
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

債
権
者
代
位
訴
訟
に
関
与
す
る
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
債
務
者
に
そ
の
判
決
の
効
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
問
題
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
債
務
者
へ
の
判
決
効
の
拡
張
に
つ
い
て
は
、
代
位
債
権
者
か
ら
債
務
者
へ
の
訴
訟
告
知
を
要
求
す
る
方
向
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

7
⑶　

判
例
（
大
判
昭
和
14
年
5
月
16
日
民
集
18
巻
557
頁
）
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
代
位
債
権
者
の
権
利
行
使
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
る
か
、
ま
た
は
代
位
債
権
者
の
権
利
行

使
を
了
知
し
た
と
き
は
、
債
務
者
独
自
の
訴
え
の
提
起
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
権
利
の
処
分
も
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
債
権
者
代
位
訴
訟
が
提
起
さ
れ

た
後
は
、
代
位
債
権
者
か
ら
債
務
者
へ
の
訴
訟
告
知
を
要
件
と
し
つ
つ
、
債
務
者
に
よ
る
権
利
の
処
分
は
制
限
さ
れ
る
も
の
と
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
第
三
債
務
者
の
債
務
者
に
対
す
る
弁
済
を
も
禁
止
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
第
三
債
務
者
の
地
位
を
不
安
定
に
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
禁
止
す
べ
き

で
は
な
い
と
の
考
え
方
が
あ
り
、
仮
に
第
三
債
務
者
に
よ
る
弁
済
を
禁
止
す
る
場
合
に
は
、
民
事
執
行
法
第
156
条
第
1
項
を
参
考
に
し
て
、
第
三
債
務
者
に
供
託
す
る
権
利

を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

7
⑷　

判
例
（
最
判
昭
和
45
年
6
月
2
日
民
集
24
巻
6
号
447
頁
）
は
、
債
権
者
代
位
訴
訟
の
係
属
中
に
被
代
位
債
権
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
て
取
立
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
ケ
ー
ス

に
つ
い
て
、
差
押
え
が
あ
っ
て
も
代
位
債
権
者
の
訴
訟
追
行
権
が
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
両
訴
訟
を
併
合
審
理
し
、
こ
れ
ら
を
と
も
に
認
容
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
る
。
債
権
者
代
位
権
と
執
行
保
全
制
度
と
の
併
存
を
認
め
る
限
り
、
や
む
を
得
な
い
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
債
権
者
代
位
訴
訟
を
強
制
執
行
ま
で
の



三
七
〇

中
間
的
段
階
に
位
置
づ
け
る
考
え
方
の
下
で
は
、
差
押
え
が
さ
れ
強
制
執
行
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
優
先
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
代
位
債
権
者
も
強
制

執
行
に
お
い
て
そ
の
権
利
を
行
使
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

債
権
者
代
位
訴
訟
の
提
起
後
に
被
代
位
債
権
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
場
合
に
、
差
押
え
を
優
先
す
る
と
の
立
場
に
立
て
ば
、
債
権
者
代
位
訴
訟
を
中
止
と
す
る
か
、
あ
る

い
は
中
断
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
を
要
す
る
が
、
強
制
執
行
の
推
移
を
見
守
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
は
中
止
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

7
⑸　

債
務
者
、
他
の
債
権
者
が
債
権
者
代
位
訴
訟
に
訴
訟
参
加
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
く
、
こ
の
点
に
つ
き
条
文
上
も
明
ら
か
に
す
る
方
向
で
検
討
す
る
の
が

望
ま
し
い
。

債
権
者
代
位
訴
訟
に
お
け
る
債
務
者
の
当
事
者
適
格
は
否
定
的
に
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
参
加
の
形
態
は
補
助
参
加
で
あ
る
。
ま
た
、
債
務
者
に
は
債
権
者
代

位
訴
訟
の
判
決
効
が
及
ぶ
こ
と
（
民
事
訴
訟
法
第
115
条
第
1
項
第
2
号
）
か
ら
、
そ
の
補
助
参
加
は
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
と
な
る
。

な
お
、
債
権
者
代
位
訴
訟
に
お
け
る
債
務
者
の
当
事
者
適
格
は
否
定
的
に
解
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
債
務
者
が
代
位
債
権
者
の
当
事
者
適
格
を
争
う
手
段
と
し
て
、
独
立

当
事
者
参
加
（
民
事
訴
訟
法
第
47
条
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

他
の
債
権
者
が
後
か
ら
債
権
者
代
位
権
を
行
使
し
た
い
と
考
え
る
場
合
に
取
り
得
る
手
段
は
訴
訟
参
加
で
あ
り
、
そ
の
参
加
の
形
態
は
共
同
訴
訟
参
加
（
民
事
訴
訟
法
第

52
条
）
で
あ
る
。
ま
た
、
共
同
訴
訟
参
加
の
他
に
、
独
立
当
事
者
参
加
を
認
め
た
裁
判
例
（
東
京
高
判
昭
和
52
年
4
月
18
日
判
タ
357
号
243
頁
）
も
あ
る
が
、
本
来
型
の
債
権

者
代
位
権
に
お
け
る
債
権
回
収
機
能
（
事
実
上
の
優
先
弁
済
）
を
否
定
す
る
場
合
（
前
記
第
9
の
3
⑵
参
照
）
に
は
、
他
の
債
権
者
に
よ
る
独
立
当
事
者
参
加
を
認
め
る
余

地
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（
前
記
第
9
の
6
⑶
参
照
）、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
検
討
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

8　

裁
判
上
の
代
位
の
制
度
（
民
法
第
423
条
第
2
項
本
文
）
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
特
に
異
論
は
な
い
。

第
10　

詐
害
行
為
取
消
権

1
⑴　

詐
害
行
為
取
消
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
責
任
説
を
根
拠
に
も
し
得
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
責
任
説
を
根
拠
と
す
る
際
に
は
、
責
任
訴
訟
の
観
点
を
民
事
訴
訟
法
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
か
と
の
問
題
が
残
っ
て
し
ま
う
。
民
事
訴
訟
法
に
て
何
ら
か
の
手
当
て
を
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
私
的
整
理
の
場
面
に
お
い
て
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
が
実
質
的
に
は
倒
産
法
に
お
け
る
否
認
権
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
も
、
責
任
説
の
採
用
に
は

慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
折
衷
説
を
一
応
の
前
提
と
し
て
以
下
議
論
を
す
る
が
、
両
説
と
も
に
法
的
性
質
の
根
拠
と
な
り
得
る
と
考
え
る
。

1
⑵　

否
認
訴
訟
で
破
産
者
を
被
告
と
す
る
必
要
が
な
い
の
は
、
破
産
手
続
開
始
決
定
に
伴
い
債
務
者
（
破
産
者
）
財
産
の
管
理
処
分
権
が
債
務
者
か
ら
破
産
管
財
人
に
移
る

こ
と
か
ら
、
破
産
者
は
否
認
訴
訟
の
当
事
者
適
格
を
失
う
た
め
、
被
告
と
な
り
得
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
に
お
い
て
も
債
務

者
を
被
告
に
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、
被
保
全
債
権
の
存
在
や
債
務
者
の
主
観
的
要
件
の
充
足
が
受

益
者
や
転
得
者
と
は
無
関
係
な
債
務
者
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
以
上
、
債
務
者
を
も
被
告
と
す
る
方
が
、
被
告
側
の
防
御
に
と
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

1
⑶　

上
記
前
記
第
10
の
1
⑵
の
よ
う
に
、
債
務
者
も
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
の
被
告
と
す
る
見
解
を
と
れ
ば
、
責
任
財
産
の
保
全
と
い
う
詐
害
行
為
取
消
制
度
の
趣
旨
か
ら
も
、

詐
害
行
為
取
消
訴
訟
が
競
合
し
た
場
合
に
は
、
判
決
を
合
一
に
確
定
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
際
、
複
数
の
債
権
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
に
対
し
て
逸
出
財



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）
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産
の
引
渡
し
を
求
め
た
場
合
に
ど
う
す
る
の
か
な
ど
判
決
の
合
一
性
確
保
の
た
め
の
問
題
が
生
じ
る
た
め
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

2
⑴
ア　

詐
害
行
為
取
消
権
は
現
条
文
上
、「
債
権
者
を
害
す
る
行
為
を
知
っ
て
し
た
行
為
」
に
対
し
て
行
使
で
き
る
と
す
る
。
対
象
行
為
に
つ
い
て
否
認
制
度
と
同
様
に
類

型
ご
と
に
規
定
を
設
け
る
に
せ
よ
、
現
条
文
の
ま
ま
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
取
消
対
象
行
為
が
あ
っ
た
時
点
に
お
け
る
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
し
た
行
為
が
対
象
な

の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
被
保
全
債
権
は
詐
害
行
為
よ
り
も
前
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

詐
害
行
為
後
に
取
得
し
た
債
権
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
発
生
原
因
が
詐
害
行
為
前
で
あ
れ
ば
被
保
全
債
権
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（
破
産
債
権
の
定
義
（
破
産
法

第
2
条
第
5
項
）
参
照
）。

2
⑴
イ　

基
本
方
針
に
よ
れ
ば
、
無
資
力
要
件
に
つ
い
て
「
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
持
っ
て
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
（
当
該
行
為
に
よ
り
こ
の
状
態

と
な
る
場
合
を
含
む
）」、
す
な
わ
ち
債
務
超
過
状
態
に
あ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
現
行
民
法
第
424
条
は
「
債
権
者
を
害
す
る
…
行
為
」
と
だ
け
、
破
産
法
第
160
条
第
1

項
第
1
号
は
「
破
産
債
権
者
を
害
す
る
…
行
為
」
と
だ
け
規
定
し
て
お
り
、「
害
す
る
」
の
内
容
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
た
め
、
債
務
超
過
状
態
に
あ
る
こ
と
を
明
示

す
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
。
た
だ
し
、
債
務
超
過
と
い
う
要
件
に
関
し
て
は
若
干
の
疑
問
も
あ
る
。
ま
ず
、
債
務
超
過
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
の
財
産
の
価
額
の
評
価

基
準
で
あ
り
、
こ
れ
は
解
釈
論
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
清
算
価
値
で
考
え
る
の
か
、
継
続
企
業
価
値
で
考
え
る
の
か
、
ど
ち
ら
か
大
き
い
方
で
考
え
る
の
か
。

こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
検
討
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
債
務
超
過
を
考
え
る
際
の
負
債
に
つ
い
て
で
あ
る
。
法
人
の
破
産
手
続
開
始
原
因
で
あ
る
債
務
超
過

（
破
産
法
第
16
条
）
は
、
負
債
に
は
履
行
期
未
到
来
の
も
の
も
含
む
の
が
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。
提
案
さ
れ
て
い
る
債
務
超
過
に
つ
い
て
も
同
じ
解
釈
を
し
て
よ
い
の
か

が
問
題
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
現
在
は
資
産
と
負
債
を
比
べ
れ
ば
、
確
か
に
負
債
の
方
が
大
き
い
が
、
負
債
の
履
行
期
は
ず
っ
と
先
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
、

負
債
の
弁
済
期
が
来
る
ま
で
に
は
財
産
状
態
が
回
復
す
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
の
に
、
そ
の
時
点
で
の
詐
害
行
為
を
取
り
消
す
必
要
が
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
「
債
務
超
過
」
の
定
義
に
は
様
々
の
解
釈
が
存
在
し
得
る
と
こ
ろ
、
そ
の
解
釈
を
限
定
し
て
し
ま
う
よ
う
な
形
で
明
示
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
慎
重
に
な

る
べ
き
で
あ
り
、
無
資
力
要
件
の
明
文
化
に
は
今
度
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

2
⑵
ア　

倒
産
法
に
お
け
る
否
認
権
と
の
関
係
に
お
い
て
、
逆
転
現
象
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
同
じ
行
為
を
対
象
と
す
る

と
き
に
、
詐
害
行
為
取
消
し
と
否
認
で
は
ど
ち
ら
が
取
り
消
し
や
す
く
あ
る
べ
き
か
と
言
え
ば
、
倒
産
手
続
が
始
ま
っ
て
い
る
否
認
権
の
方
が
取
り
消
し
や
す
く
な
っ
て
よ

い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
詐
害
行
為
取
消
し
で
は
取
り
消
せ
る
が
、
否
認
は
で
き
な
い
状
況
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
具
体
的
に
は
、
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
が
債
務

者
の
破
産
に
よ
っ
て
中
断
し
、
破
産
管
財
人
が
受
継
す
る
破
産
法
第
45
条
第
1
項
第
2
項
の
局
面
と
し
て
現
れ
、
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
な
ら
本
案
で
勝
て
る
が
、
否
認
訴
訟

と
し
て
受
継
す
る
と
敗
訴
し
て
し
ま
う
の
は
や
は
り
望
ま
し
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
倒
産
法
の
否
認
権
に
関
す
る
要
件
・
効
果
等
を
踏
ま
え
て
更
な
る
検
討
を
す
べ

き
で
あ
る
。

2
⑵
イ
ア　

基
本
的
に
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
要
件
を
類
型
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
要
件
は
倒
産
法
上
の
否
認
権
に
整
合
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

2
⑵
イ
イ　

基
本
的
に
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
要
件
を
類
型
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
要
件
は
倒
産
法
上
の
否
認
権
に
整
合
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

2
⑵
イ
ウ　

破
産
法
第
160
条
第
3
項
は
、
支
払
停
止
が
あ
っ
た
後
、
ま
た
そ
の
前
6
か
月
以
内
に
し
た
無
償
行
為
等
を
否
認
の
対
象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
債
務
超
過
が
詐
害



三
七
二

行
為
取
消
し
の
要
件
と
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
が
無
償
行
為
の
取
消
し
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
、
債
務
超
過
に
陥
っ
た
後
か
つ
支
払
停
止
よ
り
6
月
を
越
え
て
前
に
さ
れ
た
無

償
行
為
に
つ
い
て
は
、
詐
害
行
為
取
消
し
で
は
取
り
消
せ
る
が
、
無
償
否
認
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
や
は
り
詐
害
行
為
取
消
し
の
要
件
に
関
し
て
も
、
何
ら
か
の
時
期
的

な
制
限
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

2
⑵
ウ
ア　

判
例
は
原
則
と
し
て
債
務
消
滅
行
為
は
詐
害
行
為
取
消
し
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
の
、
例
外
的
に
取
消
可
能
性
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
例
外

的
な
取
消
可
能
性
も
、
支
払
不
能
前
の
特
定
の
債
権
者
へ
の
債
務
消
滅
行
為
が
否
認
権
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
た
め
、
こ
こ
に
も
逆
転
現
象
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
方
針
で
は
、
ど
の
案
も
詐
害
行
為
取
消
し
の
対
象
か
ら
本
旨
弁
済
を
一
切
除
外
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
債
権
者
平
等
の
確
保
の
た
め
に
債
務
消

滅
行
為
の
効
力
を
覆
し
た
け
れ
ば
、
倒
産
手
続
を
開
始
し
て
否
認
権
を
行
為
す
べ
き
で
あ
る
と
の
趣
旨
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
趣
旨
自
体
は
理
解
で
き
る
が
、

倒
産
手
続
で
も
、
特
別
清
算
と
個
人
再
生
は
否
認
権
の
制
度
を
有
し
て
お
ら
ず
、
債
務
者
自
身
が
こ
れ
ら
の
手
続
を
開
始
し
て
し
ま
う
と
、
も
は
や
債
権
者
は
破
産
を
申
し

立
て
ら
れ
な
く
な
る
の
で
、
否
認
に
よ
る
債
権
者
平
等
の
確
保
が
で
き
な
く
な
る
。
た
と
え
債
務
消
滅
行
為
を
詐
害
行
為
取
消
の
対
象
と
し
た
と
し
て
も
、
倒
産
手
続
類
似

の
制
度
を
構
築
す
る
必
然
性
は
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
あ
る
程
度
は
や
は
り
否
認
制
度
と
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

2
⑵
ウ
イ　

上
記
債
務
消
滅
行
為
に
関
す
る
意
見
と
同
旨
で
あ
る
。

2
⑵
エ　

対
抗
要
件
具
備
行
為
は
詐
害
行
為
取
消
し
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
倒
産
法
に
は
古
く
か
ら
対
抗
要
件
否
認
の
規
定
が
存
在
す
る
た
め
、

こ
の
ず
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
対
抗
要
件
否
認
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
倒
産
法
的
に
も
ま
だ
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
民
法
に
対

す
る
明
確
な
示
唆
が
出
来
な
い
状
況
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
時
期
的
要
件
を
中
心
に
、
今
後
も
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

2
⑶　

他
の
検
討
事
項
と
同
様
に
、
や
は
り
逆
転
現
象
が
生
じ
て
い
る
以
上
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
倒
産
法
と
の
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
要
件
に
つ
い
て
は
、
破
産
法

と
同
様
に
規
定
す
る
こ
と
が
良
い
と
は
思
う
が
、
破
産
法
の
よ
う
に
前
者
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
の
悪
意
も
要
件
に
含
め
て
し
ま
う
と
、
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取

消
権
が
適
用
さ
れ
る
場
面
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
た
め
、
要
件
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
。

2
⑷　

破
産
管
財
人
が
否
認
の
対
象
行
為
と
な
ら
な
い
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
を
そ
の
ま
ま
続
行
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
は
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。
た
だ
、
も
は
や
個
別
の
取
消

債
権
者
は
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
る
と
破
産
債
権
者
と
な
り
、
個
別
的
権
利
行
使
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
破
産
管
財
人
も
取
消
債
権
者
も
続
行
で
き
な
い
財
産
関
係

の
訴
訟
が
存
在
し
て
し
ま
う
の
も
お
か
し
い
。
や
は
り
否
認
制
度
と
の
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

3
⑴　

基
本
方
針
に
よ
れ
ば
、
取
消
債
権
者
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
の
判
決
確
定
時
か
ら
一
定
期
間
経
過
し
た
後
に
、
受
領
し
た
金
銭
の
債
務
者
へ
の
返
還
債
務
と
被
保
全
債
権

と
を
相
殺
す
る
こ
と
を
認
め
る
提
案
が
あ
る
。
確
か
に
、
一
定
期
間
を
設
け
る
こ
と
で
事
実
上
の
優
先
弁
済
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
制
限
を

設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
費
用
等
を
自
己
負
担
し
な
が
ら
も
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
に
挑
も
う
と
す
る
取
消
債
権
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
減
少
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
か
。
事
実
上
の
優
先
弁
済
を
制
限
す
る
あ
ま
り
、
逆
に
詐
害
行
為
取
消
制
度
そ
の
も
の
を
没
却
さ
せ
な
い
よ
う
慎
重
に
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

3
⑵　

こ
の
点
に
つ
い
て
も
上
記
と
同
様
に
、
事
実
上
の
優
先
弁
済
機
能
を
制
限
す
る
あ
ま
り
に
、
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
を
行
お
う
と
す
る
取
消
債
権
者
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
が
減
少
し
、
詐
害
行
為
取
消
制
度
そ
の
も
の
が
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
七
三

3
⑶　

確
か
に
、
現
条
文
の
文
言
で
は
逸
出
財
産
の
回
復
方
法
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
解
釈
や
判
例
法
理
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
回
復
す
る
財
産
が

不
動
産
、
金
銭
そ
の
他
の
動
産
、
債
権
と
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
回
復
方
法
を
明
示
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
取

消
し
の
効
果
と
し
て
、
債
務
者
を
も
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
の
被
告
と
な
し
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
責
任
財
産
は
債
務
者
の
下
に
回
復
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
具

体
的
な
財
産
の
回
復
方
法
に
つ
い
て
は
、
解
釈
に
委
ね
る
部
分
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

3
⑷　

否
認
訴
訟
は
、
破
産
手
続
で
は
破
産
管
財
人
が
、
再
生
手
続
で
は
監
督
委
員
が
、
更
生
手
続
で
は
更
生
管
財
人
が
そ
れ
ぞ
れ
否
認
権
を
行
使
す
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
は

総
債
権
者
の
主
に
配
当
原
資
増
殖
の
た
め
に
否
認
権
を
行
使
す
る
た
め
、
回
復
し
た
財
産
は
最
終
的
に
は
総
債
権
者
の
弁
済
原
資
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
費
用
は
共

益
性
が
高
い
こ
と
か
ら
優
先
的
に
弁
済
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
詐
害
行
為
取
消
権
の
費
用
に
つ
い
て
も
、
事
実
上
の
優
先
弁
済
を
完
全
に
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
共

益
性
あ
る
債
権
と
し
て
先
取
特
権
と
し
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
が
、
債
権
回
収
機
能
を
肯
定
あ
る
い
は
制
限
す
る
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
先
取
特
権
と
し
て
規
定
を
設
け

る
こ
と
ま
で
は
不
要
で
は
な
い
か
。

3
⑸
ア　

破
産
法
第
169
条
も
受
益
者
の
債
権
の
復
活
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
詐
害
行
為
取
消
権
に
お
い
て
も
判
例
の
見
解
が
一
般
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま

え
て
、
受
益
者
の
債
権
の
復
活
を
明
文
化
し
て
は
ど
う
か
。

3
⑸
イ　

詐
害
行
為
取
消
権
と
受
益
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
責
任
財
産
の
保
全
と
い
う
観
点
の
み
な
ら
ず
、
受
益
者
の
取
引
の
安
全
に
つ
い
て
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

現
在
の
判
例
法
理
に
よ
れ
ば
、
受
益
者
が
債
務
者
の
詐
害
行
為
に
つ
い
て
善
意
で
あ
っ
て
も
、
結
果
的
に
は
無
資
力
の
債
務
者
に
支
払
っ
た
対
価
に
つ
い
て
劣
後
的
取
扱
い

を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
も
、
破
産
法
第
168
条
の
よ
う
に
、
債
務
者
の
隠
匿
の
意
思
等
に
つ
い
て
の
受
益
者
が
悪
意
で

あ
っ
た
場
合
を
除
い
て
、
受
益
者
の
反
対
給
付
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
よ
う
明
文
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

3
⑸
ウ　

こ
の
点
に
つ
い
て
も
上
記
と
同
様
に
、
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
趣
旨
か
ら
、
善
意
の
転
得
者
の
反
対
給
付
に
つ
い
て
は
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
、

転
得
者
が
前
者
に
対
し
て
し
た
出
捐
が
、
受
益
者
が
債
務
者
に
し
た
出
捐
よ
り
も
大
き
い
場
合
に
は
、
転
得
者
の
反
対
給
付
の
価
額
そ
の
も
の
を
債
務
者
に
請
求
す
る
こ
と

は
妥
当
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
場
合
の
調
整
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
討
が
必
要
と
考
え
る
。

4　

行
使
期
間
に
つ
い
て
は
、
消
滅
時
効
制
度
に
つ
い
て
の
見
直
し
の
方
向
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
更
な
る
検
討
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
破
産
法
改
正
の
際
に
も
、
否
認
権
の

行
使
期
間
20
年
が
長
す
ぎ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
な
が
ら
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
行
使
期
間
と
の
関
係
で
短
期
化
で
き
な
か
っ
た
経
緯
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
使
期
間
は
短
期

化
す
る
方
向
で
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
11　

多
数
当
事
者
の
債
権
及
び
債
務
（
保
証
債
務
を
除
く
。）

1
⑴　

賛
成
で
あ
る
。
現
行
民
法
第
427
条
は
、
単
に
平
等
で
あ
る
旨
を
規
定
す
る
が
、
内
部
関
係
を
自
由
に
定
め
得
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
債
権
者
が
そ
の

点
に
悪
意
で
あ
る
と
き
は
、
対
外
的
に
も
分
割
額
は
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
分
割
債
務
に
つ
い
て
、
こ
の
点
を
明
文
化
す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
。

1
⑵
ア
ア　

連
帯
債
務
は
、
性
質
上
、
可
分
で
あ
り
な
が
ら
、
債
務
者
が
連
帯
し
て
債
務
を
負
う
こ
と
に
つ
い
て
特
殊
な
原
因
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
発

生
原
因
を
法
定
す
る
こ
と
は
賛
成
で
あ
る
。
実
務
で
は
親
子
や
夫
婦
で
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
む
よ
う
な
場
面
で
な
け
れ
ば
連
帯
債
務
を
見
る
こ
と
は
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、



三
七
四

連
帯
債
務
が
法
律
の
規
定
の
み
な
ら
ず
意
思
表
示
に
よ
っ
て
も
成
立
す
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
分
か
り
や
す
い
民
法
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

検
討
事
項
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
委
員
会
提
案
（『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』）
で
は
、
連
帯
債
務
に
お
け
る
混
同
の
絶
対
効
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
（【3.1.6.13

】）、

相
対
的
効
力
の
原
則
を
強
化
し
（【3.1.6.08

】）、
履
行
請
求
【3.1.6.09

】、
債
権
時
効
【3.1.6.10

】、
免
除
【3.1.6.11

】、
更
改
【3.1.6.12

】
に
つ
い
て
相
対
的
効
力
と
し

た
う
え
で
、
連
帯
債
務
者
間
に
「
協
働
関
係
」（
連
帯
債
務
者
の
う
ち
の
あ
る
者
に
対
し
て
請
求
す
れ
ば
他
の
連
帯
債
務
者
に
も
伝
達
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
）
が
あ
る
場
合

に
の
み
履
行
請
求
や
債
権
時
効
に
絶
対
的
効
力
が
付
与
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
絶
対
的
効
力
事
由
を
定
め
る
連
帯
債
務
の
規
定
に
は
必
ず
し
も

合
理
性
が
な
い
も
の
が
多
く
、
債
権
の
担
保
力
を
弱
め
る
と
の
批
判
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
履
行
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
の
利
益
と
連
帯
債
務
者
の

利
益
と
を
調
整
す
る
観
点
か
ら
、
絶
対
的
効
力
が
認
め
ら
れ
る
場
面
を
限
定
す
る
こ
と
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
向
で
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

1
⑵
ア
イ　

民
法
に
お
け
る
契
約
に
基
づ
く
連
帯
債
務
の
成
立
と
商
法
第
511
条
第
1
項
に
よ
る
連
帯
債
務
の
成
立
の
間
に
は
、
相
違
点
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
こ
の
相
違
が

埋
ま
ら
な
い
限
り
、
今
な
お
連
帯
債
務
の
成
立
に
お
け
る
民
法
と
商
法
の
違
い
は
維
持
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ど
こ
ま
で
連
帯
債
務
の
成
立
を
認
め

る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
は
、
実
務
を
踏
ま
え
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

1
⑵
イ　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
連
帯
債
務
者
の
一
人
に
つ
い
て
生
じ
た
事
由
の
効
力
等
に
関
す
る
議
論
の
在
り
方
に
対
し
て
は
、
法
律
行
為
ご
と
に
債
権
者
と
連
帯
債
務

者
と
の
利
害
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
を
考
慮
し
な
が
ら
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。

1
⑵
イ
ア　

債
権
者
の
通
常
の
意
思
に
照
ら
せ
ば
、
履
行
の
請
求
は
絶
対
的
効
力
事
由
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
債
務
者
間
に
利
益
共
同
関
係
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
絶
対
的
効

力
を
認
め
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
る
。

1
⑵
イ
イ　

債
務
の
免
除
の
趣
旨
が
、
単
に
そ
の
連
帯
債
務
者
に
対
し
て
は
請
求
し
な
い
と
い
う
意
思
表
示
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
連
帯
債
務
者
に
は
何
ら
影
響
が

及
ぶ
こ
と
は
な
く
（
負
担
部
分
の
限
度
で
の
絶
対
的
効
力
も
生
じ
な
い
）、
債
権
者
は
他
の
連
帯
債
務
者
に
対
し
て
全
額
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
免
除
の
相

対
効
と
い
っ
て
も
、
債
権
者
の
意
思
次
第
で
絶
対
効
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
債
権
の
効
力
強
化
と
い
う
目
標
を
志
向
す
る
解
決
で
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、

原
則
は
相
対
的
事
由
と
定
め
る
こ
と
に
反
対
す
る
理
由
は
な
い
。
た
だ
、
相
対
効
の
立
場
か
ら
は
、
別
途
、
求
償
の
問
題
が
生
じ
る
の
で
、
こ
の
点
に
配
慮
が
必
要
と
な
る
。

相
対
効
の
立
場
を
貫
く
の
で
あ
れ
ば
、
連
帯
債
務
者
間
の
求
償
関
係
に
も
影
響
が
及
ば
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
弁
済
を
し
た
他
の
連
帯
債
務
者
は
債
務
の
免
除
を
受
け
た
連

帯
債
務
者
に
対
し
て
も
求
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
債
務
の
免
除
を
受
け
た
連
帯
債
務
者
は
求
償
に
応
じ
た
と
し
て
も
、
債
権
者
に
対
し
て
求
償
を
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
の
考
え
方
の
よ
う
に
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。

1
⑵
イ
ウ　

更
改
は
、
契
約
を
延
長
す
る
た
め
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
や
、
一
種
の
代
物
弁
済
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
れ
を
絶
対
的
効
力
事
由
と
す
る
こ
と

に
も
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
が
、
債
務
の
免
除
を
相
対
的
効
力
事
由
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
の
均
衡
を
保
つ
観
点
か
ら
も
、
更
改
に
つ
い
て
も
相
対
的
効
力
事
由

と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

1
⑵
イ
エ　

相
対
効
の
背
景
に
は
、
債
権
者
と
し
て
は
、
資
力
の
あ
る
連
帯
債
務
者
の
み
な
ら
ず
、
資
力
の
な
い
連
帯
債
務
者
に
も
時
効
中
断
の
措
置
を
講
じ
て
お
か
な
け
れ

ば
、
後
者
の
時
効
完
成
に
よ
り
、
前
者
の
債
務
も
縮
減
す
る
と
い
う
思
わ
ぬ
不
利
益
を
受
け
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
連
帯
債
務
の
担
保
的
機
能
を
弱
め
る
方
向
に
作
用
す
る



「
民
法
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債
権
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係
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す
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三
七
五

絶
対
的
効
力
事
由
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
と
の
配
慮
が
働
い
て
い
る
。
た
だ
、
履
行
請
求
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
連
帯
債
務
者
間
に
密
接
な
共
同
関
係
（
協
働
関

係
）
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
履
行
の
請
求
に
絶
対
的
効
力
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
時
効
の
完
成
に
つ
い
て
も
同
様
の
観
点
か
ら
絶
対
的
効
力
を
認
め
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。

1
⑵
イ
オ　

連
帯
債
務
者
が
別
の
連
帯
債
務
者
の
有
す
る
債
権
を
用
い
て
相
殺
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
は
、
連
帯
債
務
者
の
間
で
は
他
人
の
権
利
を
処
分
す
る
こ
と
を
容
認

す
る
の
み
な
ら
ず
、
反
対
債
権
を
有
す
る
連
帯
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
当
該
連
帯
債
務
を
含
め
た
複
数
の
債
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
債
務
を
消
滅
さ

せ
る
か
の
選
択
権
を
有
し
て
い
る
他
の
連
帯
債
務
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
そ
の
不
当
性
は
さ
ら
に
一
層
顕
著
な
も
の
と
な
る
。
た
だ
、
相
殺
に
絶
対
効
を
認

め
た
趣
旨
が
、
求
償
の
循
環
を
回
避
し
、
反
対
債
権
を
有
す
る
連
帯
債
務
者
を
債
権
者
の
無
資
力
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
履
行
拒
絶
抗

弁
説
を
一
蹴
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
な
お
精
緻
な
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。

1
⑵
イ
カ　

破
産
法
第
104
条
第
1
項
は
、
破
産
債
権
と
な
る
の
は
本
来
の
債
権
額
全
額
で
は
な
く
、
破
産
手
続
開
始
時
の
現
存
額
と
定
め
て
お
り
、
民
法
第
441
条
を
制
限
し
て

い
る
。
こ
の
点
、
両
者
は
内
容
を
異
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
民
法
441
条
は
実
際
に
は
適
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
条
文
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
連
帯
債
務
者
の
破
産
に
つ

い
て
は
破
産
法
に
お
い
て
手
当
て
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

1
⑵
ウ
ア　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。

1
⑵
ウ
イ　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。

1
⑵
ウ
ウ　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。

1
⑵
ウ
エ　

事
前
通
知
制
度
の
制
度
趣
旨
を
考
え
れ
ば
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
制
限
す
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
現
行
法
を
改
め
る
必
要
は
な
い
。

1
⑵
ウ
オ　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。

1
⑵
ウ
カ　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
連
帯
の
免
除
は
、
実
務
で
も
ま
ず
見
か
け
な
い
も
の
で
あ
り
、
言
葉
の
意
味
も
分
か
り
に
く
い
。

1
⑵
ウ
キ　

連
帯
保
証
と
の
関
係
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

1
⑶　

不
可
分
債
務
と
連
帯
債
務
と
の
間
に
効
力
の
差
異
が
残
る
場
合
に
は
、
意
思
表
示
に
よ
る
不
可
分
債
務
を
認
め
る
実
益
が
あ
る
。

2
⑴　

現
行
民
法
第
427
条
は
、
単
に
各
債
権
者
が
平
等
の
割
合
で
権
利
を
有
す
る
旨
を
規
定
す
る
が
、
内
部
関
係
は
自
由
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

債
務
者
が
悪
意
で
あ
る
と
き
は
、
対
外
的
に
も
分
割
額
は
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
旨
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
は
実
益
が
あ
る
。
ま
た
、
実
務
上
、
特
に
相
続
人
が
複
数
で
あ

る
場
合
の
相
続
の
場
面
に
お
い
て
、
分
割
債
権
に
な
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

2
⑵　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。

2
⑶　

賛
成
で
あ
る
。
連
帯
債
権
は
、
い
く
つ
か
の
裁
判
例
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
多
く
は
、
同
一
損
害
に
対
す
る
複
数
人
の
損
害
賠
償
債
権
で
あ
る
が
、
民
法
第
613
条
第
1

項
と
の
関
連
で
、
賃
貸
人
の
転
借
人
に
対
す
る
賃
料
請
求
権
と
転
貸
人
の
転
借
人
に
対
す
る
賃
料
請
求
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
連
帯
債
権
と
な
る
。

3　

物
権
と
の
議
論
も
必
要
で
あ
る
。
組
合
や
権
利
能
力
な
き
社
団
の
債
権
債
務
関
係
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
対
応
で
足
り
る
。



三
七
六

第
12　

保
証
債
務

1
⑴　

こ
の
場
合
の
保
証
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
、
債
権
者
の
受
益
の
意
思
表
示
を
要
す
る
か
ど
う
か
な
ど
、
検
討
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
は
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契

約
と
も
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
保
証
を
目
的
と
す
る
脱
法
的
な
併
存
的
債
務
引
受
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
併
存
的
債
務
引
受
に
保
証
人
保
護
の
規
定

を
準
用
す
る
方
法
も
あ
る
の
で
、
保
証
引
受
契
約
の
規
定
を
新
設
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

1
⑵　

保
証
人
に
対
す
る
説
明
義
務
や
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
場
合
の
留
意
点
と
し
て
、
保
証
を
業
と
す
る
者
に
対
す
る
説
明
と
そ
う
で
な
い
者
に
対
す
る

説
明
と
の
違
い
や
、
主
債
務
者
の
資
力
に
関
す
る
情
報
を
保
証
人
に
提
供
す
る
こ
と
が
守
秘
義
務
に
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
一
定

額
を
超
え
る
保
証
契
約
の
締
結
に
は
、
保
証
人
に
対
し
て
説
明
し
た
内
容
を
公
正
証
書
に
残
す
こ
と
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

1
⑶　

主
債
務
者
が
期
限
の
利
益
を
喪
失
す
る
前
に
債
権
者
か
ら
保
証
人
に
対
す
る
通
知
な
ど
が
あ
れ
ば
、
保
証
人
が
代
位
弁
済
し
て
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
な
い
こ
と
も

可
能
と
な
る
。
保
証
契
約
締
結
後
の
保
証
人
保
護
の
た
め
の
方
策
を
設
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

1
⑷　

実
務
上
、
事
業
者
の
保
証
人
に
対
す
る
担
保
保
存
義
務
を
免
除
す
る
条
項
や
保
証
人
が
保
証
債
務
を
履
行
し
た
場
合
の
主
債
務
者
に
対
す
る
求
償
権
の
範
囲
を
制
限
す

る
条
項
の
効
力
を
制
限
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
、
消
費
者
契
約
法
に
お
け
る
不
当
条
項
規
制
と
の
関
係
に
留
意
し
つ
つ
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

2　

付
従
性
に
つ
い
て
は
、
成
立
・
存
続
・
消
滅
に
つ
き
規
定
の
整
備
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

3
⑴
ア　

保
証
人
保
護
の
た
め
の
制
度
を
あ
え
て
廃
止
す
る
こ
と
は
な
い
。

3
⑴
イ　

適
時
執
行
義
務
は
認
め
る
が
保
証
人
の
事
前
求
償
権
を
認
め
な
い
と
し
た
り
、
適
時
執
行
義
務
は
認
め
な
い
が
、
保
証
人
の
事
前
求
償
権
は
認
め
る
と
す
る
な
ど
、

事
前
求
償
権
の
規
律
と
セ
ッ
ト
で
保
証
人
保
護
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
仮
に
適
時
執
行
義
務
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
連
帯
保
証
に
も

適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

3
⑵　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。

4
⑴　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。

4
⑵　

事
前
求
償
権
は
、
主
債
務
者
が
破
綻
し
た
場
合
に
保
証
人
が
倒
産
手
続
等
に
参
加
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
民
法
第
460
条
第
1
号
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
趣

旨
は
、
主
債
務
者
に
倒
産
手
続
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
に
免
責
等
さ
れ
た
場
合
に
は
、
事
後
求
償
で
は
主
債
務
者
に
求
償
権
を
行
使
す
る
余
地
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
保

証
人
が
不
利
益
を
受
け
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
委
託
を
受
け
た
保
証
人
の
み
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
は
な
く
、
連
帯
債
務
者
等
全
部
義
務
者
一
般
に
妥
当
す

る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
倒
産
手
続
で
は
債
権
届
出
期
間
が
あ
る
の
で
、
求
償
権
が
現
実
化
し
て
か
ら
で
な
い
と
届
出
で
き
な
い
と
す
る
と
、
こ
の
期
間
を
徒
過
し
て
し
ま

う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
破
産
法
第
104
条
第
3
項
本
文
は
、
全
部
義
務
者
が
将
来
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
求
償
権
を
届
出
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
、
事
前
求
償
権
を

一
般
化
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
第
460
条
第
1
号
が
削
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
主
債
務
者
に
倒
産
手
続
が
開
始
し
た
場
合
に
、
保
証
人
や
連
帯
保
証
人
等
全
部
義
務

者
が
不
利
益
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
は
想
定
し
難
い
と
考
え
る
。

た
だ
、
実
際
に
は
、
破
産
法
第
104
条
第
3
項
で
事
前
求
償
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
て
も
、
同
法
第
104
条
第
3
項
但
書
に
「
債
権
者
が
破
産
手
続
開
始
の
時
に
お
い
て



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
七
七

有
す
る
債
権
に
つ
い
て
破
産
手
続
に
参
加
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
あ
り
、
権
利
の
二
重
行
使
の
防
止
の
た
め
に
、
求
償
権
者
の
破
産
手
続
へ
の
参
加
は
制
限

さ
れ
て
い
る
。
通
常
、
債
権
者
は
破
産
手
続
に
参
加
し
て
い
る
の
で
、
実
質
的
に
同
法
第
104
条
第
3
項
本
文
が
働
く
場
面
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

4
⑶　

連
帯
債
務
者
と
保
証
人
と
で
は
利
益
状
況
が
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
仮
に
連
帯
債
務
者
の
事
前
通
知
義
務
を
廃
止
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
論
理
必
然

的
に
委
託
を
受
け
た
保
証
人
の
事
前
通
知
義
務
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

4
⑷　

求
償
の
要
件
で
あ
る
「
債
務
者
の
意
思
に
反
し
て
」
と
い
う
主
観
的
な
要
件
で
は
な
く
、「
債
務
者
の
合
理
的
な
利
益
に
反
し
て
」
と
い
う
よ
う
な
客
観
的
な
要
件
に

す
べ
き
で
あ
る
。

5　

保
証
契
約
に
際
し
て
分
別
の
利
益
を
ど
う
す
る
の
か
を
明
確
に
表
示
す
る
こ
と
を
促
す
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

6
⑴　

法
人
保
証
と
個
人
保
証
を
区
別
し
、
ま
た
、
後
者
に
つ
き
経
営
者
保
証
と
経
営
者
以
外
の
第
三
者
保
証
に
区
分
し
た
う
え
で
、
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

6
⑵　

連
帯
保
証
人
に
対
す
る
履
行
の
請
求
に
絶
対
的
効
力
を
認
め
な
い
と
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
主
債
務
者
が
得
を
す
る
事
態
が
生
ず
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、

連
帯
保
証
人
が
主
債
務
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
た
場
合
や
主
債
務
者
と
連
帯
保
証
人
と
の
間
に
一
定
の
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
絶
対
的
効
力
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

7
⑴　

法
人
保
証
と
個
人
保
証
を
区
別
し
、
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
経
営
者
保
証
と
経
営
者
以
外
の
第
三
者
保
証
に
区
分
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

7
⑵　

根
保
証
で
は
、
契
約
当
初
に
予
測
で
き
な
い
よ
う
な
事
態
が
生
じ
得
る
こ
と
が
構
造
的
に
内
在
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
別
解
約
権
を
明
文
化
す
る
必
要
性
は

高
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
元
本
確
定
前
の
履
行
請
求
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
元
本
の
確
定
が
生
じ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
債
権
者
が
根
保
証
人
に
対
し

て
保
証
債
務
の
履
行
請
求
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
方
、
主
債
務
に
つ
き
債
務
不
履
行
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
債
権
者
が

保
証
債
務
の
履
行
請
求
を
な
し
得
る
と
い
う
の
は
、
根
保
証
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
「
根
」
的
部
分
を
無
視
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
問
題
の
本
質
は
、
根
保
証
を

基
礎
づ
け
る
要
素
の
い
ず
れ
を
ど
の
程
度
ま
で
考
慮
し
な
が
ら
、
こ
の
「
根
」
的
部
分
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
事
者
間
で
は
、
事

前
に
合
意
に
よ
っ
て
確
定
事
由
を
幅
広
に
定
め
て
お
く
と
か
、
債
権
者
に
元
本
確
定
請
求
権
を
認
め
て
お
く
こ
と
も
自
由
に
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
事
後
に
債
権
者
が
早
期

に
保
証
債
務
を
請
求
し
た
い
と
思
う
場
合
に
は
、
保
証
人
と
の
間
で
元
本
確
定
の
合
意
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
根
保
証
を
根
抵
当
と
パ
ラ
レ
ル
に

捉
え
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。
む
し
ろ
、
否
定
説
を
と
る
と
、
元
本
確
定
前
の
履
行
請
求
に
応
じ
て
保
証
人
が
弁
済
し
て
も
、
弁
済
に
つ
き
正
当
な
利
益
を
欠
く
こ
と
か

ら
、
法
定
代
位
（
民
法
第
500
条
）
が
で
き
ず
、
極
度
額
も
減
ら
な
い
と
い
う
結
果
と
な
り
、
保
証
人
に
酷
な
結
果
を
招
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

元
本
確
定
前
の
随
伴
性
に
つ
い
て
は
、
肯
定
説
を
と
っ
た
場
合
に
生
ず
る
法
律
関
係
の
複
雑
化
と
い
う
弊
害
は
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
確
定
前
の
随
伴

性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
前
に
被
保
証
債
権
の
譲
渡
や
代
位
弁
済
が
あ
っ
た
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
限
り
、
無
用
の
混
乱
を
招
く
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
否
定
説
の
方
が
望
ま
し
い
。
否
定
説
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
事
後
に
、
債
権
の
譲
渡
任
と
保
証
人
と
の
間
の
合
意
に
よ
り
極
度
額
を
変
更
す
る
と
と

も
に
、
保
証
人
が
債
権
の
譲
受
人
と
の
間
で
新
た
に
保
証
契
約
を
締
結
す
れ
ば
、
確
定
前
の
随
伴
性
を
認
め
た
と
同
様
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

た
だ
、
当
事
者
間
で
常
に
細
か
な
ル
ー
ル
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
特
約
が
な
い
場
合
の
取
り
扱
い
を
法
律
で
明
確
に
規
定
し
て
お
く
こ
と



三
七
八

は
必
要
で
あ
ろ
う
。

8
⑴　

消
費
者
信
用
に
関
す
る
保
証
と
事
業
者
信
用
に
関
す
る
保
証
と
を
区
別
し
て
議
論
を
す
べ
き
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
経
営
者
保
証
と
第
三
者
保
証
と
を
区
別
し

て
議
論
を
す
べ
き
で
あ
る
。

8
⑵　

損
害
担
保
契
約
な
ど
、
保
証
に
類
似
す
る
が
主
債
務
へ
の
付
従
性
が
な
い
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
保
証
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
明
文
の
規
定
を
設

け
る
必
要
性
は
高
い
と
い
え
る
。

第
13　

債
権
譲
渡

1
⑴　

譲
渡
禁
止
特
約
の
存
在
に
つ
い
て
譲
受
人
が
「
悪
意
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
特
約
を
譲
受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
現
行
法
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
維
持

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
賛
成
す
る
。
譲
渡
禁
止
特
約
を
対
抗
で
き
る
と
き
の
そ
の
効
力
に
関
し
、
絶
対
的
効
力
案
・
相
対
的
効
力
案
の
い
ず
れ
と
す
る
か
に
つ
き
、
統
一
的

意
見
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
討
議
の
過
程
で
、
債
権
譲
渡
の
本
質
で
あ
る
譲
渡
が
処
分
行
為(

準
物
権
行
為)

で
あ
り
、
物
権
法
と
の
整
合
性
を
意
識

さ
れ
た
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
の
で
念
の
た
め
付
記
す
る
。

な
お
、
①
．
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
に
つ
い
て
賛
成
す
る
。
法
律
要
件
分
類
説
の
立
場
か
ら
規
定
の
整
理
を
心
が
け
ら
れ
た
い
。
②
．
に
つ
い
て
は
、
特
別

法
で
対
処
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
ま
た
③
．
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例(

最
判 

平
成
18
年
12
月
21
日
集
民
222
号
643
頁
等)

の
状
況
か
ら
判
断
し
、
も
う
し
ば
ら
く

解
釈
に
委
ね
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。

1
⑵
ア　
「
更
に
検
討
」
す
る
こ
と
自
体
に
は
賛
成
す
る
が
、
こ
の
場
合
重
過
失
を
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
反
対
す
る
。
現
行
民
法
上
、
重
過
失
概
念
は
、
失
火
責
任
の

場
合
に
規
定
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
外
観
法
理
に
関
す
る
規
定
な
ど
取
引
の
安
全
を
図
る
領
域
に
お
い
て
は
、「
重
過
失
を
悪
意
と
同
視
す
る
」
と
い
う
解
釈
操
作
を
行

な
っ
て
い
る
。
右
の
違
い
を
無
視
し
て
、
重
過
失
概
念
を
い
き
な
り
立
法
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
強
い
違
和
感
を
覚
え
る
。
重
過
失
概
念
に
様
々
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を

留
意
し
て
、
そ
も
そ
も
の
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
も
再
検
討
を
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

1
⑵
イ　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

1
⑵
ウ　
「
更
に
検
討
」
す
る
こ
と
自
体
に
は
賛
成
す
る
。
倒
産
法
制
と
の
調
整
に
つ
き
意
識
し
つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

1
⑵
エ　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
絶
対
的
効
力
案
・
相
対
的
効
力
案
の
い
ず
れ
を
取
る
か
に
つ
き
、
統
一
研
見
解
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
、
相
対
的
効
力
案
を
前

提
と
す
る
本
論
点
へ
の
賛
否
は
留
保
す
る
。

1
⑶　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

2
⑴　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
現
行
の
対
抗
要
件
制
度
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
異
論
の
一
致
を
み
た
が
、
改
正
に
あ
た
っ
て
の
現
実
性
を
考
え
る
と
Ａ
案
は
採
り
得
ず
、
Ｃ

案
を
前
提
に
、
対
抗
要
件
制
度
が
並
存
す
る
こ
と
の
弊
害
よ
り
も
、
二
つ
の
対
抗
要
件
制
度
を
使
い
分
け
、
両
制
度
間
の
合
理
的
な
「
線
引
き
」
を
し
て
い
く
し
か
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
ほ
ぼ
意
見
の
一
致
を
み
た
。
な
お
Ｂ
案
へ
の
支
持
者
は
い
な
か
っ
た
。

2
⑵　

債
務
者
対
抗
要
件
（
債
務
者
に
対
す
る
権
利
行
使
要
件
）
を
通
知
に
限
っ
た
上
で
、
債
務
者
に
対
す
る
通
知
が
な
い
限
り
、
債
務
者
は
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
な
け



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
七
九

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
明
文
の
規
定
を
設
け
る
と
い
う
原
案
に
賛
成
す
る
。
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
単
な
る
観
念
の
通
知
に
す
ぎ
な
い
債
務
者
の
「
承
諾
」
に
積
極
的
意

義
を
見
い
だ
す
論
者
は
い
な
か
っ
た
。

2
⑶　

民
法
第
467
条
が
定
め
て
い
る
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
う
ち
、
債
務
者
と
の
関
係
で
の
対
抗
要
件
を
権
利
行
使
要
件
と
呼
び
、
債
務
者
以
外
の
第
三
者
と
の
関
係
で
の

対
抗
要
件
と
文
言
上
も
区
別
し
て
、
同
条
の
第
1
項
と
第
2
項
と
の
関
係
を
明
確
に
す
る
と
い
う
原
案
に
賛
成
す
る
。
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
つ
い
て
は
、
現
行
民
法
が
、

債
務
者
対
抗
要
件
と
第
三
者
対
抗
要
件
を
一
つ
の
条
文
で
、
同
じ
用
語
を
も
ち
い
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
混
乱
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
々
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、

改
正
に
よ
り
明
確
化
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

2
⑷
ア　

反
対
す
る
。
そ
も
そ
も
本
論
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
以
前
に
、
確
定
日
付
あ
る
通
知
が
同
時
に
到
達
し
た
場
合
の
処
理
を
ど
う
す
る
か
が
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
す
る
検
討
を
せ
ず
、
各
論
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
外
堀
を
埋
め
て
い
く
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
基
本
法
典
の
抜
本
的
改
正
に
お
い
て
は
な
さ
れ

る
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。

2
⑷
イ　

そ
も
そ
も
分
配
請
求
を
可
能
と
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
か
ど
う
か
を
議
論
す
る
以
前
に
、
確
定
日
付
あ
る
通
知
が
同
時
に
到
達
し
た
場
合
の
処
理
を
ど
う
す
る
か

に
つ
き
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
か
か
る
抜
本
的
検
討
の
一
環
と
し
て
、
分
配
請
求
を
立
法
で
規
定
す
る
こ
と
自
体
、
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
あ
り
う

る
も
の
と
理
解
す
る
。

2
⑷
ウ　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

3　
「
異
議
を
と
ど
め
な
い
承
諾
」
の
廃
止
に
賛
成
す
る
。
そ
も
そ
も
単
な
る
観
念
の
通
知
に
す
ぎ
な
い
債
務
者
の
承
諾
に
、
現
行
法
の
規
律
の
よ
う
に
、
過
大
な
効
果
を
付

す
る
べ
き
で
は
な
い
。
廃
止
後
の
法
律
構
成
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。
た
だ
、
時
効
利
益
の
放
棄
、
遺
留
分
の
放
棄
な
ど
他
の
領
域
に
お
け
る
規
律
と
の
整

合
性
に
意
識
し
つ
つ
、
安
易
な
放
棄
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

4
⑴　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
現
段
階
に
お
い
て
、
明
文
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
は
反
対
す
る
。
将
来
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
い
ま
し
ば
ら
く
判
例
法
の
生
成
に
委
ね
て
お

く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

4
⑵　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
将
来
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
い
ま
し
ば
ら
く
判
例
法
の
生
成
に
委
ね
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
解
釈

に
委
ね
る
べ
き
と
考
え
る
。
な
お
、
一
般
条
項
で
か
つ
民
法
の
根
幹
に
関
わ
る
公
序
良
俗
規
制
に
つ
き
、
そ
の
適
用
を
除
外
す
る
よ
う
な
特
則
を
将
来
債
権
譲
渡
に
つ
き
置

く
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

4
⑶　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
将
来
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
い
ま
し
ば
ら
く
判
例
法
の
生
成
に
委
ね
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
解
釈

に
委
ね
る
べ
き
と
考
え
る
。
た
だ
、
倒
産
法
制
の
調
整
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
将
来
の
倒
産
法
制
の
改
正
の
地
な
ら
し
の
意
味
で
、
さ
ら
に
検
討
を
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ

ろ
う
。

第
14　

証
券
的
債
権
に
関
す
る
規
定

1　

有
価
証
券
と
区
別
さ
れ
る
意
味
で
の
証
券
的
債
権
に
関
す
る
独
自
の
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
民
法
第
86
条
第
3
項
の
廃
止
を
含
め
、
原
案
に
賛
成



三
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す
る
。
な
お
、「
指
名
債
権
と
い
う
概
念
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
検
討
し
て
は
ど
う
か
」
と
あ
る
が
、
確
立
し
た
講
学
上
の
概
念
で
あ
る
「
指

名
債
権
」
を
安
易
に
廃
止
す
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

2　

有
価
証
券
に
関
す
る
通
則
的
な
規
定
群
を
一
本
化
し
た
上
で
こ
れ
を
民
法
に
置
く
と
い
う
原
案
は
、
商
法
典
の
中
身
を
ど
こ
ま
で
民
法
に
移
す
か
と
い
う
政
策
判
断
の
問

題
で
あ
る
。
本
研
究
会
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
特
段
の
意
見
を
有
し
て
い
な
い
。

3　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
有
価
証
券
の
定
義
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
定
義
規
定
を
設
け
な
い
場
合
に
は
、
各
規
定
の
明
確
化
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
際
、

①
〜
⑥
ま
で
の
各
論
点
に
つ
い
て
、
手
形
法
・
小
切
手
法
の
規
定
を
参
考
に
し
つ
つ
、
そ
の
明
確
化
を
図
る
べ
く
十
分
な
検
討
を
臨
み
た
い
。
な
お
、
電
子
記
録
債
権
な
ど

近
時
の
電
子
化
の
流
れ
に
つ
い
て
も
、
留
意
し
た
改
正
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

4　

手
形
法
第
40
条
第
3
項
、
民
法
第
478
条
を
参
考
に
し
つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

第
15　

債
務
引
受

1　

賛
成
で
あ
る
。
そ
の
有
効
性
、
要
件
・
効
果
が
判
例
に
お
い
て
確
立
し
て
お
り
、
大
綱
的
な
規
定
お
く
こ
と
に
は
意
味
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
併
存
的
債
務
引
受
と
免
責

的
債
務
引
受
の
性
質
や
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
、
今
後
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
部
の
当
事
者
の
同
意
（
承
諾
）
を
要
し
な
い
債
務
引

受
を
規
定
す
る
特
別
法
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

2
⑴　

賛
成
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
主
債
務
者
の
意
思
に
反
す
る
保
証
の
有
効
性
の
問
題
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

2
⑵　

連
帯
債
務
に
お
け
る
絶
対
的
効
力
を
限
定
的
に
見
直
す
前
提
で
、
①
②
の
方
向
の
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。

2
⑶　

賛
成
で
あ
る
。
保
証
の
実
体
を
も
つ
併
存
的
債
務
引
受
の
概
要
を
引
受
人
が
認
識
で
き
る
よ
う
、
書
面
要
件
等
の
保
証
人
保
護
の
規
定
が
及
ぶ
仕
組
み
を
用
意
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
そ
の
際
、
多
数
当
事
者
の
債
権
・
債
務
関
係
と
の
整
合
性
、
ま
た
、
金
銭
債
務
以
外
の
債
務
が
引
き
受
け
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
考
慮
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

3
⑴　

賛
成
で
あ
る
。
免
責
的
債
務
引
受
を
併
存
的
債
務
引
受
プ
ラ
ス
免
除
の
意
思
表
示
と
と
ら
え
る
場
合
に
は
、
免
除
の
規
定
と
一
体
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

3
⑵　

賛
成
で
あ
る
。

4
⑴　

規
定
の
要
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
債
権
譲
渡
と
平
仄
を
合
わ
せ
た
扱
い
を
す
べ
き
で
あ
る
。

4
⑵　

更
に
検
討
を
行
う
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
履
行
引
受
に
つ
い
て
独
立
し
た
規
定
を
設
け
ず
と
も
、
当
事
者
の
合
意
で
対
応
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
当
事

者
の
合
意
内
容
が
明
確
で
な
い
が
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
不
都
合
が
ど
の
程
度
の
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
で
の
検
討
で

十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

4
⑶　

更
に
検
討
を
行
う
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
。
た
と
え
ば
債
務
引
受
と
債
権
譲
渡
の
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
、
併
存
的
債
務
引
受
方
式
に
よ
る
一
括
決
済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て

問
題
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い
る
状
況
に
は
な
い
。
引
受
債
務
の
債
務
者
が
過
度
に
不
安
定
な
地
位
に
置
か
れ
な
い
よ
う
、
優
先
劣
後

関
係
を
決
す
る
規
定
の
要
否
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）
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第
16　

契
約
上
の
地
位
の
移
転
（
譲
渡
）

1　

賛
成
で
あ
る
。
個
別
の
債
権
債
務
の
移
転
の
み
な
ら
ず
、
契
約
上
の
地
位
を
包
括
的
に
移
転
し
、
契
約
当
事
者
の
有
す
る
取
消
権
や
解
除
権
等
も
移
転
さ
せ
る
と
い
う
意

義
を
有
し
、
判
例
・
学
説
で
も
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
理
由
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

2　

基
本
的
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
①
特
定
の
財
産
の
譲
渡
に
伴
い
移
転
す
る
も
の
と
、
②
地
位
譲
渡
の
合
意
に
よ
っ
て
移
転
す
る

も
の
と
の
区
別
に
よ
り
類
型
化
す
る
と
の
考
え
を
採
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
結
局
は
、
契
約
の
相
手
方
の
承
諾
を
必
要
と
し
な
い
場
合
の
要
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
の

性
質
に
鑑
み
て
個
別
具
体
的
に
解
釈
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
事
業
譲
渡
に
伴
う
労
働
契
約
の
使
用
者
た
る
地
位
の
移
転
に
つ
き
、
契
約
の
相

手
方
の
承
諾
を
不
要
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
問
題
点
を
状
況
ご
と
に
明
ら
か
に
し
、
慎
重
な
議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

3　

①
既
発
生
の
債
権
債
務
が
譲
受
人
に
移
転
す
る
か
に
関
す
る
規
定
の
要
否
に
つ
い
て
も
、
一
般
化
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、
固
有
の
規
律
で
決
す
る
べ
き
だ
と
思
わ

れ
る
（
一
般
的
に
、
継
続
的
契
約
に
お
い
て
は
、
将
来
の
債
権
債
務
が
移
転
さ
れ
、
単
発
型
の
契
約
に
お
い
て
は
既
存
の
債
権
債
務
が
移
転
さ
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
も
例
外
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）。
例
え
ば
、
不
動
産
賃
貸
人
の
地
位
が
移
転
さ
れ
る
場
合
の
、
旧
賃
貸
人
（
譲
渡
人
）
の
負
う
敷
金
返
還
義
務
や
、
不
動
産
賃
借

人
の
地
位
が
移
転
さ
れ
る
場
合
の
、
旧
賃
借
人
の
有
す
る
敷
金
返
還
請
求
権
が
譲
受
人
に
移
転
す
る
か
は
不
動
産
賃
貸
借
の
ル
ー
ル
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。

②
譲
渡
人
の
債
務
に
つ
い
て
の
担
保
を
、
順
位
を
維
持
し
つ
つ
移
転
さ
せ
る
方
法
に
関
す
る
規
定
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
賛
成
で
あ
る
。
契
約
上
の
地
位
の
移
転
は
、
当

事
者
の
変
更
に
も
か
か
わ
ら
ず
契
約
を
継
続
さ
せ
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
移
転
さ
れ
た
担
保
が
従
前
の
順
位
を
維
持
す
る
こ
と
を
条
文
上
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
と

思
わ
れ
る
。
担
保
を
第
三
者
が
提
供
し
て
い
た
場
合
の
要
件
等
に
つ
い
て
、
更
改
お
よ
び
債
務
引
受
と
併
せ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

③
契
約
上
の
地
位
の
移
転
に
よ
っ
て
譲
渡
人
が
当
然
に
免
責
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
関
す
る
規
定
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
契
約
上
の
地
位
の
移
転
に
は
免
責
的
債
務

引
受
の
趣
旨
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
要
件
と
し
て
相
手
方
の
承
諾
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
独
自
に
規
定
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

4　

状
況
ご
と
に
整
理
し
て
、
規
定
の
必
要
性
を
検
討
す
る
と
の
方
向
性
に
は
賛
成
す
る
。
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
よ
う
に
、
対
抗
要
件
制
度
を
早
急
に
確
立
す
べ
き
も
の
も
存

在
す
る
。
し
か
し
、
契
約
上
の
地
位
に
は
多
様
な
類
型
が
あ
り
、
一
律
に
適
用
さ
れ
る
対
抗
要
件
を
設
け
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
17　

弁
済

1　

賛
成
す
る
。
関
連
各
制
度
と
の
整
合
を
引
き
続
き
慎
重
に
検
討
さ
れ
た
い
。
な
お
、
有
価
証
券
に
関
す
る
規
定
を
民
法
典
に
移
す
場
合
（
前
記
第
14
参
照
）
に
は
、
弁
済

に
あ
た
り
当
該
証
券
の
受
け
戻
し
が
必
要
と
な
る
か
も
検
討
課
題
と
な
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
の
で
付
記
す
る
。

2
⑴　

賛
成
す
る
。
た
だ
し
、
倒
産
法
制
と
の
整
合
性
に
つ
き
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

2
⑵　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
現
行
の
規
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
意
見
が
強
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
付
記
す
る
。

3　

特
段
の
異
論
は
な
い
。

4
⑴　

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
代
理
受
領
に
つ
き
明
文
規
定
を
置
く
べ
き
と
い
う
意
見
と
、
事
実
上
担
保
的
機
能
を
有
す
る
代
理
受
領
に
つ
い
て
は
、

担
保
法
の
改
正
の
際
に
本
格
的
検
討
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
今
回
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
解
釈
に
委
ね
て
お
く
べ
き
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。



三
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4
⑵
ア　

わ
か
り
や
す
い
規
定
を
考
え
る
こ
と
自
体
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
、
預
金
担
保
貸
付
に
も
類
推
適
用
さ
れ
る
本
条
の
適
用
範
囲
を
明
確
化
す
る
こ
と
は
困
難
を
伴
う

も
の
と
予
想
す
る
。
な
お
、
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
他
の
外
観
法
理
の
規
定
と
異
な
り
、
本
人
の
帰
責
性
を
要
求
し
な
い
本
条
の
沿
革
・
制
度
趣
旨
に
つ
き
、
立
ち
入
っ
た

検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
無
過
失
要
件
を
付
加
す
る
際
に
、
か
か
る
検
討
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
き
ら
い
が
あ
る
の
で
一
言
す
る
次
第
で
あ
る
。

4
⑵
イ　

明
確
な
規
定
に
す
る
こ
と
自
体
に
異
論
は
な
い
。
電
磁
的
シ
ス
テ
ム
を
民
法
典
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
条
に
限
ら
ず
全
般
的
な
検
討
が
必

要
で
あ
る
。

4
⑵
ウ　

前
記
第
17
の
4
⑵
ア
と
同
様
、
本
条
の
沿
革
・
制
度
趣
旨
に
つ
き
、
立
ち
入
っ
た
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

4
⑵
エ　

明
確
な
規
定
に
す
る
こ
と
自
体
に
異
論
は
な
い
が
、
判
例
に
現
れ
た
事
案
を
全
て
遺
漏
な
く
書
き
尽
く
し
、
か
つ
将
来
の
判
例
法
の
発
展
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
規

定
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
解
釈
に
委
ね
、
さ
ら
な
る
判
例
の
集
積
を
待
つ
の
が
妥
当
と
考
え
る
。

4
⑶　

い
わ
ゆ
る
受
取
証
書
は
、
免
責
証
券
の
概
念
に
包
含
さ
れ
る
の
で
、
本
条
廃
止
の
是
非
、
も
し
く
は
本
条
の
規
定
の
仕
方
は
、
免
責
証
券
に
関
す
る
一
般
規
定
の
内
容

次
第
で
決
ま
る
問
題
と
考
え
る
。

5
⑴　

特
段
の
意
見
は
な
い
。
し
か
し
、
代
物
弁
済
が
諾
成
契
約
で
あ
る
旨
を
明
文
化
す
る
と
、
こ
れ
が
要
物
契
約
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
立
論
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券

法
理
、
と
り
わ
け
為
替
手
形
に
関
す
る
理
論
の
一
部
（
例
え
ば
手
形
書
換
）
が
成
り
立
た
な
く
な
る
な
ど
、
民
法
の
み
な
ら
ず
商
法
領
域
へ
の
少
な
か
ら
ぬ
影
響
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
と
の
整
合
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

5
⑵　

特
段
の
意
見
は
な
い
。

6
⑴　

削
除
す
る
必
要
は
な
い
。
な
お
、
本
研
究
会
は
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
き
、
法
定
責
任
説
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
念
の
た
め
一
言
す
る
。

6
⑵　

意
見
が
あ
る
。
な
お
、
事
業
者
に
関
す
る
規
制
に
関
連
し
、
本
研
究
会
は
、
事
業
者
の
対
概
念
で
あ
る
消
費
者
概
念
を
民
法
典
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る

の
で
念
の
た
め
一
言
す
る
。

6
⑶　

特
段
の
異
論
は
な
い
。

7　

も
っ
ぱ
ら
政
策
論
な
の
で
、
わ
か
り
や
す
い
規
定
を
設
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
く
に
反
対
は
し
な
い
。
た
だ
倒
産
法
制
や
信
託
法
理
と
の
整
合
性
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。

8
⑴　

特
段
の
異
論
は
な
い
。

8
⑵　

特
段
の
異
論
は
な
い
。

9
⑴　

現
行
の
制
度
を
前
提
に
明
確
化
を
図
る
の
で
あ
れ
ば
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
債
権
の
二
重
譲
渡
に
関
し
て
は
、
供
託
で
対
応
を
す
る
よ
り
も
前
に
、
同

時
到
達
に
関
す
る
理
論
的
検
討
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

9
⑵　

特
段
の
意
見
は
な
い
。

10
⑴　

代
位
と
の
絡
み
、
つ
ま
り
、
原
債
権
と
求
償
権
の
関
係
等
、
複
雑
な
問
題
が
あ
る
の
で
、
倒
産
法
制
と
の
整
合
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
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10
⑵
ア　

確
か
に
、
現
在
の
よ
う
に
代
位
弁
済
に
よ
り
原
債
権
が
代
位
者
に
移
転
す
る
と
考
え
る
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
債
権
と
求
償

権
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
こ
と
に
は
賛
成
す
る
が
、
そ
の
代
替
案
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
代
位
弁
済
に
よ
っ
て
原
債
権
は
消
滅
す
る
が
、
原
債
権
の
効
力
と
し

て
認
め
ら
れ
た
権
利
を
代
位
者
が
行
使
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
弁
済
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
原
債
権
の
効
力
だ
け
を
な
ぜ
代
位
者
が
行
使
で
き
る

の
か
。
そ
の
理
論
的
根
拠
が
示
さ
れ
な
い
限
り
は
、
原
債
権
が
消
滅
す
る
旨
明
文
化
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
破
産
法
第
104
条
第
4
項
は
、
現
在
の
代
位
弁
済
に
よ
る
求
償
権

と
原
債
権
の
理
解
を
前
提
に
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
検
討
事
項
の
結
果
次
第
で
は
破
産
法
も
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
昨
今
議
論
が
あ
る
代

位
弁
済
者
の
財
団
債
権
（
共
益
債
権
）
た
る
原
債
権
の
承
継
に
関
し
て
は
、
も
し
代
替
案
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
説
を
採
用
す
る
の
あ
れ
ば
、
財
団
債
権
性
が
原
債
権
の

効
力
と
い
え
る
の
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

10
⑵
イ　

条
文
上
明
ら
か
で
な
い
点
が
あ
る
こ
と
は
確
か
に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
判
例
や
学
説
で
柔
軟
に
対
応
し
て
き
た
点
に
つ
い
て
、
全
て
明
文
化
す
る
必
要
は
あ

る
の
か
。
明
文
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
解
釈
の
範
囲
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

10
⑶
ア　

現
在
の
一
部
代
位
の
効
果
と
し
て
の
理
解
は
、
原
債
権
者
優
先
主
義
を
採
る
こ
と
が
一
般
的
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
条
文
の
文
言
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い

部
分
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
債
権
者
優
先
主
義
を
あ
る
程
度
明
文
化
す
る
こ
と
は
賛
成
で
あ
る
。

10
⑶
イ　

連
帯
債
務
者
の
有
す
る
求
償
権
等
は
、
債
権
者
が
原
債
権
の
全
額
弁
済
を
受
け
る
ま
で
行
使
で
き
な
い
と
の
見
解
は
、
破
産
法
第
104
条
第
3
項
・
第
4
項
の
趣
旨
に

近
い
。
た
だ
、
破
産
手
続
の
場
合
に
は
、
限
り
あ
る
配
当
原
資
の
中
で
連
帯
債
務
者
と
債
権
者
の
い
ず
れ
が
先
に
弁
済
を
受
け
る
べ
き
か
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か

し
、
ま
だ
連
帯
債
務
者
の
一
人
、
あ
る
い
は
数
人
に
破
産
手
続
が
開
始
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
が
全
額
弁
済
を
受
け
て
い
な
い
段
階
で
あ
っ
て
も
、
す
で
に
一
部

履
行
し
た
連
帯
債
務
者
は
求
償
権
を
行
使
で
き
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
平
常
時
と
破
産
時
と
は
や
は
り
異
な
る
た
め
、
債
権
者
が
全
額
弁
済
を
受
け
る
ま
で
連
帯
債
務
者

の
求
償
権
が
劣
後
さ
れ
て
し
ま
う
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
呈
し
た
い
。

10
⑶
ウ　

前
記
第
17
の
10
⑶
イ
と
同
様
に
、
こ
の
点
も
破
産
法
第
104
条
第
3
項
・
第
4
項
の
趣
旨
に
近
い
た
め
、
基
本
的
に
は
上
記
と
同
旨
で
あ
る
。
た
だ
、
保
証
の
性
質
を

考
慮
す
る
と
、
平
常
時
で
も
保
証
人
と
し
て
保
証
債
務
の
履
行
を
甘
受
す
べ
き
立
場
で
あ
る
以
上
、
債
権
者
が
優
先
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
保

証
人
の
場
合
に
は
、
平
常
時
に
お
い
て
検
索
の
抗
弁
、
催
告
の
抗
弁
を
有
す
る
こ
と
と
の
関
係
か
ら
も
更
に
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

10
⑷
ア　

合
意
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
合
意
が
な
い
場
合
に
お
け
る
義
務
を
広
げ
る
、
あ
る
い
は
、
強
行
法
規
と
し
て
強
め
る
方
向
で
明
文
化

す
る
こ
と
に
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
取
引
実
務
に
鑑
み
て
、
に
わ
か
に
賛
成
し
得
な
い
。

10
⑷
イ　

合
意
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
合
意
が
な
い
場
合
に
お
け
る
義
務
を
広
げ
る
、
あ
る
い
は
、
強
行
法
規
と
し
て
強
め
る
方
向
で
明
文
化

す
る
こ
と
に
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
取
引
実
務
に
鑑
み
て
、
に
わ
か
に
賛
成
し
得
な
い
。

第
18　

相
殺

1
⑴　

現
在
の
判
例
法
理
は
、
双
方
の
債
務
が
弁
済
期
に
あ
る
こ
と
が
相
殺
適
状
の
要
件
で
あ
る
も
の
の
、
期
限
の
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
働
債
権
の
弁
済
期

が
到
来
し
て
い
な
い
場
合
で
も
相
殺
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
判
例
法
理
を
明
文
化
す
る
際
に
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
明
文
化
す
べ
き
で
あ
り
、
相
殺
適
状
の
要
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件
を
見
直
し
て
、
受
働
債
権
の
弁
済
期
の
到
来
を
相
殺
適
状
の
要
件
と
し
な
い
と
い
う
規
定
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
自
働
債
権
に
つ
い
て
相
手
方
の
抗
弁
権
が
付
着

し
て
い
る
場
合
に
相
殺
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
判
例
法
理
を
条
文
上
も
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

1
⑵　

第
三
者
に
よ
る
相
殺
の
可
否
が
問
題
に
な
る
の
は
、
倒
産
手
続
開
始
決
定
後
が
多
い
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
民
法
で
原
則
と
な
る
規
定
を
設
け
た
う
え
で
、
必
要
に
応
じ

て
、
倒
産
法
で
関
連
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
第
三
者
に
よ
る
相
殺
は
、
第
三
者
に
よ
る
弁
済
の
場
合
と
は
問
題
状
況
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
同
様

の
要
件
で
認
め
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
残
る
。
む
し
ろ
、
規
定
を
設
け
る
場
合
に
は
、
第
三
者
に
よ
る
弁
済
の
見
直
し
と
併
せ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

1
⑶　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。

2
⑴　

相
殺
の
遡
及
効
を
認
め
る
考
え
方
は
、
必
ず
し
も
相
殺
の
要
件
と
し
て
意
思
表
示
を
必
要
と
す
る
制
度
と
親
和
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
律
に
議
論
す
る
の
は
難

し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
、
実
際
問
題
と
し
て
、
消
費
者
と
事
業
者
（
特
に
銀
行
）
と
の
間
で
相
殺
が
問
題
と
な
る
場
合
、
通
常
、
事
業
者
側
の
債
権
の
利
息
の
方
が
、

消
費
者
側
の
債
権
の
利
息
よ
り
も
高
い
と
こ
ろ
、
相
殺
の
遡
及
効
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
と
、
消
費
者
側
か
ら
の
相
殺
が
遅
れ
る
ほ
ど
利
息
の
差
額
が
高
額
と
な
り
、
消

費
者
が
不
利
益
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
同
様
の
問
題
は
、
中
小
企
業
に
つ
い
て
も
生
じ
得
る
。
相
殺
の
意
思
表
示
の
時
に
相
殺
の
効
力
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
当
事
者

間
の
特
約
の
効
力
は
一
般
的
に
は
認
め
て
よ
い
が
、
相
殺
の
意
思
表
示
の
時
期
が
著
し
く
遅
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
上
記
の
よ
う
な
不
都
合
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
消
費
者
契

約
法
や
権
利
濫
用
の
法
理
に
よ
っ
て
当
該
特
約
の
効
力
を
否
定
し
、
消
費
者
等
を
救
済
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
⑵　

民
法
第
508
条
の
見
直
し
は
、
時
効
制
度
の
在
り
方
と
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
効
制
度
に
つ
い
て
検
討
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
べ
き
問
題
で

あ
る
。
民
法
第
508
条
を
見
直
す
と
し
た
場
合
、
相
対
立
す
る
債
権
が
あ
る
と
き
に
は
、
自
働
債
権
の
時
効
期
間
が
満
了
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
必
ず
し
も
非
難
に
値

す
る
わ
け
で
は
な
く
、
相
殺
に
よ
る
回
収
が
可
能
で
あ
る
と
の
債
権
者
の
期
待
は
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

2
⑶　

相
殺
の
効
力
の
見
直
し
に
つ
い
て
の
前
記
第
18
の
2
⑴
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

3　

民
法
第
509
条
に
お
い
て
不
法
行
為
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
範
囲
を
現
状
よ
り
も
限
定
す
べ
き
で
あ
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
反
対

で
あ
る
。
相
殺
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
合
意
に
よ
る
相
殺
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
被
害
者
の
保

護
は
そ
れ
で
十
分
図
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
現
行
民
法
第
509
条
を
修
正
し
、
あ
え
て
相
殺
が
禁
止
さ
れ
る
範
囲
を
限
定
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

な
お
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
Ａ
案
を
基
本
と
し
て
、
更
に
検
討
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。

4
⑴　

受
働
債
権
と
な
る
べ
き
債
権
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
場
合
に
、
第
三
債
務
者
が
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
差
押
え
時
に
自
働
債
権
と
受
働
債
権
の
弁
済
期

が
い
ず
れ
も
到
来
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
、
到
来
し
て
い
る
必
要
が
な
い
と
し
て
も
自
働
債
権
と
受
働
債
権
の
弁
済
期
の
先
後
が
問
題
と
な
る
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
条
文
上
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
は
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
受
働
債
権
の
差
押
え
前
に
取
得
し
た
債
権
を
自
働
債
権
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
自
働
債
権
と
受
働
債
権
と
の
弁
済
期
の
先
後
を
問
わ
ず
、
相
殺
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
判
例
法
理
（
無
制
限
説
）
を
明
文
化
す
べ
き
で
あ
る
。
実
務

で
は
、
無
制
限
説
を
前
提
と
し
た
運
用
が
長
年
積
み
重
な
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
様
々
な
業
態
の
サ
ー
ビ
ス
に
相
殺
の
無
制
限
説
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い

う
実
態
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
相
対
立
す
る
債
権
債
務
が
あ
る
と
き
に
は
、
自
ら
の
債
務
が
自
ら
の
債
権
の
担
保
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
期
待
し
て
い
る
第
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三
債
務
者
を
差
押
債
権
者
よ
り
も
保
護
す
べ
き
要
請
は
高
い
と
い
え
る
。

無
制
限
説
を
採
っ
て
も
、
通
常
、
期
限
の
利
益
喪
失
条
項
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
受
働
債
権
の
弁
済
を
拒
み
、
債
務
不
履
行
状
態
を
長
期
間
継
続
さ
せ
た

う
え
で
、
自
働
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
し
た
時
点
で
相
殺
す
る
と
い
う
不
当
な
相
殺
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
相
殺
が
で
き
る
場
合
に
は
少
な

く
と
も
自
働
債
権
は
履
行
遅
滞
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
履
行
遅
滞
を
前
提
と
す
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
相
殺
は
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
い
。
ま

た
、
制
限
説
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
金
融
機
関
が
借
り
手
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
返
済
期
限
の
延
長
を
行
う
と
、
そ
れ
に
よ
り
相
殺
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
生
ず

る
こ
と
か
ら
、
金
融
機
関
が
返
済
期
限
の
延
長
に
慎
重
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
不
当
な
相
殺
に
つ
い
て
は
、
相
殺
権
の
濫
用
と
し
て
相
殺
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

り
、
差
押
権
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

4
⑵　

法
定
相
殺
と
差
押
え
と
の
関
係
に
つ
い
て
無
制
限
説
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
債
権
譲
渡
の
場
合
に
は
、
譲
渡
代
金
を
支
払
う
譲
受
人
の
保
護
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
将
来
相
殺
で
き
る
地
位
・
利
益
を
一
律
に
保
護
し
て
よ
い
か
疑
問
で
あ
る
。
事
案
に
応
じ
た
柔
軟
な
解
決
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、
現
時
点
で
は
規
定
を
設
け
な

い
方
が
よ
い
。

4
⑶　

本
提
案
の
考
え
方
が
破
産
法
第
72
条
第
1
項
第
4
号
を
参
照
し
て
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
相
殺
の
期
待
を
保
護
す
べ
き
場
合
に
は
同
法
第
72
条
第
2
項
各
号
に

よ
り
例
外
的
に
相
殺
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
る
べ
き
場
合
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
両
者
を
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
問
題
は
、
差
押
え
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
支
払
不
能
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

4
⑷　

基
本
的
に
は
判
例
法
理
を
明
文
化
す
る
方
向
で
統
一
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
債
務
者
の
相
殺
の
利
益
は
、
た
ま
た
ま
差
押
え
を
し
て
き
た
差
押
債
権
者
の
利
益
に

比
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
実
務
に
お
い
て
、
相
互
に
債
権
を
持
ち
あ
う
取
引
に
は
様
々
な
類
型
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
条
文
を
設
け
る
場
合
に
は
、
規

定
の
文
言
な
ど
を
含
め
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

5　

相
殺
権
の
濫
用
は
権
利
濫
用
の
問
題
で
あ
り
、
権
利
濫
用
の
一
般
規
定
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
相
殺
の
効
力
を
広
く
認
め
る
場
合
に
は
相
殺
権
の
濫
用

に
よ
る
制
約
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
特
別
の
定
め
を
お
く
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
実
務
上
は
、
狙
い
撃
ち
相
殺
、
同
行
相
殺
、
駆
け
込
み
相
殺
、
担
保
付
き
債
権
を
自

働
債
権
と
す
る
相
殺
な
ど
で
、
相
殺
権
の
濫
用
が
争
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
19　

更
改

1
⑴　
『
中
間
論
点
整
理
』
の
見
直
し
の
観
点
の
一
つ
が
「
国
民
一
般
へ
の
分
か
り
や
す
さ
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
文
化
の
方
向
で
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

1
⑵　
『
中
間
論
点
整
理
』
の
見
直
し
の
観
点
の
一
つ
が
「
国
民
一
般
へ
の
分
か
り
や
す
さ
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
文
化
の
方
向
で
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

2　

事
業
再
生
と
の
関
係
で
、
Ｄ
Ｄ
Ｓ
や
い
わ
ゆ
る
第
二
会
社
方
式
の
場
合
と
の
関
係
を
考
慮
し
た
上
で
、
債
権
譲
渡
や
債
務
引
受
制
度
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
更
に
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

3　

条
文
上
明
確
に
す
る
方
向
で
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

第
20　

免
除
及
び
混
同



三
八
六

1　

現
行
制
度
を
見
直
す
債
権
者
の
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
り
免
除
が
で
き
る
と
す
る
現
行
規
定
を
見
直
し
、
債
務
者
の
意
思
に
反
す
る
場
合
に
は
免
除
が
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
と
す
る
方
向
で
規
定
を
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

特
に
免
除
を
契
約
と
し
て
構
成
し
、
債
権
者
と
債
務
者
と
の
合
意
を
必
要
と
す
る
と
実
務
上
免
除
の
た
め
の
時
間
的
・
費
用
的
な
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
、
ま
た
、
免

除
に
よ
り
債
務
者
に
不
利
益
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
る
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
更
に
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

2　

前
記
第
14
で
は
有
価
証
券
に
関
す
る
規
定
を
、
商
法
か
ら
民
法
へ
と
整
理
す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
他
の
規
定
の
見
直
し
と
の
関
係
（
整
合
性
）
を

踏
ま
え
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
民
法
第
520
条
た
だ
し
書
の
例
示
を
よ
り
詳
細
に
定
め
て
も
良
い
が
、
明
文
化
に
よ
り
か
え
っ
て
適
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
な
い
よ
う

さ
ら
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

第
21　

新
た
な
債
権
消
滅
原
因
に
関
す
る
法
的
概
念
（
決
済
手
法
の
高
度
化
・
複
雑
化
へ
の
民
法
上
の
対
応
）

1　

集
中
決
済
機
関
（
Ｃ
Ｃ
Ｐ
）
に
よ
る
決
済
は
、
実
務
上
の
必
要
性
に
基
づ
い
て
生
成
・
発
展
し
て
き
た
制
度
で
あ
り
、
実
務
の
発
展
を
害
し
な
い
形
で
更
に
議
論
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
商
法
の
交
互
計
算
に
関
す
る
規
定
と
の
関
係
が
「
中
間
論
点
整
理
」
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
民
法
典
の
中
に
か
か
る
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い

と
考
え
る
。

『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』「
一
人
計
算
」
案
（【3.1.3.37

】）
の
よ
う
に
現
行
制
度
を
踏
ま
え
た
大
が
か
り
な
制
度
設
計
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
監
督
等

は
特
別
法
に
委
ね
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
本
「
中
間
論
点
整
理
」
で
は
民
法
典
に
ど
の
程
度
条
文
化
す
る
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
特
別
法
で
定
め
る
べ
き
規
定
の
範
囲

を
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

2　

決
済
が
安
定
し
て
行
え
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
例
え
ば
「
①
第
三
者
の
取
引
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
上
記
決
済
の
た
め
の
合
意
に
つ
い
て
は
、
登
記
を
効
力

発
生
要
件
と
し
、
登
記
の
完
了
後
対
象
債
権
の
発
生
前
に
Ａ
が
し
た
債
権
譲
渡
そ
の
他
の
処
分
は
、
効
力
を
否
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
は
決
済
を
迅
速
に
行
う
た
め
に

は
か
え
っ
て
不
都
合
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（
な
お
、
前
記
第
13
の
2
に
Ａ
案
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
の
関
係
で
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
）。
ま
た
、
シ
ス
テ

ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
等
新
た
な
問
題
に
も
対
処
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

第
22　

契
約
に
関
す
る
基
本
原
則
等

1　

1
．
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
着
眼
点
・
論
点

①
契
約
自
由
原
則
を
明
文
化
す
べ
き
具
体
的
な
立
法
事
実
と
そ
の
必
要
性
の
摘
示
が
な
い
ま
ま
に
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
審
議
会
に
お
け
る
議
論
も

「
国
民
に
わ
か
り
や
す
い
民
法
」
の
創
造
と
い
う
理
念
が
先
行
し
て
お
り
、「
何
の
た
め
に
明
文
化
す
る
の
か
？
」
が
す
り
合
っ
て
い
な
い
と
見
受
け
ら
れ
る
。

②
契
約
自
由
原
則
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
紛
争
類
型
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
た
う
え
で
明
文
化
の
要
否
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
審
議
会
の
議
論
で
多

少
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、「
国
民
に
わ
か
り
や
す
い
民
法
」
の
創
造
に
重
き
が
置
か
れ
る
あ
ま
り
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ツ
ク
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ

て
新
た
な
紛
争
類
型
を
招
来
す
る
可
能
性
は
無
い
の
か
と
い
う
着
眼
点
を
欠
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
わ
せ
て
、
仮
に
明
文
化
し
た
場
合
、
当
該
条
文
は
「
一
般
条

項
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
基
本
法
に
一
般
条
項
を
新
設
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
整
理
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
八
七

③
契
約
自
由
原
則
を
国
民
に
周
知
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
立
法
（
明
文
化
）
だ
け
が
唯
一
の
手
段
で
は
な
く
、
国
民
教
育
や
業
者
規
制
・
商
慣
習
な
ど
の
他
の
さ
ま
ざ

ま
な
手
段
・
方
法
に
よ
っ
て
も
実
現
し
う
る
は
ず
で
あ
る
が
、
制
約
原
理
と
の
セ
ッ
ト
の
条
文
化
の
要
否
が
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
律
に
お
い
て
必
要
十
分
か
つ
わ

か
り
や
す
い
条
文
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
か
え
っ
て
国
民
に
わ
か
り
に
く
い
規
定
を
創
出
す
る
懸
念
が
あ
る
。

④
「
契
約
自
由
」
に
関
連
す
る
論
点
と
し
て
「
契
約
を
破
る
自
由
」「
契
約
を
解
消
す
る
自
由
」
の
考
え
方
の
是
非
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
整
理
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

2
．
意
見

上
記
1
．
①
の
と
お
り
、
明
文
化
の
必
要
性
と
相
当
性
に
つ
い
て
十
分
な
摘
示
が
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、「
国
民
に
わ
か
り
す
い
民
法
」
の
創
造
を
理
由
と
し
た
明
文
化
に

は
、
上
記
1
．
②
③
の
懸
念
が
あ
る
こ
と
か
ら
反
対
で
あ
る
。
現
に
、
国
民
（
消
費
者
）
が
締
結
す
る
契
約
の
大
半
は
約
款
取
引
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
附
合
的
・
定
型
的

取
引
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
実
態
と
想
定
さ
れ
る
条
文
内
容
と
が
齟
齬
を
来
た
し
か
え
っ
て
国
民
を
混
乱
さ
せ
、「
国
民
に
わ
か
り
す
い
民
法
」
の
創
造
と
い
う
目
的

に
反
す
る
結
果
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

真
に
重
要
な
の
は
国
民
へ
の
周
知
と
そ
の
理
解
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
は
立
法
（
明
文
化
）
に
よ
っ
て
の
み
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

2　

1
．
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
着
眼
点
・
論
点

①
契
約
成
立
に
関
す
る
一
般
的
規
定
を
設
け
る
べ
き
具
体
的
な
立
法
事
実
と
そ
の
必
要
性
の
摘
示
が
な
い
ま
ま
に
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

②
既
に
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
国
民
（
消
費
者
）
の
目
線
で
言
え
ば
契
約
が
成
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
法
律
上
有
効
な
の
か
ど
う
か
が
重
要
か
つ
関
心
事

で
あ
っ
て
、
契
約
の
有
効
性
に
関
す
る
一
般
則
を
設
け
る
こ
と
の
方
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。

③
契
約
の
成
立
に
せ
よ
有
効
性
に
せ
よ
、
一
般
則
を
設
け
る
こ
と
が
か
え
っ
て
取
引
実
務
に
思
わ
ぬ
一
定
の
制
約
を
課
す
こ
と
に
な
ら
な
い
か
の
議
論
が
十
分
で
な
い
。

2
．
意
見　

1
．
に
述
べ
た
と
お
り
、
提
案
の
是
非
に
つ
い
て
さ
ら
に
議
論
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
賛
否
表
明
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

3　
「
具
体
的
な
効
果
を
議
論
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る
。
有
効
無
効
の
二
者
択
一
的
な
立
法
措
置
よ
り
も
、
か
か
る
類
型
に
対
し
て
い
か
な
る
法
律
効
果

が
与
え
ら
れ
る
の
か
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。

4　

1
．
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
着
眼
点
・
論
点

①
「
信
義
則
を
具
体
化
し
た
規
定
」
と
は
、
判
例
を
リ
ス
テ
イ
ト
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
一
定
期
間
毎
に
条
文
の
見
直
し

が
不
可
欠
と
な
る
が
、
は
た
し
て
立
法
技
術
と
し
て
か
か
る
手
法
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

②
付
随
義
務
と
し
て
一
般
化
抽
象
化
し
た
一
般
条
項
を
設
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
判
例
を
リ
ス
テ
イ
ト
し
た
個
々
の
義
務
条
項
を
新
設
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
両
様
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
当
否
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

2
．
意
見
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一
般
化
・
抽
象
化
し
た
一
般
条
項
を
設
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
現
行
民
法
第
1
条
第
2
項
を
補
充
す
る
意
味
し
か
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。
信
義
則
に
係
わ
る
諸
義
務
を
具
体

化
す
る
目
的
を
実
効
性
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
判
例
を
リ
ス
テ
イ
ト
し
た
個
々
の
義
務
条
項
を
新
設
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
仮
に
後
者
の
立
法

政
策
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
一
定
期
間
毎
に
条
文
の
見
直
し
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
基
本
法
の
条
項
に
お
い
て
比
較
的
頻
繁
に
改
正
が
予
定
さ
れ
る
条
項
を

お
く
こ
と
に
つ
い
て
、
な
お
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
23　

契
約
交
渉
段
階

1　

1
．
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
着
眼
点
・
論
点

①
判
例
に
基
づ
く
信
義
則
違
背
と
い
う
一
般
条
項
的
解
決
で
は
な
く
、
不
法
行
為
法
に
よ
る
紛
争
解
決
を
指
向
す
る
こ
と
の
是
非
を
議
論
す
る
必
要
が
な
い
か
。

②
事
業
者
同
士
の
契
約
、
事
業
者
対
消
費
者
の
契
約
、
消
費
者
同
士
の
契
約
と
い
っ
た
類
型
別
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
の
是
非
な
ど
、
当
事
者
の
類
型
別
に
検
討
す
る
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

2
．
意
見

1
．
に
述
べ
た
と
お
り
、
提
案
の
是
非
に
つ
い
て
さ
ら
に
議
論
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
賛
否
表
明
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

2　

1
．
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
着
眼
点
・
論
点

①
各
種
の
業
法
で
業
者
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
説
明
義
務
と
債
権
法
上
の
説
明
義
務
の
意
義
・
効
果
の
異
同
に
つ
い
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
金
融
取
引
分

野
で
は
「
取
引
前
に
説
明
す
べ
き
内
容
」
が
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
っ
て
詳
細
に
定
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
と
債
権
法
が
想
定
す
る
説
明
す
べ
き
内
容
に
齟
齬
が

あ
っ
て
も
よ
い
の
か
齟
齬
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
、
業
者
に
対
す
る
行
為
規
制
と
民
事
ル
ー
ル
と
の
関
係
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

②
金
融
取
引
分
野
に
つ
い
て
は
既
に
「
適
合
性
ル
ー
ル
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
分
野
も
あ
る
が
、
民
事
ル
ー
ル
と
し
て
適
合
性
ル
ー
ル
導
入
の
是
非
を
整
理
す
る
必
要
が

あ
る
。

③
事
業
者
同
士
の
契
約
、
事
業
者
対
消
費
者
の
契
約
、
消
費
者
同
士
の
契
約
と
い
っ
た
類
型
別
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
の
是
非
な
ど
、
当
事
者
の
類
型
別
に
検
討
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

④
仮
に
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
を
明
文
化
し
た
場
合
、
義
務
違
反
に
伴
う
法
律
効
果
に
つ
い
て
伝
統
的
な
信
頼
利
益
賠
償
・
履
行
利
益
賠
償
の
二
分
論
を
維
持
す
る

の
か
ど
う
か
、
不
法
行
為
の
効
果
と
の
異
同
な
ど
を
含
め
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

2
．
意
見

上
記
1
．
に
述
べ
た
と
お
り
、
提
案
の
是
非
に
つ
い
て
さ
ら
に
議
論
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
賛
否
表
明
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

3　

1
．
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
着
眼
点
・
論
点

①
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
交
渉
当
事
者
の
責
任
を
明
文
化
す
べ
き
具
体
的
な
立
法
事
実
と
そ
の
必
要
性
の
摘
示
が
な
い
ま
ま
に
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
審
議
会
で
言

及
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
金
融
関
係
業
法
で
は
使
用
人
・
代
理
人
等
の
行
為
に
関
す
る
業
者
本
人
の
責
任
が
法
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
民
法
715
条
の
特
別
法
と
解
さ



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）
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れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
以
外
で
、
具
体
的
に
立
法
を
要
す
る
必
要
性
や
民
法
715
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
議
論
を
深
堀
り
す
る
必
要
が
あ
る
。

②
「
責
任
の
法
的
性
質
は
解
釈
に
委
ね
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
立
法
作
業
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
に
は
、
む
し
ろ
、
後
々
解
釈
問
題

を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
り
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

2
．
意
見

上
記
1
．
に
述
べ
た
と
お
り
、
提
案
の
是
非
に
つ
い
て
さ
ら
に
議
論
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
賛
否
表
明
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
24　

申
込
み
と
承
諾 

1　

問
題
状
況
ご
と
に
整
理
し
た
う
え
で
、
規
定
の
必
要
性
を
検
討
す
る
と
の
方
向
性
に
賛
成
す
る
。

以
下
の
よ
う
な
問
題
状
況
ご
と
に
整
理
し
た
う
え
で
、
規
定
の
必
要
性
を
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

・
前
記
第
23
の
2
の
「
契
約
の
成
立
に
関
す
る
一
般
的
規
定
」
と
の
関
係
を
ど
う
す
る
の
か
。

・
こ
の
第
24
は
現
行
民
法
の
同
じ
く
隔
地
者
間
の
契
約
を
対
象
と
す
る
の
か
。

・
そ
こ
で
い
う
「
隔
地
者
間
の
契
約
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。

・
練
り
上
げ
型
の
契
約
に
つ
い
て
も
申
込
み
と
承
諾
の
間
に
時
間
的
な
間
隔
が
あ
る
と
い
う
点
は
同
じ
だ
か
こ
こ
に
含
ま
せ
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
の
か
。

2
⑴　

申
込
み
の
定
義
規
定
を
お
く
こ
と
で
、
申
込
み
の
誘
引
と
の
区
別
は
概
念
上
可
能
と
な
り
、
当
該
行
為
が
い
ず
れ
に
あ
た
る
か
の
解
釈
指
針
と
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、
こ
の
点
は
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
定
義
の
内
容
、
及
び
「
こ
れ
を
了
承
す
る
旨
の
応
答
が
あ
る
だ
け
で
契
約
を
成
立
さ
せ
る
に
足
り
る
程
度
に
内
容
が
確
定
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
点
は
、
交
渉
に
よ
っ
て
内
容
を
詰
め
て
い
く
契
約
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
総
論
に
お
け
る
議
論
を
考
慮
し
つ
つ
、
規
定
の
必
要
性
及
び
内
容
を

慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

2
⑵　

民
法
に
事
業
者
に
関
す
る
特
則
の
規
定
を
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

仮
に
事
業
者
に
関
す
る
特
則
を
民
法
に
規
定
す
る
と
し
て
も
、
実
務
が
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
に
反
対
し
て
お
り
、
現
実
に
は
推
定
を
覆
す
記
載
を
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
と
の
指
摘
が
議
事
で
も
な
さ
れ
て
お
り
、
承
諾
者
が
混
乱
を
す
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
規
定
の
必
要
性
を
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

2
⑶　

申
込
み
と
承
諾
の
定
義
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
交
叉
申
込
の
場
合
に
契
約
が
成
立
す
る
点
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
条
文
上
明
記
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。
申
込
み
の

合
致
部
分
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
成
立
に
関
す
る
一
般
的
規
定
に
関
す
る
議
論
と
の
関
連
に
お
い
て
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

3　

①
申
込
者
が
申
込
み
を
撤
回
す
る
権
利
を
留
保
し
た
場
合

専
門
家
に
と
っ
て
は
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
一
般
の
人
に
は
判
断
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
の
で
、
条
文
上
明
記
す
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、

改
正
の
議
論
全
体
に
お
い
て
、
任
意
規
定
で
あ
る
こ
と
を
示
す
か
ど
う
か
の
何
ら
か
の
基
準
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
）。

②
承
諾
期
間
内
に
到
達
す
べ
き
承
諾
の
通
知
の
延
着

民
法
第
522
条
は
承
諾
に
つ
い
て
の
発
信
主
義
の
も
と
、
承
諾
期
間
内
に
到
達
す
る
よ
う
承
諾
を
発
信
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
到
着
し
て
い
な
い
と
い
う
場
合
に
承
諾
を
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発
信
し
て
契
約
が
成
立
し
た
と
考
え
て
い
る
承
諾
者
を
保
護
す
る
た
め
に
規
律
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
到
達
主
義
は
、
承
諾
の
発
信
で
は
契
約
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
承
諾
の
不
到
着
・
延
着
の
リ
ス
ク
は
承
諾
者
が
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
到
達
主
義
の
も
と
で
は
、
こ
の
よ
う
な
規
律
は
不
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

承
諾
が
延
着
し
た
場
合
に
は
、
新
た
な
申
込
み
と
み
な
す
と
の
現
行
法
で
も
手
当
が
可
能
で
あ
る
う
え
、
さ
ら
に
下
記
の
よ
う
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
承
諾
者
に

と
っ
て
大
き
な
負
担
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

③
遅
延
し
た
承
諾
の
効
力

申
込
者
が
契
約
の
成
立
を
望
み
、
承
諾
者
か
ら
の
そ
の
よ
う
な
意
思
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
迅
速
に
契
約
の
成
立
を
認
め
る
方
向
性
は
賛
成
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
論
理
的
に
、
承
諾
が
承
諾
期
間
内
に
不
到
達
だ
っ
た
時
点
で
、
申
込
み
の
効
力
は
失
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
手
当
が
必
要
で
あ
り
、

こ
の
点
も
含
め
て
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

4　

①
申
込
者
が
申
込
み
を
撤
回
す
る
権
利
を
留
保
し
た
場
合
に
撤
回
が
で
き
る
こ
と
を
条
文
上
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
記
第
24
の
3
の
①
と
同
様
で
賛
成
す

る
。②

承
諾
期
間
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。
そ
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
契
約
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
解
釈
の
指
針
と
な
る
よ
う

な
文
言
に
な
る
よ
う
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

③
承
諾
の
定
め
の
な
い
申
込
み
に
つ
い
て
も
現
行
民
法
第
522
条
と
同
様
の
規
定
を
設
け
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
承
諾
の
定
め
の
な
い
申
込
み
に
お
い
て
も
前
記
第
24

の
3
の
②
と
同
様
、
到
着
主
義
を
採
る
場
合
に
は
民
法
第
522
条
が
不
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
設
け
る
必
要
が
な
い
と
考
え
る
。

④
承
諾
適
格
の
存
続
期
間
経
過
後
に
承
諾
が
到
達
し
た
場
合
に
こ
れ
を
有
効
な
承
諾
と
扱
う
こ
と
が
で
き
る
規
定
を
お
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
記
第
24
の
3
の
③
と
同

様
で
、
方
向
性
に
は
賛
成
す
る
が
、
申
込
み
の
効
力
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

5　

対
話
者
間
に
お
け
る
承
諾
期
間
の
定
め
の
な
い
申
込
み
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
。
文
言
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。

6　
「
申
込
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
」
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
改
正
法
全
体
に
お
い
て
、
任
意
規
定
で
あ
る
こ
と
を
示
す
か
ど
う
か
の
基
準
が
明
確
に

な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
賛
否
の
判
断
が
で
き
な
い
。

死
亡
等
の
発
生
時
期
に
つ
い
て
は
、
論
理
的
に
は
申
込
み
は
そ
の
到
達
に
よ
り
効
力
が
生
じ
て
い
る
か
ら
、
申
込
み
の
発
信
後
到
達
ま
で
の
間
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を

政
策
的
に
広
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
到
達
主
義
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
な
が
ら
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
（
到
達
主
義
と
の
整
合
性
か
ら
は
、
承
諾
の
到
達
ま
で
に
申

込
者
の
死
亡
又
は
行
為
能
力
の
喪
失
が
生
じ
、
相
手
方
が
こ
の
こ
と
を
承
諾
の
到
達
ま
で
に
知
っ
た
場
合
の
方
が
無
難
で
は
な
い
か
と
考
え
る
）。

7　

事
業
者
概
念
を
民
法
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
本
提
案
も
同
様
で
あ
る
。

仮
に
事
業
者
概
念
を
民
法
に
取
り
入
れ
、
こ
の
よ
う
な
商
法
の
規
定
を
こ
こ
に
規
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
業
者
で
な
い
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
義
務
は
な
い
（
自
己
物

に
お
け
る
注
意
義
務
で
よ
い
）
こ
と
を
ま
ず
原
則
と
し
て
規
定
し
た
う
え
で
、
事
業
者
に
お
け
る
義
務
を
規
定
す
る
べ
き
で
な
い
か
と
考
え
る
。



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
九
一

8　

承
諾
に
関
す
る
発
信
主
義
に
つ
い
て
は
、
通
信
技
術
の
発
達
に
よ
り
発
信
か
ら
到
達
に
要
す
る
時
間
が
短
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
メ
リ
ッ
ト
は
減
っ
て
い
な
が
ら
も
、

不
到
達
や
延
着
の
リ
ス
ク
は
依
然
と
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
デ
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
到
達
主
義
と
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。

現
行
民
法
第
527
条
に
つ
い
て
は
、
発
信
主
義
を
と
る
が
ゆ
え
の
規
定
で
あ
り
承
諾
の
申
込
者
へ
の
到
達
と
申
込
み
の
撤
回
の
承
諾
者
へ
の
到
達
の
ど
ち
ら
が
先
か
は
承
諾

者
に
は
不
明
で
あ
る
の
で
、
削
除
し
、
そ
の
到
達
の
先
後
で
効
力
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
総
論
で
の
議
論
（
こ
の
第
24
の
規
定
の
対
象
が
何
か
）
を
考

慮
し
な
が
ら
、
電
子
消
費
者
及
び
電
子
承
諾
通
知
に
関
す
る
法
律
の
規
定
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

9　

現
行
民
法
第
528
条
を
基
本
的
に
維
持
し
な
が
ら
、
軽
微
な
変
更
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
契
約
を
成
立
さ
せ
る
と
の
方
向
性
に
は
賛
成
で
あ
る
。
ま
た
、
変
更
を
加
え
た
範

囲
に
つ
い
て
は
拘
束
力
が
な
い
と
す
る
（
い
わ
ゆ
る
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ル
の
採
用
）
方
向
性
に
つ
い
て
も
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
も
の
と
し
て
、
賛
成
で
あ
る
。
し

か
し
、
軽
微
な
変
更
か
否
か
の
判
断
基
準
は
難
し
く
（
要
件
事
実
と
し
て
も
主
張
立
証
の
内
容
が
不
明
確
と
な
ら
な
い
か
）、
ま
た
変
更
を
加
え
た
範
囲
が
当
事
者
に
と
っ

て
契
約
に
不
可
欠
な
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
規
定
内
容
に
つ
い
て
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
お
く
の
で
あ
れ
ば
、
前
記
第
23
の
2
で
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
契
約
の
成
立
に
関
す
る
一
般
的
規
定
（
文
言
に
つ
い
て
は
更
に
議
論
す
る

べ
き
で
あ
る
が
、「
本
質
的
部
分
」
に
つ
い
て
の
同
意
が
必
要
と
す
る
も
の
）
を
、
原
則
を
示
す
も
の
と
し
て
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

第
25　

懸
賞
広
告

1　

従
来
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
懸
賞
広
告
の
法
的
性
質
が
契
約
と
解
す
る
か
、
単
独
行
為
と
解
す
る
か
に
よ
り
異
な
る
点
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法

定
性
質
と
の
関
係
に
お
け
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
懸
賞
広
告
を
知
ら
ず
に
指
定
行
為
を
し
た
場
合
に
も
報
酬
請
求
権
を
認
め
る
と
規
定
す
る
た
め
に
は
、
単
独

行
為
と
解
す
る
説
が
親
和
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
条
文
の
位
置
と
一
般
の
人
へ
の
わ
か
り
や
す
さ
か
ら
は
、
懸
賞
広
告
を
不
特
定
多
数
の
人
へ
の
申
込
み
と
捉
え
指
定

し
た
行
為
を
し
た
者
が
意
思
実
現
行
為
と
し
て
承
諾
を
し
た
と
い
う
、
申
込
み
と
承
諾
の
枠
組
み
で
捉
え
る
と
い
う
能
見
委
員
の
提
案
も
十
分
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
更
に

検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

2
⑴　

こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。

2
⑵　

期
間
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
期
間
内
に
は
撤
回
が
で
き
な
い
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
賛
成
で
あ
る
が
、
一
定
の
場
合
（
指
定
行
為
に
当
た
る
発
明
・
発
見
が
海

外
で
さ
れ
た
場
合
な
ど
）
に
は
撤
回
を
認
め
る
こ
と
も
更
に
検
討
し
て
は
ど
う
か
。
第
三
者
が
指
定
行
為
に
着
手
し
た
場
合
に
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
こ
と

に
よ
り
、
指
定
行
為
に
着
手
し
た
第
三
者
を
保
護
す
る
方
向
性
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
懸
賞
広
告
を
し
た
者
が
そ
れ
を
知
る
の
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
要
件
等
を
慎
重
に
検

討
す
べ
き
で
あ
る
。

2
⑶　

同
一
の
方
法
に
よ
る
撤
回
が
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
異
な
っ
た
方
法
に
よ
る
撤
回
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
べ
き
と
の
考
え
方
に
賛
成
す
る
。

3　

現
行
民
法
第
531
条
は
第
3
項
で
「
広
告
中
に
こ
れ
と
異
な
る
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
」
と
し
て
い
る
た
め
、
懸
賞
広
告
を
し
た
者
が
判
定
方
法
を
定
め

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
一
方
、
広
告
者
の
意
思
が
不
明
確
で
あ
る
場
合
に
は
第
1
項
に
よ
り
判
定
が
可
能
で
あ
る
の
で
、
同
条
を
存
置
す
る
方
向
で
、
更
に
検
討
す
べ
き
で

あ
る
。



三
九
二

ま
た
、
優
等
懸
賞
広
告
に
つ
い
て
は
、
現
に
あ
る
広
告
で
は
「
該
当
者
な
し
」
と
し
て
優
等
者
を
決
定
し
な
い
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
も
是
認
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
紛
争
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
は
こ
れ
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
も
検
討
し
て
は
ど
う
か
と
考
え
る
。

第
26　

第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約

1　

保
険
法
や
信
託
法
な
ど
に
お
い
て
、
保
険
金
受
取
人
や
受
益
者
は
受
益
の
意
思
表
示
な
く
当
然
に
権
利
を
取
得
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
を
、『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』
が
示
す
よ
う
に
、
あ
る
程
度
類
型
化
し
、
例
え
ば
、
①
受
益
者
に
諾
約
者
に

対
す
る
債
権
を
取
得
さ
せ
る
も
の
（
債
権
取
得
型
）、
②
受
益
者
に
諾
約
者
に
対
す
る
債
権
を
取
得
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
受
益
者
に
付
随
的
な
負
担
が
伴
う
も
の
（
負

担
付
債
権
取
得
型
）、
③
受
益
者
が
、
諾
約
者
か
ら
財
産
権
の
移
転
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
債
権
を
取
得
す
る
の
に
対
し
、
反
対
給
付
の
債
務
を
負
う
契
約
を
成
立
し

た
も
の
と
扱
う
も
の
（
契
約
成
立
型
）、
④
受
益
者
の
諾
約
者
に
対
す
る
債
務
を
免
除
さ
せ
る
も
の
（
債
務
免
除
型
）、
⑤
要
約
者
と
諾
約
者
の
間
で
合
意
さ
れ
た
受
益
者
の

諾
約
者
に
対
す
る
責
任
の
制
限
や
免
除
に
関
す
る
条
項
を
受
益
者
が
援
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
（
条
項
援
用
型
）
な
ど
に
分
類
し
て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

2　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。

3　

第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
る
か
ら
、
規
定
が
整
備
・
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
。

4
⑴　

諾
約
者
の
履
行
を
確
保
す
る
に
は
、
要
約
者
が
諾
約
者
に
対
し
て
受
益
者
へ
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
条
文
上
も
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
要
約
者
に
よ
る
履
行
請
求
訴
訟
の
既
判
力
の
及
ぶ
範
囲
や
そ
の
執
行
方
法
、
受
益
者
に
よ
る
履
行
請
求
訴
訟
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
も
整
理
し
て
置
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

4
⑵　

第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
類
型
に
も
よ
る
が
、
規
定
が
整
備
・
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
。

第
27　

約
款
（
定
義
及
び
組
入
要
件
）

1　

実
社
会
に
お
い
て
約
款
が
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
点
を
踏
ま
え
て
も
、 

約
款
の
組
入
れ
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
約
款
の
定
義
等
に
つ
き
、
共
通
の
認
識
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
中
、
議
論
を
進
め
て
も
、
想
定
し
て
い
る
場
面
及
び
そ
の
際
重
視
す
べ
き
点

が
異
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
議
論
の
進
め
方
次
第
で
は
、
結
論
が
ず
い
ぶ
ん
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
議
論

の
方
向
性
も
不
確
か
な
段
階
で
、
単
純
に
民
法
の
中
に
約
款
規
定
を
組
み
入
れ
る
べ
き
と
す
る
見
解
に
は
賛
成
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
重
要
性
の
高
い
約
款

に
つ
い
て
は
既
に
特
別
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
事
情
も
考
慮
す
る
と
、
そ
の
法
律
だ
け
で
は
不
十
分
な
点
が
実
際
に
生
じ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
問
題
の
あ
る
実
態

が
生
じ
て
い
る
場
合
に
、
特
別
法
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
約
款
規
定
を
民
法
に
置
く
こ
と
に
、
ど
れ
だ
け
の
意
義
が
み
い
だ
せ
る
の
か
な
ど
、
さ
ら
に
議
論
を
深
め
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
問
題
の
あ
る
実
態
と
し
て
消
費
者
と
事
業
者
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
想
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
消
費
者
契
約
法
の
不
当
条
項
規
制
の
意
義
、

問
題
点
、
法
的
位
置
付
け
な
ど
も
同
時
並
行
で
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

2　

前
記
第
27
の
1
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
約
款
規
制
を
民
法
に
組
み
入
れ
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
約
款
を
い
か
に
定
義
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
一
口
に
約
款
と
い
っ
て
み
て
も
、
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
包
含
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
な
の
か
。
さ
ら
に
、
包
含
し
た
定
義
が
、



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

三
九
三

抽
象
的
な
定
義
に
な
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
特
別
法
が
あ
る
な
か
、
あ
え
て
抽
象
的
な
定
義
を
民
法
に
置
く
意
味
が
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が

あ
る
。

な
お
、
約
款
の
定
義
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
約
款
の
範
囲
と
し
て
、
ひ
な
型
を
ど
う
扱
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
考
え
る
。
消
費
者
の
利
益
を
守
る
観
点
か
ら
は
、

ひ
な
型
も
約
款
に
含
め
て
し
ま
っ
た
方
が
、
よ
り
強
く
消
費
者
の
利
益
が
守
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
者
が
想
定
で
き
る
た
め
、

簡
単
に
結
論
を
だ
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
り
、
実
態
を
よ
く
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
約
款
を
民
法
に
規
定
す
る
根
拠
と
し
て
、

構
造
的
な
交
渉
力
の
不
均
衡
を
挙
げ
る
場
合
に
は
、
約
款
ア
プ
ロ
ー
チ
が
果
た
し
て
ベ
ス
ト
な
答
え
な
の
か
も
さ
ら
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

や
は
り
い
か
な
る
場
面
を
想
定
し
て
い
る
の
か
に
よ
り
、
答
え
も
異
な
り
、
今
の
状
態
で
は
、
議
論
を
つ
め
て
い
く
の
が
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3　

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
前
記
第
27
の
2
の
約
款
の
定
義
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
約
款
を
開
示
し
、
約
款
を
用
い
る
こ
と
の
当
事
者
間
の
合
意
を
い
か

に
解
す
る
か
に
よ
り
、
要
件
の
内
容
が
異
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
通
常
は
、
合
意
を
原
則
と
し
、
例
外
要
件
を
設
け
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
例
外
に
あ
た
る

ケ
ー
ス
と
し
て
想
定
さ
れ
る
場
面
が
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
な
の
か
に
よ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
実
態
上
で
は
、
例
外
と
原
則
が
逆
転
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
慎
重
な
検
討
が
望
ま
れ
る
。
な
お
、
不
意
打
ち
条
項
に
つ
い
て
も
、
想
定
さ
れ
て
い
る
場
面
に
よ
り
意
見
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
不
意
打
ち
条
項
に
つ
き
、
明
確
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
が
実
際
上
、
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
か
も
疑
問
が
あ
る
。
よ
り
慎
重
な
る
検
討
が
求
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

4　

約
款
規
制
を
民
法
に
組
み
入
れ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
議
論
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
と
考
え
る
。
約
款
を
用
い
て
、
契
約
を
交
わ
し
た
場
合
、
契
約
締
結
後
に
、
そ
の

約
款
が
契
約
内
容
と
し
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
（
と
り
わ
け
、
契
約
締
結
後
に
約
款
使
用
者
に
よ
る
一
方
的
な
変
更
が
契
約
内
容
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の

か
）
に
つ
い
て
は
約
款
の
意
義
も
踏
ま
え
つ
つ
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
際
、
約
款
変
更
の
手
続
き
の
方
法
及
び
明
確
な
形
で
効
力
を
規
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
28　

法
律
行
為
に
関
す
る
通
則

1
⑴　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
法
律
行
為
の
定
義
規
定
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
は
特
に
異
論
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
定
義
規
定
一
般
の
必
要
性
に
対
す
る
疑
問
を
呈
す
る

意
見
が
あ
っ
た
。

1
⑵　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
公
序
良
俗
違
反
の
一
類
型
と
し
て
暴
利
行
為
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
有
益
と
す
る
意
見
と
判
例
で
十
分
と
す
る
意
見
に
議
論
が
分
か
れ
、

意
見
の
一
致
を
み
な
か
っ
た
。
公
序
良
俗
規
定
と
は
独
立
し
た
暴
利
行
為
の
規
定
を
置
く
こ
と
に
対
し
て
は
、
暴
利
行
為
を
公
序
良
俗
違
反
と
異
な
っ
た
も
の
と
扱
う
こ
と

に
な
り
好
ま
し
く
な
い
と
す
る
こ
と
で
意
見
の
一
致
を
み
た
。

1
⑶　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
に
異
論
は
な
い
。

2　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
に
異
論
は
な
い
。

3　

法
の
明
確
化
と
い
う
見
地
か
ら
は
明
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
当
事
者
の
意
思
と
慣
習
と
条
文
が
錯
綜
す
る
場
合
に
、
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
が
困
難
に
な
る
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恐
れ
を
考
え
る
と
、
明
ら
か
に
強
行
規
定
で
あ
る
も
の
を
明
示
す
る
以
上
の
こ
と
は
な
す
べ
き
で
は
な
い
。

4　

任
意
規
定
に
対
す
る
慣
習
の
優
位
を
原
則
と
し
、
当
事
者
が
慣
習
に
よ
ら
な
い
と
す
る
意
思
を
示
し
て
い
な
い
場
合
は
慣
習
に
よ
る
と
し
て
よ
い
。
法
の
適
用
に
関
す
る

通
則
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
条
に
明
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
法
令
の
規
定
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
も
の
」
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

第
29　

意
思
能
力

1
⑴　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
意
思
能
力
の
定
義
規
定
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
は
特
に
異
論
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
定
義
規
定
一
般
の
必
要
性
に
対
す
る
疑
問
を
呈
す
る
意

見
が
あ
っ
た
。

意
思
能
力
を
、
個
別
行
為
に
つ
い
て
の
「
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
の
意
味
を
弁
識
す
る
能
力
」
と
す
る
か
、
客
観
的
な
「
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
」
と
す
る
か
に
つ
い
て

は
、
両
論
が
あ
り
意
見
の
一
致
を
み
な
か
っ
た
。

1
⑵　

表
意
者
に
責
任
の
あ
る
一
時
的
意
思
無
能
力
は
保
護
対
象
か
ら
外
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
異
論
が
な
か
っ
た
。

2　

不
要
と
考
え
ら
れ
る
。「
日
常
生
活
に
関
す
る
行
為
の
特
則
」
に
よ
り
意
思
無
能
力
者
に
も
必
要
最
低
限
の
私
的
自
治
能
力
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
と
す
る
考
え
で
あ

ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
私
的
自
治
の
能
力
を
欠
く
者
が
意
思
無
能
力
者
な
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
制
限
行
為
能
力
者
と
は
異
な
る
。
ま
た
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
意
思
無
能
力
者

の
日
常
生
活
取
引
が
現
実
に
保
障
さ
れ
る
と
も
思
え
な
い
。

3　

本
研
究
会
で
は
、
現
状
の
相
対
的
無
効
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
が
多
か
っ
た
。

第
30　

意
思
表
示

意
思
表
示
に
関
す
る
現
行
民
法
規
定
の
検
討
に
際
し
て
は
、
第
三
者
保
護
規
定
の
追
加
・
再
検
討
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
新
規
定
の
導
入
の
際
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
第
三
者
保
護
規
定
相
互
の
要
件
論
的
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
図
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
差
異
の
理
由
を
法
律
行
為
論
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
、
重

要
な
課
題
で
あ
る
。

1
⑴　

心
裡
留
保
を
狭
義
の
心
裡
留
保
と
非
真
意
型
意
思
表
示
と
に
分
類
整
・
整
理
す
る
こ
と
に
は
、
賛
成
す
る
。

1
⑵　

賛
成
で
あ
る
。
第
三
者
の
保
護
の
要
件
に
関
し
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

2
⑴　

賛
成
で
き
な
い
。

2
⑵　

本
条
の
類
推
適
用
は
、
主
と
し
て
不
動
産
取
引
に
お
け
る
取
引
安
全
の
保
護
の
実
現
を
、
本
人
の
外
観
作
出
の
帰
責
性
と
外
形
を
信
頼
し
て
取
引
に
入
っ
た
第
三
者
の

要
保
護
性
と
を
、
個
別
具
体
的
事
例
ご
と
に
相
関
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
記
に
公
信
力
を
認
め
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
第
三
者
の
保
護
を
可
能
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
類
型
は
多
様
で
、
類
型
ご
と
の
保
護
要
件
も
確
定
化
し
て
い
る
と
ま
で
は
明
確
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
段
階
で
は
、
類
推
適
用

の
法
理
の
明
文
化
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

3
⑴　

判
例
法
理
を
条
文
上
明
確
化
す
る
こ
と
に
は
、
賛
成
で
あ
る
。
動
機
が
「
法
律
行
為
の
内
容
」
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
民
法
第
95
条
の
錯
誤
類
型
と
し
て
処
理
す
る
可
能

性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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3
⑵　

判
例
の
明
確
化
に
は
、
賛
成
で
あ
る
。

3
⑶　

賛
成
で
あ
る
。
錯
誤
に
つ
い
て
重
過
失
の
あ
る
表
意
者
で
あ
っ
て
も
、
相
手
方
が
表
意
者
の
錯
誤
を
知
っ
て
い
た
場
合
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
の
錯
誤
の
リ
ス
ク
を
相

手
方
に
負
担
さ
せ
て
も
、
表
意
者
保
護
と
相
手
方
の
利
益
調
整
と
し
て
問
題
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
外
の
事
由
に
関
し
て
は
、
引
き
続
き
検
討
す
べ

き
で
あ
る
。

3
⑷　

引
き
続
き
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
立
法
者
は
意
思
欠
缺
の
場
合
と
瑕
疵
あ
る
意
思
表
示
の
場
合
と
を
区
別
し
、
錯
誤
の
効
果
を
無
効
と
し
た
が
、
現
在
で
は
、
そ
の

無
効
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
相
対
的
無
効
な
い
し
取
消
的
無
効
と
解
さ
れ
て
い
る
。
法
律
行
為
の
拘
束
力
か
ら
表
意
者
を
解
放
す
る
た
め
、
無
効
に
す
る
か
そ
れ
と
も
取
消

と
す
る
か
は
、（
ド
イ
ツ
民
法
で
は
こ
の
問
題
を
取
消
と
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
）
立
法
政
策
の
問
題
と
も
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
取
消
構
成
に

賛
成
す
る
意
見
も
出
さ
れ
た
が
、
他
方
、
現
在
の
（
取
消
的
）
無
効
構
成
に
変
更
を
加
え
る
必
要
性
を
見
出
し
が
た
い
と
す
る
意
見
も
多
く
、
引
き
続
き
慎
重
な
検
討
が
望

ま
れ
る
。

（
関
連
論
点
）
錯
誤
に
よ
る
表
意
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
明
文
の
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
。
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
履
行
利
益
か
信
頼
利
益

の
か
を
明
確
に
す
る
意
味
で
、
規
定
の
明
文
化
に
賛
成
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。

3
⑸　

賛
成
で
あ
る
。
第
三
者
保
護
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
は
賛
成
す
る
も
の
の
、
第
三
者
保
護
規
定
の
要
件
と
し
て
、
善
意
で
は
足
り
ず
、
無
過
失
ま
で
要
求
す
べ
き
か
に

関
し
て
は
、
引
き
続
き
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

3
⑹　

賛
成
で
あ
る
。
第
三
者
保
護
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
は
賛
成
す
る
も
の
の
、
第
三
者
保
護
規
定
の
要
件
と
し
て
、
善
意
で
は
た
り
ず
、
無
過
失
ま
で
要
求
す
べ
き
か
に

関
し
て
は
、
引
き
続
き
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

4
⑴　

賛
成
で
き
な
い
。
判
例
も
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
が
、
民
法
第
96
条
の
詐
欺
に
当
た
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
以
上
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
解
す
る
。

4
⑵　

賛
成
で
あ
る
。

（
関
連
論
点
）
賛
成
で
あ
る
。

4
⑶　

賛
成
で
あ
る
。
第
三
者
の
保
護
要
件
に
関
し
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

5　

新
し
い
規
定
の
要
否
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
新
設
規
定
が
、
こ
れ
ま
で
の
意
思
表
示
規
定
と
同
様
に
成
熟
し
た
構
成
要
件
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
ま
た
、
意
思
表
示
に
関
す
る
民
法
上
の
一
般
の
ル
ー
ル
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
ま
で
の
意
思
表
示
規
定
の
隙
間
を
埋
め
う
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
、
多
数
の
判
例

の
集
積
が
あ
る
も
の
が
望
ま
し
い
。

⑴　

不
実
告
知

賛
成
で
き
な
い
。
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
不
実
告
知
取
消
規
定
は
、
現
行
の
（
表
意
者
保
護
の
実
効
性
の
観
点
か
ら
は
、
必
ず
し
も
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
は
い
え

な
い
）
民
法
の
詐
欺
・
強
迫
・
錯
誤
な
ど
の
意
思
表
示
規
定
の
隙
間
を
埋
め
う
る
可
能
性
が
あ
り
、
表
意
者
保
護
の
規
定
の
充
実
化
か
ら
民
法
に
こ
れ
を
設
け
る
こ
と
に
賛

成
す
る
意
見
も
あ
っ
た
が
、「
不
実
告
知
に
よ
る
取
消
」
制
度
が
、
従
来
の
制
度
ほ
ど
に
「
成
熟
」
し
た
も
の
と
評
し
え
な
い
こ
と
か
ら
、
民
法
に
こ
れ
を
設
け
る
必
要
性
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を
認
め
な
い
と
す
る
意
見
が
多
数
を
占
め
た
。

⑵　

不
利
益
事
実
の
不
告
知

賛
成
で
き
な
い
。
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
不
利
益
事
実
の
不
告
知
の
規
定
に
関
し
て
も
、
不
実
告
知
と
同
様
に
民
法
に
こ
れ
を
設
け
る
必
要
性
を
認
め
ら
れ
な
い
と
す

る
意
見
が
多
数
を
占
め
た
。

6
⑴　

賛
成
で
あ
る
。

6
⑵　

賛
成
で
あ
る
。

6
⑶　

賛
成
で
あ
る
。

6
⑷　

賛
成
で
あ
る
。

第
31　

不
当
条
項
規
制

1　

1
．
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
着
眼
点
・
論
点

民
法
典
に
消
費
者
・
事
業
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
が
、
仮
に
、
不
当
条
項
規
制
を
設
け
る
に
し
て
も
、
事
業
者
同
士
の
契
約
、
事
業
者
対
消
費
者
の
契

約
、
消
費
者
同
士
の
契
約
と
い
っ
た
類
型
別
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
の
是
非
な
ど
、
当
事
者
の
類
型
別
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
情
報
量
や
交
渉
力

格
差
に
着
目
し
た
場
合
、
事
業
者
同
士
の
契
約
で
あ
っ
て
も
看
過
で
き
な
い
格
差
が
あ
る
場
合
も
あ
り
、
単
純
に
消
費
者
契
約
と
そ
れ
以
外
と
い
う
分
類
（
分
析
）
に
は
慎

重
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

2
．
意
見

不
当
条
項
規
制
の
要
否
に
つ
い
て
、「
そ
の
必
要
性
を
判
断
す
る
前
提
と
し
て
正
確
な
実
態
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
」
と
の
指
摘
に
賛
成
で
あ
る
。
実
態
把
握
と
立
法
事

実
の
摘
示
を
踏
ま
え
た
議
論
が
重
要
な
は
ず
で
あ
り
、
単
に
予
測
可
能
性
の
確
保
を
目
的
と
し
て
不
当
条
項
規
制
導
入
を
所
与
の
前
提
と
す
る
か
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に

は
反
対
で
あ
る
。

2　

1
．
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
着
眼
点
・
論
点

近
時
、
急
速
に
普
及
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
モ
バ
イ
ル
を
通
じ
た
取
引
は
約
款
を
用
い
る
典
型
的
な
例
と
考
え
ら
れ
る
が
、
仕
組
み
上
、
ス
テ
ッ
プ
毎
に
個
別
に

同
意
ま
た
は
確
認
の
意
思
表
示
を
ク
リ
ッ
ク
し
た
う
え
で
手
続
き
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
一
方
、
実
態
と
し
て
、
ス
テ
ッ
プ
毎
に
ク
リ
ッ
ク
さ
れ
る
個
別
の
同
意
ま
た
は
確

認
の
意
思
表
示
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
理
解
の
う
え
で
行
な
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

個
別
合
意
さ
れ
た
条
項
を
不
当
条
項
規
制
の
対
象
外
と
す
る
場
合
に
は
、
か
か
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

2
．
意
見

各
提
案
に
お
い
て
「
更
に
検
討
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。
な
お
、「
契
約
の
中
心
部
分
」
に
か
か
わ
る
議
論
に
お
い
て
、
価
格
を
そ
の
対
象
に
含
め

る
か
ど
う
か
が
論
点
と
さ
れ
て
い
る
が
、
価
格
の
当
否
は
市
場
の
評
価
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
契
約
内
容
（
不
当
条
項
）
に
よ
る
規
制
な
じ
む
も
の
で
は
な
い
た
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す
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す
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商
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め
反
対
で
あ
る
。

3　

各
提
案
に
お
い
て
「
更
に
検
討
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。

4　

各
提
案
に
お
い
て
「
更
に
検
討
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。

5　

各
提
案
に
お
い
て
「
更
に
検
討
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。

な
お
、
法
律
に
お
い
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
（
ま
た
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
）
を
掲
げ
た
代
表
的
先
例
と
し
て
い
わ
ゆ
る
人
材
派
遣
法
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運

営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
と
異
な
り
契
約
条
項
は
さ
ま
ざ
ま
な
条
項
と
文
脈
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
お
り
、
か
つ
当
該
条
項
の
効
果
と
一
体
で
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。
文
言
・
規
定
ま
た
は
そ
れ
ら
の
効
果
の
み
に
着
目
し
て
当
・
不
当
を
判
断
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
を

伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
リ
ス
ト
化
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
リ
ス
ト
と
し
て
提
示
さ
れ
た
内
容
が
脱
法
的
に
悪
用
さ
れ
る
懸
念
に
つ
い
て
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
32　

無
効
及
び
取
消
し

1　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
統
一
的
結
論
を
出
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
相
対
的
無
効
に
は
、
表
意
者
の
み
が
無
効
を
主
張
し
う
る
場
合
、
特
定

人
に
対
し
て
無
効
を
主
張
し
え
な
い
場
合
、
特
定
人
と
の
関
係
で
の
み
無
効
と
さ
れ
る
場
合
と
い
っ
た
種
々
の
類
型
が
あ
り
、
そ
の
目
的
も
、
表
意
者
の
保
護
、
第
三
者
の

保
護
、
公
益
的
な
利
益
の
保
護
な
ど
様
々
で
あ
り
、「
解
釈
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
な
い
」
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
立
法
で
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
あ
え

て
解
釈
に
委
ね
、
議
論
の
深
化
を
見
守
る
と
い
っ
た
見
識
も
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
掲
げ
る
。

2
⑴　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
統
一
的
結
論
を
出
す
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
本
研
究
会
と
し
て
は
、「
消
費
者
」
概
念
を
民
法
典
に
取
り
入
れ
る
こ
と

に
反
対
で
あ
る
の
で
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
か
か
る
観
点
か
ら
の
法
律
行
為
の
一
部
無
効
概
念
の
導
入
の
必
要
は
な
い
と
い
う
帰
結
と
な
る
。
な
お
、
本
論
点
に
関
し
て
も
、

す
ぐ
に
立
法
で
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
あ
え
て
解
釈
に
委
ね
、
議
論
の
深
化
を
見
守
る
と
い
っ
た
見
識
も
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
の
で
、

こ
こ
に
掲
げ
る
。

2
⑵　

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
す
ぐ
に
立
法
で
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
あ
え
て
解
釈
に
委
ね
、
議
論
の
深
化
を
見
守
る
と
い
っ
た
見
識
も

必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
掲
げ
る
。

2
⑶　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
統
一
的
結
論
を
出
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
討
議
の
過
程
で
、「
密
接
な
関
連
性
」
と
い
う
要
件
が
曖
昧
で
あ
る

こ
と
、
契
約
の
個
数
な
ど
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
て
か
ら
立
法
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
は
、
解
釈
に
委
ね
て
お
く
こ
と
で
よ
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
の
で
、

こ
こ
に
掲
げ
る
。

3
⑴　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
統
一
的
結
論
を
出
す
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
特
段
の
明
文
規
定
を
置
く
必
要
は
な
い
と
の
意
見

が
有
力
で
あ
っ
た
。

3
⑵　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
不
当
利
得
に
関
す
る
解
釈
に
委
ね
て
お
く
こ
と
で
足
り
る
も
の
と
考
え
る
。
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3
⑶　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
解
釈
に
委
ね
て
お
け
ば
足
り
、
特
段
の
立
法
の
必
要
性
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。
な
お
、
意
思
無
能
力
の
規
定
に
つ
い

て
は
、
明
文
規
定
を
あ
え
て
設
け
る
必
要
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。

3
⑷　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
特
段
の
明
文
規
定
を
置
く
必
要
は
な
く
、
解
釈
に
委
ね
て
お
け
ば
足
り
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

3
⑸　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
特
段
の
明
文
規
定
を
置
く
必
要
は
な
く
、
解
釈
に
委
ね
て
お
け
ば
足
り
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

4
⑴　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
統
一
的
結
論
を
出
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
実
務
上
困
難
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
引
き
続
き
検

討
さ
れ
た
い
。

4
⑵　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
統
一
的
結
論
を
出
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
押
し
つ
け
商
法
な
ど
の
場
面
で
、
実
務
上
追
認
が
困
難
と
な
る
支
障
を
生
じ

さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

4
⑶　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
特
段
の
異
論
が
な
か
っ
た
。

4
⑷　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
取
消
原
因
ご
と
に
、
相
手
方
に
催
告
権
を
与
え
る
こ
と
が
追
認
権
者
に
と
っ
て
過
度
に
不
利
と
な
ら
な
い
か
を
検
討
し

た
う
え
で
、
個
別
の
規
定
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
付
記
す
る
。

5
⑴　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
現
行
の
期
間
内
で
も
取
消
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
に
と
っ
て
、
不
利
益
に
な
る
本
改
正
提
案
に
対
し
て
は
、

慎
重
に
検
討
す
る
よ
う
望
む
も
の
で
あ
る
。

5
⑵　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
、
解
釈
に
委
ね
て
お
く
こ
と
で
足
り
る
も
の
と
考
え
る
。

第
33　

代
理

1
⑴　

現
行
規
定
の
変
更
の
必
要
は
な
い
。

1
⑵　

現
行
規
定
の
変
更
の
必
要
は
な
い
。

1
⑶　

現
行
規
定
の
変
更
の
必
要
は
な
い
。

1
⑷　

現
行
規
定
の
変
更
の
必
要
は
な
い
。

1
⑸　

現
行
規
定
の
変
更
の
必
要
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
仮
に
変
更
す
る
場
合
、
提
案
さ
れ
て
い
る
「
自
己
執
行
を
期
待
す
る
の
が
相
当
で
な
い
」
と
い
う
表
現
に
つ

い
て
は
、
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

1
⑹　

判
例
法
理
（
大
判
昭
和
7
年
6
月
6
日
民
集
11
巻
1115
頁
等
）
に
よ
り
対
処
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。

1
⑺　

判
例
法
理
（
最
判
昭
和
42
年
4
月
20
日
民
集
21
巻
3
号
697
頁
、
最
判
平
成
4
年
12
月
10
日
民
集
46
巻
9
号
2727
頁
等
）
に
よ
り
対
処
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。

2
⑴
ア　

判
例
（
大
判
明
治
39
年
5
月
17
日
民
録
12
輯
758
頁
）
や
通
説
的
見
解
は
、
民
法
第
109
条
に
対
す
る
法
定
代
理
の
適
用
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
判
例
法
理
の
解

釈
で
十
分
対
応
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。
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）
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2
⑴
イ　

現
行
規
定
の
変
更
の
必
要
は
な
い
。

2
⑴
ウ　

判
例
法
理
（
最
判
昭
和
39
年
5
月
23
日
民
集
18
巻
4
号
621
頁
、
最
判
昭
和
42
年
11
月
10
日
民
集
21
巻
9
号
2417
頁
等
）
に
よ
り
対
処
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。

2
⑴
エ　

判
例
法
理
（
最
判
昭
和
35
年
10
月
21
日
民
集
14
巻
12
号
2661
頁
）
に
よ
り
対
処
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。

2
⑴
オ　

判
例
法
理
（
最
判
昭
和
45
年
7
月
28
日
民
集
24
巻
7
号
1203
頁
）
に
よ
り
対
処
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。

2
⑵
ア　

判
例
は
、
法
定
代
理
に
も
適
用
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
が
（
大
連
判
昭
和
17
年
5
月
20
日
民
集
21
巻
571
頁
）、
判
例
法
理
の
解
釈
で
十
分
対
応
で
き
る
も
の
と
思
わ

れ
る
こ
と
か
ら
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。

2
⑵
イ　

私
法
上
の
代
理
権
で
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
基
本
代
理
権
と
な
り
う
る
か
に
つ
き
、
登
記
申
請
行
為
は
公
法
上
の
行
為
で
は
あ
る
が
、
特
定
の
私
法
上
の
取
引
行
為

の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
表
見
代
理
の
成
立
を
認
め
た
判
例
が
あ
る
（
最
判
昭
和
46
年
6
月
3
日
民
集
25
巻
4
号
455
頁
）。
し
か
し
、
法
律
行
為
以
外
の
事
実

行
為
が
基
本
的
代
理
権
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
法
上
の
解
釈
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
代
理
権
に
事
実
行
為
を
含
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
慎

重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

2
⑵
ウ　

判
例
法
理
（
最
判
昭
和
35
年
12
月
27
日
民
集
14
巻
14
号
3234
頁
）
に
よ
り
対
処
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。

2
⑶
ア　

他
の
表
見
代
理
規
定
と
同
様
に
、
特
に
明
文
上
の
規
定
を
置
く
必
要
は
な
い
。

2
⑶
イ　

判
例
法
理
（
最
判
昭
和
44
年
7
月
25
日
判
時
574
号
26
頁
）
に
よ
り
対
処
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。

2
⑶
ウ　

判
例
法
理
（
大
連
判
昭
和
19
年
12
月
22
日
民
集
23
巻
626
頁
）
に
よ
り
対
処
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。

3
⑴　

現
行
規
定
の
変
更
の
必
要
は
な
い
。
な
お
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
未
成
年
者
が
代
理
人
と
称
し
て
行
動
し
て
い
る
場
合
に
、
未
成
年
者
が
「
制
限
行
為
能
力
者
」

で
あ
る
と
の
理
由
で
、
一
律
に
当
該
行
為
の
責
任
を
免
除
さ
れ
る
と
い
う
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
（
こ
の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
は
民
法
第
117
条
の
履
行
又
は
損
害
賠
償
責

任
が
不
法
行
為
責
任
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
民
法
第
712
条
の
場
合
と
同
様
に
、
事
理
弁
識
能
力
を
欠
く
者
の
み
が
免
責
さ
れ
る
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
）
と
す
る

意
見
も
示
さ
れ
た
。

3
⑵　

判
例
法
理
に
よ
り
対
処
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
。

4　

代
理
に
類
似
す
る
制
度
と
し
て
は
、
授
権
の
ほ
か
に
間
接
代
理
が
あ
る
。
間
接
代
理
と
は
、
自
己
の
名
で
法
律
行
為
を
し
な
が
ら
、
そ
の
経
済
的
効
果
の
み
を
他
人
に
帰

属
さ
せ
る
制
度
で
あ
り
、
問
屋
（
商
法
第
551
条
）
が
そ
の
一
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
授
権
」
を
明
文
化
す
る
に
際
し
て
は
、
商
法
上
の
問
屋
等
と
の

関
係
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

第
34　

条
件
及
び
期
限

1　

用
語
の
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
え
て
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
定
義
規
定
を
置
く
こ
と
に
は
反
対
す
る
。
法
典
は
教
科
書
で
は
な

い
と
い
う
議
論
は
、
現
行
民
法
制
定
時
に
も
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
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2　

規
定
を
置
く
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。
但
し
、
故
意
に
条
件
を
成
就
さ
せ
た
場
合
で
も
、
非
難
す
べ
き
で
な
い
場
合
を
除
外
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
行
民
法
第
130
条
の
「
妨

げ
た
」
に
対
応
す
る
よ
う
な
非
難
的
要
素
を
持
つ
用
語
を
工
夫
す
べ
き
で
あ
る
。

3　

原
始
的
不
能
論
の
見
直
し
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
削
除
に
賛
成
で
あ
る
。

4　

用
語
の
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
え
て
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
定
義
規
定
を
置
く
こ
と
に
は
反
対
す
る
。

5　

破
産
債
権
の
現
在
化
に
つ
い
て
は
破
産
法
に
規
定
が
あ
り
、
財
団
債
権
に
つ
い
て
は
現
在
化
さ
せ
る
必
要
性
に
乏
し
い
。
現
行
民
法
第
137
条
第
1
号
は
不
要
で
あ
る
。
第

2
号
に
つ
い
て
は
、
例
外
で
あ
る
、
動
産
売
買
先
取
特
権
目
的
物
の
費
消
の
み
に
注
目
し
て
、
削
除
す
る
の
は
本
末
転
倒
で
あ
り
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
動
産
売
買
先
取
特
権

規
定
を
改
正
す
れ
ば
足
り
る
。

第
35　

期
間
の
計
算

1　

民
法
は
私
法
体
系
に
お
け
る
基
本
法
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
己
完
結
的
に
、
引
き
続
き
規
定
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。

2　

現
行
法
で
十
分
対
応
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
新
た
に
設
け
る
必
要
は
な
い
。

3　

期
間
の
末
日
が
日
曜
休
日
で
は
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
期
間
の
末
日
が
当
事
者
双
方
（
複
数
存
在
す
る
場
合
に
は
そ
の
す
べ
て
の
）
に
と
っ
て
休
日
で
あ
る
場
合
、
当

事
者
満
了
の
特
例
と
す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
り
明
文
化
に
賛
成
す
る
。
一
方
、
日
曜
休
日
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
取
引
慣
行
上
休
日
で
は
な
い
場
合
に
は
延
期
の
必
要

性
が
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
契
約
の
解
釈
に
委
ね
れ
ば
足
り
、
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
36　

消
滅
時
効

1
⑴　

短
期
消
滅
時
効
と
通
常
の
消
滅
時
効
は
そ
の
制
度
趣
旨
が
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
短
期
消
滅
時
効
の
見
直
し
は
原
則
的
な
時
効
期
間
の
見
直
し
と
連
動
さ
せ
る

必
要
は
な
く
、
こ
れ
を
短
縮
す
る
こ
と
は
、
債
務
者
の
無
資
力
・
所
在
不
明
等
の
理
由
に
よ
り
当
面
は
回
収
の
見
込
み
の
な
い
債
権
で
あ
っ
て
も
そ
の
時
効
消
滅
を
阻
止
す

る
た
め
に
、
訴
訟
等
の
提
起
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
債
権
者
の
負
担
を
考
慮
す
る
と
、
現
行
法
の
10
年
を
維
持
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

1
⑵
ア　

現
行
の
職
業
別
に
短
期
消
滅
時
効
期
間
を
定
め
る
方
法
は
、
今
日
に
お
い
て
合
理
性
を
欠
く
。
短
期
消
滅
時
効
は
領
収
書
の
保
管
期
間
と
い
う
点
に
特
化
し
、
少
額

債
権
（
10
〜
20
万
円
程
度
）
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
と
し
た
ら
ど
う
か
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
金
額
を
制
令
等
に
委
ね
る
の
は
、
基
本
的
市
民
法
と
い
う
民
法
の
性
格

上
好
ま
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。

1
⑵
イ　

定
期
金
債
権
に
つ
い
て
は
、
弁
済
期
未
到
来
の
も
の
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
半
年
程
度
の
不
履
行
の
際
に
は
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
た
上
、
最
期
に
弁

済
さ
れ
た
と
き
か
ら
10
年
で
時
効
消
滅
す
る
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

1
⑵
ウ　

現
行
規
定
を
維
持
す
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。

1
⑵
エ　

民
法
第
724
条
後
段
の
期
間
を
時
効
期
間
と
し
、
中
断
を
認
め
る
こ
と
は
被
害
者
救
済
の
見
地
か
ら
賛
成
で
あ
る
。
他
は
不
法
行
為
法
全
体
の
見
直
し
の
中
（
例
え
ば

定
期
金
賠
償
を
導
入
す
る
か
等
）
で
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
今
回
特
に
改
正
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
総
論
的
に
主
観
的
起
算
点
を
導
入
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
現
行
民
法
第
724
条
前
段
の
3
年
が
却
っ
て
他
の
債
権
よ
り
時
効
期
間
が
短
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
被
害
者
救
済
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
留
意
す
る



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

四
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必
要
が
あ
る
。

1
⑶　

短
期
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
、
領
収
書
保
管
期
間
と
い
う
観
点
か
ら
、
主
観
的
起
算
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
反
対
で
あ
る
。
一
般
及
び
商
事
債
権
に
つ
い
て
は

賛
成
す
る
。
た
だ
し
、
客
観
的
起
算
点
か
ら
の
時
効
期
間
を
超
え
た
後
も
主
観
的
に
は
時
効
が
進
行
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
時
効
は
完
成
せ
ず
、
ま
た
は
時
効
障
害
と
な

り
う
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

1
⑷　

時
効
は
公
序
で
あ
り
、
合
意
に
よ
る
時
効
期
間
の
短
縮
は
原
則
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
と
、
契
約
に
お
い
て
権
利
行
使
期
間
が
定
め
ら
れ
う
る
と

い
う
こ
と
は
、
次
元
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
。

2
⑴　

中
断
と
い
う
用
語
は
、
日
常
の
用
語
例
と
異
な
る
の
で
、
新
た
な
時
効
の
進
行
と
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
他
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
わ
か
り
や
す
さ
を
求
め
る
と
い
う

観
点
か
ら
賛
成
で
あ
る
。

2
⑵　

前
記
第
36
の
2
⑴
以
外
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
停
止
事
由
と
同
様
に
該
当
期
間
も
時
効
は
進
行
し
て
い
た
も
の
と
し
、
事
由
終
了
後
も
一
定
期
間
は
（
別
の
中
断
方
法

を
と
る
途
を
与
え
る
た
め
）
時
効
が
完
成
し
な
い
も
の
と
す
る
。

2
⑶　

天
災
等
に
よ
る
時
効
の
停
止
期
間
に
つ
い
て
、
障
害
が
消
滅
し
た
と
き
か
ら
2
週
間
は
短
い
の
で
他
と
合
わ
せ
て
6
か
月
と
す
る
。
な
お
、「
障
害
の
消
滅
」
と
い
う

概
念
の
中
に
主
観
的
要
素
も
取
り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。

2
⑷　

簡
便
な
制
度
と
し
て
導
入
に
賛
成
で
あ
る
。
債
務
者
か
ら
の
（
確
定
日
付
あ
る
）
協
議
不
調
の
申
し
入
れ
書
面
あ
る
い
は
両
当
事
者
作
成
の
確
認
書
の
日
付
日
か
ら
6

か
月
は
、
時
効
は
完
成
し
な
い
も
の
と
す
る
。

2
⑸
ア　

一
部
請
求
で
あ
る
こ
と
の
明
示
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
全
部
に
つ
い
て
時
効
障
害
の
効
果
が
生
じ
る
と
し
つ
つ
、
請
求
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
判
決
確
定
後
は

時
効
障
害
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
扱
う
。
た
だ
し
、
判
決
確
定
か
ら
6
か
月
は
時
効
は
完
成
し
な
い
も
の
と
す
る
。

2
⑸
イ　

こ
れ
に
よ
り
、
債
務
者
へ
の
時
効
中
断
を
認
め
る
実
益
が
あ
る
の
は
債
務
者
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
場
合
で
あ
ろ
う
が
、
債
務
者
に
到
達
し
な
い
通
知
に
時
効
中
断

効
を
認
め
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
。

3
⑴　

援
用
の
効
果
と
し
て
は
、
単
に
履
行
拒
絶
権
が
生
じ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
援
用
し
た
者
と
の
関
係
で
実
体
的
に
権
利
が
消
滅
す
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ

と
に
反
対
は
し
な
い
。
た
だ
し
、
時
効
消
滅
し
た
債
権
で
も
自
動
債
権
と
し
て
相
殺
に
供
し
う
る
も
の
と
す
る
。

3
⑵　

援
用
権
者
の
範
囲
と
し
て
、
保
証
人
、
物
上
保
証
人
を
例
示
し
た
上
、
法
律
上
正
当
な
利
益
を
受
け
る
第
三
者
と
す
べ
き
で
あ
る
。

3
⑶　

援
用
権
の
放
棄
は
、
援
用
権
の
存
在
を
知
っ
た
上
で
、
そ
の
行
使
と
矛
盾
す
る
行
動
を
と
っ
た
場
合
に
限
定
す
る
。
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
放
棄
と
せ
ず
、
信
義

則
上
喪
失
を
認
め
れ
ば
良
い
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
信
義
則
適
用
の
一
事
例
に
す
ぎ
ず
、
明
文
を
置
く
必
要
は
な
い
。

4　

形
成
権
の
多
様
性
に
鑑
み
る
と
、
形
成
権
一
般
に
つ
い
て
の
規
定
は
置
く
必
要
は
な
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
抗
弁
権
の
永
久
性
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
を

検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
規
定
が
な
く
て
も
、
援
用
権
の
濫
用
の
問
題
と
し
て
、
一
般
条
項
に
委
ね
う
る
。

5
⑴　

特
に
検
討
す
る
必
要
を
見
い
出
せ
な
い
。
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5
⑵　

取
得
時
効
・
消
滅
時
効
に
共
通
す
る
、
時
効
総
則
の
規
定
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
取
得
時
効
へ
の
影
響
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

第
37　

契
約
各
則
│
共
通
論
点

1　

典
型
契
約
の
冒
頭
規
定
を
、
効
力
要
件
を
定
め
る
形
式
で
は
な
く
定
義
規
定
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
名
契
約
が
効
力
を
生
ず
る
根
拠
の
説
明
も
容
易
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
現
在
の
冒
頭
規
定
が
契
約
の
本
質
部
分
や
成
立
要
件
等
を
簡
潔
に
示
し
、
訴
訟
に
お
け
る
攻
撃
防
御
の
構
造
を
示
す
指
標
に
も
な
っ
て
い
た
点
に
も
配
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。

2　

民
法
の
規
定
の
う
ち
、
債
権
関
係
の
規
定
を
、
公
序
良
俗
に
関
す
る
も
の
（
強
行
規
定
）
と
そ
う
で
な
い
も
の
（
任
意
規
定
）
に
書
き
分
け
る
こ
と
、
ま
た
は
、
そ
れ
を

区
別
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
典
型
契
約
の
性
質
決
定
に
関
す
る
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
や
各
典
型
契
約
の
定
義
規
定
に
関
す
る
問
題
と

あ
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

第
38　

売
買
│
総
則

1　
『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』【3.2.1.02

】
の
形
で
条
文
化
す
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
規
定
場
所
は
契
約
総
則
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
の
見

解
が
多
数
を
占
め
た
が
、
準
用
規
定
を
設
け
れ
ば
売
買
の
個
所
に
規
定
し
て
も
問
題
は
な
い
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

2　

履
行
の
着
手
に
つ
い
て
判
例
の
基
準
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
。
履
行
さ
れ
る
と
信
頼
し
た
相
手
方
保
護
と
し
て
損
害
賠
償
に
よ
る
調
整
を
設
け
る
こ
と
に

は
賛
成
で
あ
る
が
、
錯
誤
や
契
約
交
渉
上
の
過
失
と
の
問
題
と
の
関
係
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。「
償
還
」
に
つ
い
て
は
、
口
頭
の
提
供
で
は
足
り
ず
現
実
の
提
供
が
必

要
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
が
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
強
く
拒
ん
で
い
る
場
合
に
ま
で
現
実
の
提
供
ま
で
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ

た
。

第
39　

売
買
│
売
買
の
効
力
（
担
保
責
任
）

1
⑴　

瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
を
契
約
責
任
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。
瑕
疵
担
保
責
任
は
特
定
物
の
場
合
に
限
定
し
、
種
類
物
の
場
合
に
は
不
完
全
履
行
の
問
題

と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
。
債
務
不
履
行
一
般
に
瑕
疵
担
保
責
任
を
取
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
、
特
に
瑕
疵
担
保
責
任
を
規
定
す
る
こ
と
自
体
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が

あ
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
両
者
の
要
件
・
効
果
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
で
て
く
る
の
か
、
出
て
く
る
と
し
て
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
の
理
由
づ
け
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

1
⑵　

現
在
の
解
釈
論
に
よ
り
う
ま
く
処
理
で
き
て
い
る
の
で
、
あ
え
て
瑕
疵
概
念
を
定
義
す
る
必
要
は
な
い
。

1
⑶　
「
隠
れ
た
」
と
い
う
要
件
は
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
①
外
形
上
明
ら
か
な
瑕
疵
は
含
ま
れ
ず
、
自
主
的
な
解
決
基
準
と
し
て
有
用
で
あ
る
、
②
瑕
疵
通

知
義
務
、
瑕
疵
検
査
義
務
等
と
の
関
係
で
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

1
⑷　

代
金
減
額
に
つ
い
て
は
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
対
価
的
均
衡
を
維
持
す
る
た
め
に
有
用
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
（
代
金
減
額
的

損
害
賠
償
）
の
中
で
処
理
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
も
あ
っ
た
。

1
⑸　

ド
イ
ツ
の
よ
う
に
履
行
請
求
権
に
優
位
を
認
め
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。
紛
争
の
解
決
に
必
要
な
適
切
な
手
段
を
選
択
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
優
先
順
位
を



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

四
〇
三

付
け
る
な
ど
し
た
場
合
使
い
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
で
問
題
が
出
て
き
た
場
合
に
は
、
信
義
則
や
権
利
濫
用
の
よ
う
な
一
般
法
理
論
で
処
理
す
べ
き
で

あ
る
。

1
⑹　

も
し
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
に
取
り
込
む
と
す
る
と
消
滅
時
効
の
一
般
規
定
に
よ
る
こ
と
に
な
る
が
、
取
り
込
む
取
り
込
ま
な
い
の
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
た

と
し
て
も
、
特
に
短
期
の
期
間
制
限
を
設
け
る
こ
と
の
合
理
性
を
ど
こ
に
求
め
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
取
引
の
早
期
安
定
化
を
図
る
、
短
期
に
し

な
い
と
ど
の
時
点
で
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
分
か
り
に
く
く
な
る
等
、
短
期
の
期
間
制
限
を
設
け
る
必
要
が
現
在
も
あ
る
と
の
見
解
が
多
数
を
占
め
た
。
な
お
、
瑕
疵
を
発
見
し

た
な
ら
合
理
的
期
間
内
に
通
知
す
る
義
務
を
課
す
と
い
う
形
で
こ
の
問
題
を
処
理
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
見
解
も
あ
っ
た
。

2　

物
の
瑕
疵
担
保
に
関
す
る
債
務
不
履
行
に
関
す
る
議
論
と
共
通
す
る
形
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

3
⑴　

他
の
債
務
不
履
行
と
比
べ
て
特
に
保
護
を
与
え
る
理
由
が
な
い
の
で
、
他
人
の
権
利
の
売
買
に
お
け
る
善
意
の
買
主
の
解
除
権
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

3
⑵　

物
の
瑕
疵
担
保
責
任
と
同
質
と
考
え
ら
れ
る
が
、
①
代
金
減
額
に
な
じ
み
や
す
い
、
②
数
量
超
過
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
し
た
場
合
に
必
要
と
な
る
な
ど
か
ら
、
こ
の

規
定
は
削
除
す
べ
き
で
は
な
い
。

3
⑶　

代
金
減
額
に
つ
い
て
も
認
め
て
よ
い
。

3
⑷　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
債
務
不
履
行
に
他
な
ら
な
い
の
で
削
除
す
べ
き
と
の
意
見
が
主
張
さ
れ
た
が
、
反
対
の
意
見
も
強
く
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意

見
で
あ
る
。

4　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
①
権
利
の
瑕
疵
と
の
バ
ラ
ン
ス
、
②
競
売
制
度
の
信
頼
を
高
め
る
、
③
民
事
執
行
法
内
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
民
法
第
570
条

た
だ
し
書
き
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
述
べ
る
者
が
あ
る
一
方
、
現
行
法
内
の
解
釈
で
こ
の
問
題
は
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
必
要
は
な
い
と
の
見
解

も
強
く
主
張
さ
れ
、
意
見
の
統
一
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

5　

担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
と
捉
え
る
と
当
然
の
こ
と
と
な
り
、
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
は
立
た
な
い
の
で
、
こ
の
規
定
は
維
持
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

6　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
売
主
は
数
量
を
検
査
で
き
る
し
、
契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
代
金
増
額
請
求
を
認
め
る
こ
と
や
錯
誤
に
よ
る
保
護
も
考
え
ら
れ
る
の
で
規
定
を
設

け
る
必
要
は
な
い
と
も
意
見
も
あ
っ
た
が
、
解
釈
で
代
金
増
額
を
導
き
だ
せ
る
か
は
問
題
で
あ
る
、
錯
誤
の
ハ
ー
ド
ル
は
か
な
り
高
い
し
、
そ
れ
に
よ
る
と
契
約
目
的
物
を

保
持
で
き
な
い
等
の
理
由
か
ら
、
数
量
超
過
の
場
合
に
つ
い
て
規
定
で
き
な
い
か
更
に
検
討
し
て
は
ど
う
か
と
の
意
見
が
多
数
を
占
め
た
。

7　

債
務
不
履
行
に
お
け
る
免
責
と
の
関
係
、
不
当
条
項
規
制
と
の
関
係
等
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

8　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
保
証
の
要
件
・
効
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
の
か
更
に
検
討
す
る
必
要
が
が
あ
る
と
の
意
見
が
強
く
主
張
さ
れ
た
が
、
規
定
せ
ず

債
務
不
履
行
一
般
の
問
題
と
し
て
処
理
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

9　

商
人
（
事
業
者
）
や
消
費
者
と
い
っ
た
当
事
者
の
属
性
に
よ
っ
て
区
別
し
た
規
定
は
設
け
る
べ
き
で
な
い
。

第
40　

売
買
│
売
買
の
効
力
（
担
保
責
任
以
外
）



四
〇
四

1
⑴　

明
文
化
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

1
⑵　

規
定
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
受
領
遅
滞
と
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

2
⑴　

規
定
を
設
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
不
動
産
登
記
と
の
関
係
で
も
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。

2
⑵　

目
的
物
の
引
渡
と
同
時
に
代
金
を
支
払
う
べ
き
と
き
で
も
、
目
的
物
が
引
渡
さ
れ
た
の
ち
は
民
法
第
484
条
に
よ
る
と
の
判
例
の
内
容
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

と
く
に
異
論
は
な
い
。

2
⑶　

不
安
の
抗
弁
権
と
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

2
⑷　

抵
当
権
の
存
在
を
考
慮
し
て
代
金
額
を
決
定
し
て
い
る
場
合
に
は
民
法
第
577
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
文
化
す
べ
き
で
あ
る
。

3　

現
在
の
決
済
の
簡
便
性
、
果
実
と
利
息
の
等
価
性
と
い
う
考
え
方
は
維
持
で
き
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
売
る
主
は
引
渡
期
日
ま
で
に
生
じ
た
果
実
を
取
得
し
、
買
主
は
代

金
支
払
い
期
日
ま
で
代
金
の
利
息
を
支
払
う
必
要
が
な
い
と
い
う
形
で
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

4
⑴　

無
権
代
理
と
相
続
の
問
題
を
含
め
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
在
の
判
例
に
よ
り
う
ま
く
処
理
で
き
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
あ
え
て
規
定
す
る
必
要
は
な

い
。

4
⑵　

帰
責
事
由
を
必
要
と
す
る
見
解
に
立
つ
の
で
、
こ
の
問
題
は
生
じ
な
い
。

4
⑶　

消
費
者
と
事
業
者
に
関
す
る
規
定
は
民
法
典
中
に
規
定
す
べ
き
で
は
な
い
。

4
⑷　

事
業
者
に
関
す
る
特
則
も
民
法
典
中
に
規
定
す
べ
き
で
は
な
い
。

5　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
個
別
に
規
定
し
て
い
く
と
す
る
と
非
常
に
複
雑
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
解
釈
論
を
通
じ
て
具
体
的
に
妥
当
な
結
論
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
変
更
す
る
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
見
解
が
多
数
を
占
め
た
。

第
41　

売
買
│
買
戻
し
、
特
殊
の
売
買

1　

譲
渡
担
保
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
判
例
に
よ
っ
て
す
で
に
明
確
な
基
準
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

買
い
戻
し
を
も
う
少
し
使
い
や
す
い
も
の
に
す
る
た
め
、
契
約
と
同
時
に
登
記
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
等
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

2　

規
定
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
特
に
規
定
を
設
け
な
い
で
も
そ
れ
ほ
ど
実
務
上
困
る
こ
と
は
な
い
。

第
42　

交
換

本
研
究
会
と
し
て
は
、
現
行
の
規
制
を
維
持
す
る
べ
き
と
考
え
る
。

第
43　

贈
与

1　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
現
行
の
規
定
の
ま
ま
で
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
要
式
化
・
要
物
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
益
な
贈
与
を
制
約
す
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
る
。
ま
た
、
諾
成
的
贈
与
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
要
物
契
約
化
を
図
る
意
義
が
な
い
。

2　

こ
れ
は
、
贈
与
の
「
典
型
」
契
約
性
を
ど
う
規
定
す
る
か
、
無
償
契
約
へ
の
準
用
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
前
者
は
、「
典
型
」
性
に
つ
き



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

四
〇
五

典
型
契
約
の
意
義
、
贈
与
契
約
が
典
型
契
約
で
あ
り
な
が
ら
、
総
則
性
が
強
い
規
定
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
つ
つ
、
明
確
に
規
定
さ
れ
た
い
。
後
者
は
、
も
っ
ぱ
ら
立
法
技

術
上
の
問
題
で
あ
り
、
関
係
各
制
度
と
の
整
合
性
を
図
り
つ
つ
、
し
か
る
べ
く
規
定
の
整
合
性
を
図
ら
れ
た
い
。
な
お
、「
自
己
の
」
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

3　
「
書
面
」
要
件
に
つ
い
て
は
、
判
例
の
立
場
に
従
っ
た
規
制
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
規
定
の
厳
格
化
に
よ
り
、
有
益
な
贈
与
が
否
定
さ
れ
な
い
よ
う
慎
重
な
検
討
が
望
ま

れ
る
。
な
お
、
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
も
規
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
部
分
が
解
釈
で
ま
か
な
う
こ
と
が
可
能
と
考
え
る
が
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

4　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
を
法
定
責
任
説
と
考
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
と
の
整
合
性
を
図
っ
た
規
律
が
望
み
た
い
。
学
説
上
大
き
な
争

い
が
あ
る
分
野
に
つ
き
、
安
易
な
立
法
で
一
方
に
決
す
る
よ
う
な
態
度
は
慎
ま
れ
た
い
。

5　

負
担
付
贈
与
に
つ
い
て
は
、
判
例
の
立
場
に
従
っ
た
規
制
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
本
論
点
は
も
っ
ぱ
ら
立
法
技
術
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
る
べ
く
規
定
さ
れ
た
い
。

6　

相
続
法
・
裁
判
実
務
へ
の
影
響
が
大
き
い
分
野
で
あ
り
、
慎
重
な
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
相
続
法
改
正
に
あ
た
っ
て
本
格
的
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き

規
定
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
規
定
の
明
確
化
に
よ
り
、「
相
続
さ
せ
る
遺
言
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
実
務
の
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
慎
重
に
検
討
さ
れ

た
い
。

7
⑴　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
贈
与
契
約
が
典
型
契
約
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
無
償
契
約
に
関
す
る
総
則
性
が
強
い
と
い
う
特
性
に
鑑
み
、
弊
害
が
懸
念
さ
れ
る
本
論
点
に

つ
い
て
は
慎
重
な
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

7
⑵　

当
該
制
度
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
制
度
と
し
て
は
明
文
化
は
不
要
で
あ
り
、
仮
に
規
定
を
置
く
と
し
て
も
、
い
か
な
る
場
合
に
か
か
る
規
定
が
必
要
で
あ
る
か
の

「
仕
分
け
」
を
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
、
一
定
の
限
定
さ
れ
た
領
域
に
関
し
て
、
必
要
な
限
度
で
規
定
す
る
こ
と
で
足
り
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
相
続
法
・

裁
判
実
務
へ
の
影
響
を
慎
重
に
精
査
さ
れ
た
い
。

7
⑶　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
解
除
に
関
す
る
規
定
と
の
整
合
性
を
図
り
つ
つ
、
慎
重
に
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

7
⑷　

も
っ
ぱ
ら
立
法
技
術
上
の
問
題
で
あ
り
、
関
係
各
制
度
と
の
整
合
性
を
図
り
つ
つ
、
し
か
る
べ
く
規
定
の
整
合
性
を
図
ら
れ
た
い
。

第
44　

消
費
貸
借

1
⑴　

現
行
実
務
に
お
け
る
解
釈
に
よ
る
運
用
を
明
文
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
条
文
の
明
確
性
を
確
保
す
る
と
い
う
点
で
望
ま
し
い
。

1
⑵　

諾
成
契
約
に
お
け
る
拘
束
力
の
根
拠
は
有
償
性
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
無
利
息
消
費
貸
借
に
お
け
る
契
約
の
拘
束
力
に
つ
い
て
は
、
適
宜
緩
和
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
利
息
付
消
費
貸
借
と
無
利
息
消
費
貸
借
を
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
、
書
面
に
よ
る
場
合
と
電
子
的
記
録
に
よ
る
場
合
と
で
、

解
除
権
の
有
無
を
分
け
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。

1
⑶　

私
法
体
系
に
お
け
る
基
本
法
で
あ
る
民
法
で
対
応
す
べ
き
内
容
で
は
な
く
、
消
費
者
契
約
法
等
の
特
別
法
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。

1
⑷　

規
定
を
置
く
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
し
、
財
産
悪
化
時
ま
で
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
何
を
も
っ
て
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
財
産
状
態
「
悪

化
」
時
と
す
る
の
か
不
明
確
で
あ
る
。



四
〇
六

1
⑸　

消
費
貸
借
が
諾
成
契
約
と
し
て
規
定
さ
れ
た
場
合
に
、
予
約
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

2　

現
行
実
務
に
対
応
し
た
形
で
の
明
文
化
に
つ
い
て
は
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
つ
一
つ
の
内
容
を
こ
と
細
か
く
規
定
し
て
い
く
こ
と
に
よ
る
過
度
な
条
文
数
の
増
加
に

は
反
対
す
る
。

3
⑴　

諾
成
契
約
化
に
伴
う
措
置
で
あ
り
、
異
論
は
な
い
。
た
だ
し
、
売
買
に
お
け
る
売
主
の
担
保
責
任
の
検
討
内
容
に
留
意
し
つ
つ
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

3
⑵　

借
主
の
返
還
義
務
に
つ
き
、
無
利
息
・
利
息
付
消
費
貸
借
で
差
を
設
け
な
い
こ
と
に
つ
き
賛
成
す
る
。
た
だ
し
、
利
息
付
消
費
貸
借
に
つ
い
て
は
、
利
息
の
算
定
方

法
・
基
準
、
利
息
に
つ
き
ど
こ
ま
で
明
文
化
す
る
の
か
等
に
つ
き
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

4
⑴　

利
息
付
消
費
貸
借
に
つ
き
、「
約
定
の
返
還
時
期
ま
で
の
利
息
相
当
額
」
を
支
払
え
ば
期
限
前
弁
済
を
認
め
る
こ
と
に
つ
き
賛
成
す
る
。
た
だ
し
、
借
主
の
貸
主
に
対

す
る
「
損
害
賠
償
責
任
」
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
に
つ
い
て
は
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
約
定
の
返
還
時
期
ま
で
の
利
息
相
当
額
と
損
害
賠
償
責
任
の
範
囲
と
が
、
接
近

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

4
⑵　

私
法
体
系
に
お
け
る
基
本
法
で
あ
る
民
法
で
対
応
す
べ
き
内
容
で
は
な
く
、
消
費
者
契
約
法
等
の
特
別
法
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。

5　

私
法
体
系
に
お
け
る
基
本
法
で
あ
る
民
法
で
対
応
す
べ
き
内
容
で
は
な
く
、
消
費
者
契
約
法
等
の
特
別
法
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。

第
45　

賃
貸
借

1　

賛
成
で
あ
る
。「
処
分
に
つ
き
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け
た
者
」
は
制
限
行
為
能
力
者
で
あ
り
、
個
別
規
定
が
あ
る
た
め
、
削
除
し
た
方
が
よ
い
。
ま
た
、
短
期
賃
貸
借

の
期
間
を
超
え
締
結
さ
れ
た
賃
貸
借
に
関
し
て
は
、
法
定
期
間
を
超
え
る
部
分
の
み
無
効
（
一
部
無
効
）
と
し
て
よ
い
。

2　

長
期
に
わ
た
る
賃
貸
借
に
は
、
地
上
権
や
永
小
作
権
が
利
用
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
賃
貸
借
の
存
続
期
間
の
上
限
を
廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
ゴ
ル

フ
場
の
賃
貸
借
等
に
つ
い
て
は
、
20
年
の
上
限
期
間
は
短
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
長
期
の
賃
借
権
の
存
続
期
間
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
借
地
借
家
法
等
の
特

別
法
で
対
応
す
る
の
が
合
理
的
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。

3
⑴　
「
二
重
に
賃
貸
借
を
し
た
賃
借
人
」、「
不
動
産
を
差
し
押
さ
え
た
者
」
な
ど
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
賃
貸
借
の
対
抗
力
を
認
め
る
と
い
う
従
来
の
解
釈
を
条
文
上
、
明

確
化
す
る
も
の
で
、
明
文
化
し
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
規
定
の
仕
方
と
し
て
は
、「
物
権
を
取
得
し
た
者
」
と
「
二
重
に
賃
貸
借
を
し
た
賃
借
人
」
と
の
間
で
は
、
対
抗
の

局
面
が
異
な
る
た
め
、
規
定
を
別
に
し
た
方
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3
⑵　

賛
成
す
る
。
①
、
②
、
③
に
つ
い
て
は
、
判
例
法
理
を
明
文
化
す
る
も
の
で
、
妥
当
で
あ
る
。
賃
借
人
が
賃
貸
人
の
地
位
移
転
を
知
ら
な
い
で
旧
所
有
者
に
賃
料
支
払

い
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
そ
の
支
払
い
を
新
所
有
者
に
対
抗
で
き
る
と
い
う
旨
の
規
定
も
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
必
要
費
の
償
還
債
務
が
新
賃
貸
人
に
移
転

す
る
と
い
う
規
定
も
、
導
入
し
た
ほ
う
が
明
確
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

3
⑶　

賛
成
す
る
。
通
説
お
よ
び
判
例
（
最
判
昭
和
39
年
6
月
26
日
民
集
18
巻
5
号
954
頁
、
最
判
昭
和
46
年
4
月
23
日
民
集
25
巻
3
号
388
頁
な
ど
）
の
考
え
方
を
明
確
に
し
た

も
の
で
あ
り
、
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

3
⑷　

概
ね
賛
成
す
る
。
た
だ
し
、
賃
貸
借
契
約
と
敷
金
設
定
契
約
は
、
異
な
る
契
約
で
あ
る
た
め
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）
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3
⑸　

動
産
の
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
規
定
に
関
し
て
は
、
建
機
レ
ン
タ
ル
等
具
体
的
な
ニ
ー
ズ
が
あ
る
も
の
の
、
規
定
を
設
け
る
に
は
疑
問
が
あ
る
。

3
⑹　

明
文
化
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
物
権
法
に
お
け
る
妨
害
排
除
請
求
権
の
規
定
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
借
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
を

規
定
す
る
の
は
、
均
衡
を
失
す
る
。

規
定
を
置
く
に
し
て
も
、
物
権
他
制
度
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
代
位
請
求
権
（
民
法
第
423
条
）
と
の
関
係
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

4
⑴　

基
本
的
に
反
対
で
あ
る
。
明
文
化
す
る
に
し
て
も
、
他
制
度
と
の
リ
ン
ク
が
必
要
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
明
文
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
通
知
義
務
の
要
件
に
関
し
て

は
、「
修
繕
を
要
す
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

4
⑵　

賛
成
で
あ
る
。
解
釈
上
も
当
然
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
明
文
化
は
妥
当
で
あ
る
。
敷
金
と
の
関
係
も
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

4
⑶　

賛
成
で
あ
る
。
賃
貸
借
は
継
続
的
契
約
関
係
で
あ
っ
て
、
賃
借
人
が
賃
貸
人
に
対
し
て
瑕
疵
に
関
す
る
通
知
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
直
ち
に
賃
借
人
の
権
利
が
喪
失
す

る
と
い
う
の
は
妥
当
で
は
な
い
。

5
⑴　

賃
料
増
額
請
求
権
に
関
し
て
は
、
特
別
法
の
規
定
に
委
ね
る
べ
き
事
項
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
賃
貸
借
一
般
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
規
定
を
設
け
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。

5
⑵　

確
か
に
、
賃
料
の
支
払
い
は
使
用
収
益
の
対
価
で
あ
り
、
使
用
の
可
能
性
を
欠
い
て
い
る
場
合
に
は
、
賃
料
債
務
が
発
生
し
な
い
と
も
い
え
る
が
、
賃
借
人
に
帰
責
事

由
が
あ
る
と
き
に
お
い
て
も
、
当
然
に
賃
料
の
減
額
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
で
あ
る
。

6
⑴　

賛
成
で
あ
る
。
確
立
し
た
判
例
法
理
（
信
頼
関
係
破
壊
法
理
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
導
入
を
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
な
お
、
債
務
不
履
行
の
部
分
で
賃
貸
借
契
約

の
信
頼
関
係
破
壊
法
理
は
契
約
の
重
大
な
不
履
行
で
解
決
で
き
る
と
す
る
説
明
（
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
詳
解　

債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅱ
』（
商
事

法
務
、
平
成
21
年
）
309
頁
）
と
の
整
合
性
を
ど
の
よ
う
に
図
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
残
る
。

6
⑵　

原
則
と
し
て
賛
成
で
あ
る
。
現
行
条
文
の
「
直
接
に
義
務
を
負
う
」
と
い
う
規
定
の
不
明
確
さ
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
ら
の
判
例
法
理
の
導
入
に
は
、
賛
成
で
あ
る
。

7
⑴　

賛
成
で
あ
る
。
賃
借
物
が
全
部
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
責
任
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
条
文
に
よ
り
明
確
化
し
た
方
が
よ
い
。

7
⑵　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
特
約
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
原
状
回
復
義
務
に
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
判
例
理
論
（
最
判
平
成
17
年
12
月
16
日
裁
判
集
民
218
号
1239
頁
）
を
、

賃
借
人
保
護
の
た
め
に
も
条
文
上
明
確
化
し
た
方
が
よ
い
。
原
状
回
復
義
務
と
収
去
権
を
と
も
に
規
定
す
る
現
行
民
法
の
内
容
を
改
め
、
通
常
損
耗
部
分
が
含
ま
れ
な
い
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

7
⑶
ア　

消
滅
時
効
一
般
の
規
定
に
委
ね
る
も
の
と
す
る
と
、
長
期
に
わ
た
る
賃
貸
借
契
約
の
場
合
に
、
賃
貸
人
の
保
護
は
図
ら
れ
る
も
の
の
、
賃
借
人
の
保
護
は
図
ら
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
。

7
⑶
イ　

前
記
第
45
の
7
⑶
ア
と
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
導
入
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

8　

①
、
②
、
③
に
規
定
を
区
分
す
る
の
は
、
困
難
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
配
列
に
よ
っ
て
賃
貸
借
に
関
す
る
規
定
が
必
ず
し
も
分
か
り
や
す
く
な
る
と
い
え
る
か
疑
問
が
残

る
。

第
46　

使
用
貸
借



四
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1　

使
用
貸
借
契
約
は
贈
与
契
約
と
同
様
の
無
償
契
約
で
あ
る
が
、
使
用
貸
借
契
約
は
貸
借
型
の
無
償
契
約
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
要
物
契
約
で
あ
る
こ
と
は
維
持
す
べ
き
で
あ

る
。
要
物
契
約
で
あ
る
こ
と
が
不
都
合
な
場
合
に
は
、
当
事
者
の
合
意
で
諾
成
的
要
物
契
約
を
締
結
す
れ
ば
足
り
る
。

2　

使
用
貸
借
契
約
に
つ
い
て
対
抗
力
を
具
備
で
き
る
規
定
の
新
設
に
つ
い
て
は
、
対
抗
要
件
を
具
備
で
き
る
他
の
貸
借
型
の
契
約
に
賃
貸
借
契
約
が
あ
る
こ
と
、
使
用
貸
借

契
約
は
無
償
契
約
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
反
対
で
あ
る
。

3　

現
在
と
同
様
に
贈
与
者
の
担
保
責
任
の
規
定
と
同
様
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
賛
成
で
あ
る
。
使
用
貸
借
契
約
は
、
贈
与
契
約
と
同
様
に
、
無
償
契
約
で
あ
り
、

売
買
の
担
保
責
任
に
比
し
て
、
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

4
⑴　

借
用
物
の
返
還
時
期
に
つ
い
て
、
民
法
第
597
条
の
規
定
に
つ
き
わ
か
り
や
す
く
整
理
で
き
れ
ば
、
改
正
の
趣
旨
に
沿
う
た
め
賛
成
で
あ
る
。

使
用
貸
借
の
終
了
事
由
と
し
て
、
民
法
第
597
条
第
2
項
本
文
の
使
用
収
益
に
足
り
る
期
間
の
経
過
は
、
最
判
昭
和
45
年
10
月
16
日
裁
判
集
民
101
号
77
頁
、
最
判
平
成
11
年

2
月
25
日
裁
判
集
民
191
号
391
頁
、
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
に
は
、
最
判
昭
和
42
年
11
月
24
日
民
集
21
巻
9
号
2469
頁
に
よ
る
解
決
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
判
例
法
理
を
踏
ま
え
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
貸
主
の
解
除
権
の
規
定
を
新
た
に
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

4
⑵　

賃
貸
借
契
約
と
の
関
係
に
つ
き
留
意
し
つ
つ
、
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

第
47　

役
務
提
供
型
の
典
型
契
約
（
雇
用
、
請
負
、
委
任
、
寄
託
）
総
論

役
務
提
供
型
の
契
約
に
は
、
事
業
者
が
消
費
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
契
約
の
よ
う
に
役
務
提
供
者
が
強
い
立
場
に
あ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
個
人
が
自
ら
役
務
を
提
供

す
る
契
約
の
よ
う
に
実
質
的
に
雇
用
に
類
似
し
た
も
の
も
あ
り
、
後
者
の
契
約
に
お
い
て
は
役
務
提
供
者
が
弱
い
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
保
護
を
図
る
必
要
性
が
あ

る
こ
と
に
留
意
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
消
費
者
契
約
の
分
野
で
は
、
請
負
に
該
当
す
る
か
委
任
に
該
当
す
る
か
が
消
費
者
に
と
っ
て
分
か
り
に
く
い
契
約
が
増

え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
型
契
約
の
意
義
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

新
た
な
典
型
契
約
の
要
否
、
役
務
提
供
型
の
規
定
の
編
成
の
在
り
方
な
ど
、
役
務
提
供
型
の
典
型
契
約
の
全
体
的
な
在
り
方
と
し
て
は
、
諸
外
国
の
例
を
み
て
も
種
々
多

様
で
あ
る
が
、
雇
用
、
請
負
、
寄
託
と
並
ん
で
「
サ
ー
ビ
ス
（
役
務
）
契
約
」
に
相
当
す
る
別
の
類
型
を
設
け
、
こ
れ
に
適
用
さ
れ
る
総
則
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、

「
サ
ー
ビ
ス
（
役
務
）
契
約
」
の
下
位
概
念
と
し
て
委
任
、
仲
介
、
代
理
商
、
医
療
、
情
報
・
助
言
を
提
供
す
る
契
約
な
ど
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
例
な
ど
が
あ
り
、
参

考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
48　

請
負

1　

民
法
上
の
請
負
に
は
、
成
果
物
の
引
渡
し
を
要
す
る
も
の
と
要
し
な
い
も
の
と
い
う
区
別
も
含
め
、
多
様
な
契
約
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
成
果
が
有
体
物
で
あ
る
類
型
の

中
に
も
製
作
物
供
給
契
約
、
請
負
人
が
物
を
持
ち
帰
っ
て
そ
れ
を
修
理
す
る
類
型
、
請
負
人
が
注
文
者
の
下
で
物
を
修
理
す
る
類
型
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
無
体
物
に
関
す
る

請
負
に
も
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
請
負
の
規
定
を
見
直
す
と
い
っ
て
も
、
請
負
概
念
を
変
更
す
る
実
益
が
明
ら
か
で
な
い
。
役
務
提
供
型
契
約
の
受
皿
規
定
・
総
則
規
定
を

設
け
る
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
規
定
の
適
用
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
請
負
に
関
す
る
規
定
の
適
用
対
象
を
明
確
に
画
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
、
ま
ず
規
律
内

容
を
検
討
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
類
型
を
「
請
負
」
と
い
う
概
念
に
ま
と
め
る
か
ど
う
か
を
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。
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成
果
が
有
体
物
で
あ
る
か
、
引
渡
し
が
観
念
で
き
る
か
と
い
う
基
準
で
請
負
と
そ
の
他
の
労
務
提
供
契
約
を
区
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
じ
物
の
修
理
で
あ
り
な
が

ら
、
請
負
人
が
持
ち
帰
っ
て
修
理
す
る
か
、
注
文
者
の
下
で
修
理
す
る
か
に
よ
っ
て
請
負
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
異
な
る
な
ど
、
問
題
が
あ
る
。
請
負
の
本
質
的
な
要
素

は
仕
事
の
完
成
で
あ
る
か
ら
、
引
渡
し
が
観
念
で
き
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
仕
事
の
完
成
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。
か
り
に
建
築

請
負
や
製
作
物
供
給
の
よ
う
な
も
の
に
請
負
の
規
律
の
適
用
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
引
渡
し
の
有
無
で
は
な
く
、
労
務
の
結
果
が
有
体
物
に
化

体
す
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。

物
の
引
渡
し
を
観
念
で
き
る
契
約
類
型
に
つ
い
て
は
、
引
渡
し
を
起
算
点
と
し
て
権
利
行
使
期
間
を
規
定
す
る
な
ど
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
実
益
が

あ
る
が
、
引
渡
し
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
的
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
特
則
は
必
要
な
く
、
不
完
全
履
行
と
し
て
処
理
す
れ
ば

足
り
る
。

2　

請
負
に
協
力
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
請
負
の
よ
う
な
場
合
、
請
負
人
が
適
切
に
仕
事
を
完
成
す
る
に
は
注
文
者
が
情
報
提
供

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
実
際
、
十
分
な
情
報
提
供
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
め
ぐ
り
紛
争
が
生
ず
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
有
益
で
あ
る
。
た
だ
、

債
権
者
の
協
力
義
務
は
、
請
負
に
限
ら
ず
他
の
契
約
で
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
規
定
す
る
と
し
て
も
他
の
契
約
類
型
と
の
関
係
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

協
力
義
務
の
具
体
的
内
容
は
、
仕
事
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
協
力
義
務
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
に
し
て
も
、
柔
軟
な
規
定
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
要
件
効
果
を
明
確
に
規
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
従
来
と
お
り
、
信
義
則
に
委
ね
る
方
法
も
あ
る
。

受
領
義
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
弱
い
立
場
に
あ
る
注
文
者
に
対
し
、
請
負
人
が
し
た
仕
事
の
成
果
物
を
履
行
と
し
て
認
容
す
る
こ

と
を
事
実
上
強
制
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
ど
う
か
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
ま
た
、「
受
領
」
を
履
行
と
し
て
認
容
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

債
権
者
に
受
領
義
務
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
従
来
想
定
さ
れ
て
い
た
受
領
の
意
味
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
受
領
の
有
無
を
め
ぐ
り
紛
争
を
生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

「
受
領
」
は
、
か
り
に
意
思
的
要
素
が
あ
る
と
し
て
も
、
当
該
契
約
の
目
的
物
・
客
体
と
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
。
請
負
に
お
い
て
は
、
成
果
物
が

契
約
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
受
領
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
観
念
で
き
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
協
力
義
務
の
場
合
と
同
様
、
他
の
契
約
類
型
と
の
関
係

も
あ
り
、
従
来
と
お
り
信
義
則
に
委
ね
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

3
⑴　

請
負
報
酬
の
支
払
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
行
規
定
を
と
く
に
修
正
す
る
必
要
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
報
酬
の
支
払
と
受
領
と
を
同
時
履
行
と
す
る
と
い
う
考
え
方
を
前
提

と
す
る
と
、
請
負
人
は
目
的
物
を
引
き
渡
し
て
も
、
注
文
者
が
そ
の
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
確
認
し
な
け
れ
ば
報
酬
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
請
負
人
が
目
的
物
の
引

渡
し
の
リ
ス
ク
を
一
方
的
に
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
引
渡
し
と
同
時
履
行
と
さ
れ
て
い
る
現
行
法
の
下
で
も
、
優
越
的
地
位
に
あ
る
注
文
者
が
仕
事
の
完
成
を
認
め
な
い

た
め
に
報
酬
の
支
払
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
生
ず
る
事
例
が
多
発
し
て
お
り
、
報
酬
の
支
払
を
受
け
る
要
件
と
し
て
引
渡
し
だ
け
で
な
く
、
注
文
者
が
履
行
と
し
て
認
容
す
る

こ
と
ま
で
必
要
で
あ
る
と
す
る
と
、
現
在
以
上
に
紛
争
が
多
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
報
酬
の
支
払
と
受
領
と
を
同
時
履
行
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
商
事
売
買
（
商
法
第

526
条
）
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
商
事
売
買
に
お
け
る
売
主
を
保
護
す
る
と
い
う
政
策
的
な
目
的
か
ら
買
主
に
検
査
通
知
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
政
策
的
目
的
を
持
つ
規
律
を
民
法
に
設
け
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
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3
⑵　

仕
事
の
完
成
が
中
途
で
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
請
負
人
は
仕
事
を
完
成
し
て
い
な
い
以
上
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
請
負
人

が
例
外
的
に
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
規
律
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
賛
成
で
あ
る
。

そ
の
場
合
の
具
体
的
な
規
定
内
容
と
し
て
は
、「
注
文
者
に
生
じ
た
事
由
」
や
「
注
文
者
の
義
務
違
反
」
の
具
体
的
な
内
容
、
請
負
人
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
の
有
無
、

注
文
者
が
債
務
不
履
行
を
理
由
に
解
除
し
た
場
合
の
効
果
と
の
均
衡
な
ど
に
留
意
し
た
規
定
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
示
さ
れ
て
い
る
、
①
仕
事
の
完
成
が
不
可
能
に
な
っ

た
原
因
が
注
文
者
に
生
じ
た
事
由
で
あ
る
と
き
は
既
に
履
行
し
た
役
務
提
供
の
割
合
に
応
じ
た
報
酬
を
、
②
そ
の
原
因
が
注
文
者
の
義
務
違
反
で
あ
る
と
き
は
約
定
の
報
酬

か
ら
債
務
を
免
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
控
除
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
考
え
方
に
は
、
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。

ま
た
、
判
例
法
理
（
最
判
昭
和
56
年
2
月
17
日
判
時
996
号
61
頁
等
）
を
具
体
化
し
た
規
定
を
設
け
る
こ
と
（
仕
事
の
完
成
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
既
に

行
わ
れ
た
仕
事
の
成
果
が
可
分
で
あ
り
、
か
つ
、
注
文
者
が
既
履
行
部
分
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
利
益
を
有
す
る
と
き
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
既
履
行
部
分
に

つ
い
て
請
負
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
請
負
人
は
既
履
行
部
分
に
つ
い
て
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
反
対
は
し
な
い
。

3
⑶　

と
く
に
異
論
は
な
い
。

4　

完
成
し
た
建
物
に
関
す
る
権
利
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
、
建
物
建
築
を
目
的
と
す
る
請
負
に
お
け
る
建
物
所
有
権
の
帰
属
に
関
す
る
規
定
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
に
は
、

賛
成
で
あ
る
。
判
例
は
、
特
約
の
な
い
限
り
、
材
料
の
全
部
又
は
主
要
部
分
を
供
給
し
た
者
に
原
始
的
に
帰
属
す
る
と
し
て
い
る
が
、
学
説
上
は
、
当
事
者
の
通
常
の
意
思

な
ど
を
理
由
に
原
則
と
し
て
注
文
者
に
原
始
的
に
帰
属
す
る
と
の
見
解
が
多
数
説
で
あ
る
。
両
者
の
見
解
は
一
見
先
鋭
に
対
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
原
則
を
修
正
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
結
論
的
に
は
近
似
し
て
い
る
。
完
成
し
た
建
物
の
所
有
権
の
帰
属
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
場
合
の
内
容
も
含
め
て
、
具
体
的
な
立
法
提
案
を
示
し
、
検

討
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

5
⑴　

瑕
疵
が
あ
る
場
合
、
請
負
人
は
修
補
義
務
を
負
う
の
が
原
則
で
あ
り
、
瑕
疵
が
重
要
で
あ
る
場
合
に
は
過
分
の
費
用
を
要
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
瑕
疵
修
補
を
請
求
で

き
る
と
い
う
民
法
の
規
定
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
瑕
疵
の
程
度
も
含
め
て
、
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
「
修
補
に
過
分
の
費
用
を
要
す
る
」
と
き
に
限
り
、

注
文
者
は
修
補
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
瑕
疵
が
あ
れ
ば
補
修
を
請
求
で
き
る
と
い
う
原
則
に
対
す
る
例
外
の
拡
大
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き

で
あ
る
。

5
⑵　

解
除
に
関
す
る
一
般
的
な
規
定
の
内
容
に
も
留
意
し
な
が
ら
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
と
く
に
異
論
は
な
い
。

5
⑶　

建
築
請
負
契
約
の
目
的
物
で
あ
る
建
物
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
た
め
に
建
物
を
建
て
替
え
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
注
文
者
は
請
負
人
に
対
し
建
物
の
建
替
え
に
要
す
る

費
用
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
民
法
第
635
条
た
だ
し
書
の
趣
旨
に
反
し
な
い
と
し
た
最
高
裁
判
例
（
最
判
平
成
14
年
9
月
24

日
判
時
1801
号
77
頁
）
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
法
理
に
照
ら
す
と
、
解
除
の
制
限
を
廃
止
す
る
方
向
で
同
条
た
だ
し
書
を
見
直
す

こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
。

5
⑷　

こ
の
点
に
つ
き
、
と
く
に
異
論
は
な
い
。

5
⑸　

売
買
に
お
け
る
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
存
続
期
間
と
の
整
合
性
や
消
滅
時
効
の
一
般
原
則
の
内
容
な
ど
に
も
留
意
し
つ
つ
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
と
く
に
異
論
は
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な
い
。
具
体
的
な
問
題
点
は
、
存
続
期
間
の
起
算
点
、
期
間
の
長
さ
、
そ
の
期
間
中
に
注
文
者
が
す
べ
き
行
為
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
が
、
改
正
す
る
場

合
の
具
体
的
な
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
文
記
載
の
①
及
び
②
の
考
え
方
の
ほ
か
、
請
負
人
の
担
保
責
任
に
つ
い
て
消
滅
時
効
の
特
則
を
設
け
ず
、
消
滅
時
効
の
一
般
原

則
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
請
負
人
の
担
保
責
任
の
存
続
期
間
を
債
権
の
消
滅
時
効
の
一
般
原
則
に
従
っ
て
処
理

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
瑕
疵
の
存
否
や
程
度
に
つ
い
て
の
評
価
は
時
間
を
経
る
に
従
っ
て
困
難
に
な
る
と
い
う
性
質
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
注
文
者
が
瑕
疵
の
存
在

を
知
っ
た
と
き
の
行
為
規
範
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
望
ま
し
い
か
な
ど
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
通
知
義
務
と
失
権
効
に
よ
っ
て
瑕
疵
担
保
責
任
の
存
続
期
間
を
規
律
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
と
の
整
合
性
に
も
留
意
し
な
が
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

5
⑹　

民
法
第
638
条
第
1
項
は
土
地
工
作
物
に
関
す
る
担
保
責
任
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
規
定
し
、
こ
れ
が
性
質
保
証
期
間
（
仕
事
の
目
的
物
が
契
約
で
定
め
た
性
質
な
い
し

有
用
性
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
）
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
土
地
工
作
物
の
み
を
対
象
と
し
て
性
質
保
証
期
間
を
設
け
る
根
拠
が
十
分
に
説
明
で
き

な
い
な
ど
の
指
摘
も
あ
り
、
ま
た
、
性
質
保
証
期
間
の
効
果
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
消
滅
時
効
の
効
果
と
し
て
議
論
す
れ
ば
足
り
、
必
ず
し
も
性
質
保
証
期
間
と

い
う
考
え
方
を
導
入
す
る
必
要
は
な
い
と
の
考
え
方
も
あ
る
。
具
体
的
な
立
法
提
案
を
示
し
て
、
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

5
⑺　

賛
成
で
あ
る
。
な
お
、
免
責
特
約
に
お
け
る
「
重
大
な
義
務
違
反
」
と
い
う
表
現
は
、
契
約
の
趣
旨
に
よ
っ
て
注
文
者
が
負
う
義
務
が
設
定
さ
れ
、
こ
の
契
約
上
の
義

務
に
対
す
る
違
反
の
程
度
が
重
大
で
あ
る
か
ど
う
か
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
債
務
者
が
契
約
上
の
義
務
に
反
し
た
場
合
を
条
文
上
一
般
に
ど
の
よ
う

に
表
現
す
る
か
と
も
関
連
す
る
の
で
、
他
の
領
域
で
の
表
現
と
の
整
合
性
に
も
留
意
し
て
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

6
⑴　

民
法
は
、
請
負
人
が
仕
事
を
完
成
し
な
い
間
は
注
文
者
は
い
つ
で
も
損
害
を
賠
償
し
て
請
負
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
（
民
法
第
641
条
）、
注
文
者
に

よ
る
解
除
権
を
広
く
認
め
て
い
る
が
、
請
負
人
が
注
文
者
に
対
し
て
従
属
関
係
に
あ
る
労
働
契
約
類
似
の
請
負
な
ど
、
請
負
人
が
注
文
者
に
対
し
て
弱
い
立
場
に
あ
る
請
負

に
つ
い
て
は
、
注
文
者
に
よ
る
解
除
を
広
く
認
め
た
上
で
当
事
者
の
利
害
を
金
銭
に
よ
っ
て
調
整
す
る
と
い
う
規
律
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
り
、
注
文
者
の
解
除

権
に
対
す
る
制
約
原
理
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
な
立
法
提
案
を
示
し
て
、
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

6
⑵　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
が
、「
約
定
の
報
酬
相
当
額
か
ら
解
除
に
よ
っ
て
支
出
を
免
れ
た
費
用
を
控
除
し
た
額
」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
請
負
人
が
他
の

仕
事
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
益
は
「
支
出
を
免
れ
た
費
用
」
に
該
当
す
る
の
か
ど
う
か
、
具
体
的
に
立
法
提
案
を
示
し
て
、
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

7　

破
産
法
第
53
条
・
第
54
条
の
規
定
に
配
慮
し
つ
つ
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
併
せ
て
、
請
負
人
が
破
産
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

8
⑴　

下
請
負
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
契
約
責
任
の
一
般
原
則
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
規
定
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
規
制
す
る
場
合
に
は
、
建
設
業

法
な
ど
の
特
別
法
に
委
ね
れ
ば
足
り
る
。
規
定
を
設
け
る
場
合
に
は
、
履
行
補
助
者
に
関
す
る
規
定
の
内
容
お
よ
び
不
法
行
為
責
任
の
あ
り
方
に
も
関
連
す
る
か
ら
、
こ
れ

ら
と
の
整
合
性
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

8
⑵　

適
法
な
下
請
負
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
賃
貸
人
が
転
借
人
に
対
し
て
直
接
賃
料
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
第
613
条
第
1
項
）
の
と
同
様
に
、
下
請
負
人



四
一
二

の
元
請
負
人
に
対
す
る
報
酬
債
権
と
元
請
負
人
の
注
文
者
に
対
す
る
報
酬
債
権
の
重
な
る
限
度
で
、
下
請
負
人
は
注
文
者
に
対
し
て
直
接
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨
を
新
た
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
に
は
、
賛
成
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
下
請
負
人
に
認
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
元
請
負
人
が
多
数
の
下
請
負
人
を
使
用
し
た
場
合
や
複
数
次
に
わ
た
っ
て
下
請
負
が
さ

れ
た
場
合
と
の
関
係
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
下
請
負
人
に
準
ず
る
地
位
に
あ
る
者
と
し
て
、
元
請
負
人
が
第
三
者
に
仕
事
を
請
け
負
わ
せ
た
場
合
や
元
請
負
人

が
第
三
者
か
ら
物
を
購
入
し
た
場
合
と
に
つ
い
て
も
、
下
請
負
人
と
同
様
の
直
接
請
求
を
認
め
る
か
ど
う
か
検
討
を
要
す
る
。

ま
た
、
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
優
先
権
を
認
め
る
方
法
や
程
度
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
直
接
請
求
権
を
与
え
る
構
成
に
よ
れ
ば
、
手
続
外
で
も
優
先
的
な
立
場
で
弁
済
を

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
担
保
権
を
付
与
す
る
以
上
に
強
い
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
強
い
保
護
の
必
要
性
の
有
無
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
際
、
中
小
企
業
は
金
融
機
関
が
提
供
す
る
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
下
請
代
金
を
前
も
っ
て
現
金
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
接
請
求
権
を
認
め
る
と
こ
の
債

権
の
取
扱
い
が
不
明
確
に
な
り
、
債
権
譲
渡
に
よ
る
資
金
調
達
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
意
見
や
、
元
請
負
人
の
経
営
が
悪
化
し
て
い
る
場
面
で
下
請
負
人
が

注
文
者
等
に
対
し
て
直
接
報
酬
の
支
払
を
請
求
す
る
と
、
倒
産
の
引
き
金
を
引
き
か
ね
な
い
と
の
意
見
な
ど
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

技
術
的
な
観
点
か
ら
は
、
権
利
行
使
の
手
続
的
な
要
件
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
注
文
者
が
元
請
負
人
に
対
し
て
何
ら
か
の
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

こ
れ
を
下
請
負
人
に
主
張
す
る
こ
と
の
可
否
、
元
請
負
人
が
下
請
負
人
に
対
し
て
何
ら
か
の
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
注
文
者
が

支
払
を
し
て
し
ま
っ
た
場
合
の
処
理
な
ど
、
具
体
的
な
立
法
提
案
を
示
し
て
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
転
貸
借
や
復
委
任
、
さ
ら
に
は
一
般
的
に
連
鎖
す
る
契
約
相
互
に
密
接
な
関
連
性
が
あ
る
場
合
に
直
接
請
求
権
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
の
一
つ

で
あ
り
、
共
通
す
る
一
般
規
定
を
設
け
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

8
⑶　

判
例
法
理
を
条
文
化
す
る
こ
と
に
と
く
に
異
論
は
な
い
が
、
下
請
負
人
の
保
護
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
一
括
請
負
か
ど
う
か
、
注
文
者
の
承
諾
の
有
無
な
ど
の
要
素

を
勘
案
し
て
全
く
例
外
を
認
め
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
49　

委
任

1
⑴　

受
任
者
の
指
図
遵
守
義
務
の
法
定
に
反
対
す
る
。
善
管
注
意
義
務
に
つ
い
て
の
抽
象
的
規
定
を
維
持
し
、
そ
の
内
容
と
し
て
指
図
遵
守
義
務
を
捉
え
る
の
が
相
当
と
考

え
る
。
労
働
力
の
支
配
が
使
用
者
の
手
中
に
あ
る
雇
用
と
は
異
な
っ
て
、
労
働
力
の
支
配
が
労
務
提
供
者
自
身
の
手
中
に
あ
り
そ
こ
に
一
定
の
裁
量
が
含
ま
れ
る
の
が
委
任

で
あ
り
、
そ
し
て
、
受
任
者
の
義
務
が
、
信
認
義
務
と
し
て
そ
の
地
位
に
あ
る
者
に
要
求
さ
れ
る
相
当
の
注
意
を
意
味
す
る
以
上
、
漫
然
と
委
託
者
の
指
示
に
従
っ
て
い
れ

ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
指
図
遵
守
義
務
を
強
行
的
に
規
定
し
、
し
か
も
そ
の
内
容
（
例
外
と
そ
の
要
件
を
含
め
）
を
適
切
に
定
義
す
る
の
は
困
難

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

1
⑵　

受
任
者
の
忠
実
義
務
の
明
文
化
の
当
否
を
更
に
検
討
さ
れ
た
い
。
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
会
社
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
同
質

説
が
判
例
（
最
大
判
昭
和
45
年
6
月
24
日
民
集
24
巻
6
号
625
頁
）
及
び
通
説
の
立
場
と
さ
れ
、
任
務
懈
怠
責
任
（
会
社
法
第
423
条
）
と
い
う
か
た
ち
で
義
務
違
反
責
任
も
一

元
化
さ
れ
て
お
り
、
別
個
の
義
務
と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
む
し
ろ
混
乱
が
生
じ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
取
締
役
の
義
務
の
う
ち
利
益
衝
突
規
制
を
行
う
部



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

四
一
三

分
を
忠
実
義
務
と
呼
ぶ
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
信
託
法
の
よ
う
に
、
両
義
務
を
併
存
さ
せ
る
立
法
例
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
（
信
託
法
第
29
条
、
第
30
条
）、
民
法

上
、
特
別
法
に
お
け
る
よ
う
な
受
任
者
の
利
益
相
反
な
い
し
報
酬
受
領
に
関
す
る
個
別
的
・
技
術
的
な
規
律
（
信
託
法
第
31
条
、
第
54
条
、
会
社
法
第
356
条
、
第
361
条
、
一

般
社
団
法
人
・
財
団
法
人
法
第
84
条
、
第
116
条
）
が
置
か
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
一
般
規
定
と
し
て
の
忠
実
義
務
の
援
用
余
地
は
あ
る
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

1
⑶　

受
任
者
の
自
己
執
行
義
務
と
そ
の
例
外
に
つ
い
て
明
文
化
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。
当
事
者
の
関
係
が
信
認
関
係
に
基
づ
く
以
上
、
復
委
任
の
要
件
は
安
易
に
緩
和
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
最
高
度
の
信
認
関
係
と
さ
れ
る
信
託
に
お
い
て
も
、
自
己
執
行
義
務
が
緩
和
さ
れ
て
お
り
（
信
託
法
第
28
条
）、
そ
れ
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

失
し
な
い
規
律
を
確
保
す
る
必
要
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
行
法
の
「
本
人
の
承
諾
を
得
た
と
き
及
び
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
」（
民
法
第
104
条
）
に
加
え
て
、「
委

任
契
約
に
復
委
任
を
禁
ず
る
定
め
が
な
い
場
合
で
、
委
任
の
目
的
に
照
ら
し
て
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
に
（
信
託
法
第
28
条
第
2
号
参
照
）、
復
委
任
を
可
能

と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
の
際
に
復
受
任
者
の
履
行
行
為
に
つ
い
て
受
任
者
が
負
う
べ
き
責
任
で
あ
る
が
、
本
人
に
よ
る
復
委
任
の
承
諾
が
あ
る
場
合
、
復
委
任
や
む

な
し
の
場
合
、
委
任
の
目
的
に
照
ら
し
て
復
委
任
が
相
当
で
あ
る
場
合
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
復
代
理
（
民
法
第
105
条
）
の
選
任
監
督
責
任
に
限
定
す
る
の
が
適
切
と
は
い

え
な
い
。
あ
え
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
委
任
契
約
の
趣
旨
の
解
釈
に
よ
り
、
以
上
の
差
異
を
踏
ま
え
た
結
論
を
導
く
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

1
⑷　

委
任
者
か
ら
の
請
求
ベ
ー
ス
の
報
告
義
務
、
及
び
委
任
終
了
時
の
報
告
義
務
（
民
法
645
条
）
に
加
え
、
委
任
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
委
任
者
に
指
図
を
求
め
る
必
要
が

あ
る
と
き
の
報
告
義
務
を
新
た
に
規
定
す
る
と
の
提
案
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
義
務
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
は
種
々
あ
り
、「
相
当
な
と
き
」

と
し
た
場
合
に
比
べ
て
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
「
必
要
な
と
き
」
と
い
う
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
妥
当
性
を
精
査
さ
れ
た
い
。

1
⑸　

受
任
者
が
委
任
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
委
託
者
の
財
産
を
管
理
す
る
局
面
に
つ
い
て
は
現
行
民
法
上
規
定
が
な
い
と
こ
ろ
、
い
か
な
る
内
容
・
程
度
の
義
務
を
負
う

の
か
を
こ
の
際
明
文
化
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。
た
だ
し
、
無
償
委
任
が
排
除
さ
れ
な
い
一
方
、
有
償
寄
託
に
関
す
る
善
管
注
意
義
務
を
デ
フ
ォ
ル
ト
に
す
る
こ
と
の
組
み

合
わ
せ
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
更
に
議
論
さ
れ
た
い
。

1
⑹　

利
息
超
過
損
害
に
つ
い
て
の
民
法
第
419
条
を
削
除
し
、
受
任
者
の
金
銭
消
費
責
任
（
民
法
第
647
条
）
は
一
般
的
な
損
害
賠
償
規
律
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
関
係
上
不
要

と
な
る
と
い
う
理
解
の
う
え
で
、
そ
の
場
合
も
、
忠
実
義
務
を
根
拠
に
受
任
者
が
金
銭
消
費
日
以
後
の
利
息
を
取
得
し
た
し
た
も
の
と
解
し
て
、
遅
延
損
害
請
求
す
る
こ
と

は
可
能
と
考
え
る
の
で
、
忠
実
義
務
の
整
理
と
あ
わ
せ
て
検
討
さ
れ
た
い
。

2
⑴　

解
放
義
務
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討
さ
れ
た
い
。
現
行
法
上
、
受
任
者
が
委
任
事
務
の
処
理
に
必
要
な
債
務
を
負
担
し
た
場
合
、
弁
済
期
前
は
委
任
者
に
相
当
の
担
保

を
提
供
さ
せ
、
弁
済
期
後
は
委
任
者
に
代
わ
り
に
弁
済
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
代
弁
済
請
求
権
、
民
法
第
650
条
第
2
項
）
と
こ
ろ
、
よ
り
一
般
的
に
弁
済
資
金
の
支
払
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
る
べ
き
と
の
提
案
で
あ
る
が
、
部
会
で
の
指
摘
に
も
み
ら
れ
た
と
お
り
、
代
弁
済
請
求
を
経
ず
に
弁
済
資
金
の
支
払
請
求
だ
け
が
認
め

ら
れ
る
と
す
る
と
、
受
任
者
の
他
の
債
権
者
が
こ
の
金
銭
債
権
を
差
し
押
さ
え
て
そ
こ
か
ら
満
足
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
不
都
合
を
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

2
⑵　

受
任
者
が
委
任
事
務
を
処
理
す
る
た
め
過
失
な
く
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
委
任
者
は
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
民
法
第
650
条
第
3
項
）、
学
説

に
は
、
同
項
は
有
償
委
任
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
有
償
委
任
と
無
償
委
任
と
で
委
任
者
の
責
任
を
変
更
す
べ
き
か
ど
う
か
は
、
注
意
基
準
そ
の
他
の
規
律



四
一
四

と
の
整
合
性
確
保
を
念
頭
に
置
い
て
議
論
さ
れ
た
い
。

2
⑶　

消
費
者
及
び
事
業
者
概
念
を
民
法
に
組
み
入
れ
る
こ
と
自
体
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
、
特
則
の
必
要
性
を
認
め
な
い
。

3
⑴　

委
任
の
無
償
性
原
則
の
見
直
し
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。
一
般
他
人
間
の
委
任
で
は
確
か
に
有
償
委
任
が
大
半
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
が
、
近

親
者
間
の
事
務
の
委
託
は
む
し
ろ
無
償
委
任
が
大
半
で
あ
ろ
う
。
委
任
の
典
型
性
を
い
ず
れ
の
パ
タ
ー
ン
に
求
め
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
有
償
委
任
を
前
提
と
す
る

と
し
て
も
、
法
律
上
、
原
則
有
償
と
す
る
場
合
に
は
、
報
酬
合
意
な
き
契
約
を
念
頭
に
有
償
性
の
推
定
を
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
当
事
者
又
は
取
引
の
性
質
に
応
じ
て
そ

の
要
件
を
具
体
化
す
る
の
は
、
立
法
技
術
的
に
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
報
酬
の
有
無
に
つ
い
て
方
分
譲
中
立
の
ス
タ
ン
ス
を
採
る
場
合
も
、
証
明
責
任
の
所
在
と

要
件
と
を
め
ぐ
っ
て
常
に
争
い
が
生
ま
れ
、
訴
訟
経
済
的
に
よ
ろ
し
く
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
無
償
を
原
則
と
し
つ
つ
現
実
的
な
利
益
考
量
を
行
っ
て
き
た
従
来
の
規
律
を

維
持
す
る
こ
と
の
方
が
、
合
理
的
が
高
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

3
⑵　

ま
た
、
委
任
に
お
け
る
報
酬
の
支
払
方
式
と
し
て
、
委
任
事
務
の
処
理
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
成
果
に
対
し
て
報
酬
を
支
払
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
る
も
の
（
成
果
完

成
型
）
と
、
役
務
提
供
そ
の
も
の
に
対
し
て
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
も
の
（
履
行
割
合
型
）
が
あ
る
こ
と
を
条
文
上
明
記
す
る
と
い
う
提
案
が
あ
る
が
、
成
果
完
成
型
と
履
行

割
合
型
の
区
別
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
効
果
を
厳
密
に
わ
け
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
結
論
の
相
対
性
を
拭
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

3
⑶　

前
記
第
49
の
3
⑵
と
同
じ
。

3
⑷　

前
記
第
49
の
3
⑵
と
同
じ
。

4
⑴　

二
つ
の
判
例
（
最
判
昭
和
40
年
12
月
17
日
裁
判
集
民
81
号
561
頁
、
最
判
昭
和
56
年
1
月
19
日
民
集
35
巻
1
号
1
頁
の
い
ず
れ
の
判
断
枠
組
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
の

か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
際
判
例
の
評
価
を
行
っ
て
、
要
件
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。

4
⑵　

委
任
者
が
自
己
の
死
亡
後
の
事
務
処
理
を
委
託
す
る
委
任
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
相
続
人
の
任
意
解
除
権
と
の
関
係
の

明
確
化
の
た
め
に
、
規
律
を
整
備
す
る
方
向
性
に
賛
成
す
る
。

4
⑶　

委
任
関
係
の
当
事
者
に
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
の
法
律
関
係
の
調
整
は
破
産
法
の
規
律
（
破
産
法
第
53
条
、
第
57
条
等
）
に
委
ね
、
民
法
上
特
段
の
規
定
を
置

か
な
い
と
い
う
方
向
で
検
討
さ
れ
た
い
。
当
事
者
の
信
頼
関
係
を
前
提
と
す
る
こ
と
か
ら
、
受
任
者
の
破
産
手
続
開
始
は
委
任
の
終
了
事
由
と
さ
れ
て
い
る
（
民
法
653
条
2

号
）。
し
か
し
、
判
例
（
最
判
平
成
16
年
6
月
10
日
民
集
58
巻
5
号
1178
頁
、
最
二
判
平
成
21
年
4
月
17
日
判
時
2044
号
74
頁
）
が
会
社
の
破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
て
も
直

ち
に
は
取
締
役
と
の
委
任
関
係
は
終
了
し
な
い
と
し
た
こ
と
や
、
破
産
者
で
あ
る
こ
と
が
取
締
役
の
欠
格
事
由
で
な
く
な
っ
た
こ
と
（
会
社
法
第
331
条
参
照
）
な
ど
も
あ
り
、

受
任
者
の
破
産
手
続
開
始
が
委
任
終
了
事
由
と
し
て
一
律
に
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

5　

準
委
任
の
内
容
を
明
確
化
し
、
そ
の
一
部
を
新
た
な
受
皿
規
定
に
委
ね
る
と
の
提
案
で
あ
る
が
、
従
来
の
典
型
契
約
に
相
当
す
る
程
度
に
法
的
性
質
が
明
確
な
（
つ
ま
り

典
型
的
な
）
契
約
類
型
を
設
定
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
差
し
あ
た
っ
て
の
問
題
が
、
委
任
規
定
の
準
用
範
囲
が
現
実
と
ミ
ス
マ
ッ
チ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、

準
用
規
定
に
一
定
の
幅
を
も
た
せ
る
こ
と
で
足
り
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

6
⑴　

取
次
を
委
任
の
下
位
概
念
、
媒
介
を
準
委
任
の
下
位
概
念
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
明
文
で
規
定
す
る
と
い
う
提
案
で
あ
る
が
、
一
般
法
に
お
い
て
一
通
り
規
定
す
る
と
い



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

四
一
五

う
体
系
美
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
の
積
極
的
意
義
に
乏
し
い
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
媒
介
者
の
情
報
提
供
義
務
は
、
媒
介
者
を
定
義
し
、
媒
介
者
の

義
務
と
し
て
こ
れ
を
明
定
し
な
く
と
も
、
受
任
者
の
報
告
義
務
の
内
容
と
準
用
の
整
理
い
か
ん
で
、
確
保
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

6
⑵　

前
記
第
49
の
6
⑴
と
同
じ
。

6
⑶　

前
記
第
49
の
6
⑴
と
同
じ
。

第
50　

準
委
任
に
代
わ
る
役
務
提
供
型
契
約
の
受
皿
規
定

1　

そ
も
そ
も
典
型
契
約
は
、
契
約
自
由
の
原
則
下
で
当
事
者
の
意
思
を
補
充
す
る
機
能
を
持
つ
に
過
ぎ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
契
約
を
網
羅
的
に
規
定
す
る
必
要
は
も
と
も
と
存
在

し
な
い
。
従
来
準
委
任
が
果
た
し
て
き
た
の
は
、
積
極
的
定
義
を
置
く
典
型
契
約
の
範
囲
か
ら
漏
れ
た
契
約
を
す
く
う
と
い
う
「
受
皿
」
と
し
て
の
機
能
で
あ
っ
た
が
、
今

回
の
提
案
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
従
来
「
受
皿
」
で
す
く
っ
て
き
た
契
約
に
つ
い
て
積
極
的
定
義
を
行
い
、
新
た
な
典
型
契
約
と
す
る
趣
旨
で
あ
り
、「
受
皿
」
の
意
味
が
全

く
異
な
る
。
そ
も
そ
も
典
型
契
約
間
の
境
界
が
絶
対
的
な
も
の
で
な
い
以
上
、
そ
の
よ
う
な
「
受
皿
」
に
は
新
た
な
「
受
皿
」
が
あ
て
が
わ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
り
、
堂
々

巡
り
は
避
け
ら
れ
な
い
。
検
討
事
項
と
し
て
個
別
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
、
請
負
、
雇
用
、
委
任
各
論
と
論
点
を
共
有
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
「
役
務
提
供
契
約
」
の

典
型
契
約
性
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2　

前
記
第
50
の
1
と
同
じ
。

3　

前
記
第
50
の
1
と
同
じ
。

4
⑴　

前
記
第
50
の
1
と
同
じ
。

4
⑵　

前
記
第
50
の
1
と
同
じ
。

4
⑶　

前
記
第
50
の
1
と
同
じ
。

4
⑷　

前
記
第
50
の
1
と
同
じ
。

5　

前
記
第
50
の
1
と
同
じ
。

6　

前
記
第
50
の
1
と
同
じ
。

7　

前
記
第
50
の
1
と
同
じ
。

8　

前
記
第
50
の
1
と
同
じ
。

第
51　

雇
用

1　

民
法
と
労
働
契
約
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
現
状
維
持
が
適
切
で
あ
る
。
雇
用
契
約
と
労
働
契
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
峻
別
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
、
同
一
説
が
多
数
説
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
請
負
や
委
任
、
そ
の
他
非
典
型
の
契
約
方
式
で
あ
っ
て
も
使
用
従
属
性
と
い
う
実
態
が
あ
れ
ば
労
働
契
約
に
あ
た
る
と
し

て
、
雇
用
契
約
と
労
働
契
約
は
同
一
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
広
ま
っ
て
お
り
、
労
働
契
約
法
の
適
用
に
関
し
て
も
こ
の
見
解
に
沿
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
契
約

法
に
雇
用
契
約
の
規
定
を
置
く
こ
と
は
、
他
の
契
約
方
式
と
の
関
係
か
ら
慎
重
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
民
法
に
お
け
る
雇
用
契
約
の
位
置
づ
け
を
考
え



四
一
六

る
と
、
役
務
提
供
契
約
と
し
て
、
請
負
契
約
や
委
任
契
約
と
並
び
、
雇
用
契
約
は
報
酬
の
労
務
対
償
性
、
自
己
執
行
性
を
要
素
と
す
る
契
約
と
し
て
特
色
を
有
し
て
お
り
、

ま
た
、
我
が
国
の
雇
用
労
働
者
は
全
人
口
の
半
数
以
上
と
い
わ
れ
て
お
り
、
雇
用
契
約
は
ニ
ー
ズ
も
高
く
、
典
型
的
な
契
約
形
式
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
雇
用
契
約
を

民
法
の
典
型
契
約
と
し
て
置
き
、
雇
用
に
関
す
る
総
則
的
な
規
定
を
設
け
、
労
働
契
約
法
は
労
働
契
約
全
般
の
規
律
を
設
け
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な

位
置
付
け
を
考
え
る
と
、
安
全
配
慮
義
務
や
解
雇
権
濫
用
の
法
理
の
二
点
に
限
り
雇
用
契
約
に
定
め
る
と
す
る
と
、
な
ぜ
こ
の
二
点
な
の
か
と
い
う
疑
問
、
及
び
、
他
の
役

務
提
供
契
約
の
契
約
形
式
を
採
っ
た
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
疑
問
が
あ
る
。
解
約
申
し
入
れ
の
期
間
制
限
も
含
め
、
労
働
法
制
の
範
疇
で
定
め
る

べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、
民
法
の
雇
用
契
約
の
規
律
に
含
め
る
に
は
未
だ
議
論
が
成
熟
し
て
い
な
い
と
い
え
、
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

2
⑴　

報
酬
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
家
族
手
当
等
ノ
ー
ワ
ー
ク
の
場
合
に
も
減
額
さ
れ
な
い
手
当
の
存
在
、
報
酬
支
払
日
の
設
定
上
ま
だ
労
務
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
期
間

分
の
報
酬
を
前
払
い
す
る
企
業
や
、
労
働
基
準
法
上
の
育
児
時
間
に
つ
い
て
も
有
給
と
す
る
企
業
も
あ
り
、
当
事
者
間
の
契
約
の
自
由
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
た
め
、
任
意

規
定
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
り
、
実
質
的
に
民
法
第
624
条
か
ら
も
読
み
取
れ
る
以
上
、
明
文
化
の
必
要
性
は
薄
い
も
の
と
考
え
る
。
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

2
⑵　

労
働
基
準
法
第
26
条
に
よ
り
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
休
業
の
場
合
に
は
休
業
手
当
と
し
て
平
均
賃
金
の
6
割
以
上
を
支
給
す
る
も
の
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の

労
働
基
準
法
第
26
条
の
「
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
は
、
民
法
第
536
条
第
2
項
の
「
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
よ
り
も
広
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
る
雇
用
契
約
に
つ
い
て
は
手
当
て
が
な
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
具
体
的
な
報
酬
請
求
権
の
発
生
の
法
的
根
拠
と
な
る
規
定

を
新
た
に
設
け
る
と
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
な
い
雇
用
契
約
に
限
り
休
業
手
当
が
利
益
控
除
後
の
支
給
と
な
る
と
い
う
問
題
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。「
使
用
者
の
義
務

違
反
」「
使
用
者
側
に
起
因
す
る
事
由
」
の
具
体
的
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、
部
会
資
料
17
│
2
第
5
の
2
⑵
に
お
い
て
提
案
さ
れ
て
い
る
Ａ
案
、
Ｂ
案
に
は
そ
れ
ぞ

れ
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

3　

労
働
基
準
法
第
14
条
第
1
項
の
期
間
制
限
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
、
民
法
第
626
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
現
在
で
も
同
条
に
は
存
在
意
義
が
あ
り
、

ま
た
、
公
序
良
俗
違
反
と
な
る
場
合
に
は
民
法
第
90
条
で
無
効
と
な
る
こ
と
か
ら
、
民
法
第
626
条
削
除
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
更
に
慎
重
に
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

4
⑴　

民
法
第
629
条
第
1
項
の
「
同
一
の
条
件
」
に
期
間
の
定
め
が
含
ま
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
黙
示
の
更
新
に
つ
い
て
は
民
法
第
627
条(

期
間
の
定
め
の
な
い
雇

用
の
解
約
も
申
入
れ)

の
規
定
に
よ
り
各
当
事
者
が
解
約
の
申
し
入
れ
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
期
間
の
定
め
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
そ
の
後
の
判
例
法
理

に
よ
り
解
雇
の
自
由
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
黙
示
の
更
新
に
よ
り
、
解
雇
が
自
由
に
行
え
な
い
期
間
の
定
め
が
な
い
契
約
と
な
る
の
は
疑
問
と
い
え
よ
う
。
こ
の

問
題
は
労
働
政
策
上
の
課
題
で
あ
り
民
法
で
規
律
す
べ
き
内
容
で
は
な
く
、
更
に
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵　

契
約
自
由
の
原
則
の
従
う
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
間
に
い
か
な
る
不
都
合
が
生
じ
る
の
か
、
更
に
実
態
を
分
析
し
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

第
52　

寄
託

1
⑴　

商
法
典
の
倉
庫
営
業
に
関
す
る
規
定
を
民
法
に
移
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
の
見
直
し
は
必
須
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
理
論
的
問
題
に
留
ま

る
の
で
は
な
い
か
。
他
の
要
物
契
約
と
の
平
仄
、
無
償
寄
託
に
つ
い
て
は
、
他
の
無
償
契
約
と
の
平
仄
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
さ
れ
た
い
。

1
⑵　

特
段
の
異
論
は
な
い
。



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

四
一
七

1
⑶　

特
段
の
異
論
は
な
い
。
消
費
貸
借
と
の
整
合
性
に
意
を
用
い
ら
れ
た
い
。

2
⑴　

特
段
の
異
論
は
な
い
。

2
⑵　

特
段
の
意
見
は
な
い
。
副
委
任
と
の
異
同
に
つ
き
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

3　

特
段
の
異
論
は
な
い
。
民
法
第
400
条
の
規
律
と
の
整
合
性
に
意
を
用
い
ら
れ
た
い
。
た
だ
、
商
法
典
の
倉
庫
営
業
に
関
す
る
規
定
を
民
法
に
移
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点

の
見
直
し
は
必
須
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
本
研
究
会
と
し
て
は
、
事
業
者
の
対
概
念
で
あ
る
消
費
者
概
念
を
民
法
に
持
ち
込
む
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。

4　

特
段
の
異
論
は
な
い
。

5
⑴　

特
段
の
意
見
は
な
い
が
、
商
法
典
の
寄
託
や
倉
庫
営
業
に
関
す
る
規
定
を
民
法
に
移
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
の
見
直
し
は
必
須
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
不
法
行
為
法

の
損
害
賠
償
責
任
と
の
平
仄
に
つ
き
、
判
例
・
立
法(

国
際
海
上
物
品
運
送
法)

の
立
場
を
前
提
に
、
整
合
性
に
つ
き
意
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。

5
⑵　

特
段
の
異
論
は
な
い
が
、
他
の
役
務
提
供
型
契
約
と
の
整
合
性
に
は
意
を
用
い
ら
れ
た
い
。

6　

特
段
の
異
論
は
な
い
が
、
他
の
契
約
に
お
け
る
担
保
責
任
の
規
定
と
の
整
合
性
に
は
意
を
用
い
ら
れ
た
い
。

7　

特
段
の
異
論
は
な
い
が
、
荷
渡
指
図
書
に
関
す
る
現
在
の
実
務
に
つ
い
て
よ
く
調
査
さ
れ
た
上
で
、
妥
当
な
規
制
に
つ
き
考
慮
さ
れ
た
い
。
な
お
、
有
価
証
券
に
関
す
る

規
定
を
民
法
に
置
く
場
合
（
前
記
第
14
）、
物
権
的
効
力
の
位
置
づ
け
次
第
で
は
、
本
条
の
規
制
に
関
係
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検
討
さ
れ
た
い
。

8　

も
っ
ぱ
ら
政
策
論
な
の
で
、
わ
か
り
や
す
い
規
定
を
設
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
く
に
反
対
は
し
な
い
。

9　

特
段
の
異
論
は
な
い
。

10
⑴　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
基
本
法
典
で
あ
る
民
法
典
に
か
か
る
規
定
を
置
く
こ
と
に
反
対
す
る
。
特
別
法
で
対
処
さ
れ
た
い
。

10
⑵　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
基
本
法
典
で
あ
る
民
法
典
に
か
か
る
規
定
を
置
く
こ
と
に
反
対
す
る
。
特
別
法
で
対
処
さ
れ
た
い
。
た
だ
、
最
判
平
成
8
年
4
月
26
日
民
集
50

巻
5
号
1267
頁
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

10
⑶　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
基
本
法
典
で
あ
る
民
法
典
に
か
か
る
規
定
を
置
く
こ
と
に
反
対
す
る
。
特
別
法
で
対
処
さ
れ
た
い
。

10
⑷　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
基
本
法
典
で
あ
る
民
法
典
に
か
か
る
規
定
を
置
く
こ
と
に
反
対
す
る
。
特
別
法
で
対
処
さ
れ
た
い
。
な
お
民
事
執
行
法
と
の
整
合
性
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

10
⑸　

本
研
究
会
と
し
て
は
、
基
本
法
典
で
あ
る
民
法
典
に
か
か
る
規
定
を
置
く
こ
と
に
反
対
す
る
。
特
別
法
で
対
処
さ
れ
た
い
。

11　

商
法
典
の
規
定
を
ど
こ
ま
で
民
法
典
に
移
す
か
の
立
法
政
策
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
特
段
の
意
見
は
な
い
。

第
53　

組
合

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
組
合
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
、
特
段
の
異
論
が
な
か
っ
た
が
、
組
合
に
関
す
る
改
正
の
「
視
点
」
と
し
て
、
有
限
責
任
事
業
組
合
を
鎹(

か

す
が
い)

に
し
て
、
持
分
会
社
と
組
合
と
の
類
似
性
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
、
会
社
法
制
な
ど
他
の
組
織
法
制
と
の
整
合
を
考
慮
し
た
「
事
業
体
」
法

制
構
築
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
一
言
す
る
次
第
で
あ
る
。
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
点
も
十
分
に
踏
ま
え
て
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。



四
一
八

1
⑴　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

1
⑵　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

2　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

3
⑴　

こ
の
点
に
つ
き
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
特
段
の
異
論
が
な
か
っ
た
。

3
⑵　

こ
の
点
に
つ
き
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
特
段
の
異
論
が
な
か
っ
た
。

4
⑴　

こ
の
点
に
つ
き
、
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
特
段
の
異
論
が
な
か
っ
た
。

4
⑵　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

5
⑴　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

5
⑵　

こ
の
点
に
つ
き
、
特
段
の
異
論
は
な
い
。

6　

内
的
組
合
に
関
し
て
は
、
そ
の
利
用
の
実
態
に
鑑
み
る
と
、
あ
え
て
基
本
法
典
で
あ
る
民
法
典
に
お
い
て
明
文
規
定
を
置
く
ま
で
の
必
要
は
な
く
、
置
く
と
し
て
も
せ
い

ぜ
い
特
別
法
に
お
い
て
対
処
す
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

第
54　

終
身
定
期
金

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
終
身
定
期
金
に
関
す
る
何
ら
か
の
規
定
を
存
置
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
特
段
の
異
論
が
な
か
っ
た
が
、
①
〜
④
の
い
ず
れ
と
す
る
か
に
つ
い

て
、
異
論
の
統
一
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
典
型
契
約
と
し
て
の
「
定
型
」
性
を
充
た
す
か
の
問
題
に
つ
き
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

第
55　

和
解

1　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、「
互
譲
」
性
の
要
否
に
つ
き
、
意
見
が
分
か
れ
、
意
見
の
統
一
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
な
お
、
書
面
に
よ
ら
ず
に
締
結
さ
れ
た
和
解
契
約

を
無
効
と
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
異
論
は
な
か
っ
た
。

2
⑴　

錯
誤
に
よ
る
和
解
の
無
効
の
主
張
（
民
法
第
95
条
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
関
す
る
明
文
の
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
巡
っ
て
、
本
研
究

会
で
は
、
①
．
和
解
の
解
釈
の
問
題
か
、
錯
誤
の
解
釈
の
問
題
か
、
②
．
動
機
の
錯
誤
に
関
す
る
議
論
を
広
げ
る
も
の
か
否
か(

和
解
の
前
提
は
動
機
か
要
素
か)

等
に
つ

い
て
議
論
が
あ
り
、
意
見
の
統
一
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
錯
誤
に
関
す
る
規
定
と
の
整
合
性
を
意
識
し
つ
つ
、
更
に
検
討
さ
れ
た
い
。

2
⑵　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
①
．
当
該
規
定
が
人
身
損
害
に
限
る
の
か
、
②
．
裁
判
上
の
和
解
と
の
整
合
性
は
図
ら
れ
る
の
か
、
③
．
確
定
判
決
の
遮
断
効
と
の
整
合
性

は
図
ら
れ
る
の
か
等
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
意
見
の
統
一
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

第
56　

新
種
の
契
約

1　

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
資
金
移
動
取
引
に
つ
い
て
は
、
法
律
関
係
を
明
確
に
す
る
必
要
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
典
型
契
約
と
し
て
規
定
を
整
備
す
る
必
要
性
が

望
ま
れ
る
。

典
型
契
約
化
の
視
点
と
し
て
は
、
私
的
自
治
を
支
援
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
民
法
の
典
型
契
約
を
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
実
に
行
わ
れ
る
様
々
な
契



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

四
一
九

約
を
一
般
化
、
抽
象
化
し
た
う
え
で
、
類
型
的
な
特
徴
の
あ
る
も
の
を
民
法
に
規
定
す
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
考
え
方
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
方
針
に
基
づ
い
て
典
型
契
約

を
整
備
す
る
か
は
、
民
法
典
の
編
成
方
針
に
も
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
根
本
的
に
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
主
体
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
現
在
の
民
法
上
の
典
型
契
約
は
、
誰
も
が
当
事
者
双
方
の
立
場
に
な
り
得
る
類
型
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
新
た
に
典

型
契
約
化
す
る
か
ど
う
か
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
一
方
が
特
定
の
事
業
者
で
あ
る
類
型
の
も
の
で
あ
り
、
立
場
の
互
換
性
の
な
い
も
の
を
民
法
で
定
め
る

必
要
性
の
有
無
に
つ
い
て
も
、
慎
重
に
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。
本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
事
業
者
に
関
わ
る
契
約
に
つ
い
て
は
民
法
典
に
取
り
込
ま
な
い
こ
と
を
原
則
と
す

べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。

2　

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
は
通
常
は
事
業
者
間
取
引
で
あ
り
、
リ
ー
ス
事
業
協
会
の
標
準
契
約
書
に
基
づ
く
詳
細
な
内
容
の
契
約
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
・
リ
ー
ス
を
民
法
の
典
型
契
約
と
し
て
規
定
し
た
場
合
の
実
務
に
与
え
る
影
響
は
大
き
く
、
取
引
実
態
を
十
分
に
把
握
し
な
が
ら
慎
重
に
検
討
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

基
本
的
に
は
、
事
業
者
間
契
約
と
し
て
、
民
法
典
に
導
入
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
。

か
り
に
規
定
を
設
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
関
す
る
権
利
義
務
関
係
を
明
確
に
し
、
担
保
権
な
ど
物
権
に
関
す
る
事
項
に
も
議
論
が
及
ぶ
可
能
性

に
も
留
意
し
な
が
ら
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
実
態
と
し
て
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
に
お
い
て
は
、
消
費
者
や
零
細
事
業
者
に
被
害
が
生
じ
て
い
る
事
例

が
多
く
、
と
り
わ
け
リ
ー
ス
物
件
の
選
定
に
際
し
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
説
明
義
務
が
問
題
と
な
る
事
例
や
中
途
解
約
で
き
な
い
旨
の
規
定
が
問
題
と
な
る
事
例
に
つ
い
て
は
相

談
事
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
規
定
の
整
備
は
必
要
不
可
欠
と
い
え
る
。
リ
ー
ス
物
件
が
損
傷
・
滅
失
し
た
場
合
の
リ
ー
ス
料
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
両
当
事

者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
で
は
な
い
事
由
に
よ
る
場
合
の
残
リ
ー
ス
料
の
取
扱
い
に
関
し
て
、
ユ
ー
ザ
ー
の
期
限
の
利
益
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

第
57　

事
情
変
更
の
原
則

1　

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
契
約
改
訂
な
ど
の
具
体
的
効
果
を
規
定
し
な
い
限
り
に
お
い
て
事
情
変
更
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
有
用
と
の
意
見
と
、
そ
れ
に
対
し

て
は
、
効
果
を
特
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
信
義
則
に
関
す
る
現
行
規
定
で
対
処
す
れ
ば
足
り
る
と
の
意
見
と
が
あ
っ
た
。

2　

具
体
的
な
要
件
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
反
対
で
あ
る
。
事
情
変
更
の
原
則
に
つ
い
て
条
文
を
設
け
る
こ
と
に
賛
成
す
る
者
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
一
致

を
見
た
。
個
別
的
な
対
応
を
要
す
る
こ
と
が
多
く
、
要
件
を
予
め
定
め
る
こ
と
は
、
却
っ
て
様
々
な
事
情
変
更
に
対
応
す
る
余
地
を
制
限
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

3
⑴　

具
体
的
な
効
果
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
反
対
で
あ
る
。
事
情
変
更
の
原
則
に
つ
い
て
条
文
を
設
け
る
こ
と
に
賛
成
す
る
者
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
一

致
を
見
た
。
個
別
的
な
対
応
を
要
す
る
こ
と
が
多
く
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
る
べ
き
か
は
予
め
定
め
る
で
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
契
約
内
容
の
改
訂
な
ど
は
、
私
的
自

治
に
司
法
が
ど
こ
ま
で
干
渉
す
る
余
地
を
認
め
る
か
は
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
借
地
借
家
法
上
の
賃
料
増
減
請
求
の
よ
う
な
、
あ
る
程
度
契
約
の
改
定
す
べ
き
方

向
が
客
観
的
に
判
断
で
き
る
場
合
を
除
い
て
は
、
司
法
の
契
約
内
容
へ
の
干
渉
に
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

3
⑵　

契
約
改
訂
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
自
体
に
反
対
で
あ
る
。

3
⑶　

契
約
改
訂
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
自
体
に
反
対
で
あ
る
。



四
二
〇

第
58　

不
安
の
抗
弁
権 

1　

明
文
化
に
は
賛
成
で
あ
る
。
不
安
の
抗
弁
権
に
つ
い
て
は
、
既
に
こ
れ
を
認
め
る
裁
判
例
（
最
判
昭
和
37
年
12
月
13
日
判
タ
140
号
127
頁
、
東
京
地
判
平
成
2
年
12
月
20
日

判
時
1389
号
79
頁
、
東
京
高
判
昭
和
62
年
3
月
30
日
判
時
1236
号
75
頁
、
東
京
地
判
昭
和
58
年
3
月
3
判
時
1087
号
101
頁
等
）
が
集
積
し
て
お
り
、
学
説
も
一
般
的
に
こ
の
法
理
を

認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
不
安
の
抗
弁
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
濫
用
の
危
険
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
不
安
の
抗
弁
権
が
必
要
な
具
体
的
な
場
面
（
例
え
ば
、
担

保
徴
求
が
不
相
当
な
少
額
の
非
金
銭
債
務
で
、
先
取
特
権
の
保
護
も
な
い
場
面
等
）
を
想
定
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
明
文
化
さ
れ
る
結

果
と
し
て
、
不
安
の
抗
弁
権
を
行
使
す
べ
き
事
情
が
あ
る
の
に
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
を
債
権
者
側
の
過
失
と
評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
生
ず
る
た
め
、
従
来
よ
り
も
積
極

的
・
予
防
的
に
不
安
の
抗
弁
権
を
行
使
す
る
こ
と
と
な
り
、
取
引
停
止
が
増
加
し
、
私
的
整
理
に
よ
る
事
業
再
生
が
困
難
に
な
る
こ
と
は
な
い
か
。
大
企
業
が
中
小
企
業
に

対
し
て
風
評
に
基
づ
い
て
不
安
の
抗
弁
権
を
行
使
し
、
ま
た
、
上
場
企
業
並
み
の
財
務
諸
表
の
提
出
を
求
め
る
な
ど
し
て
、
中
小
企
業
に
酷
な
事
態
に
な
り
得
る
こ
と
は
な

い
か
。
抗
弁
事
由
が
増
え
る
こ
と
で
債
権
の
流
動
化
の
阻
害
要
因
に
な
り
得
る
こ
と
は
な
い
か
な
ど
、
具
体
的
に
検
討
を
要
す
る
。

2　

不
安
の
抗
弁
権
は
、
特
定
の
売
主
か
ら
の
製
品
供
給
へ
の
依
存
度
が
高
い
企
業
に
と
っ
て
は
死
活
問
題
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
要
件
の
立
法
化
は
慎
重
に
な
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

適
用
範
囲
・
要
件
に
つ
い
て
は
、
判
例
が
あ
る
程
度
固
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
あ
ま
り
離
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
。
後
履
行
義
務

者
の
信
用
不
安
（
財
産
悪
化
）
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
立
法
技
術
的
に
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
出
来
る
限
り
客
観
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル

が
あ
っ
た
方
が
望
ま
し
い
（
具
体
例
と
し
て
は
、
後
履
行
義
務
者
が
無
資
力
と
な
る
こ
と
、
一
般
財
産
の
毀
滅
・
減
少
行
為
等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
）。

3　

不
安
の
抗
弁
権
の
効
果
と
し
て
、
債
務
者
が
、
債
務
の
履
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
に
債
務
者
は
債
務
不
履
行
に
陥
ら
な
い
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
点
に

つ
い
て
、
異
論
は
な
い
。

相
手
方
が
反
対
給
付
に
つ
い
て
弁
済
の
提
供
を
し
た
場
合
や
相
当
の
担
保
を
提
供
し
た
場
合
に
は
、
履
行
拒
絶
等
の
不
安
の
抗
弁
権
の
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
旨
を
明
文

化
す
べ
き
と
あ
る
が
、
実
際
に
相
手
方
が
無
資
力
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
「
弁
済
の
提
供
」
や
「
相
当
の
担
保
を
提
供
」
が
さ
れ
る
の
か
は
疑
問
が
あ
る
が
、「
担
保

提
供
」
に
つ
い
て
は
、
濫
用
の
可
能
性
は
払
拭
で
き
ず
、
取
引
実
務
等
を
検
討
し
、
よ
り
具
体
的
な
明
文
化
が
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

第
59　

契
約
の
解
釈

1　

契
約
の
解
釈
に
関
す
る
基
本
原
則
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
賛
成
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
逆
に
反
対
す
る
ま
で
の
理
由
も
な
い
。
賛
否
に
つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
従
来
学
説
で
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
わ
ざ
わ
ざ
立
法
化
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の

こ
と
で
は
あ
る
が
、
中
途
半
端
な
立
法
で
は
な
く
、
細
部
ま
で
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
契
約
の
解
釈
」
と
い
う
文
言
自
体
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
そ
れ
自
体
、

学
説
（
伝
統
的
通
説
・
新
通
説
）
に
お
い
て
も
未
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
よ
う
な
の
で
、
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

契
約
の
解
釈
原
則
に
つ
い
て
は
、
旧
民
法
（
明
治
23
年
法
律
第
28
号
）
に
お
い
て
も
「
合
意
の
解
釈
」
と
し
て
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
行
民
法
に
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
①
「
合
意
の
解
釈
」
規
定
は
複
雑
で
あ
り
削
除
す
る
の
が
妥
当
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
旧
民
法
に
定
め
る
合



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

四
二
一

意
の
解
釈
基
準
は
裁
判
官
が
当
事
者
の
意
思
を
探
求
す
る
際
の
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
規
定
が
無
く
と
も
裁
判
官
は
当
事
者
の
意
思
を
探
求
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
契
約
の
解
釈
原
則
は
判
例
・
学
説
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
が
、
裁
判
で
契
約
の
解
釈
原
則
に
明
示
さ
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
初
か
ら
裁
判
官
の
自
由
心
証
主
義
が
採
用
さ
れ
た
た
め
、
結
局
か
裁
判
官
の
心
証
に
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
学
説
に
お
い
て
は
契
約
解
釈
の
具
体
的
な
基
準
に
関
す
る
研
究
業
績
の
蓄
積
も
あ
る
た
め
、
立
法
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
そ
れ
ら
の
検
討
は
不
可
避
で
あ
る
。

2　

契
約
は
、
両
当
事
者
の
意
思
が
一
致
し
て
い
る
と
き
は
そ
の
共
通
の
意
思
を
基
準
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
対
し
て
は
特
段
の
異
論
は
な
い
。
問
題
は
、
当
事

者
の
意
思
が
一
致
し
て
い
な
い
場
合
の
契
約
解
釈
で
あ
る
。
両
当
事
者
の
意
思
が
一
致
し
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
表
示
の
一
般
的
な
意
味
で
は
な
く
、
そ
の
契
約
の

当
事
者
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ま
た
理
解
す
べ
き
だ
っ
た
か
を
基
準
と
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
見
解
（
共
通
意
思
優
先
説
）
を
支
持
し
た
い
。
当
事
者
が
当
該
事
情
の
下

に
お
い
て
合
理
的
に
考
え
る
な
ら
ば
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
意
味
に
従
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
実
際
上
、
相
当
の
困
難
は
伴
う
で
あ
ろ
う
が
、
で
き
う
る
限
り
契
約
の
当
事

者
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ま
た
理
解
す
べ
き
だ
っ
た
か
を
探
求
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
共
通
意
思
優
先
説
の
立
場
で
も
、
客
観
的
解

釈
説
、
す
な
わ
ち
、
契
約
の
解
釈
を
含
む
法
律
行
為
の
解
釈
は
内
心
的
効
果
意
思
を
探
求
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
表
示
行
為
の
有
す
る
客
観
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
と
の
考
え
方
を
支
持
す
る
見
解
も
あ
り
、
さ
ら
に
細
か
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
細
部
に
わ
た
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
共
通
意
思
優
先
説
を
貫
徹
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
の
内
容
を
確
定
で
き
な
い
事
項
が
残
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
合
意
し

た
と
考
え
ら
れ
る
内
容
が
確
定
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
合
意
内
容
に
従
っ
て
契
約
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
規
定
を
設
け
る
と
す
る
方
が
、
理
論
的
に
は
首
尾
一

貫
し
て
妥
当
と
考
え
る
。

3　

合
意
の
意
味
が
不
明
確
で
多
様
に
解
釈
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
合
意
の
文
言
が
一
方
当
事
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
者
に
と
っ

て
不
利
な
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
原
則
（
条
項
使
用
者
不
利
の
原
則
）
は
、
専
ら
約
款
の
解
釈
の
基
準
と
し
て
学
説
上
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
点
、『
中
間
論
点
整
理
の
補
足
説
明
』
で
挙
げ
ら
れ
た
他
の
解
釈
原
則
に
比
べ
れ
ば
議
論
の
蓄
積
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
説
で
は
広
く
承
認
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
、
判
決
例
に
お
い
て
、
明
示
的
に
こ
れ
に
依
拠
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
条
項
使
用
者
不
利
の
原
則
を
規
定
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
違
和
感
を
覚
え
る
。
裁
判
例
に
お
い
て
、
実
際
に
条
項
使
用
者
不
利
の
原
則
に
従
っ
た
判
例
が
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
、
実
務
上
、
約
款
の
作
成
に
あ
た

り
条
項
使
用
者
不
利
の
原
則
は
ど
の
程
度
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
か
等
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

条
項
使
用
者
不
利
の
原
則
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
も
、
上
記
と
同
様
に
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

第
60　

継
続
的
契
約

1　

継
続
的
契
約
を
統
一
的
に
取
り
扱
う
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
不
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
継
続
的
契
約
と
い
う
概
念
は
契
約
が
一

定
期
間
継
続
す
る
と
い
う
形
式
の
契
約
を
指
す
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
意
味
は
な
い
。
個
々
の
継
続
的
契
約
に
お
い
て
は
、
継
続
的
契
約
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
継
続
性

の
保
障
が
要
求
さ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
継
続
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
の
自
由
の
保
障
が
強
く
要
請
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
同
じ
契
約
で
も
継

続
性
の
保
障
が
要
請
さ
れ
る
側
面
と
離
脱
の
自
由
の
保
障
が
要
請
さ
れ
る
側
面
と
が
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
相
反
す
る
側
面
を
有
す
る
関
係
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
従
来
、



四
二
二

「
信
頼
関
係
」
な
ど
の
表
現
で
こ
れ
を
示
す
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
信
頼
関
係
と
は
い
え
、
そ
れ
を
あ
る
程
度
ル
ー
ル
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い

が
、
そ
の
た
め
に
は
個
別
の
事
情
を
大
幅
に
採
り
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
総
則
的
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
個
別
性
を
取
り
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
の
阻
害
要
因
と
も
な
り
う

る
。

2
⑴　

継
続
的
契
約
の
解
消
等
に
関
す
る
問
題
点
は
、
個
別
の
典
型
契
約
や
特
別
法
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
問
題
と
考
え
る
。

2
⑵　

前
記
60
の
2
⑴
と
同
じ
。

2
⑶　

継
続
的
契
約
の
解
除
の
効
果
に
つ
い
て
は
、「
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
そ
の
効
力
を
生
ず
る
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
継
続
的
契
約
に
つ
い
て
統
一
的

に
取
り
扱
う
規
定
を
設
け
る
と
し
て
、
そ
の
意
義
が
あ
る
部
分
は
、
こ
の
解
除
の
効
果
の
部
分
の
み
で
あ
ろ
う
。

2
⑷　

民
法
典
に
消
費
者
・
事
業
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
の
で
、
か
か
る
規
定
を
置
く
必
要
は
な
い
。

2
⑸　

前
記
60
の
2
⑶
と
同
じ
。

3　
「
多
数
当
事
者
型
継
続
的
契
約
」
な
る
も
の
に
つ
き
民
法
上
一
般
的
な
規
定
を
置
き
、
そ
の
中
で
合
理
的
な
理
由
な
く
差
別
的
取
り
扱
い
を
禁
止
す
る
規
定
を
設
け
る
こ

と
に
反
対
で
あ
る
。

確
か
に
多
数
の
相
手
方
と
継
続
的
な
契
約
が
な
さ
れ
る
も
の
の
中
に
、
合
理
的
な
理
由
な
く
差
別
的
な
取
り
扱
い
が
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
種
類
の
も
の
が
あ
る
こ
と
は

否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
多
数
当
事
者
」
が
理
由
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、「
継
続
的
契
約
」
が
理
由
と
な
る
わ
け
で
も
な
く
、
例
え
ば
独
禁
法
等
に
示

さ
れ
る
、
別
の
（
例
え
ば
政
策
的
、
基
本
権
的
）
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
「
多
数
当
事
者
型
継
続
的
契
約
」
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
差
別
的
取
り
扱
い
を
禁

止
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
規
定
を
、
し
か
も
一
般
的
規
定
と
し
て
置
く
と
す
る
こ
と
は
、
表
面
的
な
現
象
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
民
法
の
大
原
則

を
軽
視
す
る
浅
薄
な
提
案
と
の
誹
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

4　

継
続
的
契
約
に
お
い
て
も
、
そ
の
解
除
の
効
果
の
部
分
の
み
に
つ
い
て
は
意
義
が
あ
る
と
し
た
の
と
同
様
、「
分
割
履
行
契
約
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
た
と
え
ば

そ
の
解
除
の
効
果
に
つ
き
特
別
の
も
の
を
考
え
る
等
の
余
地
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
を
与
え
る
た
め
に
は
、
当
該
契
約
が
「
分

割
履
行
契
約
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
根
拠
が
薄
弱
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
、
あ
え
て
「
分
割
履
行
契

約
」
と
い
う
形
態
を
民
法
典
に
規
定
し
、
特
別
の
規
律
を
与
え
る
必
要
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
61　

法
定
債
権
に
関
す
る
規
定
に
与
え
る
影
響

法
定
債
権
に
関
す
る
規
定
は
、
原
則
今
回
の
改
正
議
論
の
範
囲
外
の
は
ず
で
あ
る
が
、
改
正
に
伴
っ
て
整
合
性
が
と
れ
な
く
な
る
場
合
に
、
見
直
し
が
必
要
に
な
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
改
正
規
定
と
の
整
合
性
を
採
る
た
め
の
微
調
整
に
過
ぎ
ず
、
き
わ
め
て
謙
抑
的
に

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
の
下
に
、（
し
か
も
不
十
分
な
議
論
の
も
と
）
実
質
的
な
法
定
債
権
に
関
す
る
規
定
の
改
正
が
行
わ
れ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
議
事
の
概
況
等
）
の
中
に
は
、
不
法
行
為
の
規
定
に
関
し
て
「
こ
の
点
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
相
当
因
果
関
係
説
は
、
具
体
的
な
規
範
を
示
し
て
い
な
い
点
に
問
題
が



「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
法
・
商
事
法
研
究
会
）

四
二
三

あ
る
の
に
対
し
て
、
契
約
債
権
に
お
け
る
契
約
利
益
説
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
具
体
的
な
規
範
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
債
権
に
お
い
て
こ
の
説
を
採
用

す
る
な
ら
ば
、
法
定
債
権
に
お
い
て
同
様
に
具
体
的
な
規
範
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
保
護
範
囲
説
を
採
用
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
条
文
上
の
適
切
な
表
現
方
法
を
検
討
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
保
護
範
囲
説
は
、
民
法
第
416
条
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
条
文
を
求
め
る
と
す
れ
ば
同
法
第
709

条
と
な
る
の
で
、
新
た
な
条
文
を
設
け
な
く
て
も
、
同
条
の
下
で
保
護
範
囲
説
の
解
釈
を
採
用
す
る
こ
と
を
立
法
に
際
し
て
確
認
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
こ
と
も
あ
り

得
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。」
等
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意
見
に
至
っ
て
は
、
ど
さ
く
さ
紛
れ
に
保
護
範
囲
説
を
立
法
者
の
意
図
に
す
り
替
え

よ
う
と
す
る
も
の
と
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
62　

消
費
者
・
事
業
者
に
関
す
る
規
定

1　

民
法
典
に
消
費
者
・
事
業
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
で
は
情
報
・
交
渉
力
の
格
差
が
あ
り
保
護
す
べ
き
で
あ
る
が
、

弱
者
・
強
者
を
前
提
と
し
た
消
費
者
契
約
法
を
民
法
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
市
民
法
原
理
・
法
体
系
を
崩
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
民
法
に
組
み
入
れ
な
く
と
も
、
消

費
者
契
約
法
を
改
正
し
た
り
、
充
実
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
消
費
者
法
典
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で
、
他
の
特

別
法
、
す
な
わ
ち
、
消
費
者
契
約
以
外
の
弱
者
保
護
を
目
的
と
す
る
法
と
も
均
衡
が
と
れ
る
も
の
と
考
え
る
（
人
の
属
性
の
ひ
と
つ
た
る
消
費
者
だ
け
特
別
視
す
る
必
要
は

な
い
）。
ま
た
、
情
報
や
交
渉
力
の
格
差
が
生
じ
得
る
属
性
は
事
業
者
・
消
費
者
だ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
（
雇
用
主
と
被
用
者
、
元
請
と
下
請
、
大
企
業
と
零
細
な
自
営

業
者
、
医
師
と
患
者
等
）、
消
費
者
・
事
業
者
で
分
節
し
て
消
費
者
契
約
法
を
組
み
入
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
理
念
的
な
も
の
を
総
則
に
規
定
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
商

人
概
念
を
包
摂
す
る
事
業
者
と
い
う
概
念
を
民
法
に
組
み
込
む
と
な
る
と
、
商
法
の
商
行
為
に
関
す
る
規
定
が
民
法
に
も
拡
大
し
て
適
用
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
、
法
の
適
用

関
係
上
、
重
大
な
問
題
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
2002
年
の
債
務
法
改
正
に
お
い
て
民
法
典
に
消
費
者
概
念
が
入
り
、
消
費
者
に
関
わ
る
規
定
が
入
っ
た
と
さ

れ
る
が
、
他
国
を
引
き
合
い
に
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
国
に
お
け
る
他
の
関
連
法
規
（
労
使
関
係
、
借
地
関
係
、
消
費
関
係
、
元
請
と
下
請
、
医
師
と
患
者
、
介
護
者
と

被
介
護
者
等
に
係
る
）
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
、
体
系
的
な
バ
ラ
ン
ス
は
と
れ
て
い
る
の
か
、
債
務
法
の
み
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
の
で
は
な
く
、「
人
」
が
属
し
得
る

地
位
全
般
に
渡
る
法
律
を
包
括
的
に
検
討
し
て
、
議
論
を
進
め
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。

2　

民
法
典
に
消
費
者
・
事
業
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
の
で
、
消
費
者
契
約
の
特
則
を
設
け
る
必
要
は
な
い
。

3
⑴　

民
法
典
に
消
費
者
・
事
業
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
の
で
、
事
業
者
間
契
約
の
特
則
を
規
定
す
る
必
要
は
な
い
。

3
⑵　

民
法
典
に
消
費
者
・
事
業
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
の
で
、
事
業
者
間
契
約
の
特
則
を
規
定
す
る
必
要
は
な
い
。

3
⑶　

民
法
典
に
消
費
者
・
事
業
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
の
で
、
事
業
者
が
行
う
一
定
の
事
業
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
特
則
を
規
定
す
る
必
要
は
な
い
。

第
63　

規
定
の
配
置

基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
規
定
の
配
置
に
あ
た
っ
て
は
、
国
民
に
と
っ
て
の
分
か
り
や
す
さ
と
現
役
の
法
律
家
に
と
っ
て
の
な
じ
み
や
す
さ
と
い
う
観
点
か
ら
、
法
制
度

の
機
能
性
と
民
法
典
の
構
造
的
な
視
点
と
の
調
和
を
基
本
に
、
債
権
関
係
の
規
定
の
配
置
に
関
す
る
態
度
決
定
が
民
法
典
の
他
の
部
分
に
与
え
る
影
響
等
の
観
点
に
留
意
し

つ
つ
、
現
在
の
体
系
を
維
持
し
た
う
え
で
、
若
干
の
修
正
を
加
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。



四
二
四

具
体
的
に
は
、
①
法
律
行
為
概
念
を
維
持
し
、
こ
れ
を
引
き
続
き
第
1
編
総
則
に
置
く
こ
と
、
②
債
権
の
消
滅
時
効
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
の
趣
旨
と
規
定
内
容
の
改
正

内
容
に
応
じ
て
第
1
編
総
則
に
置
く
か
、
あ
る
い
は
、
第
3
編
債
権
に
置
く
か
を
決
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
③
第
2
編
物
権
を
第
3
編
債
権
の
後
に
置
く
こ
と
、
④
債
権
総

則
と
契
約
総
則
を
統
合
し
て
再
編
す
る
こ
と
、
⑤
契
約
の
効
力
に
関
す
る
諸
種
の
事
項
の
規
律
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
基
本
原
則
に
係
る
部
分
は
、
債
権
の
効
力
に
関
す

る
通
則
的
な
規
定
を
置
く
部
分
に
置
き
、
ま
た
、
契
約
に
固
有
の
規
律
部
分
は
契
約
の
総
則
規
定
群
に
置
き
、
各
種
の
契
約
に
関
す
る
規
定
群
を
債
権
及
び
契
約
総
則
に
関

す
る
規
定
群
か
ら
独
立
さ
せ
た
う
え
で
、
各
種
契
約
類
型
の
配
列
を
再
検
討
す
る
こ
と
、
⑥
典
型
契
約
の
配
列
に
関
し
て
は
、
典
型
契
約
の
類
型
化
を
重
視
す
る
と
個
々
の

典
型
契
約
の
性
質
よ
り
も
類
型
と
し
て
の
性
質
が
重
視
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
配
列
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
⑦
各
種
の
契
約
類

型
に
横
断
的
に
適
用
さ
れ
得
る
規
定
と
し
て
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
関
す
る
規
定
、
継
続
的
契
約
に
関
す
る
規
定
の
配
置
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、

⑧
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
と
解
除
、
危
険
負
担
が
分
断
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
分
か
り
づ
ら
さ
を
解
消
し
統
合
を
図
る
こ
と
、
⑨
法
定
債
権
と
契
約
債
権
に

共
通
す
る
規
定
と
し
て
債
権
総
則
に
置
く
べ
き
か
、
法
定
債
権
へ
の
適
用
可
能
性
が
低
い
と
し
て
契
約
総
則
に
置
く
べ
き
か
、
契
約
各
則
に
個
別
に
規
定
す
べ
き
か
、
な
ど

に
留
意
し
た
再
編
が
望
ま
れ
る
。



「
民
法
（
債
権
関
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）
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改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
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点
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」
に
対
す
る
意
見
（
日
本
大
学
法
学
部
民
事
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・
商
事
法
研
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会
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日本大学民事法研究会会員名簿

№ 氏　　名 勤務先・所属
1 伊　藤　文　夫 日本大学法学部教授
2 岡　島　芳　伸 日本大学法学部教授
3 小　田　　　司 日本大学法学部教授
4 小　野　健太郎 日本大学薬学部准教授
5 金　光　寛　之 高崎経済大学地域政策学部准教授 日本大学法学部非常勤講師
6 川　端　敏　朗 東邦音楽短期大学教授
7 胡　　　光　輝 北陸大学未来創造学部専任講師 日本大学通信教育部インストラクター
8 佐　藤　　　亮 弁護士
9 杉　本　純　子 日本大学法学部助教
10 高　梨　俊　一 日本大学理工学部教授
11 高　橋　めぐみ 日本大学商学部准教授
12 永　田　　　誠 前日本大学大学院法務研究科教授 前日本大学法学部教授
13 根　本　晋　一 日本大学通信教育部准教授
14 長谷川　貞　之 日本大学法学部教授
15 平　田　和　夫 弁護士
16 堀　切　忠　和 日本大学法学部准教授
17 益　井　公　司 日本大学法学部教授
18 三　木　千　穂 静岡英和学院大学人間社会学部講師
19 矢　田　尚　子 白鴎大学法学部准教授
20 三　木　千　穂 静岡英和学院大学人間社会学部専任講師
21 峯　川　浩　子 日本大学法学部非常勤講師
22 山　形　洸　平 司法書士
23 山　口　斉　昭 早稲田大学法学学術院教授
24 山　川　一　陽 日本大学法学部教授
25 山　下　　　良 沖縄国際大学法学部専任講師 日本大学通信教育部インストラクター

日本大学商事法研究会会員名簿

№ 氏　　名 勤務先・所属
1 大久保　拓　也 日本大学法学部准教授
2 金　澤　大　祐 日本大学大学院法務研究科助教 弁護士
3 鬼　頭　俊　泰 八戸大学ビジネス学部専任講師 日本大学通信教育部非常勤講師
4 工　藤　聡　一 日本大学法学部教授
5 小　菅　成　一 嘉悦大学経営経済学部准教授 日本大学経済学部非常勤講師
6 高　岸　直　樹 税理士 日本大学通信教育部非常勤講師
7 田　爪　浩　信 日本大学法学部非常勤講師
8 福　田　弥　夫 日本大学法学部教授
9 松　嶋　隆　弘 日本大学法学部教授
10 松　嶋　康　尚 税理士 日本大学通信教育部非常勤講師
11 萬　澤　陽　子 公益財団法人日本証券経済研究所 研究員 日本大学商学部非常勤講師
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市
・
区
長
選
挙
素
描

│
二
〇
〇
九
年
市
・
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て

│
秋　
　

山　
　

和　
　

宏

二
〇
〇
九
年
の
一
年
間
に
全
国
の
市
及
び
東
京
都
の
区
部
レ
ベ
ル
に
お
い
て
二
六
四
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
（
表
1
）。

こ
れ
ら
を
人
口
規
模
（
1
）

で
分
け
る
と
、
本
年
も
例
年
通
り
「
五
万
人
以
上
一
〇
万
人
未
満
」
が
全
体
の
三
割
（
三
〇
・
七
％
）
を
占
め
て
最

も
多
く
、
次
い
で
、「
三
万
人
以
上
五
万
人
未
満
」（
二
七
・
七
％
）、「
一
〇
万
人
以
上
二
〇
万
人
未
満
」（
二
〇
・
一
％
）
の
順
と
な
っ
て
い

た
（
表
2
）。
そ
の
他
の
「
三
万
人
未
満
」（
七
・
二
％
）、「
三
〇
万
人
以
上
五
〇
万
人
未
満
」（
五
・
七
％
）、「
二
〇
万
人
以
上
三
〇
万
人
未
満
」

（
四
・
九
％
）、「
五
〇
万
人
以
上
」（
三
・
八
％
）
は
い
ず
れ
も
一
割
以
下
で
あ
っ
た
。

選
挙
事
由
と
し
て
は
一
昨
年
「
合
併
に
よ
る
新
市
誕
生
」
が
一
段
落
し
た
こ
と
で
、
本
年
も
大
半
が
「
任
期
満
了
」
と
い
う
本
来
の
か

た
ち
を
踏
襲
し
た
（
二
〇
〇
四
年
六
七
・
九
％
、
二
〇
〇
五
年
三
九
・
二
％
、
二
〇
〇
六
年
五
六
・
四
％
、
二
〇
〇
七
年
九
〇
・
二
％
、
二
〇
〇
八
年

九
二
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
九
四
・
七
％
）。
そ
の
他
は
、
市
長
の
「
辞
職
」
九
、
市
長
の
「
失
職
」
五
、「
死
去
」
二
と
な
っ
て
い
た
。「
辞
職
」
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表 1　2009年に実施された市・区長選挙
番号 月　日 市・区 県名 番号 月　日 市・区 県名
1 1 月11日 臼 杵 大 分 45 3 月29日 赤 磐 岡 山
2 1 月18日 十 和 田 青 森 46 4 月 5 日 潟 上 秋 田
3 1 月18日 伊 勢 崎 群 馬 47 4 月 5 日 大 仙 秋 田
4 1 月18日 岐 阜 岐 阜 48 4 月 5 日 小 平 東 京
5 1 月18日 菊 川 静 岡 49 4 月 5 日 山 梨 山 梨
6 1 月18日 小 松 島 徳 島 50 4 月 5 日 鳥 羽 三 重
7 1 月18日 山 鹿 熊 本 51 4 月 5 日 伊 丹 兵 庫
8 1 月18日 西 都 宮 崎 52 4 月 5 日 真 庭 岡 山
9 1 月25日 川 越 埼 玉 53 4 月 5 日 三 原 広 島
10 1 月25日 岩 倉 愛 知 54 4 月 5 日 豊 前 福 岡
11 1 月25日 松 阪 三 重 55 4 月 5 日 う き は 福 岡
12 1 月25日 高 島 滋 賀 56 4 月 5 日 諫 早 長 崎
13 1 月25日 大 洲 愛 媛 57 4 月 5 日 豊 後 高 田 大 分
14 1 月25日 唐 津 佐 賀 58 4 月12日 登 米 宮 城
15 1 月25日 宮 古 島 沖 縄 59 4 月12日 栗 原 宮 城
16 2 月 1 日 那 須 塩 原 栃 木 60 4 月12日 東 松 島 宮 城
17 2月 1 日 能 美 石 川 61 4 月12日 秋 田 秋 田
18 2 月 1 日 御 殿 場 静 岡 62 4 月12日 男 鹿 秋 田
19 2 月 1 日 亀 山 三 重 63 4 月12日 湯 沢 秋 田
20 2 月 1 日 南 あ わ じ 兵 庫 64 4 月12日 由 利 本 荘 秋 田
21 2 月 1 日 宇 城 熊 本 65 4 月12日 北 秋 田 秋 田
22 2 月 1 日 西 之 表 鹿 児 島 66 4 月12日 郡 山 福 島
23 2 月 1 日 千 代 田 区 東 京 67 4 月12日 坂 東 茨 城
24 2 月 8 日 西 東 京 東 京 68 4 月12日 稲 敷 茨 城
25 2 月 8 日 柏 原 大 阪 69 4 月12日 佐 野 栃 木
26 2 月 8 日 今 治 愛 媛 70 4 月12日 太 田 群 馬
27 2 月 8 日 福 津 福 岡 71 4 月12日 秩 父 埼 玉
28 2 月 8 日 浦 添 沖 縄 72 4 月12日 桶 川 埼 玉
29 2 月15日 つ が る 青 森 73 4 月12日 日 野 東 京
30 2 月15日 白 山 石 川 74 4 月12日 糸 魚 川 新 潟
31 2 月15日 東 近 江 滋 賀 75 4 月12日 大 垣 岐 阜
32 2 月22日 上 野 原 山 梨 76 4 月12日 海 津 岐 阜
33 2 月22日 米 原 滋 賀 77 4 月12日 袋 井 静 岡
34 2 月22日 阿 蘇 熊 本 78 4 月12日 海 南 和 歌 山
35 3 月 1 日 朝 霞 埼 玉 79 4 月12日 出 雲 島 根
36 3 月 1 日 鴨 川 千 葉 80 4 月12日 新 見 岡 山
37 3 月 1 日 柳 井 山 口 81 4 月12日 備 前 岡 山
38 3 月 8 日 美 馬 徳 島 82 4 月12日 美 作 岡 山
39 3 月15日 下 関 山 口 83 4 月12日 庄 原 広 島
40 3 月15日 小 城 佐 賀 84 4 月12日 長 門 山 口
41 3 月22日 萩 山 口 85 4 月12日 伊 予 愛 媛
42 3 月29日 田 村 福 島 86 4 月12日 柳 川 福 岡
43 3 月29日 羽 村 東 京 87 4 月12日 菊 池 熊 本
44 3 月29日 小 松 石 川 88 4 月12日 佐 伯 大 分
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番号 実施月日 市・区 都道府県 番号 実施月日 市・区 都道府県
89 4 月12日 竹 田 大 分 134 5 月24日 島 田 静 岡
90 4 月12日 宇 佐 大 分 135 5 月24日 土 佐 清 水 高 知
91 4 月12日 豊 後 大 野 大 分 136 5 月31日 松 原 大 阪
92 4 月19日 青 森 青 森 137 5 月31日 阿 久 根 鹿 児 島
93 4 月19日 石 巻 宮 城 138 6 月 7 日 紋 別 北 海 道
94 4 月19日 筑 西 茨 城 139 6 月 7 日 志 木 埼 玉
95 4 月19日 さ く ら 栃 木 140 6 月 7 日 半 田 愛 知
96 4 月19日 富 山 富 山 141 6 月 7 日 大 和 郡 山 奈 良
97 4 月19日 佐 久 長 野 142 6 月14日 千 葉 千 葉
98 4 月19日 磐 田 静 岡 143 6 月14日 加 須 埼 玉
99 4 月19日 掛 川 静 岡 144 6 月14日 三 浦 神 奈 川
100 4 月19日 伊 豆 の 国 静 岡 145 6 月14日 和 泉 大 阪
101 4 月19日 東 海 愛 知 146 6 月21日 船 橋 千 葉
102 4 月19日 豊 岡 兵 庫 147 6 月21日 国 分 寺 東 京
103 4 月19日 宝 塚 兵 庫 148 6 月21日 門 真 大 阪
104 4 月19日 朝 来 兵 庫 149 6 月28日 宮 古 岩 手
105 4 月19日 米 子 鳥 取 150 6 月28日 鹿 角 秋 田
106 4 月19日 松 江 島 根 151 6 月28日 横 須 賀 神 奈 川
107 4 月19日 山陽小野田 山 口 152 6 月28日 西 尾 愛 知
108 4 月19日 阿 波 徳 島 153 6 月28日 宇 部 山 口
109 4 月19日 丸 亀 香 川 154 7 月 5 日 北 広 島 北 海 道
110 4 月19日 八 幡 浜 愛 媛 155 7 月 5 日 大 川 福 岡
111 4 月19日 小 郡 福 岡 156 7 月12日 高 岡 富 山
112 4 月19日 西 海 長 崎 157 7 月12日 奈 良 奈 良
113 4 月19日 う る ま 沖 縄 158 7 月12日 瀬 戸 内 岡 山
114 4 月26日 名 古 屋 愛 知 159 7 月12日 中 間 福 岡
115 4 月26日 足 利 栃 木 160 7 月19日 旭 千 葉
116 4 月26日 真 岡 栃 木 161 7 月19日 清 須 愛 知
117 4 月26日 十 日 町 新 潟 162 7 月26日 仙 台 宮 城
118 4 月26日 各 務 原 岐 阜 163 7 月26日 飯 能 埼 玉
119 4 月26日 愛 西 愛 知 164 7 月26日 草 加 埼 玉
120 4 月26日 彦 根 滋 賀 165 7 月26日 尾 鷲 三 重
121 4 月26日 淡 路 兵 庫 166 7 月26日 曽 於 鹿 児 島
122 4 月26日 田 辺 和 歌 山 167 8 月16日 安 芸 高 知
123 4 月26日 四 万 十 高 知 168 8 月23日 美 濃 加 茂 岐 阜
124 4 月26日 日 南 宮 崎 169 8 月23日 多 久 佐 賀
125 5 月 3 日 宍 粟 兵 庫 170 8 月23日 八 代 熊 本
126 5 月10日 常 陸 太 田 茨 城 171 8 月30日 横 浜 神 奈 川
127 5 月10日 日 置 鹿 児 島 172 8 月30日 村 山 山 形
128 5 月17日 川 口 埼 玉 173 8 月30日 久 喜 埼 玉
129 5 月17日 和 光 埼 玉 174 8 月30日 八 潮 埼 玉
130 5 月17日 銚 子 千 葉 175 8 月30日 高 浜 愛 知
131 5 月17日 坂 出 香 川 176 8 月30日 城 陽 京 都
132 5 月24日 さ い た ま 埼 玉 177 8 月30日 宇 和 島 愛 媛
133 5 月24日 伊 東 静 岡 178 8 月30日 大 野 城 福 岡
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番号 実施月日 市・区 都道府県 番号 実施月日 市・区 都道府県
179 9 月 6 日 胎 内 新 潟 222 10月25日 鶴 ケ 島 埼 玉
180 9 月13日 岡 山 岡 山 223 10月25日 ふ じ み 野 埼 玉
181 9 月13日 士 別 北 海 道 224 10月25日 鎌 倉 神 奈 川
182 9 月13日 い わ き 福 島 225 10月25日 上 越 新 潟
183 9 月13日 行 方 茨 城 226 10月25日 長 野 長 野
184 9 月13日 渋 川 群 馬 227 10月25日 新 宮 和 歌 山
185 9 月13日 大 洲 愛 媛 228 10月25日 大 田 島 根
186 9 月27日 堺 大 阪 229 10月25日 玉 名 熊 本
187 9 月27日 八 幡 平 岩 手 230 11月 1 日 那 須 烏 山 栃 木
188 9 月27日 知 多 愛 知 231 11月 1 日 柏 千 葉
189 9 月27日 前 原 福 岡 232 11月 1 日 新 城 愛 知
190 9 月27日 杵 築 大 分 233 11月 1 日 熊 野 三 重
191 10月 4 日 一 関 岩 手 234 11月 1 日 倉 吉 鳥 取
192 10月 4 日 古 河 茨 城 235 11月 1 日 雲 仙 長 崎
193 10月 4 日 武 蔵 野 東 京 236 11月 8 日 酒 田 山 形
194 10月11日 遠 野 岩 手 237 11月 8 日 福 島 福 島
195 10月11日 鶴 岡 山 形 238 11月 8 日 神 栖 茨 城
196 10月11日 桜 川 茨 城 239 11月 8 日 都 留 山 梨
197 10月11日 越 前 福 井 240 11月 8 日 甲 州 山 梨
198 10月11日 安 曇 野 長 野 241 11月 8 日 呉 広 島
199 10月11日 玉 野 岡 山 242 11月 8 日 山 口 山 口
200 10月11日 鳴 門 徳 島 243 11月 8 日 観 音 寺 香 川
201 10月12日 え び の 宮 崎 244 11月 8 日 いちき串木野 鹿 児 島
202 10月18日 横 手 秋 田 245 11月 9 日 葛 飾 区 東 京
203 10月18日 鉾 田 茨 城 246 11月15日 恵 庭 北 海 道
204 10月18日 春 日 部 埼 玉 247 11月15日 射 水 富 山
205 10月18日 加 賀 石 川 248 11月15日 尾 張 旭 愛 知
206 10月18日 牧 之 原 静 岡 249 11月15日 伊 勢 三 重
207 10月18日 西 脇 兵 庫 250 11月15日 紀 の 川 和 歌 山
208 10月18日 た つ の 兵 庫 251 11月15日 筑 後 福 岡
209 10月18日 天 理 奈 良 252 11月15日 霧 島 鹿 児 島
210 10月18日 浜 田 島 根 253 11月15日 南 さ つ ま 鹿 児 島
211 10月18日 佐 賀 佐 賀 254 11月22日 二 本 松 福 島
212 10月18日 平 戸 長 崎 255 11月22日 奄 美 鹿 児 島
213 10月18日 由 布 大 分 256 11月29日 市 川 千 葉
214 10月25日 川 崎 神 奈 川 257 11月29日 い す み 千 葉
215 10月25日 神 戸 兵 庫 258 11月29日 岸 和 田 大 阪
216 10月25日 八 戸 青 森 259 12月13日 日 高 埼 玉
217 10月25日 に か ほ 秋 田 260 12月20日 相 馬 福 島
218 10月25日 仙 北 秋 田 261 12月20日 龍 ケ 崎 茨 城
219 10月25日 石 岡 茨 城 262 12月20日 東 久 留 米 東 京
220 10月25日 熊 谷 埼 玉 263 12月20日 富 士 静 岡
221 10月25日 越 谷 埼 玉 264 12月20日 竹 原 広 島



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
三
三

理
由
の
内
の
「
病
気
や
健
康
上
の
理
由
」
一
（
瀬
戸
内
）
や
「
政
治
的
・
政
策
的
判
断
か
ら
の
辞

職
」
四
（
岐
阜
、
横
浜
、
倉
吉
、
奄
美
（
2
）

）
は
止
む
を
得
な
い
が
、「
引
責
辞
職
」
は
贈
収
賄
事
件
や

不
正
へ
の
関
与
に
よ
る
も
の
だ
け
に
、
一
年
間
に
四
件
（
3
）

も
発
生
し
た
こ
と
は
大
い
に
問
題
で
あ

る
。
市
長
の
「
死
去
」
は
渋
川
（
群
馬
）、
鳴
門
（
徳
島
）
に
見
ら
れ
た
。「
新
設
合
併
」
は
ゼ
ロ

で
あ
っ
た
。

一　

候
補
者

二
〇
〇
九
年
に
実
施
さ
れ
た
二
六
四
の
市
・
区
長
選
挙
へ
の
立
候
補
者
は
総
数
五
九
一
人
で

あ
っ
た
。
一
選
挙
当
た
り
の
候
補
者
数
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
二
〇
〇
四
年
に
二
・
一
人
に
急
減

し
た
の
を
除
き
、
二
・
三
〜
二
・
四
人
で
推
移
し
て
来
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
昨
年
（
二
・
二
九
人
）、

本
年
（
二
・
二
四
人
）
と
二
・
三
人
を
割
り
、
若
干
減
少
傾
向
を
見
て
取
れ
る
。
選
挙
ご
と
の
人
数

で
は
（
表
3
）、
例
年
通
り
全
体
の
四
〜
五
割
台
を
占
め
る
「
二
人
」
が
最
も
多
か
っ
た
（
二
〇
〇
〇

年
四
二
・
六
％
、
二
〇
〇
一
年
四
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
四
一
・
四
％
、
二
〇
〇
三
年
五
一
・
四
％
、
二
〇
〇
四

年
四
二
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
四
四
・
六
％
、
二
〇
〇
六
年
四
〇
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
四
四
・
一
％
、
二
〇
〇
八

年
四
二
・
六
％
、
二
〇
〇
九
年
四
二
・
〇
％
）。
次
は
二
割
台
の
「
三
人
」
と
「
一
人
」
で
あ
る
が
、
順

位
は
年
に
よ
っ
て
異
な
る
。
本
年
は
「
一
人
」（
二
〇
〇
四
年
二
八
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
二
〇
・
五
％
、

二
〇
〇
六
年
二
二
・
七
％
、
二
〇
〇
七
年
一
八
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
二
一
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
二
四
・
六
％
）

表 2　人口規模別市・区長選挙数

人口規模 市・区数
3万人未満 19

3 万人以上～ 5万人未満 73
5 万人以上～ 10万人未満 81
10万人以上～ 20万人未満 53
20万人以上～ 30万人未満 13
30万人以上～ 50万人未満 15

50万人以上 10
合　計 264



四
三
四

が
「
三
人
」（
同
二
三
・
八
％
、
二
五
・
二
％
、
二
二
・
七
％
、
二
三
・
五
％
、
二
五
・
三
％
、
二
三
・
九
％
）
の
上

位
と
な
っ
た
。「
四
人
以
上
」
は
二
〇
〇
四
年
の
多
少
の
落
ち
込
み
を
除
け
ば
、
通
常
一
割
前
後
あ

る
（
同
五
・
七
％
、
九
・
八
％
、
一
四
・
二
％
、
一
四
・
二
％
、
一
一
・
一
％
、
九
・
五
％
）。

候
補
者
の
性
別
で
は
、
女
性
の
増
加
が
予
想
さ
れ
た
が
一
六
人
に
止
ま
り
、
比
率
の
点
で
は

二
〇
〇
〇
年
代
最
低
に
終
っ
た
（
二
〇
〇
〇
年
四
・
六
％
、
二
〇
〇
一
年
六
・
八
％
、
二
〇
〇
二
年
四
・
六
％
、

二
〇
〇
三
年
五
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
四
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
三
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
五
・
四
％
、
二
〇
〇
七
年

七
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
六
・
二
％
、
二
〇
〇
九
年
三
・
〇
％
）。
た
だ
注
目
す
べ
き
は
そ
の
戦
い
ぶ
り
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

次
に
候
補
者
の
党
派
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
る
と
、
特
定
政
党
か
ら
「
公
認
」
を
受
け
る
者
は

稀
と
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
九
五
％
以
上
が
無
所
属
候
補
者
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
九
五
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
九
八
・
八
％
、
二
〇
〇
二
年

九
六
・
八
％
、
二
〇
〇
三
年
九
六
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
九
七
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
九
七
・
八
％
、
二
〇
〇
六
年
九
九
・
二
％
、
二
〇
〇
八
年
九
八
・
四
％
、

二
〇
〇
九
年
九
八
・
〇
％
）。
未
だ
に
候
補
者
に
公
認
を
与
え
て
い
る
の
は
共
産
党
だ
け
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
が
（
諸
派
二
人
）、
数
は
以
前

に
比
べ
て
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
た
（
九
六
年
一
五
人
、
九
七
年
、
九
八
年
各
二
五
人
、
九
九
年
一
八
人
、
二
〇
〇
〇
年
一
四
人
、
二
〇
〇
一
年
七

人
、
二
〇
〇
二
年
九
人
、
二
〇
〇
三
年
一
六
人
、
二
〇
〇
四
年
九
人
、
二
〇
〇
五
年
九
人
、
二
〇
〇
六
年
四
人
、
二
〇
〇
八
年
五
人
、
二
〇
〇
九
年
一
〇

人
）。な

お
無
所
属
候
補
者
は
、
政
党
か
ら
の
公
認
は
受
け
な
い
が
「
推
薦
」
も
し
く
は
「
支
持
」
は
受
け
る
者
と
、
推
薦
・
支
持
を
も
受
け

な
い
純
粋
無
所
属
と
に
分
け
ら
れ
る
。
両
者
の
比
率
は
二
〇
〇
一
年
に
初
め
て
後
者
が
前
者
を
上
回
っ
て
か
ら
は
、
二
〇
〇
三
年
に
は
六

表 3　立候補者数別 市・区長選挙数

立候補者数（人） 市・区数
1 65
2 111
3 63
4 16
5 3
6 6

合　計 264



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
三
五

割
を
、
そ
し
て
本
年
は
七
割
を
超
え
る
と
い
っ
た
具
合
に
（
二
〇
〇
一
年
五
四
・
一
％
、
二
〇
〇
二
年
五
六
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
六
三
・
四
％
、

二
〇
〇
四
年
六
八
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
六
三
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
六
七
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
六
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
七
二
・
五
％
）、
候
補
者
の

政
党
ば
な
れ
が
ま
す
ま
す
進
ん
で
い
る
。

「
推
薦
」
も
し
く
は
「
支
持
」
の
形
態
は
多
様
で
、
ほ
と
ん
ど
が
数
例
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
一
〇
例
以
上
は
「
自
民
・
公
明
」

三
四
、「
民
主
」
二
五
、「
共
産
」
二
一
、「
自
民
・
民
主
・
公
明
」
一
九
、「
公
明
」
一
三
で
あ
っ
た
。

候
補
者
の
平
均
年
齢
は
例
年
五
〇
歳
代
後
半
、
と
り
わ
け
二
〇
〇
五
年
以
降
は
五
八
歳
台
を
上
下
し
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
五
八
・
九
歳
、

二
〇
〇
一
年
五
七
・
七
歳
、
二
〇
〇
二
年
五
七
・
七
歳
、
二
〇
〇
三
年
五
七
・
五
歳
、
二
〇
〇
四
年
五
九
・
四
歳
、
二
〇
〇
五
年
五
八
・
八
歳
、
二
〇
〇
六
年

五
八
・
三
歳
、
二
〇
〇
七
年
五
八
・
二
歳
、
二
〇
〇
八
年
五
八
・
九
歳
、
二
〇
〇
九
年
五
八
・
六
歳
）。

候
補
者
の
年
代
は
二
〇
〇
四
年
を
境
に
変
わ
っ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
毎
年
四
分
の
三
近
く
が
五
〇
歳
代
と
六
〇
歳
代
と
に
集
中

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
共
に
三
割
台
で
拮
抗
し
な
が
ら
も
五
〇
歳
代
（
一
九
九
八
年
三
七
・
三
％
、
九
九
年
三
八
・
一
％
、
二
〇
〇
〇
年
三
七
・
七
％
、

二
〇
〇
一
年
三
九
・
六
％
、
二
〇
〇
二
年
三
九
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
三
八
・
六
％
）
が
六
〇
歳
代
（
同
三
九
・
一
％
、
三
五
・
一
％
、
三
六
・
四
％
、
三
四
・
四
％
、

三
八
・
一
％
、
三
三
・
一
％
）
を
上
回
っ
て
最
多
を
占
め
、
ま
た
四
〇
歳
代
以
下
が
一
割
台
半
ば
（
一
四
・
三
％
、
一
五
・
四
％
、
一
五
・
四
％
、

一
三
・
六
％
、
一
四
・
九
％
、
一
四
・
三
％
）、
七
〇
歳
代
以
上
が
一
割
弱
（
同
九
・
三
％
、
一
一
・
四
％
、
一
一
・
五
％
、
八
・
七
％
、
七
・
三
％
、
九
・
四
％
）

と
い
っ
た
状
況
で
推
移
し
て
い
た
。
し
か
し
二
〇
〇
四
年
以
降
は
、
本
年
を
含
め
傾
向
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
（
表
4
）。
す
な
わ
ち
五
〇

歳
代
と
六
〇
歳
代
へ
の
集
中
が
い
っ
そ
う
進
み
、
六
〇
歳
代
（
二
〇
〇
四
年
四
一
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
四
一
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
三
九
・
五
％
、

二
〇
〇
七
年
四
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
八
年
四
五
・
三
％
、
二
〇
〇
九
年
四
七
・
九
％
）
が
五
〇
歳
代
（
同
三
五
・
六
％
、
四
〇
・
二
％
、
三
七
・
九
％
、
三
七
・
九
％
、

三
二
・
一
％
、
三
〇
・
三
％
）
を
大
き
く
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
一
旦
減
っ
た
四
〇
歳
代
以
下
が
元
に
戻
し
つ
つ
あ
る
反
面
（
同



四
三
六

一
一
・
九
％
、
一
一
・
三
％
、
一
四
・
三
％
、
一
四
・
二
％
、

一
五
・
一
％
、
一
五
・
七
％
）、
七
〇
歳
代
以
上
が
一
割

に
届
か
な
く
な
っ
た
（
同
一
一
・
一
％
、
七
・
六
％
、

八
・
三
％
、
七
・
五
％
、
七
・
五
％
、
六
・
一
％
）
こ
と
で
あ

る
。な

お
最
年
長
は
、
七
七
歳
白
山
（
石
川
）
の
、
最

年
少
は
二
五
歳
の
尾
張
旭
（
愛
知
）
の
各
候
補
者
で

あ
っ
た
。

新
旧
別
（
現
職
、
前
・
元
職
、
新
人
）
で
候
補
者
を

分
け
る
と
（
表
5
）、
か
つ
て
は
「
現
職
」
三
割
台
、

「
新
人
」
六
割
台
が
常
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
四
年
以
降
こ
こ
に
も
合
併
急
増
の
影
響
が
及
び
、「
新
人
」
が
七
割
台
、
さ
ら
に
は

八
割
を
超
え
（
二
〇
〇
四
年
七
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
五
年
八
五
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
七
九
・
六
％
、
二
〇
〇
七
年
七
二
・
六
％
）、
他
方
「
現
職
」
は
一

〜
二
割
台
に
ま
で
減
少
し
た
（
同
二
七
・
九
％
、
一
三
・
五
％
、
一
九
・
二
％
、
二
五
・
八
％
）。
こ
の
よ
う
な
一
過
性
の
現
象
は
昨
年
か
ら
元
に
戻

り
始
め
（
新
人
六
八
・
五
％
、
現
職
二
九
・
六
％
）、
本
年
は
「
新
人
」
が
六
割
台
（
六
五
・
五
％
）、「
現
職
」
が
三
割
台
（
三
三
・
五
％
）
と
い
う

旧
態
に
復
し
た
（
そ
の
他
「
前
・
元
職
」
一
・
〇
％
）。

な
お
「
現
職
」
一
九
八
人
の
立
候
補
は
何
期
目
に
向
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
か
に
触
れ
て
お
く
と
、
例
年
二
期
目
と
三
期
目
が
多
い
が
、

本
年
は
と
り
わ
け
二
期
目
に
集
中
し
た
た
め
（
一
五
六
人
、
七
八
・
八
％
）、
三
期
目
が
通
常
の
二
割
台
を
割
っ
た
（
三
一
人
、
一
五
・
七
％
）。

表 4　立候補者の年齢構成

年齢（歳） 候補者数（人） 当選者 落選者
25 ～ 29 2 0 2
30 ～ 34 10 5 5
35 ～ 39 16 7 9
40 ～ 44 21 6 15
45 ～ 49 44 16 28
50 ～ 54 56 21 35
55 ～ 59 123 53 70
60 ～ 64 164 84 80
65 ～ 69 119 58 61
70 ～ 74 29 11 18
75 ～ 79 7 3 4
80 ～ 84
合　計 591 264 327

表 5　新旧別立候補者

候補者数（人） 当選者 落選者
新人 387 109 278
現職 198 153 45
前・元職 6 2 4
合　計 591 264 327



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
三
七

し
た
が
っ
て
他
は
い
ず
れ
も
少
な
く
、
四
期
目
九
人
、
六
期
目
二
人
に
止
ま
っ
た
。

市
・
区
長
選
挙
の
候
補
者
に
は
い
か
な
る
役
職
・
職
業
の
者
が
な
る
の
か
、
そ
れ
を
示
し
た
の
が
表
6
で
あ
る
。
毎
年
「
市
長
」（
現

職
及
び
前
・
元
職
）
が
最
も
多
く
、
比
率
は
時
々
二
割
台
に
落
ち
る
こ
と
も
あ
る
が
、
概
ね
三
割
台
前
半
を
占
め
常
に
首
位
と
な
る

（
二
〇
〇
〇
年
三
四
・
七
％
、
二
〇
〇
一
年
二
八
・
二
％
、
二
〇
〇
二
年
三
三
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
二
九
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
三
二
・
八
％
、
二
〇
〇
五
年

三
二
・
七
％
、
二
〇
〇
六
年
二
八
・
六
％
、
二
〇
〇
七
年
二
八
・
四
％
、
二
〇
〇
八
年
三
二
・
九
％
、
二
〇
〇
九
年
三
三
・
一
％
）。「
市
長
」
に
次
い
で

二
位
と
な
る
の
は
「
市
議
会
議
員
」
で
、
比
率
は
年
に
よ
っ
て
一
割
〜
二
割
台
前
半
の
間
を
上
下
す
る
（
同
一
五
・
二
％
、
一
八
・
九
％
、

二
〇
・
四
％
、
二
四
・
四
％
、
一
一
・
四
％
、
一
二
・
八
％
、
一
五
・
三
％
、
二
三
・
三
％
、
二
一
・
八
％
、
一
九
・
三
％
）。
三
位
に
は
本
年
を
含
め
て
「
県

議
会
議
員
」
が
な
る
年
が
多
い
。
比
率
は
五
〜
一
〇
％
の
範
囲
内
で
あ
る
（
同
五
・
六
％
、
一
〇
・
五
％
、
八
・
五
％
、
五
・
三
％
、
七
・
九
％
、

九
・
四
％
、
八
・
五
％
、
九
・
四
％
、
七
・
五
％
、

七
・
五
％
）。
さ
ら
に
「
市
役
所
幹
部
」

（
同
六
・
〇
％
、
四
・
二
％
、
六
・
〇
％
、

五
・
三
％
、
五
・
二
％
、
四
・
二
％
、
四
・
〇
％
、

六
・
九
％
、
六
・
二
％
、
五
・
八
％
）、「
企
業

経
営
者
・
役
員
」（
同
九
・
三
％
、
五
・
五
％
、

五
・
三
％
、
五
・
四
％
、
三
・
〇
％
、
三
・
五
％
、

四
・
八
％
、
五
・
九
％
、
三
・
二
％
、
五
・
四
％
）、

「
専
門
職
」（
同
四
・
六
％
、
八
・
四
％
、

表 6　立候補者の主たる役職

役　職 人数（人）
市長 195
市長（前・元） 6
旧市長 7
旧市長（前・元） 0
旧町村長 16
市役所幹部 34
都道府県庁幹部 4
市議会議員 114
旧市議 1
旧町村議 2
県議会議員 44
国会議員 6
市民・地域団体役員 13
職能団体役員 7
政党・政治団体役員 15
企業経営者 32
学校・医療施設等経営者 5
自営業 21
専門職 26
国家公務員 7
地方公務員 18
会社・団体職員 14
その他 4

合　計 591



四
三
八

五
・
三
％
、
三
・
六
％
、
四
・
七
％
、
三
・
八
％
、
五
・
六
％
、
二
・
〇
％
、
五
・
七
％
、
四
・
七
％
）
が
続
く
が
、
こ
れ
ら
は
比
率
や
順
序
が
一
定
せ
ず
年

に
よ
っ
て
変
わ
る
。
残
る
「
自
営
業
」（
同
二
・
三
％
、
二
・
二
％
、
一
・
六
％
、
三
・
〇
％
、
三
・
七
％
、
一
・
九
％
、
二
・
八
％
、
一
・
六
％
、
二
・
七
％
、

三
・
六
％
）、「
政
党
・
政
治
団
体
役
員
」（
同
三
・
九
％
、
六
・
三
％
、
三
・
四
％
、
五
・
五
％
、
二
・
五
％
、
一
・
六
％
、
一
・
二
％
、
三
・
三
％
、
三
・
〇
％
）、

「
市
民
運
動
・
地
域
団
体
役
員
」（
同
四
・
〇
％
、
七
・
四
％
、
二
・
五
％
、
六
・
八
％
、
四
・
二
％
、
二
・
一
％
、
三
・
八
％
、
三
・
一
％
、
二
・
四
％
、
二
・
二
％
）、

「
職
能
団
体
役
員
」（
同
二
・
三
％
、
五
・
五
％
、
〇
・
九
％
、
五
・
四
％
、
三
・
二
％
、
一
・
四
％
、
一
・
二
％
、
一
・
六
％
、
一
・
四
％
、
一
・
二
％
）
な
ど
は

ほ
と
ん
ど
の
年
で
五
％
以
下
で
あ
る
。
な
お
最
近
国
会
議
員
の
地
方
首
長
へ
の
転
身
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
。
立
候
補
数
は
多
い
と
は
言
え

な
い
も
の
の
（
二
〇
〇
四
年
二
人
、
二
〇
〇
五
年
六
人
、
二
〇
〇
六
年
六
人
、
二
〇
〇
七
年
九
人
、
二
〇
〇
八
年
三
人
、
二
〇
〇
九
年
六
人
）、
今
後
と

も
目
が
離
せ
な
い
。
ま
た
地
方
公
務
員
の
候
補
者
数
が
一
昨
年
か
ら
一
一
人
（
二
・
二
％
）、
一
七
人
（
四
・
六
％
）、
一
八
人
（
三
・
一
％
）
と

二
桁
を
記
録
し
て
い
る
点
も
注
目
点
で
あ
る
。

二　

当
選
者

（
一
）
年
齢

当
選
者
の
年
齢
は
本
年
も
七
七
歳
か
ら
三
一
歳
ま
で
広
範
に
渡
っ
た
（
八
〇
歳
台
、
二
〇
歳
台
は
ゼ
ロ
）。
ち
な
み
に
最
年
長
は
白
山
市
、

最
年
少
は
千
葉
市
の
各
候
補
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
平
均
年
齢
は
全
体
よ
り
若
干
高
い
五
九
・
三
歳
で
あ
っ
た
。

当
選
者
の
年
齢
構
成
（
表
7
）
に
つ
い
て
の
本
年
の
結
果
は
こ
れ
ま
で
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
二
〇
〇
一
年
以
降

首
位
を
保
ち
つ
つ
も
、
四
割
前
後
ま
で
比
率
を
低
下
さ
せ
て
来
て
い
た
六
〇
歳
代
が
一
挙
に
五
割
を
超
え
た
こ
と
で
あ
る
（
二
〇
〇
一
年

三
九
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
四
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
三
年
四
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
四
年
四
五
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
四
一
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
三
九
・
五
％
、
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四
三
九

二
〇
〇
七
年
四
一
・
二
％
、
二
〇
〇
八
年
四
四
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
五
三
・
八
％
）。
こ
の
た
め
他
の

年
齢
層
は
軒
並
み
比
率
を
下
げ
、
五
〇
歳
代
は
二
割
台
に
落
ち
た
（
同
三
八
・
〇
％
、
四
〇
・
三
％
、

三
六
・
〇
％
、
三
三
・
七
％
、
四
〇
・
二
％
、
三
七
・
九
％
、
四
一
・
二
％
、
三
四
・
六
％
、
二
八
・
一
％
）。

四
〇
歳
代
と
七
〇
歳
代
も
、
前
者
（
同
八
・
七
％
、
八
・
六
％
、
九
・
六
％
、
七
・
八
％
、
九
・
五
％
、

一
〇
・
五
％
、
九
・
三
％
、
一
一
・
七
％
、
八
・
三
％
）
の
後
者
（
同
一
二
・
七
％
、
八
・
一
％
、
一
二
・
八
％
、

一
一
・
九
％
、
七
・
五
％
、
八
・
三
％
、
七
・
八
％
、
五
・
六
％
、
五
・
三
％
）
に
対
す
る
優
位
の
流
れ
に

変
化
は
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
比
率
を
低
下
さ
せ
た
。

年
齢
層
別
の
当
選
率
に
つ
い
て
は
、
昨
年
明
ら
か
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

五
〇
歳
代
後
半
が
初
め
て
五
〇
％
を
超
え
て
一
位
と
な
っ
た
こ
と
、
数
は
少
な
い
な
が
ら

三
〇
歳
代
後
半
が
一
〇
〇
％
（
五
人
全
員
当
選
）
を
記
録
し
た
こ
と
、
反
面
七
〇
歳
代
前
半
、

六
〇
歳
代
後
半
、
六
〇
歳
代
前
半
等
の
高
年
齢
層
が
軒
並
み
後
退
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
本
年
の
結
果
は
そ
の
よ
う
な
変
化
の
流
れ
に
掉
さ
す
兆
し
を
窺
わ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
根
拠
は
五
〇
％
を
超
え
た
六
〇
歳
代
を
ピ
ー
ク
に
、
年
齢
層
が
下
が
る
に
し
た

が
っ
て
当
選
率
が
低
く
な
る
傾
向
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
六
〇
歳
代
前
半
は
二
〇
〇
〇
年

を
例
外
と
し
て
ほ
と
ん
ど
三
割
台
後
半
か
ら
四
割
台
で
あ
っ
た
が
、
本
年
は
五
割
を
超
え
て

一
位
と
な
っ
た
（
二
〇
〇
〇
年
六
一
・
七
％
、
二
〇
〇
一
年
四
一
・
九
％
、
二
〇
〇
二
年
三
九
・
三
％
、

二
〇
〇
三
年
四
七
・
四
％
、
二
〇
〇
四
年
四
八
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
四
九
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年

表 7　年齢別・人口規模別当選者数
3 万未満 3万～ 5万 5万～10万 10万～20万 20万～30万 30万～50万 50万以上 合　計

25 ～ 29
30 ～ 34 1 1 2 1
35 ～ 39 3 4
40 ～ 44 2 1 1 1 1
45 ～ 49 1 4 6 4 1
50 ～ 54 3 5 7 5 1
55 ～ 59 5 17 12 10 4 3 2
60 ～ 64 4 28 28 12 5 5 2
65 ～ 69 5 13 19 12 3 3 3
70 ～ 74 1 2 4 3 1
75 ～ 79 1 1 1
80 ～ 84
合　計 19 73 81 53 13 15 10 264



四
四
〇

三
八
・
八
％
、
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
〇
八
年
四
〇
・
八
％
、
二
〇
〇
九
年
五
一
・
五
％
）。
か
つ
て
は
七
〇
歳
代
前
半
と
首
位
を
分
け
合
っ
た
六
〇
歳

代
後
半
は
、
こ
の
と
こ
ろ
多
少
後
退
気
味
で
あ
っ
た
が
、
本
年
は
五
割
で
二
位
を
確
保
し
た
（
同
六
〇
・
八
％
、
五
一
・
一
％
、
五
四
・
七
％
、

四
九
・
四
％
、
五
六
・
七
％
、
五
〇
・
〇
％
、
四
五
・
八
％
、
五
一
・
五
％
、
四
六
・
二
％
、
五
〇
・
〇
％
）。
昨
年
躍
進
し
た
五
〇
歳
代
後
半
は
従
来
の
四

割
台
に
戻
っ
た
（
二
〇
〇
〇
年
四
一
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
四
四
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
四
三
・
五
％
、
二
〇
〇
三
年
四
一
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
四
九
・
五
％
、

二
〇
〇
五
年
三
八
・
三
％
、
二
〇
〇
六
年
四
二
・
七
％
、
二
〇
〇
七
年
四
〇
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
五
〇
・
六
％
、
二
〇
〇
九
年
四
三
・
八
％
）。
二
〇
〇
〇

年
代
中
頃
か
ら
上
昇
し
二
〇
〇
七
年
に
は
五
〇
％
超
で
首
位
に
も
な
っ
た
五
〇
歳
代
前
半
も
回
復
せ
ず
、
昨
年
の
三
割
台
に
止
ま
っ
た

（
同
三
八
・
六
％
、
二
六
・
三
％
、
四
二
・
五
％
、
三
一
・
八
％
、
三
七
・
七
％
、
四
一
・
八
％
、
四
四
・
八
％
、
五
四
・
二
％
、
三
七
・
五
％
、
三
八
・
二
％
）。
そ

の
よ
う
な
中
で
高
年
齢
層
の
七
〇
歳
代
前
半
の
退
潮
は
明
ら
か
で
、
過
去
に
六
〇
％
以
上
を
誇
っ
た
当
選
率
は
、
二
〇
〇
七
年
に
初
め
て

五
割
を
割
り
、
昨
年
同
様
本
年
も
三
割
台
に
終
わ
っ
た
（
同
六
六
・
七
％
、
六
〇
・
七
％
、
五
一
・
九
％
、
五
〇
・
〇
％
、
五
一
・
四
％
、
五
六
・
四
％
、

五
〇
・
〇
％
、
四
一
・
四
％
、
三
五
・
〇
％
、
三
七
・
九
％
）。

次
に
都
市
の
規
模
（
人
口
一
〇
万
人
未
満
を
「
小
」
都
市
、
一
〇
万
人
以
上
三
〇
万
人
未
満
を
「
中
」
都
市
、
三
〇
万
人
以
上
を
「
大
」
都
市
と
し

て
分
類
）
と
年
齢
と
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
（
表
7
）、
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、「
小
」
都
市
と
「
中
」
都
市
に
お
い
て
は
六
〇

歳
代
が
三
〜
四
割
台
を
占
め
、
若
干
の
例
外
を
除
け
ば
最
多
を
占
め
る
こ
と
が
多
い
点
で
あ
る
。
本
年
は
全
体
的
に
こ
の
傾
向
が
強
く
、

「
小
」
都
市
で
五
割
を
超
え
（
二
〇
〇
〇
年
五
一
・
六
％
、
二
〇
〇
一
年
三
八
・
九
％
、
二
〇
〇
二
年
四
二
・
六
％
、
二
〇
〇
三
年
三
七
・
三
％
、
二
〇
〇
四

年
四
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
四
六
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
四
四
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
四
三
・
九
％
、
二
〇
〇
八
年
四
六
・
八
％
、
二
〇
〇
九
年
五
六
・
一
％
）、

「
中
」
都
市
も
四
割
台
後
半
で
あ
っ
た
（
同
四
二
・
九
％
、
三
五
・
三
％
、
四
八
・
五
％
、
三
六
・
八
％
、
四
一
・
〇
％
、
四
〇
・
九
％
、
二
八
・
三
％
、

四
六
・
七
％
、
四
一
・
七
％
、
四
八
・
五
％
）。「
大
」
都
市
に
お
い
て
は
年
ご
と
の
変
動
幅
が
大
き
く
、
一
〇
〜
三
〇
％
台
の
幅
で
変
化
す
る
が
、



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
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山
）

四
四
一

本
年
は
最
高
に
近
い
結
果
を
残
し
た
（
同
三
六
・
四
％
、
四
七
・
六
％
、
一
一
・
八
％
、
三
二
・
七
％
、
四
六
・
七
％
、
五
六
・
〇
％
、
二
五
・
〇
％
、

二
〇
・
〇
％
、
三
三
・
三
％
、
五
二
・
〇
％
）。
五
〇
歳
代
も
「
小
」
都
市
及
び
「
中
」
都
市
に
お
い
て
毎
年
三
〜
四
割
台
を
占
め
る
が
、
本
年

は
六
〇
歳
代
が
多
か
っ
た
た
め
比
率
は
低
く
、「
中
」
都
市
（
同
四
〇
・
〇
％
、
三
八
・
二
％
、
三
三
・
三
％
、
二
七
・
六
％
、
二
五
・
六
％
、
三
四
・
八
％
、

五
六
・
五
％
、
三
六
・
七
％
、
三
六
・
一
％
、
二
八
・
八
％
）
が
「
小
」
都
市
（
同
二
七
・
四
％
、
三
八
・
九
％
、
四
〇
・
四
％
、
四
一
・
五
％
、
三
六
・
〇
％
、

三
八
・
〇
％
、
三
三
・
六
％
、
四
三
・
九
％
、
三
二
・
四
％
、
二
八
・
三
％
）
と
も
二
割
台
に
止
ま
っ
た
。「
大
」
都
市
に
お
け
る
比
率
も
同
様
に
下
が

り
、
過
去
三
年
間
続
け
た
四
割
台
を
維
持
で
き
な
か
っ
た
（
同
五
四
・
五
％
、
三
三
・
三
％
、
五
二
・
九
％
、
一
四
・
三
％
、
三
三
・
三
％
、
二
四
・
〇
％
、

四
三
・
八
％
、
四
〇
・
〇
％
、
四
六
・
七
％
、
二
四
・
〇
％
）。

（
二
）
新
旧
（
前
出
表
5
参
照
）

当
選
者
中
の
現
職
と
新
人
の
比
率
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
ま
で
は
ほ
ぼ
六
割
台
対
三
割
台
の
大
き
な
開
く
が
あ
り
、
常
に
現
職
が
新
人
を

圧
倒
し
て
い
た
。
し
か
し
二
〇
〇
一
年
以
降
、
合
併
の
促
進
で
新
市
の
誕
生
が
顕
著
に
な
る
に
従
い
、
新
人
が
急
増
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

二
〇
〇
四
年
に
初
め
て
現
職
を
凌
駕
し
、
翌
年
に
は
そ
の
差
が
三
対
一
に
ま
で
広
が
っ
た
。
た
だ
こ
れ
を
ピ
ー
ク
に
二
〇
〇
七
年
か
ら
は

再
び
現
職
優
勢
と
な
り
、
常
態
に
戻
り
つ
つ
あ
る
（
二
〇
〇
一
年
五
七
・
三
％
│
四
二
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
六
二
・
四
％
│
三
六
・
六
％
、
二
〇
〇
三

年
五
八
・
五
％
│
四
一
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
四
六
・
一
％
│
五
一
・
三
％
、
二
〇
〇
五
年
二
五
・
五
％
│
七
三
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年
三
六
・
〇
％
│
六
三
・
〇
％
、

二
〇
〇
七
年
五
五
・
〇
％
│
四
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
八
年
五
一
・
三
％
│
四
八
・
八
％
、
二
〇
〇
九
年
五
八
・
〇
％
│
四
一
・
三
％
）。

当
選
率
に
関
し
て
は
現
職
が
ほ
ぼ
毎
年
八
割
台
の
高
率
を
誇
っ
て
来
た
が
、
昨
年
に
続
き
本
年
も
七
割
台
に
止
ま
っ
た
（
二
〇
〇
〇
年

八
六
・
一
％
、
二
〇
〇
一
年
八
三
・
五
％
、
二
〇
〇
二
年
八
一
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
八
三
・
二
％
、
二
〇
〇
四
年
八
〇
・
二
％
、
二
〇
〇
五
年
八
三
・
五
％
、



四
四
二

二
〇
〇
六
年
七
八
・
四
％
、
二
〇
〇
七
年
八
七
・
四
％
、
二
〇
〇
八
年
七
四
・
五
％
、
二
〇
〇
九
年
七
七
・
三
％
）。
新
人
の
当
選
率
は
、
か
つ
て
は
二
割

台
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
以
降
三
年
連
続
で
三
割
台
に
乗
せ
、
上
昇
傾
向
を
う
か
が
わ
せ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
七
年
二
割
台
、

二
〇
〇
八
年
三
割
台
、
本
年
二
割
台
と
い
っ
た
状
態
を
続
け
て
い
る
（
同
二
四
・
五
％
、
二
三
・
一
％
、
二
三
・
九
％
、
二
四
・
二
％
、
三
四
・
九
％
、

三
八
・
一
％
、
三
三
・
二
％
、
二
五
・
四
％
、
三
〇
・
七
％
、
二
八
・
二
％
）。

（
三
）
当
選
回
数
（
表
8
）

合
併
ラ
ッ
シ
ュ
の
影
響
は
当
選
回
数
に
も
及
び
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
以
降
「
一
回
」
が
異
常
に
増
え
、
多
い
回
数
が
減
る
と
い
う
現

象
が
し
ば
ら
く
続
い
た
が
、
少
な
く
と
も
「
一
回
」
と
「
二
回
」
に
関
し
て
は
元
に
戻
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。「
一
回
」
は
従
来
か
ら

毎
年
最
多
で
あ
っ
た
が
、
比
率
は
三
割
台
後
半
止
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
〇
〇
三
年
に
は

四
割
を
、
二
〇
〇
四
年
に
は
初
め
て
五
割
を
超
え
、
二
〇
〇
五
年
に
は
四
分
の
三
近
く
を
占
め

る
ま
で
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
ピ
ー
ク
に
減
り
は
じ
め
、
二
〇
〇
七
年
以
降
は
四
割
台
ま

で
下
が
っ
て
来
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
三
三
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
四
二
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
三
六
・
六
％
、

二
〇
〇
三
年
四
〇
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
五
二
・
八
％
、
二
〇
〇
五
年
七
三
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
六
三
・
〇
％
、

二
〇
〇
七
年
四
五
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
四
九
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
四
一
・
三
％
）。「
一
回
」
の
増
減

は
「
二
回
」
の
動
き
と
強
く
連
動
し
て
い
る
た
め
、「
二
回
」
は
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
六
年

に
は
一
割
台
ま
で
落
込
ん
だ
が
、
一
昨
年
、
昨
年
と
本
来
の
三
割
台
を
回
復
し
、
本
年
は
か
つ

て
な
か
っ
た
四
割
台
で
最
多
を
占
め
る
と
い
う
新
た
な
傾
向
を
示
し
た
（
二
〇
〇
〇
年
三
三
・
三
％
、

表 8　当選者の当選回数

当選回数（回） 人数（人）
1 109
2 121
3 26
4 8
5 0
6 0
合計 264

（注） 当選回数 1回に現職、 2回に前
職、 3回に元職各 1名を含む。
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四
四
三

二
〇
〇
一
年
二
三
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
三
一
・
二
％
、
二
〇
〇
三
年
二
五
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
二
一
・
二
％
、
二
〇
〇
五
年
一
六
・
二
％
、
二
〇
〇
六
年

一
九
・
九
％
、
二
〇
〇
七
年
三
一
・
九
％
、
二
〇
〇
八
年
三
六
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
四
五
・
八
％
）。
た
だ
し
「
三
回
」
以
上
に
つ
い
て
は
昨
年
と
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、「
三
回
」
が
一
割
以
下
（
同
一
八
・
四
％
、
二
〇
・
〇
％
、
二
三
・
一
％
、
二
三
・
〇
％
、
一
六
・
六
％
、
六
・
八
％
、
九
・
〇
％
、

一
四
・
二
％
、
九
・
九
％
、
九
・
八
％
）、「
四
回
」
が
三
％
と
い
っ
た
状
態
で
は
（
同
六
・
四
％
、
八
・
七
％
、
八
・
一
％
、
六
・
二
％
、
四
・
七
％
、
一
・
八
％
、

六
・
二
％
、
四
・
七
％
、
二
・
三
％
、
三
・
〇
％
）
元
に
戻
っ
て
い
る
と
は
判
断
で
き
な
い
。
な
お
本
年
の
最
高
は
「
四
回
」
で
、
豊
前
（
福
岡
）、

多
久
（
佐
賀
）、
各
務
原
（
岐
阜
）、
久
喜
（
埼
玉
）、
都
留
（
山
梨
）、
日
野
（
東
京
）、
川
口
（
埼
玉
）、
船
橋
（
千
葉
）
の
八
市
を
数
え
る
の

み
で
あ
っ
た
。

次
に
現
職
・
元
職
に
つ
い
て
目
ざ
し
た
回
数
ご
と
の
当
選
率
を
見
る
と
、
当
然
全
般
的
に
高
い
。
た
だ
し
本
年
に
つ
い
て
言
え
ば
、

「
二
回
目
」
が
昨
年
の
大
き
な
異
変
を
引
き
ず
っ
た
。「
二
回
目
」
は
概
ね
安
定
し
て
八
割
台
後
半
か
ら
九
割
台
の
高
率
を
示
し
て
来
た
の

だ
が
、
昨
年
遂
に
八
割
を
割
っ
て
過
去
最
低
と
な
り
、
本
年
も
ま
た
七
割
台
に
止
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
一
九
九
二
年
九
四
・
四
％
、
九
三
年

九
二
・
〇
％
、
九
四
年
九
六
・
四
％
、
九
五
年
九
一
・
六
％
、
九
六
年
八
九
・
一
％
、
九
七
年
九
四
・
一
％
、
九
八
年
八
七
・
〇
％
、
九
九
年
八
八
・
九
％
、

二
〇
〇
〇
年
九
二
・
〇
％
、
二
〇
〇
一
年
八
七
・
五
％
、
二
〇
〇
二
年
九
三
・
四
％
、
二
〇
〇
三
年
八
九
・
七
％
、
二
〇
〇
四
年
八
三
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年

八
七
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
八
七
・
二
％
、
二
〇
〇
七
年
九
〇
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
七
二
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
七
八
・
二
％
）。「
三
回
目
」
は
例
年
「
二

回
目
」
を
若
干
下
回
る
比
率
で
、
時
に
七
割
台
の
こ
と
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
八
〇
％
台
を
継
続
的
に
維
持
し
て
来
て
い
た
が
、
昨
年
一
挙
に

六
割
台
ま
で
落
ち
た
。
た
だ
し
こ
ち
ら
は
八
割
台
を
回
復
し
た
（
同
九
一
・
四
％
、
八
六
・
七
％
、
八
二
・
五
％
、
八
〇
・
〇
％
、
九
二
・
六
％
、

八
九
・
七
％
、
八
七
・
二
％
、
八
四
・
七
％
、
八
六
・
七
％
、
七
八
・
九
％
、
八
〇
・
八
％
、
八
〇
・
六
％
、
七
五
・
六
％
、
八
五
・
七
％
、
七
四
・
一
％
、
八
〇
・
六
％
、

六
一
・
五
％
、
八
三
・
九
％
）。
か
つ
て
は
八
割
台
以
上
の
高
率
を
示
し
て
い
た
「
四
回
目
」
も
こ
の
と
こ
ろ
若
干
低
下
傾
向
に
あ
っ
た
が
、



四
四
四

本
年
は
八
割
ま
で
戻
し
た
（
同
九
四
・
一
％
、
一
〇
〇
％
、
五
五
・
六
％
、
八
九
・
五
％
、
九
四
・
一
％
、
八
八
・
九
％
、
七
六
・
二
％
、
八
八
・
九
％
、

八
一
・
八
％
、
八
六
・
七
％
、
六
八
・
二
％
、
七
五
・
〇
％
、
五
五
・
六
％
、
五
五
・
六
％
、
七
六
・
五
％
、
六
三
・
二
％
、
六
〇
・
〇
％
、
八
〇
・
〇
％
）。「
五
回

目
」
は
本
年
は
該
当
者
が
な
か
っ
た
（
同
五
五
・
六
％
、
七
五
・
〇
％
、
七
五
・
〇
％
、
六
八
・
八
％
、
一
〇
〇
％
、
五
七
・
一
％
、
九
〇
・
〇
％
、
七
〇
・
〇
％
、

八
〇
・
〇
％
、
二
〇
・
〇
％
、
七
六
・
九
％
、
一
〇
〇
％
、
五
〇
・
〇
％
、
七
五
・
〇
％
、
な
し
）。「
六
回
目
」
の
二
人
（
青
森
市
、
坂
出
市
）
は
い
ず
れ

も
落
選
で
あ
っ
た
（
同
五
〇
・
〇
％
、
一
〇
〇
％
、
八
〇
・
〇
％
、
七
五
・
〇
％
、
一
〇
〇
％
、
五
〇
・
〇
％
、
一
〇
〇
％
、
七
五
・
〇
％
、
一
〇
〇
％
、

〇
％
、
一
〇
〇
％
、
八
三
・
三
％
、
五
〇
・
〇
％
、
一
〇
〇
％
、
〇
％
）。

（
四
）
役
職
・
職
業
（
表
9
）

当
選
者
の
役
職
・
職
業
面
に
お
け
る
特
徴
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
市
長
」
職
（
前
・
元
職
を
含
む
）
が
圧
倒
的
優
位
を
占
め
て
い

る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
「
市
長
」
は
候
補
者
数
に
お
い
て
全
体
の
三
割
超
を
占
め
て
他
を
圧
し
た

が
、
当
選
者
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
上
で
あ
る
。
選
挙
に
お
い
て
は
「
市
長
」
の
肩
書
が
大
い
に
威
力
を
発
揮
す
る
か
ら
、
当
選
者
数
で
は

他
と
の
差
は
さ
ら
に
明
確
と
な
る
。
一
九
九
一
年
以
降
の
期
間
で
見
て
も
、
こ
の
傾
向
は
不
動
で
あ
っ
た
。
全
当
選
者
中
の
比
率
は
、

二
〇
〇
二
年
ま
で
は
一
九
九
四
年
と
二
〇
〇
一
年
に
五
〇
％
台
に
下
が
っ
た
以
外
は
、
六
割
台
か
ら
時
に
七
割
台
の
高
率
に
も
上
っ
た
。

た
だ
近
年
は
当
選
者
が
若
干
多
様
化
し
た
こ
と
で
、
二
〇
〇
三
年
以
降
は
二
〇
〇
六
年
を
除
き
五
割
台
に
止
ま
っ
て
い
る
（
一
九
九
一
年

六
四
・
一
％
、
九
二
年
六
四
・
五
％
、
九
三
年
六
六
・
二
％
、
一
九
九
四
年
五
八
・
九
％
、
九
五
年
六
二
・
九
％
、
九
六
年
六
三
・
三
％
、
九
七
年
七
二
・
五
％
、

九
八
年
六
五
・
四
％
、
九
九
年
六
九
・
七
％
、
二
〇
〇
〇
年
六
六
・
七
％
、
二
〇
〇
一
年
五
八
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
六
二
・
九
％
、
二
〇
〇
三
年
五
九
・
二
％
、

二
〇
〇
四
年
五
二
・
八
％
、
二
〇
〇
五
年
五
六
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
六
八
・
二
％
、
二
〇
〇
七
年
五
五
・
四
％
、
二
〇
〇
八
年
五
二
・
五
％
、
二
〇
〇
九
年
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四
四
五

五
九
・
八
％
）。
た
だ
当
選
率
は
七
割
台
と

高
い
（
七
六
・
〇
％
）。「
市
長
」
に
続
い
て

は
「
市
議
会
議
員
」、「
県
議
会
議
員
」、

「
市
役
所
幹
部
」
が
常
連
で
あ
る
が
、
順

位
と
比
率
は
年
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
本
年

は
数
で
は
「
市
議
会
議
員
」（
う
ち
議
長
・

副
議
長
経
験
者
六
人
）、「
県
議
会
議
員
」（
う

ち
議
長
経
験
者
〇
人
）、「
市
役
所
幹
部
」（
助

役
・
副
市
長
八
人
、
収
入
役
、
教
育
長
各
一
人
、

部
長
二
人
）
の
順
で
、
当
選
率
で
は
「
県
議
会
議
員
」
五
六
・
六
％
、「
市
役
所
幹
部
」
五
〇
・
〇
％
、「
市
議
会
議
員
」
二
八
・
五
％
の
順
で

あ
っ
た
。

（
五
）
学
歴
（
4
）

（
表
10
）

学
歴
に
関
し
て
は
今
や
旧
制
の
出
身
者
が
姿
を
消
し
、
第
二
次
大
戦
後
の
進
学
率
の
上
昇
を
反
映
し
て
「
大
学
以
上
」
卒
と
「
高
校
」

卒
が
ほ
と
ん
ど
と
な
っ
た
。
し
か
も
「
大
学
以
上
」
卒
が
徐
々
に
増
え
全
体
の
八
割
前
後
ま
で
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
（
二
〇
〇
一
年

七
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
七
五
・
八
％
、
二
〇
〇
三
年
八
一
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
七
一
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
七
八
・
八
％
、
二
〇
〇
六
年
七
七
・
三
％
、

二
〇
〇
七
年
八
七
・
七
％
、
二
〇
〇
八
年
七
七
・
二
％
、
二
〇
〇
九
年
八
一
・
一
％
）。
他
方
「
高
校
」
卒
は
二
割
程
度
あ
っ
た
比
率
を
下
げ
つ
つ
あ

表 9　当選者の主たる役職

役　職 人数（人）
市長 151
市長（前）（元） 4
旧市長 3
旧町村長 4
市役所幹部 17
旧町幹部 0
県庁幹部 2
市議会議員 27
旧市議 0
旧町村議 0
県議会議員 25
国会議員 2
国家公務員 1
地方公務員 5
市民運動・地域団体役員 1
職能団体役員 1
政党・政治団体役員 1
企業経営者・役員 4
学校・病院等経営者 1
会社員・団体職員 3
自営業 2
専門職 8
その他 2

合　計 264



四
四
六

る
（
同
二
〇
・
七
％
、
二
二
・
六
％
、
一
八
・
一
％
、
二
二
・
八
％
、
二
〇
・
一
％
、

二
〇
・
一
％
、
一
一
・
八
％
、
一
九
・
一
％
、
一
六
・
七
％
）。

次
に
全
体
の
大
部
分
を
占
め
る
大
学
卒
業
者
（
中
退
を
含
む
）
に
つ
い
て
出
身

が
私
立
大
学
か
国
公
立
大
学
か
で
分
け
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
両
者
の
比
率

は
二
対
一
か
ら
三
対
一
と
な
り
（
二
〇
〇
〇
年
六
二
・
二
％
対
三
七
・
八
％
、
二
〇
〇
一

年
七
〇
・
九
％
対
二
九
・
一
％
、
二
〇
〇
二
年
六
六
・
九
％
対
三
三
・
一
％
、
二
〇
〇
三
年

七
一
・
八
％
対
二
八
・
二
％
、
二
〇
〇
四
年
七
一
・
〇
％
対
二
九
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年

六
五
・
八
％
対
三
四
・
二
％
、
二
〇
〇
六
年
六
九
・
二
％
対
三
〇
・
八
％
、
二
〇
〇
七
年

七
四
・
四
％
対
二
五
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
七
四
・
三
％
対
二
五
・
七
％
、
二
〇
〇
九
年

六
五
・
七
％
対
三
四
・
三
％
）、
市
区
長
に
関
し
て
は
圧
倒
的
に
私
学
優
位
と
な
っ
て

い
る
。

当
選
者
を
出
身
大
学
別
に
分
け
る
と
、
一
人
だ
け
が
五
四
校
（
国
公
立
大
学

二
四
、
私
立
大
学
三
〇
）
も
あ
り
、
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
中
で
、
当
選
者
が
一
部
の
大
学
の
出
身
者
に
よ
っ
て
比
較
的
多
く

占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
本
年
の
結
果
を
見
て
も
三
人
以
上
の
当

選
者
を
出
し
た
の
は
一
七
人
の
早
稲
田
大
学
を
筆
頭
に
、
日
本
大
学
（
一
五
人
）、

東
京
大
学
（
一
一
人
）、
慶
応
大
学
（
一
一
人
）、
中
央
大
学
（
一
一
人
）、
京
都
大
学

表10　当選者の学歴

人数（人）
大学院 大学院 8

私立大学 130
大学 国公立大学 68

短期大学 7
普通高校 22

高校 農業高校 12
商・工・実業高校 10

その他 5
不明 2

合　計 264

（注）その他は旧農学校、防衛大学校、海抜大学校、
指導所、専門学校各 1



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
四
七

（
七
人
）、
東
北
大
学
（
四
人
）、
立
命
館
大
学
（
四
人
）、
国
学
院
大
学
（
四
人
）、
九
州
大
学
、
金
沢
大
学
、
岡
山
大
学
、
東
京
農
業
大
学
、

明
治
大
学
、
同
志
社
大
学
、
関
西
大
学
、
福
岡
大
学
（
各
三
人
）
で
あ
り
、
本
年
は
二
人
に
終
わ
っ
た
大
阪
大
学
、
一
橋
大
学
、
神
戸
大

学
、
筑
波
大
学
、
静
岡
大
学
、
埼
玉
大
学
、
法
政
大
学
、
成
城
大
学
、
学
習
院
大
学
、
専
修
大
学
、
駒
沢
大
学
、
国
士
舘
大
学
、
拓
殖
大

学
、
亜
細
亜
大
学
、
神
奈
川
大
学
、
関
西
学
院
大
学
、
近
畿
大
学
、
西
南
学
院
大
学
な
ど
を
加
え
た
各
校
が
常
連
校
と
い
っ
て
よ
い
。
な

お
一
九
九
一
年
以
降
の
市
長
選
当
選
者
の
出
身
大
学
別
累
積
延
人
数
を
数
え
る
と
、
早
稲
田
大
学
（
二
三
六
人
）
が
最
も
多
く
、
以
下
東

京
大
学
（
一
八
〇
人
）、
中
央
大
学
（
一
七
一
人
）、
慶
応
大
学
（
一
五
六
人
）、
日
本
大
学
（
一
五
五
人
）、
明
治
大
学
（
一
〇
二
人
）、
法
政
大

学
（
八
九
人
）、
京
都
大
学
（
七
一
人
）
が
七
〇
人
以
上
で
あ
り
、
こ
れ
ら
八
校
が
わ
が
国
の
市
・
区
長
の
主
た
る
輩
出
校
に
な
っ
て
い
る
。

三　

選
挙
状
況

（
一
）
投
票
率
（
表
11
）

本
年
投
票
の
行
わ
れ
た
一
九
九
選
挙
の
投
票
率
に
つ
い
て
は
八
〇
％
台
〜
二
〇
％
台
に
該
当
市
が
あ
り
、
四
分
の
一
近
く
（
二
四
・
一
％
）

の
四
八
を
占
め
た
六
〇
％
台
が
最
多
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
匹
敵
す
る
数
で
七
〇
％
台
が
四
〇
％
台
と
五
〇
％
台
を
上
回
っ
て
続
い

た
こ
と
は
、
例
年
よ
り
高
め
の
投
票
率
で
あ
っ
た
本
年
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
八
〇
％
以
上
の
高
投
票
率
市
は
最
高
の
平
戸
（
長
崎
、

八
六
・
一
五
％
）
を
初
め
竹
田
（
大
分
、
八
六
・
〇
三
％
）、
西
海
（
長
崎
、
八
五
・
五
六
％
）、
新
見
（
岡
山
、
八
四
・
六
四
％
）、
阿
蘇
（
熊
本
、

八
四
・
一
四
％
）、
十
日
町
（
新
潟
、
八
三
・
七
八
％
）、
庄
原
（
広
島
、
八
三
・
七
五
％
）、
豊
後
大
野
（
大
分
、
八
三
・
七
三
％
）、
長
門
（
山
口
、

八
三
・
六
三
％
）、
美
作
（
岡
山
、
八
三
・
五
〇
％
）、
上
野
原
（
山
梨
、
八
三
・
〇
五
％
）
の
他
二
一
市
に
及
ん
だ
。
他
方
、
最
低
は
二
五
・
八
八
％

の
朝
霞
（
埼
玉
）
で
、
富
士
（
静
岡
、
二
七
・
〇
六
％
）、
市
川
（
千
葉
、
二
九
・
九
六
％
）
の
三
市
が
三
割
に
届
か
な
か
っ
た
。
な
お
鶴
ヶ
島



四
四
八

（
埼
玉
、
三
八
・
八
九
％
）、
倉
吉
（
鳥
取
、
六
四
・
六
六
％
）、
福
島
（
八
三
・
五
〇
％
）
が
過
去
最
低
の
投
票
率

で
あ
っ
た
。

投
票
率
に
つ
い
て
は
「
小
都
市
に
お
い
て
高
く
、
中
都
市
、
大
都
市
と
な
る
に
つ
れ
て
低
下
す
る
」

傾
向
が
あ
る
の
で
、
人
口
規
模
と
の
相
関
性
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
人
口
五
万
人
未
満
に
お
い
て

は
「
高
」
投
票
率
（
投
票
率
七
〇
％
以
上
）
が
、
五
万
人
〜
二
〇
万
人
未
満
に
お
い
て
は
「
中
」
投
票
率

（
投
票
率
五
〇
〜
六
〇
％
台
）
が
、
二
〇
万
人
〜
三
〇
万
人
未
満
に
お
い
て
は
「
中
」〜「
低
」
投
票
率
（
投

票
率
五
〇
％
未
満
）
が
、
三
〇
万
人
以
上
に
お
い
て
は
「
低
」
投
票
率
の
割
合
が
最
も
最
も
高
く
な
る

か
ら
で
あ
る
（
表
11
）。

さ
ら
に
詳
し
く
見
る
と
、
人
口
「
三
万
人
未
満
」
の
小
都
市
で
は
圧
倒
的
に
「
高
」
投
票
率
市
の
比

率
が
高
い
の
に
対
し
（
二
〇
〇
〇
年
六
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
一
年
七
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
六
〇
・
〇
％
、

二
〇
〇
三
年
一
〇
〇
％
、
二
〇
〇
四
年
八
五
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
八
一
・
八
％
、
二
〇
〇
六
年
七
二
・
七
％
、

二
〇
〇
七
年
五
七
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
六
二
・
五
％
、
二
〇
〇
八
年
九
一
・
二
％
）、「
低
」
投
票
率
市
は
一
昨

年
と
昨
年
に
一
市
（
須
崎
）
あ
っ
た
も
の
の
、
皆
無
に
近
い
。「
三
万
人
以
上
五
万
人
未
満
」
の
市
も

同
様
の
特
徴
を
有
す
る
が
、「
高
」
投
票
率
市
の
割
合
が
低
く
な
り
（
同
六
六
・
七
％
、
四
六
・
二
％
、

五
九
・
五
％
、
六
九
・
〇
％
、
五
一
・
四
％
、
七
〇
・
七
％
、
五
九
・
〇
％
、
七
二
・
七
％
、
五
〇
・
〇
％
、
六
〇
・
〇
％
）、

そ
の
分
が
「
中
」
投
票
率
市
の
増
加
と
な
り
（
同
三
三
・
三
％
、
四
二
・
三
％
、
三
二
・
四
％
、
二
七
・
六
％
、

四
五
・
九
％
、
二
一
・
六
％
、
四
一
・
〇
％
、
二
七
・
三
％
、
五
〇
・
〇
％
、
三
三
・
三
％
）、「
低
」
投
票
率
市
も
若

表11　人口規模別投票率

投票率
市・区数

3万未満 3～ 5万人 5～10万人 10～20万人 20～30万人 30～50万人 50万以上 合　計
80％台 8 10 3 21
70％台 3 17 15 12 47
60％台 12 23 8 3 1 1 48
50％台 1 3 7 8 2 5 1 27
40％台 3 10 11 3 3 5 35
30％台 1 6 4 4 3 18
20％台 1 1 1 3
合　計 12 45 59 46 13 14 10 199



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
四
九

干
は
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
同
〇
％
、
一
一
・
五
％
、
八
・
一
％
、
三
・
四
％
、
二
・
七
％
、
七
・
八
％
、
〇
％
、
〇
％
、
〇
％
、
六
・
七
％
）。「
五
万

人
以
上
一
〇
万
人
未
満
」
で
は
、
二
〇
〇
四
〜
五
年
を
例
外
と
し
て
、「
中
」
投
票
率
市
が
最
も
多
く
な
り
（
同
五
五
・
六
％
、
四
八
・
六
％
、

六
三
・
六
％
、
五
九
・
五
％
、
三
七
・
〇
％
、
三
四
・
九
％
、
五
九
・
七
％
、
七
二
・
九
％
、
四
四
・
二
％
、
五
〇
・
八
％
）、
他
方
「
高
」
投
票
率
市
も
一
〜
二

割
台
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
（
同
一
六
・
七
％
、
二
〇
・
〇
％
、
一
三
・
六
％
、
二
四
・
三
％
、
三
四
・
八
％
、
四
四
・
六
％
、
二
二
・
八
％
、
一
三
・
六
％
、

二
五
・
六
％
、
一
八
・
六
％
）。
人
口
が
一
〇
万
人
を
超
え
る
と
明
ら
か
に
様
相
が
変
わ
り
、「
高
」
投
票
率
市
が
減
っ
て
、「
低
」
投
票
率
市

の
割
合
が
高
ま
る
。
た
だ
「
一
〇
万
人
以
上
二
〇
万
人
未
満
」
規
模
で
は
「
低
」
投
票
率
市
の
割
合
は
増
え
る
が
（
同
四
一・
七
％
、
五
九
・一
％
、

六
二
・
五
％
、
四
二
・
〇
％
、
五
七
・
七
％
、
四
三
・
九
％
、
三
九
・
四
％
、
三
三
・
三
％
、
五
五
・
六
％
、
三
九
・
一
％
）、「
中
」
投
票
率
市
が
ま
だ
か
な

り
の
比
率
で
存
在
す
る
（
同
、
五
二
・
〇
％
、
五
〇
・
〇
％
、
三
一
・
八
％
、
四
八
・
〇
％
、
三
四
・
六
％
、
一
九
・
五
％
、
四
五
・
五
％
、
六
六
・
七
％
、

三
七
・
〇
％
、
三
四
・
八
％
）。
人
口
三
〇
万
人
以
上
の
大
都
市
に
な
る
と
、「
高
」
投
票
率
市
が
な
く
な
り
、「
中
」
投
票
率
市
も
減
っ
て
大

半
が
「
低
」
投
票
率
市
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
三
〇
万
人
以
上
五
〇
万
人
未
満
」
を
見
る
と
、
一
九
九
二
年
に
「
低
」
投
票
率

市
が
圧
倒
的
優
位
に
転
じ
て
以
来
、
本
年
は
多
少
低
い
が
（「
低
」
投
票
率
市
五
七
・
一
％
、「
中
」
投
票
率
市
四
二
・
九
％
）、
常
に
前
者
が
後
者

を
大
き
く
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
「
高
」
投
票
率
市
は
依
然
皆
無
の
ま
ま
で
あ
る
。
人
口
「
五
〇
万
人
以
上
」
に
つ
い
て
は
一
昨

年
「
中
」
投
票
率
市
が
三
分
の
一
を
占
め
る
と
い
う
異
変
が
あ
り
、
本
年
も
「
中
」
投
票
率
市
二
〇
％
は
若
干
高
め
で
あ
っ
た
も
の
の
、

「
低
」
投
票
率
市
が
八
〇
％
で
「
高
」
投
票
率
市
は
本
年
を
含
め
未
だ
に
一
例
も
な
い
状
態
が
続
い
た
か
ら
「
高
」
投
票
率
市
優
位
は
揺

る
が
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。



四
五
〇

（
二
）
無
投
票
選
挙

無
投
票
選
挙
は
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
は
全
選
挙
の
四
分
の
一
以
上
を
も
占
め
て
い
た
が
（
一
九
九
〇
年
二
七
・
四
％
、
九
一
年
二
六
・
六
％
、

九
二
年
二
六
・
二
％
、
九
三
年
二
八
・
六
％
、
九
四
年
二
五
・
七
％
）、
一
九
九
五
年
に
二
五
％
、
一
九
九
六
年
に
二
〇
％
を
割
っ
て
以
後
、
ほ
ぼ

一
年
お
き
に
二
〇
％
台
前
半
と
一
〇
％
台
後
半
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
長
期
的
に
は
比
率
を
下
げ
て
行
っ
た
か
ら
、
近
い
将
来
に
無
投
票
が

急
激
に
減
る
と
予
測
さ
れ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
四
年
以
降
は
二
割
台
が
状
態
に
な
る
ま
で
に
回
復
し
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
二
八
・
四
％
、

二
〇
〇
一
年
一
八
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
二
二
・
三
％
、
二
〇
〇
三
年
一
三
・
九
％
、
二
〇
〇
四
年
二
八
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
二
〇
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年

二
二
・
七
％
、
二
〇
〇
七
年
一
八
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
二
一
・
〇
％
、
二
〇
〇
四
年
二
四
・
六
％
）。

人
口
規
模
の
点
か
ら
無
投
票
選
挙
を
見
る
と
（
表
12
│
1
）、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
「
小
」
都
市
に
特
徴
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
二
〇
〇
〇
年
以
降
だ
け

を
取
っ
て
も
、
三
分
の
二
以
上
が

一
〇
万
人
以
下
の
都
市
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ

る
（
二
〇
〇
〇
年
九
二
・
五
％
、

二
〇
〇
一
年
九
二
・
九
％
、
二
〇
〇
二

年
九
五
・
五
％
、
二
〇
〇
三
年

六
八
・
六
％
、
二
〇
〇
四
年

九
〇
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年

表12　人口規模別・就業構造別・
　　当選回数別無投票選挙数

1 　人口規模
3万人未満 7

3 万人以上～ 5万人未満 28
5 万人以上～ 10万人未満 22
10万人以上～ 20万人未満 7
20万人以上～ 30万人未満
30万人以上～ 50万人未満 1

50万人以上
合　計 65

2 　当選回数
1 3
2 54
3 6
4 2
5

合　計 65

3 　年齢
30歳代
40歳代 5
50歳代 21
60歳代 35
70歳代 4
80歳代
合　計 65
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四
五
一

七
三
・
七
％
、
二
〇
〇
六
年
八
七
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年
七
〇
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
九
四
・
一
％
、
二
〇
〇
九
年
八
七
・
七
％
）。
さ
ら
に
各
都
市
規
模
に

お
け
る
無
投
票
の
割
合
を
見
る
と
、
概
し
て
規
模
の
小
さ
い
都
市
ほ
ど
高
く
、
大
き
く
な
る
ほ
ど
都
市
ほ
ど
低
く
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
三
万
人
未
満
」
で
は
半
分
か
ら
三
分
の
一
が
無
投
票
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
五
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
一
年
三
三
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
三
七
・
五
％
、

二
〇
〇
三
年
二
二
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
六
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
四
五
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
五
四
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年
五
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
八
年

三
八
・
五
％
、
二
〇
〇
九
年
三
六
・
八
％
）。「
三
万
人
以
上
五
万
人
未
満
」
に
な
る
と
二
〜
四
割
台
に
落
ち
（
同
五
七
・
一
％
、
二
七
・
八
％
、
三
二
・
七
％
、

二
八
・
二
％
、
三
二
・
七
％
、
四
三
・
一
％
、
四
一
・
〇
％
、
二
九
・
〇
％
、
三
四
・
九
％
、
三
八
・
四
％
）、「
五
万
人
以
上
一
〇
万
人
未
満
」
で
は
比
率

は
さ
ら
に
下
が
る
（
同
二
三
・
四
％
、
二
五
・
五
％
、
二
二
・
八
％
、
九
・
六
％
、
二
八
・
一
％
、
一
八
・
一
％
、
三
五
・
一
％
、
一
四
・
五
％
、
二
一
・
八
％
、

二
七
・
二
％
）。「
中
」
都
市
に
な
る
と
割
合
は
、
年
に
よ
っ
て
二
割
台
、
三
割
台
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
概
ね
一
桁
台
か
ら
一
割
台
前
半

止
ま
り
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
七
・
五
％
、
二
〇
〇
一
年
三
・
六
％
、
二
〇
〇
二
年
四
・
五
％
、
二
〇
〇
三
年
三
一
・
四
％
、
二
〇
〇
四
年
九
・
三
％
、

二
〇
〇
五
年
二
六
・
三
％
、
二
〇
〇
六
年
一
二
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年
二
一
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
五
・
六
％
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
・
六
％
）。「
大
」
都
市
に

お
け
る
無
投
票
は
、
こ
れ
ま
で
二
〇
〇
一
年
の
一
件
、
二
〇
〇
七
年
の
三
件
、
本
年
一
件
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。

無
投
票
当
選
者
の
圧
倒
的
多
数
は
現
職
市
長
で
あ
る
。
比
率
は
新
市
が
多
く
誕
生
し
た
二
〇
〇
四
年
〜
二
〇
〇
六
年
を
例
外
と
し
て
、

八
〜
九
割
台
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
続
け
て
き
た
。
本
年
は
例
年
に
増
し
て
多
く
（
九
五
・
四
％
）、
二
〇
〇
〇
年
代
で
最
高
で
あ
っ
た

（
一
九
九
二
年
八
八
・
九
％
、
九
三
年
八
一
・
八
％
、
九
四
年
八
四
・
四
％
、
九
五
年
八
五
・
〇
％
、
九
六
年
八
九
・
三
％
、
九
七
年
九
五
・
二
％
、
九
八
年

九
四
・
六
％
、
九
九
年
九
七
・
八
％
、
二
〇
〇
〇
年
九
二
・
五
％
、
二
〇
〇
一
年
八
九
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
八
八
・
九
％
、
二
〇
〇
三
年
八
五
・
七
％
、

二
〇
〇
四
年
六
六
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
二
八
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
四
三
・
八
％
、
二
〇
〇
七
年
八
一
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
七
六
・
五
％
）。

当
選
回
数
別
に
関
し
て
は
（
表
12
│
2
）、
通
常
通
り
大
半
が
「
一
回
」
〜
「
四
回
」
で
あ
っ
た
が
、
昨
年
久
し
振
り
に
最
多
と
な
っ
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五
二

た
「
二
回
」
が
さ
ら
に
比
率
を
高
め
た
（
八
三
・
一
％
）。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
続
い
た
「
三
回
」（
九
・
二
％
）、「
一
回
」（
四
・
六
％
）、「
四
回
」

（
三
・
一
％
）
は
い
ず
れ
も
一
割
以
下
で
あ
っ
た
。
な
お
「
五
回
」
以
上
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
年
齢
の
面
か
ら
無
投
票
当
選
者
を
見
る
と
（
表
12
│
3
）、
本
年
を
含
め
、
例
年
、
大
半
が
六
〇
歳
代
と
五
〇
歳
代
に
集
中
す
る
。

六
〇
歳
代
は
例
年
四
〜
五
割
を
占
め
る
。
昨
年
多
少
多
か
っ
た
が
、
本
年
は
通
常
の
範
囲
内
（
五
三
・
八
％
）
に
戻
っ
た
（
二
〇
〇
二
年

五
二
・
四
％
、
二
〇
〇
三
年
四
二
・
九
％
、
二
〇
〇
四
年
五
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
四
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年
四
一
・
七
％
、
二
〇
〇
七
年
五
一
・
四
％
、

二
〇
〇
八
年
六
一
・
八
％
）。
こ
れ
に
次
ぐ
五
〇
歳
代
は
概
ね
三
割
台
で
あ
る
（
同
二
六
・
二
％
、
三
七
・
一
％
、
三
一
・
五
％
、
三
八
・
六
％
、
三
七
・
五
％
、

三
五
・
一
％
、
二
六
・
五
％
、
三
二
・
三
％
）。
続
い
て
最
近
ま
で
は
七
〇
歳
代
が
一
割
台
（
同
一
四
・
三
％
、
一
四
・
三
％
、
一
八
・
五
％
、
一
〇
・
五
％
、

一
四
・
六
％
、
五
・
四
％
、
五
・
九
％
）
の
順
と
な
る
。
四
〇
歳
代
が
一
割
以
下
で
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
も
低
下
気
味
で
、
本
年
は
四
〇
歳
代

（
同
七
・
一
％
、
五
・
七
％
、
〇
％
、
八
・
八
％
、
四
・
二
％
、
八
・
八
％
、
五
・
九
％
、
七
・
七
％
）
七
〇
歳
代
（
同
一
四
・
三
％
、
一
四
・
三
％
、
一
八
・
五
％
、

一
〇
・
五
％
、
一
四
・
六
％
、
五
・
四
％
、
五
・
九
％
、
六
・
二
％
）
を
上
回
っ
た
。
な
お
三
〇
歳
代
と
八
〇
歳
代
に
は
該
当
者
が
な
か
っ
た
。

（
三
）
現
職
の
落
選

本
年
も
現
職
の
再
選
が
厳
し
い
年
で
あ
っ
た
。
現
職
が
再
選
に
挑
ん
で
失
敗
す
る
割
合
は
通
常
一
割
台
で
あ
る
が
、
過
去
最
高
の
昨
年

ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
や
は
り
二
割
を
超
え
た
（
二
二
・
三
％
）
か
ら
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
一
三
・
九
％
、
二
〇
〇
一
年
一
六
・
五
％
、

二
〇
〇
二
年
一
四
・
〇
％
、
二
〇
〇
三
年
一
六
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
一
九
・
八
％
、
二
〇
〇
五
年
一
五
・
七
％
、
二
〇
〇
六
年
二
一
・
六
％
、
二
〇
〇
七
年

一
二
・
八
％
、
二
〇
〇
八
年
二
五
・
五
％
）。
内
容
面
で
も
変
動
的
で
、
本
来
再
選
の
確
率
が
最
も
高
く
、
落
選
は
一
割
程
度
で
あ
っ
た
二
期
目

が
昨
年
に
続
き
二
割
台
で
首
位
と
な
っ
た
（
同
八
・
〇
％
、
一
二
・
五
％
、
六
・
五
％
、
一
〇
・
〇
％
、
一
一
・
九
％
、
一
一
・
五
％
、
一
三
・
三
％
、
三
・
〇
％
、
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五
三

二
四
・
四
％
、
二
三
・
二
％
）。
三
期
目
を
目
ざ
し
た
候
補
者
に
つ
い
て
は
、
昨
年
三
割
台
ま
で
急
増
し
た
落
選
率
が
通
常
の
一
割
台
後
半
に

戻
っ
た
（
同
一
三
・
三
％
、
一
八
・
九
％
、
一
八
・
九
％
、
一
八
・
八
％
、
二
〇
・
五
％
、
一
三
・
六
％
、
二
五
・
九
％
、
一
九
・
四
％
、
三
三
・
三
％
、
一
六
・
一
％
）。

四
期
目
以
上
は
数
が
少
な
い
が
、
本
年
は
四
期
目
が
八
人
全
員
当
選
（
二
〇
〇
四
年
四
七
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
四
四
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年

二
三
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年
三
三
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
七
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
〇
％
）、
五
期
目
が
二
人
と
も
落
選
と
明
暗
が
分
か
れ
た
。

（
四
）
多
選
（
表
13
）

当
選
回
数
三
回
以
上
を
「
多
選
」
と
す
る
と
、
か
つ
て
は
三
分
の
一
程
度
が
こ
れ
に
該
当
し
た
。
新
市
急
増
の
影
響
は
こ
こ
に
も
及
び
、

二
〇
〇
四
年
に
は
四
分
の
一
に
、
二
〇
〇
五
年
に
は
一
〇
分
の
一
に
ま
で
激
減
し
た
。
二
〇
〇
六
年
か
ら
増
加
に
転
じ
、
一
昨
年
こ
そ

二
〇
％
台
を
記
録
し
た
が
、
本
年
の
結
果
を
見
る
限
り
、
影
響
を
脱
し
て
は
い
な
い
（
二
〇
〇
〇
年
三
三
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
三
四
・
〇
％
、

二
〇
〇
二
年
三
二
・
三
％
、
二
〇
〇
三
年
三
三
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
二
六
・
四
％
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年
一
七
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年

二
三
・
〇
％
、
二
〇
〇
八
年
一
四
・
二
％
、
二
〇
〇
九
年
一
二
・
九
％
）。

多
選
に
お
け
る
回
数
別
構
成
で
は
、
回
数
の
少
な
い
ほ
ど
比
率
が
高
い
と
い
っ
た
明
確
な
特
徴
が
あ
る
が
、
該
当
数
が
少
な
い
た
め
論

じ
る
意
味
が
少
な
い
。
引
き
続
き
経
年
変
化
を
見
て
行
く
の
で
あ
え
て
触
れ
て
お
く
。
最
も
多
い
三
回
は
低
く
て
も
五
割
以
上
、
高
け
れ

ば
七
割
台
を
占
め
る
（
二
〇
〇
〇
年
五
五
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
五
八
・
八
％
、
二
〇
〇
二
年
七
一
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
六
六
・
七
％
、
二
〇
〇
四
年

六
二
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
六
二
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
五
四
・
一
％
、
二
〇
〇
七
年
六
一
・
七
％
、
二
〇
〇
八
年
六
九
・
六
％
、
二
〇
〇
九
年
七
六
・
五
％
）。

し
た
が
っ
て
四
回
以
上
に
な
る
と
ず
っ
と
少
な
く
な
り
、
四
回
で
一
〇
〜
二
〇
％
台
（
同
一
九
・
一
％
、
二
五
・
五
％
、
二
五
・
〇
％
、
一
七
・
九
％
、

一
七
・
六
％
、
一
七
・
二
％
、
三
五
・
一
％
、
二
五
・
五
％
、
一
三
・
〇
％
、
二
七
・
五
％
）、
五
回
で
は
さ
ら
に
低
く
、
一
〇
％
前
後
（
同
一
四
・
九
％
、
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五
四

七
・
八
％
、
一
・
七
％
、
一
一
・
九
％
、
九
・
八
％
、
一
七
・
二
％
、
八
・
一
％
、
六
・
四
％
、
一
七
・
四
％
、
〇
％
）
と

な
る
。

さ
ら
に
人
口
規
模
ご
と
に
特
徴
を
検
討
す
る
が
、
上
と
同
じ
理
由
で
こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
本
年
の
結

果
に
つ
い
て
述
べ
る
に
止
め
る
。「
小
」
都
市
に
お
い
て
は
二
〇
〇
三
年
ま
で
は
概
ね
三
割
以
上
が
多

選
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
に
二
割
台
に
、
二
〇
〇
五
年
に
一
割
ま
で
減
っ
た
。
そ
の
後
も
二
割
台

に
止
ま
っ
て
い
た
が
（
二
〇
〇
〇
年
三
二
・
六
％
、
二
〇
〇
一
年
三
〇
・
五
％
、
二
〇
〇
二
年
三
三
・
一
％
、

二
〇
〇
三
年
四
〇
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
二
四
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
一
一
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
二
四
・
三
％
、

二
〇
〇
七
年
二
〇
・
二
％
）、
本
年
の
激
減
振
り
（
七
・
二
％
）
は
異
常
と
言
っ
て
よ
い
。「
中
」
都
市
の
場

合
は
二
〇
〇
五
年
と
二
〇
〇
六
年
に
大
幅
に
減
ら
し
た
が
（
同
四
〇
・
〇
％
、
四
四
・
一
％
、
二
四
・
二
％
、

四
〇
・
三
％
、
三
三
・
三
％
、
一
五
・
二
％
、
九
・
八
％
、
二
六
・
七
％
）、
昨
年
に
続
き
二
割
台
を
確
保
し
た
。

こ
の
間
「
大
」
都
市
に
お
い
て
も
多
選
の
割
合
は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
が
（
同
四
〇
・
〇
％
、
三
三
・
三
％
、

四
一
・
二
％
、
三
〇
・
三
％
、
二
六
・
七
％
、
三
六
・
〇
％
、
二
五
・
〇
％
、
二
六
・
七
％
）、
本
年
は
一
転
最
高
値

（
四
五
・
五
％
）
を
示
し
た
。
本
年
の
結
果
は
「
小
」
都
市
五
二
・
九
％
、「
小
」
都
市
三
五
・
三
％
、「
小
」

都
市
一
一
・
八
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
従
来
の
傾
向
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
五
）
得
票
率

ま
ず
当
選
者
を
中
心
に
（
相
対
）
得
票
率
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
表
14
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

表13　人口規模別多選数

当選回数
人口規模別市・区数

3万未満 3万～ 5万 5万～10万 10万～20万 20万～30万 30万～50万 50万以上 合　計

6 0

5 0

4 2 1 1 4 8

3 2 2 10 5 3 2 2 26

合計 4 3 11 9 3 2 2 34
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素
描
（
秋
山
）

四
五
五

う
に
各
市
に
お
け
る
当
選
者
の
得
票
率
は
本
年
も
九
〇
％
台
か
ら
二
〇
％
台
ま
で
広
範
に
及

ん
で
い
た
。
高
低
各
一
〇
位
ま
で
を
拾
う
と
、
最
高
は
八
九
・
五
七
％
の
朝
来
（
兵
庫
）
で
、

以
下
熊
谷
（
埼
玉
）
八
三
・
六
五
％
、
高
岡
（
富
山
）
八
三
・
七
三
％
、
富
山
八
三
・
五
九
％
、

朝
霞
（
埼
玉
）
八
三
・
五
九
％
、
伊
豆
の
国
（
静
岡
）、
一
関
（
岩
手
）
八
二
・
一
四
％
、
福
島

八
一
・
四
一
％
、
富
士
（
静
岡
）
八
一
・
〇
四
％
、
大
田
（
島
根
）
石
岡
（
茨
城
）
三
四
・
六
三
％
、

新
宮
（
和
歌
山
）
三
四
・
八
四
％
、
市
川
（
千
葉
）
三
五
・
〇
九
％
、
諫
早
（
長
崎
）

三
五
・
六
二
％
、
旭
（
千
葉
）
三
六
・
六
二
％
、
米
子
（
鳥
取
）
三
七
・
二
二
％
、
岡
山　

三
七
・
三
一
％
、
川
崎
（
神
奈
川
）
三
七
・
三
三
％
と
な
っ
て
い
た
。

全
体
の
分
布
を
見
る
と
、
得
票
率
は
例
年
「
四
〇
％
台
」
〜
「
六
〇
％
台
」
に
全
体
の
七

〜
八
割
が
集
中
す
る
。
そ
の
中
で
例
年
最
も
多
い
の
が
「
五
〇
％
台
」
で
、
三
〜
四
割
を
占

め
る
。
本
年
も
過
去
最
高
の
昨
年
に
は
及
ば
な
か
っ
た
が
連
続
し
て
四
〇
％
台
を
記
録
し
た

（
二
〇
〇
〇
年
四
五
・
五
％
、
二
〇
〇
一
年
三
五
・
二
％
、
二
〇
〇
二
年
三
六
・
八
％
、
二
〇
〇
三
年

三
九
・
九
％
、
二
〇
〇
四
年
三
五
・
三
％
、
二
〇
〇
五
年
三
九
・
八
％
、
二
〇
〇
六
年
四
三
・
六
％
、

二
〇
〇
七
年
三
七
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
四
九
・
二
％
、
二
〇
〇
九
年
四
四
・
二
％
）。「
五
〇
％
台
」
に

次
い
だ
「
四
〇
％
台
」
は
二
割
台
を
回
復
し
た
（
同
一
二
・
九
％
、
一
七
・
二
％
、
二
〇
・
一
％
、

一
三
・
〇
％
、
二
〇
・
一
％
、
二
二
・
六
％
、
二
〇
・
二
％
、
二
一
・
〇
％
、
一
四
・
八
％
、
二
〇
・
一
％
）。

「
六
〇
％
台
」
は
多
少
比
率
を
高
め
た
が
、「
四
〇
％
台
」
を
上
回
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た

表14　当選者の得票率及び得票率の差

得票率 人数 得票率の差 人数 絶対得票率 人数
90％台 3％未満 20 60％台 1
80％台 10 3 ～ 5 16 50％台 12
70％台 13 5 ～ 10 38 40％台 44
60％台 34 10 ～ 20 49 30％台 70
50％台 88 20 ～ 30 39 20％台 55
40％台 40 30 ～ 40 13 10％台 17
30％台 13 40 ～ 50 6
20％台 1 50％以上 18
合　計 199 合　計 199 合　計 199



四
五
六

（
同
一
五
・
八
％
、
一
四
・
八
％
、
二
二
・
九
％
、
一
九
・
二
％
、
二
〇
・
九
％
、
一
四
・
八
％
、
一
四
・
七
％
、
一
三
・
一
％
、
一
一
・
七
％
、
一
七
・
一
％
）。

「
七
〇
％
台
」
の
は
一
割
以
下
に
ま
で
減
っ
て
来
て
い
る
（
同
一
二
・
九
％
、
一
四
・
八
％
、
九
・
〇
％
、
一
二
・
五
％
、
一
〇
・
八
％
、
一
〇
・
〇
％
、

六
・
一
％
、
一
一・
四
％
、
七
・
八
％
、
六
・
五
％
）。
低
得
票
率
の
「
三
〇
％
台
」
以
下
と
高
得
票
率
の
「
八
〇
％
台
」
以
上
で
は
前
者
（
同
六
・
九
％
、

一
一
・
五
％
、
六
・
三
％
、
八
・
二
％
、
八
・
六
％
、
八
・
一
％
、
一
一
・
七
％
、
九
・
〇
％
、
一
一
・
七
％
、
七
・
〇
％
）
が
後
者
（
同
五
・
九
％
、
六
・
六
％
、

四
・
九
％
、
七
・
二
％
、
四
・
三
％
、
四
・
五
％
、
三
・
七
％
、
八
・
四
％
、
四
・
七
％
、
五
・
〇
％
）
を
上
回
る
が
、
比
率
は
一
割
に
満
た
な
い
年
が
多
い
。

得
票
率
に
関
し
て
は
「
中
」
得
票
率
市
（
得
票
率
五
〇
〜
六
〇
％
台
）
が
本
年
を
含
め
ほ
ぼ
一
貫
し
て
五
〜
六
割
台
を
占
め
る
（
二
〇
〇
〇

年
六
一
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
五
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
五
九
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
五
九
・
一
％
、
二
〇
〇
四
年
五
六
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
五
四
・
八
％
、

二
〇
〇
六
年
五
八
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
五
〇
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
六
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
九
年
六
一
・
三
％
）。
そ
う
し
た
中
で
最
近
顕
著
に
な
っ
て

き
た
は
「
低
」
得
票
率
市
（
得
票
率
五
〇
％
未
満
）
と
「
高
」
得
票
率
市
（
得
票
率
七
〇
％
以
上
）
と
の
間
に
変
化
が
出
て
来
た
。
前
者
の
後

者
に
対
す
る
優
位
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
低
」
得
票
率
市
は
、
か
つ
て
は
一
割
台
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
一
年
以
降
は
確
実
に
二
割
以
上
、

時
に
三
割
台
を
占
め
て
来
て
い
る
（
同
一
九
・
八
％
、
二
八
・
七
％
、
二
六
・
四
％
、
二
一
・
二
％
、
二
八
・
八
％
、
三
〇
・
八
％
、
三
一
・
九
％
、
二
九
・
九
％
、

二
六
・
六
％
、
二
七
・
一
％
）。
逆
に
「
高
」
得
票
率
市
は
二
割
を
超
え
る
こ
と
が
な
く
な
り
、「
低
」
得
票
率
市
と
の
差
が
大
き
く
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
（
同
一
八
・
八
％
、
二
一
・
三
％
、
一
三
・
九
％
、
一
九
・
七
％
、
一
五
・
一
％
、
一
七
・
二
％
、
九
・
八
％
、
一
九
・
八
％
、
一
二
・
五
％
、

一
一
・
六
％
）。

次
に
各
選
挙
に
お
け
る
当
選
者
と
次
点
者
と
の
得
票
率
の
差
に
つ
い
て
述
べ
る
（
表
14
中
央
列
）。
投
票
の
行
わ
れ
た
一
九
九
選
挙
中
に

は
、
本
年
も
僅
差
の
選
挙
か
ら
大
差
の
無
風
選
挙
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
た
。
全
体
的
に
接
戦
が
多
く
、
一
％
差
以
内
に
〇
・
一
％
、
三
九

票
差
の
彦
根
（
滋
賀
）
を
筆
頭
に
行
方
（
〇
・
一
四
％
、
三
四
票
差
）、
霧
島
（
〇
・
三
一
％
、
二
〇
七
票
差
）、
士
別
（
〇
・
三
三
％
、
五
一
票
差
）、



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
五
七

旭
（
〇
・
三
九
％
、
一
三
八
票
差
）、
西
海
（
〇
・
三
九
％
、
八
八
票
差
）、
長
野
（
〇
・
四
四
％
、
六
五
一
票
差
）、
諫
早
（
〇
・
四
四
％
、
三
四
四
票
差
）、

豊
後
大
野
（
〇
・
四
六
％
、
一
三
二
票
差
）、
菊
池
（
〇
・
七
八
％
、
二
一
票
差
）
の
一
〇
市
が
ひ
し
め
い
た
。
最
も
接
近
し
て
い
た
の
は
彦
根
で
、

率
に
し
て
〇
・一
〇
％
、
僅
か
三
九
票
差
で
あ
っ
た
。
逆
に
開
き
の
大
き
な
方
で
は
、
珍
し
く
八
〇
％
以
上
は
な
く
、
七
〇
％
台
も
最
大
の
朝

来
（
七
九
・
二
％
）
と
こ
れ
に
続
く
鯖
江
（
七
二
・
四
％
）
二
市
だ
け
し
か
な
か
っ
た
。

さ
て
、
当
選
者
と
次
点
者
と
の
得
票
率
差
に
着
目
す
る
と
、
わ
が
国
の
地
方
選
挙
に
は
総
じ
て
緊
張
感
が
欠
如
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
（
表
15
）。
例
え
ば
か
な
り
の
差
が
つ
い
た
と
判
断
さ
れ
る
得
票
率
差
一
〇
％
以
上
の
選
挙
が
、
か
つ
て
の
よ
う
に
七
割
を
超

え
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
依
然
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
七
四
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
七
〇
・
五
％
、

二
〇
〇
二
年
七
〇
・
一
％
、
二
〇
〇
三
年
七
一
・
二
％
、
二
〇
〇
四
年
五
六
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
六
一
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
六
三
・
二
％
、
二
〇
〇
七
年

六
八
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
六
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
九
年
六
二
・
八
％
）。
さ
ら
に
二
〇
％
以
上
差
が
開
け
ば
一
方
的
な
選
挙
と
見
て
よ
い
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
も
減
っ
て
は
来
て
い
る
が
、
ま
だ
三
割
台
も
あ
る
（
同
四
六
・
五
％
、
四
六
・
七
％
、
四
六
・
五
％
、
四
八
・
一
％
、
三
八
・
八
％
、

三
四
・
八
％
、
三
三
・
一
％
、
四
三
・
一
％
、
三
五
・
二
％
、
三
八
・
二
％
）。
さ
ら
に
一
八
の
選
挙
（
九
・
〇
％
）
が
五
〇
％
を
超
え
る
差
の
無
風
選
挙

で
あ
る
。
戦
い
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
選
挙
の
か
た
ち
は
得
票
率
差
一
〇
％
未
満
差
の
選
挙
で
あ
ろ
う
が
、
漸
増
し
て
い
る
と
は
い
え
三
割

台
に
過
ぎ
な
い
（
同
二
五
・
七
％
、
二
九
・
五
％
、
二
九
・
九
％
、
二
八
・
八
％
、
四
三
・
九
％
、
三
八
・
九
％
、
三
〇
・
七
％
、
三
一
・
七
％
、
三
九
・
一
％
、

三
七
・
二
％
）。
有
権
者
の
関
心
を
掻
き
立
て
る
「
五
％
未
満
」
の
選
挙
を
二
〇
％
以
上
確
実
に
維
持
で
き
る
か
が
注
目
点
で
あ
る
が
、
本

年
は
下
回
っ
た
（
同
一
七
・
八
％
、
一
五
・
六
％
、
一
六
・
七
％
、
一
五
・
四
％
、
二
三
・
〇
％
、
二
〇
・
八
％
、
二
二
・
二
％
、
一
六
・
一
％
、
二
三
・
四
％
、

一
八
・
一
％
）。
な
お
、
さ
ら
に
僅
差
の
「
三
％
未
満
」
の
選
挙
は
例
年
一
割
強
程
度
見
ら
れ
る
（
同
一
五
・
八
％
、
九
・
八
％
、
八
・
三
％
、

六
・
七
％
、
二
〇
・
九
％
、
一
〇
・
四
％
、
一
四
・
二
％
、
一
二
・
〇
％
、
一
四
・
一
％
）。



四
五
八

次
に
当
選
者
の
絶
対
得
票
率
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
表
14
右
欄
）。
率
は
本
年
も
六
二
・
三
二
％
の
西
之
表
（
鹿
児
島
）
か
ら
一
〇
・
五
一
％

の
市
川
（
千
葉
）
ま
で
広
範
に
渡
っ
た
。
全
体
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
、
五
〇
％
以
上
を
「
高
」
得
票
率
、
三
〇
〜
四
〇
％
台
を

「
中
」
得
票
率
、
二
〇
％
以
下
を
「
低
」
得
票
率
と
す
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
多
少
の
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
一
定
の
傾
向
で
推
移

し
て
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
「
中
」
得
票
率
五
割
台
（
二
〇
〇
〇
年
五
二
・
五
％
、
二
〇
〇
一
年
四
一
・
六
％
、
二
〇
〇
二
年

五
四
・
九
％
、
二
〇
〇
三
年
六
〇
・
一
％
、
二
〇
〇
四
年
五
三
・
二
％
、
二
〇
〇
五
年
五
七
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
五
一
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年
五
二
・
七
％
、

二
〇
〇
八
年
五
三
・
一
％
、
二
〇
〇
九
年
五
七
・
三
％
）、「
低
」
得
票
率
四
割
台
（
同
四
一
・
六
％
、
四
九
・
二
％
、
四
〇
・
三
％
、
三
四
・
六
％
、
四
〇
・
三
％
、

三
七
・
六
％
、
四
四
・
八
％
、
四
三
・
七
％
、
四
六
・
一
％
、
三
六
・
二
％
）、
し
た
が
っ
て
「
高
」
得
票
率
は
常
に
一
割
以
下
（
同
五
・
九
％
、
九
・
二
％
、

四
・
八
％
、
五
・
三
％
、
年
六
・
五
％
、
五
・
〇
％
、
三
・
七
％
、
三
・
六
％
、
〇
・
八
％
、
年
六
・
五
％
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
絶
対
得
票
率
は
有
権
者
全
体
か
ら
の
支
持
の
程
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
三
〇
％
に
達
し
な
い
市
・
区
が

全
体
の
四
割
以
上
も
存
在
し
て
い
る
現
状
は
看
過
で
き
な
い
。
参
考
ま
で
に
本
年
絶
対
得
票
率
が
一
〇
％
台
に
終
わ
っ
た
一
七
市
・
区
を

挙
げ
る
と
、
最
低
の
市
川
（
一
〇
・
五
一
％
）
を
は
じ
め
、
彦
根
（
一
一
・
四
六
％
）、
川
崎
（
一
三
・
四
七
％
）、
神
戸
（
一
三
・
五
三
％
）、
船
橋

（
一
四
・
二
八
％
）、
宝
塚
（
一
四
・
六
七
％
）、
岡
山
（
一
六
・
四
四
％
）、
さ
い
た
ま
（
一
六
・
五
二
％
）、
西
東
京
（
一
七
・
〇
〇
％
）、
ふ
じ
み
野

（
一
七
・
一
〇
％
）、
柏
（
一
八
・
三
一
％
）、
和
光
（
一
八
・
六
九
％
）、
長
野
（
一
九
・
三
五
％
）、
草
加
（
一
九
・
四
一
％
）、
越
谷
（
一
九
・
四
七
％
）、

龍
ヶ
崎
（
一
九
・
八
七
％
）、
横
須
賀
（
一
九
・
九
〇
％
）
な
ど
、
多
く
が
中
〜
大
都
市
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
選
挙
が
果
た
し
て
有
効
な
の
か
、

ま
た
有
権
者
の
五
人
に
一
人
の
支
持
す
ら
得
ら
れ
な
い
代
表
者
（
市
長
）
に
よ
る
市
政
運
営
が
正
当
性
を
獲
得
で
き
る
の
か
、
は
な
は
だ

疑
問
な
し
と
し
な
い
。



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
五
九

（
六
）
対
決
の
パ
タ
ー
ン

（
イ
）
年
齢
層
別
（
表
15
）

市
区
長
選
挙
が
ど
の
よ
う
な
年
齢
層
の
候
補
者
た
ち
で
争
わ
れ
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
は
、

選
挙
の
実
相
を
知
る
上
で
有
効
な
手
が
か
り
と
な
る
。
大
部
分
の
選
挙
は
、
候
補
者
が
三
人
以
上

い
て
も
実
質
的
に
は
一
位
と
二
位
の
戦
い
と
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
当
選
者
と
次
点
者
と

の
年
齢
対
決
と
し
て
パ
タ
ー
ン
化
す
る
こ
と
で
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
変
化
の
様
相
を
特
徴
づ
け

て
み
た
い
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
市
区
長
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
は
六
〇
歳
代
と
五
〇
歳
代
が
多
い
か
ら
、

年
齢
面
で
の
対
決
パ
タ
ー
ン
は
常
に
「
六
〇
歳
代
」
対
「
五
〇
歳
代
」
が
最
多
と
な
る
。
全
体
に

占
め
る
比
率
は
、
年
に
よ
っ
て
は
二
割
台
に
落
ち
る
こ
と
も
あ
る
が
、
三
割
を
超
え
る
年
が
多
く
、

他
の
パ
タ
ー
ン
を
大
き
く
上
回
る
（
二
〇
〇
〇
年
三
二
・
七
％
、
二
〇
〇
一
年
三
三
・
六
％
、
二
〇
〇
二
年

三
二
・
六
％
、
二
〇
〇
三
年
二
四
・
〇
％
、
二
〇
〇
四
年
二
八
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
三
三
・
五
％
、
二
〇
〇
六

年
三
四
・
四
％
、
二
〇
〇
七
年
二
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
八
年
三
四
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
三
三
・
七
％
）。
こ
れ

に
次
ぐ
の
は
「
六
〇
歳
代
」
同
士
で
、
徐
々
に
比
率
を
上
げ
て
来
て
い
る
（
同
一
〇
・
一
％
、

六
・
九
％
、
一
一
・
五
％
、
一
一
・
八
％
、
一
七
・
三
％
、
一
八
・
六
％
、
一
五
・
三
％
、
一
一
・
八
％
、
一
五
・
四
％
、

一
九
・
六
％
）。
他
方
「
六
〇
歳
代
」
同
士
と
拮
抗
し
て
い
た
「
五
〇
歳
代
」
同
士
は
減
少
が
止
ま

ら
ず
、
本
年
も
一
割
に
満
た
な
か
っ
た
（
同
一
二
・
一
％
、
一
四
・
九
％
、
一
六
・
四
％
、
一
七
・
四
％
、

表15　年代別対決のパターン

年　代
落選者

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 合　計

当
選
者

30歳代 1 4 7 12
40歳代 2 4 10 1 17
50歳代 4 4 16 24 5 53
60歳代 2 14 43 39 9 107
70歳代 4 5 1 10
合　計 0 6 21 71 85 16 0 199



四
六
〇

一
二
・
二
％
、
一
三
・
六
％
、
一
五
・
三
％
、
一
三
・
七
％
、
八
・
六
％
、
八
・
〇
％
）。
代
わ
っ
て
昨
年
大
き
く
増
え
た
「
六
〇
歳
代
」
対
「
四
〇
歳

代
」
が
本
年
も
一
割
を
超
え
た
（
同
五
・
九
％
、
八
・
二
％
、
六
・
九
％
、
六
・
八
％
、
六
・
五
％
、
七
・
七
％
、
六
・
七
％
、
五
・
四
％
、
一
二
・
二
％
、

一
二
・
一
％
）。
そ
の
他
の
「
七
〇
歳
代
」
対
「
六
〇
歳
代
」（
同
五
・
九
％
、
七
・
四
％
、
五
・
六
％
、
二
・
〇
％
、
八
・
六
％
、
六
・
八
％
、
四
・
三
％
、

四
・
九
％
、
七
・
〇
％
）、「
七
〇
歳
代
」
対
「
五
〇
歳
代
」（
同
一
一
・
九
％
、
五
・
七
％
、
八
・
三
％
、
七
・
二
％
、
八
・
六
％
、
六
・
八
％
、
六
・
一
％
、

五
・
四
％
、
四
・
五
％
）、「
五
〇
歳
代
」
対
「
四
〇
歳
代
」（
同
一
〇
・
九
％
、
七
・
四
％
、
八
・
三
％
、
六
・
八
％
、
六
・
五
％
、
六
・
三
％
、
六
・
一
％
、

七
・
八
％
、
九
・
四
％
、
四
・
〇
％
）
は
い
ず
れ
も
一
割
以
下
に
終
わ
っ
た
。

わ
が
国
の
選
挙
に
お
け
る
年
齢
対
決
の
特
徴
と
し
て
、
か
つ
て
は
年
齢
層
の
高
い
方
が
低
い
方
に
比
べ
て
優
位
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
た
。
こ
れ
が
二
〇
〇
六
年
こ
ろ
か
ら
目
立
っ
て
崩
れ
始
め
た
の
で
昨
年
、
多
少
誇
張
し
て
「
激
変
と
も
言
う
べ
き
変
化
が
起
こ
っ
て

い
る
」
と
指
摘
し
た
。
本
年
の
結
果
が
注
目
さ
れ
た
が
、
表
面
的
に
は
変
化
が
一
服
し
た
と
の
感
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
「
六
〇
歳
代
」
を
中
心
に
見
る
と
、「
五
〇
歳
代
」
に
対
し
て
は
「
五
〇
歳
代
」
に
対
し
て
ま
で
負
け
越
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
一
転
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
年
連
続
し
て
負
け
越
す
異
変
を
生
ん
で
い
た
が
、
本
年
は
以
前
の
か
た
ち
に
戻
っ
た
（
同
二
〇
勝
一
三

敗
、
二
五
勝
一
六
敗
、
二
四
勝
二
三
敗
、
三
六
勝
二
四
敗
、
二
〇
勝
一
九
敗
、
四
二
勝
三
二
敗
、
二
八
勝
二
八
敗
、
二
四
勝
二
九
敗
、
一
八
勝
二
六
敗
、

四
三
勝
二
四
敗
）。「
四
〇
歳
代
」
に
対
し
て
も
こ
の
と
こ
ろ
劣
勢
で
あ
っ
た
が
、
久
し
ぶ
り
に
勝
ち
越
し
た
（
同
四
勝
二
敗
、
六
勝
四
敗
、
三

勝
七
敗
、
一
一
勝
八
敗
、
六
勝
三
敗
、
一
二
勝
五
敗
、
四
勝
七
敗
、
七
勝
四
敗
、
七
勝
九
敗
、
一
四
勝
一
〇
敗
）。
し
か
し
「
三
〇
歳
代
」
に
対
し
て

は
本
年
も
負
け
越
し
た
（
二
〇
〇
八
年
〇
勝
三
敗
、
二
〇
〇
九
年
二
勝
七
敗
）。
そ
れ
で
は
「
五
〇
歳
代
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

下
位
の
年
齢
層
で
あ
る
「
三
〇
歳
代
」（
二
〇
〇
八
年
一
勝
一
敗
、
二
〇
〇
九
年
四
勝
四
敗
）
と
「
四
〇
歳
代
」（
同
八
勝
三
敗
、
四
勝
五
敗
、
八

勝
四
敗
、
一
一
勝
六
敗
、
三
勝
六
敗
、
七
勝
七
敗
、
八
勝
二
敗
、
八
勝
八
敗
、
六
勝
六
敗
、
四
勝
四
敗
）
と
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
五
分
で
あ
る
。



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
六
一

表
16
　
役
職
・
職
業
別
対
決
の
パ
タ
ー
ン

な し
市 長

市 長 （ 前 ・ 元 ）

旧 市 長

旧 市 長

（ 前 ・ 元 ）

旧 町 村 長

市 役 所 幹 部

旧 市 役 所 幹 部

旧 町 村 役 所 幹 部

都 道 府 県 庁 幹 部

市 議 会 議 員

県 議 会 議 員

国 会 議 員

市 民 ・

地 域 団 体 役 員

職 能 団 体 役 員

政 党 ・

政 治 団 体 役 員

企 業 経 営 者

学 校 ・

病 院 経 営 者

自 営 業

専 門 職

国 家 公 務 員

地 方 公 務 員

会 社 ・ 団 体 職 員

そ の 他
合　 計

市
長

61
2

8
4

31
5

1
3

12
1

8
4

3
2

1
1
14
7

市
長
（
前
・
元
）

1
1

1
1

4
旧
市
長

2
1

3
旧
市
長
（
前
・
元
）

0
旧
町
村
長

2
1

1
4

市
役
所
幹
部

1
2

2
5

2
1

2
1

1
17

旧
市
役
所
幹
部

0
旧
町
村
役
所
幹
部

0
都
道
府
県
庁
幹
部

1
1

2
市
議
会
議
員

14
4

1
3

2
1

1
2

1
29

旧
市
議

0
旧
町
村
議

0
県
議
会
議
員

1
10

2
2

2
2

1
1

2
1

1
25

国
会
議
員

1
1

2
市
民
・
地
域
団
体
役
員

1
1

職
能
団
体
役
員

1
1

2
政
党
・
政
治
団
体
役
員

1
2

3
企
業
経
営
者

1
1

2
教
育
・
医
療
・
福
祉
施
設
経
営
者

1
1

自
営
業

1
1

2
専
門
職

1
2

1
3

1
8

国
家
公
務
員

1
1

地
方
公
務
員

3
1

1
5

会
社
・
団
体
職
員

3
3

そ
の
他

1
1

2
合
計

65
42

1
2

0
11

16
0

0
2

47
18

1
3

4
5

18
2

9
5

3
6

2
1
26
3



四
六
二

（
ロ
）
役
職
・
職
業
別

ま
ず
役
職
・
職
業
ご
と
の
関
与
度
を
見
る
と
（
表
16
）、
例
年
最
も
高
い
の
は
「
市
長
」
で
あ
り
、
か
つ
て
は
七
、
八
割
台
を
占
め
る

ほ
ど
で
、
ひ
と
き
わ
群
を
抜
い
て
い
た
。
た
だ
二
〇
〇
四
年
以
降
、
し
ば
ら
く
六
割
台
が
続
い
た
が
、
昨
年
か
ら
七
割
台
に
復
帰
し
た

（
二
〇
〇
〇
年
七
三
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
六
五
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
七
六
・
四
％
、
二
〇
〇
三
年
七
二
・
〇
％
、
二
〇
〇
四
年
六
七
・
九
％
、
二
〇
〇
五
年

六
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
六
七
・
八
％
、
二
〇
〇
七
年
六
七
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
七
三
・
五
％
、
二
〇
〇
九
年
七
一
・
九
％
）。「
市
長
」
に
次
ぐ
の
は

「
市
議
会
議
員
」
や
「
県
議
会
議
員
」
な
ど
の
地
方
議
員
と
「
市
役
所
幹
部
」
で
あ
る
が
、
比
率
は
大
幅
に
低
く
な
り
、
順
位
も
年
に

よ
っ
て
変
動
す
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
は
、
本
年
も
全
体
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
た
「
市
議
会
議
員
」
が
こ
の
と
こ
ろ
二
位
に
定
着
し
た

（
同
三
一
・
七
％
、
三
〇
・
五
％
、
三
九
・
六
％
、
四
二
・
四
％
、
一
五
・
五
％
、
二
四
・
七
％
、
二
三
・
二
％
、
三
一
・
四
％
、
三
四
・
六
％
、
二
八
・
九
％
）。「
県

議
会
議
員
」
は
最
近
振
る
わ
ず
、
本
年
も
「
市
議
会
議
員
」
に
及
ば
な
か
っ
た
（
同
一
二
・
九
％
、
二
七
・
一
％
、
一
八
・
八
％
、
一
〇
・
八
％
、

一
三
・
〇
％
、
二
二
・
九
％
、
一
八
・
〇
％
、
一
九
・
一
％
、
一
四
・
二
％
、
一
六
・
三
％
）。「
市
役
所
幹
部
」
は
、
昨
年
久
し
振
り
に
超
え
た
一
割
を

本
年
も
守
っ
た
（
同
一
二
・
九
％
、
一
〇
・
二
％
、
一
三
・
二
％
、
一
二
・
八
％
、
九
・
八
％
、
九
・
四
％
、
九
・
五
％
、
九
・
八
％
、
一
三
・
〇
％
、
一
〇
・
五
％
）。

続
く
一
団
を
順
に
並
べ
る
と
、「
企
業
経
営
者
・
役
員
」（
同
一
八
・
八
％
、
一
〇
・
二
％
、
八
・
三
％
、
四
・
四
％
、
四
・
一
％
、
四
・
五
％
、
五
・
七
％
、

一
〇
・
三
％
、
六
・
八
％
、
七
・
六
％
）、「
専
門
職
」（
同
九
・
九
％
、
一
三
・
六
％
、
七
・
六
％
、
五
・
二
％
、
五
・
二
％
、
六
・
三
％
、
五
・
二
％
、
五
・
四
％
、

六
・
二
％
、
四
・
九
％
）、｢

市
民
運
動
・
地
域
団
体
役
員｣

と
「
職
能
団
体
役
員
」
を
合
計
し
た
「
団
体
役
員
」（
同
九
・
九
％
、
一
六
・
一
％
、

四
・
二
％
、
一
八
・
八
％
、
一
〇
・
九
％
、
五
・
四
％
、
四
・
七
％
、
七
・
六
％
、
三
・
八
％
）
な
ど
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
低
率
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中

に
「
地
方
公
務
員
」（
四
・
二
％
）
が
食
い
込
ん
で
き
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
二
割
以
上
を
占
め
一

躍
二
位
に
躍
り
出
た
「
旧
町
村
長
」
も
二
〇
〇
五
年
を
ピ
ー
ク
に
下
降
し
て
い
た
が
、
本
年
の
結
果
は
余
波
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
こ
と
を
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示
し
て
い
る
（
二
〇
〇
四
年
二
〇
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
三
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
二
二
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
七
・
八
％
、
二
〇
〇
八
年
三
・
一
％
、

二
〇
〇
九
年
五
・
七
％
）。

次
に
役
職
・
職
業
ご
と
の
当
選
率
を
取
る
と
、
や
は
り
「
市
長
」
の
高
さ
が
抜
き
ん
出
て
お
り
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
本
年
も
低
調

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
常
に
七
〜
八
割
台
を
維
持
し
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
八
四
・
七
％
、
二
〇
〇
一
年
八
四
・
八
％
、
二
〇
〇
二
年
七
九
・
六
％
、

二
〇
〇
三
年
八
二
・
二
％
、
二
〇
〇
四
年
七
七
・
九
％
、
二
〇
〇
五
年
七
五
・
二
％
、
二
〇
〇
六
年
七
六
・
二
％
、
二
〇
〇
七
年
八
一
・
九
％
、
二
〇
〇
八
年

七
一
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
七
七
・
八
％
）。
常
連
の
「
県
議
会
議
員
」
と
「
市
役
所
幹
部
」
は
、
共
に
五
割
を
超
え
、「
県
議
会
議
員
」
が
二

位
（
同
六
九
・
二
％
、
五
九
・
四
％
、
五
九
・
三
％
、
五
五
・
六
％
、
六
〇
・
〇
％
、
四
九
・
〇
％
、
五
七
・
九
％
、
六
四
・
一
％
、
五
二
・
二
％
、
五
八
・
一
％
）、

「
市
役
所
幹
部
」
が
三
位
（
同
六
九
・
二
％
、
六
六
・
七
％
、
五
二
・
六
％
、
五
九
・
四
％
、
八
四
・
二
％
、
五
七
・
一
％
、
五
〇
・
〇
％
、
四
〇
・
〇
％
、

五
七
・
一
％
、
五
一
・
五
％
）
と
な
っ
た
。「
市
議
会
議
員
」
の
当
選
率
は
二
割
台
半
ば
〜
後
半
が
常
態
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
三
年
間
は
三
割

台
を
維
持
し
て
い
る
（
同
二
五
・
〇
％
、
二
七
・
八
％
、
二
四
・
六
％
、
二
三
・
〇
％
、
三
〇
・
〇
％
、
二
九
・
一
％
、
二
八
・
六
％
、
二
六
・
六
％
、
三
〇
・
〇
％
、

三
二
・
一
％
、
三
八
・
二
％
）。
昨
年
、
異
例
に
も
六
割
を
超
え
る
比
率
（
六
一
・
五
％
）
で
二
位
と
な
っ
た
「
地
方
公
務
員
」
は
四
割
台

（
四
五
・
五
％
）
に
終
わ
っ
た
。「
企
業
経
営
者
・
役
員
」
は
こ
の
と
こ
ろ
四
割
台
を
維
持
し
て
い
た
が
本
年
は
惨
敗
で
あ
っ
た
（
同
三
一
・
六
％
、

四
一
・
七
％
、
二
五
・
〇
％
、
二
七
・
三
％
、
四
・
一
％
、
四
〇
・
〇
％
、
四
一
・
七
％
、
四
二
・
九
％
、
四
五
・
五
％
、
一
〇
・
〇
％
）。「
専
門
職
」
は
年
ご

と
の
変
動
が
大
き
い
が
、
本
年
は
過
去
最
高
の
昨
年
を
さ
ら
に
大
き
く
上
回
っ
た
（
同
二
〇
・
〇
％
、
一
二
・
五
％
、
三
六
・
四
％
、
三
〇
・
八
％
、

五
・
二
％
、
二
一
・
四
％
、
三
六
・
四
％
、
〇
％
、
五
〇
・
〇
％
、
六
一
・
五
％
）。「
団
体
役
員
」
は
昨
年
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
三
割
の
当
選
率
を
残

し
た
（
同
四
〇
・
〇
％
、
二
一
・
一
％
、
〇
％
、
二
一
・
三
％
、
九
・
五
％
、
八
・
三
％
、
一
〇
・
〇
％
、
二
〇
・
八
％
、
三
七
・
五
％
、
三
〇
・
〇
％
）。

表
16
に
見
る
よ
う
に
、
個
々
の
役
職
別
対
決
パ
タ
ー
ン
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
頻
度
が
比
較
的
高
い
の
は
「
市
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長
」
を
一
方
の
候
補
者
と
す
る
対
決
で
あ
る
。
本
年
は
六
一
の
「
市
長
対
相
手
な
し
（
無
投
票
）」（
二
〇
〇
三
年
一
一
・
六
％
、
二
〇
〇
四
年

一
八
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
二
一
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
一
六
・
一
％
、
二
〇
〇
七
年
一
四
・
七
％
、
二
〇
〇
八
年
一
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
二
三
・
二
％
）

が
四
五
の
「
市
長
対
市
議
会
議
員
」（
二
〇
〇
〇
年
二
三
・
八
％
、
二
〇
〇
一
年
一
四
・
五
％
、
二
〇
〇
二
年
二
七
・
一
％
、
二
〇
〇
三
年
二
三
・
二
％
、

二
〇
〇
四
年
一
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
五
年
一
四
・
三
％
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
七
年
一
三
・
二
％
、
二
〇
〇
八
年
一
八
・
五
％
、
二
〇
〇
九
年

一
七
・
一
％
）
を
押
さ
え
て
最
多
と
な
っ
た
。
そ
の
他
で
は
「
市
長
対
県
議
会
議
員
」（
同
九
・
七
％
、
七
・
三
％
、
一
一
・
二
％
、
五
・
二
％
、

五
・
九
％
、
二
・
五
％
、
五
・
七
％
）、「
市
長
対
企
業
経
営
者
・
役
員
」（
同
二
・
八
％
、
一
・
六
％
、
二
・
七
％
、
四
・
三
％
、
三
・
九
％
、
三
・
七
％
、

四
・
六
％
）、「
市
長
対
市
役
所
幹
部
」（
同
三
・
六
％
、
二
・
六
％
、
二
・
七
％
、
三
・
八
％
、
三
・
四
％
、
一
・
七
％
）、「
市
長
対
専
門
職
」（
同
二
・
四
％
、

二
・
一
％
、
三
・
六
％
、
五
・
二
％
、
三
・
九
％
、
二
・
五
％
、
一
・
七
％
）
等
が
継
続
的
に
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
比
率
は
高
く

な
い
。

次
に
選
挙
へ
の
関
与
度
が
最
も
高
い
「
市
長
」
を
中
心
に
対
戦
状
況
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
相
手
に
対
し
「
市
長
」
が
優
勢
で
あ
る

と
い
え
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
比
較
的
分
が
悪
い
の
は
「
県
議
会
議
員
」
と
「
市
役
所
幹
部
」
で
あ
る
。「
県
議
会
議
員
」
と
は
、

二
〇
〇
五
年
を
除
け
ば
、
毎
年
互
角
か
、
む
し
ろ
劣
勢
と
言
っ
て
よ
い
（
二
〇
〇
〇
年
二
勝
四
敗
、
二
〇
〇
一
年
六
勝
五
敗
、
二
〇
〇
二
年
六
勝

八
敗
、
二
〇
〇
三
年
四
勝
四
敗
、
二
〇
〇
四
年
五
勝
九
敗
、
二
〇
〇
五
年
一
七
勝
八
敗
、
二
〇
〇
六
年
六
勝
五
敗
、
二
〇
〇
七
年
五
勝
七
敗
、
二
〇
〇
八

年
三
勝
一
敗
、
二
〇
〇
九
年
五
勝
一
〇
敗
）。「
市
役
所
幹
部
」
と
は
意
外
に
対
戦
が
少
な
く
、
大
き
く
勝
ち
越
し
た
年
も
あ
る
が
、
形
勢
は

概
し
て
芳
し
く
な
い
（
同
〇
勝
一
敗
、
〇
勝
一
敗
、
二
勝
一
敗
、
六
勝
三
敗
、
二
勝
三
敗
、
三
勝
三
敗
、
七
勝
一
敗
、
四
勝
三
敗
、
三
勝
四
敗
、
四
勝

二
敗
）。

戦
い
の
多
い
「
市
議
会
議
員
」
に
対
し
て
は
、
本
年
こ
そ
若
干
下
回
っ
た
が
、
毎
年
七
〜
八
割
台
と
い
う
圧
倒
的
勝
率
を
誇
っ
て
き
て
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い
る
（
同
一
八
勝
六
敗
、
一
四
勝
三
敗
、
三
二
勝
七
敗
、
四
三
勝
一
六
敗
、
一
六
勝
五
敗
、
二
七
勝
五
敗
、
二
一
勝
四
敗
、
二
二
勝
五
敗
、
二
〇
勝
一
〇

敗
、
三
一
勝
一
四
敗
）。「
団
体
役
員
」
に
対
し
て
も
強
さ
は
抜
群
で
、
ほ
と
ん
ど
の
年
が
勝
率
八
割
を
超
え
る
（
同
四
勝
二
敗
、
九
勝
二
敗
、

四
勝
〇
敗
、
二
八
勝
三
敗
、
一
三
勝
一
敗
、
九
勝
〇
敗
、
六
勝
〇
敗
、
一
七
勝
一
敗
、
四
勝
二
敗
、
四
勝
一
敗
）。
ま
た
「
企
業
経
営
者
・
役
員
」
に

対
し
て
も
依
然
と
し
て
負
け
越
し
が
な
い
（
同
九
勝
一
敗
、
三
勝
〇
敗
、
五
勝
一
敗
、
六
勝
一
敗
、
三
勝
〇
敗
、
四
勝
二
敗
、
六
勝
三
敗
、
六
勝
二

敗
、
四
勝
二
敗
、
一
二
勝
〇
敗
）。「
専
門
職
」
と
も
ほ
ぼ
六
割
以
上
の
勝
率
を
続
け
て
い
る
（
同
四
勝
一
敗
、
九
勝
一
敗
、
七
勝
二
敗
、
四
勝
一
敗
、

三
勝
一
敗
、
八
勝
〇
敗
、
四
勝
三
敗
、
八
勝
〇
敗
、
四
勝
二
敗
、
四
勝
二
敗
）。
な
お
地
方
公
務
員
に
二
勝
三
敗
、
会
社
・
団
体
職
員
に
一
勝
三

敗
と
負
け
越
し
た
の
は
例
年
に
な
い
現
象
で
あ
っ
た
。

（
ハ
）
政
党
の
公
認
・
推
薦
・
支
持
別

候
補
者
と
政
党
と
の
関
わ
り
は
「
公
認
」・「
推
薦
」・「
支
持
」
な
ど
で
示
さ
れ
る
が
（
以
下
、
表
17
参
照
）、
わ
が
国
の
地
方
選
挙
に
お

い
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
末
以
降
政
党
か
ら
公
認
を
受
け
る
候
補
者
の
減
少
が
著
し
く
、
も
は
や
公
認
と
い
う
言
葉
は
死
語
に
な
り
つ
つ

あ
る
（
一
九
九
五
年
六
・
六
％
、
九
六
年
七
・
二
％
、
九
七
年
九
・
二
％
、
九
八
年
七
・
三
％
、
九
九
年
三
・
七
％
、
二
〇
〇
〇
年
四
・
六
％
、
二
〇
〇
一
年

一
・
八
％
、
二
〇
〇
二
年
二
・
三
％
、
二
〇
〇
三
年
二
・
三
％
、
二
〇
〇
四
年
二
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
四
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
〇
・
八
％
、
二
〇
〇
七
年

一
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
一
・
三
％
、
二
〇
〇
九
年
一
・
七
％
）。
加
え
て
候
補
者
の
公
認
を
行
う
政
党
は
と
う
と
う
は
共
産
党
の
一
〇
人
だ
け
と

い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
・
区
長
選
挙
候
補
者
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
無
所
属
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
無
所
属
候
補
者
は
政
党
か
ら
推
薦
も
し
く
は
支
持
を
受
け
た
候
補
者
と
推
薦
・
支
持
の
い
ず
れ
を
も
受
け
な
い
無
党
派
の
候
補

者
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
両
者
の
比
率
は
一
九
九
〇
年
代
に
は
概
ね
前
者
六
対
後
者
四
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
近
年
の
無
党
派
層
の
増
大

に
伴
い
、
候
補
者
の
脱
政
党
化
も
徐
々
に
進
行
し
た
。
無
党
派
候
補
者
の
台
頭
が
は
っ
き
り
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
八
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表17　政党の公認・推薦・支持のパターン

公認・推薦・支持 政党数 当選 落選 合　計
なし 0 179 241 420
自民党 1 5 2 7
民主党 7 18 25
公明党 9 4 13

共産党（公認） 10 10
共産党（推薦） 21 21
社民党 1 1
国民新党 1 1

たちあがれ日本 1 1
対話の会 1 1
諸派 2 2
自・民 2 3 1 4
自・公 22 12 34
自・社 0 0 0
民・公 1 1
民・社 2 4 6
民・国 1 2 3
民・日 1 1
国・日 1 1
み・ネ 1 1
自・民・公 3 20 0 20
自・公・社 1 1
自・公・国 2 2
民・共・社 1 1
民・社・国 2 1 3
民・社・ネ 1 1
民・社・大地 1 1
民・新社・ネ 1 1
共・社・社大 1 1
自・民・公・社 4 2 2
自・民・公・国 1 1
民・共・社・ネ 3 3
自・民・公・社・国 5 1 1

合　計 264 591

（注）自＝自民党、民＝民主党、公＝公明党、共＝共産党、社＝社民党、
国＝国民新党、み＝みんなの党、日＝たちあがれ日本、
大地＝新党大地、新社＝新社会党、社大＝社会大衆党、
ネ＝ネットワーク
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年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
を
境
に
無
党
派
候
補
者
が
確
実
に
四
割
台
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
〇
一
年
に
は
五
割
を
超
え
、
初
め
て
推

薦
・
支
持
候
補
者
を
上
回
る
に
至
っ
た
（
一
九
九
一
年
三
八
・
二
％
、
九
二
年
四
一
・
八
％
、
九
三
年
二
八
・
九
％
、
九
四
年
三
七
・
二
％
、
九
五
年

四
四
・
八
％
、
九
六
年
四
五
・
〇
％
、
九
七
年
三
六
・
七
％
、
九
八
年
四
六
・
六
％
、
九
九
年
四
四
・
九
％
、
二
〇
〇
〇
年
四
七
・
五
％
、
二
〇
〇
一
年

五
三
・
八
％
）。
無
党
派
候
補
者
の
増
加
は
そ
の
後
も
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
本
年
は
遂
に
七
割
を
超
え
た
（
二
〇
〇
二
年
五
六
・
五
％
、

二
〇
〇
三
年
六
五
・
六
％
、
二
〇
〇
四
年
六
六
・
四
％
、
二
〇
〇
五
年
六
六
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年
六
七
・
六
％
、
二
〇
〇
七
年
六
六
・
五
％
、
二
〇
〇
八
年

六
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
七
一
・
一
％
）。

次
に
候
補
者
に
対
す
る
政
党
別
の
公
認
、
推
薦
・
支
持
状
況
に
つ
い
て
は
、
本
年
は
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
公
認
・
推
薦
・
支
持

を
最
も
多
く
行
っ
て
来
た
の
は
自
民
党
で
あ
る
。
そ
の
自
民
党
に
し
て
公
認
・
推
薦
・
支
持
提
供
率
は
つ
る
べ
落
と
し
で
、
二
〇
〇
二
年

に
五
割
台
前
半
に
下
落
し
、
さ
ら
に
二
〇
〇
三
年
以
降
は
昨
年
を
除
き
四
割
台
に
止
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
高
い
年
に
は
九
割
近
く
、

低
く
て
も
六
割
台
の
公
認
、
推
薦
・
支
持
を
与
え
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
様
変
わ
り
と
言
っ
て
も
よ
い
（
一
九
九
一
年
七
三
・
四
％
、
九
二

年
六
五
・
二
％
、
九
三
年
八
九
・
六
％
、
九
四
年
六
六
・
三
％
、
九
五
年
六
五
・
三
％
、
九
六
年
六
一
・
九
％
、
九
七
年
六
九
・
一
％
、
九
八
年
六
〇
・
三
％
、
九
九

年
六
六
・
八
％
、
二
〇
〇
〇
年
五
八
・
九
％
、
二
〇
〇
一
年
六
〇
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
五
一
・
六
％
、
二
〇
〇
三
年
四
八
・
二
％
、
二
〇
〇
四
年
四
二
・
五
％
、

二
〇
〇
五
年
四
二
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
四
九
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
四
五
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
六
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
四
二
・
一
％
）。
原
因
が
候

補
者
の
政
党
忌
避
と
無
党
派
化
に
加
え
て
、
自
民
党
自
体
の
不
人
気
、
地
方
に
お
け
る
同
党
の
影
響
力
の
低
下
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
民
主
党
は
、
地
方
へ
の
浸
透
が
進
ま
ず
、
そ
の
た
め
推
薦
・
公
認
の
提
供
率
は
結
党
当
時
を
も
下
回
り
続
け
、

二
〇
〇
四
年
以
降
は
二
割
台
に
低
迷
し
て
い
た
。
し
か
し
政
権
政
党
と
な
っ
た
本
年
は
一
挙
に
四
割
台
を
回
復
し
、
自
民
党
を
も
抜
い
た
。

そ
の
民
主
党
を
さ
ら
に
上
回
っ
た
の
が
公
明
党
で
あ
る
（
一
九
九
七
年
三
六
・
九
％
、
九
八
年
三
九
・
一
％
、
九
九
年
四
三
・
四
％
、
二
〇
〇
〇
年



四
六
八

四
一
・
八
％
、
二
〇
〇
一
年
三
九
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
三
六
・
六
％
、
二
〇
〇
三
年
三
〇
・
三
％
、
二
〇
〇
四
年
二
九
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
二
八
・
八
％
、

二
〇
〇
六
年
二
六
・
一
％
、
二
〇
〇
七
年
二
二
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
二
四
・
一
％
、
二
〇
〇
九
年
四
三
・
三
％
）。
公
明
党
の
市
・
区
長
選
挙
へ
の
関
わ

り
は
一
貫
し
て
強
く
、
自
民
党
に
次
ぐ
数
の
候
補
者
の
推
薦
・
支
持
を
行
っ
て
来
た
。
本
年
は
い
っ
そ
う
関
与
を
強
め
一
位
と
な
っ
た

（
一
九
九
六
年
五
二
・
四
％
、
九
七
年
五
三
・
七
％
、
九
八
年
四
八
・
〇
％
、
九
九
年
四
三
・
四
％
、
二
〇
〇
〇
年
五
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
四
八
・
〇
％
、

二
〇
〇
二
年
四
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
三
年
三
九
・
〇
％
、
二
〇
〇
四
年
三
八
・
三
％
、
二
〇
〇
五
年
三
八
・
三
％
、
二
〇
〇
六
年
三
八
・
四
％
、
二
〇
〇
七
年

三
七
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
三
七
・
三
％
、
二
〇
〇
九
年
四
三
・
九
％
）。
共
産
党
の
公
認
・
推
薦
・
支
持
提
供
率
は
五
割
台
後
半
ま
で
伸
ば
し
た

一
九
九
七
年
を
頂
点
と
し
て
長
期
的
に
低
落
傾
向
に
あ
る
。
と
り
わ
け
相
乗
り
数
を
減
ら
し
始
め
た
一
九
九
九
年
か
ら
顕
著
で
、
こ
の
年

四
〇
％
を
、
二
〇
〇
三
年
に
は
三
〇
％
を
、
さ
ら
に
二
〇
〇
四
年
に
は
二
〇
％
を
も
割
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、
昨
年
に
続
き
本
年
も

辛
う
じ
て
二
割
台
を
維
持
し
た
（
同
四
三
・
五
％
、
五
七
・
七
％
、
四
一
・
三
％
、
三
九
・
八
％
、
三
八
・
三
％
、
四
〇
・
七
％
、
三
二
・
三
％
、
二
二
・
七
％
、

一
九
・
七
％
、
一
七
・
三
％
、
一
七
・
五
％
、
一
八
・
六
％
、
二
一
・
〇
％
、
二
一
・
一
％
）。
社
会
民
主
党
は
党
勢
の
衰
退
が
顕
著
で
、
二
〇
〇
三
年
以

降
は
一
割
台
前
半
で
推
移
し
て
い
る
（
同
五
一
・
〇
％
、
三
八
・
三
％
、
三
八
・
五
％
、
三
三
・
六
％
、
三
一
・
九
％
、
二
三
・
三
％
、
二
七
・
四
％
、

一
六
・
三
％
、
一
五
・
〇
％
、
一
一
・
二
％
、
一
三
・
三
％
、
九
・
三
％
、
一
三
・
〇
％
、
一
一
・
七
％
）。

次
に
公
認
及
び
無
所
属
で
「
推
薦
・
支
持
」
を
得
た
一
七
一
人
に
つ
い
て
、「
公
認
・
推
薦
・
支
持
」
政
党
数
に
つ
い
て
考
察
し
て
行

く
。
そ
の
際
一
党
か
ら
公
認
な
い
し
推
薦
を
受
け
た
場
合
を
「
一
党
型
」、
二
党
か
ら
の
場
合
を
「
二
党
型
」・
・
・
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

本
年
は
「
一
党
型
」
〜
「
五
党
型
」
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
類
型
中
最
も
多
い
の
は
「
一
党
型
」
で
、
二
〇
〇
三
年
以
降
急
増
し
、
本
年

は
五
割
台
を
占
め
た
（
二
〇
〇
〇
年
二
七
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
二
三
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
一
九
・
六
％
、
二
〇
〇
三
年
四
四
・
〇
％
、
二
〇
〇
四
年

三
三
・
八
％
、
二
〇
〇
五
年
五
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
四
九
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
四
七
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
四
四
・
六
％
、
二
〇
〇
九
年
五
四
・
三
％
）。



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
六
九

「
一
党
型
」
に
お
け
る
最
多
は
共
産
党
で
、
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
年
は
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
六
年
同
様
三
割
台
に
止

ま
っ
た
（
同
六
八
・
六
％
、
年
六
四
・
八
％
、
五
六
・
五
％
、
五
〇
・
〇
％
、
七
三
・
九
％
、
三
八
・
三
％
、
三
九
・
四
％
、
五
二
・
六
％
、
五
六
・
九
％
、

三
七
・
八
％
）。
例
年
で
あ
れ
ば
自
民
党
が
こ
れ
に
続
く
が
本
年
は
ま
っ
た
く
の
低
調
に
終
っ
た
（
同
一
五
・
七
％
、
一
一
・
四
％
、
二
〇
・
〇
％
、

二
五
・
九
％
、
一
九
・
六
％
、
二
七
・
〇
％
、
三
五
・
二
％
、
二
六
・
九
％
、
一
九
・
〇
％
）。
代
っ
て
民
主
党
が
三
割
超
（
三
〇
・
五
％
）
と
勢
い
を
示
し

た
。「

二
党
型
」
以
上
は
い
わ
ゆ
る
「
相
乗
り
」
で
あ
る
。「
相
乗
り
」
の
比
率
は
、
新
党
が
誕
生
し
、
政
界
再
編
の
始
ま
っ
た
一
九
九
三
年

か
ら
九
四
年
に
高
ま
り
を
見
せ
た
が
、
九
九
年
以
降
減
り
始
め
、
最
近
は
二
割
以
下
が
常
態
と
な
っ
て
い
た
。
本
年
は
久
し
振
り
に
三
割

近
く
に
ま
で
戻
し
た
（
同
二
九
・
五
％
、
二
二
・
七
％
、
二
三
・
五
％
、
一
八
・
七
％
、
二
二
・
二
％
、
一
八
・
五
％
、
一
八
・
八
％
、
一
七
・
六
％
、

一
九
・
四
％
、
二
九
・
八
％
）。

「
二
党
型
」
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
は
「
自
民
・
公
明
」
と
「
自
民
・
社
会
（
民
）」
が
主
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
七
年
を

境
に
「
自
民
・
社
民
」
が
数
を
減
ら
し
、
二
〇
〇
一
年
は
遂
に
ゼ
ロ
に
落
ち
込
み
（
九
五
年
二
〇
・
〇
％
、
九
六
年
二
〇
・
七
％
、
九
七
年

一
五
・
二
％
、
九
八
年
八
・
三
％
、
九
九
年
一
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
〇
年
一
八
・
二
％
、
二
〇
〇
一
年
〇
％
）、
現
在
は
皆
無
に
等
し
い
パ
タ
ー
ン
と

成
っ
た
。
一
方
の
「
自
民
・
公
明
」
は
両
党
が
国
政
レ
ベ
ル
で
の
提
携
が
強
化
し
て
行
く
な
か
で
、
二
〇
〇
一
年
以
降
の
増
加
ぶ
り
は
顕

著
で
あ
る
（
同
二
五
・
〇
％
、
一
三
・
八
％
、
一
二
・
一
％
、
四
七
・
二
％
、
二
〇
・
八
％
、
四
五
・
五
％
、
六
六
・
七
％
、
五
二
・
八
％
、
六
三
・
六
％
、

六
六
・
七
％
、
八
二
・
四
％
、
八
〇
・
四
％
、
八
六
・
五
％
、
七
五
・
〇
％
、
六
六
・
七
％
）。
さ
ら
に
「
二
党
型
」
以
外
の
類
型
に
お
い
て
も
自
民
党
と

公
明
党
は
二
七
の
選
挙
に
お
い
て
共
同
で
同
一
の
相
乗
り
を
形
成
し
た
か
ら
、
相
乗
り
数
は
合
計
六
一
に
及
ん
だ
。
か
く
し
て
本
年
の
相

乗
り
全
体
の
三
分
の
二
以
上
（
六
八
・
五
％
）
が
自
民
党
と
公
明
党
が
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
相
乗
り
の
中
核
は
本
年
も
「
自
・



四
七
〇

公
」
で
あ
り
続
け
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
自
民
党
と
公
明
党
の
強
い
結
び
つ
き
は
昨
日
今
日
始
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、
は

る
か
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
過
去
の
経
緯
を
見
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
民
党
と
公
明
党
が
共
通
の
候
補
者
で
戦
う
選
挙
の

比
率
は
一
九
九
〇
年
代
で
四
割
台
、
二
〇
〇
〇
年
台
で
約
三
分
の
一
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
九
五
年
四
四
・
〇
％
、
九
六
年
の
四
四
・
二
％
、

九
七
年
四
四
・
三
％
、
九
八
年
四
六
・
九
％
、
九
九
年
四
二
・
六
％
、
二
〇
〇
〇
年
四
三
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
四
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
三
五
・
五
％
、

二
〇
〇
三
年
三
二
・
七
％
、
二
〇
〇
四
年
三
五
・
二
％
、
二
〇
〇
五
年
三
四
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
三
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
七
年
三
四
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年

四
四
・
六
％
）。
た
だ
し
本
年
二
三
・
一
％
ま
で
比
率
を
下
げ
た
こ
と
は
今
後
の
注
目
点
で
あ
る
。

次
に
各
タ
イ
プ
の
当
選
率
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
当
選
率
に
関
し
て
は
「
一
党
型
」
よ
り
相
乗
り
の
方
が
高
く
、

ま
た
相
乗
り
数
が
多
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
上
昇
す
る
と
い
う
明
ら
か
な
傾
向
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
一
党
型
」
の
場
合
は
、
三
割
台
に

な
る
年
も
あ
る
が
、
概
ね
二
割
台
で
推
移
し
て
来
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
二
一
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
一
五
・
九
％
、
二
〇
〇
二
年
二
五
・
六
％
、

二
〇
〇
三
年
二
九
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
二
一
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
三
三
・
七
％
、
二
〇
〇
六
年
三
六
・
六
％
、
二
〇
〇
七
年
二
〇
・
五
％
、
二
〇
〇
八
年

二
二
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
二
五
・
六
％
）。「
二
党
型
」
に
な
る
と
当
選
率
は
一
挙
に
上
が
り
、
低
く
て
五
割
台
、
高
け
れ
ば
七
割
台
、
八
割

台
に
な
る
（
同
六
九
・
七
％
、
七
〇
・
八
％
、
五
三
・
三
％
、
八
四
・
一
％
、
六
四
・
四
％
、
八
〇
・
九
％
、
七
一
・
二
％
、
八
〇
・
八
％
、
六
七
・
五
％
、

五
四
・
九
％
）。「
三
党
型
」
で
は
当
選
率
は
さ
ら
に
高
ま
り
、
比
率
は
ほ
と
ん
ど
八
割
以
上
と
な
る
（
同
八
六
・
七
％
、
八
八
・
五
％
、
八
五
・
七
％
、

八
一
・
一
％
、
七
五
・
七
％
、
一
〇
〇
％
、
八
七
・
五
％
、
八
八
・
五
％
、
九
三
・
五
％
）。「
四
党
型
」
に
な
る
と
一
〇
〇
％
も
珍
し
く
な
く
な
る
（
同

九
七
・
八
％
、
九
七
・
六
％
、
七
六
・
〇
％
、
九
四
・
九
％
、
一
〇
〇
％
、
八
九
・
三
％
、
九
六
・
四
％
、
九
二
・
七
％
、
八
三
・
三
％
、
八
三
・
三
％
、
八
一
・
八
％
、

九
四
・
四
％
、
一
〇
〇
％
、
一
〇
〇
％
、
七
六
・
九
％
、
一
〇
〇
％
、
九
〇
・
九
％
、
一
〇
〇
％
）。「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」
は
本
年
の
よ
う
に

稀
に
四
割
台
を
記
録
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
通
常
は
三
割
台
で
あ
る
（
同
三
六
・
六
％
、
三
一
・
二
％
、
三
五
・
〇
％
、
三
三
・
九
％
、
四
三
・
九
％
、
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表
18
　
政
党
の
公
認
・
推
薦
・
支
持
別
対
決
パ
タ
ー
ン

対 戦 な し

落
　
　
　
　
　
　
　
　
選

合　 計
推
薦
・
支
持

な し
自 民

民 主
公 明

共 産
（ 公 認 ・ 推 薦 ）

社
た ち あ が れ 日 本

対 話 の 会

諸 派
自 ・ 民

自 ・ 公

自 ・ 社

民 ・ 公

民 ・ 社

民 ・ 国

民 ・ 日

国 ・ 日

民 ・ 社 ・ 国

当　 　 　 　 　 　 　 　 選

な
し

50
94

11
4

4
1

1
1

7
1

2
1

1
1

17
9

自
民
党

2
1

1
1

5
民
主
党

6
1

7
公
明
党

4
4

1
9

社
民
党

0
自
・
民

3
3

自
・
公

5
8

4
2

1
1

21
自
・
社

0
民
・
公

0
民
・
社

1
1

民
・
国

1
1

公
・
社

0
自
・
民
・
公

5
10

3
1

1
20

自
・
公
・
社

1
1

自
・
公
・
国

1
1

2
民
・
共
・
社

1
1

民
・
社
・
国

1
1

2
民
・
社
・
ネ

1
1

民
・
社
・
対
話

1
1

民
・
社
・
大
地

1
1

民
・
新
社
・
ネ

1
1

自
・
民
・
公
・
社

1
1

自
・
民
・
公
・
国

1
1

民
・
共
・
社
・
ネ

1
2

3
自
・
民
・
公
・
社
・
国

1
1

合
　
　
　
計

65
13
5

2
17

4
12

1
1

1
2

1
12

0
1

4
1

1
1

1
26
2

（
注
）
政
党
名
の
表
記
は
表
17
と
同
じ
。
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三
五
・
二
％
、
三
三
・
四
％
、
三
五
・
一
％
、
三
九
・
四
％
、
四
二
・
六
％
）。

市
区
長
選
挙
に
お
け
る
対
決
は
政
党
と
の
い
か
な
る
関
わ
り
（
公
認
・
推
薦
・
支
持
）
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
表
18
は
こ
れ
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
見
し
て
対
決
が
多
様
に
分
散
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
特
定
の
パ
タ
ー
ン
を
論
う
こ
と
が
難

し
い
が
、
以
下
表
18
に
従
っ
て
特
徴
を
見
て
行
こ
う
。
ま
ず
対
決
の
パ
タ
ー
ン
は
全
部
で
四
四
を
数
え
た
が
、
無
党
派
同
士
の
対
決
の
急

増
、
相
乗
り
の
減
少
な
ど
か
ら
パ
タ
ー
ン
数
は
例
年
を
は
る
か
に
下
回
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
本
年
も
最
多
は
九
四
の
「
公
認
・
推

薦
・
支
持
な
し
」（
無
党
派
）
同
士
の
対
決
で
、
全
選
挙
の
四
割
近
く
を
占
め
、
三
年
連
続
で
過
去
最
高
と
な
っ
た
（
一
九
九
五
年
一
九
・
七
％
、

九
六
年
一
五
・
六
％
、
九
七
年
一
四
・
〇
％
、
九
八
年
一
七
・
三
％
、
九
九
年
一
三
・
九
％
、
二
〇
〇
〇
年
一
八
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
二
一
・
四
％
、
二
〇
〇
二

年
二
二
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
三
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
四
年
三
三
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
二
七
・
七
％
、
二
〇
〇
六
年
三
二
・
七
％
、
二
〇
〇
七
年
三
六
・
〇
％
、

二
〇
〇
八
年
三
七
・
七
％
、
二
〇
〇
九
年
三
五
・
九
％
）。
次
い
で
多
か
っ
た
の
は
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」
候
補
者
の
無
投
票
当
選
の
選
挙

で
、
五
〇
例
（
一
九
・
一
％
）
あ
っ
た
。
例
年
で
あ
れ
ば
「
自
民
・
公
明
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」（
一
五
）
が
こ
れ
ら
に
続
く
が
、

本
年
の
特
徴
は
「
民
主
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」「
自
民
・
公
明
」
候
補
者
だ
け
の
無
投
票
（
一
七
）
が
こ
れ
を
上
回
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
他
は
数
が
ず
っ
と
少
な
く
な
る
が
、
主
だ
っ
た
も
の
を
列
挙
す
る
と
、「
自
民
・
民
主
・
公
明
」
対
「
公
認
・
推
薦
・

支
持
な
し
」（
一
〇
）、「
公
明
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」（
八
）、「
自
民
・
公
明
」
対
「
民
主
」（
五
）、「
自
民
・
民
主
・
公
明
」

候
補
者
だ
け
の
無
投
票
（
五
）、「
自
民
・
公
明
」
候
補
者
だ
け
の
無
投
票
（
五
）、「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」
対
「
共
産
」（
四
）、「
公

明
」
候
補
者
だ
け
の
無
投
票
（
四
）、「
自
民
・
民
主
・
公
明
」
対
「
共
産
」（
三
）
な
ど
で
あ
る
。「
自
民
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」

各
六
、「
自
民
・
民
主
・
公
明
」
対
「
共
産
」、「
自
民
・
民
主
・
公
明
・
社
民
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」
各
五
、「
自
民
・
公

明
」
対
「
民
主
・
社
民
」
各
四
、「
自
民
」
候
補
者
だ
け
の
無
投
票
、「
民
主
・
社
民
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」、「
自
民
・
公
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明
」
対
「
共
産
」、「
自
民
・
民
主
・
公
明
・
社
民
」
対
「
共
産
」
各
三
の
順
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
半
が
一

方
の
相
手
を
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」（
無
党
派
）
と
す
る
か
、
相
手
な
し
の
戦
い
（
無
投
票
）
で
あ
る
。
政
党
同
士
が
ぶ
つ
か
り
合

う
選
挙
は
対
決
数
三
以
上
で
は
「
自
民
・
民
主
・
公
明
」
対
「
共
産
」、「
自
民
・
公
明
」
対
「
民
主
」、「
自
民
・
公
明
」
対
「
民
主
・
社

民
」、「
自
民
・
公
明
」
対
「
共
産
」、「
自
民
・
民
主
・
公
明
・
社
民
」
対
「
共
産
」
な
ど
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
ま
た
国
政
レ
ベ
ル
に

お
け
る
主
要
政
党
で
あ
る
民
主
党
と
自
民
党
の
関
係
を
見
る
と
、「
対
決
」（
八
）
よ
り
「
相
乗
り
」（
二
七
）
の
方
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に

わ
が
国
の
市
・
区
長
選
挙
は
政
党
同
士
が
真
正
面
か
ら
競
い
合
う
構
造
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
多
く
の
地
方
に
は
和
を

重
視
す
る
こ
と
か
ら
党
派
的
対
立
を
嫌
い
、
無
投
票
、
無
風
選
挙
を
志
向
す
る
風
土
が
残
存
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
ち
ろ

ん
地
方
の
問
題
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
独
自
の
対
処
法
が
あ
っ
て
よ
い
。
と
は
い
え
社
会
が
複
雑
に
な
る
の
に
伴
い
中
央
と
地
方
も
緊
密

の
度
を
増
し
、
と
り
わ
け
相
互
関
係
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
全
国
的
視
野
を
持
っ
た
政
党
が

各
々
独
自
の
政
策
を
掲
げ
て
地
方
で
の
選
挙
を
戦
う
こ
と
は
、
政
党
に
と
っ
て
は
地
方
の
実
情
を
理
解
す
る
、
ま
た
有
権
者
に
と
っ
て
は

自
治
意
識
を
涵
養
す
る
絶
好
の
機
会
と
な
る
。
有
効
に
活
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

総
務
省
「
住
民
基
本
台
帳
人
口
要
覧
」
に
よ
る
、
二
〇
〇
八
年
三
月
末
日
現
在
の
各
市
・
区
の
人
口
（『
都
市
デ
ー
タ
パ
ッ
ク
二
〇
〇
九
年
版
』

東
洋
経
済
新
報
社　

二
〇
〇
九
年
五
月
を
参
照
）
を
本
文
中
の
区
分
に
従
っ
て
分
類
し
た
。

（
2
） 

岐
阜
市
、
横
浜
市
（
神
奈
川
）、
倉
吉
市
（
鳥
取
）、
奄
美
市
（
鹿
児
島
）、
い
ず
れ
も
市
長
の
判
断
に
よ
る
任
期
満
了
前
の
自
発
的
辞
職
で

あ
っ
た
。

・
岐
阜
市
＝
市
立
の
岐
阜
商
業
高
校
を
京
都
市
に
本
部
が
あ
る
学
校
法
人
「
立
命
館
」
に
移
管
す
る
こ
と
の
是
非
を
問
う
た
め
辞
職
。

・
横
浜
市
＝
辞
職
の
理
由
は
不
明
。
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・
倉
吉
市
＝
新
斎
場
建
設
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
市
長
が
「
市
民
に
信
を
問
う
」
と
し
て
、
任
期
途
中
に
突
然
辞
職
。

・
奄
美
市
＝ 

「（
自
ら
は
出
馬
し
な
い
が
、
前
倒
し
で
）
選
挙
を
し
た
方
が
人
事
や
予
算
編
成
の
面
で
も
次
期
市
政
に
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
」

と
の
市
長
の
判
断
に
よ
り
、
任
期
満
了
を
待
た
ず
に
辞
職
。

（
3
） 
辞
職
理
由
は
次
の
通
り
。

・
宮
古
島
（
沖
縄
）
＝ 

市
発
注
の
公
共
工
事
を
め
ぐ
り
、
補
助
金
の
不
正
受
給
や
市
幹
部
に
よ
る
競
売
入
札
妨
害
容
疑
事
件
が
相
次
い
で
発
覚
。

市
長
が
引
責
辞
職
。

・
宝
塚
（
兵
庫
）
＝
市
長
が
受
託
収
賄
な
ど
の
罪
で
起
訴
さ
れ
辞
職
。

・
千
葉
＝
汚
職
事
件
に
絡
み
前
市
長
が
辞
職
。

・
え
び
の
（
宮
崎
）
＝
市
の
発
注
工
事
に
絡
ん
だ
競
売
入
札
妨
害
事
件
で
前
市
長
が
有
罪
判
決
を
受
け
辞
職
。

（
4
） 

学
歴
に
つ
い
て
の
分
類
に
関
し
て
は
、
富
永
健
一
編
『
日
本
の
階
級
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）、
中
九
郎
編
『
国
会
議
員
の

構
成
と
変
化
』（
政
治
広
報
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
〇
年
）、
麻
生
誠
『
日
本
の
学
歴
エ
リ
ー
ト
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
）、
天
野
郁
夫
『
学

歴
の
社
会
史

│
教
育
と
日
本
の
近
代
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
）
を
参
考
に
、
次
の
よ
う
に
区
分
し
た
。

大
学
＝
旧
制
大
学
、
旧
制
高
校
、
高
専
、
新
制
大
学
及
び
大
学
院
、
新
制
短
大
。

高
校
＝
旧
制
中
学
、
農
、
商
、
工
学
校
、
実
業
学
校
、
青
年
学
校
、
新
制
高
校
、
商
業
、
工
業
学
校
。

中
学
＝
旧
制
高
等
小
学
校
、
新
制
中
学
。

そ
の
他
＝
陸
士
、
海
兵
等
の
軍
関
係
の
学
校
、
教
習
所
、
訓
練
校
等
。
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第
一
節　

序　

論

わ
れ
わ
れ
は
、
今
ま
で
の
日
本
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
に
お
け
る
経
済
的
な
農

地
法
原
理
を
含
む
政
治
権
力
論
や
統
治
機
構
論
な
ど
に
つ
い
て
、
か
な
り
な
研
究
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
（
1
）

。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
れ
ら
が
、
必
ず
し
も
ハ
リ
ン
ト
ン
が
意
図
す
る
政
治
制
度
論
を
十
分
に
整
理
さ
れ
た
と
み
な
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
的
に
見
直
し
、
か
つ
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
論
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
（
2
）

。
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン

ト
ン
に
よ
っ
て
君
主
な
き
共
和
制
期
に
お
い
て
、
自
ら
提
起
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
共
和
制
憲
法
モ
デ
ル
な
い
し
青
写
真
の
正
確
な
制
度

論
的
整
理
が
必
要
で
あ
る
と
仮
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
れ
が
経
済
的
に
優
勢
な
市
民
階
級
に
よ
る
政
冶

参
加
に
基
づ
く
政
治
制
度
を
樹
立
し
、
そ
の
体
制
を
妨
害
す
る
少
数
者
に
よ
る
権
力
の
濫
用
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
そ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
イ
ギ
リ
ス
の
「
古
来
の
立
憲
制
」
批
判
、
並
び
に
「
近
代
の
絶
対
君
主
制
」
批
判
に
よ

る
彼
の
歴
史
観
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
3
）

。

従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
そ
の
有
徳
的
に
し
て
兵
士
的
能
力
を
有
し
、
か
つ
例
え
ば
、
小
規
模
な
自
由
土
地
保
有
権
を

も
つ
よ
う
な
、
よ
り
数
的
に
多
い
市
民
達
か
ら
な
る
「
代
議
議
院
」、
及
び
有
能
な
「
上
院
」
原
理
を
措
定
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
。
換

言
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
市
民
達
が
最
終
的
決
定
権
を
も
つ
「
代
表
議
院
」
機
関
と
と
も
に
、
専
断
的
権
力
を

抑
制
す
る
た
め
、
自
然
的
貴
族
制
の
長
所
を
も
つ
審
議
的
に
し
て
提
案
的
役
割
を
担
う
よ
り
豊
か
な
土
地
所
有
者
達
か
ら
成
る
小
規
模
の

「
上
級
的
議
院
」
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
主
権
的
「
両
院
制
」
制
度
を
設
定
す
る
と
み
な
す
（
4
）

。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
所
謂
「
二

権
力
の
分
立
」
と
い
っ
た
両
院
制
に
お
け
る
機
能
的
分
離
か
ら
な
る
基
本
的
制
度
原
理
も
構
成
す
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
イ
ギ
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リ
ス
議
会
主
権
原
理
に
対
応
す
る
も
の
と
な
る
（
5
）

。
た
だ
し
、
彼
の
制
度
原
理
は
、
君
主
な
き
「
議
会
の
主
権
」
論
と
な
る
。
従
っ
て
こ
れ

は
、
新
し
い
立
憲
制
構
想
と
言
え
る
。

そ
れ
は
、
周
知
の
如
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
ロ
ー
マ
を
は
じ
め
と
し
た
古
代
の
混
合
政
体
的
共
和
制
思
想
か
ら
引
き
出
す
「
古
代
の

知
恵
」
を
復
活
す
る
論
理
に
よ
っ
て
、
中
世
の
封
建
制
と
近
代
の
絶
対
君
主
制
を
含
意
す
る
「
近
代
の
知
恵
」
を
否
定
す
る
思
想
か
ら
発

す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
う
し
た
近
代
初
期
の
財
産
権
の
変
化
に
比
例
し
た
農
地
法
原
理
に
従
っ
て
、
土
地
所
有
者
達
が
移
行
し
た
状

態
の
土
地
制
度
を
固
定
し
つ
つ
、
こ
の
議
会
制
度
を
中
心
に
し
て
恒
久
的
な
安
定
性
を
も
ち
、
か
つ
市
民
の
活
力
を
引
き
出
そ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ハ
リ
ン
ト
ン
の
立
憲
主
義
的
制
度
観
の
下
に
、
彼
は
、
そ
の
統
治
執
行
部
が
輪
番
制
原
理
に
基
づ
く
限
定
任
期
と
市
民
に
よ

る
選
挙
に
従
う
も
の
と
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
を
政
治
制
度
論
的
方
法
に
よ
っ
て
、
選
挙
制
度
・
立
法
議
会
制
度
・
執
行
部
制
度
・

地
方
自
治
体
制
度
な
ど
か
ら
な
る
も
の
の
う
ち
の
最
初
で
あ
る
「
選
挙
制
度
論
」
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

前
者
の
論
点
に
つ
い
て
白
鳥
令
『
政
治
理
論
の
形
成
』（
一
九
六
五
年
）
な
ど
に
お
い
て
主
に
論
じ
ら
れ
る
。
後
者
の
論
点
に
つ
い
て
竹
澤
祐

丈
の
一
連
の
論
文
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、
田
中
秀
夫
ほ
か
編
『
共
和
主
義
の
思
想
空
間
』
二
〇
〇
六
年
、
所
収
論
文
な
ど
）。
さ

ら
に
言
え
ば
、
田
中
浩
「
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ハ
リ
ン
ト
ン
」（『
イ
ギ
リ
ス
革
命
』﹇
一
九
五
八
﹈
所
収
論
文
）
及
び
福
田
有
広
『
主
権
と
そ
の
剣
』

（
一
九
九
六
年
）
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
と
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
関
連
に
つ
い
て
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

（
2
） 

わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
立
場
か
ら
、
旧
制
度
論
と
と
も
に
歴
史
的
制
度
論
的
方
法
論
の
視
角
も
導
入
す
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
例
え
ば
、
拙
著
『
ネ
ヴ
ィ
ル
の
共
和
主
義
的
政
体
思
想
研
究
』（
三
和
書
籍
、
二
〇
一
一
年
）
の
序
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

こ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
歴
史
観
が
Ｈ
・
ネ
ヴ
ィ
ル
や
Ａ
・
シ
ド
ニ
ー
ら
の
古
来
の
立
憲
制
論
と
の
相
違
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ
に
よ
っ
て
後
世
に
高
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い
評
価
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
ロ
ッ
ク
の
政
治
制
度
理
論
の
現
代
に
お
け
る
高
い
評
価
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、J.R

ichards 

et al., “P
roperty ” and “P

eople ”: P
olitical U

sages of L
ocke and S

om
e C
ontem

poraries, in Jou
rn

al of th
e H

istory of Id
eas, 

V
ol.42, no.1, 1981, etc.

）。

（
4
） 
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
多
数
者
支
配
的
思
想
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
多
数
者
が
軍
事
的
能
力
上
、
優
れ
て
い
る

ゆ
え
、
そ
れ
が
民ポ

ピ
ュ
ラ
ー
・
ガ
バ
メ
ン
ト

衆
的
政
体
を
選
好
す
る
と
い
う
共
和
主
義
者
の
特
有
な
論
理
で
あ
り
、
ネ
ヴ
ィ
ル
や
シ
ド
ニ
ー
ら
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
、
第
二
章
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 

伝
統
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
三
位
一
体
的
議
会
主
権
は
、
立
法
原
理
で
あ
る
。「
国
王
大
権
に
よ
る
国
王
の
行
使
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
二
院
の
権

力
を
意
味
す
る
と
、
議
会
主
権
を
指
す
歴
史
家
達
が
い
る
。
そ
れ
は
、
今
『
責
任
あ
る
政
府
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
概

念
上
も
実
際
上
も
議
会
主
権
と
異
な
る
」
と
、
憲
法
学
者
で
あ
る
ゴ
ル
ズ
ワ
ー
ス
イ
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
（J.G

oldsw
orthy, T

h
e S

overeign
ty 

of P
arliam

en
t, O
xford, 1999, p.9

）。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
狭
い
「
議
会
主
権
」
概
念
に
よ
っ
て
で
は
、
当
時
の
変
動
期
に
お
け
る
憲
法
構

想
論
に
対
応
し
に
く
く
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
た
だ
し
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
期
前
後
の
も
の
を
「
議
会
の
権
威
」
と
い
う
概
念
に
換

言
し
て
も
い
る
。

第
二
節　

オ
シ
ア
ナ
共
和
国
の
政
治
制
度
構
想
概
観

一
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
原
理
と
実
際

本
稿
は
、
そ
の
主
題
を
「
Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
の
選
挙
制
度
」
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
選
挙
制
度
を
含

む
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
か
ら
説
き
起
こ
す
。
さ
ら
に
本
節
は
、
そ
の
制
度
的
根
幹
を
な
す
憲
法
構
想
に
お
け
る
原
理
と

実
際
に
つ
い
て
論
及
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
ま
で
の
こ
の
政
治
制
度
研
究
分
野
に
お
い
て
、
理
論
史
的
に
評
価
さ
れ
て
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い
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
る
議
論
に
こ
こ
で
は
沿
っ
て
論
を
進
め
る
。
彼
は
、
先
ず
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
論
じ
始
め
る
。

「
空
位
期
中
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
生
み
出
さ
れ
た
統
治
の
『
空
想
モ
デ
ル
』
の
多
数
に
お
け
る
一
つ
で
あ
る
Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン

の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
は
、
た
ぶ
ん
プ
ラ
ト
ン
の
『
法
律
論
』
以
来
、
一
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
最
も
詳
細
な
政
治
制
度
で
あ
っ

た
（
1
）

」。こ
の
先
駆
者
は
、
こ
こ
で
ハ
リ
ン
ト
ン
を
政
治
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
者
と
し
て
表
現
す
る
。
次
に
こ
う
し
た
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン

の
立
憲
制
政
体
な
い
し
制
限
寡
頭
制
論
以
来
、
一
九
六
〇
年
時
点
ま
で
の
最
も
具
体
的
に
し
て
詳
述
し
た
政
治
制
度
論
と
し
て
評
価
さ
れ

る
。
周
知
の
ご
と
く
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
憲
法
構
想
は
全
三
十
条
か
ら
な
り
、
一
五
〇
ペ
ー
ジ
以
上
に
ま
で
及
び
、
か
つ
全
体
の
約
五

分
の
三
を
占
め
、
細
部
に
わ
た
り
か
つ
実
際
的
側
面
を
規
定
す
る
。
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
こ
う
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
革
命

期
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
構
想
を
説
き
起
こ
す
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
経
済
的
に
優
越
す
る
階
級
に
比
例
し
て
政
治
権
力
に
つ
い
て
こ
う
し
た
彼
ら
に
移
行
す
る
共
和
主
義
政

治
原
理
を
基
本
に
据
え
る
と
み
な
す
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
前
記
の
ご
と
く
彼
の
歴
史
観
と
思
想
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
「
古
代
の
知

恵
」（
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
・
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
古
代
の
共
和
主
義
原
理
な
ど
）
と
「
近
代
の
知
恵
」（
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ゴ
ー
ト
的
封
建

主
義
や
近
代
の
絶
対
君
主
制
な
ど
の
問
題
）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
恒
久
的
安
定
を
得
る
政
治
制
度
で
あ
り
、
抽
象
的

原
理
と
実
際
的
統
治
制
度
の
関
連
の
要
点
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
が
言
及
す
る
ご
と
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
の

重
要
性
は
、
そ
れ
が
完
全
な
青
写
真
で
あ
り
、
か
つ
単
な
る
諸
単
位
か
ら
な
る
全
体
よ
り
も
大
事
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
健
全
な
基
盤

の
上
に
築
か
れ
る
モ
デ
ル
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
及
す
る
。「
結
果
的
に
そ
の
制
度
的
文
脈
か
ら
こ
の
制
度
の
多
様
な
諸
部
分
を
引
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き
上
げ
る
実
際
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
言
い
訳
で
き
ぬ
よ
う
に
思
え
た
。
例
え
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
提
案
し
た
諸
装
置
の
う
ち
で
最

も
広
範
に
称
賛
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
投
票
に
よ
る
選
挙
は
、
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
選
挙
が
適
切
に
取

り
決
め
ら
れ
か
つ
選
挙
目
的
が
厳
密
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
も
の
で
あ
る
（
2
）

」。

こ
こ
で
は
こ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
注
釈
者
は
、
前
記
の
理
論
と
実
際
の
関
係
が
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
極
め
て
強
く
不
離
一
体
的
と
な
っ

て
い
る
度
合
い
を
強
調
し
て
い
る
。
後
段
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
で
主
題
と
す
る
選
挙
制
度
論
と
の
関
連
を
最
も
重
要
な
具
体
例
と
し

て
示
す
こ
と
と
な
る
。 

二
、
そ
の
政
治
制
度
的
理
論
枠
組
み
概
観

こ
こ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
枠
組
み
を
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
る
『
オ
シ
ア
ナ
』
論
に
沿
っ
て
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

彼
は
、「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
イ
ギ
リ
ス
の
問
題
認
識
」・「
憲
法
と
オ
リ
バ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
」・
及
び
「
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
経

済
状
態
概
観
」
と
項
目
化
し
つ
つ
、「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
的
理
論
枠
組
み
」
と
し
て
そ
の
総
論
を
述
べ
る
（
3
）

。

㈠　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
イ
ギ
リ
ス
の
問
題
認
識

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
ま
ず
「
オ
シ
ア
ナ
」
が
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
確
認
す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
史
も
自
ら

の
憲
法
提
案
時
ま
で
に
つ
い
て
、
古
来
の
立
憲
制
が
内
戦
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
そ
の
混
乱
の
主
な
原
因
は
、
経
済

的
で
あ
る
と
措
定
す
る
。
ヘ
ン
リ
ー
七
世
（P

anurgus

）
期
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
（M

orpheus

）
期
に
お
け
る
土
地
財
産
の
分
割
の
変
化

は
、
そ
れ
に
比
例
し
た
「
統
治
関
係
の
変
化
を
必
要
と
す
る
」
と
説
か
れ
る
。
こ
れ
が
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
不
可
能
と
な
っ
た
と
き
、

内
戦
が
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
武
力
に
よ
っ
て
戦
勝
す
る
議
会
軍
に
よ
っ
て
君
主
制
が
破
壊
さ
れ
、
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か
つ
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
率
い
る
軍
が
優
位
す
る
体
制
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
と
は
い
え
力
は
「
小
地
主
階
級
に
集
中
さ

れ
、
か
つ
彼
ら
が
オ
シ
ア
ナ
政
治
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
不
可
避
で
あ
っ
た
（
4
）

」
と
纏
め
ら
れ
る
。

㈡　

憲
法
と
オ
リ
バ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
次
に
憲
法
な
い
し
基
本
法
的
側
面
を
オ
リ
バ
ー
と
の
関
連
で
問
題
を
整
理
す
る
こ
と
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、

周
知
の
歴
史
観
に
立
脚
し
、
古
来
の
立
憲
制
の
残
滓
で
も
あ
る
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
よ
っ
て
立
て
直
す
方
向
を
示
す
立
場
を
取
ら
ぬ
。

こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
君
主
制
の
崩
壊
後
の
イ
ギ
リ
ス
が
そ
れ
に
代
わ
る
基
本
法
を
必
要
と
す
る
状
況
を
確
認
で
き
る
。
従
っ
て

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
『
国
民
協
約
』
や
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
憲
法
構
想
な
ど
が
登
場
す
る
素
地
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

結
果
的
に
は
、
こ
の
国
で
旧
来
の
も
の
を
凌
ぐ
基
本
法
を
確
立
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
よ
り
先
の
仮
定
で

あ
っ
た
し
、
結
果
論
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
当
時
の
Ｏ
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
（M

egaletor

）
は
、
軍
隊
に
入
り
、
か
つ
新
憲
法
を
樹
立
す
る

権
力
を
要
請
す
る
こ
と
と
な
る
。

「
軍
は
、
彼
が
政
治
理
論
に
熟
練
す
る
こ
と
を
認
め
、
か
つ
彼
の
動
機
を
信
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
会
を
追
放
せ
し
め
、
か
つ
完
全

な
選
挙
に
よ
っ
て
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
オ
シ
ア
ナ
の
ア
ル
コ
ン
卿
に
さ
せ
た
。
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
オ
リ
バ
ー
は
、
共
和
国
の
『
唯
一
の
立

法
者
』
と
な
っ
た
（
5
）

」
と
ハ
リ
ン
ト
ン
の
原
文
に
沿
っ
て
彼
は
、
確
認
す
る
。

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
こ
う
し
て
オ
リ
バ
ー
と
自
ら
の
基
本
法
と
を
関
係
づ
け
る
経
緯
を
跡
付
け
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ

れ
ば
、
軍
は
、
五
〇
人
構
成
の
立
法
者
評
議
会
を
任
命
す
る
が
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
な
お
唯
一
の
そ
の
仕
事
の
指
導
者
と
な
る
と
規
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
仕
事
を
支
援
し
た
と
説
く
。
こ
の
委
員
会
は
、
主
に
人
々
か
ら
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
二
〇
人
構
成
に
し
て
、
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「
そ
の
紛
争
の
熱
気
が
平
和
を
壊
す
と
い
け
な
い
か
ら
（
6
）

」、
約
三
百
人
構
成
の
武
装
警
備
隊
に
よ
っ
て
慎
重
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の

オ
シ
ア
ナ
憲
法
は
、
こ
の
立
法
者
と
そ
の
評
議
会
に
よ
っ
て
歴
史
及
び
政
治
理
論
史
の
検
討
の
数
ヵ
月
後
に
完
成
し
、
か
つ
こ
の
立
法
者

評
議
会
で
か
な
り
な
討
議
に
続
き
、「
民
会
機
関
全
て
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
か
つ
樹
立
（
7
）

」
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
論
点
は
、
注
目
に
値
す
る
と
説
く
。

第
一
に
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
新
憲
法
は
、
成
文
憲
法
と
し
て
治
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、
自
ら
「
適
切
な
条
項
（orders （8
））」

と
呼
ぶ
恒
常
的
政
治
制
度
の
必
要
を
強
く
信
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
憲
法
が
、
こ
の
立
法
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
プ
ラ
ト
ン
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
に
託
し
、
ル
ソ
ー
が
神
の
如
き
立
法
者
に
託
し
た
よ
う
に
、
超
人
の
工

夫
を
最
後
の
頼
み
の
綱
と
し
た
の
で
あ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
視
点
か
ら
、
主
要
な
検
討
は
、
技
術
の
業
の
如
く
、
憲
法
の
設
立
が
単
一
人
物
に
よ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

即
ち
、「
著
書
な
い
し
構
成
は
、
も
し
そ
れ
が
唯
一
の
作
者
な
い
し
設
計
者
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
完
全
に
達
す
る
こ
と
な
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
そ
の
共
和
国
の
骨
組
み
に
つ
い
て
、
共
和
国
は
、
自
然
に
類
似
す
る
も
の
を
も
つ
（
9
）

」
と
ハ
リ
ン
ト
ン
は
言
う
。
そ
う
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
国
民
参
加
規
定
は
、
オ
リ
バ
ー
の
陣
営
の
極
め
て
重
要
な
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
同
然
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
ろ
う
。
と
は
い
え
ハ

リ
ン
ト
ン
が
、
完
成
さ
れ
た
憲
法
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
承
認
の
た
め
に
、
オ
シ
ア
ナ
国
民
代
表
議
会
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
す
る

こ
と
は
、
適
切
で
あ
る
（
10
）

。
つ
ま
り
こ
れ
も
、
実
力
者
オ
リ
バ
ー
へ
の
建
前
的
な
性
格
を
暗
に
含
む
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

㈢　

一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
経
済
状
態
概
観

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
項
の
最
後
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
構
想
し
た
オ
シ
ア
ナ
の
社
会
経
済
状
態
を
概
観
す
る
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
は
ハ

リ
ン
ト
ン
の
憲
法
構
想
は
、
確
か
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
側
面
も
あ
る
が
、
現
実
の
社
会
経
済
状
態
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、「
統
治
と
い
う
も
の
は
、
意
図
的
に
こ
う
し
た
諸
条
件
に
適
切
に
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
、
か
つ
実
の
と
こ

ろ
、
こ
れ
ら
の
諸
条
件
を
恒
常
化
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
る
故
で
あ
る
（
11
）

」
と
い
う
。

一
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
口
は
、
現
代
の
算
定
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
り
、
凡
そ
四
百
五
十
万

人
で
あ
っ
た
し
、
ス
ペ
イ
ン
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
よ
り
も
か
な
り
少
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
を

組
み
合
わ
せ
た
人
口
（
二
百
万
人
）
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
自
身
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
み
の
成
人
男
性
人
口
が
、
凡
そ
総

計
三
百
五
十
万
人
の
う
ち
の
百
万
人
に
達
し
た
と
算
定
し
た
。『
オ
シ
ア
ナ
』
の
読
者
は
、
オ
シ
ア
ナ
憲
法
が
二
〇
世
紀
の
算
定
に
基
づ

く
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
文
章
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
ゆ
え
、
そ
の
数
字
を
念
頭
に
置
く
こ
と
が
役
立
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
12
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
マ
ー
ペ
シ
ア
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
）
が
自
ら
に
よ
っ
て
「
人
口
が
多
く
し
て
厳
格
な
人
々
」
に
よ
っ
て
居
住
さ

れ
、
か
つ
一
七
世
紀
ま
で
に
オ
シ
ア
ナ
の
軍
隊
に
と
っ
て
兵
士
の
「
無
尽
蔵
な
弾
薬
」
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て

パ
ノ
ピ
ア
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
統
治
に
は
恒
常
的
問
題
を
構
成
す
る
「
怠
惰
に
し
て
臆
病
な
人
々
の
軟
弱
さ
の
温
床
」

で
あ
る
と
し
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
み
な
さ
れ
る
（
13
）

。
従
っ
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
利
点
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
生

活
に
お
け
る
中
間
勢
力
と
し
て
の
以
前
の
立
場
に
お
い
て
均
衡
が
と
ら
れ
る
と
論
じ
得
る
と
説
く
。
こ
の
共
和
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
自
ら

の
見
解
は
、
実
際
上
の
事
実
よ
り
も
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
重
要
で
あ
る
。
一
七
世
紀
の
オ
シ
ア
ナ
は
、
小
地
主
か
ら
構
成
さ
れ
る
す

ぐ
れ
て
農
業
社
会
で
あ
っ
た
ゆ
え
で
あ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
九
割
が
国
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
と
か
つ
て
算
定
し
た
。
国
民
に
よ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
貴
族
か
ら

区
別
さ
れ
た
小
地
主
と
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
を
意
味
し
た
（
14
）

。
再
度
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
土
地
の
全
体
量
が
年
間
凡
そ
一
億
ポ
ン
ド
の
価
値
が
あ
る

が
、
年
間
二
千
万
ポ
ン
ド
以
上
の
価
値
の
財
産
を
も
つ
オ
シ
ア
ナ
の
全
て
に
お
け
る
三
百
家
族
と
同
然
で
あ
る
と
述
べ
た
（
15
）

。
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ゆ
え
に
彼
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
特
徴
的
経
済
体
制
が
安
楽
に
家
族
を
支
え
る
が
、
贅
沢
な
生
活
を
確
か
に
齎
さ
ぬ
小
さ
な
農
業
で

あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
貿
易
及
び
オ
シ
ア
ナ
経
済
に
お
い
て
徐
々
に
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
（
ハ
リ
ン
ト
ン
が
認
め
た
事
実
）
が
、
製

造
業
は
、
ま
だ
少
し
の
重
み
し
か
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
。
オ
シ
ア
ナ
の
残
る
特
徴
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
要
で

あ
ろ
う
。
オ
シ
ア
ナ
は
、
同
じ
宗
教
対
立
・
同
じ
外
国
・
同
じ
思
想
的
混
乱
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
た
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
、

そ
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
こ
の
オ
シ
ア
ナ
憲
法
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
段
階
に
あ
っ
た
と
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
（
16
）

。

（
1
） C

.B
litzer, A

n
 Im

m
ortal C

om
m

on
w

ealth, 1960, p.207.

（
2
） C

.B
litzer, op.cit., pp.207-8.

（
3
） 

Ibid., pp.210-216.

（
4
） 

Ibid., p.211.

（
5
） 

Ibid
. （J.P

ocock, ed., W
orks, p.207
）

（
6
） 

Ibid
. （W

orks, p.207

）

（
7
） 

Ibid., p.212 

（W
orks, p.338

）

（
8
） 

Ibid
. 

（J.P
ocock, ed., H

arrin
gton

: T
h

e C
om

m
on

w
ealth

 of O
cean

a an
d

 A
 S

ystem
 of P

olitics, 1992, p.64

）

我
々
は
、
こ
こ
で
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
る
脚
注
を
通
じ
て
そ
の“orders ”

の
説
明
を
確
認
し
て
お
こ
う
。「“orders ”

に
よ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、

い
つ
も
基
本
的
憲
法
規
定
を
意
味
す
る
。
我
々
が
オ
シ
ア
ナ
の
憲
法
の“articles ”

と
呼
ぶ
も
の
は
、O

rders

と
呼
ば
れ
る
。
彼
が
『
立
法
の
技

術
』
で
書
い
た
如
く
、
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
の
枠
組
み
な
い
し
モ
デ
ル
に
つ
い
て
統
治
に
お
け
る
こ
う
し
た
憲
法
は
、O

rders

と
呼
ば
れ
、
か
つ
立

法
的
条
項
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
こ
う
し
た
も
の
は
、
法ロ
ー
ズ

と
呼
ば
れ
る
」
と
（Ibid

.

）。
従
っ
て
、
我
々
は
、
こ
こ
に
お
い
て
「
オ
ー
ダ
ー
ズ
」
が

憲
法
上
、「
条
文
」
の
意
味
で
あ
り
、
立
法
上
「
法
」
の
意
味
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
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（
9
） 

Ibid., p.213 

（W
orks, p.207

）

（
10
） 

Ibid
.

し
か
し
、
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
全
能
で
は
な
く
、
公
共
精
神
を
も
つ
者
に
き
わ
め
て
近
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
。
そ
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、
こ
の
種
の
手
続
き
に
関
し
て
暗
黙
の
う
ち
の
危
険
に
自
ら
気
づ
き
、
次
の
よ
う
な
原
文
で
確
認
す
る
。「
賢

明
な
立
法
者
は
、
そ
の
心
性
が
私
益
に
お
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
公
益
に
お
か
れ
彼
の
子
孫
で
は
な
く
彼
自
身
の
国
に
堅
く
お
か
れ
、
自
分
の
手
に

そ
の
主
権
を
お
こ
う
と
努
め
る
。
理
性
の
達
人
で
あ
る
い
か
な
る
者
も
、
そ
の
場
合
に
必
要
な
異
常
な
手
段
を
責
め
る
も
の
な
ど
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
目
的
は
、
秩
序
立
っ
た
共
和
国
憲
法
以
外
に
証
明
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」（W

orks, p.207

）
と
。

こ
こ
で
は
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
う
し
た
独
裁
的
な
危
険
性
を
認
識
し
つ
つ
、
こ
の
権
力
保
持
者
に
対
し
て
心
情
的
に
も
理
性
的
に
も
指
導
者
と
し

て
の
資
質
も
併
せ
も
つ
者
と
し
て
あ
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
望
も
示
し
て
い
る
。

（
11
） 

Ibid., p.214.

（
12
） 

Ibid
.

（
13
） 

Ibid., pp.214-5 

（W
orks, p.159

）

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
序
文
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
利
点
に
よ
っ
て
、
そ
の
窮
状
の
解
決

策
の
提
案
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
状
態
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
真
剣
に
提
案
し
て
い
る
如
く
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
移
入
さ
れ

た
ユ
ダ
ヤ
人
達
に
よ
っ
て
植
民
し
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
ほ
ど
悪
か
っ
た
。
次
の
よ
う
な
文
節
は
、
引
用
に
十
分
に
値
す
る
ほ
ど
明
ら
か
で
あ
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
再
生
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
言
う
如
く
、『
私
の
意
見
で
は
…
彼
ら
に
﹇
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
﹈
ユ
ダ
ヤ
人
の
慣
習
や
法
律
を
認
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
植
民
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
な
さ
れ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は
、
世
界
の

全
諸
地
域
か
ら
、
急
速
に
ユ
ダ
ヤ
人
達
を
齎
し
、
そ
し
て
…
豊
潤
な
国
と
よ
き
港
も
齎
そ
う
し
、
彼
ら
は
﹇
取
引
や
農
業
﹈
の
両
面
で
適
切
と
な
ろ

う
（W
orks, ibid

.

）』。
こ
の
見
解
、
及
び
現
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
王
国
の
樹
立
の
シ
グ
ナ
ル
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
改
宗
で
あ
る
と
い
う
福
音
主
義

的
信
念
（
そ
れ
は
、
多
く
の
者
が
一
六
五
六
年
に
正
確
に
は
起
こ
る
と
予
期
し
た
出
来
事
）
と
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
推
測
す
る
こ
と
は
、
面
白

い
」（B

litzer, ibid
.

）。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
原
文
は
、
元
々
両
地
域
の
兵
力
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
思
想
的
性
格
と
革
命
期

の
背
景
も
示
す
故
、
我
々
は
こ
こ
で
確
認
し
た
次
第
で
あ
る
。
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（
14
） 

Ibid. 

（W
orks, p.259

）

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
そ
の
脚
注
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
貴
族
の
定
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
憲
法
第
二
〇
条
の
注
釈
を
引
用

し
つ
つ
確
認
す
る
。「
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
従
い
、『
貴
族
（nobility

）』
を
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
。
即
ち
、『
自
分
達
の
耕

地
を
耕
し
た
り
せ
ず
、
か
つ
自
ら
の
生
計
の
た
め
に
他
の
仕
事
も
し
な
く
と
も
、
十
分
に
自
ら
の
収
入
で
生
活
す
る
よ
う
な
人
々
』」（W

orks, 

p.259

）
と
。
我
々
は
、
こ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
定
義
に
つ
い
て
同
じ
共
和
主
義
者
達
﹇
例
え
ば
、
ネ
ヴ
ィ
ル
や
シ
ド
ニ
ー
ら
﹈
と
同
様
な
認
識
を
確

認
で
き
る
（
例
え
ば
、
前
掲
拙
著
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

（
15
） 

Ibid
., pp.215-6 

（W
orks, pp.159-160

）

（
16
） 

Ibid.第
三
節　

オ
シ
ア
ナ
共
和
国
の
選
挙
制
度
論

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
イ
ギ
リ
ス
共
和
国
の
憲
法
案
の
理
論
的
背
景
に
つ
い
て
、
そ
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』

の
序
論
に
沿
っ
て
（
特
に
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
る
論
に
沿
っ
て
）
概
観
し
て
き
た
。
本
節
は
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
こ
の
選
挙
制
度
そ
の
も
の

を
整
理
す
る
段
階
に
達
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
選
挙
制
度
が
ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
案
に
お
い
て
最
も
重
要
な
基
本
的
要
素
の
う
ち
の

一
つ
で
あ
る
故
、
真
っ
先
に
こ
の
主
題
と
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
、
政
治
的
権
威
の
源
泉
を
多
数
の
人
々
に
求
め
る
共
和
主

義
思
想
に
基
づ
く
ハ
リ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
、
彼
ら
が
託
す
る
エ
リ
ー
ト
を
選
出
す
る
過
程
と
な
る
選
挙
が
欠
か
せ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
認
識
し
た
如
く
、
オ
シ
ア
ナ
の
政
治
制
度
全
体
が
基
づ
く
諸
基
礎
は
、
そ
の
選
挙
方
法
と
制
度
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
で
は
多
く
が
そ
の
思
想
的
側
面
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
た
め
、
そ
の
制
度
が
技

術
的
要
因
と
み
な
さ
れ
、
理
論
と
の
関
連
で
必
ず
し
も
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
最
近
で
は
、
新
制
度
論
に
象
徴
さ
れ
る
如
く
、

こ
の
側
面
に
も
光
が
あ
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
も
真
剣
に
そ
れ
と
取
り
組
む
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
論
は
、
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
も
率
直
に
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
か
な
り
複
雑
に
し
て
入
り
組
ん
で
い
る
内
容
を
含

ん
で
い
る
（
1
）

。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
彼
に
よ
る
要
を
得
た
論
述
を
手
掛
か
り
と
し
て
ま
ず
纏
め
る
こ
と
と
な
る
。

一
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
の
基
本
的
構
成
要
素

ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
は
、
い
ず
れ
の
人
々
に
そ
れ
自
体
で
審
議
さ
れ
る
手
段
を
も
た
せ
る
か
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、「
い
か
な
る
共
和
制
に
お
い
て
も
選
挙
制
度
は
、
第
一
に
国
民
が
誰
な
の
か
、
そ
し
て
第
二
に
、
国
民
の
い

か
な
る
役
割
を
政
治
生
活
で
果
た
す
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
民
と
そ
の
政
府
と
の
重
要
な
連
繋
で
あ
る
（
2
）

」。
わ
れ
わ

れ
は
、
周
知
の
ご
と
く
多
く
の
者
が
普
通
選
挙
制
の
下
で
政
治
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
現
代
民
主
制
と
当
時
で

は
異
な
る
が
、
多
数
者
に
権
威
の
源
泉
を
求
め
る
と
い
う
思
想
に
つ
い
て
共
通
し
て
い
る
と
み
な
す
。
故
に
彼
ら
の
共
通
善
を
遂
行
す
る

に
は
そ
の
両
者
の
連
繋
が
欠
か
せ
ず
、
か
つ
そ
れ
を
実
現
す
る
う
ち
で
そ
れ
に
則
し
た
選
挙
制
度
が
不
可
欠
と
な
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
的
要
素
の
国
民
的
部
分
が
次
の
四
つ
の
区
分
に
分
け
ら
れ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ

ば
、
オ
シ
ア
ナ
の
選
挙
制
度
全
体
の
基
盤
は
、
共
和
国
の
設
立
の
準
備
と
し
て
設
定
さ
れ
た
オ
シ
ア
ナ
の
人
々
の
諸
区
分
に
お
い
て
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、
立
法
評
議
会
（C

ouncil of L
egislators

）
が
エ
ン
ポ
リ
ゥ
ム
（
ロ
ン
ド
ン
）
で
開
催
さ
れ
た

と
い
う
（
3
）

。
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第
一
区
分
（
経
済
的
な
自
立
的
区
分
）

第
一
区
分
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
「
質
」
と
称
す
る
も
の
に
従
い
、
正
式
な
者
が
自
由
人
な
い
し
市
民
で
あ
り
、
そ
の
他
に
使
用
人
の

二
区
分
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
そ
の
基
準
は
、
簡
明
に
経
済
的
に
自
立
自
足
す
る
者
で
あ
り
、
自
ら
を
支
え
得
る
い
か
な
る
人
で
さ
え
、
共

和
国
市
民
と
な
る
こ
と
で
権
利
が
与
え
ら
れ
る
（
4
）

。
こ
れ
は
、
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
も
明
示
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
第
一
区
分
が

軽
い
政
治
的
意
味
し
か
も
た
ぬ
と
い
う
ハ
リ
ン
ト
ン
の
議
論
か
ら
集
め
る
。
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
も
の
は
、
あ
ま
り
多
く
な
い
か
ら
で

あ
る
と
い
う
。
市
民
で
な
い
少
数
の
者
は
、
そ
の
経
済
状
態
の
改
善
に
よ
っ
て
簡
明
に
市
民
と
な
り
得
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
人
間
に
対
す

る
楽
観
論
を
示
す
。

㈡　

第
二
区
分
（
年
齢
的
区
分
）

こ
こ
で
の
準
備
段
階
に
お
い
て
、
第
二
区
分
は
、
政
治
的
に
よ
り
一
層
重
要
で
あ
り
、
年
齢
に
よ
っ
て
主
要
な
市
民
の
主
要
部
内
で
形

成
さ
れ
た
。
即
ち
「
青
年
」
と
称
さ
れ
る
も
の
が
一
八
歳
と
三
〇
歳
の
年
齢
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、「
高
年
」
と
称
さ
れ
る
も
の

が
三
〇
歳
以
上
の
も
の
で
あ
る
（
5
）

。

㈢　

第
三
区
分
（
経
済
的
所
得
区
分
）

市
民
の
主
要
部
内
で
再
度
、
第
三
区
分
が
経
済
的
地
位
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
。
即
ち
、
百
ポ
ン
ド
な
い
し
そ
れ
以
上
の
土
地
財
産
、
或

い
は
貨
幣
に
よ
る
年
間
収
入
を
得
る
市
民
が
騎
兵
階
級
を
形
成
す
る
。
他
方
、
そ
れ
よ
り
少
な
い
収
入
し
か
得
ぬ
市
民
は
、
歩
兵
階
級
に

含
ま
れ
る
（
6
）

。
こ
れ
は
、
所
謂
上
級
市
民
と
下
級
市
民
の
区
別
で
あ
る
。

㈣　

第
四
区
分
（
地
理
的
区
分
）

こ
れ
ら
の
予
備
的
区
分
の
う
ち
で
第
四
に
し
て
最
後
の
区
分
は
、
地
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
国
全
体
で
は
一
万
の
教
区
（
基
礎
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的
統
治
単
位
）、
千
の
郡
、
及
び
五
〇
の
部
族
（
州
）
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
の
区
分
が
形
成
さ
れ
る
方
式
は
、
純
粋
に
機
械
的
で
あ
る
。
こ

の
オ
シ
ア
ナ
は
、
へ
ミ
ス
ア
（
ト
レ
ン
ト
）
川
に
沿
っ
て
凡
そ
対
等
な
北
部
地
区
と
南
部
地
区
に
分
け
ら
れ
た
。
千
人
の
調
査
官
は
、
投

票
数
を
割
り
あ
て
る
事
項
な
ど
に
つ
い
て
教
区
の
在
所
を
決
定
す
る
た
め
に
実
施
現
場
に
派
遣
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
郡
と
し
て
知
ら
れ
る

一
〇
の
グ
ル
ー
プ
へ
と
地
理
的
に
組
織
さ
れ
、
郡
に
つ
い
て
彼
ら
は
、
同
様
に
部
族
と
し
て
知
ら
れ
た
二
〇
の
グ
ル
ー
プ
に
加
え
ら
れ
た
。

ゆ
え
に
教
区
及
び
故
に
郡
と
部
族
が
凡
そ
同
規
模
と
人
口
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
少
な
く
と
も
一
度
次
の
よ
う
な
可
能

性
を
熟
慮
し
た
。
即
ち
、
そ
れ
ら
の
人
口
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
地
理
的
区
分
に
お
い
て
選
挙
人
数
が
五
〇
以
下
か
、
五
〇
と
一
、〇
〇
〇

人
以
上
と
の
間
か
、
或
い
は
一
、〇
〇
〇
人
以
上
で
あ
る
か
ど
う
か
に
依
存
す
る
、
教
区
に
お
け
る
異
な
っ
た
手
続
き
規
定
を
形
成
し
た

と
き
、
か
な
り
多
様
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
（
7
）

。

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
れ
ら
の
構
造
を
正
当
化
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
に
次
の
よ
う
に
教
え
る
。
即
ち
、

「
共
和
国
の
設
立
な
い
し
構
築
に
お
い
て
、
第
一
の
仕
事
（
建
築
者
達
の
仕
事
）
は
、
資
材
を
適
合
さ
せ
、
か
つ
配
分
す
る
以
外
に
あ
り
得

ぬ
。
共
和
国
の
資
材
は
、
国
民
で
あ
る
」
と
（
8
）

。
特
に
人
は
、
秩
序
と
組
織
へ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
情
熱
の
表
現
を
こ
こ
に
見
る
。
ハ
リ

ン
ト
ン
が
特
に
数
学
的
表
現
が
で
き
る
場
合
に
、
こ
の
種
の
機
械
的
操
作
か
ら
簡
明
に
現
実
的
な
満
足
と
安
心
を
引
き
出
し
た
と
結
論
づ

け
る
し
か
あ
る
ま
い
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
市
民
と
使
用
人
の
二
区
分
が
「
構
成
的
で
な
く
、
当
然
、
そ
の
均
衡
に
お
い
て
本
来
的
（
9
）

」
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
も
ち
ろ
ん
、
経
済
的
に
独
立
的
で
な
い
人
々
が
、
法
が
規
定
す
る
こ
と
に
関
わ
り
な
く
、
事
の
性
質
上
、
重
要
で
な
い

こ
と
を
意
味
づ
け
る
。
明
ら
か
に
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
経
済
と
政
治
の
関
心
観
の
反
映
で
あ
る
。
政
治
権
力
が
経
済
権
力
の
反
映
で
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あ
る
ゆ
え
、
経
済
権
力
な
く
し
て
そ
れ
ら
が
政
治
権
力
も
欠
く
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
こ
の
条
項

は
、
共
和
国
の
自
由
な
い
し
統
治
参
加
と
一
貫
し
せ
ぬ
、
隷
属
の
性
質
の
証
拠
を
必
要
と
し
な
い
（
10
）

」
と
想
起
す
る
言
葉
で
明
ら
か
に
さ
れ

る
。二

、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
の
諸
局
面

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
人
的
と
同
様
に
構
成
的
と
認
め
る
青
年
と
高
年
の
年
齢
区
分
が
第
一
に
軍
事
的
根
拠
で

彼
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
る
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
が
教
え
ら
れ
る
青
年
は
、
高
年
が
常
備
軍
と
し
て
最
も
よ
く
委
ね
ら
れ
る
が
、
共
和
国
の

進
軍
と
し
て
仕
え
る
の
に
最
も
よ
く
適
合
さ
れ
る
。
こ
の
分
類
の
政
治
的
含
意
は
、
以
下
で
論
じ
ら
れ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
騎
兵
と
歩
兵

に
も
当
て
嵌
ま
る
。
そ
の
基
準
は
、
騎
士
的
兵
士
の
地
位
に
適
切
な
装
置
を
与
え
る
能
力
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
地
域
的
区
分
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
話
す
。
そ
の
区
分
は
、
階
段
が
「
階
段
自
体
が
望
ま
し
く
な
い
が
、
階
段
な
く
し
て
部
屋
に
行
け
ぬ
」
家
に
属
す
る
如

く
、
共
和
国
に
属
す
る
と
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
が
引
用
す
る
正
確
な
数
字
が
オ
シ
ア
ナ
に
と
っ
て
不
正
確
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、

「
言
説
を
実
行
す
る
た
め
、
あ
る
確
実
性
を
決
め
る
（
11
）

」
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
を
弁
明
す
る
。

㈠　

選
挙
の
実
施
過
程

オ
シ
ア
ナ
の
実
際
上
の
投
票
は
、
精
緻
な
選
挙
制
度
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
選
挙
は
、
大
抵
の
水
準
で
二
種
類
の
官
吏
達

（
地
方
に
仕
え
る
官
吏
達
、
及
び
高
次
の
水
準
で
選
挙
に
参
加
す
る
人
々
）
が
選
出
さ
れ
る
事
実
に
よ
っ
て
複
雑
に
な
さ
れ
る
。
そ
の
複
雑
な
状

況
は
、
選
挙
を
秩
序
立
っ
て
遂
行
し
、
か
つ
詐
欺
行
為
の
可
能
性
を
予
防
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
選
挙
手
続
き
に
ほ
と
ん
ど
圧
縮
で
き

ぬ
く
ら
い
に
ま
で
、
含
ま
れ
る
存
在
に
よ
っ
て
は
改
善
さ
れ
ぬ
と
い
う
。
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最
初
の
選
挙
は
、
毎
年
一
月
の
最
初
の
月
曜
日
の
朝
九
時
、
一
〇
、〇
〇
〇
の
教
区
の
各
々
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
高
年
者
の
主

要
部
全
体
が
教
区
に
集
ま
る
。
こ
れ
ら
の
選
挙
目
的
は
、
高
年
者
の
総
計
の
五
分
の
一
に
達
す
る
多
様
な
教
区
代
表
と
し
て
選
出
す
る
た

め
で
あ
る
。
手
短
に
選
挙
方
式
は
、
一
人
の
高
年
者
が
選
挙
﹇
候
補
者
の
﹈
提
案
者
と
し
て
仕
え
る
た
め
に
会
議
（assem

bly

）
の
中
か

ら
抽
選
で
選
出
さ
れ
る
。
そ
の
提
案
者
は
、
そ
の
会
合
に
先
立
ち
、
か
つ
代
表
と
し
て
選
挙
候
補
者
を
提
案
す
る
。
各
候
補
者
が
提
案
さ

れ
る
如
く
、
高
年
者
達
が
単
純
な
肯
定
投
票
と
否
定
投
票
を
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
名
で
投
票
す
る
。
こ
の
過
程
は
、
不
可
欠
な
代

表
数
が
選
出
さ
れ
る
ま
で
継
続
す
る
。
そ
の
選
挙
が
遂
行
さ
れ
る
後
に
、
選
択
の
た
め
に
作
成
さ
れ
る
。
騎
兵
階
級
（
そ
こ
に
い
る
場
合

に
）
に
属
す
る
代
表
す
べ
て
が
選
出
リ
ス
ト
の
初
め
に
お
か
れ
る
こ
と
を
除
く
。
こ
の
例
外
の
重
要
性
は
、
わ
れ
わ
れ
が
次
の
よ
う
に
記

す
と
き
明
ら
か
と
な
る
。
即
ち
、
五
人
の
代
表
（
そ
の
名
は
、
最
初
に
そ
の
リ
ス
ト
に
現
れ
る
）
は
、
代
表
と
し
て
の
自
ら
の
役
割
に
加
え
、

教
区
官
吏
と
な
る
。
彼
ら
（
そ
の
名
は
、
そ
の
リ
ス
ト
の
最
初
の
第
二
番
の
者
と
な
る
）
は
、
教
区
民
生
委
員
と
な
り
、
第
三
の
者
は
警
官
長

と
な
り
、
第
四
、
第
五
番
目
の
も
の
は
教
区
役
員
と
な
る
（
12
）

。
こ
れ
ら
の
五
人
を
は
じ
め
と
し
て
こ
う
し
て
選
出
さ
れ
た
高
年
者
達
全
て

は
、
教
区
代
表
と
し
て
一
年
間
仕
え
、
そ
の
任
期
切
れ
に
続
く
期
間
に
再
選
さ
れ
る
資
格
を
も
た
ぬ
（
13
）

。

オ
シ
ア
ナ
選
挙
の
第
二
グ
ル
ー
プ
は
、
郡
の
集
会
所
と
し
て
知
ら
れ
た
所
で
毎
年
二
月
の
第
一
月
曜
日
に
行
わ
れ
る
。
郡
の
各
々
は
、

七
人
の
官
吏
の
選
択
に
お
い
て
選
挙
人
と
し
て
仕
え
る
十
の
教
区
内
の
代
表
に
よ
っ
て
出
席
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
七
人
の
う
ち
の
四
人

（
一
人
の
治
安
判
事
・
一
人
の
陪
審
員
・
一
人
の
郡
の
大
将
・
及
び
一
人
の
旗
手
）
は
、
騎
兵
階
級
に
属
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
残
り
の
三
人
（
第
二
の

陪
審
員
・
検
死
官
・
及
び
警
官
長
）
は
、
歩
兵
階
級
の
間
か
ら
選
出
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
選
挙
方
式
は
、
教
区
に
お
け
る
よ
り
も
こ
こ
で
は
よ

り
絡
み
合
わ
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
一
部
で
選
挙
人
団
が
主
に
凡
そ
二
倍
で
あ
る
故
で
あ
る
が
、
本
質
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
。
任
命
者

達
は
、
抽
選
で
再
度
選
出
さ
れ
、
今
度
は
各
公
職
に
一
人
が
満
た
さ
れ
る
。
各
任
命
者
は
、
選
挙
人
の
是
認
に
服
す
る
、
特
定
の
公
職
候
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補
者
を
三
人
選
出
す
る
。
次
に
適
合
し
得
る
候
補
者
達
の
全
体
数
は
、
別
々
に
投
票
さ
れ
、
再
度
単
純
肯
定
投
票
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

同
等
に
し
て
秘
密
で
参
加
す
る
代
表
主
要
部
全
体
に
よ
っ
て
、
最
大
多
数
を
受
け
取
る
各
候
補
者
が
そ
の
公
職
に
選
出
さ
れ
る
（
14
）

。

第
三
の
選
挙
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
五
〇
部
族
の
各
々
の
集
会
場
所
で
毎
年
三
月
の
第
一
月
曜
日
に
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
選
挙
人
は
、
そ

の
手
続
き
を
含
む
二
〇
〇
教
区
の
各
々
の
代
表
で
な
お
あ
る
。
こ
こ
で
の
手
続
き
は
、
い
か
な
る
記
述
も
不
可
能
に
す
る
ほ
ど
複
雑
で
あ

る
が
、
再
度
基
本
類
型
が
変
え
ら
れ
ぬ
ま
ま
で
あ
る
。
任
命
者
達
は
、
凡
そ
現
存
の
二
千
人
の
代
表
の
中
か
ら
抽
選
で
選
出
さ
れ
、
選
挙

は
秘
密
投
票
に
よ
り
、
か
つ
選
挙
権
は
平
等
で
あ
る
。
最
大
多
数
を
受
け
る
人
々
は
、
六
部
族
の
公
職
に
選
出
さ
れ
る
一
人
の
州
長
官
・

一
人
の
州
統
監
・
一
人
の
首
席
治
安
判
事
・
一
人
の
指
揮
官
﹇
需
品
科
将
校
﹈・
及
び
二
人
の
監
察
官
（C

ensors

）
で
あ
る
（
15
）

。

最
終
選
挙
は
、
そ
の
部
族
の
集
合
場
所
で
翌
日
（
三
月
の
第
一
月
曜
日
後
の
第
一
火
曜
日
）
に
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
再
度
、
選
挙
人
達
は
、

教
区
の
代
表
で
あ
る
が
、
今
選
挙
さ
れ
た
人
々
は
、
も
は
や
地
方
官
吏
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
部
族
に
よ
っ
て
エ
ン
ポ
リ
ゥ
ム

﹇
ロ
ン
ド
ン
﹈
に
お
け
る
国
家
立
法
部
に
送
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
各
部
族
は
、
九
人
を
選
出
す
る
。
そ
の
う
ち
の
五
人
は
、
騎
兵
階
級
に

属
し
、
か
つ
四
人
が
歩
兵
階
級
に
属
す
る
。
こ
れ
ら
の
九
人
の
う
ち
の
二
人
は
、
と
も
に
騎
兵
階
級
で
あ
り
、
オ
シ
ア
ナ
の
立
法
部
上
院

の
州
代
表
と
な
る
。
残
る
七
人
は
、
三
人
が
騎
兵
階
級
で
、
四
人
が
歩
兵
階
級
で
あ
り
、
下
院
の
部
族
を
代
表
す
る
。
こ
れ
ら
の
選
挙
が

オ
シ
ア
ナ
の
五
〇
部
族
に
各
々
で
毎
年
一
〇
〇
人
以
上
の
上
院
議
員
、
及
び
三
五
〇
人
の
下
院
議
員
が
選
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、

三
年
間
仕
え
る
故
に
、
両
院
の
全
議
員
は
三
〇
〇
人
の
元
老
院
と
一
、〇
五
〇
人
の
代
表
議
院
に
そ
れ
ぞ
れ
達
す
る
。
議
員
任
期
は
、
各

議
院
の
三
分
の
一
が
毎
年
入
れ
替
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
ま
で
に
配
置
さ
れ
、
か
つ
そ
の
手
続
き
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
公
職
輪
番
（
任
期
交
代
）

制
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。

オ
シ
ア
ナ
の
選
挙
制
度
に
お
け
る
利
益
の
主
要
点
の
精
緻
化
に
多
く
の
時
を
費
や
す
必
要
な
ど
な
い
よ
う
に
思
え
る
と
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
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は
い
う
（
16
）

。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
政
治
制
度
（
手
続
）
論
的
に
無
視
で
き
ぬ
ゆ
え
、
最
後
の
部
分
で
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

㈡　

選
挙
権
の
制
限

オ
シ
ア
ナ
の
選
挙
制
度
は
複
雑
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
具
現
す
る
諸
原
理
は
明
ら
か
で
あ
る
。
行
き
渡
る
選
挙
制
度
の
制
限
と
い
う
最
も

重
要
な
特
徴
は
、
注
目
が
そ
れ
に
引
か
れ
な
け
れ
ば
、
見
過
ご
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
明
ら
か
で
あ
る
。
第
一
に
、
女
性
の

選
挙
権
の
除
外
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
全
人
口
の
半
数
に
達
す
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
自
律
的
で
な
い
全
て
の
共
和
国

市
民
と
し
て
の
権
利
が
付
与
さ
れ
ぬ
こ
と
も
示
す
。
幾
分
、
よ
り
驚
か
し
か
つ
確
か
に
重
要
な
の
は
、
高
年
者
階
級
へ
の
選
挙
権
の
制
限

で
あ
る
。
一
七
世
紀
の
寿
命
が
現
在
よ
り
も
か
な
り
短
い
故
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
制
限
が
少
な
く
と
も
オ
シ
ア
ナ
の
市
民
人
口
の
半
数

の
政
治
活
動
全
て
か
ら
の
除
去
を
齎
し
た
こ
と
を
想
定
で
き
る
（
17
）

。
最
後
に
、
こ
の
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
高
年
者
集
団
で
さ
え
（
多
分
、

総
人
口
の
四
分
の
一
足
ら
ず
と
か
な
り
少
な
い
ほ
ど
ま
で
に
し
か
達
し
て
い
な
い
）、
教
区
選
挙
で
全
体
的
に
一
度
の
み
の
投
票
し
か
認
め
ら
な
い

こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
第
一
の
選
挙
後
に
、
全
て
の
官
吏
及
び
効
果
的
政
治
階
級
で
あ
る
立
法
部
の
全
議
員
を
選
挙
す

る
階
級
は
、
高
年
者
達
の
全
体
数
の
五
分
の
一
に
す
ぎ
ず
、
故
に
全
人
口
の
二
〇
分
の
一
以
下
か
ら
し
か
構
成
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
全
人
口
の
投
票
者
比
率
が
一
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
っ
た
よ
り
も
全
て
の
可
能
性
に
お
い
て
か
な
り
高
い
こ
と
に
注

目
す
べ
き
で
あ
る
（
18
）

。
従
っ
て
こ
れ
は
、
選
挙
権
の
拡
大
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

オ
シ
ア
ナ
の
選
挙
制
度
の
評
価

こ
う
し
た
徹
底
し
た
制
限
の
後
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
選
挙
が
自
由
に
し
て
平
等
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ギ
リ
シ
ャ
人
が
最
も
純
粋
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
表
現
で
あ
る
と
み
な
し
た
抽
選
に
よ
る
選
択
で
あ
る
、
機
会
要
素
は
、
全
水
準
で
任
命
者
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の
選
択
を
決
定
す
る
。
各
任
命
者
は
、
自
ら
が
秘
密
裡
に
投
じ
る
一
票
を
も
ち
、
か
つ
単
純
多
数
が
選
挙
に
は
十
分
で
あ
る
。
投
票
の
秘

密
に
つ
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
れ
が
脅
し
に
も
賄
賂
に
も
投
票
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
予
防
す
る
と
、
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
通
常

の
方
式
で
擁
護
す
る
。
任
命
者
達
の
選
択
に
お
け
る
機
会
と
、
投
票
に
お
け
る
秘
密
の
組
み
合
わ
せ
が
党
派
規
律
に
似
せ
る
い
か
な
る
こ

と
も
不
可
能
に
す
る
と
、
つ
い
で
に
言
え
ば
注
目
す
べ
き
か
も
し
れ
ぬ
（
19
）

。

こ
こ
で
は
も
う
一
つ
の
非
民
主
主
義
的
要
素
が
こ
の
描
写
に
入
る
と
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
説
く
。
選
挙
民
が
制
限
さ
れ
る
が
、
か
な
り
な

民
主
主
義
的
基
盤
で
選
出
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
唯
一
の
要
件
は
市
民
権
と
年
齢
で
あ
り
、
か
つ
選
挙
民
が
自
由
に
し
て
平
等
に
投
票
す
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
要
件
は
、
幾
つ
か
の
公
職
と
立
法
上
の
地
位
が
経
済
的
に
上
位
の
騎
兵
階
級
成
員
に
よ
っ
て
の
み
（
他
方
、

歩
兵
階
級
成
員
に
の
み
開
か
れ
る
）、
満
た
し
得
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
候
補
者
の
選
択
に
制
限
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
国
民
大
衆

が
自
分
達
を
統
治
す
る
の
に
値
す
る
官
吏
を
選
出
し
得
る
が
、
自
治
す
る
大
衆
に
は
出
来
ぬ
と
み
な
す
選
挙
貴
族
制
論
の
明
ら
か
な
適
用

で
あ
る
。
あ
る
程
度
、
オ
シ
ア
ナ
に
お
い
て
そ
れ
は
、
歩
兵
階
級
成
員
が
全
て
の
地
方
の
公
職
や
立
法
議
会
の
選
挙
人
と
し
て
仕
え
る
能

力
を
有
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
幾
つ
か
を
満
た
す
被
選
挙
資
格
を
彼
ら
自
身
持
つ
べ
き
で
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全

く
明
ら
か
に
こ
れ
は
、
そ
の
説
明
全
て
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
歩
兵
階
級
成
員
に
の
み
開
か
れ
て
い
る
公
職
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
説
明

し
得
ぬ
。
も
し
わ
れ
わ
れ
は
、
騎
兵
階
級
が
歩
兵
階
級
成
員
よ
り
も
上
位
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
と
簡
明
に
想
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
後

者
の
現
象
は
理
解
で
き
ぬ
。
実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
状
況
は
よ
り
複
雑
で
あ
り
、
か
つ
政
治
的
に
よ
り
面
白
い
。
唯
一
の
可
能
な
る
説
明
は
、

騎
兵
階
級
が
歩
兵
階
級
に
対
す
る
制
限
が
統
治
官
や
立
法
者
の
主
要
部
間
で
富
者
と
貧
者
の
両
方
の
代
表
を
確
か
に
す
る
よ
う
に
設
計
さ

れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
20
）

。

こ
の
こ
と
は
、
最
終
的
に
よ
り
一
般
的
な
オ
シ
ア
ナ
の
政
治
制
度
観
に
齎
す
。
実
際
的
に
言
え
ば
、
こ
の
選
挙
目
的
は
、
簡
明
に
い
く
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ら
か
の
公
職
を
満
た
す
た
め
に
人
々
を
選
択
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
こ
の
こ
と
が
唯
一
の
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
制
度
は

必
要
が
な
い
位
に
ま
で
複
雑
と
な
ろ
う
。
実
際
上
、
幾
つ
か
の
理
論
的
検
討
が
こ
の
点
で
そ
れ
自
体
へ
と
侵
入
す
る
。
選
挙
目
的
は
、
た

ん
に
人
々
を
選
出
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
特
定
の
種
類
の
人
々
（
即
ち
、
オ
シ
ア
ナ
国
民
の
「
諸
利
益
」
を
代
表
す
る
人
々
）
を
選
択

す
る
た
め
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
示
し
て
い
る
如
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
生
活
観
は
、
経
済
的
に
指
向
さ
れ
る
故
に
、
こ
れ
は
、
オ
シ

ア
ナ
の
主
要
な
集
団
を
代
表
す
る
人
々
の
選
択
を
第
一
義
的
に
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
経
済
的
地
位
と

思
想
的
地
位
と
の
間
の
現
実
的
関
連
を
信
じ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
全
て
絡
み
合
わ
さ
れ
る
。『
オ
シ
ア
ナ
』
の
序
論
節
で
、
ハ
リ

ン
ト
ン
は
、「
人
々
の
主
要
部
全
体
を
通
じ
て
神
に
よ
っ
て
拡
散
さ
れ
た
『
自
然
的
貴
族
制
（
21
）

』」
に
言
及
す
る
。
そ
れ
故
、『
オ
シ
ア
ナ
』

で
述
べ
ら
れ
た
如
く
、
選
挙
制
度
は
、
同
時
的
に
二
つ
の
特
有
な
諸
機
能
を
現
実
に
遂
行
す
る
。
第
一
に
、
い
く
ら
か
の
統
治
官
達
・
上

院
立
法
部
・
及
び
下
院
の
半
分
が
騎
兵
階
級
間
か
ら
選
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
憲
法
が
か
な
り
の
数
の
自
然
的
貴

族
達
の
統
治
に
お
け
る
存
在
を
確
か
に
す
る
。
第
二
に
、
そ
の
憲
法
も
諸
利
益
の
代
表
の
名
に
お
い
て
明
ら
か
に
、
歩
兵
階
級
の
多
く
の

成
員
選
挙
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
後
者
の
目
的
は
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
各
部
分
が
立
法
部
で
示
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

オ
シ
ア
ナ
の
地
域
区
分
に
よ
っ
て
仕
え
ら
れ
る
（
22
）

。

（
1
） C

.B
litzer, A

n
 Im

m
ortal C

om
m

on
w

ealth, 1960, p.207.

（
2
） C
.B
litzer, op. cit., p.217.

（
3
） 
Ibid

. 

（W
orks, p.207

）

（
4
） 

Ibid
.

（
5
） 

Ibid., pp.217-218 

（W
orks, p.212

）
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（
6
） 

Ibid., p.218. 

ブ
リ
ッ
ツ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
用
語
「
騎
兵
」「
歩
兵
」
は
、「
オ
シ
ア
ナ
の
軍
事
組
織
を
指
す
」
と
い
う
。

（
7
） 

Ibid
. 

（W
orks, pp.214-215

）

（
8
） 

Ibid., pp.218-9 

（W
orks, p.212

）

（
9
） 

Ibid., p.219 

（W
orks, p.665

）

（
10
） 

Ibid
. （W

orks, p.212

）

（
11
） 

Ibid., pp.219-220 

（W
orks, p.666

）

（
12
） 

Ibid., pp.220-22.

（
13
） 

Ibid., p.221.

（
14
） 

Ibid
.

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、「
候
補
者
達
が
、
別
々
に
投
票
さ
れ
る
故
に
、
次
の
よ
う
に
可
能
で
あ
り
、
か
つ
ハ
リ
ン
ト
ン
は
明
ら
か
に

信
じ
た
と
い
う
。
即
ち
、
ど
の
公
職
へ
の
一
人
以
上
の
候
補
者
も
、
肯
定
投
票
の
多
数
得
票
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
」
と
。

（
15
） 

Ibid., p.222

（W
orks, p.226

）

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
オ
シ
ア
ナ
憲
法
第
10
条
に
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。
即
ち
「
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
ヌ
ビ
ア
部
族
の
二
、二
〇
〇
の
代
表
数
を
引

用
し
、
そ
の
う
ち
の
七
〇
〇
人
が
騎
兵
で
、
一
、五
〇
〇
人
が
歩
兵
で
あ
る
」（W

orks, pp.221,228

）
と
。

（
16
） 

Ibid., p.223.

（
17
） 

Ibid.

（
18
） 

Ibid., p.224.

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
死
亡
率
と
寿
命
に
関
す
る
情
報
は
乏
し
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
ジ
ョ
ン
・
グ
ロ
ー
ン
ト

著“N
atural and P

olitical O
bservations U

pon the B
ills of M

ortality ”

と
い
う
題
名
の
著
書
（
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
誕
生
と
死
亡
記
録
に

基
づ
い
た
も
の
）
に
よ
る
と
、
現
代
の
統
計
の
専
門
家
に
よ
っ
て
欠
点
も
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
七
世
紀
半
ば
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
口
の
凡

そ
五
分
の
一
が
三
〇
歳
以
上
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
。
こ
う
し
た
数
字
に
基
づ
く
と
、
オ
シ
ア
ナ
の
選
挙
制
限
は
、
人
口
の
一
〇
分
の
九
（
も
ち

ろ
ん
、
女
性
と
子
供
を
は
じ
め
と
し
て
）
を
除
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
。
彼
は
、
次
の
よ
う
な
文
献
に
よ
っ
て
前
者
の
説
明
に
つ
い
て
参
照
し
た
と
記
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す
（L

.I.D
ublin et al., L

en
gth

 of L
ife, 1936, p.40

）。

し
か
し
こ
の
選
挙
権
の
制
限
規
定
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
選
挙
権
に
比
し
て
も
数
倍
の
選
挙
権
拡
大
の
主
張
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

（
19
） 

Ibid
.

（
20
） 

Ibid., p.225.

（
21
） 

Ibid., p.226.

（
22
） 

Ibid
.

三
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
の
遂
行
方
法
（
そ
の
『
投
票
の
方
法
と
使
用
』
を
中
心
に
）

㈠　

間
接
選
挙
制
問
題

わ
れ
わ
れ
は
、
前
項
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
論
の
要
点
に
つ
い
て
、
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
の
論
点
に
沿
っ
て
主
に
再
検
討
し
て
き
た
。

ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
の
そ
れ
は
、
確
か
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
著
に
則
し
て
要
領
よ
く
整
理
し
て
い
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、
問
題
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
は
、「
間
接
選
挙
」
方
式
を
そ
の
支
柱
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
い
る
が
、
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー

は
そ
の
概
念
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
こ
の
間
接
選
挙
制
に
つ
い
て
、
そ
の
支
柱
で
あ
る
と
論

じ
る
の
は
、
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
よ
り
も
約
四
六
年
も
前
に
論
じ
た
ラ
ッ
セ
ル
・
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
『
ハ
リ
ン
ト
ン
と
彼
の

「
オ
シ
ア
ナ
」（
一
七
世
紀
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
そ
の
影
響
の
研
究
）』（
一
九
一
四
）
に
お
い
て
、
そ
の
間
接
選
挙
制
的
性
格
を
論

じ
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
理
論
に
は
、
二
つ
の
基
本
的
提
案
が
含
ま
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
彼
の
諸
著
作
に
具
現
さ
れ
た
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他
の
全
て
の
諸
提
案
が
構
築
さ
れ
る
。
第
一
に
、
国
家
の
保
全
は
、
支
配
階
級
に
よ
る
適
切
な
土
地
区
分
の
所
有
に
依
拠
す
る
。
第
二
に
、

統
治
政
体
は
、
四
つ
の
機
構
的
工
夫
（
投
票
・
間
接
選
挙
・
公
職
輪
番
制
・
及
び
討
議
と
決
議
機
能
が
分
離
さ
れ
る
両
院
制
）
の
支
え
な
く
し
て

純
粋
に
し
て
健
全
で
あ
り
得
ぬ
（
1
）

」
と
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
こ
で
は
ま
ず
所
謂
「
農
地
法
的
な
経
済
的
権
力
」
論
を
基
盤
と
し
て
政
治
理
論
を

組
み
立
て
る
通
説
を
確
認
す
る
。
そ
の
論
理
に
続
き
、
機
構
的
仕
掛
け
と
し
て
、
投
票
方
式
・
ま
ず
選
挙
人
を
選
び
、
彼
ら
を
通
じ
て
当

選
者
を
選
出
す
る
間
接
選
挙
・
主
要
な
統
治
官
に
関
す
る
公
職
輪
番
制
・
並
び
に
元
老
院
の
討
議
機
能
と
よ
り
広
範
な
国
民
を
代
表
議
会

に
よ
る
決
議
機
能
の
厳
格
な
分
離
に
よ
る
両
院
制
を
支
柱
と
し
て
い
る
と
整
理
す
る
。

本
項
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
前
記
の
如
く
こ
の
間
接
選
挙
制
を
よ
り
具
体
的
に
論
じ
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
著
作
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
そ

れ
は
、『
投
票
方
法
と
そ
の
使
用
』
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
選
挙
制
度
に
お
け
る
最
も
詳
細
に
し
て
明
確
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
元
老
院
に
お
け
る
主
要
な
統
治
官
職
を
選
出
す
る
投
票
方
式
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
そ

の
元
老
院
に
お
け
る
主
要
な
統
治
官
の
選
出
過
程
と
し
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈡　

元
老
院
に
お
け
る
主
要
統
治
官
の
選
出
方
法

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
ま
ず
﹇
図
3
・
1
﹈
に
お
い
て
オ
シ
ア
ナ
の
投
票
の
使
用
に
従
い
、「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
投
票
方
法
（
実
際
上
容
易
で

あ
る
が
、
言
説
や
記
述
で
は
困
難
を
伴
う
も
の
）
の
方
法
」
を
例
示
し
よ
う
と
努
め
る
。
そ
の
図
は
元
老
院
を
示
し
、
元
老
院
は
、
そ
の
議
院

及
び
開
会
方
法
に
つ
い
て
三
百
人
の
定
員
の
四
分
の
一
な
い
し
半
数
を
含
み
、
上
部
の
端
に
あ
る
台
座
（T

ribunal

）
は
、
四
つ
の
階
段
を

上
が
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
最
上
段
の
「
共
和
国
政
庁
（signory
）﹇
に
属
す
る
統
治
官
﹈」
を
構
成
す
る
、
A
将
軍
、
B
演
説
官
、

C
三
人
の
国
璽
委
員
、
D
三
人
の
財
務
委
員
が
座
し
、
そ
の
う
ち
の
一
人
（
Ｅ
）
が
中
間
壷
（
Ｆ
）
の
臨
時
監
察
官
任
務
」
を
差
し
当

た
っ
て
遂
行
す
る
と
い
う
（
2
）

。
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そ
の
台
座
の
二
つ
の
上
段
に
は
、
こ
の
議
院
の
各
両
側
の
壁
に
接
す
る
二
つ
の
長
椅
子
が
対
応
す
る
（
Ｇ
、
Ｇ
、
Ｇ
、
Ｇ
）。
そ
の
最
も

外
側
は
、
そ
の
最
上
段
と
同
じ
高
さ
に
あ
り
、
そ
の
最
も
奥
の
部
分
は
、
そ
れ
に
接
す
る
の
と
同
じ
高
さ
に
あ
る
。
第
一
種
の
座
席
は
、

同
様
に
第
二
種
の
座
席
が
、
議
場
の
床
面
に
接
し
、
玉
座
﹇
ス
テ
ー
ジ
﹈
の
二
つ
の
最
下
部
階
段
と
同
じ
高
さ
に
あ
る
四
つ
の
長
椅
子

（
Ｈ
、
Ｈ
、
Ｈ
、
Ｈ
）
か
ら
な
る
ご
と
く
、
四
つ
の
ベ
ン
チ
か
ら
な
る
。
故
に
、
こ
の
「
元
老
院
議
院
全
体
は
、
二
種
の
座
席
（
各
々
が
四
つ

の
ベ
ン
チ
か
ら
な
る
）」
に
分
け
ら
れ
る
と
説
く
（
3
）

。

こ
の
区
分
は
、
こ
れ
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
元
老
院
議
員
達
の
投
票
機
能
の
遂
行
に
お
け
る
よ
り
大
な
る
便
宜
を
齎
す
ば
か
り
で
な

く
、
元
老
院
の
局
面
に
よ
り
大
き
な
恩
恵
を
齎
す
。
外
側
の
ベ
ン
チ
（
Ｉ
、
Ｉ
）
の
中
間
に
監
察
官
の
椅
子
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
通
常
の

場
所
に
あ
り
、
投
票
時
に
彼
ら
は
、
外
側
の
壷
の
各
々
（
Ｌ
、
Ｌ
）
の
そ
ば
に
い
る
常
任
監
察
官
（
Ｋ
、
Ｋ
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
所
に
上

が
り
、
か
つ
座
す
る
。
元
老
院
議
院
か
ら
台
座
の
半
分
の
ス
ペ
ー
ス
な
い
し
第
二
階
段
の
上
に
あ
る
彼
ら
の
前
に
、
そ
う
し
た
テ
ー
ブ
ル

や
鉢
（
Ｎ
、
Ｎ
）
と
並
ん
で
座
す
る
人
々
（
Ｍ
、
Ｍ
）
は
、
議
院
の
書
記
な
い
し
秘
書
で
あ
る
。
そ
の
議
場
（
そ
れ
は
、
羊
毛
製
の
袋
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
）
で
の
短
い
座
席
（
Ｏ
、
Ｏ
）
の
上
に
、
こ
の
「
二
人
の
騎
兵
護
民
官
（
Ｐ
）、
二
人
の
歩
兵
護
民
官
（
Ｑ
）、

及
び
裁
判
官
（
Ｒ
、
Ｒ
、
Ｒ
、
Ｒ
）」
が
座
る
。
こ
れ
ら
の
護
民
官
全
て
は
、
補
佐
役
で
あ
る
が
投
票
権
を
も
た
ぬ
。
こ
の
元
老
院
の
方
針

が
審
議
さ
れ
る
と
、
投
票
が
以
下
の
よ
う
に
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
（
4
）

。

第
一
に
、
金
小
球
が
い
く
つ
か
の
揃
い
の
も
の
か
ら
な
り
、
故
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字
で
記
さ
れ
る
が
、「
秘
書
は
、
将
軍
卿
と
演

説
官
卿
に
小
さ
な
壷
（
そ
こ
に
は
各
々
の
揃
い
の
も
の
と
印
字
付
き
の
小
球
が
あ
る
）」
を
提
示
し
、
将
軍
卿
が
ど
ん
な
小
球
を
引
く
か
を
見
る

が
、
同
じ
も
の
以
外
に
中
間
壷
に
は
そ
の
時
に
使
わ
れ
ぬ
（
Ｆ
）。
演
説
官
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
文
字
の
よ
う
な
も
の
は
、
脇
（
に
あ
る
）

壷
で
見
ら
れ
る
（
Ｌ
、
Ｌ
）。
即
ち
、
将
軍
卿
が
Ａ
字
付
き
小
球
を
引
く
な
ら
ば
、
そ
の
日
の
壷
に
中
の
金
小
球
は
、
Ｂ
字
付
き
で
記
さ
れ



五
〇
〇

る
。
そ
れ
が
こ
の
投
票
以
前
に
直
ぐ
に
な
さ
れ
、
故
に
そ
の
文
字
が
投
票
係
達
に
知
ら
さ
れ
ぬ
ゆ
え
、
彼
ら
は
不
正
行
為
も
誤
魔
化
し
も

な
し
得
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
人
は
自
ら
の
手
に
金
小
球
を
運
び
得
る
し
、
そ
の
壷
か
ら
そ
れ
を
引
い
た
と
思
え
る
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
の

壷
の
中
の
金
小
球
を
引
く
人
は
、
そ
れ
を
そ
の
壷
の
監
察
官
な
い
し
評
価
官
へ
と
渡
す
。
そ
の
人
は
、
そ
れ
ら
の
当
た
り
籤
の
性
格
と
受

け
と
め
、
故
に
自
ら
の
当
た
り
籤
を
認
め
る
と
説
か
れ
る
（
5
）

。

将
軍
卿
と
演
説
官
卿
は
、
そ
の
文
字
で
籤
を
引
い
て
選
出
名
を
決
め
た
後
、
そ
れ
に
従
っ
て
壷
は
従
っ
て
委
員
達
の
う
ち
の
一
人
と
、

二
人
の
監
察
官
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
る
。
壷
の
準
備
は
、
こ
う
し
た
方
法
に
従
う
。
も
し
元
老
院
が
例
え
ば
、
統
治
官
の
予
定
表
と
呼
ば

れ
た
リ
ス
ト
を
選
出
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
㈠
将
軍
卿
、
㈡
演
説
官
卿
、
㈢
第
三
国
璽
委
員
、
㈣
第
三
財
務
委
員
、

㈤
第
一
監
察
官
、
㈥
第
二
監
察
官
」、
で
あ
る
と
い
う
（
6
）

。

㈢　

選
挙
人
と
立
候
補
者

選
出
リ
ス
ト
（
な
い
し
予
定
表
）
は
、
六
統
治
官
職
か
ら
な
り
、
各
統
治
官
職
に
四
人
の
競
争
﹇
候
補
﹈
者
が
い
る
こ
と
と
す
る
。
そ

れ
は
、
提
案
さ
れ
た
全
部
で
二
四
人
の
競
争
者
か
ら
な
る
。
競
争
者
を
提
案
す
る
人
々
は
、
選
挙
人
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
「
間
接
選
挙

制
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
主
要
素
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
選
挙
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
を
提
案
で
き
ず
、
故
に
「
二
四

人
の
選
挙
人
提
案
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
二
四
人
の
存
在
が
必
要
条
件
と
す
る
こ
と
と
な
る
。
人
は
、
抽
選
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
選
挙

人
を
二
四
人
と
す
る
た
め
、
中
間
（
に
あ
る
）
壷
に
二
四
の
小
球
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
（
と
い
う
の
は
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は

抽
選
と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
）
は
、
競
い
得
る
空
籖
数
（
な
い
し
銀
小
球
）
と
混
合
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
二
四
の
金
小
球
に
二
六
の
銀
小
球

を
加
え
る
と
、
そ
れ
（
当
た
り
籤
と
空
籖
を
数
え
る
）
は
、
五
〇
の
小
球
と
な
る
。
い
か
な
る
人
も
、
そ
の
脇
壷
の
う
ち
の
金
小
球
を
最
初

に
引
い
て
い
な
い
た
め
中
間
壷
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
、
抽
選
が
成
立
し
、
か
つ
こ
の
壷
の
当
た
り
籤
（
な
い
し
金
小
球
）
が
全
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五
〇
一

て
引
か
れ
る
こ
と
を
確
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
に
五
〇
人
が
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
両
方
に
お
い
て
五
〇
に
な
る
二
五

の
小
球
を
脇
壷
の
各
々
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
各
元
老
院
議
員
が
抽
選
と
す
る
た
め
に
、
脇
壷
の
金
小
球
は
、
各
脇
壷
で
空
籤
と
合
わ
せ

て
投
票
者
数
で
対
等
と
な
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
、
そ
の
議
院
は
、
三
〇
〇
の
元
老
院
議
員
か
ら
な
る
と
き
、
各
脇

壷
に
各
々
に
一
二
五
の
空
籖
と
、
二
五
の
当
た
り
籖
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
脇
壷
の
両
方
で
三
〇
〇
の
小
球
と
な
る
。
こ
れ
は
、

壷
を
準
備
す
る
ミ
ス
テ
リ
ー
全
体
で
あ
る
。
そ
れ
を
監
察
官
は
、
な
す
技
術
を
も
つ
。
し
か
し
残
り
の
投
票
は
、
諸
党
派
投
票
が
そ
れ
を

理
解
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
必
然
的
な
結
果
と
し
て
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
他
に
あ
り
得
ず
、
か
つ
こ
の
「
技

術
の
遂
行
に
お
い
て
い
か
な
る
混
同
に
陥
る
こ
と
が
で
き
ぬ
」
と
い
う
（
7
）

。

し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
が
言
っ
た
如
く
、
こ
の
投
票
は
、
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
即
ち
、
抽
選
と
選
挙
、
或
い
は
提
案
と
結
果
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
両
院
間
の
機
能
上
の
分
離
な
い
し
分
立
原
理
を
示
す
。
抽
選
は
、
そ
の
競
争
者
達
を
決
定
す
る
人
を
決
定
す
る
。
そ
し
て
競
争

者
達
の
い
ず
れ
か
が
統
治
官
と
な
る
か
を
決
定
す
る
の
は
、
元
老
院
の
結
果
で
あ
る
と
説
か
れ
る
（
8
）

。

㈣　

抽
選
の
実
施
過
程

続
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
抽
選
の
実
施
過
程
を
説
明
す
る
論
法
を
検
証
す
る
こ
と
と
な
る
。

第
一
秘
書
は
、
ま
ず
選
挙
当
日
に
選
出
さ
れ
る
統
治
官
職
リ
ス
ト
を
聞
き
と
れ
る
ほ
ど
の
声
で
読
み
上
げ
、
次
に
そ
の
元
老
院
議
員
達

が
自
分
達
の
手
を
あ
げ
、
公
平
な
選
挙
の
宣
誓
を
す
る
。
そ
れ
が
な
さ
れ
る
と
も
う
一
人
の
秘
書
が
将
軍
卿
に
小
さ
な
壷
を
示
し
、
そ
こ

に
四
つ
の
小
球
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
小
球
の
各
々
は
、「
上
部
の
端
の
第
一
座
席
」、「
下
部
の
端
の
第
一
座
席
」、「
上
部
の
端
の
第
二
座

席
」、「
下
部
の
端
の
第
二
座
席
」
と
い
う
記
銘
の
う
ち
の
一
つ
が
あ
る
。
そ
う
し
て
「
将
軍
卿
が
引
く
も
の
の
い
ず
れ
か
を
見
よ
」、
と

そ
の
秘
書
が
大
声
で
そ
の
記
銘
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
呼
ば
れ
た
座
席
﹇
の
も
の
﹈
は
、
こ
の
壷
に
来
る
。
そ
の
図
の
こ
れ



五
〇
二

は
、
上
部
の
端
に
あ
る
第
二
座
席
で
あ
る
。
彼
ら
が
両
方
の
脇
壷
に
来
る
方
法
は
、﹇
そ
の
方
向
を
記
し
た
﹈
二
つ
の
フ
ァ
イ
ル
記
銘
に

あ
り
、
各
々
の
脇
壷
の
カ
バ
ー
に
二
つ
の
穴
が
あ
り
、
そ
の
手
段
に
よ
っ
て
二
人
が
同
時
に
抽
選
を
引
き
得
る
。
ゆ
え
に
そ
の
元
老
院
議

員
（
Ｓ
、
Ｓ
）
は
、
彼
ら
の
座
席
（
Ｈ
、
Ｈ
、
Ｈ
、
Ｈ
）﹇
議
院
の
い
ず
れ
か
の
側
の
ベ
ン
チ
﹈
の
上
部
の
端
の
「
脇
壷
」（
Ｌ
、
Ｌ
）
に
来
て

い
る
。
元
老
院
議
員
達
（
Ｔ
、
Ｔ
、
Ｔ
）
は
、
脇
壷
で
引
い
て
い
る
。
そ
の
元
老
院
議
員
（
Ｖ
）
は
、
壷
に
あ
る
自
ら
の
金
小
球
を
引
い
た

の
で
、
か
つ
次
の
よ
う
な
「
中
間
﹇
に
あ
る
﹈
壷
」（
Ｆ
）
へ
と
行
っ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
中
間
壷
で
他
の
脇
壷
に
あ
る
同
様
な
こ
と

を
な
し
た
後
、
成
功
裡
の
上
院
議
員
（
Ｗ
）
は
、
既
に
引
き
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
元
老
議
員
達
（
Ｘ
、
Ｘ
、
Ｘ
、
Ｘ
）
は
、
彼
ら
の
脇
壷
に

お
け
る
空
籤
を
引
い
た
ゆ
え
に
、
か
つ
壷
の
足
元
に
あ
る
鉢
（
Ｙ
、
Ｙ
）
に
空
籤
を
投
じ
た
後
、
下
部
の
端
に
ま
で
彼
ら
の
座
席
を
再
度

進
み
つ
つ
あ
る
。
中
間
壷
に
い
る
不
成
功
の
元
老
院
議
員
⒜
が
中
間
壷
に
同
様
に
な
し
た
ゆ
え
に
、
自
ら
空
籤
を
⒝
と
い
う
鉢
に
投
じ
、

か
つ
再
度
自
ら
の
座
席
へ
と
進
み
つ
つ
あ
る
。
と
い
う
の
は
脇
壷
に
当
た
り
籤
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
中
間
壷
に
来
る
権
利
同
然
の
も

の
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
も
し
そ
の
彼
が
空
籤
を
引
く
な
ら
ば
、
脇
壷
で
彼
の
運
命
は
、
結
局
な
い
こ
と
に
な
り
、
ゆ
え

に
自
ら
の
地
位
に
戻
る
。
し
か
し
元
老
院
議
員
⒞
は
、
中
間
壷
で
当
た
り
籤
を
得
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
委
員
が
自
ら
の
小
球
を

調
べ
、
か
つ
「
正
し
い
」
と
い
う
標
を
見
つ
け
た
後
、
そ
の
彼
は
、
選
挙
人
達
の
座
席
を
数
段
上
が
る
。
そ
れ
は
、「
台
座
を
横
切
っ
て

お
か
れ
る
﹇
ｄ
﹈（
中
間
壷
付
近
の
成
功
裡
な
元
老
院
議
員
達
の
ベ
ン
チ
）
形
態
で
あ
る
。
そ
の
台
座
で
彼
は
自
ら
の
前
に
引
か
れ
た
他
の
選

挙
人
達
（
ｅ
、
ｅ
、
ｅ
）」
と
と
も
に
引
か
れ
た
の
に
従
っ
て
自
ら
の
身
を
置
く
。
彼
ら
は
、
自
分
達
の
数
が
当
日
選
出
さ
れ
る
統
治
官
数

に
達
す
る
ま
で
、
引
き
返
さ
ぬ
。
し
か
し
政
庁
（
に
所
属
す
る
統
治
官
）
に
面
し
て
座
す
。
そ
れ
は
、
示
さ
れ
た
如
く
、
差
し
当
た
っ
て

6
人
の
選
挙
人
が
形
成
さ
れ
た
後
、
彼
ら
は
自
ら
が
引
か
れ
た
の
に
従
っ
て
数
え
ら
れ
る
。
選
出
さ
れ
る
﹇
彼
ら
の
順
序
が
﹈
第
一
、

第
二
、
第
三
、
第
四
、
第
五
、
及
び
第
六
で
あ
り
、
最
初
に
選
出
さ
れ
る
最
初
の
六
人
が
最
初
の
選
挙
人
水
準
で
あ
る
と
い
う
（
9
）

。
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五
〇
三

形
成
さ
れ
た
最
初
の
選
挙
人
水
準
は
、
元
老
院
か
ら
か
つ
次
の
よ
う
な
委
員
会
な
い
し
評
議
会
会
場
へ
と
選
出
さ
れ
る
一
通
の
選
出
リ

ス
ト
表
と
と
も
に
秘
書
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
選
挙
人
達
は
、
自
分
自
身
以
外
に
い
か
な
る
者
と
も
協
議
す
る
方
法
も
、
か

つ
彼
ら
の
会
場
に
お
い
て
も
投
票
が
終
わ
る
ま
で
被
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
秘
書
は
、
彼
ら
が
法
や
彼
ら
の
良
心
に
従
っ
て
、

選
挙
す
る
と
い
う
自
ら
の
誓
い
を
彼
ら
に
な
し
た
後
、
彼
ら
に
そ
の
リ
ス
ト
を
渡
し
、
か
つ
も
う
一
人
の
秘
書
が
入
り
口
を
管
理
す
る
一

方
で
、
自
ら
の
ペ
ン
と
紙
の
あ
る
そ
の
テ
ー
ブ
ル
の
下
部
の
端
に
自
ら
座
る
と
説
か
れ
る
（
10
）

。

「
選
挙
人
達
の
第
一
水
準
が
か
く
し
て
座
ら
れ
る
よ
う
な
時
ま
で
、
選
挙
人
達
の
第
二
水
準
」
が
引
か
れ
る
。
彼
ら
は
、
同
じ
選
出
リ

ス
ト
の
第
二
枚
目
に
よ
っ
て
前
者
と
同
じ
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
秘
書
達
に
よ
っ
て
も
う
一
つ
の
委
員
会
会
場
へ
と
導

か
れ
る
と
い
う
（
11
）

。

正
確
に
は
同
様
な
も
の
は
、
選
挙
人
達
の
第
三
水
準
と
第
四
水
準
（
或
い
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
達
は
、
そ
れ
を
ハ
ン
ズ
﹇
人
々
﹈
と
呼
ぶ
）
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
手
段
に
よ
っ
て
人
は
、
二
四
人
の
選
挙
人
に
分
け
さ
せ
、
同
じ
四
枚
の
リ
ス
ト
に
従
っ
て
、
六
人
に
よ
っ
て
四

人
な
い
し
四
つ
の
水
準
の
選
挙
人
に
分
け
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
水
準
の
各
々
は
、
そ
の
リ
ス
ト
に
各
統
治
官
職
に
一
人
の
競
争

﹇
候
補
﹈
者
を
指
名
す
る
。
即
ち
、
第
一
選
挙
人
は
、
第
一
の
統
治
官
職
を
指
名
し
、
第
二
選
挙
人
は
、
第
二
統
治
官
職
を
指
名
す
る
と

い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
た
と
え
選
挙
人
と
い
え
ど
も
た
ん
に
抽
選
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
が
、
指
名
さ

れ
た
競
争
者
達
は
、
い
か
な
る
抽
選
に
よ
っ
て
も
選
出
さ
れ
ぬ
が
そ
の
水
準
﹇
人
々
﹈
全
体
の
選
挙
に
よ
る
。
例
え
ば
、
第
一
水
準
に
お

け
る
第
一
の
選
挙
人
は
、
将
軍
卿
﹇
に
就
け
る
﹈
人
の
名
を
提
案
す
る
。
そ
の
名
は
自
身
と
他
の
五
人
の
選
挙
人
に
よ
っ
て
投
票
さ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
投
票
さ
れ
る
名
が
半
数
以
上
の
得
票
に
達
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
除
か
れ
る
。
そ
し
て
第
一
選
挙
人
は
、
別
の
人
を

同
じ
統
治
官
職
に
指
名
す
る
。
そ
し
て
ゆ
え
に
も
し
こ
れ
も
失
敗
す
れ
ば
、
自
ら
が
指
名
す
る
人
（
そ
れ
が
自
身
で
あ
れ
他
の
人
で
あ
れ
）



五
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が
肯
定
と
し
て
投
票
者
の
半
数
以
上
に
達
し
、
か
つ
そ
の
名
が
肯
定
と
し
て
選
挙
人
達
に
達
す
る
水
準
の
第
二
選
挙
人
は
、
彼
の
指
名
の

者
が
統
治
官
職
に
選
択
さ
れ
る
ま
で
、
第
二
統
治
官
職
に
指
名
す
る
。
同
様
な
こ
と
は
、
一
人
の
競
争
者
が
そ
の
リ
ス
ト
の
統
治
官
職
に

選
択
さ
れ
、
か
つ
書
か
れ
る
ま
で
第
一
水
準
の
残
り
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
さ
て
選
挙
人
達
の
第
二
、
第
三
、
第
四
の
水
準
が
同
じ
方
法

に
よ
っ
て
、「
各
統
治
官
職
へ
の
一
人
の
競
争
﹇
候
補
﹈
者
が
各
水
準
に
選
択
さ
れ
る
と
き
、
各
統
治
官
職
へ
と
四
人
の
競
争
者
全
員
か

ら
選
出
さ
れ
る
」
こ
と
が
起
こ
る
と
説
く
（
12
）

。

も
し
選
挙
人
達
の
水
準
で
論
争
が
生
じ
る
な
ら
ば
、（
こ
の
行
為
に
付
添
官
を
引
き
入
れ
る
）
監
察
官
達
を
引
き
入
れ
る
秘
書
に
よ
っ
て
公

に
さ
れ
よ
う
。
競
争
す
る
選
挙
人
達
は
、
そ
の
人
の
判
断
に
黙
従
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
の
た
め
に
監
察
官
は
、
そ

の
壷
に
投
票
し
な
い
。
そ
の
政
庁
（
に
所
属
す
る
統
治
官
）
も
そ
れ
が
議
院
を
損
な
う
と
い
け
な
い
か
ら
、
欠
席
し
、
ゆ
え
に
脇
壷
に
お
け

る
空
籤
は
、
そ
れ
だ
け
同
様
に
少
な
い
。
抽
選
は
、
そ
れ
が
提
案
の
み
に
関
わ
る
ゆ
え
に
、
よ
り
技
術
的
で
あ
る
が
結
果
を
伴
わ
ぬ
し
、

抽
選
に
つ
い
て
こ
れ
で
終
わ
り
に
す
る
と
い
う
。
し
か
し
全
て
補
佐
で
し
か
な
く
、
か
つ
選
挙
権
を
も
た
な
い
護
民
官
や
裁
判
官
を
除
く

と
説
か
れ
る
（
13
）

。

㈤　

投
票
選
挙
の
実
施
過
程

選
挙
人
達
の
四
つ
水
準
が
、
自
分
達
の
リ
ス
ト
を
完
遂
し
た
後
、
議
院
の
様
相
は
、
一
変
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
壷
が
取
り
払
わ
れ
、

か
つ
各
元
老
院
議
員
と
統
治
官
は
、
次
の
よ
う
な
選
挙
人
を
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
適
切
な
地
位
に
お
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即

ち
、
既
に
自
分
達
の
投
票
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
こ
の
議
院
が
彼
ら
に
与
え
て
お
り
、「
こ
の
方
法
で
投
票
の
残
り
が
遂
行
さ
れ
る
ま
で
、

彼
ら
の
議
場
か
ら
起
こ
り
得
ぬ
選
挙
人
を
除
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
（
14
）

。

政
庁
（
に
所
属
す
る
統
治
官
）
に
選
挙
人
達
の
各
々
の
評
議
会
秘
書
達
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
四
リ
ス
ト
は
、
ま
ず
聞
き
取
れ
る
位
の
大
声
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で
議
院
に
そ
れ
ら
の
順
序
に
従
っ
て
大
声
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
方
法
で
元
老
院
全
体
の
投
票
な
い
し
選
挙
に
付
さ

れ
る
。
即
ち
、

「（
Ａ
、
Ａ
）
は
、
第
一
水
準
で
将
軍
と
な
る
名
を
指
名
し
た
」。
そ
う
す
る
と
直
ぐ
に
、
例
え
ば
、（
ｆ
、
ｆ
）
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
る
如
き
、
八
人
の
投
票
係
達
な
い
し
案
内
係
は
、
携
帯
可
能
な
投
票
箱
（
ｇ
、
ｇ
）
と
い
っ
た
図
に
よ
っ
て
荒
っ
ぽ
い
が
示
さ
れ

た
箱
の
う
ち
の
八
つ
を
取
り
、
か
つ
一
方
の
議
院
の
側
に
四
人
行
か
せ
、
か
つ
他
方
の
側
で
即
ち
、
次
の
よ
う
に
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
各
ベ
ン
チ
に
一
人
ず
つ
）
四
人
を
行
か
せ
る
と
い
う
（
15
）

。

「（
Ａ
、
Ａ
）
は
、
第
一
水
準
で
将
軍
と
な
る
名
を
指
名
し
た
」
と
。
将
軍
と
演
説
官
に
よ
っ
て
始
ま
る
各
統
治
官
と
元
老
院
議
員
は
、

ま
ず
、
自
ら
が
一
つ
し
か
も
た
ぬ
こ
と
を
見
る
た
め
に
、
そ
の
普
通
の
指
と
親
指
と
の
間
に
、
そ
の
箱
が
わ
た
る
如
く
、
麻
製
の
小
球
を

あ
げ
、
か
つ
次
に
そ
れ
を
同
じ
も
の
に
入
れ
る
。
肯
定
陣
営
と
否
定
陣
営
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
、
外
面
上
白
と
緑
で
塗
ら
れ
た
二
つ
の

投
票
箱
は
、
次
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
。
即
ち
、
誰
も
人
の
手
が
そ
こ
に
あ
る
と
き
、
両
サ
イ
ド
の
い
ず
れ
に
人
が
投
票
を
置
く
か
を
見

る
こ
と
が
で
き
ぬ
し
、
麻
製
小
球
が
い
か
な
る
騒
音
も
生
ま
ぬ
故
に
そ
れ
が
い
ず
れ
に
入
る
か
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ぬ
。
将
軍
と
演
説
官

の
投
票
が
始
め
ら
れ
た
後
、
残
り
の
全
て
は
、
同
様
に
な
す
こ
と
と
な
る
と
い
う
（
16
）

。

投
票
を
か
く
し
て
集
め
た
、
投
票
係
達
は
、
政
庁
（
に
所
属
す
る
統
治
官
）
の
前
に
そ
れ
ら
を
も
ち
込
み
、
政
庁
の
者
の
面
前
で
外
箱
が

開
け
ら
れ
た
後
、
彼
ら
は
内
箱
か
ら
取
り
出
す
。
そ
こ
で
の
肯
定
が
白
、
否
定
が
緑
で
、
か
つ
白
を
右
手
に
鉢
﹇
Ｎ
﹈
へ
と
注
ぎ
（
そ
れ

は
白
で
も
あ
る
）、
か
つ
緑
を
左
側
に
鉢
（
Ｎ
）
へ
と
注
ぐ
。
こ
れ
ら
の
鉢
な
い
し
盥
﹇basin

﹈（
ｈ
、
ｉ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
）﹇
に
よ
っ
て

そ
の
図
の
下
部
の
端
に
よ
り
よ
く
示
さ
れ
る
﹈
は
、
こ
の
機
会
に
右
側
に
白
、
左
側
に
緑
と
し
て
上
部
の
端
に
秘
書
達
の
テ
ー
ブ
ル
の
前

に
お
か
れ
、
両
側
に
小
球
を
数
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
も
し
彼
ら
は
、
肯
定
が
半
数
以
上
に
達
し
な
い
こ
と
に
気
づ
け
ば
、
彼
ら
は
、
投
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票
さ
れ
た
名
を
書
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
そ
れ
ら
が
半
数
以
上
に
達
す
れ
ば
、
彼
ら
は
そ
れ
を
書
き
、
か
つ
そ
れ
が
達
す
る
投
票

の
半
分
以
上
を
加
え
る
。
最
初
の
名
が
書
か
れ
、
或
い
は
除
か
れ
た
後
、
置
か
れ
る
次
の
も
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

「（
Ｂ
、
Ｂ
）﹇
演
説
官
﹈
は
、
第
二
水
準
で
将
軍
と
な
る
も
の
を
指
名
」
し
、
第
三
の
「（
Ｃ
、
Ｃ
）﹇
三
人
の
国
璽
委
員
﹈
は
、
第
三
水

準
で
将
軍
と
な
る
も
の
を
指
名
」
し
、
第
四
の
（
Ｄ
、
Ｄ
）﹇
三
人
の
財
務
委
員
﹈
は
、
将
軍
と
な
る
者
を
指
名
」
し
た
。
そ
し
て
大
部
分
、

肯
定
票
の
半
数
以
上
を
得
る
こ
れ
ら
の
四
人
の
競
争
﹇
候
補
﹈
者
の
う
ち
の
一
人
は
、
そ
の
統
治
官
で
も
あ
り
、
或
い
は
も
し
彼
ら
の
う

ち
の
誰
も
、
半
数
に
達
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
統
治
官
職
の
指
名
は
、
次
の
投
票
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
よ
う
な
新
し
い
選
挙
人
に
よ
っ
て

繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
指
名
は
、
第
一
統
治
官
職
に
お
い
て
例
示
さ
れ
た
如
く
、
残
り
の
票
を
進
め
、
最
初
に
第
一
水
準
で
、
次

に
第
二
水
準
で
、
か
つ
故
に
第
三
水
準
と
第
四
水
準
で
投
票
を
進
め
る
と
い
う
（
18
）

。

さ
て
第
一
水
準
で
将
軍
に
な
る
と
指
名
さ
れ
た
例
え
ば
、（
Ａ
）﹇
将
軍
卿
﹈
が
他
の
水
準
の
一
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
に
お
い
て
同
じ
も

の
、
或
い
は
一
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の
他
の
統
治
官
職
に
指
名
し
得
る
こ
と
が
起
こ
り
得
る
。
し
か
し
彼
の
名
は
、
そ
れ
が
最
初
に
書
か

れ
る
（
即
ち
、
よ
り
価
値
の
あ
る
統
治
官
職
に
）
と
こ
ろ
で
投
票
さ
れ
る
。
そ
こ
で
彼
が
な
り
損
ね
る
な
ら
ば
、
彼
は
、
そ
れ
に
次
ぐ
も
の

の
た
め
の
方
向
と
な
る
如
く
、
投
票
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
彼
が
指
名
さ
れ
る
よ
う
に
し
ば
し
ば
そ
の
名
の
も
の
に
な
り
損
ね
る
な
ら
ば
、
残

り
の
も
の
の
た
め
の
方
向
へ
と
な
る
如
く
投
票
さ
れ
る
と
い
う
（
19
）

。

そ
し
て
同
じ
統
治
官
職
で
あ
れ
、
あ
る
他
の
統
治
官
職
で
あ
れ
、
二
度
な
い
し
よ
り
し
ば
し
ば
指
名
さ
れ
る
こ
と
は
、
よ
り
強
力
な
推

薦
で
あ
る
ゆ
え
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
そ
の
注
釈
は
、
そ
の
提
案
に
お
い
て
そ
の
名
に
与
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
し
て
は
な
ら
ぬ
。

即
ち
、「（
Ａ
、
Ａ
）﹇
将
軍
﹈
は
、
第
一
水
準
と
第
二
水
準
で
将
軍
と
な
る
も
の
を
指
名
し
た
」、
或
い
は
「（
Ａ
、
Ａ
）﹇
将
軍
﹈
は
、
第
一

水
準
と
第
四
水
準
で
将
軍
と
な
る
も
の
を
指
名
し
た
」
な
ど
を
。
し
か
し
も
し
彼
が
第
一
、
第
二
、
第
三
、
及
び
第
四
水
準
で
同
じ
統
治
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官
職
に
任
命
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
は
競
争
者
を
も
た
ず
、
ゆ
え
に
彼
は
、
半
数
以
上
の
得
票
に
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
統
治
官
と
な

る
と
い
う
（
20
）

。

或
い
は
か
く
し
て
「（
Ａ
、
Ａ
）
は
、
第
一
水
準
で
将
軍
と
な
る
も
の
を
指
名
し
、
第
二
水
準
で
監
督
官
を
、
第
三
水
準
で
国
璽
委
員
を

指
名
」
し
、
或
い
は
よ
り
多
い
水
準
な
い
し
少
な
い
水
準
で
同
様
な
も
の
に
指
名
す
る
。
そ
の
場
合
に
、
も
し
彼
が
第
一
の
統
治
官
職
に

な
り
損
ね
る
な
ら
ば
、
彼
は
第
二
統
治
官
職
で
投
票
さ
れ
、
も
し
彼
が
第
二
統
治
官
職
に
な
り
損
ね
る
な
ら
ば
、
彼
は
第
三
統
治
官
職
に

投
票
さ
れ
、
か
つ
も
し
彼
が
第
三
統
治
官
職
に
な
り
損
ね
る
な
ら
ば
、
彼
は
、
第
四
統
治
官
職
で
投
票
さ
れ
る
と
い
う
。

そ
の
投
票
が
日
没
前
に
完
了
さ
れ
ず
、
既
に
選
出
さ
れ
た
統
治
官
職
選
挙
が
適
切
で
あ
る
が
、
あ
た
か
も
彼
ら
が
決
し
て
指
名
さ
れ
な

か
っ
た
よ
う
に
（
と
い
う
の
は
こ
れ
は
、
両
立
す
る
投
票
箱
で
は
な
く
、
欧
州
大
陸
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
技
術
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
）、
統
治
官
職

に
ま
だ
与
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
競
争
﹇
候
補
﹈
者
達
の
選
出
﹇
選
択
さ
れ
た
如
き
﹈
を
避
け
る
。
そ
し
て
残
る
統
治
官
職
投
票
は
、
選
挙

人
達
の
新
水
準
﹇
人
々
﹈
に
よ
っ
て
翌
日
に
繰
り
返
さ
れ
、
か
つ
新
水
準
に
よ
る
よ
う
な
競
争
者
達
が
選
出
さ
れ
る
。
同
様
に
同
じ
統
治

官
に
投
票
さ
れ
た
名
前
全
て
の
う
ち
で
、
彼
ら
の
う
ち
の
い
か
な
る
者
も
、
肯
定
で
そ
の
半
数
以
上
の
得
票
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
（
21
）

。

オ
シ
ア
ナ
の
元
老
院
投
票
が
か
く
し
て
記
述
さ
れ
た
ゆ
え
に
、「
教
区
の
投
票
、
郡
の
投
票
、
及
び
部
族
の
投
票
は
、
こ
こ
で
そ
れ
ら

が
全
て
含
ま
れ
」、
か
つ
こ
れ
に
よ
っ
て
容
易
に
理
解
し
得
る
ほ
ど
に
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
ず
、
省
略
さ
れ
る
（
22
）

と
ハ
リ
ン
ト
ン
は
結
ぶ
。
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［図 3．1］投票の方法と使用

（Works, p.360）



五
一
〇

第
四
節　

結　

論

本
稿
は
、
論
点
と
し
て
は
主
題
の
如
く
明
確
で
あ
る
ゆ
え
、
本
論
の
要
点
を
手
短
に
確
認
し
つ
つ
、
そ
れ
に
補
足
を
加
え
る
こ
と
と
な

る
。ま

ず
わ
れ
わ
れ
は
、「
序
論
」
で
は
従
来
の
日
本
の
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
に
つ
い
て
、
そ
の
統
治
機
構
論
に
お
け
る
研
究
状
況
に
関
す
る

問
題
点
に
言
及
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
意
図
す
る
政
治
制
度
論
的
視
点
か
ら
の
整
理
に
お
い
て
必
ず
し
も
十
分
で

は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
視
点
に
立
脚
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
の
憲
法
構
想
を
再
構
成
す
る
意
図
を
示
し
た
。

本
稿
は
、
そ
の
基
本
的
な
一
環
と
し
て
、
彼
の
選
挙
制
度
論
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
稿
は
、
ま
ず
彼
の
理
想
的
な
『
オ
シ

ア
ナ
共
和
国
』
の
そ
れ
を
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
と
い
う
有
力
な
論
者
の
整
理
に
沿
っ
て
、
そ
の
選
挙
の
基
本
的
要
素
を
措
定
す
る
憲
法
部
分
か

ら
再
構
成
す
る
目
的
を
示
し
た
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
論
が
英
語
文
献
に
よ
る
数
少
な
い
貴
重
な
業
績
ゆ
え
で
あ
り
、
か

つ
学
説
史
に
お
い
も
最
も
整
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

引
き
続
き
わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
を
通
じ
て
、
オ
シ
ア
ナ
の
諸
々
の
政
治
制
度
の
基
本
が
選
挙
制
度
で
あ
り
、
か
つ
彼
が
如
何
に
そ
の
精

神
を
具
体
的
に
憲
法
と
い
う
形
式
を
採
用
し
つ
つ
規
定
し
て
い
る
か
を
確
認
し
て
き
た
。
即
ち
、
本
稿
の
第
三
節
第
一
項
は
、
ハ
リ
ン
ト

ン
が
オ
シ
ア
ナ
憲
法
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
そ
の
具
体
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
市
民
達
を
分
類
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
経
済
的

に
自
立
し
て
い
る
こ
と
、
三
〇
歳
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
一
定
の
経
済
的
所
得
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
地
理
的
な
範
囲
に
よ
っ
て

区
別
す
る
。
そ
の
第
二
項
で
は
、
こ
れ
ら
の
区
分
を
前
提
と
し
た
選
挙
制
度
の
諸
局
面
、
即
ち
、
選
挙
の
実
施
上
の
具
体
的
行
程
、
国
民

に
対
す
る
一
定
の
選
挙
権
の
制
限
、
及
び
そ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
に
関
す
る
全
体
的
評
価
を
な
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
ハ
リ



Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
選
挙
制
度
論
研
究
（
倉
島
）

五
一
一

ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
論
は
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
凡
そ
の
要
点
を
確
認
で
き
た
が
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
れ
は
、
こ
れ
よ
り
も
よ
り
詳
細
に
し

て
絡
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
最
終
項
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
が
こ
れ
を
後
に
補
っ
た
原
文
に
そ
っ
て
再

構
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
項
を
仕
上
げ
る
た
め
に
、
そ
の
主
著
で
あ
る
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
刊
行
直
後
に
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
そ

の
選
挙
制
度
を
よ
り
具
体
的
に
説
明
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
彼
の
『
投
票
の
方
法
と
使
用
』
を
素
材
と
し
て
選
択
し
た
。
本
稿
は
、
そ
こ

に
お
い
て
元
老
院
に
お
け
る
オ
シ
ア
ナ
の
中
心
的
な
統
治
官
の
選
出
選
挙
方
法
に
つ
い
て
、
選
挙
人
を
通
じ
た
「
間
接
選
挙
」
並
び
に
そ

の
投
票
過
程
を
整
理
し
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
の
憲
法
構
想
に
お
け
る
技
術
的
に
具
体
的
な
投
票
過
程
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
残
り
の
政
治
制
度
論
を
再
構
成
す
る
ス
テ
ッ
プ
へ
と
移
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
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四

一　

は
じ
め
に

一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
前
後
の
時
期
い
わ
ば
産
業
革
命
前
夜
の
時
期
は
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
中
世
を
支
配
し
て
き
た

教
会
権
力
に
対
す
る
「
人
間
的
反
抗
の
時
代
」
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
封
建
的
諸
特
権
に
対
す
る
「
理
性
の
抵
抗
の
時
代
」
で
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
（
1
）

。
別
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
ま
た
、
中
産
層
（
2
）

が
次
第
に
台
頭
し
て
き
て
、
彼
ら
の
力
と
言
動
が
無
視
で
き
な
く

な
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
徐
々
に
世
俗
化
さ
れ
て
き
て
、
経
済
的
な
目
で
眺
め
ら
れ
だ
し
た
時
代
で
も

あ
っ
た
（
3
）

。
新
し
い
社
会
層
で
あ
る
中
産
層
の
台
頭
と
そ
の
社
会
的
地
位
の
上
昇
、
こ
れ
が
こ
の
時
代
の
顕
著
な
社
会
的
現
象
で
あ
っ
た
こ

と
は
特
記
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
中
産
層
が
封
建
社
会
以
来
の
特
権
階
級
で
あ
っ
た
地
主
、
貴
族
、
教
会
人
、
宮
廷
人
、

貿
易
商
人
な
ど
の
旧
支
配
権
力
に
対
し
て
、
急
速
に
そ
の
発
言
力
を
増
し
、
社
会
的
影
響
力
を
も
ち
は
じ
め
た
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
新
興
の
中
産
層
の
立
場
に
立
っ
て
、
彼
ら
に
目
を
向
け
、
そ
の
役
割
に
期
待
を
か
け
た
人
物
に
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
が
い

る
。
こ
の
中
産
の
人
々
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
を
支
え
る
最
強
の
支
柱
で
あ
る
と
彼
は
信
じ
て
い
た
（
4
）

。
デ
フ
ォ
ー
は
『
イ
ギ
リ
ス
経
済

の
構
図
』
の
中
で
、
他
国
に
比
べ
て
イ
ギ
リ
ス
で
は
中
産
層
が
非
常
に
繁
栄
し
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
、
こ
の
中
産
層
こ
そ
が
今
イ

ギ
リ
ス
の
国
富
を
そ
の
双
肩
に
担
っ
て
い
る
中
堅
グ
ル
ー
プ
な
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
当
時
イ
ギ
リ
ス
は
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の

列
強
を
抑
え
て
、
ま
さ
に
七
つ
の
海
に
制
覇
を
成
し
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
そ
の
原
動
力
は
ほ
か
な
ら
ぬ
中
産
層
の
繁
栄
で
あ
り
、
そ
し
て

こ
の
中
産
層
の
繁
栄
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
さ
ら
に
輝
か
し
い
将
来
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
（
5
）

。
事
実
、
一
八
世
紀
半
ば
前

後
か
ら
本
格
化
す
る
産
業
革
命
（
6
）

で
、
イ
ギ
リ
ス
は
「
世
界
の
工
場
」
と
し
て
君
臨
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
的
な
制
覇
を
完
全
な
も
の
に

す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
産
業
革
命
の
原
動
力
に
な
っ
た
人
々
の
中
堅
グ
ル
ー
プ
も
ま
た
、
中
産
層
の
中
か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
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五
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五

デ
フ
ォ
ー
は
中
産
層
の
立
場
に
立
ち
、
も
の

0

0

を
言
っ
て
い
た
が
、
も
ち
ろ
ん
デ
フ
ォ
ー
以
外
に
も
、
当
時
中
産
層
の
立
場
に
立
つ
人
は

数
多
く
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ほ
ど
透
徹
し
た
史
眼
を
も
っ
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
繁
栄
と
中
産
層
の
役
割
と
の
関
連
を

見
極
め
た
人
は
ご
く
稀
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
デ
フ
ォ
ー
の
中
産
層
の
役
割
へ
の
評
価
は
、
や
が
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
連
な
っ
て
い
く

と
い
う
意
味
で
、
は
な
は
だ
重
要
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
も
中
産
層
に
目
を
向
け
、
産
業
革
命
と
い
う
経
済
発
展
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
0

0

が
、

中
産
層
に
由
来
し
、
そ
う
し
た
も
の
0

0

が
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
を
準
備
し
た
の
だ
と
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
デ
フ
ォ
ー
や
ス
ミ
ス
が
産
業
革
命
を
準
備
し
た
と
高
く
評
価
し
た
も
の
0

0

、
つ
ま
り
中
産
層
の
属
性
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
中
産
層

の
も
つ
宗
教
倫
理
、
徳
性
、
価
値
観
や
思
考
、
さ
ら
に
中
産
層
の
日
々
の
生
活
態
度
、
行
動
様
式
な
ど
は
、
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
（
7
）

。
ま
た
中
産
層
の
属
性
は
、
上
層
お
よ
び
下
層
の
階
級
の
属
性
と
比
較
し
て
、
ど
の
よ
う
な
点
に
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
さ
ら
に
経
済
論
の
視
点
か
ら
、
彼
ら
が
中
産
層
を
評
価
し
た
理
由
は
、
ど
ん
な
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
8
）

。

小
論
で
は
、
こ
う
し
た
点
を
主
と
し
て
デ
フ
ォ
ー
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
漂
流
記
』、『
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
構
図
』、
ス
ミ
ス

の
『
道
徳
感
情
論
』、『
国
富
論
』
を
取
り
上
げ
、
紙
幅
の
許
す
限
り
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

（
1
） 

大
河
内
一
男
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（『
人
類
の
知
的
遺
産
』
42
）、
講
談
社
、
昭
和
五
四
年
、
四
一
三
頁
。

（
2
） 

中
産
層
に
関
し
て
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
中
産
層
理
解
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
応
、
上
流
の
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
・
地
主
層

が
土
地
所
有
と
そ
こ
か
ら
あ
が
る
地
代
収
入
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
産
層
は
土
地
所
有
で
は
な
く
、
専
門
職
を
含
む
と
は
い
え
、

主
と
し
て
商
工
業
に
そ
の
基
礎
を
置
く
階
層
で
あ
っ
て
、
被
雇
用
者
と
し
て
の
職
人
や
労
働
者
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
社
会
層
と
し
て
お
こ
う
。

尚
、
関
口
尚
志
「
中
産
層
文
化
と
デ
フ
ォ
ー
の
世
界
」、
道
重
一
郎
「
イ
ギ
リ
ス
中
産
層
の
形
成
と
消
費
文
化
」（
関
口
尚
志
・
梅
津
順
一
・
道
重
一

郎
『
中
産
層
文
化
と
近
代
│
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
の
世
界
か
ら
│
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）
を
み
よ
。
中
産
層
は
、
ミ
ド



五
一
六

ル
・
ク
ラ
ス
、
中
産
階
級
、
中
産
市
民
層
、
中
産
身
分
層
な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
名
で
言
わ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

野
沢
敏
治
「
ス
ミ
ス
に
お
け
る
教
育
と
学
問
」（
上
）『
経
済
科
学
』
×
×
Ⅲ
│
2
、
名
古
屋
大
学
経
済
学
部
、
三
一
頁
を
み
よ
。

（
4
） 
デ
フ
ォ
ー
『
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
構
図
』（
山
下
幸
夫
・
天
川
潤
次
郎
訳
）、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
解
説
、
四
一
〇
頁
。

（
5
） 
大
塚
久
雄
『
社
会
科
学
に
お
け
る
人
間
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
七
頁
。

（
6
） 

留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
産
業
革
命
は
、
国
会
か
ら
経
済
的
援
助
の
風
を
送
っ
て
も
ら
う
必
要
も
な
く
、
自
力
で
邁
進
し
た
。
だ

が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
高
い
関
税
障
壁
が
国
内
産
業
に
長
い
間
息
つ
く
暇
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
流
動
資
本
と
利
潤
の
両
方
が
直
接
課

税
を
免
れ
て
い
た
。
資
本
は
自
由
に
運
用
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。」（R

oy P
orter, E

n
glish

 S
ociety in

 th
e E

igh
teen

th
 C

en
tu

ry

（R
evised 

E
dition

）, 1982.

ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
18
世
紀
の
社
会
』（
目
羅
公
和
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
年
、
四
六
六
頁
。

（
7
） 

佐
伯
宣
親
『
産
業
革
命
の
思
想
と
文
化
』
成
文
堂
、
平
成
三
年
を
み
よ
。

（
8
） C

f, E
.R
oyston P

ike, H
u

m
an

 D
ocu

m
en

ts of A
d

am
 S

m
ith

’s T
im

e, 1974, pp.187-216.

二　

中
産
層
の
台
頭
と
階
級
の
流
動
化

産
業
革
命
前
夜
に
お
け
る
著
し
い
社
会
的
現
象
は
、
中
産
層
の
台
頭
と
そ
の
社
会
的
地
位
の
上
昇
、
つ
ま
り
封
建
社
会
以
来
の
特
権
階

層
に
対
し
て
、
中
産
層
が
急
速
に
そ
の
発
言
力
を
増
し
、
社
会
的
影
響
力
を
も
ち
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
中
産
層
は
、
前

述
の
よ
う
に
、
上
流
階
層
と
も
労
働
者
層
と
も
区
別
さ
れ
、「
資
本
の
充
用
と
労
働
者
の
雇
用
」
な
ら
び
に
「
蓄
積
と
向
上
」
を
本
質
的

特
徴
と
す
る
、
主
と
し
て
商
工
業
に
そ
の
基
礎
を
置
く
新
興
の
社
会
層
で
あ
っ
（
1
）

た
（
2
）

。

他
方
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
上
流
階
層
の
一
角
を
占
め
る
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
層
が
そ
の
経
済
的
没
落
と
窮
乏
を
深
め
、
彼
ら
が

生
き
延
び
る
た
め
中
産
層
と
の
金
力
目
当
て
の
政
略
結
婚
を
し
た
り
、
貴
族
や
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
地
位
を
売
買
し
た
り
し
て
、
そ
の
没
落
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五
一
七

を
食
い
止
め
よ
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
妥
協
を
試
み
た
時
代
で
あ
っ
た
。
デ
フ
ォ
ー
は
、
こ
の
辺
の
事
情
を
『
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
構
図
』
の
中

で
数
多
く
述
べ
て
い
る
。
い
く
つ
か
を
引
用
し
よ
う
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
階
層
の
流
動
化
の
一
端
が
よ
く
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
今
や
貴
族
や
古
く
か
ら
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
が
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
の
所
領
を
売
り
払
い
、
庶
民

や
商
工
業
者
ら
が
そ
れ
ら
を
買
い
取
っ
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
は
今
や
貴
族
よ
り
豊
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま

た
商
工
業
者
ら
は
、
彼
ら
す
べ
て
よ
り
も
さ
ら
に
豊
か
で
あ
る
（
3
）

。」

「
商
工
業
者
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
に
な
れ
な
い
と
彼
ら
は
言
う
け
れ
ど
も
、
し
か
も
な
お
、
商
工
業
者
は
今
日
、
こ
の
王
国
の
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
地
方
で
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
の
資
格
を
買
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
4
）

。」

「
贅
沢
と
高
級
な
生
活
に
よ
り
、
土
地
財
産
を
浪
費
し
消
尽
し
た
た
め
に
、
そ
の
家
運
が
衰
え
、
衰
微
し
て
し
ま
っ
た
古
い
家
柄
が
、

他
方
で
は
富
み
栄
え
て
は
い
る
が
息
子
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
財
産
を
女
系
の
孫
に
残
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
よ
う
な
商
工
業
者
の
娘

と
縁
組
し
、
侮
ら
れ
て
い
た
商
工
業
者
と
血
を
交
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
回
復
し
、
立
直
っ
て
い
る
〔
数
多
く
の
例
が
あ
る
（
5
）

〕。」

こ
の
よ
う
に
し
て
「
貴
族
お
よ
び
地
主
層
の
衰
微
し
た
土
地
財
産
が
回
復
さ
れ
、
ま
た
そ
の
家
族
の
傷
が
よ
り
豊
か
な
商
工
業
者
の
娘

に
よ
っ
て
癒
さ
れ
た
よ
う
に
、
他
方
で
は
商
工
業
者
自
身
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
息
子
た
ち
の
援
助
を
え
て
、
地
主
層
の
中

の
多
く
の
家
族
が
そ
の
身
分
を
全
く
失
う
ほ
ど
に
没
落
し
、
貧
し
さ
と
困
窮
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
と
き
に
、
彼
ら
は
そ
の
気
力
を
回

復
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
6
）

。」

「
商
工
業
は
一
言
で
い
え
ば
、
古
い
家
々
が
没
落
し
、
衰
退
し
た
と
き
こ
れ
を
引
き
上
げ
る
。
そ
し
て
古
い
家
々
が
失
わ
れ
、
消
滅
し

た
と
こ
ろ
に
新
し
い
家
を
植
え
つ
け
る
（
7
）

。」

「
家
運
の
傾
き
つ
つ
あ
る
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
は
、
彼
ら
の
身
代
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
の
を
見
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
息
子
た
ち
を
商
工
界
へ
と
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押
し
出
し
て
や
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
次
に
息
子
た
ち
の
努
力
に
よ
り
、
し
ば
し
ば
そ
の
家
の
身
代
を
回
復
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

商
工
業
者
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
と
な
り
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
は
商
工
業
者
と
な
る
（
8
）

。」

こ
う
し
た
引
用
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
上
流
の
貴
族
層
と
中
産
層
の
間
で
階
級
間
の
移
動
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
や
思

惑
な
ど
で
、
か
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
（
9
）

。

と
こ
ろ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
中
産
の
市
民
層
に
と
っ
て
の
交
流
の
場
は
「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
」
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
彼
ら
は
コ
ー

ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
集
合
し
、
社
交
し
、
固
有
の
文
化
を
創
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
上
層
の
特
権
階
級
の
人
々
が
も
っ
ぱ
ら
「
茶
」
を
社
交
の

用
具
に
使
用
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
産
の
市
民
層
は
好
ん
で
「
コ
ー
ヒ
ー
」
を
飲
み
、
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
集
合
し
た
。
で
は
コ
ー

ヒ
ー
ハ
ウ
ス
と
は
、
具
体
的
に
は
如
何
な
る
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
と
は
一
杯
一
ペ
ニ
ー
の
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
、
人
々
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
話
題
に
つ
い
て
論
じ
あ
い
、
語
り

あ
っ
た
情
報
セ
ン
タ
ー
の
こ
と
で
あ
り
、
暇
つ
ぶ
し
の
場
の
こ
と
で
あ
り
、
反
政
府
陰
謀
の
震
源
地
で
あ
り
、
商
品
や
株
の
取
引
所
で
、

は
た
ま
た
新
思
想
の
醸
成
の
場
で
も
あ
っ
た
（
10
）

。
そ
の
上
、
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
は
新
聞
・
週
刊
誌
な
ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
生
み
、
小
説

と
い
う
文
学
の
大
ジ
ャ
ン
ル
と
文
筆
を
も
っ
て
生
計
を
た
て
る
人
々
の
サ
ー
ク
ル
、
す
な
わ
ち
文
壇
を
生
み
、
さ
ら
に
は
王
立
学
士
院
を

も
育
ん
だ
の
で
あ
る
（
11
）

。
一
八
世
紀
初
期
に
は
、
二
千
軒
以
上
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
が
ロ
ン
ド
ン
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
12
）

。
上
田
辰
之

助
は
「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
繁
盛
と
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
勃
興
と
は
、
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
（
13
）

」
と
書
い
て
い
る
。

さ
ら
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
市
民
た
ち
は
自
分
の
行
き
つ
け
の
店
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
も
市
民
の
日
課
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
訪
問
客
な
ど
は
、
決
ま
っ
た
時
間
に
彼
の
な
じ
み

0

0

0

の
店
へ
行
け
ば
必
ず
と
い
う
ほ
ど
当
人
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

何
で
も
、
連
中
は
出
掛
け
に
「
誰
か
が
訪
ね
て
来
た
ら
、
例
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
行
っ
て
い
る
か
ら
ね
」
と
徒
弟
に
言
い
渡
し
て
い
く
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の
を
常
と
し
て
い
た
ら
し
い
（
14
）

。
上
流
の
特
権
階
級
が
「
茶
」
の
会
を
中
心
に
怠
惰
で
非
生
産
的
な
時
間
の
浪
費
を
や
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
中
産
の
市
民
層
は
、
上
述
の
よ
う
に
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
集
合
し
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
、
評
論
を
行
な
い
、
知
見
を
広
め
、
商
品
や

株
の
取
引
を
し
た
の
で
あ
る
（
15
）

。

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
上
流
の
特
権
階
級
が
依
然
社
会
的
に
優
位
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
中

産
層
と
の
格
差
は
一
七
世
紀
後
半
以
来
か
な
り
縮
ま
っ
て
き
て
い
た
。
大
地
主
や
貴
族
の
中
に
も
、
商
工
業
に
従
事
す
る
者
が
出
現
し
、

中
産
の
市
民
層
と
手
を
結
び
、
そ
の
結
果
、
中
産
層
も
肩
書
き
を
得
て
、
下
院
に
議
席
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
社
会
的
地
位
を
向
上
さ

せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
今
や
中
産
層
は
一
団
と
な
っ
て
社
会
的
・
経
済
的
発
展
を
遂
げ
、
独
自
の
文
化
を
創
り
出
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
役
立
っ
た
の
が
、
上
述
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
流
行
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
中
産
層
の
も
つ
日
常
生
活
に
お
け
る
宗
教
倫
理
、
徳
性
、
思
考
、
さ
ら
に
彼
ら
の
生
活
態
度
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
ど
は
、

一
体
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
れ
を
見
よ
う
。

（
1
） 

関
口
尚
志
、
前
掲
論
文
、
三
二
頁
。

（
2
） D

aniel D
efoe, A

 P
lan

 of th
e E

n
glish

 C
om

m
erce, bein

g a C
om

pleat P
rospect of th

e T
rad

e of th
is N

ation
, as w

ell th
e 

H
om

e T
rad

e as th
e F

oreign, S
econd E

dition, 1730, R
eprints of E

conom
ic C
lassics, 1967, p.50.　

邦
訳
、
六
〇
頁
。

（
3
） 

Ibid. , p.81.　

邦
訳
、
八
六
頁
。

（
4
） 
Ibid., p.81.　

邦
訳
、
八
六
頁
。

（
5
） 

Ibid., pp.81-2.　

邦
訳
、
八
六
頁
。

（
6
） 

Ibid., p.83.　

邦
訳
、
八
八
頁
。
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（
7
） 

Ibid., pp.12-3.　

邦
訳
、
二
八
│
九
頁
。

（
8
） 

「
娘
に
持
参
金
を
た
っ
ぷ
り
つ
け
れ
ば
、
貧
乏
貴
族
の
若
い
息
子
を
網
に
捕
ら
え
て
自
分
の
娘
と
結
婚
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
そ
れ
が

ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
息
子
と
商
人
の
娘
と
の
縁
組
み
、
土
地
持
ち
が
金
持
ち
を
抱
き
込
む
、「
当
世
風
結
婚
」
で
あ
っ
た
」
と
ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
は

記
し
て
い
る
。（
ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
、
前
掲
訳
書
、
七
四
│
五
頁
。）

（
9
） 

角
山
栄
・
村
岡
健
次
・
川
北
稔
『
産
業
革
命
と
民
衆
』（『
生
活
の
世
界
歴
史
10
』）、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
、
九
五
│
六
頁
。

（
10
） 

同
書
、
九
六
頁
。

（
11
） 

上
田
辰
之
助
『
蜂
の
寓
話
│
自
由
主
義
経
済
の
根
底
に
あ
る
も
の
│
』（『
上
田
辰
之
助
著
作
集
4
』）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
年
、
六
八
頁
。

（
12
） 

同
書
、
六
八
頁
。

（
13
） 

落
合
幸
二
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
世
界
』
彩
流
社
、
一
九
八
四
年
、
二
四
二
頁
。

（
14
） 

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
、
大
河
内
一
男
編
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
味
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
、
一
四
八
頁
。

（
15
） 

櫻
庭
信
之
『
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
と
絵
画
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
三
年
、
一
五
四
頁
。

三　

中
産
層
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
旧
教
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
が
社
会
の
隅
々
ま
で
侵
透
し
て
お
り
、
人
々
の
思
考
、
慣
習
、
生
活
態
度
を

規
定
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
的
な
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
に
お
い
て
は
、
営
利
の
追
求
、
利
潤
の
動
機

な
ど
経
済
生
活
の
領
域
は
、
道
徳
的
に
は
卑
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
1
）

。

と
こ
ろ
が
一
六
世
紀
に
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
宗
教
改
革
の
結
果
、
旧
教
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
と
制
度
が
否

定
さ
れ
、
こ
れ
に
代
っ
て
人
々
に
新
し
い
教
義
と
新
し
い
積
極
的
な
生
活
態
度
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
的
禁
欲
主
義
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の
よ
う
に
日
常
生
活
か
ら
逃
避
し
、
離
脱
す
る
こ
と
で
神
に
接
近
す
る
の
で
は
な
く
、
世
俗
の
内
部
で
日
常
生
活
を
聖
化
し
、
神
に
接
近

す
る
こ
と
が
唱
え
ら
れ
た
。
世
俗
的
活
動
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

人
は
俗
世
間
か
ら
逃
避
す
る
の
で
は
な
く
て
、
俗
世
間
の
中
に
あ
っ
て
、
神
に
仕
え
る
た
め
に
俗
世
間
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
、

こ
れ
は
そ
れ
ま
で
奨
励
さ
れ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
、
す
な
わ
ち
現
世
的
な
も
の
か
ら
の
隔
絶
・
逃
避
の
教
義
と
相
反
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
日
常
生
活
に
お
け
る
勤
労
と
節
約
こ
そ
が
、
す
べ
て
の
人
の
な
し
う
る
最
高
の
禁
欲
で
あ
り
、
無
為
と
休
息
と
奢
侈
こ

そ
が
神
授
の
使
命
・
天
職
に
背
く
宗
教
的
悪
徳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
が
織
り
な
す

日
常
の
現
世
的
活
動
を
是
認
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
欲
望
の
解
放
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
の
「
世
俗
内
的
禁
欲
」
を
通
し

て
で
あ
っ
た
。
自
分
の
職
業
を
神
の
「
お
召
し
」（calling

）
と
聖
化
し
て
考
え
、
そ
の
職
業
（
天
職
）
に
忠
実
に
、
禁
欲
的
に
尽
く
す
こ

と
に
よ
っ
て
神
に
奉
仕
す
る
の
が
人
間
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
（
2
）

。
こ
の
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
職
業
倫
理
が
近
代
資
本
主
義

を
準
備
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
名
著
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精

神
』（
以
下
、『
精
神
』
と
略
記
）
の
中
で
詳
細
に
語
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
3
）

。
こ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
教
義
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
産

層
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

さ
て
『
精
神
』
の
中
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ク
ス
タ
ー
の
宗
教
観
が
イ
ギ
リ
ス
の
中
産
階
級
の
経
済
倫
理
に
与
え
た
影

響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
道
徳
神
学
の
も
っ
と
も
包
括
的
な
綱
要
（
4
）

」
と
言
わ
れ
た
バ
ク
ス
タ
ー
の
『
キ
リ

ス
ト
教
指
針
』（
以
下
、『
指
針
』
と
略
記
）
は
、
一
貫
し
て
怠
惰
を
戒
め
、
真
面
目
に
働
く
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
直
接
神
へ

の
礼
拝
を
行
っ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
自
分
の
合
法
的
な
職
業
（
コ
ー
リ
ン
グ
）
で
あ
る
仕
事
（
ビ
ジ
ネ
ス
）
に
専
念
す
る
よ
う
に
努
め
ね
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ば
な
ら
な
い
。」「
自
分
の
天
職
（
コ
ー
リ
ン
グ
）
で
あ
る
勤
労
に
は
げ
み
な
さ
い
。」「
あ
な
た
方
は
そ
れ
ぞ
れ
絶
え
間
な
く
働
く
べ
き
職

業
（
コ
ー
リ
ン
グ
）
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
働
き
を
止
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
直
接
神
に
礼
拝
を
し
て
い
る
と
き
だ
け
だ
、
と
い
う

こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（
5
）

。」
と
。
ま
た
「
労
働
と
勤
勉
は
精
神
を
合
法
的
な
仕
事
に
向
け
、
そ
れ
故
、
多
く
の
危
険
な
誘
惑
か
ら
遠

ざ
け
、
虚
飾
と
罪
か
ら
守
り
ま
す
（
6
）

」
と
も
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
バ
ク
ス
タ
ー
の
『
指
針
』
に
は
、
間
断
の
な
い
き
び
し
い
労
働
へ

の
教
え
が
繰
り
返
し
、
時
に
は
激
情
的
な
ま
で
に
、
一
貫
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
以
下
の
よ
う
に
、
時
間
の
浪
費
を
せ
ぬ
よ
う
に
忠
告
し
て
い
る
。「
常
に
時
間
を
大
切
に
し
、
毎
日
自
分
の
時
間
を
な
く
さ
ぬ
よ

う
に
も
っ
と
注
意
す
れ
ば
、
あ
な
た
方
は
自
分
の
金
銀
を
な
く
さ
ぬ
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
無
駄
な
気
晴
ら
し
や
衣
服
、
御
馳
走
、
無

駄
話
、
無
益
な
交
友
、
そ
れ
に
睡
眠
な
ど
の
ど
れ
か
が
、
あ
な
た
方
に
誘
惑
と
な
っ
て
時
間
を
奪
い
そ
う
に
な
っ
た
ら
、
よ
く
よ
く
注
意

し
な
さ
い
（
7
）

。」
こ
の
引
用
文
に
は
、「
時
は
金
（
カ
ネ
）
な
り
」
と
い
う
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
格
言

を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
格
言
は
、
バ
ク
ス
タ
ー
の
時
間
に
関
す
る
指
針
の
世
俗
化
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
8
）

。

バ
ク
ス
タ
ー
の
『
指
針
』
に
よ
っ
て
「
貧
し
い
こ
と
を
願
う
の
は
、
…
…
神
の
栄
光
を
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
…
…
神
に
い
っ
そ
う
喜

ば
れ
る
よ
う
な
天
職
を
、
つ
ま
り
、
い
っ
そ
う
多
く
を
利
得
し
う
る
よ
う
な
有
益
な
職
業
（
9
）

」
を
選
ぶ
の
が
義
務
と
さ
れ
た
。「
神
の
た
め

に
あ
な
た
方
が
労
働
し
、
富
裕
に
な
る
と
い
う
の
は
よ
い
こ
と
な
の
だ
（
10
）

。」
バ
ク
ス
タ
ー
に
と
っ
て
営
利
活
動
と
信
仰
と
は
互
い
に
相
容

れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
自
然
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
11
）

。

バ
ク
ス
タ
ー
の
教
え
を
受
け
容
れ
て
い
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
（
清
教
徒
（
12
）

）
た
ち
は
、
自
分
の
職
業
を
天
職
と
考
え
、
怠
惰
を
戒
め
て
勤
勉

に
働
い
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
勤
勉
、
節
約
、
慎
慮
と
い
っ
た
新
し
い
徳
性
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ピ
ュ
ー
リ

タ
ン
に
は
、
浪
費
や
奢
侈
は
害
悪
で
あ
り
、
節
約
を
心
が
け
、
不
正
を
行
わ
ず
、
日
々
、
正
直
な
生
活
を
実
践
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
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こ
の
宗
教
倫
理
上
の
教
え
は
、
や
が
て
節
約
を
実
行
し
勤
勉
で
規
律
あ
る
経
済
人
の
育
成
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
言
う
。

「
こ
う
し
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
観
は
近
代
の
経
済
人

0

0

0

の
揺
籃
を
守
っ
た
の
だ
っ
た
（
13
）

」
と
。
こ
の
点
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

（
清
教
主
義
）
が
、
中
産
層
の
市
民
に
与
え
た
影
響
の
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
（
14
）

。

さ
ら
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
後
に
与
え
た
影
響
の
今
一
つ
の
重
要
な
点
は
、「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
人

生
観
は
、
…
…
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
市
民
的
な
、
経
済
的
に
合
理
的
な

0

0

0

0

生
活
態
度
へ
向
か
お
う
と
す
る
傾
向
に
対
し
て
有
利
に
作
用

し
た
（
15
）

」
こ
と
で
あ
る
。「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
担
う
エ
ー
ト
ス
は
、
合
理
的
・
市
民
的
な
経
営

0

0

と
労
働

0

0

の
合
理
的
組
織
の
そ
れ
だ
っ
た
（
16
）

。」

こ
の
エ
ー
ト
ス
は
、
主
と
し
て
商
工
業
に
基
礎
を
お
き
、
労
働
者
を
雇
用
し
て
商
品
生
産
を
行
な
い
利
潤
の
極
大
化
を
追
求
す
る
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
中
産
層
な
い
し
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
出
身
の
近
代
的
企
業
家
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
。
こ
の
近
代
的
企
業
家
は
、「
徹
底
し

て
国
家
的
特
権
の
上
に
立
つ
商
人
・
問
屋
・
植
民
地
的
資
本
主
義
に
対
す
る
激
烈
な
反
対
者
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
（
17
）

。」「
こ
う
し
て
│
│
イ

ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
国
家
的
特
権
の
上
に
立
つ
独
占
企
業
が
、
ま
も
な
く
す
べ
て
消
滅
し
て
し
ま
う
の
に
ひ
き
か
え
│
│
ピ
ュ
ー
リ
タ

ニ
ズ
ム
の
創
造
し
た
心
理
的
起
動
力
は
、
政
府
の
権
力
に
た
よ
ら
な
い
、
部
分
的
に
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に
抵
抗
し
て
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た

産
業
に
、
決
定
的
な
助
力
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
（
18
）

。」
上
述
の
こ
と
か
ら
、
中
産
層
出
身
の
近
代
的
企
業
家
の
経
済
人
と
し
て
の
目
覚

め
が
、
実
は
当
時
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
観
と
う
ま
く
融
合
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
経
済
を
融
合
し
た
こ
の
新
し
い
人
間
像
つ
ま
り
経
済
人
は
、
当
時
の
中
産
層
の
特
質
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
中
産
層
は
、
資
本
主
義
精
神
の
担
い
手
で
あ
っ
て
、
や
が
て
世
間
の
信
頼
を
も
得
て
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
主
流
を
な
す

の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ト
ー
ニ
ー
は
、
以
下
の
よ
う
に
的
を
射
た
言
葉
で
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
清
教
主
義
の
旗
手
と
な
っ
た
の
は
、

ど
こ
で
も
こ
う
し
た
中
産
階
級
の
人
々
で
あ
っ
た
。」「
清
教
主
義
は
、
英
国
の
中
産
階
級
の
教
師
で
あ
っ
た
（
19
）

」
と
。
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（
1
） 

梅
津
順
一
『
近
代
経
済
人
の
宗
教
的
根
源
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
〇
〇
頁
。

（
2
） 

安
藤
英
治
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
』（『
人
類
の
知
的
遺
産
』
62
）
講
談
社
、
昭
和
五
四
年
、
二
一
八
│
二
四
四
頁
を
み
よ
。

（
3
） 
安
藤
英
治
編
『
ウ
ェ
ー
バ
ー　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
有
斐
閣
新
書
、
一
九
九
五
年
を
み
よ
。

（
4
） M

ax W
eber, D

ie protestantische E
thik und der

》G
eist

《des K
apitalism

us, G
esam

m
elte A

u
fsätze zu

r R
eligion

ssoziologie, 

B
d.1, 1920, S

.164.

（
以
下
、G

A
zR

S

と
略
記
）、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』（
大
塚

久
雄
訳
）
岩
波
文
庫
（
ワ
イ
ド
版
）、
一
九
九
一
年
、
二
九
〇
頁
。

（
5
） 

G
A

zR
S
, S
.169.　

邦
訳
、
三
〇
一
頁
。

（
6
） 

梅
津
順
一
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
牧
師
バ
ク
ス
タ
ー
│
教
会
改
革
と
社
会
形
成
│
』
教
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
二
六
七
頁
。

（
7
） 

G
A

zR
S
, S
.168.　

邦
訳
、
二
九
七
│
八
頁
。

（
8
） 

梅
津
順
一
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
牧
師
バ
ク
ス
タ
ー
』、
一
〇
九
│
一
〇
頁
。

（
9
） 

G
A

zR
S
, S
.176.　

邦
訳
、
三
一
〇
│
一
頁
。

（
10
） 

G
A

zR
S
, S
.175.　

邦
訳
、
三
一
〇
頁
。

（
11
） 

日
本
に
お
い
て
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
思
想
は
、
た
と
え
ば
曹
洞
宗
の
禅
僧
、
鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
│
一
六
五
五
）
の
『
万
民
徳
用
』
の
中

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。『
万
民
徳
用
』
の
特
色
は
、「
世
法
則
仏
法
」
の
倫
理
思
想
を
展
開
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
世
の
生
活
の
中
に
仏

道
修
行
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
正
三
は
、
現
世
の
職
業
生
活
が
仏
教
と
矛
盾
し
な
い
の
で
は
な
く
、
仏
教
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
換

言
す
れ
ば
、
現
実
生
活
に
お
け
る
職
業
労
働
の
実
践
の
う
ち
に
仏
教
の
本
質
が
あ
る
と
い
う
。（
芹
川
博
通
『
い
ま
な
ぜ
東
洋
の
経
済
倫
理
か
│
仏

教
・
儒
教
・
石
門
心
学
に
聞
く
│
』
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
五
年　

五
七
頁
。）

（
12
） 

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
を
い
う
。
世
俗
の
職
業
を
重
視
し
、
禁
欲
や
勤
勉
を
説
き
、
絶
対
王
政
の
支
柱
で
あ
っ
た
イ

ギ
リ
ス
国
教
会
派
や
特
権
を
も
つ
大
商
人
と
対
立
を
深
め
た
。
尚
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
さ
ら
に
、
組
合
派
（
会
衆
派
）、
長
老
派
、
バ
プ
テ
ス
ト
、

ク
エ
ー
カ
ー
な
ど
の
宗
派
に
分
か
れ
た
。

（
13
） 

G
A

zR
S
, S
.195.　

邦
訳
、
三
五
一
頁
。
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（
14
） 

天
川
潤
次
郎
・
寺
本
益
英
『
社
会
経
済
史
講
義
』
学
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
四
六
│
七
頁
。

（
15
） 

G
A

zR
S
, S
.195.　

邦
訳
、
三
五
〇
│
一
頁
。

（
16
） 

G
A

zR
S
, S
.186.　

邦
訳
、
三
二
〇
頁
。

（
17
） 

G
A

zR
S
, S
.201.　

邦
訳
、
三
六
一
頁
。

（
18
） 

G
A

zR
S
, S
.201.　

邦
訳
、
三
六
一
頁
。

（
19
） R

ichard H
enry T

aw
ney, R

eligion
 an

d
 th

e R
ise of C

apitalism
: A

 H
istorical S

tu
d

y, w
ith A

 P
refatory N

ote by D
r.C
hales 

G
ore, P

elican B
ooks, 1948, p.202. 

ト
ー
ニ
ー
『
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
』（
出
口
勇
蔵
・
越
智
武
臣
訳
）
岩
波
書
店
、（
下
）、
一
九
九
三
年
、

一
〇
〇
│
一
頁
。

四　

デ
フ
ォ
ー
の
中
産
層
の
評
価

前
述
の
よ
う
に
、
バ
ク
ス
タ
ー
に
と
っ
て
営
利
活
動
と
信
仰
と
は
互
い
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
自
然
に
一
致
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
神
の
た
め
に
労
働
し
、
富
裕
に
な
る
こ
と
は
善
で
あ
っ
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
で
あ
っ
た
デ
フ
ォ
ー
は
、
こ
の
バ
ク

ス
タ
ー
の
教
義
を
継
承
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
経
済
観
の
神
髄
な
の
で
あ
る
（
1
）

。
や
が
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
中
産
層
な

い
し
彼
ら
出
身
の
近
代
的
企
業
家
（
経
済
人
）
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
営
利
活
動
＝
「
財
産
（
富
）
へ
の
道
」
が
、
そ
の
ま
ま
「
徳
性
へ
の

道
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
に
至
る
。
旧
教
の
支
配
す
る
封
建
社
会
で
は
、
経
済
人
と
し
て
の
行
動
は
、
む
し
ろ
蔑
視

す
べ
き
人
間
行
動
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
上
、
上
層
の
特
権
階
級
は
奢
侈
や
放
蕩
の
た
め

に
、
一
方
下
層
階
級
は
貧
困
の
た
め
に
、「
徳
性
へ
の
道
」
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
双
方
に
と
っ
て

「
財
産
へ
の
道
」
が
、
そ
の
ま
ま
「
徳
性
へ
の
道
」
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
。
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デ
フ
ォ
ー
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
漂
流
記
』
の
中
で
、
こ
う
し
た
諸
階
層
の
人
間
像
を
鋭
い
洞
察
力
を
も
っ
て
見
抜
い
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
デ
フ
ォ
ー
は
資
本
主
義
の
精
神
の
担
い
手
と
し
て
の
中
産
層
に
対
す
る
賛
美
の
言
葉
と
と
も
に
、
上
層
お
よ
び
下
層
の

両
階
級
の
陥
り
易
い
悪
徳
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
る
。『
漂
流
記
』
を
デ
フ
ォ
ー
が
出
版
し
た
頃
、
外
国
貿
易
に
は

ま
だ
多
分
に
一
か
八
か
の
冒
険
的
な
要
素
が
残
存
し
て
い
て
、
乾
坤
一
擲
の
投
機
的
性
格
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
ビ
ン
ソ

ン
自
身
も
、
そ
う
い
う
冒
険
を
や
っ
て
み
た
い
。
自
分
も
兄
と
同
様
、
貿
易
商
人
と
し
て
海
外
で
活
躍
し
た
い
と
目
論
ん
で
い
た
（
2
）

。
そ
れ

を
察
知
し
た
父
親
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
止
め
る
。

「
運
を
賭
し
て
外
国
に
行
っ
て
一
旗
揚
げ
、
尋
常
一
様
で
な
い
仕
事
を
や
っ
て
名
前
を
あ
げ
よ
う
な
ん
て
い
う
連
中
は
、
ど
ん
底
生
活

に
喘
い
で
い
る
よ
う
な
連
中
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
ひ
ど
く
野
心
的
な
金
と
運
に
恵
ま
れ
た
連
中
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
な
の
だ
。
こ
う
い

う
こ
と
は
、
お
前
な
ど
の
手
の
届
く
こ
と
で
も
な
い
し
、
ま
た
そ
こ
ま
で
身
を
落
し
て
や
る
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
だ
（
3
）

。」

さ
ら
に
父
親
は
言
葉
を
続
け
、「
お
前
の
身
分
は
中
位
の
身
分
で
、
い
わ
ば
下
層
社
会
の
上
の
部
に
い
る
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。
自
分

の
長
年
の
経
験
に
よ
る
と
、
こ
の
位
い
い
身
分
は
な
い
し
、
人
間
の
幸
福
に
も
一
番
ぴ
っ
た
り
あ
っ
て
も
い
る
。
身
分
の
い
や
し
い
連
中

の
惨
め
さ
や
苦
し
さ
、
血
の
に
じ
む
よ
う
な
辛
酸
を
な
め
る
必
要
も
な
い
。
身
分
の
高
い
連
中
に
つ
き
も
の
の
驕
り
や
贅
沢
や
野
心
や
妬

み
に
悩
さ
れ
る
必
要
も
な
い
。
こ
う
い
う
身
分
が
ど
ん
な
に
幸
福
な
も
の
か
、
ほ
か
の
連
中
が
ど
れ
程
羨
ま
し
が
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
た
だ
け
で
も
分
か
り
そ
う
な
も
の
だ
。
偉
い
地
位
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
に
昔
か
ら
ど
れ
程
多
く
の
王
様
が
そ
の
悲
し
み
を
味

わ
っ
て
き
た
こ
と
か
。
二
つ
の
極
端
の
、
つ
ま
り
貴
賤
の
中
間
に
生
ま
れ
て
き
て
い
た
ら
、
と
願
っ
て
き
た
こ
と
か
。
貧
も
富
も
避
け
た

い
と
願
っ
た
賢
者
は
、
中
位
の
身
分
こ
そ
本
当
の
幸
福
の
基
準
で
あ
る
こ
と
を
証
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
4
）

」
と
説
得
す
る
。

こ
の
引
用
文
に
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
豊
か
で
細
や
か
な
観
察
に
基
礎
を
置
い
た
多
く
の
人
間
的
真
実
が
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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さ
ら
に
父
親
は
、
中
産
層
へ
の
賛
美
の
言
葉
を
続
け
る
。

「
中
位
の
生
活
は
実
際
、
あ
ら
ゆ
る
美
徳
、
あ
ら
ゆ
る
楽
し
み
の
源
泉
と
い
え
る
。
こ
の
ち
ょ
う
ど
頃
合
い
の
暮
ら
し
に
は
、
い
わ
ば

平
和
と
豊
か
さ
と
い
う
侍
女
が
か
し
ず
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
祝
福
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
節
制
や
中
庸
や
平
静

や
健
康
や
社
交
が
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
こ
こ
ち
よ
い
娯
楽
、
あ
ら
ゆ
る
望
ま
し
い
楽
し
み
が
あ
る
。
こ
う
や
っ
て
こ
そ
、
人
間
は
静
か
に

穏
や
か
に
世
間
を
渡
っ
て
ゆ
き
、
ま
た
楽
し
く
世
を
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
（
5
）

。」　

引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
産
層
の
み
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
祝
福
を
享
受
し
、
安
ら
か
な
生
活
を
営
み
な
が
ら
静
か
に
世
の
中
を
渡
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

と
し
て
の
デ
フ
ォ
ー
の
人
生
訓
が
如
実
に
語
ら
れ
て
い
る
（
6
）

。

ま
た
デ
フ
ォ
ー
に
よ
れ
ば
経
済
的
視
点
、
つ
ま
り
消
費
購
買
力
の
視
点
か
ら
も
、
中
産
層
は
地
主
・
貴
族
な
ど
の
上
流
階
級
よ
り
も
す

ぐ
れ
て
い
る
と
言
う
。
デ
フ
ォ
ー
は
中
産
層
、
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
健
全
な
消
費
を
強
調
す
る
と
と
も
に
重
視
し
、
富
裕
な
上
流
層
の
悪
徳

に
由
来
す
る
浪
費
に
著
し
く
批
判
的
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
に
あ
っ
て
は
、
産
業
活
動
は
富
裕
な
上
層
階
級
の
悪
徳
に
由
来
す
る
浪

費
に
依
存
し
て
発
展
す
る
と
考
え
た
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
経
済
認
識
に
は
批
判
的
で
あ
り
、
一
方
中
産
階
級
と
広
汎
な
勤
労
者
階
級
の
堅
実

な
消
費
こ
そ
産
業
発
展
を
支
え
る
主
要
な
要
因
で
あ
る
と
主
張
し
た
ハ
チ
ス
ン
の
立
場
に
組
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ー
も
ハ
チ
ス
ン

も
大
衆
的
国
内
市
場
に
対
す
る
確
信
に
立
ち
、
上
流
層
の
奢
侈
に
頼
ら
ぬ
経
済
建
設
を
自
然
で
現
実
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
姿
と
考
え
た
（
7
）

。

デ
フ
ォ
ー
は
そ
れ
故
、
一
部
の
中
産
層
の
中
に
、
富
裕
な
上
流
層
の
よ
う
に
「
見
せ
よ
う
見
ら
れ
よ
う
」
と
す
る
模
倣
0

0

と
い
う
空
虚
で

低
俗
き
わ
ま
る
思
い
上
が
り
に
熱
中
し
て
耳
を
か
さ
な
い
風
潮
が
あ
る
こ
と
を
自
省
を
込
め
て
批
判
し
、
そ
う
し
た
浪
費
と
虚
栄
は
道
徳

を
腐
敗
さ
せ
る
と
と
も
に
、
商
工
業
者
の
破
滅
へ
の
近
道
だ
と
警
告
し
た
の
だ
。
商
工
業
者
は
、
本
来
、
上
流
層
と
教
育
や
価
値
体
系
を

異
に
し
て
い
る
。
職
業
生
活
に
は
「
勤
勉
と
節
約
」
が
必
要
で
、「
怠
惰
と
浪
費
」
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
上
流
層
の
行
動
を
見
習
う



五
二
八

の
は
困
難
で
あ
り
、
危
険
で
す
ら
あ
る
、
こ
う
デ
フ
ォ
ー
は
考
え
て
い
た
（
8
）

。
デ
フ
ォ
ー
は
ま
た
、
上
流
の
富
裕
層
の
奢
侈
や
浪
費
が
国
内

経
済
の
産
業
構
造
を
歪
め
、
国
際
収
支
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
を
厳
し
く
指
摘
し
た
。
上
流
の
富
裕
層
の
破
滅
的
な
愚
行
に
依
存
す
る
不
自

然
で
信
用
で
き
な
い
新
産
業
が
は
び
こ
り
、
奢
侈
品
の
輸
入
で
貿
易
収
支
が
赤
字
に
な
っ
て
、
健
全
な
国
民
経
済
の
繁
栄
と
そ
の
支
柱
で

あ
る
国
民
的
製
造
工
業
が
損
わ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
デ
フ
ォ
ー
は
、
中
産
層
が
上
位
の
社
会
層
の
生
活
様
式
を
模
倣
0

0

し
て
有
害
な
奢
侈
に
感
染
す
る
こ
と
を
強
く

懸
念
し
戒
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
デ
フ
ォ
ー
に
と
っ
て
、
消
費
と
は
あ
く
ま
で
も
勤
労
と
節
約
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
、
中
産

の
市
民
層
と
広
く
勤
労
大
衆
の
健
全
な
消
費
行
動
（
大
衆
的
国
内
市
場
）
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
産
層
の
「
勤
勉
に
よ
る
利

得
」
と
と
も
に
勤
労
大
衆
（
労
働
者
層
）
の
「
購
買
力
と
し
て
の
賃
金
」
を
重
視
す
る
デ
フ
ォ
ー
の
大
衆
的
消
費
市
場
論
は
、
彼
の
『
イ

ギ
リ
ス
経
済
の
構
図
』
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
二
つ
の
階
層
、
つ
ま
り
製
造
業
者
と
商
店
主
の
…
…
労
働
、
な
い
し
は
取
引
上
の
勤
勉
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
彼
ら
の
利
得
と
、
そ
し

て
ま
た
信
じ
難
い
ほ
ど
の
彼
ら
の
数
に
よ
っ
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
産
物
と
、
ま
た
当
地
に
輸
入
さ
れ
た
他
国
民
に
よ
る
産
物
の
国

内
消
費
は
並
は
ず
れ
て
大
き
い
の
で
あ
る
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
取
引
は
、
…
…
驚
く
べ
き
大
き
さ
に
ま
で
達
し
て
い
る
の
だ
。
…
…
彼

ら
は
よ
く
食
べ
、
十
分
に
飲
む
。
彼
ら
の
食
事
、（
つ
ま
り
）
肉
類
に
つ
い
て
言
え
ば
、
た
と
え
ば
牛
肉
や
羊
肉
、
ま
た
ベ
ー
コ
ン
な
ど
の

消
費
は
、
彼
ら
の
生
活
環
境
に
応
じ
て
気
前
が
よ
く
、
そ
れ
は
極
端
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
浪
費
的
で
す
ら
あ
る
（
9
）

。」

イ
ギ
リ
ス
国
民
の
生
活
水
準
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
で
も
断
ト
ツ
で
あ
っ
た
。
デ
フ
ォ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
は
「
中

産
の
身
分
で
商
工
業
に
従
事
し
、
か
な
り
よ
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
勤
勉
な
国
民
な
の
で
、
彼
ら
の
暮
ら
し
向
き
の
よ
さ
が
、
国
内
の
生

産
品
と
同
様
、
外
国
品
の
巨
大
な
消
費
に
対
し
て
も
機
会
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
世
界
の
い
か
な
る
国
も
こ
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れ
に
匹
敵
す
る
も
の
が
な
（
10
）

い
（
11
）

。」

こ
の
よ
う
な
生
活
水
準
の
高
さ
は
、
中
産
層
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
勤
労
大
衆
（
労
働
者
層
）
に
お
い
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
彼
ら

の
生
活
水
準
の
高
さ
は
、
具
体
的
に
は
賃
金
の
高
さ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
労
働
者
層
の
暮
ら
し
向

き
が
良
く
て
「
彼
ら
は
温
か
い
と
こ
ろ
で
休
み
、
豊
か
に
暮
ら
し
、
激
し
く
働
き
、
そ
し
て
欠
乏
を
知
ら
ず
（
ま
た
知
る
必
要
も
な
い
。）

…
…
あ
な
た
方
の
消
費
の
大
半
を
引
き
受
け
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
人
々
な
の
で
あ
る
。
…
…
彼
ら
の
賃
金
に
よ
っ
て
彼
ら
は
豊
か
な
暮

ら
し
が
で
き
、
ま
た
彼
ら
の
贅
沢
な
上
に
大
ま
か
で
、
自
由
な
の
び
の
び
と
し
た
生
活
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
産
物
と
同
様
、
外
国
の
産

物
の
消
費
を
こ
の
よ
う
な
大
き
さ
に
ま
で
引
き
上
げ
た
（
12
）

。」

悪
徳
に
陥
り
易
い
富
裕
層
と
貧
困
層
に
批
判
的
で
あ
る
一
方
、
さ
ま
ざ
ま
な
祝
福
を
享
受
し
、
安
ら
か
な
生
活
を
営
み
な
が
ら
静
か
に

世
間
を
渡
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
中
産
層
を
高
く
買
っ
た
デ
フ
ォ
ー
、
そ
し
て
富
裕
層
の
奢
侈
的
消
費
に
著
し
く
批
判
的
で
あ
る
が
、

中
産
層
の
商
工
業
者
と
勤
労
大
衆
の
堅
実
な
消
費
に
基
礎
を
置
い
た
大
衆
的
消
費
市
場
を
重
視
し
た
デ
フ
ォ
ー
、
こ
う
し
た
デ
フ
ォ
ー
の

見
解
は
、
の
ち
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
そ
れ
を
見
よ
う
。

（
1
） 

天
川
潤
次
郎
「
一
八
世
紀
初
頭
の
社
会
経
済
倫
理
の
起
源
│
デ
フ
ォ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
│
」『
経
済
学
論
究
』
第
一
七
巻
第
一
号
、
関
西
学

院
大
学
経
済
学
研
究
会
を
み
よ
。

（
2
） 

大
塚
久
雄
『
社
会
科
学
に
お
け
る
人
間
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
四
頁
。

（
3
） D
aniel D

efoe, R
obin

son
 C

ru
soe, introduction by G

uy N
.P
ocock, M

.A
.E
verym

an ’s L
ibrary, 1966, p.5.　

デ
フ
ォ
ー
『
ロ
ビ
ン

ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』（
平
井
正
穂
訳
）、（
上
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
一
二
頁
。

（
4
） 

Ibid., pp.5-6.　

邦
訳
、
一
二
│
三
頁
。
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〇

（
5
） 

Ibid., p.6.　

邦
訳
、
一
三
頁
。

（
6
） 

天
川
潤
次
郎
「
産
業
革
命
前
夜
に
お
け
る
経
済
倫
理
の
継
承
と
展
開
㈡
」『
社
会
経
済
史
学
』
4
・
5
、
有
斐
閣
を
み
よ
。

（
7
） 
関
口
尚
志
、
前
掲
論
文
、
五
九
│
六
〇
頁
。

（
8
） 
同
論
文
、
四
〇
頁
。

（
9
） D

aniel D
efoe, A

 P
lan

 of th
e E

n
glish

 C
om

m
erce, p.101.　

邦
訳
、
一
〇
二
│
三
頁
。

（
10
） 

Ibid., p.79.　

邦
訳
、
八
四
頁
。

（
11
） 

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
タ
ッ
カ
ー
は
、
家
庭
用
備
品
や
装
飾
品
に
対
す
る
消
費
需
要
の
旺
盛
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
「
オ
ラ

ン
ダ
を
別
に
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
の
国
に
見
ら
れ
る
よ
り
も
、
家
の
中
に
よ
り
便
利
な
設
備
を
有
し
、
清
潔
で
品
の
よ
い
家
具
の
数
を
さ

ら
に
増
や
そ
う
と
し
、
絨
緞
、
衝
立
、
窓
の
カ
ー
テ
ン
、
家
内
用
呼
び
り
ん
、
磨
か
れ
た
真
鍮
製
錠
前
、
炉
格
子
な
ど
な
ど
│
外
国
の
同
じ
身
分
の

人
々
の
間
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
物
│
の
種
類
を
豊
富
に
し
よ
う
と
す
る
。」（
ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
、
前
掲
訳
書
、
四
六
六
頁
。）

（
12
） D

aniel D
efoe, A

 P
lan

 of th
e E

n
glish

 C
om

m
erce, pp.101-2.　

邦
訳
、
一
〇
三
│
四
頁
。

五　

ス
ミ
ス
の
中
産
層
の
評
価

デ
フ
ォ
ー
と
同
様
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
も
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
中
産
層
な
い
し
彼
ら
出
身
の
近
代
的
企
業
家
こ
そ
、
経
済
人
と
し
て
の
営

利
活
動
つ
ま
り
「
財
産
（
富
）
へ
の
道
」
が
、
そ
の
ま
ま
「
徳
性
へ
の
道
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
ら
こ
そ
新
し
い
徳
性

と
し
て
の
勤
勉
、
節
約
、
慎
慮
な
ど
を
生
み
だ
す
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
大
河
内
一
男
は
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
勤
勉
・

節
約
を
も
っ
て
次
第
に
自
己
の
資
本
を
蓄
積
し
つ
つ
社
会
的
に
興
隆
し
は
じ
め
て
い
た
中
産
階
級
に
あ
っ
て
は
、
営
利
活
動
は
何
ら
軽
蔑

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
内
に
宗
教
的
な
救
い
さ
え
見
出
す
に
い
た
っ
た
こ
と
、
す
で
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
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研
究
の
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
営
利
活
動
の
是
認
も
ま
た
同
様
な
根
拠
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
（
1
）

。」

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
上
流
の
富
裕
層
は
豪
奢
な
生
活
を
送
り
、
破
倫
に
陥
り
易
い
た
め
に
、
貧
困
層
は
窮
乏
生
活
に
よ
っ
て
経
済
人

と
し
て
の
徳
性
を
生
み
だ
す
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
富
裕
層
も
貧
困
層
も
、「
財
産
（
富
）
へ
の
道
」

が
そ
の
ま
ま
「
徳
性
へ
の
道
」
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
『
道
徳
感
情
論
』
の
中
で
、
中
産
層
の
も
つ
徳
性
、
生
活
態
度
、
行
動
様
式
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
中
流
お
よ
び
下
流
の
、
生
活
上
の
地
位
に
お
い
て
は
、
徳
性
へ
の
道
と
財
産
へ
の
道
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
地
位
に
あ
る
人
々
が
、

獲
得
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
も
妥
当
で
あ
る
よ
う
な
財
産
へ
の
道
は
、
幸
福
な
こ
と
に
、
た
い
て
い
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
。

す
べ
て
の
中
流
お
よ
び
下
流
の
職
業
に
お
い
て
は
、
真
実
で
堅
固
な
職
業
的
諸
能
力
が
、
慎
慮
、
正
義
、
不
動
、
節
制
の
行
動
と
結
合
す

れ
ば
、
成
功
し
そ
こ
な
う
こ
と
は
、
め
っ
た
に
あ
り
え
な
い
。
…
…
そ
の
う
え
、
中
流
お
よ
び
下
流
の
、
生
活
上
の
地
位
に
あ
る
人
々
は
、

け
っ
し
て
法
律
を
越
え
る
に
十
分
な
ほ
ど
偉
く
は
あ
り
え
ず
、
法
律
は
、
少
く
と
も
正
義
の
諸
法
則
の
う
ち
の
重
要
な
も
の
に
対
し
て
は
、

あ
る
種
の
尊
敬
を
も
つ
よ
う
に
、
彼
ら
を
威
圧
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
々
の
成
功
は
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
彼
ら
の
隣

人
と
同
輩
と
の
、
好
意
と
好
評
と
に
依
存
す
る
し
、
か
な
り
規
則
正
し
い
行
動
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
め
っ
た
に
得
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
直
は
最
良
の
方
策
だ
と
い
う
昔
か
ら
の
諺
は
、
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
完
全
な
真
理

と
し
て
当
て
嵌
ま
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
、
か
な
り
の
程
度
の
徳
性
が
あ
る
こ
と
を
期
待

す
る
の
だ
し
、
社
会
の
最
良
な
道
徳
に
と
っ
て
幸
運
に
も
、
こ
れ
ら
の
境
遇
が
、
人
類
の
う
ち
の
は
る
か
に
大
き
な
部
分
の
も
の
な
の
で

あ
る
（
2
）

。」
引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
産
層
の
生
活
状
態
に
あ
る
人
々
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
ら
の
大
多
数
に
あ
っ
て
は
、「
財
産
（
富
）
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へ
の
道
」
と
「
徳
性
へ
の
道
」
と
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
慎
慮
、
正
義
、
節
制
な
ど
の
諸
徳
性
に
基
づ
い

て
、
彼
ら
が
有
し
て
い
る
職
業
的
諸
能
力
を
、
た
ゆ
ま
ず
鍛
え
、
発
揮
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
成
功
へ
の

も
っ
と
も
確
実
な
道
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、「
隣
人
や
同
輩
の
好
意
と
好
評
」
を
も
得
る
こ
と
に
な
る
、
こ
う
ス
ミ
ス
は
言

う
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
デ
フ
ォ
ー
と
同
様
、
ス
ミ
ス
の
中
産
層
も
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
倫
理
観
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
で
あ
ろ
う
。
水
田
洋
は
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
精
神
を
生
み
だ
し
た
も
の
と
さ
れ
た
新
教
と
く
に

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
も
、
民
衆
（
中
産
層
│
│
引
用
者
）
の
宗
教
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
（
3
）

」
と
言
っ
て
い
る
。

梅
津
順
一
は
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
の
原
点
に
お
い
て
は
、
人
間
行
動
は
道
徳
感
情
に
か
か
わ
ら
せ
て
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
倫
理
的
資
質

0

0

0

0

0

は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
世
俗
内
的
禁
欲

0

0

0

0

0

0

の
刻
印
を
帯
び
て
い
た
（
4
）

」
と
言
う
。
し
か
し
水
田
洋
が
言
う
よ
う
に

「
ス
ミ
ス
の
時
代
に
は
、
資
本
主
義
の
精
神
は
初
期
の
宗
教
的
性
格
を
か
な
り
失
っ
て
、
職
業
に
お
け
る
成
功
を
神
の
道
と
し
て
で
な
く
、

成
功
そ
の
も
の
と
し
て
、
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
5
）

。」
こ
の
点
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
中
産
層
と
は
対
照
的
に
、
上
流
の
富
裕
層
に
あ
っ
て
は
、
不
幸
に
し
て
事
情
は
異
な
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
富
裕
層
の
間
で
は

「
成
功
と
昇
進
」
と
は
、
中
産
層
の
間
で
重
視
さ
れ
る
、
前
述
の
諸
徳
性
や
諸
能
力
に
依
存
し
な
い
。
そ
こ
で
は
「
へ
つ
ら
い
と
偽
り
」

と
が
、
賞
賛
に
値
す
る
諸
徳
性
と
諸
能
力
に
対
し
て
優
位
を
占
め
る
（
6
）

。
そ
の
成
功
と
昇
進
は
「
理
解
力
が
あ
り
豊
富
な
知
識
を
も
っ
た
同

等
者
た
ち
の
評
価
で
は
な
く
、
無
知
高
慢
で
誇
り
高
い
、
上
長
者
た
ち
の
気
ま
ぐ
れ
で
ば
か
げ
た
好
意
（
7
）

」
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
だ
。「
王

侯
た
ち
の
宮
廷
」
や
「
上
流
の
人
々
の
応
接
室
」
と
い
っ
た
「
腐
敗
し
た
社
会
」
に
お
い
て
は
、「
傲
慢
で
く
だ
ら
な
い
へ
つ
ら
い
者
た

ち
」
が
幅
を
き
か
せ
、「
戦
士
、
政
治
家
、
哲
学
者
、
ま
た
は
立
法
者
の
、
堅
固
で
男
性
的
な
諸
徳
性
」
と
か
、「
す
べ
て
の
偉
大
で
畏
怖

す
べ
き
徳
性
」
と
か
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
「
最
大
の
軽
蔑
と
嘲
笑
」
す
ら
受
け
る
（
8
）

。
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問
題
は
、
こ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
く
て
、
も
っ
と
大
き
な
害
悪
を
中
産
の
市
民
層
の
人
々
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
ス
ミ
ス
は
言
う
。

ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、「
富
裕
な
人
々
と
上
流
の
人
々
に
感
嘆
し
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
を
模
倣
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
性
向
の
た
め
に
（
9
）

」、
そ

こ
か
ら
も
っ
と
重
大
な
新
た
な
憂
慮
す
べ
き
道
徳
感
情
な
い
し
倫
理
観
の
腐
敗
が
発
生
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
産
層
が
も
つ
、

こ
の
模
倣
す
る
と
い
う
性
向
の
た
め
に
、
彼
ら
の
間
に
お
い
て
さ
え
、
上
層
の
富
裕
階
級
と
同
様
の
憂
慮
す
べ
き
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
が

は
び
こ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
上
流
の
富
裕
層
の
「
流
行
の
衣
服
」「
流
行
の
語
体
」
な
ど
の
生
活
様
式
を
模
倣
し
、
い
っ

そ
う
悪
い
こ
と
に
は
、
上
流
層
の
行
う
悪
徳
愚
行
さ
え
、
中
産
の
市
民
層
の
心
中
で
は
是
認
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
富
裕
層

を
模
倣
し
彼
ら
に
類
似
す
る
こ
と
を
誇
る
の
で
あ
る
（
10
）

。」　

ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
面
で

…
…
こ
の
国
の
中
流
階
級
の
人
々
は
目
上
の
人
々
の
ま
ね
を
し
よ
う
と
懸
命
で
あ
っ
た
（
11
）

。」

さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
は
、「
多
く
の
貧
乏
人
は
富
裕
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
誇
り
と
し
、
…
…
こ
の
羨
望
さ
れ
る
境
遇
に
到
達
す
る
た

め
に
、
財
産
へ
の
志
願
者
た
ち
は
余
り
も
し
ば
し
ば
、
徳
性
へ
の
道
を
放
棄
す
る
（
12
）

。」　

貧
困
者
た
ち
に
あ
っ
て
も
「
へ
つ
ら
い
と
偽
り
」

と
が
、
ま
た
「
高
慢
と
虚
栄
」
と
が
、
や
が
て
「
堅
固
で
男
性
的
な
諸
徳
性
」
や
「
偉
大
で
畏
怖
す
べ
き
諸
徳
性
」
に
代
っ
て
そ
の
地
位

を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
上
流
の
富
裕
層
の
み
な
ら
ず
、
社
会
の
屋
台
骨
を
背
負
っ
て
立
つ
中
産
層
の
人
々
の
間
に
さ
え
起
こ
り
う
る
、

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
道
徳
感
情
な
い
し
倫
理
観
の
腐
敗
の
危
険
性
に
ス
ミ
ス
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
の
で
あ
る
。

道
徳
感
情
な
い
し
倫
理
観
の
腐
敗
ゆ
え
に
、
中
産
層
の
経
済
人
と
し
て
の
新
し
い
徳
性
つ
ま
り
慎
慮
、
勤
勉
、
節
約
と
い
っ
た
倫
理
的

資
質
が
涵
養
し
え
ず
、
そ
の
結
果
、
経
済
的
視
点
つ
ま
り
経
済
発
展
に
必
要
な
資
本
蓄
積
と
そ
れ
に
基
づ
く
国
民
的
富
裕
の
達
成
は
楽
観

的
に
進
行
し
え
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
や
抵
抗
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
（
13
）

。
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
中
産
層
の
新

し
い
徳
性
つ
ま
り
勤
勉
、
節
約
と
い
っ
た
資
本
主
義
の
精
神
が
涵
養
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
国
民
的
富
裕
の
社
会
の
実
現
は
不
可
能
に
な
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り
、
し
た
が
っ
て
「
政
治
経
済
学
は
、
国
民
と
主
権
者
の
双
方
を
と
も
に
富
ま
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
（
14
）

」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
富
裕

の
達
成
を
実
現
で
き
な
い
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
経
済
発
展
に
必
要
な
資
本
蓄
積
に
関
し
て
言
え
ば
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
貯
蓄
の
主
要
な
主
体
を
ど
こ
に
見
た
か
と
言

う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
ス
ミ
ス
は
一
方
に
お
い
て
「
勤
勉
で
は
な
く
節
約
が
、
資
本
増
加
の
直
接
の
原
因
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

勤
勉
は
節
約
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
る
対
象
物
を
提
供
す
る
。
だ
が
、
勤
勉
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
多
く
が
獲
得
さ
れ
よ
う
と
、
も
し
節
約
が

そ
れ
を
貯
蓄
し
貯
蔵
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
資
本
は
け
っ
し
て
大
き
く
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
15
）

」
と
言
っ
て
、
貯
蓄
の
主
体
が
、
勤
勉

の
主
体
に
も
な
り
う
る
雇
用
生
産
的
労
働
者
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
富
裕
な
上
流
層
は
「
怠
惰
な
客
人
や

家
事
使
用
人
（
16
）

」
に
支
出
し
、
高
い
利
潤
を
む
さ
ぼ
る
大
貿
易
商
人
は
「
節
約
と
い
う
真
面
目
な
美
徳
（
17
）

」
を
こ
と
ご
と
く
破
壊
さ
せ
る
傾
向

が
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ス
ミ
ス
が
、
節
約
を
実
践
し
、
貯
蓄
の
主
体
と
な
る
典
型
的
な
階
層
と
し
て
考
え
て
い
た
の
は
、

中
産
層
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
た
と
言
え
る
（
18
）

。

別
言
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
が
『
国
富
論
』
で
強
く
主
張
し
た
、「
個
人
が
自
己
の
境
遇
の
改
善
を
め
ざ
す
営
々
と
し
て
行
う
努
力
（
19
）

」
こ
そ
、

経
済
発
展
に
必
要
な
資
本
蓄
積
と
そ
れ
に
基
づ
く
国
民
的
富
裕
の
社
会
を
め
ざ
す
推
進
力
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
推
進
力
の
担
い
手
が
、

中
産
層
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
デ
フ
ォ
ー
の
み
な
ら
ず
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
も
、
中
産
層
の
人
々
へ
の
評
価

は
高
く
、
信
頼
も
厚
く
、
こ
れ
か
ら
到
来
す
る
本
格
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
人
材
と
し
て
、
そ
の
成
熟
を
期
待
し

た
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
中
産
層
の
人
々
の
繁
栄
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
さ
ら
に
輝
か
し
い
将
来
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
20
）

。
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業
革
命
前
夜
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お
け
る
中
産
層
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役
割
（
山
口
）

五
三
五

（
1
） 

大
河
内
一
男
『
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
』（『
大
河
内
一
男
著
作
集
』
第
三
巻
）
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
〇
年
、
一
〇
三
頁
。

（
2
） A

dam
 S
m
ith, T

h
e T

h
eory of M

oral S
en

tim
en

ts, edited by D
.D
.R
aphael and A

.L
.M
acfi e, G

lasgow
 edition, O

xford, 1976, p.63.
（
以
下
、T

M
S

と
略
記
）
水
田
洋
訳
『
道
徳
感
情
論
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
九
六
│
七
頁
。

（
3
） 
水
田
洋
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
』
未
来
社
、
一
九
七
五
年
、
一
九
三
頁
。

（
4
） 

梅
津
順
一
『
近
代
経
済
人
の
宗
教
的
根
源
』、
二
四
四
│
五
頁
。

（
5
） 

水
田
洋
、
前
掲
書
、
一
九
三
│
四
頁
。

（
6
） 

T
M

S
, p.63.　

邦
訳
、
九
七
頁
。

（
7
） 

T
M

S
, p.63.　

邦
訳
、
九
七
頁
。

（
8
） 

T
M

S
, p.63.　

邦
訳
、
九
七
頁
。

（
9
） 

T
M

S
, p.64.　

邦
訳
、
九
八
頁
。

（
10
） 

T
M

S
, p.64.　

邦
訳
、
九
八
頁
。

（
11
） 

ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
、
前
掲
訳
書
、
一
〇
七
頁
。

（
12
） 

T
M

S
, p.64.　

邦
訳
、
九
八
頁
。

（
13
） 

川
島
信
義
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
諸
国
民
の
富
』
の
成
立
と
『
道
徳
感
情
の
理
論
』
の
改
訂
」『
経
済
学
論
集
』
第
一
六
巻
第
三
号
、
西
南
学

院
大
学
を
み
よ
。

（
14
） A

dam
 S
m
ith, A

n
 In

qu
iry in

to th
e N

atu
re an

d
 C

au
ses of th

e W
ealth

 of N
ation

s, edited by R
.H
.C
am
pbell, A

.S
.S
kinner, 

G
lasgow

 edition, O
xford, 1976, V

ol.Ⅰ
, p.428.

（
以
下
、W

N
と
略
記
）、
大
河
内
一
男
監
訳
『
国
富
論
』
中
央
公
論
社
、
Ⅱ
、
七
五
頁
。

（
15
） 

W
N
.Ⅰ
, p.337.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
五
二
八
│
九
頁
。

（
16
） 

W
N
.Ⅰ
, p.338.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
五
二
九
頁
。

（
17
） 

W
N
.Ⅱ
, p.612.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
三
八
一
頁
。

（
18
） 

岡
田
純
一
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
五
二
年
、
一
六
八
頁
。



五
三
六

（
19
） 

W
N
.Ⅰ
, p.343.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
五
三
六
頁
。

（
20
） 

大
塚
久
雄
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。

六　

結
び
に
か
え
て

今
ま
で
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
前
後
の
時
期
、
い
わ
ば
産
業
革
命
前
夜
の
時

期
は
、
社
会
現
象
と
し
て
見
れ
ば
、
新
し
い
社
会
層
で
あ
る
中
産
層
の
台
頭
と
そ
の
社
会
的
地
位
の
上
昇
の
時
代
で
あ
っ
た
。

「
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
背
骨
」
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
た
、
こ
の
新
興
の
中
産
層
の
立
場
に
立
ち
、
彼
ら
の
革
新
性
を
評
価
し
、

そ
の
役
割
に
期
待
を
か
け
て
い
た
人
物
に
デ
フ
ォ
ー
と
少
し
後
に
ス
ミ
ス
が
い
た
。
他
国
に
比
べ
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
中
産
層
が
非
常
に
繁

栄
し
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
、
こ
う
い
う
中
産
の
市
民
層
こ
そ
が
、
今
イ
ギ
リ
ス
の
国
富
を
そ
の
双
肩
に
担
っ
て
い
る
中
堅
な
の
だ

と
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
こ
の
中
産
層
こ
そ
、
将
来
の
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
を
支
え
る
最
強
の
支
柱
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
（
1
）

。

資
本
主
義
の
精
神
を
も
つ
経
済
人
と
し
て
の
中
産
層
の
人
々
は
、
産
業
革
命
と
い
う
経
済
発
展
の
基
盤
と
な
っ
た
社
会
的
・
文
化
的
・

倫
理
的
な
諸
変
化
、
た
と
え
ば
封
建
社
会
に
あ
っ
て
は
価
値
の
低
い
下
賤
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
利
潤
動
機
、
競
争
倫
理
な
ど
を
積
極

的
に
是
認
す
る
心
性
、
そ
の
上
利
己
心
か
ら
生
ず
る
慎
慮
、
勤
勉
、
節
約
と
い
っ
た
新
し
い
徳
性
を
身
に
つ
け
て
い
た
（
2
）

。
そ
れ
に
加
え
て

デ
フ
ォ
ー
も
ス
ミ
ス
も
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
教
義
で
育
っ
た
中
産
層
の
人
々
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
営
利
活
動
＝
「
財
産
へ
の
道
」
の
み
が
、

そ
の
ま
ま
「
徳
性
へ
の
道
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
中
産
層
お
よ
び
勤
労
大
衆
層
（
労
働
者
層
）
の
健
全
な
消
費
行
動
が
、
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業
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五
三
七

国
内
の
消
費
市
場
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

中
産
層
と
は
対
照
的
に
、
上
流
の
富
裕
層
の
行
動
は
、
主
と
し
て
浪
費
そ
の
も
の
、
そ
し
て
背
徳
と
退
廃
と
に
だ
け
結
び
つ
く
こ
と
を

特
徴
と
す
る
の
で
、
国
民
大
衆
の
富
裕
を
も
た
ら
す
資
本
の
蓄
積
に
つ
な
が
る
こ
と
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
一
方
貧
困
層
は
、
窮

乏
生
活
に
よ
っ
て
経
済
人
と
し
て
の
徳
性
を
生
み
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
た
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
牧
師
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ク
ス
タ
ー
が
説
い
た
経
済
倫
理
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
し
て
の
教
義
を
身
に
つ
け
た
中
産
層
こ

そ
が
、
禁
欲
・
勤
勉
・
節
約
・
資
本
蓄
積
に
全
力
を
注
ぐ
資
本
主
義
の
精
神
を
発
揮
し
、
国
民
的
富
裕
も
成
し
遂
げ
、
来
る
べ
き
産
業
革

命
を
順
調
に
達
成
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
デ
フ
ォ
ー
と
ス
ミ
ス
は
、
新
興
の
中
産
層
の
人
々
に
イ
ギ
リ
ス
の
未
来
を
託

し
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
ま
さ
に
中
産
層
の
立
場
に
立
っ
て
来
る
べ
き
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
見
据
え
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
益
に
と
っ
て

的
確
な
判
断
を
人
々
に
示
し
た
人
物
こ
そ
、
デ
フ
ォ
ー
と
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
3
）

。

（
1
） 

デ
フ
ォ
ー
『
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
構
図
』、
前
掲
訳
書
、
解
説
、
四
一
〇
頁
を
み
よ
。

（
2
） 

関
口
尚
志
、
前
掲
論
文
、
二
八
頁
。

（
3
） 

大
塚
久
雄
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。
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一

Ｅ
Ｕ
法
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」

日　

時　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
九
日（
土
）午
前
十
時
〜

場　

所　

法
学
部
十
号
館
一
〇
三
二
講
堂　

主　

催　

日
本
大
学
法
学
部
比
較
法
研
究
所

共　

催　

慶
應
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
Ｅ
Ｕ
研
究
セ
ン
タ
ー

後　

援　

日
本
Ｅ
Ｕ
学
会

一
、
基
調
講
演
「
Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
と
そ
の
意
義
」

加
藤　

紘
捷（
日
本
大
学
法
学
部
教
授
）

二
、「
日
Ｅ
Ｕ
間
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
相
互
承
認
原
則
の
比
較
法
的

考
察
」

 
庄
司　

克
宏

（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
）

三
、「
Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
」

長
谷
川
貞
之（
日
本
大
学
法
学
部
教
授
）

四
、「
Ｅ
Ｕ
会
社
法
と
日
本
の
事
業
体
法
制
〜
欧
州
私
会
社（S

P
E
 : 

S
ocietas P

rivata E
uropaea

）を
中
心
と
し
て
〜
」

松
嶋　

隆
弘（
日
本
大
学
法
学
部
教
授
）

五
、「
租
税
法
に
お
け
る
濫
用
の
法
理
│
欧
州
司
法
裁
判
所
と
我
が
国
の

最
高
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
を
比
較
し
て
│
」

今
村　

隆（
日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
）

六
、「
航
空
排
出
権
紛
争
の
行
方
」工

藤　

聡
一（
日
本
大
学
法
学
部
教
授
）

平
成
二
十
二
年
度
・
二
十
三
年
度
研
究
会
報
告

法
学
研
究
所

憲
法
・
行
政
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日（
水
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

通
信
社
配
信
記
事
に
対
す
る
名
誉
毀
損
の
成
否
と
事
実
誤
認
の
相
当

性（
最
一
判
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日
）准

教
授　

髙
畑
英
一
郎

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
七
日（
水
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂



五
四
二

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

D
uress

の
法
理
と
期
待
可
能
性

元
教
授　

沼
野　

輝
彦

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
六
月
九
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

被
害
者
と
し
て
の
法
人

大
学
院
法
務
研
究
科
教
授　

清
水　

洋
雄

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
七
月
十
四
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

住
居
侵
入
後
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
窃
取
に
着
手
し
、
い
つ
で
も

容
易
に
そ
の
占
有
を
取
得
で
き
る
状
態
に
置
い
た
上
で
、
同
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
の
占
有
者
に
脅
迫
を
加
え
て
同
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の

暗
証
番
号
を
強
い
て
聞
き
出
し
た
行
為
に
つ
き
、
刑
法
二
三
六
条
二

項
の
強
盗
罪
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
例

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程　

淵
脇
千
寿
保

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
月
十
三
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

国
旗
国
歌
起
立
斉
唱
を
め
ぐ
る
処
分
、
採
用
拒
否
事
件

非
常
勤
講
師　

杉
山　

幸
一

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
四
日（
土
）午
後
一
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

テ
レ
ビ
番
組
で
懲
戒
請
求
を
呼
び
か
け
ら
れ
、
業
務
を
妨
害
さ
れ
た

と
し
て
弁
護
団
の
弁
護
士
ら
が
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
例

大
阪
国
際
大
学
現
代
社
会
学
部
准
教
授　

安
保　

克
也

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
五
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
関
す
る
考
察

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程　

橋
本　

直
樹

刑
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
六
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室



 

五
四
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に
│

准
教
授　

岡
西　

賢
治

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
一
月
十
九
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り

教
授　

尾
田　

清
貴

民
事
法
・
商
事
法
合
同
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
三
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①（
判
例
研
究
）

一 

、
自
動
車
に
対
す
る
い
た
ず
ら
に
よ
る
損
傷
と
い
う
保
険
事
故

が
発
生
し
た
と
し
て
車
両
保
険
金
の
支
払
い
を
請
求
す
る
場
合

に
お
け
る
事
故
の
偶
発
性
に
つ
い
て
の
主
張
立
証
責
任

二 

、
自
動
車
に
対
す
る
い
た
ず
ら
に
よ
る
損
傷
と
い
う
保
険
事
故

の
発
生
を
認
め
、
損
害
保
険
会
社
の
故
意
免
責
を
認
め
な
か
っ

た
事
例（
東
京
高
判
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日
・
判
時

一
、
法
学
部（
本
館
）担
当
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
を
も
つ
被
告
人
の
供
述
が
争
わ
れ
、
無
罪
と
さ

れ
た
事
例（
東
京
高
裁
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日
・
判
例
タ
イ

ム
ズ
一
三
四
三
号
二
四
七
頁
）

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程　

浜
崎　

昌
之

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
七
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）担
当
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

い
わ
ゆ
る
環
境
法
領
域
に
含
ま
れ
る
廃
棄
物
処
理
法
の
刑
罰
規
定
に

対
す
る
未
必
の
故
意
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯

│
最
三
決
平
成
十
九
年
十
一
月
十
四
日
の
事
例
を
素
材
と
し
て
│

非
常
勤
講
師　

小
針　

健
慈

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）担
当
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
と
虚
偽
有
価
証
券
報
告
書
提
出
罪
等
の
成

否
│
長
銀
お
よ
び
日
債
銀
刑
事
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
判
断
を
中
心



五
四
四

理
」
に
対
す
る
意
見

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
七
月
二
日（
土
）午
前
九
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

第
三
回
「
民
法（
債
権
関
係
）の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整

理
」
に
対
す
る
意
見

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
三
日（
土
）午
前
九
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

第
四
回
「
民
法（
債
権
関
係
）の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整

理
」
に
対
す
る
意
見

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
七
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①（
判
例
研
究
）

保
険
契
約
者
は
、
死
亡
保
険
金
受
取
人
と
し
て
指
定
し
た
者
の
承

諾
な
く
、
死
亡
保
険
金
請
求
権
に
質
権
の
設
定
が
で
き
る
と
さ
れ

た
事
案（
東
京
高
判
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
・
金
判

二
〇
六
五
号
一
五
六
頁
）

弁
護
士　

高
木　

宏
行

②（
判
例
研
究
）

重
度
の
自
閉
症
児
の
福
祉
施
設
に
お
け
る
事
故
死
に
つ
き
、
重
度

障
害
者
も
健
常
者
並
み
に
就
労
の
機
会
が
増
え
つ
つ
あ
る
と
し
て
、

一
定
限
度
の
就
労
の
可
能
性
を
認
め
て
逸
失
利
益
が
認
め
ら
れ
た

事
例
│
社
会
福
祉
法
人
侑
愛
会
事
件
│（
青
森
地
判
平
成
二
十
一

年
十
二
月
二
十
五
日
・
判
時
二
〇
七
四
号
一
一
三
頁
・
労
判
九
九
八

号
二
二
頁
）

教
授　

長
谷
川
貞
之

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
六
月
十
八
日（
土
）午
前
九
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

第
一
回
「
民
法（
債
権
関
係
）の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整

理
」
に
対
す
る
意
見

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
五
日（
土
）午
前
九
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

第
二
回
「
民
法（
債
権
関
係
）の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整



 

五
四
五

②
金
商
法
一
五
七
条
利
用
の
可
能
性
に
つ
い
て

│
米
国
証
券
取
引
所
法10b-5

と
の
比
較
か
ら
│

公
益
財
団
法
人
日
本
証
券
経
済
研
究
所
研
究
員　

萬
澤　

陽
子

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
一
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①（
判
例
研
究
）

破
産
会
社
が
運
営
し
て
い
た
茶
道
教
室
の
受
講
生
に
対
す
る
茶
道

の
財
団
法
人
の
名
板
貸
責
任（
大
阪
地
判
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八

日
・
判
例
集
未
登
載
〔L

E
X
/D
B

文
献
番
号
二
五
四
六
三
五
一
四
〕、

大
阪
高
判
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
・
判
例
集
未
登
載

〔L
E
X
/D
B

文
献
番
号
二
五
四
七
〇
一
三
九
〕）

嘉
悦
大
学
経
営
経
済
学
部
准
教
授　

小
菅　

成
一

②
航
空
排
出
権
紛
争
の
行
方

│
ボ
ー
ダ
レ
ス
型
環
境
問
題
に
対
す
る
米
欧
の
規
制
戦
略
│

教
授　

工
藤　

聡
一

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

一
三
五
九
号
五
〇
頁
）

　

株
式
会
社
損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン
文
書
法
務
部
部
長
・

非
常
勤
講
師　

田
爪　

浩
信

②（
判
例
研
究
）

保
険
金
の
指
定
受
取
人
と
そ
の
相
続
人
と
な
る
べ
き
者
と
が
同
時

に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
「
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ノ
相

続
人
」（
最
判
平
成
二
十
一
年
六
月
二
日
・
民
集
六
三
巻
五
号

九
五
三
頁
）

弁
護
士　

岸　
　

郁
子

商
事
法
研
究
会

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
三
月
五
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①（
判
例
研
究
）

農
業
協
同
組
合
の
代
表
理
事
が
進
め
た
事
業
の
資
金
調
達
方
法
に

つ
い
て
、
調
査
、
確
認
し
な
か
っ
た
同
組
合
の
監
事
の
任
務
懈
怠

責
任（
最
判
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
七
日
・
金
判
一
三
四
二

号
二
二
頁
）

准
教
授　

大
久
保
拓
也



五
四
六

日
本
橋
学
館
大
学
非
常
勤
講
師　

松
井　

丈
晴

経
営
法
学
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
一
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
財
政
危
機
・
福
祉
予
算
の
逼
迫
の
虚
構
と
不
公
平
税
制
の
機
能

教
授　

黒
川　
　

功

②
二
〇
一
一
年
度
不
公
平
な
税
制
是
正
に
よ
る
財
源
試
算

不
公
平
な
税
制
を
た
だ
す
会
運
営
委
員
・
税
理
士　

荒
川　

俊
之

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
六
月
十
八
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

輸
出
戻
し
税
の
仕
組
み
と
震
災
復
興
財
源

静
岡
大
学
元
教
授
・
税
理
士　

湖
東　

京
至

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
七
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
七
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
会
社
法
の
も
と
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ

（
日
本
私
法
学
会
個
別
報
告
の
準
備
を
兼
ね
て
）教

授　

松
嶋　

隆
弘

②（
判
例
研
究
）

役
員
退
職
慰
労
年
金
の
支
給
打
ち
切
り
の
可
否（
最
三
小
判
平
成

二
十
二
年
三
月
十
六
日
・
判
時
二
〇
七
八
号
一
五
五
頁
・
金
判

一
三
四
六
号
三
八
頁
）

通
信
教
育
部
非
常
勤
講
師
・
税
理
士　

高
岸　

直
樹

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
一
日（
土
）午
前
十
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

「『
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
』
に
関
す
る
意
見
募

集
」
に
対
す
る
意
見

労
働
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室（
Ａ
）

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

事
業
場
外
み
な
し
労
働
時
間
制
の
日
米
比
較



 

五
四
七

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
七
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
震
災
か
ら
学
ぶ
「
居
住
」
の
要
件

法
政
大
学
大
学
院
講
師
・
一
級
建
築
士　

倉
田　
　

剛

②
「
権
力
分
立
論
」
と
租
税
に
つ
い
て

非
常
勤
講
師
・
税
理
士　

武
石　

鉄
昭

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
一
月
十
九
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
四
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

企
業
活
動
と
知
的
財
産
権

　
　
　

ア
デ
ィ
ダ
ス
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

グ
ル
ー
プ
法
務
部
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー　

山
下　

法
子

（
第
八
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
一
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
四
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

法
の
正
義
と
認
定
賞
与
│
課
税
庁
の
処
分
と
税
理
士
の
対
応
│

税
理
士　

小
田
川
豊
作

社
会
保
障
・
税
番
号
大
綱（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
）の
読
み
方

│
納
税
者
番
号
制
度
論
の
今
日
的
特
徴
│

税
理
士　

岡
田　

俊
明

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
二
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
東
日
本
大
震
災
税
務
事
例
の
問
題
点

│
阪
神
淡
路
の
教
訓
か
ら
│

税
理
士　

松
田　

周
平

②
震
災
法
務
と
課
税

鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
法
政
策
学
科
准
教
授　

鳥
飼　

貴
司

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
九
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
改
正
税
理
士
法

関
東
学
院
大
学
法
学
部
教
授
・
税
理
士　

阿
部　

徳
幸

②
意
思
表
示
の
効
力
発
生
時
期

│
民
法
起
草
者
の
議
論
を
通
じ
た
考
察
│

中
央
学
院
大
学
法
学
部
専
任
講
師　

大
久
保　

輝



五
四
八

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

リ
カ
ー
ド
ウ
の
課
税
論尾

道
大
学
経
済
情
報
学
部
教
授　

佐
藤　

滋
正

公
共
政
策
研
究
会

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
二
年
二
月
十
日（
水
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
六
号
館
）第
六
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

国
民
の
要
望
に
応
え
る
警
察
活
動
の
推
進
に
向
け
て

│
理
論
と
実
務
の
融
合
の
上
に
あ
る
警
察
の
在
る
べ
き
姿
│

警
察
大
学
校
警
察
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
政
策
調
査
官　

那
須　
　

修

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
七
月
七
日（
木
）午
後
五
時
四
十
五
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

冷
戦
後
に
お
け
る
自
衛
隊
の
役
割
：
そ
の
変
遷
と
今
後
の
展
望

法
政
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
教
養
学
部
准
教
授　

藤
重　

博
美

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
一
一
講
堂

政
経
研
究
所

政
治
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日（
金
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

政
治
家
石
橋
湛
山

東
洋
英
和
女
学
院
大
学
国
際
社
会
学
部
教
授　

増
田　
　

弘

経
済
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
九
日（
土
）午
後
一
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
五
三
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

日
本
経
済
に
お
け
る
観
光
立
国
化
の
必
要
性
と
観
光
行
政

同
志
社
女
子
大
学
現
代
社
会
学
部
特
任
教
授　

山
上　
　

徹

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
一
月
十
一
日（
水
）午
後
一
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂



 

五
四
九

①
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
の
光
と
影

専
修
大
学
法
学
部
兼
任
講
師　

末
次　

俊
之

②
共
和
党
穏
健
派
の
思
想
と
動
向

│
一
九
五
二
年
の
予
備
選
挙
を
中
心
と
し
て
│

津
田
塾
大
学
学
芸
学
部
国
際
関
係
学
科
准
教
授　

西
川　
　

賢

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
七
日（
土
）午
後
三
時
三
〇
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
政
エ
リ
ー
ト
：
公
職
兼
任
と
政
治
的
中
央

│
地
方
関
係
の
視
点
か
ら茨

城
大
学
人
文
学
部
教
授　

佐
川　

泰
弘

比
較
法
研
究
所

英
米
法（
公
法
部
会
）研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
五
日（
月
）午
前
十
時
四
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
五
二
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
体
系
と
大
統
領
権
限

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

体
験
的
公
務
員
論

元
教
授　

田
中　

宗
孝

政
治
権
力
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
日（
水
）午
後
五
時
三
〇
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ド
イ
ツ
連
立
政
権
の
形
成
と
存
続
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

東
京
工
業
大
学
大
学
院
社
会
理
工
学
研
究
科
特
任
助
教　

荒
井　

祐
介

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日（
月
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

日
英
比
較
か
ら
み
る
首
相
の
権
力

成
蹊
大
学
法
学
部
教
授　

高
安　

健
将

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日（
水
）午
後
五
時
三
〇
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者



五
五
〇

②
国
内
旅
客
航
空
運
送
契
約
に
お
け
る
「
延
着
」
責
任
に
つ
い
て

教
授　

松
嶋　

隆
弘

Ｅ
Ｕ
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
四
日（
月
）午
前
九
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
七
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆

教
授　

長
谷
川
貞
之

② 

Ｅ
Ｕ
会
社
法
と
日
本
の
事
業
体
法
制
│
欧
州
私
会
社（
Ｓ
Ｐ
Ｅ
：

S
ocietas P

rivata E
uropaea

）を
中
心
と
し
て
│

教
授　

松
嶋　

隆
弘

③
航
空
排
出
権
紛
争
の
行
方

教
授　

工
藤　

聡
一

基
礎
法
学
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
六
月
十
日（
金
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
法
科
大
学
院
教
授　

フ
ラ
ン
ク
・
ラ
ヴ
ィ
ッ
チ

英
米
法（
私
法
部
会
）研
究
会

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
六
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室（
Ａ
）

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

法
人
税
法
二
二
条
二
項
の
『
取
引
』
概
念
の
意
義
と
範
囲

│
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
事
件（
最
高
裁
平
成
十
八

年
一
月
二
十
四
日
判
決（
判
時
一
九
二
三
号
二
〇
頁
））と
デ
ッ

ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
事
件（
東
京
地
裁
平
成
二
十
一

年
四
月
二
十
八
日
判
決（
訟
月
五
六
巻
六
号
一
八
四
八
頁
））を

手
掛
か
り
と
し
て
│

駿
河
台
大
学
法
科
大
学
院
教
授　

今
村　
　

隆

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
八
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
第
三
五
条
の
解
釈
に
つ
い
て

近
畿
大
学
法
科
大
学
院
教
授　

藤
田　

勝
利



 

五
五
一

福
田　
　

充

三
、
退
任
記
念
講
演

①
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
の
問
題　

原
田　

賢
司

②
「
死
せ
る
キ
リ
ス
ト
」
序
説 

福
田　

忠
郎

③
深
沢
七
郎
私
論

│
「
楢
山
節
考
」
を
め
ぐ
っ
て
│ 

小
川　

重
男

④
「
英
語
」
初
年
次
教
育
に
関
す
る
問
題
点 

西
村　

克
彦

⑤
イ
ギ
リ
ス
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送 

向
後　

英
紀

⑥D
uress

の
法
理
と
期
待
可
能
性

│
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
の
比
較
を
中
心
と
し
て
│沼

野　

輝
彦

※ 

本
学
会
の
途
中
、
東
日
本
大
震
災
の
発
生
に
よ
り
、
参
加
者
の
安
全

面
を
配
慮
し
た
結
果
、
西
村
克
彦
先
生
・
沼
野
輝
彦
先
生
の
講
演
を

残
し
、
本
学
会
は
中
止
し
た
。

※
向
後
英
紀
先
生
は
、
私
事
に
よ
り
講
演
を
辞
退
さ
れ
た
。

平
成
二
十
二
年
度
・
二
十
三
年
度
定
期
無
料
法
律

相
談
会

平
成
二
十
二
年
度
・
二
十
三
年
度
定
期
無
料
法
律
相
談
会
は
、
校
友
弁

N
em
o sibi ipse causam

 possessionis m
utare potest

（
何
人
も
自
ら
占
有
の
性
質
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）と
い
う

ロ
ー
マ
法
原
則
・
再
考

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
・
法
学
部
教
授　

吉
原　

達
也

（
※
平
成
二
十
三
年
二
月
〜
平
成
二
十
四
年
一
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
二
年
度
学
内
学
会
・
研
究
所
合
同
研
究
会

一
、
日
時　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日（
金
）午
前
十
時
開
会

一
、
場
所　

法
学
部
本
館
二
階
第
一
会
議
室

司
会
・
進
行　

大
久
保
拓
也
・
大
岡　
　

聡

佐
幸　

信
介
・
髙
畑
英
一
郎

友
岡　

史
仁
・
野
口　

恵
子

一
、
自
由
論
題

①
中
国
に
見
る
西
欧
文
明
と
の
摩
擦
と
伝
統
的
思
惟
方
式山

本　

賢
二

②
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
ジ
レ
ン
マ佐

久
田
昌
治

二
、
在
外
研
究
報
告

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
テ
ロ
対
策
と
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス



五
五
二

（
校
友
弁
護
士
）

土
屋　

修
一
・
伊
達　

弘
彦
・
水
上　

博
喜
・
小
林　

哲
也

松
原　

祥
文
・
大
谷
部
雅
典
・
大
森　

浩
司
・
田
中　

貴
一

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生　

各
回
四
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数 

五
十
三
件

②
内
容

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
） 

九
件

貸
金
、
そ
の
ほ
か
の
債
権
回
収 

十
二
件

借
地
借
家 

四
件

不
法
行
為（
名
誉
毀
損
・
器
物
損
壊
な
ど
） 

五
件

近
隣
問
題（
道
路
・
境
界
な
ど
） 

四
件

労
働
関
係（
従
業
員
の
ト
ラ
ブ
ル
・
解
雇
な
ど
） 

二
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
） 

五
件

借
金
、
保
証
そ
の
ほ
か
の
金
銭
債
務（
含
む
破
産
） 

二
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係 

六
件

そ
の
他（
消
費
者
問
題
な
ど
） 

四
件

（
※
平
成
二
十
三
年
二
月
〜
平
成
二
十
四
年
一
月
末
日
現
在
）

護
士
の
協
力
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
定

期
無
料
法
律
相
談
会
の
趣
旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生

達
の
法
学
の
実
践
教
育
を
行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時

【
平
成
二
十
二
年
度
】

（
第
七
回
）平
成
二
十
三
年
二
月
五
日（
土
）

（
第
八
回
）平
成
二
十
三
年
三
月
五
日（
土
）

【
平
成
二
十
三
年
度
】

（
第
一
回
）平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
一
日（
土
）

（
第
二
回
）平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
五
日（
土
）

（
第
三
回
）平
成
二
十
三
年
七
月
十
六
日（
土
）

（
第
四
回
）平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
四
日（
土
）

（
第
五
回
）平
成
二
十
三
年
十
月
十
五
日（
土
）

（
第
六
回
）平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
日（
土
）

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
後
一
時
〜
午
後
三
時

二
、
場
所　

法
学
部
三
号
館

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
員
）

岡
島　

芳
伸
・
内
山　

忠
明
・
関　
　

正
晴
・
松
嶋　

隆
弘

山
川　

一
陽
・
堀
切　

忠
和



 

五
五
三

（
弁
護
士
）

野
村
吉
太
郎
・
齋
藤　

理
英
・
榎
本　

一
久
・
大
栗　

悟
史

寺
原
真
希
子
・
石
川　

博
之
・
武
藤　

正
隆

（
税
理
士
）

阿
部　

徳
幸
・
松
嶋　

康
尚

（
司
法
書
士
）

有
我　

晴
輝
・
山
口　

孝
之

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数 

二
十
七
件

②
内
容

地
震
及
び
津
波
の
被
害
に
係
る
問
題 

五
件

原
子
力
被
害
に
係
る
問
題 

一
件

借
地
借
家
関
係 

五
件

借
金
、
保
証
そ
の
ほ
か
の
金
銭
債
務（
含
む
破
産
） 

三
件

家
族
に
関
す
る
問
題（
離
婚
、
Ｄ
Ｖ
、
児
童
虐
待
な
ど
） 

五
件

そ
の
他（
建
築
・
不
法
行
為
・
相
続
関
係
な
ど
） 

八
件

平
成
二
十
三
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会

平
成
二
十
三
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
は
、
新
潟
県
長
岡
市
の
ハ
イ

ブ
長
岡
二
階
会
議
室
Ａ
Ｂ
に
お
い
て
、
市
当
局
並
び
に
地
元
校
友
会
・
校

東
日
本
大
震
災
被
災
者
支
援　

巡
回
無
料
法
律
等

相
談
会

東
日
本
大
震
災
被
災
者
支
援　

巡
回
無
料
法
律
等
相
談
会
は
、
福
島
県

郡
山
市
の
ビ
ッ
グ
ア
イ
七
階（
郡
山
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
）第
一
会
議
室
に
お

い
て
、
市
当
局
並
び
に
地
元
校
友
会
・
校
友
弁
護
士
・
税
理
士
・
司
法
書

士
等
の
協
力
を
得
て
、
平
成
二
十
三
年
六
月
十
二
日（
日
）に
開
催
さ
れ
た
。

巡
回
無
料
法
律
等
相
談
会
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
支
援
の
一
環

と
し
て
、
法
学
部
の
特
性
を
活
か
し
、
震
災
に
関
連
し
た
法
律
問
題
等
の

相
談
に
応
じ
る
こ
と
で
、
被
災
者
の
一
助
と
な
る
べ
く
、
開
催
し
た
。

開
催
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
二
日（
日
）

午
前
十
時
三
十
分
〜
午
後
三
時

二
、
場
所　

福
島
県
郡
山
市

ビ
ッ
グ
ア
イ
七
階（
郡
山
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
）　

第
一
会
議
室

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
職
員
）

杉
本　
　

稔
・
池
村　

正
道
・
小
林　

忠
正
・
内
山　

忠
明

関　
　

正
晴
・
松
嶋　

隆
弘
・
堀
切　

忠
和
・
山
本　

博
通

宮
澤　

秀
幸
・
関
根　
　

喬
・
落
合　

怜
美
・
戸
塚　

浩
行

齋
藤　
　

南



五
五
四

②
内
容

借
金
、
保
証
そ
の
ほ
か
の
金
銭
債
務（
含
む
破
産
） 

八
件

借
地
借
家 

五
件

建
築
関
係 

三
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係 

五
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
） 

五
件

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
） 

八
件

そ
の
他（
貸
金
・
近
隣
問
題
・
人
権
問
題
な
ど
） 

十
八
件

平
成
二
十
三
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談

平
成
二
十
三
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談
は
、
法
桜
祭
期
間
に
合
わ
せ
て

開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
専
門
の
相
談
員
に
よ
る

行
政
相
談
に
本
学
部
の
学
生
を
陪
席
さ
せ
、
行
政
相
談
を
通
じ
て
日
本
の

現
代
行
政
を
理
解
す
る
機
会
を
提
供
し
、
そ
こ
に
あ
る
問
題
点
及
び
そ
の

解
決
方
法
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
実
施
し
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
九
日（
土
）〜
十
月
三
十
一
日（
月
）

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
前
十
時
〜
午
後
三
時

二
、
場
所　

法
学
部
十
号
館
二
階　

学
生
ホ
ー
ル

三
、
主
催　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

四
、
後
援　

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会

友
弁
護
士
等
の
協
力
を
得
て
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日（
日
）に

開
催
さ
れ
た
。

開
催
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
の
趣

旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生
達
の
法
学
の
実
践
教
育
を

行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日（
日
）

午
前
十
時
三
十
分
〜
午
後
三
時

二
、
場
所　

新
潟
県
長
岡
市

ハ
イ
ブ
長
岡
二
階　

会
議
室
Ａ
Ｂ

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
職
員
）

池
村　

正
道
・
岡
島　

芳
伸
・
内
山　

忠
明
・
山
川　

一
陽

堀
切　

忠
和
・
外
園　

澄
子
・
宮
澤　

秀
幸
・
関
根　
　

喬

戸
塚　

浩
行
・
村
上　
　

洋

（
校
友
弁
護
士
）

入
澤　

武
久
・
前
島　

憲
司
・
坂
井　
　

愛
・
末
次　

茂
雄

佐
藤
由
紀
子
・
米
山　

孝
之

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
等
十
六
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数 

五
十
二
件



 

五
五
五

部
法
学
研
究
所
の
後
援
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
十
月
八
日（
土
）十
二
時

三
十
分
か
ら
法
学
部
十
号
館
一
階
一
〇
一
一
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

（
出
題
者
）

林　

史
高
裁
判
官

（
審
査
員
）

河
野　

清
孝
裁
判
官
・
小
西　

威
夫
検
察
官

有
吉　
　

眞
弁
護
士

（
進
行
・
時
計
）

入
江　

源
太
弁
護
士
・
大
栗　

悟
史
弁
護
士

◆
問
題（
民
法
）

Ｘ
は
、
平
成
十
三
年
六
月
一
日
、
Ｙ
と
の
間
で
、
自
己
が
所
有
す
る
甲

土
地（
時
価
三
〇
〇
〇
万
円
）と
Ｙ
が
所
有
す
る
乙
不
動
産
と
を
交
換
し
、

同
日
、
各
不
動
産
に
つ
い
て
そ
の
引
渡
し
と
同
時
に
そ
の
旨
の
所
有
権
移

転
登
記
を
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
は
、
平
成
十
五
年
六
月
一
日
、
Ｚ
に
対
し
、

甲
土
地
を
三
五
〇
〇
万
円
で
転
売
し
た
。

以
上
の
事
案
に
つ
い
て
、
次
の
各
小
問
記
載
の
事
情
が
あ
っ
た
場
合
、

Ｘ
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
八
日
現
在
、
Ｙ
及
び
Ｚ
に
対
し
、
ど
の
よ
う

な
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か（
な
お
、
各
小
問
は
、
独
立
し
た
問
い

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
小
問
に
つ
い
て
も
、
甲
土
地
に
つ
い
て
Ｚ
名
義
の

所
有
権
移
転
登
記
が
さ
れ
て
い
た
場
合
と
こ
れ
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と

五
、
協
力　

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所

六
、
相
談
員

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会
行
政
相
談
委
員

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所
行
政
相
談
官

七
、
補
助
学
生　

行
政
科
研
究
室
所
属
学
生
及
び
公
募
に
て
募
集
の
法
学

部
生

八
、
相
談
項
目

・
各
省
庁
組
織
、
業
務
内
容
に
つ
い
て

・
公
務
員
試
験
に
つ
い
て

・
行
政
改
革
に
つ
い
て

・
年
金
制
度
に
つ
い
て

・
環
境
政
策
に
つ
い
て

・
税
金
に
つ
い
て

・
防
災
政
策
に
つ
い
て

・
交
通
の
便
に
つ
い
て　
　
　
　
　

等
々

九
、
相
談
件
数 

二
十
六
件

平
成
二
十
三
年
度
法
律
討
論
会

第
三
十
四
回
法
律
討
論
会
は
、
日
本
大
学
法
学
会
と
日
本
大
学
法
曹
会

に
よ
る
共
同
開
催
、
並
び
に
日
本
大
学
法
学
部
校
友
会
と
日
本
大
学
法
学



五
五
六

（
時
価
五
〇
〇
万
円
）及
び
乙
土
地
の
賃
借
権（
賃
貸
人
は
、
乙
土
地

の
所
有
者
Ａ
で
あ
る
。
時
価
二
五
〇
〇
万
円
）で
あ
っ
た
。

（
三
） 　

乙
不
動
産
は
、
乙
建
物
の
所
有
権（
時
価
五
〇
〇
万
円
）及
び
乙
土

地
の
所
有
権（
時
価
二
五
〇
〇
万
円
）で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
二

年
六
月
十
五
日
、
乙
土
地
の
土
壌
に
、
平
成
二
十
年
に
施
行
さ
れ
た

新
法
令
上
、「
そ
れ
が
土
壌
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
起
因
し
て
人
の
健

康
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
」
と
定
め
ら
れ
た
化

学
物
質
Ｂ
が
当
該
法
令
の
定
め
る
基
準
値
を
超
え
て
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
除
去
等
の
措
置（
費
用
二
〇
〇
〇
万
円
）を
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
判
明
し
た（
こ
の
化
学
物
質
Ｂ
は
、
Ｘ
・
Ｙ
間
の
交

換
当
時
か
ら
乙
土
地
の
土
壌
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
当
時
、
法

令
に
基
づ
く
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
取
引
観
念
上
も
、
こ

れ
が
土
壌
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
起
因
し
て
人
の
健
康
被
害
に
係
る
被

害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
Ｘ
も
そ
の

よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。）。

な
お
、
Ｘ
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
、
Ｙ
に
対
し
、
以
上
の

事
情
を
踏
ま
え
た
自
己
の
請
求（
法
的
主
張
）を
伝
え
、
Ｙ
と
話
し

合
っ
た
が
、
結
局
物
別
れ
に
終
わ
っ
た
。

討
論
会
は
三
人
一
組
で
十
組
が
出
場
し
、
各
チ
ー
ム
一
人
の
立
論
者
が

十
分
以
内
の
論
旨
を
発
表
し
、
他
の
二
人
が
他
の
出
場
チ
ー
ム
や
傍
聴
者

で
結
論
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
点
を
分
け
て
論
じ
る
も
の
と
す
る
。）。

（
一
） 　

乙
不
動
産
は
、
建
物（
以
下
「
乙
建
物
」
と
い
う
。）の
所
有
権（
時

価
五
〇
〇
万
円
）及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地（
以
下
「
乙
土
地
」
と

い
う
。）の
所
有
権（
時
価
二
五
〇
〇
万
円
）で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
平
成

二
十
二
年
六
月
一
日
、
台
風
に
伴
う
大
雨
に
よ
り
、
乙
土
地
の
北
側

崖
に
設
置
さ
れ
た
擁
壁（
以
下
「
本
件
擁
壁
」
と
い
う
。）に
傾
斜
、

亀
裂
を
生
じ
る
と
と
も
に
、
崖
上
の
乙
土
地
の
一
部
に
沈
下
及
び
傾

斜
が
生
じ
、
乙
土
地
上
に
建
物
を
維
持
す
る
こ
と
が
構
造
耐
久
力
上

及
び
保
安
上
著
し
く
危
険
な
状
態
と
な
っ
た
こ
と（
こ
の
状
態
を
解

消
す
る
に
は
費
用
と
し
て
二
〇
〇
〇
万
円
を
要
す
る
。）か
ら
、
Ｘ
は
、

同
年
八
月
一
日
、
や
む
な
く
、
乙
建
物
を
取
り
壊
し
た（
そ
の
費
用

と
し
て
三
〇
〇
万
円
を
要
し
た
。）。
本
件
擁
壁
が
こ
の
よ
う
な
状
態

に
な
っ
た
の
は
、
本
件
擁
壁
に
当
初
か
ら
構
造
的
欠
陥
が
あ
っ
た
た

め
で
あ
り
、
Ｘ
は
、
Ｙ
と
の
交
換
の
際
、
こ
の
点
に
つ
い
て
何
の
説

明
も
受
け
ず
、
こ
の
よ
う
な
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
全
く

想
到
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
同
年
六
月
十
五
日
に
初
め
て
こ
の
点

を
知
っ
た
。

な
お
、
Ｘ
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
、
Ｙ
に
対
し
、
以
上
の

事
情
を
踏
ま
え
た
自
己
の
請
求（
法
的
主
張
）を
伝
え
、
Ｙ
と
話
し

合
っ
た
が
、
結
局
物
別
れ
に
終
わ
っ
た
。

（
二
） 　

右
記（
一
）の
場
合
に
お
い
て
、
乙
不
動
産
は
、
乙
建
物
の
所
有
権



 

五
五
七

準
優
勝（
第
九
組
）

佐
藤
友
里
絵（
法
律
・
四
年
）・
富
田　

恭
平（
法
律
・
三
年
）

熨
斗　

佑
城（
法
律
・
三
年
）

第
三
位（
第
八
組
）

中
村　

亮
平（
法
律
・
三
年
）・
石
川　

皓
太（
法
律
・
三
年
）

吉
津　

和
輝（
法
律
・
三
年
）

参
加
賞（
順
不
同
）

峯
岸　
　

舞（
法
律
・
一
年
）・
大
谷　

健
太（
法
律
・
二
年
）

奥
山　

直
毅（
法
律
・
二
年
）・
古
川　

成
由（
法
律
・
三
年
）

永
池　

瑶
子（
法
律
・
三
年
）・
石
田　

茂
人（
経
営
法
・
三
年
）

田
中　

夏
樹（
法
律
・
三
年
）・
田
中　

大
和（
法
律
・
三
年
）

本
郷　

花
奈（
法
律
・
三
年
）・
宮
嶋　

陽
平（
経
営
法
・
三
年
）

森
口　

真
衣（
法
律
・
三
年
）・
山
﨑　

秀
美（
法
律
・
四
年
）

沢
野　

直
也（
法
律
・
三
年
）・
狩
谷
友
里
子（
法
律
・
三
年
）

安
藤　

嘉
之（
法
律
・
三
年
）・
佐
藤　

大
樹（
法
律
・
三
年
）

米
山
由
美
子（
法
律
・
三
年
）・
川
野
真
理
香（
法
律
・
三
年
）

上
田　
　

潤（
法
律
・
三
年
）・
野
口　
　

誠（
法
律
・
三
年
）

藤
村　
　

敬（
法
律
・
三
年
）・
中
村　

亮
平（
法
律
・
三
年
）

石
川　

皓
太（
法
律
・
三
年
）・
吉
津　

和
輝（
法
律
・
三
年
）

佐
藤
友
里
絵（
法
律
・
四
年
）・
富
田　

恭
平（
法
律
・
三
年
）

熨
斗　

佑
城（
法
律
・
三
年
）・
岩
田　

真
琴（
法
律
・
四
年
）

の
質
疑
に
対
し
て
五
分
間
で
応
答
す
る
方
法
で
行
わ
れ
た
。

討
論
に
先
だ
ち
、
日
本
大
学
法
学
会
会
長
で
あ
る
杉
本
稔
学
部
長
並
び

に
日
本
大
学
法
曹
会
会
長
篠
崎
芳
明
弁
護
士
の
挨
拶
が
あ
り
、
続
い
て
進

行
の
入
江
源
太
弁
護
士
か
ら
発
表
の
手
順
と
審
査
基
準（
論
旨
内
容
六
十

点
、
発
表
態
度
十
点
、
質
疑
応
答
内
容
・
態
度
三
十
点
）等
の
説
明
が
な

さ
れ
た
あ
と
討
論
会
が
開
始
さ
れ
た
。

討
論
終
了
後
、
審
査
員
を
代
表
し
て
河
野
清
孝
裁
判
官
か
ら
審
査
結
果

が
発
表
さ
れ
た
の
に
続
き
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
法
曹
会
、
法
学
部
校
友
会

か
ら
優
勝
チ
ー
ム
に
法
曹
杯
・
法
学
部
校
友
会
杯
、
法
曹
会
か
ら
優
勝
、

準
優
勝
、
第
三
位
の
各
チ
ー
ム
に
盾
、
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
副
賞

と
し
て
図
書
カ
ー
ド
が
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
学
部
校
友
会
か
ら
上
位

三
チ
ー
ム
以
外
の
出
場
者
に
メ
ダ
ル
、
日
本
大
学
法
学
会
か
ら
出
場
者
全

員
に
図
書
カ
ー
ド
、
優
秀
質
問
者
に
は
法
学
部
校
友
会
か
ら
図
書
カ
ー
ド

が
そ
れ
ぞ
れ
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
来
場
者
全
員
に
法
学
部
並
び
に
法
学

部
校
友
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
記
念
品
を
贈
呈
し
た
。

な
お
、
法
律
討
論
会
終
了
後
、
法
学
部
本
館
地
下
一
階
学
生
食
堂
に
お

い
て
出
場
者
・
関
係
者
全
員
に
よ
る
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
た
。

成
績
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。（
括
弧
内
は
学
科
・
学
年
）

優　

勝（
第
十
組
）

岩
田　

真
琴（
法
律
・
四
年
）・
阿
部　

礼
子（
法
律
・
三
年
）

岡
本　
　

愛（
法
律
・
三
年
）



五
五
八

◆
司
法
書
士
試
験　

二
名

佐
藤　

智
幹（
平
成
二
十
三
・
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
修
了
）

小
山　

佑
介（
平
成
二
十
三
・
法
律
卒
業
）

平
成
二
十
三
年
度
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

懸
賞
論
文

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
は
、
社
会
科
学
全
般
に
関
連
す
る
研
究

等
を
目
的
と
し
、
学
生
の
社
会
に
対
す
る
問
題
意
識
向
上
の
た
め
論
文
募

集
を
行
い
、
優
れ
た
論
文
に
対
し
賞
金（
図
書
カ
ー
ド
）を
贈
呈
す
る
こ
と

と
し
た
。

厳
正
な
る
審
査
の
結
果
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。（
括
弧
内
は
学

科
・
学
年
）

◆
最
優
秀
賞　

な
し

◆
優
秀
賞　

な
し

◆
佳　
　

作　

上
岡　
　

敦（
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
・
一
年
）

【
募
集
概
要
】

テ
ー
マ　
「
人
間
に
と
っ
て
真
の
豊
か
さ
と
は
何
か
」

「
わ
が
国
の
将
来
を
見
据
え
た
震
災
復
興
へ
の
期
待
」

阿
部　

礼
子（
法
律
・
三
年
）・
岡
本　
　

愛（
法
律
・
三
年
）

優
秀
質
問
賞（
五
十
音
順
）

厚
見　

龍
男（
法
律
・
三
年
）・
大
谷　

健
太（
法
律
・
二
年
）

小
倉　

勇
輝（
法
律
・
三
年
）・
近
藤　

太
樹（
法
律
・
三
年
）

田
中　

夏
樹（
法
律
・
三
年
）・
塚
澤　

香
葉（
法
律
・
二
年
）

土
屋　

太
輝（
法
律
・
四
年
）・
富
田　

恭
平（
法
律
・
三
年
）

野
口　

祐
介（
法
律
・
四
年
）・
森
口　

真
衣（
法
律
・
三
年
）

平
成
ニ
十
三
年
度
国
家
試
験
合
格
者

◆
公
認
会
計
士
試
験　

二
名

渡
邉　

成
彦（
経
営
法
・
四
年
）

鈴
木　

信
成（
平
成
二
十
・
管
理
行
政
卒
業
）

◆
弁
理
士
試
験　

六
名

田
辺　
　

稜（
経
営
法
・
三
年
）

江
川　

春
香（
平
成
二
十
三
・
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
修
了
）

佐
藤　

秀
信（
平
成
二
十
三
・
生
産
工
学
部
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
工
卒
業
）

大
城　
　

望（
平
成
二
十
・
法
律
卒
業
）

寺
内　

貴
則（
平
成
十
九
・
経
営
法
卒
業
）

浅
沼　

聖
子（
平
成
十
一
・
法
律
卒
業
）



 

五
五
九

提
出
期
限　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
六
日（
金
）【
必
着
】

提
出
先　

日
本
大
学
法
学
部
研
究
事
務
課（
三
号
館
一
階
）

賞　
　

金　

優
れ
た
論
文
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
賞
金（
図
書
カ
ー
ド
）を
授

与
す
る
。

　

最
優
秀
賞　

五
万
円

　

優
秀
賞　

三
万
円

　

佳　
　

作　

二
万
円

※
い
ず
れ
の
賞
も
該
当
な
し
の
場
合
が
あ
る
。

論
文
審
査　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
で
審
査
を
行
い
、
最
終
決

定
は
平
成
二
十
四
年
一
月
下
旬
に
行
う
。
た
だ
し
審
査
過

程
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
。

受
賞
者
発
表　

受
賞
者
の
発
表
は
、
本
人
へ
通
知
す
る
ほ
か
、
学
部
掲
示

板
に
掲
載
す
る
。

主　
　

催　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

後　
　

援　

日
本
大
学
法
学
部
校
友
会

「
高
齢
化
先
進
国
日
本
は
、
ど
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
世
界

に
提
示
で
き
る
か
」

※
こ
の
中
か
ら
テ
ー
マ
を
一
つ
自
由
選
択
し
た
。

応
募
資
格　

日
本
大
学
法
学
部
在
学
生
・
大
学
院
生

応
募
要
領　

○
論
文
は
日
本
語
で
作
成
さ
れ
、
未
発
表
の
も
の
に
限
る
。

○ 

パ
ソ
コ
ン
・
ワ
ー
プ
ロ
で
作
成
す
る
場
合
は
、
Ａ
4

版
用
紙
を
使
用
し
六
〇
〇
〇
字
以
上
八
〇
〇
〇
字
以
内

と
す
る
。
手
書
き
す
る
場
合
は
、
市
販
の
Ａ
4
判
横

書
き
用
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
を
使
用
し
、
黒
イ
ン

ク
の
万
年
筆
又
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
用
し
て
記
載
す
る

こ
と
。
枚
数
は
、
同
原
稿
用
紙
十
五
枚
以
上
二
十
枚
以

内
と
す
る
。（
引
用
・
参
考
文
献
等
は
、
注
に
明
記
す

る
こ
と
。）

○ 

用
紙
に
は
、
氏
名
・
学
年
・
学
科
等
そ
の
他
予
断
を
生

じ
る
よ
う
な
事
項
を
記
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
。
論
文

と
は
別
に
氏
名
・
学
年
・
学
科
・
電
話
番
号
を
記
載
し

た
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

○ 

論
文
の
応
募
は
一
人
一
通
と
し
、
応
募
論
文
の
返
却
は

行
わ
な
い
。

○ 

優
れ
た
論
文
は
、
本
人
の
承
諾
を
得
た
う
え
、
本
学
部

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
す
る
こ
と
が
あ
る
。





五
六
一

執
筆
者
紹
介　
　
　
　

掲
載
順

青　

山　

武　

憲

日
本
大
学
教
授

藤　

川　

信　

夫

日
本
大
学
教
授

西　

原　

雄　

二

日
本
大
学
准
教
授

菊　

池　

肇　

哉

日
本
大
学
法
学
部

比
較
法
研
究
所
研
究
員

加　

藤　

紘　

捷

日
本
大
学
教
授

庄　

司　

克　

宏

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院

法
務
研
究
科
教
授

長
谷
川　

貞　

之

日
本
大
学
教
授

松　

嶋　

隆　

弘

日
本
大
学
教
授

今　

村　
　
　

隆

日
本
大
学
教
授

　
（
大
学
院
法
務
研
究
科
）

川　

村　

佑　

紀

日
本
大
学
法
学
部

比
較
法
研
究
所
研
究
員

工　

藤　

聡　

一

日
本
大
学
教
授

秋　

山　

和　

宏

日
本
大
学
教
授

倉　

島　
　
　

隆

日
本
大
学
教
授

山　

口　

正　

春

日
本
大
学
教
授

編
集
委
員

池
村　

正
道

秋
山　

和
宏

伊
藤　

文
夫

小
田　
　

司

加
藤　

紘
捷

佐
藤　

邦
憲

髙
橋　

雅
夫

船
山　

泰
範

山
川　

一
陽

楠
谷　
　

清

佐
渡
友　

哲

福
島　

康
仁
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Takenori Aoyama, England and the Church of England

Nobuo Fujikawa, Contemporary Tasks and Prospects in 
Documentary L/C Dealings

Yuji Nishihara, The Problems of “Facts to Neglect” and Time 
Limitation in Citizens’ Audits

Toshiya Kikuchi, The Continental Doctrine of ‘Causa’ and the 
Theory of Consideration in the Common Law 

【Current EU Law and its Implications for Japanese Law】

Preface
Hirokatsu Kato, Current EU Law: The Lisbon Treaty and the 
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Comparative Law Perspective 
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Kazuhiro Akiyama, A Survey of Mayoral Elections in 2009
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Masaharu Yamaguchi, Role of the Middle Class on the Eve of 
the Industrial Revolution
─Centering on Defoe and Smith─
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責
任
者

池

村

正

道

秋

山

和

宏

発　

行　

者

日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

発
行
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

│
株
式
会
社
メ
デ
ィ
オ

│

編
集
発
行
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